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１ ２０２３年度学年暦 
春 学 期 ４月１日（土） ～ ９月１９日（火） 

入 学 式 ４月７日（金） 

学 習 指 導 ４月１日（土） ～ ４月７日（金） 

４月８日（土） ～ ７月２１日（金） 

授 業 期 間 前半集中開講科目（Ｓ１）※ ４月８日（土） ～ ６月２日（金） 

後半集中開講科目（Ｓ２）※ ６月３日（土） ～ ７月２１日（金） 

臨時休業(休講)日 ５月１日（月） ・ ５月２日（火）

休日授業実施日① ７月１７日（月） 〔 海 の 日 〕 

補 講 日 ① ※土曜日の通常時限を利用 ５月１３日（土） ・ ５月２０日（土）

補 講 日 ② ※土曜日の通常時限を利用 ７月１日（土） ・ ７月８日（土）

定 期 試 験 ※予備日を含む ７月２２日（土） ～ ７月３１日（月） 

夏 季 休 業 ８月１日（火） ～ ９月１９日（火） 

秋 季 卒 業 式 ９月１９日（火） 

秋 学 期 ９月２０日（水） ～ ３月３１日（日） 

秋 季 入 学 式 ９月１９日（火） 

学 習 指 導 ９月１５日（金） 

９月２０日（水） ～ １月２３日（火） 

授 業 期 間 前半集中開講科目（Ｆ１）※ ９月２０日（水） ～ １１月１４日（火） 

後半集中開講科目（Ｆ２）※ １１月１５日（水） ～ １月２３日（火） 

休日授業実施日① ９月２３日（土） 〔秋分の日〕 

休日授業実施日② １０月９日（月） 〔スポーツの日〕 

補 講 日 ① ※土曜日の通常時限を利用 １０月２１日（土） ・ １０月２８日（土）

補 講 日 ② ※全日補講のみ実施 １月１９日（金） 

補 講 日 ③ ※全日補講のみ実施 １月２３日（火） 

大 学 祭 週 間 ※当該期間中は全日休講 １１月１日（水） ～ １１月７日（火） 

明 大 祭 １１月３日（金） ～ １１月５日（日） 

生 明 祭 １１月３日（金） ～ １１月５日（日） 

創 立記念祝日 １１月１日（水） 

臨時休業(休講)日 １月１３日（土） 

冬 季 休 業 １２月２５日（月） ～ １月７日（日） 

創 立 記 念 日 １月１７日（水） 

定 期 試 験 ※予備日を含む １月２４日（水） ～ ２月３日（土） 

春 季 休 業 ２月４日（日） ～ ３月３１日（日） 

卒 業 式 ３月２６日（火） 

※各学期の前半集中・後半集中開講科目の利用は、一部の授業で７週完結授業を導入する学部に限る。

※大学祭週間中の授業休講措置は全キャンパスに適用する。

２　授業時間割 
時限 M※1 1 2 Ｌ※2 3 4 5 6 Ｎ※1 

モジュール m a b a b M a b a b a b a b m 

時間帯 

8：00 

 

8：50 

9：00 

9：50 

9：50 

10：40 

10：50 

11：40 

11：40 

12：30 

12：35 

13：25 

13：30 

14：20 

14：20 

15：10 

15：20 

16：10 

16：10 

17：00 

17：10 

18：00 

18：00 

18：50 

19：00 

19：50 

19：50 

20：40 

20：50 

21：40 

※1原則として、通期の授業は実施しない。

※2原則として、前後各5分と併せて1時間の昼休みとする。

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～～～

2



入学式 7日（金）

臨時休業（休講）日①

13日（土）・20日（土）春学期：補講日①

2日（火）臨時休業（休講）日②

◆ この日程はあくまでも予定であるので、各自必ずOh-o! Meijiシステム・掲示板等で確認すること。

月 秋学期：特別試験 中旬～下旬

創立記念日

秋学期：補講日② 19日（金）
月1

13日（土）臨時休業（休講）日①

17日（水）

秋学期：補講日③ 23日（火）

12 月

5 月

1日（月）

個人別時間割表公開 18日（火）10：00

履修登録期間 14日（金）13：00　～　17日（月）9：30

11 月

3 月

卒業通知 ―
【4年・3年早期卒業対象者】

上旬

卒業式 ―
【4年・3年早期卒業対象者】

3月26日（火）

22日（月）秋学期：授業最終日

15日（金）学習指導

秋学期：定期試験期間

秋学期：休日授業実施日② 9日（月）［スポーツの日］

1月24日（水）～2月3日（土）

2

卒業ガイダンス ― 【4年】上旬

冬季休業 12月25日（月）～1月7日（日）

創立記念祝日 1日（水）

大学祭週間 1日（水）～7日（火）は全日休講

秋学期：補講日① 21日（土）・28日（土）

履修修正期間 下旬

10 月

専門演習ガイダンス 【2年】上旬 ―

コース制ガイダンス

9 月

成績公開 上旬

秋季卒業式・入学式 19日（火）

授業開始

秋学期：休日授業実施日① 23日（土）［秋分の日］

20日（水）

【1年】中旬
―

コース選択受付 ―

8 月
夏季休業 8月1日（火）～9月19日（火）

春学期：特別試験 中旬～下旬

春学期：授業最終日

春学期：休日授業実施日①

春学期：定期試験期間 22日（土）～31日（月）

月7

1日（土）・8日（土）春学期：補講日②

17日（月）［海の日］

21日（金）

3　2023年度履修登録および成績等に関する日程

月 行　事
実施キャンパス・実施日程等

和　泉 駿河台

詳細はOh-o! Meijiシステムで確認してください。

事前申込科目登録期間
一次　4日（火）13：00　～　5日（水） 9：30

二次　6日（木）13：00　～　7日（金） 9：30

通学区間証明カード等配付
【1年】3日（月）※学生証交付

【3・4年】　郵送
【2年】　郵送

各種ガイダンス
1日（土）～7日（金）

【4年】在籍原級ガイダンス対面 5日（水）

【3・4年】卒業要件確認ガイダンス　オンライン

4 月

春学期：授業開始 8日（土）

履修修正期間 20日（木）13：00　～　21日（金）15：00
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組 １年 ２年 ３年 ４年

1 シェアマン，スザンネ 土方　圭 村上　一博 下川　環

2 伊藤　真弓 西垣　学 南保　勝美 　林　幸司

3 佐藤　公紀 佐藤　公紀 小西　康之 星野　茂

4 ダン，ジェームス D． 伊藤　真弓 小林　宏之 佐々木 秀智

5 越門　勝彦 辻岡　宏子 小西　啓文 長坂　純

6 乾　昌幸 シェアマン，スザンネ 鈴木　賢 川地　宏行

7 渡辺　響子 渡辺　響子 根本　伸一 中空　壽雅

8 勝田　忠広 乾　昌幸 大津　浩 柿﨑　環

9 松尾　俊輔 堀田　秀吾 亀本　洋 内田　幸隆

10 田中　ひかる 松尾　俊輔 佐藤　智恵 丸橋　透

11 多田　聡 田中　ひかる 石田　倫識 山部　俊文

12 斎藤　英治 小財　陽平 星野　茂 太田　勝造

13 中村　和恵 上村　威 江藤　英樹 西元　宏治

14 加藤　徹 田島　優 有賀　恵美子 都筑　満雄

15 西垣　学 伊藤　剣 髙木　正則 江藤　英樹

16 田島　優 勝田　忠広 亀田　浩一郎 有賀　恵美子

17 西川　和孝 中村　和恵 小西　知世 髙木　正則

18 堀田　秀吾 加藤　徹 岡田　洋一 亀田　浩一郎

19 土方　圭 越門　勝彦 辻　雄一郎 岡田　洋一

20 伊藤　剣 多田　聡 神田　英明 佐藤　智恵

21 川野　明正 鈴木　哲也 水田　周平 辻　雄一郎

22 鈴木　哲也 斎藤　英治 陳　亮 神田　英明

23 辻岡　宏子 川野　明正 福井　清貴 水田　周平

24 上村　威 西川　和孝 都筑　満雄 　陳　  亮

25 小財　陽平 福井　清貴

26 小西　知世

30～ 金子　敏哉

4　2023年度　法学部クラス主任
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� 授業科目の履修

� 授業科目名称について

① 授業科目名に「Ⅰ」、「Ⅱ」および「Ⅲ」と表記している科目は、それぞれ独立した科目であり、

半期にて完結するものである。したがって必修科目、半期集中で行う授業等を除き、必ずしもす

べてを履修する必要はないが、学習効果を高めるため「Ⅰ」を履修・単位修得したうえで「Ⅱ」、

「Ⅱ」を履修・単位修得したうえで「Ⅲ」を履修することが望ましい。

② 法学部開講科目は、「Ⅰ」を履修・単位修得できなかった場合でも、「Ⅱ」および「Ⅲ」を履修す

ることは可能である。

� 授業科目の配当年次について

法学部では、学習効果を高めるため、授業科目の配当年次を決めている。

① 必修科目は、必ず指定された年次で履修すること。

② 配当年次は原則として段階的な学習を示しているので、必修科目以外の科目についても、定めて

いる年次において履修・単位修得することが望ましい。

③ 自身の学年より下級年次配当科目は履修できるが、上級年次配当科目は履修できない。

5 授業科目の履修について（全学生共通） 
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� 授業科目の配置について

① 1・2年次は授業時間割にクラスを指定している科目がある。クラス指定科目は、事前に履修登録

されているので、個人別時間割表を確認する際には、自身のクラスの授業が正しく登録されてい
るか確認すること。

② 1・2年次配当科目のほとんどは和泉キャンパスで、3・4年次配当科目は駿河台キャンパスで開講

している。したがって、卒業までの履修計画上、和泉キャンパスで開講している科目の単位は2

年次までに修得しておくことが望ましい。
③ 和泉、駿河台の両キャンパスにおいて同一科目を開講している場合、原則として、在籍するキャ

パスで開講している科目を履修しなければならない。
④ 同一曜日・時限に複数の科目を履修することはできない。

⑤ 異なるキャンパスで連続して授業を受ける場合は、移動時間の都合により、下表の場合以外は認

められない。

時限 履修 キャンパス

2 → 3 ○

駿 河 台 → 和 泉 ・ 中 野

和 泉 → 駿河台・生田・中野

中 野 → 駿 河 台 ・ 和 泉

生 田 → 和 泉

⑥ 一度単位を修得した科目は、再度履修することはできない。

⑦ 「メディア授業科目」とは、学則第19条の3第2項（便覧：共通事項「各種規程」参照）に定める

方法により履修する授業科目をいい、卒業要件のうち60単位を限度として単位を修得することを

認めている。毎年度の授業計画により、授業の実施方法を変更することがあるため、メディア授

業科目の対象科目および履修上の注意事項は必ず当該年度の情報を確認すること。

� 履修登録

1　履修登録について 
① 登録期間

履修登録を行う期間は以下のように設けられている。
ⅰ 事前申込科目登録期間（一次・二次）
ⅱ 履修登録期間
履修登録の詳細については、P.3「3 2023年度履修登録および成績等に関する日程」および4月
にOh-o!Meijiのグループに公開される履修関連資料を参照すること。

② 登録方法
原則として「WEB履修登録システム」にて行う。詳細はP.32以降の『「WEB 履修登録システム」
操作手順』を参照すること。システムの利用の際には、共通認証のID・パスワードが必要とな
る。パスワードがわからない場合は、法学部事務室で変更の手続きを行うこと。（電話でのパスワード変
更の申請は不可）
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③ 履修定員制と抽選について
一部の科目を除くほとんどの科目で定員制を設けており、履修希望者多数の場合には抽選を行
う。抽選から漏れた場合は自動的に登録が削除されるので、注意すること。
各科目の履修定員数、抽選方法等の取り扱いについては、4月にOh-o!Meijiのグループに公開さ
れる履修関連資料を参照すること。

④ その他の注意事項

・和泉、駿河台の両キャンパスにおいて同一科目が開講されている場合、在籍しているキャンパ
スの科目しか表示されない。
・「デジタルコンテンツA/B」や外国語科目等、一部の科目では履修者の制限を行う場合がある。
履修希望者は、シラバスおよび新年度履修関連資料で詳細を確認し、必ず初回授業に出席するこ
と。

・履修登録を行っていない科目の履修や聴講、試験を受けることは認められない。
・所定の期間に履修登録を行わないと、その年度の授業科目の履修・単位修得はできなくなる。
やむを得ない理由で所定の期間に登録を行えない場合は、履修登録期間前に法学部事務室に相談
すること。

⑤ 履修登録のサポート体制
【システムに不具合が生じた場合】
WEB 履修登録画面において、履修できるはずの科目が登録できない場合や動作に不具合が生じ
た場合は、法学部事務室に報告すること。ただし、履修登録期間後の申し出は無効となるの
で、登録は余裕を持って行うこと。
【インターネットに接続できる環境にない場合】
自宅にパソコンがない、インターネットの調子が悪い等、WEB 履修登録画面へアクセスできな
い場合は、学内のパソコンを利用することができる。ただし、利用は法学部生だけではないの
で、混雑を想定し、余裕を持った履修登録を心がけること。
学内のパソコンの設置場所・利用可能時間については、『明治大学情報サービス』ホームペー
ジを参照すること。

2　事前登録科目について 

1・2年生のクラス指定科目および3・4年生の「専門演習AⅠ・Ⅱ/BⅠ・Ⅱ」は、履修登録期間より
も前に登録されている。正しく登録されているか、個人別時間割表にて確認すること。 

　対象科目および登録科目の履修変更手続等については、4月に配布される履修関連資料を参照する
こと。

3　履修上限単位

1年次から4年次まで、段階的かつ計画的に学習できるよう、各年次で履修登録できる単位を設定してお
り、これを超えて履修することはできない。学年ごとの履修上限単位数は以下のとおり。

� 個人別時間割表について

4月19日（水）10：00より、Oh-o! Meijiシステムのクラスウェブにて個人別時間割表の公開を開始す

る。各自で履修登録内容を確認し、履修エラーや履修変更がある場合は、履修修正期間に所定の手続き

をとること。また、修正手続をした者は所定の期間に再度個人別時間割表を確認すること。
※個人別時間割表に「必修単位数が不足しています」とエラーが表示された場合、必修科目が修得でき

ていないことに対する注意喚起である。そのままでも履修には支障をきたさないが、当該科目を再履

修するまでそのエラーは表示される。

学年 

入学年度 

（ｶﾘｷｭﾗﾑ）

1年次 2年次 3年次 4年次 

2018年度以降 44 49 49 49 

2013～2017年度 46 49 49 49 

履修上限単位数

除外科目 

・「Legal Studies Abroad ＡⅠ〜ＥⅡ」

・「Japanese Law Study in English A Ⅰ・Ⅱ」

・学部間共通外国語科目（ただし、4年次に自由選択科目として単位振替を申請する場合

は、4年次の履修上限単位に含まれる）

・「グローバル人材育成プログラム科目」の一部

・「教職」、「学芸員養成」、「社会教育主事」、「司書」、「司書教諭」各課程設置科目

・他学部主催の「海外留学」を伴う科目

・各大学院設置科目

※「再履修科目」の単位数は履修上限単位に含まれる。

7
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� 履修修正について

履修登録後に履修修正を行う場合は、以下のとおり申請を行うこと。なお、履修削除できない科目

や、修正内容を制限している科目があるので注意すること。

① 申請期間・方法

履修修正を希望する者は、次に定める履修修正期間に「WEB履修登録システム」にて行う。

また、修正申請後は所定の期間に個人別時間割表にて、修正内容を確認すること。なお、期間中

に修正し忘れた場合、エラー表示されている科目はすべて削除され、追加登録は一切できないの

で十分に注意すること。

② 履修修正時に修正内容を制限している科目

【追加・変更・削除不可】

・全学共通科目

・クラス指定科目

・事前登録科目

・他学部設置科目

・スポーツ実習（駿河台開講科目は削除のみ可）

【削除のみ可（ただし、やむを得ない理由がある場合に限る）】

・履修登録時に抽選を実施した科目（定員を超過した科目）

※履修状況により、修正制限の内容が変更になる場合もあるので注意すること。

※修正後の個人別時間割表については、再度「Oh-o! Meijiシステム」にて確認すること。

※専門演習の変更等については、必ず法学部事務室に相談すること。

	 法学部設置科目以外の履修登録

① 他学部履修

法学部に設置していない他学部の授業科目を履修することを「他学部履修」といい、60単位

（卒業要件としては最大16単位）を限度として、単位を修得することを認めている。

ⅰ 次の科目は他学部履修を認めない。

・法学部に設置されている科目および科目名・内容がそれに準ずる科目

・実験、実習、演習科目

・科目設置学部で履修を許可しない科目

・その他、履修不許可の指示がある科目

ⅱ　修得した単位は、法学部の自由選択科目となる。
 2018年度以降入学者・・・・・最大16単位

   2013～2017年度入学者・・・・・最大15単位
ⅲ　履修上限単位に含む。なお、夏季・春季休業期間に実施する一部科目（海外留学を伴うも
    の）は履修上限単位に含まずに履修できる（ただし、春季プログラムへ参加する一年生への 
　単位付与は一切認めない）。
ⅳ 「教職」、「学芸員養成」、「社会教育主事」、「司書」、「司書教諭」各課程設置科目お
    よび各大学院設置科目は、他学部履修には該当しない。
ⅴ　履修希望者は、本学ホームページ「他学部履修に関する情報について」を確認のうえ、履修
　登録期間にWEB上で登録を行うこと。

② 大学院法学研究科設置科目

4年次に在籍し、本学大学院法学研究科への進学を希望し、研究科が定める履修資格を有する

者は、法学研究科博士前期課程の講義科目および大学院研究科間共通科目を16単位まで履修する

ことができる。修得した単位は、学部の卒業要件に含めることはできないが、大学院進学後に、

審査のうえ、大学院の修得単位として認められ、標準年限短縮制度を利用することで、1年で博

士前期課程を修了し、学部・大学院を5年間で卒業・修了することも可能である。

春学期 4月20日（木）13：00 〜 4月21日（金）15：00

秋学期 9月下旬（予定）

8
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③ 専門職大学院法務研究科設置科目
3年次以上に在籍し、本学専門職大学院法務研究科への進学を希望し、履修科目の授業担当教

員の許可を得た者は、本学専門職大学院法務研究科の科目の一部を履修することができる。修得

した単位は、学部の卒業要件に含めることはできないが、本学専門職大学院法務研究科進学後

に、審査のうえ、入学前の既修得単位として単位認定を受けることができる。

④ 専門職大学院会計専門職研究科設置科目

3年次以上に在籍し、本学専門職大学院会計専門職研究科への進学を希望し、本学専門職大学

院会計専門職研究科の許可を得た者は、本学専門職大学院会計専門職研究科が指定する科目を10

単位まで履修することができる。修得した単位は、学部の卒業要件に含めることはできないが、

本学専門職大学院会計専門職研究科進学後に、審査のうえ、大学院の修得単位として認められ

る。

⑤ 全学共通総合講座（全学共通科目）

講座一覧、履修方法等については、学年の始めに大学ホームページ『全学共通総合講座シラバ

ス』を参照すること。

⑥ 情報関係科目（全学共通科目）

登録期間、授業内容、履修方法等については、学年の始めに大学ホームページ『情報関係科目

シラバス』を参照すること。

⑦ 学部間共通外国語科目（全学共通科目）

講義一覧、履修方法については、学年の始めに大学ホームページ『学部間共通外国語シラバ

ス』を参照すること。

⑧ グローバル人材育成プログラム科目（全学共通科目）

登録期間、授業内容、履修方法等については、大学ホームページ『グローバル人材育成プログ

ラム』を参照すること。これらは、入学年度により履修可能な科目が異なるので、注意するこ

と。

⑨ 資格課程関係科目（全学共通科目）

「教職」、「学芸員養成」、「社会教育主事」、「司書」、「司書教諭」各課程設置科目の履修を希望

する者は各課程のガイダンスに出席し、指示を受けること。詳細は、大学ホームページ『資格課

程案内』または資格課程事務室で確認すること。

9
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� 卒業に必要な単位数と卒業要件

法学部に4年以上在学し、所定の授業科目を履修し、かつ、所定の単位を修得し、卒業した者に「学

士（法学）」の学位を授与する。ただし、成績優秀で所定の要件を満たす者については、3年次早期卒業

を認める場合がある（P.16参照）。

下表を見る際は、必ず下部記載の留意事項、各科目群の履修条件を併せて確認すること。

留意事項

① 卒業に必要な単位のうち、3年次終了時までに88単位以上、または4年次春学期終了時までに108

単位以上の単位を修得した者には、4年次の所定の時期に「卒業見込証明書」を発行する。

② 4年次に12単位以上を修得できず卒業できなかった場合は、次年度以降、満たさなかった分の単

位を修得しなければならない。

③ 4年間で卒業要件の単位を修得できないときは、所定の手続きを取ることで引き続き在学するこ

とができる。ただし、8年を超えて在学することはできない。

科目群

必要修得単位数

卒業要件等
必修

選択

必修
選択

自由

選択

基 礎 科 目 群 6

16

「法律リテラシー」および「法学部生のための日本語 I・

Ⅱ」を必修とする。

教 養 科 目 群 12

12単位以上を修得しなければならない。ただし、国際関

係法コース選択者は12単位とは別にコース専門文化科目

として「地域と文化」から8単位以上を修得しなければ

ならない。

外 国 語 科 目 群 16

2か国語を選択し、外国語科目Ⅰを8単位、外国語科目Ⅱ

を8単位、計16単位を修得しなければならない（1か国語

につき10単位を限度とする）。外国語科目Ⅰと外国語科

目Ⅱで必要単位数を超えた単位、外国語科目Ⅲで修得し

た単位は、自由選択科目の単位となる。

保 健 体 育 科 目 群 2 「基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ」を必修とする。

法 律 必 修 科 目 群 24 全科目24単位を修得しなければならない。

演 習 科 目 群 8
「専門演習AⅠ・Ⅱ」および「専門演習BⅠ・Ⅱ」を必

修とする。

法 曹 コ ー ス 科 目 群

44

各コースに定められた必修条件ならびに選択必修条件を

満たして、44単位以上を修得しなければならない。必要

単位数を超えた単位と他コース配当科目で修得した単位

は自由選択科目の単位となる。

※詳細は、13〜14ページ参照

公共法務コース科目群

ビジネスローコース科目群

国際関係法コース科目群

法と情報コース科目群

自 由 選 択 科 目 群

留 学 関 係 科 目 群

合 計 128
4年次は、卒業要件に含まれる科目のうちから、12単位

以上を修得しなければならない。

6   履修ならびに卒業要件について（2022年度以降入学者）

2022年度以降入学者
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� 授業科目の履修条件

各科目群の授業科目は、次のように履修し、単位を修得しなければならない。

� 基礎科目群

「法律リテラシー」および「法学部生のための日本語Ⅰ・Ⅱ」を必修科目とする。

� 教養科目群

12単位以上を修得しなければならない。ただし、国際関係法コース選択者は12単位とは別にコース

専門文化科目として「地域と文化」から8単位以上を修得しなければならない。

� 外国語科目群

① English、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語および日本語のうちから2か国

語を選択し、外国語科目Ⅰを8単位、外国語科目Ⅱを8単位、計16単位（1か国語につき10単位を

限度とする）を修得しなければならない。ただし、母国語を選択することはできない。

② 選択した外国語を入学後に変更することはできない。また、選択した2か国語以外の外国語を履

修した場合、仮に単位を修得しても卒業要件には含まれない。

③ 日本語科目の履修は、外国人留学生に限る。また、外国人留学生は選択必修科目および選択科目

として母国語を履修することはできない。

④ ドイツ語またはフランス語を選択する場合は、以下の点に注意すること。

ⅰ 外国語科目Ⅰのうち、「初級ドイツ語AⅠ・Ⅱ」、「初級フランス語AⅠ・Ⅱ」を必修とす

る。

ⅱ 外国語科目Ⅰにおいて4単位を超えて修得した場合、超えた分の単位は自由選択科目の単位

となる。

⑤ ドイツ語、フランス語またはスペイン語を選択する場合、「中級AⅠ・Ⅱ」、「中級BⅠ・Ⅱ」に

ついては、少なくともどちらか一方の単位を修得することが望ましい。

⑥ 外国語科目Ⅰおよび外国語科目Ⅱにおいて、2か国語16単位を超えて修得した場合、超えた分の

単位は自由選択科目の単位となる。

⑦ 外国語科目Ⅲについては、自由選択科目となる。

⑧ 学部間共通外国語科目は、自由選択科目に単位振替をしたものも含めて、選択必修科目とするこ

とはできない。

⑨ 学部間共通外国語科目および留学生共通日本語科目の自由選択科目への単位振替について

ⅰ 次の科目から、併せて8単位を限度として自由選択科目の単位として振り替えることができ

る。ただし、日本語科目は、外国人留学生に限る。

2022年度以降入学者
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英 語：「English Communication ⅠA・B」、「English Communication ⅠC」、

「English Communication ⅡA・B」、「English Communication ⅡC」、

「English Communication ⅢA・B」、「English Communication ⅢC」

ド イ ツ 語：「ドイツ語会話ⅠA・B」、「ドイツ語会話ⅡA・B」、「ドイツ語会話ⅢA・B」

フランス語：「フランス語会話ⅠA・B」、「フランス語会話ⅡA・B」、「フランス語会話ⅢA・B」

中 国 語：「中国語会話ⅠA・B」、「中国語会話ⅡA・B」、「中国語会話ⅢA・B」、

「資格中国語A・B」

ロ シ ア 語：「ロシア語ⅠA・B」、「ロシア語ⅡA・B」、「ロシア語会話ⅠA・B」、

「ロシア語会話ⅡA・B」

スペイン語：「スペイン語ⅠA・B」、「スペイン語ⅡA・B」、「スペイン語会話ⅠA・B」、

「スペイン語会話ⅡA・B」

そ の 他：「韓国語ⅠA・B」、「韓国語ⅡA・B」、「古典ギリシア語ⅠA・B」、

「ラテン語ⅠA・B」、「イタリア語ⅠA・B」、「イタリア語ⅡA・B」、

「アラビア語ⅠA・B」、「アラビア語ⅡA・B」、

「日本語（上級総合）A・B」、「日本語（上級口頭表現）A・B」、

「日本語（上級文章表現）A・B」

ⅱ 履修方法、その他の注意事項については、『学部間共通外国語シラバス』、『日本語・留学生

共通日本語「日本語（上級）」シラバス』等を参照すること。

ⅲ 単位振替を希望する場合は、4年次春学期の履修登録時に所定の願書を法学部事務室に提出

しなければならない。なお、単位振替を行う場合、その分の単位数は4年次に修得した単位

とみなされ、4年次の履修上限単位に含まれる。

⑩ 「特別ドイツ語」および「特別フランス語」は、入学試験時に、外国語科目でドイツ語またはフ

ランス語を選択した学生を対象に設置された特別語学科目（和泉キャンパス共通科目）である。

ただし、ドイツ語またはフランス語で受験しなかった学生でも、能力次第でこれらの科目を履修

することができる。担当教員の許可を得たのち、法学部事務室で履修登録すること。

� 保健体育科目群

① 「基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ」を必修科目とする。

② 「スポーツ実習」は、担当教員またはテーマ（授業内容）が異なれば、複数履修することができ

る。

� 法律必修科目群

全科目24単位を修得しなければならない。

	 演習科目群

① 「専門演習ＡⅠ・Ⅱ」および「専門演習ＢⅠ・Ⅱ」を必修科目とする。

② 「特設演習（留学生向け）」については、以下に注意すること。

ⅰ 海外地域指定校推薦入試により秋学期入学をした学生が対象となる。対象となる学生は、必

ず履修すること。

ⅱ この科目は履修上限単位に含まれず、修得した単位は卒業要件外となる。

ただし、単位修得した場合、本人の申請に基づき�年次に「専門演習BⅡ」に単位振替をす

ることができる。この場合、�年次に修得した単位とみなされ、�年次の履修上限単位に含

まれる。

2022年度以降入学者
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 各コース科目群

① いずれか1つのコースを選択し、各コースで定められた必修・選択必修条件および選択条件を満

たして、合計44単位以上修得しなければならない。また、各区分で定められた単位を超えて修得

した場合、超えた分の単位は自由選択科目の単位となる。ただし、コース専門法律科目におい

て、必修・選択必修科目で定められた単位を超えて修得した場合、超えた分の単位は同科目区分

の選択科目の単位となる。

② 他コース配当科目の単位を修得した場合は、自由選択科目の単位となる。

③ コース専門法律科目の必修・選択必修条件について

ⅰ 法曹コースは、必修科目（7科目14単位）の他に、「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」または「刑事訴訟法

Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択必修とする。

ⅱ 公共法務コースは、4科目8単位を必修科目とする。

ⅲ ビジネスローコースは、「会社法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、労働法AⅠ・Ⅱ、経済法Ⅰ・Ⅱ、知的財産法

AⅠ・Ⅱ」の中から4科目8単位を選択必修とする（組合せ自由）。

ⅳ 国際関係法コースは、以下のどちらか一方の条件を満たすことで選択必修とする。

(1) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」および「国際私法Ⅰ・Ⅱ」の4科目8単位を修得すること。

(2) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を修得

するほか、「Introduction to Modern Law Ⅰ・Ⅱ、Business Law in EnglishⅠ・Ⅱ、法律

英語Ⅰ・Ⅱ、法律外書講読Ⅰ・Ⅱ、留学関係科目FⅠ・Ⅱ、Legal Studies Abroad AⅠ

〜EⅡ、Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」の中から2科目4単位を修得すること

（組合せ自由）。

ⅴ 法と情報コースは、「情報法Ⅰ・Ⅱ、サイバー法A〜E、法情報学Ⅰ・Ⅱ」の中から4科目8

コース名 科目区分

必要修得単位数

必修・
選択必修 選択 計

法 曹

コース専門法律科目③ⅰ 18 14 32

コース展開・先端科目 4 4

基礎法・外国法科目 8 8

計 18 26 44

公 共 法 務

コース専門法律科目③ⅱ 8 16 24

コース展開・先端科目 12 12

基礎法・外国法科目 8 8

計 8 36 44

ビジネスロー

コース専門法律科目③ⅲ 8 16 24

コース展開・先端科目 12 12

基礎法・外国法科目 8 8

計 8 36 44

国際関係法

コース専門法律科目③ⅳ 8 12 20

コース専門文化科目 8 8

グローバル・スタディーズ科目 8 8

基礎法・外国法科目 8 8

計 8 36 44

法 と 情 報

コース専門法律科目③ⅴ 8 20 28

コース専門情報科目 8 8

基礎法・外国法科目 8 8

計 8 36 44

2022年度以降入学者
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単位を選択必修とする（組合せ自由）。

④ コース専門法律科目「司法演習Ⅰ・Ⅱ」について

担当教員またはテーマ（授業内容）が異なれば、卒業までに2つまで履修することができる。

ただし、2年次に重複して履修することはできない。

⑤ コース指定されている科目について

ⅰ 法曹コース用の「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」、「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」および「会社法Ⅰ・Ⅱ」につい

ては、法曹コース選択者のみ履修することができる。

ⅱ 法曹コース用の「司法演習Ⅰ・Ⅱ」については、法曹コース選択者のみ履修することができ

る。一般クラス用の「司法演習Ⅰ・Ⅱ」については、法曹コース以外の選択者が履修するこ

とができる。

ⅲ 法曹コース「一貫教育プログラム」修了要件の必修科目について、以下のとおり読替科目を

設置しており、法曹コース選択者のみ履修することができる。なお、「一貫教育プログラム」

の詳細は、別途ガイダンス等で周知する。

科目名・単位数

（法学部生共通）

科目名・単位数

（法曹コース用）

民法（親族）Ⅰ 2

⇒ 民法（家族法）Ⅰ・Ⅱ 各2民法（親族）Ⅱ 2

民法（相続） 2

行政法ＡⅠ 2
⇒ 行政法（総論） 2

行政法ＡⅡ 2

行政法ＢⅠ 2
⇒ 行政法（救済法） 2

行政法ＢⅡ 2

� 留学関係科目群

� その他

① 他学部履修科目は自由選択科目の単位となる。詳細は、P.8を参照すること。
② 大学院法学研究科設置科目は、4年在籍時に16単位まで履修できるが、学部の卒業要件に含め

ることはできない。詳細は P.8を参照すること。
③ 専門職大学院法務研究科設置科目は、3年次以上の在籍者が履修できるが、学部の卒業要件に

含めることはできない。詳細は P.9を参照すること。

2022年度以降入学者

① 「留学関係科目AⅠ〜FⅡ」は、協定・認定留学した際に、海外の大学で修得した単位を認定

する科目である。

② 「留学基礎講座AⅠ〜DⅡ」は留学を目指す学生の事前・事後学習講座として設置している。

法学部主催の短期海外法学研修の参加にあたり、履修が必須となる場合がある。詳細は、各研

修のガイダンス時に確認すること。

③ 「Legal Studies Abroad AⅠ〜EⅡ」は、法学部が実施する短期海外法学研修に参加し、単位修
得する際の科目となっている。なお、4年次に参加する場合、卒業を希望する時期によっては

単位修得できないので注意すること。

④ 「Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」は、法学部が実施する夏期短期集中プログラム
「Meiji University Law in Japan Program」に参加し、単位修得した際の科目である。

⑤ 留学関係科目群は、自由選択科目の単位となる。ただし、「留学関係科目FⅠ・Ⅱ」、「Legal

Stu-dies Abroad AⅠ〜E Ⅱ」、「Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」については、公共
法務コース、ビジネスローコース、国際関係法コース、法と情報コース選択者に対してはコー
ス専門法律科目の単位となる。

⑥ 留学関係科目群のうち、「Legal Studies Abroad AⅠ〜EⅡ」、「Japanese Law Study in English A
Ⅰ・Ⅱ」は履修上限単位に含まれないが、「留学関係科目AⅠ〜FⅡ」は履修上限単位に含ま

れる。

14
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④ 専門職大学院会計専門職研究科設置科目は、3年次以上の在籍者が10 単位まで履修できるが、

学部の卒業要件に含めることはできない。詳細は P.9を参照すること。
⑤ グローバル人材育成プログラム科目は、自由選択科目の単位となる。詳細は P .9を参照する

こと。

� 進級要件

1年次から2年次へ進級する際に進級要件が設けられており、次の要件を満たさない場合は進級できな

い。

【進級要件】

1年次に修得した単位において、次の2つの条件を満たしていなければ、2年次に進級できないものと

する。

1 下記①に記載された科目の総単位数14単位のうち、7単位以上修得すること。

2 下記②に記載された科目の総単位数14単位のうち、6単位以上修得すること。

① 法学部生のための日本語Ⅰ・Ⅱ 4単位

外国語科目Ⅰ 8単位

基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ 2単位

計14単位

② 法律必修科目群 12単位

法律リテラシー 2単位

計14単位

2022年度以降入学者

15



2023年度_明大法学部新入生履修案内_3k.smd  Page 20 23/03/14 09:37  v4.00

� �年次早期卒業制度

大学院へ進学し、勉学を継続する人を対象として、学部を3年間で卒業する早期卒業制度を設けてい

る。詳細は、法学部事務室に問い合わせること。

� 対象者

国内外の大学院（またはそれに準ずる機関）（以下、「大学院」という）への進学希望者。ただし、編

入学生は対象外とする。

� 申請資格

① 2年次修了時に、卒業に必要な単位数（128単位以上）のうち86単位以上を修得していること。

② 2年次修了時において、「S」または「A」の評価である科目の修得単位数が、履修登録をした科

目のうち卒業に必要な単位数に算入される科目の総単位数（「F」「T」を含む。）の80％以上であ

ること。または、GPAが3.10以上であること。

③ 大学院への進学を目的としていること。

� 申請方法

3年次の履修登録時に、「3年次早期卒業願」を法学部事務室に提出すること。

� 審査内容

早期卒業をできる者は、申請者の内、次の各号のすべてに該当する者とする。

① 3年次修了時に、卒業に必要な単位数（128単位以上）を修得していること。

② 3年次修了時において、次のアからウのいずれかの要件を満たしていること。

ア 「S」または「A」の評価である科目の総単位数が、履修登録をした科目のうち卒業に必要な単

位数に算入される科目の総単位数（「F」「T」を含む。）の80％以上であること。

イ GPAが3.00以上であること。

ウ 履修登録した「コース科目群科目」において、「S」または「A」の評価である科目の総単位数

が、「コース科目群科目」として卒業に必要な単位数に算入される科目の総単位数（「F」「T」

を含む。）の90％以上であること。

③ 3年次修了時に大学院入学試験に合格していること。

2022年度以降入学者

5　必修科目における特別措置
�年次配当の必修科目「専門演習BⅠ」および「専門演習BⅡ」については、教授会が認めた卒業に

必要な科目（コース科目群）の単位修得をもって読み替えることとする。そのため、コース科目群につ

いては、卒業に必要な単位数に加え、4単位を多く修得すること。

6　その他
早期卒業判定確定後から卒業日前日までに、大学院への入学を辞退した場合は、早期卒業を取り消す

ことがある。
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7　履修ならびに卒業要件について（2018年～2021年度入学者）

� 卒業に必要な単位数と卒業要件

法学部に4年以上在学し、所定の授業科目を履修し、かつ、所定の単位を修得し、卒業した者に「学
士（法学）」の学位を授与する。ただし、成績優秀で所定の要件を満たす者については、3年次早期卒業
を認める場合がある。

下表を見る際は、必ず下部記載の留意事項、各科目群の履修条件を併せて確認すること。

12単位以上を修得しなければならない。ただし、その
うち「自由講座」、「総合講座」については、併せて4
単位を限度とする。

16

12総 合 教 養 科 目 群

自由

選択

選択

必修
必修

卒業要件等

必要修得単位数

科目群

保 健 体 育 科 目 群

2か国語を選択し、外国語科目Ⅰと外国語科目Ⅱのうち

から、16単位を修得しなければならない（1か国語につ

き10単位を限度とする）。

外国語科目Ⅰと外国語科目Ⅱで必要単位数を超えた単
位、外国語科目Ⅲで修得した単位は、自由選択科目の単
位となる。

16外 国 語 科 目 群

8単位まで自由選択科目となる。ただし、法と情報
コース選択者のみ、全科目について選択必修科目もし
くは自由選択科目の単位となる。

情 報 科 目 群

「日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ」（外国人留学生は「初級日本語

演習Ⅰ・Ⅱ」）を必修とする。
4日 本 語 科 目 群

44

法 曹 コ ー ス 科 目 群

「法律リテラシー」、アカデミックライティング」「専門

演習AⅠ・Ⅱ」および「専門演習BⅠ・Ⅱ」を必修とす

る。

10演 習 科 目 群

全科目24単位を修得しなければならない。24法 律 必 修 科 目 群

「基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ」を必修とする。2

国際関係法コース科目群

ビジネスローコース科目群

公共法務コース科目群
各コースに定められた必修条件ならびに選択必修条件
を満たして、44単位以上を修得しなければならない。

必要単位数を超えた単位と他コース配当科目で修得し

た単位は自由選択科目の単位となる。

※詳細は P.21〜22参照

留 学 関 係 科 目 群

自 由 選 択 科 目 群

法と情報コース科目群

128合 計

4年次は、卒業要件に含まれる科目のうちから、12単位
以上を修得しなければならない。

16112小 計

国際教育プログラム科目群

2018～2021年度入学者
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留意事項

① 次の科目群については、自由選択科目として修得できる単位数に制限がある。

「スポーツ実習」、「健康・運動科学」から�単位�保 健 体 育 科 目 群

法と情報コース選択者はすべて卒業要件単位となる。	情 報 科 目 群

選択必修科目として修得した12単位を超える分（ただし、自
由講座」、総合講座」については併せて�単位を超える分）

	総 合 教 養 科 目 群

備考制限単位科 目 群

② 卒業に必要な単位のうち，3年次終了時までに88単位以上、または4年次春学期終了時ま
でに108単位以上の単位を修得した者には、4年次の所定の時期に「卒業見込証明書」を
発行する。

③ 4年次に12単位以上を修得できず卒業できなかった場合は、次年度以降、満たさなかった
分の単位を修得しなければならない。

④ 4年間で卒業要件の単位を修得できないときは、所定の手続きを取ることで引き続き在学
することができる。ただし、8年を超えて在学することはできない。

� 授業科目の履修条件

各科目群の授業科目は、次のように履修し、単位を修得しなければならない。

１　総合教養科目群
① 12単位以上を選択必修科目として修得しなければならない。ただし、そのうち「自由講座」、

「総合講座」については、併せて4単位を限度とする。
② 12単位（ただし、「自由講座」、「総合講座」については併せて4単位）を超えて修得した場合

は、8単位を限度として自由選択科目の単位となる（合計20単位以上修得した場合、20単位を超
えた分の単位は卒業要件外となる）。

③ 「自由講座」、「総合講座」は、担当教員またはテーマ（授業内容）が異なれば、複数履修するこ
とができる。

④ 全学共通総合講座は、学部や文理の枠を越えた講座で、各キャンパスに設置されている。法学部
総合教養科目群の科目であり、「他学部履修」ではない。

２　日本語科目群
　　「日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ」（外国人留学生は「初級日本語演習Ⅰ・Ⅱ」）は必修科目とし、他の科

目は自由選択科目とする。

 ３　情報科目群
① 8単位を限度として自由選択科目の単位となる。ただし、法と情報コース選択者のみ、 全科目

について選択必修科目もしくは自由選択科目の単位となる。
② 「ICT エレメンタリー」、「ICT ベーシックⅠ・Ⅱ」、「ICT 統計解析Ⅰ・Ⅱ」、「ICT データ

ベース Ⅰ・Ⅱ」、「ICT メディア編集Ⅰ・Ⅱ」、「ICTアプリ開発Ⅰ・Ⅱ」、「ICTコンテンツ
デザインⅠ・ Ⅱ」、「ICT 総合実践Ⅰ・Ⅱ」の授業内容、履修方法については、『情報関係科
目シラバス』を参照すること。

2018～2021年度入学者

18



４　外国語科目群
① English、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語および日本語のうちから2

か国語を選択し、外国語科目Ⅰおよび外国語科目Ⅱのうちから16単位（1か国語につき10単位を
限度とする）を修得しなければならない。ただし、母国語を選択することはできない。

② 選択した外国語を入学後に変更することはできない。また、選択した2か国語以外の母国語を
履修した場合、仮に単位を修得しても卒業要件には含まれない。

③ 日本語科目の履修は、外国人留学生に限る。また、外国人留学生は選択必修科目とし母国語
を履修することはできない。

④ 外国語科目Ⅰについては、English以外の科目で4単位を修得しなければならない。
⑤ ドイツ語またはフランス語を選択する場合は、以下の点に注意すること。

ⅰ 外国語科目Ⅰのうち、「初級ドイツ語AⅠ・Ⅱ」、「初級フランス語AⅠ・Ⅱ」を必修とする。
ⅱ 外国語科目Ⅰにおいて4単位を超えて修得した場合、超えた分の単位は自由選択科目の単

位となる。
ⅲ 外国語科目Ⅱにおいては、2単位以上を修得しなければならない。
ⅳ 「中級AⅠ・Ⅱ」、「中級BⅠ・Ⅱ」については、少なくともどちらか一方の単位を修得するこ

            とが望ましい。
⑥ 外国語科目Ⅰおよび外国語科目Ⅱにおいて、2か国語16単位を超えて修得した場合、超えた分の単

位は自由選択科目の単位となる。
⑦ 外国語科目Ⅲについては、自由選択科目となる。ただし、外国語科目Ⅱ（Englishにおいては外国

語科目Ⅰおよび外国語科目Ⅱ）において必要修得単位数（2か国語16単位）に満たない場合に限
り、外国語科目Ⅲで修得した単位について2単位を限度として選択必修科目にすることができる。
その場合も、選択必修科目として修得することができるのは、1か国語につき10単位を限度とす
る。なお、学部間共通外国語科目は、自由選択科目に単位振替をしたものも含めて、選択必修科
目とすることはできない。

⑧ 学部間共通外国語科目および留学生共通日本語科目の自由選択科目への単位振替について
ⅰ 次の科目から、併せて8単位を限度として自由選択科目の単位として振り替えることができ
　る。ただし、日本語科目は、外国人留学生に限る。

英 語 「： English Communication ⅠA・B」、「English Communication ⅠC」、
「English Communication ⅡA・B」、「English Communication ⅡC」、
「English Communication ⅢA・B」、「English Communication ⅢC」

ド イ ツ 語：「ドイツ語会話ⅠA・B」、「ドイツ語会話ⅡA・B」、「ドイツ語会話ⅢA・B」

フランス語：「フランス語会話ⅠA・B」、フランス語会話ⅡA・B」、フランス語会話ⅢA・B」

中 国 語：「中国語会話ⅠA・B」、「中国語会話ⅡA・B」、「中国語会話ⅢA・B」、
「資格中国語A・B」

ロシ ア 語：「ロシア語ⅠA・B」、「ロシア語ⅡA・B」、「ロシア語会話ⅠA・B」、
「ロシア語会話ⅡA・B」

スペイン語：「スペイン語ⅠA・B」、「スペイン語ⅡA・B」、「スペイン語会話ⅠA・B」、
「スペイン語会話ⅡA・B」

そ の 他：「韓国語ⅠA・B」（2018年度以前入学者：「朝鮮語ⅠA・B」）、
「韓国語ⅡA・B」（2018年度以前入学者：「朝鮮語ⅡA・B」）、
「古典ギリシア語ⅠA・B」（2018年度以前入学者：「ギリシア語A・B」），

「ラテン語ⅠA・B」（2018年度以前入学者：「ラテン語A・B」）、
「イタリア語ⅠA・B」、「イタリア語ⅡA・B」、
「アラビア語ⅠA・B」、「アラビア語ⅡA・B」、
「日本語（上級総合）A・B」、日本語（上級口頭表現）A・B」、
「日本語（上級文章表現）A・B」

2018～2021年度入学者
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ⅱ 履修方法、その他の注意事項については、学部間共通外国語シラバス』、『日本語・留学生
共通日本語「日本語（上級）」シラバス』等を参照すること。

ⅲ単位振替を希望する場合は、４年次春学期の履修登録時に所定の願書を法学部事務室に提
　出しなければならない。なお、単位振替を行う場合、その分の単位数は4年次に修得した単 
位とみなされ，4年次の履修上限単位に含まれる。

⑨「特別ドイツ語」および「特別フランス語」は、入学試験時に、外国語科目でドイツ語またはフ
ランス語を選択した学生を対象に設置された特別語学科目（和泉キャンパス共通科目）である。
ただし、ドイツ語またはフランス語で受験しなかった学生でも、能力次第でこれらの科目を履修
することができる。担当教員の許可を得たのち、法学部事務室で履修登録すること。

� 保健体育科目群

① 「基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ」を必修科目とする。

② 「スポーツ実習」、「健康・運動科学」は、併せて6単位を限度として自由選択科目の単位とる。
③ 「スポーツ実習」、「健康・運動科学」は、担当教員またはテーマ（授業内容）が異なれば、複

数履修することができる。

	 法律必修科目群

全科目24単位を修得しなければならない。


 演習科目群

「法律リテラシー」

③「特設演習（留学生向け）」については、以下に注意すること。

2018～2021年度入学者

ⅰクラスを2つのグループに分け、それぞれ隔週で授業に出席する方式となる。自分がどちの  
　グループに該当するかは、初回授業にて担当教員から説明がある。
ⅱ 初回授業は全員出席すること（2グループ合同で行う）。
ⅳ 初回授業の教室は、ガイダンス期間中に配布する「担当者一覧」で確認すること。

「アカデミックライティング」

ⅰクラスを2つのグループに分け、それぞれ隔週で授業に出席する方式となる。自分がどち
　らのグループに該当するかは、初回授業にて担当教員から説明がある。
ⅱ 初回授業は全員出席すること（2グループ合同で行う）。
ⅲ 初回授業の教室は、ガイダンス期間中に配布する「担当者一覧」で確認すること。

ⅰ 海外地域指定校推薦入試により秋入学をした学生が対象となる。対象となる学生は、必ず履
修すること。

ⅱ この科目は履修上限単位に含まれず、修得した単位は卒業要件外となる。
ⅲ 単位修得した場合、本人の申請に基づき4年次に「専門演習ＢⅡ」に単位振替をすることが

　 できる。この場合、4年次に修得した単位とみなされ、4年次の履修上限単位に含まれる。

①「法律リテラシー」、「アカデミックライティング」、「専門演習ＡⅠ・Ⅱ」および「専門演
習Ｂ Ⅰ・ Ⅱ」を必修科目とする。

②「法律リテラシー」および「アカデミックライティング」は、授業方法が他の科目と異なるの
で注意すること。
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� 各コース科目群

321418 ※1コース専門法律科目

法 曹

計選択必修必修

必要修得単位数
科目区分コース名

44外国法科目

44基礎法科目

44コース展開・先端科目

基礎法科目

1616コース展開・先端科目

20128コース専門法律科目

公 共 法 務

442618計

14コース専門法律科目

ビジネスロー

44368計

44外国法科目

44

4外国法科目

44基礎法科目

1616コース展開・先端科目

206

1212コース専門文化科目

20164 ※2コース専門法律科目

国際関係法

443014計

4

44外国法科目

44基礎法科目

44コース基礎科目

コース基礎科目のうち法と情報科目

88コース基礎科目のうち情報総合科目

2020コース専門法律科目

法 と 情 報

44404計

0計

44外国法科目

44基礎法科目

88

4444

2018～2021年度入学者

※1　法曹コースのコース専門法律科目については、必修科目（7科目14単位）の他に、民事訴訟法Ⅰ・

Ⅱ」または「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択し、必修とする。
　ただし、両方の科目を修得した場合、どちらか一方の科目は選択必修科目（7科目14単位）に
　含まれる。

※2　国際関係法コースのコース専門法律科目については、「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・

　Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択し、必修とする。ただし、両方の科目を修得し
た場合、どちらか一方の科目は選択必修科目（8科目配16単位）に含まれる。
① いずれか1つのコースを選択し、各コースで定められた必修条件および選択必修条件を満たし

て、合計44単位以上修得しなければならない。また、各区分で定められた単位を超えて修得

した場合、超えた分の単位は自由選択科目の単位となる。

② 他コース配当科目の単位を修得した場合は、自由選択科目の単位となる。

③ コース専門法律科目「司法演習Ⅰ・Ⅱ」について

担当教員またはテーマ（授業内容）が異なれば、卒業までに2つまで履修することができる。

ただし、2年次に重複して履修することはできない。

④ コース指定されている科目について

ⅰ 　法曹コース用の「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」、「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」については、法曹コース選

　　択者のみ履修することができる。
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ⅱ　 法曹コース用の「司法演習Ⅰ・Ⅱ」については、法曹コース選択者のみ履修することがで

　　きる。一般クラス用の「司法演習Ⅰ・Ⅱ」については、法曹コース以外の選択者が履修す

ることができる。

ⅲ 【2019年度以降入学者対 象】
法曹コース「一貫教育プログラム」修了要件の必修科目について、以下のとおり読替科目を

設置しており、法曹コース選択者のみ履修することができる。なお、一貫教育プログラム」

の詳細は、別途ガイダンス等で周知する。

⇒

2民法（親族）Ⅰ

科目名・単位数

（法学部生共通）

各2

2

2

行政法（総論）

民法（家族法）Ⅰ・Ⅱ

科目名・単位数

（法曹コース用）

⇒
2行政法AⅠ

2民法（相続）

2民法（親族）Ⅱ

行政法（救済法）
行政法BⅡ

⇒
2行政法BⅠ

2行政法AⅡ

2

� 留学関係科目群

2018～2021年度入学者

① 「留学関係科目AⅠ〜FⅡ」は、協定・認定留学した際に、海外の大学で修得した単位を認定す

るための科目である。

② 「留学基礎講座AⅠ〜DⅡ」は留学を目指す学生の事前・事後学習講座として設置している。法

学部主催の短期海外法学研修の参加にあたり、履修が必須となる場合がある。詳細は、各研修

のガイダンス時に確認すること。

③ 「Legal Studies Abroad AⅠ〜EⅡ」は、法学部が実施する短期海外法学研修に参加し、単位修

得する際の科目となっている。なお、4年次に参加する場合、卒業を希望する時期によっては

単位修得できないので注意すること。

④ 「Japanese Law Study in English A Ⅰ・Ⅱ」は、法学部が実施する夏期短期集中プログラム

「Meiji University Law in Japan Program」に参加し、単位修得した際の科目である。

⑤ 留学関係科目群は、自由選択科目の単位となる。ただし、「留学関係科目F Ⅰ・Ⅱ」、「Legal

Studies Abroad AⅠ〜EⅡ」、「Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」、については、公

共法務コース、ビジネスローコース、国際関係法コース、法と情報コース選択者に対しては

コース専門法律科目の単位となる。

⑥ 留学関係科目群のうち、「Legal Studies Abroad AⅠ〜EⅡ」、「Japanese Law Study in

English A Ⅰ・Ⅱ」は履修上限単位に含まれないが、「留学関係科目AⅠ〜FⅡ」は履修上限単

位に含まれる。
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10 その他

① 他学部履修科目は自由選択科目の単位となる。詳細は、P.8を参照すること。

② 大学院法学研究科設置科目は、4年在籍時に16単位まで履修できるが、学部の卒業要件に含める

ことはできない。詳細は P.8を参照すること。

③ 専門職大学院法務研究科設置科目は、3年次以上の在籍者が履修できるが、学部の卒業要件に含

めることはできない。詳細は P.9を参照すること。

④ 専門職大学院会計専門職研究科設置科目は、3年次以上の在籍者が10単位まで履修できるが、学

部の卒業要件に含めることはできない。詳細は P.9を参照すること。

⑤ グローバル人材育成プログラム科目は、自由選択科目の単位となる。詳細はP9.を参照すること。

� 進級制度

1年次から2年次へ進級する際に進級制度が設けられており、次の条件を満たさない場合は進級できない。

また、修得単位数が極端に少ない学生に対して、学生本人・ご父母への通知、さらには個別指導を行
う場合がある。

【進級条件】
1年次に修得した単位において、次の2つの条件を満たしていなければ、2年次に進級できないものと

する。

1 下記①に記載された科目の総単位数15単位のうち、10単位以上修得すること。
2 下記②に記載された科目の総単位数13単位のうち、5単位以上修得すること。

① 日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ（留学生は初級日本語演習Ⅰ・Ⅱ） 4単位

外国語科目Ⅰ 8単位

基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ 2単位

アカデミックライティング 1単位

計15単位

② 法律必修科目群 12単位

法律リテラシー 1単位

計13単位

2018～2021年度入学者
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� �年次早期卒業制度

大学院へ進学し、勉学を継続する人を対象として、学部を3年間で卒業する早期卒業制度を設けてい

る。詳細については、法学部事務室に問い合わせること。

� 対象者　　　
　　国内外の大学院（またはそれに準ずる機関）（以下、大学院」という）への進学希望者。ただし、
　編入学生は対象外とする。

� 申請資格
① 2年次修了時に、卒業に必要な単位数（128単位以上）のうち86単位以上を修得していること。
② 2年次修了時において、S」または「A」の評価である科目の修得単位数が、履修登録をした科目
のうち卒業に必要な単位数に算入される科目の総単位数（「F」「T」を含む。）の80％以上である
こと。または、GPAが3.10以上であること。

③ 大学院への進学を目的としていること。

� 申請方法

3年次の履修登録時に、3年次早期卒業願」を法学部事務室に提出すること。

� 審査内容
早期卒業をできる者は、申請者の内、次の各号のすべてに該当する者とする。
① 3年次修了時に、卒業に必要な単位数（128単位以上）を修得していること

② 3年次修了時において、次のアからウのいずれかの要件を満たしていること。
ア 「S」または「A」の評価である科目の総単位数が、履修登録をした科目のうち卒業に必要

な単位数に算入される科目の総単位数（「F」「T」を含む。）の80％以上であること。
イ GPAが3.00以上であること。
ウ 履修登録した「コース科目群科目」において、「S」または「A」の評価である科目の総単位

数が、「コース科目群科目」として卒業に必要な単位数に算入される科目の総単位数（
「F」「T」を含む。）の90％以上であること。

③ 3年次修了時に大学院入学試験に合格していること。

５　必修科目における特別措置
4年次配当の必修科目「専門演習BⅠ」および「専門演習BⅡ」については、教授会が認めた卒業に

必要な科目（コース科目群）の単位修得をもって読み替えることとする。そのため、コース科目群につ
いては、卒業に必要な単位数に加え、4単位を多く修得すること。

６　その他
早期卒業判定確定後から卒業日前日までに、大学院への入学を辞退した場合は、早期卒業を取り消
すことがある。

2018～2021年度入学者
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8　履修ならびに卒業要件について（2013〜2017年度入学者）

� 卒業に必要な単位数と卒業要件

法学部に4年以上在学し、所定の授業科目を履修し、かつ、所定の単位を修得し、卒業した者に
「学士（法学）」の学位を授与する。ただし、成績優秀で所定の要件を満たす者については、3年次早
期卒業を認める場合がある。

下表を見る際は、必ず下部記載の留意事項、各科目群の履修条件を併せて確認すること。

科目群

必要修得単位数

卒業要件等
必修

選択

必修

自由

選択

総 合 教 養 科 目 群 12

15

12単位以上を修得しなければならない。ただし、その
うち「自由講座」、総合講座」については、併せて4単
位を限度とする。

日 本 語 科 目 群 4
「日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ」（外国人留学生は「初級日本語

演習Ⅰ・Ⅱ」）を必修とする。

情 報 科 目 群

8単位まで自由選択科目となる。ただし、法と情報
コース選択者のみ、全科目について選択必修科目もし
くは自由選択科目の単位となる。

外 国 語 科 目 群 16

2か国語を選択し、外国語科目Ⅰと外国語科目Ⅱのうち

から、16単位を修得しなければならない（1か国語につ

き10単位を限度とする）。

外国語科目Ⅰと外国語科目Ⅱで必要単位数を超えた単
位、外国語科目Ⅲおよび法律外国語科目で修得した単位
は、自由選択科目の単位となる。

保 健 体 育 科 目 群 2 「基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ」を必修とする。

法 律 必 修 科 目 群 24 全科目24単位を修得しなければならない。

演 習 科 目 群 9 2

「法律リテラシー」、専門演習AⅠ・Ⅱ」および「専門

演習BⅠ・Ⅱ」を必修とする。「教養基礎演習」および
「プロゼミA・B」から、2単位以上を修得しなければな

らない。

法 曹 コ ー ス 科 目 群

44

各コースに定められた必修条件ならびに選択必修条件
を満たして、44単位以上を修得しなければならない。

必要単位数を超えた単位と他コース配当科目で修得し

た単位は自由選択科目の単位となる。

※詳細は P.29〜30参照

公共法務コース科目群

ビジネスローコース科目群

国際関係法コース科目群

法と情報コース科目群

自 由 選 択 科 目 群

留 学 関 係 科 目 群

国際教育プログラム科目群

小 計 113 15 4年次は、卒業要件に含まれる科目のうちから、12単位
以上を修得しなければならない。合 計 128

2013〜2017年度入学者

25



留意事項

① 次の科目群については、自由選択科目として修得できる単位数に制限がある。

「スポーツ実習」、健康・運動科学」から6単位�保 健 体 育 科 目 群

法と情報コース選択者はすべて卒業要件単位となる。	情 報 科 目 群

選択必修科目として修得した12単位を超える分（ただし、自
由講座」、総合講座」については併せて4単位を超える分）

	総 合 教 養 科 目 群

備考制限単位科 目 群

� 授業科目の履修条件

各科目群の授業科目は、次のように履修し、単位を修得しなければならない。

１　総合教養科目群

２　日本語科目群
「日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ」（外国人留学生は「初級日本語演習Ⅰ・Ⅱ」）は必修科目とし、他の科目
は自由選択科目とする。

2013〜2017年度入学者

② 卒業に必要な単位のうち、3年次終了時までに88単位以上、または4年次春学期終了時ま
でに108単位以上の単位を修得した者には、4年次の所定の時期に「卒業見込証明書」を
発行する。

③ 4年次に12単位以上を修得できず卒業できなかった場合は、次年度以降、満たさなかっ
た分の単位を修得しなければならない。

④ 4年間で卒業要件の単位を修得できないときは、所定の手続きを取ることで引き続き在学
することができる。ただし、8年を超えて在学することはできない。

① 12単位以上を選択必修科目として修得しなければならない。ただし、そのうち「自由講座」、
「総合講座」については、併せて4単位を限度とする。

② 12単位（ただし、「自由講座」、「総合講座」については併せて4単位）を超えて修得した場合
は、8単位を限度として自由選択科目の単位となる（合計20単位以上修得した場合、20単位を超
えた分の単位は卒業要件外となる）。

③ 「自由講座」、「総合講座」は、担当教員またはテーマ（授業内容）が異なれば、複数履修するこ
とができる。

④ 全学共通総合講座は、学部や文理の枠を越えた講座で、各キャンパスに設置されている。法学部
総合教養科目群の科目であり、「他学部履修」ではない。

 ３　情報科目群
① 8単位を限度として自由選択科目の単位となる。ただし、法と情報コース選択者のみ、 全科目

について選択必修科目もしくは自由選択科目の単位となる。
② 「ICT エレメンタリー」、「ICT ベーシックⅠ・Ⅱ」、「ICT 統計解析Ⅰ・Ⅱ」、「ICT データ

ベース Ⅰ・Ⅱ」、「ICT メディア編集Ⅰ・Ⅱ」、「ICTアプリ開発Ⅰ・Ⅱ」、「ICTコンテンツ
デザインⅠ・ Ⅱ」、「ICT 総合実践Ⅰ・Ⅱ」の授業内容、履修方法については、『情報関係科
目シラバス』を参照すること。
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� 外国語科目群

① English、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語及び日本語のうちから2か国
語を選択し、外国語科目Ⅰおよび外国語科目Ⅱのうちから16単位（1か国語につき10単位を限
度とする）を修得しなければならない。ただし、母国語を選択することはできない。

② 選択した外国語を入学後に変更することはできない。また、選択した2か国語以外の外国語を履
修した場合、仮に単位を修得しても卒業要件には含まれない。

③ 日本語科目の履修は、外国人留学生に限る。また、外国人留学生は選択必修科目として母国語
を履修することはできない。

④ 外国語科目Ⅰについては、English以外の科目で4単位を修得しなければならない。
⑤ ドイツ語またはフランス語を選択する場合は、以下の点に注意すること。

ⅰ 外国語科目Ⅰのうち、初級ドイツ語AⅠ・Ⅱ」、「初級フランス語AⅠ・Ⅱ」を必修とする。
ⅱ 外国語科目Ⅰにおいて4単位を超えて修得した場合、超えた分の単位は自由選択科目の単位

となる。
ⅲ 外国語科目Ⅱにおいては、2単位以上を修得しなければならない。
ⅳ「中級AⅠ・Ⅱ」、「中級BⅠ・Ⅱ」については、少なくともどちらか一方の単位を修得する

           ことが望ましい。
⑥ 外国語科目Ⅰおよび外国語科目Ⅱにおいて、2か国語16単位を超えて修得した場合、超えた分

の単位は自由選択科目の単位となる。
⑦ 外国語科目Ⅲについては、自由選択科目となる。ただし、外国語科目Ⅱ（Englishにおいては外

国語科目Ⅰおよび外国語科目Ⅱ）において必要修得単位数（2か国語16単位）に満たない場合
に限り、外国語科目Ⅲで修得した単位について2単位を限度として選択必修科目にすることが
できる。その場合も、選択必修科目として修得することができるのは、1か国語につき10単位
を限度とする。なお、学部間共通外国語科目は、自由選択科目に単位振替をしたものも含め
て、選択必修科目とすることはできない。

⑧ 法律外国語科目は、自由選択科目の単位となる。ただし、国際関係法コース選択者のみ、コー
スの選択必修科目の単位となる。

⑨ 学部間共通外国語科目および留学生共通日本語科目の自由選択科目への単位振替について
ⅰ 　次の科目から、併せて8単位を限度として自由選択科目の単位として振り替えることがで

 きる。ただし、日本語科目は、外国人留学生に限る。

英 語 「： English Communication ⅠA・B」、「English Communication ⅠC」、
「English Communication ⅡA・B」、「English Communication ⅡC」、
「English Communication ⅢA・B」、「English Communication ⅢC」

ド イ ツ 語：「ドイツ語会話ⅠA・B」、「ドイツ語会話ⅡA・B」、「ドイツ語会話ⅢA・B」

フランス語：「フランス語会話ⅠA・B」、フランス語会話ⅡA・B」、フランス語会話ⅢA・B」

中 国 語：「中国語会話ⅠA・B」、「中国語会話ⅡA・B」、「中国語会話ⅢA・B」、
「資格中国語A・B」

ロシ ア 語：「ロシア語ⅠA・B」、「ロシア語ⅡA・B」、「ロシア語会話ⅠA・B」、
「ロシア語会話ⅡA・B」

スペイン語：「スペイン語ⅠA・B」、「スペイン語ⅡA・B」、「スペイン語会話ⅠA・B」、
「スペイン語会話ⅡA・B」

そ の 他：「朝鮮語ⅠA・B」、「朝鮮語ⅡA・B」、ギリシア語A・B」、「ラテン語A・B」、
「イタリア語ⅠA・B」、「イタリア語ⅡA・B」、
「アラビア語ⅠA・B」、「アラビア語ⅡA・B」、
「日本語（上級総合）A・B」、日本語（上級口頭表現）A・B」、
「日本語（上級文章表現）A・B」

2013〜2017年度入学者
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ⅱ 履修方法、その他の注意事項については、『学部間共通外国語シラバス』、『日本語・留学生
共通日本語「日本語（上級）シラバス」』等を参照すること。

ⅲ 単位振替を希望する場合は、4年次の履修登録時（4月）に所定の願書を法学部事務室に提出
しなければならない。なお、単位振替を行う場合、その分の単位数は4年次に修得した単位

とみなされ、4年次の履修上限単位に含まれる。
⑩「特別ドイツ語」および「特別フランス語」は、入学試験時に、外国語科目でドイツ語またはフ
ランス語を選択した学生を対象に設置された特別語学科目（和泉キャンパス共通科目）である。
ただし、ドイツ語またはフランス語で受験しなかった学生でも、能力次第でこれらの科目を履修
することができる。担当教員の許可を得たのち、法学部事務室で履修登録すること。

� 保健体育科目群

① 「基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ」を必修科目とする。

② 「スポーツ実習」、「健康・運動科学」は、併せて6単位を限度として自由選択科目の単位となる。
③ 「スポーツ実習」、「健康・運動科学」は、担当教員またはテーマ（授業内容）が異なれば、複数
履修することができる。

	 法律必修科目群

全科目24単位を修得しなければならない。


 演習科目群

① 「法律リテラシー」、「専門演習ＡⅠ・Ⅱ」および「専門演習ＢⅠ・Ⅱ」を必修科目とする。
② 「教養基礎演習」および「プロゼミＡ・Ｂ」のうち1科目2単位を選択必修科目とする。「法律
リテラシー」は、授業方法が他の科目と異なるので注意すること。
ⅰ

ⅱ

クラスを2つのグループに分け、それぞれ隔週で授業に出席する方式となる。自分がどち

　　らのグループに該当するかは、初回授業にて担当教員から説明がある。

ⅲ

初回授業は全員出席すること（2グループ合同で行う）。
　初回授業の教室は、ガイダンス期間中に配布する「担当者一覧」で確認すること。

2013〜2017年度入学者
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� 各コース科目群

コース名 科目区分
必要修得単位数

必修 選択必修 計

法 曹

コース専門法律科目 18 ※1 14 32

コース展開・先端科目 4 4

基礎法科目 4 4

外国法科目 4 4

計 18 26 44

公 共 法 務

コース専門法律科目 8 12 20

コース展開・先端科目 16 16

基礎法科目 4 4

外国法科目 4 4

計 8 36 44

ビジネスロー

コース専門法律科目 14 6 20

コース展開・先端科目 16 16

基礎法科目 4 4

外国法科目 4 4

計 14 30 44

国際関係法

コース専門法律科目 4 ※2 16 20

コース専門文化科目 12 12

コース基礎科目 4 4

基礎法科目 4 4

外国法科目 4 4

計 4 40 44

法 と 情 報

コース専門法律科目 20 20

コース基礎科目のうち情報総合科目 8 8

コース基礎科目のうち法と情報科目 8 8

基礎法科目 4 4

外国法科目 4 4

計 0 44 44

※1 法曹コースのコース専門法律科目については、必修科目（7科目14単位）の他に、「民事訴訟法Ⅰ・

Ⅱ」または「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択し、必修とする。
ただし、両方の科目を修得した場合、どちらか一方の科目は選択必修科目（7科目14単位）に含ま

れる。

2013〜2017年度入学者

※2 国際関係法コースのコース専門法律科目については、「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・Ⅱ」

のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択し、必修とする。ただし、両方の科目を修得した場

合、どちらか一方の科目は選択必修科目（8科目16単位）に含まれる。

① いずれか1つのコースを選択し、各コースで定められた必修条件および選択必修条件を満たし

て、合計44単位以上修得しなければならない。また、各区分で定められた単位を超えて修得した

場合、超えた分の単位は自由選択科目の単位となる。

② 他コース配当科目の単位を修得した場合は、自由選択科目の単位となる。

③ 法曹コース専門法律科目「司法演習Ⅰ・Ⅱ」について

法曹コース選択者のみ履修することができる科目で、担当教員またはテーマ（授業内容）が異な

れば、卒業までに2つまで履修することができる。ただし、2年次に重複して履修することはでき

ない。また、2年次に単位を修得した後、3年次に選抜等により他コースへ変更となった場合

は、自由選択科目の単位となる。
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④ コース指定されている科目について

ⅰ 法曹コース用の「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」、「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」については、法曹コース選択者

のみ履修することができる。

� 留学関係科目群
① 「留学関係科目AⅠ～FⅡ」は、協定・認定留学した際に、海外の大学で修得した単位を認定するた

めの科目である。

② 「留学基礎講座AⅠ～DⅡ」は留学を目指す学生の事前・事後学習講座として設置している。法学部

主催の短期海外法学研修の参加にあたり、履修が必須となる場合がある。詳細は、各研修のガイ

ダンス時に確認すること。

③ 「Legal Studies Abroad AⅠ～EⅡ」は、法学部が実施する短期海外法学研修に参加し、単位修得

する際の科目となっている。なお、4年次に参加する場合、卒業を希望する時期によっては単位修

得できないので注意すること。

④ 「Japanese Law Study in English A Ⅰ・Ⅱ」は、法学部が実施する夏期短期集中プログラム

「Meiji University Law in Japan Program」に参加し、単位修得した際の科目である。

⑤ 留学関係科目群は、自由選択科目の単位となる。ただし、「留学関係科目F Ⅰ・Ⅱ」、「Legal

Studies Abroad AⅠ～EⅡ」、Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」、については、公共法

務コース、ビジネスローコース、国際関係法コース、法と情報コース選択者に対してはコース専

門法律科目の単位となる。

⑥ 留学関係科目群のうち、Legal Studies Abroad AⅠ～EⅡ」、Japanese Law Study in English A

Ⅰ・Ⅱ」は履修上限単位に含まれないが、「留学関係科目AⅠ～FⅡ」は履修上限単位に含まれる。

2013〜2017年度入学者
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10 その他

① 他学部履修科目は自由選択科目の単位となる。詳細は、P.8を参照すること。

② 大学院法学研究科設置科目は、4年在籍時に16単位まで履修できるが、学部の卒業要件に含めるこ

とはできない。詳細は P.8を参照すること。

③ 専門職大学院法務研究科設置科目は、3年次以上の在籍者が履修できるが、学部の卒業要件に含め

ることはできない。詳細は P.9を参照すること。

④ 専門職大学院会計専門職研究科設置科目は，3年次以上の在籍者が10単位まで履修できるが、学部

の卒業要件に含めることはできない。詳細は P.9を参照すること。

⑤ グローバル人材育成プログラム科目は、自由選択科目の単位となる。詳細はP.9を参照すること。

� 進級制度

1年次から2年次へ進級する際に進級制度が設けられており、次の条件を満たさない場合は進級できない。

また、修得単位数が極端に少ない学生に対して、学生本人・ご父母への通知、さらには個別指導を行
う場合がある。

【進級条件】

1年次に修得した単位において、次の2つの条件を満たしていなければ，2年次に進級できないもの

とする。

1 下記①に記載された科目の総単位数14単位のうち，10単位以上修得すること。

2 下記②に記載された科目の総単位数13単位のうち，5単位以上修得すること。

① 日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ（留学生は初級日本語演習Ⅰ・Ⅱ） 4単位

外国語科目Ⅰ 8単位

基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ 2単位

計14単位

② 法律必修科目群 12単位

法律リテラシー 1単位

計13単位

2013〜2017年度入学者
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※手元に、学生証、パスワード（入学手続時に申請したもの）を準備し、履修計画を立てたうえで、

「WEB履修登録システム」の登録を始めること。

※一度登録した後も、登録期間中であれば、何度でも修正することができる。

※履修登録期間最終日は混雑が予想され、サーバーに負荷がかかり登録に時間がかかる恐れがある。

時間に余裕をもって履修登録すること。

� 「WEB履修登録システム」へのアクセス

（1）「Oh-o! Meijiシステム」（https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index）ログイン画面の「関連サイト

リンク」から「WEB履修登録システム」をクリックする。

９　ＷＥＢ履修登録要領
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（2）「WEB履修登録システム」ページが表示される。システム運用停止等のお知らせがあるので必

ず読むこと。その後、「共通認証システム」の「ID（学生番号）」、「パスワード」を入力し、

「ログイン」ボタンをクリックする。なお、20分程入力がないと接続が切られるので、必ず申請

内容を決めてからログインすること。

《パスワードについて》

・パスワードは、入学手続時に自身で登録した、8桁以上16桁以内の英数字。

（入学後に自身で「共通認証システム」の「パスワード」を変更した場合は、変更後の「パスワー

ド」を入力すること）

・パスワードが正しくないとログインできない。事前にパスワードを確認しておくこと。

《ID、パスワードの入力方法》

・英字は、大文字・小文字が区別されるので、注意すること。

・数字は、すべて半角で入力すること。

◆パスワードを忘れた場合は、学生証を持参のうえ、法学部事務室にて再交付申請を行うこと◆

� 履修する科目を登録する

（1） ログインすると「履修申請TOP」ページが表示される。

事務室等からのお知らせがあるので、必ず読むこと。その後、画面左側メニュー項目の「履修登

録」をチェックする。
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（2）「履修申請画面」が表示される。

春学期の全科目と秋学期の全科目の両方を、それぞれ登録すること。

※事前抽選等で履修が決定した科目は、当該曜日・時限（モジュール）のマスに表示される。

なお、この「事前登録科目」を履修取り消しすることはできない。

ⅰ 開講期と開講地区を選択

Ａで「春学期」を選択し、1・2年生は「和泉キャンパス」、3・4年生は「駿河台キャンパス」

を選択する。

※3・4年生が再履修等で和泉キャンパス開設科目を履修する場合は、春学期分の駿河台キャンパ

ス開設科目を登録した後に「和泉キャンパス」を選択し、登録すること。

ⅱ 履修登録する科目を選択

曜日・時限ごとに登録する。

Ｂで「学部」・「曜日」・「時限」をそれぞれ選択する。

Ｃに該当する科目が表示されるので、その中から登録する科目を選択する。

Ｄの該当曜日・時限マスに選択した科目が表示される。

※時限設定の場合、aモジュール、bモジュールに同様の内容が表示される。

例）「法」にチェック→「月」にチェック→「1限」にチェック

→Ｃに法学部の月曜・1限に開講されている科目が一覧で表示される

→表示された中から、履修したい科目を選択（ここに表示されない科目は履修できない）

→Ｄに選択した科目が表示される

ⅲ 登録科目を確定

春学期に履修する全科目を選択後に、Ｅの「申込み」ボタンを押して登録を確定する。

ボタンを押さないと、登録は確定しないので注意すること。

春学期科目の登録を確定した後、（1）に戻り、Ａで「秋学期」を選択し、秋学期科目の登録を

行う。
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《注意事項》

◆春学期集中・秋学期集中科目の登録について

春学期・秋学期集中科目は、Ⅰ→Ⅱの順に登録すること。

◆夏期または冬期集中講義の登録について

「曜日」欄の「集」をチェックし、科目を選択すること。

◆選択エラーについて

すでに単位修得している科目、前提条件等の履修条件を満たしていない科目を選択すると、Ｇに

エラーメッセージが表示され、登録できない。エラー内容に心当たりがない場合は、法学部事務室

に申し出ること。

◆「申込み」ボタンの実行について

科目を選択しただけで、「申込み」ボタンを押さずに終了してしまうと、履修登録が完了せずに

履修未登録状態になってしまうので、必ず「申込み」ボタンを押し、登録を確定させること。

◆秋学期科目の登録について

例年、春学期の履修科目のみ登録を行い、秋学期の履修科目の登録をし忘れる学生が多数いる。

春学期履修科目の「申込み」ボタンを実行してから、必ず秋学期科目の登録も忘れずに行うこと。

� 登録科目を確認

（1） 春学期・秋学期の履修科目をＥの「申込み」ボタンで確定した後、画面右上のＦの「戻る」ボ

タンをクリックする。

（2）「履修申請TOP」ページに戻るので、左側メニュー項目の「履修登録確認」をチェックする。

（3）「履修登録確認」ページが表示される。

申請した内容を確認する。希望どおりの表示であれば申請は完了。なお、プリンタが接続されて

いる場合には、「印刷」ボタンをクリックすると登録内容を印刷することができる。

《「警告・備考」欄について》

【抽選結果】

当選の場合 ⇒ 「抽選確定」または「事前登録」

落選の場合 ⇒ 「抽選もれ」

【事前登録科目】

クラス指定科目、専門演習Ａ／ＢⅠ・Ⅱ ⇒ 「事前登録」
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《登録したはずの授業が表示されない場合》

科目選択後、Ｅの「申込み」ボタンを押していないことが考えられる。再度、開講期・キャンパス等

を選択して登録し直すこと。

� 登録申請の取り消し

（1）「履修登録画面」ページで、取消希望の授業について、学部・曜日・時限を指定して一覧を出

す。

（2） 右下の枠から「0000aモジュールのみ取り消し」または「0000bモジュールのみ取り消し」を選

択する。

【操作方法】

aモジュールのみ取り消し ⇒aモジュールで登録された科目を削除

bモジュールのみ取り消し ⇒bモジュールで登録された科目を削除

ただし、a、bが同じ時限の科目であれば、a、bのどちらの取り消しボタンを押しても、aとbに表

示された科目が削除される。

【操作例】

① 月曜1限で登録した科目

→月曜1限aモジュールまたはbモジュールで取り消しが可能

② 月曜1限bモジュール、水曜6限aモジュールの連続授業の場合

→月曜1限bモジュール取り消しでも水曜6限aモジュール取り消しでも削除可

（3） 時間割表から該当の授業が削除されていることを確認して、Ｅの「申込み」ボタンをクリック

する。

（4）「履修登録確認」ページで希望の授業が削除されていることを確認して、申請の取り消しが完了

となる。

� 申請科目の変更

前項�（2）の取り消しを行ってから、新たに登録したい科目を選択し、Ｅの「申込み」ボタンを押

して確定すること。

また、変更後は、必ず「履修登録確認」ページにおいて申請内容を確認すること。
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� 試験およびレポート提出について

①次の「受験にあたっての注意事項」を熟読のうえ、定期試験に臨むこと。

【受験にあたっての注意事項】

� 試験の時間割は、通常の授業時間割とは異なるので、試験時間割表に従って受験すること。

� 履修登録を行っていない科目の試験を受けてもその単位は認められないため、科目および担当

者には十分に注意して受験すること。

� 試験重複科目がある者は所定の期間に法学部事務室に申し出て所定の用紙を提出すること（特

に他学部履修科目との重複に注意すること）。

� 試験当日は、交通機関の乱れが発生することも想定して、十分に余裕を持って試験場に向かい、
定刻前に指定された試験教室に入ること。

� 試験教室では1名おきに着席すること。
� 受験の際は、試験終了まで学生証を机上の見やすい位置に置くこと。
� 学生証を忘れた者は、必ず試験開始前に「仮学生証」（当日のみ有効）の発行手続きをとるこ
と。なお、発行手続きに要する時間は試験時間には考慮されない。

	 受験の際、机上には学生証、筆記用具および持ち込みを許可されているもののみ置き、その他
の所持品は鞄の中にしまい口を閉じたうえで、机の中または空いている席に置くこと。口が閉

まらない鞄は必ず椅子の下へ置くこと。

� 携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末等は、必ず電源を切って鞄の中にしまうこと。

これらを時計として使用することも認めない。鞄の中にしまわず、身につけているような場合

には、不正行為となる。

10 試験時間は60分である。

11 試験開始20分経過後の遅刻は、入室を認めない。また、試験開始後20分未満の遅刻で受験する

場合でも、試験時間は延長しない。

12 試験開始後30分間および終了前10分間は、退室を認めない。

13 答案作成の際は、次の点に注意すること。

（1） 配付された解答用紙以外は使用しないこと。

（2） 解答用紙は書き損じ等があっても再配付しない。また、教室外への持ち出しも禁止する。

（3） 筆記用具は、原則としてペン（黒または青、万年筆・ボ−ルペン）を使用すること。ただ

し、試験監督者の指示がある場合には、それに従うこと。

（4） 学部、学科、学年、組、番号、氏名等所定の事項を必ず記入すること。誤記入、または記入

漏れのある答案は原則として無効とする。

14 受験した科目の答案は、必ず本人が提出すること。

15 私語を慎み、絶対不正行為をしないこと。法学部教授会が不正行為と認定した場合、学則に基

づく懲戒処分を行い、また、当該学期中に履修登録した全ての科目を削除する。

16 六法全書（条文）の持ち込みが許可されている場合であっても、判例または注釈つきのものお

よび書き込み（試験当該項目以外の書き込みも含む）・メモ等の挟み込みがあるものの持ち込み

は禁止する。これらの持ち込みは不正行為となる。

17 その他、試験教室においては、試験監督者の指示に従うこと。

18 病気・就職活動等の理由で受験できない場合は、所定の期間に「特別試験受験願」と「欠席理

由を証明できるもの（診断書、治療証明書または大学指定書式）」を提出すること。「欠席理由

を証明できるもの（診断書、治療証明書または大学指定書式）」は当該試験を受験できなかった

ことが明確であるもの（日時等の記載があるもの）に限る。

法学部教授会がこれを審議し、正当な理由があると認めた科目のみ、特別試験を受験するこ

とができる。

以 上

10　試験・成績について・成績
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① レポート提出において、提出先が法学部事務室前設置の「レポート回収BOX」または法学部
事務室窓口の場合、必ず法学部指定のレポート表紙を使用すること（法学部ホームページより

ダウロードまたは法学部事務室で配布）。

② 事務室での筆記用具その他文房具の貸し出しは行わない。レポート提出に必要な文房具は各自
準備すること。

※レポートを作成・提出する際は、必ずP.42〜43「レポート・論文の剽窃（盗用）行為への
注意」を熟読すること。

� 成績について

� 成績評価基準について

① GPA制度

学業成績の指標として、GPA（Grade Point Average）制度を採用している。この制度では、

S・A・B・C・F・Tの成績評価に対し、4・3・2・1・0・0のGP（グレード・ポイント）が与え

られる。GPAは、履修した授業科目ひとつひとつの単位数に、得られた成績評価に対応する点

数を掛け合わせ、それらをすべて合計し、履修登録科目の総単位数で割ることにより算出する

（表1・2参照）。

なお、成績通知表には、評価は点数ではなくS・A・B・C・F・Tで表示され、GPAも記載さ

れる（成績証明書にはF・T評価は記載されないが、GPAには算入される）。

表1．評価基準とGP(グレード・ポイント)

判定 評価 点数 内容（その科目の履修に必要とされた学習目標） GP

合格

S 100〜90点 非常によく達成している 4

A 89〜80点 よく達成している 3

B 79〜70点 達成している 2

C 69〜60点
目標の最低限は達成しているものの、不十分な点
がある

1

不合格
F 59点以下 達成していない 0

T 未受験 試験を欠席している等 0

表2．算出方法

（S科目のポイント×単位数）＋（A科目のポイント×単位数）＋（B科目…）

全履修登録科目の総単位数（全科目の合計単位数）

（算出例）

科目名 成績 GP 単位数

心理学Ⅰ S 4 × 2 ＝ 8

EnglishAⅠ A 3 × 1 ＝ 3

基礎運動実習Ⅰ B 2 × 1 ＝ 2

民法（総則）Ⅰ C 1 × 2 ＝ 2

刑法（総論）Ⅰ T 0 × 2 ＝ 0

現代法入門 F 0 × 2 ＝ 0

10 15

GPA 15／10＝1.50 ※小数点第三位を四捨五入

② GPA算出対象科目

GPAは、卒業に必要な単位に含むことができる授業科目を対象にして算出する。したがって、

他学部履修科目や、自由選択科目として単位振替をした学部間共通外国語科目も対象となる。法

学部の自由選択科目として単位振替をしていない学部間共通外国語科目、資格課程関係科目、各

大学院設置科目等、卒業要件外となる科目、また、他大学、留学先の大学等で単位を修得した認
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定科目は対象とならない。

� 成績の公開について

① 春学期授業科目の成績は、秋学期授業開始前（9月上旬）に、また秋学期授業科目の成績は、次

年度春学期授業開始前（3月上旬）に「Oh-o! Meijiシステム」で公開する。

② 成績評価に関する問い合わせは、原則として、所定の期間のみ応じる。

� コースの選択について

1年次の10月にコース選択を行う。事前にガイダンスを行うので必ず出席すること。詳細については、

後日、Oh-o! Meijiシステムのお知らせで案内する。2年次より各コース制が適用される。

① コース選択は、5つのコースの中から学生の意思に基づいて行う。

② 法曹コースのみ2年次終了時の成績による選抜を行う。法曹コースの選抜から漏れた学生は、1年

次のコース登録時に第2希望としたコースで登録される。また、同コースには法科大学院との体

系的・一貫的な教育課程を編成した「一貫教育プログラム」が置かれており、詳細はガイダンス

等で説明する。

③ 3年次の学年始めに限り、法曹コース以外へのコース変更を一度だけ認める。

� 専門演習について

2年次の10〜12月に専門演習の選考を実施する。募集時期・選考方法などは次のとおりを予定してい

る。ただし、日程等が変更となる場合があるので、Oh-o! Meijiシステムのお知らせや掲示等に注意す

ること。

① ガイダンス

2年次秋学期（10月上旬）

② 募集時期

2年次秋学期（10月下旬）

③ 選考方法

担当者によって成績・面接・書類選考など選考方法が異なる。詳細はガイダンス時に配布する

『法学部演習案内』を参照すること。

④ 履修登録

ⅰ 専門演習は、以下のとおり事前登録されている。時間割を確認する際には正しく登録されて

いるか必ず確認すること。誤った専門演習が登録されている場合には、法学部事務室に申し

出ること。

【3年次進級時】2年次秋学期における募集で決定した担当者の演習が登録される。

【4年次進級時】3年次秋学期に履修していた担当者の演習が引き続き登録される。

ⅱ 以下に該当する場合には、履修登録期間内に法学部事務室に申し出て、所定の手続きを取る

こと。

・ 2年次秋学期の募集で専門演習が決まらなかった場合

・ 専門演習と必修科目が重複した場合

・ やむを得ない事由により、担当者の変更を希望する場合
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� 学習支援制度について

駿河台・和泉の各キャンパスにおいて「法学部学習サポート」を実施している。明治大学大学院法学

研究科に在籍するTA（教育補助業務従事者）および助手が、法学部生の日々の学習をサポートする法

学部独自の学習支援制度である。講議についていくのが厳しいなど、さまざまな理由から学習に困難を

感じている学生に対し、各年次において必要な単位数を修得し、4年間で卒業してもらうことを基本的

な目的としている。来室した学生の要望に応じて学習支援を行っているので、積極的な利用を推奨す

る。

	 その他

① 学生証について
学生証は、本学学生の身分を有することを証明するもので、在学中は常に携帯し、本学教職員の

請求があった場合は提示すること。紛失・破損等の場合は、学生証再発行手数料2,000円を持参

のうえ、法学部事務室で手続きすること。
② 通学区間証明シール（学生証の裏面）について
通学区間証明シールは、毎年度初めに新しいものを配付する。学年・組・番号、学生番号、氏

名、本人住所、最寄駅を必ず確認すること。有効期限は、当該年度の3月31日までとなってお

り、通学定期券を購入する際に提示する必要がある。なお、他キャンパスの正課授業を履修して

いる場合に限り、上記の通学区間証明シールのほかに通学区間証明カードを発行するので、履修

確定後に法学部事務室で手続きすること。
③ 休講・補講等大学からの連絡事項について
休講・補講等大学からの連絡事項は、Oh-o! Meiji システムのお知らせにて連絡する。電話での
問い合わせには応じていないので、各自で必ず確認すること。

④ 教科書販売について
教科書は、各キャンパス内の特設会場で販売する。特設会場の場所や販売期間・時間等について

は、各年度始めにOh-o! Meijiシステムのお知らせや掲示等で案内する。
⑤ 住所等の変更について
住所や電話番号をはじめとして、入学時に届け出た内容に変更が生じた場合は、速やかに所属

キャンパスの法学部事務室まで届け出ること。

⑥ 欠席届について
長期入院あるいは体育会活動における公式試合等の理由により授業を欠席した場合の科目担当者

への申し出は、学生の責任において行うものとするが、欠席の申し出を行う際の補助的資料とし

て「欠席届」の様式を用意している。本様式は法学部事務室窓口での配付および法学部ホーム

ページからダウンロード可能となっているので、適宜使用すること。

なお、法学部では公欠の制度はないため、授業欠席についての成績評価等への考慮は科目担当

者の判断に委ねられている。

⑦ 各種証明書の発行について

各種証明書は、証明書自動発行機のほか、証明書学外発行サービス（専用Webサイト）によ

りコンビニエンスストアのマルチコピー機から発行することができる。詳細は、大学ホームペー

ジを参照すること。事務取扱時間内に証明書自動発行機が停止している場合や自動発行機対応外

の証明書の申し込み先は次のとおり。なお、発行時および申請時には学生証が必要となる。

1・2年生……法学部事務室（和泉キャンパス）

3・4年生……法学部事務室（駿河台キャンパス）

⑧ 学生旅客運賃割引証（学割）について

ⅰ 学生旅客運賃割引証の発行は、証明書自動発行機を利用すること。

ⅱ 有効期間は3か月である。
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⑨ 証明書自動発行機の設置場所について

和泉キャンパス 第一校舎1F 法学部事務室前フロア

駿河台キャンパス リバティタワー3F 証明書発行コーナー

グローバルフロント1F 低層階エレベーター後方

⑩ 証明書種別（自動発行機対応）

※1 前年度の成績が反映された証明書は、4月上旬から発行開始予定。

※2 学割証は、証明書学外発行サービスでは発行できない。

※3 詳細は学生支援事務室で確認すること。

＊自動発行機未対応の証明書については、法学部事務室に相談すること。

証明書種別（自動発行機対応）

1 在学証明書 7 卒業見込証明書

2 英文在学証明書 8 英文卒業見込証明書

3 成績証明書※1 9 教職免許状取得見込証明書

4 英文成績証明書 10 学生割引証明書（学割証)※2

5 単位修得見込証明書 11 健康診断証明書※3

6 英文単位修得見込証明書
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レポート・論文の剽窃（盗用）行為への
注意

昨今、授業の課題として課せられるレポートや論文を作成する際に、他人の文章（書籍・論文・

Webページ）を、そのまま無断で借用したり、他の学生が作成した文章をあたかも自分の文章である

かのごとくみせかけたりする剽窃（ひょうせつ）（盗用）行為が目立つとの指摘が多くの教員から寄せ

られている。

本学として、このような行為は看過できないため、レポートや論文を作成する際は、以下の点に十分

注意すること。

� 剽窃（盗用）行為は社会的に許されない行為

剽窃行為は、他人の学問的業績を無断で借用するものであり、学問のルールに反している。ま

た、剽窃行為により他人の著作権や著作者人格権を侵害した場合、刑事罰を受ける、または民事上

の責任を負う可能性もある。前後関係や語句を若干変更した場合であっても、適切な出典を表示す

ることなく不必要に長文を借用している場合には、剽窃行為とみなされる可能性がある。

仮に著作権等の侵害とならない場合や、剽窃元の文章の作成者から同意を得ていた場合でも、他

人の文章をあたかも自分が作成したかのごとくみせかけて、レポート・論文を作成することは、成

績評価等との関係では不正行為にあたる。

また、レポートの共同作成は剽窃行為とみなされる可能性がある。

� 剽窃（盗用）行為と引用について

論文・レポートを執筆する際に、他人の文章の記述内容を参考とすることは当然必要である。当

該文章を参照する必要がある場合には、適切な出典表示等を付して、相当な範囲内で引用すること

は問題ない（著作権法32条も参照）。しかし、参考にした文章の全部又は一部を、出典の表示等を

付さず、不必要にそのまま借用する行為は（前後関係や語句を若干変更した場合でも）、剽窃行為

とみなされる可能性がある。

文章の引用にあたっては、特に以下の点に留意すること。

○ 出典の表示方法に関しては、法律編集者懇話会編「法律文献等の出典の表示方法」

（http://www.houkyouikushien.or.jp/katsudo/pdf/houritubunken2014a.pdf）を参照すること。

○ 引用時には、当該引用した部分において注等を用いて出典を示すこと。レポート・論文の最後
に「○○参照」などと簡単に触れるにとどめた場合には、法律学の領域では、一般に不適切な
引用として扱われる。

○ 出典を示した場合にも、不必要に長文をそのまま借用した場合には、不適切な引用となる。

� 剽窃（盗用）行為は処分の対象

レポートや論文の場合、剽窃あるいは剽窃を助ける行為が明らかであれば、これを不正行為と認

定し、学則に基づく懲戒処分の対象とすることがある。

当該科目の成績評価の後に剽窃の事実が判明した場合も、遡及的に、不正行為と認定することが

ある。
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� 剽窃（盗用）行為を行わないために

皆さんは、自分が剽窃行為等行うはずがない、と思うかもしれない。大学も、意図的に剽窃行為

を行う学生はほとんどいないと信じているが、実際には剽窃行為が判明している。剽窃行為が行わ

れる場合は、レポート・論文の締切が迫り、心理的に絶対に提出しなければならないと焦り、つい

剽窃行為をしてしまう場合が少なくない。そのような事態を避けるために、以下のことを心掛ける

こと。

・レポート等の準備には、時間的な余裕を持って臨むこと。

・レポートの書き方が分からない場合には、担当教員等に事前に相談すること。参考文献の引用

方法が適切かどうかについて自信がない場合にも、提出締切前に余裕をもって教員に質問する

こと。

・レポートの作成が間に合わない場合でも、絶対に剽窃行為を行わないこと。レポートを提出し

なければ悪くとも当該科目の単位を取得できないだけだが、剽窃行為が判明すれば不正行為と

同様の処分を受けることとなる。

明らかな剽窃とまでは言えず、また本人に剽窃の意図がない場合であっても、不適切な引用のレ

ポートが多数提出されている現状にある。

適切な出典の表示、引用の範囲については、先行する学術論文、書籍等の記載における、出典の

表示方法をぜひ参考にすること。

最後に繰り返しとなるが、剽窃行為は絶対に行わないこと。
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必修科目は、必ず指定された学年（配当年次）に履修すること。その他の科目についても原則として配当

された年次で履修することが望ましい。配当年次が複数年次にまたがって表記されている科目については、

最下級年次に履修することが望ましい。

なお、自分の学年より下級年次配当科目は履修できるが、上級年次配当科目は履修できない。

以下の科目名・科目区分は、2022年度以降入学者を対象とする内容が掲載されている。カリキュラム（入学

年度）により、履修できない科目や、科目区分が異なる科目があるので注意すること。

2018～2021年度入学者は、P.58～71の授業科目一覧表（2018～2021年度入学者）を参照すること。2013〜

2017年度入学者はP.72〜86の授業科目一覧（2013〜2017年度入学者）を参照すること。

� 基礎科目群（◎は必修科目）

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

基
礎
科
目
群

1 ◎法 律 リ テ ラ シ ー 半期2 メディア授業科目

1
◎法学部生のための日本語Ⅰ（リテラシー）

◎法学部生のための日本語Ⅱ（精読）
半期各2

� 教養科目群（選択科目）

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

教
養
科
目
群

人
間
と
科
学

1・2 記 号 論 理 学 半期2

1・2
心 理 学 Ⅰ

心 理 学 Ⅱ
半期各2

1・2 法 と 心 理 半期2

1・2
法 と 言 語 Ⅰ

法 と 言 語 Ⅱ
半期各2

3・4 マ イ ノ リ テ ィ の 人 間 学 半期2 本年度開講せず

1・2
ス ポ ー ツ と 社 会 Ａ

ス ポ ー ツ と 社 会 Ｂ
半期各2

3・4 ス ポ ー ツ と メ デ ィ ア 半期2 本年度開講せず

1・2
身 体 活 動 と 健 康 Ａ

身 体 活 動 と 健 康 Ｂ
半期各2

1・2
身 体 と 環 境 Ａ

身 体 と 環 境 Ｂ
半期各2

1・2
物 質 と 宇 宙 Ⅰ

物 質 と 宇 宙 Ⅱ
半期各2

3・4 科 学 技 術 と 社 会 半期2 本年度開講せず

1・2
生 命 と 人 間 Ⅰ

生 命 と 人 間 Ⅱ
半期各2

1・2
数 理 と 社 会 Ⅰ

数 理 と 社 会 Ⅱ
半期各2

1・2
情 報 と 思 考 Ⅰ

情 報 と 思 考 Ⅱ
半期各2

1・2
エ ネ ル ギ ー と 環 境 Ⅰ

エ ネ ル ギ ー と 環 境 Ⅱ
半期各2

3・4 エ ネ ル ギ ー ・ 環 境 政 策 半期2 本年度開講せず

1・2
科 学 と 技 術 Ⅰ

科 学 と 技 術 Ⅱ
半期各2

11　授業科目一覧（2022年度以降入学者）
2022年度以降入学者
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教
養
科
目
群

社
会
と
思
想

1・2 美 術 の 歴 史 半期2

1・2
哲 学 Ⅰ

哲 学 Ⅱ
半期各2

3・4 現 代 哲 学 半期2 本年度開講せず

1・2
倫 理 学 Ⅰ

倫 理 学 Ⅱ
半期各2

1・2 倫 理 学 基 礎 論 半期2

1・2
政 治 社 会 学 Ⅰ

政 治 社 会 学 Ⅱ
半期各2

1・2
経 済 学 Ⅰ

経 済 学 Ⅱ
半期各2

1・2 歴 史 学 （西 洋 史） 半期2

1・2 歴 史 学 （東 洋 史） 半期2 本年度開講せず

1・2 ヨ ー ロ ッ パ 近 現 代 史 概 説 半期2

1・2
ア ジ ア の 社 会 と 歴 史 Ⅰ

ア ジ ア の 社 会 と 歴 史 Ⅱ
半期各2

1・2
社 会 思 想 史 Ⅰ

社 会 思 想 史 Ⅱ
半期各2

3・4
社 会 思 想 史 Ⅲ

社 会 思 想 史 Ⅳ
半期各2 本年度開講せず

1・2
現 代 世 界 と 社 会 思 想 Ⅰ

現 代 世 界 と 社 会 思 想 Ⅱ
半期各2

3・4
メ デ ィ ア 文 化 論 Ⅰ

メ デ ィ ア 文 化 論 Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

1・2
映 像 リ テ ラ シ ー Ⅰ

映 像 リ テ ラ シ ー Ⅱ
半期各2

3・4
映 画 論 Ａ

映 画 論 Ｂ
半期各2 本年度開講せず

地
域
と
文
化

1・2
ド イ ツ 語 圏 の 文 化 Ⅰ

ド イ ツ 語 圏 の 文 化 Ⅱ
半期各2

3・4
ド イ ツ 語 圏 の 文 化 Ⅲ

ド イ ツ 語 圏 の 文 化 Ⅳ
半期各2 本年度開講せず

1・2
フ ラ ン ス 語 圏 の 文 化 Ⅰ

フ ラ ン ス 語 圏 の 文 化 Ⅱ
半期各2

3・4
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ⅰ

ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

1・2 イ ギ リ ス 文 化 半期2

3・4
ア メ リ カ 文 化 Ⅰ

ア メ リ カ 文 化 Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

3・4 英 語 圏 の 文 化 半期2 本年度開講せず

3・4
ス ペ イ ン 文 化 Ⅰ

ス ペ イ ン 文 化 Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

3・4
ラ テ ン ア メ リ カ 文 化 Ⅰ

ラ テ ン ア メ リ カ 文 化 Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

2022年度以降入学者

2022年度以降入学者
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教
養
科
目
群

地
域
と
文
化

1・2
スペ イ ン 語 圏 の 文 化 Ⅰ
スペ イ ン 語 圏 の 文 化 Ⅱ

半期各2

3・4 ア フ リ カ 文 化 半期2 本年度開講せず

1・2
ア ジ ア 文 化 Ⅰ

ア ジ ア 文 化 Ⅱ
半期各2

3・4
ア ジ ア 文 化 Ⅲ

ア ジ ア 文 化 Ⅳ
半期各2 本年度開講せず

1・2
イ ス ラ ー ム 文 化 Ⅰ

イ ス ラ ー ム 文 化 Ⅱ
半期各2

3・4
イ ス ラ ー ム 文 化 Ⅲ

イ ス ラ ー ム 文 化 Ⅳ
半期各2 本年度開講せず

1・2
日 本 文 化 Ａ Ⅰ

日 本 文 化 Ａ Ⅱ
半期各2

1・2
日 本 文 化 Ｂ Ⅰ

日 本 文 化 Ｂ Ⅱ
半期各2

1・2
日 本 文 化 Ｃ Ⅰ

日 本 文 化 Ｃ Ⅱ
半期各2

1・2
日 本 文 化 Ｄ Ⅰ

日 本 文 化 Ｄ Ⅱ
半期各2

3・4
比 較 文 化 Ａ Ⅰ

比 較 文 化 Ａ Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

3・4
比 較 文 化 Ｂ Ⅰ

比 較 文 化 Ｂ Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

1・2
異 文 化 理 解 Ⅰ

異 文 化 理 解 Ⅱ
半期各2 異文化理解Ⅱのみ開講

共
通 1・2 テ ー マ 講 座 半期2 本年度開講せず

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

� 外国語科目群（○印は選択必修科目、外国語科目Ⅱは選択科目、外国語科目Ⅲは自由選択科目）

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

外
国
語
科
目
群

外
国
語
科
目
Ⅰ

1
○Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ａ Ⅰ

○Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ａ Ⅱ
半期各1

1
○Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｂ Ⅰ

○Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｂ Ⅱ
半期各1

1
○初 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

○初 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
半期各1

1
初 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

初 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

1
初 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

初 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

1

○特 別 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

○特 別 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ

○特 別 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

○特 別 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ

半期各1

入学試験時に、ドイツ語で受験した学生用に開

設。ただし、ドイツ語で受験しなかった学生で

も、能力次第でこれらの科目を履修することが

できる。

1
○初 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

○初 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
半期各1

1
初 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

初 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

1
初 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

初 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

2022年度以降入学者

スペイン語圏の文化Ⅱのみ開講
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外
国
語
科
目
群

外
国
語
科
目
Ⅰ

1

○特 別 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

○特 別 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ

○特 別 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

○特 別 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ

半期各1

入学試験時に、フランス語で受験した学生用に

開設。ただし、フランス語で受験しなかった学

生でも、能力次第でこれらの科目を履修するこ

とができる。

1
○初 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

○初 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
半期各1

1
○初 級 中 国 語 Ｂ Ⅰ

○初 級 中 国 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

1
○初 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

○初 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
半期各1

1
○初 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

○初 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

1
○初 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

○初 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
半期各1

1
○初 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅰ

○初 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

1
○日 本 語 Ａ Ⅰ

○日 本 語 Ａ Ⅱ
半期各1

外国人留学生科目

1
○日 本 語 Ｂ Ⅰ

○日 本 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

外
国
語
科
目
Ⅱ

2
Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｃ Ⅰ

Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｃ Ⅱ
半期各1

2
Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ
半期各1

2
Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅠ

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅡ
半期各1

2
Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡⅠ

Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡⅡ
半期各1

2
Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ａ Ⅰ

Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ａ Ⅱ
半期各1

2
ＴＯＥＩＣ／ＴＯＥＦＬ講座ＡⅠ

ＴＯＥＩＣ／ＴＯＥＦＬ講座ＡⅡ
半期各1 本年度開講せず

2
中 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

中 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2
中 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

中 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

2
中 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

中 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
半期各1

2
ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ａ Ⅰ

ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ａ Ⅱ
半期各1

2
時 事 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

時 事 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2
資 格 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

資 格 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2

特 別 ド イ ツ 語 Ｃ Ⅰ

特 別 ド イ ツ 語 Ｃ Ⅱ

特 別 ド イ ツ 語 Ｄ Ⅰ

特 別 ド イ ツ 語 Ｄ Ⅱ

半期各1

入学試験時に、ドイツ語で受験した学生用に開

設。ただし、ドイツ語で受験しなかった学生で

も、能力次第でこれらの科目を履修することが

できる。

2
中 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

中 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2
中 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

中 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

2
中 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

中 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
半期各1

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

（○印は選択必修科目、外国語科目Ⅱは選択科目）
2022年度以降入学者
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外
国
語
科
目
群

外
国
語
科
目
Ⅱ

2
フ ラ ン ス 語 ゼ ミ ナ ー ル Ａ Ⅰ

フ ラ ン ス 語 ゼ ミ ナ ー ル Ａ Ⅱ
半期各1

2
時 事 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

時 事 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2
資 格 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

資 格 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2

特 別 フ ラ ン ス 語 Ｃ Ⅰ
特 別 フ ラ ン ス 語 Ｃ Ⅱ
特 別 フ ラ ン ス 語 Ｄ Ⅰ
特 別 フ ラ ン ス 語 Ｄ Ⅱ

半期各1

入学試験時に、フランス語で受験した学生用に
開設。ただし、フランス語で受験しなかった学
生でも、能力次第でこれらの科目を履修するこ
とができる。

2
中 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

中 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2
中 級 中 国 語 Ｂ Ⅰ

中 級 中 国 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

2
中 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

中 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2
中 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

中 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

2
ス ペ イ ン 語 実 践 Ⅰ

ス ペ イ ン 語 実 践 Ⅱ
半期各1

2
中 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

中 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
半期各1

2
中 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅰ

中 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

2
日 本 語 Ｃ Ⅰ

日 本 語 Ｃ Ⅱ
半期各1

外国人留学生科目

2
日 本 語 Ｄ Ⅰ

日 本 語 Ｄ Ⅱ
半期各1

外
国
語
科
目
Ⅲ

3・4
Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅠ

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅡ
半期各1

3・4
Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＢⅠ

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＢⅡ
半期各1 本年度開講せず

3・4
Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＢⅠ

Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＢⅡ
半期各1 本年度開講せず

3・4
Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅａｄｉｎｇ Ⅰ

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅａｄｉｎｇ Ⅱ
半期各1

3・4
Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｂ Ⅰ

Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｂ Ⅱ
半期各1

3・4
ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ Ⅰ

ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ Ⅱ
半期各1

3・4
時 事 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

時 事 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

3・4
資 格 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

資 格 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

3・4
上 級 ド イ ツ 語 Ⅰ

上 級 ド イ ツ 語 Ⅱ
半期各1

3・4
上 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

上 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

3・4
時 事 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

時 事 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

3・4
資 格 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

資 格 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

3・4
上 級 フ ラ ン ス 語 Ⅰ

上 級 フ ラ ン ス 語 Ⅱ
半期各1

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

（外国語科目Ⅱは選択科目、外国語科目Ⅲは自由選択科目）
2022年度以降入学者
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外
国
語
科
目
群

外
国
語
科
目
Ⅲ

3・4
上 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

上 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

3・4
上 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

上 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
半期各1

3・4
上 級 中 国 語 Ｂ Ⅰ

上 級 中 国 語 Ｂ Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

3・4
上 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

上 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

3・4
上 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

上 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ
半期各1

3・4
上 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

上 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

3・4
上 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅰ

上 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅱ
半期各1 本年度開講せず

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

� 保健体育科目群（◎は必修科目）

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

保
健
体
育

科

目

群

1
◎ 基 礎 運 動 実 習 Ⅰ

◎ 基 礎 運 動 実 習 Ⅱ
半期各1

2〜4 ス ポ ー ツ 実 習 半期1

� 法律必修科目群（◎必修科目）

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

法
律
必
修
科
目
群

1
◎ 憲 法 （人 権） Ⅰ

◎ 憲 法 （人 権） Ⅱ
半期各2

2
◎ 憲 法 （統 治） Ⅰ

◎ 憲 法 （統 治） Ⅱ
半期各2

1
◎ 民 法 （総 則） Ⅰ

◎ 民 法 （総 則） Ⅱ
半期各2

2
◎ 民 法 （債権総論） Ⅰ

◎ 民 法 （債権総論） Ⅱ
半期各2

1
◎ 刑 法 （総 論） Ⅰ

◎ 刑 法 （総 論） Ⅱ
半期各2

2
◎ 刑 法 （各 論） Ⅰ

◎ 刑 法 （各 論） Ⅱ
半期各2

� 演習科目群（◎印は必修科目）

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

演
習
科
目
群

1 特 設 演 習（留 学 生 向 け） 秋2
海外地域指定校推薦入学試験

入学者（秋学期入学）用 本年度開講せず

3
◎ 専 門 演 習 Ａ Ⅰ

◎ 専 門 演 習 Ａ Ⅱ
半期各2 詳細は2023年度『法学部演習案内』参照

4
◎ 専 門 演 習 Ｂ Ⅰ

◎ 専 門 演 習 Ｂ Ⅱ
半期各2

（外国語科目Ⅲは自由選択科目）
2022年度以降入学者
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� 各コース科目群

詳細は、「1　コース科目群について（2022年度以降入学者）」（P.52〜57）を参照のこと。

	 自由選択科目群

科目区分
(群)等

配当
年次 授業科目 単位数 備考

自
由
選
択
科
目
群

3・4
社 会 政 策 Ⅰ

社 会 政 策 Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

3・4
経 済 政 策 Ⅰ

経 済 政 策 Ⅱ
半期各2

3・4
財 政 学 Ⅰ

財 政 学 Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

3・4
会 計 学 Ⅰ

会 計 学 Ⅱ
半期各2

1〜4 Ｉ Ｃ Ｔ エ レ メ ン タ リ ー ※6 半期2

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ ベ ー シ ッ ク Ⅰ ※6

Ｉ Ｃ Ｔ ベ ー シ ッ ク Ⅱ ※6
半期各2

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ 統 計 解 析 Ⅰ ※6

Ｉ Ｃ Ｔ 統 計 解 析 Ⅱ ※6
半期各2

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ デ ー タ ベ ー ス Ⅰ ※6

Ｉ Ｃ Ｔ デ ー タ ベ ー ス Ⅱ ※6
半期各2

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ メ デ ィ ア 編 集 Ⅰ ※6

Ｉ Ｃ Ｔ メ デ ィ ア 編 集 Ⅱ ※6
半期各2

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ ア プ リ 開 発 Ⅰ ※6

Ｉ Ｃ Ｔ ア プ リ 開 発 Ⅱ ※6
半期各2

1〜4
ＩＣＴコンテンツデザインⅠ

ＩＣＴコンテンツデザインⅡ
半期各2

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ 総 合 実 践 Ⅰ

Ｉ Ｃ Ｔ 総 合 実 践 Ⅱ
半期各2

1〜4 総 合 講 座 ※6 半期2 メディア授業科目併設

※6 一部をメディア授業科目として実施。メディア授業科目については、6ページを参照すること。

詳細は2023年度
『情報関係科目シラバス』
（WEB公開）参照
一部の科目は

メディア授業科目併設

2022年度以降入学者
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 留学関係科目群

科目区分
(群)等
区分

配当
年次 授業科目 単位数 備考

留
学
関
係
科
目
群

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅲ

Ⅰ・Ⅱは

半期各2、

Ⅲは半期

または通

年各4

単位認定用科目

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅲ

1〜4
留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅱ

1〜4
留 学 基 礎 講 座 Ａ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ａ Ⅱ
半期各2

2〜4
留 学 基 礎 講 座 Ｂ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ｂ Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

2〜4
留 学 基 礎 講 座 Ｃ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ｃ Ⅱ
半期各2 留学基礎講座ＣⅡ本年度開講せず

1〜4
留 学 基 礎 講 座 Ｄ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ｄ Ⅱ
半期各2 本年度開講せず

1〜4
Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＡⅠ

Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＡⅡ
集中各2

1〜4
Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＢⅠ

Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＢⅡ
集中各2

1〜4
Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＣⅠ

Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＣⅡ
集中各2

1〜4
Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＤⅠ

Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＤⅡ
集中各2

1〜4
Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＥⅠ

Ｌｅｇａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ａｂｒｏａｄ ＥⅡ
集中各2

1〜4
Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｌａｗ Ｓｔｕｄｙ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡⅠ

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｌａｗ Ｓｔｕｄｙ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡⅡ
集中各2

2022年度以降入学者

半期2日 本 史 概 論

1〜4

単位数授業科目配当
年次

備考

半期2倫 理 学 概 論

半期2会社 学 概 論

半期2経 済 学 概 論

半期2哲 学 概 論

洋西西 概 論

半期2人 文 地 理 学 概 論

半期2自 然 地 理 学 概 論

半期2地 誌 学 概 論

半期2

半期2東 洋 史 概 論

科目区分
(群)等

10 資格課程関係科目群

資
格
課
程
関
係
科
目
群

史
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1・2 現 代 法 入 門 半期2 △1 △1 △1 △1 △1

1〜4
Introduction to Modern LawⅠ
Introduction to Modern LawⅡ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

○（△1）※2
○（△1）※2

3・4
Business Law in English Ⅰ
Business Law in English Ⅱ

半期各2
△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

メディア授業科目併設
本年度はメディア授業科目のみ開講

2〜4
民 法 （物 権）
民 法 （担 保 物 権）

半期各2
◎
◎

△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

3・4
民 法 （契 約） Ⅰ
民 法 （契 約） Ⅱ

半期各2
◎
◎

△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

3・4 民 法 （損 害 賠 償） 半期2 ◎ △1 △1 △1 △1

2〜4
民 法 （親 族） Ⅰ
民 法 （親 族） Ⅱ

半期各2
△1
△1

△1
△1

△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4 民 法 （相 続） 半期2 △1 △1 △2 △1 △1

3・4
民 法 （家 族 法） Ⅰ ※3
民 法 （家 族 法） Ⅱ ※3

半期各2
△1
△1

法曹コース選択者のみ履修可

2〜4
行 政 法 A Ⅰ
行 政 法 A Ⅱ

半期各2
△1
△1

◎
◎

△2
△2

△1
△1

△1
△1

2〜4 行 政 法 （総 論） ※3 半期2 △1 法曹コース選択者のみ履修可

3・4
行 政 法 B Ⅰ
行 政 法 B Ⅱ

半期各2
△1
△1

◎
◎

△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4 行 政 法 （救 済 法） ※3 半期2 △1 法曹コース選択者のみ履修可

3・4
租 税 法 Ⅰ
租 税 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△2
△2

△1
△1

3・4 地 方 自 治 ・ 公 務 員 法 半期2 △1 △1

3・4
環 境 法 Ⅰ
環 境 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

△1
△1

2〜4
教 育 法 Ⅰ
教 育 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△1
△1

3・4
不 動 産 法 Ⅰ
不 動 産 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4 登 記 ・ 供 託 法 半期2 △2

2〜4 商 法 概 論 ・ 総 則 半期2 △2 △2 △1 △1 △1

3・4 商 行 為 法（商 取 引 法） 半期2 △2 △2 △1 △1

2〜4 会社法Ⅰ（法曹コース用） 半期2 ◎ 法曹コース選択者のみ履修可

2〜4 会 社 法 Ⅰ 半期2 ◎ △1 ○（△1）※1 △1 △1

3・4 会社法Ⅱ（法曹コース用） 半期2 ◎ 法曹コース選択者のみ履修可

3・4 会 社 法 Ⅱ 半期2 ◎ △1 ○（△1）※1 △1 △1

3・4 会 社 法 Ⅲ 半期2 △1 ○（△1）※1

3・4
手 形 ・ 小 切 手 法 Ⅰ
手 形 ・ 小 切 手 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

△1
△1

※1 「会社法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、労働法AⅠ・Ⅱ、経済法Ⅰ・Ⅱ、知的財産法AⅠ・Ⅱ」の中から4科目8単位を選択必修とする（組合せ自

由）。

※2 以下のどちらか一方の条件を満たすことで選択必修とする。

(1) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」および「国際私法Ⅰ・Ⅱ」の4科目8単位を修得すること。

(2) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を修得するほか、「Introduction to Modern

Law Ⅰ・Ⅱ、Business Law in English Ⅰ・Ⅱ、法律英語Ⅰ・Ⅱ、法律外書講読Ⅰ・Ⅱ、留学関係科目FⅠ・Ⅱ、Legal Studies

Abroad AⅠ〜EⅡ、Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」の中から2科目4単位を修得すること（組合せ自由）。

※3 法曹コース「一貫教育プログラム」修了要件の読替科目。

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

１　　　コース科目群について（2022年度以降入学者）

以下の表は、各科目のコース別の取り扱い（区分）を示している。

必修科目は、必ず指定された学年（配当年次）に履修すること。その他の科目についても原則として配当された年次で

履修することが望ましい。配当年次が複数年次にまたがって表記されている科目については、最下級年次に履修すること

が望ましい。

なお、自分の学年より下級年次配当科目は履修できるが、上級年次配当科目は履修できない。

2022年度以降入学者
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3・4
保 険 ・ 海 商 法 Ⅰ
保 険 ・ 海 商 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

△1
△1

3・4 銀 行 取 引 法 半期2 △2 本年度開講せず

3・4 金 融 商 品 取 引 法 半期2 △2 △1 △1

3・4
民事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）
民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）

半期各2
○（△1）※4
○（△1）※4

法曹コース選択者のみ履修可

3・4
民 事 訴 訟 法 Ⅰ
民 事 訴 訟 法 Ⅱ

半期各2
○（△1）※4
○（△1）※4

△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

3・4
民 事 執 行 ・ 保 全 法 Ⅰ
民 事 執 行 ・ 保 全 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

3・4
倒 産 処 理 法 Ⅰ
倒 産 処 理 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

2〜4
刑事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）
刑事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）

半期各2
○（△1）※4
○（△1）※4

法曹コース選択者のみ履修可

2〜4
刑 事 訴 訟 法 Ⅰ
刑 事 訴 訟 法 Ⅱ

半期各2
○（△1）※4
○（△1）※4

△1
△1

△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4 経 済 刑 法 半期2 △2 △1

3・4
労 働 法 A Ⅰ
労 働 法 A Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

○（△1）※1
○（△1）※1

△1
△1

△1
△1

3・4
労 働 法 B Ⅰ
労 働 法 B Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4
社 会 保 障 法 Ⅰ
社 会 保 障 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△2
△2

△1
△1

△1
△1

2〜4
国 際 法 Ⅰ
国 際 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

○（△1）※2
○（△1）※2

3・4 国 際 人 権 法 半期2 △2 △2 △7

3・4
国 際 経 済 法 Ⅰ
国 際 経 済 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

△7
△7

3・4
国 際 私 法 Ⅰ
国 際 私 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

3・4 国 際 取 引 法 半期2 △2 △2 △7 △1 本年度開講せず

3・4 国 際 環 境 法 半期2 △2 △7 本年度開講せず

3・4 国 際 民 事 訴 訟 法 半期2 △2 △2 △7 △1

3・4
法 社 会 学 Ⅰ
法 社 会 学 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
法 哲 学 Ⅰ
法 哲 学 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
法 文 化 論 Ⅰ
法 文 化 論 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
法 思 想 史 （西 洋） Ⅰ
法 思 想 史 （西 洋） Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

※1 「会社法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、労働法AⅠ・Ⅱ、経済法Ⅰ・Ⅱ、知的財産法AⅠ・Ⅱ」の中から4科目8単位を選択必修とする（組合せ自

由）。

※2 以下のどちらか一方の条件を満たすことで選択必修とする。

(1) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」および「国際私法Ⅰ・Ⅱ」の4科目8単位を修得すること。

(2) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を修得するほか、「Introduction to Modern

Law Ⅰ・Ⅱ、Business Law in English Ⅰ・Ⅱ、法律英語Ⅰ・Ⅱ、法律外書講読Ⅰ・Ⅱ、留学関係科目FⅠ・Ⅱ、Legal Studies

Abroad AⅠ〜EⅡ、Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」の中から2科目4単位を修得すること（組合せ自由）。

※4 「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」または「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択必修とする。

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

コース科目の見方

記号 科目区分

◎ コース必修科目

○（△1） コース必修科目（選択必修）

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△7 グローバル・スタディーズ科目

△9 コース専門情報科目

△10 基礎法・外国法科目

2022年度以降入学者
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3・4
法 思 想 史 （日 本） Ⅰ
法 思 想 史 （日 本） Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

本年度開講せず

3・4
法 史 学 （東 洋） Ⅰ
法 史 学 （東 洋） Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
法 史 学 （西 洋） Ⅰ
法 史 学 （西 洋） Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
法 史 学 （日 本） Ⅰ
法 史 学 （日 本） Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

1〜4
日 本 近 代 法 史 Ⅰ
日 本 近 代 法 史 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

2〜4
比 較 法 学 Ⅰ
比 較 法 学 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
比 較 憲 法 Ⅰ
比 較 憲 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△7
△7

3・4
ア メ リ カ 法 Ⅰ
ア メ リ カ 法 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
イ ギ リ ス 法 Ⅰ
イ ギ リ ス 法 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
フ ラ ン ス 法 Ⅰ
フ ラ ン ス 法 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
ド イ ツ 法 Ⅰ
ド イ ツ 法 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
中 国 法 Ⅰ
中 国 法 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
Ｅ Ｕ 法 Ⅰ
Ｅ Ｕ 法 Ⅱ

半期各2
△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

△10
△10

3・4
経 済 法 Ⅰ
経 済 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

○（△1）※1
○（△1）※1

△1
△1

△1
△1

3・4
消 費 者 法 Ⅰ
消 費 者 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4
知 的 財 産 法 A Ⅰ
知 的 財 産 法 A Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

○（△1）※1
○（△1）※1

△1
△1

△1
△1

3・4 知 的 財 産 法 B 半期2 △2 △2 △1 △1

3・4
犯 罪 学 Ⅰ
犯 罪 学 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

メディア授業科目

3・4
犯 罪 者 処 遇 法 Ⅰ
犯 罪 者 処 遇 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

3・4
少 年 法 Ⅰ
少 年 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

メディア授業科目

3・4 立 法 学 半期2 △2

3・4
情 報 法 Ⅰ
情 報 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

○（△1）※5
○（△1）※5

3・4 サ イ バ ー 法 A 半期2 △1 ○（△1）※5

3・4 サ イ バ ー 法 B 半期2 △1 ○（△1）※5

3・4 サ イ バ ー 法 C 半期2 △1 ○（△1）※5

3・4 サ イ バ ー 法 D 半期2 △1 ○（△1）※5 本年度開講せず

※1 「会社法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、労働法AⅠ・Ⅱ、経済法Ⅰ・Ⅱ、知的財産法AⅠ・Ⅱ」の中から4科目8単位を選択必修とする（組合せ自

由）。

※5 「情報法Ⅰ・Ⅱ、サイバー法A〜E、法情報学Ⅰ・Ⅱ」の中から4科目8単位を選択必修とする（組合せ自由）。

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

コース科目の見方

記号 科目区分

◎ コース必修科目

○（△1） コース必修科目（選択必修）

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△7 グローバル・スタディーズ科目

△9 コース専門情報科目

△10 基礎法・外国法科目

2022年度以降入学者
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3・4 サ イ バ ー 法 E 半期2 △1 ○（△1）※5 本年度開講せず

1〜4 デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ A 半期2 △9 メディア授業科目

1〜4 デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ B 半期2 △9

1〜4 情 報 通 信 技 術 A 半期2 △9

1〜4 情 報 通 信 技 術 B 半期2 △9

1〜4 法 ・ 情 報 ・ 社 会 A 半期2 △1

1〜4 法 ・ 情 報 ・ 社 会 B 半期2 △1

1〜4
情 報 組 織 論 Ⅰ
情 報 組 織 論 Ⅱ

半期各2
△9
△9

3・4
法 情 報 学 Ⅰ
法 情 報 学 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

○（△1）※5
○（△1）※5

メディア授業科目

3・4
民 法 特 講 Ⅰ
民 法 特 講 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
刑 法 特 講 Ⅰ
刑 法 特 講 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
医 事 法 Ⅰ
医 事 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

2〜4
ジ ェ ン ダ ー と 法 Ⅰ
ジ ェ ン ダ ー と 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

△1
△1

3・4
行 政 学 Ⅰ
行 政 学 Ⅱ

半期各2
△2
△2

1・2
ド イ ツ 語 圏 の 文 化 Ⅰ
ド イ ツ 語 圏 の 文 化 Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
ド イ ツ 語 圏 の 文 化 Ⅲ
ド イ ツ 語 圏 の 文 化 Ⅳ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

1・2
フ ラ ン ス 語 圏 の 文 化 Ⅰ
フ ラ ン ス 語 圏 の 文 化 Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ⅰ
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ⅱ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

1・2 イ ギ リ ス 文 化 半期2 △3

3・4
ア メ リ カ 文 化 Ⅰ
ア メ リ カ 文 化 Ⅱ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

3・4 英 語 圏 の 文 化 半期2 △3 本年度開講せず

3・4
ス ペ イ ン 文 化 Ⅰ
ス ペ イ ン 文 化 Ⅱ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

3・4
ラ テ ン ア メ リ カ 文 化 Ⅰ
ラ テ ン ア メ リ カ 文 化 Ⅱ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

1・2
ス ペ イ ン 語 圏 の 文 化 Ⅰ
ス ペ イ ン 語 圏 の 文 化 Ⅰ

半期各2
△3
△3

3・4 ア フ リ カ 文 化 半期2 △3 本年度開講せず

1・2
ア ジ ア 文 化 Ⅰ
ア ジ ア 文 化 Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
ア ジ ア 文 化 Ⅲ
ア ジ ア 文 化 Ⅳ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

1・2
イ ス ラ ー ム 文 化 Ⅰ
イ ス ラ ー ム 文 化 Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
イ ス ラ ー ム 文 化 Ⅲ
イ ス ラ ー ム 文 化 Ⅳ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

※5 「情報法Ⅰ・Ⅱ、サイバー法A〜E、法情報学Ⅰ・Ⅱ」の中から4科目8単位を選択必修とする（組合せ自由）。

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

コース科目の見方

記号 科目区分

◎ コース必修科目

○（△1） コース必修科目（選択必修）

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△7 グローバル・スタディーズ科目

△9 コース専門情報科目

△10 基礎法・外国法科目

2022年度以降入学者
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1・2
日 本 文 化 Ａ Ⅰ
日 本 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

1・2
日 本 文 化 Ｂ Ⅰ
日 本 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

1・2
日 本 文 化 Ｃ Ⅰ
日 本 文 化 Ｃ Ⅱ

半期各2
△3
△3

1・2
日 本 文 化 Ｄ Ⅰ
日 本 文 化 Ｄ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
比 較 文 化 Ａ Ⅰ
比 較 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

3・4
比 較 文 化 B Ⅰ
比 較 文 化 B Ⅱ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

1・2
異 文 化 理 解 Ⅰ
異 文 化 理 解 Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
国 際 関 係 論 Ⅰ
国 際 関 係 論 Ⅱ

半期各2
△7
△7

3・4
国 際 政 治 史 Ⅰ
国 際 政 治 史 Ⅱ

半期各2
△7
△7

本年度開講せず

3・4
外 交 史 Ⅰ
外 交 史 Ⅱ

半期各2
△7
△7

本年度開講せず

2〜4
司法演習Ⅰ（法曹コースクラス）
司法演習Ⅱ（法曹コースクラス）

半期各2
△1
△1

法曹コース選択者のみ履修可

2〜4
司法演習Ⅰ（一般クラス）
司法演習Ⅱ（一般クラス）

半期各2
△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

法曹コース以外の者は履修可

2
法 律 英 語 Ⅰ
法 律 英 語 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

3・4
法 律 外 書 講 読 Ⅰ
法 律 外 書 講 読 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

1〜4 Ｉ Ｃ Ｔ エ レ メ ン タ リ ー 半期2 △9

詳細は2023年度
『情報関係科目シラバス』
（WEB公開）参照
一部の科目は

メディア授業科目併設

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ ベ ー シ ッ ク Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ ベ ー シ ッ ク Ⅱ

半期各2
△9
△9

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ 統 計 解 析 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ 統 計 解 析 Ⅱ

半期各2
△9
△9

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ デ ー タ ベ ー ス Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ デ ー タ ベ ー ス Ⅱ

半期各2
△9
△9

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ メ デ ィ ア 編 集 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ メ デ ィ ア 編 集 Ⅱ

半期各2
△9
△9

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ ア プ リ 開 発 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ ア プ リ 開 発 Ⅱ

半期各2
△9
△9

1〜4
ＩＣＴコンテンツデザインⅠ
ＩＣＴコンテンツデザインⅡ

半期各2
△9
△9

1〜4
Ｉ Ｃ Ｔ 総 合 実 践 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ 総 合 実 践 Ⅱ

半期各2
△9
△9

1〜4
留 学 関 係 科 目 F Ⅰ
留 学 関 係 科 目 F Ⅱ

各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

単位認定用科目

※2 以下のどちらか一方の条件を満たすことで選択必修とする。

(1) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」および「国際私法Ⅰ・Ⅱ」の4科目8単位を修得すること。

(2) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を修得するほか、「Introduction to Modern

Law Ⅰ・Ⅱ、Business Law in English Ⅰ・Ⅱ、法律英語Ⅰ・Ⅱ、法律外書講読Ⅰ・Ⅱ、留学関係科目FⅠ・Ⅱ、Legal Studies

Abroad AⅠ〜EⅡ、Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」の中から2科目4単位を修得すること（組合せ自由）。

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

コース科目の見方

記号 科目区分

◎ コース必修科目

○（△1） コース必修科目（選択必修）

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△7 グローバル・スタディーズ科目

△9 コース専門情報科目

△10 基礎法・外国法科目

2022年度以降入学者

56



2023年度_明大法学部新入生履修案内_3k.smd  Page 51 23/03/14 09:37  v4.00

1〜4
Legal Studies Abroad A Ⅰ
Legal Studies Abroad A Ⅱ

各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

1〜4
Legal Studies Abroad B Ⅰ
Legal Studies Abroad B Ⅱ

各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

1〜4
Legal Studies Abroad C Ⅰ
Legal Studies Abroad C Ⅱ

各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

1〜4
Legal Studies Abroad D Ⅰ
Legal Studies Abroad D Ⅱ

各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

1〜4
Legal Studies Abroad E Ⅰ
Legal Studies Abroad E Ⅱ

各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

1〜4
Japanese Law Study in English AⅠ
Japanese Law Study in English AⅡ

各2
△1
△1

△1
△1

○（△1）※2
○（△1）※2

△1
△1

※2 以下のどちらか一方の条件を満たすことで選択必修とする。

(1) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」および「国際私法Ⅰ・Ⅱ」の4科目8単位を修得すること。

(2) 「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を修得するほか、「Introduction to Modern

Law Ⅰ・Ⅱ、Business Law in English Ⅰ・Ⅱ、法律英語Ⅰ・Ⅱ、法律外書講読Ⅰ・Ⅱ、留学関係科目FⅠ・Ⅱ、Legal Studies

Abroad AⅠ〜EⅡ、Japanese Law Study in English AⅠ・Ⅱ」の中から2科目4単位を修得すること（組合せ自由）。

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

コース科目の見方

記号 科目区分

◎ コース必修科目

○（△1） コース必修科目（選択必修）

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△7 グローバル・スタディーズ科目

△9 コース専門情報科目

△10 基礎法・外国法科目

2022年度以降入学者
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半期各2
△ 哲 学 Ⅰ

△ 哲 学 Ⅱ
1〜4

人

文

単位数授業科目配当
年次 備考

2023年度『全学共通総合講座シラバス』

（WEB公開）参照
半期2△ 総 合 講 座1〜4

半期各2
△ 経 済 学 Ⅰ

△ 経 済 学 Ⅱ
1〜4

共
通
講
座

半期各2
△ 政 治 学 Ⅰ

△ 政 治 学 Ⅱ
1〜4

社

会

半期各2
△ 自 由 講 座 （春 学 期）

△ 自 由 講 座 （秋 学 期）

半期各2
△ 芸 術 Ⅰ

△ 芸 術 Ⅱ
1〜4

1〜4

半期各2
△ エ ネ ル ギ ー と 環 境 Ⅰ

△ エ ネ ル ギ ー と 環 境 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 科 学 と 技 術 の 歴 史 Ⅰ

△ 科 学 と 技 術 の 歴 史 Ⅱ
1〜4

1〜4

半期各2
△ 数 理 と 情 報 Ⅰ

△ 数 理 と 情 報 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 心 理 学 Ⅰ

△ 心 理 学 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 倫 理 学 Ⅰ

△ 倫 理 学 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 生 命 と 人 間 Ⅰ

△ 生 命 と 人 間 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ こ と ば の 文 化 Ⅰ

△ こ と ば の 文 化 Ⅱ

総
合
教
養
科
目
群

科目区分
(群)等

12 授業科目一覧（2018～2021年度入学者）

必修科目は、必ず指定された学年（配当年次）に履修すること。その他の科目についても原則として配当

された年次で履修することが望ましい。配当年次が複数年次にまたがって表記されている科目については、

最下級年次に履修することが望ましい。

なお、自分の学年より下級年次に配当されている科目は履修できるが、上級年次に配当されている科目は

履修できない。

以下の科目名・科目区分は、2018年～2021年度入学者を対象とする内容が掲載されている。カリキュラム

（入学年度）により、履修できない科目や、科目区分が異なる科目があるので注意すること。

2022年度以降入学者は、P.44～57の授業科目一覧表（2022年度以降入学者）を参照すること。2013〜2017年

度入学者はP.72〜86の授業科目一覧（2013〜2017年度入学者）を参照すること。

� 総合教養科目群（選択必修科目）

半期各2
△ 物 質 と 宇 宙 Ⅰ

△ 物 質 と 宇 宙 Ⅱ
1〜4

自

然

半期各2
△ 社 会 思 想 史 Ⅰ

△ 社 会 思 想 史 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 社 会 学 Ⅰ

△ 社 会 学 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 歴 史 学 Ⅰ

△ 歴 史 学 Ⅱ
1〜4

2018～2021年度入学者

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

歴史学Ⅰのみ開講

※1

※1 一部をメディア授業科目として実施。メディア授業科目については、６ページを参照すること。
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半期各2
情 報 と 社 会 Ａ

情 報 と 社 会 Ｂ
1〜4

備考単位数授業科目配当
年次

半期各2
ＩＣＴコンテンツデザインⅠ

ＩＣＴコンテンツデザインⅡ
1〜4

半期各2
Ｉ Ｃ Ｔ 総 合 実 践 Ⅰ

Ｉ Ｃ Ｔ 総 合 実 践 Ⅱ
1〜4

半期各21〜4

半期各21〜4

半期各21〜4

半期各21〜4

半期各21〜4

半期21〜4

情
報
科
目
群

科目区分
(群)等

� 情報科目群

本年度開講せず

半期各2

◎ 日 本 語 文 献 精 読 Ⅰ

◎ 日 本 語 文 献 精 読 Ⅱ

◎ 初 級 日 本 語 演 習 Ⅰ ※

◎ 初 級 日 本 語 演 習 Ⅱ ※

1 ※外国人留学生科目

単位数授業科目配当
年次 備考

1〜4

半期各2
日 本 文 学 と 法 Ⅰ

日 本 文 学 と 法 Ⅱ
1〜4

半期各2
日 本 の 漢 字 文 化 Ⅰ

日 本 の 漢 字 文 化 Ⅱ
1〜4

半期各2
日 本 文 化 史 Ⅰ

日 本 文 化 史 Ⅱ

日
本
語
科
目
群

科目区分
(群)等

� 日本語科目群（◎は必修科目）

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

2018～2021年度入学者

詳細は2023年度
『情報関係科目シラバス』（WEB公開）参照

一部の科目は
メディア授業科目併設

※1　一部をメディア授業科目として実施。メディア授業科目については，6ページを参照すること。

Ｉ Ｃ Ｔ エ レ メ ン タ リ ー
Ｉ Ｃ Ｔ ベ ー シ ッ ク Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ ベ ー シ ッ ク Ⅱ
Ｉ Ｃ Ｔ 統 計 解 析 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ 統 計 解 析 Ⅱ
Ｉ Ｃ Ｔ デ ー タ ベ ー ス Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ デ ー タ ベ ー ス Ⅱ
Ｉ Ｃ Ｔ メ デ ィ ア 編 集 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ メ デ ィ ア 編 集 Ⅱ
Ｉ Ｃ Ｔ ア プ リ 開 発 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ ア プ リ 開 発 Ⅱ

※1

※1
※1

※1
※1

※1
※1

※1
※1

※1
※1
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半期各1
△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ａ Ⅰ

△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

外
国
語
科
目
Ⅱ

本年度開講せず外
国
語
科
目
Ⅲ

半期各1
△ Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ａ Ⅰ

△ Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ａ Ⅱ
2

半期各1
△Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡⅠ

△Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡⅡ
2

半期各1
△Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅠ

△Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅡ
2

2

半期各1
Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｂ Ⅰ

Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｂ Ⅱ
3・4

半期各1
△Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ

△Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａr ＡⅡ
2

半期各1
△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｂ Ⅰ

△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｂ Ⅱ
1

半期各1
Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅａｄｉｎｇ Ⅰ

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅａｄｉｎｇ Ⅱ
3・4

半期各1
△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｃ Ⅰ

△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｃ Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

� 外国語科目群（◎印は必修科目、△印は選択必修科目）
（�）English

半期各1
Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＢⅠ

Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＢⅡ
3・4

半期各1
Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＢⅠ

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＢⅡ
3・4

半期各1
△ＴＯＥＩＣ／ＴＯＥＦＬ講座ＡⅠ

△ＴＯＥＩＣ／ＴＯＥＦＬ講座ＡⅡ
2

半期各1
Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅠ

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅡ
3・4

本年度開講せず

本年度開講せず

2018～2021年度入学者
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半期各1
◎ 初 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）ドイツ語

半期各1
上 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

上 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
3・4

半期各1
時 事 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

時 事 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
3・4

本年度開講せず

半期各1
資 格 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

資 格 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
3・4

半期各1
上 級 ド イ ツ 語 Ⅰ

上 級 ド イ ツ 語 Ⅱ
3・4

2

入学試験時に、ドイツ語で受験した学生用に
開設。ただし、ドイツ語で受験しなかった学
生でも、能力次第でこれらの科目を履修する

ことができる。

半期各1

△ 特 別 ド イ ツ 語 Ｃ Ⅰ

△ 特 別 ド イ ツ 語 Ｃ Ⅱ

△ 特 別 ド イ ツ 語 Ｄ Ⅰ

△ 特 別 ド イ ツ 語 Ｄ Ⅱ

2

半期各1
ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ Ⅰ

ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

本年度開講せず

半期各1
△ ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ａ Ⅰ

△ ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ａ Ⅱ
2

半期各1
△ 時 事 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

△ 時 事 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
2

半期各1
△ 資 格 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

△ 資 格 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ

半期各1
△ 中 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

△ 中 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
2

半期各1
△ 中 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

△ 中 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
2

1

本年度開講せず半期各1
△ 初 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

△ 初 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
1

入学試験時に、ドイツ語で受験した学生用に
開設。ただし、ドイツ語で受験しなかった学
生でも、能力次第でこれらの科目を履修する

ことができる。

半期各1

◎ 特 別 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

◎ 特 別 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ

◎ 特 別 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

◎ 特 別 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ

1

半期各1
△ 初 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

△ 初 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

2018～2021年度入学者
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半期各1
◎ 初 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）フランス語

本年度開講せず半期各1
上 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

上 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
3・4

本年度開講せず半期各1
資 格 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

資 格 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
3・4

半期各1
上 級 フ ラ ン ス 語 Ⅰ

上 級 フ ラ ン ス 語 Ⅱ
3・4

2

入学試験時に、フランス語で受験した学生用

に開設。ただし、フランス語で受験しなかっ

た学生でも、能力次第でこれらの科目を履修

することができる。

半期各1

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｃ Ⅰ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｃ Ⅱ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｄ Ⅰ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｄ Ⅱ

2

半期各1
時 事 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

時 事 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

半期各1
△フランス語ゼミ ナールＡⅠ

△フランス語ゼミ ナールＡⅡ
2

半期各1
△ 時 事 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

△ 時 事 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
2

半期各1
△ 資 格 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

△ 資 格 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ

半期各1
△ 中 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

△ 中 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
2

半期各1
△ 中 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

△ 中 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
2

1

本年度開講せず半期各1
△ 初 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

△ 初 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
1

入学試験時に、フランス語で受験した学生用

に開設。ただし、フランス語で受験しなかっ

た学生でも、能力次第でこれらの科目を履修

することができる。

半期各1

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ

1

半期各1
△ 初 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

△ 初 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

2018～2021年度入学者
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半期各1
◎ 初 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）中国語

半期各1
上 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

上 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

半期各1
上 級 中 国 語 B Ⅰ

上 級 中 国 語 B Ⅱ
3・4

1

半期各1
△ 中 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 中 国 語 Ｂ Ⅰ

△ 中 級 中 国 語 Ｂ Ⅱ
2

半期各1
◎ 初 級 中 国 語 Ｂ Ⅰ

◎ 初 級 中 国 語 Ｂ Ⅱ
外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

半期各1
◎ 初 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）スペイン語

半期各1
△ ス ペ イ ン 語 実 践 Ⅰ

△ ス ペ イ ン 語 実 践 Ⅱ
2〜4

半期各1
上 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

上 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

本年度開講せず

半期各1
上 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

上 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ
3・4

1

半期各1
△ 中 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
2外

国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

△ 中 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ
2

半期各1
◎ 初 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

◎ 初 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

半期各1
◎ 初 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）ロシア語

半期各1
上 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

上 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

本年度開講せず半期各1
上 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅰ

上 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅱ
3・4

半期各1
△ 中 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 ロ シ ア 語 B Ⅰ

△ 中 級 ロ シ ア 語 B Ⅱ

本年度開講せず

半期各1
◎ 初 級 ロ シ ア 語 B Ⅰ

◎ 初 級 ロ シ ア 語 B Ⅱ
外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

本年度開講せず

2018～2021年度入学者
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半期各1
◎ 日 本 語 Ａ Ⅰ ※

◎ 日 本 語 Ａ Ⅱ ※
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

※外国人留学生科目法

2023年度『日本語・留学生共通日本語

「日本語（上級）」 シラバス』参照

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）日本語

半期各1
◎ 日 本 語 Ｃ Ⅰ ※

◎ 日 本 語 Ｃ Ⅱ ※
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
◎ 日 本 語 Ｄ Ⅰ ※

◎ 日 本 語 Ｄ Ⅱ ※

半期各1
◎ 日 本 語 Ｂ Ⅰ ※

◎ 日 本 語 Ｂ Ⅱ ※

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

半期各1
◎ 基 礎 運 動 実 習 Ⅰ

◎ 基 礎 運 動 実 習 Ⅱ
1

単位数授業科目配当
年次 備考

健 康 ・ 運 動 科 学1〜4 半期2

半期1ス ポ ー ツ 実 習2〜4

保
健
体
育
科
目
群

科目区分
(群)等

� 保健体育科目群（◎は必修科目）

半期各2
◎ 憲 法 （人 権） Ⅰ

◎ 憲 法 （人 権） Ⅱ
1

単位数授業科目配当
年次 備考

2

◎ 民 法 （総 則） Ⅰ

◎ 民 法 （総 則） Ⅱ
1

半期各2
◎ 民 法 （債 権 総 論） Ⅰ

◎ 民 法 （債 権 総 論） Ⅱ
2

半期各2
◎ 刑 法 （総 論） Ⅰ

◎ 刑 法 （総 論） Ⅱ
1

半期各2
◎ 刑 法 （各 論） Ⅰ

◎ 刑 法 （各 論） Ⅱ

半期各2

半期各2
◎ 憲 法 （統 治） Ⅰ

◎ 憲 法 （統 治） Ⅱ
2

法
律
必
修
科
目
群

科目区分
(群)等

� 法律必修科目群（必修科目）

2018～2021年度入学者
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半期1◎ 法 律 リ テ ラ シ ー1

半期2特 設 演 習（留 学 生 向 け）

単位数授業科目配当
年次 備考

1

プ レ ゼ ミ A

プ レ ゼ ミ B
2

詳細は2023年度『法学部演習案内』参照半期各2
◎ 専 門 演 習 Ａ Ⅰ

◎ 専 門 演 習 Ａ Ⅱ
3

半期各2
◎ 専 門 演 習 Ｂ Ⅰ

◎ 専 門 演 習 Ｂ Ⅱ
4

半期各2

半期1◎アカデ ミックライティング1

演
習
科
目
群

科目区分
(群)等

� 演習科目群（◎印は必修科目）

	 各コース科目群

詳細は、「1　コース科目群について（2018年度以降入学者）」（P.67〜71）を参照のこと。

半期各2
社 会 政 策 Ⅰ

社 会 政 策 Ⅱ
3・4 本年度開講せず

単位数授業科目配当
年次 備考

財 政 学 Ⅰ

財 政 学 Ⅱ
3・4

半期各2
会 計 学 Ⅰ

会 計 学 Ⅱ
3・4

半期各2

半期各2
経 済 政 策 Ⅰ

経 済 政 策 Ⅱ
3・4

自
由
選
択
科
目
群

科目区分
(群)等


 自由選択科目群

2018～2021年度入学者

本年度開講せず

65

海外地域指定校推薦入学試験

入学者（秋学期入学）用 本年度開講せず



Ⅰ・Ⅱは半

期 2，Ⅲは

半期または

通年4

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅲ

1〜4

単位認定用科目

単位数授業科目配当
年次 備考

本年度開講せず

留 学 基 礎 講 座 Ｃ Ⅱ

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ｄ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ｄ Ⅱ
1〜4

1〜4

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ａ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ａ Ⅱ
1〜4

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ｂ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ｂ Ⅱ
2〜4

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ｃ Ⅰ

2〜4

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅱ

半期各2
Legal Studies Abroad Ｃ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ｃ Ⅱ
1〜4

半期各2
Legal Studies Abroad Ｄ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ｄ Ⅱ
1〜4

半期各2
Legal Studies Abroad Ｅ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ｅ Ⅱ
1〜4

半期各2
Legal Studies Abroad Ｂ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ｂ Ⅱ
1〜4

1〜4

半期各2
Japanese Law Study in English ＡⅠ

Japanese Law Study in English ＡⅡ
1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅲ

1〜4

半期各2
Legal Studies Abroad Ａ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ａ Ⅱ

留
学
関
係
科
目
群

科目区分
(群)等

10 留学関係科目群

本年度開講せず

2018～2021年度入学者

単位認定用科目

半期2日 本 史 概 論

1〜4

単位数授業科目配当
年次

備考

半期2倫 理 学 概 論

半期2会社 学 概 論

半期2経 済 学 概 論

半期2哲 学 概 論

洋西西 概 論

半期2人 文 地 理 学 概 論

半期2自 然 地 理 学 概 論

半期2地 誌 学 概 論

半期2

半期2東 洋 史 概 論

科目区分
(群)等

11 資格課程関係科目群

資
格
課
程
関
係
科
目
群

史
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記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

1　コース科目群について（2018～2021年度入学者）

以下の表は、各コースにおける科目の取り扱い（区分）を示している。

また、以下の科目名・科目区分は、2018年度以降入学者を対象とする内容が掲載されて

いる。カリキュラム（入学年度）により、履修できない科目や、科目区分が異なる科

目があるので注意すること。

2022年度以降入学者は、P.44～57の授業科目一覧表（2022年度以降入学者）を参照す

ること。2013〜2017年度入学者はP.72〜86の授業科目一覧（2013〜2017年度入学者）

を参照すること。

下表の見方（2018～2021年度入学者）

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

2018～2021年度入学者

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

1・2 現 代 法 入 門 半期2 △1 △1 △1 △1 △1 2020年度以降入学者用

1・2 現 代 法 入 門 Ⅰ 半期2 △1 △1 △1 △1 △1 2018，2019年度入学者用

1～4 Introduction to Modern Law Ⅰ 半期2 △2 △2 △2 △1

1～4 Introduction to Modern Law Ⅱ 半期2 △2 △1

3・4
Business Law in English Ⅰ
Business Law in English Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

メディア授業科目併設本年度
はメディア授業科目のみ開講

2～4
民 法 （ 物 権 ）
民 法 （ 担 保 物 権 ）

半期各2
◎
◎

△1
△1

◎
◎

△4
△4

△1
△1

3・4
民 法 （ 契 約 ） Ⅰ
民 法 （ 契 約 ） Ⅱ

半期各2
◎
◎

△1
△1

◎
◎

△4
△4

△1
△1

3・4 民 法 （ 損 害 賠 償 ） 半期2 ◎ △2 ◎ △4 △1

2～4
民 法 （ 親 族 ） Ⅰ
民 法 （ 親 族 ） Ⅱ

半期各2
△1
△1

△2
△2

△2
△2

△4
△4

3・4 民 法 （ 相 続 ） 半期2 △1 △2 △2 △4

3・4
民　　法 　（家　族　法） Ⅰ　　※4
民　　法　 （家　族　法） Ⅱ　　※4

半期各2
△1
△1

2019年度以降入学の法曹
コース選択者のみ履修可

2～4
行 政 法 Ａ Ⅰ
行 政 法 Ａ Ⅱ

半期各2
△1
△1

◎
◎

△2
△2

△4
△4

△1
△1

2～4 行　　　政　　　法　（総　　論）　　　※4 半期2 △1
2019年度以降入学の法曹
コース選択者のみ履修可

3・4
行 政 法 Ｂ Ⅰ
行 政 法 Ｂ Ⅱ

半期各2
△2
△2

◎
◎

△4
△4

△1
△1

3・4 行　　　政　　　法　（救　済　法）　※4 半期2 △2
2019年度以降入学の法曹
コース選択者のみ履修可

3・4
租 税 法 Ⅰ
租 税 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△2
△2

3・4 地 方 自 治 ・ 公 務 員 法 半期2 △1 △1

3・4
環 境 法 Ⅰ
環 境 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

2～4
教 育 法 Ⅰ
教 育 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△1
△1

3・4
不 動 産 法 Ⅰ
不 動 産 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4 登 記 ・ 供 託 法 半期2 △2

2～4 商 法 概 論 ・ 総 則 半期2 △2 △2 △1 △1

3・4 商 行 為 法 （ 商 取 引 法 ） 半期2 △2 △2 △1 △1

2～4 会 社 法 Ⅰ （ 法 曹 コ ー ス 用 ） 半期2 ◎ 法曹コース選択者のみ履修可

2～4 会 社 法 Ⅰ 半期2 ◎ △1 ◎ △1 △1

3・4 会 社 法 Ⅱ （ 法 曹 コ ー ス 用 ） 半期2 ◎ 法曹コース選択者のみ履修可

3・4 会 社 法 Ⅱ 半期2 ◎ △1 ◎ △1 △1

3・4 会 社 法 Ⅲ 半期2 △1 △1

3・4
手 形 ・ 小 切 手 法 Ⅰ
手 形 ・ 小 切 手 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△4
△4

△1
△1

3・4
保 険 商 法 Ⅰ
保 険

・ 海
・ 海 商 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4
銀 行 取 引 法 Ⅰ
銀 行 取 引 法 Ⅱ

半期2 △2

3・4 金 融 商 品 取 引 法 半期2 △2 △1

3・4
民 事 訴 訟 法 Ⅰ （ 法 曹 コ ー ス 用 ）
民 事 訴 訟 法 Ⅱ （ 法 曹 コ ー ス 用 ）

半期各2
○※3
○※3

法曹コース選択者のみ履修可

3・4
民 事 訴 訟 法 Ⅰ
民 事 訴 訟 法 Ⅱ

半期各2
○※3
○※3

△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

3・4
民 事 執 行 ・ 保 全 法 Ⅰ
民 事 執 行 ・ 保 全 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

※3　「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」または「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択必修とする。
※4　法曹コース「一貫教育プログラム」修了要件の読替科目。 67



3・4
倒 産 処 理 法 Ⅰ
倒 産 処 理 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

2〜4
刑事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）
刑事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）

半期各2
○ ※3
○ ※3

法曹コース選択者のみ履修可
2018，2019年度入学者の

配当年次は3・4年

2〜4
刑 事 訴 訟 法 Ⅰ
刑 事 訴 訟 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△2
△2

△1
△1

△1
△1

2018，2019年度入学者の
配当年次は3・4年

3・4 経 済 刑 法 半期2 △1 △1

3・4
労 働 法 Ａ Ⅰ
労 働 法 Ａ Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

△4
△4

△1
△1

3・4
労 働 法 Ｂ Ⅰ
労 働 法 Ｂ Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4
社 会 保 障 法 Ⅰ
社 会 保 障 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△1
△1

2〜4
国 際 法 Ⅰ
国 際 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

○ ※5
○ ※5

2〜4 国 際 人 権 法 半期2 △2 △2 △1

3・4
国 際 経 済 法 Ⅰ
国 際 経 済 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

△1
△1

3・4
国 際 組 織 法 Ⅰ
国 際 組 織 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
国 際 私 法 Ⅰ
国 際 私 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

○ ※5
○ ※5

3・4
国 際 取 引 法 Ⅰ
国 際 取 引 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4 国 際 民 事 訴 訟 法 半期2 △2 △2 △1 △1

3・4
法 社 会 学 Ⅰ
法 社 会 学 Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 哲 学 Ⅰ
法 哲 学 Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 文 化 論 Ⅰ
法 文 化 論 Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 思 想 史 （西 洋） Ⅰ
法 思 想 史 （西 洋） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 思 想 史 （日 本） Ⅰ
法 思 想 史 （日 本） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 史 学 （東 洋） Ⅰ
法 史 学 （東 洋） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 史 学 （西 洋） Ⅰ
法 史 学 （西 洋） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 史 学 （日 本） Ⅰ
法 史 学 （日 本） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

1〜4
日 本 近 代 法 史 Ⅰ
日 本 近 代 法 史 Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

2〜4
比 較 法 学 Ⅰ
比 較 法 学 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
比 較 憲 法 Ⅰ
比 較 憲 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

※3「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」または「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択必修とする。
※5「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目を選択し、必修とする。

3・4
ア メ リ カ 法 Ⅰ
ア メ リ カ 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

下表の見方（2018～2021年度入学者）

2018～2021年度入学者

本年度開講せず

○ ※3
○ ※3
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3・4
イ ギ リ ス 法 Ⅰ
イ ギ リ ス 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
フ ラ ン ス 法 Ⅰ
フ ラ ン ス 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
ド イ ツ 法 Ⅰ
ド イ ツ 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
中 国 法 Ⅰ
中 国 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
Ｅ Ｕ 法 Ⅰ
Ｅ Ｕ 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
経 済 法 Ⅰ
経 済 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4
消 費 者 法 Ⅰ
消 費 者 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

3・4
知 的 財 産 法 Ａ Ⅰ
知 的 財 産 法 Ａ Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△4-2
△4-2

3・4 知 的 財 産 法 Ｂ 半期2 △2 △2 △2 △4-2

3・4
犯 罪 学 Ⅰ
犯 罪 学 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

3・4
犯 罪 者 処 遇 法 Ⅰ
犯 罪 者 処 遇 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

3・4
少 年 法 Ⅰ
少 年 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4 立 法 学 半期2 △2

3・4
情 報 法 Ⅰ
情 報 法 Ⅱ

半期各2
△4-2
△4-2

3・4 サ イ バ ー 法 Ａ 半期2 △4-2

3・4 サ イ バ ー 法 Ｂ 半期2 △4-2

3・4 サ イ バ ー 法 Ｃ 半期2 △4-2

1〜4 デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ Ａ 半期2 △4-1

1〜4 デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ Ｂ 半期2 △4-1

1〜4 情 報 通 信 技 術 Ａ 半期2 △4-1

1〜4 情 報 通 信 技 術 Ｂ 半期2 △4-1

1〜4 法 ・ 情 報 ・ 社 会 Ａ 半期2 △4-2

1〜4 法 ・ 情 報 ・ 社 会 Ｂ 半期2 △4-2

1〜4
情 報 組 織 論 Ⅰ
情 報 組 織 論 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

3・4
法 情 報 学 Ⅰ
法 情 報 学 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△4-2
△4-2

3・4
民 法 特 講 Ⅰ
民 法 特 講 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
刑 法 特 講 Ⅰ
刑 法 特 講 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
医 事 法 Ⅰ
医 事 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

2〜4
ジ ェ ン ダ ー と 法 Ⅰ
ジ ェ ン ダ ー と 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

△4
△4

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

下表の見方（2018～2021年度入学者）

2018～2021年度入学者

メディア授業科目

メディア授業科目

メディア授業科目

メディア授業科目
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3・4
行 政 学 Ⅰ
行 政 学 Ⅱ

半期各2
△2
△2

2〜4
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ａ Ⅰ
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ｂ Ⅰ
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
ア ジ ア 文 化 Ａ Ⅰ
ア ジ ア 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
ア ジ ア 文 化 Ｂ Ⅰ
ア ジ ア 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
北 米 文 化 Ａ Ⅰ
北 米 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
北 米 文 化 Ｂ Ⅰ
北 米 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
中 南 米 文 化 Ａ Ⅰ
中 南 米 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
中 南 米 文 化 Ｂ Ⅰ
中 南 米 文 化 Ｂ Ⅰ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

2〜4
イ ス ラ ー ム 文 化 Ａ Ⅰ
イ ス ラ ー ム 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
イ ス ラ ー ム 文 化 Ｂ Ⅰ
イ ス ラ ー ム 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
日 本 文 化 Ａ Ⅰ
日 本 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
日 本 文 化 Ｂ Ⅰ
日 本 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
超 域 文 化 Ａ Ⅰ
超 域 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
超 域 文 化 Ｂ Ⅰ
超 域 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
比 較 文 化 Ａ Ⅰ
比 較 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
比 較 文 化 Ｂ Ⅰ
比 較 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
国 際 関 係 論 Ⅰ
国 際 関 係 論 Ⅱ

半期各2
△4
△4

3・4
国 際 政 治 史 Ⅰ
国 際 政 治 史 Ⅱ

半期各2
△4
△4

3・4
外 交 史 Ⅰ
外 交 史 Ⅱ

半期各2
△4
△4

2〜4
司法演習Ⅰ（法曹コースクラス）
司法演習Ⅱ（法曹コースクラス）

半期各2
△1
△1

法曹コース選択者のみ履修可

2〜4
司法演習Ⅰ（一般クラ ス）
司法演習Ⅱ（一般クラ ス）

半期各2
△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

法曹コース以外の者は履修可

2
法 律 英 語 Ⅰ
法 律 英 語 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

3・4
法 律 外 書 講 読 Ⅰ
法 律 外 書 講 読 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

1〜4 情 報 と 社 会 Ａ 半期2 △4-1

1〜4 情 報 と 社 会 Ｂ 半期2 △4-1

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

下表の見方（2018～2021年度入学者）

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

2018～2021年度入学者

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず
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1〜4 ICT エ レ メ ン タ リ ー 半期2 △4-1

1〜4
ICT ベ ー シ ッ ク Ⅰ
ICT ベ ー シ ッ ク Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT 統 計 解 析 Ⅰ
ICT 統 計 解 析 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT デ ー タ ベ ー ス Ⅰ
ICT デ ー タ ベ ー ス Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT メ デ ィ ア 編 集 Ⅰ
ICT メ デ ィ ア 編 集 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT ア プ リ 開 発 Ⅰ
ICT ア プ リ 開 発 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT コンテンツデザインⅠ
ICT コンテンツデザインⅡ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT 総 合 実 践 Ⅰ
ICT 総 合 実 践 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅰ

半期各2
△1 △1 △1 △1

単位認定用科目
留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅱ △1 △1 △1 △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ａ Ⅰ

半期各2
△1 △1 △1 △1

単位認定用科目

Legal Studies Abroad Ａ Ⅱ △1 △1 △1 △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ｂ Ⅰ

半期各2
△1 △1 △1 △1

Legal Studies Abroad Ｂ Ⅱ △1 △1 △1 △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ｃ Ⅰ

半期各2
△1 △1 △1 △1

Legal Studies Abroad Ｃ Ⅱ △1 △1 △1 △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ｄ Ⅰ

半期各2
△1 △1 △1 △1

Legal Studies Abroad Ｄ Ⅱ △1 △1 △1 △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ｅ Ⅰ

半期各2
△1 △1 △1 △1

Legal Studies Abroad Ｅ Ⅱ △1 △1 △1 △1

1〜4
Japanese Law Study in English ＡⅠ

半期各2
△1 △1 △1 △1

単位認定用科目
Japanese Law Study in English ＡⅡ △1 △1 △1 △1

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

下表の見方（2018～2021年度入学者）

2018～2021年度入学者

詳細は2023年度
『情報関係科目シラバス』
（WEB公開）参照
一部の科目は

メディア授業科目併設
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13 授業科目一覧（2013〜2017年度入学者）

必修科目は、必ず指定された学年（配当年次）に履修すること。その他の科目についても原則として配当

された年次で履修することが望ましい。配当年次が複数年次にまたがって表記されている科目については、

最下級年次に履修することが望ましい。

なお、自分の学年より下級年次に配当されている科目は履修できるが、上級年次に配当されている科目は

履修できない。

以下の科目名・科目区分は、2013〜2017年度入学者を対象とする内容が掲載されている。カリキュラム

（入学年度）により、履修できない科目や、科目区分が異なる科目があるので注意すること。

半期各2
△ 哲 学 Ⅰ

△ 哲 学 Ⅱ
1〜4

人
文

単位数授業科目配当
年次 備考

2022年度以降入学者は、P.44～57の授業科目一覧表（2022年度以降入学者）を参照すること。2018〜2021

年度入学者はP.58〜72の授業科目一覧（2018〜2021年度入学者）を参照すること。

� 総合教養科目群（選択必修科目）

半期各2
△ 自 由 講 座 （春 学 期）

△ 自 由 講 座 （秋 学 期）
1〜4共

通
講
座

2023年度『全学共通総合講座シラバス』

（WEB公開）参照
半期2△ 総 合 講 座1〜4

半期各2
△ 数 理 と 情 報 Ⅰ

△ 数 理 と 情 報 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ エ ネ ル ギ ー と 環 境 Ⅰ

△ エ ネ ル ギ ー と 環 境 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 科 学 と 技 術 の 歴 史 Ⅰ

△ 科 学 と 技 術 の 歴 史 Ⅱ
1〜4

1〜4

半期各2
△ 物 質 と 宇 宙 Ⅰ

△ 物 質 と 宇 宙 Ⅱ
1〜4

自
然

半期各2
△ 生 命 と 人 間 Ⅰ

△ 生 命 と 人 間 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 社 会 学 Ⅰ

△ 社 会 学 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 歴 史 学 Ⅰ

△ 歴 史 学 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 社 会 思 想 史 Ⅰ

△ 社 会 思 想 史 Ⅱ

半期各2
△ 芸 術 Ⅰ

△ 芸 術 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 政 治 学 Ⅰ

△ 政 治 学 Ⅱ
1〜4

社
会

半期各2
△ 経 済 学 Ⅰ

△ 経 済 学 Ⅱ
1〜4

1〜4

半期各2
△ こ と ば の 文 化 Ⅰ

△ こ と ば の 文 化 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 心 理 学 Ⅰ

△ 心 理 学 Ⅱ
1〜4

半期各2
△ 倫 理 学 Ⅰ

△ 倫 理 学 Ⅱ

総
合
教
養
科
目
群

科目区分
(群)等

本年度開講せず

2013〜2017年度入学者

※1 一部をメディア授業科目として実施。メディア授業科目については、6ページを参照すること。

※1

本年度開講せず

本年度開講せず

歴史学Ⅰのみ開講
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半期各2

◎ 日 本 語 文 献 精 読 Ⅰ

◎ 日 本 語 文 献 精 読 Ⅱ

◎ 初 級 日 本 語 演 習 Ⅰ ※

◎ 初 級 日 本 語 演 習 Ⅱ ※

1

※外国人留学生科目

講義内容は「日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ」を

確認すること。

単位数授業科目配当
年次 備考

日 本 文 化 史 Ⅰ

日 本 文 化 史 Ⅱ
1〜4

本年度開講せず半期各2
日 本 文 学 と 法 Ⅰ

日 本 文 学 と 法 Ⅱ
1〜4

半期各2

半期各2
日 本 の 漢 字 文 化 Ⅰ

日 本 の 漢 字 文 化 Ⅱ
1〜4

日
本
語
科
目
群

科目区分
(群)等

� 日本語科目群（◎は必修科目）

半期各2

半期各2
情 報 と 社 会 Ａ

情 報 と 社 会 Ｂ
1〜4

Ｉ Ｃ Ｔ 総 合 実 践 Ⅰ

Ｉ Ｃ Ｔ 総 合 実 践 Ⅱ
1〜4

単位数授業科目配当
年次 備考

1〜4

半期各21〜4

半期各21〜4

半期各2
ＩＣＴコンテンツデザインⅠ

ＩＣＴコンテンツデザインⅡ
1〜4

1〜4

半期各21〜4

半期各21〜4

半期各2

半期2

半期各2
法 情 報 学 Ⅰ

法 情 報 学 Ⅱ
3・4

情
報
科
目
群

科目区分
(群)等

� 情報科目群

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

2013〜2017年度入学者

詳細は2023年度
『情報関係科目シラバス』（WEB公開）参照

一部の科目は
メディア授業科目併設

※2 一部をメディア授業科目として実施。メディア授業科目については、6ページを参照すること。

Ｉ Ｃ Ｔ エ レ メ ン タ リ ー

Ｉ Ｃ Ｔ ベ ー シ ッ ク Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ ベ ー シ ッ ク Ⅱ
Ｉ Ｃ Ｔ 統 計 解 析 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ 統 計 解 析 Ⅱ
Ｉ Ｃ Ｔ デ ー タ ベ ー ス Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ デ ー タ ベ ー ス Ⅱ
Ｉ Ｃ Ｔ メ デ ィ ア 編 集 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ メ デ ィ ア 編 集 Ⅱ

※1

※1
※1

※1
※1

※1
※1

※1
※1

※1
※1

Ｉ Ｃ Ｔ ア プ リ 開 発 Ⅰ
Ｉ Ｃ Ｔ ア プ リ 開 発 Ⅱ

メディア授業科目
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半期各1
△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ａ Ⅰ

△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

（�）English

単位数授業科目配当
年次 備考

� 外国語科目群（◎印は必修科目、△印は選択必修科目）

半期各1
Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｂ Ⅰ

Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｂ Ⅱ
3・4

本年度開講せず

半期各1
ＴＯＥＩＣ／ＴＯＥＦＬ講座ＢⅠ

ＴＯＥＩＣ／ＴＯＥＦＬ講座ＢⅡ
3・4

3・4

半期各1
Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＢⅠ

Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＢⅡ
3・4

半期各1
Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅａｄｉｎｇ Ⅰ

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅａｄｉｎｇ Ⅱ
3・4

半期各1
△ＴＯＥＩＣ／ＴＯＥＦＬ講座ＡⅠ

△ＴＯＥＩＣ／ＴＯＥＦＬ講座ＡⅡ
2

半期各1
Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅠ

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅡ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

本年度開講せず半期各1
Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＢⅠ

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＢⅡ

半期各1
△Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅠ

△Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅡ
2

半期各1
△Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡⅠ

△Ｍｅｄｉａ Ｅｎｇｌｉｓｈ ＡⅡ
2

半期各1
△ Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ａ Ⅰ

△ Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ａ Ⅱ
2

1

半期各1
△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｃ Ⅰ

△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｃ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ

△Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａr ＡⅡ
2

半期各1
△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｂ Ⅰ

△ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ Ｂ Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

本年度開講せず

本年度開講せず

2013〜2017年度入学者
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半期各1
◎ 初 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）ドイツ語

半期各1
上 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

上 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
3・4

半期各1
時 事 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

時 事 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
3・4

半期各1
資 格 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

資 格 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
3・4

本年度開講せず

半期各1
上 級 ド イ ツ 語 Ⅰ

上 級 ド イ ツ 語 Ⅱ
3・4

2

入学試験時に、ドイツ語で受験した学生用に
開設。ただし、ドイツ語で受験しなかった学
生でも、能力次第でこれらの科目を履修する

ことができる。

半期各1

△ 特 別 ド イ ツ 語 Ｃ Ⅰ

△ 特 別 ド イ ツ 語 Ｃ Ⅱ

△ 特 別 ド イ ツ 語 Ｄ Ⅰ

△ 特 別 ド イ ツ 語 Ｄ Ⅱ

2

半期各1
ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ Ⅰ

ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

本年度開講せず

半期各1
△ ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ａ Ⅰ

△ ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル Ａ Ⅱ
2

半期各1
△ 時 事 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

△ 時 事 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
2

半期各1
△ 資 格 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

△ 資 格 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ

半期各1
△ 中 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

△ 中 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ
2

半期各1
△ 中 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

△ 中 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
2

1

本年度開講せず半期各1
△ 初 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅰ

△ 初 級 ド イ ツ 語 実 践 Ⅱ
1

入学試験時に、ドイツ語で受験した学生用に
開設。ただし、ドイツ語で受験しなかった学
生でも、能力次第でこれらの科目を履修する

ことができる。

半期各1

◎ 特 別 ド イ ツ 語 Ａ Ⅰ

◎ 特 別 ド イ ツ 語 Ａ Ⅱ

◎ 特 別 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

◎ 特 別 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ

1

半期各1
△ 初 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅰ

△ 初 級 ド イ ツ 語 Ｂ Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

2013〜2017年度入学者
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半期各1
◎ 初 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）フランス語

本年度開講せず半期各1
上 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

上 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
3・4

半期各1
時 事 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

時 事 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
3・4

本年度開講せず半期各1
資 格 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

資 格 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
3・4

半期各1
上 級 フ ラ ン ス 語 Ⅰ

上 級 フ ラ ン ス 語 Ⅱ
3・4

2

入学試験時に、フランス語で受験した学生用

に開設。ただし、フランス語で受験しなかっ

た学生でも、能力次第でこれらの科目を履修

することができる。

半期各1

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｃ Ⅰ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｃ Ⅱ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｄ Ⅰ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｄ Ⅱ

2

本年度開講せず半期各1
フ ラ ン ス 語 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ Ⅰ

フ ラ ン ス 語 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

半期各1
△フランス語ゼミ ナールＡⅠ

△フランス語ゼミ ナールＡⅡ
2

半期各1
△ 時 事 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

△ 時 事 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
2

半期各1
△ 資 格 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

△ 資 格 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ

半期各1
△ 中 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

△ 中 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ
2

半期各1
△ 中 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

△ 中 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
2

1

本年度開講せず半期各1
△ 初 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅰ

△ 初 級 フ ラ ン ス 語 実 践 Ⅱ
1

入学試験時に、フランス語で受験した学生用

に開設。ただし、フランス語で受験しなかっ

た学生でも、能力次第でこれらの科目を履修

することができる。

半期各1

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅰ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ａ Ⅱ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

◎ 特 別 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ

1

半期各1
△ 初 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅰ

△ 初 級 フ ラ ン ス 語 Ｂ Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

2013〜2017年度入学者
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半期各1
◎ 初 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）中国語

半期各1
上 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

上 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

半期各1
上 級 中 国 語 B Ⅰ

上 級 中 国 語 B Ⅱ
3・4

1

半期各1
△ 中 級 中 国 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 中 国 語 Ａ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 中 国 語 Ｂ Ⅰ

△ 中 級 中 国 語 Ｂ Ⅱ
2

半期各1
◎ 初 級 中 国 語 Ｂ Ⅰ

◎ 初 級 中 国 語 Ｂ Ⅱ
外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

半期各1
◎ 初 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）スペイン語

半期各1
△ ス ペ イ ン 語 実 践 Ⅰ

△ ス ペ イ ン 語 実 践 Ⅱ
2〜4

半期各1
上 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

上 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

本年度開講せず

半期各1
上 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

上 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ
3・4

1

半期各1
△ 中 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 ス ペ イ ン 語 Ａ Ⅱ
2外

国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

△ 中 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ
2

半期各1
◎ 初 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅰ

◎ 初 級 ス ペ イ ン 語 Ｂ Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

半期各1
◎ 初 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

◎ 初 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）ロシア語

半期各1
上 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

上 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
3・4

外
国
語
科
目
Ⅲ

本年度開講せず半期各1
上 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅰ

上 級 ロ シ ア 語 Ｂ Ⅱ
3・4

半期各1
△ 中 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅰ

△ 中 級 ロ シ ア 語 Ａ Ⅱ
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
△ 中 級 ロ シ ア 語 B Ⅰ

△ 中 級 ロ シ ア 語 B Ⅱ

本年度開講せず

半期各1
◎ 初 級 ロ シ ア 語 B Ⅰ

◎ 初 級 ロ シ ア 語 B Ⅱ
外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

本年度開講せず

2013〜2017年度入学者
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半期各1
◎ 日 本 語 Ａ Ⅰ ※

◎ 日 本 語 Ａ Ⅱ ※
1

外
国
語
科
目
Ⅰ

※外国人留学生科目

2023年度『日本語・留学生共通日本語
「日本語（上級）」シラバス 』参照

単位数授業科目配当
年次 備考

（�）日本語

半期各1
◎ 日 本 語 Ｃ Ⅰ ※

◎ 日 本 語 Ｃ Ⅱ ※
2

外
国
語
科
目
Ⅱ

半期各1
◎ 日 本 語 Ｄ Ⅰ ※

◎ 日 本 語 Ｄ Ⅱ ※

半期各1
◎ 日 本 語 Ｂ Ⅰ ※

◎ 日 本 語 Ｂ Ⅱ ※

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

半期各2
法 律 英 語 Ⅰ

法 律 英 語 Ⅱ
2

法
律
外
国
語
科
目

単位数授業科目配当
年次 備考

（	）法律外国語

3・4 半期各2
法 律 外 書 講 読 Ⅰ

法 律 外 書 講 読 Ⅱ

外
国
語
科
目
群

科目区分
(群)等

半期各1
◎ 基 礎 運 動 実 習 Ⅰ

◎ 基 礎 運 動 実 習 Ⅱ
1

単位数授業科目配当
年次 備考

健 康 ・ 運 動 科 学1〜4 半期2

半期1ス ポ ー ツ 実 習2〜4

保
健
体
育
科
目
群

科目区分
(群)等

� 保健体育科目群（◎は必修科目）

2013〜2017年度入学者
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半期各2
◎ 憲 法 （人 権） Ⅰ

◎ 憲 法 （人 権） Ⅱ
1

単位数授業科目配当
年次 備考

2

◎ 民 法 （総 則） Ⅰ

◎ 民 法 （総 則） Ⅱ
1

半期各2
◎ 民 法 （債 権 総 論） Ⅰ

◎ 民 法 （債 権 総 論） Ⅱ
2

半期各2
◎ 刑 法 （総 論） Ⅰ

◎ 刑 法 （総 論） Ⅱ
1

半期各2
◎ 刑 法 （各 論） Ⅰ

◎ 刑 法 （各 論） Ⅱ

半期各2

半期各2
◎ 憲 法 （統 治） Ⅰ

◎ 憲 法 （統 治） Ⅱ
2

法
律
必
修
科
目
群

科目区分
(群)等

� 法律必修科目群（必修科目）

半期1◎ 法 律 リ テ ラ シ ー1

本年度開講せず

単位数授業科目配当
年次 備考

△ プ ロ ゼ ミ A

△ プ ロ ゼ ミ B
1・2

詳細は2023年度『法学部演習案内』参照半期各2
◎ 専 門 演 習 Ａ Ⅰ

◎ 専 門 演 習 Ａ Ⅱ
3

半期各2
◎ 専 門 演 習 Ｂ Ⅰ

◎ 専 門 演 習 Ｂ Ⅱ
4

本年度開講せず半期各2

半期2△ 教 養 基 礎 演 習1・2
演
習
科
目
群

科目区分
(群)等

�　演習科目群（◎印は必修科目、△印は選択必修科目）

	 各コース科目群

詳細は、1 コース科目群について（2013〜2017年度入学者）」（P.82〜86）を参照のこと。

2013〜2017年度入学者
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半期各2
社 会 政 策 Ⅰ

社 会 政 策 Ⅱ
3・4 本年度開講せず

単位数授業科目配当
年次 備考

半期各2
法 学 総 合 講 座 Ａ Ⅰ

法 学 総 合 講 座 Ａ Ⅱ
3・4

半期各2
法 学 総 合 講 座 Ｂ Ⅰ

法 学 総 合 講 座 Ｂ Ⅱ
3・4

半期各2
法 学 総 合 講 座 Ｃ Ⅰ

法 学 総 合 講 座 Ｃ Ⅱ
3・4

1〜4

半期各2
法 学 基 礎 講 座 Ｃ Ⅰ

法 学 基 礎 講 座 Ｃ Ⅱ
1〜4

半期各2
法 学 基 礎 講 座 Ｄ Ⅰ

法 学 基 礎 講 座 Ｄ Ⅱ
1〜4

半期各2
法 学 基 礎 講 座 Ｅ Ⅰ

法 学 基 礎 講 座 Ｅ Ⅱ
1〜4

財 政 学 Ⅰ

財 政 学 Ⅱ
3・4

半期各2
会 計 学 Ⅰ

会 計 学 Ⅱ
3・4

本年度開講せず

半期各2
法 学 基 礎 講 座 Ａ Ⅰ

法 学 基 礎 講 座 Ａ Ⅱ
1〜4

半期各2
法 学 基 礎 講 座 Ｂ Ⅰ

法 学 基 礎 講 座 Ｂ Ⅱ

半期各2

3・4

半期各2
法 学 総 合 講 座 Ｅ Ⅰ

法 学 総 合 講 座 Ｅ Ⅱ
3・4

半期各2
経 済 政 策 Ⅰ

経 済 政 策 Ⅱ
3・4

半期各2
法 学 総 合 講 座 Ｄ Ⅰ

法 学 総 合 講 座 Ｄ Ⅱ

自
由
選
択
科
目
群

科目区分
(群)等


 自由選択科目群

2013〜2017年度入学者

本年度開講せず
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単位認定用科目

Ⅰ・Ⅱは半

期 2，Ⅲは

半期または

通年4

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ａ Ⅲ

1〜4

単位認定用科目

単位数授業科目配当
年次 備考

本年度開講せず

留 学 基 礎 講 座 Ｃ Ⅱ

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ｄ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ｄ Ⅱ
1〜4

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ｅ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ｅ Ⅱ
1〜4

1〜4

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ａ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ａ Ⅱ
1〜4

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ｂ Ⅰ

留 学 基 礎 講 座 Ｂ Ⅱ
2〜4

半期各2
留 学 基 礎 講 座 Ｃ Ⅰ

2〜4

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｃ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｄ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｅ Ⅲ

1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅱ

半期各2
Legal Studies Abroad Ｃ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ｃ Ⅱ
1〜4

半期各2
Legal Studies Abroad Ｄ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ｄ Ⅱ
1〜4

半期各2
Legal Studies Abroad Ｅ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ｅ Ⅱ
1〜4

半期各2
Legal Studies Abroad Ｂ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ｂ Ⅱ
1〜4

1〜4

半期各2
Japanese Law Study in English ＡⅠ

Japanese Law Study in English ＡⅡ
1〜4

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅰ

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅱ

留 学 関 係 科 目 Ｂ Ⅲ

1〜4

半期各2
Legal Studies Abroad Ａ Ⅰ

Legal Studies Abroad Ａ Ⅱ

留
学
関
係
科
目
群

科目区分
(群)等

10 留学関係科目群

本年度開講せず

2013〜2017年度入学者

半期2日 本 史 概 論

1〜4

単位数授業科目配当
年次

備考

半期2倫 理 学 概 論

半期2会社 学 概 論

半期2経 済 学 概 論

半期2哲 学 概 論

洋西西 概 論

半期2人 文 地 理 学 概 論

半期2自 然 地 理 学 概 論

半期2地 誌 学 概 論

半期2

半期2東 洋 史 概 論

科目区分
(群)等

11 資格課程関係科目群

資
格
課
程
関
係
科
目
群
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1・2
現 代 法 入 門 Ⅰ 半期2 △1 △1 △1 △1 △1

現 代 法 入 門 Ⅱ 半期2 △1 △1 △1 △1 △1 本年度開講せず

1〜4
Introduction to Modern LawⅠ 半期2 △2 △2 △2 △1

Introduction to Modern LawⅡ 半期2 △2 △1

3・4
Business Law in English Ⅰ
Business Law in English Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

2〜4
民 法 （物 権）
民 法 （担 保 物 権）

半期各2
◎
◎

△1
△1

◎
◎

△4
△4

△1
△1

3・4
民 法 （契 約） Ⅰ
民 法 （契 約） Ⅱ

半期各2
◎
◎

△1
△1

◎
◎

△4
△4

△1
△1

3・4 民 法 （損 害 賠 償） 半期2 ◎ △2 ◎ △4 △1

2〜4
民 法 （親 族） Ⅰ
民 法 （親 族） Ⅱ

半期各2
△1
△1

△2
△2

△2
△2

△4
△4

3・4 民 法 （相 続） 半期2 △1 △2 △2 △4

2〜4
行 政 法 Ａ Ⅰ
行 政 法 Ａ Ⅱ

半期各2
△1
△1

◎
◎

△2
△2

△4
△4

△1
△1

3・4
行 政 法 Ｂ Ⅰ
行 政 法 Ｂ Ⅱ

半期各2
△2
△2

◎
◎

△4
△4

△1
△1

3・4
租 税 法 Ⅰ
租 税 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△2
△2

3・4 地 方 自 治 ・ 公 務 員 法 半期2 △1

3・4
環 境 法 Ⅰ
環 境 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

2〜4
教 育 法 Ⅰ
教 育 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
不 動 産 法 Ⅰ
不 動 産 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4 登 記 ・ 供 託 法 半期2 △2

2〜4 商 法 概 論 ・ 総 則 半期2 △2 △2 △1 △1

3・4 商 行 為 法（商 取 引 法） 半期2 △2 △2 △1 △1

2〜4 会 社 法 Ⅰ 半期2 ◎ △1 ◎ △1 △1

3・4 会 社 法 Ⅱ 半期2 ◎ △1 ◎ △1 △1

3・4 会 社 法 Ⅲ 半期2 △1 △1

3・4
手 形 ・ 小 切 手 法 Ⅰ
手 形 ・ 小 切 手 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△4
△4

△1
△1

3・4
保 険 ・ 海 商 法 Ⅰ
保 険 ・ 海 商 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4
銀 行 取 引 法 Ⅰ
銀 行 取 引 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4 金 融 商 品 取 引 法 半期2 △2

3・4
民事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）
民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）

半期各2
○ ※3
○ ※3

法曹コース選択者のみ履修可

3・4
民 事 訴 訟 法 Ⅰ
民 事 訴 訟 法 Ⅱ

半期各2
○ ※3
○ ※3

△1
△1

△1
△1

△1
△1

△1
△1

3・4
民 事 執 行 ・ 保 全 法 Ⅰ
民 事 執 行 ・ 保 全 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

3・4
倒 産 処 理 法 Ⅰ
倒 産 処 理 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

１　コース科目群について（2013〜2017年度入学者）

以下の表は、各コースにおける科目の取り扱い（区分）を示している。

また、以下の科目名・科目区分は、2013〜2017年度入学者を対象とする内容が掲載され

ている。カリキュラム（入学年度）により、履修できない科目や、科目区分が異なる

科目があるので注意すること。

2022年度以降入学者は、P.44～57の授業科目一覧表（2022年度以降入学者）を参照す

ること。2018〜2021年度入学者はP.58〜71の授業科目一覧（2018〜2021年度入学者）

を参照すること。

下表の見方（2013～2017年度入学者）

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

2013〜2017年度入学者

※3「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」または「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択必修とする。

メディア授業科目併設本年度は
メディア授業科目のみ開講
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3・4
刑事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）
刑事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）

半期各2
○ ※3
○ ※3

法曹コース選択者のみ履修可

3・4
刑 事 訴 訟 法 Ⅰ
刑 事 訴 訟 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4 経 済 刑 法 半期2 △1 △1

3・4
労 働 法 Ａ Ⅰ
労 働 法 Ａ Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

△4
△4

△1
△1

3・4
労 働 法 Ｂ Ⅰ
労 働 法 Ｂ Ⅱ

半期各2
△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4
社 会 保 障 法 Ⅰ
社 会 保 障 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

2〜4
国 際 法 Ⅰ
国 際 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

○ ※4
○ ※4

2〜4 国 際 人 権 法 半期2 △2 △2 △1

3・4
国 際 経 済 法 Ⅰ
国 際 経 済 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

△1
△1

3・4
国 際 組 織 法 Ⅰ
国 際 組 織 法 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
国 際 私 法 Ⅰ
国 際 私 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4
国 際 取 引 法 Ⅰ
国 際 取 引 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

3・4 国 際 民 事 訴 訟 法 2 △2 △2 △1

3・4
法 社 会 学 Ⅰ
法 社 会 学 Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 哲 学 Ⅰ
法 哲 学 Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 文 化 論 Ⅰ
法 文 化 論 Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 思 想 史 （西 洋） Ⅰ
法 思 想 史 （西 洋） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 思 想 史 （日 本） Ⅰ
法 思 想 史 （日 本） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

本年度開講せず

3・4
法 史 学 （東 洋） Ⅰ
法 史 学 （東 洋） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 史 学 （西 洋） Ⅰ
法 史 学 （西 洋） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

3・4
法 史 学 （日 本） Ⅰ
法 史 学 （日 本） Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

1〜4
日 本 近 代 法 史 Ⅰ
日 本 近 代 法 史 Ⅱ

半期各2
△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

△5
△5

2〜4
比 較 法 学 Ⅰ
比 較 法 学 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
比 較 憲 法 Ⅰ
比 較 憲 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4
ア メ リ カ 法 Ⅰ
ア メ リ カ 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
イ ギ リ ス 法 Ⅰ
イ ギ リ ス 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

下表の見方（2013～2017年度入学者）

2013〜2017年度入学者

○ ※4
○ ※4

○ ※3
○ ※3

※3「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」または「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目（2科目4単位）を選択必修とする。
※4「国際法Ⅰ・Ⅱ」または「国際私法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目を選択し、必修とする。

83



3・4
フ ラ ン ス 法 Ⅰ
フ ラ ン ス 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
ド イ ツ 法 Ⅰ
ド イ ツ 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
中 国 法 Ⅰ
中 国 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
Ｅ Ｕ 法 Ⅰ
Ｅ Ｕ 法 Ⅱ

半期各2
△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

△6
△6

3・4
経 済 法 Ⅰ
経 済 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△1
△1

3・4
消 費 者 法 Ⅰ
消 費 者 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4
知 的 財 産 法 Ａ Ⅰ
知 的 財 産 法 Ａ Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△1
△1

△4-2
△4-2

3・4 知 的 財 産 法 Ｂ 半期2 △2 △2 △2 △4-2

3・4
犯 罪 学 Ⅰ
犯 罪 学 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

3・4
犯 罪 者 処 遇 法 Ⅰ
犯 罪 者 処 遇 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

3・4
少 年 法 Ⅰ
少 年 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

3・4 立 法 学 半期2 △2

3・4
情 報 法 Ⅰ
情 報 法 Ⅱ

半期各2
△4-2
△4-2

3・4 サ イ バ ー 法 Ａ 半期2 △4-2

3・4 サ イ バ ー 法 Ｂ 半期2 △4-2

3・4 サ イ バ ー 法 Ｃ 半期2 △4-2

1〜4 デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ Ａ 半期2 △4-1

1〜4 デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ Ｂ 半期2 △4-1

1〜4 情 報 通 信 技 術 Ａ 半期2 △4-1

1〜4 情 報 通 信 技 術 Ｂ 半期2 △4-1

1〜4 法 ・ 情 報 ・ 社 会 Ａ 半期2 △4-2

1〜4 法 ・ 情 報 ・ 社 会 Ｂ 半期2 △4-2

1〜4
情 報 組 織 論 Ⅰ
情 報 組 織 論 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

3・4
民 法 特 講 Ⅰ
民 法 特 講 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
刑 法 特 講 Ⅰ
刑 法 特 講 Ⅱ

半期各2
△1
△1

3・4
医 事 法 Ⅰ
医 事 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

2〜4
ジ ェ ン ダ ー と 法 Ⅰ
ジ ェ ン ダ ー と 法 Ⅱ

半期各2
△2
△2

△2
△2

△2
△2

△4
△4

3・4
行 政 学 Ⅰ
行 政 学 Ⅱ

半期各2
△2
△2

2〜4
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ａ Ⅰ
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

下表の見方（2013～2017年度入学者）

2013〜2017年度入学者

メディア授業科目

メディア授業科目

メディア授業科目
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3・4
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ｂ Ⅰ
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
ア ジ ア 文 化 Ａ Ⅰ
ア ジ ア 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
ア ジ ア 文 化 Ｂ Ⅰ
ア ジ ア 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
北 米 文 化 Ａ Ⅰ
北 米 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
北 米 文 化 Ｂ Ⅰ
北 米 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
中 南 米 文 化 Ａ Ⅰ
中 南 米 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
中 南 米 文 化 Ｂ Ⅰ
中 南 米 文 化 Ｂ Ⅰ

半期各2
△3
△3

本年度開講せず

2〜4
イ ス ラ ー ム 文 化 Ａ Ⅰ
イ ス ラ ー ム 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
イ ス ラ ー ム 文 化 Ｂ Ⅰ
イ ス ラ ー ム 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
日 本 文 化 Ａ Ⅰ
日 本 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
日 本 文 化 Ｂ Ⅰ
日 本 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
超 域 文 化 Ａ Ⅰ
超 域 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
超 域 文 化 Ｂ Ⅰ
超 域 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

2〜4
比 較 文 化 Ａ Ⅰ
比 較 文 化 Ａ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
比 較 文 化 Ｂ Ⅰ
比 較 文 化 Ｂ Ⅱ

半期各2
△3
△3

3・4
国 際 関 係 論 Ⅰ
国 際 関 係 論 Ⅱ

半期各2
△4
△4

3・4
国 際 政 治 史 Ⅰ
国 際 政 治 史 Ⅱ

半期各2
△4
△4

3・4
外 交 史 Ⅰ
外 交 史 Ⅱ

半期各2
△4
△4

2〜4
司 法 演 習 Ⅰ
司 法 演 習 Ⅱ

半期各2
△1
△1

1〜4 情 報 と 社 会 Ａ 半期2 △4-1

1〜4 情 報 と 社 会 Ｂ 半期2 △4-1

3・4
法 情 報 学 Ⅰ
法 情 報 学 Ⅱ

半期各2
△4-2
△4-2

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

下表の見方（2013～2017年度入学者）

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

2013〜2017年度入学者

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

本年度開講せず

メディア授業科目
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1〜4 ICT エ レ メ ン タ リ ー 半期2 △4-1

1〜4
ICT ベ ー シ ッ ク Ⅰ
ICT ベ ー シ ッ ク Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT 統 計 解 析 Ⅰ
ICT 統 計 解 析 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT デ ー タ ベ ー ス Ⅰ
ICT デ ー タ ベ ー ス Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT メ デ ィ ア 編 集 Ⅰ
ICT メ デ ィ ア 編 集 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT ア プ リ 開 発 Ⅰ
ICT ア プ リ 開 発 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT コンテンツデザインⅠ
ICT コンテンツデザインⅡ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
ICT 総 合 実 践 Ⅰ
ICT 総 合 実 践 Ⅱ

半期各2
△4-1
△4-1

1〜4
留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅰ

半期各2
△1 △1 △1 △1

単位認定用科目
留 学 関 係 科 目 Ｆ Ⅱ △1 △1 △1 △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ａ Ⅰ

半期各2
△1

単位認定用科目

Legal Studies Abroad Ａ Ⅱ △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ｂ Ⅰ

半期各2
△1

Legal Studies Abroad Ｂ Ⅱ △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ｃ Ⅰ

半期各2
△1

Legal Studies Abroad Ｃ Ⅱ △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ｄ Ⅰ

半期各2
△1

Legal Studies Abroad Ｄ Ⅱ △1

1〜4
Legal Studies Abroad Ｅ Ⅰ

半期各2
△1

Legal Studies Abroad Ｅ Ⅱ △1

1〜4
Japanese Law Study in English ＡⅠ

半期各2
△1

単位認定用科目
Japanese Law Study in English ＡⅡ △1

記号 科目区分

◎・○ コース必修科目

△1 コース専門法律科目

△2 コース展開・先端科目

△3 コース専門文化科目

△4 コース基礎科目

△4-1 情報総合科目

△4-2 法と情報科目

△5 基礎法科目

△6 外国法科目

配当
年次

授業科目 単位数 法曹 公共法務 ビジネスロー 国際関係法 法と情報 備考

下表の見方（2013～2017年度入学者）

2013〜2017年度入学者

詳細は2023年度
『情報関係科目シラバス』
（WEB公開）参照
一部の科目は

メディア授業科目併設
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法学部では、下記の科目について英語で授業を実施している。いずれの科目も、卒業要件単位として認められる。

各授業の詳細は、大学ホームページ「全学共通国際系プログラム（グローバル・ナビ科目）」を参照すること。

List of Courses taught in English

The School of Law offers several courses taught in English. All credits obtained from these courses will be counted as credits

necessary for graduation requirements.

Please refer to the syllabi for details of each course.

和泉キャンパス開講科目

授業科目 配当年次 開講期 単位数 担当者名

Introduction to Modern Law Ⅰ・Ⅱ �〜� 春学期・秋学期 各� 小室 輝久

留学基礎講座AⅠ・Ⅱ �〜� 春学期・秋学期 各� グリフィス, ディビット H.

駿河台キャンパス開講科目

授業科目 配当年次 開講期 単位数 担当者名

Business Law in English Ⅰ・Ⅱ �・� 秋学期 各� プレヴォ, エメリック

比較法学Ⅰ・Ⅱ �〜� 秋学期 各� メンクハウス

Course in Izumi Campus

Course Years Term Credits Instructor

Introduction to Modern Law Ⅰ・Ⅱ 1〜4 Spring/Fall 2/2 Komuro, Teruhisa

Academic Skills for Study Abroad AⅠ・Ⅱ 1〜4 Spring/Fall 2/2 Griffiths, David H.

Course in Surugadai Campus

Course Years Term Credits Instructor

Business Law in English Ⅰ・Ⅱ 3・4 Fall 2/2 Prevost, Emeric

Comparative Law Ⅰ・Ⅱ 2〜4 Fall 2/2 Menkhaus, Heinrich Johannes

14　外国語（英語）で授業を行う科目一覧
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Ⅱ 講義内容 

Ⅱ

講
義
内
容

【注意事項】 
１ 講義内容については、Oh-o!Meiji「授業検索」からシラバスを参照して確認すること。 

２ カリキュラム年度（入学年度）により履修できない科目や、科目区分が異なる科目 

  があるので「Ⅰ履修案内」を参照して確認すること。 
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１ 基礎科目群 
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科目ナンバー : (LA)ACD116J 

法律リテラシー（概要）  

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

法律学を勉強するにあたって、ほとんどの一年生は「どのように勉強したらよいのか分からない」、「どのような準備をしたらよいのか教えてほし

い」など、まったくの手探り状態であることが多い。こうした迷いや疑問をできるだけ早く解消し、法律学の勉強を楽しく進められるようにサポー

トするのが、この講義の目的である。 

この講義は、演習形式で、隔週に行われる。法律学を学ぶうえで必要とされる知識を学んでもらうことはもちろんであるが、少人数形式であること

の長所を活かし、一方的に教員が話をするのではなく、学生の側からも積極的に発言し、授業に参加することで、法律学の面白さを感じてもらいた

い。 

なお、この講義は、演習（対面授業）とメディア授業を組み合わせて行われる。演習（対面授業）は、メディア授業の内容をふまえて行われる。演

習（対面授業）前にメディア授業にてその内容を予め学ぶことにより、対面授業の内容に対する興味と理解を深めてもらいたい。 

２.授業内容 

第１回 イントロダクション 〔対面授業、メディア授業（オンデマンド型）〕 

・法律専門科目にはどのような科目があるのか 

・卒業後の進路（一般企業・公務員その他） 

・特に、法曹三者やその他の法律家を目指すには、どうすればよいのか 

 

第２～１４回 〔対面授業、メディア授業（オンデマンド型）〕 

・法律の勉強に必要なもの （法令の種類・ 条文の読み方）－法を解釈するとは、どういうことか 

・法律の勉強の仕方・レポートの書き方（図書館を利用した文献の調べ方を含む） 

・判例の読み方－裁判手続きはどのように進められるか 

・勉強の仕方（1）憲法の学び方、憲法の答案作成 

・勉強の仕方（2）刑法の学び方、刑法の答案作成方法 

・勉強の仕方（3）民法の学び方、民法の答案作成方法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 
演習形式の授業であるため、積極的に参加しようとする意欲をもって出席してほしい。なお、対面授業に出席する際には、必ず、各回に対応する

メディア授業を事前に視聴し学習しておくこと。また、対面授業では六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容（メディア授業）】 

Oh-o! Meiji システムのクラスウェブ上に各回の授業動画のリンク及びレジュメが掲載されている。各自、事前に各回の演習（対面授業）に出席す

る前に動画を視聴し、課題がある場合には、それに取り組むこと。 

 

【準備学習の内容（対面授業）】 

あらかじめ指定された参考書の該当箇所や指定された文献に目を通して授業に参加すること。授業後にも、もう一度指定された該当箇所や文献を読

み、課題がある場合には、それに取り組むこと。 

５.教科書 
指定しない。 

６.参考書 

『法を学ぶパートナー』武藤眞朗他（成文堂） 

『プレップ法学を学ぶ前に』道垣内弘人（弘文堂） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
『Oh-o! Meiji』のクラスウェブを参照すること。 
 

８.成績評価の方法 
メディア授業の視聴及び課題への取組み、授業中での発言・報告（レポートを含む）により評価する（授業回数の３分の２以上出席した者のみを

評価対象とする）。 

９.その他 
各クラスのシラバスについては、『Oh-o! Meiji』のクラスウェブを参照してください。 
＊2022年度以降カリキュラムの科目です。2021 年度以前のカリキュラムでは、履修できません。 
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法学部生のための日本語Ⅰ・Ⅱ（概要）  

各 2単位 和泉キャンパス 
Ⅰ（論述）：春学期 

Ⅱ（読解）：秋学期 
１.授業の概要・到達目標 

大学で学ぶ際に求められる、書く・読む行為（論文・レポート・答案など）は、日常生活で無意識の内に行っているそれ（ＳＮＳなど）とは異なる

ものである。そのため、思ったことをそのまま書く・読みたいように読む後者のような状況から脱却し、前者の能力を身につけるには、意識的な訓

練が必要になる。 

この授業は、大学生としてふさわしい文章を執筆し、文章を的確に読解するための基礎的な力の修得を目標としたものである。 

２.授業内容 

読み・書きと並称されるように、どちらか一方の能力を欠いた状態で日本語を運用することはできない。たとえば、参考文献の精読は、自分の意見

を明確に記す上でも欠かせない作業である。そこで本授業では、近代以降の優れた文章を講読しながら、レポート・論文の作成法を順番に説明して

いく。 

授業は講義形式と演習形式とを織り交ぜて展開し、法学部生としての日本語リテラシーを、理論面・運用面双方から段階を踏んで養成していく。形

式的な諸要件を満たした学術的文章を分かりやすく書くために、語彙・語法・文章・文体などの各方面から日本語の諸相を学習しつつ、要約のしや

すい構成のとり方の訓練、文章執筆時のルールの確認などを行っていく。 

授業の性質上、課題が多くなり、学期末にはレポートの提出も求める。それだけに、本授業は実践的な学びの場となる。 

なお、Ⅱ（法学部生のための日本語Ⅱ（読解））では、Ⅰの内容を踏まえ、読解能力をより深めるとともに、試験・課題などを通して法学部生とし

てふさわしい文章を執筆する能力の定着を図っていく。 

 詳細は、『Oh-o! Meiji』のクラスウェブから、各クラスのシラバスを参照すること。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 
『Oh-o! Meiji』のクラスウェブから、各クラスのシラバスを参照すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 
『Oh-o! Meiji』のクラスウェブから、各クラスのシラバスを参照すること。 

５.教科書 
『Oh-o! Meiji』のクラスウェブから、各クラスのシラバスを参照すること。 

６.参考書 
『Oh-o! Meiji』のクラスウェブから、各クラスのシラバスを参照すること。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
『Oh-o! Meiji』のクラスウェブから、各クラスのシラバスを参照すること。 

８.成績評価の方法 
『Oh-o! Meiji』のクラスウェブから、各クラスのシラバスを参照すること。 

９.その他 
＊2022年度以降カリキュラムの科目です。2021 年度以前のカリキュラムでは、履修できません。 
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科目ナンバー : (LA)PHL191J 

記号論理学 金子 裕介 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

記号論理学＝演繹論理を、基本からゆっくり学んでいきたいとおもいます。 

「構文論」と呼ばれる分野に的を絞り、ひたすら証明を書けるようにします（「意味論」は扱いません）。 

結構、記号を煩雑に感じるかもしれませんが、現代の論理学とは、そういうものなので、ぜひ体験してみてください。 

教科書を読みながら、エキササイズ（練習問題）をやりながら、ゆっくりすすめてゆきます。 

数学が苦手でも問題ないので、どんなレベルの質問でも、自由に持って来てください。 

２.授業内容 

第１回：論理学を学ぶにあたっての基礎概念：教科書 pp.1-5 

第２回：命題論理の文法①：教科書 pp.6-12 

第３回：命題論理の文法②：教科書 pp.6-12 

第４回：命題論理の証明①：教科書 pp.12-23 

第５回：命題論理の証明②：教科書 pp.12-23 

第６回：命題論理の証明③：教科書 pp.12-23 

第７回：命題論理の証明④：教科書 pp.12-23 

第８回：述語論理の文法①：教科書 pp.45-53 

第９回：述語論理の文法②：教科書 pp.45-53 

第 10回：述語論理の証明①：教科書 pp.53-63 

第 11回：述語論理の証明②：教科書 pp.53-63 

第 12回：述語論理の証明③：教科書 pp.53-63 

第 13回：述語論理の証明④：教科書 pp.53-63 

第 14回：述語論理の証明⑤：教科書 pp.53-63 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

教科書を毎回使います。 

なので毎回、持って来てください。 

その場で読んで、理解することが、履修の最短距離になります。 

さもなければ膨大な板書をひたすら記録するだけの講義になりかねません。 

とにかく毎回、来てください、としか言いようがありません。 

教科書は記号だらけでゲゲッとなるかも知れませんが、本講義は、 法律的思考と、 ともすれば混同されがちな論理「学」的思考を見極める、 よ

い機会になるはずです。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書の「どこに」「何が書いてあるのか」を把握してください。 

テストは持ち込み可にしますので、知識の引き出しにアクセスできるようにしておくことが、そのまま論理学の習得につながります。 

５.教科書 

金子裕介『文系のための記号論理入門― 命題論理から不完全性定理まで 』、朝倉書店、 

3,520 円 

ISBN-10  :  4254500343 

ISBN-13  :  978-4254500349 

６.参考書 

教科書末尾にある文献が、参考文献になります。ただし、読んでおく必要はありません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
期末試験で評価決定します。 

 

テストは、教科書は必須、その他全部持ち込み可にしますので、知識の引き出しにアクセスできるようにしておいてください。 

 

出席は取りません。 

９.その他 
耳学問でもよいので、毎回自分で講義に出て話を聞いておくことが、最終的には近道になります。 
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科目ナンバー : (LA)PSY131J 

心理学Ⅰ 大村 美菜子 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

心理学には基礎から発展していった分野がある。例えば、臨床心理学、発達心理学、教育心理学などが挙げられる。そこで本講義では、様々な心理

学の理論について概観するとともに、心理測定法、発達心理学、臨床心理学、社会心理学などの内容について幅広く学んでいく。 

２.授業内容 

 第 1回 オリエンテーション 

 第 2回 心理学の歴史 

 第 3回 心理学の諸理論① ―特性論と類型論― 

 第 4回 心理学の諸理論② ―遺伝と環境― 

 第 5回 発達心理学 ―幼児期～老年期―  

 第 6回 前半まとめ（中間テスト） 

 第 7回 心理検査①質問紙法 

 第 8回 心理検査②投影法 

 第 9回 心理検査③作業検査法 

 第 10 回 臨床心理学 ―さまざまな病理①― 

 第 11 回 臨床心理学 ―さまざまな病理②― 

 第 12 回 臨床心理学 ―心理療法― 

 第 13 回 社会心理学 

 第 14 回 後半まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

心理学、特に臨床心理学では相手の立場に立って想像力を出来得る限り働かせることが大切です。授業をただ聞くのではなく、自分の頭で考えなが

ら想像し理解するよう心掛けてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学修】臨床心理学・発達心理学・社会心理学などの領域の基礎的な事項を理解しておくこと （学修時間 週２時間） 

【事後学修】授業ごとに復習すること。次回の授業範囲を予習し専門用語等を理解しておくこと。（学修時間 週２時間） 

５.教科書 

指定しない。講師が用意した資料を配布します。 

６.参考書 

『パーソナリティ心理学概論―性格理解への扉』、 鈴木 公啓 (編集)、ナカニシヤ出版 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業冒頭で前回の課題に対するフィードバックを行う。 

テストに関しては終了後に模範解答を公開する。 

８.成績評価の方法 
中間テスト（20％）および期末試験（80％）により評価する。 

９.その他 
【学生へのメッセージ】 

さまざまな心理学について基礎的なことから学んでもらいたいと思っています。興味をもてるような内容にできるよう努力しますので、一緒に頑

張りましょう。 
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科目ナンバー : (LA)PSY131J 

心理学Ⅱ 大村 美菜子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

本授業では心理学の応用編として臨床心理学を中心に心理支援について学ぶ。心理支援の中で必要とされる、良好なコミュニケーションスキルや

倫理的配慮への知識を身につけることを目的とする。 

２.授業内容 

第 1 回：オリエンテーション 

第 2 回：代表的な心理療法・カウンセリングの歴史 

第 3 回：代表的な心理療法・カウンセリングの概念・意義 

第 4 回：心理療法・カウンセリングの適用と限界 

第 5 回：心理支援に必要なコミュニケーション・態度・あり方 

第 6 回：心理療法・カウンセリングにおける初回面接・継続面接 

第 7 回：守秘義務等の倫理的配慮 

第 8 回：前半まとめ（中間テスト） 

第 9 回：医療における心理学① 

第 10回：医療における心理学② 

第 11回：司法における心理学 

第 12回：産業における心理学 

第 13回：教育における心理学 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

心理学、特に臨床心理学では相手の立場に立って想像力を出来得る限り働かせることが大切です。授業をただ聞くのではなく、自分の頭で考えなが

ら想像し理解するよう心掛けてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前学習：指定されたキーワードについて調べてきてください（1 時間程度）。実践的な心理学は社会の動向によってさまざまな事柄に変化が生じ

ます。事前準備として、普段からテレビ・新聞などのニュースや特集に関心もつことが大切です。 

 

事後学習：テキストや資料の内容を読み返ししっかり復習して基礎的な専門用語を覚えてください。毎時間の授業で学んだ知識、概念等を十分に理

解した上で、次の授業に臨むように心がけてください（1時間程度）。 

５.教科書 

指定しない。講師が用意した資料を配布します。 

６.参考書 

『公認心理師標準テキスト 心理学的支援法 』、杉原 保史ら (著、 編集)、 北大路書房 

『公認心理師現任者講習会テキスト[改訂版]』、一般財団法人 日本心理研修センター (監修)、金剛出版 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業冒頭で前回の課題に対するフィードバックを行う。 

テストに関しては終了後に模範解答を公開する。 

８.成績評価の方法 
中間テスト（20％）および期末試験（80％）により評価する。 

９.その他 
【学生へのメッセージ】 

この授業では心理学の応用編について学んでもらいたいと思っています。みなさまが興味をもてる内容になるよう努力しますので、一緒に頑張り

ましょう。 
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科目ナンバー : (LA)PSY191J 

法と心理 堀田 秀吾 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

法と心理は切っても切り離せない。他の行為と同じく、法に関わる人間の行動も心理に基づいたものだからである。本講座では、国内外の法と心理

学の研究を外観しながら、法と心理学に関する基礎知識を深めていくことを目標とする。これにより、法コンテクストにおける心理だけでなく、様々

な日常の心理の客観的分析方法を受講生が習得することを期待する。 

２.授業内容 

 授業は基本的に講義形式で行う。毎回、プリントを配布し、講義内容に関連した作業（課題）を授業内で行ってもらい、そのプリントを提出して

もらう。 

第１回：法学と心理学（概説） 

第２回：犯罪捜査 

第３回：目撃証言 

第４回：供述分析 

第５回：取調べの可視化 

第６回：裁判員裁判における事実認定と量刑 

第７回：法廷戦略 

第８回：精神鑑定・情状心理鑑定 

第９回：防犯 

第 10回：商標 

第 11回：被害者参加 

第 12回：調停 

第 13回：日本とアメリカの司法制度と心理学 

第 14回：法と心理学の諸問題 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

教科書がないので、授業に 2/3 以上出席してプリント課題をこなし、試験を受けることが重要です。４回以上の欠席は受講放棄とみなします。評価

方法は、下記参照。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

特に必要なし。 

５.教科書 

なし。 

６.参考書 

授業上で適宜指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
出席 30% 

授業毎に提出してもらう課題 30% 

試験 40% 

 

合計点が 

95 点-100 点: S 

80 点-94点:  A 

70 点-79点:  B 

60 点-69点:  C 

59 点以下:  F 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LIN191J 

法と言語Ⅰ 堀田 秀吾 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 私たちの生活は、法と深い関わりがある。そして、その法はことばを中心としたコミュニケーションによって成り立っている。本科目では、法と

いう文脈におけるコミュニケーションの諸相を、言語学、心理学、社会学、法学の知見を援用しながら考察していく。これにより、法コンテクスト

におけるコミュニケーションだけでなく、様々な日常のコミュニケーションの客観的分析方法を受講生が習得することを期待する。 

２.授業内容 

 授業は基本的に講義形式で行う。毎回、プリントを配布し、講義内容に関連した作業（課題）を授業内で行ってもらい、そのプリントを提出して

もらう。 

第１回：言語と法（概説） 

第２回：文書分析 

第３回：筆跡鑑定 

第４回：裁判と心理言語学 

第５回：類似商標の分析 

第６回：警告表示 

第７回：ことばの犯罪１ 

第８回：オレオレ詐欺の言語学 

第９回：裁判員裁判とことば１ 

第 10回：裁判員裁判とことば２ 

第 11回：判決文とことば 

第 12回：法方言学 

第 13回：司法通訳 

第 14回：法と言語の諸問題 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

講義形式の授業であるが出席を重視する。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書・参考図書を読んでくると理解が深まる。 

５.教科書 

特になし。 

６.参考書 

橋内武・堀田秀吾（編）『法と言語 法言語学へのいざない』（くろしお出版，2012 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
平常点 20％、授業への取り組み 20％、期末試験 60％。期末試験は教室での筆記試験。穴埋め問題一問と筆記問題二問。 

９.その他 
履修にあたっては、法学に関する知識を有していることを前提としない。コミュニケーションに高い関心があれば良い。 
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科目ナンバー : (LA)LIN191J 

法と言語Ⅱ 堀田 秀吾 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 私たちの生活は、法と深い関わりがある。そして、その法はことばを中心としたコミュニケーションによって成り立っている。本科目では、法と

いう文脈におけるコミュニケーションの諸相を、言語学、心理学、社会学、法学の知見を援用しながら考察していく。これにより、法コンテクスト

におけるコミュニケーションだけでなく、様々な日常のコミュニケーションの客観的分析方法を受講生が習得することを期待する。 

２.授業内容 

  授業は基本的に講義形式で行う。毎回、プリントを配布し、講義内容に関連した作業（課題）を授業内で行ってもらい、そのプリントを提出し

てもらう。 

第１回：言語と法：言語学とは（概説） 

第２回：法言語学の歴史 

第３回：ことばが生み出すバイアスと法 

第４回：日本国憲法のことば 

第５回：偽証・名誉毀損 

第６回：言語法と言語政策 

第７回：法哲学と言語 

第８回：法務翻訳 

第９回：法言語教育 

第 10回：言語と法文化 

第 11回：法言語分析の実際１ 

第 12回：法言語分析の実際２ 

第 13回：法言語分析の実際３ 

第 14回：法言語学の諸相 

 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

講義形式の授業であるが、「授業毎に配布されるプリント課題の提出」と「出席」を重視する。４回以上の欠席は履修放棄とみなします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書・参考図書を読んでくると理解が深まる。 

５.教科書 

特になし。 

６.参考書 

橋内武・堀田秀吾（編）『法と言語 法言語学へのいざない』（くろしお出版，2012 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
平常点 30％、授業への取り組み 30％、期末試験 40％。期末試験は教室での筆記試験。穴埋め問題一問と筆記問題二問。 

９.その他 
履修にあたっては、法学に関する知識を有していることを前提としない。コミュニケーションに高い関心があれば良い。 
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科目ナンバー : (LA)SOC191J 

スポーツと社会Ａ（スポーツ・ビジネス論） 釜崎 太 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 プロ野球とプロサッカーを中心に、スポーツ・ビジネスの現状と課題について学びます。プロスポーツ・ビジネスの現状と課題について、各自の

意見を論理的に表現できるようなることが到達目標です。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション―授業の目的と概要の説明― 

第２回：スポーツ・ビジネスの原型としてのオリンピックと日本型プロスポーツの課題 

第３回：プロ野球と Jリーグの基本構造―どこが違うのか？― 

第４回：プロ野球ビジネスの現在―もし集客イベントを企画しろと言われたら― 

第５回：プロ野球ビジネスの現状と課題 1―もしスタジアムを提案しろと言われたら― 

第６回：プロ野球ビジネスの現状と課題 2―もし NPB の市場規模を拡大しろと言われたら― 

第７回：プロ野球ビジネスの現状と課題 3―もしプロ球団を創れと言われたら― 

第８回：プロ野球ビジネスの現状と課題 4―もし市民球団を創れと言われたら― 

第９回：プロ野球ビジネスの現状と課題 5―もしドラフト戦略を立てろと言われたら― 

第 10回：スポーツ・エージェント―移籍ビジネスの光と影― 

第 11回：プレミアリーグのビジネスモデル―メディア王ルパール・マードック― 

第 12回：リーガ・エスパニヨーラのビジネスモデル―クラシコと民族主義― 

第 13回：ブンデスリーガのビジネス―非営利法人から株式会社へ― 

第 14回：まとめ―ミニレポートの作成― 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 基本的なことから解説しますので、特別な知識は必要ありません。初心者でも履修できます。 

 スポーツのメディア報道などに興味・関心をもってください。 

 グループ・ディスカッションをおこなうことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 スポーツやオリンピックに関する報道に興味をもってください。 

 授業時間内にプリントを配布しますので、準備学習に役立ててください。 

５.教科書 

 各回によって異なりますので、授業時間内に紹介します。 

６.参考書 

 各回によって異なりますので、授業時間内に紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  ディスカッション・ペーパーに学生が記入した内容について、次の授業時間内にレスポンスします。 

８.成績評価の方法 
 授業時間内のディスカッション 10%とミニレポート（第 14 回・指定のプリントの持ち込み可）90%で評価します。 

９.その他 
 上記「2.授業内容」は受講者数等によって変更になる場合があります。 
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科目ナンバー : (LA)SOC191J 

スポーツと社会Ｂ（スポーツ公共論） 釜崎 太 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講義では、ブンデスリーガと日本のプロスポーツを比較しながら、スポーツと社会のつながりについて考えます。 スポーツにおけるビジネス

と公共性の関係について論理的に説明できるようになることが到達目標です。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション―授業の目的と概要の説明― 

第２回：スポーツ・ビジネス元年―権利ビジネスを確立したユベロス・マジック― 

第３回：オリンピックとワールドカップの経済学―IOC と FIFA の裏舞台を支えたアディダス― 

第４回：学生スポーツのビジネス化？―日本版 NCAAと甲子園野球に見る公共性― 

第５回：パリサンジェルマンとカタール W杯―国家戦略と資本の関係― 

第６回：ソシオと FC サバデル―外国資本による買収― 

第７回：ブンデスリーガの構造 1―観客動員世界一の秘密と地域への還元法― 

第８回：ブンデスリーガの構造 2―Jリーグ百年構想と総合型地域スポーツクラブ― 

第９回：ブンデスリーガの構造 3―プロテスト運動と「50＋1 ルール」のゆくえ― 

第 10回：ブンデスリーガの構造 4―スポーツと政治の結びつきは悪か？― 

第 11回：ブンデスリーガの構造 5―ウルトラスと「暴力の表象空間」― 

第 12回：ブンデスリーガの構造 6―市民的公共性とスポーツクラブ― 

第 13回：日本プロスポーツの到達点と課題―川崎フロンターレ・ギラヴァンツ北九州・北海道日本ハムファイターズの事例― 

第 14回：まとめ―ミニレポートの作成― 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 基本的なことから解説しますので、特別な知識は必要ありません。初心者でも履修できます。 

 スポーツのメディア報道などに興味・関心をもち、その報道の背後にある社会問題に思考をめぐらせるよう努めてください。 

 グループ・ディスカッションをおこなうことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 スポーツに関する報道に興味をもってください。 

 授業時間内にプリントを配布しますので、準備学習に役立ててください。 

５.教科書 

 各回によって異なりますので、授業時間内に紹介します。 

６.参考書 

 各回によって異なりますので、授業時間内に紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  ディスカッション・ペーパーに学生が記入した内容について、次の授業時間内にレスポンスします。 

８.成績評価の方法 
 授業時間内のディスカッション 10%とミニレポート（第 14 回・指定のプリントの持ち込み可）90%で評価します。 

９.その他 
 上記「2.授業内容」は受講者数等によって変更になる場合があります。 
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科目ナンバー : (LA)HES111J 

身体活動と健康Ａ（生活習慣と健康） 多田 聡 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 「身体活動と健康Ａ」では、＜生活習慣と社会環境＞をテーマに現代における健康の意味を考察し、身体活動や生活習慣の重要性について理解を

深めます。また、個人の健康が社会環境にも左右されることを知り、健康の環境的要因についても学修します。 

 そこから生涯にわたる自身の健康についての考えを形成するとともに、現在の生活習慣を改善することを目標とします。 

 体育・スポーツ科学、保健分野の基礎的領域について扱います。 

 

【到達目標】 

(1)健康に資する生活習慣やライフスタイルについて理解し、実践できる 

(2)効果的な身体活動やトレーニング方法について理解し、実践できる 

(3)健康やライフスタイルに関連する社会問題に関心を持ち、その解決のために行動できる 
２.授業内容 

第 1 回 ｂのみ：イントロダクション 

第 2 回 現代のライフスタイルと健康・ウェルネス 

第 3 回 人間と運動：身体運動の必要性と効果 

第 4 回 体力トレーニングの方法 

第 5 回 食生活とダイエット 

第 6 回 休息・休養と睡眠 

第 7 回 喫煙・飲酒・薬物と依存 

第 8 回 こころの健康・精神衛生 

第 9 回 救急救命法、災害 

第 10回 北欧のライフスタイルに学ぶ 

第 11回 SDGｓ(Sustainable Development Goals)を考える 1 SDGｓとは 

第 12回 SDGｓを考える 2 持続可能性と環境問題 

第 13回 SDGｓを考える 3 人権とジェンダー問題 

第 14回 まとめ、レポート作成について(オンライン) 

 

*授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

3 分の 2 以上の出席が必須です。 

※毎回、出席を確認し、小アンケート、小課題の提出を求めます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で学修する内容のほか準備学習として以下の点を上げておく。 

・心身の健康や生活習慣に関心を寄せ、日頃からニュースや情報に目を通す習慣を持つこと。 

・また、自身の健康に関わる事柄だけでなく社会的な問題として健康を考えること。 

５.教科書 

特に定めない。 

６.参考書 

特に定めない。 

必要に応じて授業内で紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
2/3以上出席した上で、以下のような観点で評価する。 

毎回の授業ごとのリフレクションや小テスト、アンケート(40％) 

最終レポート(40％) 

授業でのディスカッションや応答など積極的参加(20％) 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)HES111J 

身体活動と健康Ｂ（スポーツとレクリエーション） 多田 聡 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 「身体活動と健康Ｂ」では、＜身体・スポーツ文化＞をテーマに、様々な身体文化について学修します。身体活動やスポーツの文化について考察

を深め、関連する現代的社会問題について知見を広めことを目的とします。 

 スポーツ文化論、スポーツ社会学の基礎的領域を扱います。 

 

【到達目標】 

(1)身体活動やスポーツの意義について理解している 

(2)多様な身体・スポーツ文化について理解している 

(3)身体活動やスポーツに関連する社会問題に関心を持ち、その解決に向けて行動できる 

２.授業内容 

第 1 回：ｂのみ：イントロダクション（身体・スポーツ文化と社会における現代的問題）  

第 2 回：文化としての身体活動・スポーツ（祭り、美、競技、武道など） 

第 3 回：競技スポーツと生涯スポーツ 

第 4 回：レクリエーション・野外活動 

第 5 回：北欧の野外生活文化 

第 6 回：スポーツマネジメント・ツーリズム・コミュニティ形成 

第 7 回：スポーツの教育的意義 

第 8 回：オリンピック、オリンピズム 

第 9 回：スポーツと政治 

第 10回：障がいやインクルーシブとスポーツ 

第 11回：スポーツとジェンダー 

第 12回：スポーツと暴力・ハラスメント 

第 13回：スポーツの権利と法 

第 14回 まとめ、レポート作成について（オンライン） 

 

*授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

3 分の 2 以上の出席が必須です。 

※毎回、出席を確認し、小アンケート、小課題の提出を求めます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で学修する内容のほか準備学習として以下の点を上げておく。 

・様々な身体活動やスポーツに関心を寄せ、日頃からニュースや情報に目を通す習慣を持つこと。 

・自身のライフスタイルにおける身体活動やスポーツに関わる事柄だけでなく社会的な問題として考える視点を持つこと。 

５.教科書 

特に定めない。 

６.参考書 

特に定めない。 

必要に応じて授業時に紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
2/3以上出席した上で以下のような観点で評価する。 

毎回の授業ごとのリフレクション、小テスト、アンケート(40％) 

最終レポート(40％) 

授業でのディスカッションや応答、授業への参加(20％) 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)HES111J 

身体と環境Ａ（アウトドア・ライフ論） 土方 圭 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

各種アウトドア・アクティビティについて紹介する。 

アウトドア・ライフについて様々な観点から考察する。 

身体と環境、身体と自然との密接なつながりについて考察する。 

身体について、自然科学的な捉え方のみならず様々な観点から考察していく。 

身体の基盤となる自然環境に関する諸問題について理解し、その対処について議論する。 

 

【到達目標】 

生涯にわたり充実したアウトドア・ライフを送るための知識・態度を獲得する。 

身体の捉え方（身体観）や自然の捉え方（自然観）について広い視野を獲得し、充実した日常生活につなげる。 

環境へ配慮する態度を醸成する。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション アウトドア・ライフ論について 

第２回：「アウトドア」考 

第３回：生命としての身体と環境 

第４回： ヒ トとしての身体と環境 

第５回：人間としての身体と環境 

第６回：様々な身体観 機械論的な捉え方 

第７回：様々な身体観 現象学的な捉え方 

第８回：様々な身体観 諸著述にみる身体 

第９回：テクノロジーと身体 人工環境（VR、AR...）と体験 

第 10回：自然環境と身体 

第 11回：自然環境に関する諸課題 人新世という視点 

第 12回：自然環境に関する諸課題 SDGs とその問題 

第 13回：アウトドア・アクティビティとアウトドア・ライフ 

第 14回：a.まとめ  b.試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・受講者数によりますが、ディスカッションやグループ討議等も予定しています。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・授業についてサマライズ、パラフレーズできるようにして、次回に備えてください。 

５.教科書 

特に定めません。必要に応じて資料を提示します。 

６.参考書 

和辻哲郎（1979）「風土-人間学的考察-」岩波文庫 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji 等を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
【評価の方法】 

試験５０％、コメント・ミニレポート等３０％、平常点（授業への参加度、貢献度）２０％ 

 

９.その他 
・毎回、授業内容に関連した簡単な課題提出またはコメント作成等を求めます。 

・授業内容に関連した簡単で体験的な実践活動を実施する場合があります。 
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科目ナンバー : (LA)HES111J 

身体と環境Ｂ（アウトドア・スポーツ論） 土方 圭 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

各種アウトドア・スポーツについて紹介する。特に身体と環境との関係からその特性等について論じる。 

アウトドア・スポーツについて歴史学的・運動学的・社会学的・教育学的等、様々な観点より考察する。 

アウトドア・スポーツと環境問題について議論する。 

 

【到達目標】 

生涯にわたりアウトドア・スポーツを楽しむための知識・態度を獲得する。 

自然環境へ配慮する態度を醸成する。 

自然の理を意識し、創意工夫する楽しさを知る。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション アウトドア・スポーツ論について 

第２回：アウトドア・スポーツの世界 

第３回：スポーツ論とプレイ論 1 

第４回：陸域（夏季）アウトドア・スポーツについて 

第５回：陸域（夏季）アウトドア・スポーツに関する考察 

第６回：水域・空域アウトドア・スポーツについて 

第７回：水域・空域アウトドア・スポーツに関する考察  

第８回：スポーツ論とプレイ論 2 

第９回：陸域（冬季）アウトドア・スポーツについて 

第 10回：陸域（冬季）アウトドア・スポーツに関する考察 

第 11回：アウトドア・スポーツと環境問題 1  

第 12回：アウトドア・スポーツと環境問題 2  

第 13回：シン・アウトドア・スポーツ 

第 14回：a.まとめ  b.試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・受講者数によりますが、ディスカッションやグループ討議等も予定しています。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・授業についてサマライズ、パラフレーズできるようにして次回に備えてください。 

５.教科書 

特に定めません。必要に応じて資料を提示します。 

６.参考書 

特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji 等を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
【評価の方法】 

試験５０％、コメント・ミニレポート等３０％、平常点（授業への参加度、貢献度）２０％ 

９.その他 
・毎回、授業内容に関連した簡単な課題提出またはコメント作成等を求めます。 

・授業内容に関連した簡単で体験的な実践活動を実施する場合があります。 
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科目ナンバー : (LA)PHY151J 

物質と宇宙Ⅰ 勝田 忠広 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

自然科学に関する科学的基礎と、それらの社会、政治、倫理的側面等について、文系の学生が取り組むべき課題、解決策を考える。  

 

授業の到達目標 

提示される諸問題に対して、科学的根拠に基づいた自分の考えを確立する。 

２.授業内容 

第１回：授業の概要・導入 

第２回：天文学の歴史 

第３回：宇宙創生１ 

第４回：宇宙創生２ 

第５回：銀河系・ブラックホール 

第６回：太陽系・地球外知的生命体 

第７回：地球と水 

第８回：宇宙の「平和」利用 

第９回：宇宙と倫理 

第 10回：量子力学１ 

第 11回：量子力学２ 

第 12回：科学と宗教 

第 13回：ポリシーメモ発表 

第 14回：a.総括、b.定期試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

自然科学に関する予備知識と興味、社会・環境問題に関する問題意識、英語の読解力が必要。 

関連する情報を常に新聞等でチェックし積極的に質問すること。 

可能な限り「物質と宇宙Ⅱ」の履修が必要。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で提示された内容について、各自が書籍や報道情報等を用いて予習、復習をすること。 

５.教科書 

特になし。資料を事前に教示あるいは配布する。 

６.参考書 

関連する分野の初心者向け新書、国内外の科学雑誌（サイエンス、ナショナル・ジオグラフィック等）。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内で解説を行う。 

８.成績評価の方法 
平常点(受講参加状況、発表態度、課題提出等) 30%、ポリシーメモ 30%、試験または学期末レポート 40%。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)PHY151J 

物質と宇宙Ⅱ 勝田 忠広 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標
授業の概要 

自然科学に関する科学的基礎と、それらの社会、政治、倫理的側面等について、文系の学生が取り組むべき課題、解決策を考える。 

到達目標 

提示される諸問題に対して、科学的根拠に基づいた自分の考えを確立する。

２.授業内容
第１回：授業の概要・導入 

第２回：生物多様性 

第３回：遺伝子問題１ 

第４回：遺伝子問題２ 

第５回：地球上の生物 

第６回：科学と信仰 

第７回：疑似科学１ 

第８回：疑似科学２ 

第９回：生命の起源 

第 10回：進化論 

第 11回：生態学 

第 12回：人間と地球・宇宙の歴史 

第 13回：ポリシーメモ発表 

第 14回：a.総括、b.定期試験 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意
自然科学に関する予備知識と興味、社会・環境問題に関する問題意識、英語の読解力が必要。 

関連する情報を常に新聞等でチェックし積極的に質問すること。 

可能な限り「物質と宇宙Ⅰ」の履修が必要。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で提示された内容について、各自が書籍や報道情報等を用いて予習、復習をすること。 

５.教科書
特になし。資料を事前に教示あるいは配布する。 

６.参考書
関連する分野の初心者向け新書、国内外の科学雑誌（サイエンス、ナショナル・ジオグラフィック等）。

７.課題に対するフィードバックの方法
 授業内で解説を行う。

８.成績評価の方法
平常点(受講参加状況、課題提出等) 30%、ポリシーメモ 30%、試験または学期末レポート 40%。 

９.その他
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科目ナンバー : (LA)BBI191J 

生命と人間Ⅰ 堀田 晴美 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

＜授業の概要＞ 

 生命科学（ライフサイエンス）を「私達自身の健康と生活をささえるサイエンス」と捉えて講義します。 

＜到達目標＞ 

 新聞の「科学」欄などの最新科学の進歩について理解できるレベルを目指します。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション   

第２回：生命の基本単位とは  

第３回：生命の枝   

第４回：生体電気の発見と応用 

第 5 回：痛み・自律神経・排泄  

第 6 回：食事と運動 

第 7 回：老化 

第 8 回：死 

第 9 回：「遺伝子」の発見  

第 10回：「遺伝子」の正体 

第 11回：ヒトゲノム解析の成果 

第 12回：生命の多様性   

第 13回：進化    

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

状況に応じて、講義内容や順序を変えることがあります。欠席が多いと理解が困難になります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業は、教科書や参考資料に沿って実施します。毎回の授業後、教科書・ノート・配布物の見直す復習をするとよいでしょう。 

５.教科書 

生物学入門（大学生のための基礎シリーズ②）第３版 石川統・大森正之・嶋田正和 編（東京化学同人） 

６.参考書 

『WHAT IS LIFE?（ホワット・イズ・ライフ？）生命とは何か』 ポール・ナース 著/竹内 薫 訳（2021年 03月発行） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の講義の際に、理解したことや疑問点を記入してもらい、次回の講義で紹介し、理解を深めます。 

８.成績評価の方法 
原則として、定期試験の結果で成績を評価します。試験の内容は、教科書と講義内容（講義資料ト、PowerPoint、ビデオ映像などを含む）の範囲で

出題します（100点）。得られた点数が 60 点以上を単位取得とします。 

９.その他 
質問は大歓迎です。気軽にコンタクトしてください。 
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科目ナンバー : (LA)BBI191J 

生命と人間Ⅱ 堀田 晴美 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

＜授業の概要＞ 

 生命科学（ライフサイエンス）を「私達自身の健康と生活をささえるサイエンス」と捉えて講義します。 

＜到達目標＞ 

 新聞の「科学」欄などの最新科学の進歩について理解できるレベルを目指します。 

 

２.授業内容 

第 1 回：イントロダクション 

第 2 回：生命の化学   

第 3 回：「区画化」   

第 4 回：酸素と生命   

第 5 回：ホメオスタシス  

第 6 回：情報としての生命   

第 7 回：DNA の機能  

第 8 回：遺伝子のオンとオフ   

第 9 回：感染症との闘い  

第 10回：がんの新しい治療法  

第 11回：遺伝子編集・iPS細胞   

第 12回：人口増加に伴う問題  

第 13回：ヒトの脳・意識・睡眠 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

状況に応じて、講義内容や順序を変えることがあります。欠席が多いと理解が困難になります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業は、教科書や参考資料に沿って実施します。毎回の授業後、教科書・ノート・配布物の見直す復習をするとよいでしょう。 

５.教科書 

生物学入門（大学生のための基礎シリーズ②）第３版 石川統・大森正之・嶋田正和 編（東京化学同人） 

６.参考書 

『WHAT IS LIFE?（ホワット・イズ・ライフ？）生命とは何か』 ポール・ナース 著/竹内 薫 訳（2021年 03月発行） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の講義の際に、理解したことや疑問点を記入してもらい、次回の講義で紹介し、理解を深めます。 

８.成績評価の方法 
原則として、定期試験の結果で成績を評価します。試験の内容は、教科書と講義内容（板書、配布プリント、PowerPoint、ビデオ映像などを含む）

の範囲で出題します（100 点）。得られた点数が 60 点以上を単位取得とします。 

９.その他 
質問は大歓迎です。気軽にコンタクトしてください。 
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科目ナンバー : (LA)INF111J 

数理と社会Ⅰ 奥野 拓也 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

さまざまなデータ分析で統計解析の手法が利用されている。この授業では、データ収集と整理、統計解析に関する基礎的な取り扱いについて解説す

る。 

 IoT の発達によりデータが以前よりも簡単にあつまりつつある。しかしデータは、整理して解析することで初めて情報となり活用可能となる。そ

のための基礎として、データ整理の方法、要約記述のための記述統計および確率について学ぶ。 

 調査・実験データの収集と記述の方法を理解すること。ならびにデータから情報を引き出し相手に伝えるための方法を理解して、実際に活用でき

るようにすることを目指す。 

２.授業内容 

第 1 回：数理と社会 Iへの誘い 

第 2 回：データの種類と整理 

第 3 回：データの要約記述と図示(1) 

第 4 回：データの要約記述と図示(2) 

第 5 回：データ可視化に関する発展的な話題 

第 6 回：1変数データの分析 

第 7 回：2変数データの分析 

第 8 回：確率 

第 9 回：確率変数と分布 

第 10回：統計的推測 

第 11回：検定 

第 12回：回帰分析 

第 13回：応用的な話題(1) 

第 14回：応用的な話題(2) 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

履修上の注意はない。 

 最近、さまざまな業種のビジネスで統計を用いたデータ分析の手法が利用されており、統計学の重要性が高まっているため、利用方法、および評

価方法について理解することが重要である。この授業ではその基礎となるデータ分析に興味があることが履修することが望ましい。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

該当するページを事前に確認しておくことが望ましい。 

５.教科書 

「改訂版 日本統計学会公式認定 統計検定３級対応『データの分析』」日本統計学会(東京図書株式会社) 2020 年 

６.参考書 

参考文献は必要に応じて授業の中で提示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業の最後に簡単な演習を行いますが、その問題の解説については、その演習の翌週の授業で時間を用意し、Oh o! Meiji 経由で配布しま

す。 

８.成績評価の方法 
定期試験は行いません。出席はとりますが点数には換算せず、欠席が 4 回を超えると単位を認定しません。 

成績は次の項目による総合評価: 

複数回の課題レポート: 到達目標の達成を測るための課題レポート複数回提出します（レポートをまとめるにあたり、授業内容を復習し、疑問点を

解決し、考察を深めることができたか）。 

 

９.その他 
授業でわからないところもあると思いますが、その場合は質問をしてください。授業中が難しいのであるならば、授業の後やメール等でも受け付け

ていますので、気軽に質問をしてください。 
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科目ナンバー : (LA)INF111J 

数理と社会Ⅱ 奥野 拓也 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

最近、さまざまな業種のビジネスで AI(機械学習・深層学習等)が利用されており、その重要性が高まっている。この授業では AI の概要と、利用方

法について解説します。 

  AI の活用(社会実装)は人々の生活を便利にする反面、様々な倫理問題やリスクを抱えています。これらの問題を回避するには事前に学習させる

知識や情報の中の偏りを見直し、改善を加えるプロセスが重要になります。そこで AI が抱える課題について理解し、人と機械の共存について考えて

いきます。 

  AI と共存していくために、必要なものはなにか、どのように提供していけばいいか等、実際に活用できるようにすることを目指す。 

２.授業内容 

第 1 回：数理と社会 II への誘い 

テーマ 1: AI 概論 

第 2 回：教師なし学習(分類問題)とその活用 

第 3 回：教師なし学習(回帰問題)とその活用 

第 4 回：教師なし学習とその活用 

第 5 回：強化学習とその活用 

第 6 回：AI を作る(1) 

第 7 回：AI を作る(2) 

テーマ 2: AI が抱える課題 

第 8 回：AI とプライバシー(1) 

第 9 回：AI とプライバシー2) 

第 10回：AI と倫理問題(1) 

第 11回：AI と倫理問題(2) 

第 12回：AI とセキュリティ(1) 

第 13回：AI とセキュリティ(2) 

第 14回：AI を活用するには 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

数理と社会 I を履修しておくことで理解が深まりますが、必須ではありません。 

授業ではソフトウェアをインストールする必要があるため PC(Win or Mac)が必要となります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

AI に関するニュース記事を普段から確認しどのような利用方法があるか調査しておくこと。 

５.教科書 

特定の教科書は指定しませんが、適宜参考文献を指示します。 

６.参考書 

参考文献は必要に応じて授業の中で提示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業の最後に簡単な演習を行いますが、その問題の解説については、その演習の翌週の授業で時間を用意し、Oh o! Meiji 経由で配布しま

す。 

８.成績評価の方法 
定期試験は行いません。出席はとりますが点数には換算せず、欠席が 4 回を超えると単位を認定しません。 

成績は次の項目による総合評価: 

複数回の課題レポート: 到達目標の達成を測るための課題レポート複数回提出します（レポートをまとめるにあたり、授業内容を復習し、疑問点を

解決し、考察を深めることができたか）。 

 

９.その他 
授業でわからないところもあると思いますが、その場合は質問をしてください。授業中が難しいのであるならば、授業の後やメール等でも受け付け

ていますので、気軽に質問をしてください。 
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科目ナンバー : (LA)STA111J 

情報と思考Ⅰ 栗山 健 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

「社会変化が著しく、将来を予測することが難しい現代、個人にとっても社会全体にとっても幸せなウェルビーイングが実現されるためにはどう

すれば良いのだろうか」もし、このような議論に参加しようとしたとき、どのような能力が必要になってくるでしょうか。ある分野に特化した専門

知識だけでなく情報を収集し整理、編集したうえで論理的に説明できる能力も求められます。 

社会の変化をとらえようとしたとき多大な情報に翻弄されたり、過度に偏った情報により判断を誤ったりすることも起こりえます。例えば、「みん

ながそう言っている」と聞くことがあります。みんなって誰？実際何人の人？「そう」言っている。の「そう」は何を指しているのでしょうか。皆

さんは自身にとって都合のいい情報だけを収集、信頼し、自ら望む結論を導出していることはないでしょうか。 

仮に情報をインプットとするならば、思考はプロセスと捉えることができます。インプットが正しくないとか、プロセス（思考）に矛盾があるとか

するとそのアウトプットの信頼性が損なわれます。 

この授業では情報の収集整理と読み解き方、他者への伝達手法の理解。そのための思考法について学びます。 

【授業の到達目標】 

本授業では情報や思考を多面的・多角的に捉え、理解を深めることで、情報を収集、整理、編集、論理的に説明できる能力の獲得を目標とします。

授業は講義と演習を交えた構成とします。必要に応じて社会で活躍している実践者を招くこともあります。 
２.授業内容 

第 01講：情報と思考 I への誘い （情報とは、思考とは） 

第 02講：なぜコミュニケーションは難しいのか 

第 03講：思いやりの会話がもたらす想定外の納得 

第 04講：噛み合う会話と創造的な対話のために 

第 05講：ニュースや天気用法に学ぶ情報伝達 

第 06講：情報の収集と整理 

第 07講：情報の解釈と統計的手法 

第 08講：情報と知識のアップデート 

第 09講：対話から生まれる創造性（からみあった課題を解きほぐす対話） 

第 10講：思考の癖を知る 

第 11講：考え方を考える 

第 12講：創造的な思考を行うために 

第 13講：創造的な対話を実現するために 

第 14講：情報と思考と、そして 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本授業は、社会人等の参加や動画収録、ウェブでの公開をともなう場合があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習として、事前アンケート（アンケート名称の冒頭に pre とついたもの）を提出してもらうことがあります。これは毎回設定されているとは限り

ません。基本的には前日の夜に設定しておきますので、授業の前までに回答してから授業に参加してください。 

 そのほか、授業時間内での回答を期待するアンケートが設定されることもあります。 

 復習として、毎回授業後に授業サマリ（授業内容についての振り返り）をレポートとして提出することと、事後アンケート（アンケート名称の冒

頭に post とついたもの）、アンケート方式のクイズ等への回答を求めることがあります。 

５.教科書 

特定の教科書は指定しませんが、適宜参考文献を指示します。 

６.参考書 

参考文献は必要に応じて授業の中で提示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題へのフィードバックは基本的に自次回以降の授業内で共有します。 

８.成績評価の方法 
定期試験は行いません。出席は毎回とりますが点数には換算せず、欠席が 4回を超えると単位を与えません。成績は次のものを評価します。 

(1) レポート「授業サマリ」（60%） 

(2) アンケート（30%） 

(3) ディスカッション（5%） 

(4) 小テスト（5%） 

【成績評価の基準】 

(1) 「授業サマリ」は 400 字以上 

(2) アンケートは回答内容にかかわりなく回答数だけ 

(3) ディスカッションは投稿内容にかかわりなく投稿数だけ 

(4) 小テストは授業内容に沿った解答を正解とする 

９.その他 
特にありません。 
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科目ナンバー : (LA)STA111J 

情報と思考Ⅱ 栗山 健 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

「社会変化が著しく、将来を予測することが難しい現代、個人にとっても社会全体にとっても幸せなウェルビーイングが実現されるためにはどう

すれば良いのだろうか」 もし、このような議論に参加しようとしたとき、どのような能力が必要になってくるでしょうか。ある分野に特化した専

門知識だけでなく情報を収集し整理、編集したうえで論理的に説明できる能力も求められます。 

社会の変化をとらえようとしたとき多大な情報に翻弄されたり、過度に偏った情報により判断を誤ったりすることも起こりえます。例えば、「みん

ながそう言っている」と聞くことがあります。みんなって誰？実際何人の人？「そう」言っている。の「そう」は何を指しているのでしょうか。皆

さんは自身にとって都合のいい情報だけを収集、信頼し、自ら望む結論を導出していることはないでしょうか。 

仮に情報をインプットとするならば、思考はプロセスと捉えることができます。インプットが正しくないとか、プロセス（思考）に矛盾があるとか

するとそのアウトプットの信頼性が損なわれます。 

この授業では情報の収集整理と読み解き方、他者への伝達手法の理解。そのための思考法について学びます。 

【授業の到達目標】 

本授業では情報や思考を多面的・多角的に捉え、理解を深めることで、情報を収集、整理、編集、論理的に説明できる能力の獲得を目標とします。

授業は講義と演習を交えた構成とします。必要に応じて社会で活躍している実践者を招くこともあります。 
２.授業内容 

第 01講：情報と思考 II への誘い 

第 02講：思い込みを生みだす認知バイアス 

第 03講：社会人のお客様を招いて(1) 

第 04講： 情報活用能力の意味 

第 05講：社会人のお客様を招いて(2) 

第 06講： 情報による思考の変化 

第 07講：社会人のお客様を招いて(3) 

第 08講： 思考ツールの活用 

第 09講：社会人のお客様を招いて(4) 

第 10講： 思考がもたらす行動変容 

第 11講：社会人のお客様を招いて(5) 

第 12講： 様々な思考法と往還 

第 13講：社会人のお客様を招いて(6) 

第 14講：今学期を振り返る 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

本授業は、社会人等の参加や動画収録、ウェブでの公開をともなう場合があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習として、事前アンケート（アンケート名称の冒頭に pre とついたもの）を提出してもらうことがあります。これは毎回設定されているとは限り

ません。基本的には前日の夜に設定しておきますので、授業の前までに回答してから授業に参加してください。 

 そのほか、授業時間内での回答を期待するアンケートが設定されることもあります。 

 復習として、毎回授業後に授業サマリ（授業内容についての振り返り）をレポートとして提出することと、事後アンケート（アンケート名称の冒

頭に post とついたもの）、アンケート方式のクイズ等への回答を求めることがあります。 

５.教科書 

特定の教科書は指定しませんが、適宜参考文献を指示します。 

６.参考書 

参考文献は必要に応じて授業の中で提示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題へのフィードバックは基本的に次回以降の授業内で共有します。 

８.成績評価の方法 
定期試験は行いません。出席は毎回とりますが点数には換算せず、欠席が 4回を超えると単位を与えません。成績は次のものを評価します。 

(1) レポート「授業サマリ」（60%） 

(2) アンケート（30%） 

(3) ディスカッション（5%） 

(4) 小テスト（5%） 

【成績評価の基準】 

(1) 「授業サマリ」は 400 字以上 

(2) アンケートは回答内容にかかわりなく回答数だけ 

(3) ディスカッションは投稿内容にかかわりなく投稿数だけ 

(4) 小テストは授業内容に沿った解答を正解とする 

９.その他 
特にありません。 
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科目ナンバー : (LA)INE161J 

エネルギーと環境Ⅰ 勝田 忠広 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

国内のエネルギー問題(原子力の平和利用や再生可能エネルギー等)、また環境問題(気候変動問題等)について、その科学技術、政策、環境、社会、

政治問題等を学ぶ。 

 

到達目標 

提示される諸問題に対して各自が科学的手法と国際的視野に基づいた独立した考えを持ち、自身の実践的な行動につなげることを目指す。 

２.授業内容 

第１回：授業の概要・導入 

第２回：エネルギー問題とは 

第３回：原子力発電とは 

第４回：核燃料サイクル１ 

第５回：核燃料サイクル２ 

第６回：核燃料サイクル３ 

第７回：福島第一原発事故１ 

第８回：福島第一原発事故２ 

第９回：再生可能エネルギー 

第 10回：気候変動問題１ 

第 11回：気候変動問題２ 

第 12回：エネルギーと豊かさ 

第 13回：ポリシーメモ発表 

第 14回：a.総括、b.定期試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

エネルギー問題に関する予備知識と興味、社会・環境問題に関する問題意識、英語の読解力が必要。 

関連する情報を常に新聞等でチェックし積極的に質問すること。 

可能な限り「エネルギーと環境 II」の履修が必要。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で提示された内容について、各自が書籍や報道情報等を用いて予習、復習をすること。 

５.教科書 

特になし。資料を事前に教示あるいは配布する。 

６.参考書 

関連する分野の初心者向け新書、政府・諸機関の報告書、ウエブサイト等。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内で解説を行う。 

８.成績評価の方法 
平常点(受講参加状況、課題提出等) 30%、ポリシーメモ 30%、試験または学期末レポート 40%。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)INE161J 

エネルギーと環境Ⅱ 勝田 忠広 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

世界の核問題やエネルギー事情、また様々な環境問題(気候変動等)を通じて、その政策や解決方法を学ぶ。  

 

到達目標 

提示される諸問題に対して各自が科学的手法と国際的視野に基づいた独立した考えを持ち、自身の実践的な行動につなげることを目指す。 

２.授業内容 

第１回：授業の概要・導入 

第２回：核兵器 

第３回：世界の核実験 

第４回：日本と核兵器 

第５回：世界のエネルギー動向１ 

第６回：世界のエネルギー動向２ 

第７回：世界の気候変動問題１ 

第８回：世界の気候変動問題２ 

第９回：世界の環境問題 

第 10回：環境に「良い」取り組み 

第 11回：環境・戦争と倫理 

第 12回：エネルギーと公正 

第 13回：ポリシーメモ発表 

第 14回：a.総括、b.定期試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

エネルギー問題、安全保障と世界情勢、科学に関する予備知識と興味、社会・環境問題に関する問題意識、英語の読解力が必要。 

関連する情報を常に新聞等でチェックし積極的に質問すること。 

可能な限り「エネルギーと環境 I」の履修が必要。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で提示された内容について、各自が書籍や報道情報等を用いて予習、復習をすること。 

５.教科書 

特になし。資料を事前に教示あるいは配布する。 

６.参考書 

関連する分野の初心者向け新書、国内外の雑誌（Bulletin of the Atomic Scientists 等）、政府・諸機関の報告書、ウェブサイト等。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内で解説を行う。 

８.成績評価の方法 
平常点(受講参加状況、課題提出等) 30%、ポリシーメモ 30%、試験または学期末レポート 40%。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)STS141J 

科学と技術Ⅰ 勝田 忠広 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

世界的規模で利用される科学技術工学に関する技術的基礎と、それらの社会、政治、倫理的課題等について、文系の学生が取り組むべ き課題、解

決策を考える。 

 

授業の到達目標 

提示される諸問題に対して、科学的根拠に基づいた自分の考えを確立する。 

２.授業内容 

第１回：授業の概要・導入 

第２回：エネルギー工学１ 

第３回：エネルギー工学２ 

第４回：宇宙工学 

第５回：ロボット工学 

第６回：情報通信工学 

第７回：科学技術と兵器１ 

第８回：科学技術と兵器２ 

第９回：科学技術と兵器３ 

第 10回：「夢」の科学技術 

第 11回：法と科学技術 

第 12回：科学技術と社会 

第 13回：ポリシーメモ発表 

第 14回：a.総括、b.定期試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

工学に関する興味、およびそれに関する社会・環境問題に関する問題意識、英語の読解力が必要。 

関連する情報を常に新聞等でチェックし積極的に質問すること。 

可能な限り「科学と技術Ⅱ」の履修が必要。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で提示された内容について、各自が書籍や報道情報等を用いて予習、復習をすること。 

５.教科書 

特になし。資料を事前に教示あるいは配布する。 

６.参考書 

関連する分野の初心者向け新書、国内外の科学雑誌（サイエンス、ナショナル・ジオグラフィック等）。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内で解説を行う。 

８.成績評価の方法 
平常点(受講参加状況、課題提出等) 30%、ポリシーメモ 30%、試験または学期末レポート 40%。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)STS141J 

科学と技術Ⅱ 勝田 忠広 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

身の回りで利用される科学技術に関する技術的基礎と、それらの社会、政治、倫理的側面等について、文系の学生が取り組むべ き課題、解決策を

考える。 

 

 

授業の到達目標 

提示される諸問題に対して、科学的根拠に基づいた自分の考えを確立する。 

２.授業内容 

第１回：授業の概要・導入  

第２回：都市と科学技術 

第３回：交通と科学技術 

第４回：家電問題 

第５回：食と科学技術 

第６回：お金・衣料と科学技術 

第７回：再生医療技術 

第８回：ニューロサイエンス 

第９回：化学物質問題１ 

第 10回：化学物質問題２ 

第 11回：科学技術と疑似科学 

第 12回：科学技術と自然 

第 13回：ポリシーメモ発表 

第 14回：a.総括、b.定期試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

工学に関する興味、およびそれに関する社会・環境問題に関する問題意識、英語の読解力が必要。 

関連する情報を常に新聞等でチェックし積極的に質問すること。 

可能な限り「科学と技術 I」の履修が必要。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で提示された内容について、各自が書籍や報道情報等を用いて予習、復習をすること。 

５.教科書 

特になし。資料を事前に教示あるいは配布する。 

６.参考書 

関連する分野の初心者向け新書、国内外の科学雑誌（サイエンス、ナショナル・ジオグラフィック等）。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内で解説を行う。 

８.成績評価の方法 
平常点(受講参加状況、課題提出等) 30%、ポリシーメモ 30%、試験または学期末レポート 40%。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ART121J 

美術の歴史 木下 亮 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

美術作品の主題や表現内容を正確に記述、分類、比較できるよう基礎的な知識を習得し、さらに西洋美術史の様式やイムズ（主義）の特徴を理解し

たうえで時間的・空間的コンテクストを視野に入れた作品解釈ができることを目指します。 

【到達目標】 

（１）西洋美術史の基本的な事項について理解している。 

（２）美術作品に関する正確な情報を収集し、主題や表現内容を特定することができる。 

（３）美術により深く興味を持ち、独自のことばで作品解釈ができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

テーマ１：美術作品の主題とジャンル 

第２回：キリスト教美術 

第３回：ギリシア神話と寓意表現 

第４回：肖像と人物画 

第５回：風景画、静物画、風俗画 

テーマ２：西洋美術の歴史：様式とイムズ（主義） 

第６回：ギリシアとローマ 

第７回：中世キリスト教美術（ロマネスクとゴシック） 

第 8 回：ルネサンス 

第９回：バロックとロココ 

第 10回：新古典主義とロマン主義 

第 11回：19 世紀美術 

第 12回：20 世紀美術 

テーマ３：美術作品に関わる情報の蓄積と検索 

第 13回：美術擁護、コレクション、美術館、展覧会、美術批評 

第 14回：インターネットと現代の美術 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

対面授業なので出席を重視します。 

授業の終わりにコメントシートを提出してもらい、授業への参加度を評価します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【授業準備】 

授業で取り上げる作品についてインターネットで検索して、作品の概要を理解しておいてください。 

【復習すべき内容】 

授業中に取り上げた作品を所蔵する美術館の HP にアクセスして、その内容を確認してください。 

５.教科書 

特に指定しません。適宜、資料を配布します。 

６.参考書 

秋山聰・田中正之監修『西洋美術史』美術出版社、2021 年 (ISBN: 978-4-568-38908-1) 

それぞれのテーマの参考書は授業のなかで適宜、紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業のなかで全体的なフィードバックをおこないます。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

２回の課題レポート 80％（40％×２）、平常点（コメントシート等、授業への参加度）20％ 

 

【成績評価の基準】 

（１）西洋美術の歴史について基本的な事項を理解しているか。 

（２）作品について信頼できる情報を集めたうえで、作品解釈がおこなわれているか。 

（３）正確な作品記述をしたうえで、独自の考察ができているか。 

 以上の 3 点を基準とします。 

９.その他 
授業のなかで展覧会について紹介します。 
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科目ナンバー : (LA)PHL111J 

哲学Ⅰ 越門 勝彦 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

紀元前４世紀から 20 世紀にいたるまで、西洋の哲学者たちが、どのような時代背景のもとで、どのような問題に取り組んできたのかを概観する。 

【到達目標】 

様々な哲学的問題を自ら考えることを通して、次に挙げる能力を身につける。 

・抽象的な議論を具体的現実に結びつける想像力 

・筋道立てて論理的に物事を捉える思考力 

・わかりやすく自分の考えを伝える表現力 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：古代ギリシアの哲学（プラトン） 

第３回：古代ギリシアの哲学（アリストテレス） 

第４回：中世スコラ哲学（トマス・アクィナス） 

第５回：合理主義（デカルトの存在論） 

第６回：合理主義（デカルトの心身二元論） 

第７回：合理主義（スピノザ、ライプニッツ） 

第８回：イギリス経験論（バークリー、ヒューム） 

第９回：ドイツ観念論（カントの理論哲学） 

第 10回：ドイツ観念論（カントの実践哲学） 

第 11回：ドイツ観念論（ヘーゲル） 

第 12回：フランス・スピリチュアリスム（メーヌ・ド・ビラン） 

第 13回：生の哲学（ベルクソン） 

第 14回：課題（確認テスト＋ミニレポート）についての解説 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

哲学Ⅱとあわせて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】配布されたレジュメや資料を読んでおいてください。 

【復習】授業で学んだ内容について、正確に理解し、自分で説明できるようにしておいてください。 

５.教科書 

特に定めません。レジュメを配布します。 

６.参考書 

『西洋哲学史』野田又夫（筑摩書房） 

『現代フランス哲学入門』川口茂雄・越門勝彦・三宅岳史編（ミネルヴァ書房） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業の課題は確認テストあるいはミニレポートであり、確認テストについては次回授業の冒頭で、ミニレポートについては第十四回授業で、

解説を行う。 

特に優れたレポートに関しては、全員に紹介し、どの点が優れているのかを説明する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

確認テスト 50％、ミニレポート 50％ 

毎回、確認テストかミニレポートを課題として出す。 

 

【成績評価の基準】 

授業で解説した哲学的議論の要点を正確に理解しているか。また、具体的経験と結びつけて理解できているか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)PHL111J 

哲学Ⅱ 越門 勝彦 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

２０世紀哲学の主流である分析哲学と現象学について、それらが、どのような方法論に即して、どのような問題に取り組んでいるのかを解説する。 

【到達目標】 

様々な哲学的問題を自ら考えることを通して、次に挙げる能力を身につける。 

・抽象的な議論を具体的現実に結びつける想像力 

・筋道立てて論理的に物事を捉える思考力 

・わかりやすく自分の考えを伝える表現力 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（現代哲学の諸問題） 

第２回：心の哲学① ―心は脳の状態に還元できるか？ 

第３回：心の哲学② 

第４回：心の哲学③ 

第５回：知識の哲学① ―「知っている」と言えるための条件とは？ 

第６回：知識の哲学② 

第７回：科学の哲学①  ー科学と疑似科学は区別できるか？ 

第８回：科学の哲学② 

第９回：言語の哲学① ―ことばが何かを「意味する」とはいかなることか？ 

第 10回：言語の哲学② 

第 11回：自由と行為の哲学① ―私たちはほんとうに自由なのか？ 

第 12回：自由と行為の哲学② 

第 13回：現象学 理念と方法論 

第 14回：a：試験 b：講義全体の振り返りと試験の解説 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

哲学Ⅰとあわせて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】教科書の指定された範囲を読んでおいてください。 

【復習】授業で学んだ内容について、正確に理解し、自分で説明できるようにしておいてください。 

５.教科書 

特に定めません。毎回、レジュメを配布します。 

６.参考書 

『現代哲学』門脇俊介（産業図書） 

『現象学という思考』田口茂（筑摩書房） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業の課題は確認テストあるいはミニレポートであり、確認テストについては次回授業の冒頭で、ミニレポートについては第十四回授業で、

解説を行う。 

特に優れたレポートに関しては、全員に紹介し、どの点が優れているのかを説明する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

確認テスト 50％、ミニレポート 50％ 

毎回、確認テストかミニレポートを課題として出す。 

 

【成績評価の基準】 

授業で解説した哲学的議論の要点を正確に理解しているか。また、具体的経験と結びつけて理解できているか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)PHL121J 

倫理学Ⅰ 越門 勝彦 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

功利主義、義務論、徳倫理学といった規範倫理学の伝統的な諸理論を紹介する。それぞれの理論を構成する原理や概念を解説し、現実の諸問題への

適用可能性についても吟味する。 

【到達目標】 

・各理論が前提する善悪の概念の違いを正確に理解する。 

・一つの事柄を、複数の異なる倫理学的観点から評価する。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：功利主義① ベンサムと J.S.ミルの思想 

第３回：功利主義② 様々な擁護論 

第４回：功利主義③ 批判的検討 

第５回：功利主義④ 規則功利主義 

第６回：義務論① カントの道徳哲学 

第７回：義務論② 普遍化可能性と人格性 

第８回：義務論③ 自律・責任 

第９回：義務論④ 批判的検討 

第 10回：徳倫理学① 幸福・善き生 

第 11回：徳倫理学② アリストテレスの徳倫理学 

第 12回：徳倫理学③ 20 世紀の徳倫理学 

第 13回：〈他者〉の倫理 

第 14回：a：試験 b：講義全体の振り返りと試験の解説 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

倫理学Ⅱとあわせて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】配布されたレジュメや資料を読み、授業に備えてください。 

【復習】授業で学んだ内容について、正確に理解し、自分で説明できるようにしておいてください。 

５.教科書 

特に定めません。レジュメを配布します。 

６.参考書 

『功利主義入門 はじめての倫理学』児玉聡（筑摩書房） 

『悪について』中島義道（岩波書店） 

『徳倫理学』ダニエル・C・ラッセル編（春秋社） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業の課題は確認テストあるいはミニレポートであり、確認テストについては次回授業の冒頭で、ミニレポートについては第十四回授業で、

解説を行う。 

特に優れたレポートに関しては、全員に紹介し、どの点が優れているのかを説明する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

確認テスト 50％、ミニレポート 50％ 

毎回、確認テストかミニレポートを課題として出す。 

 

【成績評価の基準】 

授業で取り上げた哲学的問題の意味を正確に理解しているか。また、その問題を具体的経験と結びつけて理解できているか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)PHL121J 

倫理学Ⅱ 越門 勝彦 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

２０世紀に登場した応用倫理学とメタ倫理学について、それらが、どのような方法論に即して、どのような問題に取り組んでいるのかを解説する。 

【到達目標】 

・医療、ケア、環境に関わる社会問題を倫理学の観点から把握し考察する。 

・そもそもなぜ倫理的であるべきなのかという問いを含め、倫理について根本的に問う構えを身につける。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

テーマ１：応用倫理学 

第２回：医療倫理学① 医療倫理学の確立とその時代背景 

第３回：医療倫理学② 安楽死 

第４回：医療倫理学③ 人工妊娠中絶・出生前診断 

第５回：生命倫理学 動物の権利 

第６回：環境倫理学 生物多様性の価値 

第７回：ケアの倫理 

テーマ２：メタ倫理学 

第８回：「正しいこと」は存在するか① 道徳の非実在論 

第９回：「正しいこと」は存在するか② 自然主義的実在論 

第 10回：「正しいこと」は存在するか③ 非自然主義的実在論 

第 11回：「正しいこと」は存在するか④ 感受性理論 

第 12回：「（道徳的に）正しい」と判断することの機能は何か ①表出主義 

第 13回：「（道徳的に）正しい」と判断することの機能は何か ②認知主義 

第 14回：a：試験 b：講義全体の振り返りと試験の解説 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

倫理学Ⅰとあわせて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】配布されたレジュメや資料を読み、授業に備えてください。 

【復習】授業で学んだ内容について、正確に理解し、自分で説明できるようにしておいてください。 

５.教科書 

特に定めません。レジュメを配布します。 

６.参考書 

赤林朗編『入門・医療倫理 Ⅰ』勁草書房 

大庭健・安彦一恵・永井均編『なぜ悪いことをしてはいけないのか』ナカニシヤ出版 

ピーター・シンガー『実践の倫理』昭和堂 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業の課題は確認テストあるいはミニレポートであり、確認テストについては次回授業の冒頭で、ミニレポートについては第十四回授業で、

解説を行う。 

特に優れたレポートに関しては、全員に紹介し、どの点が優れているのかを説明する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

確認テスト 50％、ミニレポート 50％ 

毎回、確認テストかミニレポートを課題として出す。 

 

【成績評価の基準】 

授業で解説した倫理理論の要点を正確に理解しているか。また、具体的経験と結びつけて理解できているか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)PHL121J 

倫理学基礎論 越門 勝彦 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

西洋近現代の思想を〈悪〉という観点から概観する。哲学者たちがどのような形で悪に関する問いを提起し、それに応答してきたかを解説する。そ

の問いとは、悪の存在理由、悪が経験される様態、善悪を区別する根拠、なされた悪を償うことの可能性、などである。 

【到達目標】 

宗教、倫理、政治が交錯するテーマについて学ぶことで、人文社会科学の幅広い知識と教養を身につける。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：欠如としての悪 

第３回：神学者による定義 

第４回：なぜ悪が存在するのか ―ライプニッツの神義論 

第５回：神義論批判 

第６回：「根源悪」の概念 ―カント 

第７回：「根源悪」の現われ方 

第８回：善悪の分かち難さ ―シェリング 

第９回：系譜学的アプローチ ―ニーチェ 

第 10回：道徳心理学的アプローチ ―フロイト 

第 11回：間主観的な悪 ―アレント 

第 12回：無関心の正当化としての悪 ―ナベール 

第 13回：赦し ―リクール 

第 14回：講義全体のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

授業中に出席調査を行うことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】配布されたレジュメや資料を読み、授業に備えてください。 

【復習】授業で学んだ内容について、正確に理解し、自分で説明できるようにしておいてください。 

５.教科書 

特に定めない。 

６.参考書 

『根源悪の系譜』リチャード.J.バーンスタイン（法政大学出版局） 

『カントの「悪」論』中島義道（講談社） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の課題は、テクストを読み、質問を用意しておくことである。質問に対しては、教員が答えることもあれば、受講者全員で一緒に考えることも

ある。 

提出された期末レポートに対しては、教員が口頭でコメントを行う。特に優れたレポートを全員に紹介する。 

８.成績評価の方法 
期末レポート 70％、平常点 30％（授業への参加度） 

【成績評価の基準】 

授業で取り上げた倫理学的問題の意味を正確に理解しているか。また、その問題を具体的経験と結びつけて理解できているか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)POL111J 

政治社会学Ⅰ 上村 威 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

本科目は、現代社会における政治的なメカニズムについて学ぶことを趣旨とする。前期の政治社会学Ⅰでは、現代社会の様々な現象に、どのような

政治的要因が潜んでいるかについて考える。その際、社会学や政治学におけるいくつかの分析の枠組みや概念を適宜紹介しながら進める。 

２.授業内容 

政治社会学Ⅰでは帰納的なアプローチをとり、具体的な事象に触れることから始め、学問的な理解へとつないでいく。学生が普段の生活の中で目に

触れることの多いニュースや新聞から具体的な題材を用意する。その中にどのような政治的な要因やメカニズムが潜んでいるかについて、学生同士

が議論しながら、考察する場を多く設ける。この議論のプロセスの中で、具体的な疑問点や争点が浮かび上がるたびに、関連する政治社会学の概念

や理論を紹介する。 

 

1. 授業紹介、政治社会学とは（相互構築、アイデンティティ、インタラクション、関係性における政治のメカニズムに焦点を当てる授業） 

2. 文化に潜む政治性および政治的力学：Chanbuli tribe、 Mead  

3. 規範の政治的力：明文化されていない暗黙のルール 

4. 社会における役割 

5. 言説に現れる政治性と政治的力学：言説とは、日本の場合、メディア 

6. 集団行為とフリーライダー問題：環境問題と戦争責任を中心に 

7. 経済活動における政治的力学 

8. 経済活動における政治的力学：日本バブルとリーマンショックの比較 

9. 貧困の政治社会的メカニズム：フェアトレード、南北問題 

10. 戦略文化比較：アメリカ、中国 

11. グループワーク 

12. グループワーク 

13. グループワーク 

14. 発表 

期末ペーパーは第 15 週までに提出 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業参加の前に、その回の事前リーディングを精読することが必要 

授業回数の３分の２以上出席した者のみを評価対象とする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回の授業には、必ずリーディングを精読して参加すること； 

授業で学んだ理論的概念や考え方について、具体的に考察する事例を見つけ、理解を深めること 

５.教科書 

特になし 

６.参考書 

特になし 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末のペーパーは Oh-o Meiji 上で個別にフィードバックします。 

また、授業中に取り扱う課題はその場で行います。 

 

８.成績評価の方法 
発表 1０％ 

ディスカッション ２０％ 

ピア評価   3０％ 

期末ペーパー ４０％ 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)POL111J 

政治社会学Ⅱ 上村 威 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

本科目は、現代社会における政治的なメカニズムについて学ぶことを趣旨とする。後期のⅡでは、学生自ら政治社会学的な視点を用いて、各々に関

心のあるできごとについて分析し、説明することを目指す。 

２.授業内容 

政治社会学Ⅱでは、Ⅰで学んだ政治社会学の視点から学生各々が関心を寄せるできごとについて分析し、説明する。授業の運営も、学生の発表やデ

ィベートを中心に学生同士、学生・教員間のインタラクティブな形式をとる。 

 

1. 授業紹介 

2. 集団と個人：ワーキングカルチャー 

3. 関係性における政治性：中根千枝を前提に；ノードとリンク；交渉の説明、チーム分け 

4. 相互依存における政治性：交渉シミュレーション 

5. 交渉シミュレーション レフレクション 

6. 国民国家の形成 

7. 制度としての国家；アイデンティティ 

8. 市民社会の諸相 

9. 財政金融政策 

10. 規範の変化と伝播、世界システム 

11.革命 

12.グループワーク 

13. グループワーク 

14. グループワーク、発表 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

授業に有意義に参加するためには、事前にリーディング資料を精読することが必要 

なお、リーディング資料はすべて担当教員が事前に ClassWeb 上に用意する 

授業回数の３分の２以上出席した者のみを評価対象とする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習：授業に有意義に参加するためには、事前にリーディング資料を精読することが必要 

復習：授業で学んだ理論的な概念や考え方について、各自具体的な事象の中で考察し、理解を深めること 

５.教科書 

特になし 

６.参考書 

特になし 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末のペーパーは Oh-o Meiji 上で個別にフィードバックします。 

また、授業中に取り扱う課題はその場で行います。 

 

 

８.成績評価の方法 
発表 1０％ 

ディスカッション ２０％ 

ピア評価   3０％ 

期末ペーパー ４０％ 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ECN111J 

経済学Ⅰ 深澤 竜人 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本科目は政治経済学部の経済原論に類して行なっていく。経済学Ⅰではいわゆる近代経済学として、現代にも通じる代表的またいわゆる主流派

の経済学の経済理論、これらを歴史的に追いかけながら説明していく。また現実の日本経済に関しても、実用的な側面を取り入れて解説していく。 

【到達目標】 

 経済学の有名な理論を解りやすく、初心者であっても理解できていくように解説していく。講義終了時には、経済学の一応の概論・基礎は了解さ

れ、自身でもそれなりの書物が読み進めていけるような段階になれるように傾けていく。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 重商主義の経済学 富とは何か 豊かな国とは 国の政策はどうあるべきか 

第２回：古典学派・新古典学派の経済学① 価格メカニズムの働きと重要視と限界 国家の政策介入の必要性 

第３回：古典学派・新古典学派の経済学② 比較生産費説 国際分業（貿易）の有効性を考える 

第４回：古典学派・新古典学派の経済学③ 上記の問題点を検討する 

第５回：ミクロ経済学の展開 労働価値説からの離脱 限界効用価値説の発展 交換・効用に重点を置く考え方 

第６回：古典派経済学から現代経済学への展開 一般均衡分析 不況や失業に対する考え・理論 別な経済学派の登場 

第７回：株式会社論 会社の始まりから 株式会社の論理と実態 経営と所有の分離 

第８回：株価の変動理論 株式取引の実際 

第９回：ケインズ学派の経済学 マクロ経済学の展開 有効需要政策 

第１０回：ケインズ政策のその後の展開 反ケインズ経済学派・新自由主義学派の経済学①（マネタリズム学派の主張） 

第１１回：反ケインズ経済学派・新自由主義学派の経済学②（サプライサイド学派の主張） 1980 年代の経済政策の転換  

第１２回：現在の日本経済① バブルの発生 （ケインズ理論の成功例として） 

第１３回：現在の日本経済② 日本における新自由主義派の登壇 構造改革の論理と新たな問題 格差の拡大 貧困化 

第１４回：世界経済の変化と現状 資本主義の変容 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 対面授業の場合、講義は板書で行なっていきます。板書内容をノートに取っておいてください。講義が一方通行にならないように、また理解度を

確認するため、皆さんにかなり質問し、マイクを持って答えてもらうことになると思います。この点を了解のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教科書や板書の内容を再確認するなり、自主的に講義内容を予習・復習しておくとよいです。 

５.教科書 

 深澤竜人『経済学簡易入門』丸善雄松堂、２０２３年（電子書籍）。 

６.参考書 

 同上。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回簡単なレポートを出してもらいまして、それで質問には答え、間違った理解などには修正して返信していました。 

８.成績評価の方法 
 実際の受講人数等々を見た後に決めていきますが、今時点では授業での平常点（授業態度等）50%、レポート（20%）、および期末レポート（30%）

を予定しておきます。 

９.その他 
 講義が一方通行にならないように、また理解度を確認するため、皆さんにかなり質問し、マイクを持って答えてもらうことになると思います。こ

の点を了解のこと。 
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科目ナンバー : (LA)ECN111J 

経済学Ⅱ 深澤 竜人 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本科目は政治経済学部の経済原論に類して行なっていく。経済学Ⅱではいわゆるマルクス経済学として、経済学Ⅰへの批判また多様な経済学の

見解を理解し、これを現実の日本経済あるいは社会主義圏の経済と絡めて解説し説明していく。 

【到達目標】 

 マルクス経済学の有名な理論や、それによって分析される現実の経済を解りやすく、初心者であっても理解できていくように解説していく。講義

終了時には、関連関係の一応の概論・基礎は了解され、自身でもそれなりの書物が読み進めていけるような段階になれるように傾けていく。 

２.授業内容 

第１回：様々な経済学 ミクロ・マクロ・近代経済学とマルクス経済学との関係 

    特に価値論に関して 労働価値説を基に効用価値学説との対比 効用価値説への批判・反論 

第２回：マルクス主義の三つの源泉と三つの構成要素 特に史的唯物論・唯物史観・経済社会構成体論に関して 

第３回：価値形態論 なぜ金が貨幣であるのかの解明 一般的等価物から金へ至るプロセス 

第４回：貨幣論・交換過程論① 商品流通 流通必要金量 貨幣から紙幣へ 貨幣数量説への批判 

第５回：貨幣論・交換過程論② マネーストック 紙幣から信用貨幣へ 債権・債務の関係 為替制度 手形・銀行券の発生 

第６回：金本位制度から管理通貨制度へ その変遷と現代の通貨制度 

    貨幣から資本へ 貨幣と資本の増殖 利潤が発生する根本原理と経済が成長する根本原理を問う 

第７回：貨幣から資本へ 貨幣と資本の増殖 利潤が発生する根本原理と経済が成長する根本原理を明らかにする 

    生産過程論 生産的労働による価値増殖過程 ペティ・クラークの法則 

第８回：資本循環・再生産論 生産のさらなる解明 利子・利潤・地代の源泉 様々な利潤・利子学説との対比 

第９回：剰余価値理論 絶対的・特別・相対的剰余価値生産 剰余価値率 労働分配率との差異 

第 10回：再生産論 単純再生産 拡大再生産 景気変動・産業循環 過剰生産恐慌 資本主義の形態変化 

    対外政策 過剰生産のはけ口 植民地獲得競争 世界市場の領土分割完了 世界大戦 

第 11回：社会主義の理論と建設 ソビエトを例に 計画経済という体制 戦後東西冷戦構造の形成 

第 12回：社会主義の変化① ソビエト型計画経済の非効率性と限界 

第 13回：社会主義の変化② 中国の成長 社会主義市場経済 21世紀型の社会主義 社会主義創世記論 

第 14回：現代日本資本主義について 国家独占資本主義という分析と解明 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 対面授業の場合、講義は板書で行なっていきます。板書内容をノートに取っておいてください。講義が一方通行にならないように、また理解度を

確認するため、皆さんにかなり質問し、マイクを持って答えてもらうことになると思います。この点を了解のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教科書の内容、板書の内容を確認し、自主的に講義内容を予習・復習しておくとよいです。 

５.教科書 

 深澤竜人『マルクス経済学簡易入門―主流派経済学の批判的考察を含めて―』丸善雄松堂、２０２０年（電子書籍）。 

６.参考書 

 同上。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回簡単なレポートを出してもらいまして、それで質問には答え、間違った理解などには修正して返信していました。 

８.成績評価の方法 
 実際の受講人数等々を見た後に決めていきますが、今時点では授業での平常点（授業態度等）50%、レポート（20%）、および期末レポート（30%）

を予定しておきます。 

９.その他 
 講義が一方通行にならないように、また理解度を確認するため、皆さんにかなり質問し、マイクを持って答えてもらうことになると思います。こ

の点を了解のこと。 
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科目ナンバー : (LA)HIS131J 

歴史学（西洋史） 佐藤 公紀 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業は、古代ギリシア・ローマから中世、大航海時代を経て、近世、近代、現代に至るまでの西洋の歴史を、複眼的な視点から考えることを目

的としています。 

ある時代のある出来事を生きた人びとの生き方や考え方を、様々な歴史史料を通じて追体験することで、世界史の醍醐味や面白さを実感できるで

しょう。 

毎回の授業の終わりに、授業で扱ったテーマに関する「問い」を設定し、これについての小レポートを書いてもらいます。 

 

【到達目標】 

・古代から現代に至るまでの世界史のグローバルな流れの知識を身につけ、これを人に説明できるようになる。 

・歴史に関わる情報を因果関係や当時の情勢の中で理解するとともに、これを自分の観点から整理・分析し、発信できる「歴史的思考力」を身につ

ける。 
２.授業内容 

第１回：オリエンテーション〜複眼的視点から歴史を眺める／授業のねらいと進め方 

第２回：古代ギリシアから民主主義を考える 

第３回：古代ローマから法の支配と奴隷制を考える 

第４回：中世ヨーロッパの皇帝から権力を考える 

第５回：中世ヨーロッパのペストから死を考える 

第６回：宗教改革から宗教と戦争を考える 

第７回：大航海時代からグローバリゼーションを考える 

第８回：近世ヨーロッパの絶対主義から権力を考える 

第９回：ウェストファリア条約から国家を考える 

第１０回：フランス革命からジェンダーを考える 

第１１回：一九世紀ヨーロッパからナショナリズムを考える 

第１２回：帝国主義から植民地支配を考える 

第１３回：第一次世界大戦から戦争のかたちを考える 

第１４回：まとめと試験試験 

 

＊授業内容は進度に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・この授業は、レジュメ及びパワーポイントで進行します。 

・授業で扱う主たるテーマは「西洋史」に関するものですが、高校で世界史を選択しなかった人も歓迎します。 

・欠席は３回まで、遅刻２回で欠席１回分とします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・授業前に参考文献を読むなどして、授業で扱う内容についてある程度把握しておくこと。 

・授業後は、配布したレジュメを見返し、学習内容を確認しておくこと。 

５.教科書 

授業中に資料を配布します。 

６.参考書 

・あれば、高校で使用した世界史教科書。 

・なければ「世界の歴史」編集委員会編『新 もういちど読む山川世界史』（山川出版社）を参照のこと。 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業冒頭で、前回のコメントペーパーに対してリプライを行うことで、自分の意見を見直す機会を提供する。 

８.成績評価の方法 
・授業内での課題への取り組み：５０％ 

・期末試験：５０％ 

９.その他 
秋学期に「ヨーロッパ近現代史概説」を履修することをおすすめします。 
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科目ナンバー : (LA)HIS131J 

ヨーロッパ近現代史概説 佐藤 公紀 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業では、近現代のヨーロッパ、とりわけドイツの歴史を、政治、経済、社会、文化など多様なテーマにから考察していきます。 

ドイツは、戦後処理、歴史認識、人権、脱原発、マイノリティ、移民・難民など、現代日本に生きる私達にとって示唆に富む事例に事欠かない国で

あり、またドイツの歴史は、それが属するヨーロッパのみならず、世界全体の歴史の展開に大きな影響を与えてきました。このような意味において、

ドイツ史の知見は現代の日本や世界の歴史をより深く理解するためのヒントとなるでしょう。 

 

【到達目標】 

・ドイツとヨーロッパの近現代史に関する基礎的知識を習得し、これを人に説明できるようになる。 

・歴史に関わる情報を因果関係や当時の情勢の中で理解するとともに、これを自分の観点から整理・分析し、発信できる「歴史的思考力」を身につ

ける。 
２.授業内容 

第１回：オリエンテーション〜ヨーロッパ近現代史という万華鏡 

第２回：「戦間期」における戦争なき世界の模索とファシズムの台頭 

第３回：第二次世界大戦とジェノサイド 

第４回：「戦いなき戦争」としての「冷戦」と東西ドイツ 

第５回：冷戦の終焉とドイツ統一 

第６回：現代ドイツとユダヤ・マイノリティの歴史 

第７回：戦後ドイツの「被追放民」、移民・難民問題 

第８回：東西ドイツの外国人労働者〜トルコ人出稼ぎ労働者とヴェトナム人契約労働者 

第９回：ドイツにおける「1968 年」 

第１０回：ドイツの反原発運動 

第１１回：ドイツの「過去の克服」と戦後補償問題 

第１２回：グローバル化のなかの右翼ポピュリズム 

第１３回：2021 年ドイツ連邦議会選挙 

第１４回：まとめと期末試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・この授業は、レジュメ及びパワーポイントで進行します。 

・授業で扱う主たるテーマは「ヨーロッパ近現代史」に関するものですが、高校で世界史を選択しなかった人も歓迎します。 

・欠席は３回まで、遅刻２回で欠席１回分とします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・授業前に参考文献を読むなどして、授業で扱う内容についてある程度把握しておくこと。 

・授業後は、配布したレジュメを見返し、学習内容を確認しておくこと。 

５.教科書 

授業中に資料を配布します。 

６.参考書 

・あれば、高校で使用した世界史教科書。 

・なければ「世界の歴史」編集委員会編『新 もういちど読む山川世界史』（山川出版社）を参照のこと。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業冒頭で、前回のコメントペーパーに対してリプライを行うことで、自分の意見を見直す機会を提供する。 

８.成績評価の方法 
・授業内での課題への取り組み：５０％ 

・期末試験：５０％ 

９.その他 
春学期に「歴史学（西洋史）」を履修することをおすすめします。 
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科目ナンバー : (LA)HIS121J 

アジアの社会と歴史Ⅰ 西川 和孝 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 唐朝後半期から元朝を経て明朝に至る時期は、政治面においては常に北方からの異民族の脅威にさらされ続けた時期であり、経済面では軍事的

圧力から逃れた南方において急速に発展させ、経済の重心が北方から南方に移動した時期でもある。本講義では、現在の中国経済の一端を支える華

南経済の歴史を理解するために、北方からの軍事的脅威から逃れ、追い詰められた華南地域で経済の発展を模索しつづけた歴史的経緯を政治・経済

の両面から学び、華南経済の発展と経済重心の南遷を中国の政治と経済の関係性の中に位置づけることを目指す。 

【到達目標】 

 唐朝後半期から明朝までの北方異民族の脅威と経済重心の南遷の中での政治と経済に関する基礎的知識を身に付けた上で、基本的な歴史的流れ

を理解できる。更に日本とも深いつながりを持つ華南経済圏が如何なる歴史的経緯を経て中国経済のけん引役となったのか現在の視点から自らの言

葉で説明することが出来る。 

 
２.授業内容 

第 1 回授業：ガイダンス 

第 2 回授業：唐朝の滅亡から契丹の覇権と多国体制 

第 3 回授業：多国体制の中の北宋 

第 4 回授業：北宋朝の財政構造と軍事体制  

第 5 回授業：金朝の南侵と南宋の成立 

第 6 回授業：江南デルタにおける経済発展 

第 7 回授業：モンゴル王朝の台頭とユーラシアにおける経済統合 

第８回授業：クビライによる中国統一と支配体制の確立 

第 9 回授業：モンゴルの解体 

第 10回授業：明朝の成立 

第 11回授業：明朝の税制と貨幣政策 

第 12回授業：北虜南倭 

第 13回授業：明清交代 

第 14回授業：まとめと理解の確認 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業中は私語とスマートフォンの使用は一切厳禁とする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業に使用する資料は Oh-o!Ｍeiji にアップしておくので、ダウンロードをして授業前に目を通しておくこと。 

５.教科書 

特に定めない。授業資料は、こちらで用意する。Oh-o!Ｍeiji にアップされた授業資料を事前にプリントアウトをして持ってくること。 

６.参考書 

参考書：『中国経済史』 岡本隆司 名古屋大学出版会  

参考書：『中国史３ 五代～元（世界歴史体系）』 松丸道雄[ほか]編 山川出版社  

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 提出された課題に対しては、授業中あるいは Oh-o!Meij 上において適宜コメントする。 

８.成績評価の方法 
授業後のレスポンスペーパー：50％ 

論述試験：50％ 

授業後に、授業内容をレスポンスペーパーにまとめて提出すること。また、論述試験は必須であり、正当な理由なしに欠席が３分の１を超える者

は、論述試験を受験する資格を失うので注意すること。 

９.その他 
なし。 
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科目ナンバー : (LA)HIS121J 

アジアの社会と歴史Ⅱ 西川 和孝 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、中国を中心に据え、通史的に東アジア海域を介した交流史を概観していく。現代まで続く、今日では欠くことの出来ない海を介した

交易・交流についてその歴史的変遷を理解するため、東シナ海・南シナ海からなる東アジア海域を舞台とした中国・日本・朝鮮・ヨーロッパなどの

人々とモノの交流、そして「国家」という一つの枠組みを超えて広がるネットワークの形成と拡大を学び、周辺地域との経済・文化的交流について

考えていく。 

【到達目標】 

 東アジア海域を中心として繰り広げられた交流について基礎的知識を身に付けた上で、その根幹となる歴史的流れを理解し、かつ簡潔に説明で

きる。そして、王朝の変化に目が向きやすい中国の歴史について、東アジア海域の交流史に焦点を合わすことで、一国史を超えた周辺地域を含む広

域の歴史学習をおこない、交流がその後の中国にもたらした変化およびその歴史的意義について自分なりの答えを導き出すことができる。 

２.授業内容 

第１回：ガイダンス/南シナ海と東シナ海の成立 

第２回：国家権力の海域世界進出 

第３回：海域交流の舞台背景と担い手（１） 

第４回：海域交流の舞台背景と担い手（２） 

第５回：モンゴルの衝撃と各地の反応 

第６回：明朝の国際システムと海域世界 

第７回：朝貢体制の動揺 

第８回：大倭寇時代 

第９回：海商の時代 

第 10回：銀の時代 

第 11回：海商と近世国家 

第 12回：近世国家の交流 

第 13回：近世国家の海禁体制 

第 14回：まとめと総括 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業中は私語とスマートフォンの使用は一切厳禁とする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業に使用する資料は Oh-o!Ｍeiji にアップしておくので、ダウンロードをして授業前に目を通しておくこと。 

５.教科書 

特に定めない。授業資料は、こちらで用意する。Oh-o!Ｍeiji にアップされた授業資料を事前にプリントアウトをして持ってくること。 

６.参考書 

上田信『海と帝国』講談社、2005年 

羽田正編『海から見た歴史』東京大学出版会、2013 年 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 提出された課題に対しては、授業中あるいは Oh-o!Meij 上において適宜コメントする。 

８.成績評価の方法 
授業後のレスポンスペーパー：50％ 

論述試験：50％ 

授業後に、授業内容をレスポンスペーパーにまとめて提出すること。また、論述試験は必須であり、正当な理由なしに欠席が３分の１を超える者

は、論述試験を受験する資格を失うので注意すること。 

９.その他 
なし。 
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科目ナンバー : (LA)SOC121J 

社会思想史Ⅰ 田中 ひかる 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【概要】 

過去から現在に至るまで、日本および世界各地で形成されてきた社会運動に焦点を当て、運動において共有・表明されているさまざまな社会思想について検討する。 

【到達目標】 

1．歴史上の社会運動の役割や意味について、現在と関わらせることで理解することができるようになる。 

2．社会運動が表明するさまざまな社会思想について理解できるようになる。 

3．今日、自分の身の周りで、あるいは世界各地で起きている諸問題を解決しようとしている社会運動を見ることを通じて、それらの問題について積極的に学び、考え、

それらの問題と自分との関わりについて、自分の言葉で説明できるようになる。 

２.授業内容 

第１回：a のみ：授業内容についての説明：教科書「まえがき」について   第２回：現代の社会運動と社会思想（1）：教科書「まえがき」「序章」について 

第３回：現代の社会運動と社会思想（2）：教科書「まえがき」「序章」について   第４回：社会運動の理論：教科書「まえがき」「序章」について 

第５回：女性運動とフェミニズム（1）：教科書「第 1 章」「第 4 章」「まえがき」「序章」 

第６回：女性運動とフェミニズム（2）：教科書「第 1 章」「第 4 章」「まえがき」「序章」 

第７回：平和運動と平和主義（1）：教科書「第 2 章」「まえがき」「序章」   第８回：平和運動と平和主義（2）：教科書「第 2 章」「まえがき」「序章」 

第９回：移民とアナーキズム（1）：教科書「第 3 章」「第 5 章」「まえがき」「序章」 

第 10 回：移民とアナーキズム（2）：教科書「第 3 章」「第 5 章」「まえがき」「序章」 

第 11 回：移民とアナーキズム（3）：教科書「第 3 章」「第 5 章」「まえがき」「序章」 

第 12 回：マイノリティと人権思想（1）：教科書「第 4 章」「第 1 章」「まえがき」「序章」 

第 13 回：マイノリティと人権思想（2）：教科書「第 4 章」「第 1 章」「まえがき」「序章」 

第 14 回：マイノリティと人権思想（3）：教科書「第 4 章」「第 1 章」「まえがき」「序章」                     ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・学習効果上、「社会思想史Ⅱ」（秋学期）とあわせて履修することが望ましい。 

・毎回、教科書の 1-2 節を読み、疑問や意見を出しながら社会運動とその背景にある社会思想について検討していく。そのため、教科書は必ず授業に持参すること。ま

た、すべての受講生が教科書を読んだ上で、自分の疑問や意見を授業の中で出す準備をしておくこと。 

・教科書とともに、ノートと筆記用具を必ず持参し、授業についての記録を取り、自分の疑問や意見を記載した上で提出できるようにしておくこと。 

・欠席する場合、必ず、以下のメールアドレスに事前に連絡をすること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・教科書を最初から最後まで通読すること。また、毎回の授業の前後には、今回扱った範囲、次回扱う範囲について読み直し、疑問やわからないこと、関心を持った点

などに関して、テキストに線を引く／書き込みをする／付せんを貼る／ノートをとる、といった作業をしておくこと。 

・授業で提示するパワーポイントのスライドの内容は、Oh-o!Meiji のクラスウエブに転載する。予習・復習に活用し、次の授業の準備に使うこと。 

・授業で紹介しなかった動画やウエブサイトについても、クラスウエブに掲載するので、授業の復習に活用すること。 

・受講生の課題への解答や授業の感想を集約したファイルも、クラスウエブに掲載予定である。解答の作成の参考にすること。 

５.教科書 

[url=http://www.minervashobo.co.jp/book/b333367.html]田中ひかる編『社会運動のグローバル・ヒストリー―共鳴する人と思想』（ミネルヴァ書房，2018 年）。 

６.参考書 

（1）教科書『社会運動のグローバル・ヒストリー』の巻末にある「ブックガイド」を参照。 

（2）アリシア・ガーザ，人権学習コレクティブ監修・翻訳『世界を動かす変革の力—ブラック・ライブズ・マター共同代表からのメッセージ』（明石書店，2021 年）。 

（3）稲葉剛・小林美穂子・和田静香編『コロナ禍の東京を駆け抜ける―緊急事態宣言下の困窮者支援日記』（岩波書店，2020 年）。 

（4）稲葉剛『閉ざされた扉をこじ開ける―排除と貧困に抗うソーシャルアクション』（朝日新書，2020 年）。 （5）今野晴貴『ストライキ 2.0―ブラック企業と闘う武器』（集英社新書，2020 年）。 

（6）濱西 栄司・鈴木彩加・中根多恵・青木 聡子・小杉 亮子『問いからはじめる社会運動論』（有斐閣，2020 年）。 

（7）長谷川公一編『社会運動の現在―市民社会の声』（有斐閣，2020 年）。 

（8）田中優子ほか編著『そろそろ社会運動の話をしよう―他人ゴトから自分ゴトへ。社会を変えるための実践論』改訂新版（明石書店，2019 年）。 

（9）木下ちがや『社会を変えよう」といわれたら』（大月書店，2019 年）。     （10）國分功一郎，山崎亮『僕らの社会主義』（筑摩書房，2017 年）。 

（11）森山至貴『LGBT を読みとく―クィア・スタディーズ入門』（筑摩書房，2017 年）。   （12）幸重忠孝，村井琢哉『まちの子どもソーシャルワーク』（かもがわ出版，2018 年）。 

（13）町村敬志，佐藤圭一編 『脱原発をめざす市民活動－3・11 社会運動の社会学』．（新曜社，2016 年）。 

（14）NPO 法人豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク編『子ども食堂をつくろう! ─人がつながる地域の居場所づくり』（明石書店，2016 年）。 

（15）大畑裕嗣ほか編『社会運動の社会学』（有斐閣，2004 年）。 （16）シドニー・タロー，大畑裕嗣監訳『社会運動の力―集合行為の比較社会学』（彩流社，2006 年）。 

（17）樋口直人『日本型排外主義：在特会・外国人参政権・東アジア地政学』（名古屋大学出版会，2014 年）。 

（18）田中ひかる編『アナキズムを読む 〈自由〉を生きるためのブックガイド』（皓星社，2021 年）。 

（19）小熊英二『 首相官邸の前で』（集英社インターナショナル，2017 年）。                         ＊資料等を配布することがある。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
・毎授業ごとの課題については、主に、毎回の授業の冒頭で、提出された解答の一部を提示し、簡単にコメントする。 

・また、提出された課題と授業の感想を集約したファイルを Oh-o!Meiji のクラスウエブにアップロードし、他の受講生の課題への解答と授業の感想と自分のものを比較

することが出来るようにする。 

・期末レポート採点終了後、Oh-o!Meiji のクラスウエブを通じて、受講生全体に、提出されたレポートに関する総合的な講評を送信する。 

８.成績評価の方法 
【評価方法】・授業への積極的な参加・授業での課題への積極的な取り組み（40％）、期末レポート（60％）  ・「積極的な参加」「積極的な取り組み」については、毎

回の授業で出される簡単な課題提出、授業中での質問への回答提出などを予定しているが、受講者数に応じて変更する。 

・期末レポートは、第 13 回目までに、課題を提示する。1 題 1600 字以上のものを 2 題以上課す予定（受講生数に応じて変更もありうる）。 

【評価基準】・社会運動とその背景となる人々の思想・実践の歴史を学ぶ意味、その歴史と自分との関わりについて、授業・教科書・配付資料の内容に沿って説明するこ

とができているか。 

９.その他 
授業で追加した説明/資料は、クラスウエブに追加資料として掲載。 
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科目ナンバー : (LA)SOC121J 

社会思想史Ⅱ 田中 ひかる 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【概要】 

過去から現在に至るまで、日本および世界各地で形成されてきた社会運動に焦点を当て、運動において共有・表明されているさまざまな社会思想について検討する。 

【到達目標】 

1．歴史上の社会運動の役割や意味について、現在と関わらせることで理解することができるようになる。 

2．社会運動が表明するさまざまな社会思想について理解できるようになる。 

3．今日、自分の身の周りで、あるいは世界各地で起きている諸問題を解決しようとしている社会運動を見ることを通じて、それらの問題について積極的に学び、考え、

それらの問題と自分との関わりについて、自分の言葉で説明できるようになる。 

２.授業内容 

第１回：a のみ：授業内容についての説明：教科書「まえがき」「序章」     第２回：現代の社会運動の現状と課題（1）：教科書「まえがき」「序章」 

第３回：現代の社会運動の現状と課題（2）：教科書「まえがき」「序章」     第４回：社会運動の理論：教科書「まえがき」「序章」 

第５回：難民と人権思想（1）：教科書「第 5章」「第 3 章」「第 6 章」「まえがき」「序章」     第６回：難民と人権思想（2）：教科書「第 5 章」「第 3 章」「第 6 章」「まえがき」「序章」 

第７回：難民と人権思想（3）：教科書「第 5章」「第 3 章」「第 6 章」「まえがき」「序章」     第８回：難民と人権思想（4）：教科書「第 5 章」「第 3 章」「第 6 章」「まえがき」「序章」 

第９回：社会主義とアナーキズム（1）：教科書「第 6 章」「第 3 章」「まえがき」「序章」      第 10 回：社会主義とアナーキズム（2）：教科書「第 6 章」「第 3 章」「まえがき」「序章」 

第 11 回：社会主義とアナーキズム（3）：教科書「第 6 章」「第 3 章」「まえがき」「序章」     第 12 回：労働運動とその思想（1）：教科書「第 7 章」「第 6 章」「まえがき」「序章」 

第 13 回：労働運動とその思想（2）：教科書「第 7 章」「第 6 章」「まえがき」「序章」     第 14 回：労働運動とその思想（3）：教科書「第 7 章」「第 6 章」「まえがき」「序章」  

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・学習効果上、「社会思想史Ⅰ」（夏学期）とあわせて履修することが望ましい。 

・毎回、教科書の 1-2 節を読み、疑問や意見を出しながら社会運動とその背景にある社会思想について検討していく。そのため、教科書は必ず授業に持参すること。ま

た、すべての受講生が教科書を読んだ上で、自分の疑問や意見を授業の中で出す準備をしておくこと。 

・教科書とともに、ノートと筆記用具を必ず持参し、授業についての記録を取り、自分の疑問や意見を記載した上で提出できるようにしておくこと。 

・欠席する場合、必ず、以下のメールアドレスに事前に連絡をすること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・教科書を最初から最後まで通読すること。また、毎回の授業の前後には、その回に扱う範囲、次の回に扱う範囲について読み、疑問やわからないこと、関心を持った

点などに関して、テキストに線を引く、書き込みをする、付せんを貼る、ノートをとる、といった作業をしておくこと。 

・授業で提示するパワーポイントのスライドの内容は、Oh-o!Meiji のクラスウエブに転載する。予習・復習に活用し、次の授業の準備に使うこと。 

・授業で紹介しなかった動画やウエブサイトについても、クラスウエブに掲載するので、授業の復習に活用すること。 

・受講生の課題への解答や授業の感想を集約したファイルも、クラスウエブに掲載予定である。解答の作成の参考にすること。 

５.教科書 

[url=http://www.minervashobo.co.jp/book/b333367.html]田中ひかる編『社会運動のグローバル・ヒストリー―共鳴する人と思想』（ミネルヴァ書房，2018 年）。 

６.参考書 

（1）教科書『社会運動のグローバル・ヒストリー』の巻末にある「ブックガイド」を参照。 

（2）アリシア・ガーザ，人権学習コレクティブ監修・翻訳『世界を動かす変革の力—ブラック・ライブズ・マター共同代表からのメッセージ』（明石書店，2021 年）。 

（3）稲葉剛・小林美穂子・和田静香編『コロナ禍の東京を駆け抜ける―緊急事態宣言下の困窮者支援日記』（岩波書店，2020 年）。 

（4）稲葉剛『閉ざされた扉をこじ開ける―排除と貧困に抗うソーシャルアクション』（朝日新書，2020 年）。 

（5）今野晴貴『ストライキ 2.0―ブラック企業と闘う武器』（集英社新書，2020 年）。 

（6）濱西 栄司・鈴木彩加・中根多恵・青木 聡子・小杉 亮子『問いからはじめる社会運動論』（有斐閣，2020 年）。 

（7）長谷川公一編『社会運動の現在―市民社会の声』（有斐閣，2020 年）。 

（8）田中優子ほか編著『そろそろ社会運動の話をしよう―他人ゴトから自分ゴトへ。社会を変えるための実践論』改訂新版（明石書店，2019 年）。 

（9）木下ちがや『社会を変えよう」といわれたら』（大月書店，2019 年）。      （10）國分功一郎，山崎亮『僕らの社会主義』（筑摩書房，2017 年）。 

（11）森山至貴『LGBT を読みとく―クィア・スタディーズ入門』（筑摩書房，2017 年）。      （12）幸重忠孝，村井琢哉『まちの子どもソーシャルワーク』（かもがわ出版，2018 年）。 

（13）町村敬志，佐藤圭一編 『脱原発をめざす市民活動－3・11 社会運動の社会学』．（新曜社，2016 年）。 

（14）NPO 法人豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク編『子ども食堂をつくろう! ─人がつながる地域の居場所づくり』（明石書店，2016 年）。 

（15）大畑裕嗣ほか編『社会運動の社会学』（有斐閣，2004 年）。     （16）シドニー・タロー，大畑裕嗣監訳『社会運動の力―集合行為の比較社会学』（彩流社，2006 年）。 

（17）樋口直人『日本型排外主義：在特会・外国人参政権・東アジア地政学』（名古屋大学出版会，2014 年）。 

（18）田中ひかる編『アナキズムを読む 〈自由〉を生きるためのブックガイド』（皓星社，2021 年）。 

（19）小熊英二『首相官邸の前で』（集英社インターナショナル，2017 年）。.                         ＊資料等を配布することがある。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
・毎授業ごとの課題については、主に、毎回の授業の冒頭で、提出された解答の一部を提示し、簡単にコメントする。 

・また、提出された課題と授業の感想を集約したファイルを Oh-o!Meiji のクラスウエブにアップロードし、他の受講生の課題への解答と授業の感想と自分のものを比較

することができるようにする。 

・期末レポート採点終了後、Oh-o!Meiji のクラスウエブを通じて、受講生全体に、提出されたレポートに関する総合的な講評を送信する。 

８.成績評価の方法 
【評価方法】・授業への積極的な参加・授業での課題への積極的な取り組み（40％）、期末レポート（60％）  ・「積極的な参加」「積極的な取り組み」については、毎

回の授業で出される簡単な課題提出、授業中での質問への回答提出などを予定しているが、受講者数に応じて変更する。   ・期末レポートは、第 13 回目までに、課

題を提示する。1 題 1600 字以上のものを 2 題以上課す予定（受講生数に応じて変更もありうる）。 

【評価基準】社会運動とその背景となる人々の思想・実践の歴史を学ぶ意味、その歴史と自分との関わりについて、授業・教科書・配付資料の内容に沿って説明するこ

とができているか。 

９.その他 
授業で追加した説明/資料は、クラスウエブに追加資料として掲載。 
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科目ナンバー : (LA)SOC121J 

現代世界と社会思想Ⅰ 田中 ひかる 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 この授業では、格差・貧困・労働、移民・難民、女性・マイノリティ・人種差別、環境破壊、食糧廃棄など、現在、世界で起きている諸問題、そのような諸問題の所

在を明らかにしている社会運動、そこで共有され、解決策を提起し、問題の解決を模索する社会思想およびそれに基づく実践について学ぶ。それら諸問題と社会運動、そ

して社会思想について理解した上で、世界と自分との密接な関係を認識し、現代世界で起きている諸問題の現状、原因、現在実行されている対策、今後実施されるべき、

あるいは実施される可能性を追求すべき対策や解決策、それらの背景にある様々な社会思想に関する理解を前提にして、最終的には、自分は何をすることができるのか、

という点について述べることができるようになることを到達目標とする。 

 今年度春学期は、格差・貧困・環境破壊・食糧・移民・難民に関連する諸問題とその解決を模索する社会思想と実践を取りあげる。 
２.授業内容 

第１回：a：イントロダクション 授業の内容・進め方・成績＋世界で起きている諸問題  

第２回：格差・貧困・環境破壊など（1）  第３回：格差・貧困・環境破壊など（2）  第４回：格差・貧困・環境破壊など（3） 第５回：解決のための思想と実践 

第６回：食糧・ライフスタイルなど（1）  第７回：食糧・ライフスタイルなど（2）  第８回：食糧・ライフスタイルなど（3）  

第９回：食糧・ライフスタイルなど（4）  第 10 回：移民・難民問題（1）  第 11 回：移民・難民問題（2）  第 12 回：移民・難民問題（3） 

第 13 回：移民・難民問題（4）  第 14 回：全体の整理                       ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・学習効果上、「現代世界と社会思想Ⅱ」（秋学期）とあわせて履修することが望ましい。 

・毎回、映像や動画を含む資料を参照し、受講生とともに疑問や意見を出しながら、世界で起きている諸問題に関する理解を深め、その解決策について考える。そのた

め、積極的な参加が求められる。 

・クラスウエブなどに、事前に PDF ファイルなどをアップしておくことがある。その際には、必ずダウンロードしたものが参照できる状態で、授業に出席すること。 

・受講後、授業で考えたことに関する自分の意見をクラスウエブにアップロードし、これをもって積極的な授業への参加があったと判断する。そのため、必ず、映像・

資料についてはメモを取ること。 

・ノート、筆記用具を必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・予習：次回の授業に関する参考資料を、クラスウエブにアップロードするので、できる限り参照した上で受講すること。 

・復習：授業を受けて、疑問やわからないこと、関心を持った点などがあればメモを取り、次の授業に活かすこと。 

５.教科書 

教科書は指定しない。「参考文献」や予習のために提示した資料を参考にすること。 

６.参考書 

・田中ひかる編『アナキズムを読む 〈自由〉を生きるためのブックガイド』（皓星社，2021年）  ・田中ひかる編『社会運動のグローバルヒストリー－共鳴する人と思想』（ミネルヴァ書房，2018年） 

・ルトガー・ブレグマン，野中香方子訳『隷属なき道―AIとの競争に勝つベーシックインカムと一日 3時間労働』（文藝春秋，2017年）。  ・斎藤幸平『人新世の「資本論」』（集英社新書，2020年）。 

・高坂勝『減速して自由に生きる：ダウンシフターズ』（ちくま文庫，こ-45-1）（筑摩書房，2014年）  ・塩見直紀『半農半 Xという生き方－決定版』（ちくま文庫，し-47-1）（筑摩書房，2014年）。 

・田中優ほか編『世界から貧しさをなくす 30の方法』（合同出版，2006年）。  ・国際環境 NGO FoE Japan編『気候変動から世界を守る 30の方法-私たちのクライメート・ジャスティス！』（合同出版，2021年）。 

・鶴見済『脱資本主義宣言―グローバル経済が蝕む暮らし』（新潮社，2012年）。  ・鶴見済『0円で生きる－小さくても豊かな経済の作り方』（新潮社，2017年）。 

・ラジ・パテル，佐久間智子訳『肥満と飢餓－世界フードビジネスの不幸のシステム』（作品社，2010年）。 

・ケビン・ベイルズ（大和田英子訳）『グローバル経済と現代奴隷制－人身売買と債務で奴隷化される 2700万人［第 2版］』（凱風社，2014年）。 

・ケビン・ベイルズ，大和田英子訳『環境破壊と現代奴隷制―血塗られた大地に隠された真実』（凱風社，2017年）。  ・マーク・ボイル，吉田奈緒子訳『ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした』（紀伊國屋書店，2021年）。 

・岸本聡子『水道，再び公営化! 欧州・水の闘いから日本が学ぶこと』（集英社，2020年）。  ・水野和夫『資本主義の終焉と歴史の危機』（集英社，2014年）。   

・水野和夫『閉じてゆく帝国と逆説の 21世紀経済』（集英社，2017年）。  ・若森章孝，植村邦彦『壊れゆく資本主義をどう生きるか―人種・国民・階級 2.0』（唯学書房，2017年）。 

・平野雄吾『ルポ入管-絶望の外国人収容施設』（筑摩書房，2020年）。  ・鳥井一平『国家と移民-外国人労働者と日本の未来』（集英社，2020年）。  ・室橋裕和『ルポ コロナ禍の移民たち』（明石書店，2021年)。 

・毎日新聞取材班 (編集)『にほんでいきる―外国からきた子どもたち』（明石書店，2020年）  ・清水睦美ほか『日本社会の移民第二世代―エスニシティ間比較でとらえる「ニューカマー」の子どもたちの今』（明石書店，2021年） 

・鈴木江理子 (著， 編集)『アンダーコロナの移民たち―日本社会の脆弱性があらわれた場所』（明石書店，2021年）  ・MOMENT JOON『日本移民日記』（岩波書店，2021年)。 

・キム・ジヘ，尹怡景訳『差別はたいてい悪意のない人がする』（大月書店，2021年）。  ・荒井裕樹『障害者差別を問いなおす』（筑摩書房，2020年）。   

・森山至貴『LGBTを読みとく－クイア・スタディーズ入門』（筑摩書房，2017年）。  ・前田健太郎『女性のいない民主主義』（岩波書店，2019年）。 

・ベル・フックス，堀田碧訳『フェミニズムはみんなのもの－情熱の政治学』 （エトセトラブックス，2020年）。 

【ドキュメンタリー映画】 

・『おいしいコーヒーの真実』マーク・フランシス，ニック・フランシス（監督），78分，アップリンク，2008年。  ・『いのちの食べかた』ニコラウス・ゲイハルター（監督），紀伊國屋書店，92分，2008年。 

・『女工哀歌』ミカ・X・ペレド （監督），88分，CCRE，2009年。  ・『未来の食卓』ジャン=ポール・ジョー（監督），108分，アップリンク，2010年。 

・『キャピタリズム－マネーは踊る』マイケル・ムーア（監督），127分，ジェネオン・ユニバーサル，2010年。  ・『ありあまるごちそう』エルヴィン・ヴァーゲンホーファー（監督），96分，紀伊國屋書店，2011年。 

・『ザ・トゥルー・コスト－ファストファッション 真の代償－』アンドリュー・モーガン（監督），ビデオメーカー，93分，2016年。  ・『もったいない！』バレンティン・トゥルン（監督） ，紀伊國屋書店，2016年。 

・『外国人収用の闇-クルドの人々は今』山村淳平（製作・撮影・編集）特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター，39分，2020年。 

＊これ以外に参考書、ウエブサイトなどを随時クラスウエブに掲示するので、予習・復習に際しては目を通しておくこと。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
・毎授業ごとの課題については、主に、毎回の授業の冒頭で、提出された解答の一部を提示し、簡単にコメントする。 

・また、提出された課題と授業の感想を集約したファイルを Oh-o!Meiji のクラスウエブにアップロードし、他の受講生の課題への解答と授業の感想と自分のものを比較することが出来るようにす

る。 

・期末レポート採点終了後、Oh-o!Meiji のクラスウエブを通じて、受講生全体に、提出されたレポートに関する総合的な講評を送信する。 
８.成績評価の方法 
【評価方法】 

授業への積極的な参加（40％）、期末レポート（60％）。 

・積極的な参加とは、毎回の授業での発言＋授業の内容について自分が考えたことについて、毎回 50 文字以上の文章をクラスウエブに提出する、授業中の質問への回答を時間内に提出することな

どを予定している。受講生数に応じて課題や質問の数は変更する。。 

・期末レポートは、第 13 回目までに、課題を提示する。1 題 1600 字以上のものを 2 題以上課す予定（受講生数に応じて変更もありうる）。 

【評価基準】 

現代世界で起きている諸問題の現状・原因・現在実施されている対策、今後行われるべき対策、解決策を提案している社会運動、その背景にある社会思想について理解した上で、自分が何をすべき

か、という意見を述べているかどうかを基準とする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)SOC121J 

現代世界と社会思想Ⅱ 田中 ひかる 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【概要と到達目標】 

この授業では、格差・貧困・労働、移民・難民、女性・マイノリティ・人種差別、環境破壊、食糧廃棄など、現在、世界で起きている諸問題、そのような諸問題の所在

を明らかにしている社会運動、そこで共有され、解決策を提起し、問題の解決を模索する社会思想およびそれに基づく実践について学ぶ。それら諸問題と社会運動、そし

て社会思想について理解した上で、世界と自分との密接な関係を認識し、現代世界で起きている諸問題の現状、原因、現在実行されている対策、今後実施されるべき、あ

るいは実施される可能性を追求すべき対策や解決策、それらの背景にある様々な社会思想に関する理解を前提にして、最終的には、自分は何をすることができるのか、と

いう点について述べることができるようになることを到達目標とする。  

 今年度秋学期は、女性・性的マイノリティ・障がい者・人種差別、格差・貧困・労働などに関連する諸問題とその解決を模索する社会思想と実践を取りあげる。 

２.授業内容 

第１回：a：イントロダクション 授業の内容・進め方・成績＋世界で起きている諸問題   第２回：女性・性的マイノリティなど（1） 

第３回：女性・性的マイノリティなど（2）  第４回：女性・性的マイノリティなど（3）  第５回：女性・性的マイノリティなど（4） 

第６回：女性・性的マイノリティなど（5）  第７回：女性・性的マイノリティなど（6）  第８回：女性・性的マイノリティなど（7） 

第９回：障がい者・人種差別など（1）  第 10 回：障がい者・人種差別など（2）  第 11 回：障がい者・人種差別など（3）  第 12 回：貧困・格差・労働など（1） 

第 13 回：貧困・格差・労働など（2）  第 14 回：貧困・格差・労働など（3）              ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・学習効果上、「現代世界と社会思想Ⅰ」（春学期）とあわせて履修することが望ましい。 

・毎回、映像や動画を含む資料を参照し、受講生とともに疑問や意見を出しながら、世界で起きている諸問題に関する理解を深め、その解決策について考える。そのた

め、積極的な参加が求められる。 

・クラスウエブなどに、事前に PDF ファイルなどをアップしておくことがある。その際には、必ずダウンロードしたものが参照できる状態で、授業に出席すること。 

・受講後、授業で考えたことに関する自分の意見をクラスウエブにアップロードし、これをもって積極的な授業への参加があったと判断する。そのため、必ず、映像・

資料についてはメモを取ること。 

・ノート、筆記用具を必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・予習：次回の授業に関する参考資料を、クラスウエブにアップロードするので、できる限り参照した上で受講すること。 

・復習：授業を受けて、疑問やわからないこと、関心を持った点などがあればメモを取り、次の授業に活かすこと。また、講師に質問すること。 

５.教科書 

教科書は指定しない。「参考文献」や予習のために提示した資料を参考にすること。 

６.参考書 

・田中ひかる編『アナキズムを読む 〈自由〉を生きるためのブックガイド』（皓星社，2021年）   ・田中ひかる編『社会運動のグローバルヒストリー－共鳴する人と思想』（ミネルヴァ書房，2018年） 

・ルトガー・ブレグマン，野中香方子訳『隷属なき道―AIとの競争に勝つベーシックインカムと一日 3時間労働』（文藝春秋，2017年）。   ・斎藤幸平『人新世の「資本論」』（集英社新書，2020年）。 

・高坂勝『減速して自由に生きる：ダウンシフターズ』（ちくま文庫，こ-45-1）（筑摩書房，2014年）   ・塩見直紀『半農半 Xという生き方－決定版』（ちくま文庫，し-47-1）（筑摩書房，2014年）。 

・田中優ほか編『世界から貧しさをなくす 30の方法』（合同出版，2006年）。   ・国際環境 NGO FoE Japan編『気候変動から世界を守る 30の方法-私たちのクライメート・ジャスティス！』（合同出版，2021年）。 

・鶴見済『脱資本主義宣言―グローバル経済が蝕む暮らし』（新潮社，2012年）。   ・鶴見済『0円で生きる－小さくても豊かな経済の作り方』（新潮社，2017年）。 

・ラジ・パテル，佐久間智子訳『肥満と飢餓－世界フードビジネスの不幸のシステム』（作品社，2010年）。 

・ケビン・ベイルズ（大和田英子訳）『グローバル経済と現代奴隷制－人身売買と債務で奴隷化される 2700万人［第 2版］』（凱風社，2014年）。 

・ケビン・ベイルズ，大和田英子訳『環境破壊と現代奴隷制―血塗られた大地に隠された真実』（凱風社，2017年）。   ・マーク・ボイル，吉田奈緒子訳『ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした』（紀伊國屋書店，2021年）。 

・岸本聡子『水道，再び公営化! 欧州・水の闘いから日本が学ぶこと』（集英社，2020年）。   ・水野和夫『資本主義の終焉と歴史の危機』（集英社，2014年）。  ・水野和夫『閉じてゆく帝国と逆説の 21世紀経済』（集英社，2017年）。 

・若森章孝，植村邦彦『壊れゆく資本主義をどう生きるか―人種・国民・階級 2.0』（唯学書房，2017年）。   ・平野雄吾『ルポ入管-絶望の外国人収容施設』（筑摩書房，2020年）。 

・鳥井一平『国家と移民-外国人労働者と日本の未来』（集英社，2020年）。   ・室橋裕和『ルポ コロナ禍の移民たち』（明石書店，2021年)。 

・毎日新聞取材班 (編集)『にほんでいきる―外国からきた子どもたち』（明石書店，2020年）   ・清水睦美ほか『日本社会の移民第二世代―エスニシティ間比較でとらえる「ニューカマー」の子どもたちの今』（明石書店，2021年） 

・鈴木江理子 (著， 編集)『アンダーコロナの移民たち―日本社会の脆弱性があらわれた場所』（明石書店，2021年）   ・MOMENT JOON『日本移民日記』（岩波書店，2021年)。 

・キム・ジヘ，尹怡景訳『差別はたいてい悪意のない人がする』（大月書店，2021年）。   ・荒井裕樹『障害者差別を問いなおす』（筑摩書房，2020年）。  

・森山至貴『LGBTを読みとく－クイア・スタディーズ入門』（筑摩書房，2017年）。   ・前田健太郎『女性のいない民主主義』（岩波書店，2019年）。 

・ベル・フックス，堀田碧訳『フェミニズムはみんなのもの－情熱の政治学』 （エトセトラブックス，2020年）。＊これ以外に参考書、ウエブサイトなどを随時クラスウエブに掲示するので、予習・復習に際しては目を通しておくこと。  
７.課題に対するフィードバックの方法 
・毎授業ごとの課題については、主に、毎回の授業の冒頭で、提出された解答の一部を提示し、簡単にコメントする。 

・また、提出された課題と授業の感想を集約したファイルを Oh-o!Meiji のクラスウエブにアップロードし、他の受講生の課題への解答と授業の感想と自分のものを比較

することが出来るようにする。 

・期末レポート採点終了後、Oh-o!Meiji のクラスウエブを通じて、受講生全体に、提出されたレポートに関する総合的な講評を送信する。 

８.成績評価の方法 
【評価方法】 

授業への積極的な参加（40％）、期末レポート（60％）。 

・積極的な参加とは、毎回の授業での発言＋授業の内容について自分が考えたことについて、毎回 50 文字以上の文章をクラスウエブに提出する、授業中の質問への回

答を時間内に提出することなどを予定している。受講生数に応じて課題や質問の数は変更する。。 

・期末レポートは、第 13 回目までに、課題を提示する。1 題 1600 字以上のものを 2 題以上課す予定（受講生数に応じて変更もありうる）。 

【評価基準】 

現代世界で起きている諸問題の現状・原因・現在実施されている対策、今後行われるべき対策、解決策を提案している社会運動、その背景にある社会思想について理解

した上で、自分が何をすべきか、という意見を述べているかどうかを基準とする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)CUL151J 

映像リテラシーⅠ シェアマン 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業『映像リテラシーⅠ』の目的は、映像や写真、狭義には動画について理解を深めることである。今の世の中、私たちは動く絵に囲まれてお

り、文字通り誰でも映画を作ることができます。この洪水とどう向き合えばいいのでしょうか。 

この授業では、映像の重要性と意味を理解するために、以下の「授業内容」にあるように、このテーマを様々な角度から見ていくことにします。 

２.授業内容 

1. イントロ 

2. フィルムの前のフィルム 

3. 日本の幻燈 

4. 写真 

5. 無声映画と連写劇 

6. ドキュメンタリー映画 

7. 長編映画とジャンル 

8. アニメーション映画 

9. 実験映画 

10. イメージと現実、VFX、 CG、ディープフェイク 

11. 映像の使い方と意味、禁断の映像？ 

12.『複製技術時代の芸術』 

13. ビジネスとしての映画 

14. まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

このクラスには、特別な前提条件はありません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で出された課題をこなすこと。 

５.教科書 

授業で使用するパワーポイントは、Oh-o！Meiji システムで提供します。 

必要に応じて、配付資料もあります。 

６.参考書 

デヴィッド・ボードウェル、クリスティン・トンプソン『フィルム・アート・映画芸術入門』名古屋大学出版会、2004 年。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 普段は Oh-o！Meiji が、たまにクラスで 

８.成績評価の方法 
課題：70％ 

試験：30％ 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)CUL151J 

映像リテラシーⅡ シェアマン 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業『映像リテラシーⅠI』の目的は、映像や写真、狭義には動画について理解を深めることである。今の世の中、私たちは動く絵に囲まれて

おり、文字通り誰でも映画を作ることができます。この洪水とどう向き合えばいいのでしょうか。 

このテーマを映像制作者の側からとらえ、学生自身が映画を制作することを課しています。 

２.授業内容 

1. イントロ：映画制作と短編映画 

2. 「編集なし撮影」の準備 

3. 編集なし撮影 

4. 脚本の案と書式 

5. 脚本を作る 

6. 脚本の確認 

7. 短編映画制作の準備、役割 

8. 脚本作成 

9. 撮影の準備 

10. 撮影 

11. 撮影、ポストプロダクション 

12. ポストプロダクション 

13. 上映会 

14. まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

映像リテラシーⅠの単位修得済み。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で出された課題をこなすこと。 

５.教科書 

ありません 

６.参考書 

デヴィッド・ボードウェル、クリスティン・トンプソン『フィルム・アート・映画芸術入門』名古屋大学出版会、2004 年。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 普段は Oh-o！Meiji が、たまにクラスで 

８.成績評価の方法 
課題１００％ 

内 

プリプロダクション（例：物語の案、脚本の内容と書式遵守）５０％ 

プロダクション（例：個人的な役割の充実、映画作品）５０％ 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

ドイツ語圏の文化Ⅰ（大衆文化） 相原 剣 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

音楽を中心に、映画、ファッション、アニメ、ゲーム、SNS など様々な文化・学問領域を自由に横断し、大衆文化論の視座から「ドイツ語圏」の「大

衆文化」の概要を掴みます。 

ジャンルにこだわらず、「ドイツ語圏」の文化事象を視聴・検討していきますが、その際、PV やライブ映像、関連する映画・TV 番組など映像を伴う

形での体験を重視したいと思います。 

 

【到達目標】 

「当該文化の知識」という予め保証された「解答」ではなく、「不断に思考する想像力」を養うことを目標とします。 

２.授業内容 

第１回 内容説明と予告提示及びイントロダクション 

第２回 方法論と具体的試みの例示 

第３回 音楽と香り 

第４回 音楽とファッション 

第５回 テクノと環境問題 

第６回 リアリティショーとオーディション番組 

第７回 音楽と SNS 

第８回 ドイツと日本 

第９回 多文化主義と音楽 

第１０回 音楽と思想 

第１１回 音楽とサッカー 

第１２回 文化に於けるドイツ語と英語 

第１３回 ドイツの音楽フェス 

第１４回 a:講義とまとめ、b:試験 

 

※受講する皆さん一人一人の興味とシーンの動向によって、このシラバスが書かれた時点では想像も出来ない内容になる事を期待しています。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

併せて「ドイツ語圏の文化Ⅱ（大衆文化）」も履修することが望ましいです。ドイツ語に関しては歌詞や関連情報として資料をお渡しますが、映像

を主体とした授業なので、ドイツ語履修者でなくとも問題ありません。また、ドイツ語履修の方にとっては、ドイツやドイツ語の新しい面を発見で

きる場となることでしょう。その他、予備知識は特に必要ありません。必要なものは「想像力」と「好奇心」です。まずは、授業開始時のイントロ

ダクション及び初回授業に出席するよう、お願いいたします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

様々な分野に日々関心を持ち、分からないことを恐れず、分からない事柄があれば、まず「検索」をしましょう。 

 

【復習すべき内容】 

関連の文化事象について、さらに興味の幅を広げていきましょう。 

５.教科書 

必要に応じてプリント等を配布します。特に教科書は使用しません。 

６.参考書 

特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間内に随時、個別の講評及び各自の発信の共有を行います。Oh-o! Meiji システムを利用しての補足等も行います。最終授業日には全体講評

及び個別講評も行います。 

８.成績評価の方法 
平常点・授業内の取り組み（個別の事象に対する自らの思考の積み重ねと発信、他者の思考のフィードバック）80％、試験・課題 20％ ※１回１

回の授業内での取り組みを重視します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

ドイツ語圏の文化Ⅱ（大衆文化） 相原 剣 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

徐々に対象領域をヨーロッパ全域に広げていきます。音楽を中心に、映画、アート、スポーツ、演劇、建築、思想など更に広範囲のジャンルを連関

させ、「ドイツ語圏」という枠組そのものを再検証していく試みです。ドイツの各都市を、国際的な視点から捉え直すことも行っていきます。 

科目名には「ドイツ語圏」の「大衆文化」というエピセットが付いてはいますが、様々な文化に接するなかで、その自明と思われた「圏」や「域」

はやすやすと融解することになると思います。 

 

【到達目標】 

「当該文化の知識」という予め保証された「解答」ではなく、「不断に思考する想像力」を養うことを目標とします。 

２.授業内容 

第１回 内容説明と具体例の予告提示 

第２回 方法論と具体的試みの例示 

第３回 LGBTQ とポップカルチャー 

第４回 ハンブルクのショービズ、オルタナとヒップホップ 

第５回 ワイマール期のカバレット文化と 80年代文化 

第６回 ジャズとヘヴィーメタル 

第７回 ユーロ圏のポップミュージック 

第８回 ドイツとトルコ 

第９回 ベルリンのアンダーグラウンドシーン 

第１０回 ウィーンの音響 

第１１回 アートと音楽 

第１２回 ドイツのクリスマス 

第１３回 ドイツ語圏とは？ 

第１４回 a:講義とまとめ、b:試験 

 

※受講する皆さん一人一人の興味とシーンの動向によって、このシラバスが書かれた時点では想像も出来ない内容になる事を期待しています。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

併せて「ドイツ語圏の文化Ⅰ（大衆文化）」も履修することが望ましいです。ドイツ語に関しては歌詞や関連情報として資料をお渡しますが、映像

を主体とした授業なので、ドイツ語履修者でなくとも問題ありません。また、ドイツ語履修の方にとっては、ドイツやドイツ語の新しい面を発見で

きる場となることでしょう。その他、予備知識は特に必要ありません。必要なものは「想像力」と「好奇心」です。まずは初回授業に出席するよう、

お願いいたします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

様々な分野に日々関心を持ち、分からないことを恐れず、分からない事柄があれば、まず「検索」をしましょう。 

 

【復習すべき内容】 

関連の文化事象について、さらに興味の幅を広げていきましょう。 

５.教科書 

必要に応じてプリント等を配布します。特に教科書は使用しません。 

６.参考書 

特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間内に随時、個別の講評及び各自の発信の共有を行います。Oh-o! Meiji システムを利用しての補足等も行います。最終授業日には全体講評

及び個別講評も行います。 

８.成績評価の方法 
平常点・授業内の取り組み（個別の事象に対する自らの思考の積み重ねと発信、他者の思考のフィードバック）80％、試験・課題 20％ ※１回１

回の授業内での取り組みを重視します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

ドイツ語圏の文化Ⅰ（思想と芸術） 青木 敦子 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

１６世紀ドイツに起こった宗教改革を起点として、その前後の様々な文化現象を見ていきます。 

宗教改革以前の中世の建築様式と文学作品、および宗教改革と同時代そしてそれ以降の思想と芸術様式を具体的に考察することによって、近代の

意味を捉えていきたいと思います。 

 

【到達目標】 

1．宗教改革以前の中世の文化現象を通して、近代のドイツおよびヨーロッパを形作ったものを知る。 

2．宗教改革以降の近代の文化現象を通して、近代以前とそれ以降のドイツおよびヨーロッパとの相違点・共通点を知る。 

２.授業内容 

第一回 イントロダクション 

第二回 宗教改革Ｉ：ルターの宗教改革 

第三回 宗教改革 II：カルヴァンと資本主義の精神 

第四回 中世の芸術Ｉ：北フランスの大聖堂 

第五回 中世の芸術ＩＩ：ロマネスクの聖堂 

第六回 中世の文学ＩＩＩ：ダンテ『神曲』地獄篇 

第七回 中世の文学ＩＶ：ダンテ『神曲』煉獄篇・天国篇 

第八回 ルネサンス I：Ｓ．ブラント『阿呆船』 

第九回 ルネサンス II：エラスムス『痴愚神礼讃』 

第十回 ルネサンス III：ルネサンスの思想 

第十一回 ルネサンス IV：遠近法とだまし絵 

第十二回 マニエリスム：ミケランジェロ変貌 

第十三回 バロック：反宗教改革の芸術 

第十四回 a: 試験  b: 講義全体の振り返り 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

1．外国語の知識に関係なく、芸術・文化・思想に関心のある履修者を歓迎します。 

2．授業中に小テストを課すことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習  シラバスに提示したテーマについて文献を調べてみる。 

復習  授業で学んだことをノートにまとめる。 

５.教科書 

特に指定しません。 

６.参考書 

授業中に、参考図書を紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては、授業中に総括コメントを述べます。 

８.成績評価の方法 
小テスト 20％ 

授業への貢献度 20％ 

学期末試験 60％ 

 

として評価します。 

 

授業内容を理解したか、テーマについて自己考察を行ったかを確認します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

ドイツ語圏の文化Ⅱ（思想と芸術） 青木 敦子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

ドイツのフリードリヒ大王による国家政策を起点として、その前後のヨーロッパ啓蒙主義時代の政治・文化を見ていきます。 

１８世紀から１９世紀末までの時代は、理性を中心とする時代と見えながらも、そこには合理的な秩序への反抗や、啓蒙が捨て去ったものの復権と

いった様々な諸相が知的営みとして行われています。そうした具体的事象を捉えることで、現代が置かれている状況を捉えていきたいと思います。 

 

【到達目標】 

１． １８世紀啓蒙主義の様々な事象や文献に触れることで、理性の歩みを知る。 

２． 啓蒙主義が産み落とした正と負の遺産を知る。 

２.授業内容 

第一回：イントロダクション（理性とは何か） 

第二回：フリードリヒ大王による啓蒙政策 

第三回：サン・スーシ宮殿とロココ芸術 

第四回：啓蒙と編集知 I：コメニウスの汎知論 

第五回：啓蒙と編集知ＩＩ：『百科全書』 

第六回：ゴシック・リヴァイヴァル I：グランドツアーと山に対する態度 

第七回：ゴシック・リヴァイヴァル II：ピクチャレスク絵画と崇高 

第八回：ゴシック・リヴァイヴァル III：風景式庭園とゴシック小説 

第九回：近代国家の誕生 I：マキアヴェリ『君主論』 

第十回：近代国家の誕生 II：マイネッケの国家理性 

第十一回：近代国家の誕生 III：ベンサムとパノプチコン 

第十二回：ウィーン世紀末 I 

第十三回：ウィーン世紀末 II 

第十四回：a: 試験 b: 講義の振り返り 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

既習外国語の知識に関係なく、芸術・文化・思想に関心のある履修者を歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習 授業内容に提示したテーマについての文献を調べる。 

復習 授業で学んだことを自分のノートにまとめる。 

５.教科書 

特に指定しません。 

６.参考書 

授業中に、参考図書を紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては、授業中に総括コメントを述べます。 

８.成績評価の方法 
小テスト 20％ 

授業への貢献度 20％ 

学年末試験 60％ 

 

として評価します。 

 

授業内容を理解したか、テーマについて自己考察を行ったかを確かめます。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

ドイツ語圏の文化Ⅰ（頽廃芸術） 須藤 正美 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】  

ナチス時代の芸術家および芸術に対する迫害の実相に迫ります。具体的には、新生ナチスドイツにふさわしくない堕落した芸術とされた美術・文

学・思想・映画・音楽などの個々の作品やアーティストに焦点を当てて、国家権力による統制の例を紹介します。 

頽廃芸術と頽廃芸術家をメインテーマに、逆に当時ナチス政権から推奨された芸術・芸術家たちの営為もたどって、ナチスの文化政策の概要を解説

します。さらに戦後ドイツで行われてきた自国の負の歴史との取り組みも紹介します。ドイツ歴史博物館をはじめ、さまざまな記念館、資料館のホ

ームページの文書資料、映像資料を使って、なるべく臨場感のある講義にしたいと考えています。 

 

【授業の到達目標】  

ナチス時代に「頽廃」の烙印を押されて、その後の人生を捻じ曲げられた人々の様々な実例を通じて、加害者側と被害者側の双方に残された爪痕に

ついて知り、さまざまな形の克服のアプローチに学ぶ。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション（前期予定の紹介と映画『ヒトラーVSピカソ』）  

第２回：1933年 5 月の焚書: 焚書の歴史、ナチスの焚書（1）、著作が燃やされた人々（エーリヒ・ケストナー、トーマス・マン、アルフレート・

ケル） 

第３回：ナチスの焚書（2）、著作が燃やされた人々（マルクス、カウツキー、フロイト、ヴォルフ） 

第４回：焚書モニュメント、焚書全集の刊行 

第５回：頽廃芸術展（1）（エーミール・ノルデの「描かれざりし絵画」とその後のノルデ評価の変転） 

第６回：頽廃芸術展（2）（フェーリクス・ヌスバウム「ユダヤ人証明書をもつ自画像」 ） 

第 7 回：大ドイツ絵画展とナチスのアート政策 

第８回：写真の力: 肖像写真家アウグスト・ザンダー『二〇世紀の人々』 

第９回：退廃音楽（「黒人音楽」とされたジャズやユダヤ人、シンティロマ（ジプシー）の人々の音楽） 

第 10回：退廃彫刻（リーメンシュナイダー、ケーテ・コルヴィッツ） 

第 11回：大衆芸能カバレットの芸人たち 

第 12回：ドイツ映画の黄金時代とその終焉（ドイツ映画『タイタニック』を例に） 

第 13回：レポート作成指導・参考図書リストの紹介  

第 14回：a:レポート受領、b:意見交換  

 

＊授業内容は必要に応じて変更（例えば 1回で紹介できなかった内容を次回再び取り上げたり、別のよりタイムリーなテーマに差し替えたり）する

ことがあります。 

３.履修上の注意 

ドイツ語を履修していなくとも上のテーマに関心を持つ学生であれば歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業ではさまざまな情報を紹介しますので、各自そこから思索や考察を深めてください。 

５.教科書 

欧文・和文ともプリント配布。 

６.参考書 

石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』講談社現代新書   

H.オルトナー『ヒトラーの裁判官フライスラー』白水社 

A.シュタインガルト『ベルリン〈記憶の場所〉を辿る旅』昭和堂   

「記憶と表現」研究会編『訪ねてみよう  戦争を学ぶミュージアム/メモリアル』（岩波ジュニア新書）  

 

その他、講義中にも随時紹介します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業資料を数日内に Oh-o Meiji!にアップロードしますので、復習用に利用してください。 

８.成績評価の方法 
レポート（70％）と毎回の授業への取り組み（30％）で判定します。 

レポート課題:  

 書籍・映画・写真やアートなど、ナチス時代に弾圧の対象とされた作品もしくは政権から強く推奨された作品を１点選び、感想を知人に紹介する

ようなスタンスで書くこと。2000字程度。最終授業時に提出するか、指定の期日に Oh-o Meiji!にアップロードしてください。 

９.その他 
ドイツ語圏のさまざま映像資料も随時、紹介します。 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

ドイツ語圏の文化Ⅱ（ダークツーリズム） 須藤 正美 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 春学期では人物に焦点を当てますが、秋学期ではドイツ語圏の都市とそこで営まれたさまざまな活動を紹介します。特にドイツ語圏の三大都市

であるベルリン、ミュンヘン、ウィーン、さらには旧ドイツ語文化圏であった歴史をもつプラハやブダペスト、トリエステなど、東欧や南欧の歴史

ある都市も取り上げる予定です。それぞれの都市の魅力とそこに刻まれた負の記憶を追体験できるような授業を考えています。 

 

【授業の到達目標】  

 過去に目を閉ざさないことが現在に対して盲目とならないために必要であるという戦後ドイツの姿勢に学ぶとともに、過去を記憶に刻むこと、

追悼することの意味も考えます。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（ダークツーリズムとは？秋学期の紹介と映画『ヒトラー暗殺、一三分の誤算』 

第２回：ユダヤ博物館とシュテーレンフェルト〔石碑の畑〕（ベルリン） 

第３回：焚書の想起（ベルリン・空の図書室）、シンティ・ロマ（ジプシー）と同性愛者の追悼碑 

第４回：白バラ抵抗運動と民族法廷長官ローラント・フライスラー（ミュンヘン） 

第５回： 造形芸術家グンター・デムニヒと躓きの石プロジェクト（ボン） 

第６回：ドイツ国鉄と東部への強制移送（ベルリン・グリューネヴァルト駅一七番ホーム） 

第 7 回 : ドイツ映画『ヒトラー暗殺 13 分の誤算』または『白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々』（鑑賞） 

第７回：聖テレジアの街で起きたこと（現チェコのテレージエンシュタット強制収容所） 

第８回：シンティ・ロマ（ジプシー）、同性愛者の追悼碑など（ベルリン） 

第９回：アンネ・フランクと彼女の『日記』（アムステルダム） 

第 10回：アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所と日本人ガイド中谷剛（アウシュヴィッツ） 

第 11回：強制収容所で上演を重ねた児童オペラ『ブルンジバール』 （テレージエンシュタット） 

第 12回：分断の記憶（ベルリンの壁） 

第 13回：レポート作成指導・参考図書リストの紹介 

第 14回：a:レポート受領、b:意見交換 

 

＊授業内容は必要に応じて変更（例えば 1回で紹介できなかった内容を次回再び取り上げたり、別のよりタイムリーなテーマに差し替えたり）する

ことがあります。 

３.履修上の注意 

ドイツ語を履修していなくとも上のテーマに関心を持つ学生であれば歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業ではさまざまな情報を紹介しますので、各自そこから思索や考察を深めてください。 

５.教科書 

欧文・和文ともプリント配布。 

６.参考書 

講義中に随時紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業資料を数日内に Oh-o Meiji!にアップロードしますので、復習用に利用してください。 

 

８.成績評価の方法 
レポート（70％）と毎回の授業への取り組み（30％）で判定します。 

 

レポート課題: 

秋学期も集団内のマイノリティへの迫害を中心テーマとして、さまざまな都市に刻まれた傷跡とそれを記憶する試みを紹介します。講義内容と関

連するものなら、授業で取り上げたテーマを掘り下げる形でも、自分で探したテーマを選ぶのでもオーケーです。そのテーマについて調べた結果だ

けでなく、自身の見解も盛り込むこと。秋学期は具体的な作品の感想ではなく、選んだテーマについて考察して書いてください。2500字程度。最終

授業時に提出するか、指定の期日に Oh-o Meiji!にアップロードしてください。 

 

９.その他 
ドイツ語圏の音楽や映画、アートなども随時、紹介します。 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

ドイツ語圏の文化Ⅰ（越境メディア） 関根 裕子 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

ドイツ語圏および周辺の芸術家・著名人にまつわる文化史的エピソードと作品との関係 

概要[/b 

作曲家モーツァルトやベートーヴェン、バイエルン王ルートヴィヒ二世など、ドイツ・オーストリアの著名な音楽家、国王の人生や作品について、

伝記や映画はたくさんあります。本講義では、それらの中でも彼らの謎めいた事件、エピソードに焦点を当て、関連性の高い作品やエピソードを紹

介・考察していきます。 

その際、彼らの生きた時代や社会を知ることで、彼らの活動の真意が見えてくるでしょう。講義内では、たくさんの映像資料を紹介します。 

 

到達目標：  いかに芸術作品が時代や社会と結びついえいるかを学ぶ。時代や国を超えて、人々を感動し続ける芸術作品の偉大さを知る。過去の

歴史に学ぶことで、人類の未来を考える。 

 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション：今後の授業の進め方、作品紹介 

第２回： モーツァルトの描かれ方、毒殺説をめぐって（１） モーツァルトの人生 代表作、映画『アマデウス』 

第３回： モーツァルトの描かれ方、毒殺説をめぐって（２） ミュージカル『モーツァルト』 

第４回： モーツァルトの描かれ方 フリーメイソンとの関係 『魔笛』 

第５回： ベートーヴェンとフランス革命（１） 青春時代 

第 6 回： ベートーヴェンとフランス革命（２） 第九への道のり 交響曲第 3 番「英雄」 ナポレオンとの関係 

第 7 回： ベートーヴェンとフランス革命（３） 第九交響曲の分析 

第 8 回： ベートーヴェン（４）日本における第九 

第 9 回： ルートヴィヒ二世（１） 城建築への情熱と謎の死 

第 11回： ルートヴィヒ二世(2) 

第 12回：  ワーグナーとヒトラー（１） なぜワーグナーのオペラは、ナチスと結び付けられるのか？ 

第 13回： ワーグナーとヒトラー（２） 

第 14回： まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

音楽の専門知識、経験、ドイツ語履修の有無は問いませんが、高い関心を持つ学生を望みます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

複数回のテーマごとにまとめて）に関する課題について調べ、提出していただきます。 

５.教科書 

授業中に資料を配布します。 

６.参考書 

岡田暁生：『CD＆DVD51 で語る西洋音楽史』新書館 

片山杜秀：『革命と戦争のクラシック音楽史』ＮＨＫ出版新書 

西原稔：『クラシックでわかる世界史』ＡＲＴＥＳ 

小宮正安：『名曲誕生 時代が生んだクラシック音楽』山川出版社 

ヨアヒム・ケーラー 橘正樹訳 『ワーグナーのヒトラー』三交社 

その他、授業中に指示 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回のリアクションペーパーについては、次回の授業時に解説します。 

テーマ別レポートについては、個別にコメントをつけて、返却します。 

８.成績評価の方法 
毎回のリアクションペーパー 60パーセント 

テーマ別レポート（3 回分）   40 パーセント 

 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

ドイツ語圏の文化Ⅱ（越境メディア） 関根 裕子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

ミュージカル・映画・オペラ・バレエで読み解くドイツ語圏の歴史と諸問題 

 

概要：皇妃エリーザベト、ヒトラー、クリムトなど、ドイツ語圏を代表する歴史的著名人、芸術家が描かれたミュージカル、映画、バレエ、オペラ

などを鑑賞しながら、ドイツ語圏の歴史・政治的、人種的問題を読み解き、解説していきます。 

具体的には、ミュージカル『エリーザベト』、映画『帰ってきたヒトラー』、『黄金のアデーレ 名画の帰還』などを中心に周辺作品も取り上げます。 

 

到達目標 

映画やミュージカルなどの芸術メディアを通して、歴史的教養を身につける。歴史を学ぶことで、いかに戦争のない平和な世界を構築できるか、現

代・未来の世界の在り方について考える。 

 

 

 
２.授業内容 

第１回：今後の授業の進め方、作品紹介 

第２回：皇妃エリーザベトの描かれ方（１）ミュージカル『エリーザベト』 

第３回：皇妃エリーザベトの描かれ方（２）ミュージカル『エリーザベト』 

第４回：皇妃エリーザベトの描かれ方（３）映画『シシィ』 

第５回：皇妃エリーザベトの描かれ方（３）映画『ルートヴィヒ』 

第６回：ヒトラーの描かれ方（１）映画『帰ってきたヒトラー』 

第７回：ヒトラーの描かれ方（２）映画『帰ってきたヒトラー』 

第８回：ヒトラーの描かれ方（３映画）『ヒトラー最後の 12 日間』 

第９回：ヒトラーの描かれ方（４）チャプリン『独裁者』 

第 10回：クリムトとジャポニズム 

第 11回：反ユダヤ主義と芸術（１） クリムト作品をめぐって映画『黄金のアデーレ 名画の帰還』 

第 12回：反ユダヤ主義と芸術（２）映画『黄金のアデーレ 名画の帰還』 

第 13回：反ユダヤ主義と芸術（３）映画『戦場のピアニスト』 

第 14回：ショパンの人生と革命・戦争 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

音楽やドイツ語圏についての専門知識、経験、ドイツ語履修の有無は問いませんが、高い関心を持つ学生を望みます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回の授業（または複数回テーマごとにまとめて）に関する課題について調べ、提出していただきます。 

５.教科書 

授業中に資料を配布します。 

６.参考書 

渡辺諒、岩崎徹、関根裕子他著『世界のミュージカル・日本のミュージカル』春風社 

その他、授業中に指示 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回のリアクションペーパーは、次の授業で解説します。 

テーマ別レポートに関しては、Oh meiji上でコメントをつけて評価します。 

８.成績評価の方法 
毎回のリアクションペーパー ６０％ 

テーマ別称レポート４０％ 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

フランス語圏の文化Ⅰ（思想と芸術） 黒川 学 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

「思想と芸術の対話」をテーマに、20 世紀のフランスでの潮流を追う。 

春学期は第一次世界大戦後に登場し、文学、芸術、映画などに決定的な影響を与えたシュルレアリスムを扱う。詩人アンドレ・ブルトン（1896－

1966）の「新たな現実」の探索を進めた思想の冒険とともに、彼のもとに参集にしては離反していったアーチストたちの試みをたどる。 

 

シュルレアリスムが現代の文化のあらゆる面に浸透している発想、技法であることの認識が得られるとともに、それが今なお新たな可能性に満ち

た探究の思想であることが理解できるであろう。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：アンドレ・ブルトンとシュルレアリスム宣言 

第３回：「目は野生の状態で存在する」―――ブルトンの絵画論 

第４回：エルンストと技法の探究 

第５回：マッソン vs マグリット―――オートマチスムかデペイズマンか 

第６回：オブジェとレディメイド―――デュシャン 

第７回：写真の魔法―――マン・レイ 

第８回：シュルレアリストの政治的決断 

第９回：ブニュエルとダリのシュルレアリスム映画 

第 10回：『ナジャ』と反精神医学 

第 11回：シュルレアリスムとアウトサイダーアート 

第 12回：ニューヨークのシュルレアリストたち 

第 13回：シュルレアリスムと抽象表現主義 

第 14回：ブルトン最後の全体化―――魔術的芸術 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

幅広い知的関心を要す。予備知識は必要としないが、未知のものに開かれた感性と知性がないと受講は難しい。フランス語の知識は必須ではない。

前期・後期継続して受講することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

開講時に提示する関連書籍を積極的に読むことが必要である。それにとどまらず、関連する展覧会を見に行ったり、映画作品を鑑賞したりすること

が望ましい。 

５.教科書 

教科書はなし。資料は配布することがある。 

６.参考書 

参考書 

とりあえず入門書として、『シュルレアリスムとは何か』、巌谷國士著、ちくま学芸文庫。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションぺーパーには授業中に、期末のレポートには、Oh! Meiji からフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
毎回リアクションペーパーを書いていただく。そうした平常点が 50％、期末のレポート 50%。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

フランス語圏の文化Ⅱ（思想と芸術） 黒川 学 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

「思想と芸術の対話」をテーマに、20 世紀のフランスでの潮流を追う。  

秋学期は、20 世紀を代表するフランスの哲学者、ジャン＝ポール・サルトル（1905－80）の美術評論を中心に考察する。サルトルは「実存主義」で

知られるが、彼はまた、同時代のアーチストたちとの交流の中から、芸術について独自の思索を残している。その哲学と美学を紹介しつつ、20 世紀

後半の美術の流れをたどる。 

 

実存主義や現象学についての知識や、現代芸術への感応は、現代の社会・文化の深いところでの理解に資するであろう。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：サルトルと実存主義のアウトライン 

第３回：「美とは想像的なものである」―――サルトルの想像力論 

第４回：『存在と無』への道 

第５回：絶対の探究―――ジャコメッテイの彫刻 

第６回：手品師としての芸術家―――ジャコメッティの絵画と現象学 

第７回：現実存在の衝撃―――小説『嘔吐』と写真家・ヴォルス 

第８回：アンフォルメルの先駆者としてのヴォルス 

第９回：アンガジュマンの画家、ラプージャードとルベロル 

第 10回：メルロ＝ポンティとの対話―――絵画の存在論 

第 11回：シナリオライター・サルトル―――実存主義と映画芸術 

第 12回：サルトルの状況の演劇 

第 13回：「ヴェネツィアの幽閉者」―――ティントレットの絵画 

第 14回：ひとはいかにして芸術家になるか―――フローベール論 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

幅広い知的関心を要す。予備知識は必要としないが、未知のものに開かれた感性と知性がないと受講は難しい。フランス語の知識は必須ではない。

前期・後期継続して受講することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

開講時に提示する関連書籍を積極的に読むことが必要である。それにとどまらず、関連する展覧会を見に行ったり、映画作品を鑑賞したりすること

が望ましい。 

５.教科書 

教科書はなし。資料は配布することがある。 

６.参考書 

とりあえず入門書として、『サルトル』、海老坂武著、岩波新書、『新・サルトル講義』、澤田直著、平凡社新書。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションぺーパーは授業中に、期末のレポートには、Oh! Meijiからフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
毎回リアクションペーパーを書いていただく。そうした平常点が 50％、期末レポート 50%。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

フランス語圏の文化Ⅰ（芸術） 永倉 千夏子 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

<概要＞フランスと声楽芸術史。春学期は、モーツァルトまでを扱う。解説はクラスウェブにアップする。予めクラスウェブに掲載される穴埋め版レスポンスペーパーに

従って予習し、「レポート」欄に提出する。授業当日は、時代の変遷や作曲家の特徴を字幕付き DVD または YouTube から確認し、自由記入版レスポンスペーパーを書き、

「レポート」欄に提出する。 

提出されたレスポンスペーパーの内容は、単元ごとに数名分が次回授業時に配布される紙版レスポンスペーパーに提示されるので、お互いの気づきを共有すること。 

＜到達目標＞ 

（１）劇、音楽、歌、舞踏、舞台演出など総合的エンターテインメントとして誕生し進化していったフランス・オペラの性格を理解する。 

（２）テーマ、制作当時の社会的背景などとの関係から作品を理解し、様々な要素が時代とともにどのように変化していったかを考える。 

（３）フランスの演劇、オペラ、舞踏などがヨーロッパの他の国々に都のような影響を与えたかを理解する。 

（４）オペラを受容することが歴史的にさまざまな階級の欲求を満たす娯楽であったことを理解する。 

（５）演奏家や演出によっても印象が異なることを理解し、声の芸術としてのオペラを楽しむ。 

（６）様々な視点から自分の力でオペラについて語れるようになる。 

これまでの音楽経験は不問。毎回、授業内容を確認するレスポンスペーパーをクラスウェブから提出してもらう。 

試験は行わない。レポートとして、作曲家、作品、歌手、演出などの部門別に選考理由を記した「オペラ総選挙」を提出してもらう。 

個々のテーマについて問題意識をもって考察できること、作品の様式や声の特徴、物語の背景や作曲状況など様々な事項を理解し、何より自分の力でオペラを楽しむこ

とができるようになることが重要である。 
２.授業内容 

第１回：a：比較文化の方法論と問題意識    b：超初心者向け オペラ見どころ聴きどころ早わかり 

第２回：a :オペラ誕生以前のフランスとイタリアの舞台芸術と声楽芸術   b：初期バロックのイタリア・オペラとフランスの関わり 

第３回：マザランのカヴァッリ招聘《恋するエルコレ》〜商業劇場隆盛のイタリア中期バロック 

第４回：a: リュリのコメディ・バレ《町人貴族》〜宮廷主導のフランス・オペラ   b: リュリのトラジェディ・リリック《カドミュスとエルミオーヌ》  

第５回：後期バロック期に広く共有された台本のテーマ系〜アリオストの叙事詩『狂えるオルランド』からの派生オペラ 

第６回：後期バロック期のオペラ作品に見る女性のあるある問題〜グリゼルダ、メデア、ディド、ロデリンダ etc 

第７回：フランス古典演劇とイタリア・オペラ〜《タメルラーノ》あるいは《バヤゼット》 

第８回： ラモーのトラジェディ・リリックとオペラ・バレ〜《優雅なるインドの国々》《プラテ》 

第９回：a : ウィーンとパリでのグルックのオペラ改革〜《オルフェオとエウリディーチェ》《オルフェとウリディス》 

b : 《オリドのイフィジェニー》《トリドのイフィジェニー》 

第 10 回：a モジュール：後期バロック・オペラに見る新大陸異文化との対峙〜ヴィヴァルディの《モテズマ》 

b モジュール：革命前の啓蒙思想家とパリのサリエーリ《タラール》 

第 11 回：フランスとイタリアのコミック系オペラの系譜〜インテルメッゾ、ナポリ派オペラ・ブッファ、オペラ・コミック 

第 12 回： フランス演劇からできたイタリア・オペラ〜モーツァルト《ポントの王ミトリダテ》《クレタの王イドメネオ》《皇帝ティートの慈悲》 

第 12 回：貴族への視線 a モジュール：ボーマルシェ×モーツァルト《フィガロの結婚》  b モジュール：モリエール×モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》 

第 14 回：《魔笛》              レポート：「オペラ総選挙～モーツァルトまで」      ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業資料はパワポや zoom 録画で予め Oh-o! Meiji のクラスウェブにアップされる。事前にチェックしておくこと。資料映像は日本語または英語の字幕付き DVD および

YouTube から視聴。フランス語の知識は前提としていない。レスポンスペーパーは、毎週３種類が与えられる。 

（１）予習用の穴埋め版。重要事項やあらすじなどを事前にチェックするもの。予め「授業内容」資料欄にアップされる解答を見て、翌週分を記入し、スキャナーまた

は無料スキャナーアプリにより pdf 化して「レポート」欄に提出。 

（２）紙提出版。授業当日に配布される用紙に記入し、教室で提出。 

（３）自由記入版。用紙は配布されず、「レポート」欄に word ファイルでフォーマットがアップされる。授業内で視聴した映像（および、YouTube の指定動画）を視聴

し、記入して、word ファイルにて「レポート」欄に提出する。 

第１４回の授業後には、春学期全体についてのレポート「オペラ総選挙」をクラスウェブに提出のこと。 

秋学期にフランス語圏の文化Ⅱ（芸術）を履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

PowerPoint の授業資料をクラスウェブからダウンロードする。zoo 録画の早わかり授業資料をクラスウェブから視聴する。予習用の穴埋め版レスポンスペーパーは前の

週に配布され、解答はクラスウェブに掲載されるので、手書きで記入して pdf 化し、「レポート」欄に提出。当日配布の紙提出版レスポンスペーパーは、その場で記入し、

教室で提出。レポート欄にアップされる Word の自由記入版レスポンスペーパーはクラスウェブからダウンロード。資料映像を視聴したのち、word ファイルに記入してク

ラスウェブの「レポート」から提出のこと。 

紙提出版には、前の週の感想やレスポンスのいくつかが掲載されるので、他の人の捉え方や発見をシェアし、理解を深め、期末の「オペラ総選挙」の記述に役立てる。 

５.教科書 

購入教科書はなし。PowerPoint と zoom 録画で資料を配布する。 

６.参考書 

『音楽の進化史』ハワード・グッドール、河出書房新社、2014 年；『中世音楽の精神史――グレゴリオ聖歌からルネサンス音楽へ』、金澤正剛、河出文庫、2015 年；『フ

ランス音楽史』、今谷・井上、春秋社、2010 年；『新 イタリア・オペラ史』、水谷彰良、音楽之友社、2015 年。『新グローヴオペラ事典』、セイディ、白水社、2011 年。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 正答の存在するものはクラスウェブにアップされる。 

「自由記入版」については、レスポンス例のいくつかとコメントを翌週の「紙配布版」に掲載する。 

質問・連絡などの宛先は、レスポンスペーパーにメールアドレスが記載されている。 

８.成績評価の方法 
評価の割合は、「穴埋め版」の平均（10％）＋「紙提出版」の平均（10％）＋「自由記入版」の平均(60％)＋「オペラ総選挙」（20％）。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

フランス語圏の文化Ⅱ（芸術） 永倉 千夏子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

<概要＞フランスと声楽芸術史。秋学期は、ベルカント・オペラ以降を扱う。解説はクラスウェブにアップする。予めクラスウェブに掲載される穴埋め版レスポンスペー

パーに従って予習し、「レポート」欄に提出する。授業当日は、時代の変遷や作曲家の特徴を字幕付き DVD または YouTube から確認し、自由記入版レスポンスペーパーを

書き、「レポート」欄に提出する。提出されたレスポンスペーパーの内容は、単元ごとに数名分が次回授業時に配布される紙版レスポンスペーパーに提示されるので、お

互いの気づきを共有すること。 

＜到達目標＞ 

（１）劇、音楽、歌、舞踏、舞台演出など総合的エンターテインメントとして誕生し進化していったフランス・オペラの性格を理解する。 

（２）テーマ、制作当時の社会的背景などとの関係から作品を理解し、様々な要素が時代とともにどのように変化していったかを考える。 

（３）フランスの演劇、オペラ、舞踏などがヨーロッパの他の国々に都のような影響を与えたかを理解する。 

（４）オペラを受容することが歴史的にさまざまな階級の欲求を満たす娯楽であったことを理解する。 

（５）演奏家や演出によっても印象が異なることを理解し、声の芸術としてのオペラを楽しむ。 

（６）様々な視点から自分の力でオペラについて語れるようになる。 

これまでの音楽経験は不問。毎回、授業内容を確認するレスポンスペーパーをクラスウェブから提出してもらう。 

試験は行わない。レポートとして、作曲家、作品、歌手、演出などの部門別に選考理由を記した「オペラ総選挙」を提出してもらう。 

個々のテーマについて問題意識をもって考察できること、作品の様式や声の特徴、物語の背景や作曲状況など様々な事項を理解し、何より自分の力でオペラを楽しむこ

とができるようになることが重要である。 
２.授業内容 

第１回：a：秋学期の進め方、春学期の「オペラ総選挙」講評 

    b：19 世紀初頭のパリのオペラ界の状況〜ガヴォー《レオノーレ》とベートーヴェンの《フィデリオ》、スポンティーニの《フェルナン・コルテス》 

第２回：ロッシーニのオペラ・ブッファ～《アルジェのイタリア女》《セビーリャの理髪師》 

第３回：ロッシーニのオペラ・セリア～《セミラーミデ》   第４回：パリのロッシーニ《ギヨーム・テル》 

第５回：ベルカント・オペラからロマン派オペラへ～ベッリーニと 19 世紀のケルト・ブーム《ノルマ》 

第６回：ベルカント・オペラのラスト・ジェネレーション〜ドニゼッティとスコットランド、テューダー朝シリーズ《ランメルモールのルチア》 

第７回： 最後のオペラ・ブッファ～ドニゼッティ《ドン・パスクワーレ》 

第８回：悪魔の系譜で辿るドイツ・オペラからグラントペラ〜《魔弾の射手》《ファウスト》《メフィストーフェレ》 

第９回： ユゴーとヴェルディに見る格差と差別 《リゴレット》  第 10 回：19 世紀オペラに見る宗教問題～アレヴィ《ユダヤの女》、ヴェルディ《ドン・カルロス》 

第 11 回：  a: オペラになったシェイクスピア〜ヴェルディ《マクベス》、ロッシーニ《オテッロ》、ヴェルディ《オテロ》 

b : 19 世紀ブルジョワ社会の風刺としてのコミック系オペラ〜オッフェンバック《地獄のオルフェ》（天国と地獄） 

第 12 回：19 世紀オペラに見る異文化理解～ビゼー《真珠とり》、マイアベーア《アフリカの女》、ドリーブ《ラクメ》、ヴェルディ《ナブッコ》《アイーダ》、プッチーニ

《蝶々夫人》《トゥーランドット》 

第 13 回：a : パリのワーグナー〜イタリア・オペラおよびフランス・オペラへの傾倒から「ロマン的オペラ」時代、パリ上演スキャンダル〜《恋愛禁制》《リエンツィ》

《さまよえるオランダ人》《タンホイザー》《ローエングリン》 

    b：ワーグナーによるヨーロッパ伝承の再神話化とケルト系伝承からの変容〜《トリスタンとイゾルデ》《ジークフリート》《パルジファル》 

第 14 回： a :パリの屋根裏の青春〜プッチーニ《ラ・ボエーム》    b：その後のオペラの流れ  

レポート：「オペラ総選挙～ベルカント・オペラから 20 世紀初頭まで」        ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業資料はパワポや zoom 録画で予め Oh-o! Meiji のクラスウェブにアップされる。事前にチェックしておくこと。資料映像は日本語または英語の字幕付き DVD および

YouTube から視聴。フランス語の知識は前提としていない。レスポンスペーパーは、毎週３種類が与えられる。 

（１）予習用の穴埋め版。重要事項やあらすじなどを事前にチェックするもの。予め「授業内容」資料欄にアップされる解答を見て、翌週分を記入し、スキャナーまた

は無料スキャナーアプリにより pdf 化して「レポート」欄に提出。 

（２）紙提出版。授業当日に配布される用紙に記入し、教室で提出。 

（３）自由記入版。用紙は配布されず、「レポート」欄に word ファイルでフォーマットがアップされる。授業内で視聴した映像（および、YouTube の指定動画）を視聴

し、記入して、word ファイルにて「レポート」欄に提出する。第１４回の授業後には、秋学期全体についてのレポート「オペラ総選挙」をクラスウェブに提出のこと。 

春学期にフランス語圏の文化Ⅰ（芸術）を履修していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

PowerPoint の授業資料をクラスウェブからダウンロードする。zoo 録画の早わかり授業資料をクラスウェブから視聴する。 

予習用の穴埋め版レスポンスペーパーは前の週に配布され、解答はクラスウェブに掲載されるので、手書きで記入して pdf 化し、「レポート」欄に提出。 

当日配布の紙提出版レスポンスペーパーは、その場で記入し、教室で提出。レポート欄にアップされる Word の自由記入版レスポンスペーパーはクラスウェブからダウ

ンロード。資料映像を視聴したのち、word ファイルに記入してクラスウェブの「レポート」から提出のこと。 

紙提出版には、前の週の感想やレスポンスのいくつかが掲載されるので、他の人の捉え方や発見をシェアし、理解を深め、期末の「オペラ総選挙」の記述に役立てる。 

５.教科書  購入教科書はなし。PowerPoint と zoom 録画で資料を配布する。 

６.参考書 

『音楽の進化史』ハワード・グッドール、河出書房新社、2014 年；『中世音楽の精神史――グレゴリオ聖歌からルネサンス音楽へ』、金澤正剛、河出文庫、2015 年；『フ

ランス音楽史』、今谷・井上、春秋社、2010 年；『新 イタリア・オペラ史』、水谷彰良、音楽之友社、2015 年。『新グローヴオペラ事典』、セイディ、白水社、2011 年。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 正答の存在するものはクラスウェブにアップされる。 

「自由記入版」については、レスポンス例のいくつかとコメントを翌週の「紙配布版」に掲載する。 

質問・連絡などの宛先は、レスポンスペーパーにメールアドレスが記載されている。 

８.成績評価の方法 
評価の割合は、「穴埋め版」の平均（10％）＋「紙提出版」の平均（10％）＋「自由記入版」の平均(60％)＋「オペラ総選挙」（20％）。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

フランス語圏の文化Ⅰ（現代社会） 吉川 佳英子 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 2024年 7月 26日-8月 11 日にフランスではパリオリンピック開催が予定されています。共有とサステナビリティを念頭に置き、革新的で思いや

りのある大会を目指しているようです。そのため、既存のインフラの活用などが計画されていますし、輸送、食品、エネルギーの分野では環境に配

慮したソリューションを採用するとのこと。新たな追加競技も採用されるそうで、楽しみです。 

 このような動きを受けて、EU もいろいろ変わるかもしれません。ユーロの動きも気になります。 

 我々の生活は、今やヨーロッパの社会や文化と無関係ではおれません。日常生活に目を向けても「ZARA」や「H&M」、「illy」のエスプレッソに「LA 

DUREE」のマカロン等、さまざまな「ヨーロッパ」に囲まれています。まずは「ヨーロッパ」に関心を持ってみましょう。 

 さて授業ではこういった動きに対して、フランスの新聞や雑誌（日本語で読む）を用いながら、「身近なできごと」から出発し、問題を掘り下げ

ながら考察していきます。 

【授業の到達目標】 

（1）ヨーロッパに対して幅広く関心を持ち正しい知識を身につける。 

（2）EU の動向に関心を持ち自分の考えを持てるようにする。 

 

 

 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション（日本のイメージ） 

第２回：フランスの世界遺産 

第３回：多様化するパリのカフェ 

第４回：教育制度 

第５回：フランス大学生事情 

第６回：環境問題 

第７回：EU の発展 

第８回：フランスの政治 

第９回：フランスにおけるイスラム教 

第 10回：女性の社会進出 

第 11回：グローバリゼーション 

第 12回：発表（1） 

第 13回：発表（2） 

第 14回：a.:まとめ、b:レポート試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

特にフランス語を履修している必要はなく、誰でも興味の持てる内容です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

次回の内容を予め、新聞等で調べておく。 

できれば『現代フランス社会を知るための 62章』三浦信孝他編（明石書店）の関係箇所に目を通しておく。 

【復習すべき内容】 

授業で扱った内容の補足記事を読んでおく。 

５.教科書 

『現代フランス社会を知るための 62 章』三浦信孝他編（明石書店）、 

必要に応じてプリントを配布。 

６.参考書 

『拡大ヨーロッパの挑戦』羽場久美子著（中央新書）、『フランス家族事情』浅野素女著（岩波新書）、『知っていそうで知らないフランス』安達功著

（平凡社新書）、『パリ感覚』渡辺守章著（岩波現代文庫）等 

必要に応じてプリントを配布。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiで、レポートの全体講評を予定。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】提出物、レポート 70%、平常点(授業への参加度)30% 

【成績評価の基準】（1）ヨーロッパに対して幅広く関心を持ち、正しい知識を身につけているか。 

（2）EU の動向に関心を持ち、自分の考えを持っているか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

フランス語圏の文化Ⅱ（現代社会） 吉川 佳英子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 2024年 7月 26日-8月 11 日にフランスではパリオリンピック開催が予定されています。共有とサステナビリティを念頭に置き、革新的で思いや

りのある大会を目指しているようです。そのため、既存のインフラの活用などが計画されていますし、輸送、食品、エネルギーの分野では環境に配

慮したソリューションを採用するとのこと。新たな追加競技も採用されるそうで、楽しみです。 

 このような動きを受けて、EU もいろいろ変わるかもしれません。ユーロの動きも気になります。 

 我々の生活は、今やヨーロッパの社会や文化と無関係ではおれません。日常生活に目を向けても「ZARA」や「H&M」、「illy」のエスプレッソに「LA 

DUREE」のマカロン等、さまざまな「ヨーロッパ」に囲まれています。まずは「ヨーロッパ」に関心を持ってみましょう。 

 さて授業ではこういった動きに対して、フランスの新聞や雑誌（日本語で読む）を用いながら、「身近なできごと」から出発し、問題を掘り下げ

ながら考察していきます。 

【授業の到達目標】 

（1）ヨーロッパに対して幅広く関心を持ち正しい知識を身につける。 

（2）EU の動向に関心を持ち自分の考えを持てるようにする。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション（日仏文化交流） 

第２回：変わる食文化 

第３回：ワイン事情 

第４回：ファッション 

第５回：フェミニズムの歴史 

第６回：クール・ジャポン 

第７回：フランスの演劇 

第８回：フランスの映画 

第９回：クレオール文化 

第 10回：EU の文化政策 

第 11回：発表（1） 

第 12回：発表（2） 

第 13回：発表（3） 

第 14回：a:まとめ、b:レポート試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

特にフランス語を履修している必要はなく、誰でも興味の持てる内容です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

次回の下調べ。発表の準備。 

【復習すべき内容】 

授業での問題点を補足しておく。 

５.教科書 

『現代フランス社会を知るための 62 章』三浦信孝他編（明石書店）、 

必要に応じてプリントを配布。 

６.参考書 

『拡大ヨーロッパの挑戦』羽場久美子著（中央新書）、『フランス家族事情』浅野素女著（岩波新書）、『知っていそうで知らないフランス』安達功著

（平凡社新書）、『パリ感覚』渡辺守章著（岩波現代文庫）、『現代フランスを読む』三浦信孝（朝日出版）等 

必要に応じてプリントを配布。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiで、レポートの全体講評を予定。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】提出物、レポート 70％、発表を含む授業への参加度 30％ 

【成績評価の基準】（1）ヨーロッパに対して幅広く関心を持ち、正しい知識を身につけているか。（2）EU の動向に関心を持ち、自分の考えを持っ

ているか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

フランス語圏の文化Ⅰ（文学） 渡辺 響子 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 授業の概要 

 一年間を通して、フランスという国の基礎になっている「民主主義」「個人」という概念を、文学作品を通して考察する授業です。春学期と秋学

期はそれぞれ独立した授業で、どちらかだけを履修することはもちろん可能ですが、担当者としては、連続した流れを意識しています。 

 フランスの正式名称は「フランス共和国」で、政治家の演説や新聞でも、「フランス」と言うかわりに「共和国」と言うことも頻繁です。このこ

とから、フランス国民が、この共和制という政治体制を非常に重要視していることがわかります。 

 周知のように、フランスは、長い間王国でした。文化的には１７世紀にその絶頂を迎え、１８世紀の大革命で世襲制の王政に終止符を打ちました

が、その後も王政復古やナポレオンの帝政などを経て、現在の第五共和制に至っています。 

 大文字の歴史をたどるのではなく、その大きな転換を準備したエピステーメを、文学作品の中に求める授業です。 

  

 到達目標 

 春学期には、それまで神中心だった西洋が人間を主人公にし始めたルネサンスから、「啓蒙の世紀」である１８世紀までを概観します。すでに１

８世紀にも、植民地主義批判やフェミニズム的な立場からの発信がなされていたことにも気づくことができるでしょう。 
２.授業内容 

 1. a のみ イントロダクション：共和国とは？ 

 2. ラブレー『ガルガンチュア』『パンタグリュエル』 

 3. カルヴァン『キリスト教綱要』 

 4. モンテーニュ『エセー』 

 5. デカルトとパスカルの哲学 

 6. 宮廷と喜劇：モリエールとボーマルシェ 

 7. 古典悲劇：コルネイユとラシーヌ 

 8. 宮廷文学：ラ・フォンテーヌ、ペロー、ラ・ブリュイエール 

 9. ファム・ファタル：プレヴォ『マノン・レスコー』 

 10. ヴォルテール『カンディード』 

 11. ディドロ『ラモーの甥』 

 12. モンテスキュー『ペルシア人の手紙』 

 13. ルソー『新エロイーズ』 

 14. まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 フランス語圏の作品を読む授業ですが、フランス語ができなくても問題ありません。 

 高校までに世界史を学んでいなくても履修に支障はありませんが、大学生としては世界史は知っているべきなので（自分のためにです）、自分で

何か世界史の流れが大まかにでも掴めるような本を読んでおくといいでしょう。 

 学期中に数回、リアクションペーパーの提出が求められます。一定数の提出が確認できない場合には、学期末レポートを提出する資格が失われる

こともあります。 

 言うまでもないことですが、教室では、携帯電話の使用や私語は慎んでください。想像以上に周囲の人の迷惑になります。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 あらかじめ、次の週に読むものをプリントで配布する予定です。 

 それに目を通してから教室に来るようにしてください。 

 基本的に邦訳のある作品を対象にしますから、事前に読んでおけば、さらに理解が深まるでしょう。 

５.教科書  

特に定めず、プリントを使用します。 

 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  提出物へのフィードバックは、その性格によって、 

 １ 個別に「レポート」の「コメント欄」に記す 

 あるいは 

 ２ 全体評を教室で行います。 

８.成績評価の方法 
 平常点４０％、学期末レポート６０％。 

 平常点は出席点ではなく、リアクションペーパーなどの提出物です。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

フランス語圏の文化Ⅱ（文学） 渡辺 響子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 授業の概要 

 一年間を通して、フランスという国の基礎になっている「民主主義」「個人」という概念を、文学作品を通して考察する授業です。春学期と秋学

期はそれぞれ独立した授業で、どちらかだけを履修することはもちろん可能ですが、担当者としては、連続した流れを意識しています。 

 大革命で、封建的な身分社会は崩壊したかに見えましたが、ナポレオンの帝政、その後の王政復古など、フランスは何度も政権の交代を経験しま

す。七月革命や二月革命を経て、国民の意識はどのように変わったのか、そもそも、こうした大事件を民衆はどのように生きたのか？ 

 大文字の歴史をたどるのではなく、その大きな転換を準備したエピステーメを、文学作品の中に求める授業です。 

 

 到達目標 

 春学期に考察したルネサンスから「啓蒙の世紀」（１８世紀）に続き、現在のフランスの基礎を成したと言うべき１９世紀の小説を見ていきまし

ょう。２０世紀には、いわゆるフランス本国ではない国を出自とする作家、フランス語を母語としない作家も活躍します。彼らの作品を通して、フ

ランスという国の変容を考えてみましょう。 

 
２.授業内容 

 1. a のみ：スタンダール『赤と黒』 

 2. バルザック『ペール・ゴリオ』 

 3. ユゴー『レ・ミゼラブル』（１） 

 4. ユゴー『レ・ミゼラブル』（２） 

 5. フロベール『感情教育』（１） 

 6. フロベール『感情教育』（２） 

 7. ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』（１） 

 8. ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』（２） 

 9. モーパッサン『脂肪の塊』 

 10. サルトル『吐き気』 

 11. カミュ『異邦人』 

 12. ネグリチュード、クレオール文学 

 13. アンドレ・マキーヌ『フランスの遺言書』 

 14. まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 フランス語圏の作品を読む授業ですが、フランス語ができなくても問題ありません。 

 高校までに世界史を学んでいなくても履修に支障はありませんが、大学生としては世界史は知っているべきなので（自分のためにです）、自分で

何か世界史の流れが大まかにでも掴めるような本を読んでおくといいでしょう。 

 学期中に数回、リアクションペーパーの提出が求められます。一定数の提出が確認できない場合には、学期末レポートを提出する資格が失われる

こともあります。 

 言うまでもないことですが、教室では、携帯電話の使用や私語は慎んでください。想像以上に周囲の人の迷惑になります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 あらかじめ、次の週に読むものをプリントで配布する予定です。 

 それに目を通してから教室に来るようにしてください。 

 基本的に邦訳のある作品を対象にしますから、事前に読んでおけば、さらに理解が深まるでしょう。 

５.教科書 

 特に定めず、適宜資料を配布します。 

６.参考書 

 特に定めません。 

 授業の流れで紹介したり言及したりします。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  提出物へのフィードバックは、その性格によって、 

 １ 個別に「レポート」の「コメント欄」に記す 

 あるいは 

 ２ 全体評を教室で行います。 

８.成績評価の方法 
 平常点４０％、学期末レポート６０％。 

 平常点は出席点ではなく、いかに授業に参加しているかです。リアクションペーパーが普段の評価の対象となります。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS121J 

イギリス文化（社会史） 鈴木 哲也 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 「イギリス」と一般に呼ばれているクニを対象として、近代的な「国民国家」の特質とその成立過程をたどり、同時に、そこに生まれた文化を考

察します。 

 イギリスの正式名称は「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」です。この国の特徴はなによりも「連合」であることです。このクニが

イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドから構成されていて、スコットランドやウェールズには今でも強い分離独立への志向

があることはよく知られています。これら 4 つの地域には伝統的に異なった言語と文化がありました。それらを、強力な政治的意思によって統合さ

れた国家が「イギリス」であり、その統合は 16 世紀におけるヘンリー8 世の政策によって始まります。 

 四方を海に囲まれた日本にいるとイメージすることが難しいのですが、できるだけイギリスという国家に潜在する、この統合を維持しようとす

る意志と独立を志向する意志のせめぎ合いを具体的に考察して行こうと思います。 

 同時に、この政治的な動きのなかでどのような文化が生まれ流通していったのか、文化の流通経路と社会構造の変化の相関性についても見て行

きます。 
２.授業内容 

 以下のトピックについて授業を行います。ただし、1 つのトピックを一回の授業で扱うのではなく、これらのポイントに重点を置きながら、柔軟

に内容をアレンジして行くつもりです。 

 

1．中世のイギリス 

2．アーサー王伝説について 

3．ヘンリー八世の人物と政治的達成 

4．イギリスにおける印刷技術と聖書の翻訳 

5．エリザベス女王と日の沈まぬ国 

6．新聞の発達と「コーヒーハウス」 

7．アン女王の治世と個人の権利 

8．産業革命と階級社会 

9．BBCと KDKA：アメリカとイギリスにおける大衆的メディアの成立 

10．英国病とサッチャー首相 

11．EUとイギリス：Brexit の意味 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

特にありません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 準備は特に必要ありません。授業内容の定着を図るために、時折、レポートを書いてもらいます。 

５.教科書 

教科書はありません。毎時間、資料を配付します。資料には英語のものもあります。 

６.参考書 

随時、紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題などへのフィードバックは、原則として、Oh-o、 Meiji!上で行います。 

８.成績評価の方法 
 授業への参加度と学期末レポートを基礎的資料とし、いくつかの短いレポートを補足的な資料として、評価します。 

９.その他 

153



 

   

 

科目ナンバー : (LA)ARS131J 

スペイン語圏の文化Ⅱ（ラテンアメリカ） 松尾 俊輔 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

＜授業の概要＞ 

この授業では、スポーツ・文学・音楽の 3つを具体的に取り上げながら、ラテンアメリカの文化と社会が持つ複雑性に対する基礎的な視座を獲得す

ることを目的とします。「ラテンアメリカ」とひとことで言っても、そこには 20 以上の独立国が存在し、その内部には様々な政治・経済・宗教・言

語・人種的実践が共存しています。ラテンアメリカは、1492 年以来ヨーロッパや北米、アフリカ、アジアといった他地域と常に関係しながらも、そ

れらとは異なる固有の政治的・文化的・人種的アイデンティティを涵養してきました。文化という「レンズ」を通じて、この地域を特徴づける多様

性と豊かさ、そして不平等、貧困、暴力といった歴史的課題について自分の頭で考える能力とそのために必要な基礎知識を身に付けることを目指し

ます。 

 

＜到達目標＞ 

ラテンアメリカ諸国全般についての基礎的知識を身に付ける。スポーツ・文学・音楽というラテンアメリカを特徴づける 3つの「文化」に慣れ親し

むとともに、それらがこの地域の政治や経済をいかに形作り、またそれによって形作られてきたかを理解する。また、それを通じて「グローバル」

なものへの理解を現代にふさわしい形にアップデートする。 
２.授業内容 

下記は授業の具体的な進行予定ですが、進捗状況その他の事情により学期中に変更となる場合があります。 

 

第 1 回 オリエンテーション：ラテンアメリカとは何か 

第 2 回 文化とは何か／ラテンアメリカの基礎的地誌 

第 3 回 ラテンアメリカのスポーツ（１）：サッカーと国民国家形成 

第 4 回 ラテンアメリカのスポーツ（２）：サッカーとファン文化 

第 5 回 ラテンアメリカのスポーツ（３）：ベースボールと移民 

第 6 回 ラテンアメリカのスポーツ（４）：ルチャ・リブレと社会批評 

第 7 回 ラテンアメリカの文学（１）：「ブーム」以前のラテンアメリカ文学 

第 8 回 ラテンアメリカの文学（２）：ラテンアメリカ文学の「ブーム」 

第 9 回 ラテンアメリカの文学（３）：ネルーダとラテンアメリカ詩 

第 10回 ラテンアメリカの音楽（１）：60年代前衛ロック 

第 11回 ラテンアメリカの音楽（２）：「ヌエバ・カンシオン」と対抗文化 

第 12回 ラテンアメリカの音楽（３）：ニューヨーク生まれの「サルサ」 

第 13回 ラテンアメリカの音楽（４）：「レゲエ」から「レゲトン」へ 

第 14回 a. 期末まとめ／b. 期末試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

スペイン語やポルトガル語の知識は一切不要です。 

なお、3～4 年生対象の「ラテンアメリカの文化 I・II」では、さらに詳しく植民地期以降のラテンアメリカの歴史を時系列に沿って扱うので、この

授業を通じてスペイン語圏やラテンアメリカに関心を持った人はぜひそちらも受講してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業内で指示する課題には必ず取り組むこと。授業の内容を自分で整理してまとめ、見返すことができるようにすること。 

また、授業で学ぶ内容を超えて、ラテンアメリカ諸国の文化や時事問題に常にアンテナを張るよう心掛けること。遠い世界に暮らす人々の生のあり

方に対する想像力を持つこと。 

５.教科書 

教科書は特に使用しません。 

６.参考書 

『物語ラテン・アメリカの歴史』増田義郎（中央公論新社）1998 年 

『ラテンアメリカ文化事典』ラテンアメリカ文化事典編集委員会編（丸善出版）2021 年 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回授業内で課す課題及び期末試験については、コメントを付して返却します。 

８.成績評価の方法 
平常点（授業内で指示する小課題） 50％ 

期末試験 50％ 

 

加えて、希望者には期末レポートの提出を認めます。 

９.その他 
授業内容に直接関わる質問はもちろん、そうでない質問にもできる限りお答えしますので、遠慮なく声をかけてください。 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

アジア文化Ⅰ（アジア海域） 川野 明正 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

アジア「狛犬」論─オリエント・インドから東アジア・日本に至る獅子像の系譜 

 

 日本の狛犬と似た魔除けのライオン・獅子像は、アジア各地に共通する文化表象である。それは宗教的な差違をも越え、アジア親睦のアイコンと

もいうべき親しみささえもっている。担当教員は、2013 年から 2014 年まで、アジア各地を放浪しつつ、各地の獅子像を訪問・通覧してきた。その

意味で体感的な内容を話す授業となるが、日本の狛犬から、アジア各地へと至る文化的事象の拡がりを参加学生が体得・理解することが授業の狙い

である。 

２.授業内容 

オリエント・インドから東アジア・日本へと、ライオン・獅子像が狛犬として日本で成立するまでの文化的伝播を追い、それと同時に東シナ海・南

シナ海にいたる民間信仰の石彫りの犬像・獅子像も追い。ヴェトナム・沖縄を含めた獅子像の比較文化論を展開する。 

 

第 1 回：レクチャー 

第 2 回：オリエントの獅子像と獅子座 

第 3 回：インドのライオン像シンハ 

第 4 回：インド系ライオン像シンハの東南アジアでの展開 

第 5 回:中国の獅子系霊獣像─春秋戦国時代・前漢代 

第 6 回:中国の獅子系霊獣の系譜─後漢・魏晋南北朝南朝の陵墓獅子の系譜  

第 7 回:魏晋南北朝の仏教的獅子像の受容─ガンダーラから雲崗石窟へ 

第 8 回：朝鮮半島の獅子像と石狗 

第 9 回：日本狛犬の阿吽の源流を中国霊獣像に探る。 

第 10回：中国石獅の地方類型(1)─中国北部(陝西省の「獅子狗」など) 

第 11回：中国石獅の地方類型(2)─中国南部(浙江・福建・広東各省の獅子像) 

第 12回：金門島の石獅爺と風獅爺 

第 13回：沖縄の村落守護獅子 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

中国語の知識がない学生でも履修に不都合はありません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

都内各地神社や郷里の神社の狛犬を巡り、狛犬の形態・タイプについて把握しておくこと。予習は授業と同時間授業内容についてイメージトレーニ

ングをしておくこと。 

５.教科書 

毎回 Oh-o! Meiji 上でプリントを配布する。 

６.参考書 

川野明正(監修)『狛犬さんぽ』グラフィック社、2020年 

川野明正（監修）『東京周辺 神社仏閣どうぶつ案内 神使・眷属・ゆかりのいきものを巡る』メイツユニバーサルコンテンツ、2019 年 

上杉千郷（編）『狛犬事典』戎光祥出版、2001 年 

上杉千郷（著）『日本全国獅子狛犬ものがたり』戎光祥出版、2008年 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiシステムで適宜コメントし、フィードバックを行う。 

８.成績評価の方法 
期末試験で 70%評価する。平常点（授業への貢献度や参加度等）30％。ただし、授業の際に出席をとることがあるが、出席調査に一度も出席記録が

ない場合は成績評価の対象外となる。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

アジア文化Ⅱ（日本海域） 川野 明正 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 アジア「狛犬」論─オリエント・インドから東アジア・日本に至る獅子像の系譜 

 

春学期の比較文化論はアジア各国・各地域での獅子像の展開を探ったが、秋学期は日本狛犬を主として論じる。 

狛犬を事例として、日本各地の狛犬の豊富な型の違いを論じつつ、日本各地の郷土の感性のあり方について考える授業である。日本の地方文化の豊

かさを認識することがこの授業の目標である。 

２.授業内容 

オリエント・インドから東アジア・日本へと、ライオン・獅子像が狛犬として日本で成立してから、各地に各様の狛犬像が展開されるあり様を講義

する。 

 

第 1 回：レクチャー 

第 2 回：日本での狛犬像の源流と誕生 

第 3 回：関東の参道狛犬（東京都内）  

第 4 回：関東の参道狛犬（首都圏各県） 

第 5 回：畿内狛犬（奈良・京都・大阪） 

第 6 回：中国地方の狛犬（1）―尾道型狛犬の世界 

第 7 回:中国地方の狛犬（2）―出雲狛犬の世界 

第 7 回:中国地方の狛犬（3）―山口狛犬の世界 

第 8 回：九州の狛犬（1）―宋風獅子と九州北部の狛犬） 

第 9 回：九州の狛犬（2）―大分県内の狛犬 

第 10回：九州の狛犬（3）―肥前狛犬とその歴史 

第 11回：九州の狛犬（4）―肥前狛犬の各地の展開 

第 12回：東北地方の狛犬（1）─南福島小松寅吉・小林和平の狛犬 

第 13回：東北地方の狛犬（2）─仙台狛犬の展開 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

中国語の知識がない学生でも履修に不都合はありません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

身近な神社の狛犬など霊獣像をみておくことが望ましい。予習は授業と同時間授業内容についてイメージトレーニングをしておくこと。 

５.教科書 

毎回 Oh-o! Meiji 上でプリントを配布する。 

６.参考書 

川野明正(監修)『狛犬さんぽ』グラフィック社、2020年 

川野明正（監修）『東京周辺 神社仏閣どうぶつ案内 神使・眷属・ゆかりのいきものを巡る』メイツユニバーサルコンテンツ、2019 年 

上杉千郷（編）『狛犬事典』戎光祥出版、2001 年 

上杉千郷（著）『日本全国獅子狛犬ものがたり』戎光祥出版、2008年 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiシステムで適宜コメントし、フィードバックを行う。 

８.成績評価の方法 
レポートで 70%評価する。平常点（授業への貢献度や参加度等）30％。ただし、授業の際に出席をとることがあるが、出席調査に一度も出席記録が

ない場合は成績評価の対象外となる。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

アジア文化Ⅰ（京劇入門） 魯 大鳴 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業は、中国の演劇を通して、中国文化の紹介を目的とする。世界には「三大古典劇」と呼ばれる演劇がある。ギリシャ古典劇、インド古典劇

と並んで中国の古典劇もその一つに数えられる。中国の古典劇は、紀元６世紀に出来上がったと言われている。現在、京劇をはじめ、全国各地に 300

を超える地方劇がある。 

２.授業内容 

第１回：   テキストの紹介、授業の紹介など。 

第２回：   テキスト第一章 中国演劇の起源 

第３回：   昆曲、地方劇など 

第４回：   京劇の誕生など 

第５回：   第二章 多様な芸術表現 

第６回：   役者訓練の総合性 唱 

第７回：            念 

第８回：            做 

第９回：             打  

第 10回：  第三章 京劇の舞台要素 戯曲 

第 11回：              役者 

第 12回：              劇場 

第 13回：              観客 

第 14回：   まとめ、レポートの説明 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

外国語の能力は必要としません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎日、学習したことを思い出すこと。日本の演劇との違いを考えること。 

５.教科書 

「京劇役者が語る京劇入門」 魯 大鳴 著 

   （駿河台出版社 1,800＋税） 

６.参考書 

「京劇」      加藤 徹 著  

          （中央公論新社 1850+税） 

 

「中国京劇小辞典」    魯 大鳴 著 

                （駿河台出版社 1800＋税） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中及び体験することを通して、把握するようにします。 

８.成績評価の方法 
授業への参加度、レポートの内容などで、総合的に評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

アジア文化Ⅱ（京劇入門） 魯 大鳴 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業は、中国の演劇を通して、中国文化の紹介を目的とする。世界には「三大古典劇」と呼ばれる演劇がある。ギリシャ古典劇、インド古典劇

と並んで、中国の古典劇もその一つに数えられる。中国の古典劇は、紀元 6世紀に出来上がったと言われている。現在、京劇をはじめ、全国各地に

300を超える地方劇がある。 

２.授業内容 

第１回：   春学期の復習 

第２回：   第四章 京劇の役柄 生 

第３回：             旦 

第４回：             浄 

第５回：             丑 

第６回：   京劇舞台の脇役   龍套      

第７回：   第五章  京劇の化粧 化粧の体験 

第８回：        俊扮、臉譜 化粧の体験 

第９回：    京劇立ち回りの体験  小五套（槍） 

第 10回：   第二套 

第 11回：   第三套 

第 12回：   第四套 

第 13回：   第五套 

第 14回：   まとめ、レポートの説明 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

外国語の能力は、必要としません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎日、学習したことを思い出すこと。日本の演劇との違いを考えること。 

５.教科書 

「京劇役者が語る京劇入門」 魯 大鳴 著 

   （駿河台出版社 1,800＋税） 

６.参考書 

「京劇」          加藤 徹 著 

              （中央公論新社 1850＋税） 

 

「中国京劇小辞典」   魯 大鳴 著 

               （駿河台出版社 1800＋税） 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中及び体験することを通して、把握するようにします。 

８.成績評価の方法 
授業への参加度、レポートの内容などで、総合的に評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS191J 

イスラーム文化Ⅰ（入門） 北原 圭一 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 米国同時多発テロ事件やイラク戦争、IS やシリア内戦問題、各地で頻発するテロ事件、サウジアラビアやイスラエル、アメリカとイランの対立

などイスラームの絡む様々な出来事が国際社会を揺るがせ続けている。その一方、東京オリンピックの開催を控えハラール・フードをはじめイスラ

ーム教徒の生活文化への理解が急がれるなど、私たち日本人ももはやイスラームと無関係ではいられない状況を迎えている。にもかかわらず、私た

ちのイスラーム理解は、情報の少なさゆえに偏りや歪みをもった不正確なものとなっているのではないだろうか。 

 そうした状況を踏まえ、本講では、クルアーンやイスラーム法、断食や巡礼といったイスラーム信仰の基礎に係わる用語・概念、スンナ派とシー

ア派の違いなど、宗教としてのイスラームに関する基礎知識を具体的な事例や事象を考察しながら習得していく。 

 現代イスラーム世界の動向にも細心の注意を払いながら、その背景となっているイスラームの根幹をなす信仰の内容と、その文化的・社会的表象

形態を、CD・DVDなどの視聴覚教材を活用して基礎から学び、イスラームの文化と社会への理解を深めることを目標とする。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（イスラーム文化の統一性と多様性） 

第２回：聖典クルアーンとアラビア語の世界 

第３回：預言者ムハンマドと初期イスラームの歴史 

第４回：モスクとイスラームの建築文化－構造と意匠、社会的意義 

第５回：ハディースとイスラーム法 

第６回：五行とイスラーム社会（１）：信仰告白、礼拝 

第７回：五行とイスラーム社会（２）：喜捨、断食 

第８回：五行とイスラーム社会（３）：巡礼 

第９回：イスラームと経済 

第 10回：ムスリムの信仰と思想─信仰箇条（１）：アッラー、天使 

第 11回：ムスリムの信仰と思想─信仰箇条（２）：啓典、預言者 

第 12回：ムスリムの信仰と思想─信仰箇条（３）：来世、予定 

第 13回：シーア派の信仰と文化・社会（１）：シーア派の成立、十二イマーム派の思想と信仰 

第 14回：シーア派の信仰と文化・社会（２）：十二イマーム派の社会と文化 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 世界史の知識が乏しくても、宗教としてのイスラーム、および文化としてのイスラームに関心を抱き積極的に学ぶ意欲のある者は歓迎する。学習

効果を高めるために、指定された参考書に事前に目を通すなど最低限の準備をして授業に臨まれたい。なお、本科目の履修を希望する場合は、「イス

ラーム文化ＡII」も併せて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、事前に配布される資料に目を通し、知らない専門用語等を調べた上で問題意識をもって授業に臨むこと。 

５.教科書 

特に定めない。毎回授業前に Oh-o! Meiji システムを通じてレジュメや資料を配布する。 

６.参考書 

・小杉泰『イスラームとは何か』（講談社現代新書）1994 年。 

・小杉泰『イスラームを読む：クルアーンと生きるムスリムたち』（大修館書店）2016年。 

・井筒俊彦『イスラーム文化：その根柢にあるもの』（岩波文庫）1994年。 

・大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』（岩波書店）2002年。 

※他は授業内に適宜紹介する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーの全体講評を Oh-o! Meiji で毎週公開する。 

８.成績評価の方法 
授業参加状況と授業内に書くレスポンス・シートの内容（40％）及び期末試験（60％）による。 

９.その他 
モスク見学会や中東料理食事会、大使館イベント等を行う場合もある。その場合は積極的に参加していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)ARS191J 

イスラーム文化Ⅱ（入門） 北原 圭一 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 イスラームは西暦７世紀のアラビア半島に勃興した後、北アフリカから中央アジア、東南アジアに至る極めて広大な文化圏を築き上げるに至っ

た。言うまでもなく、このイスラーム文化圏においても、西洋キリスト教世界などと同様に、時にはそれ以上に、諸学問や文芸・絵画・建築などの

文化を豊かに開花させ、独自の知的・精神的活動を展開してきた。 

  本講では、通常日本では紹介されることが極めて少ない文化として表象されたイスラームを、クルアーン等に関する基礎知識を踏まえたうえで、

具体的な作品や事例に即して考察してゆく。 

 現代イスラーム世界の動向にも細心の注意を払いながら、その背景にあるイスラームの社会的・文化的諸相─思想、言語（アラビア語、ペルシア

語）、文学（千夜一夜物語など）、絵画、音楽、建築、映画など─を、CD・DVD などの視聴覚教材を活用しつつ具体的な作品に即して基礎から学び、イ

スラームの文化と社会への理解を深めることを目標とする。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（中東イスラーム世界の風土と文化） 

第２回：イスラーム庭園の意匠と思想 

第３回：スーフィズムとスーフィー教団 

第４回：スーフィズムとイスラームの音楽文化 

第５回：スーフィズムの思想と言語文化 

第６回：イスラームにおける恋愛詩と恋愛論 

第７回：『千夜一夜物語』と『トゥーランドット』 

第８回：『千夜一夜物語』と中東文化 

第９回：『千夜一夜物語』とオリエンタリズム 

第 10回：『千夜一夜物語』と中東比較文化史 

第 11回：『ルバーイヤート』と中東比較文化史 

第 12回：『ルバーイヤート』と現代の映像文化 

第 13回：イスラームと映像文化（１） 

第 14回：イスラーム社会とアニメ＆マンガ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 世界史の知識が乏しくても、文化表象としてのイスラームに関心を抱き、積極的に学ぼうとする意欲のある者は歓迎する。学習効果を高めるため

に、指定された参考書に事前に目を通すなど最低限の準備をして授業に臨まれたい。なお、本科目の履修を希望する場合は、「イスラーム文化ＡI」

も併せて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、事前に配布される資料に目を通し、知らない専門用語等を調べた上で問題意識をもって授業に臨むこと。 

５.教科書 

特に定めない。毎回授業前に Oh-o! Meiji システムを通じてレジュメや資料を配布する。 

６.参考書 

・佐藤次高他編『イスラーム世界のことばと文化』（成文堂）2008年。 

・大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』（岩波書店）2002年。 

・井筒俊彦『イスラーム文化―その根底にあるもの』（岩波文庫）1991年。 

・ニコルソン（中村広治郎訳）『イスラムの神秘主義―スーフィズム入門』平凡社ライブラリー、1996 年。 

・前嶋信次（杉田英明編）『千夜一夜物語と中東文化』平凡社東洋文庫、2000 年。 

・オマル・ハイヤーム（岡田恵美子訳）『ルバーイヤート』平凡社ライブラリー、2009年。 

※他は授業内に適宜紹介する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーの全体講評を Oh-o! Meiji で毎週公開する。 

８.成績評価の方法 
授業参加状況と授業内に書くレスポンス・シートの内容（40％）及び期末試験（60％）による。 

９.その他 
モスク見学会や中東料理食事会、大使館イベント等を行う場合もある。その場合は積極的に参加していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

日本文化ＡⅠ（日本語の世界） 田島 優 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

日本語の、特に音と文字とについて説明していく。日本語を母語としている人にとっては、外国語のように一生懸命に学習しなくても、日本語を話

したり書いたりすることがでできる。そのために、日本語がどのような言語であり、またどのような体系になっていることを知らないまま過ごして

きている。この講義では、日本語の音がどのように構成されているのか、また文字表記においてどのような特徴があり、またどのような約束事があ

るのかについて概説していく。 

 

【到達目標】 

日本語の音の特徴を学ぶことで、英語や第二外国語との違いを理解できるようになる。 

日本語の文字表記の特徴や約束事を知ることによって、間違いの少ない文章が書けるようになる。 

２.授業内容 

第 1 回：イントロダクション（ヘボン式ローマ字をもとに） 

第 2 回：音の学問（音声学と音韻論） 

第 3 回：音声学（1） 日本語の母音 

第 4 回：音声学（2） 日本語の子音 

第 5 回：音韻論 

第 6 回：アクセント 

第 7 回：方言の音声とアクセントの地域差 

第 8 回：日本語の音の歴史 

第 9 回：日本語の書記システム 

第 10回：漢字について 

第 11回：仮名・ローマ字について 

第 12回：仮名遣い 

第 13回：日本語の漢字政策（1） 当用漢字表を中心に 

第 14回：日本語の漢字政策（2） 常用漢字表を中心に 

 

３.履修上の注意 

出欠や遅刻の確認は厳密に行う。 

試験ではなく、レポートを課す。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】 

次回行うことを、あらかじめ調べておくように。 

 

【復習】 

講義内容を理解できるようにしておくこと。わからないことは質問するように。 

 

５.教科書 

プリントを配布する。 

６.参考書 

必要があれば、講義の際に説明する。図書館にも参考になる本が多く配架されている。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 後日、Oh-o! Meiji上に掲示する。 

８.成績評価の方法 
平常点 40％、レポート課題 60％。 

 

平常点は講義への積極的な参加によって評価する。レポート課題は、レポートの約束事が守られているか、また独自性を重視する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

日本文化ＡⅡ（日本語の世界） 田島 優 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

今年度は、挨拶表現の中の感謝表現について、歴史的な観点と、それに基づいた方言における感謝表現の特徴について、概説していく。感謝表現に

は、どのような人々の意識があり、それが時代によってどのように変化してきたのか。また、各地の感謝表現にはどのようなものがあり、それは歴

史的にどのように位置づけられるのかを見ていく。 

 

【到達目標】 

挨拶表現がどのように成立してきたのかがわかる。 

挨拶における人々の発想法を知ることによって、挨拶の必要性が感じられるようになる。 

ことばは社会の変化に伴って変化していくことが理解できるようになる。 

方言の重要性が理解できるようになる。 

 
２.授業内容 

第 1 回：イントロダクション（「挨拶表現」成立のプロセス） 

第 2 回：感謝表現の発想法の歴史（1） 古代から中世まで 

第 3 回：感謝表現の発想法の歴史（2） 近世から現代まで 

第 4 回：感謝表現の地域差 

第 5 回：北海道、東北北部の感謝表現 

第 6 回：東北南部の感謝表現 

第 7 回：新潟・北陸の感謝表現 

第 8 回：関東地方の感謝表現 

第 9 回：東海地方の感謝表現 

第 10回：近畿地方の感謝表現 

第 11回：中国地方の感謝表現 

第 12回：四国地方の感謝表現 

第 13回：九州地方の感謝表現 

第 14回：琉球の感謝表現 

 

 

 

３.履修上の注意 

出欠・遅刻などは厳密にとる。 

試験ではなく、レポート課題とする。 

出身地域などの感謝表現などにも注意を払うように。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】 

第 4 回目以降は、第 3回の講義で配布した資料をもとに、次回扱う地方の感謝表現がどのようになっているのかを調べておくこと。 

 

【復習】 

講義内容から、その地域の表現が歴史的に見てどのような発想法に基づいた表現なのかを理解すること。 

５.教科書 

プリント配布。 

６.参考書 

必要があれば、講義の中で説明する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 後日、Oh-o! Meiji上に掲示する。 

８.成績評価の方法 
平常点 40％、レポート課題 60％。 

平常点は講義への積極的な参加によって評価する。 

レポート課題について、レポートの約束事を守っているのか、内容の独自性を重視する。 

 

９.その他 

162



 

   

 

科目ナンバー : (LA)ARS111J 

日本文化 BⅠ（日本の歴史と文芸） 神田 正行 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

《武蔵坊弁慶と文芸１ 史実から中世文芸まで》 

源義経の従者として知られる武蔵坊弁慶を取り上げます。 

春学期の授業では、当時の記録や軍記物語などの文学作品を読み、原初的な弁慶の姿を確認します。 

その上で、彼の物語が中世・近世の文芸において、どのように変質したかを説明します。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（※必ず出席してください） 

第２回：武蔵坊弁慶の概略 

第３～５回：史料の中の弁慶 

第６～10 回：中世文芸の中の弁慶 

第 11～13 回：近世文芸の中の弁慶 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

予習は特に必要ありません。 

古典・古文の苦手な人にも分かりやすいように講義します。 

ただし、日本史や日本文化に全く興味・関心のない学生には、履修を勧めません。 

授業中に出席調査・アンケートを行うことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

配布するプリントを熟読して、授業内容を復習してください。 

５.教科書 

教材はプリントして配布します。 

 

６.参考書 

・島津久基『義経伝説と文学』(明治書院、1935) 

その他は適宜、授業内で紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポートに関する講評を、採点終了後に動画、もしくは資料配付等の方法で行います。 

８.成績評価の方法 
授業態度（30％）、学期末レポート（70％）。 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

日本文化 BⅡ（日本の歴史と文芸） 神田 正行 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

《武蔵坊弁慶と文芸２  歌舞伎『勧進帳』》 

Ⅰの内容を踏まえて、武蔵坊弁慶が登場する歌舞伎『勧進帳』を取り上げ、従来の文芸との相違などの諸問題に触れつつ、その概要を確認していき

ます。 

その上で、弁慶の物語が長い間日本人に好まれてきた理由を探ってみたいと思います。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（※必ず出席してください） 

第２回：『勧進帳』の概略 

第３～13 回：『勧進帳』鑑賞（※近世演劇に関する概説を含みます） 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

予習は特に必要ありません。 

古典・古文の苦手な人にも分かりやすいように講義します。 

ただし、日本史や日本文化に全く興味・関心のない学生には、履修を勧めません。 

授業中に出席調査を行うことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

配布するプリントを熟読して、授業の内容を復習してください。 

５.教科書 

教材はプリントして配布します。 

６.参考書 

・渡辺保『勧進帳 日本人論の原像(ちくま新書)』(筑摩書房、1995) 

その他、適宜授業内で紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポートに関する講評を、採点終了後に動画、もしくは資料配付等の方法で行います。 

８.成績評価の方法 
授業態度（30％）、学期末レポート（70％）。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

日本文化 DⅠ（日本の神話と文化） 伊藤 剣 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 神話には人々の思想や社会の価値観が反映される場合が多い。そのため、文化を論じるにあたり、神話がしばしば注目される。この授業では、『古

事記』の神話を中心にとりあげ、関連神社や神事も紹介することで、日本文化の一端に触れてもらう。さらに、歴史学や民俗学、比較神話学など隣

接諸分野にも接することで、文化や思想のありかたを考えるための多様な視点を養ってもらう。 

 また、神話は社会の在り方を規定する力を持っていたとされている。受講生には法思想的な観点からも神話を分析し、日本文化について考えても

らいたい。 

２.授業内容 

第１回：講義の概要説明：『古事記』の成立事情とその「神話」の特徴 

第２回：天地の始まり 

第３回：イザナキ・イザナミの国作り 

第４回：黄泉国訪問 

第５回：アマテラスとスサノヲの「誕生」 

第６回：天石屋 

第７回：穀物などの起源・ヤマタノヲロチ 

第８回：イナバノシロウサギ・オホナムチの試練 

第９回：大国主神の国作り 

第 10回：大国主神のいわゆる国譲り 

第 11回：天孫降臨 

第 12回：ニニギの婚姻と子の誕生 

第 13回：海宮訪問と初代天皇の誕生 

第 14回：a：まとめ、b：試験 

 

＊現在の習俗や文化との共通性に触れつつ話をする予定である。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがある。 

３.履修上の注意 

 出席状況は自分で管理すること。また、受講態度にも注意すること。 

 日本文化 DⅠ・同Ⅱは別の授業だが、Ⅰの知識を前提にⅡを行う予定である。このような授業の性質上、Ⅰ・Ⅱを併せて受講するのが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習】 

 次回の授業で扱う予定の範囲について、教材を読み込んで概要を把握しておくこと。 

【事後学習】 

 授業後に教材・ノートによって復習するとともに、扱ったテーマについて自身で考察し、次回授業に向けた予習につなげること。 

５.教科書 

 倉野憲司校注『古事記』（岩波文庫）と教員が用意した教材とを併用する。 

６.参考書 

 授業内容に応じて適宜紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  必要に応じて Oh-o!Meijiを利用する予定である。 

８.成績評価の方法 
 試験６０%、平常点（出席や授業への参加姿勢など）４０%を基本とし、総合的に判断して評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS111J 

日本文化 DⅡ（日本の神話と文化） 伊藤 剣 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 神話には人々の思想や社会の価値観が反映される場合が多い。そのため、文化を論じるにあたり、神話がしばしば注目される。 

 日本の古代神話は、様々な形で後世に受け継がれていった。たとえば、神社の縁起は『古事記』や『日本書紀』の神話との関係が問題にされる場

合があり、近代日本では国家の在り方と神話が密接に結びついていた。 

 この授業では、日本の近代・現代社会における古代神話の受容状況について確認し、神話が求められる理由を考察する。この過程を通し、文化や

思想のありかたを考えるための多様な視点を養ってもらう。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：ヤマタノヲロチ退治に関わる神社の言説 

第３回：地形・風土と神話（１）：海の神話と文化 

第４回：地形・風土と神話（２）：湿地帯開発をめぐる神話と文化 

第５回：日本の収穫祭 

第６回：観光資源としての古代神話 

第７回：『帝國憲法皇室典範義解』と神話（１）：『帝國憲法皇室典範義解』の内容 

第８回：『帝國憲法皇室典範義解』と神話（２）：『帝國憲法皇室典範義解』と神話との比較 

第９回：占領期の神話と教育 

第 10回：神話と御利益の「矛盾」 

第 11回：12 月末の神社と古代文学 

第 12回：神社で新たに創られた「伝統」 

第 13回：日本文化の日本とは何か 

第 14回：a：まとめ、b：試験 

 

＊現在の習俗や文化との共通性に触れつつ話をする予定である。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがある。 

３.履修上の注意 

 出席状況は自分で管理すること。また、受講態度にも注意すること。 

 日本文化 DⅠ・同Ⅱは別の授業だが、Ⅰの知識を前提にⅡを行う予定である。このような授業の性質上、Ⅰ・Ⅱを併せて受講するのが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習】 

 次回の授業で扱う予定の範囲について、教材を読み込んで概要を把握しておくこと。 

【事後学習】 

 授業後に教材・ノートによって復習するとともに、扱ったテーマについて自身で考察し、次回授業に向けた予習につなげること。 

５.教科書 

 倉野憲司校注『古事記』（岩波文庫）と教員が用意した教材とを併用する。 

６.参考書 

 授業内容に応じて適宜紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  必要に応じて Oh-o!Meijiを利用する予定である。 

８.成績評価の方法 
 試験６０%、平常点（出席や授業への参加姿勢など）４０%を基本とし、総合的に判断して評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS131J 

異文化理解Ⅱ 矢ケ崎 淳子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

We know there are various cultures in the world, but usually we do not realize that we are unconsciously bounded by our own culture(s). 

In order to recognize our own culture(s), we need to realize the existence of other culture(s) and compare them.  That is the reason 

why you should go out of Japan at least once in your lifetime to find out how things really are in different culture(s).  We can gain 

a deeper understanding of things by comparison.   

     In this class we will try to understand mainly American culture(s) through films and novels.  By doing so, we would also be 

able to deepen our understanding of Japanese culture and mentality.  You will be asked to watch some movies at home or at the Izumi 

Media Library and read some English materials/novels and think of those themes by summarizing them.   

     Hopefully, English will be used in the classroom and students are encouraged to use English as much as possible.  Students are 

expected to think deeply and form their own opinions and present them in class.  Some people might be worried about their English 

language skills.  Don’t worry about that!  If you have a strong will to communicate with others in English, you would definitely be 

able to survive in this class.  Have confidence in yourself!  All you need to do is to draw on what you have learned so far and try 

hard.   

     The aim of this class is to encourage students to think deeply about “culture(s),” to form their own opinions and to speak 

out in English. 
２.授業内容 

Week 1: Introduction  

Week 2: Getting to know each other – self-introduction    

Week 3: Getting to know each other – what you did during the summer     

Week 4~5: Analyzing movie 1 - presentation 

Week 6~7: Analyzing movie 2  - presentation 

Week 8: Exchange ideas 

Week 9~10: Reading English materials 1 - presentation    

Week 11~12: Reading English materials 2 - presentation     

Week 13: Exchange ideas    

Week 14: Review 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Regular attendance and active participation in classroom activities are required. Students who are absent more than four times will 

not obtain credits.  

Contents and schedule are subject to change. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students will watch a movie or read an English material at home before attending the class.  You will also be asked to hand in some 

assignment papers. 

５.教科書 

There are no textbooks. Handouts will be provided if necessary. 

６.参考書 

Suggested in classroom if necessary. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Feedback to assignments will be given in classroom when each student presents the content of his/her assignment. 

８.成績評価の方法 
The final grade will be decided in a comprehensive way based on an overall contribution to the classroom activities (small group 

discussions and presentations) (50%) and assignment papers and/or final term paper (50%). 

９.その他 
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３ 外国語科目群 
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Ｅｎｇｌｉｓｈ Ａ・Ｂ・Ｃ（概要）  

各 1単位 和泉または駿河台キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

法学部では、科目名として、English という言語本来の名称を使用しています。English は、インターネットの普及という現実に伴い世界の共通語

となり、その重要性はますます高まっています。English を理解し、運用する能力を高める事が、将来、どの方面に進むことになっても有益なこと

になるでしょう。この教科においては、ただ単に English を学ぶのではなく、それを使って情報を得たり、自らの考えや情報を発信したりすること

を最終的な目標としています。そのため、言語の背後にある異文化を理解し、学ぶという事も English の学習の一部と考えています。また、English 

を通して、外からの相対的な視点で日本文化・社会を眺めることにより、自国をより深く理解するということも可能になります。Reading では、

English を日本語に置き換えて理解するのではなく、English を English として理解できるようにしていくことを、到達目標としています。 

 

上記目的を達成するために、まず English A・B・Cの 3 科目を毎年学年毎に編成されるクラス単位で設置される科目として開講しています。English 

A・B は 1 年次、English C は 2年次を対象とするものです。 

 

さらに、English Seminar A・B、 Presentation A・B、 Media English A・B、 Writing A・B、 Advanced Reading（駿河台キャンパスのみで開講）

という選択科目を設けています。これらの科目については基本的に A は 1・2年次（和泉キャンパス）で開講される科目であり、B は 3・4年次（駿

河台キャンパス）で開講される科目です。一部科目は抽選などで人数制限をする場合もあります。 

 

２.授業内容 

English A（Communicative English） 

Communicative English を主な内容とする English A は、和泉キャンパスで開講される 1年次の学生を対象としたクラス単位の授業で、English の

運用能力を読む・聞く・書く・話すという 4 つの領域に分けた場合、特に、聞く・話すという分野を強化する目的をもったクラスです。外国語を理

解するにあたって、日本語で意味を置き換えるというこれまでの学習の仕方から、より平易な English で理解しようと試みるという学習の仕方へ

と、新しい挑戦をしていきます。各クラスで使用されるテキストなどは担当者により異なります。 

 

English B・C（Reading） 

Reading を主な内容とする English B・Cはいずれも和泉キャンパスでのクラス単位の授業ですが、Ｂは 1 年次、Ｃは 2 年次の学生を対象としてい

ます。これらの二つのクラスで 2年間一貫して English を読み、文章の構造（骨組み）や語彙等の知識を増強して、内容をそのまま「理解する」こ

とに重点を置き学習します。文章のつながりを考えて文脈を追うことで内容を把握し、深く理解する練習を積む事により、論理的な思考を磨く事が

できます。この能力は、English の学習だけではなく、法学部で学ぶみなさんにとって、他の教科においても非常に役立つものになるでしょう。 

 

簡単な文章をたくさん読む「多読」と、難しい文章を、じっくり時間をかけて読む「精読」の 2種の Reading は、いずれも読解力を高めるために

必要であり重要です。これらのクラスでは、できるだけ多くの English に触れ、異文化を知り、理解していくことも大切な目的としています。各ク

ラスで使用されるテキストなどは担当者により異なります。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 
各担当者のシラバスを参照してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 
各担当者のシラバスを参照してください。 

５.教科書 
各担当者のシラバスを参照してください。 

６.参考書 
各担当者のシラバスを参照してください。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
各担当者のシラバスを参照してください。 

８.成績評価の方法 
各担当者のシラバスを参照してください。 

９.その他 

授業内容・成績評価方法等は、担当教員により異なる場合があります。 

各クラスのシラバスについては、『Oh-o! Meiji』のクラスウェブを参照してください。 
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ドイツ語（概要）  

各 1単位 和泉または駿河台キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

ドイツ語は、ドイツ、オーストリア、スイスなど中央ヨーロッパ諸国の公用語です。また、隣接するフランス東部やイタリア北部にもドイツ語を母

語とする人々が多く、ヨーロッパだけでもドイツ語を母語とする人々は 1 億人に迫り、ヨーロッパ随一を誇っています。ドイツ語圏からの移民が多

いアメリカ、カナダの一部や南米（アルゼンチン等）、南アフリカにも、ドイツ語が使われている地域があり、ドイツ語は世界で 10位となっていま

す。 

ドイツ語は、ヨーロッパからインドに至るインド＝ゲルマン語グループに含まれ、英語と並んでゲルマン語を代表する言語です。 

達成目標 

1 年目は、基礎文法を学びながら「ヨーロッパ言語共通参照枠」のレベルＡ1（基礎段階の言語使用者）に至り、2 年目は同枠のレベルＡ2 

となります。 

3 年目からは同枠のレベルＢ（自立した言語使用者）までに進められます。 

 

２.授業内容 

1 年次はＡ「文法」とＢ「講読」の週 2 回の基本となる授業の他に、秋学期からはドイツ語を使う「初級ドイツ語実践」の授業もあります。 

2 年次の中級では、1 年次にひきつづいて開講される基本的な授業の他に、「資格ドイツ語」、「時事ドイツ語」や「ドイツ語ゼミナール」、ドイツ語

圏に関係する様々なテーマの授業があります。 

ドイツ語をさらに続けて深めたい人のためには、3・4年次にも上級クラスの授業やゼミが設置されています。 

 

担当教員によって異なるので、詳細は各クラスのシラバスを参照してください。 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 
授業内容と担当教員によって異なるので、各シラバスを参照のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

言語は習うよりも慣れるものなので、毎週の練習・復習は重要です。 

５.教科書 
担当教員によって異なるので、各クラスのシラバスを参照のこと。 

６.参考書 
授業内容と担当教員によって異なるので、各クラスのシラバスを参照のこと。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
担当教員によって異なるので、各クラスのシラバスを参照のこと。 

７.成績評価の方法 
授業内容と担当教員によって異なるので、各クラスのシラバスを参照のこと。 

８.その他 
担当教員によって異なるので、各クラスのシラバスを参照のこと。 
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フランス語（概要）  

各 1単位 和泉または駿河台キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 
フランス語は、フランス一国のみならず、ヨーロッパ、アフリカ、北米などでも使用されているグローバルな言語である。また、フランス民法を学

ぶ法学者が明治法律学校を創立し、これが明治大学の前身となった経緯を考えると、本学の法学部にとっては、とりわけ縁の深い言語である。しか

も、フランスはルソーやヴォルテールなど、数多くの法思想家を輩出した国である。人権宣言も、フランスで生まれた。フランス語は法律と大変な

じみ深い言語なのだ。法学部におけるフランス語教育は、以上のことを考慮し、法律の勉強との関連を念頭においたうえで、おこなわれている。そ

のうえ、就職も視野にいれ、資格の取得や実践能力を深めることにも力を注いでいる。授業は語学の習得だけにとどまるものではなく、教室は、政

治や経済から映画、ファッション、スポーツ、料理にいたるまで、教師がさまざまな蘊蓄をかたむけてフランス文化について語る場にもなるだろう。 

２.授業内容 

〈初級フランス語 AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ〉 

1 年次では、初級文法（AⅠ・AⅡ）と初級講読（BⅠ・BⅡ）にわけて、2 人の教員が、それぞれひとつを担当する。単位はおのおのが 2 単位となる。

いずれも、フランス語の基礎を学び、平易なフランス語が読めるようになることを目的とする。文法は必修、講読は選択必修。 

〈初級フランス語実践Ⅰ・Ⅱ〉 

会話、聞き取りのような実用的フランス語を、視覚教材を使いながらネイティヴの先生（日本語が堪能）が少人数で教えてくれる。共に楽しむ授

業。フランス語 B のかわりにこの授業を選択必修科目としてとることもできる。 

また、フランス語 A・B を履修しながら、自由選択科目としてこの科目を履修することもできる。 

〈中級フランス語 AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ〉 

2 年次の 4単位は、主に文学作品や、フランスの歴史、時事問題を読むことによって、フランス語のみならず、ヨーロッパに親しむことを目  的と

したい。ともに選択必修科目。この 2 科目のうちのひとつを下記の 4 つの科目のうちのひとつに置き換えることができる。 

1.〈中級フランス語実践Ⅰ・Ⅱ〉 

〈初級フランス語実践〉と同様、ネイティヴの先生による実用フランス語の授業。初級フランス語実践を履修しなかった学生でも履修可。 

2.〈時事フランス語 A Ⅰ・Ⅱ〉 

テレビ、ラジオ、新聞、インターネットのニュースを題材にして、アクチュアルなフランス語やフランス文化に接する授業。 

3.〈フランス語ゼミナール A Ⅰ・Ⅱ〉 

少人数にしぼったクラスで、ネイティヴの先生による実践的かつオール・ラウンドな授業。 

4.〈資格フランス語 A Ⅰ・Ⅱ〉 

仏検などの資格取得に対応した授業。 

この 4 つの科目は、中級フランス語 A と Bを履修しながら、自由選択科目として履修することもできる。 

なお、3・4 年生のためには、駿河台キャンパスで〈上級フランス語Ⅰ・Ⅱ〉、〈上級フランス語実践Ⅰ・Ⅱ〉、〈上級時事フランス語 B Ⅰ・ 

Ⅱ〉、〈上級資格フランス語 B Ⅰ・Ⅱ〉が選択科目として用意されている。シラバスでの説明を参照すること。 

〈特別フランス語〉（フランス語受験入学者） 

英語でなく、フランス語で入学試験を受けた学生のために、学部間共通の科目として開設される。 

参考（共通外国語：フランス語） 

フランス人講師によるフランス語会話の講座があります。詳細は「学部間共通外国語シラバス」を読むこと。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 
担当教員によって異なるが、教室では積極的に参加し、予習・復習をすることは共通して重要。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 
予習や復習の内容は、科目ごとに異なるので、担当教員の指示に従うこと。 

５.教科書 
第 1 回目の授業で担当教員が指示する。 

６.参考書 
第 1 回目の授業で担当教員が指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
第 1 回目の授業で担当教員が指示する。 

８.成績評価の方法 
第 1 回目の授業で担当教員が指示する。 

９.その他 
授業内容・成績評価方法等は、担当教員により異なる場合があります。 

各クラスのシラバスについては、『Oh-o! Meiji』のクラスウェブを参照してください。 
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中国語（概要）  

各 1単位 和泉または駿河台キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の到達目標及びテーマ≫ 

日本と中国は海を隔てた隣国であり、両国のあいだには二千年に及ぶ友好往来の歴史がある。日中国交正常化以来、各分野における両国の交流はい

っそう盛んになり、経済の面だけを見ても、中国はすでにアメリカをしのぎ、日本にとっての最大の貿易相手国になっている。全世界の、 母語とし

て使われる言語のうち、もっとも使用人口が多いのは中国語である。中国大陸の 14 億人に加え、台湾の 2、000万人余、香港、マカオの 

600 万人余も中国語を母語としている。さらに華僑華人の人口を加えると、中国大陸以外だけでもフランス、イギリス、イタリアに匹敵する人口            

が中国語を使用している。中国語を覚えれば、世界の五人中の一人と言葉を交わすことができる。言語人口が多いだけでなく、世界における中国語

の実用性も比較的高い。華僑華人は世界各地でビジネスを営んでおり、とりわけ、東南アジアのビジネス界では中国語はかなり役立つと言われてい

る。日中間に目を転じると、今後、日中間の実務関係はいっそう深まるであろう。それに伴い、中国語のできる法曹や、法学知識を持ち、中国語の

できる人材に対するニーズはますます高まると予想されている。実際、就職の面接のとき、中国語ができるかどうかが聞かれることが多くなってい

る。中国語を習得すれば、専門の勉強にとって役立つのみならず、人生の将来にとっても選択肢が増えることになるであろう。本学部の中国語カリ

キュラムはそのような中国語を身につけるために設計されたものである。 

 

≪授業の概要≫ 

（一）「初級中国語ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ」 

中国語を習ったことのない学習者を対象とする初級クラスである。中国語の発音は「ピンイン」という中国式ローマ字によって表記される。 

入門の段階ではまずこのローマ字の表記法と発音を勉強する。子音、母音、音節の仕組みや四声など、発音に関する必要な知識を勉強しながら、               

正しい発音を身につけるための基礎的な練習を行う。中国語の音素は日本語より多く、また「巻舌音」のような、日本語にない音もある。 

初心者にとって難しいので、練習量は比較的多い。発音の段階が終わったら、簡単な日常会話の勉強に入る。入門の段階が終わってから、中国語を

理解するのに必要な文法、文型や慣用句および簡単な口語表現を習う。一年間の勉強を通して、基本的な語句を覚え、基礎的な文法知識を習得し、

初歩的な会話ができるようにしたい。 

（二）「中級中国語ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ」 

「初級中国語ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ」を修了した者を対象とする中級中国語のクラスである。この授業では初級中国語で習った語彙、文型や慣用

句、基礎的な文法知識を復習し、その上で一般的な文章を読むのに必要な文法や言語構造を習う。また、聞く、話す能力を高めるために、初級で習

った内容をベースに、日常会話の能力を高める。一年間の勉強を通して、辞書を使って中級水準の文章を理解し、基本的な会話ができるようにした

い。 

 

上記のほかにも、学生のニーズに応じるため、上級中国語クラス(駿河台で、高度な内容の中国語の学習を希望する一部の学生向けのクラス)、 再履

修者用クラス(期末テストで合格点を取れなかった学生のための再チャレンジ用のクラス)、スポーツ入学者用クラス、など各種の特設クラスを設け

ている。 
２.授業内容 

各クラスのシラバスを参照してください。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「初級中国語ＡⅠ」と「初級中国語ＡⅡ」は同じ授業の、それぞれ春学期と秋学期である。担当する教員も春学期と秋学期は同じで、成績評価は   

半期ごとに行われる。「初級中国語ＢⅠ」と「初級中国語ＢⅡ」、「中級中国語ＡⅠ」と「中級中国語ＡⅡ」、「中級中国語ＢⅠ」と「中級中国語Ｂ 

Ⅱ」も同じである。なお、「初級中国語ＡⅠ・ＡⅡ」と「初級中国語ＢⅠ・ＢⅡ」とは補完関係にあるが、担当教員が違うので、講義内容、授業の進

め方や成績評価は別々に行われる。「中級中国語ＡⅠ・ＡⅡ」と「中級中国語ＢⅠ・ＢⅡ」の場合も同じである。担当教員によって異なるが、教室で

は積極的に参加し、予習・復習をすることは共通して重要である。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 
教科書の内容に沿って毎回の予習・復習をしておくこと。 

５.教科書 
各担当者が開講時に指示する。 

６.参考書 
第 1 回目の授業で担当教員が指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
各クラスのシラバスを参照してください。 

８.成績評価の方法 
平常点およびテストの成績などで総合的に判断する。 

９.その他 
授業内容・成績評価方法等は、担当教員により異なる場合があります。 

各クラスのシラバスについては、『Oh-o! Meiji』のクラスウェブを参照してください。 
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スペイン語（概要）  

各 1単位 和泉または駿河台キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 
≪授業の概要≫ 

スペイン語という将来の職業生活への投資となる言葉の習得。 

 

≪授業テーマと到達目標≫ 

1 年次初級：初めてスペイン語を学ぶ人を対象に、1 年後にある程度のコミュニケーションが取れ、スペイン語圏をどうにかスペイン語を使って旅す

ることが可能なレベルに達することを目指します。 

 

2 年次中級：就職等の面接において「私は第 2 外国語としてスペイン語を修得しました」と公言できるレベルに、具体的には 1 級から 6 級までの 6

段階に分けられた「西検」（スペイン語技能検定）を例に取るなら、1 年次秋学期（10 月末）で 6級、2 年次春学期（6月末）で 5 級、秋学期（10月

末）で 4級を取得することを目標とします。 

必修の 2 年間を終えた時点で、DELE（外国人としてのスペイン語検定試験・スペイン文部省認定証）のレベル A2、さらに半年ほど努力すれば，ス

ペイン語圏の大学との協定留学への応募要件となる B1 を目指すことも可能です。 
２.授業内容 

【初級スペイン語Ａ・Ｂ Ⅰ・Ⅱ】（1年次） 

初心者を対象に、文字と発音を学ぶところから始め、初歩的な文法・語彙を習得し実践することを目指します。 

Ａ：「話す力」と「聞いて理解する力」を重点的に育成するための、ネイティブ・スピーカーが担当するクラスです。 

Ｂ：「文法」理解とその定着（現在と過去時制）を目指す、日本人講師が担当するクラスです。 

コミュニケーションの 4 技能（話す、聞く、読む、書く）をバランスよく訓練するために、ＡとＢの両クラスを履修する必要があります。 

 

【中級スペイン語Ａ・Ｂ Ⅰ・Ⅱ】（2年次） 

初級Ａ・Ｂを履修した 2 年生以上を対象とし、スペイン語の技能をさらに育成していくことを目指します。 

Ａは「講読」（読み解く能力）の訓練を、Ｂはほぼすべての基本「文法」の理解と習得をおこなうクラスとなります。 

 

【スペイン語実践 Ⅰ・Ⅱ】（2年次以上） 

ネイティブ・スピーカーの発音・速度に慣れ、「話す力」と「聞いて理解する力」というスキルをさらに上達させるための特別クラスです。 

 

【再履修クラス（初級・中級）】 

前年度以前、あるいは本年度春学期に、上記のいずれかの単位を修得しなかった学生は、再履修クラスの授業を履修することができます。 

 

【上級スペイン語Ａ・Ｂ Ⅰ・Ⅱ】（3･4 年次） 

「中級スペイン語」を修得した学生を対象に、より上級のスペイン語を身に付け資格取得までを目標としたクラスです。 

 

授業では、各分野の専門家である教師をとおして、歴史、文学、政治、経済から料理、映画、音楽、祭りにいたるスペイン語圏の魅力と接すること

ができます。なお、具体的な授業の進め方などについては、担当教員の説明ならびにシラバスで確認してください。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

スペインのことわざに«La letra con sangre entra»「言葉は血とともに身に付く」とあります。初級、中級の両レベルでは、毎授業ごとに新しい事

柄が出てくるため、授業に 1回でも欠席したら付いていけなくなる、という心構えで臨んでください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

発音が日本人にとって容易という利点を活用し、とにかくスペイン語の音声を（音楽や映画、インターネットラジオ・ドラマで）耳にする、そして

勉強するときは実際に声に出して発音することが上達の秘訣です。 

また学部から受験料に補助がありますので、「スペイン語検定」（6月末・10 月末）、「DELE 外国語としてのスペイン語検定試験」（5月・7 月・11 月）

といった資格試験に自主的にチャレンジしてください。 

５.教科書 
担当教員からの指示によります。『Oh-o! Meiji』のクラスウェブで、自分のクラスのシラバスを確認して下さい。 

６.参考書 
担当教員からの指示によります。辞書についても教員の指示を待って購入した方が良いでしょう。『Oh-o! Meiji』のクラスウェブで、自分のクラス

のシラバスを確認して下さい。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
担当教員からの指示によります。『Oh-o! Meiji』のクラスウェブで、自分のクラスのシラバスを確認して下さい。 

８.成績評価の方法 
試験の成績、授業への参加度などによって、総合的に評価されます。『Oh-o! Meiji』のクラスウェブで、自分のクラスのシラバスを確認して下さい。 

９.その他 
授業内容・成績評価方法等は、担当教員により異なる場合があります。各クラスのシラバスについては、『Oh-o! Meiji』のクラスウェブを参照して

ください。 
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ロシア語（概要）  

各 1単位 和泉または駿河台キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 
1 年ではロシア語の初級文法の修得をはかる。はじめて勉強する言語であるから、文字・発音から丁寧に学習する。ロシア語は西欧近代語の中でも

古いタイプの言語であるが、文化・政治・外交上重要な言語のひとつでもあるからぜひ学んでほしい。また、日本語とまったく異なる体系の言語の

学習は、母国語を再認識する上でも有力なきっかけとなるであろう。2 年は 1 年での未習部分を補い、かつ復習をしながらやさしいロシア語の文章

を読むことにしたい。 

２.授業内容 

1 年Ａは文法中心に、1年Ｂはリーダーふうの教科書を用いて授業を行う。初めは内容が重複することがあるかもしれないが、未習外国語であるか

らむだにならない。2 年Ａ・Ｂで 2 年の終わりには生きたロシア語文がひとりでも読めるようにはかる。教科書はいずれの場合でもきちんと理解し

てほしい。 

 

 

 

 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

未習外国語ゆえに毎回新しい事柄が出てくるからかかさず出席すること。とくに 1 年の初めのうちが大事である。授業はいずれの場合も他学部と

合同となる。 

詳細は各クラスのシラバスを参照してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

詳細は各クラスのシラバスを参照してください。 

５.教科書 
使用するテキストは、最初の授業で指示する。詳細は各クラスのシラバスを参照してください。 

６.参考書 
授業で適宜指示する。詳細は各クラスのシラバスを参照してください。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
各クラスのシラバスを参照してください。 

８.成績評価の方法 
定期試験を行う。時に小テストも実施する。評価はこれらに出席等の平常点を加味して行う。 

詳細は各クラスのシラバスを参照してください。 

９.その他 
授業内容・成績評価方法等は、担当教員により異なる場合があります。 

各クラスのシラバスについては、『Oh-o! Meiji』のクラスウェブを参照してください。 
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日本語（概要）  

各 1単位 和泉または駿河台キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 
外国人留学生が何よりもまずマスターしなければならないのは、言うまでもなく「日本語」である。その日本語は、単に日常会話にとどまらず、専

門知識を習得し、それを表現するための日本語でなければならない。この科目は、外国人留学生が、十分に日本語に習熟することを目的として設置

されている。 

２.授業内容 

詳細は『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）」シラバス』を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 
詳細は『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）」シラバス』を参照すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

詳細は『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）」シラバス』を参照すること。 

５.教科書 
詳細は『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）」シラバス』を参照すること。 

６.参考書 
詳細は『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）」シラバス』を参照すること。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
詳細は『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）」シラバス』を参照すること。 

８.成績評価の方法 
詳細は『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）」シラバス』を参照すること。 

９.その他 
詳細は『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）」シラバス』を参照すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 上村 威 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

This class focuses on power and politics. Throughout the semester, students will discover different dimensions of power. Each class 

meeting centers around case studies against key analytical frameworks. 

２.授業内容 

第１回：Introduction (What is power?) 

第２回：Why is income disparity widening? 1 

第３回：Why is income disparity widening? 2 

第４回：Interests and collective actions 1 

第５回：International politics 1 (balance of power) 

第６回：International politics 2 (securitization)  

第７回：Interests and collective actions 2 

第８回：About negotiation 

第９回：Negotiation reflection; Presentation on midterm paper 

第 10回：Statehood and society 1 (discursive nations ) 

第 11回：Statehood and society 2 (case studies) 

第 12回：About academic writing 

第 13回：Group presentations and feedbacks 

第 14回：Group presentations and feedbacks 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Group activities are essential for this class. Students must work closely with other team members throughout the semester. 

授業回数の３分の２以上出席した者のみを評価対象とする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

In order to meaningfully participate in classes、 students must carefully read class materials BEFORE coming to each class. 

５.教科書 

All reading materials will be available in the class folder. The lecturer will provide specific instructions at the beginning of the 

semester. 

６.参考書 

特になし 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 中間や期末のペーパーは Oh-o Meiji上で個別にフィードバックします。 

また、授業中に取り扱う課題はその場で行います。 

８.成績評価の方法 
Group work contribution： 20％ 

Midterm paper： 20％ 

Peer evaluation： 20％ 

Group paper： 40％ 

 

Individual paper may be assigned in place of group paper、 depending on the number of enrollment. 

９.その他 
Students are highly recommended to bring dictionaries in each class. 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 上村 威 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

This class focuses on power and politics. Throughout the semester, students will discover different dimensions of power. Each class 

meeting centers around case studies against key analytical frameworks. 

２.授業内容 

第１回：Introduction (Dimensions of power) 

第２回：Discourse analysis 1 

第３回：Discourse analysis 2 学生プレゼン 

第４回：Identity、 rules and norms 1 

第５回：Identity、 rules and norms 2 

第６回：Dependency and resource 

第７回：Mock negotiation 

第８回：Negotiation feedback 

第９回：Relational power 1 

第 10回：Relational power 2 (mini presentation); about academic writing 

第 11回：Knowledge and information 1 (midterm due) 

第 12回：Knowledge and information 2 (feedback on midterm paper) 

第 13回：Knowledge and information 3 

第 14回：Presentation on final paper; Reflection and class feedback 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Group activities are essential for this class. Students must work closely with other team members throughout the semester. 

授業回数の３分の２以上出席した者のみを評価対象とする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

In order to meaningfully participate in classes, students must carefully read class materials BEFORE coming to each class. 

５.教科書 

All reading materials will be available in the class folder. The lecturer will provide specific instructions at the beginning of the 

semester. 

６.参考書 

特になし 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 中間や期末のペーパーは Oh-o Meiji上で個別にフィードバックします。 

また、授業中に取り扱う課題はその場で行います。 

８.成績評価の方法 
Group work contribution： 20％ 

Midterm paper： 20％ 

Peer evaluation： 20％ 

Group paper： 40％ 

 

Individual paper might be assigned in place of group paper、 depending on the number of enrollment. 

９.その他 
Students are highly recommended to bring dictionaries in each class. 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 狩野 郁子 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

The goal of this class is to improve English linguistic skills as well as communicative ones. Students are to develop their ability 

mainly through reading and listening exercises with TEDTALKS. 

２.授業内容 

第１回：Introduction to the course. Unit 1: reading exercises 

第２回：Unit 1: reading exercises 

第３回：Unit 1: reading exercises and audio-visual learning 

第４回：Unit 2: reading exercises 

第５回：Unit 2: reading and audio-visual learning 

第６回：Units 2 and 3: audio-visual learning and reading exercises 

第７回：Unit 3: reading exercises 

第８回：Review of the classes、 and a mid-term examination 

第９回：Unit 3: audio-visual learning and reading exercises 

第 10回：Unit 4: reading exercises  

第 11回：Unit 4: audio-visual learning 

第 12回：Unit 5: reading exercises 

第 13回：Unit 5: reading exercises and audio-visual learning 

第 14回：Review of the classes、 and a term examination 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

A vocabulary quiz is given in each class.  

 

 

  

 

 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Assignments should be done on time. 

５.教科書 

Textbook:  21st Century Reading 3 : Creative Thinking and Reading with TEDTALKS 

Publisher:  National Geographic Learning / Cengage Learning 

６.参考書 

They will be introduced in class. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Vocabulary quizzes are given orally in each class. 

Assignments are reviewed in the following week. 

Mid-term and term examinations are handed back in the next class with precise instruction and explanation. 

 

８.成績評価の方法 
Grading Criteria:  

30% participation、 in-class tasks、 homework and vocabulary quizzes 

70% mid-term and term examinations 

(Percentages will be changed in accordance with class conditions.) 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 

178



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 狩野 郁子 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

The goal of this class is to improve English linguistic skills as well as communicative ones. Students are to develop their ability 

mainly through reading and listening exercises with TEDTALKS. 

２.授業内容 

第１回：Introduction to the course. Unit 6: reading exercises 

第２回：Unit 6: reading exercises 

第３回：Unit 6: reading exercises and audio-visual learning 

第４回：Unit 7: reading exercises 

第５回：Unit 7: reading and audio-visual learning 

第６回：Units 7 and 8: audio-visual learning and reading exercises 

第７回：Unit 8: reading exercises 

第８回：Review of the classes、 and a mid-term examination 

第９回：Unit 8: audio-visual learning and reading exercises 

第 10回：Unit 9: reading exercises  

第 11回：Unit 9: audio-visual learning 

第 12回：Unit 10: reading exercises 

第 13回：Unit 10: reading exercises and audio-visual learning 

第 14回：Review of the classes、 and a term examination 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

A vocabulary quiz is given in each class. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Assignments should be done on time. 

５.教科書 

Textbook:  21st Century Reading 3 : Creative Thinking and Reading with TEDTALKS 

Publisher:  National Geographic Learning / Cengage Learning 

６.参考書 

They will be introduced in class. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Vocabulary quizzes are given orally in each class. 

Assignments are reviewed in the following week. 

Mid-term and term examinations are handed back in the next class with precise instruction and explanation. 

 

８.成績評価の方法 
Grading Criteria:  

30% participation、 in-class tasks、 homework and vocabulary quizzes 

70% mid-term and term examinations 

(Percentages will be changed in accordance with class conditions.) 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 金澤 智 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

テーマ：「ヒップホップ・アメリカ」 

 「ジャズ・エイジ」や「ウッドストック世代」など、音楽がアメリカのある時代を象徴することが多いが、その点では現代アメリカを読み解くキ

ーワードは間違いなく「ヒップホップ」である。実際、アメリカの大学ではいまや「ヒップホップ・スタディーズ」と呼ばれる分野の研究が盛んに

行われ、ヒップホップが体現する様々な杜会問題が分析されている。I では、ヒップホップに関する文献の講読を通じて人種や階級、宗教などの問

題に触れ、ひとつのアメリカ像を掴むことを目的とする。 

 英文テキストの講読、英語による映像や音楽の鑑賞など。 

２.授業内容 

第１回：a：イントロダクション 

第２～６回：ヒップホップの誕生 

第７～９回：ヒップホップ以前（公民権運動・ポストソウル） 

第 10～12 回：キング牧師とマルコムＸ 

第 13・14 回：ヒップホップと宗教 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 受講者はラップ音楽のファンである必要はない。アメリカ社会全般に対して深い興味をもって授業に臨んでもらいたい。 

 あらかじめ、指定範囲の英文を読んでおくこと。辞書に載っていないようなことでも、インターネットを活用して各自で調べてほしい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 アメリカの社会問題について、各自で調べる。 

５.教科書 

 ヒップホップ、人種問題に関する英文エッセイを読む。 

 プリント教材を配布。また、映像資料も使用する。 

６.参考書 

授業中に指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中にコメントする。 

８.成績評価の方法 
 平常の授業参加（30%）、期末レポート（70%）。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 金澤 智 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

テーマ：「ヒップホップ・アメリカ」 

 「ジャズ・エイジ」や「ウッドストック世代」など、音楽がアメリカのある時代を象徴することが多いが、その点では現代アメリカを読み解くキ

ーワードは間違いなく「ヒップホップ」である。実際、アメリカの大学ではいまや「ヒップホップ・スタディーズ」と呼ばれる分野の研究が盛んに

行われ、ヒップホップが体現する様々な杜会問題が分析されている。IIでは、人種をめぐる政治の問題やメディアと人種の関係に触れ、ひとつのア

メリカ像を掴むことを目的とする。 

 英文テキストの講読、英語による映像や音楽の鑑賞など。 

２.授業内容 

第１回：a：人種とは何か 

第２～９回：（ポスト）ヒップホップ世代の政治参加 

第 10～14 回：学生による発表 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 受講者はラップ音楽のファンである必要はない。アメリカ社会全般に対して深い興味をもって授業に臨んでもらいたい。 

 あらかじめ、指定範囲の英文を読んでおくこと。辞書に載っていないようなことでも、インターネットを活用して各自で調べてほしい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

アメリカの社会問題について、各自で調べる。 

５.教科書 

 ヒップホップ、人種問題に関する英文エッセイを読む。 

 プリント教材を配布。また、映像資料も使用する。 

６.参考書 

授業中に指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中にコメントする。 

８.成績評価の方法 
 平常の授業参加（30%）、期末レポート（70%）。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 木内 修 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

本講座の目的は、発信型の英語を習得するための基礎を完成させることにある。そもそも、高校時代の科目の「英語表現」で文法を中心に学んでい

るわけであるが、その知識が単に入試対策の空所補充レベルで終わってはいないだろうか。本講座は、中学・高校で履修したはずの英文法をまず、

単なる暗記レベルではなく、整理しながら腑に落ちる納得レベルまで押し上げていく。そしてその知識に基づいて英語を組み上げていく練習を行っ

ていく。いわば、はじめての英作文（和文英訳）のクラスである。科目の性質上、講読のクラスに比べて予習には時間がかからない分、受講生には、

理解し英文法をしっかり復習で体得する部分に時間を割くことを期待する。 

 

テキストでの演習を中心に授業は展開されるが、受講生の英語に関する習熟度に応じて、適宜ハンドアウトで弱点補強を行っていく。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回から第 13 回までは、文、句と節、名詞、冠詞、形容詞、副詞、比較構造、代名詞、関係代名詞と関係副詞を中心に講義・演習を行う。 

第 14回：試験と春学期の総括 

 

＊授業内容は、受講生の習熟度などの状況に合わせて柔軟に対応していくため、変更する可能性もある。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

電子辞典、紙版の辞書を必ず、持参すること。また、他の語学の授業と同様にスマホや携帯電話の電源を切って授業を受けることが前提となるの

で、その使用は禁止される。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

テキストの基本例文を文法的に確認し、和文英訳を作成しておく。また、復習には、テキストの例文などを暗唱し、実践で使用可能な状態してお

く。 

５.教科書 

主教材：英文法を実際に使えるようになるためのプリント教材 

 

 

副教材：『5 分間 名言に学ぶ動詞構文』 小中秀彦 南雲堂 

６.参考書 

授業内で紹介する。30 冊程度 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーやコメントのの全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】筆記試験８０％ 平常点２０％ 

注意事項：欠席が 5 回になった段階で不合格となる。また、遅刻の扱いは理由の如何にかかわらず、授業開始後 30 分以上の遅刻、および授業終了

30 分以前 の早退は欠席とみなし、遅刻・早退 2回の遅刻で 1回の欠席となる。ただし、忌引・授業関連の実習および登校停止を必 要とする流行性

疾患に関してはこの限りではない。 

 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 木内 修 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

本講座の目的は、発信型の英語を習得するための基礎を完成させることにある。そもそも、高校時代の科目の「英語表現」で文法を中心に学んでい

るわけであるが、その知識が単に入試対策の空所補充レベルで終わってはいないだろうか。本講座は、中学・高校で履修したはずの英文法をまず、

単なる暗記レベルではなく、整理しながら腑に落ちる納得レベルまで押し上げていく。そしてその知識に基づいて英語を組み上げていく練習を行っ

ていく。いわば、はじめての英作文（和文英訳）のクラスである。科目の性質上、講読のクラスに比べて予習には時間がかからない分、受講生には、

理解し英文法をしっかり復習で体得する部分に時間を割くことを期待する。 

 

テキストでの演習を中心に授業は展開されるが、受講生の英語に関する習熟度に応じて、適宜ハンドアウトで弱点補強を行っていく。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 秋学期の履修内容の確認 

第２回から第 13 回までは助動詞、他動詞と自動詞、時制、時制の一致、能動態と受動態、仮定法、準動詞、話法、前置詞、接続詞 を中心に講義・

演習を行う。 

第 14回：試験と秋学期の総括 

 

＊授業内容は、受講生の習熟度などの状況に合わせて柔軟に対応していくため、変更する可能性もある。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

電子辞典、紙版の辞書を必ず、持参すること。また、他の語学の授業と同様にスマホや携帯電話の電源を切って授業を受けることが前提となるの

で、その使用は禁止される。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

テキストの基本例文を文法的に確認し、和文英訳を作成しておく。また、復習には、テキストの例文などを暗唱し、実践で使用可能な状態してお

く。 

５.教科書 

主教材：テーマ別の角度から英作文が使えるようになるためのプリント教材 

 

 

副教材：『5 分間 名言に学ぶ動詞構文』 小中秀彦 南雲堂 

６.参考書 

授業内で紹介する。30 冊程度 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーやコメントのの全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】筆記試験８０％ 平常点２０％ 

注意事項：欠席が 5 回になった段階で不合格となる。また、遅刻の扱いは理由の如何にかかわらず、授業開始後 30 分以上の遅刻、および授業終了

30 分以前 の早退は欠席とみなし、遅刻・早退 2回の遅刻で 1回の欠席となる。ただし、忌引・授業関連の実習および登校停止を必 要とする流行性

疾患に関してはこの限りではない。 

 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ グリフィス，ディビッド 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

Subtitle: Movies & Society 

 

The purpose of this seminar is to introduce students to the cultural impact、 language and terminology of the film industry. By 

viewing selected video clips of famous movies and television shows、 students will develop their critical thinking skills and relate 

their viewing experiences to their own opinions about society in Japan and around the world. In the first semester of this course、 

students will focus on fictional film footage. Discussions will be conducted in class as well as on university portal forums. Students 

will work individually and in groups. 

 

After completing the course、 students will have an understanding of how movies have provided an important resource in transmitting 

and transforming culture around the world. The course seeks to stimulate students’ interest in the performing arts as a whole. 

Students should expect to participate actively both online and in classroom activities. Regular attendance is required. 

 

There is no textbook for this class. The instructor will provide all materials by email and on the Oh-o! Meiji portal. 
２.授業内容 

第１回：Course orientation: Introductions and guide to course 

第２回：Initial skills training: introduction to the language of film. 

第３回：Module 1: Prepare to share your favorite movie scene 

第４回：Module 1: Share your favorite movie scene: presentation 

第５回：Module 2: Movie viewing 1: watch and discuss 

第６回：Module 2: Movie viewing 1: expand discussion 

第７回：Module 2: Movie viewing 1: submit report 

第８回：Module 3: Movie viewing 2: watch and discuss 

第９回：Module 3: Movie viewing 2: expand discussion 

第 10回：Module 3: Movie viewing 2: submit report 

第 11回：Module 4: Movie viewing 3: watch and discuss 

第 12回：Module 4: Movie viewing 3: expand discussion 

第 13回：Module 4: Movie viewing 3: submit report 

第 14回：Class wrap-up: Students receive feedback and counselling 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This is a difficult course. It will be conducted entirely in ENGLISH.  

 

Students must attend class reularly in order to excel in this course.  Regular attendance in online forums、 completion of homework 

tasks and active and enthusiastic participation in group work in classes will be reflected in final grades. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students will spend 1-2 hours a week preparing for class. 

５.教科書 

There is no set textbook. Instructor will provide handouts and refer students to Internet resources. 

６.参考書 

Students will be encouraged to make use of the Internet and the library. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Instructor will provide feedback on the Oh-o! Meiji class portal system and also face-to-face in the classroom. 

８.成績評価の方法 
The final grade will be based on online attendance、 completion of homework tasks、 small presentations and reports、 and general 

participation (30%); midterm test (20%); final presentation (50%). 

９.その他 
当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ グリフィス，ディビッド 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

Subtitle: Non-fiction film and society 

 

The purpose of this seminar is to assist students in building on their film-viewing experiences in the first semester. As in the 

first semester、 students will regularly be asked to give short presentations and submit reports on their observations and opinions 

in English. Students will discuss issues both in the live classroom situation and also on university portal forums. By viewing selected 

video clips of famous films and documentaries、 students will develop their critical thinking skills and relate their viewing 

experiences to their own opinions about society in Japan and around the world. In the second semester of this course、 students will 

focus on non-fictional film footage. Discussions will be conducted individually and in groups. 

 

After completing the course、 students will have an understanding of how the documentary format has provided an important resource 

in transmitting and transforming culture around the world. The course seeks to stimulate students’ interest in current affairs and 

other matters relating to global human society. 

 

There is no textbook for this class. The instructor will provide all materials by email and on the Oh-o! Meiji portal. 

 
２.授業内容 

第１回：Course orientation: introductions and guide to course 

第２回：Initial skills training: introduction to non-fiction film 

第３回：Module 1: Prepare to share your key issue in the news 

第４回：Module 1: Share your key issue: presentation 

第５回：Module 2: Movie viewing 1: watch and discuss 

第６回：Module 2: Movie viewing 1: expand discussion 

第７回：Module 2: Movie viewing 1: submit report 

第８回：Module 3: Movie viewing 2: watch and discuss 

第９回：Module 3: Movie viewing 2: expand discussion 

第 10回：Module 3: Movie viewing 2: submit report 

第 11回：Module 4: Movie viewing 3: watch and discuss 

第 12回：Module 4: Movie viewing 3: expand discussion 

第 13回：Module 4: Movie viewing 3: submit report 

第 14回：Class wrap-up: Students receive feedback and counselling 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This is a difficult course. It will be conducted entirely in ENGLISH.  

 

Students must attend class regularly in order to excel in this course. Those who miss 4 or more classes without reasonable excuse 

will not be eligible to pass. Regular attendance, completion of homework tasks and active and enthusiastic participation in the 

classes will be reflected in final grades. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students will spend 1-2 hours a week preparing for class. 

５.教科書 

There is no set textbook. Instructor will provide handouts and refer students to Internet resources. 

６.参考書 

Students will be encouraged to make use of the library and Internet. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Instructor will provide feedback on the Oh-o! Meiji class portal system and also face-to-face in the classroom. 

８.成績評価の方法 
Students must attend 75% of classes to be eligible for a passing grade. The final grade will be based on attendance, completion of 

homework tasks, small presentations, and general participation (30%); midterm test (20%); final presentation (50%). 

９.その他 
当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 斎藤 英治 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 ニューヨークのブロードウェイは、アメリカの演劇およびミュージカルのメッカとして、数多くの名作を生み出してきました。一方、ハリウッド

は、アメリカ映画の代名詞にもなっているように、大量の娯楽映画を送り出し、世界の映画ファンのハートをつかんできました。 

 この講義では、そのアメリカの２つの文化の融合である「ミュージカル映画」の秀作を通して、アメリカ社会の変化を学んでいきます。 

 春学期の授業では、現代のミュージカルのいしずえを築いた代表的な作品と、それらを創ったアーティストたちについて学びます。ニューヨーク

の音楽産業や演劇界についても学ぶことになるでしょう。また、作品の感想を英文で書くことで、ライティング力を高めることも目標の一つです。 

２.授業内容 

第１回：はじめに 

第２回：ミュージカル映画とブロードウェイ 

第３回：『ウエスト・サイド物語』とシェイクスピア 

第４回：『ウエスト・サイド物語』と人種問題 

第５回：『ウエストサイド物語』と『ウェスト・サイド・ストーリー』（リメイク） 

第６回：『コーラスライン』と 1970 年代アメリカ 

第７回：『コーラスライン』とサラダ・ボウルの概念 

第８回：『コーラスライン』とオフ・ブロードウェイ 

第９回：ブロードウェイの歴史 

第 10回：『レント』とジェンダーの問題 

第 11回：『レント』とジェントリフィケーション 

第 12回：英作文 

第 13回：ミュージカルの作詞・作曲家たち 

第 14回：a：まとめ b：試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 授業では、英語で作文を書いてもらうことがあります。また、テキストの予習や、言及した作品や文献をみずから調べることが必要になるでしょ

う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業で言及した文献や映画や舞台について、あらかじめ（または後で）図書館や AVライブラリー等を利用してチェックすること。 

５.教科書 

 Philip Zitwits 著、 The Spirit of Broadway、 The Spirit of America（英宝社）と、こちらで用意する英文・和文のプリントを併用する予定

ですが、詳しくは最初の授業で指示します。 

６.参考書 

 喜志哲雄『ミュージカルが《最高》であった頃』（晶文社）、高良結香『ブロードウェイ 夢と戦いの日々』（武田ランダムハウス・ジャパン）。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 ミュージカルに関するて出してもらう簡易レポートをめぐって、レポートを書く際の基本や、インターネットの情報を利用する際の注意点などを、

教室で指導していきます。また、期末試験については、メールで問い合わせてもらえれば、お答えしていきます。 

８.成績評価の方法 
 平常点が 45 パーセント、試験（または課題）が 55 パーセントの予定ですが、授業の内容によっては比率が変わってくるので、確認してくださ

い。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 斎藤 英治 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 ニューヨークのブロードウェイは、アメリカの演劇およびミュージカルのメッカとして、数多くの名作を生み出してきました。一方、ハリウッド

は、アメリカ映画の代名詞にもなっているように、大量の娯楽映画を送り出し、世界の映画ファンのハートをつかんできました。 

 この講義では、そのアメリカの２つの文化の融合である「ミュージカル映画」の秀作を通して、アメリカ社会の変化を学んでいきます。 

 秋学期の授業では、現代のニューヨークを舞台にしたシリアスなミュージカルを中心に学びます。それを通じてアメリカ社会の変化と現代の若

者像に焦点を当てます。また、『ライオン・キング』等のディズニーによるブロードウェイ進出の功罪についても、ディスカッションしていければと

考えています。さらに、作品の感想を英語で書くことで、ライティング力を高めることが目標の一つです。 

２.授業内容 

第１回：はじめに 

第２回：ブロードウェイ・ミュージカルとハリウッドの関係 

第３回：『キャッツ』と人間社会の寓話 

第４回：『キャッツ』とコンセプト・ミュージカル 

第５回：『レ・ミゼラブル』とワーク・ソング 

第６回：『レ・ミゼラブル』における法と正義 

第７回：『レ・ミゼラブル』と格差社会の寓話 

第８回：「夢破れて」と「民衆の歌」など 

第９回：ロンドン・ミュージカルの侵略 

第 10回：『雨に唄えば』とミュージカル・コメディの時代 

第 11回：『雨に唄えば』とトーキー化の混乱 

第 12回：『雨に唄えば』とダンス・ミュージカルの系譜 

第 13回：英作文 

第 14回：a：まとめ b：試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 授業では、英語で作文を書いてもらうことがあります。また、テキストの予習や、言及した作品や文献をみずから調べることが必要になるでしょ

う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業で言及した文献や映画や舞台について、あらかじめ（または後で）図書館や AVライブラリー等を利用してチェックすること。 

５.教科書 

 Philip Zitwits 著、 The Spirit of Broadway、 The Spirit of America（英宝社）と、こちらで用意する英文・和文のプリントを併用する予定

ですが、詳しくは最初の授業で指示します。 

６.参考書 

 小山内伸『ミュージカル史』（中央公論新社）他。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  ミュージカルに関する簡易レポートをめぐって、レポートを書く基本や、インターネットの情報を利用する際の注意点などを指導していく予定

です。また、期末試験に関しては、メールで連絡をもらえれば、疑問点や質問に関して個別に答えていきます。 

８.成績評価の方法 
 平常点が 45 パーセント、試験（または課題）が 55 パーセントの予定ですが、授業の内容によっては比率が変わってくるので、確認してくださ

い。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 斎藤 寿葉 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 ある言語の特徴は、他の言語と比較したり、置き換えを試みる際によりよく見えてきます。 

 この授業では日本のさまざまな詩や小説の英訳を行い、少人数のグループやクラス全体でディスカッションしながら、日本語と英語の語彙や文

法的特徴を見出し、英語への理解を深めることを目指します。あわせて、英語圏で既に出版されている訳も参照しながら、異なる言語間の翻訳可能

性・翻訳不可能性についても考えてみましょう。 

 

【到達目標】 

（１）英語と日本語それぞれの特徴を知り、より英語らしい表現とはどのようなものか理解する。 

（２）自分でも翻訳を試みることにより、語彙や文法の知識を「使えるもの」として定着させる。 

（３）翻訳可能性・不可能性についてのディスカッションを通して、文化の差異に対する認識を深める。 
２.授業内容 

第１回：aのみ: イントロダクション 

第 2 回 a: 昔話を英語で紹介してみよう b: 古典文学の英訳を読む 

第 3 回  a: 『吾輩は猫である』を訳す b: ディスカッション 

第 4 回 a: 『こころ』『生まれ出る悩み』を訳す b: ディスカッション 

第 5 回 a: 『雪国』『走れメロス』を訳す b: ディスカッション 

第 6 回 a: 『蟹工船』『風の又三郎』を訳す b: ディスカッション 

第 7 回 a: 『金閣寺』『銀河鉄道の夜』を訳す b: ディスカッション 

第 8 回 a: 『箱男』を訳す b: ディスカッション 

第 9 回 a: 『ルーアンの夏』を訳す b: ディスカッション 

第 10回 a: 『深い河』を訳す b: ディスカッション 

第 11回 a: 『ノルウェイの森』を訳す① b: ディスカッション 

第 12回 a: 『ノルウェイの森』を訳す② b: ディスカッション 

第 13回 a: 『献灯使』を訳す① b: ディスカッション 

第 14回 a: 『献灯使』を訳す② b: ディスカッション 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

英語のテクストを読んだり、英文を書いたりするので、必ず辞書を持ってきてください。紙の辞書でも電子辞書でも使いやすいものでかまいませ

ん。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、次の授業で読むプリントを配布します。事前に目を通し、わかりにくい箇所や気になる語彙、英語表現を書き出しておいてください。 

授業が終わった後はプリントを読み直し、理解できているか確認しましょう。 

５.教科書 

なし。 

プリントを配布します。 

６.参考書 

特になし。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。 

また、学期末課題については Oh-o! Meiji 経由で個別フィードバックをします。 

８.成績評価の方法 
学期末課題 50%、 授業内課題 20%、 ディスカッションへの参加度 30% 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 斎藤 寿葉 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 ある言語の特徴は、他の言語と比較したり、置き換えを試みる際によりよく見えてきます。 

この授業では日本のさまざまな詩や小説の英訳を行い、少人数のグループやクラス全体でディスカッションしながら、日本語と英語の語彙や文法

的特徴を見出し、英語への理解を深めることを目指します。あわせて、英語圏で既に出版されている訳も参照しながら、異なる言語間の翻訳可能性・

翻訳不可能性についても考えてみましょう。 

 

【到達目標】 

（１）英語と日本語それぞれの特徴を知り、より英語らしい表現とはどのようなものか理解する。 

（２）自分でも翻訳を試みることにより、語彙や文法の知識を「使えるもの」として定着させる。 

（３）翻訳可能性・不可能性についてのディスカッションを通して、文化の差異に対する認識を深める。 
２.授業内容 

第 1 回 a: イントロダクション 

第 2 回 a: 『日の名残り』日本語訳を英訳する① b: ディスカッション 

第 3 回 a: 『日の名残り』日本語訳を英訳する② b: ディスカッション 

第 4 回 a: 『仮面の告白』を英訳する b: ディスカッション 

第 5 回 a: 『人間失格』を英訳する b: ディスカッション 

第 6 回 a: 「智恵子抄」を英訳する b: ディスカッション 

第 7 回 a: 「サーカス」を英訳する b: ディスカッション 

第 8 回 a: 「清潔で明るい場所」日本語訳を英訳する b: ディスカッション 

第 9 回 a: 「雨のなかの猫」日本語訳を英訳する b: ディスカッション 

第 10回 a: 『もしもし下北沢』を英訳する b: ディスカッション 

第 11回 a: 「雨ニモマケズ」を英訳する b: ディスカッション 

第 12回 a: 「朝のリレー」を英訳する b: ディスカッション 

第 13回 a: 「星とたんぽぽ」「忘れた唄」を英訳する b: ディスカッション 

第 14回 a: 「道程」「幻の花」を英訳する b: ディスカッション 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

英語のテクストを読んだり英文を書いたりするので、必ず辞書を持ってきてください。紙の辞書でも電子辞書でも使いやすいものでかまいません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、次の授業で読むプリントを配布します。事前に目を通し、わかりにくい箇所や気になる語彙、英語表現を書き出しておいてください。 

授業が終わった後はプリントを読み直し、理解できているか確認しましょう。 

５.教科書 

なし。 

プリントを配布します。 

６.参考書 

特になし。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。 

また、オンライン課題については Oh-o! Meiji 経由で個別フィードバックをします。 

８.成績評価の方法 
学期末課題 50%、 授業内課題 20%、 ディスカッションへの参加度 30% 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 鈴木 哲也 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業の目標は以下の 2 点です。 

 

1．ニュース報道を理解できるリスニング能力を身につける。 

2．英語による発信能力を高める。 

 

この目標を達成するために、まず、毎時間、ＣＮＮニュースのリスニング演習を行います。最新の、遅くとも二週間以内のニュースを、教材ではな

い生のＣＮＮニュースを聞きます。ただし、重要な国内ニュースなどを扱う際には NHK の副音声を使います。市販のテキストなどは一切使いません。 

 

春学期の前半はリスニングの導入として、同じトピックの英字新聞の記事やウェッブ上の情報を読み、基本的な語彙力の向上にも努めます。後半に

は履修者各自の関心に応じた発表を行ってもらおうかと考えています。ただ、詳しいことは最初の授業で相談します。 

 
２.授業内容 

第１回： オリエンテイション 

第２回：英字新聞の読解演習とＣＮＮニュースのリスニング演習 

第３回：英字新聞の読解演習とＣＮＮニュースのリスニング演習 

第４回：英字新聞の読解演習とＣＮＮニュースのリスニング演習 

第５回：英字新聞の読解演習とＣＮＮニュースのリスニング演習 

第６回：英字新聞の読解演習とＣＮＮニュースのリスニング演習 

第７回：英字新聞の読解演習とＣＮＮニュースのリスニング演習 

第８回：ＣＮＮニュースのリスニング演習と個人発表の打ち合わせ 

第９回：ＣＮＮニュースのリスニング演習とプレゼンテーションの基本の確認 

第 10回：ＣＮＮニュースのリスニング演習と個人発表 

第 11回：ＣＮＮニュースのリスニング演習と個人発表 

第 12回：ＣＮＮニュースのリスニング演習と個人発表 

第 13回：ＣＮＮニュースのリスニング演習と個人発表 

第 14回：ＣＮＮニュースのリスニング演習と個人発表 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

リスニングのレベルはかなり高いです。ただし、リスニングは慣れれば聞こえてくるので挑戦してください。逆に、苦手意識を持っていると、いつ

までたっても聞こえるようにはなりません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習はまったく必要ありません。ただし、個人発表の資料集めやその他、一人でやらなければならない作業は一定程度あります。また、授業で扱っ

た音声ファイルなどは Oh-o、 Meiji!上にアップロードしますので、各自で復習をすればリスニング力のアップにつながります。 

 

勉強法などは授業時に随時説明します。 

５.教科書 

教科書は使用しません。毎時間、最新の資料を配付します。 

６.参考書 

特にありません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題などへのフィードバックは、原則として、Oh-o!Meiji上で行います。 

８.成績評価の方法 
学期末のリスニングの試験や個人発表、授業への参加度などを総合的に評価します。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 鈴木 哲也 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

春学期につづき、以下の 2 点を目標にします。 

 

1．ニュース報道を理解できるリスニング能力を身につける。 

2．英語による発信能力を高める。 

 

この目標を達成するために、春学期同様、CNN や NHK の副音声を利用したリスニング演習を行います。 

 

同時に、英語による発信力をつけるために英文エッセイ・発表の構成についても知ってもらおうと思っています。はっきりしたことは参加者との相

談で決めますが、英語での個人発表も行ってみたいと思います。 

２.授業内容 

第１回： オリエンテイション 

第２回：ニュース英語のリスニング演習とエッセイライティングの基礎 

第３回：ニュース英語のリスニング演習とエッセイライティングの基礎 

第４回：ニュース英語のリスニング演習とエッセイライティングの基礎 

第５回：ニュース英語のリスニング演習とエッセイライティングの基礎 

第６回：ニュース英語のリスニング演習と個人発表に向けての相談 

第７回：ニュース英語のリスニング演習と個人発表の原稿作成 

第８回：ニュース英語のリスニング演習と個人発表の原稿作成 

第９回：ニュース英語のリスニング演習と個人発表 

第 10回：ニュース英語のリスニング演習と個人発表 

第 11回：ニュース英語のリスニング演習と個人発表 

第 12回：ニュース英語のリスニング演習と個人発表 

第 13回：ニュース英語のリスニング演習と個人発表 

第 14回：総まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

リスニングのレベルはかなり高いと考えてください。ただし、リスニングは慣れれば聞こえてくるので挑戦してください。逆に、苦手意識を持って

いると、いつまでたっても聞こえるようにはなりません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習はまったく必要ありません。ただし、個人発表の資料集めやその他、一人でやらなければならない作業は一定程度あります。また、授業で扱っ

た音声ファイルなどは Oh-o! Meiji 上にアップロードしますので、各自で復習をすればリスニング力のアップにつながります。 

勉強法などは授業時に随時説明します。 

５.教科書 

教材はすべて授業時に、または、Oh-o!Meiji を利用して配布します。 

６.参考書 

特にありません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題などへのフィードバックは、原則として、Oh-o!Meiji上で行います。 

８.成績評価の方法 
学期末試験、個人発表、授業への参加度などによって総合的に評価します。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 関 修 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 【授業の概要】 

いわゆるカルチュラルスタディーズに関する英語の文献講読を行なう。 

テーマは K-popと J-pop の関係性について。 

テクストは英語圏の読者に向けた K-pop の一般書を用いる。 

英文購読を中心に、言及されたアーティストなどの映像を随時チェックし、ディスカッションも適宜行なう。 

 【授業の到達目標】 

(１)英語の文献を講読する力を養う。 

(２)K-pop や J-pop が欧米でどのように紹介されているかの理解を深める。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション カルチュラルスタディーズとは何か 

第２回：韓流ブームの変遷について 

第３回：k-popと j-popの関係性について 

第４回：講読開始、Hong、 119～120頁 

第５回：121～122 頁 

第６回：123～124 頁 

第７回：ディスカッション 

第８回：125～126 頁 

第９回：127～128 頁 

第 10回：129～130 頁 

第 11回：ディスカッション 

第 12回：131～132 頁 

第 13回：133～134 頁 

第 14回：春学期のまとめ、レポート提出 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

各段落を一人ずつが担当し、訳し発表してもらう。 

セミネールである以上、担当者以外も予習をかかさないこと。 

また、病気等やむを得ない事情以外の欠席も認めない。 

三分の一以上休めば、法律上不合格となる。昨年度出席がいい加減な学生が多かった。 

今年は出席を厳しく取る。出席に自信のない学生は取らない方がよいだろう。 

特に、担当になっているときに休むのは他の学生にも迷惑になるので、事前に代わりの担当者を依頼するなど自分で対策を講じること。 

また、学習効果上、通年で履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

事前にテクストを読んでおくこと。 

言及されているアーティストなどは、前もって調べておくこと。 

【復習すべき内容】 

正確に訳せていたかをチェックし直すこと。 

さらに他のアーティストのチェックなど、自分なりに関心を広げて行くこと。 

５.教科書 

Euny Hong,The Birth of Koean Cool,Picador,2014   

大学で授業が出来ればプリントを配布するが、 

オンライン授業の場合、PDF で該当箇所を添付するが、 

アマゾンでペーパーバックか Kindle を購入するのが望ましい。 

６.参考書 

特に定めない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

 

８.成績評価の方法 
レポート 50％、平常点（授業への参加度）50％  

オンライン授業の場合は比率か変わる可能性があります。 

その場合は「シラバスの変更」に記載します。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 関 修 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 【授業の概要】 

いわゆるカルチュラルスタディーズに関する英語の文献講読を行なう。 

テーマは K-popと J-pop の関係性について。 

テクストは英語圏の読者に向けた K-pop の一般書を用いる。 

英文購読を中心に、言及されたアーティストなどの映像を随時チェックし、ディスカッションも適宜行なう。 

 【授業の到達目標】 

(１)英語の文献を講読する力を養う。 

(２)K-pop や J-pop が欧米でどのように紹介されているかの理解を深める。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション Cool という概念について 

第２回：アイドルという観点から見た k-pop 

第３回：講読開始、Hong、 135～136頁 

第４回：137～138 頁 

第５回：139～140 頁 

第６回：141～142 頁 

第７回：読了後のディスカッション 

第８回：Bromance という概念について 

第９回：関連する英文資料を読む 第一回 

第 10回：同上 第二回 

第 11回：同上 第三回 

第 12回：読了後のディスカッション 

第 13回：一年を通しての授業に関するディスカッション 

第 14回：一年間のまとめ、レポート提出 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

各段落を一人ずつが担当し、訳し発表してもらう。 

セミネールである以上、担当者以外も予習をかかさないこと。 

また、病気等やむを得ない事情以外の欠席も認めない。 

三分の一以上休めば、法律上不合格となる。 

今年は出席は厳しく取るので、出席に自信のない学生は取らない方がよいだろう。 

特に、担当になっているときに休むのは他の学生にも迷惑になるので、事前に代わりの担当者を依頼するなど自分で対策を講じること。 

また、学習効果上、通年で履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

二頁を目標にテクストを読んでおくこと。 

言及されているアーティストなどは、前もって調べておくこと。 

【復習すべき内容】 

正確に訳せていたかをチェックし直すこと。 

さらに他のアーティストのチェックなど、自分なりに関心を広げて行くこと。 

５.教科書 

Euny Hong,The Birth of Koean Cool,Picador,2014   

英文に関しては読む箇所のコピーを配布するが,ペーパーバックなので買って読破するのが望ましい。   

オンライン授業の場合は PDFで該当箇所を添付します。 

６.参考書 

特に定めない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

 

８.成績評価の方法 
レポート 50％、平常点（授業への参加度）50％  

オンライン授業の場合は比率を変更する可能性があります。 

その場合、「シラバスの変更」を参照してください。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 辻岡 宏子 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

English Seminar AI (advanced) 

 

将来、ビジネスや留学の際に必要となるスキルを習得することを目標にした上級のコースです。 

グループワークを中心にプロジェクトを完成し発表する自発型の授業で、英語力とともに、リーダーシップなどグループワークに必要なスキルの

向上を目指します。 

 

社会の様々なコミュニケーションの場において必要となるプレゼンテーション、ディスカッション、リーディング＆ライティングなどのスキルを

身近な話題を通して学習します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
２.授業内容 

第１回：Introduction 

第２回：Presentation organization 

第３回：Project 1 presentations 

第４回：Physical and visual messages 

第５回：Identifying main ideas and supporting sentences 

第６回：Identifying purpose and referents 

第７回：Brain storming and writing 

第８回：Project 2 group presentations 

第９回：Project 2 group presentations 

第 10回：Making connections 

第 11回：Identifying numbers 

第 12回：Organizing ideas 

第 13回：Project 3 Pros and Cons 

第 14回：Review 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

グループで行うプロジェクトが中心のため、毎回の出席が強く求められます。 

３０分以上の遅刻は欠席扱いです。 

３回以上欠席すると単位取得は難しくなります。 

毎回、デバイス（スマートフォン、PC、タブレット等）を持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

次回のテーマに関して、書籍やウエブで自習する。 

授業で学習した表現や文型を課題に使用するよう心がける。 

５.教科書 

Presentations to go (Matsuoka, 2014, Cengage Learning) 

Discuss the changing world (Nakaya, et al. 2022, Seibido) 

 

 

６.参考書 

特に定めない 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 クラスウエブの機能を活用し、授業時間内及び授業終了後に課題や質疑の内容を共有し、クラス内で意見交換の場を設けます。 

授業用メールアドレスを公開し、個別の質疑や相談に対応します。 

８.成績評価の方法 
平常点（プロジェクト、レポート、課題、授業・グループへの貢献度等） 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 辻岡 宏子 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

English Seminar AI (advanced) 

 

将来、ビジネスや留学の際に必要となるスキルを習得することを目標にした上級のコースです。 

グループワークを中心としてプロジェクトを完成し発表する自発型の授業で、英語力とともに、リーダーシップなどグループワークに必要なスキ

ルの向上を目指します。 

 

社会の様々なコミュニケーションの場において必要となるプレゼンテーション、ディベート、リーディング＆ライティングなどのスキルを身近な

話題を通して学習します。 

 

 
２.授業内容 

第１回：Introduction & supporting details 

第２回：Understanding visuals 

第３回：Finding references 

第４回：Project 1 Presentations 

第５回：Project 1 Presentations 

第６回：Reflecting possible solutions 

第７回：Making comparison 

第８回：Organizing speech 

第９回：Reasoning and justifying opinions 

第 10回：Explaining data 

第 11回：How to debate 

第 12回：Mini debate 

第 13回：Project 2 debate 

第 14回：Review 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

グループで行うプロジェクトが中心のため、毎回の出席が強く求められます。 

３０分以上の遅刻は欠席扱いです。 

３回以上欠席すると単位取得は難しくなります。 

毎回、デバイス（スマートフォン、PC、タブレット等）を持参してください。 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

次回のテーマに関して、書籍やウエブで自習する。 

授業で学習した表現や文型を課題に使用するよう心がける。 

５.教科書 

Presentations to go (Matsuoka, 2014, Cengage Learning) 

Discuss the changing world (Nakaya, et al. 2022, Seibido) 

 

６.参考書 

特に定めない 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 クラスウエブの機能を活用し、授業時間内及び授業終了後に課題や質疑の内容を共有し、クラス内で意見交換の場を設けます。 

授業用メールアドレスを公開し、個別の質疑や相談に対応します。 

 

８.成績評価の方法 
平常点（プロジェクト、レポート、課題、授業・グループへの貢献度等） 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 戸嶋 真弓 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 英語圏の映画の中からいくつかを選び、映画から英語の台詞を学んでいきます。簡単な台詞を覚え、状況を英語で表現します。どのような状況で

どのような言葉が話されるのかということを学ぶことがテーマです。 

 英語を英語字幕で見る練習をします。 

 春学期は、法律や社会問題や政治に関する映画を何点かを取り上げる予定です。 

 本講義では、グループ・ワークとグループ発表も行う予定です。授業は全て対面で行われます。 

 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション：授業の進め方などの説明 

第２～13 回：映画を視聴する課題が出ます。映画についてのコメントを行う練習をします。映画によっては、英語でのまとめをしたり、英語の台

詞を分析します。 

第 14回：レポート点検、提出 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 英検２級以上の英語力を持っていること。英語圏の映画やドラマが好きであること。一年に 20本以上の英語圏の映画を見る習慣があること。ま

た、英語圏の映画について知りたい、英語が分かるようになりたいという熱意があること。 

 毎回の復習と予習やコメント発表、及び一ヶ月に一本程度のレポート提出があります。英語を話したい、聞き取れるようになりたいという熱意を

持って授業に臨むことが必要とされます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

自宅で映画を見られる環境を整えられるようにすることが必要です。 

５.教科書 

特に使用する予定はありません。 

６.参考書 

授業時に指定します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
授業時の演習状況（英語でのプレゼンテーション、グループワーク、発言回数、参加内容、各種レポート)を合算し、「平常点」とします(100%)。 

９.その他 
 詳細は、開講時に説明します。 

 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 戸嶋 真弓 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 英語圏の映画の中からいくつかを選び、映画から英語の台詞を学んでいきます。簡単な台詞を覚え、状況を英語で表現します。どのような状況で

どのような言葉が話されるのかということを学ぶことがテーマです。 

 グループ学習とグループ・プレゼンテーションも行います。 

 秋学期は、法律や社会問題や政治に関する映画に加えて、ミュージカル等を何点かを取り上げる予定です。 

 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション：授業の進め方などの説明 

第２～13 回：映画を視聴する課題が出ます。映画についてのコメントを行う練習をします。映画によっては、英語でのまとめをしたり、英語の台

詞を分析します。 

第 14回：レポート点検、提出 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 英検２級以上の英語力を持っていること。英語圏の映画やドラマが好きであること。一年に 20本以上の英語圏の映画を見る習慣があること。ま

た、英語圏の映画について知りたい、英語が分かるようになりたいという熱意があること。 

 毎回の復習と予習やコメント発表、及び一ヶ月に一本程度のレポート提出があります。英語を話したい、聞き取れるようになりたいという熱意を

持って授業に臨むことが必要とされます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

自宅で映画を見られる環境を整えられるようにすることが必要です。 

５.教科書 

特に使用する予定はありません。 

６.参考書 

授業時に指定します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
授業時の演習状況（英語でのプレゼンテーション、グループワーク、発言回数、参加内容、各種レポート)を合算し、「平常点」とします(100%)。 

９.その他 
 詳細は、開講時に説明します。 

 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 中野 里美 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 アフリカ系アメリカ人による公民権運動については、これまでの英語のテキストや世界史のテキストなどで触れられていて、教わった方もいる

と思われます。当時はそうした運動や訴訟の裁判などでアフリカ系アメリカ人たちの権利は認められることとなりました。またオバマ大統領の誕生

からも、差別意識は少なくなったかのように思われました。ところが現実には社会は分断し、ＢLM運動も広がり、アメリカのみならず、世界中にレ

イシズムについて再考する余地が生まれています。こうした現象を理解するには、まずアフリカ系アメリカ人の辿った歴史を紐解く必要があるかも

しれません。 

 基本的にテキストの内容を把握しながら、その内容に応じてほぼ毎回資料を配布し、視覚資料を用いて理解を深めていきます。 

また、毎回授業内容に関して後半のモジュールの中でコメントを求め、次週、いくつかフィードバックします。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：Slaves are brought to the American colonies 

第３回：上記の続き、プリント、映像資料 

第４回：Slave revolts interfere with Middle Passage 

第５回：Slave revolts interfere with Middle Passage プリント、映像資料 

第６回：The Constitutional Convention compromises on slavery プリント、映像資料 

第７回：Slaves find power in religion 

第８回：Slaves find power in religion プリント、映像資料 

第９回：Slaves make a life for themselves 

第 10回：Uncle Tom vs black face minstrels プリント、映像資料 

第 11回：The road to freedom: hard to climb 

第 12回：The road to freedom: hard to climb プリント、映像資料 

第 13回：Heading north to the land of opportunity 

第 14回：Booker T Washington プリント、映像資料 

 

 

３.履修上の注意 

予習が必須です。出席を毎回確認します。 

試験範囲が分かって、試験直前になってメールで、範囲内の答えをすべてほしいと依頼してくる人もいますが、そうならないようになるべく出席し

て下さい。また、後からまとめて全部答えを教えてくれと言わず、毎回の授業の際に不明な点があれば質問するようにしてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習：テキストの内容の確認を事前にしておくこと。 

復習：語彙や表現、構文はすべての英語力に通じます。勘違いしていたところや知らなかった語彙を再確認していきましょう。 

５.教科書 

プリントを配布し、PDFを掲載します。 

６.参考書 

 The Uncle Tom's Cabin 

 Malcolm X autobiography 

 他にも多数あるため、プリントも配布します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎週の授業内 pop quiz の解説は、なるべく速やかにクラス・ウェッブ上にて掲載します。 

８.成績評価の方法 
欠席 5 回以上（5回含む）をもって、評価の対象外とする。遅刻も授業開始 15分以降の入室からとし、３回目の遅刻は欠席１回に換算する。なお、

病欠、公欠、忌引きなどは、日付が確認でき、かつ本人のものと証明できるものがあれば、例外とする。長文を読み慣れていない人には予習が必須

です。遅刻も遅延証明書（スマホによるものは不可）を認めます。 

TOEIC reading など平常点 30% 最終試験 70% 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 中野 里美 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 アフリカ系アメリカ人による公民権運動については、これまでの英語のテキストや世界史のテキストなどで触れられていて、教わった方もいる

と思われます。当時はそうした運動や訴訟の裁判などでアフリカ系アメリカ人たちの権利は認められることとなりました。またオバマ大統領の誕生

からも、差別意識は少なくなったかのように思われました。ところが現実には社会は分断し、ＢLM運動も広がり、アメリカのみならず、世界中にレ

イシズムについて再考する余地が生まれています。こうした現象を理解するには、まずアフリカ系アメリカ人の辿った歴史を紐解く必要があるかも

しれません。 

 基本的にテキストの内容を把握しながら、その内容に応じてほぼ毎回資料を配布し、視覚資料を用いて理解を深めていきます。 

また、毎回授業内容に関して後半のモジュールの中でコメントを求め、次週、いくつかフィードバックします。 

２.授業内容 

第１回：WEB DuBois and the founding of the NAACP プリント、映像資料 

第２回：Garvey speaks up for racial pride プリント、映像資料 

第３回：Ragtime、 jazz、 and blues プリント、映像資料 

第４回：Ragtime、 jazz、 blues プリント、映像資料 

第５回：The Supreme Court attacks school segregation 

第６回：The Supreme Court attacks school segregation 

第７回：Time to move up to the front of the bus プリント、映像資料 

第８回：Time to move up to the front of the bus プリント、映像資料 

第９回：The civil rights movement leads to a dream プリント、映像資料 

第 10回：The civil rights movement leads to a dream：プリント、映像資料 

第 11回：Some blacks seek more racial solutions プリント、映像資料 

第 12回：Some blacks seek more racial solutions 

第 13回：Excelling at sports and entertainment プリント、映像資料 

第 14回：Excelling at sports and entertainment プリント、映像資料 

 

３.履修上の注意 

予習が必須です。出席を毎回確認します。 

試験範囲が分かって、試験直前になってメールで、範囲内の答えをすべてほしいと依頼してくる人もいますが、そうならないようになるべく出席し

て下さい。また、後からまとめて全部答えを教えてくれと言わず、毎回の授業の際に不明な点があれば質問するようにしてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習：事前に分からないところがないか確認しておきましょう。 

復習：語彙、表現、構文、すべて英語力全般に関係してきます。勘違いしていたところや知らなかったことを再確認していきましょう。 

５.教科書 

プリントを配布し、PDFを掲載します。 

６.参考書 

 Malcolm X autobiography 

 その他、資料を配布します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎週の授業内 pop quiz の解説は、なるべく速やかにクラス・ウェッブ上にて掲載します。 

８.成績評価の方法 
欠席 5 回以上（5回含む）をもって、評価の対象外とする。遅刻も授業開始 15分以降の入室からとし、３回目の遅刻は欠席１回に換算する。なお、

病欠、公欠、忌引きなどは、日付が確認でき、かつ本人のものと証明できるものがあれば、例外とする。長文を読み慣れていない人には予習が必須

です。遅刻も遅延証明書（スマホによるものは不可）を認めます。 

TOEIC reading など平常点 30% 最終試験 70% 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 中村 和恵 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業概要  英語圏とはアメリカとイギリスだけではない、とわかっていても、なかなかそれ以外の地域の人々の考え方や歴史文化を知る機会がない、という人はいまも多いようです。この授業で

は各地のテキストを精読し、映像作品や講演録画の音声に耳を傾け、たんなるドリルではない、人間社会を理解するための語学力増強をめざします。 

春学期のテーマは「人種主義のルーツ」です。奴隷制時代のアメリカ合衆国南部の物語を読み解くことから始め、カリブ海の抵抗文化、奴隷制への考察、アフリカから伝わった神話のヒーローや呪

術の力、黒人たちの英語とその白人たちへの影響、カリブ海とアメリカ合衆国の黒人たちの意識の違いなど、それはどうして？ という問いを追いかけて発展的に授業を展開します。小説、辞典項

目、映像資料、論文など異なる種類のマテリアルに触れ、「英語で調べる」方法とその意義も学びます。 

＊オンライン（オンデマンド型動画配信）の授業を 14 回のうち 4 回を目安にとりいれて行う授業です。スケジュールに留意し授業中の説明をよく聞いてください。 

到達目標  知的好奇心を満たす水準の高いテキストを読み、現代社会の諸問題に取り組む新旧の資料や映像作品を通じて、英語をつかって世界情勢を知ることの利点とおもしろさを実感し、表層

的でない考える力を伴った読解力・聴解力を身につける。 

２.授業内容 

第１回：授業方法と主題の概説 マテリアルとスケジュールの説明（モジュール a） 

第２回：英語圏のひろがり・人種主義のルーツと抵抗文化の展開（概説講義） 

第３回：テキスト 1（1）アメリカ合衆国南部の奴隷制時代（Kate Chopin テキストと作家紹介・精読） 

第４回：テキスト 1（2）アメリカ合衆国南部の奴隷制時代（テキストと作家紹介・精読） 

第５回：テキスト 1（3）アメリカ合衆国南部の奴隷制時代（テキストと作家紹介・精読） 

＊オンライン授業（動画視聴後コメント提出） 

第６回：テキスト 1（4）背景文化 黒人英語の白人へのひろがり（映像資料） 

第７回：テキスト 2（1）アフリカから新世界へ： カリブ海や合衆国の黒人伝承（テキストと背景文化紹介・精読） 

第８回：テキスト 2（2）アフリカから新世界へ： カリブ海や合衆国の黒人伝承（テキストと背景文化紹介・精読） 

＊オンライン授業（動画視聴後コメント提出） 

第９回：テキスト 2（3） 背景文化 黒人たちの抵抗とポピュラーカルチャー（映像資料） 

第 10 回：テキスト 3（1）奴隷たちの語りと解放論者の語り（Slave Narratives テキストと作家紹介・精読） 

第 11 回：テキスト 4（2）奴隷たちの語りと解放論者の語り（UncleTom's Cabin テキストと作家紹介・精読） 

＊オンライン授業（動画視聴後コメント提出） 

第 12 回：テキスト 4（3）奴隷たちの語りと解放論者の語り（テキストと作家紹介・精読） 

第 13 回：テキスト 3、 4（4）背景文化 奴隷制度について（映像資料） 

＊期末レポートはフィードバックが授業でできるよう第 13 回目の授業後、14 回目の授業前までに提出とする予定（授業で詳細説明） 

第 14 回：フィードバック（全体の主題を振り返っての講義、レポート講評、自己評価（学生の感想） 

＊フィードバックはオンラインでも補完します（個別コメント、授業内容・資料欄への記載）。 

＊テキストの分量と内容は人数や進行状況をみながら調節します。 ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

オンライン授業について： この授業はメディア授業を一部とりいれたかたちで行われます。対面授業の回とメディア授業の回があるので「授業お知らせ」に注意してください。困ったことがあっ

た場合は Oh-o! Meiji のポートフォリオの授業振り返りコメントより担当教員に相談してください。 

メディア授業の場合は基本的にオンデマンド型（動画配信）で行います。視聴後の課題提出内容を評価対象とし、提出がない場合は欠席とみなします。 

辞書（電子でも紙でもいいです）持参のこと： 授業中いくら引いてもかまいません。辞書の引き方、読み方も授業で説明します。スマートフォンでオンライン辞書を引くことを推奨しません（授

業で説明します）ので、紙版ないし電子辞書を単体でもってきてください。 

質問： 質問し考えを述べる回数を増やしましょう。自主的に発言すると授業参加パフォーマンスが◎になる！ なにか聞くぞ！ とおもいながら授業に臨んでください。 

出席： 何回休んだら単位が出ないといった考え方はしたくないです。しかし出席がすくない方はこの授業の内容を把握し到達すべきことはできません。質疑応答等授業中パフォーマンスを重視す

るためです。基本ラインとして 5 回以上休んだ方は単位が出ないと考えてください。特別な事情のある方はオンライン（ポートフォリオの授業振り返りコメント）でまず相談し、事情を証明する書

類等を持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習 必須です。すべてをわかっている必要はありません。わからないところはどこか、明らかにしてくることが大事。わからないことを聞くことで授業で行われる解説の理解度が充分なものにな

るよう計画されています。授業でとりあげる予定のテキストをざっとでいいので読んで、知らない単語を時間の許す範囲で調べてきてください。授業では音読、一部訳、説明、解釈などを求められ

ます。 

発表担当（進行状況によりこのやり方を行う場合があります）のときは A4 一枚程度に担当箇所の本文と訳文、気になった単語やフレーズ等をまとめて人数分コピーし配布してください。 

復習 期末レポートではかならず英文引用とその翻訳を行う箇所が含まれるので、重要とおもわれる箇所を復習しておくことが有益です。授業中にできるだけ不明点を質問し、明らかにして、重要

なところをメモするなどし、復習に役立ててください。 

５.教科書  配付資料（コピーライトに抵触しない内容・範囲の教材を Oh-o! Meiji にアップロードします） 

６.参考書  中村和恵編『世界中のアフリカへ行こう――「旅する文化」のガイドブック』岩波書店、2009 その他授業中に随時お知らせします（たくさんありますよ！） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 オンライン授業視聴後にはコメントを提出してもらいます（レポート欄の設問に答えるかたちで書いてください）。 

毎回次週授業でフィードバック（全体向け）をし、参考になるレポートを紹介、他の履修生の考えや試みを知ることで学ぶ場をつくります。さらに別途個々のレポートへのコメントによるフィード

バックを行います。 

期末レポート提出後にも同様のかたちでフィードバックを行います。 

最後の授業でみなさんのレポートを共有し学べるようにするため、レポート締め切りを早めに設定しますので、注意してください。 

期末レポートは全員のものを紹介する予定です（みなさんのレポートを全員で読むことになります。名前は削除して提示します）。 

対面授業でも授業の終わりにコメント（リスポンスペーパー）を書く時間を設け、コメント、質問の質量を平常点の評価対象とします。 

提出されたコメントや質問へのフィードバックを次週授業で行います。 
８.成績評価の方法 
授業中のパフォーマンス（毎回の予習程度、質問およびコメントペーパー、オンライン授業コメントの内容）60％ 期末レポート 40％  ＊対面での試験はありません。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 中村 和恵 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業概要 

英語圏とはアメリカとイギリスだけではない、とわかっていても、なかなかそれ以外の地域の人々の考え方や歴史文化を知る機会がない、という人はいまも多いようです。この授業では各地のテキ

ストを精読し、映像作品や講演録画の音声に耳を傾け、たんなるドリルではない、人間社会を理解するための語学力増強をめざします。 

秋学期のテーマは「世界中のインド人について」です。アフリカから連れてこられた「新世界」の奴隷についてなんらかの知識を持っていても、奴隷解放後に大英帝国がいくつかの植民地でインド

系の年季奉公労働者を導入した事実は、案外把握していないのではないでしょうか。それ以前にもインドから各地へ流出した人口がさまざまな影響を生んできました。 

アメリカに移り住んだインド人の物語から始めて、イギリス、カリブ海、アラブ世界、南太平洋などのインド系の人々が、世代を経るごとにホスト社会との関係を深めながらも、祖先から受け継い

だものを大事に考え、インドとその文化に関心を抱きつづけた様子を、作家たちの声と映像資料から学びます。第二言語としての英語の意味も考えてみましょう。 

＊オンライン（オンデマンド型動画配信）の授業を 14 回のうち 4 回を目安にとりいれて行う授業です。スケジュールに留意し授業中の説明をよく聞いてください。 

到達目標 

知的好奇心を満たす水準の高いテキストを読み、現代社会の諸問題に取り組む新旧の資料や映像作品を通じて、英語をつかって世界情勢を知ることの利点とおもしろさを実感し、表層的でない考え

る力を伴った読解力・聴解力を身につける。 
２.授業内容 

第１回：授業方法と主題の概説、春学期授業概説 テキスト配布と授業計画の説明（モジュール a） 対面授業 

第２回：英語圏のひろがり、インドの英語文学、インディアン・ディアスポラについて（概説講義） 対面授業 

第３回：テキスト１（1） アメリカのインド系（作家紹介・テキスト導入・映像資料紹介） 対面授業 

第４回：テキスト１（2） アメリカのインド系（テキスト精読・映像資料紹介） 対面授業 

第５回：テキスト１（3） アメリカのインド系（テキスト精読）  

＊オンライン授業 

第６回：テキスト２（1） イギリスのインド系（作家紹介・テキスト導入） 対面授業 

第７回：テキスト２（2） イギリスのインド系（テキスト精読・映像資料紹介） 対面授業 

第８回：テキスト２（3） イギリスのインド系（テキスト精読）  

＊オンライン授業 

第９回：テキスト２（4） イギリスのインド系（テキスト精読・映像資料紹介） 対面授業 

第 10 回：テキスト３（１） カリブ海のインド系（作家紹介・テキスト導入）  対面授業 

第 11 回：テキスト３（2） カリブ海のインド系（テキスト精読）  

＊オンライン授業 

第 12 回：テキスト４（1） アラブ世界のインド系（作家紹介・テキスト導入）  

第 13 回：テキスト 4（2） アラブ世界のインド系（テキスト精読・映像資料紹介） レポートについて説明 

第 14 回：テキスト 4（2） アラブ世界のインド系（テキスト精読・映像資料紹介） 自己評価（学生の感想） 

＊レポートの共有と全体フィードバックは別途オンラインで行います。＊テキストの分量と内容は人数や進行状況をみながら調節します。＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

オンライン授業について： この授業はメディア授業を一部とりいれたかたちで行われます。対面授業の回とメディア授業の回があるので「授業お知らせ」に注意してください。困ったことがあっ

た場合は Oh-o! Meiji のポートフォリオ（授業振り返りコメント）より担当教員に相談してください。 

メディア授業の場合は基本的にオンデマンド型（動画配信）で行います。視聴後の課題提出内容を評価対象とし、提出がない場合は欠席とみなします。 

辞書持参のこと： 授業中いくら引いてもかまいません。辞書の引き方、読み方も授業で説明します。スマートフォンでオンライン辞書を引くことを推奨しません（授業で説明します）ので、紙版

ないし電子辞書を単体でもってきてください。 

質問： 質問し考えを述べる回数を増やしましょう。自主的に発言すると授業参加パフォーマンスが◎になる！ なにか聞くぞ～とおもいながら説明を聞くべし！ 

出席： 何回休んだら単位が出ないといった考え方はしたくないです。しかし出席がすくない方はこの授業の内容を把握し目標に到達することができません。質疑応答等授業中パフォーマンスを重

視するためです。基本ラインとして 5 回以上休んだ方は単位が出ないと考えてください。特別な事情のある方はオンライン（ポートフォリオの授業振り返りコメント）でまず相談し、事情を証明す

る書類等を持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習 必須です。すべてをわかっている必要はありません。わからないところはどこか、明らかにしてくることが大事。わからないことを聞くことで授業で行われる解説の理解度が充分なものにな

るよう計画されています。授業でとりあげる予定のテキストをざっとでいいので読んで、知らない単語を時間の許す範囲で調べてきてください。授業では音読、一部訳、説明、解釈などを求められ

ます。 

発表担当（進行状況によりこのやり方を行う場合があります）のときは A4 一枚程度に担当箇所の本文と訳文、気になった単語やフレーズ等をまとめて人数分コピーし配布してください。 

復習 期末レポートではかならず英文引用とその翻訳を行う箇所が含まれるので、重要とおもわれる箇所を復習しておくことが有益です。授業中にできるだけ不明点を質問し、明らかにして、重要

なところをメモするなどし、復習に役立ててください。 

５.教科書  配付資料（コピーライトに抵触しない内容・範囲の教材を Oh-o! Meiji にアップロードします） 

６.参考書  中村和恵編『世界中のアフリカへ行こう――「旅する文化」のガイドブック』岩波書店 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 オンライン授業視聴後にはコメントを提出してもらいます（レポート欄の設問に答えるかたちで書いてください）。毎回次週授業でフィードバック（全体向け）をし、レポートを紹介、他の履修生

の考えや試みを知ることで学ぶ場をつくります。個別向けには個々のレポートへのコメントによるフィードバックを行います。期末レポート提出後にも同様のかたちでフィードバックを行います。 

最後の授業でみなさんのレポートを共有し学べるようにするため、レポート締め切りを早めに設定しますので、注意してください。 

期末レポートは全員のものを紹介する予定です（みなさんが全員のレポートを読むことになります。名前は削除して提示します）。 

対面授業でも授業の終わりにコメント（リスポンスペーパー）を書く時間を設けます。コメント、質問の質量を平常点の評価対象とします。コメント、質問には翌週の授業でフィードバックをでき

るだけ行います。 
８.成績評価の方法 
授業中のパフォーマンス（毎回の予習程度、質問およびコメントペーパー、オンライン授業コメントの内容）60％ 期末レポート 40％ 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 西尾 洋子 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

William Shakespeare（1564－1616）の作品の中でも、最も人気が高くまた読みやすいもののひとつである『夏の夜の夢』A Midsummer Night's Dream

をとりあげる。初めてシェイクスピアの原文に接する受講生にも無理のないよう、Active かつ Dramatic なリーディングを助けるテキストを簡潔な

註に沿って丁寧に読み進め、詩的、劇的な効果を存分に味わいたい。芝居の台詞としての英語の音の響きも大切にしたいので、実際の上演舞台や映

画を DVDで視聴しながら、全体像を把握しつつ進める。英語の語感が深く豊かに養われることを目指す。 

恋愛喜劇の中に、祝祭性、民俗性、、幻想的な美しさ、超自然、人間の欲望、変容など様々な普遍的テーマや現代的な問題が織り込まれたこの作品

は音楽やバレエ、絵画等のモチーフにも広く取り上げられている。実際に劇場に足を運べないまでも、視聴覚教材を利用して「読む」という行為に

とどまらず、立体的に作品世界をとらえる機会を設けていく予定。また、関連した作品、例えば『ロミオとジュリエット』、法をテーマにした『ヴェ

ニスの商人』の一場面を抜き出して鑑賞したり読み比べたりする時間も持ちたい。 

 

 
２.授業内容 

（１）講義の概要と計画説明            

（２）（３）イントロダクション（作品の全体像） 

（４）（５）（６）Ａｃｔ１            

（７）Ａｃｔ１のまとめ               

（８）（９）（１０）Aｃｔ２           

（１１）Ａｃｔ２のまとめ            

（１２）（１３）Ａｃｔ３             

（１４）前期の総括、課題指示           

 

必然的に授業外で各自が通読してくることが求められる。精読のために取り上げる英文はその都度、教科書の中から選択、もしくは講師側で j準備

して配布する。必ず丹念に辞書を引いて読むこと。台詞としての英語のリズムやイントネーションにも配慮しながら、音読も実践していく。余地が

あれば新旧の批評も読みたい。 

 

 

３.履修上の注意 

出席重視。演習授業の利点をフル活用しましょう。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

劇作品をテンポよく味わうためにも予習は必須です。 

５.教科書 

William Shakespeare, Cambridge School Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream (Cambridge University Press, 2014)New Edition 

６.参考書 

授業時に詳しく紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 対面の授業内で直接、解答、解説、講評、返却等を行う。 

８.成績評価の方法 
学期末課題（50％）と平常点（50％）を総合評価。 

９.その他 
若きシェイクスピアの書いた瑞々しい喜劇『夏の夜の夢』を通して、格調高い英文に触れ、劇世界の魅力を探究して下さい。スリリングで様々な発

見に満ちた時間を作って行きましょう。 

＊当科目は「事前登録」となっており、履修希望者多数の場合は、抽選を行う。「事前登録」の詳細は、新年度配布の履修関係資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 西尾 洋子 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

William Shakespeare（1564－1616）の作品の中でも、最も人気が高くまた読みやすいもののひとつである『夏の夜の夢』A Midsummer Night's Dream

をとりあげる。初めてシェイクスピアの原文に接する受講生にも無理のないよう、Active かつ Dramatic なリーディングを助けるテキストを簡潔な

註に沿って丁寧に読み進め、詩的、劇的な効果を存分に味わいたい。芝居の台詞としての英語の音の響きも大切にしたいので、実際の上演舞台や映

画を DVDで視聴しながら、全体像を把握しつつ進める。英語の語感が深く豊かに養われることを目指す。 

恋愛喜劇の中に、祝祭性、民俗性、、幻想的な美しさ、超自然、人間の欲望、変容など様々な普遍的テーマや現代的な問題が織り込まれたこの作品

は音楽やバレエ、絵画等のモチーフにも広く取り上げられている。実際に劇場に足を運べないまでも、視聴覚教材を利用して「読む」という行為に

とどまらず、立体的に作品世界をとらえる機会を設けていく予定。また、関連した作品、例えば『ロミオとジュリエット』、法をテーマにした『ヴェ

ニスの商人』の一場面を抜き出して鑑賞したり読み比べたりする時間も持ちたい。 

 

 
２.授業内容 

(1)課題の受取、後期計画確認 

 (2)(3)(4)Ａｃｔ３ 

（5）Ａｃｔ３のまとめ 

（6)(7)(8)Aｃｔ４    

（9）Aｃｔ４のまとめ 

 (10)(11)(12)Ａｃｔ５ 

（13）Ａｃｔ５のまとめ 

 (14）後期の総括 

        

必然的に授業外で各自が通読してくることが求められる。精読のために取り上げる英文はその都度、教科書の中から選択、もしくは講師側で j準備

して配布する。必ず丹念に辞書を引いて読むこと。台詞としての英語のリズムやイントネーションにも配慮しながら、音読も実践していく。余地が

あれば新旧の批評も読みたい。 

 

 

３.履修上の注意 

出席重視。演習授業の利点をフルに活用しましょう。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

劇作品をテンポよく味わうためにも予習は必須です。 

５.教科書 

William Shakespeare, Cambridge School Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream (Cambridge University Press, 2014)New Edition 

６.参考書 

授業時に詳しく紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 対面の授業内で直接、解答、解説、講評、返却等を行う。 

８.成績評価の方法 
学期末課題（５０％）と平常点（５０％）を総合評価。 

９.その他 
『夏の夜の夢』の美しい韻文やユーモア溢れるテンポの良い会話文を通して、学年末には「シェイクスピアを原文で読み切った！」という達成感と

充実感を味わってもらいたいと思います。 

＊当科目は「事前登録」となっており、履修希望者多数の場合は、抽選を行う。「事前登録」の詳細は、新年度配布の履修関係資料で確認すること。 

203



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 西垣 学 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 アメリカ映画とその背景になっているアメリカの文化について理解を深め、併せてパワーポイントによるプレゼンテーションスキルも学ぶこと

が主な目標です。 

 

 課題の映画について自由に語り合うのが基本ですが、同時に映画の台詞を利用して英語の運用能力向上も図ります。具体的には引用可能なフレ

ーズ、あるいはよく引用されるフレーズ、たとえば 

 

"Frankly、 my dear、 I don’ｔ give a damn."（『風と共に去りぬ』） 

"I’ve got a very bad feeling about this."（『スター・ウォーズ』） 

"Life is like a box of chocolates."（『フォレスト・ガンプ』） 

 

など英語による表現を学びます。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第 2～14回：担当学生による発表と全員による意見交換。 

アメリカ映画におけるメタファー、キリスト、家族など、映画理解の基本となるテーマに沿った課題になる予定です。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 各自の研究発表やその後の意見交換など、授業への積極的な参加が求められます。英語の能力はほとんど必要ありませんが、映画が嫌いな学生、

授業に参加せずに単位だけ欲しい学生には向きません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 課題作品を見て、自分の感じたこと、考えたことをまとめる。 

５.教科書 

 なし 

６.参考書 

 参考サイト 

www.imdb.com 

https://www.allcinema.net/ 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間内にコメントします。 

８.成績評価の方法 
 平常点（授業への参加度 50％、授業への貢献度 50％）とにより評価します。人数的な制限のためにプレゼンテーションの機会が持てなかった受

講生はレポートによる評価となります。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 西垣 学 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 春学期と同様にアメリカ映画とその背景になっているアメリカの文化について理解を深め、併せてパワーポイントによるプレゼンテーションス

キルも学ぶことが主な目標です。 

 

 秋学期では「映画に描かれた弁護士像」を中心とした課題になります。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第 2～14回：担当学生による発表と全員による意見交換。 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 各自の研究発表やその後の意見交換など、授業への積極的な参加が求められます。英語の能力はほとんど必要ありませんが、映画が嫌いな学生、

授業に参加せずに単位だけ欲しい学生には向きません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 課題作品を見て、自分の感じたこと、考えたことをまとめる。 

５.教科書 

 なし 

６.参考書 

 参考サイト 

www.imdb.com 

https://www.allcinema.net/ 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間内にコメントします。 

８.成績評価の方法 
 平常点（授業への参加度 50％、授業への貢献度 30％）とレポート（20％）により評価します。人数的な制限によりプレゼンテーションの機会が

なかった受講生はレポートによる評価となります。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ ハミルトン，ロバート 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

There are many sources through which Japanese students can learn about mainstream cultural trends in Western countries. This course 

will focus on non-mainstream or marginalized groups. Instead of examining dominant culture and media from the U.S.A. and England, we 

will look at articles, T.V. programs and short stories from countries such as Canada, Ireland, Scotland, Australia and New Zealand. 

We will also look at cultural works produced by groups that are marginalized by race, religion or lifestyle. In this context we will 

read texts and watch films and T.V. programs produced by gays and lesbians, Muslims, Hindus, Inuit, Aboriginal Australians and others. 

We will discuss the position of these works within society, and the way that identities are created within a larger culture. 

２.授業内容 

第１回：Introductions: What is marginalization? 

第２回：Aspects of post-colonialism 

第３回：Ireland I: Ireland's colonial history 

第４回：Ireland II: Culture through resistance 

第５回：Problems with post-colonial studies 

第６回：Non-ethnic marginalization 

第７回：Muslims in America and Britain I 

第８回：Muslims in America and Britain II 

第９回：Reclaiming language/traditions                 

第 10回：Gay and Lesbian Culture in the West I 

第 11回：Gay and Lesbian Culture in the West II 

第 12回：Class and privilege 

第 13回：Final presentations and discussions I 

第 14回：Final presentations and discussions II 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This course will be conducted entirely in English. There will be readings or videos for various topics and then group discussions, 

presentations and debates. Students must be willing to speak about their own ideas and opinions. This means that much of the material 

needs to be studied before class so that discussion during class will progress smoothly. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Discussions and presentations are a key part of this class. Preparation is very important in order to make sure the classes run 

smoothly. 

５.教科書 

No textbook will be used, but there will be articles that students will need to download and read on a weekly basis. 

６.参考書 

Materials will be provided by the instructor. 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
Preparation for class/homework: 20% 

In-class discussions: 30％ 

Presentations: 30％ 

Written reports: 20% 

９.その他 
This class will be conducted entirely in English. Failure to make an effort to communicate in English will result in an absence. 

 

Failure to complete homework before class will result in an absence. 

 

Students are responsible for checking Oh-Meiji for information between classes. All information about homework and assignments will 

be posted there. Being absent from a class is not an excuse to arrive to class with unfinished homework. If a student is absent from 

a class and then arrives to the next class with incomplete homework、 that will count as two absences. 

 

Three absences will result in failure. 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ ハミルトン，ロバート 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

This is a continuation of English Seminar AI. In the first semester, we studied about various marginalized people. In the second 

semester, students will focus on marginalized groups that they had selected and researched over the summer break. 

２.授業内容 

第１回：Review of summer research 

第２回：Student-selected topic 

第３回：Student-selected topic 

第４回：Group organization 

第５回：Group 1 presentation 

第６回：Class discussion 

第７回：Group 2 presentation 

第８回：Class discussion 

第９回：Group 3 presentation                 

第 10回：Class discussion 

第 11回：Group 4 presentation 

第 12回：Class discussion 

第 13回：Peer editing reports 

第 14回：Final discussion 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This course will be conducted entirely in English. There will be readings or videos for various topics and then group discussions, 

presentations and debates. Students must be willing to speak about their own ideas and opinions. This means that much of the material 

needs to be studied before class so that discussion during class will progress smoothly. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students should have taken English Seminar AI in the first semester before taking this class. If you wish to take this class, but 

did not enroll in English Seminar AI, please contact the professor before the summer break. This way you can catch up on the reading 

and work on the summer homework. 

５.教科書 

No textbook will be used, but there will be articles that students will need to download and read on a weekly basis. 

６.参考書 

Materials will be provided by the instructor. 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
Preparation for class/homework: 20% 

In-class discussions: 30％ 

Presentations: 30％ 

Written reports: 20% 

９.その他 
This class will be conducted entirely in English. Failure to make an effort to communicate in English will result in an absence. 

 

Failure to complete homework before class will result in an absence. 

 

Students are responsible for checking Oh-Meiji for information between classes. All information about homework and assignments will 

be posted there. Being absent from a class is not an excuse to arrive to class with unfinished homework. If a student is absent from 

a class and then arrives to the next class with incomplete homework, that will count as two absences. 

 

Three absences will result in failure. 

207



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 堀田 秀吾 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の到達目標及びテーマ≫ 

この授業では、英語の法律関係の初歩的な文献を精読することにより、構文の読解力および専門用語の知識を高めることを目的とする。 

≪授業の概要≫ 

授業方法は、英米法の入門書レベルの文献を丁寧に精読形式で読んでいきます。その際に、文法事項のレビュー、専門用語の説明をできるだけ丁寧

にやっていくことで、専門書を読むための文法知識と語彙力を増強していきます。また、シャドウイングも適宜取り入れることにより、発音の練習

も行います。 

２.授業内容 

第１回：Orientation 

第２回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 23、 l.1-p.23、 l.17 

第３回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 23、 l.17-p.24、9 l.12 

第４回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 24、 l.12-p.24、 l.29 

第５回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 25、 l.1-p.25、 l.20 

第６回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 25、 l.21-p.26、 l.16 

第７回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 26、 l.17-p.27、 l.13 

第８回：Translation: Learning Differences between Japanese and English 

第９回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 27、 l.14-p.28、 l.5 

第 10回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 28、 l.6-p.28、 l.26 

第 11回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 28、 l.27-p.29、 l.19 

第 12回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 29、 l.20-p.30、 l.16 

第 13回：Chapter 2、 The Judicial System: p. 30、 l.17-p.31、 l.16 

第 14回：a：Chapter 2、 The Judicial System: p. 31、 l.17-p.32、 l.7 

    b：(Final Exam) 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

手抜きをせず、高い学習意欲を持って参加してくださる方、宿題をちゃんとやってくる方のみに受講していただきたいと思います。また、訳読も行

いますので、辞書を持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

指定された箇所をしっかりと予習してくること。単語テストに備えて、重要な単語、未知の単語の意味を調べて暗記してくること。 

５.教科書 

Farnsworth, E.A. An Introduction to The Legal System of the United States, 南雲堂 

６.参考書 

なし。 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
平常点（４割）、小テスト（３割）、宿題・課題、授業内での積極性（３割）などを総合的に評価。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 堀田 秀吾 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の到達目標及びテーマ≫ 

この授業では、英語の法律関係の初歩的な文献を精読することにより、構文の読解力および専門用語の知識を高めることを目的とする。 

≪授業の概要≫ 

授業方法は、英米法の入門書レベルの文献を丁寧に精読形式で読んでいきます。その際に、文法事項のレビュー、専門用語の説明をできるだけ丁寧

にやっていくことで、専門書を読むための文法知識と語彙力を増強していきます。また、シャドウイングも適宜取り入れることにより、発言の練習

も行います。 

２.授業内容 

第１回：Orientation 

第２回：Chapter 3 (p. 33、 l. 1- p. 33、 l. 21) 

第３回：Chapter 3 (p. 33、 l. 21 - p. 34、 l. 22) 

第４回：Chapter 3 (p. 34、 l. 22 - p. 35、 l. 18) 

第５回：Chapter 3 (p. 35、 l. 19 - p. 36、 l. 12) 

第６回：Chapter 3 (p. 36、 l. 13 - p. 37、 l. 5) 

第７回：Chapter 3 (p. 37、 l. 5 - p. 37、 l. 28) 

第８回：Chapter 3 (p. 38、 l. 1 – p. 38、 l. 22) 

第９回：Learning Differences between Japanese and English 

第 10回：Chapter 3 (p. 38、 l. 22 - p. 39、 l. 18) 

第 11回：Chapter 3 (p. 39、 l. 19 - p. 40、 l. 16) 

第 12回：Chapters 3 (p. 40、 l. 16 - p. 41、 l. 10) 

第 13回：Chapter 3 (p. 41、 l. 11 - p. 42、 l. 12) 

第 14回：a：Chapter 3 (p. 42、 l. 12- p. 43、 l. 12) 

    b：(Final Exam) 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

手抜きをせず、高い学習意欲を持って参加してくださる方のみに受講していただきたいと思います。辞書を持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

指定された箇所をしっかりと予習してくること。単語テストに備えて、重要な単語、未知の単語の意味を調べて暗記してくること。 

５.教科書 

E. Allan Farnsworth, An Introduction to the Legal System of the United States. 南雲堂 

６.参考書 

なし。 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
平常点（４割）、小テスト（３割）、宿題・課題、授業内での積極性（３割）などを総合的に評価。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ マリッカール，Ｆ．Ａ 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

The purpose of this course is to improve English communicative skills of the students, and develop their ability to think, ask 

questions and express their opinions. Students will increase their knowledge about controversial topics such as cloning technology, 

equal opportunity for men and women, children and television and so on. Students are exposed to different opinions on each issue and 

are encouraged to express their opinions as well. They will also be able to discuss these topics with their classmates and express 

their opinion. This course will also focus on strengthening their English abilities in the four skills: reading, writing, speaking 

and listening. 

２.授業内容 

第１回：Course Orientation and introductions. Guidelines for the classes, Discussion of the syllabus. 

第２回：Unit 1 Cell phones: Do we use them too much? Answering the before you read questions. Reading the passage 

          and answering the follow up questions. 

第３回：Unit 1 continued. Listening practice. Answering the pros and cons of using cell phones, discussion tactics. 

第４回：Unit 2 Freeters" Can people be satisfied with a freeter lifestyle in the long term? Answering the before you read questions. 

          Reading the passage and answering the follow up questions.  

第５回：Unit 2 continued Listening practice. Discussing the positive and negative aspects of freeters. Discussion tactics. 

第６回：Unit 3: The Olympic Games: Have they lost their meaning? Answering the before you read questions. Reading the Internet  

         discussion and essay on Olympic games, answering the follow up questions,  

第７回：Unit 3 continued listening practice, writing the reasons why Olympic Games have lost their meaning and reasons why they 

          have not lost their meaning. 

第８回：Unit 4: Marriage. Should people get married earlier? Discussing the before you read questions with your partner. Reading  

          article written by an expert on marriage trends. 

第９回：Unit 4 continued. Reading an opinion on marriage and answering the follow up questions. listening practice, completing  

          the table with pros and cons of getting married earlier, discussion tactics. 

第 10回：Unit 5: Smoking and drinking: Should we do more to stop people smoking and drinking? Answering the before you read 

          questions, reading the passage and answering the follow up questions. 

第 11回：Unit 5 continued. listening practice, discussing the reasons why we should do more to stop people smoking and drinking 

           and the reasons why we should not. 

第 12回：Unit 6: English Should everyone learn it? Answering the before you read questions. reading the passage on whether or not  

           everyone should learn English. 

第 13回：Unit 6 continued. listening practice, writing the pros and cons of everyone learning English, discussion tactics. 

第 14回：Final written examination and wrap up 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This class will be conducted in English and the students who wish to follow this class should be prepared to study in 

  English. If you have any questions, you are free to talk to the teacher in Japanese  before or after the class. 

  The class contents and pace will be adjusted depending on the progress of the class. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

      (1)  Textbook       

      (2)  An English - English Dictionary or electronic dictionary 

      (3)  A notebook not loose leaf   

      (4)  Word cards for studying new vocabulary 

５.教科書 

     Gillian Flaherty 

      Which side are you on? Forming views and opinion (New Edition) 

      Published by Seibido      ISBN 978 - 4 - 7919 - 6028 - 6       Price:  2100 yen 

６.参考書 

         To be announced by the teacher in class as and when necessary. 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 

           Active class participation                      - 20% 

           Homework and assignments                   - 20% 

           Class presentation                               - 20% 

           Final written examination                       - 40% 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ マリッカール，Ｆ．Ａ 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

In the second semester, students will develop what they have mastered in the first semester. They will continue to study different 

cultural issues to be able to conduct research and submit their findings in the form of a presentation at the end of the semester. 

２.授業内容 

第１回：Review of units covered in the first semester. Discussion of syllabus for the second semester 

第２回：Unit 7: Exercise Is it good for everyone? Answering the before you read questions. Reading the passage and answering 

         the follow up questions. 

第３回：Unit 7 continued. Listening practice. Discussing the positive and negative aspects of exercise. Discussion tactics. 

第４回：Unit 8: Divorce: Is it better than an unhappy marriage? Discussing and answering the before you read questions. 

         Reading the passage on the interview and web page and answering the questions. 

第５回：Unit 8 continued. Understanding the main ideas of the reading passage、 listening practice and completing the table on the 

         pros and cons of divorce. 

第６回：Watching a movie and students write a summary and express their opinion about the movie. 

第 7 回：Unit 9: Cars: Should we try to limit traffic in city centers? answering the before you read questions、 reading the passage  

          and understanding the main ideas.  

第８回：Unit 9 continued. Listening practice. Discuss the pros and cons of limiting traffic in city centers and write them、 discussion 

          tactics. 

第９回： Introduction to basic presentation techniques、 students practice these techniques in class. Students are 

          also guided to do research on social issues for their final presentation at the end of the semester. 

第 10回：Unit 10: Working parents: Should both parents work? Choosing the appropriate answer for the before you read questions. 

           Reading the passage and answering the follow up questions. 

第 11回：Students decide on the topic for their final presentation and write the outline to be checked by the teacher 

第 12回：Unit 11: Computers: Should we continue to develop computer technology? Answering the before you read questions. 

           Reading the passage and answer the follow up questions. 

第 13回：Unit 11 continued. Listening practice、 discussing the reasons why we should continue to develop computer technology 

          and reasons why we should not. 

第 14回：Wrap up and review、 final individual presentations 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Students who wish to follow this class should have sufficient proficiency to follow the course as it will be conducted in English.  

      The pace of the class will be adjusted depending on the level of the students， 

       If you have any questions,students are free to talk to the teacher before or after the class.  

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

To be announced on the first day of class. 

５.教科書 

     Gillian Flaherty 

      Which side are you on? Forming views and opinion (New Edition) 

      Published by Seibido 

    ISBN 978 - 4 - 7919 - 6028 - 6       Price:  2100 yen 

６.参考書 

    (1)  Textbook 

    (2) An English English Dictionary or an electronic dictionary 

    (3) Word cards for studying new vocabulary 
７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
Active class participation      - 20% 

        Homework and preparation     - 20% 

        Class Presentation               - 20% 

        Final written test                  - 40% 

９.その他 
To be announced on the first day of class. 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 山口 有実子 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 

英語コミュニケーションに役立つリスニング能力の向上を目的とします。  

 

アメリカの CNN ニュースを教材としたリスニング演習が中心ですが、授業の進行状況や受講者の興味関心に応じて、ニュース以外の映像や音声、

TOEIC 形式のリスニング問題などを用いた演習も取り入れていきます。 

 

ニュースについての意見交換、発表などのアクティビティを通して、グループワークやペアワークに積極的に取り組む態度やコミュニケーション

スキルの向上も目指します。 

 

【到達目標】 

 

（１）英語特有の強弱のリズムやイントネーションに慣れ、身近なニュースを英語で理解する力をつける。 

（２）ニュース英語の理解に役立つ英語表現を身につける。 

（３）英語で収集した情報について、自分の考えを発信する力をつける。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第３回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第４回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第５回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第６回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第７回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第８回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第９回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 10回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 11回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 12回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 13回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 14回：春学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

30 分以上の遅刻、早退、中座は欠席とみなします。 

遅刻３回で欠席１回とみなします。 

4 回以上欠席すると単位取得は難しくなります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

テキストの語彙を予習して授業に参加すること。復習としてストリーミング配信の映像を視聴して理解を深め、シャードーイング練習をして耳を

鍛えましょう。 

５.教科書 

English for the Global Age with CNN 2022 Vol. 24 <CNN ビデオで見る世界のニュース(24)>（朝日出版社） 

６.参考書 

特に定めない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内でフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
平常点(授業中の演習や宿題への取り組み) 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 山口 有実子 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 

英語コミュニケーションに役立つリスニング能力の向上を目的とします。  

 

外国語として英語を学んでいる学習者にも親しみやすい身近なニュース素材を教材としたリスニング演習が中心ですが、授業の進行状況や受講者

の興味関心に応じて、ニュース以外の映像や音声、TOEIC形式のリスニング問題などを用いた演習も取り入れていきます。 

 

英語での意見交換、発表などのアクティビティを通して、英語を使ったグループワークやペアワークに積極的に取り組む態度やコミュニケーショ

ンスキルの向上も目指します。 

 

【到達目標】 

 

（１）英語特有の強弱のリズムやイントネーションに慣れ、身近なニュースを英語で理解する力をつける。 

（２）ニュース英語の理解に役立つ英語表現を身につける。 

（３）英語で収集した情報について、自分の考えを発信する力をつける。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第３回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第４回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第５回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第６回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第７回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第８回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第９回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 10回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 11回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 12回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 13回：ニュース映像を用いたリスニング演習等 

第 14回：春学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

30 分以上の遅刻、早退、中座は欠席とみなします。 

遅刻３回で欠席１回とみなします。 

4 回以上欠席すると単位取得は難しくなります。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

テキストの語彙を予習して授業に参加すること。復習としてストリーミング配信の映像を視聴して理解を深め、シャードーイング練習をして耳を

鍛えましょう。 

５.教科書 

English for the Global Age with CNN 2023 Vol. 24 <CNN ビデオで見る世界のニュース(24)>（朝日出版社） 

６.参考書 

特に定めない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内でフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
平常点(授業中の演習や宿題への取り組み) 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ ランバッカー 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

"授業の到達目標及びテーマ" 

このセミナーは、日米の社会と文化に対する学生の理解を深めることに重点を置いています。両国のスポーツ、ファッション、食、映画、音楽、政

治、ビジネス、テクノロジーのトピックや問題を検討することで、現代のアメリカ社会と文化の本質的な側面に焦点を当てます。また、アメリカと

日本の文化の影響がどのように世界的な次元に達しているかについても考察する。前期はアメリカの社会と文化に重点を置き、後期は日本文化のト

ピックを紹介し、異文化コミュニケーションに重点を置く。 

 

"授業の概要" 

このコースを通して、学生は、自分の考えや意見を述べたり、宿題や教室での活動を通して、話す、聞く、読む、書く、語彙などの基礎的な英語力

を向上させるなど、アメリカと日本の文化に関する重要な話題や問題を理解する力を養う。 

２.授業内容 

第 1 回：コース紹介 

第 2 回：アメリカの音楽 

第 3 回： 〃 

第 4 回：アメリカ映画  

第 5 回： 〃 

第 6 回：アメリカンフード 

第 7 回：〃 

第 8 回：アメリカンスポーツ 

第 9 回：アメリカンファッション 

第 10回：アメリカンビジネス 

第 11回： 〃 

第 12回：アメリカの技術 

第 13回： 〃 

第 14回：最終プレゼンテーション 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

学習意欲を持ち、積極的に参加することが望まれます。授業への参加は本コースに不可欠な要素であり、学生の最終成績に含まれる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

学生は、毎週の宿題を読み、書き、復習する。 

５.教科書 

教科書：（未定） 

Quizlet：（オンライン単語学習プログラム） 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 すべての課題は、タイムリーに採点され、学生に返却されます。 

８.成績評価の方法 
（１）宿題と教室での課題：(30%) 

（２）期末発表：(40%) 

（３）レポート：(30%) 

 

授業への参加と出席も最終成績に重要な役割を果たします。  

5 回以上の無断欠席がある場合は、単位を取得することができません。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ ランバッカー 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

このセミナーは、日米の社会と文化に対する理解を深めることに重点を置いています。スポーツ、ファッション、食、映画、音楽、政治、ビジネス、

テクノロジーなど、両国に関連するトピックや問題を検討することで、現代のアメリカ社会と文化の本質的な側面に焦点を当てます。また、アメリ

カと日本の文化の影響がどのように世界的な次元に達しているのかにも注目する。前期はアメリカの社会と文化に重点を置き、後期は日本文化のト

ピックを紹介し、異文化コミュニケーションに焦点を当てます。 

 

このコースを通して、学生は自分の考えや意見を述べたり、宿題や教室での活動を通して、話す、聞く、読む、書く、語彙などの基礎的な英語力を

向上させるなど、アメリカや日本の文化に関する重要な話題や問題を理解する能力を養うことができる。 

２.授業内容 

第 1 回：コース紹介 

第 2 回：パーソナルスペース 

第 3 回：日本食レストランの文化 

第 4 回：日本食 

第 5 回：日本の若者サブカルチャー 

第 6 回：ジャパン・ファッション 

第 7 回：塾の文化と海外留学 

第 8 回：日本の犯罪率の低さ 

第 9 回：公共の場での携帯電話のマナーについて 

第 10回：ロボティクス・AI 研究 

第 11回：マンガ 

第 12回：カラオケ 

第 13回：ジャパニーズガーデンズ 

第 14回：最終発表会、 コースレビュー 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

学習意欲を持ち、積極的に参加することが望まれます。授業への参加は本コースに不可欠な要素であり、学生の最終成績に含まれる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

学生は、毎週の宿題を読み、書き、復習する。 

５.教科書 

Hot Topics Japan、 Compass Publishing 

 

Quizlet: Learning tool & flashcards、 https://quizlet.com 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 すべての課題は、タイムリーに採点され、学生に返却されます。 

８.成績評価の方法 
（１）宿題と教室での課題：(30%) 

（２）期末発表：(40%) 

（３）レポート：(30%) 

 

また、授業への参加も最終成績に重要な役割を果たします。  

5 回以上の無断欠席がある場合は、単位を取得できません。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ ウェブスター，ダニエル 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要： 

ミッチ・アルボムのノンフィクション、"Tuesdays with Morrie" をテキストに、英語でのディスカッションなどをとおして、「生きる事の意味」を

考える授業にしたいと思います。 

 

"Tuesdays with Morrie" は、著者ミッチ・アルボムが、学生時代の彼の社会学の先生であり現在は筋萎縮性側索硬化症の為余命幾ばくもないモリ

−・シュワルツ教授と再会し、日々死に近付いていく恩師との「最後の授業」をとおして、自分の人生を見つめなおした体験を書いたノンフィクショ

ンです。 この本は、アメリカではベストセラーとなっており、比較的平易な英語で書かれています。また、現代社会の問題点が取り上げられてい

るので、法学部の学生には特に興味が持てる内容ではないかと思います。 

 

到達目標：各自の英語を話す力、聞く力、書く力、及び読む力を伸ばす。 
２.授業内容 

Spring Semester 

 

第１回：Introduction to the course. Students’ Self-introductions. Homework: Assignment #1; reading and preparing for Discussion 

Question # 1. 

第２回：Assignment # 1 done in class. Homework: Assignment #2; reading and preparing for Discussion Question # 2. 

第３回：Assignment # 2 done in class. Homework: Assignment #3; reading and preparing for Discussion Question # 3. 

第４回：Assignment # 3 done in class. Homework: Assignment #4; reading and preparing for Discussion Question # 4. 

第５回：Assignment # 4 done in class. Homework: Assignment #5; reading and preparing for Discussion Question # 5. 

第６回：Assignment # 5 done in class. Homework: Assignment #6; reading and preparing for Discussion Question # 6. 

第７回：Assignment # 6 done in class. Homework: Assignment #7; reading and preparing for Discussion Question # 7. 

第８回：Assignment # 7 done in class. Homework: Assignment #8; reading and preparing for Discussion Question # 8. 

第９回：Assignment # 8 done in class. Homework: Assignment #9; reading and preparing for Discussion Question # 9. 

第 10回：Assignment # 9 done in class. Homework: Assignment #10; reading and preparing for Discussion Question # 10. 

第 11回：Assignment # 10 done in class. Homework: Assignment #11; reading and preparing for Discussion Question # 11. 

第 12回：Assignment # 11 done in class. Homework: Assignment # 12; reading and preparing for Discussion Question # 12. 

第 13回：Assignment # 12 done in class. Homework: Assignment #13; reading and preparing for Discussion Question # 13. 

第 14回：Assignment # 13 done in class. Wrap-up. 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

英語を書く事および英語でのディスカッションへの積極的な参加を要求しますので、そのつもりで履修してください。 

 

良い英和／和英辞書をもって授業に参加してください。 

 

授業はすべて英語で行います。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回授業に来る前にテキストを何ページか読んでくるよう宿題を出します。 

５.教科書 

『Tuesdays with Morrie』ペーパーバック版   Mitch Albom 著 (Broadway 出版 ISBN: 978-0-7679-0592-3 ) 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中にフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
平常点（毎週使用するクエスチョンシートへの回答）５０％ 

授業でのディスカッションへの参加度 ５０％ 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ ウェブスター，ダニエル 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要： 

 

(秋学期から履修の学生へ： テキストの５５ページまで読んでから、参加してください。) 

 

ミッチ・アルボムのノンフィクション、"Tuesdays with Morrie" をテキストに、英語でのディスカッションなどをとおして、「生きる事の意味」を

考える授業にしたいと思います。 

 

"Tuesdays with Morrie" は、著者ミッチ・アルボムが、学生時代の彼の社会学の先生であり現在は筋萎縮性側索硬化症の為余命幾ばくもないモリ

−・シュワルツ教授と再会し、日々死に近付いていく恩師との「最後の授業」をとおして、自分の人生を見つめなおした体験を書いたノンフィクショ

ンです。 この本は、アメリカではベストセラーとなっており、比較的平易な英語で書かれています。また、現代社会の問題点が取り上げられてい

るので、法学部の学生には特に興味が持てる内容ではないかと思います。 

 

到達目標：各自の英語を話す力、聞く力、書く力、及び読む力を伸ばす。 

 
２.授業内容 

Fall Semester 

 

第１回：Introduction to the course, and student self-introductions. Assignment #14 for the next week. 

第２回：Assignment # 14 done in class. Homework: Assignment # 15; reading and preparing for Discussion Question # 15.. 

第３回：Assignment # 15 done in class. Homework: Assignment #16; reading and preparing for Discussion Question # 16. 

第４回：Assignment # 16 done in class. Homework: Assignment #17; reading and preparing for Discussion Question # 17. 

第５回：Assignment # 17 done in class. Homework: Assignment #18; reading and preparing for Discussion Question # 18. 

第６回：Assignment # 18 done in class. Homework: Assignment #19; reading and preparing for Discussion Question # 19. 

第７回：Assignment # 19 done in class. Homework: Assignment # 20; reading and preparing for Discussion Question # 20. 

第８回：Assignment # 20 done in class. Homework: Assignment # 21; reading and preparing for Discussion Question # 21. 

第９回：Assignment # 21 done in class. Homework: Assignment #22; reading and preparing for Discussion Question # 22 

第 10回：Assignment # 22 done in class. Homework: Assignment # 23; reading and preparing for Discussion Question # 23. 

第 11回：Assignment # 23 done in class. Homework: Assignment # 24; reading and preparing for Discussion Question # 24. 

第 12回：Assignment # 24 done in class. Homework: Assignment # 25; reading and preparing for Discussion Question # 25 

第 13回：Assignment # 25 done in class. Homework: Assignment # 26; reading and preparing for Discussion Question # 26 

第 14回：Assignment # 26 done in class. Wrap-up. 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

英語を書く事および英語でのディスカッションへの積極的な参加を要求しますので、そのつもりで履修してください。 

 

良い英和／和英辞書をもって授業に参加してください。 

 

授業はすべて英語で行います。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回授業に来る前にテキストを何ページか読んでくるよう宿題を出します。 

 

５.教科書 

『Tuesdays with Morrie』ペーパーバック版   Mitch Albom 著 (Broadway 出版 ISBN: 978-0-7679-0592-3 ) 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中にフィードバックをします。 

８.成績評価の方法 
平常点（毎週使用するクエスチョンシートへの回答）５０％ 

授業でのディスカッションへの参加度 ５０％ 

 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 斎藤 英治 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 ニューヨークのブロードウェイは、アメリカの演劇およびミュージカルのメッカとして、数多くの名作を生み出してきました。一方、ハリウッド

は、アメリカ映画の代名詞にもなっているように、大量の娯楽映画を送り出し、世界の映画ファンのハートをつかんできました。 

 この講義では、そのアメリカの２つの文化の融合である「ミュージカル映画」の秀作を通して、アメリカ社会の変化を学んでいきます。 

 有名なミュージカル映画を取りあげ、英語のテキストを読みながら、その背景となったアメリカの歴史や社会的背景を学んでいきます。教科書は

かなり歯ごたえのある文章で書かれているので、質の高い英語表現を読みこなす読解力を身につけるのが到達目標の一つです。また、英語で感想を

書くことによって、ライティング力を高めることも目標です。 

２.授業内容 

第１回：はじめに 

第２回：ブロードウェイの歴史 

第３回：『ウェスト・サイド物語』と『ロミオとジュリエット』ハリウッドの歴史 

第４回：『ウェスト・サイド物語』と人種問題 

第５回：『ウェスト・サイド物語』と『ウェスト・サイド・ストーリー』（リメイク） 

第６回：『コーラスライン』と 1970 年代 

第７回：『コーラスライン』とニューヨーク 

第８回：『コーラスライン』とオーディション 

第９回：ブロードウェイとオフ・ブロードウェイ 

第 10回：ニューヨークを舞台にしたミュージカル 

第 11回：『レント』とジェンダーの問題 

第 12回：『レント』とジェントリフィケーションの時代 

第 13回：英作文 

第 14回：a：まとめ b：試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 授業では、英語で作文を書いてもらうことがあります。また、テキストの予習や、言及した作品や文献をみずから調べることが必要になるでしょ

う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業で言及した文献や映画や舞台について、あらかじめ（または後で）図書館や AVライブラリー等を利用してチェックすること。 

５.教科書 

 Philip Zitwits 著、 The Spirit of Broadway、 The Spirit of America（英宝社）と、こちらで用意する英文・和文のプリントを併用する予定

ですが、詳しくは最初の授業で指示します。 

６.参考書 

 高良結香『ブロードウェイ 夢と戦いの日々』（ランダムハウス 講談社）、小山内伸『ミュージカル史』（中央公論新社）。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  ミュージカル（映画）については、提出してもらう簡易レポート全体に関して、レポートの書き方の基本や、インターネット情報を使う際の注意

を、教室で示唆していきます。また、希望があれば、個別に添削も可能です。期末試験については、メールで問い合わせてもらえれば返信します。 

８.成績評価の方法 
 平常点が 45 パーセント、試験（または課題）が 55 パーセントの予定ですが、授業の内容によっては比率が変わってくるので、確認してくださ

い。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 斎藤 英治 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 ニューヨークのブロードウェイは、アメリカの演劇およびミュージカルのメッカとして、数多くの名作を生み出してきました。一方、ハリウッド

は、アメリカ映画の代名詞にもなっているように、大量の娯楽映画を送り出し、世界の映画ファンのハートをつかんできました。 

 この講義では、そのアメリカの２つの文化の融合である「ミュージカル映画」の秀作を通して、アメリカ社会の変化を学んでいきます。 

 秋学期の授業では、現代のニューヨークを舞台にしたシリアスなミュージカルを中心に学びます。それを通じてアメリカ社会の変化と現代の若

者像に焦点を当てます。また、『ライオンキング』等のディズニーによるブロードウェイ進出の功罪についても、ディスカッションしていければと考

えています。さらに、作品の感想を英語で書く訓練をすることで、ライティング能力を高めることも目標の一つです。 

２.授業内容 

第１回：はじめに 

第２回：ミュージカル映画とオフ・ブロードウェイ 

第３回：『キャッツ』と人間社会の寓話 

第４回：『キャッツ』とコスチューム・ミュージカル 

第５回：ミュージカル『レ・ミゼラブル』の複雑な成立事情 

第６回：『レ・ミゼラブル』における法と正義 

第７回：『レ・ミゼラブル』と格差社会の寓話 

第８回：『レ・ミゼラブル』と「夢破られて」「民衆の歌」 

第９回：『ライオンキング』 

第 10回：『ライオンキング』と野心的ミュージカル 

第 11回：『ライオンキング』とディズニーの功罪 

第 12回：ミュージカル映画の古典～『雨に唄えば』 

第 13回：英作文 

第 14回：a：まとめ b：試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 授業では、英語で作文を書いてもらうことがあります。また、テキストの予習や、言及した作品や文献をみずから調べることが必要になるでしょ

う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業で言及した文献や映画や舞台について、あらかじめ（または後で）図書館や AVライブラリー等を利用してチェックすること。 

５.教科書 

 Philip Zitwits 著、 The Spirit of Broadway、 The Spirit of America（英宝社）と、こちらで用意する英文・和文のプリントを併用する予定

ですが、詳しくは最初の授業で指示します。 

６.参考書 

 小山内伸『ミュージカル史』（中央公論新社）、小山内伸『進化するミュージカル』（論創社）他。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  ミュージカルに関する簡易レポートをめぐって、レポートを書く気本や、インターネットの情報を利用する際の注意点などを、教室で指導しま

す。また、期末試験に関しては、メールで疑問点や質問をもらえれば、個別にお答えしていきます。 

８.成績評価の方法 
 平常点が 45 パーセント、試験（または課題）が 55 パーセントの予定ですが、授業の内容によっては比率が変わってくるので、確認してくださ

い。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 辻岡 宏子 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

身近なテーマを通して、バランスの取れた４技能の向上を目指すクラスです。 

グループワークを中心に、アカデミックな言語とスキルを身につけることを目標として、クリティカルシンキングやプレゼンテーション等に取り

組みます。 

毎回課される課題により、ストラテジーなど学習したスキルの定着をはかります。 

 

 

 

 

２.授業内容 

第１回：Electronic devices 

第２回：Health and fitness 

第３回：On the phone 

第４回：Household chores 

第５回：Environmental protection 

第６回：Mid-term 

第７回：Bargaining for fun 

第８回：Culture shock 

第９回：School activities 

第 10回：Asking for directions 

第 11回：Touring spots 

第 12回：Studying abroad 

第 13回：Final  

第 14回：Review 

 

＊第 3、7、8、9、10、11回はオンデマンド、それ以外は対面授業の予定 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎週、課題が課されます。 

毎回、デバイス（スマートフォン、PC、タブレット等）を持参してください。 

 

授業に出席しない場合は理由にかかわらず欠席とします。 

30 分以上の遅刻は欠席扱いです。 

4 回以上欠席すると単位取得は難しくなります。 

 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

次回の学習テーマについて身の回りの事柄と関連付けられるようニュース等に注意を払う。 

授業で学習した表現や論理構成を宿題や発表の際に使用する。 

５.教科書 

Live Escalate 3 Summit, (Kadoyama, 2022,Seibido) 

６.参考書 

特に定めない 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 クラスウエブの機能を活用し、授業時間内及び授業終了後に課題や質疑の内容を共有し、クラス内で意見交換の場を設けます。 

授業用メールアドレスを公開し、個別の質疑や相談に対応します。 

 

 

８.成績評価の方法 
平常点（試験、プレゼンテーション、課題、授業・グループへの貢献度等） 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 辻岡 宏子 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

様々なトピックを通して、クリティカルシンキングにつながる高度なリーディング力を養うクラスです。 

オンライン課題を用いて効率的な学習を進め、受動的スキルだけでなく、社会の様々なコミュニケーションの場において必要となるプレゼンテー

ション、ディスカッション、ライティングなどの能動的スキルの向上も目指します。 

グループワーク、ペアワーク中心の授業です。 

毎回課される課題により、ストラテジーなど学習したスキルの定着をはかります。 

２.授業内容 

第１回：Introduction、 Marketing 1 

第２回：Marketing 2 

第３回：Psychology 1 

第４回：Psychology 2 

第５回：Technology 

第６回：Mid-term 

第７回：Business 1 

第８回：Business 2 

第９回：Brain Science 1 

第 10回：Brain Science 2 

第 11回：Environmental Science  

第 12回：Public Health 

第 13回：Final 

第 14回：Review 

 

＊第 5、7、8、9、10、11回はオンデマンド、それ以外は対面授業の予定 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

毎週、課題が課されます。 

毎回、デバイス（スマートフォン、PC、タブレット等）を持参してください。 

 

授業に出席しない場合は理由にかかわらず欠席とします。 

30 分以上の遅刻は欠席扱いです。 

4 回以上欠席すると単位取得は難しくなります。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

次回の学習テーマについて身の回りの事柄と関連付けられるようニュース等に注意を払う。 

授業で学習した表現や論理構成を宿題や発表の際に使用する。 

５.教科書 

Skills for Success 2: Reading and Writing 

６.参考書 

特に定めない 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 クラスウエブの機能を活用し、授業時間内及び授業終了後に課題や質疑の内容を共有し、クラス内で意見交換の場を設けます。 

授業用メールアドレスを公開し、個別の質疑や相談に対応します。 

 

８.成績評価の方法 
平常点（試験、プレゼンテーション、課題、授業・グループへの貢献度等） 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 中林 正身 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

著名な文学作品、特にイギリス文学作品を紹介していきたいと考える。ひとつの作品全体の筋を紹介するのではなく、個々の作品の胆となる箇所に

注目して、該当する箇所を実際に読んだり、観たりして、自分がそこから何を感じるのか（または感じないのか）を実体験してもらいたい。授業で

は翻訳を主に使うものの、必ず原書（英訳本）にも触れてもらう。大学という場所では昔から外国小説は原語で読むことになっているからであるし、

翻訳では原文のもつニュアンスが失われてしまい、文体や語彙の感触も消滅して粗筋だけが残ることになってしまう。これでは大学の授業で文学に

触れる意味がなくなってしまうのである。文学作品を観劇する、あるいは読書するという行為を通して現代を生き抜いていく強かさ、そしてそれだ

けでなく柔軟性をも身につけてほしいと思っている。  

 

【授業の到達目標】 

学生が主体的に、身の回りにある文学作品に手を伸ばすようになることを目標とする。次には、その文学作品を読んで何を感じたり、何をどのよう

に考えたりするのか、あるいはわからないことや掴み切れないことを、自分の言葉で他者に通じるように話ができる、あるいは文章に書きだすこと

ができるようになることを目指す。そして、読書という行為のなかに面白さや有益性を見出し、それをこれから一生つづけていくような人間になる

ことを志向する。 

加えて、架空の世界のなかの登場人物と現実世界を生きている自分たちがけっして無縁ではないこと、彼らの生き方を手本として私たちは生きる

知恵を得ることができることを経験する。このことによって、社会で通用するような教養を身につけることを目指す。 
２.授業内容 

第１回： 授業運用についての説明 

第２回： 『ロミオとジュリエット』を観て「純愛」について考える 

第３回： 『リア王』を観て「老い」について考える 

第４回： 『オセロ』を観て「コンプレックス」について考える 

第５回： 『オセロ』を観て「嫉妬」について考える 

第６回： 『ヴェニスの商人』を観て「法と情緒」について考える 

第７回： 『ハムレット』を観て「迷い」について考える 

第８回： 小説に触れる――登場人物の内面描写について考える 

第９回： 小説に触れる――登場人物の内面について考える ２ 

第１０回： 『マクベス』と『コリオレイナス』を観て妻と夫、母親と息子について考える 

第１１回： 『十二夜』と『夏の夜の夢』を観て「喜劇的要素」について考える 

第１２回： 皆さんの読書について考えてみる １ 

第１３回： 皆さんの読書について考えてみる ２ 

第１４回： 授業全体のふりかえり 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

自主的にしっかりと、几帳面に授業に参加して欲しい。遅刻することなく出席するという学生としての当然の義務を果たしてもらいたい。語学の授

業なので、出席の返事だけしてあとはずっと座っていればいいという授業には決してならないし、問いに対する回答がない場合には欠席と見做すこ

ともある。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教材は予め配布するので、自分なりの予習をすること。そして、授業中に理解できないことがあれば復習をして、それでも足りなければ授業中に担

当教員に質問をすること。 

予習としては、授業で扱う作品をシラバスで明記しているので、その作品を翻訳で構わないので読んでおくこと。復習としては、授業で扱わなかっ

た部分が必ずあるので、その作品を丸ごと自分で読むこと。 

５.教科書 

配布する動画資料やプリントを使用する。 

６.参考書 

必要に応じて紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 時間の許す限りは授業時間内にフィードバックをしたいと考えますが、それができない場合には、LMS を使って行いたいと思います。いずれにせ

よ、皆さんに提出してもらいっぱなしということにはしないように気をつけるつもりです。 

８.成績評価の方法 
授業への参加態度、提出課題の出来不出来等を総合的に判断して成績を出す。 

９.その他 
特になし。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 中林 正身 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 法学部の学生なら「チャタレー裁判」を耳にしたことがあると思う。このクラスでは、この裁判で取り上げられた翻訳の原著を読んで、ひとつの

解釈を作り出すことを目標とする。文学作品を読んで、そこからどんなことが読み取れるか、どのような解釈が可能か、ということに取り組んでも

らいたい。評論文ではないし学術論文でもないので、いわゆる「行間」を埋めていくのは我々読者の仕事である。このようなことに興味があれば、

積極的に履修して授業に参加してもらいたい。ただし「猥褻文学」というレッテルを貼られるくらいなので、描写的にはその範疇に入るものが多々

あることを覚悟してもらいたい。 

 シモーヌ・ド・ボーヴォワールやケイト・ミレットによるこの作品の解釈は果たして我々に納得し得るものなのか？ それを自分たちでその作品

を読んで各自確かめてもらいたい。 

 長編小説をテキストに使うので、特徴的な場面を便宜的に切り取り解説しながら授業を進めていく。しかし、演習形式で授業は進められるので、

授業までにテキストを読んで（予習して）、自分なりの考えを発表することが求められる。 

 自分たちで実際に Lady Chatterley's Lover を読んでみて、自分たちなりの説得力のある解釈を構築することが、この授業の到達目標である。

特化した授業となるが、D. H. ロレンスの『チャタレー夫人の恋人』と、この小説をもとに作られた映画を分析していく。漫然とではなく、文学作

品を研究して解釈するのだという目的意識を明確にもちながら小説と向き合って、その結果としてその特徴を第三者に自分の言葉で説明できるくら

いに深く読み込んで、とことん考えることを目指す。 
２.授業内容 

第１回：作家ロレンスと、この作品が生まれた背景について 

第２回：Lady Chatterley's Lover と『チャタレー夫人の恋人』についての紹介 

第３回：第１章を理解する 

第４回：The Washing Scene を考察する １ 

第５回：The Washing Scene を考察する ２ 

第６回：「第 1 回目」の場面を考察する １ 

第７回：「第 1 回目」の場面を考察する ２ 

第８回：The Marehay Episodeを考察する １ 

第９回：The Marehay Episodeを考察する ２ 

第 10回：メラーズの独白を考える 

第 11回：コニーは何を認識したのか？ 

第 12回：第 3 稿を、第 1稿と第 2 稿と比べてみる 

第 13回：原作と映像化された作品について考察する 

第 14回：授業全体のふりかえり 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業で使用するテキストは、授業運営上の配慮から同一の版のものとする。したがって、学生の皆さんには決まった版のテキスト以外は購入しない

でもらいたい。版が異なるとページ番号などが違うので、指定の箇所をテキストのなかで探すのに要らぬ苦労をすることになる。履修を決定した人

は、各書店の洋書売り場へ足を運ぶかアマゾンなどを利用して各自で購入してください。この方法が最も早くて安いです。入手までに時間がかかる

ことから、通常のテキストのような書店を通しての一括購入はしません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

次回で取り扱う箇所を指定するので事前に翻訳を援用しても構わないので、原書の当該箇所を読んでおく。 

【復習すべき内容】 

授業で扱った箇所について、他の研究論文などを調べて自分の言葉による意見をまとめておく。 

この作業に真摯な態度で取り組むならば、各回の予習・復習にかける時間は 60分から 90分くらいになると想定されます。 

５.教科書 

D. H. Lawrence、 Lady Chatterley's Lover を使用するが、必ず指定された版を購入してください。最初の授業時に詳細に説明します。 

６.参考書 

英米文化学会編、『英米文学にみる検閲と発禁』（彩流社、２０１６）。 

Masami Nakabayashi、 The Rhetoric of the Unselfconscious in D. H. Lawrence (University Press of America、 2011)。 

Lady Chatterley's Lover の日本語訳（新潮文庫、ちくま文庫、光文社文庫） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 時間の許す限りは授業時間内にフィードバックをしたいと考えますが、それができない場合には、LMS を使って行いたいと思います。いずれにせ

よ、皆さんに提出してもらいっぱなしということにはしないように気をつけるつもりです。 

８.成績評価の方法 
授業への参加度で評価します。授業にきちんと参加して、問われたら確実に自分の意見を述べるかどうか。そして、テキストを利用しての自分の意

見の構築がうまく機能しているかどうかを判断します。また、授業中に行う確認テストおよび学期末試験等の点数をもって成績を評価します。 

９.その他 
毎回の授業において学生の皆さんの意見の表明が求められることを覚悟してください。黙っていたり、「分かりません」などと答えてばかりいると

「平常点」がまったく考慮されなくなります。教室に来て座っているだけでは「参加している」とは見做しません。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅠ 中村 和恵 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業概要  ある作家の自伝を一冊、1 年で読み切るクラスです。びっくりするほど率直に人種、家族、愛情、生き方について語り、考える女性の、驚きの人生を追いかけながら、英語読解力、そ

して社会と個人の困難に向き合う力をつけましょう。文学者の文章なので口語的表現や独特な言葉使いがありますが、自分に起きたことを平易に語る文体なので読みやすいです。3、4 年生を対象に

した English Seminar A クラスをどのようなやりかたで成立させるか？ と考えつづけてきましたが今学期はこれでいくことにしました。 

3、4 年生は就職活動で授業を休むという方が多い（これは日本の大学と企業が一緒に解決しなくてはならない問題です）。そんな中、オンライン授業をうまく利用しながら、第一回目の授業内容に

詳述する方法で一冊の本を読み切ります。＊14 回の内 4 回を目安にオンライン（オンデマンド型）授業をとりいれる予定です。授業お知らせやシラバスのスケジュールに注意。 

到達目標  一冊の英語著書を自力で読み切ることで英語を読む力を維持・増強し、複雑な背景をもつ著者が経験し真剣かつユーモラスに語る人種や国境、家族に関する困難を理解し考察すること

で現代社会の諸問題に当事者として向き合う強さと柔軟性を学び、クリティカルな読解力を総合的に身につける。 

２.授業内容 

第１回目： この授業の方法説明と作家紹介、最初の数頁を読んでみる（～p.6 l.18）。毎回の授業構成は以下の通り。 

「予習内容の要約テスト！」指定された予習箇所(10 頁程度）になにが書いてあったか、毎回の授業の始めに簡単にまとめを書いてもらいます。 

＊対面授業に参加できないときは、レポート欄に「予習要約」を提出してもらいます。 

わからなかったところは「ここがわからない」と書けばよいのです！ できることをできるだけやろう。 

「授業で予習個所を精読、解説を聞き質疑とディスカッション」作家がなにを語ろうとしているのか、読み手はそれをどう受けとるのか、質疑応答やディスカッションをまじえて考える。社会背景

等についてミニ講義や映像資料による説明を適宜加える。 

「オンライン授業で速読」 この授業はオンデマンド型オンライン（動画配信）授業を４回程度とりいれて行います。 

オンライン授業予定の回は授業内容欄に記載しています（変更の可能性あり、授業中の連絡に注意）。 

オンライン授業では担当教員がスピード感をもってテキストを読み、解説し、講義していきます。 

一緒に速読し、わからない表現があったら急いでメモ、あとで辞書等で調べて、授業時間内にたくさん読む！ 

＊動画視聴後にレポート欄記載の設問解答・視聴コメントを提出することで平常点の評価対象となります。 

第二回目以降は各回のおよそのページ割です（ハードバック版での紹介。実際の授業の頁とは異なるとおもわれるので、あくまで参考のために提示。実際の毎回の量は受講生の理解度や人数をみて

開始後に調節します）。 

第 2 回目： 予習テスト 1、予習箇所解説、映像等紹介（～p.13）   第 3 回目： 予習テスト 2、予習箇所解説、映像等紹介（p.14～p.25 l.7） 

第 4 回目： 予習テスト 3、予習箇所解説、映像等紹介（p.25 l.8～p.34） 

第 5 回目： オンライン授業（動画配信、視聴後に解答・コメント提出）（p.35～p.48） 

第 6 回目： 予習テスト 4、予習箇所解説、映像等紹介（p.49～p.58）   第 7 回目： 予習テスト 5、予習箇所解説、映像等紹介（p.59～p.68 l.15） 

第 8 回目： オンライン授業（動画配信、視聴後に解答・コメント提出）（p.68 l.16～p.80 l.4） 

第 9 回目： 予習テスト 6、予習箇所解説、映像等紹介（p.80 l.5～p.90）   第 10回目： 予習テスト 7、予習箇所解説、映像等紹介（p.91～p.100） 

第 11 回目： オンライン授業（動画配信、視聴後に解答・コメント提出）（p.101～p.113） 

第 12 回目： 予習テスト 8、予習箇所解説、映像等紹介（p.114～p.122 l.17）   第 13 回目： 予習テスト 9、予習箇所解説、映像等紹介（p.122 l.18～p.131） 

第 14 回目： オンライン授業（動画配信、視聴後に解答・コメント提出）（p.132～p.151） 

＊レポートへのフィードバックは個別・全体（まとめ配信）に別途行います。  ＊テキストの分量と内容は人数や進行状況をみながら調節します。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

オンライン授業について： この授業はメディア授業を一部とりいれたかたちで行われます。対面授業 

の回とメディア授業の回があるので「授業お知らせ」に注意してください。困ったことがあった場合は Oh-o! Meiji のポートフォリオの授業振り返りコメントより担当教員に相談してください。 

メディア授業の場合は基本的にオンデマンド型（動画配信）で行います。視聴後の課題提出内容を評価対象とし、提出がない場合は欠席とみなします。 

辞書（電子でも紙でもいいです）： かならず持参する。授業中いくら引いてもかまいません。スマートフォンでオンライン辞書を引くことを推奨しません（授業で説明します）ので、紙版ないし

電子辞書を単体でもってきてください。 

質問： 質問し考えを述べる回数を増やしましょう。自主的に発言すると授業参加パフォーマンスが◎になる！ なにか聞くぞ～とおもいながら説明を聞くべし！ 

出席： 何回休んだら単位が出ないといった考え方はしたくないです。しかし出席がすくない方はこの授業の内容を把握し到達すべきことはできません。質疑応答等授業中パフォーマンスを重視す

るためです。基本ラインとして 5 回以上休んだ方は単位が出ないと考えてください。特別な事情のある方はオンライン（ポートフォリオの授業振り返りコメント）でまず相談し、事情を証明する書

類等を持参してください。 

＊特別の事情があり事前に欠席連絡があった場合はできるだけ授業内容をオンラインでフォローできるようアップロードします。視聴して提出したコメントは平常点の評価対象となります。ただ

しコピーライトの問題等からこれができない場合もありますので留意してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習 必須です。すべてをわかっている必要はありません。わからないところはどこか、明らかにしてくることが大事。わからないことを聞くことで授業で行われる解説の理解度が充分なものにな

るよう計画されています。授業でとりあげる予定のテキストをざっとでいいので読んで、知らない単語を時間の許す範囲で調べてきてください。授業では音読、一部訳、説明、解釈などを求められ

ます。 

発表担当（進行状況によりこのやり方を行う場合があります）のときは A4 一枚程度に担当箇所の本文と訳文、気になった単語やフレーズ等をまとめて人数分コピーし配布してください 

復習 期末レポートではかならず英文引用とその翻訳を行う箇所が含まれるので、重要とおもわれる箇所を復習しておくことが有益です。授業中にできるだけ不明点を質問し、明らかにして、重要

なところをメモするなどし、復習に役立ててください。 

５.教科書  Jackie Kay Red Dust Road. Picador 2022 

６.参考書  中村和恵編『世界中のアフリカへ行こう――「旅する文化」のガイドブック』岩波書店、2009 その他授業中に随時お知らせします（たくさんありますよ！） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 オンライン授業視聴後にはコメントを提出してもらいます（レポート欄の設問に答えるかたちで書いてください）。毎回次週授業でフィードバック（全体向け）をし、レポートを紹介、他の履修生

の考えや試みを知ることで学ぶ場をつくります。個別向けには個々のレポートへのコメントによるフィードバックを行います。期末レポート提出後にも同様のかたちでフィードバックを行います。 

最後の授業でみなさんのレポートを共有し学べるようにするため、レポート締め切りを早めに設定しますので、注意してください。期末レポートは全員のものを紹介する予定です（名前は削除して

提示します）。対面授業でも授業の終わりにコメント（リスポンスペーパー）を書く時間を設けます。コメント、質問の質量を平常点の評価対象とし、翌週にフィードバックを行います。 
８.成績評価の方法  授業中のパフォーマンス（毎回の予習程度、質問およびコメントペーパー、オンライン授業コメントの内容）70％ 期末レポート 30％ 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＡⅡ 中村 和恵 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業概要  ある作家の自伝を一冊、1 年で読み切るクラスです。びっくりするほど率直に人種、家族、愛情、生き方について語り、考える女性の、驚きの人生を追いかけながら、英語読解力、そ

して社会と個人の困難に向き合う力をつけましょう。文学者の文章なので口語的表現や独特な言葉使いがありますが、自分に起きたことを平易に語る文体なので読みやすいです。 

3、4 年生を対象にした English Seminar A クラスをどのようなやりかたで成立させるか？ と考えつづけてきましたが今学期はこれでいくことにしました。3、4 年生は就職活動で授業を休むと

いう方が多い（これは日本の大学と企業が一緒に解決しなくてはならない問題です）。そんな中、オンライン授業をうまく利用しながら、第一回目の授業内容に詳述する方法で一冊の本を読み切りま

す。＊14 回の内 4 回を目安にオンライン（オンデマンド型）授業をとりいれる予定です。授業お知らせやシラバスのスケジュールに注意。 

到達目標  一冊の英語著書を自力で読み切ることで英語を読む力を維持・増強し、複雑な背景をもつ著者が経験し真剣かつユーモラスに語る人種や国境、家族に関する困難を理解し考察すること

で現代社会の諸問題に当事者として向き合う強さと柔軟性を学び、クリティカルな読解力を総合的に身につける。 

２.授業内容 

第１回目： 授業の方法説明と作家紹介、春学期の概要紹介、後半最初の数頁を読んでみる（p.152～p.156 最後から 2 行目）毎回の授業構成は以下の通り。 

「予習内容の要約テスト！」指定された予習箇所(10 頁程度）になにが書いてあったか、毎回の授業の始めに簡単にまとめを書いてもらいます。＊対面授業に参加できないときは、レポート欄に「予

習要約」を提出してもらいます。わからなかったところは「ここがわからない」と書けばよいのです！ できることをできるだけやろう。 

「授業で予習個所を精読、解説を聞き質疑とディスカッション」作家がなにを語ろうとしているのか、読み手はそれをどう受けとるのか、質疑応答やディスカッションをまじえて考える。 

社会背景等についてミニ講義や映像資料による説明を適宜加える。 

「オンライン授業で速読」この授業はオンデマンド型オンライン（動画配信）授業を４回程度とりいれて行います。オンライン授業予定の回は授業内容欄に記載しています（変更の可能性あり、授

業中の連絡に注意）。オンライン授業では担当教員がスピード感をもってテキストを読み、解説し、講義していきます。一緒に速読し、わからない表現があったら急いでメモ、あとで辞書等で調べ

て、授業時間内にたくさん読む！＊動画視聴後にレポート欄記載の設問解答・視聴コメントを提出することで平常点の評価対象となります。 

第二回目以降は各回のおよそのページ割です（ハードバック版での紹介。実際の授業の頁とは異なるとおもわれるので、あくまで参考のために提示。実際の毎回の量は受講生の理解度や人数をみて

開始後に調節します）。 

第 2 回目： 予習テスト 1、予習箇所解説、映像等紹介（p.156 最後の行～p.166）  第 3 回目： 予習テスト 2、予習箇所解説、映像等紹介（p.167～p.178） 

第 4 回目： 予習テスト 3、予習箇所解説、映像等紹介（p.179～p.189 下から 3 行目） 

第 5 回目： オンライン授業（動画配信、視聴後に解答・コメント提出）（p.189 下から 2 行目～p.201） 

第 6 回目： 予習テスト 4、予習箇所解説、映像等紹介（p.202～p.213 l.6）  第 7 回目： 予習テスト 5、予習箇所解説、映像等紹介（p.213 l.7～p.222 l.13） 

第 8 回目： オンライン授業（動画配信、視聴後に解答・コメント提出）（p.222 l.14～p.236 下から 3 行目） 

第 9 回目： 予習テスト 6、予習箇所解説、映像等紹介（p.236 下から 2 行目～p.247 下から 10 行目） 

第 10 回目： 予習テスト 7、予習箇所解説、映像等紹介（.247 下から 9 行目～p.257） 

第 11 回目： オンライン授業（動画配信、視聴後に解答・コメント提出）（p.258～p.269 下から 7 行目） 

第 12 回目： 予習テスト 8、予習箇所解説、映像等紹介（p.269 下から 7 行目～p.279）  第 13 回目： 予習テスト 9、予習箇所解説、映像等紹介（p.280～end） 

第 14 回目： オンライン授業 レポートフィードバック、個別・全体（動画配信、視聴後にコメント提出） 

＊予定の頁がこなせなかった場合はレポートフィードバックは別途補います。＊テキストの分量は人数や進行状況をみながら随時調節します。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

オンライン授業について： この授業はメディア授業を一部とりいれたかたちで行われます。対面授業の回とメディア授業の回があるので「授業お知らせ」に注意してください。困ったことがあっ

た場合は Oh-o! Meiji のポートフォリオの授業振り返りコメントより担当教員に相談してください。 

メディア授業の場合は基本的にオンデマンド型（動画配信）で行います。視聴後の課題提出内容を評価対象とし、提出がない場合は欠席とみなします。 

辞書： かならず持参する。授業中いくら引いてもかまいません。スマートフォンでオンライン辞書を引くことを推奨しません（授業で説明します）ので、紙版ないし電子辞書を単体でもってきて

ください。 

質問： 質問し考えを述べる回数を増やしましょう。自主的に発言すると授業参加パフォーマンスが◎になる！ なにか聞くぞ～とおもいながら説明を聞くべし！ 

出席： 何回休んだら単位が出ないといった考え方はしたくないです。しかし出席がすくない方はこの授業の内容を把握し到達すべきことはできません。質疑応答等授業中パフォーマンスを重視す

るためです。基本ラインとして 5 回以上休んだ方は単位が出ないと考えてください。特別な事情のある方はオンライン（ポートフォリオの授業振り返りコメント）でまず相談し、事情を証明する書

類等を持参してください。 

＊特別の事情があり事前に欠席連絡があった場合はできるだけ授業内容をオンラインでフォローできるようアップロードします。視聴して提出したコメントは平常点の評価対象となります。ただ

しコピーライトの問題等からこれができない場合もありますので留意してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習 必須です。すべてをわかっている必要はありません。しかし、わからないところはどこか、明らかにしてくることで、授業で行われる解説の理解度が充分なものになるよう計画されていま

す。授業でとりあげる予定のテキストをざっとでいいので読んで、知らない単語を調べてきてください。授業では音読、一部訳、説明、解釈などを求められます。 

発表担当（進行状況によりこのやり方を行う場合があります）のときは A4 一枚程度に担当箇所の本文と訳文、気になった単語やフレーズ等をまとめて人数分コピーし配布してください。 

復習 授業中にできるだけ不明点を質問し、明らかにして、重要なところを理解しておいてください。期末レポートテストではかならず英文引用とその翻訳を行う箇所が含まれることが条件となり

ますので、重要とおもわれる箇所を復習しておくことが必要になります。 

５.教科書  Jackie Kay Red Dust Road. Picador 2022 

６.参考書  中村和恵編『世界中のアフリカへ行こう――「旅する文化」のガイドブック』岩波書店、2009 その他授業中に随時お知らせします（たくさんありますよ！） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 オンライン授業視聴後にはコメントを提出してもらいます（レポート欄の設問に答えるかたちで書いてください）。毎回次週授業でフィードバック（全体向け）をし、レポートを紹介、他の履修生

の考えや試みを知ることで学ぶ場をつくります。個別向けには個々のレポートへのコメントによるフィードバックを行います。 

期末レポート提出後にも同様のかたちでフィードバックを行います。最後の授業でみなさんのレポートを共有し学べるようにするため、レポート締め切りを早めに設定しますので、注意してくださ

い。期末レポートは全員のものを紹介する予定です（名前は削除して提示します）。 
対面授業でも授業の終わりにコメント（リスポンスペーパー）を書く時間を設けます。コメント、質問の質量を平常点の評価対象とし、翌週にフィードバックを行います。 
８.成績評価の方法  授業中のパフォーマンス（毎回の予習程度、質問およびコメントペーパー、オンライン授業コメントの内容）70％ 期末レポート 30％ 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅠ 小竹 直 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

英語ニュースを通じて、世界で今起きていることを知り・深く考えていきます。生きた素材を使って英語の運用能力をバランスよく鍛えながら、知

的好奇心を満たすような授業です。特に BBC のニュースを利用します。 

【到達目標】 

（１）英語のニュースを繰り返し聞くことで理解できる。 

（２）ニュースを理解するための基礎語彙や表現が身についている。 

（３）興味のある話題について、自分で掘り下げて調査し報告することができる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（英語のニュースの特徴について） 

第２回：ニュース１（政治経済）・発表 

第３回：ニュース２（法律問題）・発表 

第４回：ニュース３（文化）・発表 

第５回：ニュース４（スポーツ）・発表 

第６回：ニュース５（医療問題）・発表 

第７回：ニュース６（国際問題）・発表 

第８回：ニュース７（社会問題）・発表 

第９回： ニュース８（日本について）・発表 

第 10回：学期末レポート 中間発表 

第 11回：ニュース９（その他）・発表 

第 12回：ニュース 10（その他）・発表 

第 13回：ニュース 11（その他）・発表 

第 14回：学期末レポート 最終発表 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（１）発表を中心として積極的な授業参加が重要となります。 

（２）辞書（電子辞書も歓迎）を持参してください。 

（３）現時点での英語能力は問いません。ニュースのリスニングについても、段階を追って取り組んでいきますので、苦手意識があっても、内容に

興味があれば不安に思う必要はありません。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

特にクラスウェブを利用してニュース素材などを配布しますので、指示にしたがい授業準備をしてください。 

【復習すべき内容】 

英語の学習は繰り返し使用される表現などをしっかりと記憶することも重要です。ハンドアウトなどにまとめた語彙や表現についてしっかりと復

習し、また関連のニュースなどを各自調べてみることも推奨します。 

 

５.教科書 

特にありません。ハンドアウトを利用します。またクラスウェブを利用した資料配布も行います。 

６.参考書 

特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の予習課題については、授業内で確認しながら進めていきフィードバックとします。学期末レポートの課題内容については最終授業内での解

説をします。また必要に応じてオンデマンド動画を配布し解説を補足する場合もあります。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

学期末レポート 50% 平常点（授業への参加度・発表など）50% 

【成績評価の基準】 

（１）題材のニュースを知的好奇心をもって理解に努められているか。 

（２）自分の理解した内容を発表でしっかり伝えられているか。 

（３）自分で選んだ題材について、しっかりとしたレポートが作成できるか。 

 

９.その他 
実際に扱うニュースは、直近に報じられたものを利用するため扱うジャンルはあくまでも目安で、その時々のフレッシュな話題を提供していきま

す。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅡ 小竹 直 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

英語ニュースを通じて、世界で今起きていることを知り・深く考えていきます。生きた素材を使って英語の運用能力をバランスよく鍛えながら、知

的好奇心を満たすような授業です。特に BBC のニュースを利用します。 

【到達目標】 

（１）英語のニュースを繰り返し聞くことで理解できる。 

（２）ニュースを理解するための基礎語彙や表現が身についている。 

（３）興味のある話題について、自分で掘り下げて調査し報告することができる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（英語のニュースの特徴について） 

第２回：ニュース１（政治経済）・発表 

第３回：ニュース２（法律問題）・発表 

第４回：ニュース３（文化）・発表 

第５回：ニュース４（スポーツ）・発表 

第６回：ニュース５（医療問題）・発表 

第７回：ニュース６（国際問題）・発表 

第８回：ニュース７（社会問題）・発表 

第９回： ニュース８（日本について）・発表 

第 10回：学期末レポート 中間発表 

第 11回：ニュース９（その他）・発表 

第 12回：ニュース 10（その他）・発表 

第 13回：ニュース 11（その他）・発表 

第 14回：学期末レポート 最終発表 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（１）発表を中心として積極的な授業参加が重要となります。 

（２）辞書（電子辞書も歓迎）を持参してください。 

（３）現時点での英語能力は問いません。ニュースのリスニングについても、段階を追って取り組んでいきますので、苦手意識があっても、内容に

興味があれば不安に思う必要はありません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

特にクラスウェブを利用してニュース素材などを配布しますので、指示にしたがい授業準備をしてください。 

【復習すべき内容】 

英語の学習は繰り返し使用される表現などをしっかりと記憶することも重要です。ハンドアウトなどにまとめた語彙や表現についてしっかりと復

習し、また関連のニュースなどを各自調べてみることも推奨します。 

５.教科書 

特にありません。ハンドアウトを利用します。またクラスウェブを利用した資料配布も行います。 

６.参考書 

特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の予習課題については、授業内で確認しながら進めていきフィードバックとします。学期末レポートの課題内容については最終授業内での解

説をします。また必要に応じてオンデマンド動画を配布し解説を補足する場合もあります。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

学期末レポート 50% 平常点（授業への参加度・発表など）50% 

【成績評価の基準】 

（１）題材のニュースを知的好奇心をもって理解に努められているか。 

（２）自分の理解した内容を発表でしっかり伝えられているか。 

（３）自分で選んだ題材について、しっかりとしたレポートが作成できるか。 

９.その他 
実際に扱うニュースは、直近に報じられたものを利用するため扱うジャンルはあくまでも目安で、その時々のフレッシュな話題を提供していきま

す。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅠ 辻岡 宏子 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

TOEIC の問題をベースとし、総合的な英語力の向上を目指すクラスです。 

TOEIC の問題を通してリーディングやリスニング力を養い、関連するテーマについてライティングやスピーキング活動を行います。 

履歴書を書いて仕事を探す、テーマについてレクチャーを担当するなど学生からの発信を重視した授業形態で、グループワークを中心に積極的な

授業参加により学習したスキルの定着をはかります。 

 

 

２.授業内容 

第１回：Introduction, Restaurants 

第２回：Entertainment 

第３回：Business 

第４回：The office 

第５回：Telephone 

第６回：Mid-term 

第７回：Letters and e-mails 

第８回：Health 

第９回：The bank and post office 

第 10回：New products 

第 11回：Travel 

第 12回：Daily life 

第 13回：Final 

第 14回：Job applications 

＊第 3,7,8,9,10,11 回はオンデマンド、それ以外は対面授業の予定 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎週、課題が課されます。 

毎回、デバイス（スマートフォン、PC、タブレット等）を持参してください。 

 

授業に出席しない場合は理由にかかわらず欠席とします。 

30 分以上の遅刻は欠席扱いです。 

4 回以上欠席すると単位取得は難しくなります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

次回の学習テーマについて身の回りの事柄と関連付けられるようニュース等に注意を払う。 

授業で学習した表現や論理構成を宿題や発表の際に使用する。 

５.教科書 

Best practice for the TOEIC L＆R Test - Intermediate (Yoshizuka, Seibido 2022) 

６.参考書 

特に定めない 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 クラスウエブの機能を活用し、授業時間内及び授業終了後に課題や質疑の内容を共有し、クラス内で意見交換の場を設けます。 

授業用メールアドレスを公開し、個別の質疑や相談に対応します。 

 

 

８.成績評価の方法 
平常点（試験、課題、授業への貢献度等） 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅡ 辻岡 宏子 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

TOEIC の問題をベースとし、総合的な英語力の向上を目指すクラスです。 

TOEIC の問題を通してリーディングやリスニング力を養い、関連するテーマについてライティングやスピーキング活動を行います。 

履歴書を書いて仕事を探す、テーマについてレクチャーを担当するなど学生からの発信を重視した授業形態で、グループワークを中心に積極的な

授業参加により学習したスキルの定着をはかります。 

 

 

 

 

２.授業内容 

第１回：Introduction, Dining out 

第２回：Offices 

第３回：General business 

第４回：Manufacturing 

第５回：Communication 

第６回：Health 

第７回：Finance and Budgeting 

第８回：Entertainment 

第９回：Purchasing 

第 10回：Corporate developing 

第 11回：Technical areas 

第 12回：Travel 

第 13回：Final 

第 14回：Review 

＊第 5,7,8,9,10,11 回はオンデマンド、それ以外は対面授業の予定 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎週、課題が課されます。 

毎回、デバイス（スマートフォン、PC、タブレット等）を持参してください。 

対面とオンデマンドのブレンディング授業です。 

 

授業に出席しない場合は理由にかかわらず欠席とします。 

30 分以上の遅刻は欠席扱いです。 

4 回以上欠席すると単位取得は難しくなります。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

次回の学習テーマについて身の回りの事柄と関連付けられるようニュース等に注意を払う。 

授業で学習した表現や論理構成を宿題や発表の際に使用する。 

５.教科書 

Best Practice for the TOEIC® L&R Test -Advanced Yoshizuka, Graham, Seibido (2023) 

６.参考書 

特に定めない 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 クラスウエブの機能を活用し、授業時間内及び授業終了後に課題や質疑の内容を共有し、クラス内で意見交換の場を設けます。 

授業用メールアドレスを公開し、個別の質疑や相談に対応します。 

 

 

８.成績評価の方法 
平常点（試験、課題、授業への貢献度等） 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅠ 西垣 学 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 アメリカ映画とその背景になっているアメリカの文化について理解を深め、併せてパワーポイントによるプレゼンテーションスキルも学ぶこと

が主な目標です。 

 課題の映画について自由に語り合うのが基本ですが、同時に映画の台詞を利用して英語の運用能力向上も図ります。具体的には引用可能なフレ

ーズ、あるいはよく引用されるフレーズ、たとえば 

"Frankly, my dear, I don’ｔ give a damn."（『風と共に去りぬ』） 

"I’ve got a very bad feeling about this."（『スター・ウォーズ』） 

"Life is like a box of chocolates."（『フォレスト・ガンプ』） 

など英語による表現を学びます。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第 2～14回：担当学生による発表と全員による意見交換。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 和泉開講の English Seminar Aとほぼ同型式ですが、教材の重複はないので English Seminar A の既修者も受講することが出来ます。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 毎週課題映画を見て、それについて自分が感じたこと、考えたことをまとめる。 

５.教科書 

 なし 

６.参考書 

 参考サイト：www.imdb.com 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間内にコメントします。 

８.成績評価の方法 
 平常点（授業への参加度 50％、授業への貢献度 50％）による。人数的な制限によりプレゼンテーションの機会がなかった受講生はレポートによ

る評価となります。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｍｉｎａｒ ＢⅡ 西垣 学 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 春学期に続きアメリカ映画とその背景になっているアメリカの文化について理解を深め、併せてパワーポイントによるプレゼンテーションスキ

ルも学ぶことが主な目標です。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第 2～14回：担当学生による発表と全員による意見交換。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 和泉開講の English Seminar Aとほぼ同型式ですが、教材の重複はないので English Seminar A の既修者も受講することが出来ます。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 毎週課題映画を見て、それについて自分が感じたこと、考えたことをまとめる。 

５.教科書 

 なし 

６.参考書 

 参考サイト 

www.imdb.com 

https://www.allcinema.net/ 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間内にコメントします。 

８.成績評価の方法 
 平常点（授業への参加度 50％、授業への貢献度 50％）による。人数的な制限によりプレゼンテーションの機会がなかった受講生はレポートによ

る評価となります。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅠ グリフィス，ディビッド 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

The aim of this course is to enable students to prepare and deliver presentations on academic subjects in English. The first semester 

will focus on building confidence in speaking in front of groups in English. At the start of the course lessons will cover how to 

deal with nervousness and how to behave physically in front of audiences, with practice in areas such as body language, speaking 

clearly and loudly, and using strong eye contact. Students will be encouraged from the beginning to give mini-presentations on topics 

that interest them and invite feedback and critiques from their peers both on their delivery and also on the content of their speeches. 

The semester will conclude with students giving an informative speech explaining the origins of an English (or other foreign) word or 

phrase that is used in Japanese. 

After completing the course, students will be able to plan and deliver speeches on a variety of topics, both individually and in 

pairs or groups. The key competency that will be developed in the course is the ability to give speeches extemporaneously from notes 

or outlines (without using scripts). Students will also practise responding critically to the speeches of others, both orally and in 

the form of written feedback. 

This class is interactive with lots of group activities. Students should expect to participate actively. Regular attendance is 

required. 

There is no textbook for this class. The instructor will provide all materials by email and on Oh-o! Meiji portal. 
２.授業内容 

第１回：Course orientation and introductions: what is public speaking? 

第２回：The physical message in speech-making 

第３回：Dealing with public speaking anxiety 

第４回：Gathering information & making outlines 

第５回：Speech 1: personal narratives 

第６回：Introductions and conclusions 

第７回：Methods of persuading 

第８回：Language & oral style 

第９回：Speech 2: persuasive speeches 

第 10回：Group presentation issues 

第 11回：Adapting to audiences 

第 12回：Projecting power in business & political environments 

第 13回：Listing sources 

第 14回：Speech 3 (in groups): business or political proposals 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This course will be conducted entirely in English. 

 

Students must attend class regularly in order to excel in this course. Regular attendance, completion of homework tasks and active 

and enthusiastic participation in the classes will be reflected in final grades. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students will spend 1-2 hours a week preparing for class. 

５.教科書 

There is no set textbook. Instructor will provide hand-outs and refer students to Internet resources. 

６.参考書 

Students will be encouraged to make use of the Internet and the library. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Instructor will provide feedback on the Oh-o! Meiji class portal system and also face-to-face in the classroom. 

８.成績評価の方法 
The final grade will be based on: online attendance, completion of homework tasks, and general participation (30%). Speech 1: personal 

narrative (20%). Speech 2: persuasive speech (20%). Speech 3: group proposal (30%). 

 

９.その他 
当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅡ グリフィス，ディビッド 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

In this seminar, students will develop further their critical thinking and deliberative ability by preparing for and delivering three 

speeches in front of their peers. Students will build on and reinforce what they studied in the Spring Semester regarding public 

speaking theory and principles of good speech making. 

 

After completing the course, students will be able to plan and deliver speeches on a variety of topics. The key competency that will 

be developed in the course is the ability to give speeches extemporaneously from notes or outlines (without using scripts). Students 

will also practise responding critically to the speeches of others, both orally and in the form of written feedback. 

 

２.授業内容 

第１回：Course orientation and introductions 

第２回：What is public speaking for? Transmission, reinforcement, &/or transformation of culture 

第３回：Descriptive details & giving reasons 

第４回：Speech 1: My favourite things 

第５回：Transitions & connectors 

第６回：Comparisons & contrasts 

第７回：Speech 2: Student choice. 

第８回：TED Talk introduction 

第９回：TED Talk topic choice 

第 10回：TED Talk preparation (1) 

第 11回：TED Talk preparation (2) 

第 12回：TED Talk preparation (3) 

第 13回：TED Talk preparation (4) 

第 14回：Speech 3: TED Talks 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This course will be conducted entirely in English. 

 

Students must attend class regularly in order to excel in this course. Those who miss 4 or more classes without reasonable excuse 

will not be eligible to pass. Regular attendance, completion of homework tasks and active and enthusiastic participation in the 

classes will be reflected in final grades. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students will spend 1-2 hours a week preparing for class.  

 

５.教科書 

There is no set textbook. Instructor will provide hand-outs and refer students to Internet resources. 

６.参考書 

Students will be encouraged to to make use of the Internet (including "TED Talks": https://www.ted.com/talks) and the library. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Instructor will provide feedback on the Oh-o! Meiji class portal system and also face-to-face in the classroom. 

８.成績評価の方法 
Students must attend 75% of classes to be eligible for a passing grade. The final grade will be based on: attendance, completion of 

homework tasks, and general participation (30%). Speech 1: my favorite thing (20%). Speech 2: descriptive speech (20%). Speech 3: TED 

Talk (30%). 

９.その他 
当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅠ 鈴木 理枝 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 【授業の概要】 

この授業では、人前で自信を持って話すことができるようになることを目標とします。自分の考えや主張を相手に正確に伝えることができるよう

に、プレゼンテーションの基本的な構造や方法を学びます。同時に英語の発音やプレゼンテーションスキル、感情のコントロールの仕方についても

習得します。 

 【到達目標】 

 （１） 日本語と英語で自分の考えを人前で伝えることができる。 

 （２） プレゼンテーションの基本的構造を習得する。 

 （３） プレゼンに必要な、発音やリズムを身につける。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション、（授業内容・評価方法）の説明、自己紹介ゲーム 

第２回：プレゼンテーションの構成について理解する 

第３回：プレゼンテーマ①準備 

第４回：テーマ①のプレゼンテーション発表 

第５回：プレゼンテーマ②準備 

第６回：テーマ②のプレゼンテーション発表 

第７回：通訳演習 

第８回：プレゼンテーマ③準備 

第９回：テーマ③のプレゼンテーション発表 

第 10回：プレゼンテーマ④準備 

第 11回：テーマ④のプレゼンテーション発表 

第 12回：プレゼンテーマ⑤準備 

第 13回：テーマ⑤のプレゼンテーション発表 

第 14回：a: まとめ、b: 試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

＊プレゼンテーションのテーマは、前週あるいは前日にお知らせします。 

３.履修上の注意 

やる気のある学生の履修を期待しています。授業内では、ペアワーク、グループワーク中心に進めます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 【準備学習の内容】 

必ず予習をして授業に臨むこと。分からない単語の意味や表現は事前に調べて下さい。 

 【復習すべき内容】 

発表した内容は、再度練習して、復習して下さい。 

５.教科書 

レジュメを配布します。 

６.参考書 

特に定めない。レジュメを配布することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 発表ごとに、各学生一人一人に丁寧にコメントをして指導をする。 

最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。 

８.成績評価の方法 
 【成績評価の方法】 

 試験 40％、平常点 60％：(予習、参加度、態度、プレゼン内容） 

 【成績評価の基準】 

 （１） プレゼン内容の構成が適切であるか 

 （２） 発表の仕方(声、アイコンタクト、身振り手振り等）ができているか 

 （３） セルフコントロールができているか 

 

 欠席 4回以上で単位取得不可。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅡ 鈴木 理枝 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 【授業の概要】 

春学期に引き続き、この授業では、人前で自信を持って話すことができるようになることを目標とします。自分の考えや主張を相手に正確に伝える

ことができるように、プレゼンテーションの基本的な構造や方法を学びます。同時に英語の発音やプレゼンテーションスキル、感情のコントロール

の仕方についても習得します。 

 【到達目標】 

 （１） 日本語と英語で自分の考えを人前で伝えることができる 

 （２） プレゼンテーションの基本的構造を習得する。 

 （３） プレゼンテーションに必要な英語の発音とリズムを身につける。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション、発音とリズムの練習 

第２回：プレゼンテーマ①準備 

第３回：テーマ①のプレゼンテーション発表 

第４回：プレゼンテーマ②準備 

第５回：テーマ②のプレゼンテーション発表 

第６回：プレゼンテーマ③準備 

第７回：テーマ③のプレゼンテーション発表 

第８回：プレゼンテーマ④準備 

第９回：テーマ④のプレゼンテーション発表 

第 10回：通訳演習 

第 11回：プレゼンテーマ⑤準備 

第 12回：テーマ⑤のプレゼンテーション発表 

第 13回：総復習 

第 14回：a: まとめ、b: 試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

＊プレゼンテーションのテーマは、前週あるいは前日にお知らせします。 

３.履修上の注意 

やる気のある学生の履修を期待しています。授業内ではペアワーク、グループワーク中心に進めます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 【準備学習の内容】 

必ず予習をして授業に臨み、分からない単語の意味は事前に調べて下さい。 

 【復習すべき内容】 

 授業内で習得して内容について、復習して下さい。 

５.教科書 

レジュメを配布します。 

６.参考書 

特に定めない。レジュメを配布することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 発表後は、各学生一人一人に丁寧にコメントして指導する。 

最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。 

８.成績評価の方法 
 【成績評価の方法】 

 試験 40％、平常点：60％（予習、態度、参加度、プレゼン内容） 

 【成績評価の基準】 

 （１） プレゼン内容の構成が適切であるか 

 （２） 発表の仕方(声の出し方、アイコンタクト、身振り手振り等）ができているか 

 （３） セルフコントロールができているか 

 

 欠席 4回以上で単位取得不可。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅠ 矢ケ崎 淳子 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

The goal of this class is to help students improve their ability to speak in English in front of people.  Classroom activities are 

designed to make students speak in English.  Students are required to use as much English as possible and get used to being in an 

English-speaking environment, so that they can build self-confidence in speaking English.  Classroom activities are all done in 

English (hopefully!) and students are expected to work in groups.   

Note-taking is required while listening to other people's presentations. Questions to the presenters should be asked based on those 

notes.  Assignments will be given to students, which should be handed in by the due date. 

２.授業内容 

Week 1:  Introduction and orientation 

Week 2:  Getting to know each other - Self-introduction  

Week 3:  Presentations (Topic 1) 

Week 4:  Presentations (Topic 1) 

Week 5:  Presentations (Topic 2) 

Week 6:  Presentations (Topic 2)  

Week 7:  Presentations (Topic 3)  

Week 8:  Presentations (Topic 3)  

Week 9:  Presentations (Topic 4)   

Week 10:  Presentations (Topic 4)  

Week 11:  Final Presentations 

Week 12:  Final Presentations 

Week 13:  Final Presentations 

Week 14:  Final Presentations    

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Regular attendance and active participation in classroom activities are strongly required.   

Students who are absent more than four times will not obtain credits.  

The contents and schedule are subject to change. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Presentation should be thoroughly prepared in advance. 

Students are required to make a speech manuscript at home before class and the actual presentation should be based on it. 

 

５.教科書 

No textbook is required for this course.  Handouts will be provided. 

６.参考書 

Suggested in classroom if necessary. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Feedback to assignments will be given in classroom when each student’s presentation is made in class.  Presentations are supposed 

to be based on the assignments. 

８.成績評価の方法 
The final grade will be decided in a comprehensive way based on an overall contribution to the classroom activities (20%), the 

successful completion of all presentations (60%), and assignments (20%). 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ＡⅡ 矢ケ崎 淳子 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

The goal of this class is to help students improve their ability to speak in English in front of people.  Classroom activities are 

designed to make students speak in English.  Students are required to use as much English as possible and get used to being in an 

English-speaking environment, so that they can build self-confidence in speaking English.  Classroom activities are all done in 

English (hopefully!) and students are expected to work in groups.   

Note-taking is required while listening to other people's presentations. Questions to the presenters should be asked based on those 

notes.  Assignments will be given to students, which should be handed in by the due date. 

２.授業内容 

Week 1:  Introduction and orientation 

Week 2:  Getting to know each other - Self-introduction  

Week 3:  Presentations (Topic 1) 

Week 4:  Presentations (Topic 1) 

Week 5:  Presentations (Topic 2) 

Week 6:  Presentations (Topic 2)  

Week 7:  Presentations (Topic 3)  

Week 8:  Presentations (Topic 3)  

Week 9:  Presentations (Topic 4)   

Week 10:  Presentations (Topic 4)  

Week 11:  Final Presentations 

Week 12:  Final Presentations 

Week 13:  Final Presentations 

Week 14:  Final Presentations   

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Regular attendance and active participation in classroom activities are strongly required.   

Students who are absent more than four times will not obtain credits.  

The contents and schedule are subject to change. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Presentation should be thoroughly prepared in advance. 

Students are required to make a speech manuscript at home before class and the actual presentation should be based on it. 

５.教科書 

No textbook is required for this course.  Handouts will be provided. 

６.参考書 

Suggested in classroom if necessary. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Feedback to assignments will be given in classroom when each student’s presentation is made in class.  Presentations are supposed 

to be based on the assignments. 

８.成績評価の方法 
The final grade will be decided in a comprehensive way based on an overall contribution to the classroom activities (20%), the 

successful completion of all presentations (60%), and assignments (20%). 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ 磐崎 弘貞 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

1) The class focuses on improving basic productive skills by way of summary presentations. 

2) The class encourages students to learn more about lexical collocation and verb patterns through watching online speeches and 

sitcoms.  

3) The class familiarizes students with assimilation in listening. 

２.授業内容 

第１回：Orientation 

第２回：How to make keyword presentation 

第３回：Video viewing 1 & collocation 

第４回：Presentation 1 

第５回：Presentation 2 

第６回：Sitcom watching  

第７回：Listening practice 

第８回：Video viewing 2 

第９回： Presentation 3 

第 10回：Presentation 4 

第 11回：Video viewing 3 & paraphrasing 

第 12回：Presentation 5 

第 13回：Presentation 6 & wrap-up  

第 14回：Exam 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

The classroom language is English. 

Bring your dictionary (digital or paper). 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Watch given videos and go through given vocabulary. 

５.教科書 

Original worksheets & reading materials 

TED Talks, TED Ed, & other news clips 

６.参考書 

Web info on presentation (to be announced in class) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 In-class & online feedback on the portal 

８.成績評価の方法 
More than 2/3 attendance necessary to be graded 

Quizzes (20%), presentation/report (40%) and exam (40%) 

９.その他 
Class conducted in English 

 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅡ 磐崎 弘貞 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

1) The class focuses on improving advanced productive skills by way of summary presentations. 

2) The class encourages students to analyze given topics and give their own ideas. 

２.授業内容 

第１回：Orientation 

第２回：How to make effective presentation  

第３回：Vocabulary for discussion 

第４回：Video viewing 1 & advanced paraphrasing 

第５回：Presentation 1 

第６回：Presentation 2 

第７回：Sitcom watching 

第８回：Listening practice 

第９回：Video viewing 2 & data analysis  

第 10回：Presentation 3  

第 11回：Presentation 4 

第 12回：Video viewing 3 

第 13回：Presentation 5 & wrap-up 

第 14回：Exam 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

The classroom language is English. 

Bring your dictionary (digital or paper). 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Watch given videos and read worksheets. 

５.教科書 

Original worksheets & reading materials 

TED Talks, TED Ed, & other news clips 

６.参考書 

Web info on presentation and discussion (to be announced in class) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 In-class & online feedback on the portal 

８.成績評価の方法 
More than 2/3 attendance necessary to be graded 

Quizzes (20%)、 presentation/report (40%) and exam (40%) 

９.その他 
Class conducted in English 

 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ 木内 修 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

当講座は、新聞・放送の英語ニュースを多角的に学習し、その過程で、英語の読解力を支える、語彙、文法、構文把握力を養成することを目的とす

る。 

テキストは、予習がしやすいように、テキストの順に「国内政治」「経済・ビジネス（１）」といったように進んでいく。かなり詳細な註もついてる

が、それを見ないと分からない場合、それを復習段階で一般の語彙学習と一緒に体得することが望まれる。翻訳論の授業ではないので、英文は直読

直解で和訳をしておくこと。これは何が分かって何が分かっていないのかを炙り出すための手段であり、英語学習の目的ではない。その辺もガイダ

ンスでお話しする。 

 

また、副教材においては、授業内で演習・解答解説を行いので、予習の必要はない。これに関しては、復習を中心に活用すること。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２～13 回：進度は受講生の英語力に合わせることになるが、現段階では、３回で２課進む予定でいる。 

第 14回：試験と春学期の総括 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

電子辞典、紙版の辞書を必ず、持参すること。また、ほかの授業と同様に、授業中のスマホ・携帯の使用は許可がない限り厳禁である。ルールを守

れない学生はその段階で、単位が不要と判断するので、明治の学生らしく、真摯に受講すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習が必要なのは主教材で、英文の全訳をしっかりつけて授業の望んでください。その後の TOEIC などのリスニング学習と関連づけるのは受講者

各人の努力に委ねることになる。 

５.教科書 

教材：『ニュースメディアの英語――演習と解説 2023 年度版――』 

   高橋優身ほか 朝日出版社 

 

副教材：『５分間 TOEIC テスト・サプリメント 文法・語法』 

    小池 直己 南雲堂 

６.参考書 

授業内で紹介する。30 冊程度 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーやコメントのの全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】筆記試験８０％ 平常点２０％ 

注意事項：欠席が 5 回になった段階で不合格となる。また、遅刻の扱いは理由の如何にかかわらず、授業開始後 30 分以上の遅刻、および授業終了

30 分以前 の早退は欠席とみなし、遅刻・早退 2回の遅刻で 1回の欠席となる。ただし、忌引・授業関連の実習および登校停止を必 要とする流行性

疾患に関してはこの限りではない。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅡ 木内 修 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

当講座は、新聞・放送の英語ニュースを多角的に学習し、その過程で、英語の読解力を支える、語彙、文法、構文把握力を養成することを目的とす

る。 

テキストは、予習がしやすいように、テキストの順に「国内政治」「経済・ビジネス（１）」といったように進んでいく。かなり詳細な註もついてる

が、それを見ないと分からない場合、それを復習段階で一般の語彙学習と一緒に体得することが望まれる。翻訳論の授業ではないので、英文は直読

直解で和訳をしておくこと。これは何が分かって何が分かっていないのかを炙り出すための手段であり、英語学習の目的ではない。その辺もガイダ

ンスでお話しする。 

 

また、副教材においては、授業内で演習・解答解説を行いので、予習の必要はない。これに関しては、復習を中心に活用すること。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２～13 回：進度は受講生の英語力に合わせることになるが、現段階では、２回で３課進む予定でいる。 

第 14回：試験と秋学期の総括 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

電子辞典、紙版の辞書を必ず、持参すること。また、ほかの授業と同様に、授業中のスマホ・携帯の使用は許可がない限り厳禁である。ルールを守

れない学生はその段階で、単位が不要と判断するので、明治の学生らしく、真摯に受講すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習が必要なのは主教材で、英文の全訳をしっかりつけて授業の望んでください。その後の TOEIC などのリスニング学習と関連づけるのは受講者

各人の努力に委ねることになる。 

５.教科書 

教材：『ニュースメディアの英語――演習と解説 2023 年度版――』 

   高橋優身ほか 朝日出版社 

 

副教材：『５分間 TOEIC テスト・サプリメント 文法・語法』 

    小池 直己 南雲堂 

６.参考書 

授業内で紹介する。30 冊程度 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーやコメントのの全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】筆記試験８０％ 平常点２０％ 

注意事項：欠席が 5 回になった段階で不合格となる。また、遅刻の扱いは理由の如何にかかわらず、授業開始後 30 分以上の遅刻、および授業終了

30 分以前 の早退は欠席とみなし、遅刻・早退 2回の遅刻で 1回の欠席となる。ただし、忌引・授業関連の実習および登校停止を必 要とする流行性

疾患に関してはこの限りではない。 

 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ 戸嶋 真弓 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 主に英字新聞などの文字メディアを通して英語で情報を取得するには、どのようなことが必要なのかという基礎を学びます。 

 自分で英字新聞やインターネット上の記事等を読み、理解し、情報を取得し、アウトプットできるようになることが到達目標です。英語行うグル

ープ・ワークとグループ発表も行う予定です。 

 また、本授業は、全て対面で行われます。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 授業への参加の仕方等の説明 

第２～５回：英語メディアを知るために、新聞記事を使って、さまざまな角度から英語で発信されたさまざまなテーマの記事を読んでいきます。 

第６〜８回：メディアから発信された記事から情報を自分で取得し、グループ学習をしながらアウトプットをしていく練習を行います。 

第９回〜１２回：英語でのグループ・プレゼンテーションを行います。 

第 14回：総括  

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 英語を通してメディアになじみたいという強い希望を持っている方に参加していただきたいと思っています。世界史や日本史や地理の知識があ

ることと政治や社会、科学などのあり方に強い関心があることが履修の条件です。また、英語力にある程度の自信のあるかたの参加を求めます(英検

２級以上相当)。 

 授業では、英語での質問に英語で答えることもあります。また、グループ・プレゼンテーションでは、原稿を読むのではなく、「自分の力で英語

を話す」ことを基本とします。 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

日頃から新聞を読むこと。また、英語のサイトを使い慣れる必要があります。 

５.教科書 

プリント資料を使用します。 

６.参考書 

授業時に指定します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時に解説を行います。 

８.成績評価の方法 
授業時の演習状況（英語でのプレゼンテーション、グループワーク、発言回数、参加内容、自主レポート)を合算し、「平常点」とします(100%)。 

９.その他 
配布資料、ノート、辞書類（電子辞書、授業時のインターネット辞書可）を毎回用意して下さい。 

 

 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅡ 戸嶋 真弓 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 主に英字新聞などの文字メディアを通して英語で情報を取得するには、どのようなことが必要なのかという応用事項を学びます。 

 自分で英字新聞やインターネット上の記事等を読み、理解し、情報を取得し、読み手や聞き手に分かりやすくアウトプットできるようになること

が到達目標です。英語行うプレゼンテーションの基本を学びます。 

 また、グループワークや英語でのグループ・プレゼンテーションを行います。 

 本講義は、全て対面で行われます。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 授業への参加の仕方等の説明 

第２～５回：さまざまな英語の新聞記事や雑誌の記事を使って、さまざまな角度から英語で発信されたさまざまなテーマの記事を読んでいきます。 

第６〜８回：メディアから発信された記事から情報を自分で取得し、グループ学習をしながらアウトプットをしていく練習を行います。 

第９回〜１２回：英語でのグループ・プレゼンテーションを行います。 

第 14回：総括  

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 英語を通してメディアになじみたいという強い希望を持っている方に参加していただきたいと思っています。世界史や日本史や地理の知識があ

ることと政治や社会、科学などのあり方に強い関心があることが履修の条件です。また、英語力にある程度の自信のあるかたの参加を求めます(英検

２級以上相当)。 

 授業では、英語での質問に英語で答えることもあります。また、グループ・プレゼンテーションでは、原稿を読むのではなく、「自分の力で英語

を話す」ことを基本とします。 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

日頃から新聞を読むこと。また、英語のサイトを使い慣れる必要があります。 

５.教科書 

プリント資料を使用します。 

６.参考書 

授業時に指定します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時に解説を行います。 

８.成績評価の方法 
授業時の演習状況（英語でのプレゼンテーション、グループワーク、発言回数、参加内容、自主レポート)を合算し、「平常点」とします(100%)。 

９.その他 
配布資料、ノート、辞書類（電子辞書、授業時のインターネット辞書可）を毎回用意して下さい。 

 

 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ ハミルトン，ロバート 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

Documentary films have often taken a back-seat to other genres of film-making, but they have a long history and a wide variation of 

topics and subgenres. From David Attenborough's nature documentaries, to Michael Moore's activist films, to true crime drums – 

documentaries tell the true stories of our world, our society, and what our society struggles to be. In this course, we will watch a 

number of documentary films from different eras in the form's history, paying special attention to changes in the genre, the social 

purposes of the films, and the public's reception of the works. 

２.授業内容 

Every year, new documentary films are released, and storytelling techniques are explored. 

 

第１回：Introductions: What is documentary film? 

第２回：Storytelling techniques: archival footage, archival documents 

第３回：When We Were Kings, Leon Gast, 1996 

第４回：Storytelling techniques: Interviews 

第５回：Searching for Sugarman, Malik Bendjelloul, 2012 

第６回：True crime documentary 

第７回：Amanda Knox, Rod Blackhurst, Brian McGinn, 2016 

第８回：Storytelling techniques: diagrams, drawings, animation, rotoscope 

第９回：Tower, Keith Maitland, 2016 

第 10回：Storytelling techniques: Personal Point of View 

第 11回：Bowling for Columbine, Roger Moore, 2002 

第 12回：Student presentations 

第 13回：Student presentations 

第 14回：Final discussion and introduction to summer projects 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This course will be conducted entirely in English. There will be readings or videos for various topics and then group discussions, 

presentations and debates. Students must be willing to speak about their own ideas and opinions. This means that much of the material 

needs to be studied before class so that discussion during class will progress smoothly. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Discussions and presentations are a key part of this class. Preparation is very important in order to make sure the classes run 

smoothly. 

５.教科書 

No textbook will be used, but there will be articles that students will need to download and read on a weekly basis. Students will 

also sometimes need to view online videos before coming to class. 

６.参考書 

Materials will be provided by the instructor. 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
Preparation for class/homework: 20% 

In-class discussions: 30％ 

Presentations: 30％ 

Written reports: 20% 

９.その他 
This class will be conducted entirely in English. Failure to make an effort to communicate in English will result in an absence. 

 

Failure to complete homework before class will result in an absence. 

 

Students are responsible for checking Oh-Meiji for information between classes. All information about homework and assignments will 

be posted there. Being absent from a class is not an excuse to arrive to class with unfinished homework. If a student is absent from 

a class and then arrives to the next class with incomplete homework, that will count as two absences. 

 

Three absences will result in failure. 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅡ ハミルトン，ロバート 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

This is a continuation of Media English I from the first semester. It is STRONGLY recommended that you take Media English I before 

taking this course. If you want to take this course without having first taken Media English I, then please email me. You will need 

to do a lot of self-study work before joining the class. 

 

Documentary films have often taken a back-seat to other genres of film-making, but they have a long history and a wide variation of 

topics and subgenres. From David Attenborough's nature documentaries, to Michael Moore's activist films, to true crime drums – 

documentaries tell the true stories of our world, our society, and what our society struggles to be. In this course, we will watch a 

number of documentary films from different eras in the form's history, paying special attention to changes in the genre, the social 

purposes of the films, and the public's reception of the works. 

２.授業内容 

第１回：Review of summer research 

第２回：Documentary/mockumentary: Blurring the lines between fact and fiction 

第３回：Exit Through the Gift Shop, Banksy, 2010 

第４回：New and innovative forms of documentary 

第５回：Casting JonBenet, Kitty Green, 2017 

第６回：Student-selected film 1 

第７回：Discussion of student-selected film 1 

第８回：Student-selected film 2 

第９回：Discussion of student-selected film 2 

第 10回：Student-selected film 3 

第 11回：Discussion of student-selected film 3 

第 12回：Netflix, websites, and new audiences for documentary 

第 13回：O.J. Simpson and the Jinx 

第 14回：Final discussions and recommendations 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

This course will be conducted entirely in English. There will be readings or videos for various topics and then group discussions, 

presentations and debates. Students must be willing to speak about their own ideas and opinions. This means that much of the material 

needs to be studied before class so that discussion during class will progress smoothly. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students should have taken Media English I in the first semester before taking this class. If you wish to take this class, but did 

not enroll in Media English I, please contact the professor before the summer break. This way you can catch up on the reading and 

work on the summer homework. 

５.教科書 

No textbook will be used, but there will be articles that students will need to download and read on a weekly basis. Students will 

also sometimes need to view online videos before coming to class. 

６.参考書 

Materials will be provided by the instructor. 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
Preparation for class/homework: 20% 

In-class discussions: 30％ 

Presentations: 30％ 

Written reports: 20% 

９.その他 
This class will be conducted entirely in English. Failure to make an effort to communicate in English will result in an absence. 

 

Failure to complete homework before class will result in an absence. 

 

Students are responsible for checking Oh-Meiji for information between classes. All information about homework and assignments will 

be posted there. Being absent from a class is not an excuse to arrive to class with unfinished homework. If a student is absent from 

a class and then arrives to the next class with incomplete homework, that will count as two absences. 

 

Three absences will result in failure. 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ 松本 恵美子 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標
メディア教材を題材に Listening、 Speaking、 Reading を中心とした英語の技能を再確認し、実際のコミュニケーションや、実務に応用できるよ

うな英語力を養う。学生の能力に応じて様々な活動を取り入れた学習を行う。

また、TOEIC、TOEFLなどの試験を積極的に受験し、高得点を取得することを目指してください。

２.授業内容
第１回：授業概要、イントロダクション 

第２回：Unit1 

第３回：Unit1 

第４回：Unit1 

第５回：Unit2 

第６回：Unit2 

第７回：Unit2 

第８回：Unit3 

第９回：Unit3 

第 10回：Unit4 

第 11回：Unit4 

第 12回：Unit5 

第 13回：Unit5 

第 14回：期末テスト 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意
授業における活動には積極的に参加すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業内で理解できなかった内容について各自で復習を行うこと。 

５.教科書
Unlock 2e Listening, Speaking & Critical Thinking Level 3 Student's Book with Digital Pack

Sabina Ostrowska (著), Nancy Jordan (著), Chris Sowton (著)

出版社：Cambridge Univ Press

2022年刊行

ISBN：9781009031479

６.参考書
授業中に随時紹介する。

７.課題に対するフィードバックの方法
 授業時間内に口頭により行う。

８.成績評価の方法
出席 20％ 

平常点（授業参加、小テスト）50％ 

期末テスト 30％ 

９.その他
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅡ 松本 恵美子 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標
メディア教材を題材に Listening、 Speaking、 Reading を中心とした英語の技能を再確認し、実際のコミュニケーションや、実務に応用できるよ

うな英語力を養う。学生の能力に応じて様々な活動を取り入れた学習を行う。

また、TOEIC、TOEFLなどの試験を積極的に受験し、高得点を取得することを目指してください。

２.授業内容
第１回：授業概要、イントロダクション 

第２回：Unit6 

第３回：Unit6 

第４回：Unit6 

第５回：Unit7 

第６回：Unit7 

第７回：Unit7 

第８回：Unit8 

第９回：Unit8 

第 10回：Unit9  

第 11回：Unit9  

第 12回：Unit10  

第 13回：Unit10  

第 14回：期末テスト 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意
授業における活動には積極的に参加すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業内で理解できなかった内容について各自で復習を行うこと。 

５.教科書
Unlock 2e Listening, Speaking & Critical Thinking Level 3 Student's Book with Digital Pack

Sabina Ostrowska (著), Nancy Jordan (著), Chris Sowton (著)

出版社：Cambridge Univ Press

2022年刊行

ISBN：9781009031479

６.参考書
授業中に随時紹介する。

７.課題に対するフィードバックの方法
 授業時間内に口頭により行う。

８.成績評価の方法
出席 20％ 

平常点（授業参加、小テスト）50％ 

期末テスト 30％ 

９.その他

247



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ ランバッカー 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

"授業の到達目標及びテーマ" 

日本や海外の重要なニュースの出来事や人物、問題を理解することは必須です。 

この科目の主な目標は、英語のリーディング、ライティング、スピーキング、ボキャブラリー能力を高めながら、ニュースメディアに対する理解を

深めることである。受講生は、海外と日本のニュースメディアが取り上げた重要な出来事や問題を検索し、要約し、議論します。前期は日本国内の

重要なニュースを、後期は国際的なニュースを取り上げます。 

 

 

"授業の概要" 

主な活動内容は以下の通りです。 

1. 時事ニュースに関する要約レポートを英語で 3 回書く。 

2. ニュースで取り上げられた時事問題について、小グループで意見を出し合い、協力し合う。 

3. 英語のニュースメディアに関する重要な語彙を学習し、身につける。  

4. 重要なニュース問題や出来事についてプレゼンテーションを行う。 
２.授業内容 

第 1 回：コースオリエンテーション 

第 2 回：英語ニュースメディア（日本語）の概要 

第 3 回：日本のニューストピック 1 (1) 

第 4 回： 〃 (2) 

第 5 回：日本のニューストピック 2 (1) 

第 6 回： 〃 (2) 

第 7 回：日本のニューストピック 3 (1) 

第 8 回： 〃 (2) 

第 9 回：日本のニューストピック 4 (1) 

第 10回： 〃 (2) 

第 11回：日本のニューストピック 5 (1) 

第 12回： 〃 (2) 

第 13回：期末発表の準備 

第 14回：期末発表、コースレビュー 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

学習意欲を持ち、積極的に参加することが望まれます。授業への参加は本コースに不可欠な要素であり、学生の最終成績に含まれる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回の授業前に週刊ニュースを読んで復習し、宿題も出します。 

５.教科書 

教科書： Contemporary Topics, 21st Century Skills for Academic Success 1, by Solorzano and Frazier, Pearson publishing 

Quizlet：（オンライン単語学習プログラム） 

６.参考書 

CNN, BBC, Fox, and other online news programs 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 すべての課題は、タイムリーに採点され、学生に返却されます。 

８.成績評価の方法 
(1) 宿題（教科書より）(25%) 

(2) ニュース記事３本を読み、それぞれの要約を英語で書く(25%) 

(3) 期末発表(25%) 

(4) ボキャブラリークイズ(25%) 

 

5 回以上欠席した場合、合格点は与えられません。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅡ ランバッカー 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

"授業の到達目標及びテーマ" 

日本や海外の重要なニュースの出来事や人物、問題を理解することは必須です。 

この科目の主な目標は、英語のリーディング、ライティング、スピーキング、ボキャブラリー能力を高めながら、ニュースメディアに対する理解を

深めることである。受講生は、海外と日本のニュースメディアが取り上げた重要な出来事や問題を検索し、要約し、議論します。前期は日本国内の

重要なニュースを、後期は国際的なニュースを取り上げます。 

 

 

"授業の概要" 

主な活動内容は以下の通りです。 

1. 時事ニュースに関する要約レポートを英語で 3 回書く。 

2. ニュースで取り上げられた時事問題について、小グループで意見を出し合い、協力し合う。 

3. 英語のニュースメディアに関する重要な語彙を学習し、身につける。  

4. 重要なニュース問題や出来事についてプレゼンテーションを行う。 
２.授業内容 

第 1 回：コースオリエンテーション 

第 2 回：国際ニュースメディアの概要 

第 3 回：国際ニューストピック 1 (1) 

第 4 回： 〃 (2) 

第 5 回：国際ニューストピック 2 (1) 

第 6 回： 〃 (2) 

第 7 回：国際ニューストピック 3 (1) 

第 8 回： 〃 (2) 

第 9 回：国際ニューストピック 4 (1) 

第 10回： 〃 (2) 

第 11回：国際ニューストピック 5 (1) 

第 12回： 〃 (2) 

第 13回：期末発表の準備 

第 14回：期末発表、コースレビュー 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業への参加はコースの重要な一部であり、学生の最終成績に含まれるため、学生は強い学習意欲と積極的な参加意欲を持って授業に臨む必要が

あります。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

生徒は毎回の授業の前に週刊ニュースを読んで復習し、また毎週の宿題をこなす。 

５.教科書 

教科書：（未定） 

Quizlet：（オンライン単語学習プログラム） 

６.参考書 

CNN,BBC,Fox,その他オンラインニュース番組 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 すべての課題は、タイムリーに採点され、学生に返却されます。 

８.成績評価の方法 
(1) 宿題（教科書より）(25%) 

(2) ニュース記事３本を読み、それぞれの要約を英語で書く(25%) 

(3) 期末発表(25%) 

(4) ボキャブラリークイズ(25%) 

 

5 回以上欠席した場合、合格点は与えられません。 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ 中林 正身 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 英語表現能力を向上させることを目的とした授業です。このために、多くの英文の暗記、そして自由英作文を書いてもらうという作業をくり返し

ながら授業を進めていきたいと考えています。授業での作業をとおして実感してもらいたいことは、与えられた、あるいは頭に浮かんだ日本語をそ

のまま英訳しようとするのではなく、自分の英語力で英語に直せる日本語に読み替えるという「和文和訳」という工夫が必要だということです。 

 教材としては、「英文の暗記」にかかわるものとして大学入試のために利用されるものを使用します。そして、ほとんど毎回の授業で英文を書く

という作業に取り組んでもらいます。まずはグループワークで、次にペアワークで、最終的には個人でこの作業をしてもらうという手順を踏みたい

と考えています。日本人としてのぼくの経験を活かしたやりかたで、どのように英語での表現力をつけていくかということを皆さんに紹介できれば

と思っています。とにかく前向きに授業に取り組んでください。 

 他方で、「自由英作文」の進め方は、①文学作品の一部を読んで（あるいは観て）もらい、②それについての解説を理解してもらう。③その解説

に基づいて、くだんの文学作品の特定の場面またはテーマについて英文で意見を述べてもらいます。毎授業で 200 語～300 語程度の英作文に取り組

んでもらいます。制限時間は 30分間程度です。制限時間を超過して提出された英作文、そして未完成の英作文は成績評価の対象とは認めません。決

められた時間内に、決められた語数の英文を書き上げることにくり返し取り組んでもらいます。英文を書くということの他に、文学作品を原文で読

むことも要求される授業であることも承知して履修してください。 
２.授業内容 

第１回 オリエンテーション この授業の目的や進め方などについて説明します。 

第２回 練習問題 動詞に関すること １～８ 

第３回 練習問題 時制に関すること １～４ 

第４回 練習問題 前置詞に関すること １～３ 

第５回 練習問題 形容詞・副詞に関すること １～３ 

第６回 練習問題 関係詞に関すること １～３ 

第７回 練習問題 比較に関すること １～１０ 

第８回 練習問題 接続詞に関すること １～５ 

第９回 練習問題 仮定法に関すること １～４ 

第１０回 練習問題 英文エッセイのリライトに挑戦 １ 

I think a large university is better than a small university. 

第１１回 練習問題 英文エッセイのリライトに挑戦 ２ 

If you could invent something new, what product would you develop? 

第１２回 練習問題 英文エッセイのリライトに挑戦 ３ 

Imagine that a company has announced a plan to construct a large factory in your community. Would you support this addition to your 

community? 

第１３回 練習問題 文学作品を読んで感想を書いてみる 

第１４回 まとめ 自分の考えを英語で書いてみる（文学作品についての英作文） 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 自主的にしっかりと、几帳面に授業に参加してください。遅刻することなく出席するという学生としての当然の義務を果たしてもらいたいと切

に願っています。配布物を教材として活用しながら授業を進めて行くつもりです。授業中に扱ったものすべてを憶える覚悟で臨んでください。口頭

で答えてもらうとか、英作文を板書してもらうということも毎回ありますので、それを覚悟して履修してください。語学の授業ですので、出席の返

事だけしてあとはずっと黙って座っていれば済むという授業には決してなりません。学生の皆さんの積極的な発言に期待します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 準備学習（予習や復習等）に関しては、学生の皆さんに各自で授業以外で取り組んでもらいたいことは「インプット」という作業です。英作文用

の問題集ならば模範解答を片っ端から暗記することです。同時に、英語表現能力をさらに高めたいという場合には、英文を読んでいて特定の意味を

伝える英文が自分の思いもよらない単語や構文を使ったものであることを発見したときに、それをノートに書き留めて今後の模範にすることができ

るように「自分だけの模範英語例文集」のようなものを作ってください。この作業に真摯な態度で取り組むならば、各回の予習・復習にかける時間

は 60分から 90分くらいになると想定されます。 

５.教科書 

授業内で投影または配付するものを使用します。 

６.参考書 

必要に応じて紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 時間の許す限りは授業時間内にフィードバックをしたいと考えますが、それができない場合には、LMS を使って行いたいと思います。いずれにせ

よ、皆さんに提出してもらいっぱなしということにはしないように気をつけるつもりです。 

８.成績評価の方法 
授業中に行う確認テストや提出してもらう課題等、および授業への参加度により評価します。 

９.その他 
多くの問題に取り組むという反復練習を通して、身体に馴染むまで英語学習に力と時間を注いでもらいたい。また、欠席回数が多い場合には確認テ

ストの点数が取れないので単位取得が難しくなることを自覚してください。 

前回の授業内容を復習するための小テストを行います。これも成績評価に係わります。上にも書きましたが、文学作品を原文で読むうえに、決めら

れた時間内に決められた語数の英文を書き上げることをくり返してもらいます。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｍｅｄｉａ ＥｎｇｌｉｓｈＡⅡ 中林 正身 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

英語表現能力を向上させることを目的とした授業です。中級者を対象とした授業なので、文体に気を使った英文を書く練習をくり返します。ネイテ

ィブスピーカーから awkward とか redundant とか unclear などのコメントをもらわないような英文を書くことを目指します。その際の留意点は

以下の通りです―― 

  １ 日本語が感じられる不自然な英文かどうか 

  ２ かたい表現かやわらかい表現かどうか 

  ３ 簡潔で無駄のない表現かどうか 

  ４ 語句や文の配列が適切に配列されているかどうか 

 授業における作業をとおして経験してもらいたいことは、与えられた、あるいは頭に浮かんだ日本語をそのまま英訳しようとするのではなく、自

分の英語力で英語に直せる日本語に読み替えるという「和文和訳」という工夫が必要だということです。このことに加えて、つなぎ語を有効に使っ

て文と文、パラグラフとパラグラフの有機的な繋がりを明確にすることにも慣れてもらいたいと考えています。 

 秋学期にも比較的「自由度の高い」英作文を書き上げてもらいます。加えて、「読む教材」と「聴く教材」と「観る教材」として文学作品も活用

しようと考えています。これは、英文を読んで内容を英語でまとめる、あるいは英文を聴いてその内容を英語でまとめるなどの作業にも取り組んで

もらおうと思っているからです。ですので、書くだけでなく、英語を読むことや英語を聴くことも授業内での作業となることを自覚してください。

そして、毎回の授業で 200語から 300語程度の長さの英文を書くという作業に取り組んでもらいます。まずはグループワークで、次にペアワークで、

最終的には個人でこの作業をしてもらうという手順を踏みたいと考えています。制限時間は 30 分間程度です。文学作品について紹介をする・話し合

うことからはじめて、各自の結論を導き出します。このプロセスを英文で表現してもらうという作業をイメージしています。制限時間を超過して提

出された英作文、そして未完成の英作文は成績評価の対象とは認めません。決められた時間内に、決められた語数の英文を書き上げることにくり返

し取り組んでもらいます。日本人としてのぼくの経験を活かしたやりかたで、どのように英語での表現力をつけていくかということを皆さんに紹介

できればと思っています。とにかく前向きに授業に取り組んでください。 
２.授業内容 

第１回 オリエンテーション この授業の目的や進め方などについて説明します。 

第２回 練習問題 くり返しを避けるための省略、人間を中心とした表現  文学作品に取り組んでみる １ 

第３回 練習問題 無生物主語  文学作品に取り組んでみる ２ 

第４回 練習問題 「もの」を中心にするか、「こと」を中心にするか  文学作品に取り組んでみる ３ 

第５回 練習問題 かたい表現 vs やわらかい表現 １  文学作品に取り組んでみる ４ 

第６回 練習問題 かたい表現 vs やわらかい表現 ２  文学作品に取り組んでみる ５ 

第７回 練習問題 簡潔で無駄のない表現 １  文学作品に取り組んでみる ６ 

第８回 練習問題 簡潔で無駄のない表現 ２  文学作品に取り組んでみる ７ 

第９回 練習問題 語句や文をナチュラルに配列する １  文学作品に取り組んでみる ８ 

第１０回 練習問題 語句や文をナチュラルに配列する ２  文学作品に取り組んでみる ９ 

第１１回 練習問題 比較の表現 １  文学作品に取り組んでみる １０ 

第１２回 練習問題 比較の表現 ２  文学作品に取り組んでみる １１ 

第１３回 練習問題 譲歩の表現  文学作品に取り組んでみる １２ 

第１４回 まとめ 自分の考えを英文で書く         ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

自主的にきちんと授業に参加することが求められる。度重なる遅刻は許されないし、欠席なども厳しくチェックする。授業中に指名されることも頻

繁にあると考えてもらいたい。ただ座って時間が経過するのを待てるような授業にするつもりはない。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

準備学習（予習や復習等）に関しては、学生の皆さんに各自で授業以外で取り組んでもらいたいことは「インプット」という作業です。本学部が運

用している LMS を使って皆さんに配る授業用資料に掲載されている模範解答を片っ端から暗記するつもりで取り組んでください。同時に、英語表

現能力をさらに高めたいという場合には、英文を読んでいて特定の意味を伝える英文が自分の思いもよらない単語や構文を使ったものであることを

発見したならば、それをノートに書き留めつづけて今後の模範にすることができるように「自分だけの模範英語例文集」のようなものを作ってくだ

さい。この作業に真摯な態度で取り組むならば、各回の予習・復習にかける時間は 60分から 90分くらいになると想定されます。 

５.教科書 

授業内で投影する教材を使用します。 

春学期に使用した文学作品を使うこともありますが、他にも英語で書かれたものを教材として扱うつもりです。 

６.参考書 

必要に応じて紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 時間の許す限りは授業時間内にフィードバックをしたいと考えますが、それができない場合には、LMS を使って行いたいと思います。いずれにせ

よ、皆さんに提出してもらいっぱなしということにはしないように気をつけるつもりです。 

８.成績評価の方法 
授業への参加度に加えて、毎回の小テストや課題の出来などにより評価を出します。 

９.その他 
常識のある態度で授業に参加してもらいたい。遅刻厳禁、着帽はもってのほか。声を出し、テキパキと動いてもらいたい。そして、毎授業時に前回

の確認テストを行い、これによって成績評価をします。したがって欠席回数が多いと、それだけ成績評価が下がることになることを自覚して履修し

てください。 

「授業の概要・到達目標」にも記しましたが、決められた時間内に決められた語数の英文を書くことだけではなく、英語を読む、英語を聴くという

作業も求められる授業であることを承知してください。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅａｄｉｎｇ Ⅰ 小竹 直 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

英語ニュースを利用し英語運用能力を高める授業です。BBCニュースで報じられる今世界で起きていることを題材に、リスニングでニュースを文字

に起こし、丁寧にリーディングし内容理解をしたうえで、自分の言葉で内容を伝えられるようにしていきます。 

【到達目標】 

（１）英語ニュースを繰り返し聞くことで大まかな意味を捉えられる。 

（２）英語のニュース内容を文字資料の助けを借りてしっかりと理解できる。 

（３）ニュースを理解するための基礎語彙や表現が身についている。 

（４）自分の言葉でニュースの内容を伝えることができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（英語のニュースと吹き替えについて） 

第２回：ニュース１（政治経済）・発表 

第３回：ニュース２（法律問題）・発表 

第４回：ニュース３（文化）・発表 

第５回：ニュース４（スポーツ）・発表 

第６回：ニュース５（医療問題）・発表 

第７回：ニュース６（国際問題）・発表 

第８回：ニュース７（社会問題）・発表 

第９回： ニュース８（日本について）・発表 

第 10回：ニュース９（その他）・発表 

第 11回：ニュース 10（その他）・発表 

第 12回：ニュース 11（その他）・発表 

第 13回：ニュース 12（その他）・発表 

第 14回：a: レポート発表  b: まとめ  

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（１）積極的な授業参加が重要となります。 

（２）辞書（電子辞書も歓迎）を持参してください。 

（３）現時点での英語能力は問いません。段階を追って取り組んでいきますので、苦手意識があっても、内容に興味があれば不安に思う必要はあり

ません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

特にクラスウェブを利用してニュース素材などを配布しますので、指示にしたがい授業準備をしてください。英語の書き落とし（リスニング）の課

題も出ますが、現時点でリスニングに苦手意識がある方でも不利にならないような配慮をしますので、積極的に取り組んでください。 

【復習すべき内容】 

英語の学習は繰り返し使用される表現などをしっかりと記憶することも重要です。ハンドアウトなどにまとめた語彙や表現についてしっかりと復

習し、また関連のニュースなどを各自調べてみることも推奨します。 

５.教科書 

特にありません。ハンドアウトを利用します。またクラスウェブを利用した資料配布も行います。 

６.参考書 

特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の予習課題については、授業内で確認しながら進めていきフィードバックとします。学期末レポートの課題内容については最終授業内での解

説をします。また必要に応じてオンデマンド動画を配布し解説を補足する場合もあります。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

レポート 50% 平常点（授業への参加度・発表など）50% 

【成績評価の基準】 

（１）題材のニュースを知的好奇心をもって理解に努められているか。 

（２）自分の理解した内容を発表でしっかり伝えられているか。 

９.その他 
実際に扱うニュースは、直近に報じられたものを利用するため扱うジャンルはあくまでも目安で、その時々のフレッシュな話題を提供していきま

す。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅａｄｉｎｇ Ⅱ 小竹 直 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

英語ニュースを利用し英語運用能力を高める授業です。BBCニュースで報じられる今世界で起きていることを題材に、リスニングでニュースを文字

に起こし、丁寧にリーディングし内容理解をしたうえで、自分の言葉で内容を伝えられるようにしていきます。 

【到達目標】 

（１）英語ニュースを繰り返し聞くことで大まかな意味を捉えられる。 

（２）英語のニュース内容を文字資料の助けを借りてしっかりと理解できる。 

（３）ニュースを理解するための基礎語彙や表現が身についている。 

（４）自分の言葉でニュースの内容を伝えることができる。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（英語のニュースと吹き替えについて） 

第２回：ニュース１（政治経済）・発表 

第３回：ニュース２（法律問題）・発表 

第４回：ニュース３（文化）・発表 

第５回：ニュース４（スポーツ）・発表 

第６回：ニュース５（医療問題）・発表 

第７回：ニュース６（国際問題）・発表 

第８回：ニュース７（社会問題）・発表 

第９回： ニュース８（日本について）・発表 

第 10回：ニュース９（その他）・発表 

第 11回：ニュース 10（その他）・発表 

第 12回：ニュース 11（その他）・発表 

第 13回：ニュース 12（その他）・発表 

第 14回：a: レポート発表  b: まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（１）積極的な授業参加が重要となります。 

（２）辞書（電子辞書も歓迎）を持参してください。 

（３）現時点での英語能力は問いません。段階を追って取り組んでいきますので、苦手意識があっても、内容に興味があれば不安に思う必要はあり

ません。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

特にクラスウェブを利用してニュース素材などを配布しますので、指示にしたがい授業準備をしてください。英語の書き落とし（リスニング）の課

題も出ますが、現時点でリスニングに苦手意識がある方でも不利にならないような配慮をしますので、積極的に取り組んでください。 

【復習すべき内容】 

英語の学習は繰り返し使用される表現などをしっかりと記憶することも重要です。ハンドアウトなどにまとめた語彙や表現についてしっかりと復

習し、また関連のニュースなどを各自調べてみることも推奨します。 

５.教科書 

特にありません。ハンドアウトを利用します。またクラスウェブを利用した資料配布も行います。 

６.参考書 

特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の予習課題については、授業内で確認しながら進めていきフィードバックとします。学期末レポートの課題内容については最終授業内での解

説をします。また必要に応じてオンデマンド動画を配布し解説を補足する場合もあります。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

レポート 50% 平常点（授業への参加度・発表など）50% 

【成績評価の基準】 

（１）題材のニュースを知的好奇心をもって理解に努められているか。 

（２）自分の理解した内容を発表でしっかり伝えられているか。 

９.その他 
実際に扱うニュースは、直近に報じられたものを利用するため扱うジャンルはあくまでも目安で、その時々のフレッシュな話題を提供していきま

す。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＡⅠ 磐崎 弘貞 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

１）これまでの語法上の誤解を矯正する。 

２）パラグラフライティングの基礎を学ぶ。 

３）コロケーション、談話標識についての理解を深める。 

４）要約の手法について理解を深める。 

 

２.授業内容 

第１回：オリエンテーション 

第２回：Paragraph writing 1（和文英訳） 

第３回：Paragraph writing 1rev（和文英訳） 

第４回：Paragraph writing 2 (和文英訳) 

第５回：Paragraph writing 2rev (和文英訳)  

第６回：Paragraph writing 3 (和文英訳)  

第７回：Paragraph writing 3rev (和文英訳)  

第８回：資料の分析と発表の手法 

第９回：発表から報告書作成への手順  

第 10回：Summary 1 

第 11回：Summary 1rev 

第 12回：Summary 2 

第 13回：Summary 2rev 

第 14回：試験 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

辞書を持参すること（デジタル・紙） 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

ポータル上のハンドアウトを読んでおくこと。 

課題を期限内に提出すること。 

５.教科書 

自主教材 

 

６.参考書 

教室において指示 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内またはポータル上のオンラインフィードバック 

８.成績評価の方法 
授業総数の 2/3以上の出席があること 

課題提出 40%、プレゼンテーション/レポート 30%、試験 30% 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＡⅡ 磐崎 弘貞 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

１）セミアカデミックなスピーチやニュース資料／ビデオを見て、それについて内容要約の練習を行う。 

２）そうした資料について自身の意見を口頭発表しさらにレポートにまとめる練習を行う。 

２.授業内容 

第１回：オリエンテーション 

第２回：データ分析 1 

第３回：Summary 1 

第４回：Summary 2 

第５回：データ分析 2 

第６回：Summary 3 

第７回：Summary 4 

第８回：データ分析 3 

第９回： Summary 5 

第 10回：Summary 6 

第 11回：データ分析 4 

第 12回：Summary 7 

第 13回：Summary 8 

第 14回：試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

辞書を持参すること（デジタル・紙） 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

ポータル上のハンドアウトを読んでおくこと。 

課題を期限内に提出すること。 

 

５.教科書 

自主教材 

６.参考書 

教室において指示 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内またはポータル上のオンラインフィードバック 

８.成績評価の方法 
授業総数の 2/3以上の出席があること 

課題提出 40%、プレゼンテーション/レポート 30%、試験 30% 

９.その他 
＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＡⅠ 渡邊 浩子 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 英文を書く力の向上を目標とし、主にパラグラフ作文を行います。 

 春学期は、パラグラフの構造を理解することに焦点を絞り、パラグラフの機能、主題や指示文の役割を理解します。 

各 chapter では、その章の基本的な考え方を理解し、具体例を使い練習を行い、最後に作文を作成します。 

２.授業内容 

第 1 回 Introduction 

第 2 回 書式、句読法について 

第 3 回 Chapter 1  What is a paragraph? 

第 4 回 Chapter 1 

第 5 回 Chapter 2  The topic sentence 

第 5 回 Chapter 2 

第 7 回 Chapter 3  Supporting sentence 

第 8 回 Chapter 3 

第 9 回 Chapter 4  Time order 

第 10回 Chapter 4 

第 11回 Chapter 5  Space order 

第 12回 Chapter 5 

第 13回 まとめ 

第 14回 a. 復習   b. 試験 

３.履修上の注意 

第 1 回授業に必ず出席すること。 

 

課題は必ず提出して下さい。 

 

授業に教科書本体と辞書を持参しましょう。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 指示された予習を行ったうえで授業に臨みましょう。 

５.教科書 

 Get Your Message Across     （南雲堂） 

６.参考書 

必要に応じて担当者が指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時にフィードバックを行います。 

８.成績評価の方法 
 学期末に試験を行なう予定です。 

 

 成績評価は、平常点 20％・課題の提出 20％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験 50％を総合的に判断して行なう。 

９.その他 
教科書本体を必ず授業に持参すること。 

教科書本体を授業に持参していない場合、欠席として扱います。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＡⅡ 渡邊 浩子 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 英作文の力の向上のため、パラグラフ作文を行います。 

 秋学期は、さまざまな型のパラグラフ、例えば、因果関係、例示、定義、分類、比較・対照などの書き方の決まり事を学び、それらを使い、読者

が分かりやすいように、書き手の意図がうまく伝わるように構成されたパラグラフを書く練習を行います。 

  

 

２.授業内容 

第１回 Introduction 

第２回 Chapter 7  Cause and effect 

第３回 Chapter 7 

第４回 Chapter 8  Examples 

第５回 Chapter 8 

第６回 Chapter 9  Definition 

第７回 Chapter 9 

第８回 Chapter 10  Classification 

第９回 Chapter 10 

第 10回 Chapter 11  Comparison and contrast 

第 11回 Chapter 11 

第 12回 Chapter 12  Review 

第 13回 Chapter 12  

第 14回 a. まとめ     b. 試験 

３.履修上の注意 

課題はかならず提出日に提出して下さい。 

 

授業に教科書本体と辞書を持参しましょう。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 指示された予習は必ず行ったうえで授業に臨むこと。 

５.教科書 

 Get Your Message Across      （南雲堂） 

 

６.参考書 

必要に応じて担当者が指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時にフィードバックを行います。 

８.成績評価の方法 
 学期末に試験を行なう予定です。 

 成績評価は、平常点 20％・課題の提出 30％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験 40％を総合的に判断して行ないます。 

９.その他 
授業に教科書本体を持参すること。 

教科書本体を持参していない場合、欠席として扱います。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＡⅠ ウェブスター，ダニエル 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

In this course, students will learn the basics of writing good paragraphs, expand their vocabulary, and learn how to link paragraphs 

into a well-written essay. The ultimate goal is to write a brief essay on one Article in the Japanese Constitution.   

 

The goal of this course is to have the students improve their overall writing skills in the English language, and more specifically 

in regard to the Japanese Constitution.  

 

 

２.授業内容 

第１回：The teacher will introduce the class to the students, and the students will give their self-introductions. Homework: Filling 

out Student Information Sheets with a photograph attached. 

第２回：Students will hand in their Student Information Sheets. Class Work: Going over some common mistakes that Japanese and other 

non-native speakers make when writing English. 

第３回：Writing an introductory paragraph. 

第４回：Maintaining a polite tone, when writing a subjective essay. 

第５回：Making a persuasive argument, while respecting the reader’s point of view. 

第６回：Making headway in your essay, whether it is a subjective argument or an objective description. 

第７回：Getting the reader’s attention by writing in a vivid style. 

第８回：Continued analysis of the students’ essays. 

第９回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 10回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 11回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 12回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 13回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 14回：The finished essays are due. 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Students must be highly motivated to improve their written English. They will also need to maintain good attendance, in order to 

assure class continuity.  

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Read books and articles in English. This will help you to become a better writer yourself. 

５.教科書 

There will be no set textbook for this course. Instead, they will be using the English text of the current Japanese Constitution, 

which the instructor will provide them with. 

６.参考書 

Title: From Paragraph to Essay: Get Your Message Across II 

Writers: Kate Elwood, Leonid Yoffe 

Publisher: Nan'un-do 

 

Students must buy the above reference book, as it has guidelines on how to write good essays.  

 

Students should bring a good English-Japanese/Japanese-English dictionary to class. Either a paper or an electronic dictionary is 

acceptable. 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 The instructor will make critiques on how well students have done on their weekly assignments. These critiques will be given in-

class. 

８.成績評価の方法 
Students will be graded based on their active participation in the class, on their attendance, and on the effort they put into their 

coursework, both during the class and outside the class. I will give further instructions about the Grading and Evaluation Criteria 

during the first class meeting. The ultimate goal is for students to hand in a well-written academic paper by the end of the semester. 

９.その他 
Classes are conducted entirely in English. 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＡⅡ ウェブスター，ダニエル 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

In this course, students will learn the basics of writing good paragraphs, expand their vocabulary, and learn how to link paragraphs 

into a well-written essay. The ultimate goal is to write a brief essay on one Article in the Japanese Constitution.  

 

The goal of this course is to have the students improve their overall writing skills in the English language, and more specifically 

in regard to the Japanese Constitution.  

 

As new students may join this class in the Second Semester, they will need to become acquainted with how the class will be conducted, 

and what is expected of each student. However, for students taking both semesters, the material below will be in the nature of review 

and reinforcement of what they have already learned. The students who fall into the latter category will be expected to write 

completely new essays for the Autumn Semester, and on a different Article of the Japanese Constitution from the one that they wrote 

on in the Spring Semester.  

 
２.授業内容 

第１回：The teacher will introduce the class to the students, and the students will give their self-introductions. Homework: Filling 

out Student Information Sheets with a photograph attached. 

第２回：Students will hand in their Student Information Sheets. Class Work: Going over some common mistakes that Japanese and other 

non-native speakers make when writing English. 

第３回：Writing an introductory paragraph. 

第４回：Maintaining a polite tone, when writing a subjective essay. 

第５回：Making a persuasive argument, while respecting the reader’s point of view. 

第６回：Making headway in your essay, whether it is a subjective argument or an objective description. 

第７回：Getting the reader’s attention by writing in a vivid style. 

第８回：Continued analysis of the students’ essays. 

第９回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 10回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 11回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 12回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 13回：Continued analysis of the students’ essays. 

第 14回：The finished essays are due. 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Students must be highly motivated to improve their written English. They will also need to maintain good attendance, in order to 

assure class continuity. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Read books and articles in English. This will help you to become a better writer yourself. 

５.教科書 

There will be no set textbook for this course. Instead, they will be using the English text of the current Japanese Constitution, 

which the instructor will provide them with. 

６.参考書 

Title: From Paragraph to Essay: Get Your Message Across II 

Writers: Kate Elwood, Leonid Yoffe 

Publisher: Nan'un-do 

Students must buy this reference book, as it has guidelines on how to write good essays.  

Students should bring a good English-Japanese/Japanese-English dictionary to class. Either a paper or an electronic dictionary is 

acceptable.  
７.課題に対するフィードバックの方法 
 The instructor will make critiques on how well students have done on their weekly assignments. These critiques will be given in-

class. 

８.成績評価の方法 
Students will be graded based on their active participation in the class, on their attendance, and on the effort they put into their 

coursework, both during the class and outside the class. I will give further instructions about the Grading and Evaluation Criteria 

during the first class meeting. The ultimate goal is for students to hand in a well-written academic paper by the end of the semester. 

９.その他 
Classes are conducted entirely in English. 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＡⅠ 鈴木 理枝 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 【授業の概要】 

現在、私たちの暮らしは、スマートフォン、タブレットの普及で加速度的に、コミュニケーションツールも日々進化し続けています。またコミュニ

ケーションの方法も、テキスト・メッセージ、チャット、SNSNへの投稿、オンライン・フォームに記入など、多様化しています。この授業の目的は、

テキストを使用して、皆さんに身近な状況、トピックを用い、ライティングの実践力と英語力の向上に努めます。 

 【到達目標】 

 （１） ライティングのスキルを身につける 

 （２） 英語のスキル、文法、語彙、語法をを身につける。 

 （３） 社会で使える実践力を身につける。 

２.授業内容 

基本的な Writing 対応のテキストを使用して、日常生活と社会で使用できる英語力とライティングの方法を身につける。 

第１回：iイントロダクション・自己紹介ゲーム 

第２回：Unit 1 Introducing yourselfをテーマに語彙、表現方法を身につける 

第３回：Unit 1 Introducing yourselfをテーマに文章を作成する 

第４回：Unit 2 Giving advice and suggestions をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第５回：Unit 2 Giving advice and suggestions をテーマに文章を作成する 

第６回：Unit 3 Making a request by email をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第７回：Unit 3 Making a request by email をテーマに文章を作成する 

第８回：Unit 4 Inviting people をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第９回：Unit 4 Inviting people をテーマに文章を作成する 

第 10回：Unit 5 Declining an invitation をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第 11回：Unit 5 Declining an invitation をテーマに文章を作成する 

第 12回：Unit 6 Making a request online をテーマに語彙、表現方法を身につけ、文章を作成する 

第 13回：Unit 7  Expressing gratitude をテーマに語彙、表現方法を身につけ、文章を作成する  

第 14回：a: まとめ b: 試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

実践的英語を身につけたい学生の受講を希望します。 

出席重視。やる気のある学生の履修を期待しています。 

授業ではペアワーク、グループワーク中心に進めます。 

当該範囲の予習、復習をしっかり行った上で臨むことで実力が身に付きます。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 【準備学習の内容】 

テキストの予習、分からない語彙、表現を調べておくこと。 練習問題の予習をしておくこと。 

 【復習すべき内容】 

 授業内で習得した内容について、復習して下さい。 

５.教科書 

CONTACT US! WRITING TO COMMUNICATE ONLINE、 成岡恵子、早野薫、瀧口晴美、Sean M. Hackett 

金星堂、2022、1,900 円+税 

 

６.参考書 

特に定めない。レジュメを配布することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題のフィードバックは、次の授業内で発表させ、不正解の場合は、丁寧に解答を説明する。 

最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。 

８.成績評価の方法 
 【成績評価の方法】 

試験：50％、平常点： 50％（授業への積極的な参加、発表、小レポート、授業態度） 

 

 欠席 4回以上で単位取得不可。 

９.その他 
授業への積極的な参加をする学生を望みます。 

ペアワークを中心に進めます。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN211J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＡⅡ 鈴木 理枝 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 【授業の概要】 

現在、私たちの暮らしは、スマートフォン、タブレットの普及で加速度的に、コミュニケーションツールも日々進化し続けています。またコミュニ

ケーションの方法も、テキスト・メッセージ、チャット、SNSNへの投稿、オンライン・フォームに記入など、多様化しています。春学期に続き、こ

の授業の目的は、テキストを使用して、皆さんに身近な状況、トピックを用い、書くことへの苦手意識を払拭して、さらなる書く力と英語力の向上

に努めます。 

 【到達目標】 

 （１） ライティング力を身につける 

 （２） 様々な場面で必要な、語彙、文法、語法を習得する。 

 （３） 書くことへの苦手意識を払しょくする。 

 
２.授業内容 

Writing 対応のテキストを使用して、日常生活と社会で使用できる英語力とライティングの方法を身につける。 

 

第１回：イントロダクション、Unit 8 Making a complaint をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第２回：Unit 8  Making a complaint をテーマに文章を作成する 

第３回：Unit 9  Congratulating and encouraging をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第４回：Unit 9  Congratulating and encouraging をテーマに文章を作成する 

第５回：Unit 10 Making a reservation をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第６回：Unit 10 Making a reservation をテーマに文章を作成する 

第７回：Unit 11 Making an offer をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第８回：Unit 11 Making an offer をテーマに文章を作成する 

第９回：Unit 12 Sharing updates をテーマに語彙、表現方法を身につける 

第 10回：Unit 12 Sharing updates をテーマに文章を作成する 

第 11回：Unit 13 Sending season's greetings をテーマに語彙、表現方法を身につけ、文章を作成する 

第 12回：Unit 14 Recruiting members をテーマに語彙、表現方法を身につけ、文章を作成する 

第 13回：Unit 15 Applying for something online をテーマに語彙、表現方法を身につけ、文章を作成する  

第 14回：a: まとめ、b: 試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

実践的英語を身につけたい学生の受講を希望します。 

出席重視。やる気のある学生の履修を期待しています。 

授業ではペアワーク中心に進めます。当該範囲の予習、復習を 

しっかり行った上で臨むことで実力が身に付きます。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 【準備学習の内容】 

テキストの予習、分からない語彙、表現を調べておくこと。 練習問題の予習をしておくこと。 

 【復習すべき内容】 

授業内で習得して内容について、復習して下さい。 

５.教科書 

CONTACT US! WRITING TO COMMUNICATE ONLINE、 成岡恵子、早野薫、瀧口晴美、Sean M. Hackett 

金星堂、2022、1,900 円+税 

６.参考書 

特に定めない。レジュメを配布することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題のフィードバックは、次の授業内で発表させ、不正解の場合は、丁寧に解答を説明する。 

最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。 

８.成績評価の方法 
 【成績評価の方法】 

 試験：50％、平常点： 50％ (授業への積極的参加・発表、小レポート、授業態度） 

 

 欠席 4回以上で単位取得不可。 

９.その他 
授業への積極的な参加をする学生を望みます。 

ペアワーク中心に進めます。 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＢⅠ 原 優子 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

到達目標 

この授業ではパラグラフの基本とそのバリエーションを学び、様々な内容のパラグラフを論理的に書く paragraph writing を練習する。  

 

授業の概要 

テキストに沿ってパラグラフの一般的な構成方法と Genre（文章のタイプ）に応じた配列の仕方などを学習する。Lesson 毎に提出課題あり。長さは

B５用紙１ページが標準の paragraph writing。初回は下書きとして提出、添削して返却するので、手直しして２回目に清書として提出すること。 

２.授業内容 

第１回：introduction 

第２回：Lesson 1 説明、 作文課題下書き 

第３回：Lesson 1 清書 

第４回：Lesson 2 説明、 作文課題下書き 

第５回：Lesson 2 清書 

第６回：Lesson 3 説明 作文課題 

第７回：Lesson 3 清書 

第８回：Lesson 4 説明 作文課題 

第９回：Lesson 4 清書 

第 10回：Lesson 5 説明 作文課題 

第 11回：Lesson 5 清書 

第 12回：Lesson 6 説明 作文課題 

第 13回：Lesson 6 清書 

第 14回：a. これまでの課題の提出確認 

    b. 即題で英作文（定期テストは行わないが授業中に仕上げるこの課題をテストの代わりとする） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

出席重視。欠席は 4 回を超えないこと。 

 

指定テキストを必ず購入して持参してください。 

 

作品を書く作業が中心なので英文を正しくかつ創造的に書くことに関心を持つ学生が対象。 

課題の提出期限は２週間。作品の期限内提出を重視し、全ての作品提出が単位取得の条件とします。 

 

授業に全く出席せずに、あるいは初回と最終回のみの出席で、課題だけを最終回にまとめて提出しても評価の対象になりません。 

 

作品はオリジナルであること、他者の作品の借用やネットからのコピーは固く禁止します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

課題作文の下書きと清書は基本的に授業内に行うこと。 

予習としてはテキストのモデル文を読み課題の構想を立てること。 

５.教科書 

 Genre approach to paragraph writing 

 成美堂 

６.参考書 

 和英、英和 辞書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 writing の作品を添削して返却します。添削を参考に清書してください。 

８.成績評価の方法 
課題の提出状況、および課題作品の出来栄え。課題は２週間以内が期限。それより大幅に遅れた場合は減点の対象とする。 

 

９.その他 
教室内での私語、無断の教室出入り、携帯やスマートフォン等の辞書用途以外お授業中の使用は控えてください。 

 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN311J 

Ｗｒｉｔｉｎｇ ＢⅡ 原 優子 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

到達目標 

この授業ではパラグラフの基本とそのバリエーションを学び、様々な内容のパラグラフを論理的に書く paragraph writing を練習する。  

授業の概要 

テキストに沿ってパラグラフの一般的な構成方法と Genre（文章のタイプ）に応じた配列の仕方などを学習する。Lesson 毎に提出課題あり。長さは

１５０語から２００語程度の paragraph writing。初回は下書きとして提出、添削して返却するので、手直しして２回目に清書として提出すること。 

２.授業内容 

第１回：introduction 

第２回：Lesson 7 説明、 作文課題下書き 

第３回：Lesson 7 清書 

第４回：Lesson 8 説明、 作文課題下書き 

第５回：Lesson 8 清書 

第６回：Lesson 10 説明 作文課題 

第７回：Lesson 10 清書 

第８回：Lesson 11 説明 作文課題 

第９回：Lesson 11 清書 

第 10回：Lesson 12説明 作文課題 

第 11回：Lesson 12清書 

第 12回：Lesson 13説明 作文課題 

第 13回：Lesson 13清書 

第 14回：a. これまでの課題の提出確認 

    b. 即題で英作文（定期テストは行わないが授業中に仕上げるこの課題をテストの代わりとする） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

出席重視。欠席は 4 回を超えないこと。 

 

指定テキストを必ず購入して持参してください。後期から履修の学生も必ず購入してください。 

 

作品を書く作業が中心なので英文を正しくかつ創造的に書くことに関心を持つ学生が対象。 

課題の提出期限は２週間。作品の期限内提出を重視し、全ての作品提出が単位取得の条件とする。 

 

授業に全く出席せずに、あるいは初回と最終回のみの出席で、課題だけを最終回にまとめて提出しても評価の対象になりません。 

 

作品はオリジナルであること、他者の作品の借用やネットからのコピーは固く禁止します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

課題作文の下書きと清書は基本的に授業内に行うこと。 

予習としてはテキストのモデル文を読み課題の構想を立てること。 

復習としては添削に基づき清書すること。 

５.教科書 

 Genre approach to paragraph writing  

 成美堂 

６.参考書 

 和英、英和 辞書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 writing の作品を添削して返却します。添削を参考に清書してください。 

８.成績評価の方法 
 課題の提出状況、および課題作品の出来栄え。課題の提出は２週間が期限。期限に大幅に遅れた場合は減点の対象とする。 

９.その他 
 教室内での私語、無断の教室出入り、携帯やスマートフォン等の授業中の使用は控えてください。 

 

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAN221J 

中級ドイツ語実践Ⅰ オルランド，ダビデ 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

This course expands on the student's knowledge of German grammar and on the student`s speaking and reading  ability by reading texts 

about German culture. It is designed to give the students individually the possibility to strenghten their communication and also 

their grammar skills. Students will be able to deal with most situations likely to arise in their everyday life; 

As this is a communicative and student-centered course, students will interact a lot with classmates in pairwork and group work 

activities. 

The class is almost entirely taught in German.  

 

The content and grade of difficulty of the program may change depending on the general level of the course. 

２.授業内容 

第１回：Introduction. Getting to know you activities; classroom policies. 

第２回：Free time. Talking about free-time activities during holidays. 

第３回：Holidays in Germany 

第４回：Speaking about projects and dreams. 

第５回：Speaking about jobs in Germany. 

第６回：Rural life vs city life in Germany. 

第７回：Pros and cons (city life vs rural life). 

第８回：Education in Germany. 

第９回：Review of themes and grammar points. 

第 10回：To live together. 

第 11回：Sharing flats. 

第 12回：Pros and cons (Wohngemeinschaften). 

第 13回：Germany under the influence of Corona. 

第 14回：Review of themes and grammar points. 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Review: Students are required to read and understand articles distributed for the coming lesson. Furthermore, students have to review 

the contents of the lesson by learning the main vocabulary, creating an overview of the contents and revising the main grammar points 

before each class. 

５.教科書 

Materials will be provided by the teacher. Material will be copied mainly from the textbooks "Prma PlusA2" and "Start frei2". 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
There will be two tests throughout the semester. All tests will focus on the most recently covered material. 

Unexcused absences affect students' grades. Too many unexcused absences will lead to a fail. 

Students are evaluated on the basis of their interaction contributions, class participation, and the three written tests. 

９.その他 
Students can contact the teacher via Mail any time. Also a personal Zoom Meeting is possible if required. 

 

 

264



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAN221J 

中級ドイツ語実践Ⅱ オルランド，ダビデ 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

The purpose of this class is to review the grammatical structures you have already mastered and move on to a new level. We will cover 

not only the various temporal verbforms, but also pronouns and word positions in sentences. New grammatical constructions will be 

covered through interesting topics such as cultural differences, work and study, leisure time and activities, etc. Throughout the 

course, participants will be encouraged to speak freely and actively. 

 

The contents of the lesson can change regarding participants interests and skills. 

 

 

 

２.授業内容 

第１回：Introduction. Similarities during holiday. 

第２回：Youth in Germany (1) 

第３回：Youth in Germany (2) 

第４回：Sports and fitness (1) 

第５回：Sports and fitness (2) 

第６回：Review of themes and grammar points 

第７回：German festivals (1) 

第８回：German festivals (2) 

第９回：German festivals (3) 

第 10回：German and his cities (1) 

第 11回：Berlin (1) 

第 12回：Berlin (2) 

第 13回：Review of themes and grammar points. 

第 14回：Speaking about plans for the future. 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

The topics of the classes will be tailored to the participants' German language skills and interests. Since the class will be 

primarily communicative, there will be a lot of small group work. 

 

Necessary prerequisite is the knowledge of basic German and the clear focus on studying German.  

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Be sure to do your homework regularly and participate actively in class. 

５.教科書 

Materials will be distributed. 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
It is assumed that you will actively participate in each class and take an interest in the topic and partner work. There will be 

three tests. These tests and a small presentation will be combined for 70% of your overall grade. 

９.その他 
Students can contact the teacher via Mail any time. Also a personal Zoom Meeting is possible if required. 
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科目ナンバー : (LA)LAN221J 

ドイツ語ゼミナールＡⅠ 伊藤 真弓 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

テーマ：ドイツ語で日本を読む 

 

【授業の概要】 

この授業では、ドイツ人によって書かれ、ドイツで出版されている、日本の文化と社会を考察した文献を講読し、外から見た「日本」の一端を知る

ことによって、日本の文化と社会を客観的に眺める契機としたいと考えています。実際的なドイツ語文章の読解力を養成しつつ、広い意味での異文

化間理解に近づくことを目標とします。 

ドイツ語の文章を読解するためには、文構造を解明する必要があり、文構造の解明のためには、基礎文法に対する理解を深めることが重要です。ド

イツ語の基礎文法を確認しながら理解を深め、読解力の向上を目指します。 

また後半では、日本の都市と文化についてドイツ語で紹介するプレゼンテーションの機会を持つことが出来ればと考えています。 

 

【到達目標】 

・ドイツ人が見た日本の社会と文化についての文献を精読することで、日本の文化と社会について客観的に眺め考える契機とし、異文化間理解に近

づくこと 

・ドイツで出版された文献を、基礎文法を確認しながら読むことで、実際的なドイツ語の文章の読解力を養うこと 
２.授業内容 

主たるテキストとしては、Florian Coulmas/Judith Stalpers 著：Die 101 wichtigsten Fragen - Japan. 2014 を予定していますが、必要に応じ

てその他の参考資料も検討してゆきます。 ゼミナール形式で精読を行い、内容理解を深めた上で意見交換を行う、という形式で進める予定です。授

業の内容や進め方については、受講者数等に応じて柔軟に検討したいと思います。 

また、後半では、日本の都市と文化についてのプレゼンテーションの機会を設けたいと考えています。プレゼンテーションの方法などについては、

授業時に適宜指示します。 

 

第１回：イントロダクション、授業概要と授業の進め方についての説明 

第２・３回：ドイツで出版されている日本の旅行ガイドに書かれた日本の見どころを読む 

第４～６回：Woher kommen die Japaner und woher die japanische Sprache? 

第７・８回：Was ist eine Malghelita Pizza? 

第９・１０回：Was ist der Nationalsport? 

第１１・１２回：Woher kommen Otaku、 und wohin gehen sie? 

第１３回：日本の都市と文化についてのプレゼンテーションについて、説明と話し合い 

第１４回：日本の都市と文化について、プレゼンテーションと質疑応答/春学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

ドイツ語と異文化間理解に興味があり、自ら学ぶ意欲を持った受講者の参加を希望します。 

2 年次配当の科目です。初級ドイツ語既修者を対象とした科目ですので、その点を確認しておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

予習として、次回の授業範囲について事前に学習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

復習として、授業で学習した内容を確認し、発展的なテーマを発見して調査すること。 

 

また、ドイツ語圏に関するニュースやドイツ語圏文化等についても、日頃から関心を向けるようにしてください。  

 

５.教科書 

プリントを配布する予定です。 

６.参考書 

必要に応じて適宜指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 読解内容については、授業時の講読で確認します。 

その他の質問等については、授業時に随時受け付けます。 

プレゼンテーションを行った場合は、発表時に講評を行いたいと思います。 

 

８.成績評価の方法 
試験は行いません。授業参加と、レポート、プレゼンテーション等をもって、総合的に評価します。 

なお、4 回以上欠席の場合は、特別な事情がある場合を除いて、単位を取得することはできません。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN221J 

ドイツ語ゼミナールＡⅡ 伊藤 真弓 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

テーマ：ドイツ語で日本を読む 

 

【授業の概要】 

この授業では、ドイツ人によって書かれ、ドイツで出版されている、日本の文化と社会を考察した文献を講読し、外から見た「日本」の一端を知る

ことによって、日本の文化と社会を客観的に眺める契機としたいと考えています。実際的なドイツ語文章の読解力を養成しつつ、広い意味での異文

化間理解に近づくことを目標とします。 

ドイツ語の文章を読解するためには、文構造を解明する必要があり、文構造の解明のためには、基礎文法に対する理解を深めることが重要です。ド

イツ語の基礎文法を確認しながら理解を深め、読解力の向上を目指します。 

また後半では、ドイツ語圏文化および日本文化についてのプレゼンテーションの機会を持つことが出来ればと考えています。 

 

【到達目標】 

・ドイツ人が見た日本の社会と文化についての文献を精読することで、日本の文化と社会について客観的に眺め考える契機とし、異文化間理解に近

づくこと 

・ドイツで出版された文献を、基礎文法を確認しながら読むことで、実際的なドイツ語の文章の読解力を養うこと 

 
２.授業内容 

主たるテキストとしては、Florian Coulmas/Judith Stalpers 著：Die 101 wichtigsten Fragen - Japan. 2014 を予定していますが、必要に応じ

てその他の参考資料も検討してゆきます。ゼミナール形式で精読を行い、内容理解を深めた上で意見交換を行う、という形式で進める予定です。授

業の内容や進め方については、受講者数等に応じて柔軟に検討したいと思います。 

また、後半では、日本文化およびドイツ語圏文化についてのプレゼンテーションの機会を設けたいと考えています。プレゼンテーションの方法など

については、授業時に適宜指示します。 

ドイツ語圏文化についても随時紹介し、ドイツ語で書かれたテキストを講読する予定です。 

 

第１回：イントロダクション、授業概要と授業の進め方についての説明 

第２・３回：Oktoberfest に関するテキストを講読 

第４・５回：Warum lieben Japaner Roboter? 

第７・８回：Wie funktioniert das japanische Schulsystem? 

第９～１１回：Manga、 Anime、 Cosplay - was steckt dahinter? 

第１２回：クリスマスに関連したテキストを講読 

第１３回：日本文化およびドイツ語圏文化についてのプレゼンテーションについて、説明と話し合い 

第１４回：日本文化およびドイツ語圏文化について、プレゼンテーションと質疑応答/秋学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

ドイツ語と異文化間理解に興味があり、自ら学ぶ意欲を持った受講者の参加を希望します。 

2 年次配当の科目です。初級ドイツ語既修者を対象とした科目ですので、その点を確認しておいてください。   

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

予習として、次回の授業範囲について事前に学習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

復習として、授業で学習した内容を確認し、発展的なテーマを発見して調査すること。 

 

また、ドイツ語圏に関するニュースやドイツ語圏文化等についても、日頃から関心を向けるようにしてください。  

５.教科書 

プリントを配布する予定です。 

６.参考書 

必要に応じて適宜指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 読解内容については、授業時の講読で確認します。 

その他の質問等については、授業時に随時受け付けます。 

プレゼンテーションを行った場合は、発表時に講評を行いたいと思います。 

 

８.成績評価の方法 
試験は行いません。授業参加と、レポート、プレゼンテーション等をもって、総合的に評価します。 

なお、4 回以上欠席の場合は、特別な事情がある場合を除いて、単位を取得することはできません。 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN221J 

資格ドイツ語ＡⅠ 伊藤 真弓 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

テーマ：ドイツ語検定３級合格！ 

【授業の概要】 

１年次で学んだドイツ語の基本文法や基礎知識を踏まえて、2023 年度「独検」冬期試験でドイツ語検定３級合格、または同等のドイツ語力を身に

つけることを目標とします。 

ドイツ語検定は１級・準１級・２級・３級・４級・５級の６つの級での検定となっており、検定基準の概略は以下の通りとされています（詳細は独

検 HPを参照）。 

ドイツ語検定５級：初歩的なドイツ語を理解し、日常生活でよく使われる簡単な表現や文が運用できる（ドイツ語授業を約 30 時間以上受講してい

るか、これと同じ程度の学習経験のある人） 

ドイツ語検定４級：基礎的なドイツ語を理解し、初歩的な文法規則を使って日常生活に必要な表現や文が運用できる（ドイツ語授業を約 60時間以

上受講しているか、これと同じ程度の学習経験のある人） 

ドイツ語検定３級：ドイツ語の初級文法全般にわたる知識を前提に、簡単な会話や文章が理解できる（ドイツ語授業を約 120 時間以上受講している

か、これと同じ程度の学習経験のある人） 

したがって、明治大学法学部において１年間ドイツ語を学んだ場合、４級に合格できる基礎的な学習は完了していることになります。３級について

は、時間数から見れば２年間のドイツ語学習ののちに検定基準を満たすことになるわけですが、この授業では 12月初旬に実施予定の「独検」冬期試

験で３級に合格する（または同等のドイツ語力を身につける）ことを目標として学習します。 

【到達目標】 

・2023年度冬期試験でドイツ語検定３級合格、または、それと同等のドイツ語力を身につけること 

・1年次で学んだドイツ語の基本文法や基礎知識を定着させ、ドイツ語運用能力を高めること 

・ドイツ語の正しい発音を身につけ、ドイツ語の音に親しみ、聞き取り能力を向上させること 
２.授業内容 

独検対策用の問題集を用いて、文法事項その他の説明をしながら、問題を解き進んでいきます。検定試験合格を目指すには、それに応じた学び方、

つまり、多様な練習問題をこなしてゆくという方法が必要になってくるでしょう。毎回小テストを行って、学習到達度の確認をしていきたいと考え

ています。中級ドイツ語Ａ・Ｂにおいては読解を行いながらの文法の確認や総合教材による学習が行われていることを想定していることから、この

授業では文法事項の確認のみならず、会話表現や聞き取り練習にも重点を置いて学習したいと思います。聞き取りの練習も随時行ってゆく予定です。 

独検は夏期試験と冬期試験が実施されており、夏期試験でも２・３・４・５級の検定が行われます。今年の検定日は 6 月 25 日（日）の予定ですの

で、この時期までは４級の検定基準も視野に入れて、１年次で学んだ文法事項の確認を中心に学習を進め、それ以降はさらに進んだ検定基準に応じ

た内容に移行する予定です。 

第１回：aのみ：イントロダクション、ドイツ語力の確認   第２回：発音の確認、基本単語の確認（１） 

第３回：基本単語の確認（２）、文法の確認「所有代名詞と kein/不定代名詞 manと einer」 

第４回：基本単語の確認（３）、基本的な会話表現（１）   第５回：基本的な会話表現（２） 

第６回：基本的な会話表現（３）、文法の確認「疑問詞」   第７回：文法の確認「接続詞/数詞」 

第８回：文法の確認「前置詞」   第９回：文法の確認「分離動詞/再帰動詞」   第１０回：聞き取り練習（１） 

第１１回：聞き取り練習（２）   第１２回：映像を用いたドイツ語理解（１）   第１３回：映像を用いたドイツ語理解（２） 

第１４回：春学期のまとめ                       ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

検定試験に合格することで資格を得る（または同等のドイツ語力を身につける）ことを目的とした科目です。独検合格を見据えた授業内容を用意し

ていますが、検定試験である以上、目的意識を持ち、予習・復習を怠らず、意欲を持って自ら「主体的に」学ぶことが重要です。そのような意識を

持ち、真摯な態度でドイツ語学習に臨む受講者の参加を希望します。独検受験は必須ではありませんが、受験することが望ましいと考えます。 

受講希望者は第１回目の授業に必ず出席すること。 

＊なお、この科目を履修する場合は、併せて「資格ドイツ語ＡII」も履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

１年次で学習した文法の教科書をよく復習しておきましょう。 

また、毎時間小テストを行う予定なので、小テストの範囲を事前学習しておきましょう。 

【復習すべき内容】 

復習として、授業で学習した内容や練習問題を確認しておくようにしてください。繰り返しは語学学習の基本です。 

５.教科書 

『独検対策 4 級・3 級問題集 ［四訂版］』 恒吉良隆編著 （白水社）  また、必要に応じてプリントを配布します。 

６.参考書 

授業時に随時指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては、コメントをつけて返却しますので、確認するようにしてください。 

その他の質問等については、授業時に随時受け付けます。 

８.成績評価の方法 
授業参加度および小テストの平均点 80％、レポート提出およびその内容 20％、を基準とし、独検受験の場合はその結果も加味して、総合的に評価

します。 

９.その他 
予習・復習を怠らず、毎時間の学習を積み上げることが、目標達成への王道です。受講者で独検受験者の多くが目標を達成しています。過年度にお

いては冬期の「独検」での２級合格者が複数でました!ドイツ語力が身についてきていることが実感される授業になればと思います。 

「独検」については、詳しくは HP「独検 online」（http://www.dokken.or.jp/)を参考にしてください。 

268



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAN221J 

資格ドイツ語ＡⅡ 伊藤 真弓 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

テーマ：ドイツ語検定３級合格！ 

【授業の概要】 

１年次で学んだドイツ語の基本文法や基礎知識を踏まえて、2023 年度「独検」冬期試験でドイツ語検定３級合格、または同等のドイツ語力を身に

つけることを目標とします。 

ドイツ語検定は１級・準１級・２級・３級・４級・５級の６つの級での検定となっており、検定基準の概略は以下の通りとされています（詳細は独

検 HPを参照）。 

ドイツ語検定５級：初歩的なドイツ語を理解し、日常生活でよく使われる簡単な表現や文が運用できる（ドイツ語授業を約 30 時間以上受講してい

るか、これと同じ程度の学習経験のある人） 

ドイツ語検定４級：基礎的なドイツ語を理解し、初歩的な文法規則を使って日常生活に必要な表現や文が運用できる（ドイツ語授業を約 60時間以

上受講しているか、これと同じ程度の学習経験のある人） 

ドイツ語検定３級：ドイツ語の初級文法全般にわたる知識を前提に、簡単な会話や文章が理解できる（ドイツ語授業を約 120 時間以上受講している

か、これと同じ程度の学習経験のある人） 

したがって、明治大学法学部において１年間ドイツ語を学んだ場合、４級に合格できる基礎的な学習は完了していることになります。３級について

は、時間数から見れば２年間のドイツ語学習ののちに検定基準を満たすことになるわけですが、この授業では 12月初旬に実施予定の「独検」冬期試

験で３級に合格する（または同等のドイツ語力を身につける）ことを目標として学習します。 

【到達目標】 

・2023年度冬期試験でドイツ語検定３級合格、または、それと同等のドイツ語力を身につけること 

・1年次で学んだドイツ語の基本文法や基礎知識を定着させ、ドイツ語運用能力を高めること 

・ドイツ語の正しい発音を身につけ、ドイツ語の音に親しみ、聞き取り能力を向上させること 
２.授業内容 

「資格ドイツ語ＡI」と同様、独検対策用の問題集を用いて、文法事項その他の説明をしながら、問題を解き進んでいきます。検定試験合格を目指

すには、それに応じた学び方、つまり、多様な練習問題をこなしてゆくという方法が必要になってくるでしょう。毎回小テストを行って、学習到達

度の確認をしていきたいと考えています。中級ドイツ語Ａ・Ｂにおいては読解を行いながらの文法の確認や総合教材による学習が行われていること

を想定していることから、この授業では文法事項の確認のみならず、会話表現や聞き取り練習にも重点を置いて学習したいと思います。聞き取りの

練習も随時行ってゆく予定です。 

12 月初旬に実施予定の「独検」冬期試験で３級に合格する（または同等のドイツ語力を身につける）ことを目標として、問題を解きながら文法事

項その他を学習し、合わせて聞き取りの練習を行います。それ以降は「話す・聞く・書く」ことに重点を置き、多様な教材を用いて総合的なドイツ

語運用能力の向上を目指してゆきたいと思います。 

また、ドイツ語圏の現代社会および文化についても理解を深める機会を持ちたいと考えています。 

第１回：aのみ：イントロダクション、ドイツ語力の確認   第２回：文法の確認「現在完了/動詞と前置詞の結びつき」 

第３回：文法の確認「従属接続詞/相関的接続詞」   第４回：基本的な会話表現（１）   第５回：基本的な会話表現（２） 

第６回：文法の確認「関係代名詞/zu不定詞句」   第７回：文法の確認「受動」   第８回：文法の確認「接続法」 

第９回：聞き取り練習（１）   第１０回：聞き取り練習（２）   第１１回：映像を用いたドイツ語・ドイツ文化理解（１） 

第１２回：映像を用いたドイツ語・ドイツ文化理解（２）   第１３回：映像を用いたドイツ語・ドイツ文化理解（３）/独作文練習 

第１４回：秋学期のまとめ                             ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

検定試験に合格することで資格を得る（または同等のドイツ語力を身につける）ことを目的とした科目です。独検合格を見据えた授業内容を用意し

ていますが、検定試験である以上、各自が目的意識を持ち、予習・復習を怠らず、意欲を持って「主体的に」学ぶことが重要です。そのような意識

を持ち、真摯な態度でドイツ語学習に臨む受講者の参加を希望します。独検受験は必須ではありませんが、受験することが望ましいと考えます。 

受講希望者は第１回目の授業に必ず出席すること。 

＊なお、この科目を履修する場合は、「資格ドイツ語ＡI」を履修していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

１年次で学習した文法の教科書をよく復習しておきましょう。 

また、毎時間小テストを行う予定なので、小テストの範囲を事前学習しておきましょう。 

【復習すべき内容】 

復習として、授業で学習した内容や練習問題を確認しておくようにしてください。繰り返しは語学学習の基本です。 

５.教科書 

『独検対策 4 級・3 級問題集 ［四訂版］』 恒吉良隆編著 （白水社）  また、必要に応じてプリントを配布します。 

６.参考書 

授業時に随時指示します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては、コメントをつけて返却しますので、確認するようにしてください。 

その他の質問等については、授業時に随時受け付けます。 

８.成績評価の方法 
授業参加度および小テストの平均点 80％、レポート提出およびその内容 20％、を基準とし、独検受験の場合はその結果も加味して、総合的に評価

します。 

９.その他 
予習・復習を怠らず、毎時間の学習を積み上げることが、目標達成への王道です。受講者で独検受験者の多くが目標を達成しています。過年度にお

いては冬期の「独検」での２級合格者が複数でました!ドイツ語力が身についてきていることが実感される授業になればと思います。 

「独検」については、詳しくは HP「独検 online」（http://www.dokken.or.jp/)を参考にしてください。 
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科目ナンバー : (LA)LAN321J 

資格ドイツ語ＢⅠ 須藤 正美 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

ドイツ語検定試験 3 級、準 2 級、2 級受験を考えている人、資格試験受験の予定はないが、せっかく 2 年間ドイツ語に親しんだので、できれば継続

して学習を深めたい人向けの講座です。実践的な受験対策だけでなく、ドイツ語のさまざまな運用能力を高めるお手伝いをします。また、ドイツ語

圏の文化や歴史、芸術なども紹介して、学習意欲の底上げも考えています。 

 

【到達目標】 

全般的なドイツ語力の向上。 

２.授業内容 

独学では理解が難しい文法項目のおさらい（教科書+プリント配布）とさまざまなタイプのドイツ語テキストによる読解練習、そして資格試験に向

けて過去問を用いた試験対策。これら三つの柱をうまく組み合わせることで、無理なく履修者のドイツ語能力を養います。読解練習用のテキストは

Deutsche Welle の Topthema シリーズ（外国人学習者向けの「ニュースで学ぶドイツ語」）を使用します（プリント配布）。 

第１回：イントロダクション（春学期に紹介する文法項目の説明・アンケート・日本で受けることのできるドイツ語資格試験の紹介・ドイツ語学習

に便利なサイトの紹介）  

第２回：文法確認と読解練習（料理レシピ）  

第３回：独検 3級過去問による練習 

第４回：文法確認と読解練習（ジョーク）  

第５回：文法確認と読解練習（詩・歌詞）  

第６回：独検準 2 級過去問による練習 

第７回：文法確認と読解練習（ニュースで学ぶドイツ語 Topthema）  

第８回：文法確認と読解練習（ニュースで学ぶドイツ語 Topthema）  

第９回：独検準 2 級過去問による練習 

第１０回：文法確認と読解練習（ニュースで学ぶドイツ語 Topthema）  

第１１回：文法確認と読解練習（ニュースで学ぶドイツ語 Topthema）  

第１２回：独検 2 級過去問による練習 

第１３回：文法確認と読解練習（グリム童話）  

第 13回：文法確認と読解練習 12（エッセイ）  

第 14回：a: 試験、b: 試験の解説  

Topthema は 2023年の最新テキストの中から、読みやすく、内容がおもしろいものを選びます。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

初級・中級レベルから上級向けの文法項目まで、丁寧に解説しますが、皆さんの主体的な学習参加を期待します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書や配布プリントの予習と復習を欠かさないようにしてください。 

５.教科書 

Weißwenger、矢羽々ほか『CD 付 独検 2 級合格講座 中級ドイツ語へのスキル・アップ』2013年、三修社（2640 円） 

比較的読みやすい解説書なので、これを選びました。「2級合格講座」というタイトルですが、3級、準 2 級の受験にも有効です。他に基本文法の再

確認を狙いとするプリント教材も随時利用して、履修者のさまざまなニーズに応えたいと考えています。 

 

６.参考書 

清野智昭『中級ドイツ語のしくみ』、2008 年、白水社 

中島悠爾ほか『必携ドイツ文法総まとめ』、2003 年、白水社 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業後（翌日か翌々日）に、音声解説付きの教材資料を Oh-o Meiji 上にアップしますので、復習にぜひ活用してください。また翌週の授業でも解

説を行います。 

８.成績評価の方法 
毎回の授業への取り組み（10%）と小テストや課題（30％）、期末試験（60％）で総合的に評価。 

９.その他 
毎回の授業では、文法学習以外に、ドイツ語圏の文学・芸術・歴史・生活・風習・映像作品など、最新情報も紹介します。講師は翻訳家でもあるの

で、ドイツ語の文を日本語に訳すときのさまざまなノウハウ（例えばドイツ語の語順に秘められた意味を汲み取って訳し方の順序を考えることの重

要性など）についても紹介する予定です。 
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科目ナンバー : (LA)LAN321J 

資格ドイツ語ＢⅡ 須藤 正美 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

ドイツ語検定試験 3 級、準 2 級、2 級受験を考えている人、資格試験受験の予定はないが、せっかく 2 年間ドイツ語に親しんだので、できれば継続

して学習を深めたい人向けの講座です。実践的な受験対策だけでなく、ドイツ語のさまざまな運用能力を高めるお手伝いをします。また、ドイツ語

圏の文化や歴史、芸術なども紹介して、学習意欲の底上げも考えています。 

 

【到達目標】 

全般的なドイツ語力の向上。 

２.授業内容 

独学では理解が難しい文法項目のおさらい（教科書+プリント配布）とさまざまなタイプのドイツ語テキストによる読解練習、そして資格試験に向

けて過去問を用いた試験対策。これら三つの柱をうまく組み合わせることで、無理なく履修者のドイツ語能力を養います。読解練習用のテキストは

文学的なものを中心に選びます（プリント配布）。 

第１回：イントロダクション（秋学期に紹介する文法項目の説明・アンケート・ヒアリング練習を兼ねた映画鑑賞）  

第２回：文法確認と読解練習（紀行文）  

第３回：独検準 3 級過去問による練習 

第４回：文法確認と読解練習（紀行文）  

第５回：文法確認と読解練習（フェイユトーン）  

第６回：独検準 2 級過去問による練習 

第７回：文法確認と読解練習（フェイユトーン）  

第８回：文法確認と読解練習（ノンフィクション）  

第９回：独検 2級過去問による練習 

第１０回：文法確認と読解練習（ノンフィクション）  

第１１回：文法確認と読解練習（ノンフィクション）  

第１２回：独検 2 級過去問による練習 

第１３回：文法確認と読解練習（小説）  

第 13回：文法確認と読解練習 12（小説）  

第 14回：a: 試験、b: 試験の解説  

ノンフィクションや小説は、なるべく多様な文体に親しむためにいろいろな作品の一部を読みます。 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

初級・中級レベルから上級向けの文法項目まで、丁寧に解説します。皆さんの主体的な学習参加を期待します。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書や配布プリントの予習と復習を欠かさないようにしてください。 

 

５.教科書 

Weißwenger、矢羽々ほか『CD 付 独検 2 級合格講座 中級ドイツ語へのスキル・アップ』2013年、三修社（2640 円） 

比較的読みやすい解説書なので、これを選びました。「2級合格講座」というタイトルですが、3級、準 2 級の受験にも有効です。他に基本文法の再

確認を狙いとするプリント教材も随時利用して、履修者のさまざまなニーズに応えたいと考えています。 

 

６.参考書 

清野智昭『中級ドイツ語のしくみ』、2008 年、白水社 

中島悠爾ほか『必携ドイツ文法総まとめ』、2003 年、白水社 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業後（翌日か翌々日）に、音声解説付きの教材資料を Oh-o Meiji 上にアップしますので、復習にぜひ活用してください。また翌週の授業でも解

説を行います。 

 

８.成績評価の方法 
毎回の授業への取り組み（10%）と小テストや課題（30％）、期末試験（60％）で総合的に評価。 

 

９.その他 
毎回の授業では、文法学習以外に、ドイツ語圏の文学・芸術・歴史・生活・風習・映像作品など、最新情報も紹介します。講師は翻訳家でもあるの

で、ドイツ語の文を日本語に訳すときのさまざまなノウハウ（例えばドイツ語の語順に秘められた意味を汲み取って訳し方の順序を考えることの重

要性など）についても紹介する予定です。 
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科目ナンバー : (LA)LAN321J 

上級ドイツ語Ⅰ 須藤 直子 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

前期の上級ドイツ語では、2 つのドイツ映画を視聴し台詞や資料を読解してゆきながら、戦後ドイツの原点とされるナチス時代への反省の実際を、

その一部にすぎませんが、見てゆきたいと考えています。 

 

扱う映画は以下の通り: 

1) Sophie Scholl  - Die letzten Tage （ゾフィー・ショル - 最期の日々／邦題「白バラの祈り」。左記の原題訳が副題とされた）  2005 

 ミュンヘン大学の学生からなる反ナチス抵抗運動のメンバーたちがビラを撒いていて逮捕され、取り調べの後に裁判で有罪判決を受け処刑され

た事件を、グループの中心だった兄とともに捉えられ刑死した女子学生を中心に描く。中心となる取り調べの場面は、ドイツ再統一後に東ドイツ秘

密警察の書庫から出てきた実際の尋問調書に依拠している。裁判の場面では、ヒトラーの裁判官として悪名高いフライスラーによるナチスの人民法

廷の模様が再現される。 

 

2) Napola – Elite für den Führer (ナポラ - 総統のためのエリートたち／邦題「エリート養成機関 ナポラ」)  2004 

 ドイツ全土から集められた少年たちがナチスの幹部候補生として訓練を受けていた、実在の寄宿制エリート養成学校を舞台に、ナチスに魅せら

れ高揚する少年たちが友情をはぐくみ青春を謳歌するなかにも、冷酷なナチスの実態が次第に顕わとなってゆく有様を描く。 

※ドイツの学校ではこの映画を歴史の授業の教材として使うことが多いらしく、授業用資料集がネット上に複数あがっている。 

 

この２つの映画について、それぞれ映像を視聴しながら、1)は台詞の一部を、2) については（授業でどう扱うのかが分かるような）授業用資料を

それぞれテキストとして用意して、文法的な解説も丁寧に行いながら、一緒に読んでゆきたいと考えています。 

 

到達目標としては、ドイツ語の読解力を高めることがまず目指されますが、それと同時に戦後のドイツが-特に司法と教育の場において-ナチス時

代とどのように向かいあって来たのか、それを２つの映画を通して垣間見ることができればと考えています。 
２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：憲法憲法裁判所／ナチス時代の司法への反省 

第３回：Sophie Scholl  - Die letzten Tage (1)（映画視聴と台詞の読解） 

第４回：          〃               (2)（      〃      ）    

第５回：          〃               (3)（      〃      ） 

第６回：          〃               (4)（      〃      ） 

第７回：          〃               (5)（      〃      ） 

第８回：           〃               (6)（      〃      ） 

第９回：白バラ抵抗運動について／資料と評価(1)   

第 10回：          〃                 (2) 

第 11回：Napola – Elite für den Führer (1)（映画視聴と資料の読解） 

第 12回：          〃          (2)（      〃      ）  

第 13回：          〃          (3)（      〃      ） 

第 14回：          〃            (4)（      〃      ） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

テキストの訳読をしてゆきますが、できるだけ下調べなど準備をしたうえでの出席が望ましいのは確かです。でも就職活動その他で授業準備がで

きなかった人でも、興味があればどうぞ気にせず出席してください。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

配布されたテキスト資料には自分で目を通し、知らない単語は細目に辞書で調べることが自習の基本になります。 

５.教科書 

テキストはこちらで用意します。 

６.参考書 

『過去の克服: ヒトラー後のドイツ』石田勇治（白水社） 

『「白バラ」尋問調書: 「白バラの祈り」資料集』フレート ブライナースドルファー（未来社） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 主に授業のなかで対応するつもりですが、必要があればポートフォリオか授業のお知らせで対応します。 

８.成績評価の方法 
平常点（訳読等を含む授業参加）約 70％・レポート約 30％の予定。 

９.その他 
不明な点や質問がある場合には、ポートフォリオに書き込んでください。 

ただしすぐに返答できない場合があることと、個別に返答せずに授業お知らせ等で対応する可能性もあることを含みおきください。 
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科目ナンバー : (LA)LAN321J 

上級ドイツ語Ⅱ 須藤 直子 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

後期の上級ドイツ語では、「裁判」を扱った２作品、Schirach の戯曲と Kafka の小説を抜粋で読みたいと考えています 

 

読んでゆく予定の作品は以下の通り: 

1) Ferdinand von Schirach (1964- ): Terror  （戯曲） 2015  

    ハイジャック・テロ事件で乗っ取られた飛行機によるさらなる被害を防ぐため、その機体を撃墜した将校は有罪か無罪か。舞台上で裁判が進行

し、観客に陪審員としての評決が委ねられる。日本を含む世界各国で上演され、話題を呼んだ。 

2) Franz Kafka (1883-1924): Der Process (執筆:1914/15、 出版:1925) 

  カフカはチェコのプラハに生まれ、ドイツ語を使う中間層の家庭で育ったユダヤ系の作家。そうした家庭の多くの子弟同様、法学部に進み、司

法研修も受けて、卒業後は労働者傷害保険協会に勤務しながら小説を執筆した。Der Process は遺稿として残された作品の 1 つで、「審判」あるいは

「訴訟」とも訳される。理由も分からずに裁判所への出廷を強いられ続ける男が主人公。 

 

この２作品から、それぞれごく一部ですが、抜粋を一緒に読んでゆきたいと思います。 

 

到達目標ですが、ドイツ語の読解力を高めながら、せっかく裁判をテーマとする有名なドイツ文学の作品があるので、それらにまずは触れてもらえ

たらと思っています。 
２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：Terror (1) 

第３回：  〃  (2)    

第４回：  〃  (3) 

第５回：  〃 (4) 

第６回：  〃 (5) 

第７回：  〃 (6) 

第８回：  〃 (7) 

第９回：参考資料など 

第 10回：Der Process (1)  

第 11回：    〃      (2)   

第 12回：    〃      (3)   

第 13回：   〃      (4) 

第 14回：参考資料など 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

テキストの訳読をしてゆきますが、できるだけ下調べなど準備をしたうえでの出席が望ましいのは確かです。でも就職活動その他で授業準備がで

きなかった人でも、興味があればどうぞ気にせず出席してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

配布されたテキスト資料には自分で目を通し、知らない単語は細目に辞書で調べることが自習の基本になります。 

５.教科書 

テキストはこちらで用意します。 

６.参考書 

フランツ・カフカ（多和田 葉子他 訳）『カフカ  ポケットマスターピース 01』 (集英社文庫ヘリテージシリーズ)  

またシーラッハも当該作品を含め訳書が複数出ています。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 主に授業のなかで対応するつもりですが、必要があればポートフォリオか授業のお知らせで対応します。 

８.成績評価の方法 
平常点（訳読等を含む授業参加）約 70％・レポート約 30％の予定。 

９.その他 
不明な点や質問がある場合には、ポートフォリオに書き込むか、またはメールで連絡をください。 

ただしすぐに返答できない場合があることと、個別に返答せずに授業お知らせ等で対応する可能性もあることを含みおきください。 
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科目ナンバー : (LA)LAN231J 

中級フランス語実践Ⅰ クロズ 山口 エリアンヌ 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

一年生の時に習ったフランス語の基礎をもっと身に付けて、会話力のレベルを高めて、少しずつ自分で言いたいことを言えるように楽しく一緒に

頑張りましょう！ 

 また、パリ生まれのネイティブスピーカーの発音・リズムも学びましょう。 

 会話、発音、聴き取りの力を総合的に高めることが、この講義のねらいです。 

２.授業内容 

第１回：教材の説明 基礎の復習 

第２回：買い物（1）：靴を買って 

    文法：前置詞 dans、 sur 

第３回：ホテルに予約すること 

    文法：形容詞 

第４回：お店で買い物をして （２)、値段を聞く 

    文法：動詞の原形 

第５回：クリニックに電話して、予約を取る 

    文法：最上級 

第６回：許す、禁じる表現 

    文法：C'est～、 il est～ 

第７回：どこかへ遊びに行こう！ 

    文法：比較級  

第８回：場所について話す 

    文法：前置詞（2） 

第９回：オフィスにいて、仕事の会話 

    文法：接続法 

第 10回：親子の会話: いたずらを否定する！ 

    文法：複合過去の否定形 

第 11回：お医者さんとの会話 

    文法：現在分詞、gerondif 

第 12回：お誕生日パーティ 

    文法：動詞から名詞 

第 13回：批判すること 

    文法：理由を表現する   

第 14回 警察の調査 

    文法：il faut、 il y a 

３.履修上の注意 

勉強する意欲が重要で、授業に積極的に参加し、上達を図るように努力する必要があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習は各クラスの時に指示、復習は毎回 

５.教科書 

プリント 

６.参考書 

和仏・仏和辞典 

一年生の時の教科書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎週は回答用紙を配ります 

８.成績評価の方法 
毎週は小テスト 100％ 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN231J 

中級フランス語実践Ⅱ クロズ 山口 エリアンヌ 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

一年生の時に習ったフランス語の基礎をもっと身に付けて、会話力のレベルを高めて、少しずつ自分で言いたいことを言えるように楽しく一緒に

頑張りましょう！ 

 また、パリ生まれのネイティブスピーカーの発音・リズムも学びましょう。 

 会話、発音、聴き取りの力を総合的に高めることが、この講義のねらいです。 

２.授業内容 

第１回：食料品を買って、お店での会話 

    文法：部分冠詞 

第２回：魚屋さんで注文すること 

    文法：前置詞 pour 

第３回：パリの地下鉄に乗りましょう 

    文法：義務の表現、可能動詞 

第４回：家を借りる、不動産 

    文法：代名詞 on 

第５回：誕生日のパーティの準備 

    文法：代名詞 celui 

第６回：銀行で口座を開こう！ 

    文法：単純未来 

第７回：公園で遊ぶ 

    文法：命令形 

第８回：コンピューターを買う 

    文法：動詞 savoir、 croire、 vouloir 

第９回：交番にいて、お届けすること 

    文法：半過去、複合過去 

第 10回：おめでとう！ 

    文法：Tout、 代名詞、形容詞 

第 11回：お店で洋服を買う 

    文法：〜すぎる、十分 

第 12回：趣味については話す 

    文法：動詞と前置詞 

第 13回：人を招待すること 

    文法：所有形容し 

第 14回：誘うこと 

    文法：現在条件法 

３.履修上の注意 

勉強する意欲が重要で、授業に積極的に参加し、上達を図るように努力する必要があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習は各クラスの時に指示、復習は毎回 

５.教科書 

プリント 

６.参考書 

和仏・仏和辞典 

一年生の時の教科書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎週は回答用紙を配ります 

８.成績評価の方法 
毎週は小テスト 100％ 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN231J 

フランス語ゼミナールＡⅠ クロズ 山口 エリアンヌ 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

映画でフランス語を学ぶ！ 

仏ドラマ｢ルパン｣世界最速ヒットのセリフを使いながら、一年生の時に習ったフランス語の語彙と文法を楽しくレベルアップしましょう！ 

毎週はセリフと一つの文法のポイントの予定です。 モーリス・ルブランが書いた怪盗紳士アルセーヌ・ルパンから作られた話。主演はオマール・

シー（フランス映画『最強のふたり』）で世界的にブレイクし、フランス国内で好感度ナンバーワンの呼び声が高い俳優です。仏検、delf のよい準

備になります、文法の基礎を復習したり、語彙を増やす機会です！ 

映画は字幕付きです、語彙の心配は要りません！ 

 

２.授業内容 

第１回：オリエンテーション、教材の使い方、読み方の復習 

第２回：王妃の首飾り、アサンと元奥さんのクレール   文法：動詞の現在形 

第３回：共犯者を雇う  文法：命令形 

第４回：窃盗の計画 文法：近接未来 

第５回：ババカールの新しい雇い主   文法：場所を示す前置詞 

第６回：首飾りの競売、アサンとジュリエットの出会い     文法：単純未来 

第７回：価格が上がります、ババカールとペレグリニ夫人   文法：savoir と connaître 

第８回：アサンが落札 語彙：数字の復習 

第９回：25 年前の飾りの盗難 文法：半過去と複合過去 

第 10回：飾りの 2回目の盗難     文法：過去分詞の一致 

第 11回：警察の調査が始まる    文法：否定、rien、 personne 

第 12回：25 年前 アサンへの誕生日プレゼント アルセーヌ・ルパンの小説 文法：n'importe... 

第 13回: アサンとベンジャマン   文法：否定疑問の答え方：oui、 non、 si 

第 14回：ゲディラ刑事の疑い、アサンと息子  文法：間接話法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

学習する意欲が重要で、授業に積極的に参加し、上達を図るようにする必要があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎週は、会話の数行の読み方を練習することがあります。 

予習と復習を毎週指導します。 

５.教科書 

プリント 

６.参考書 

授業時に指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎週は回答用紙を配ります 

８.成績評価の方法 
毎週の小テスト 100％ （文法の教科書、辞書を持ち込み可） 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN231J 

フランス語ゼミナールＡⅡ クロズ 山口 エリアンヌ 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

映画でフランス語を学ぶ！ 

仏ドラマ｢ルパン｣世界最速ヒットのセリフを使いながら、一年生の時に習ったフランス語の語彙と文法を楽しくレベルアップしましょう！ 

毎週はセリフと一つの文法のポイントの予定です。 モーリス・ルブランが書いた怪盗紳士アルセーヌ・ルパンから作られた話。主演はオマール・

シー（フランス映画『最強のふたり』）で世界的にブレイクし、フランス国内で好感度ナンバーワンの呼び声が高い俳優です。仏検、delf のよい準

備になります、文法の基礎を復習したり、語彙を増やす機会です！ 

映画は字幕付きです、語彙の心配は要りません！ 

２.授業内容 

第 1 回：オリエンテーション、エピソード 1 の復習 

第 2 回：ベンジャマンと首飾り                                            文法：動詞の現在条件法 

第 3 回：アンヌとジュリエットペレグリ二                               文法：命令形と代名詞 

第 4 回：ジュリエットとアサン、公園で                                   語彙：avoir l'air 

第 5 回：ババカールと同じ刑務所にいたコメさん                        文法：関係代名詞 dont 

第 6 回：アサン、刑務所にいて                                               文法：近接過去 

第 7 回：ジュリエットとロジエ警部                                             文法：疑問文  

第 8 回：アサンと刑務所の人達                                               文法：代名詞の順番 

第 9 回：ゲディラ刑事の個人調査                                              文法：比較級 mieux vs meilleur 

第 10回：病室にコメさんとババカールの話                                文法：間接話法 

第 11回：25 年前 アサンが良い学校に入れる                            文法：動詞の接続法 

第 12回：ジュリエットが疑ってきた、アッサン病室に                   文法：副詞 

第 13回：アサンの自殺                                                             文法：所有形容詞 

第 14回：アンヌ・ペレグリ二が真実を話す                                   文法：代名詞 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

学習する意欲が重要で、授業に積極的に参加し、上達を図るようにする必要があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎週は、会話の数行の読み方を練習することがあります。 

予習と復習を毎週指導します。 

５.教科書 

プリント 

６.参考書 

授業時に指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎週は回答用紙を配ります 

８.成績評価の方法 
毎週の小テスト 100 ％（文法の教科書、辞書など持ち込み可） 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN231J 

時事フランス語ＡⅠ 瀬川 愛美 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

講義は、まず演習形式で教科書のフランスおよびフランス語圏の時事トピックを音読し、内容を把握します。 

文法事項や発音などにも触れ、フランス語の基礎の復習をします。 

 

続いて、関連事項について、自分から積極的に情報収集するための方法やツールの使い方を身につけていきます。 

適宜、フランスメディアによるニュース動画等も扱います。動画を通して生きたフランス語に触れ、視聴覚情報から内容を大まかに理解する力を養

います。動画に付随する要約文の概要を捉えるために、語彙も増やしていきます。 

 

到達目標： 

①時事内容を理解し、関連する項目や日本からの視点などと繋げて、自ら考えを深められる。 

②自分から積極的に情報収集できる。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：1. 光の都市 (1) 

第３回：1. 光の都市 (2) 

第４回：動画① 

第５回：5. 2022年大統領選挙 (1) 

第６回：5. 2022年大統領選挙 (2) 

第７回：動画② 

第８回：6. コーヒー (1) 

第９回：6. コーヒー (2) 

第 10回：動画③ 

第 11回：8. フランスにおける漫画 (1) 

第 12回：8. フランスにおける漫画 (2) 

第 13回：動画④ 

第 14回：a:まとめ、b:試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

時事問題に関心を持ち、自ら情報収集する姿勢が重要になります。 

フランス語の意味を調べられるように、辞書を持っている人は持参してください。 

インターネットに繋げられるデバイスも持ってくることが望ましいです。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習：この教科書には音源がついています。必ず授業の前に音源を聴き、実際に声に出して読んでおきます。 

知らない語句の発音や意味を辞書で調べる習慣をつけましょう。 

 

復習：教科書の文法事項のおさらいをしましょう。 

動画を扱った回の後は、再度動画を視聴しながら、用いられていた表現などを確認しましょう。 

自分で関連する項目や興味を持った事柄について情報収集しましょう。 

５.教科書 

『時事フランス語 À la page 2023』朝日出版社 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 解説や講評等は、授業内もしくは Oh-o! Meiji 上で行う。 

８.成績評価の方法 
平常点 40%（授業への参加度、課題、小テスト）、試験 60％ 

９.その他 
許可なく授業の録画、録音、撮影はできません。 
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科目ナンバー : (LA)LAN231J 

時事フランス語ＡⅡ 瀬川 愛美 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

講義は、まず演習形式で教科書のフランスおよびフランス語圏の時事トピックを音読し、内容を把握します。 

文法事項や発音などにも触れ、フランス語の基礎の復習をします。 

 

続いて、関連事項について、自分から積極的に情報収集するための方法やツールの使い方を身につけていきます。 

適宜、フランスメディアによるニュース動画等も扱います。動画を通して生きたフランス語に触れ、視聴覚情報から内容を大まかに理解する力を養

います。動画に付随する要約文の概要を捉えるために、語彙も増やしていきます。 

 

到達目標： 

①時事内容を理解し、関連する項目や日本からの視点などと繋げて、自ら考えを深められること。 

②自分から積極的に情報収集できること。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：10. 文学賞 (1) 

第３回：10. 文学賞 (2) 

第４回：動画① 

第５回：11. 成人年齢 (1) 

第６回：11. 成人年齢 (2) 

第７回：動画② 

第８回：17. マルティニーク (1) 

第９回：17. マルティニーク (2) 

第 10回：動画③ 

第 11回：18. 運動と健康 (1) 

第 12回：18. 運動と健康 (2) 

第 13回：動画④ 

第 14回：a:まとめ、b:試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

時事問題に関心を持ち、自ら情報収集する姿勢が重要になります。 

フランス語の意味を調べられるように、辞書を持っている人は持参してください。 

インターネットに繋げられるデバイスも持ってくることが望ましいです。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習：この教科書には音源がついています。必ず授業の前に音源を聴き、実際に声に出して読んでおきます。 

知らない語句の発音や意味を辞書で調べる習慣をつけましょう。 

 

復習：教科書の文法事項のおさらいをしましょう。 

ニュース動画を扱った回の後は、再度動画を視聴しながら、用いられていた表現などを確認しましょう。 

自分で関連する項目や興味を持った事柄について情報収集しましょう。 

５.教科書 

『時事フランス語 À la page 2023』朝日出版社 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 解説や講評等は、授業内もしくは Oh-o! Meiji 上で行う。 

８.成績評価の方法 
平常点 40%（授業への参加度、課題、小テスト）、試験 60％ 

９.その他 
許可無く授業の録画、録音、撮影はできません。 
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科目ナンバー : (LA)LAN331J 

時事フランス語ＢⅠ ベルテ，ディディエ 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

様々なメディアを通して、フランスを中心とした時事的な話題を皆さんに紹介するのがこのコースの目的です。現代のフランスについて理解を深

められるよう、フランス語を母語としない人向けに書かれた資料やウェブサイト、テレビ番組、またネイティブ向けの新聞などを使って、近年の話

題を扱います。 

 

また、フランス自治領やフランス語を母国語とする他の国々へも視野を広げます。 

２.授業内容 

このコースでは、政治、経済、社会、文化、スポーツやなど、様々なフランスの時事的事柄を扱います。今日のフランス社会を概観するのに加え、

フランス語検定 D E L F B１レベルのリーディング、リスニング、ライティング、スピーキング技術を磨きます。リーディングとスピーキングを行

う中で、役立つ語彙や表現を学びます。テレビ番組の視聴によりリスニング技術を高め、ライティングは課題として行い書く技術を高めていきます。 

 

授業では、様々なトピックに関するグループワークや個人のプレゼンテーションが求められます。ぜひ話し合いに参加をしてください。 

 

加えて、このコースではフランスと日本社会を比較しながらそれぞれへの理解を深めること、相互の文化を扱う能力を高めることを目的としてい

ます。 

 

最終的には、フランスのメディアから自分で情報収集できるような能力を培うことを期待しています。 

 

第１回：授業ガイダンスとオンラインメディアの紹介 

第２回：テーマ 1 

第３回：テーマ 2 

第４回：テーマ 3 

第５回：テーマ 4 

第６回：テーマ 5 

第７回：テーマ 6 

第８回：テーマ 7 

第９回：テーマ 8 

第 10回：テーマ 9 

第 11回：テーマ 10 

第 12回：テーマ 11 

第 13回：テーマ 12 

第 14回：テストとまとめ 

 

３.履修上の注意 

すでに基本的な文法は学習済みだと思いますが、文法の難しい点などをこの授業で復習します。たくさんの問題集を用意しますので、授業中あるい

は課題として文法の練習をしてください。 

 また、皆さんの質問に答えますので、気楽に質問してください。 

 成績には、出席と授業への積極的な参加を重視します。 

 Q&A 形式で、学生にはどんどん発言してもらい、生き生きとしたクラスにしたいと思います。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

各回の授業で指示をします。 

５.教科書 

毎回、用意したプリントを配布します。 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける 

８.成績評価の方法 
 出席、授業への取り組み、レポート課題を総合的に評価します。 

９.その他 
 留学、旅行についての相談を受け付けます。 
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科目ナンバー : (LA)LAN331J 

時事フランス語ＢⅡ ベルテ，ディディエ 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

様々なメディアを通して、フランスを中心とした時事的な話題を皆さんに紹介するのがこのコースの目的です。現代のフランスについて理解を深

められるよう、フランス語を母語としない人向けに書かれた資料やウェブサイト、テレビ番組、またネイティブ向けの新聞などを使って、近年の話

題を扱います。 

 

また、フランス自治領やフランス語を母国語とする他の国々へも視野を広げます。 

２.授業内容 

このコースでは、政治、経済、社会、文化、スポーツやなど、様々なフランスの時事的事柄を扱います。今日のフランス社会を概観するのに加え、

フランス語検定 D E L F B１レベルのリーディング、リスニング、ライティング、スピーキング技術を磨きます。リーディングとスピーキングを行

う中で、役立つ語彙や表現を学びます。テレビ番組の視聴によりリスニング技術を高め、ライティングは課題として行い書く技術を高めていきます。 

 

授業では、様々なトピックに関するグループワークや個人のプレゼンテーションが求められます。ぜひ話し合いに参加をしてください。 

 

加えて、このコースではフランスと日本社会を比較しながらそれぞれへの理解を深めること、相互の文化を扱う能力を高めることを目的としてい

ます。 

 

最終的には、フランスのメディアから自分で情報収集できるような能力を培うことを期待しています。 

 

第１回：授業ガイダンスとオンラインメディアの紹介 

第２回：テーマ 1 

第３回：テーマ 2 

第４回：テーマ 3 

第５回：テーマ 4 

第６回：テーマ 5 

第７回：テーマ 6 

第８回：テーマ 7 

第９回：テーマ 8 

第 10回：テーマ 9 

第 11回：テーマ 10 

第 12回：テーマ 11 

第 13回：テーマ 12 

第 14回：テストとまとめ 

 

３.履修上の注意 

すでに基本的な文法は学習済みだと思いますが、文法の難しい点などをこの授業で復習します。たくさんの問題集を用意しますので、授業中あるい

は課題として文法の練習をしてください。 

 また、皆さんの質問に答えますので、気楽に質問してください。 

 成績には、出席と授業への積極的な参加を重視します。 

 Q&A 形式で、学生にはどんどん発言してもらい、生き生きとしたクラスにしたいと思います。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

各回の授業で指示をします。 

５.教科書 

毎回、用意したプリントを配布します。 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける 

８.成績評価の方法 
 出席、授業への取り組み、レポート課題を総合的に評価します。 

９.その他 
 留学、旅行についての相談を受け付けます。 
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科目ナンバー : (LA)LAN231J 

資格フランス語ＡⅠ 渡辺 響子 

1単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 授業の概要 

 年に 2回、春と秋に実施される実用フランス語検定試験合格を目指すという具体的な目標のある授業です。 

 明確な目標があるので、それに適した傾向と対策をします。 

 そうは言っても、それだけでは無味乾燥した授業になってしまうので、適宜アクチュアルなトピックをフランス語で読んだり、新聞を読んだりし

てフランス語圏で今何が起こっているかにもアンテナをはりましょう。 

 ひとりではむつかしい聞き取りや、ディクテもやる予定です。 

  

 到達目標 

 まずは仏検４級〜３級を狙いますが、頑張り次第では、その上にも挑戦できます。 

 仏検は日本だけの試験ですが、場合によってはフランス国民教育省から交付される DELF・DALF も視野に入れていきましょう。 
２.授業内容 

 基本的には２週続けて過去問題や模擬試験的な問題を解いてその解説をしたら、３週目はテキストや配布プリントで少し長いフランス語の文章

を読みます。 

 

 第 1 回：a のみ。イントロダクション。各人のレベル、希望受験の確認 

 第 2 回：過去問題（１） 

 第 3 回：模擬試験（１） 

 第 4 回：フランスの新聞記事 

 第 5 回：過去問題（２） 

 第 6 回：模擬試験（２） 

 第 7 回：A la page (歴史・教育） 

 第 8 回：過去問題（３） 

 第 9 回：模擬試験（３） 

 第 10 回：A la page （社会・歴史） 

 第 11 回：過去問題（４） 

 第 12 回：模擬試験（４） 

 第 13 回：A la page （文化・歴史） 

 第 14 回：まとめ 

３.履修上の注意 

 すでに、ある程度フランス語の基礎を学んだ人が対象です。 

 辞書は電子辞書だけでは物足りません。また、授業中に携帯で調べることはやめましょう。理由は授業時に話します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 前もって配布するテクストは事前に読んでおきましょう。 

５.教科書 

 石井洋二郎／ミシェル・サガス 『時事フランス語 2023年度版』( A la age ) 朝日出版社 

６.参考書 

 仏検公式ガイドブック 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  提出物へのフィードバックは、その性格によって、 

 １ 個別に「レポート」の「コメント欄」に記す 

 あるいは 

 ２ 全体評を教室で行います。 

８.成績評価の方法 
 平常点のみで評価します。 

 出席点ではなく、授業中の発言などの参加と、提出物が評価の対象です。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN231J 

資格フランス語ＡⅡ 渡辺 響子 

1単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要  

 年に 2回、春と秋に実施される実用フランス語検定試験合格を目指すという具体的な目標のある授業です。 

 明確な目標があるので、それに適した傾向と対策をします。 

 そうは言っても、それだけでは無味乾燥した授業になってしまうので、適宜アクチュアルなトピックをフランス語で読んだり、新聞を読んだりし

てフランス語圏で今何が起こっているかにもアンテナをはりましょう。 

 ひとりではむつかしい聞き取りや、ディクテもやる予定です。 

  

 到達目標 

 まずは４級〜３級を狙いますが、頑張り次第では、その上にも挑戦できます。 

 仏検は日本だけの試験ですが、場合によってはフランス国民教育省から交付される DELF・DALF も視野に入れていきましょう。 
２.授業内容 

 基本的には２週続けて過去問題や模擬試験的な問題を解いてその解説をしたら、３週目はテキストや配布プリントで少し長いフランス語の文章

を読みます。 

 

第 1 回：a のみ。イントロダクション。各人のレベル、希望受験の確認 

 第 2 回：過去問題（１） 

 第 3 回：模擬試験（１） 

 第 4 回：フランスの新聞記事 

 第 5 回：過去問題（２） 

 第 6 回：模擬試験（２） 

 第 7 回：A la page (社会） 

 第 8 回：過去問題（３） 

 第 9 回：模擬試験（３） 

 第 10 回：A la page （文学・政治） 

 第 11 回：過去問題（４） 

 第 12 回：模擬試験（４） 

 第 13 回：A la page （宗教・歴史） 

 第 14 回：まとめ 

３.履修上の注意 

 すでに、ある程度フランス語の基礎を学んだ人が対象です。 

 春から始めた一年生も、意欲があれば履修できます。 

 辞書は電子辞書だけでは物足りません。また、授業中に携帯で調べることはやめましょう。理由は授業時に話します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 前もって配布するテクストは事前に読んでおきましょう。 

５.教科書 

 石井洋二郎／ミシェル・サガス 『時事フランス語 2023年度版』（ A la plage )朝日出版社 

６.参考書 

 仏検公式ガイドブック 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  提出物へのフィードバックは、その性格によって、 

 １ 個別に「レポート」の「コメント欄」に記す 

 あるいは 

 ２ 全体評を教室で行います。 

８.成績評価の方法 
 平常点のみで評価します。 

 出席点ではなく、授業中の発言や参加度と、提出物が評価の対象です。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN331J 

上級フランス語Ⅰ 渡辺 響子 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の概要≫ 

 授業の性質上、履修者の人数が少ないことが予想されるので、履修者の希望を可能なかぎり反映させながら授業を進めることが可能だと思われ

ます。フランスの新聞や雑誌を読み、テレビやインターネットを利用して、現在のフランスおよびフランス語圏で起きていることをできるだけ近く

に感じてほしいと考えています。さらに、それを自分の言葉で表現できるようになることを期待しています。  

 

≪授業の到達目標≫ 

 すでに１・２年次に習得したフランス語の「読む」・「書く」・「聞く」・「話す」能力を、バランスよく伸ばすこと、能動的にフランス語を使って自

己表現できるようになることを目指しています。 

 語学の授業ではありますが、世界の中でのフランスの位置を把握したり、いわゆるフランス的思考といったものを身につけることも目標に掲げ

ています。 
２.授業内容 

 毎回、その時に重要な時事問題を選び、その取り扱い方がメディアによってどう違うかを比較します。新聞・雑誌・ネットなどの同時代のメディ

アに触れます。同時に、履修者の興味によっては文学や思想の本を読むことも考えています。 

第１回：aのみ イントロダクション、各自のレベルと要望の確認 

第２回：フランスの文献、ラジオなどの利用方法 

第３回：ディクテ・文法の総復習 

第４回：新聞の読み比べ（１） 

第５回：新聞の読み比べ（２） 

第６回：発音練習 

第７回：雑誌の読み比べ（１） 

第８回：雑誌の読み比べ（２） 

第９回：仏作文 

第 10回：インターネットを使って（１） 

第 11回：インターネットを使って（２） 

第 12回：インターネットを使って（３） 

第 13回：知識人から学生へのメッセージ 

第 14回：文学作品を読む 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 「上級」フランス語という看板ですが、仮に自己診断で「上級」ではないと思っても、学びたいという意欲と好奇心があるなら、まずは挑戦して

みてください。基本的にプリント配布や、ネット利用、ディクテなどが多いので、欠席した場合は各自でフォローすること。発音練習なども行いま

すが、「上手に」発音するに至るまで教室で時間を費やすことはむつかしいと考え、発音の規則をともに再確認したあとは、各自の努力にまかせま

す。ただ、そのための協力は惜しみません。 

 じっと教室に座っていることが「出席」ではないので、積極的に参加すること。 

 現時点でのフランス語能力に自信がなくても履修可能と書いた通りですが、予習にはかなりの時間とエネルギーが必要であるとの覚悟はしてく

ださい。予習して及ばなかった部分は教室で丁寧に学びますが、どこがわからないかを明らかにしたうえで授業に臨んでください。再履修の代わり

にはならないので注意すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 アラカルトで進めて行く授業なので、遅くとも前の週には教材を配布します。それを家で予習した上で教室に来ること。 

 クラスの他の学生の時間を無駄にしたり、やる気を削ぐようなことは避けましょう。とはいっても、難しいことを課しているわけではなく、わか

らないところは教室でみんなで考えて作っていく形式の授業です。フランス語が好き、フランス語圏のことを知りたい！と思う人には楽しい授業に

なることは請け合います。 

５.教科書 

 特に定めず、プリント配布が中心になります。 

 欠席した場合、Oh-o! Meijiから資料をダウンロードして授業に臨むこと。 

６.参考書 

 『コレクション フランス語』シリーズ（白水社）。このコレクションは、「書く」「聞く」「文法」などの項目別に各１冊編まれているので、自分

が特に気になっていることを重点的に学習することができます。他にも無数に参考書はあるので、目指していることによって適切なものも異なりま

す。迷ったら教室で相談してください。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  提出物へのフィードバックは、その性格によって、 

 １ 個別に「レポート」の「コメント欄」に記す 

 あるいは 

 ２ 全体評を教室で行います。 

８.成績評価の方法  

 テストは行わず、普段の授業での発言や発表、提出物で評価します。出席だけでは安心材料にはならないと心得てください。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN331J 

上級フランス語Ⅱ 渡辺 響子 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の概要≫ 

 授業の性質上、履修者の人数が少ないことが予想されるので、履修者の希望を可能なかぎり反映させながら授業を進めることが可能だと思われ

ます。フランスの新聞や雑誌を読み、テレビやインターネットを利用して、現在のフランスおよびフランス語圏で起きていることをできるだけ近く

に感じてほしいと思っています。さらに、それを自分の言葉で表現できるようになることを期待しています。  

 

≪授業の到達目標≫ 

 すでに１・２年次に習得したフランス語の「読む」・「書く」・「聞く」・「話す」能力を、バランスよく伸ばすこと、能動的にフランス語を使って自

己表現できるようになることを目指しています。 

 語学の授業ではありますが、世界の中でのフランスの位置を把握したり、いわゆるフランス的思考といったものを身につけることも目標に掲げ

ています。 
２.授業内容 

 毎回、その時に重要な時事問題を選び、その取り扱い方がメディアによってどう違うかを比較します。新聞・雑誌・ネットなどの同時代のメディ

アに触れたあと、特に学生に宛てて書かれた文章を読む予定ですが、履修者の興味によっては文学や思想の本を読むことも可能。 

第１回：aイントロダクション、各自のレベルと要望の確認 

第２回：フランスの文献、ラジオなどの利用方法 

第３回：ディクテ・文法の総復習 

第４回：新聞の読み比べ（１） 

第５回：新聞の読み比べ（２） 

第６回：発音練習 

第７回：雑誌の読み比べ（１） 

第８回：雑誌の読み比べ（２） 

第９回：仏作文 

第 10回：インターネットを使って（１） 

第 11回：インターネットを使って（２） 

第 12回：インターネットを使って（３） 

第 13回：知識人から学生へのメッセージ 

第 14回：文学作品を読む 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 上級フランス語Ⅰを履習していなくても問題ありません。 

 「上級」フランス語という看板ですが、仮に自己診断で「上級」ではないと思っても、学びたいという意欲と好奇心があるなら、まずは挑戦して

みてください。基本的にプリント配布や、ネット利用、ディクテなどが多いので、欠席した場合は各自でフォローすること。発音練習なども行いま

すが、「上手に」発音するに至るまで教室で時間を費やすことはむつかしいと考え、発音の規則をともに再確認したあとは、各自の努力にまかせま

す。ただし、そのためのアドバイスは惜しみません。 

 じっと教室に座っていることが「出席」ではないので、積極的に参加すること。 

 現時点でのフランス語能力に自信がなくても履修可能と書いた通りですが、予習にはかなりの時間とエネルギーが必要であるとの覚悟はしてお

いてください。予習して及ばなかった部分は教室で丁寧に学びますが、どこがわからないかを明らかにしたうえで授業に臨んでほしいと思います。 

 再履修の代わりにはならないので気をつけてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 アラカルト形式の授業なので、遅くとも前の週には教材を配布します。教室に来る時にはその教材をすでに読んでいることが大前提。内容理解が

難しければ、どこがわからないかがわかっていれば OK です。教室にいる全員が目を通していることが毎回の授業の出発点です。 

 復習のポイントは毎回授業で言うので、それをこなしていけば相当力がつくことが期待できます。 

５.教科書 

 特に定めず、プリント配布が中心になります。 

 欠席した場合、Oh-o! Meijiから資料をダウンロードして授業に臨むこと。 

６.参考書  

 『コレクション フランス語』シリーズ（白水社）。このコレクションは、「書く」「聞く」「文法」などの項目別に各１冊編まれているので、自分

が特に気になっていることを重点的に学習することができます。 

 各自が目指しているところによって選ぶものは大きく変わってきますから、実際に教室で相談してください。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  提出物へのフィードバックは、その性格によって、 

 １ 個別に「レポート」の「コメント欄」に記す 

 あるいは 

 ２ 全体評を教室で行います。 

８.成績評価の方法 
 テストは行わず、普段の授業での参加状況（出席ではなく、発言や発表、提出物など）で評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN361J 

上級中国語ＡⅠ 魯 大鳴 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 この授業は中国語のピンイン発音の後に中国語会話を中心とする授業です。毎回テキストのポイントを暗記し、内容を沿って、中国語の構文力を

身に付けることを目標とします。中国語の勉強を通して、中国の文化、風土、人情などの理解を深めて、異文化比較もできるように目指します。 

２.授業内容 

第１回：     テキストの紹介、自己紹介の内容など。 

第２回：     テキストの６、７、８、９ページの復習 

第３回：     テキストの第一課 本文 文法 

第４回：     テキストの第一課 トレーニングなど 

第５回：     テキストの第二課 本文 文法 

第６回：     テキストの第二課 トレーニングなど 

第７回：     テキストの第三課 本文 文法 

第８回：     テキストの第三課 トレーニングなど 

第９回：     テキストの第四課 本文 文法 

第 10回：     テキストの第四課 トレーニングなど 

第 11回：     テキストの第五課 本文 文法 

第 12回：     テキストの第五課 トレーニングなど 

第 13回：     テキストの第六課 本文 文法 トレーニング テストの説明 

第 14回：         テスト 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 予習、復習が言語上達のカギである。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 新しい単語の予習とこれまでに習った内容の復習。 

５.教科書 

「中国語つぎへの一歩」尹景春 竹島毅著 白水社（2200＋税） 

６.参考書 

「中国語発音マスター」高田裕子著（大修館書店）（2000+税） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中、対面テストを通して、把握するようにします。 

８.成績評価の方法 
 授業への参加度、レポートなどで、総合的に評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN361J 

上級中国語ＡⅡ 魯 大鳴 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 この授業は中国語の勉強を通して、中国語が話せるようになるだけでなく、中国の文化、風土、人情などの理解を深めることも目的とする。 

 生地である北京を中心に具体的なさまざまな場面を設定して、それにふさわしい中国語会話を教えていく。 

 中国語で自己紹介を言えるよう目指します。 

２.授業内容 

第１回：      春学期の復習 

第２回：     テキスト第七課 本文 文法 

第３回：            トレーニングなど 

第４回：     第八課 本文 文法 

第５回：            トレーニングなど 

第６回：     第九課 本文 文法 

第７回：            トレーニングなど 

第８回：     第十課 本文 文法 

第９回：            トレーニングなど 

第 10回：     第十一課 本文 文法 

第 11回：            トレーニングなど 

第 12回：     第十二課 本文 文法 

第 13回：     トレーニング、テストの説明 

第 14回：      テスト 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 予習、復習が言語上達のカギである。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 新しい単語の予習とこれまでに習った内容の復習すること。 

５.教科書 

「中国語つぎへの一歩」尹景春 竹島毅著 白水社（2200＋税） 

６.参考書 

「中国語発音マスター」高田裕子著（大修館書店）（2000+税） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中、対面テストを通して、把握するようにします。 

８.成績評価の方法 
 平常点 50％（授業への参加度 30％、勉強への熱意、発言 20％）テスト 50％、総合的に評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAN341J 

上級スペイン語 BⅠ 松尾 俊輔 

1単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業は、中級までのスペイン語を履修済みの学生を対象とし、それまでに学んだ基礎的文法事項を用いて、実際に「生きた」スペイン語の文章を講読することにチ

ャレンジします。春学期と秋学期の授業を併せて 1 年間かけて、学術的な水準のスペイン語をじっくり読み理解するのに十分なスペイン語力の基盤を養うのがこの授業

の目標です。春学期の授業では、エドゥアルド・ガレアーノ Eduardo Galeano の評論文をいくつか読んでいきます。ガレアーノはウルグアイ出身の作家・批評家・ジャー

ナリストであり、1960～70 年代ラテンアメリカ左派の代表的な論者として知られています。その主著 Las venas abiertas de América Latina（1971）（邦訳『収奪され

た大地 ラテンアメリカ 500 年』新評論、1987 年）に代表されるように、広汎な世界史的知識と厳格な批判精神を後ろ盾として、現代ラテンアメリカ政治はもちろんのこ

と、神話や文学、サッカーにまで至る幅広いテーマをめぐる思索を、詩的表現を交えた１〜３ページ程度の短く機知に富んだ文章の中に凝縮させて語るのがガレアーノ

の真骨頂であり、2015 年に亡くなるまで旺盛な執筆欲を発揮し続けました。今年度の授業では、以下の著書の中からいくつかの小論を選んで読んでいく予定です。 

・El libro de los abrazos (1989)   ・El cazador de historias（2016）   ・Cerrado por fútbol（2017） 

コンパクトでテンポよく、そして含蓄深いガレアーノの論考に取り組むことで、スペイン語の読解力を鍛えながら、ラテンアメリカの政治と社会をめぐる諸問題につい

て考えていきます。 

この授業の到達目標は下記の通りです。  

・動詞の活用をはじめとするひと通りのスペイン語基礎文法を再確認し、定着させる。 

・基礎からさらに一歩進んだより豊かなスペイン語の語彙や文法知識を身に付け、それを自ら駆使して（辞書と参考書の助けがあれば）学術的な水準のスペイン語を読

解できるようになる。 

・講読内容を通じてラテンアメリカの政治と社会の諸相に対する理解を深め、それによって現代世界が抱える諸課題に対してよりグローバルかつ批判的な立場から挑む

ための視座を身に付ける。 
２.授業内容 

授業は伝統的な輪読方式で行います。すなわち、テクストの指定された範囲について、ひとりずつ当てて「音読」をしてもらった上で、予習の成果（単なる「日本語訳」

だけではなく、内容についての理解や解釈等を含みます）を述べてもらいます。その後、言語面と内容面の双方に関して分からない点や解説が必要な点について、教員も

含め参加者全員で考えていきます。したがって、毎回の予習と授業への積極的な参加が必須です。 

第 1 回 イントロダクション、基礎文法の確認   第 2 回 El libro de los abrazos（１）   第 3 回 El libro de los abrazos（２） 

第 4 回 El libro de los abrazos（３）   第 5 回 El libro de los abrazos（４）   第 6 回 El cazador de historias（１） 

第 7 回 El cazador de historias（２）   第 8 回 El cazador de historias（３）   第 9 回 El cazador de historias（４） 

第 10 回 Cerrado por fútbol（１）   第 11 回 Cerrado por fútbol（２）   第 12 回 Cerrado por fútbol（３） 

第 13 回 Cerrado por fútbol（４）   第 14 回 a まとめ       なお、上記の進度は目安であり、履修者の理解度等に応じて変更する場合があります。 

３.履修上の注意 

原則として、法学部１、２年生で履修する「初級スペイン語 A・B」「中級スペイン語 A・B」を履修済み、ないしは同等のスペイン語の学習経験を持つことを履修の要件

とします。目安としては、「接続法の活用と用法」までを学んだ経験のある学生が対象です。不明な場合は、事前にメールで、ないしは初回授業の際に相談してください。 

「春学期：数ページの短い文章」→「秋学期：20 ページ程度の長い論文」と段階を踏みながら学術レベルのスペイン語を読み解く力を涵養する都合上、春学期と秋学期

を通して履修することを推奨します。ただし、履修者の事情によってどちらか一方のみの履修であっても、大いに歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、テキストの指定された箇所について、辞書とにらめっこしながら読み込み、分からない単語を調べ、文の意味を取ってから授業に臨んでください。文意がうまく

取れない場合があれば、辞書や文法書、あるいはインターネットその他の情報等も参照しながら、時間と能力が許す範囲で読み解く努力をしてください。 

学び始めて日が浅い外国語なのですから、一目ではちんぷんかんぷんな文章があっても当然です。これまで身に付けた（限りある）文法知識と辞書を片手に立ち向かい、

辞書にいくつも出てくる語義の中からどれが解釈として最も適切かを、統語や文脈、ひいては社会的文化的背景にも鑑みながら判断し、文章全体を合理的に読み解く一

本の「糸」を見出していく―このように、生のスペイン語を前にして「悩む」プロセスのみが確かな語学力を育みます。外国語を学ぶ以上、近道はありません。大いに「悩

んだ」結果を授業に持ち寄ってください。その結果分からない箇所があれば、みんなで考えましょう。 

また、スペイン語の「音読」を実践するよう心掛けてください。実際に使われているスペイン語を自らの口で声に出し、それを自身の耳で聞く、というプロセスは、最

も原初的かつ効果的な語学学習法です。 

５.教科書 

＜講読テクスト＞ 授業内で講読するテクストは、コピーしたものを電子データないしは紙媒体で配布しますので、各自で入手する必要はありません。 

＜辞書＞ 西和辞書を必ず毎回持参してください。紙、電子辞書、スマホアプリなど形態は特に問いません。これまでのスペイン語学習で使っていたもので支障ないと

思いますが、簡易的なもの（「トラベル辞書」「ポケット辞書」のようなものなど）では役に立ちません。一応推奨するものとして下記の辞書を挙げておきますが、不明な

場合は事前に相談してください。 

・高垣敏博ほか『西和中辞典［第 2 版］』小学館、2007 年。（この辞書には iOS のアプリもあり、そちらの方が安価です） 

なお、インターネット上の無料の英西辞書や Google 翻訳は辞書の代わりにはなりませんので、これらを授業内で用いることは禁止します。 

＜文法書＞ 実際のスペイン語を読んでいくと、これまでのスペイン語授業で使った教科書の文法解説だけでは不足する場面が多々出てくるはずです。そのため、下記

の文法書を各自で購入し、傍らに携えながら読んでいくことを推奨します。中古で安く入手可能です。 

・上田博人『スペイン語文法ハンドブック』研究社、2011 年。 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法   各自が予習してきた内容について、授業内で講評・コメントします。 

８.成績評価の方法 
原則として平常点 100%での評価とします。具体的な評価対象となるのは、毎回の授業への積極的な参加、予習の状況、およびスペイン語とスペイン語圏の文化と社会に

対する理解度です。言うまでもなく、正当な理由なく欠席した場合はその回の授業分の平常点はゼロ点として最終成績に反映されますので、そのつもりでいてください。 

９.その他 
スペイン語やスペイン語圏諸国に関する関することで質問や相談があれば、なんでも歓迎しますので遠慮なく声をかけてください。また、スペイン語検定や DELE の受

験を検討している人は、相談に乗ります。 

ラテンアメリカについての前提知識は一切必要としません。それよりも、「スペイン語を読む」というチャレンジに積極的に立ち向かおうという意欲を持って授業に臨

んでほしいと思います。 

また、皆さんの多くにとってラテンアメリカは馴染みのない地域だと思いますが、そのような社会の現実に対する「想像力」だけは常に持つよう心がけてください。音

楽でもスポーツでも食でも構いませんので、各自の興味関心に合わせてラテンアメリカ・スペイン語諸国の文化と社会に対するアンテナを張っておくようにしてくださ

い。 
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科目ナンバー : (LA)LAN341J 

上級スペイン語 BⅡ 松尾 俊輔 

1単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業は、中級までのスペイン語を履修済みの学生を対象とし、それまでに学んだ基礎的文法事項を用いて、実際に「生きた」スペイン語の文章を講読することにチ

ャレンジします。春学期と秋学期の授業を併せて 1 年間かけて、学術的な水準のスペイン語をじっくり読み理解するのに十分なスペイン語力の基盤を養うのがこの授業

の目標です。秋学期の授業では、ラテンアメリカ法に関わるスペイン語論文を実際に読んでいきます。具体的には、ラテンアメリカにおける法と社会の関係性を扱った入

門的な論文集（書誌情報は「教科書」の項目を参照）に所収されている論文を読みます。 

今年度は、この中から Mauricio García Villegas、 "Ineficacia del derecho y cultura del incumplimiento de reglas en América Latina"（ラテンアメリカにお

ける法の無効性とルール不履行という文化）と題した論文を取り上げます。 

「ラテンアメリカ」と聞くと、漠然と「治安が悪い」とか「無法地帯」といったイメージを持っている人もいるかもしれません。実際はラテンアメリカ諸国のほとんど

はごくまっとうな法治国家なのですが、それでも日本や欧米の先進諸国と比較すれば、人々の行動が法から逸脱する場面（つまり犯罪）が多くみられることは事実でしょ

う。では、仮にラテンアメリカにおいて法が定める規範と実際の人々の行動との間に齟齬があるとすれば、それはなぜなのか？という問題を扱ったのがこの論文です。 

この論文への取り組みを通して、スペイン語の読解力を鍛えるとともに、ラテンアメリカにおける法や政治と社会をめぐる諸問題についても考えていきます。 

この授業の到達目標は下記の通りです。 

・動詞の活用をはじめとするひと通りのスペイン語基礎文法を再確認し、定着させる。 

・基礎からさらに一歩進んだより豊かなスペイン語の語彙や文法知識を身に付け、それを自ら駆使して（辞書と参考書の助けがあれば）学術的な水準のスペイン語を読

解できるようになる。 

・講読内容を通じてラテンアメリカの政治と社会の諸相に対する理解を深め、それによって現代世界が抱える諸課題に対してよりグローバルかつ批判的な立場から挑む

ための視座を身に付ける。 

・特に、ラテンアメリカにおける法と社会の関係について一定の知見を身に付け自ら考えることができるようになる。 
２.授業内容 

授業は伝統的な輪読方式で行います。すなわち、テクストの指定された範囲について、ひとりずつ当てて「音読」をしてもらった上で、予習の成果（単なる「日本語訳」

だけではなく、内容についての理解や解釈等を含みます）を述べてもらいます。その後、言語面と内容面の双方に関して分からない点や解説が必要な点について、教員も

含め参加者全員で考えていきます。したがって、毎回の予習と授業への積極的な参加が必須です。 

【授業計画】 

第 1 回 イントロダクション、基礎文法の確認   第 2 回 論文講読 pp.161   第 3 回 論文講読 pp.162   第 4 回 論文講読 pp.163-164 

第 5 回 論文講読 pp.165-166   第 6 回 論文講読 pp.167-168   第 7 回 論文講読 pp.169-170   第 8 回 論文講読 pp.171-172 

第 9 回 論文講読 pp.173-174   第 10 回 論文講読 pp.175-176   第 11 回 論文講読 pp.177-178   第 12 回 論文講読 pp.179-180 

第 13 回 論文講読 pp.181-184   第 14 回 a まとめ     なお、上記の進度は目安であり、履修者の理解度等に応じて変更する場合があります。 

３.履修上の注意 

原則として、法学部１、２年生で履修する「初級スペイン語 A・B」「中級スペイン語 A・B」を履修済み、ないしは同等のスペイン語の学習経験を持つことを履修の要件

とします。目安としては、「接続法の用法」までを学んだ経験のある学生が対象です。不明な場合は、事前にメールで、ないしは初回授業の際に相談してください。 

「春学期：数ページの短い文章」→「秋学期：20 ページ程度の長い論文」と段階を踏みながら学術レベルのスペイン語を読み解く力を涵養する都合上、春学期と秋学期

を通して履修することを推奨します。ただし、履修者の事情によってどちらか一方のみの履修であっても、大いに歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、テキストの指定された箇所について、辞書とにらめっこしながら読み込み、分からない単語を調べ、文の意味を取ってから授業に臨んでください。文意がうまく取れない場合があれば、辞書

や文法書、あるいはインターネットその他の情報等も参照しながら、時間と能力が許す範囲で読み解く努力をしてください。学び始めて日が浅い外国語なのですから、一目ではちんぷんかんぷんな

文章があっても当然です。これまで身に付けた（限りある）文法知識と辞書を片手に立ち向かい、辞書にいくつも出てくる語義の中からどれが解釈として最も適切かを、統語や文脈、ひいては社会

的文化的背景にも鑑みながら判断し、文章全体を合理的に読み解く一本の「糸」を見出していく―このように、生のスペイン語を前にして「悩む」プロセスのみが確かな語学力を育みます。外国語

を学ぶ以上、近道はありません。大いに「悩んだ」結果を授業に持ち寄ってください。その結果分からない箇所があれば、みんなで考えましょう。また、スペイン語の「音読」を実践するよう心掛

けてください。実際に使われているスペイン語を自らの口で声に出し、それを自身の耳で聞く、というプロセスは、最も原初的かつ効果的な語学学習法です。 

５.教科書 

＜講読テクスト＞César Rodríguez Garavito (coord.)， El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI (Buenos Aires: Siglo XXI Editores、 2011).

（『ラテンアメリカにおける法：21 世紀の法思想のための見取り図』）※当該論文のみ、コピーしたものを電子データないしは紙媒体で配布しますので、各自で入手する必要はありません。 

＜辞書＞西和辞書を必ず毎回持参してください。紙、電子辞書、スマホアプリなど形態は特に問いません。これまでのスペイン語学習で使っていたもので支障ないと思いますが、簡易的なもの（「ト

ラベル辞書」「ポケット辞書」のようなものなど）では役に立ちません。一応推奨するものとして下記の辞書を挙げておきますが、不明な場合は事前に相談してください。 

・高垣敏博ほか『西和中辞典［第 2 版］』小学館、2007 年。（この辞書には iOS のアプリもあり、そちらの方が安価です）なお、インターネット上の無料の英西辞書や Google 翻訳は辞書の代わりに

はなりませんので、これらを授業内で用いることは禁止します。 

＜文法書＞実際のスペイン語を読んでいくと、これまでのスペイン語授業で使った教科書の文法解説だけでは不足する場面が多々出てくるはずです。そのため、下記の文法書を各自で購入し、傍ら

に携えながら読んでいくことを推奨します。中古で安く入手可能です。  ・上田博人『スペイン語文法ハンドブック』研究社、2011 年。 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法   各自が予習してきた内容について、授業内で講評・コメントします。 

８.成績評価の方法 
原則として平常点 100%での評価とします。具体的な評価対象となるのは、毎回の授業への積極的な参加、予習の状況、およびスペイン語とスペイン語圏の文化と社会に

対する理解度です。言うまでもなく、正当な理由なく欠席した場合はその回の授業分の平常点はゼロ点として最終成績に反映されますので、そのつもりでいてください。 

９.その他 
スペイン語やスペイン語圏諸国に関する関することで質問や相談があれば、なんでも歓迎しますので遠慮なく声をかけてください。また、スペイン語検定や DELE の受験を検討している人は、相談

に乗ります。 
この授業は法学部の開講科目であり、講読する論文は学問分野で言えば「法社会学」の論文に当たりますが、法学や法社会学の知識や素養は一切前提としません（そもそも教員からして専門は歴史

学で、法学に関しては門外漢です）。また、ラテンアメリカについての前提知識も一切必要としません。それよりも、「スペイン語を読む」というチャレンジに積極的に立ち向かおうという意欲を持

って授業に臨んでほしいと思います。 

また、皆さんの多くにとってラテンアメリカは馴染みのない地域だと思いますが、そのような社会の現実に対する「想像力」だけは常に持つよう心がけてください。音楽でもスポーツでも食でも構

いませんので、各自の興味関心に合わせてラテンアメリカ・スペイン語諸国の文化と社会に対するアンテナを張っておくようにしてください。 
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４ 保健体育科目群 
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基礎運動実習  

各 1単位 和泉キャンパス Ⅰ：春学期 Ⅱ：秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業はスポーツ、フィットネスといった身体活動を行う実習授業です。教室の中で行われる他の教科とは違い体験的な活動の中で心身ともに健

康で、人生を長くたくましく生きるスキルを身につけます。 

また、初年次のすべての学部生が受講する必修科目として設置されているので、様々な実習活動の中で仲間との出会いや会話を交わす良い機会にも

なることでしょう。それが同時にコミュニケーションスキルの向上に繋がります。 

特に秋学期開講の「Ⅱ」では、春学期におけるグループ形成を踏まえて、より学生の主体的な関わりによる活動を取り入れていきます。 

【到達目標】 

1)健康・体力の維持、増進 

2)コミュニケーションスキルの向上 

3)身体知の獲得 
２.授業内容 

第 1 回：イントロダクション 

基礎運動実習の授業計画と概要 

第 2〜13回：スポーツ種目、フィットネスを教材として、その特長を生かした授業を実施する。 

第 14回：まとめ 

※詳細は各担当者のシラバスを参照してください。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

通常授業に関しては以下の点に留意してください。 

1）心身のコンディションを整えて出席してください。なお、受講にあたっては、健康診断を受けておくことが義務づけられています。 

2）スポーツ活動にふさわしいシューズやウェアを着用してください。 

3）授業の進行および安全管理の観点から、遅刻は厳禁とします。 

4）雨天時の対応など実技に関する指示は、体育館入り口にあるインフォメーションボードに掲載されていますので、授業前に必ず目を通してくだ

さい。 

5）健康上の理由で指定クラスの授業に参加することが好ましくない場合には、担当教員に相談の上、コンディショニングクラスを受講することがで

きます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 
以下のような内容が実技種目において技術の上達や理解を深めるための準備学習といえます。 

1) 事前にそれぞれの種目についての文献や映像などに目を通しておくこと 

2) 活動にふさわしい服装や用具の準備、活動後の手入れすること 

3) 健康的な生活を心がけ、よりよい体調で授業に臨むこと 

５.教科書 
特に定めない。 

６.参考書 
特に定めない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
1) この授業は実習科目なので、授業時の課題へのフィードバックはその時、その場で行われます。 

2) 他に Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
試験や評価は各担当教員により指示されますが、原則として下記の要領で行います。 

単位の取得には、開講日数の 2/3以上の出席が必要です。2/3 以上出席した者について、以下のような比率により総合的に評価します。 

(a)平常点：40%：積極的な姿勢で意欲的に活動すること (b)理解力・コミュニケーション能力:40% (c)技能・体力:20% 

９.その他 
各クラスのシラバスについては、『Oh-o! Meiji』のクラスウェブを参照してください。 
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スポーツ実習（学内）  

各 1単位 和泉または駿河台キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

体育実技は、他の教科とは趣を異にする授業であるからこそ、多様化する現代における重要な位置を占める科目であると考えます。 

このスポーツ実習は、1 年次の必修科目「基礎運動実習」の単位取得者を対象とします。基礎運動実習では、クラスの仲間とともに同じスポーツ種

目を通して体験を共有していく授業形態でしたが、スポーツ実習は、半期ごとに開設されているスポーツ種目から各自の志向によって選択し、より

発展的な授業内容を目指しています。定時に開講するサッカー、スイミング、クライミング、バドミントンなど の学内授業と、夏期や冬期休暇中に

3 泊 4 日 の合宿形式として行われるキャンプやスキーなどの学外授業があります。他学部で開講されている選択体育実技を受講することも可能で

す。 

【到達目標】 

保健体育科目としての実習授業は、各種スポーツやフィットネスを通して、心身ともに健康で、人生を長く、たくましく生きる条件を身につけ、ま

た、コミュニケーションやコラボレーション（協働）など、人生に欠かせない能力を高めることを目標にします。 

２.授業内容 

第 1 回：イントロダクション（ガイダンス、各選択種目に関する授業計画と概要） 

第 2〜13回：スポーツ種目、フィットネスを教材として、その特長を生かした授業を実施する。 

第 14回：まとめ  

※詳細は各担当者のシラバスを参照してください。 

 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 
1）本授業は、和泉の選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目として実施します。 

2）受講希望者は Oh-o! Meiji システムのアンケート機能で申し込みをしてください。 応募多数の場合は抽選となります。 

3）授業開始の第 1週目は、体育館入口にあるインフォメーションボードで指定された教室・教場に集合してください。 

4）4 月の学習指導時に実施される学内の健康診断を必ず受診しておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

以下のような内容が実技種目において技術の上達や理解を深めるための準備学習といえます。 

1) 事前にそれぞれの種目についての文献や映像などに目を通しておくこと 

2) 活動にふさわしい服装や用具の準備、活動後の手入れすること 

3) 健康的な生活を心がけ、よりよい体調で授業に臨むこと 

５.教科書 
特に定めない。 

６.参考書 

特に定めない。 

 

７.課題に対するフィードバックの方法 
1) この授業は実習科目なので、授業時の課題へのフィードバックはその時、その場で行われます。 

2) 他に Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
試験や評価は各担当教員により指示されますが、原則として下記の要領で行います。 

単位の取得には、開講日数の 2/3以上の出席が必要です。2/3 以上出席した者について、以下のような比率により総合的に評価します。 

(a)平常点：40%：積極的な姿勢で意欲的に活動すること (b)理解力・コミュニケーション能力:40% (c)技能・体力:20% 

９..その他 
●履修申請 

予めガイダンス出席や初回授業参加が必要な種目もあります。詳細は新年度配布の履修関係資料、シラバスで確認してください。 

●履修登録 

種目により異なるため、新年度配布の履修関連資料、シラバスで確認してください。 
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スポーツ実習（学外）  

各 1単位  集中 

１.授業の概要・到達目標 
【授業の概要】 この授業は、夏期・冬期休暇中に学外で実施される集中授業です。キャンプ、ゴルフ、スキー（ニセコ、裏磐梯）、スノーハイキング、スケート のコー

スから選択履修することができます。 

【到達目標】 当該種目の基礎技術を修習すること、また、合宿や共同作業をともなう短期集中タイプの実習を通じて、団体行動や生活における規範を身につけ、コミュ

ニケーションスキルを高めることを目標にします。 

２.授業内容 

〈ゴルフ実習〉  

折角授業でゴルフを習ったのだからゴルフ場でプレーをしてみたい。そんな学生のための集中授業です。 

ゴルフはターゲットスポーツです。小さなホールに向かってボールを正確に運んでいく技術が要求されます。ドライバーからパットまで多くのクラブを使ってショットをします。それらクラブでの

飛距離と方向性の技術習得を目指します。紳士のスポーツと言われるゴルフの実施には、技術やルール以外に、服装やマナー、ラウンドの方法など学ばなくてはならない事柄が沢山あります。ラウ

ンドレッスンや夜のミーティングを利用して、出来るだけ多くの知識を提供したいと考えています。生涯スポーツとしてゴルフを考えている学生は是非受講して下さい。 

〈キャンプ実習〉 

1）ベーシックコース  この授業では、自然環境の中でテント泊と野外炊事というキャンプ生活を過ごしながら、キャンプを楽しむための知識・技術・マナー、野外でのリスクマネジメントや自

然環境への配慮、集団で生活するための組織運営や役割分担の方法について学びます。また、こうしたアウトドアライフをベースに、サイクリング、トレッキング、クライミングといったアウトド

アスポーツを体験します。煩雑な都会での日常生活を離れ、自然の中でシンプルな生活を送ることは、自然や仲間、そして自分自身について、新しい発見をする良い機会になることでしょう。 

2）アドバンストコース  この授業は、経験は少ないが本格的な野外活動に挑戦してみたい学生、すでにキャンプ実習を履修した学生、あるいはプライベートでキャンプ経験がある学生を対象と

します。ベーシックコースよりも（あまり便利な用具を使わない）シンプルなキャンプ生活を予定しています。限定された環境（道具、食料、情報 etc）において創意工夫することにより、普段の

生活では気づきにくい様々な発見がもたらされるでしょう。高い体力レベルは要しません。性別を問わず、意欲・好奇心旺盛な皆さんの履修をお待ちしています。 

≪到達目標≫ 野外での活動を自然環境や安全に配慮しながら自分で計画し、主体的に実行できるようになることを到達目標とします。また、これら身体を介した活動を多分に伴うシンプルな生活

を通して、自然との関係のみならず、他の参加者、そして自分への新たな気付きを得ることも目標とします。 

〈スキー実習〉 

1）スキー(ニセコ)  スキーは、生涯にわたって楽しむことのできるスポーツです。在学中はもちろん、大学卒業後も生涯スポーツとしてスキーを楽しむための術をぜひ学んでください。本コー

スでは、「未経験者から経験者までそのレベルに必要な板や身体の操作といった技術」、「より楽しくスキーをするため必要な知識」の習得を目指します。また、実習期間中にスキー級別テスト（バッ

ジテスト）を実施する予定です。実習開催予定のニセコスキー場は、世界的認知度の高いスキー場です。抜群のパウダースノー、そして、独特のニセコ文化にも触れて下さい。スキーは、風を感じ

ることができます。みなさん、風を感じてみませんか。 

2）スキー(裏磐梯)  裏磐梯グランデコスノーリゾートスキー場で、雪さえあればどんな所でも滑ってしまえるスキー技術の習得を目指します。雪質の良いこのスキー場では、緩急のロングコー

スをふんだんに楽しめます。また、林間コースで深雪も楽しめる穴場的なスキー場です。初心者コースも充実していますので、初心者の受講を大歓迎します。この素敵なスキー場で、様々な雪面の

コンディションに合わせたスキー技術・理論の修得を通し、生涯にわたってスキー文化を育むことができる基礎を学びましょう。また、露天温泉風呂付きリゾート型ホテルでの宿泊を通して、学部

を超えた受講生間のコミュニケーションを図りますので、新たな友達づくりも期待できるでしょう。これからのリゾート型スキー体験を本スキー実習で体験してみませんか？ 

3）スノーハイキング テレマークスキーという用具を使って雪山を楽しむために必要な技術の習得を目指します。テレマークスキーは、つま先部分をスキーに固定し、かかとがあげられるスキー

で、ヒールフリースキーとも呼ばれます。かかとが上がることで動きが自由になり、心も体も開放されます。このスキーなら様々なスタイルで活動できるので、いわゆるゲレンデスキーだけでなく、

2m 近くも積もる戸隠高原の豊富な雪を活用して、雪の原生林を歩き、雪の上でランチパーティーをしてみたり、ソリや大きな雪ダルマ作りをしてみたり、雪にふれあうアクティビティを思い切り体

験します。戸隠は、古くから修験道がおこなわれていた奥深い山里です。そうした古くからの日本の文化に触れることもこの実習の目的と考えています。 

4）スケート 心地よいスピードを感じながら、自分の身体全体を用いて意のままに氷上を滑走することは、他では得られない感覚です。寒い場所での体温調節は多くのエネルギーを消費させる有

酸素運動であり、ダイエットにも効果的です。実習では、まず基礎スケーティングを習得します。集団で音楽に合わせて滑る“シンクロナイズドスケーティング”、氷上の格闘技 “アイスホッケ

ー”などにも挑戦します。野辺山高原は長野県の東端に位置しており、高原野菜の産地で有名です。滑走練習の合間には、近隣の牧場を訪問して、雄大な自然を体験する機会もあります。氷上での

様々な活動を体験しながら、普段の都会の生活では感じることのない、すばらしい発見があるはずです。 

※詳細は各担当者のシラバスおよび選択体育シラバスを参照してください。          ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

1）本授業は、和泉の選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目として実施します。  

2）受講希望者は Oh-o! Meiji システムのアンケート機能で申し込んでください。応募多数の場合は抽選となります。  

3）申込み日（予定）は、2023 年 4 月 3 日～5 日です。 

4）キャンプ実習（2 コース）とスケート実習については 4 月 3 日と 4 日の昼休みの時間帯に対面でのガイダンスを行います（詳細は後日公開）。対面ガイダンスに出席

していなくても申込はできますが、抽選になった場合は対面ガイダンス出席者を優先します。 

5)4 月の学習指導時に実施される学内の健康診断を必ず受診しておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

以下のような内容が実技種目において技術の上達や理解を深めるための準備学習といえます。 

1) 事前にそれぞれの種目についての文献や映像などに目を通しておくこと    2) 活動にふさわしい服装や用具の準備、活動後の手入れすること 

3) 健康的な生活を心がけ、よりよい体調で授業に臨むこと 

５.教科書   特に定めない。 

６.参考書   特に定めない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
1) この授業は実習科目なので、授業時の課題へのフィードバックはその時、その場で行われます。 

2) 他に Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
試験や評価は各担当教員により指示されますが、原則として下記の要領で行います。 

事前授業を含め実習への全日程参加が、単位取得の前提条件となります。その上で、平常点（事前授業、実習への積極的参加度、授業への取り組み姿勢など）40％、理解

力・コミュケーション能力 40％、技能・体力の上達度 20％により評価します。 

９.その他 
明治大学ホームページの「選択体育実技シラバス」および「選択体育実技（集中授業）紹介」で，2022 年度版の確認ができます。 

2023 年度版は，3 月下旬に Oh-o!Meiji で案内を配信します。 

 https://www.meiji.ac.jp/campus/health/limited/izumi_Intensive_class_index.html  
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科目ナンバー : (LA)LAW121J 

憲法（人権）Ⅰ 江藤 英樹 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

春学期の授業では、一国の基本法として憲法が定められていることの意義を学び、その上で日本国憲法第 3 章が国民に保障する基本的人権につい

て学習する。なぜ憲法が人権を保障するのか、その意義を踏まえつつ、人権保障のあり方を学説や判例の動向を踏まえながら検討する。 

 

【到達目標】  

基本的人権保障に関わる問題について、人権の概念、学説、ならびに判例の検討を通じてそれらを憲法的に考える力を得ることを目的とする。 

２.授業内容 

授業前日にレジュメを Oh-o!Meiji にて配布する。授業は教科書とレジュメに基づいて行う。 

【授業各回の予定】 

1 a のみ：イントロダクション（憲法とはなにか） 

2 憲法の分類・憲法規範の特質 

3 日本憲法史 

4 基本的人権とは・享有主体 

5 基本的人権の限界 

6 人権と公共の福祉、特別な法律関係における人権の限界 

7 私人間における人権の保障と限界 

8 生命、自由、幸福追求権 

9 法の下の平等（1） 

10 法の下の平等（2） 

11 思想・良心の自由 

12 信教の自由（1） 

13 信教の自由（2） 

14 政教分離原則 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業は教科書として指定した 2 つの書籍を利用しながら行うので、必ずこれらを教室に持参すること。六法も持参のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業を受講するにあたり、教科書の該当箇所や判例を読み予習をすること、さらに授業後に復習をすることが必要である。 

５.教科書 

『憲法 第 7 版』芦部信喜（高橋和之補訂）（岩波書店，2019 年） 

『新憲法判例特選 第 3 版』柏﨑敏義・加藤一彦編（敬文堂，2021年） 

６.参考書 

辻村みよ子『憲法 第 7 版』（有斐閣，2021 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiを通じて配信するので、各自確認のこと。 

８.成績評価の方法 
定期試験および授業への参加度により評価する。各学期中のいずれかの時期に 3 回出席をとる。2 回の欠席で成績評価を 1つ下げ、3回の欠席で成

績評価を 2 つ下げる。なお、不正があった場合には厳正に対処する。 

９.その他 
近現代史および他国の憲法にも興味を持って勉強すると、日本国憲法の理解が深まるでしょう。 
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科目ナンバー : (LA)LAW121J 

憲法（人権）Ⅱ 江藤 英樹 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

秋学期の授業では、春学期に引き続き日本国憲法第 3 章が保障する基本的人権の残りの部分について学習する。春学期同様、なぜ憲法が人権を保障

するのか、その意義を踏まえつつ、人権保障のあり方を学説や判例の動向を踏まえながら検討する。 

 

【到達目標】 

基本的人権保障に関わる問題について、人権の概念、学説、ならびに判例の検討を通じてそれらを憲法的に考える力を得ることを目的とする。 

 

 

２.授業内容 

授業前日にレジュメを Oh-o!Meiji にて配布する。授業は教科書とレジュメに基づいて行う。 

【授業各回の予定】 

1 a のみ：イントロダクション 

2 学問の自由 

3 表現の自由の意味・限界（1） 

4 表現の自由の意味・限界（2） 

5 集会・結社の自由、通信の秘密 

6 職業選択の自由 

7 居住移転の自由 

8 財産権 

9 人身の自由 

10 国務請求権・参政権 

11 生存権 

12 環境権・教育を受ける権利 

13 労働基本権 

14 まとめ 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業は教科書として指定した 2 つの書籍を利用しながら行うので、必ずこれらを教室に持参すること。六法も持参のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業を受講するにあたり、教科書の該当箇所や判例を読み予習をすること、さらに授業後に復習をすることが必要である。 

５.教科書 

『憲法 第 7 版』芦部信喜（高橋和之補訂）（岩波書店，2019 年） 

『新憲法判例特選 第 3 版』柏﨑敏義・加藤一彦編（敬文堂，2021年） 

６.参考書 

辻村みよ子『憲法 第 7 版』（有斐閣，2021 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiを通じて配信するので、各自確認のこと。 

８.成績評価の方法 
定期試験および授業への参加度により評価する。各学期中のいずれかの時期に 3 回出席をとる。2 回の欠席で成績評価を 1つ下げ、3回の欠席で成

績評価を 2 つ下げる。なお、不正があった場合には厳正に対処する。 

９.その他 
近現代史および他国の憲法にも興味を持って勉強すると、日本国憲法の理解が深まるでしょう。 
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科目ナンバー : (LA)LAW121J 

憲法（人権）Ⅰ 大津 浩 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 具体的な事件と判例の分析を通じて、日本国憲法が保障する基本的人権（前半部分）の基本について学ぶ。 

【到達目標】 

 基本的人権に関する諸概念、諸学説、関連判例の理解を深めるとともに、近代・現代立憲主義の歴史的な流れの中で人権保障のあり方が深まり、

発展してきたことを自ら理解できる力を身に着ける。 

２.授業内容 

 本授業は講義中心に行う。授業ではレジュメと資料を適宜配布し、レジュメに沿って進行する。 

 

【講義予定】 

第１回：a：イントロダクション（憲法とは何か、基本的人権とは何か） 

第２回：人権保障の基礎と違憲審査制 

第３回：包括的基本権 

第４回：自己決定権 

第５回：平等原則 

第６回：尊属殺人事件判決と非嫡出子相続分差別の旧決定 

第７回：国籍法事件判決その他の新しい判例傾向 

第８回：内心の自由 

第９回：信教の自由とその限界 

第 10回：政教分離原則① 

第 11回：政教分離原則② 

第 12回：表現の自由① 

第 13回：表現の自由② 

第 14回：表現の自由③（知る権利） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 特に履修上の要件はない。高校までの社会科の知識があれば充分である。 

 受講生は単にレジュメを読み、授業中指示された必要事項を記入するにとどめず、授業中に展開されるさまざまな説明や具体例をレジュメに書

き込み、あるいは別にノートを作って書き込むことで、より深く学ぶことが求められる。また授業の途中で、適宜質問と討論の時間を設けることを

予定しているので、積極的・能動的に参加すること。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教師が適宜指示する教科書の該当ページや参考書、判例などを事前に読み、ノートにまとめるなどして授業に臨むこと。また授業後は、配布され

たレジュメや資料を読み直し、理解不十分だった事項については自ら調べるとともに、適宜、次回の授業で教師に質問するようにすること。 

５.教科書 

 大津浩・大藤紀子・高佐智美・長谷川憲『新憲法四重奏』（第 2版、有信堂、2017 年）  ※可能であれば、2022年 1 月に出版された「第 2 版第

6 刷」を購入してほしい。 

 コンパクトサイズの六法（特に出版社の指定はない） 

６.参考書 

 芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第 7 版、岩波書店、2019年） 

 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿（編）『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第 7 版、有斐閣、2019 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 復習のために Oh-o! Meiji で小テストを実施し、解答締切後は正解を示すだけでなく、毎回、詳しい解説をフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（80％）、小テストないし課題（15%）、その他の授業参加の積極度（5％）により評価する。 

９.その他 
 人権の歴史や各国憲法の比較、社会問題等に関心を持って受講すると、本授業はより良く理解できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW121J 

憲法（人権）Ⅱ 大津 浩 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 具体的な事件と判例の分析を通じて、日本国憲法が保障する基本的人権（後半部分）の基本について学ぶ。 

【到達目標】 

 基本的人権に関する諸概念、諸学説、関連判例の理解を深めるとともに、近代・現代立憲主義の歴史的な流れの中で人権保障のあり方が深まり、

発展してきたことを自ら理解できる力を身に着ける。 

２.授業内容 

 本授業は講義中心に行う。授業ではレジュメと資料を適宜配布し、レジュメに沿って進行する。 

 

【講義予定】 

第１回：a：イントロダクション、営業の自由の意義と合理性の基準 

第２回：薬事法違憲判決その他の重要判例 

第３回：財産権保障の意義と森林法事件 

第４回：正当補償 

第５回：社会権の意義と種類、生存権の法的性格 

第６回：生存権の主要判例（朝日訴訟、堀木訴訟等） 

第７回：環境権と教育を受ける権利 

第８回：労働権と労働基本権 

第９回：参政権 

第 10回：人身の自由と刑事手続上の権利（１） 

第 11回：人身の自由と刑事手続上の人権（２）、行政手続における適正手続主義 

第 12回：国務請求権①（請願権、刑事補償請求権、国家賠償請求権） 

第 13回：国務請求権②（裁判を受ける権利） 

第 14回：基本的人権の私人間効力 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 不可欠ではないが、憲法（人権）Ⅰを履修しておくことが望ましい。 

 受講生は単にレジュメを読み、授業中指示された必要事項を記入するにとどめず、授業中に展開されるさまざまな説明や具体例をレジュメに書

き込み、あるいは別にノートを作って書き込むことで、より深く学ぶことが求められる。また授業の途中で、適宜質問と討論の時間を設けることを

予定しているので、積極的・能動的に参加すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教師が適宜指示する教科書の該当ページや参考書、判例などを事前に読み、ノートにまとめるなどして授業に臨むこと。また授業後は、配布され

たレジュメや資料を読み直し、理解不十分だった事項については自ら調べるとともに、適宜、次回の授業で教師に質問するようにすること。 

５.教科書 

 大津浩・大藤紀子・高佐智美・長谷川憲『新憲法四重奏』（第 2版、有信堂、2017 年）  ※可能であれば、2022年 1 月に出版された「第 2 版第

6 刷」を購入してほしい。 

 コンパクトサイズの六法（特に出版社の指定はない） 

６.参考書 

 芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第 7 版、岩波書店、2019年） 

 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿（編）『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第 7 版、有斐閣、2019 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 復習のために Oh-o! Meiji で小テストを実施し、解答締切後は正解を示すだけでなく、毎回、詳しい解説をフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（80％）、小テストないし課題（15%）、その他の授業参加の積極度（5％）により評価する。 

９.その他 
 人権の歴史や各国憲法の比較、社会問題等に関心を持って受講すると、本授業はより良く理解できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW121J 

憲法（人権）Ⅰ 斎藤 一久 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

憲法の人権の全体構造を、ケーススタディを通じて把握する。受講生と対話しながら考えを深めて行きたい。 

【到達目標】 

（１）憲法の人権に関する基本的な争点について理解している。 

（２）人権の基本的な争点について答案が作成できる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（憲法とは） 

第２回：個人の尊厳 

第３回：幸福追求権 

第４回：外国人の人権 

第５回：平等 

第６回：表現の自由 

第７回：信教の自由 

第８回：職業選択の自由 

第９回：財産権 

第 10回：人身の自由 

第 11回：制度と人権 

第 12回：生存権 

第 13回：憲法訴訟 

第 14回：人権分野の答案の書き方 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

教科書、参考書等の該当箇所を予習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で指示するほか、関連する判例がある場合には、データベースなどで検索し、読んでおくこと。 

５.教科書 

『憲法講義〔第３版〕』本秀紀編（日本評論社） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第７版〕』長谷部恭男ほか編（有斐閣） 

６.参考書 

『図録日本国憲法〔第２版〕』斎藤一久ほか編（弘文堂） 

『高校生のための憲法入門』斎藤一久編（三省堂） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
試験９０％、平常点（授業での積極的な発言など）１０％ 

９.その他 
司法試験などの資格試験の問題についても検討したい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW121J 

憲法（人権）Ⅱ 斎藤 一久 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

憲法（人権）Ⅰの内容を踏まえ、人権の解釈について多角的に検討する。 

【到達目標】 

（１）憲法の人権に関する応用的な争点について理解している。 

（２）人権の応用的な争点について答案が作成できる。 

２.授業内容 

第１回：人権享有主体性 

第２回：幸福追求権 

第３回：平等 

第４回：思想・良心の自由 

第５回：信教の自由、政教分離原則 

第６回：学問の自由  

第７回：表現の自由（１）  

第８回：表現の自由（２）  

第９回：表現の自由（３）  

第 10回：職業選択の自由 

第 11回：財産権 

第 12回：生存権 

第 13回：学習権、労働基本権 

第 14回：適正手続 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

教科書、参考書等の該当箇所を予習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で指示するほか、関連する判例がある場合には、データベースなどで検索し、読んでおくこと。 

５.教科書 

『憲法講義〔第３版〕』本秀紀編（日本評論社） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第７版〕』長谷部恭男ほか編（有斐閣） 

６.参考書 

『図録日本国憲法〔第２版〕』斎藤一久ほか編（弘文堂） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
試験９０％、平常点（授業での積極的な発言など）１０％ 

９.その他 
司法試験などの資格試験の問題についても検討したい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW121J 

憲法（人権）Ⅰ 辻 雄一郎 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

[授業の概要]日本国憲法の人権規定の範囲について法律の定義、趣旨、規範を学び、具体的な事件と判例の分析を通して基本的な知識の定着を図

る。 

[到達目標]学説・判例を通して、日本国憲法に関する基礎理論を学び、人権をめぐる諸問題について、判断枠組みを構築できる力、個別的・具体的

に検討する力を磨くことを目指す。人権の内容、特質、人権の制約に関する重要判例を素材にして、判断枠組みと事実評価・認定の妥当性を検討で

きる基礎的な力を獲得させるとともに、最先端の問題、応用問題を正確に読み取る読解力や理論的に検討する思考力を高めることを到達目標にする。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（aのみ）      

第２回：憲法というものの考え方+表現の自由 

第３回：歴史と比較の中の憲法＋プライバシー     

第４回：人権とは何か（人権の観念）+経済的自由（職業選択の自由ほか) 

第５回：基本的人権の保障と日本国憲法第三章の構成+司法権 1     

第６回：人権の享有主体＋司法権 2+ヘイトスピーチ（未定） 

第７回：人権の妥当範囲＋司法権 3     

第８回：新しい人権・包括的権利     

第９回：プライバシーの権利 

第 10回：平等の観念     

第 11回：平等に関する判例・家族をめぐる法と権利     

第 12回：思想良心の自由 

第 13回：信教の自由     

第 14回：政教分離原則 

              

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業にあたって予習（30%）・講義（40%）・復習（30%）を目安として講義を実施する。講義を聴くだけでなく、答案を記述するために書く練習を強

く推奨する。講義中に BYODによるアクティブラーニング支援ツール（クリッカー）を用いる可能性があります。毎回、講義の前後で講義の動画を視

聴することが求められる。 

前期のプライバシー、表現の自由、経済的自由の範囲については動画を視聴しておくこと（後期に学習する） 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習（30%）・講義（40%）・復習（30%）復習ではとくに文章で表現できるよう各自で練習すること。 

・動画を視聴する。 

・問題集の正誤問題を解く。（知識の定着） 

・教科書の「考えてみよう」から問題を選び、実際にペンで（パソコンやスマフォではなく）論述の答案を作成する。 

５.教科書 

本秀紀編『憲法講義（最新版）』（日本評論社）  『スーパー過去問ゼミ 憲法』（実務教育出版） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ（最新版）』（有斐閣）   『行政法判例百選Ⅰ・Ⅱ（最新版）』（有斐閣） 

６.参考書 

山田隆司『戦後史で読む憲法判例』（日本評論社）  宍戸常寿『憲法演習ノート』（弘文堂） 

宍戸編『憲法演習サブノート 210問』（弘文堂）  吉田渡辺編『憲法判例クロニクル』（ナカニシヤ出版） 

辻雄一郎『情報化社会の表現の自由』（日本評論社）  辻『シェブロン法理の考察』（日本評論社） 

辻・牛嶋他編『アメリカ気候変動法と政策』（勁草書房）  辻・黒川他『判例アメリカ環境法』（勁草書房） 

宇賀克也『行政法概説 1 行政法総論』  宇賀『行政法概説 2 行政法救済法』 

宇賀『行政法概説 3 行政組織法』宇賀克也（有斐閣）  （最新版、改訂版が出ていればそちらを指定する） 

----- 

『奇子』手塚治虫  『まんが日本国憲法』石ノ森章太郎（浦田賢治監修） 

『コミック昭和史』水木しげる（講談社文庫）  『歴史劇画 大宰相』さいとう・たかを（講談社文庫） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 法学部の法学系の成績は主として論述問題で評価されます。自分で書いてみた答案を、試験直前に大学院生の学習指導・支援を利用して、答案の添

削をお願いしてみてください。 

・論述試験の平均、中央値、クラスごとの平均値を公開する。 

・過去の論述問題をクラスウェブで公開する。 

・教科書の「考えてみよう」を各自で、答案を作成する。 

・毎回実施する小テストは、過去の司法試験、公務員試験から出題する。 

・試験の一ヶ月前までは学生の個別の手書き答案を講義前後で添削する。 

・クラスウェブで指定された映画やマンガを図書館などで視聴する。 

８.成績評価の方法 
・最終の試験で、必要とされる限度の点数を取得することを前提に、毎回のミニテストの点数や個別質問を総合して評定する。 

・過去の論述問題の例はウェブで公開する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW121J 

憲法（人権）Ⅱ 辻 雄一郎 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

[授業の概要]日本国憲法の人権規定の範囲について法律の定義、趣旨、規範を学び、具体的な事件と判例の分析を通して基本的な知識の定着を図

る。 

[到達目標]学説・判例を通して、日本国憲法に関する基礎理論を学び、人権をめぐる諸問題について、判断枠組みを構築できる力、個別的・具体的

に検討する力を磨くことを目指す。人権の内容、特質、人権の制約に関する重要判例を素材にして、判断枠組みと事実評価・認定の妥当性を検討で

きる基礎的な力を獲得させるとともに、最先端の問題、応用問題を正確に読み取る読解力や理論的に検討する思考力を高めることを到達目標にする。 

２.授業内容 

第１回：休み明けのテスト・イントロダクション（a のみ） 

第２回：学問の自由 

第３回：表現の自由保障の意義・保障の範囲・制約 

第４回：表現の自由をめぐる具体的問題 

第５回：表現の自由をめぐる具体的問題 

第６回：集会・結社の自由、通信の秘密 

第７回：職業選択の自由・営業の自由 

第８回：財産権・国家賠償請求権 

第９回：居住、移転、外国移住、国籍離脱の自由 

第 10回：人身の自由と適正手続き 

第 11回：社会権というもの 

第 12回：学問と教育・教育を受ける権利 

第 13回：労働基本的権と勤労権 

第 14回：政治参加の権利と制度 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業にあたって予習（30%）・講義（40%）・復習（30%）を目安として講義を実施する。講義を聴くだけでなく、答案を記述するために書く練習を強

く推奨する。講義中に BYODによるアクティブラーニング支援ツール（クリッカー）を用いる可能性があります。毎回、講義の前後で講義の動画を視

聴することが求められる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習（30%）・講義（40%）・復習（30%）復習ではとくに文章で表現できるよう各自で練習すること。 

・動画を視聴する。 

・問題集の正誤問題を解く。（知識の定着） 

・教科書の「考えてみよう」から問題を選び、実際にペンで（パソコンやスマフォではなく）論述の答案を作成する。 

５.教科書 

本秀紀編『憲法講義（最新版）』（日本評論社）  『スーパー過去問ゼミ 憲法』（実務教育出版） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ（最新版）』（有斐閣）  『行政法判例百選Ⅰ・Ⅱ（最新版）』（有斐閣） 

６.参考書 

山田隆司『戦後史で読む憲法判例』（日本評論社）  宍戸常寿『憲法演習ノート』（弘文堂） 

宍戸編『憲法演習サブノート 210問』（弘文堂）  吉田渡辺編『憲法判例クロニクル』（ナカニシヤ出版） 

辻雄一郎『情報化社会の表現の自由』（日本評論社）  辻『シェブロン法理の考察』（日本評論社） 

辻・牛嶋他編『アメリカ気候変動法と政策』（勁草書房）  辻・黒川『判例アメリカ環境法』（勁草書房） 

宇賀克也『行政法概説 1 行政法総論』  宇賀『行政法概説 2 行政法救済法』 

宇賀『行政法概説 3 行政組織法』宇賀克也（有斐閣）  （最新版、改訂版が出ていればそちらを指定する） 

----- 

『奇子』手塚治虫  『まんが日本国憲法』石ノ森章太郎（浦田賢治監修） 

『コミック昭和史』水木しげる（講談社文庫）  『歴史劇画 大宰相』さいとう・たかを（講談社文庫） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 法学部の法学系の成績は主として論述問題で評価されます。自分で書いてみた答案を、試験直前に大学院生の学習指導・支援を利用して、答案の添

削をお願いしてみてください。 

・論述試験の平均、中央値、クラスごとの平均値を公開する。 

・過去の論述問題をクラスウェブで公開する。 

・教科書の「考えてみよう」を各自で、答案を作成する。 

・毎回実施する小テストは、過去の司法試験、公務員試験から出題する。 

・試験の一ヶ月前までは学生の個別の手書き答案を講義前後で添削する。 

・クラスウェブで指定された映画やマンガを図書館などで視聴する。 

８.成績評価の方法 
・最終の試験で、必要とされる限度の点数を取得することを前提に、毎回のミニテストの点数や個別質問を総合して評定する。 

・過去の論述問題の例はウェブで公開する。 

９.その他 
日本や海外の研究者、裁判官、法曹にご講演頂く場合に、スケジュールがずれることがあります。 
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科目ナンバー : (LA)LAW161J 

民法（総則）Ⅰ 有賀 恵美子 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、民法総則の基本的知識と法解釈の基礎を学ぶことを目的とする。講義は教科書を基本にして、おおよそ下記の授業内容の順序で進め

ていく。教科書の行間を含めて徹底的に読みこなし、それでも足りない部分については講義で補充する。 

 

【到達目標】 

 民法総則の基本事項を習得することはもちろんのこと、教科書の記述を単に暗記するのではなく、自分で考えながら読み、理解するという力を身

につけるようにしたい。 

 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：民法序説 

第３回：権利の主体と客体（人・物） 

第４回：法律行為、意思表示、心裡留保 

第５回：虚偽表示① 

第６回：虚偽表示②、錯誤① 

第７回：錯誤② 

第８回：強行法規、公序良俗、詐欺① 

第９回：詐欺②、強迫 

第 10回：無効、取消 

第 11回：条件と期限、行為能力① 

第 12回：行為能力② 

第 13回：失踪宣告、一般条項 

第 14回：春学期の復習 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

 ・講義の基軸となるのは教科書なので、六法と共に毎回必ず持参すること。Oh-o! Meiji のクラスウェブに掲載するレジュメ（板書の補充として

の簡潔なもの）についても、各自でプリントアウトして授業に持参すること。 

 ・全員が毎回出席していることを前提として講義や試験を行うが、出席をとる予定はない。ただ、1 年生ということもあり、講義に出席しないと

本当に法律の勉強が分からなくなってしまうと思う。 

 ・その他、具体的な講義の進め方や注意点については初回に説明する。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習はしなくてもよいので、その分復習に時間を割いてほしい。講義では教科書に直接記載されていない事項についても数多く言及するので、講

義と教科書の内容を関連づけながら、自分の言葉でその内容を説明できるように復習に励んでほしい。 

５.教科書 

山田卓生・河内宏・安永正昭・松久三四彦著『民法Ⅰ―総則〔第 4版〕』（有斐閣、2018年） 

６.参考書 

講義で適宜紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 講義の中で対応するほか、定期試験の講評については採点終了後に Oh-o! Meijiのクラスウェブに掲載する。 

８.成績評価の方法 
定期試験で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW161J 

民法（総則）Ⅱ 有賀 恵美子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、民法総則の基本的知識と法解釈の基礎を学ぶことを目的とする。講義は教科書を基本にして、おおよそ下記の授業内容の順序で進め

ていく。教科書の行間を含めて徹底的に読みこなし、それでも足りない部分については講義で補充する。 

 

【到達目標】 

 民法総則の基本事項を習得することはもちろんのこと、教科書の記述を単に暗記するのではなく、自分で考えながら読み、理解するという力を身

につけるようにしたい。 

 

２.授業内容 

第１回：ａのみ：イントロダクション、総則Ⅰの試験解説 

第２回：代理① 

第３回：代理② 

第４回：代理③ 

第５回：代理④ 

第６回：代理⑤ 

第７回：代理⑥ 

第８回：期間、時効① 

第９回：時効② 

第 10回：時効③ 

第 11回：時効④ 

第 12回：法人① 

第 13回：法人② 

第 14回：秋学期の復習 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

 ・講義の基軸となるのは教科書なので、六法と共に毎回必ず持参すること。Oh-o! Meiji のクラスウェブに掲載するレジュメ（板書の補充として

の簡潔なもの）についても、各自でプリントアウトして授業に持参すること。 

 ・全員が毎回出席していることを前提として講義や試験を行うが、出席をとる予定はない。ただ、1 年生ということもあり、講義に出席しないと

本当に法律の勉強が分からなくなってしまうと思う。 

 ・その他、具体的な講義の進め方や注意点については初回に説明する。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習はしなくてもよいので、その分復習に時間を割いてほしい。講義では教科書に直接記載されていない事項についても数多く言及するので、講

義と教科書の内容を関連づけながら、自分の言葉でその内容を説明できるように復習に励んでほしい。 

５.教科書 

山田卓生・河内宏・安永正昭・松久三四彦著『民法Ⅰ―総則〔第 4版〕』（有斐閣、2018年） 

６.参考書 

講義で適宜紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 講義の中で対応するほか、定期試験の講評については採点終了後に Oh-o! Meijiのクラスウェブに掲載する。 

８.成績評価の方法 
定期試験で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW161J 

民法（総則）Ⅰ 川地 宏行 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

民法第１編総則（１条から 174 条）を対象とします。民法は社会生活におけるトラブルを解決するための最も基本的なルールですが、それと同時

に、条文数が 1000 を超える大法典でもあります。民法総則では、民法の各分野に共通した基本的事項を扱います。民法総則を理解することは、民法

の他の分野を理解するために不可欠です。本講義では基礎的学力の習得に努め、具体的事例を交えた講義を行います。 

民法（総則）Ⅰでは、契約の成立要件と有効要件、能力制度を中心に学習します。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション・民法の体系 

第２回：契約の成立要件と有効要件 

第３回：心裡留保・虚偽表示 

第４回：錯誤（１） 

第５回：錯誤（２）、詐欺・強迫 

第６回：民法９４条２項類推適用 

第７回：契約の公序良俗違反 

第８回：意思能力と行為能力 

第９回：未成年者の保護 

第 10回：成年後見制度（１） 

第 11回：成年後見制度（２） 

第 12回：条件と期限 

第 13回：権利濫用・信義則 

第 14回：2017 年民法改正 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎回、講義録を配布しますので、講義録を見ながら講義を聴いて、自分自身のノートを作成するように努めて下さい。 

教科書や参考書は指定しませんが、授業時に民法総則の概説書を何冊か紹介しますので、民法総則の概説書を 1 冊購入して講義録と合わせて読む

ようにしてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

配布する講義録に次回の講義の予告を記載してありますので、自分で購入した民法総則の概説書の該当箇所を事前に読んでおくと講義がわかりや

すくなります。 

また、講義を受けた後に講義録や概説書を参考にしながら自分自身のノートを完成させてください。 

５.教科書 

教科書は指定しません。毎回、講義録を配布します。 

６.参考書 

参考書は指定しません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の講評を Oh-o!Meiji のクラスウェブ上で公開します。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】定期試験のみで評価します。 

 

【成績評価の基準】講義録の内容から試験問題を出題し、授業内容を十分に理解しているか否かを基準として評価します。 

９.その他 
出席はとらない。授業中は私語厳禁。 
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科目ナンバー : (LA)LAW161J 

民法（総則）Ⅱ 川地 宏行 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

民法第１編総則（１条から 174 条）を対象とします。民法は社会生活におけるトラブルを解決するための最も基本的なルールですが、それと同時

に、条文数が 1000 を超える大法典でもあります。民法総則では、民法の各分野に共通した基本的事項を扱います。民法総則を理解することは、民法

の他の分野を理解するために不可欠です。本講義では基礎的学力の習得に努め、具体的事例を交えた講義を行います。 

民法（総則）Ⅱでは、代理、法人、時効を中心に学習します。 

２.授業内容 

第１回：有権代理と無権代理 

第２回：表見代理（１） 

第３回：表見代理（２） 

第４回：表見代理（３） 

第５回：代理権の濫用 

第６回：権利能力・法人 

第７回：法人の目的による制限 

第８回：権利能力なき社団 

第９回：時効制度 

第 10回：時効の中断 

第 11回：時効の援用 

第 12回：民法 110条の類推適用（１） 

第 13回：民法 110条の類推適用（２） 

第 14回：2017 年民法改正 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎回、講義録を配布しますので、講義録を見ながら講義を聴いて、自分自身のノートを作成するように努めて下さい。 

教科書や参考書は指定しませんが、授業時に民法総則の概説書を何冊か紹介しますので、民法総則の概説書を 1 冊購入して講義録と合わせて読む

ようにしてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

配布する講義録に次回の講義の予告を記載してありますので、自分で購入した民法総則の概説書の該当箇所を事前に読んでおくと講義がわかりや

すくなります。 

また、講義を受けた後に講義録や概説書を参考にしながら自分自身のノートを完成させてください。 

５.教科書 

教科書は指定しません。毎回、講義録を配布します。 

６.参考書 

参考書は指定しません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の講評を Oh-o!Meiji のクラスウェブ上で公開します。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】定期試験のみで評価します。 

 

【成績評価の基準】講義録の内容から試験問題を出題し、授業内容を十分に理解しているか否かを基準として評価します。 

９.その他 
出席はとらない。授業中は私語厳禁。 
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科目ナンバー : (LA)LAW161J 

民法（総則）Ⅰ 都筑 満雄 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業では、民法の総則を学ぶ。民法は人と人との間の経済的な関係に家族関係もあわせた私的な関係についての最も基本的かつ中心的な法律

である。民法は最も大きな法分野であり、総則に加えて物権、債権総論、契約、不法行為、親族・相続からなる。民法総則はこの民法の入り口であ

り、ここではこれら民法の各分野に共通する基本的な事項を学ぶ。民法（総則）Ⅰでは、特に人（能力および法人）と契約（法律行為）に関するル

ールを扱う。 

これから皆さんが 4 年間かけて民法を学んでいくための土台となるよう、民法総則の基礎的な知識を習得することがこの講義の目的である。 

２.授業内容 

第１回：民法とは何か・民法の歴史 

第２回：民法の基本原則ほか 

第３回：権利能力 

第４回：行為能力 

第５回：法人（1） 

第６回：法人（2） 

第７回：法人（3） 

第８回：権利の客体・法律行為とは・意思表示とは 

第９回：法律行為の解釈・意思表示（1） 

第 10回：意思表示（2）心裡留保・虚偽表示① 

第 11回：意思表示（3）虚偽表示② 

第 12回：意思表示（4）錯誤 

第 13回：意思表示（5）詐欺・強迫 

第 14回：消費者契約法による取消し 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

六法を持参する。 

毎回の授業の前日までに ohomeiji システム上にレジュメをアップするので、これをプリントアウトするなどして授業に持参されたい。 

レジュメを基に授業を行うが、予習または復習として教科書を読んで欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書を読んで授業に臨むことが望ましい。 

授業後に復習としてレジュメと教科書を読むことを習慣として続けて欲しい。 

５.教科書 

山田卓生ほか『有斐閣 S シリーズ民法Ⅰ―総則〔第 4 版〕』 

６.参考書 

『民法判例百選Ⅰ総則・物権〔第 8 版〕』（有斐閣） 

原田昌和ほか『日評ベーシック・シリーズ民法総則〔補訂版〕』（日本評論社） 

中舎寛樹『民法総則〔第２版〕』（日本評論社） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験等の後、Oh-o!Meijiシステムを通じて解説を配布する。 

８.成績評価の方法 
定期試験の成績で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW161J 

民法（総則）Ⅱ 都筑 満雄 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業では、民法の総則を学ぶ。民法は人と人との間の経済的な関係に家族関係もあわせた私的な関係についての最も基本的かつ中心的な法律

である。民法は最も大きな法分野であり、総則に加えて物権、債権総論、契約、不法行為、親族・相続からなる。民法総則はこの民法の入り口であ

り、ここではこれら民法の各分野に共通する基本的な事項を学ぶ。民法（総則）Ⅱでは、特に代理と時効（取得時効と消滅時効）に関するルールを

扱う。 

これから皆さんが 4 年間かけて民法を学んでいくための土台となるよう、民法総則の基礎的な知識を習得することがこの講義の目的である。 

２.授業内容 

第１回：法律行為の有効性 

第２回：消費者契約法による不当条項規制・無効と取消し 

第３回：条件・期限 

第４回：代理とは 

第５回：代理権濫用・無権代理（1） 

第６回：無権代理（2） 

第７回：表見代理（1） 

第８回：表見代理（2） 

第９回：期間・時効とは 

第 10回：時効の援用（1） 

第 11回：時効の援用（2）・時効の完成の障害（1） 

第 12回：時効の完成の障害（2）・取得時効 

第 13回：消滅時効 

第 14回：信義則・権利濫用 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参する。 

毎回の授業の前日までに ohomeiji システム上にレジュメをアップするので、これをプリントアウトするなどして授業に持参されたい。 

レジュメを基に授業を行うが、予習または復習として教科書を読んで欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書を読んで授業に臨むことが望ましい。 

授業後に復習としてレジュメと教科書を読むことを習慣として続けて欲しい。 

５.教科書 

山田卓生ほか『有斐閣 S シリーズ民法Ⅰ―総則〔第 4 版〕』 

６.参考書 

『民法判例百選Ⅰ総則・物権〔第 8 版〕』（有斐閣） 

原田昌和ほか『日評ベーシック・シリーズ民法総則〔補訂版〕』（日本評論社） 

中舎寛樹『民法総則〔第２版〕』（日本評論社） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験等の後、Oh-o!Meijiシステムを通じて解説を配布する。 

８.成績評価の方法 
定期試験の成績で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW161J 

民法（総則）Ⅰ 長坂 純 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の到達目標及びテーマ≫ 

 民法は、日常生活上の紛争解決や紛争予防、生活のための規範として機能しています。日常の生活関係は、財産関係と家族関係に分かれ、財産関

係は、財貨の支配関係（物権関係）と財貨の交換関係（債権関係）に二分されます。「総則」は、財産関係全体に関する基本事項を規律し、民法上の

紛争解決のための最後の基準といえます。そこで、本講義では、(1)日常生活関係において民法がどのように関わっているのかを理解すること、(2)

民法総則の基礎知識を習得すること、(3)法的なものの考え方（＝論理的思考）の習得を目的とします。 

≪授業の概要≫ 

 「総則」は、民法だけではなく他の様々な法制度の基礎にもなっており、抽象的・難解な規定も多くあります。本講義では、できるだけ具体的な

事例を素材にして問題点を明らかにし、また、判例・学説の動向に沿って授業を進めます。授業の主眼は、あくまで論理的思考の習得にあります。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：民法典の体系・歴史・総則の構造 

第３回：民法典の基本原則 

第４回：権利の主体(1) 

第５回：権利の主体(2) 

第６回：権利の客体 

第７回：法律行為の構造 

第８回：法律行為の解釈 

第９回：法律行為の効力の発生 

第 10回：法律行為の効力の制限(1) 

第 11回：法律行為の効力の制限(2) 

第 12回：法律行為の要素の欠落(1) 

第 13回：法律行為の要素の欠落(2) 

第 14回：法律行為の要素の欠落(3) 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 『六法』（最新のもの）・教科書を持参して下さい。復習に時間をかけてほしいと思いますが、簡単でよいので、予め教科書または民法の入門書な

どを読んでおくことが望ましいです。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業で扱った部分については、復習に心がけてください。 

５.教科書 

 有斐閣 S シリーズ『民法１―総則』 

 ただし、これ以外のものでも各自が使用しているものがあれば構いません。詳細は授業の中で話します。 

６.参考書 

 『民法〔財産法〕講義 第２版』(勁草書房) 

 『民法[財産法]基本判例』(有斐閣) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  定期試験などの成績評価の基準・結果に関しては、oh-o! Meiji 上において提示します。 

８.成績評価の方法 
 原則として定期試験で評価します。 

９.その他 

309



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW161J 

民法（総則）Ⅱ 長坂 純 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の到達目標及びテーマ≫ 

 民法は、日常生活上の紛争解決や紛争予防、生活のための規範として機能しています。日常の生活関係は、財産関係と家族関係に分かれ、財産関

係は、財貨の支配関係（物権関係）と財貨の交換関係（債権関係）に二分されます。「総則」は、財産関係全体に関する基本事項を規律し、民法上の

紛争解決のための最後の基準といえます。そこで、本講義では、(1)日常生活関係において民法がどのように関わっているのかを理解すること、(2)

民法総則の基礎知識を習得すること、(3)法的なものの考え方（＝論理的思考）の習得を目的とします。 

≪授業の概要≫ 

  「総則」は、民法だけではなく他の様々な法制度の基礎にもなっており、抽象的・難解な規定も多くあります。本講義では、できるだけ具体的

な事例を素材にして問題点を明らかにし、また、判例・学説の動向に沿って授業を進めます。授業の主眼は、あくまで論理的思考の習得にあります。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：法律行為の内容の違法 

第３回：法律行為の無効・取消し 

第４回：他人による法律行為(1) 

第５回：他人による法律行為(2) 

第６回：他人による法律行為(3) 

第７回：他人による法律行為(4) 

第８回：時効(1) 

第９回：時効(2) 

第 10回：時効(3) 

第 11回：団体の法理(1) 

第 12回：団体の法理(2) 

第 13回：一般条項(1) 

第 14回：一般条項(2) 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 『六法』（最新のもの）・教科書を持参して下さい。復習に時間をかけてほしいと思いますが、簡単でよいので、予め教科書または民法の入門書な

どを読んでおくことが望ましいです。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業で扱った部分は、復習するように心がけてください。 

５.教科書 

 有斐閣 S シリーズ『民法１―総則』 

 ただし、これ以外のものでも各自が使用しているものがあれば構いません。詳細は授業の中で話します。 

６.参考書 

 『民法〔財産法〕講義 第２版』(勁草書房) 

 『民法[財産法]基本判例』(有斐閣) 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  定期試験などの成績評価・結果に関しては、oh-o! Meiji 上で提示します。 

８.成績評価の方法 
 原則として定期試験で評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW151J 

刑法（総論）Ⅰ 赤岩 順二 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

〔授業の概要〕 

・刑法は、刑罰という法効果とその発動要件（条件）とを定めます。 

・刑法学は、刑法を中心としつつ、広義では、犯罪の原因と対策、犯罪の捜査・訴追から裁判・処遇といった手続も対象とします。法学部の刑事法

系の講義科目は、刑法総論のほかに、刑法各論、刑事訴訟法、犯罪学、犯罪者処遇法、また演習科目も準備されています。 

・刑法総論は、それらの科目との役割分担を前提とし、すべての犯罪に共通する要素を抽出しそれを体系的に整序して講じ刑事法への導入を図りま

す。 

 

〔春学期の到達目標〕 

・現在の犯罪動向、刑事手続の流れ、刑罰論、刑法的正義論の概要を知る。 

・犯罪論体系とその要素を説明できる。 

・構成要件該当性判断・正当防衛・被害者の承諾の基本を理解し、基本判例を分析できる。 

・刑法を例として法的推論の特性について理解する。 

 

 
２.授業内容 

１．授業の進め方等。犯罪白書（１）犯罪動向、近時の話題（ネット社会・AI と人間等・ビジネスと犯罪のボーダーレス化） 

２．犯罪白書（２）刑事手続概要。考察（統計と国家、手続的正義と法的弁論） 

３．刑罰論、犯罪論体系（通説的考えかた、機能的考察、「市民の不法」論） 

４．構成要件要素（若干の類型：殺人傷害強要、窃盗・横領・盗品関与、贈賄、詐欺） 

５．構成要件該当判断（１）行為の構造、既遂、未遂 

６．構成要件該当判断（２）因果関係 

７．構成要件該当判断（３）故意（含「事実の錯誤」）、考察（型について） 

８．緊急行為（１）緊急行為の基本状況（正当防衛と緊急避難） 

９．緊急行為（２）複合状況（複数関与者、時系列、自救行為） 

１０．緊急行為（３）演習：緊急行為を例にした判例六法学習 

１１．被害者の承諾（基本的考え方、「若干の類型」毎の考察） 

１２．「捜査～公訴提起」刑事実務資料に触れる 

１３．「判決文」に触れる、考察（「法的三段論法」「刑法における要件事実」「法的な推論と弁論」） 

１４．前期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意  とくにはありません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容  授業内容を復習する。 

５.教科書 

・最新の初学者向けの教科書小島秀夫編『刑法総論ー理論と実践―』（法律文化社、2022年）を教科書に指定しますが、取り上げる順番などは適宜

変更の可能性があります（該当箇所との紐づけは判るようにします）。また、教科書で取り上げられていないような問題も授業で補充的に検討しま

す。それぞれの状況に応じた他の教科書を使っても構いません。 

・刑事法の領域に限りませんが、判例「中」六法（有斐閣または三省堂）は備えてそれを使いこなすことを一つの目標とされたらいかがかなとも感

じています。判決文に触れた後などに判例六法を参照した学習例を適宜紹介します。 

・司法試験・予備試験受験希望者には、総論と各論を１冊にまとめた山口厚『刑法』（第 3 版・有斐閣）は備えることをお勧めします。 

６.参考書 

〔以下は、参照方法を授業で紹介します〕 

・犯罪白書（WEB、 法務省）  ・法令データベース(WEB、 E-gov.)  ・判例データベース（図書館データベース） 

〔以下は、備える必要はありませんが、時間をみて図書館などで参照して下さい〕 

・植村立郎『実践的刑事事実認定と情況証拠（第 4 版）』（立花書房、.2020 年） ・植村立郎編『刑事事実認定判決 50 選（第 3 版）』（立花書房、2020 年） 

・増田豊『刑事手続における事実認定の推論構造と真実発見』、『語用論的意味理論と法解釈方法論』、『規範論による責任刑法の再構築』、『法倫理学探求』（勁草書房、

2004～2017 年） 

・平野龍一『刑法の基礎』(東京大学出版会、1966 年)、『刑事法研究（第１巻～第 6 巻、最終巻』（有斐閣、1984～2005 年） 

・ジェローム・ホール（大野真義訳）『窃盗・法および社会』（有斐閣、1997 年）  ・宿谷晃弘＝安成訓『修復的正義序論』（成文堂、2010 年） 

・ミヒャエル・パヴリック（飯島暢＝川口浩一監訳）『市民の不法』（関西大学・法学論集、2013～2019 年） 

・A.A.ロング（金山弥平訳）『ヘレニズム哲学』（京都大学出版会、2003 年）  ・川本愛『コスモポリタニズムの起源』（京都大学出版会、2019 年） 

・山口高平『ＡＩプロデューサー 人とＡＩの連携』（近代科学社、2022 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 ・授業時間に検討課題として出したものは次回以降の授業に織込み説明します。 

・最終回および期末テストについては要望によりオンライン説明会を設定します。 

８.成績評価の方法 
・期末テスト 

・レスポンスシート 

・その他（説明資料への指摘、質問、授業運営への貢献など） 

９.その他  とくにはありません。 
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科目ナンバー : (LA)LAW151J 

刑法（総論）Ⅱ 赤岩 順二 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

〔授業の概要〕 

刑法は、刑罰という法効果とその発動要件を定めます。刑法学は、刑法を中心としつつも、ひろい意味では、犯罪の原因、犯罪への対策、犯罪の捜

査・訴追・裁判・処遇といった手続も対象とします。刑法総論は、すべての犯罪に共通する要素を抽出しそれを体系的に整序して講じるものです。 

〔秋学期の到達目標〕 

・刑事責任論、過失、共犯、罪数の基本を理解し基本判例を分析できる。 

・「情況証拠と事実認定」事例の検討を通して知識を総合的に活用できる。 

・刑事法の問題を、他の法領域や法以外の領域を念頭において、またＡＩ社会における法の観点から、自分なりに俯瞰して説明できる。 

２.授業内容 

１．秋学期の進め方、刑事責任論の基礎 

２．刑事責任能力、行為と責任の同時存在の原則と境界例 

３．規範的責任論（期待不可能性論）、違法の意識、免責的緊急行為 

４．過失犯（１） 

５．過失犯（２） 

６．特別刑法の諸領域 

７．共犯論（１）正犯・共犯の区別 

８．共犯論（２）共同正犯と間接正犯 

９．共犯論（３）共犯と身分、承継的共犯、共犯からの離脱、共犯と錯誤 

１０．罪数 

１１．総合演習―「情況証拠と事実認定」―（１） 

１２．総合演習―「情況証拠と事実認定」―（２） 

１３．反省的考察―現代における刑法の機能、、ＡＩと人間、ビジネスと犯罪のボーダーレス化ー 

１４．秋学期のまとめ、一年を通したまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意  とくにはありません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容  授業内容を復習する。 

５.教科書 

・最新の初学者向けの教科書小島秀夫編『刑法総論ー理論と実践―』（法律文化社、2022年）を教科書に指定しますが、取り上げる順番などは適宜

変更の可能性があります（該当箇所との紐づけは判るようにします）。また、教科書で取り上げられていないような問題も授業で補充的に検討しま

す。それぞれの状況に応じた他の教科書を使っても構いません。 

・刑事法の領域に限りませんが、判例「中」六法（有斐閣または三省堂）は備えてそれを使いこなすことを一つの目標とされたらいかがかなとも感

じています。判決文に触れた後などに判例六法を参照した学習例を適宜紹介します。 

・司法試験・予備試験受験希望者には、総論と各論を１冊にまとめた山口厚『刑法』（第 3 版・有斐閣）は備えることをお勧めします。 

６.参考書 

〔以下は、参照方法を授業で紹介します。〕 

・犯罪白書（WEB、 法務省） ・法令データベース(WEB、 E-gov.)  ・判例データベース（図書館データベース） 

〔以下は、備える必要はありませんが、時間をみて図書館などで参照して下さい。〕 

・植村立郎『実践的刑事事実認定と情況証拠（第 4 版）』（立花書房、.2020 年）  ・植村立郎編『刑事事実認定判決 50 選（第 3 版）』（立花書房、2020 年） 

・増田豊『刑事手続における事実認定の推論構造と真実発見』、『語用論的意味理論と法解釈方法論』、『規範論による責任刑法の再構築』、『法倫理学探求』（勁草書房、

2004～2017 年） 

・平野龍一『刑法の基礎』(東京大学出版会、1966 年)、『刑事法研究（第１巻～第 6 巻、最終巻』（有斐閣、1984～2005 年） 

・ジェローム・ホール（大野真義訳）『窃盗・法および社会』（有斐閣、1997 年）  ・宿谷晃弘＝安成訓『修復的正義序論』（成文堂、2010 年） 

・ミヒャエル・パヴリック（飯島暢＝川口浩一訳）『市民の不法』（関西大学・法学論集、2013～2019 年） 

・A.A.ロング（金山弥平訳）『ヘレニズム哲学』（京都大学出版会、2003 年）  ・川本愛『コスモポリタニズムの起源』（京都大学出版会、2019 年） 

・山口高平『ＡＩプロデューサー 人とＡＩの連携』（近代科学社、2022 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 ・授業時間に検討課題として出したものは次回以降の授業に織込み説明します。 

・最終回および期末テストについては要望によりオンライン説明会を設定します。 

８.成績評価の方法 
・期末テスト 

・レスポンスシート 

・教員提示資料の誤字脱字なども含めた指摘、質問など、授業運営への貢献 

９.その他  ・とくにはありません。 
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科目ナンバー : (LA)LAW151J 

刑法（総論）Ⅰ 阿部 力也 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 「刑法総論」という科目は、殺人罪、窃盗罪、強盗罪といった別々の、それぞれ異なった犯罪の成立要件から、さらにどのような犯罪にも共通す

ると考えられる犯罪の一般的な成立要件を取り出し、その要件の意義・内容を分析・検討していくことを課題としている。１年次における「犯罪の

一般的な成立要件」の修得を前提に、２年次以降、犯罪の個別的な成立要件を分析・検討する「刑法各論」に進んでいくことになる。 

【授業の到達目標】 

 この授業では、基本的な法知識と基本的な法的思考方法の修得を目的とし、（みなさんのやる気に応じて）２年次以降の刑法各論および刑法関連

科目においてもベースとなるような実践・応用力（いわゆる問題発見能力および問題解決能力）の修得をも目標に設定したいと考えている。したが

って、たんにテクニカルタームを説明するだけでなく、簡単ではあるが出来るだけ「具体的な事例」に当てはめて考えることで、この授業をリアル

な「法解釈」の実践の場として展開していきたいと考えている。 

 基本的には、指定した教科書および配布するレジュメに従って各回の授業は進んでいくが、下記の授業内容に記載される事項をその回に取り上

げられる基本テーマとして捉えてもらい、そのテーマにおいて、①何が問題とされているのか、②それについて「判例」はどのように対応している

のか、③「通説」の枠組みとはどのようなものか、④自説の立ち位置はどのへんにあるのか、という諸点に留意することで一定の結論が得られるよ

うな授業を目指したいと考えている。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション；各回のテーマ設定に関する概説  内容に入るとすれば、刑法の法源、刑法の解釈、適用範囲などを説明する。 

第２回：刑法の基本原則（１）  とくに罪刑法定主義の現代的意義について説明する。 

第３回：刑法の基本原則（２）  とくに刑法の謙抑主義、責任主義について説明する。 

第４回：犯罪論の体系  刑法学説史をふまえ、犯罪を法的な概念として捉える意義を考える。 

第５回：構成要件論（１）  通説である３段階の犯罪論に従い、その第１段階である構成要件の機能について考える。 

第６回：構成要件論（２）  構成要件要素を客観面と主観面から分析する意義を考える。 

第７回：因果関係論（１）  刑法における因果関係の意義を考える。とくに客観的帰責という視点から分析する。 

第８回：因果関係論（２）  相当因果関係説の意義とこの説に向けられた批判をふまえて、近時、有力に展開される客観的帰属論について、その

意義とこの説に向けられる批判を考える。 

第９回：故意論  故意の犯罪論体系における位置づけを検討し、構成要件的故意および責任故意の意義について考える。 

第 10回：過失犯論  過失の犯罪論体系における位置づけを検討し、構成要件的過失の意義について考える。 

第 11回：不作為犯論（１）  不真正不作為犯と罪刑法定主義をめぐる問題、不真正不作為犯の成立要件について考える。 

第 12回：不作為犯論（２）  作為義務の犯罪論体系における位置づけ、その発生根拠について考える。 

第 13回：事実の錯誤（１）  錯誤論の意義、構成要件的事実の錯誤の種類、法定的符合説と具体的符合説の対立について分析・検討する。 

第 14回：事実の錯誤（２）、および春学期のふり返り 事実の錯誤と違法性の錯誤の相違を検討し、時間の許す範囲で春学期の重要事項の復習を行

う。                                 ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義科目という性格上、双方向的な授業ということは望めないので、前記の授業内容の当該箇所を指定された教科書・参考書で予習したうえで

（目を通すくらいでも構わないので）、授業に臨んでほしい。一度読み込む（目を通す）だけでも授業を聞いた感じが違ってくると思う。そのうえで

授業を聞いて疑問に思ったところ、さらには「先ほどの授業での説明を前提にすると、さらに別の事例に当てはめた場合には結論は変わるのではな

いか」といった皆さんからの「挑戦的な質問」は大歓迎である。一緒に考えていきたいと思っている。 

 なお、この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが、指針の「レベル」に変更があった場合にはシラバスの補足によっ

て対応するので、履修者の皆さんは、適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 授業前に、各回の予め指定されテーマについて、講義案の該当部分を 1 回は（最低でも）目を通しておいて欲しい。 

【復習すべき内容】 

 講義案に記載されている基本・重要事項について、手持ちの基本書・体系書と連関させながらさらに読み込むことで、正確に理解できるようにし

ておいて欲しい。 

５.教科書 

 阿部力也『刑法総論講義案』（成文堂）を使用する。 

６.参考書 

 とくに指定はしないが、手持ちの基本書・体系書を随時使用して欲しい。余裕があれば、「判例百選」などの判例の解説書・資料集は持っていた

ほうが良い。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  定期試験（期間内試験）終了後に、出題の趣旨、採点実感について Oh-o!Meiji のクラスウェブ上で公開する。小テストあるいはレポート課題を

科した場合でも同様にクラスウエブにて公開する予定である。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（期間内試験）において 100％評価することを原則とするが、受講生の修得・学習状況を勘案し、場合により「小テスト（択一式）」ある

いは「中間レポート」を提出させる場合もある。なお、その場合の評価割合は、定期試験 70%、小テスト・レポート 30％とする。なお後者の場合に

は事前に告知し、十分に時間的余裕を設定したうえで実施する。成績評価基準は、①基本的知識（理論的な側面、条文解釈の基礎）の修得ができて

いるか、②判例を的確に理解しているか、③基本的知識を使用し事例への当てはめができているか（基本的知識の応用）の諸点である。 

 なお、明治大学活動制限指針のレベルに変更があった場合には、小テスト（30％）と学期末レポート（70％）で評価する。この場合も、十分に事

前の周知期間を設けることとする。 

９.その他 
司法試験、法科大学院入試、予備試験等にも対応できる基礎知識の習得を目指すことも目標の１つである。 
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科目ナンバー : (LA)LAW151J 

刑法（総論）Ⅱ 阿部 力也 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 「刑法総論」という科目は、殺人罪、窃盗罪、強盗罪といった別々の、それぞれ異なった犯罪の成立要件から、さらにどのような犯罪にも共通す

ると考えられる犯罪の一般的な成立要件を取り出し、その要件の意義・内容を分析・検討していくことを課題としている。１年次における「犯罪の

一般的な成立要件」の修得を前提に、２年次以降、犯罪の個別的な成立要件を分析・検討する「刑法各論」に進んでいくことになる。 

【授業の到達目標】 

 この授業では、基本的な法知識と基本的な法的思考方法の修得を目的とし、（みなさんのやる気に応じて）２年次以降の刑法各論および刑法関連

科目においてもベースとなるような実践・応用力（いわゆる問題発見能力および問題解決能力）の修得をも目標に設定したいと考えている。したが

って、たんにテクニカルタームを説明するだけでなく、簡単ではあるが出来るだけ「具体的な事例」に当てはめて考えることで、授業をリアルな「法

解釈」の実践の場として展開していきたいと考えている。 

 基本的には、指定した教科書および配布するレジュメに従って各回の授業は進んで行くが、下記の授業内容に記載される事項をその回に取り上

げられる基本テーマとして捉えてもらい、そのテーマにおいて、①何が問題とされているのか、②それについて「判例」はどのように対応している

のか、③「通説」の枠組みとはどのようなものか、④自説の立ち位置はどのへんにあるのか、という諸点に留意することで一定の結論が得られるよ

うな授業を目指したいと考えている。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション；各回のテーマ設定に関する概説  時間の許す範囲で春学期の重要事項の復習を行う。 

第２回：違法性論（１）  違法性の基本概念について学説の流れに従って検討する。 

第３回：違法性論（２）  違法性阻却事由の意義とその種類、さらに法令・正当業務行為、被害者の承諾について検討する。 

第４回：正当防衛（１）  正当防衛の正当化根拠、正当防衛の成立要件について分析・検討する。 

第５回：正当防衛（２）  （１）の続き、さらに（正当化事情の錯誤としての）誤想防衛および誤想過剰防衛の取り扱いについて考える。 

第６回：緊急避難  正当防衛との相違をふまえ、緊急避難の成立要件について考える。 

第７回：責任論（１）  刑法における責任の概念について考える。そして責任の前提として責任能力の意義、さらに期待可能性について検討す

る。 

第７回：責任論（２）  違法性の認識とその可能性について、その意義および違法性の錯誤について検討する。 

第８回：未遂犯論（１）  未遂犯の処罰根拠、中止犯の意義とその成立要件を考える。 

第９回：未遂犯論（２）  （１）の続きと不能犯について、各学説に従って検討する。 

第 10回：共犯論（１）  共犯の基本概念、共犯の種類、共犯の処罰根拠論について各説を分析・検討する。 

第 11回：共犯論（２）  共同正犯の意義および成立要件について検討する。 

第 12回：共犯論（３）  教義の共犯の意義および成立要件について検討する。 

第 13回：罪数論  罪数をどのように取り扱うのか、事例に即して検討する。 

第 14回：刑罰論および秋学期のふり返り  刑罰の本質をふまえ、刑罰の種類・適用について検討する。時間が許す範囲で秋学期の重要事項の総

点検を行う。                              ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義科目という性格上、個別的な指導ということは望めないので、前記の授業内容の当該箇所を指定された教科書・参考書で予習したうえで（目

を通すくらいでも構わないので）、授業に臨んでほしい。一度読み込む（目を通す）だけでも授業を聞いた感じが違ってくると思う。そのうえで授業

を聞いて疑問に思ったところ、さらには「先ほどの授業での説明を前提とすると、さらに別の事例に当てはめた場合に結論は変わるのではないか」

といった皆さんからの「挑戦的な質問」は大歓迎である。一緒に考えていきたいと思っている。 

 なお、この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが、指針の「レベル」に変更があった場合にはシラバスの補足によっ

て対応するので、履修者の皆さんは、適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 授業前に、各回の予め指定されたテーマについて、講義案（ないしレジュメ）の該当部分を 1回は（最低でも）目を通しておいて欲しい。 

【復習すべき内容】 

 講義案（ないしレジュメ）に記載されている基本・重要事項について、手持ちの基本書、体系書と連関させながらさらに読み込むことで、正確に

理解できるようにしておいて欲しい。 

５.教科書 

 阿部力也『刑法総論講義案』（成文堂）を使用する。 

６.参考書 

 特に指定はしない。各自、手持ちの基本書・体系書を活用して欲しい。余裕があれば、判例百選などの判例の解説書、資料集を用意して欲しい。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  定期試験（期間内試験）終了後に、出題の趣旨、採点実感について Oh-o!Meiji のクラスウェブ上で公開する。小テストあるいはレポート課題を

科した場合でも同様にクラスウエブにて公開する予定である。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（期間内試験）において 100％評価することを原則とするが、受講生の修得・学習状況を勘案し、場合により「小テスト（択一式）」ある

いは「中間レポート」を提出させる場合もある。なお、その場合の評価割合は、定期試験 70%、小テスト・レポート 30％とする。なお後者の場合に

は事前に告知し、十分に時間的余裕を設定したうえで実施する。成績評価基準は、①基本的知識（理論的な側面、条文解釈の基礎）の修得ができて

いるか、②判例を的確に理解しているか、③基本的知識を使用し事例への当てはめができているか（基本的知識の応用）の諸点である。 

 なお、明治大学活動制限指針のレベルに変更があった場合には、小テスト（30％）と学期末レポート（70％）で評価する。この場合も、十分に事

前の周知期間を設けることとする。 

９.その他 
司法試験、法科大学院入試、予備試験等にも対応できる基礎知識の習得を目指すことも目標の１つである。 

314



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW151J 

刑法（総論）Ⅰ 内田 幸隆 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講では、あらゆる刑罰法規にとって共通に適用される刑法典総則を主に扱うことにする。刑法とは、およそ犯罪と刑罰を定めたあらゆる法規を

いうが、刑法典総則はその中でもとりわけ重要なものである。この総則を手がかりに、およそ犯罪が成立するために必要な構成要件該当性、違法性

における様々な問題を扱うことにする。また、刑法の基本原理、刑罰論、罪刑法定主義についても検討する。 

【到達目標】 

 受講生においては、具体的な事例を踏まえた上で、そこで何が問題となっているのか論点を明らかにし、当該論点に関して展開されている学説・

判例を把握できるようになることが目標となる。また、単に学説・判例を暗記するのではなく、条文解釈を通じて、説得力ある理由付けを提示する

ことが求められる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：刑法の目的・機能 

第３回：刑罰論 

第４回：罪刑法定主義 

第５回：構成要件論 

第６回：因果関係の基礎 

第７回：相当因果関係と客観的帰属 

第８回：不作為犯 

第９回：故意犯 

第 10回：事実の錯誤 

第 11回：過失犯の基礎 

第 12回：過失犯の諸問題 

第 13回：違法性の基礎 

第 14回：正当防衛 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 犯罪の成立に関係する記事・ニュースに日ごろから関心を持つこと。授業には必ず最新の六法を持ってくること。また、発言を求めることがある

ので、積極的に授業に参加して欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 準備学習として、各回のテーマごとに指定した教科書の該当ページをよく読んでおくこと。 

 復習として、教科書の該当ページを再度読むこと。また、指定した参考書の該当ページも読むことによって、各回のテーマに関する応用問題につ

いても各自で検討すること。復習した際に生まれた疑問点をまとめて、次回の授業時に質問するための準備をすること。 

 準備学習、復習ともに所要時間については、１時間以上が見込まれる。 

５.教科書 

『刑法総論』内田幸隆＝杉本一敏（有斐閣、2019） 

６.参考書 

『刑法総論』〔第 3版〕松原芳博（日本評論社、2022） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業期間内に実施する課題や定期試験については、全体に対する講評を採点後に掲示する。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（100％）によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW151J 

刑法（総論）Ⅱ 内田 幸隆 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講では、あらゆる刑罰法規にとって共通に適用される刑法典総則を主に扱うことにする。刑法とは、およそ犯罪と刑罰を定めたあらゆる法規を

いうが、刑法典総則はその中でもとりわけ重要なものである。この総則を手がかりに、およそ犯罪が成立するために必要な違法性、責任に関する様々

な問題、さらには未遂犯論、共犯論を扱うことにする。 

【到達目標】 

 受講生においては、具体的な事例を踏まえた上で、そこで何が問題となっているのか論点を明らかにし、当該論点に関して展開されている学説・

判例を把握できるようになることが目標となる。また、単に学説・判例を暗記するのではなく、条文解釈を通じて、説得力ある理由付けを提示する

ことが求められる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：緊急避難 

第３回：法令・正当業務行為、超法規的違法性阻却事由 

第４回：被害者の承諾 

第５回：責任の基礎 

第６回：責任能力、原因において自由な行為 

第７回：違法性の錯誤 

第８回：未遂犯 

第９回：不能犯 

第 10回：中止犯 

第 11回：共犯の基礎、間接正犯 

第 12回：共同正犯 

第 13回：教唆犯、幇助犯 

第 14回：共犯の諸問題、罪数 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 犯罪の成立に関係する記事・ニュースに日ごろから関心を持つこと。授業には必ず最新の六法を持参すること。また、発言を求めることがあるの

で、積極的に授業に参加して欲しい。 

 なお、この講義では、「刑法（総論）Ⅰ」を履修していることを前提に授業を進める。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 準備学習として、各回のテーマごとに指定した教科書の該当ページをよく読んでおくこと。 

 復習として、教科書の該当ページを再度読むこと。また、指定した参考書の該当ページも読むことによって、各回のテーマに関する応用問題につ

いても各自で検討すること。復習した際に生まれた疑問点をまとめて、次回の授業時に質問するための準備をすること。 

 準備学習、復習ともに所要時間については、１時間以上が見込まれる。 

５.教科書 

『刑法総論』内田幸隆＝杉本一敏（有斐閣、2019） 

６.参考書 

『刑法総論』〔第 3版〕松原芳博（日本評論社、2022） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業期間内に実施する課題や定期試験については、全体に対する講評を採点後に掲示する。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（100％）によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW151J 

刑法（総論）Ⅰ 中空 壽雅 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 （授業の概要） 

この講義では刑法学のうち特に刑法総論の分野を扱います。 

刑法総論は、殺人や傷害といった個々の犯罪が共通して持っている性格を明らかにすることで、犯罪行為と犯罪行為でないものを明確に区別しよ

うとするものです。また、一体なぜ刑法はあるのか、刑罰は何のためにあるのかも、何が犯罪かを考えるには重要です。これらの点を含めて、犯罪

の本質について追求します。 

 （到達目標） 

⑴刑法の全体像がイメージでき、犯罪論の基本概念が理解できること。 

⑵刑法解釈の方法について理解できること。 

⑶刑法典の条文の内容が理解できること。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション―刑法総論では何を学ぶのか？ 

第２回：刑法の機能・目的と刑罰の機能・目的 

第３回：刑法の適用範囲と刑法理論の基本原理 

第４回：刑法理論の基本原理ー特に罪刑法定主義について 

第５回：犯罪論の体系と刑法の基本概念 

第６回：作為犯と不作為犯 

第７回：不真正不作為犯の成立要件について 

第８回：因果関係について―その機能と学説状況について 

第９回：因果関係について―判例事案を中心に最近の議論を確認する 

第 10回：故意犯と過失犯について 

第 11回：事実の錯誤―具体的事実の錯誤について 

第 12回：事実の錯誤―抽象的事実の錯誤について 

第 13回：事実の錯誤と違法性の錯誤について 

第 14回：過失犯の成立要件について 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 毎回六法を必ず持参すること。また、事前に配布した講義資料をプリントアウトして持参すること。 

 予習より復習を心がけること。 

 なお、この科目を履修する場合は、併せて同担当者の刑法（総論）II も履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

（準備学習の内容） 

Oh-o! Meiji システムで配布する講義資料をプリントアウトし、また学習内容について確認しておくこと。 

（復習すべき内容） 

講義資料と授業中のノートを使用して、毎回の学習内容について確認しておくこと。 

毎回の学習事項については、確認サブノートを配布するので、次の週までに必ずやっておくこと。 

５.教科書 

 『ステップアップ 刑法総論』葛原力三ほか（法律文化社）  

 

 

６.参考書 

 『刑法総論 第 3 版』山口厚（有斐閣） 

 『基本刑法Ⅰ 総論』大塚裕史ほか（日本評論社） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験については秋学期第１回目の講義で採点基準の説明と解説授業を実施します。 

 小テストは Oh-o! Meiji システムを利用して行います。解答と採点も Oh-o! Meiji システムで知らせ、誤答が多かった問題については、授業で解

説します。 

８.成績評価の方法 
（成績評価の方法）  

定期試験（60パーセント）と小テスト（40 パーセント）で行います。 

（成績評価の基準） 

⑴刑法の基本的な概念が理解できているか 

⑵犯罪の成立要件について基本的な理解ができているか 

９.その他 
 第１回目の講義で、学習方法や六法の使用方法等をあわせて説明します。 
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科目ナンバー : (LA)LAW151J 

刑法（総論）Ⅱ 中空 壽雅 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 （授業の概要）  

この講義では刑法学のうち特に刑法総論の分野を扱います。 

刑法総論は、殺人や傷害といった個々の犯罪が共通して持っている性格を明らかにすることで、犯罪行為と犯罪行為でないものとを明確に区別し

ようとするものです。また、一体なぜ刑法はあるのか、刑罰は何のためにあるのかも、何が犯罪かを考えるには重要です。これらの点を含めて、犯

罪の本質について追求します。刑法総論 II では、犯罪論のうち、違法性、責任、犯罪遂行形態を中心に学習します。 

 （授業の到達目標） 

⑴各項目で何が議論の対象になっているのかを理解すること。 

⑵学説を理解し、学説を実際の事例に適用できること。 

⑶刑法典の条文の意味を理解できていること。 

２.授業内容 

第１回：春学期定期試験の解説 違法性の本質について 

第２回：正当防衛について 

第３回：緊急避難について 

第４回：被害者の承諾について 

第５回：責任の本質と責任能力について 

第６回：違法性の錯誤について 

第７回：誤想防衛・誤想過剰防衛について 

第８回：未遂犯・不能犯について 

第９回：中止犯について 

第 10回：共犯について 

第 11回：間接正犯と原因において自由な行為について 

第 12回：共同正犯と教唆・幇助について 

第 13回：共犯の諸問題について 

第 14回：罪数論について 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 毎回六法を必ず持参すること。また、事前に配布する講義資料をプリントアウトして持参すること。 

 予習より復習を心がけること。 

 なお、この科目を履修する場合は、同担当者の刑法（総論）Ｉを履修していることが望ましい。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

（準備学習の内容） 

Oh-o! Meiji システムで配布する講義資料をプリントアウトし、あらかじめ授業での学習項目を確認しておくこと。 

（復習すべき内容） 

講義資料と授業でのノートを使用して、授業内容を確認しておくこと。 

毎回の学習事項については、確認サブノートを配布するので、次の週までに必ずやっておくこと。 

５.教科書 

『ステップアップ 刑法総論』葛原力三ほか（法律文化社）  

 

６.参考書 

『刑法総論 第 3 版』山口厚（有斐閣） 

『基本刑法Ⅰ 総論』大塚裕史ほか（日本評論社） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験については、実施後に Oh-o! Meiji システムを利用して採点基準と解説プリントを配布します。 

小テストは Oh-o! Meiji システムを利用して行います。解答と採点も Oh-o! Meiji システムで知らせ、誤答が多かった問題については、授業で解説

します。 

８.成績評価の方法 
（成績評価の方法）  

定期試験（６0 パーセント）と小テスト（30 パーセント）で行います。 

（成績評価の基準） 

⑴各論点の学説状況が理解できているか 

⑵事例に学説を適用できるか 

９.その他 
第１回目の講義で、学習方法や六法の使用方法等をあわせて説明します。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

憲法（統治）Ⅰ 江藤 英樹 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

春学期の授業では、立憲主義、権力分立、国会、内閣について、学説や判例さらに比較憲法的な視点も加味しながら学習する。 

 

【到達目標】 

この授業では、立憲主義の意義、権力分立の必要性を理解し、国会や内閣の組織はどのようにあるべきなのかを理解できるようにすることを目標と

する。 

 

２.授業内容 

授業前日にレジュメを Oh-o!Meiji にて配布する。授業は教科書とレジュメに基づいて行う。 

【授業各回の予定】 

1 a のみ：イントロダクション、国家と法 

2 権力分立 

3 国会の地位 

4 国会の活動 

5 国会と議院の権能（1） 

6 国会と議院の権能（2） 

7 行政権と内閣 

8 内閣の組織と権能 

9 議院内閣制 

10 選挙制度 

11 国民主権 

12 天皇制 

13 平和主義と憲法第 9 条 

14 平和主義と安保体制 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業は教科書として指定した 2 つの書籍を利用しながら行うので、必ずこれらを教室に持参すること。六法も持参のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業を受講するにあたり、教科書の該当箇所や判例を読み予習をすること、さらに授業後に復習をすることが必要である。 

５.教科書 

『憲法 第 7 版』芦部信喜（高橋和之補訂）（岩波書店、2019 年） 

『新憲法判例特選 第 3 版』柏﨑敏義・加藤一彦編（敬文堂、2021年） 

６.参考書 

辻村みよ子『憲法 第 7 版』（有斐閣、2021 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiを通じて配信するので、各自確認のこと。 

８.成績評価の方法 
定期試験および授業への参加度により評価する。各学期中のいずれかの時期に 3 回出席をとる。2 回の欠席で成績評価を 1つ下げ、3回の欠席で成

績評価を 2 つ下げる。なお、不正があった場合には厳正に対処する。 

９.その他 
近現代史および他国の憲法にも興味を持って勉強すると、日本国憲法の理解が深まるでしょう。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

憲法（統治）Ⅱ 江藤 英樹 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

秋学期の授業では、裁判所、憲法保障（違憲審査制）、財政、地方自治、憲法改正について学説や判例さらに比較憲法的な視点を踏まえながら検討

する。 

 

【到達目標】 

秋学期の授業においても、立憲主義の意義、権力分立制の必要性を理解しながら、諸制度の理解を深めることを目指す。 

 

２.授業内容 

授業前日にレジュメを Oh-o!Meiji にて配布する。授業は教科書とレジュメに基づいて行う。 

【授業各回の予定】 

1  a のみ：イントロダクション、司法権の意味と範囲 

2 司法権の限界（1） 

3 司法権の限界（2） 

4 裁判所の組織と権能（1） 

5 裁判所の組織と権能（2） 

6 財政（1） 

7 財政（2） 

8 地方自治（1） 

9 地方自治（2） 

10 抵抗権と国家緊急権 

11 違憲立法審査権とは 

12 違憲立法審査権の諸原則（1） 

13 違憲立法審査権の諸原則（2） 

14 憲法改正の手続と限界 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業は教科書として指定した 2 つの書籍を利用しながら行うので、必ずこれらを教室に持参すること。六法も持参のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業に臨むにあたり、予習をすること、さらに授業後はノートを参考に復習をすることが必要である。 

 

５.教科書 

『憲法 第 7 版』芦部信喜（高橋和之補訂）（岩波書店、2019 年） 

『新憲法判例特選 第 3 版』柏﨑敏義・加藤一彦編（敬文堂、2021年） 

６.参考書 

辻村みよ子『憲法 第 7 版』（有斐閣、2021 年） 

 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiを通じて配信するので、各自確認のこと。 

８.成績評価の方法 
定期試験および授業への参加度により評価する。各学期中のいずれかの時期に 3 回出席をとる。2 回の欠席で成績評価を 1つ下げ、3回の欠席で成

績評価を 2 つ下げる。なお、不正があった場合には厳正に対処する。 

９.その他 
近現代史および他国の憲法にも興味を持って勉強すると、日本国憲法の理解が深まるでしょう。 

 

320



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW221J 

憲法（統治）Ⅰ 大津 浩 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 日本国憲法の国会、内閣、裁判所について比較憲法史的な視点を踏まえつつ講義を行う。 

【到達目標】 

 統治機構に関する諸原理、諸学説、関連判例を十分に理解し、論述で使いこなせる力を身に着けるとともに、立憲主義の史的展開における権力分

立の現代的変化の方向性について、自ら選択する力を身に着けることが目指される。 

２.授業内容 

 本授業は講義中心に行う。授業ではレジュメと資料を適宜配布し、レジュメに沿って進行する。 

 

【講義予定】 

第１回：a：イントロダクション、権力分立制の基礎 

第２回：権力分立制の諸類型と日本の権力分立制 

第３回：象徴天皇制と解散権論争 

第４回：国会の地位 

第５回：国会の権能 

第６回：国会の活動 

第７回：内閣の地位と権能 

第８回：総理大臣の地位と権能 

第９回：司法権の意義と帰属 

第 10回：司法権の限界 

第 11回：裁判所の組織と司法権の独立 

第 12回：平和主義と憲法 9 条をめぐる訴訟 

第 13回：軍事的国際協調の動きと憲法 

第 14回：「限定的」集団的自衛権合憲論と憲法改正問題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 必須条件ではないが、憲法（人権）Ⅰ、Ⅱを履修しておくことが望ましい。 

 受講生は単にレジュメを読み、授業中指示された必要事項を記入するにとどめず、授業中に展開されるさまざまな説明や具体例をレジュメに書

き込み、あるいは別にノートを作って書き込むことで、より深く学ぶことが求められる。また授業の途中で、適宜質問と討論の時間を設けることを

予定しているので、積極的・能動的に参加すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教師が適宜指示する教科書の該当ページや参考書、判例などを事前に読み、ノートにまとめるなどして授業に臨むこと。また授業後は、配布され

たレジュメや資料を読み直し、理解不十分だった事項については自ら調べるとともに、適宜、次回の授業で教師に質問するようにすること。 

５.教科書 

 大津浩・大藤紀子・高佐智美・長谷川憲『新憲法四重奏』（第 2版、有信堂、2017年） ※可能であれば、2022年 1 月に出版された「第 2 版第 6

刷」を購入してほしい。 

 コンパクトサイズの六法（特に出版社の指定はない） 

６.参考書 

 芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第 7 版、岩波書店、2019年） 

 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿（編）『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第 7 版、有斐閣、2019 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 復習のために Oh-o! Meiji で小テストを実施し、解答締切後は正解を示すだけでなく、毎回、詳しい解説をフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（80％）、小テストないし課題（15%）、その他の授業参加の積極度（5％）により評価する。 

９.その他 
 憲法の歴史や各国憲法の比較に関心を持って受講すると、本授業はより良く理解できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

憲法（統治）Ⅱ 大津 浩 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 日本国憲法の違憲審査制、国民主権、平和主義、地方自治、憲法改正について比較憲法史的な視点を踏まえつつ講義を行う。 

【到達目標】 

 統治機構に関する諸原理、諸学説、関連判例を十分に理解し、論述で使いこなせる力を身に着けるとともに、立憲主義の史的展開における権力分

立と民主主義の変化の方向性について、自ら選択する力を身に着けることが目指される。 

２.授業内容 

 本授業は講義中心に行う。授業ではレジュメと資料を適宜配布し、レジュメに沿って進行する。 

 

【講義予定】 

第１回：a：イントロダクション、違憲審査制の諸類型 

第２回：憲法訴訟の基礎 

第３回：違憲審査制の現代的展開 

第４回：立法不作為の違憲訴訟 

第５回：国民主権と国民代表制の意義と歴史 

第６回：現代政党政治と国民代表制 

第７回：選挙制度 

第８回：平等選挙の原則と選挙訴訟① 

第９回：平等選挙の原則と選挙訴訟② 

第 10回：財政原則 

第 11回：地方自治権保障の意義 

第 12回：団体自治、条例制定権 

第 13回：住民自治から見た自治体の組織、住民投票、地方特別法 

第 14回：立憲主義の意義と憲法改正 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 必須条件ではないが、憲法（人権）Ⅰ、Ⅱ、憲法（統治）Ⅰを履修しておくことが望ましい。 

 受講生は単にレジュメを読み、授業中指示された必要事項を記入するにとどめず、授業中に展開されるさまざまな説明や具体例をレジュメに書

き込み、あるいは別にノートを作って書き込むことで、より深く学ぶことが求められる。また授業の途中で、適宜質問と討論の時間を設けることを

予定しているので、積極的・能動的に参加すること。 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教師が適宜指示する教科書の該当ページや参考書、判例などを事前に読み、ノートにまとめるなどして授業に臨むこと。また授業後は、配布され

たレジュメや資料を読み直し、理解不十分だった事項については自ら調べるとともに、適宜、次回の授業で教師に質問するようにすること。 

５.教科書 

 大津浩・大藤紀子・高佐智美・長谷川憲『新憲法四重奏』（第 2版、有信堂、2017 年）  ※可能であれば、2022年 1 月に出版された「第 2 版第

6 刷」を購入してほしい。 

 コンパクトサイズの六法（特に出版社の指定はない） 

６.参考書 

 芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第 7 版、岩波書店、2019年） 

 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿（編）『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第 7 版、有斐閣、2019 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 復習のために Oh-o! Meiji で小テストを実施し、解答締切後は正解を示すだけでなく、毎回、詳しい解説をフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（80％）、小テストないし課題（15%）、その他の授業参加の積極度（5％）により評価する。 

９.その他 
 憲法の歴史や各国憲法の比較に関心を持って受講すると、本授業はより良く理解できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

憲法（統治）Ⅰ 斎藤 一久 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

憲法の統治分野の基本的な争点について、アクチュアルな政治状況も踏まえながら、講義する。 

【到達目標】 

（１）憲法の統治分野に関する基本的な争点について理解している。 

（２）統治における諸問題につき、アクチュアルな視点から考察できる。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（憲法の基本概念） 

第２回：国会（１）代表・選挙制度 

第３回：国会（２）国会の機能 

第４回：国会（３）議院の機能 

第５回：国会（４）国会議員 

第６回：内閣（１）行政権 

第７回：内閣（２）内閣・内閣総理大臣 

第８回：議院内閣制 

第９回：裁判所（１）：司法権・裁判所の組織 

第 10回：裁判所（２）：司法権の独立、違憲審査制 

第 11回：裁判所（３）：違憲判断の方法など 

第 12回：違憲審査制（１）：根拠・性格 

第 13回：違憲審査制（２）：主体と対象 

第 14回：違憲審査制（３）：方法と判決 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

教科書、参考書等の該当箇所を予習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で指示するほか、関連する判例がある場合には、データベースなどで検索し、読んでおくこと。 

５.教科書 

『憲法講義〔第３版〕』本秀紀編（日本評論社） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第７版〕』長谷部恭男ほか編（有斐閣） 

６.参考書 

『図録日本国憲法〔第２版〕』斎藤一久ほか編（弘文堂） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
試験９０％、平常点（授業での積極的な発言など）１０％ 

９.その他 
司法試験などの資格試験の問題についても検討したい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

憲法（統治）Ⅱ 斎藤 一久 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

憲法の統治及び総論分野について、多角的に検討する。 

【到達目標】 

（１）憲法の統治分野に関する基本的争点及び憲法総論について理解している。 

（２）統治及び憲法総論における諸問題につき、アクチュアルな視点から考察できる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（春学期の復習） 

第２回：財政（１） 

第３回：財政（２） 

第４回：地方自治（１） 

第５回：地方自治（２） 

第６回：天皇 

第７回：憲法改正（１） 

第８回：憲法改正（２） 

第９回：平和主義（１） 

第 10回：平和主義（２） 

第 11回：立憲主義 

第 12回：大日本帝国憲法 

第 13回：憲法パトリオティズム 

第 14回：憲法の未来 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

教科書、参考書等の該当箇所を予習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で指示するほか、関連する判例がある場合には、データベースなどで検索し、読んでおくこと。 

５.教科書 

『憲法講義〔第３版〕』本秀紀編（日本評論社） 

『憲法判例百選Ⅱ〔第７版〕』長谷部恭男ほか編（有斐閣） 

６.参考書 

『図録日本国憲法〔第２版〕』斎藤一久ほか編（弘文堂） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
試験９０％、平常点（授業での積極的な発言など）１０％ 

９.その他 
司法試験などの資格試験の問題についても検討したい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

憲法（統治）Ⅰ 辻 雄一郎 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

[授業の概要]日本国憲法の統治の仕組みについて法律の定義、趣旨、規範を学び、具体的な事件と判例の分析を通して基本的な知識の定着を図る。 

 

[到達目標] 

憲法の基礎概念・基礎原理を理解し、具体的事件を踏まえて、統治機構の各制度に関する判例・学説を検討し、自己の結論を導き出せる能力を養う

ことを目指す。日本国憲法が定める統治構造の基本的理解を前提とした論理展開能力、応用力、発展力を獲得させるとともに、判例・学説の背後に

ある憲法理論を理解し、体型的憲法解釈を行う力や、新しい問題にも対応できる能力を獲得させることを到達目標とする。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（aのみ） 

第２回：近代立憲主義の現代的変容 

第３回：大日本帝国憲法+司法権 

第４回：日本国憲法の成立+司法権 

第５回：国民主権と天皇制度+司法権 

第６回：非軍事平和主義+国会 

第７回：非軍事平和主義＋国会 

第８回：統治の基本構造・民主制の全体像 

第９回：国民代表と政党民主政 

第 10回：議院内閣制・国権の最高機関 

第 11回：唯一の立法機関 

第 12回：議員の地位＋表現の自由 

第 13回：内閣が行使する行政権の意味＋表現の自由 

第 14回：内閣と内閣総理大臣、行政各部＋公務員の労働基本権 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業にあたって予習（30%）・講義（40%）・復習（30%）を目安として講義を実施する。講義を聴くだけでなく、答案を記述するために書く練習を強

く推奨する。毎回、講義の前後で講義の動画を視聴することが求められる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習（30%）・講義（40%）・復習（30%）復習ではとくに文章で表現できるよう各自で練習すること。 

５.教科書 

本秀紀編『憲法講義（最新版）』（日本評論社）  『スーパー過去問ゼミ 憲法』（実務教育出版） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ（最新版）』（有斐閣）  『行政法判例百選Ⅰ・Ⅱ（最新版）』（有斐閣） 

６.参考書 

山田隆司『戦後史で読む憲法判例』（日本評論社）  宍戸常寿『憲法演習ノート』（弘文堂） 

宍戸編『憲法演習サブノート 210問』（弘文堂）  吉田渡辺編『憲法判例クロニクル』（ナカニシヤ出版） 

辻雄一郎『情報化社会の表現の自由』（日本評論社）  辻『シェブロン法理の考察』（日本評論社） 

辻・牛嶋他編『アメリカ気候変動法と政策』（勁草書房）  辻・黒川『判例アメリカ環境法』（勁草書房） 

宇賀克也『行政法概説 1 行政法総論』  宇賀『行政法概説 2 行政法救済法』 

宇賀『行政法概説 3 行政組織法』宇賀克也（有斐閣）  （最新版、改訂版が出ていればそちらを指定する） 

----- 

『奇子』手塚治虫  『まんが日本国憲法』石ノ森章太郎（浦田賢治監修） 

『コミック昭和史』水木しげる（講談社文庫）  『歴史劇画 大宰相』さいとう・たかを（講談社文庫） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 法学部の法学系の成績は主として論述問題で評価されます。自分で書いてみた答案を、試験直前に大学院生の学習指導・支援を利用して、答案の添

削をお願いしてみてください。 

・論述試験の平均、中央値、クラスごとの平均値を公開する。  ・過去の論述問題をクラスウェブで公開する。 

・教科書の「考えてみよう」を各自で、答案を作成する。  ・毎回実施する小テストは、過去の司法試験、公務員試験から出題する。 

・試験の一ヶ月前までは学生の個別の手書き答案を講義前後で添削する。  ・クラスウェブで指定された映画やマンガを図書館などで視聴する。 

８.成績評価の方法 
・最終の試験で、必要とされる限度の点数を取得することを前提に、毎回のミニテストの点数や個別質問を総合して評定する。 

・過去の論述問題の例はウェブで公開する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

憲法（統治）Ⅱ 辻 雄一郎 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

[授業の概要]日本国憲法の統治の仕組みについて法律の定義、趣旨、規範を学び、具体的な事件と判例の分析を通して基本的な知識の定着を図る。 

 

[到達目標] 

憲法の基礎概念・基礎原理を理解し、具体的事件を踏まえて、統治機構の各制度に関する判例・学説を検討し、自己の結論を導き出せる能力を養う

ことを目指す。日本国憲法が定める統治構造の基本的理解を前提とした論理展開能力、応用力、発展力を獲得させるとともに、判例・学説の背後に

ある憲法理論を理解し、体型的憲法解釈を行う力や、新しい問題にも対応できる能力を獲得させることを到達目標とする。 

２.授業内容 

第１回：休み明けのテスト・イントロダクション（a のみ） 

第２回：司法権（裁判を受ける権利）＋基本的人権の尊重 

第３回：司法の概念＋基本的人権の尊重 

第４回：裁判所の組織と権限＋経済的自由 

第５回：司法権の独立 

第６回：違憲審査制の型 

第７回：違憲審査のプロセス 

第８回：違憲審査のプロセス 

第９回：日本における違憲審査の現状 

第 10回：違憲審査の問題演習 

第 11回：違憲審査の問題演習 

第 12回：財政 

第 13回：地方自治 

第 14回：憲法の保障と変動・国際社会と憲法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業にあたって予習（30%）・講義（40%）・復習（30%）を目安として講義を実施する。講義を聴くだけでなく、答案を記述するために書く練習を強

く推奨する。講義中に BYODによるアクティブラーニング支援ツール（クリッカー）を用いる可能性があります。毎回、講義の前後で講義の動画を視

聴することが求められる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習（30%）・講義（40%）・復習（30%）復習ではとくに文章で表現できるよう各自で練習すること。 

５.教科書 

本秀紀編『憲法講義（最新版）』（日本評論社）  『スーパー過去問ゼミ 憲法』（実務教育出版） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ（最新版）』（有斐閣）  『行政法判例百選Ⅰ・Ⅱ（最新版）』（有斐閣） 

６.参考書 

山田隆司『戦後史で読む憲法判例』（日本評論社）  宍戸常寿『憲法演習ノート』（弘文堂） 

宍戸編『憲法演習サブノート 210問』（弘文堂）  吉田渡辺編『憲法判例クロニクル』（ナカニシヤ出版） 

辻雄一郎『情報化社会の表現の自由』（日本評論社）  辻『シェブロン法理の考察』（日本評論社） 

辻・牛嶋他編『アメリカ気候変動法と政策』（勁草書房）  辻・黒川『判例アメリカ環境法』（勁草書房） 

宇賀克也『行政法概説 1 行政法総論』  宇賀『行政法概説 2 行政法救済法』 

宇賀『行政法概説 3 行政組織法』宇賀克也（有斐閣） （最新版、改訂版が出ていればそちらを指定する） 

----- 

『奇子』手塚治虫  『まんが日本国憲法』石ノ森章太郎（浦田賢治監修） 

『コミック昭和史』水木しげる（講談社文庫）  『歴史劇画 大宰相』さいとう・たかを（講談社文庫） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 法学部の法学系の成績は主として論述問題で評価されます。自分で書いてみた答案を、試験直前に大学院生の学習指導・支援を利用して、答案の添

削をお願いしてみてください。 

・論述試験の平均、中央値、クラスごとの平均値を公開する。  ・過去の論述問題をクラスウェブで公開する。 

・教科書の「考えてみよう」を各自で、答案を作成する。  ・毎回実施する小テストは、過去の司法試験、公務員試験から出題する。 

・試験の一ヶ月前までは学生の個別の手書き答案を講義前後で添削する。  ・クラスウェブで指定された映画やマンガを図書館などで視聴する。 

８.成績評価の方法 
・最終の試験で、必要とされる限度の点数を取得することを前提に、毎回のミニテストの点数や個別質問を総合して評定する。 

・過去の論述問題の例はウェブで公開する。 

９.その他 
日本や海外の研究者、裁判官、法曹にご講演頂く場合に、スケジュールがずれることがあります。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

（再）憲法（統治）Ⅰ 斎藤 一久 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

憲法の統治の基本的な争点について、アクチュアルな政治状況も踏まえながら、講義する。 

【到達目標】 

（１）憲法の統治に関する基本的な争点について理解している。 

（２）統治における諸問題につき、アクチュアルな視点から考察できる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（憲法の基本概念） 

第２回：国会（１）代表・選挙制度 

第３回：国会（２）国会の機能 

第４回：国会（３）議院の機能 

第５回：国会（４）国会議員 

第６回：内閣（１）行政権 

第７回：内閣（２）内閣・内閣総理大臣 

第８回：議院内閣制 

第９回：裁判所（１）：司法権 

第 10回：裁判所（２）：裁判所の組織 

第 11回：裁判所（３）：司法権の独立 

第 12回：違憲審査制（１）：性格 

第 13回：違憲審査制（２）：主体と対象 

第 14回：違憲審査制（３）：方法と判決 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

教科書、参考書等の該当箇所を予習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で指示するほか、関連する判例がある場合には、データベースなどで検索し、読んでおくこと。 

５.教科書 

『憲法講義〔第３版〕』本秀紀編（日本評論社） 

『憲法判例百選Ⅱ〔第７版〕』長谷部恭男ほか編（有斐閣） 

 

６.参考書 

『図録日本国憲法〔第２版〕』斎藤一久ほか編（弘文堂） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
試験６０％、リアクションペーパー３０％、平常点（授業での積極的な発言など）１０％ 

９.その他 
司法試験などの資格試験の問題についても検討したい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

（再）憲法（統治）Ⅱ 斎藤 一久 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

憲法の統治及び総論について、多角的に検討する。 

【到達目標】 

（１）憲法の統治に関する基本的争点及び憲法総論について理解している。 

（２）統治及び憲法総論における諸問題につき、アクチュアルな視点から考察できる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（春学期の復習） 

第２回：財政（１） 

第３回：財政（２） 

第４回：地方自治（１） 

第５回：地方自治（２） 

第６回：天皇 

第７回：憲法改正（１） 

第８回：憲法改正（２） 

第９回：平和主義（１） 

第 10回：平和主義（２） 

第 11回：立憲主義 

第 12回：大日本帝国憲法 

第 13回：憲法パトリオティズム 

第 14回：憲法の未来 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

教科書、参考書等の該当箇所を予習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で指示するほか、関連する判例がある場合には、データベースなどで検索し、読んでおくこと。 

５.教科書 

『憲法講義〔第３版〕』本秀紀編（日本評論社） 

『憲法判例百選Ⅱ〔第７版〕』長谷部恭男ほか編（有斐閣） 

６.参考書 

『図録日本国憲法〔第２版〕』斎藤一久ほか編（弘文堂） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
試験６０％、リアクションペーパー３０％、平常点（授業での積極的な発言など）１０％ 

９.その他 
司法試験などの資格試験の問題についても検討したい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（債権総論）Ⅰ 川地 宏行 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 民法第３編債権第１章（399〜520 条）に関する基本的知識の習得と法的思考力の養成。 

 債権の構造、債権の目的（特定物債権・種類債権・金銭債権）、債務不履行（履行強制・損害賠償・契約解除）、責任財産保全制度（債権者代位権・

詐害行為取消権）、多数当事者の債権債務関係（保証債務・連帯債務）について、制度趣旨、主要判例、主要学説を解説する。 

２.授業内容 

第１回：債権の基本構造 

第２回：債務不履行における履行強制 

第３回：債務不履行に基づく損害賠償責任の要件 

第４回：債務不履行に基づく損害賠償責任の効果・契約の解除 

第５回：特定物債務と種類債務 

第６回：債権者代位権（１） 

第７回：債権者代位権（２） 

第８回：債権者代位権の転用（１） 

第９回：債権者代位権の転用（２） 

第 10回：詐害行為取消権（１） 

第 11回：詐害行為取消権（２） 

第 12回：詐害行為取消権（３） 

第 13回：詐害行為取消権（４） 

第 14回：多数当事者の債権債務関係 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎回配布する講義録を参照して、授業を受けたうえで、自分自身のノートを作成すると理解が深まる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義録において次回の講義内容を予告するので、各自が所持する概説書の該当箇所を読んだうえで受講すること。 

５.教科書 

教科書は指定しない。 

毎回、講義録を配布する。 

６.参考書 

授業時に紹介する。各自で「債権総論」というタイトルの概説書を一冊購入して講義録と合わせて読むと理解が深まる。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の講評を Oh-o!Meiji のクラスウェブ上で公開します。 

８.成績評価の方法 
学期末試験のみで評価する。 

講義録の中から出題をするので、その理解度を基準に採点する。 

９.その他 
出席はとらない。授業中は私語厳禁。 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（債権総論）Ⅱ 川地 宏行 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 民法第３編債権第１章（399〜520 条）に関する基本的知識の習得と法的思考力の養成。 

 債権譲渡（債務者対抗要件・第三者対抗要件、集合債権譲渡）、表見受領権者に対する弁済（真の債権者の帰責事由・民法 478 条類推適用）、相殺

（相殺の担保的機能、相殺と差押）、弁済による代位、請求権競合などについて、制度趣旨、主要判例、主要学説を解説する。 

２.授業内容 

第１回：債権譲渡の成立要件・有効要件 

第２回：債権譲渡の対抗要件（１） 

第３回：債権譲渡の対抗要件（２） 

第４回：債務者の抗弁 

第５回：集合債権譲渡 

第６回：相殺適状 

第７回：相殺と差押（１） 

第８回：相殺と差押（２） 

第９回：表見受領権者に対する弁済 

第 10回：民法 478条類推適用 

第 11回：弁済による代位（１） 

第 12回：弁済による代位（２） 

第 13回：弁済による代位（３） 

第 14回：請求権競合 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎回配布する講義録を参考にして、授業を受けたうえで、自分自身のノートを作成すると理解が深まる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義録において次回の講義内容を予告するので、各自が所持する概説書の該当箇所を読んだうえで受講すること。 

５.教科書 

教科書は指定しない。 

毎回、講義録を配布する。 

６.参考書 

授業時に紹介する。各自で「債権総論」というタイトルの概説書を一冊購入して講義録と合わせて読むと理解が深まる。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の講評を Oh-o!Meiji のクラスウェブ上で公開します。 

８.成績評価の方法 
学期末試験のみで評価する。 

講義録の中から出題するので、その理解度に応じて採点する。 

９.その他 
出席はとらない。授業中は私語厳禁。 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（債権総論）Ⅰ 中村 肇 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、民法第三編｢債権｣を扱う。｢債権編｣は講学上、｢債権総論｣と｢債権各論｣に分かれるが、本講義では、｢債権総論｣部分の講義を行う。 

 「債権総論」は、民法第三編「債権」第一章「総則」に該当し、「債権」編の共通ルールが対象となる。「債権」編の共通ルールが対象となるため、

抽象的な規律が中心となるが、講義では、具体的な事例から説き起こし、取り上げている規定や規律がどのように具体的に問題となるかに留意して

講義を行うように努める。 

【到達目標】 

(1)｢債権｣編に定められている基本的な制度、概念等を理解している。 

(2)具体的な事案が示された場合に、結論を論理的に導きだすことができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション、債権法総論 

第２回：債権の種類 1（特定物債権、種類債権） 

第３回：債権の種類 2（選択債権、金銭債権、利息債権） 

第４回：債権の効力 1（債権の効力総論） 

第５回：債権の効力 2（履行の強制） 

第６回：債権の効力 3（債務不履行に基づく損害賠償 1） 

第７回：債権の効力 4（債務不履行に基づく損害賠償 2） 

第８回：債権の効力 5（債務不履行に基づく損害賠償 3） 

第９回：債権の効力 6（債務不履行のその他の関連問題 1） 

第 10回：債権の効力 7（債務不履行のその他の関連問題 2） 

第 11回：責任財産の保全 1（債権者代位権） 

第 12回：責任財産の保全 2（詐害行為取消権 1） 

第 13回：責任財産の保全 3（詐害行為取消権 2） 

第 14回：全体まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

講義には、必ず六法を持ってくること。 

民法の各部分は関連しているため、債権総論以外の民法科目、とりわけ、財産法部分（民法総則、物権法、担保物権法、債権各論（契約、不法行為、

不当利得、事務管理））に関しては、履修済みであるか、現在履修中であることが望ましい。履修前の科目に関する部分については、講義で補充説明

をするようにするが、自習をするなどして知識をつけておくと、本講義の内容理解に資すると思われるから、この点は注意をすること。 

講義の内容は膨大な情報量になることが予想されるため、自習(特に復習)を実行することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義用に比較的詳しい講義案と講義案をまとめたパワーポイントによる補助教材を Oh-Meiji!上配布する予定であるので、 

これらに沿って予習復習をすることが望ましい。補助教材には適宜講義におけるポイントを示しているから、ポイントを念頭に授業の準備、聴講、

予習をするとよい。 

予習では、補助教材や講義案を見ながら、適宜引用されている関連条文について目を通すこと。 

復習では、補助教材や講義案を参考にしつつ、講義の内容を踏まえて、教科書や参考書を参照して講義の内容を再現できるように復習をすること。 

５.教科書 

中舍寛樹『債権法』（日本評論社，2018年） 

講義は講義案に沿って行うが、適宜教科書も参照して講義案の内容を補うとよい。そのため、自習用に定評ある教科書を指定する。 

授業では、可能な限り詳しく説明してはいるものの、限られた時間の中での説明になることもあって、説明が簡単にならざるを得ないときもある。

そのようなときに参考にするとよい。 

なお、定評のあるテキストであれば、指定テキスト以外のものを使用しても構わない。 

６.参考書 

講義案等で参照することが多い判例教材として 

『民法判例百選Ⅱ（債権）（第 8版）』（有斐閣、2018年）を挙げておく(4月には第 9 版が出版されていると思われる)。 

その他に 

判例教材として 『新・判例ハンドブック民法Ⅲ債権総論』（日本評論社、2018年） 

分量と読みやすさのバランスが取れたキストとして 松尾弘ほか『新ハイブリッド民法 3債権総論』（法律文化社、2018 年）。 

詳しいテキストとして 中田裕康『債権総論（第 4 版）』（岩波書店、2020年） 

潮見佳男『プラクティス民法債権総論（第 5 版補訂）』（信山社、2020 年） 内田貴『民法Ⅲ(第 4版)』(東京大学出版会、2020 年)を挙げておく。 

その他の参考書は適宜紹介する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 2 回ほどの小テストを予定しているが、提出期間終了後、Oh-o!Meiji 上で考え方のポイントを公開する。定期試験については、試験期間終了後、解

答のポイントを Oh-o!Meiji 上に公開する。 

８.成績評価の方法 
2 回を予定している小テスト 30％ 

定期試験 70％で評価する。 

９.その他 

331



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（債権総論）Ⅱ 中村 肇 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、民法第三編｢債権｣を扱う。｢債権編｣は講学上、｢債権総論｣と｢債権各論｣に分かれるが、本講義では、｢債権総論｣部分の講義を行う。 

 「債権総論」は、民法第三編「債権」第一章「総則」に該当し、「債権」編の共通ルールが対象となる。「債権」編の共通ルールが対象となるため、

抽象的な規律が中心となるが、講義では、具体的な事例から説き起こし、取り上げている規定や規律がどのように具体的に問題となるかに留意して

講義を行うように努める。 

【到達目標】 

(1)｢債権｣編に定められている基本的な制度、概念等を理解している。 

(2)具体的な事案が示された場合に、結論を論理的に導きだすことができる。 
２.授業内容 

第１回：債権法総論、多数当事者の債権･債務 1（多数当事者の債権・債務の意義、分割債権・債務） 

第２回：多数当事者の債権･債務 2（連帯債務 1） 

第３回：多数当事者の債権･債務 3（連帯債務 2、連帯債権、不可分債権･債務） 

第４回：多数当事者の債権･債務 4（保証債務 1） 

第５回：多数当事者の債権･債務 5（保証債務 2） 

第６回：債権譲渡･債務引受･契約上の地位の移転 1（民法上の債権譲渡 1） 

第７回：債権譲渡･債務引受･契約上の地位の移転 2（民法上の債権譲渡 2） 

第 8 回：債権譲渡･債務引受･契約上の地位の移転 3（債務引受、履行引受、契約上の地位の移転、有価証券） 

第９回：債権の消滅 1（債権の消滅の意味と原因、弁済 1） 

第 10回：債権の消滅 2（弁済 2） 

第 11回：債権の消滅 3（弁済 3、更改･免除･混同） 

第 12回：債権の消滅 4（相殺 1） 

第 13回：債権の消滅 5（相殺 2） 

第 14回：全体まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

講義には、必ず六法を持ってくること。 

民法の各部分は関連しているため、債権総論以外の民法科目、とりわけ、財産法部分（民法総則、物権法、担保物権法、債権各論（契約、不法行為、

不当利得、事務管理））に関しては、履修済みであるか、現在履修中であることが望ましい。履修前の科目については、講義で補充説明をするように

するが、自習をするなどして知識をつけておくと、本講義の内容理解に資すると思われるから、この点は注意をすること。 

講義の内容は膨大な情報量になることが予想されるため、自習(特に復習)を実行することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義用に比較的詳しい講義案と講義案をまとめたパワーポイントによる補助教材を Oh-Meiji!上配布する予定であるので、 

これらに沿って予習復習をすることが望ましい。補助教材には適宜講義におけるポイントを示しているから、ポイントを念頭に授業の準備、聴講、

予習をするとよい。 

予習では、補助教材や講義案を見ながら、適宜引用されている関連条文について目を通すこと。 

復習では、補助教材や講義案を参考にしつつ、講義の内容を踏まえて、教科書や参考書を参照して講義の内容を再現できるように復習をすること。 

５.教科書 

中舍寛樹『債権法』（日本評論社，2018年） 

講義は講義案に沿って行うが、適宜教科書も参照して講義案の内容を補うとよい。そのため、自習用に定評ある教科書を指定する。 

授業では、可能な限り詳しく説明してはいるものの、限られた時間の中での説明になることもあって、説明が簡単にならざるを得ないときもある。

そのようなときに参考にするとよい。 

なお、定評のあるテキストであれば、指定テキスト以外のものを使用しても構わない。 

６.参考書 

講義案等で参照することが多い判例教材として 

『民法判例百選Ⅱ（債権）（第８版）』（有斐閣、2018年）を挙げておく(4月には第 9 版が出版されると思われる)。 

その他に 

判例教材として 『新・判例ハンドブック民法Ⅲ債権総論』（日本評論社、2018年） 

分量と読みやすさのバランスが取れたキストとして 松尾弘ほか『新ハイブリッド民法 3債権総論』（法律文化社、2018 年） 

詳しいテキストとして 中田裕康『債権総論（第 4 版）』（岩波書店、2020年） 

潮見佳男『プラクティス民法債権総論（第 5 版補訂）』（信山社、2020 年） 内田貴『民法Ⅲ(第 4版)』(東京大学出版会、2020 年)を挙げておく。 

その他の参考書は適宜紹介する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 2 回ほどの小テストを予定しているが、提出期間終了後、Oh-o!Meiji 上で考え方のポイントを公開する。定期試験については、試験期間終了後、解

答のポイントを Oh-o!Meiji 上に公開する。 

８.成績評価の方法 
2 回を予定している小テスト 30％ 

定期試験 70％で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（債権総論）Ⅰ 林 幸司 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の概要≫ 

民法は、我々の日常生活において「個人と個人の間に生じる権利や義務」を定める法律で あるが、これを二つに分けると〈１〉経済生活にかかわ

る財産上の権利義務を定める『財産法』と〈２〉家族生活にかかわる夫婦・親子など身分上（および相続）の権利・義務を定める『家族法』に分か

れます。 

このうちの『財産法』をさらに分類すると、〈１〉『総則』と〈２〉『物権法』（所有権など「物に対する権利」を規定する）及び〈３〉『債権法』（借

金の返済を求める権利など「特定人に対する権利」 を規定する）の三分野に分かれます。 

本講義ではこのうち、〈3〉「債権法」の中でも「債権総論」（単に条文だけの「債権総則」だけではなく理論的な問題を大きく含む）を扱います。 

債権とは「人に対する権利」だけれど、その人（債務者）に対してのみ請求できます。例えば A が B に金銭を貸し与えた場合、期限がくれば、A

（債権者）は B（債務者）に対して金銭の返済を請求でき、間違っても 一銭も借りていない「人々」C やＤやＥには何も請求できないのが当たり 

前ということになります（債権の相対性）。しかし、その反対概念である物権は「物に対する権利」であり、Ｆが所有している書籍は、他人Ｇにも

Ｈにも、第三者全員に所有権を主張でき、結局、誰に対しても返還を請求できる（物権の絶対性）。 

以上のようなことを、総合的に研究し、まとめとして判ってもらうのが、債権法学の基礎というものなのです。 

≪到達目標≫ 

１：債権総則の分野につき、受講生に「基礎的な理解」が身につくよう目指すこと 

２：簡単な事例を通して「受講生の日常生活と民法がいかにかかわってくるか」を理解してもらうこと 
２.授業内容 

第１・２回：債権と物権の差異 

第３・４回：債権の目的Ⅰ(特定物の引渡しの際の注意義務・種類債権の特定） 

第５回：債権の目的Ⅱ（金銭債権の特殊性・法定利率・選択債権） 

第６・７回：債権の効力Ⅰ（債権の構造論・自然債務論・責任なき債務） 

第８・９回： 債権の効力Ⅱ（債務不履行責任［履行不能・履行遅滞・受領遅滞など、その帰責性］） 

第 10・11 回：債権の効力Ⅲ（損害賠償の範囲等・請求権の競合） 

第 12・13 回：第三者による債権侵害（要件において特殊な不法行為・賃貸借に基づく妨害予防請求権） 

第 14 回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

常に事例問題を想定して、解決することに努めてください。 

条文に出てくる ① 意義 ②要件 ③効果には常に注意してください！ 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

できるなら、教科書等をよく読んで（予習）、レジュメも理解してください（復習）。 

５.教科書 

内田貴「民法Ⅲ［第 4 版］」債権総論・担保物権 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
期末試験 100％ ただし、出欠席を確認して減点します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（債権総論）Ⅱ 林 幸司 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の概要≫ 

民法は、我々の日常生活において「個人と個人の間に生じる権利や義務」を定める法律で あるが、これを二つに分けると〈１〉経済生活にかかわ

る財産上の権利義務を定める『財産法』と〈２〉家族生活にかかわる夫婦・親子など身分上（および相続）の権利・義務を定める『家族法』に分か

れます。 

このうちの『財産法』をさらに分類すると、〈１〉『総則』と〈２〉『物権法』（所有権など「物に対する権利」を規定する）及び〈３〉『債権法』（借

金の返済を求める権利など「特定人に対する権利」 を規定する）の三分野に分かれます。 

本講義ではこのうち、〈3〉「債権法」の中でも「債権総論」（単に条文だけの「債権総則」だけではなく理論的な問題を大きく含む）を扱います。 

債権とは「人に対する権利」だけれど、その人（債務者）に対してのみ請求できます。例えば A が B に金銭を貸し与えた場合、期限がくれば、A

（債権者）は B（債務者）に対して金銭の返済を請求でき、間違っても 一銭も借りていない「人々」C やＤやＥには何も請求できないのが当たり前

ということになります（債権の相対性）。しかし、その反対概念である物権は「物に対する権利」であり、Ｆが所有している書籍は、他人ＧにもＨに

も、第三者全員に所有権を主張でき、結局、誰に対しても返還を請求できる（物権の絶対性）。 

以上のようなことを、総合的に研究し、まとめとして判ってもらうのが、債権法学の基礎というものなのです。 

≪到達目標≫ 

１：債権総則の分野につき、受講生に「基礎的な理解」が身につくよう目指すこと 

２：簡単な事例を通して「受講生の日常生活と民法がいかにかかわってくるか」を理解してもらうこと 
２.授業内容 

第１・２回：債権者代位権 

第３・４回：詐害行為取消権 

第５・６回：多数当事者の債権・債務関係Ⅰ（連帯債務・不真正連帯債務等） 

第７・８回：多数当事者の債権・債務関係Ⅱ（保証債務・等） 

第９・10 回：債権譲渡（債務引き受け・契約上の地位の譲渡を含む） 

第 11～13 回：債権の消滅（弁済[代物弁済・供託等]・相殺・更改・免除・混同） 

第 14 回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

常に事例問題を想定して、解決することに努めてください。 

条文に出てくる ① 意義 ②要件 ③効果には常に注意してください！ 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

できるなら、教科書等をよく読んで（予習）、レジュメも理解してください（復習）。 

５.教科書 

内田貴「民法Ⅲ［第 4 版］」債権総論・担保物権 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
期末試験 100％ ただし、出欠席を確認して減点します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

（再）民法（債権総論）Ⅰ 松野 民雄 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

《授業の概要》 

 民法は、人と人との間の法律関係を規律する最も重要となる法律である。民法の内容は、民法総則、物権法、債権法、家族法（親族・相続）によ

って構成されている。そのうち、債権法部分（民法第三編）は、総論部分と各論部分に分けられる。 

 債権法総論部分は、債権債務関係に関する原則が定められている部分であり、債権の目的、効力、多数当事者の債権債務関係、債権譲渡、債権の

消滅原因などに関する規定が置かれている。この授業では、債権法総論の前半部分の内容に関して、なるべく多くの具体例を用いて解説し、興味深

く債権法総論部分に関する基礎知識を修得できるように進めていく。債権法各論（債権の発生原因）部分に関しては、「民法（契約法）」、「民法（損

害賠償法）」の講義に委ねる。 

 なお、この授業では、公務員試験（国家一般職・地方上級等）、国家試験（宅建・行政書士・司法書士等）の合格も念頭に置いて進めていく。 

 

《授業の到達目標及びテーマ》 

 この授業では、債権法総論部分に関する基礎知識の修得を目的として講義を行う。この授業では、公務員試験（国家一般職・地方上級）、国家試

験（宅建・行政書士・司法書士）の合格レベルの基礎知識の修得と法的思考力の涵養を到達目標としている。 
２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（債権の意義、債権法の概要） 

第２回：債権の性質、債権の発生原因 

第３回：債権の目的（１） 

第４回：債権の目的（２） 

第５回：債権の効力（１） 

第６回：債権の効力（２） 

第７回：債権の効力（３） 

第８回：債務者の責任財産の保全（１） 

第９回：債務者の責任財産の保全（２） 

第 10回：債務者の責任財産の保全（３） 

第 11回：多数当事者の債権債権関係 

第 12回：連帯債権・連帯債務（１） 

第 13回：連帯債権・連帯債務（２） 

第 14回：連帯債権・連帯債務（３） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 受講に際しては、必ず、『六法』と『指定教科書』を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 講義予定のの範囲の内容について、教科書で確認しておくこと。 

５.教科書 

 中舎寛樹著『債権法－債権総論・契約』（日本評論社，2018年 3月） 

６.参考書 

 「六法」（どのようなものでもよい。小型のもので可） 

 「民法判例百選Ⅱ 債権［第 9版］」別冊ジュリスト 263号（2023年 2 月，有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業の進行に合わせて配布する課題（「基礎演習問題」）について、問題解答上の注意および解説を、適宜、授業時に行う。 

８.成績評価の方法 
 授業への出席（３分の２以上）が、当然の前提となる。そして、授業への参加度・受講態度等の平常点（30％）および定期試験の結果（70％）に

よって総合的に評価する。 

９.その他 
 本年度春学期、民法（債権法）が試験科目となっている公務員試験または国家試験に合格した者については、特例措置あり。 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

（再）民法（債権総論）Ⅱ 松野 民雄 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

《授業の概要》 

 民法は、人と人との間の法律関係を規律する最も重要となる法律である。民法の内容は、民法総則、物権法、債権法、家族法（親族・相続）によ

って構成されている。そのうち、債権法部分（民法第三編）は、総論部分と各論部分に分けられる。 

 債権法総論部分は、債権債務関係に関する原則が定められている部分であり、債権の目的、効力、多数当事者の債権債務関係、債権譲渡、債権の

消滅原因などに関する規定が置かれている。この授業では、債権法総論の後半部分の内容に関して、なるべく多くの具体例を用いて解説し、興味深

く債権法総論部分に関する基礎知識を修得できるように進めていく。債権法各論（債権の発生原因）部分に関しては、「民法（契約法）」、「民法（損

害賠償法）」の講義に委ねる。 

 なお、この授業では、公務員試験（国家一般職・地方上級等）、国家試験（宅建・行政書士・司法書士等）の合格も念頭に置いて進めていく。 

 

《授業の到達目標及びテーマ》 

 この授業では、債権法総論部分に関する基礎知識の修得を目的として講義を行う。この授業では、公務員試験（国家一般職・地方上級）、国家試

験（宅建・行政書士・司法書士）の合格レベルの基礎知識の修得と法的思考力の涵養を到達目標としている。 
２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（債権法総論の構造） 

第２回：保証債務（１） 

第３回：保証債務（２） 

第４回：保証債務（３） 

第５回：債権譲渡（１） 

第６回：債権譲渡（２） 

第７回：債権譲渡（３） 

第８回：債務引受、契約引受 

第９回：債権の消滅原因 

第 10回：弁済（１） 

第 11回：弁済（２） 

第 12回：相殺（１） 

第 13回：相殺（２） 

第 14回：更改・免除・混同 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 受講に際しては、必ず、『六法』と『指定教科書』を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 講義予定の範囲の内容について、教科書を確認しておくこと。 

５.教科書 

 中舎寛樹著『債権法－債権総論・契約』（日本評論社，2018年 3月） 

６.参考書 

 「六法」（どのようなものでもよい。小型のもので可） 

 「民法判例百選Ⅱ 債権［第 9版］」別冊ジュリスト 263号（2023年 2 月，有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業の進行に合わせて配布する課題（「基礎演習問題」）について、問題解答上の注意および解説を、適宜、授業時に行う。 

８.成績評価の方法 
 授業への出席（３分の２以上）が、当然の前提となる。そして、授業への参加度・受講態度等の平常点（30％）および定期試験の結果（70％）に

よって総合的に評価する。 

９.その他 
 本年度秋学期、民法（債権法）が試験科目となっている公務員試験、国家試験または検定試験（法学検定試験等）に合格した者については、特例

措置あり。 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

刑法（各論）Ⅰ 阿部 力也 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

＜授業の概要＞ 

 刑法総論が「犯罪の一般的な成立要件」を説明することに主眼が置かれるのに対して、刑法各論では、個別・具体的な各犯罪の成立要件の分析・

検討に主眼が置かれる。いいかえると、「構成要件」を各犯罪に従って具体化していく作業が刑法各論においては重要となる。その際、たんにテクニ

カルタームの説明に終始するのではなく、簡単ではあるが、できるだけ「具体的な事例」に当てはめて考えることで、この講義をリアルな「法解釈」

の実践の場として展開していきたいと考えている。 

＜到達目標＞ 

１．刑法各論における基本的知識を修得し、基本的な法的思考方法を展開すること。 

２．実践・応用力を身につけることにより、具体的な事例の分析・検討を行い、一定の解答を導くこと。 

２.授業内容 

第 1 回 ガイダンス  概要：刑法各論の意義、この授業の概要、授業の到達目標および授業の進め方について説明を行う。そのうえで、刑法総論

で検討した犯罪の一般的成立要件について復習を行う。 

第 2 回 生命・身体に対する罪（１）（殺人、傷害）  概要：殺人および傷害の罪について学ぶ。 

第 3 回 生命・身体に対する罪（２）（暴行、堕胎）  概要：暴行罪、過失傷害の罪および堕胎の罪について学ぶ。 

第 4 回 生命・身体に対する罪（３）（遺棄）  概要：遺棄の罪について学ぶ。 

第 5 回 自由に対する罪（１）（逮捕・監禁、脅迫、拐取）  概要：逮捕・監禁、脅迫、拐取および人身売買の罪について学ぶ。 

第 6 回 自由に対する罪（２）（住居侵入、秘密漏示）  概要：住居を侵す罪および秘密を侵す罪について学ぶ。 

第 7 回 自由に対する罪（３）（わいせつ、強制性交）  概要：わいせつ・強制性交の罪について学ぶ。 

第 8 回 名誉および信用に対する罪（１）（名誉毀損）  概要：名誉に対する罪について学ぶ。 

第 9 回 名誉および信用に対する罪（２）（名誉毀損罪における公共の利害に関する特例、信用毀損、業務妨害）  概要：信用および業務に対す

る罪について学ぶ。 

第 10回 財産に対する罪（総論・１）（財産犯の構造・財産犯の保護法益）  概要：財産犯の基本事項、財産罪の分類、財産犯の保護法益につい

て学ぶ。 

第 11回 財産に対する罪（総論・２）（不法領得の意思）  概要：領得罪における不法領得の意思について、その要否および内容について学ぶ。 

第 12回 財産に対する罪（１）（窃盗）  概要：窃盗の罪について学ぶ。 

第 13回 財産に対する罪（２）（強盗）  概要：強盗の罪について学ぶ。 

第 14回 財産に対する罪（３）（事後強盗・強盗致死傷等）  概要：事後強盗罪、強盗予備罪、強盗致死傷等罪について学ぶ。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義科目という性格上、双方向的な授業ということは望めないので、前記の授業内容の当該箇所を指定された教科書・参考書で予習したうえで

（目を通すくらいでも構わないので）、授業に臨んでほしい。一度読み込む（目を通す）だけでも授業を聞いた感じが違ってくると思う。そのうえで

授業を聞いて疑問に思ったところ、さらには「先ほどの授業での説明を前提にすると、さらに別の事例に当てはめた場合には結論は変わるのではな

いか」といった皆さんからの「挑戦的な質問」は大歓迎である。一緒に考えていきたいと思っている。 

 なお、この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが、指針の「レベル」に変更があった場合にはシラバスの補足によっ

て対応するので、履修者の皆さんは、適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 授業前に、各回の予め指定されテーマについて、講義案の該当部分を 1 回は（最低でも）目を通しておいて欲しい。 

【復習すべき内容】 講義案に記載されている基本・重要事項について、手持ちの基本書・体系書と連関させながらさらに読み込むことで、正確に

理解できるようにしておいて欲しい。 

５.教科書 

 阿部力也『刑法各論講義案』（成文堂）を使用する。 

６.参考書 

 とくに指定はしないが、手持ちの基本書・体系書を随時使用して欲しい。余裕があれば、「判例百選」などの判例の解説書・資料集は持っていた

ほうが良い。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  定期試験（期間内試験）終了後に、出題の趣旨、採点実感について Oh-o!Meiji のクラスウェブ上で公開する。小テストあるいはレポート課題を

科した場合でも同様にクラスウエブにて公開する予定である。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（期間内試験）において 100％評価することを原則とするが、受講生の修得・学習状況を勘案し、場合により「小テスト（択一式）」ある

いは「中間レポート」を提出させる場合もある。なお、その場合の評価割合は、定期試験 70%、小テスト・レポート 30％とする。なお後者の場合に

は事前に告知し、十分に時間的余裕を設定したうえで実施する。成績評価基準は、①基本的知識（理論的な側面、条文解釈の基礎）の修得ができて

いるか、②判例を的確に理解しているか、③基本的知識を使用し事例への当てはめができているか（基本的知識の応用）の諸点である。 

 なお、明治大学活動制限指針のレベルに変更があった場合には、小テスト（30％）と学期末レポート（70％）で評価する。この場合も、十分に事

前の周知期間を設けることとする。 

９.その他 
 司法試験、法科大学院入試、予備試験等にも対応できる基礎知識の習得を目指すことも目標の１つである。 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

刑法（各論）Ⅱ 阿部 力也 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

＜授業の概要＞ 

 刑法総論が「犯罪の一般的な成立要件」を説明することに主眼が置かれたのに対して、刑法各論では、個別・具体的な各犯罪の成立要件の分析・

検討に主眼が置かれる。いいかえると、「構成要件」を各犯罪に従って具体化していく作業が刑法各論においては重要になる。その際、たんにテクニ

カルタームの説明に終始するのではなく、簡単ではあるが、できるだけ「具体的な事例」に当てはめて考えることで、この講義をリアルな「法解釈」

の実践の場として展開していきたいと考えている。 

＜到達目標＞ 

１．刑法各論における基本的知識を修得し、基本的な法的思考方法を展開すること。 

２．実践・応用力を身につけることにより、具体的な事例の分析・検討を行い、一定の解答を導くこと。 

２.授業内容 

第 1 回 ガイダンス、財産に対する罪（１）（詐欺）  概要：刑法各論の意義、この講義の到達目標、講義の概要および進め方についてあらため

て説明を行う。そのうえで、詐欺の罪について学ぶ。 

第２回 財産に対する罪（２）（詐欺の諸問題①）  概要：詐欺罪の解釈論上の重要問題について分析・検討する。 

第３回 財産に対する罪（３）（詐欺の諸問題②、恐喝）  概要：詐欺罪の解釈論上の重要問題について分析・検討する。恐喝罪について学ぶ。 

第４回 財産に対する罪（４）（横領、背任）  概要：横領および恐喝の罪について学ぶ。 

第５回 財産に対する罪（５）（横領、背任の諸問題）  概要：横領および恐喝罪の解釈論上の重要問題について分析・検討する。 

第６回 財産に対する罪（６）（盗品関与、毀棄・隠匿）  概要：盗品等に関する罪および毀棄・隠匿の罪について学ぶ。 

第７回 公共の平穏・安全に対する罪（１）（騒乱、放火）  概要：騒乱の罪および放火の罪に関する基本的事項について学ぶ。 

第８回 公共の平穏・安全に対する罪（２）（放火の諸問題、出水・往来妨害、その他）  概要：放火罪の解釈論上の重要問題、出水に関する罪・

往来を妨害する罪、関連するその他の罪について分析・検討する。 

第９回 公共の信用に対する罪（１）（文書偽造）  概要：文書偽造の罪に関する基本的事項を学ぶ。 

第 10回 公共の信用に対する罪（２）（文書偽造の諸問題）  概要：文書偽造罪の解釈論上の重要問題について分析・検討する。 

第 11回 公共の信用に対する罪（３）（各種の偽造罪）、風俗に対する罪  概要：有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章

偽造の罪、不正指令電磁的記録に関する罪、わいせつおよび重婚の罪、賭博および富くじに関する罪、礼拝所および墳墓に関する罪について学ぶ。

なお今回のテーマは、全体の進捗状況を考えて省略する場合がある。 

第 12回 国家の存立・国際関係に対する罪、国家の作用に対する罪（１）（公務執行妨害）  概要：内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関

する罪、公務の執行を妨害する罪について学ぶ。 

第 13回 国家の作用に対する罪（２）（逃走、犯人蔵匿、証拠隠滅、偽証、虚偽告訴）  概要：逃走の罪、犯人蔵匿および証拠隠滅の罪、偽証の

罪、虚偽告訴の罪について学ぶ。 

第 14回 国家の作用に対する罪（３）（汚職）  概要：汚職の罪について学ぶ。  ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義科目という性格上、双方向的な授業ということは望めないので、前記の授業内容の当該箇所を指定された教科書・参考書で予習したうえで

（目を通すくらいでも構わないので）、授業に臨んでほしい。一度読み込む（目を通す）だけでも授業を聞いた感じが違ってくると思う。そのうえで

授業を聞いて疑問に思ったところ、さらには「先ほどの授業での説明を前提にすると、さらに別の事例に当てはめた場合には結論は変わるのではな

いか」といった皆さんからの「挑戦的な質問」は大歓迎である。一緒に考えていきたいと思っている。 

 なお、この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが、指針の「レベル」に変更があった場合にはシラバスの補足によっ

て対応するので、履修者の皆さんは、適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 授業前に、各回の予め指定されテーマについて、講義案の該当部分を 1 回は（最低でも）目を通しておいて欲しい。 

【復習すべき内容】 

 講義案に記載されている基本・重要事項について、手持ちの基本書・体系書と連関させながらさらに読み込むことで、正確に理解できるようにし

ておいて欲しい。 

５.教科書 

 阿部力也『刑法各論講義案』（成文堂）を使用する。 

６.参考書 

 とくに指定はしないが、手持ちの基本書・体系書を随時使用して欲しい。余裕があれば、「判例百選」などの判例の解説書・資料集は持っていた

ほうが良い。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  定期試験（期間内試験）終了後に、出題の趣旨、採点実感について Oh-o!Meiji のクラスウェブ上で公開する。小テストあるいはレポート課題を

科した場合でも同様にクラスウエブにて公開する予定である。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（期間内試験）において 100％評価することを原則とするが、受講生の修得・学習状況を勘案し、場合により「小テスト（択一式）」ある

いは「中間レポート」を提出させる場合もある。なお、その場合の評価割合は、定期試験 70%、小テスト・レポート 30％とする。なお後者の場合に

は事前に告知し、十分に時間的余裕を設定したうえで実施する。成績評価基準は、①基本的知識（理論的な側面、条文解釈の基礎）の修得ができて

いるか、②判例を的確に理解しているか、③基本的知識を使用し事例への当てはめができているか（基本的知識の応用）の諸点である。 

 なお、明治大学活動制限指針のレベルに変更があった場合には、小テスト（30％）と学期末レポート（70％）で評価する。この場合も、十分に事

前の周知期間を設けることとする。 

９.その他 
 司法試験、法科大学院入試、予備試験等にも対応できる基礎知識の習得を目指すことも目標の１つである。 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

刑法（各論）Ⅰ 内田 幸隆 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講では、刑法総論の理論的枠組みを背景とした上で、個々の犯罪の成立要件について考察する。具体的なテーマとして、この講義では、個別の

犯罪において最も議論が錯綜している財産犯論を扱う。まず、財産犯の体系を概観しつつ、窃盗罪など主要な財産犯の成否を検討する。 

【到達目標】 

 受講生においては、具体的な事例を踏まえた上で、そこで何が問題となっているのか論点を明らかにし、当該論点に関して展開されている学説・

判例を把握できるようになることが目標となる。また、単に学説・判例を暗記するのではなく、条文解釈を通じて、説得力ある理由付けを提示する

ことが求められる。 

 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：刑法の解釈、保護法益の概要 

第３回：財産犯の体系 

第４・５回：窃盗罪 

第６回：強盗罪 

第７・８回：詐欺罪 

第９回：恐喝罪 

第 10・11 回：横領罪 

第 12回：背任罪 

第 13回：盗品等関与罪 

第 14回：毀棄・隠匿罪 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 犯罪の成立に関係する記事・ニュースに日ごろから関心を持つこと。授業には必ず最新の六法を持ってくること。また、発言を求めることがある

ので、積極的に授業に参加して欲しい。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 準備学習として、各回のテーマごとに指定した教科書の該当ページをよく読んでおくこと。 

 復習として、教科書の該当ページを再度読むこと。また、指定した参考書の該当ページも読むことによって、各回のテーマに関する応用問題につ

いても各自で検討すること。復習した際に生まれた疑問点をまとめて、次回の授業時に質問するための準備をすること。 

 準備学習、復習ともに所要時間については、１時間以上が見込まれる。 

５.教科書 

 『刑法各論』浅田和茂（成文堂，2020） 

６.参考書 

 『財産犯バトルロイヤル』高橋則夫ほか（日本評論社，2017） 

 『刑法各論』〔第 2 版〕松原芳博（日本評論社，2021） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業期間内に実施する課題や定期試験については、全体に対する講評を採点後に掲示する。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（100％）によって評価する。なお、授業中の発言内容を別途評価する場合がある。その場合は、授業中の発言内容に対する評価の割合

を最大で 10％とする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

刑法（各論）Ⅱ 内田 幸隆 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講では、刑法総論の理論的枠組みを背景とした上で、個々の犯罪の成立要件について考察する。具体的なテーマとして、財産犯を除く個人法益

に対する罪、社会法益に対する罪、国家法益に対する罪を扱う。 

【到達目標】 

 受講生においては、具体的な事例を踏まえた上で、そこで何が問題となっているのか論点を明らかにし、当該論点に関して展開されている学説・

判例を把握できるようになることが目標となる。また、単に学説・判例を暗記するのではなく、条文解釈を通じて、説得力ある理由付けを提示する

ことが求められる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：殺人の罪 

第３回：傷害の罪 

第４回：遺棄の罪 

第５回：自由に対する罪 

第６回：性的自由に対する罪 

第７回：住居を侵す罪 

第８回：名誉に対する罪 

第９回：放火の罪 

第 10回：文書偽造の罪 

第 11回：わいせつの罪 

第 12回：公務の執行を妨害する罪 

第 13回：司法作用に対する罪 

第 14回：汚職の罪 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 犯罪の成立に関係する記事・ニュースに日ごろから関心を持つこと。授業には必ず最新の六法を持ってくること。また、発言を求めることがある

ので、積極的に授業に参加して欲しい。 

 なお、この科目を履修する場合は、本担当者の「刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ」をセットで履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 準備学習として、各回のテーマごとに指定した教科書の該当ページをよく読んでおくこと。 

 復習として、教科書の該当ページを再度読むこと。また、指定した参考書の該当ページも読むことによって、各回のテーマに関する応用問題につ

いても各自で検討すること。復習した際に生まれた疑問点をまとめて、次回の授業時に質問するための準備をすること。 

 準備学習、復習ともに所要時間については、１時間以上が見込まれる。 

５.教科書 

 『刑法各論』浅田和茂（成文堂，2020） 

６.参考書 

 『刑法各論』〔第２版〕松原芳博（日本評論社，2021） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業期間内に実施する課題や定期試験については、全体に対する講評を採点後に掲示する。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（100％）によって評価する。なお、授業中の発言内容を別途評価する場合がある。その場合は、授業中の発言内容に対する評価の割合

を最大で 10％とする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

刑法（各論）Ⅰ 中空 壽雅 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 （授業の概要） 

刑法各論では、すべての犯罪が共通してもつ性質を解明し犯罪の成立要件を追求する刑法総論とは異なり、各犯罪類型の意味範囲・処罰の射程を学

習します。その意味では、それぞれの犯罪類型の個性を解明するといってもよいでしょう。しかしながら、その個性に迫るアプローチはすべての犯

罪類型において同じです。そこに条文の解釈方法・刑法的思考方法があらわれています。したがって、授業では、各犯罪類型のもつ個性の理解と共

に刑法的思考方法の体得も目指したいと考えています。 

刑法各論 I では、個人的法益に対する罪のうち、生命・身体に対する罪、自由に対する罪、名誉に対する罪を中心に学習します。 

 （到達目標） 

⑴それぞれの犯罪の成立要件が理解できていること。 

⑵犯罪成立要件に関する知識を実際の事例解明に使用できること。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション―刑法各論とは何か、刑法各論で何を学ぶのか？ 

第２回：生命の保護について―特に人の始期と終期 

第３回：殺人罪をめぐる諸問題 

第４回：傷害罪・暴行罪をめぐる諸問題 

第５回：遺棄罪をめぐる諸問題 

第６回：その他の生命に対する罪について―堕胎罪を中心に 

第７回：身体の自由に関する罪 その 1 逮捕・監禁 

第８回：身体の自由に関する罪 その 2 脅迫・強要・拐取 

第９回：性的自由に関する罪 

第 10回：私生活の平穏に関する罪 

第 11回：名誉毀損罪・侮辱罪 

第 12回：名誉毀損罪―特に憲法 21 条との関係について 

第 13回：信用・業務に関する罪 

第 14回：春学期学習内容のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業には必ず事前に配布した講義資料をプリントアウトしたものと六法を持参すること。 

予習より毎回の授業の復習を心がけること。 

なお、この科目を履修する場合には、同担当者の刑法（各論）II を履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

（準備学習の内容） 

Oh-o! Meiji システムで配布する講義資料をプリントアウトし、授業項目についてあらかじめ確認しておくこと。 

（復習すべき内容） 

犯罪の成立要件について、指定された事例を使って確認しておくこと。 

毎回の学習事項については、確認サブノートを配布するので、次の週までに必ずやっておくこと。 

５.教科書 

『基本刑法Ⅱ 各論』大塚裕史ほか（日本評論社） 

６.参考書 

『刑法各論』高橋則夫（成文堂） 

『講義刑法学・各論』井田良（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験については、実施後に Oh-o! Meiji システムを利用して採点基準と解説プリントを配布します。 

小テストは Oh-o! Meiji システムを利用して行います。解答と採点も Oh-o! Meiji システムで知らせ、誤答が多かった問題については、授業で解説

します。 

８.成績評価の方法 
（成績評価の方法） 

定期テスト（６0パーセント）と小テスト（４0 パーセント）で行います。 

（成績評価の基準） 

⑴各犯罪の成立要件をきちんと理解できているか 

⑵事例に学説を適用できるか 

９.その他 
第１回目の講義で、学習方法や六法の使用方法等をあわせて説明します。 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

刑法（各論）Ⅱ 中空 壽雅 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 （授業の内容） 

刑法各論では、すべての犯罪が共通してもつ性質を解明し犯罪の成立要件を追求する刑法総論とは異なり、各犯罪類型の意味範囲・処罰の射程を学

習します。その意味では、それぞれの犯罪類型の個性を解明するといってもよいでしょう。しかしながら、その個性に迫るアプローチはすべての犯

罪類型において同じです。そこに条文の解釈方法・刑法的思考方法があらわれています。したがって、授業では、各犯罪類型のもつ個性の理解と共

に刑法的思考方法の体得も目指したいと考えています。 

刑法各論 IIでは、個人的法益に対する罪のうち財産罪を、放火罪や文書偽造罪のような社会的法益に対する罪と国家的法益に対する罪を学習しま

す。 

 （授業の到達目標） 

⑴各犯罪の成立要件が理解できていること。 

⑵各犯罪の成立要件について知識を事例に適用できること。 
２.授業内容 

第１回：財産罪の全体像について確認する 

第２回：窃盗罪について 

第３回：強盗罪・恐喝罪について 

第４回：準強盗罪について 

第５回：詐欺罪の成立要件について 

第６回：詐欺罪をめぐる諸問題について 

第７回：横領罪・背任罪について 

第８回：その他の財産罪について 

第９回：財産罪の学習内容の確認 

第 10回：文書偽造罪について 

第 11回：放火罪について 

第 12回：賄賂罪について 

第 13回：公務執行妨害罪について 

第 14回：犯人蔵匿罪・偽造罪等について 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業にはあらかじめ配布する講義資料をプリントアウトしたものと六法を必ず持参すること。 

なお、この科目を履修する場合には、同担当者の刑法（各論）Ｉを履修していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

（準備学習の内容） 

Oh-o! Meiji システムで配布する講義資料をプリントアウトし、あらかじめ学習項目を確認しておくこと。 

（復習すべき内容） 

学習した犯罪の成立要件を、指定された事例を使って確認すること。 

５.教科書 

『基本刑法Ⅱ各論』大塚裕史ほか（日本評論社） 

６.参考書 

『刑法各論』高橋則夫（成文堂） 

『講座刑法学・各論』井田良（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験については、実施後に Oh-o! Meiji システムを利用して採点基準と解説プリントを配布します。 

小テストは Oh-o! Meiji システムを利用して行います。解答と採点も Oh-o! Meiji システムで知らせ、誤答が多かった問題については、授業で解説

します。 

８.成績評価の方法 
（成績評価の方法） 

定期テスト（70 パーセント）と小テスト（30 パーセント）で行います。 

（成績評価の基準） 

⑴各犯罪の成立要件きちんと理解できているか 

⑵学説を事例に適用できるか 

９.その他 
第１回目の講義で、学習方法や六法の使用方法等をあわせて説明します。 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

刑法（各論）Ⅰ 長谷川 裕寿 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】  

刑法は刑罰法規に定められた行為を行った者を処罰する法ですが、その反面として、「犯罪として規定されていない行為は自由に行える」といった

自由を保障する機能があります。私たちが自分の持っている自由を最大限に行使し、自らの人格を自由に形成することができるためにも、刑罰法規

の中心的存在である刑法典、その第二編「罪」によって処罰の対象とされている行為とはどのようなものであるかを知っておかなければなりません。 

判例・学説が対立する場面を集中的に講義することになりますが、その際には、なぜそのような対立が見られるのか、それぞれの見解がどのような

観点を重視しているのかをできるかぎり丁寧に説明したいと思います。 

【授業の到達目標】 

判例・学説に関する理解を深め、「この学説からは論理的にこうなる、あの学説からは論理的にああなる」といった具合に、刑法を素材にして各自

「頭の体操」（論理的思考・多角的思考）ができるようになること、これが本講義の究極目標です。 

２.授業内容 

第１回：刑法各論の全体像 

第２回：社会に対する罪 放火罪①保護法益論、成立要件論（108条を中心に）    

第３回：社会に対する罪 放火罪②成立要件論（109 条、110 条を中心に） 

第４回：社会に対する罪 文書偽造罪①保護法益論・成立要件論 

第５回：社会に対する罪 文書偽造罪②代理人名義の冒用等、個別問題 

第６回：社会に対する罪 わいせつの罪（175 条を中心に） 

第７回：国家に対する罪 公務執行妨害罪①保護法益論 

第８回：国家に対する罪 公務執行妨害罪②成立要件論 

第９回：個人に対する罪 業務妨害罪 

第 10回：国家に対する罪 犯人蔵匿罪・隠避罪    

第 11回：国家に対する罪 証拠隠滅罪    

第 12回：国家に対する罪 偽証罪 

第 13回：国家に対する罪 賄賂罪①保護法益論 

第 14回：国家に対する罪 賄賂罪②成立要件論 

 

年初のガイダンスで、当該年度の指針を示しますので、必ず出席してください。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法（どの出版社のものでもよい。）は必ず持参してください。 

なお、この科目を履修する場合は、あわせて同担当者の「刑法（各論）Ⅱ」も履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

レジュメ等で次回取り扱う個所を明示しますので、あらかじめ教科書の該当箇所を通読しておいてください（１時間程度）。時間の関係上、判例を

一つひとつ取り上げ詳しく検討することはできませんので、判例の概要をおさえておくと、講義の内容も理解しやすくなるでしょう。 

授業が終わったら、短答式問題を各自解くなどして、知識の充実を図ってください。（１時間程度） 

５.教科書 

『刑法各論〔第 4 版〕』高橋則夫（成文堂） 

『刑法各論講義〔第 5版〕』松宮孝明（成文堂） 

上記のうち、自分の考え方に近い教科書を選ぶとよいでしょう。 

あくまで予習・復習のためのものです。基本的に、授業中に該当ページを開いて、解説することはありません。 

予習等の便宜を考えて、レジュメには、上記教科書の該当ページを示します。 

６.参考書 

『刑法判例百選Ⅱ各論〔第 8版〕』西田典之ほか編（有斐閣） 

レジュメを配布する予定です。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji や GoogleFormを利用して配信する予定です。 

８.成績評価の方法 
定期試験の成績によって判定します（100％）。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

（再）刑法（各論）Ⅰ 長谷川 裕寿 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】  

刑法は刑罰法規に定められた行為を行った者を処罰する法ですが、その反面として、「犯罪として規定されていない行為は自由に行える」といった

自由を保障する機能があります。私たちが自分の持っている自由を最大限に行使し、自らの人格を自由に形成することができるためにも、刑罰法規

の中心的存在である刑法典、その第二編「罪」によって処罰の対象とされている行為とはどのようなものであるかを知っておかなければなりません。 

判例・学説が対立する場面を集中的に講義することになりますが、その際には、なぜそのような対立が見られるのか、それぞれの見解がどのような

観点を重視しているのかをできるかぎり丁寧に説明したいと思います。 

【授業の到達目標】 

判例・学説に関する理解を深め、「この学説からは論理的にこうなる、あの学説からは論理的にああなる」といった具合に、刑法を素材にして各自

「頭の体操」（論理的思考・多角的思考）ができるようになること、これが本講義の究極目標です。 

２.授業内容 

第１回：刑法各論の全体像 

第２回：社会に対する罪 放火罪①保護法益論、成立要件論（108条を中心に）    

第３回：社会に対する罪 放火罪②成立要件論（109 条、110 条を中心に） 

第４回：社会に対する罪 文書偽造罪①保護法益論・成立要件論 

第５回：社会に対する罪 文書偽造罪②代理人名義の冒用等、個別問題 

第６回：社会に対する罪 わいせつの罪（175 条を中心に） 

第７回：国家に対する罪 公務執行妨害罪①保護法益論 

第８回：国家に対する罪 公務執行妨害罪②成立要件論 

第９回：個人に対する罪 業務妨害罪 

第 10回：国家に対する罪 犯人蔵匿罪・隠避罪    

第 11回：国家に対する罪 証拠隠滅罪    

第 12回：国家に対する罪 偽証罪 

第 13回：国家に対する罪 賄賂罪①保護法益論 

第 14回：国家に対する罪 賄賂罪②成立要件論 

 

年初のガイダンスで、当該年度の指針を示しますので、必ず出席してください。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法（どの出版社のものでもよい。）は必ず持参してください。 

なお、この科目を履修する場合は、あわせて同担当者の「刑法（各論）Ⅱ」も履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

レジュメ等で次回取り扱う個所を明示しますので、あらかじめ教科書の該当箇所を通読しておいてください（１時間程度）。時間の関係上、判例を

一つひとつ取り上げ詳しく検討することはできませんので、判例の概要をおさえておくと、講義の内容も理解しやすくなるでしょう。 

授業が終わったら、短答式問題を各自解くなどして、知識の充実を図ってください。（１時間程度） 

５.教科書 

『刑法各論〔第 4 版〕』高橋則夫（成文堂） 

『刑法各論講義〔第 5版〕』松宮孝明（成文堂） 

上記のうち、自分の考え方に近い教科書を選ぶとよいでしょう。 

あくまで予習・復習のためのものです。基本的に、授業中に該当ページを開いて、解説することはありません。 

予習等の便宜を考えて、レジュメには、上記教科書の該当ページを示します。 

６.参考書 

『刑法判例百選Ⅱ各論〔第 8版〕』西田典之ほか編（有斐閣） 

レジュメを配布する予定です。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji や GoogleFormを利用して配信する予定です。 

８.成績評価の方法 
定期試験の成績によって判定します（100％）。 

９.その他 

344



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW251J 

（再）刑法（各論）Ⅱ 長谷川 裕寿 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】  

刑法は刑罰法規に定められた行為を行った者を処罰する法ですが、その反面として、「犯罪として規定されていない行為は自由に行える」といった

自由を保障する機能があります。私たちが自分の持っている自由を最大限に行使し、自らの人格を自由に形成することができるためにも、刑罰法規

の中心的存在である刑法典、その第二編「罪」によって処罰の対象とされている行為とはどのようなものであるかを知っておかなければなりません。 

判例・学説が対立する場面を集中的に講義することになりますが、その際には、なぜそのような対立が見られるのか、それぞれの見解がどのような

観点を重視しているのかをできるかぎり丁寧に説明したいと思います。 

【授業の到達目標】 

判例・学説に関する理解を深め、「この学説からは論理的にこうなる、あの学説からは論理的にああなる」といった具合に、刑法を素材にして各自

「頭の体操」（論理的思考・多角的思考）ができるようになること、これが本講義の究極目標です。 

２.授業内容 

第１回：窃盗罪①保護法益論 

第２回：窃盗罪②成立要件論（客観） 

第３回：窃盗罪③成立要件論（主観） 

第４回：窃盗罪④親族間の特例 

第５回：強盗罪① 

第６回：強盗罪②事後強盗罪 

第７回：強盗罪③強盗致死傷罪 

第８回：詐欺罪 

第９回：恐喝罪 

第 10回：横領罪 

第 11回：背任罪 

第 12回：盗品等関与罪 

第 13回：毀棄罪・隠匿罪 

第 14回：まとめ（補論） 

 

年初のガイダンスで、当該年度の指針を示しますので、必ず出席してください。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法（どの出版社のものでもよい。）は必ず持参してください。 

なお、この科目を履修する場合は、あわせて同担当者の「刑法（各論）Ⅰ」も履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

レジュメ等で次回取り扱う個所を明示しますので、あらかじめ教科書の該当箇所を通読しておいてください（１時間程度）。時間の関係上、判例を

一つひとつ取り上げ詳しく検討することはできませんので、判例の概要をおさえておくと、講義の内容も理解しやすくなるでしょう。 

授業が終わったら、短答式問題を各自解くなどして、知識の充実を図ってください。（１時間程度） 

５.教科書 

『刑法各論〔第 4 版〕』高橋則夫（成文堂） 

『刑法各論講義〔第 5版〕』松宮孝明（成文堂） 

上記のうち、自分の考え方に近い教科書を選ぶとよいでしょう。 

あくまで予習・復習のためのものです。基本的に、授業中に該当ページを開いて、解説することはありません。 

予習等の便宜を考えて、レジュメには、上記教科書の該当ページを示します。 

６.参考書 

『刑法判例百選Ⅱ各論〔第 8版〕』西田典之ほか編（有斐閣） 

レジュメを配布する予定です。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji や GoogleFormを利用して配信する予定です。 

８.成績評価の方法 
定期試験の成績によって判定します（100％）。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW251J 

刑法（各論）Ⅱ 長谷川 裕寿 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】  

刑法は刑罰法規に定められた行為を行った者を処罰する法ですが、その反面として、「犯罪として規定されていない行為は自由に行える」といった

自由を保障する機能があります。私たちが自分の持っている自由を最大限に行使し、自らの人格を自由に形成することができるためにも、刑罰法規

の中心的存在である刑法典、その第二編「罪」によって処罰の対象とされている行為とはどのようなものであるかを知っておかなければなりません。 

判例・学説が対立する場面を集中的に講義することになりますが、その際には、なぜそのような対立が見られるのか、それぞれの見解がどのような

観点を重視しているのかをできるかぎり丁寧に説明したいと思います。 

【授業の到達目標】 

判例・学説に関する理解を深め、「この学説からは論理的にこうなる、あの学説からは論理的にああなる」といった具合に、刑法を素材にして各自

「頭の体操」（論理的思考・多角的思考）ができるようになること、これが本講義の究極目標です。 

２.授業内容 

第１回：窃盗罪①保護法益論 

第２回：窃盗罪②成立要件論（客観） 

第３回：窃盗罪③成立要件論（主観） 

第４回：窃盗罪④親族間の特例 

第５回：強盗罪① 

第６回：強盗罪②事後強盗罪 

第７回：強盗罪③強盗致死傷罪 

第８回：詐欺罪 

第９回：恐喝罪 

第 10回：横領罪 

第 11回：背任罪 

第 12回：盗品等関与罪 

第 13回：毀棄罪・隠匿罪 

第 14回：まとめ（補論） 

 

年初のガイダンスで、当該年度の指針を示しますので、必ず出席してください。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法（どの出版社のものでもよい。）は必ず持参してください。 

なお、この科目を履修する場合は、あわせて同担当者の「刑法（各論）Ⅰ」も履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

レジュメ等で次回取り扱う個所を明示しますので、あらかじめ教科書の該当箇所を通読しておいてください（１時間程度）。時間の関係上、判例を

一つひとつ取り上げ詳しく検討することはできませんので、判例の概要をおさえておくと、講義の内容も理解しやすくなるでしょう。 

授業が終わったら、短答式問題を各自解くなどして、知識の充実を図ってください。（１時間程度） 

５.教科書 

『刑法各論〔第 4 版〕』高橋則夫（成文堂） 

『刑法各論講義〔第 5版〕』松宮孝明（成文堂） 

上記のうち、自分の考え方に近い教科書を選ぶとよいでしょう。 

あくまで予習・復習のためのものです。基本的に、授業中に該当ページを開いて、解説することはありません。 

予習等の便宜を考えて、レジュメには、上記教科書の該当ページを示します。 

６.参考書 

『刑法判例百選Ⅱ各論〔第 8版〕』西田典之ほか編（有斐閣） 

レジュメを配布する予定です。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji や GoogleFormを利用して配信する予定です。 

８.成績評価の方法 
定期試験の成績によって判定します（100％）。 

９.その他 
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６ 演習科目群 
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専門演習 A・BⅠ／A・BⅡ（概要）  

各 2単位 駿河台キャンパス 
A・BⅠ：春学期 

A・BⅡ：秋学期 
１.授業の概要・到達目標 

演習（ゼミ）とは、教員の指導の下に学生がその専門分野について討議・研究を行う授業をいいます。演習を大学が設置する趣旨は、講義による教

育を補完し、これとあいまって大学教育を完全なものにすることにあります。 

専門演習は、各コースともに共通で、3・4 年次配当の必修科目となっています。したがって各コースの学生からの多様な要求にも応じられるように、

多数の多様な演習が用意されています。ゼミ生を募集する授業の中から、興味ある演習を選択して下さい。また、演習の趣旨からして 3 年次で選択

した演習Ａを 4年次も引続き演習Ｂとして履修することが望まれます。 

２.授業内容 

授業内容は、演習の担当者により異なります。その一例を示すと以下の通りです。 

第 1 回：a のみ：イントロダクション 

第 2 回：年間計画の確定と報告・レポートに関する事例・事件の決定 

第 3 回：担当教員による事例・事件についての基礎理論の解説（1）   

第 4 回：担当教員による事例・事件についての基礎理論の解説（2） 

第 5〜12回：報告・レポート担当者による報告（1）〜（8）、討論、教員のコメント 

第 13回：これまでの報告についての論点整理と評価 

第 14回：まとめと今後の課題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 
専門演習は、われわれの社会あるいは法律学がどのような問題を抱えているかを的確にとらえる鋭敏な感覚、その正しい解決はどうあるべきかを見

極める的確な判断力、そのような解決を実現するための効果的な方策を案出する豊かな構想力を養成することを目的としています。したがって、演

習にあっては、学生は静かな聴衆ではなく、積極的にその討議に参加する当事者でなければなりません。学生全員が演習に積極的に参加することを

希望します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 
予定されている各回の演習内容について予め確認し、分からない用語や理論について調べておくことが不可欠です。そうすることで、演習の理解度

は格段に上がることになります。 

５.教科書 
『法学部演習案内』や『Oh-o! Meiji』のクラスウェブ参照。 

６.参考書 
『法学部演習案内』や『Oh-o! Meiji』のクラスウェブ参照。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
『Oh-o! Meiji』のクラスウェブ参照。 

８.成績評価の方法 
『法学部演習案内』や『Oh-o! Meiji』のクラスウェブ参照。 

９.その他 
Oh-o! Meiji を積極的に活用してください。 
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科目ナンバー : (LA)ACD122J 

（再）アカデミックライティング（概要）  

1単位 和泉キャンパス 春または秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

大学で学ぶ際には、レポートや論文を作成する技術が不可欠である。高校時代までに書き慣れた「作文」や「小レポート」などとは異なり、レポー

トや論文は参考文献のリサーチや精読、自身の意見の明確化、そして読み手が理解しやすい文章構成などが要求される。にも関わらず、論述の前提

となる出典注記や参考文献のリストアップさえ、満足に行えない学生が少なくない。このような状況に鑑み、本授業ではレポートの作成法を順番に

説明し、それらを 1 ステップごとに実践し、レポートの形式的な諸要件を理解することに重点を置く。 

２.授業内容 

第 1 回：イントロダクション（2グループ合同で行う。必ず出席すること） この授業の目的／レポート仮テーマの設定 

第 2 回：テーマの設定に際する注意点／参考文献の「読書」 

第 3 回：レポート・論文の「型」／客観的な視点（比較・対象）の必要性 

第 4 回：CiNii Artices で研究の最新動向を知る／文献リストの作成 

第 5 回：文献引用の作法／発表資料の作り方 

第 6 回：各自のレポートに関する口頭発表 

第 7 回：レポート提出に際する注意点（2 グループ合同で行う場合もある） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

演習形式の授業であるため、積極的に参加しようとする意欲をもって出席してほしい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

あらかじめ指定された参考書の該当箇所や指定された文献に目を通して授業に参加すること。授業後にも、もう一度指定された該当箇所や文献を

読み、課題がある場合には、それに取り組むこと。 

５.教科書 

指定しない。 

６.参考書 

『最新版 大学生のためのレポート・論文術（講談社現代新書）』（講談社，2018） 

『新版 論文の教室 レポートから卒論まで（NHK ブックス）』（NHK 出版，2012） 

『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』大島弥生ほか（ひつじ書房，第 2 版，2014） 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
授業中での発言や報告、ならびに課題（レポートを含む）により評価する（授業回数の 3分の 2以上出席した者のみを評価対象とする）。 

９.その他 
＊2018～2021年度カリキュラムの科目ですので、その年度以外の入学者は履修できません。 
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７ 各コース科目群 
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科目ナンバー : (LA)ACD111J 

現代法入門 金子 敏哉 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 この授業では、(1)法実務に携わっている方々による講演を通じて、現代社会における諸問題に対する法的アプローチの方法と法の担い手につい

て学ぶとともに、(2)法学部の教員によるオムニバス形式の講義を通じて、法哲学、法社会学、法と言語学からの多面的な法へのアプローチや知的財

産法、経済法、国際私法の各分野において直面している現代的な諸問題・自動運転と法という最先端の問題への法的なアプローチの概要を学ぶこと

を内容とします。 

 

【授業の到達目標】 

(1) 現代社会における各種の法の担い手の概要を理解する。 

(2) 現代社会における諸問題への、法哲学、法社会学、知的財産法、経済法、国際私法等からの多様なアプローチの概要を理解する。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 現代の法へのアプローチ（金子） 

〔現代における法の担い手〕 

第２回：現代における法の担い手（１）：弁護士 

第３回：現代における法の担い手（２）：検察官・検察事務官 

第４回：現代における法の担い手（３）：裁判官・裁判所事務官・家庭裁判所調査官 

第５回：現代における法の担い手（４）：衆議院法制局 

第６回：現代における法の担い手(５)：公務員（行政） 

〔法的な緒問題への多面的なアプローチ〕 

第７回：知的財産法Ⅰ：知的財産訴訟：裁判例を題材に 

第８回：経済法：企業活動における「公正かつ自由な競争」とは何か－マイクロソフト抱き合わせ販売事件を手がかりとして－ 

第９回：国際私法：私人間の国際的紛争の解決手段 

第１０回：法政策学入門：法律・条例の作り方 

第１１回：法哲学：法学者・法律家は何をしているのか？ 

第１２回：法社会学：法と社会の共進化――エヴィデンス・ベース・ロー 

第１３回：自動運転と法 

第１４回：知的財産法Ⅱ：二次創作と著作権法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

最新の『ポケット六法』（有斐閣）又は『デイリー六法』（三省堂）を持参してください。 

授業中に出席調査を行います。欠席が 3 回以上の場合、試験の成績に関わらず不合格になる場合があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 授業で扱う事項について、参考書(又は指定された資料)等の該当部分を読んでおいてください。 

【復習すべき内容】 

 授業で扱った事項について、参考書等・授業資料で確認し、正確に理解して、その内容を説明できるようにしておいてください。 

５.教科書 

使用しません。 

６.参考書 

授業中に指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験については採点結果（平均点、成績評価分布等）等についての簡単な解説を Oh-o！Meijiに掲載する予定です。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

期末定期試験によります。 

ただし、欠席が 3 回以上の場合、試験の成績に関わらず不合格になる場合があります。 

【成績評価の基準】 

授業で扱われた内容のうち基本的な事項を理解しているかを基準とします。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ACD111E 

Introduction to Modern Law Ⅰ 小室 輝久 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【Course Description】 

This course gives students an opportunity to learn about and become acquainted with the Japanese legal system through lectures and 

discussions. It covers significant fields of Japanese law and legal institutions such as criminal justice, family law, contract law 

and labour law.  

【Course Objectives】 

(1) Students will be able to understand the Japanese legal system in its social, cultural and historical context. 

(2) Students will be able to discuss and present the topics on Japanese law by utilizing legal vocabulary and ideas acquired through 

the course. 

２.授業内容 

Class 1: Criminal Process (1) Overview 

Class 2: Criminal Process (2) Investigation 

Class 3: Criminal Process (3) Police and Community 

Class 4: Criminal Process (4) Juvenile Justice  

Class 5: Criminal Process (5) Due Process of Law 

Class 6: Criminal Process (6) Punishment 

Class 7: Presentation and Discussion  

Class 8: Family and Law (1) Marriage 

Class 9: Family and Law (2) Divorce 

Class 10: Family and Law (3) Adoption 

Class 11: Contract Law 

Class 12: Labour Law (1) Wages, Labour Hours, Labour Union 

Class 13: Labour Law (2) Overwork and 'Karoshi' 

Class 14: Wrap-up and Discussion 

 

＊The course subjects may be subject to change when necessary. 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

(1) This course is mainly for 1st-year and 2nd-year law students and those students of other majors who are interested in Japanese 

law. International students are welcome. No prior knowledge of the law is required.  

(2) All the lectures, presentations and discussions will be conducted in English. Students must be confident in participating in 

classroom discussions actively. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students should study the materials assigned on Oh-o! Meiji ClassWeb and be prepared to discuss the topics. 

５.教科書 

None 

All materials will be supplied by the instructor or accessed through the Internet or the library. 

６.参考書 

Japanese Law , 4th ed, Hiroshi Oda, (Oxford University Press, 2021) 

The Japanese Legal System, 2nd ed, Curtis J. Milhaupt, J. Mark Ramseyer and Mark D. West, (Foundation Press, 2012) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Feedback comments will be given on Oh-o! Meiji ClassWeb for each minute paper, midterm paper and final paper. Some comments on minute 

papers will also be given in the classroom. 

８.成績評価の方法 
【Evaluation Method】 

Your final grade will be calculated on the following elements: 

Class Participation, Presentation, Discussion, and Minute-Paper in each class (70%) 

Midterm Paper (an essay, up to 300 words*) (10%) 

Final Paper  (an essay, up to 600 words*) (20%) 

* For native English speakers, different requirements apply. 

【Criteria of Evaluation】 

[Class Participation, Presentation, Discussion, and Minute-Paper] Understanding of the basic legal ideas discussed in each class, 

and contribution to the class. 

[Midterm Paper] Understanding of the issue, organized writing, and your opinion focusing on the topic. 

[Final Paper] Organized writing, description and discussion in the essay. 

９.その他 
Contact information for the lecturer (e-mail address): tkomuro@meiji.ac.jp 

＊This course is conducted in English. 

＊当科目は英語により授業を実施する。 
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科目ナンバー : (LA)ACD111E 

Introduction to Modern Law Ⅱ 小室 輝久 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【Course Description】 

This course gives students an opportunity to learn about and become acquainted with the Japanese legal system through lectures and 

discussions. It covers significant fields of Japanese law and legal institutions such as the judicial system, legal profession, 

fundamental human rights, the legislature and the monarchy.  

【Course Objectives】 

(1) Students will be able to understand the Japanese legal system in its social, cultural and historical context. 

(2) Students will be able to discuss and present the topics on Japanese law by utilizing legal vocabulary and ideas acquired through 

the course. 

２.授業内容 

Class 1: Administration of Justice: The Courts of Justice 

Class 2: Lay Participation in Justice; The Saiban-in System 

Class 3: Japanese Law from a Historical Perspective 

Class 4: Legal Professions, Legal Services and Legal Aid 

Class 5: Criminal Justice (1) Rehabilitation and Reintegration of Prisoners 

Class 6: Criminal Justice (2) Recidivism  

Class 7: Presentation and Discussion 

Class 8: Constitution (1) Equal Treatment 

Class 9: Constitution (2) Discrimination and Law 

Class 10: Group-work and Discussion 

Class 11: Constitution (3) Fundamental Human Rights, Separation of Religion and State, Shinto in Japan 

Class 12: Constitution (4) The Legislative Process and Election 

Class 13: Constitution (5) The Monarchy and the Constitution 

Class 14：Wrap-up and Discussion 

 

＊The course subjects may be subject to change when necessary. 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

(1) "Introduction to Modern Law I " in the spring semester is NOT required to take this course. 

(2) This course is mainly for 1st-year and 2nd-year law students and those students of other majors who are interested in Japanese 

law. International students are welcome. No prior knowledge of the law is required.  

(3) All the lectures, presentations and discussions will be conducted in English. Students must be confident in participating in 

classroom discussions actively. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Students should study the materials assigned on Oh-o! Meiji ClassWeb and be prepared to discuss the topics. 

５.教科書 

None 

All materials will be supplied by the instructor or accessed through the Internet or the library. 

６.参考書 

Japanese Law, 4th ed, Hiroshi Oda, (Oxford University Press, 2021) 

The Japanese Legal System, 2nd ed, Curtis J. Milhaupt, J. Mark Ramseyer and Mark D. West, (Foundation Press, 2012) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Feedback comments will be given on Oh-o! Meiji ClassWeb for each minute paper, midterm paper and final paper. Some comments on minute 

papers will also be given in the classroom. 

８.成績評価の方法 
Your final grade will be calculated on the following elements: 

【Evaluation Method】 

Class Participation, Presentation, Discussion, and Minute-Paper in each class (70%) 

Midterm Paper (an essay, up to 300 words*) (10%) 

Final Paper  (an essay, up to 600 words*) (20%) 

* For native English speakers, different requirements apply. 

【Criteria of Evaluation】 

[Class Participation, Presentation, Discussion, and Minute-Paper] Understanding of the basic legal ideas discussed in each class, 

and contribution to the class. 

[Midterm Paper] Understanding of the issue, organized writing, and your opinion focusing on the topic. 

[Final Paper] Organized writing, description and discussion in the essay. 

９.その他 
Contact information for the lecturer (e-mail address): tkomuro@meiji.ac.jp 

* This Course is conducted in English. 

＊当科目は英語により授業を実施する。 
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科目ナンバー : (LA)LAW366E 

Business Law in English Ⅰ〔Ｍ〕 プレヴォ，エメリック 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

This course is intended to provide students with strong analytical, critical thinking and legal reasoning skills for understanding 

the current business practices from a legal perspective.  

The course is demanding as it will cover a wide range of topics and issues relevant for current business practice, at both domestic 

and international levels, such as contract law, tort liability, criminal liability, Human Rights and Business, and dispute resolution 

mechanisms. The different topics will be addressed from a comparative law standpoint, and notably from both civil law and common law 

perspectives. 

Students are also encouraged to take on the (International) Business Law in English II course which is complementary to this course 

and in which other key areas of business law will be dealt with, such as corporate law, antitrust law, and banking and financial law. 

As students will progress throughout the course, they will be gradually introduced to English legal terminology as well as core legal 

concepts and principles from both a theoretical and a practical point of view.  

The course will be taught entirely in English.  

While students are not expected to master legal English before taking the course, a good command of English is nevertheless necessary 

to fruitfully engage with course materials and actively participate in class discussions.    

Therefore, for this course, attendance and active participation in classroom discussions are key. Students are expected to come to 

class well prepared and will be asked on a voluntary basis to prepare short oral presentations. 

This course is given fully online in real time as a media class. 

This course is furthermore aimed at providing students with basic knowledge for those who are willing to take part in moot courts 

such as the Willem C. Vis Moot Court Competition.  
２.授業内容 

All classes are delivered in real time. 

第１回：Course Introduction 

第２回：Contract Law I (Determination of the applicable law and competent jurisdiction) 

第３回：Contract Law II (Contract formation) 

第４回：Contract Law III (Validity of contracts) 

第５回：Contract Law IV (Breach of contract and remedies) 

第６回：Tort Liability I (Determination of the applicable law and competent jurisdiction) 

第７回：Tort Liability II (Grounds: negligence, vicarious liability, product liability, defamation and strict liability) 

第８回：Tort Liability III (Remedies) 

第９回：Criminal Liability (Principles of criminal corporate liability and criminal jurisdiction) 

第 10回：Human Rights Protection and Business 

第 11回：Dispute Resolution I (Choice of courts and arbitration) 

第 12回：Dispute Resolution II (Conduct of proceedings and decisions enforcement) 

第 13回：Review class 

第 14回：(a) Examination and (b) Wrap-up 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

The course is operated as a media class (Real-time delivery type). 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

This course will be taught entirely in English. No specific prior knowledge in any of the areas of law touched upon in this course 

is required, but students must be able to read, understand and discuss materials in English.  

Attendance to the (International) Business Law in English II course is not required but is strongly incentivised. 

５.教科書 

There is no specific textbook. All necessary material will be provided or will be easily accessible on the Internet.  

Students are also encouraged to look for any other relevant material to make arguments during class discussions, and to make use of 

the library ressources. 

６.参考書 

Students are encouraged to use a good English-to-Japanese dictionary. It is also recommended to refer to specific legal English 

textbooks. Bibliography suggestions will be given during the introductory lecture. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Students will receive feedback on their voluntary presentations directly during class discussions. Students are also strongly 

encouraged to ask questions during class or via email after class. 

８.成績評価の方法 
Grades are based on class participation (30%) and a final examination (70%). 

９.その他 
＊当科目は英語により授業を実施する。 
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科目ナンバー : (LA)LAW366E 

Business Law in English Ⅱ 〔M〕 プレヴォ，エメリック 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

This course is intended to provide students with strong analytical, critical thinking and legal reasoning skills for understanding 

the current business practices from a legal perspective.  

The course is demanding as it will cover a wide range of topics and issues relevant for current business practice, at both domestic 

and international levels, such as corporate law, commercial agency, antitrust law, and financial and banking law. The different topics 

will be addressed from a comparative law standpoint, and notably from both civil law and common law perspectives. 

Students are also encouraged to take on the (International) Business Law in English I course which is complementary to this course 

and in which other key areas of business law will be dealt with, such as contract law, tort law, dispute resolution, and Human Rights 

and Business. 

As students will progress throughout the course, they will be gradually introduced to English legal terminology as well as core legal 

concepts and principles from both a theoretical and a practical point of view.  

The course will be taught entirely in English.  

While students are not expected to master legal English before taking the course, a good command of English is nevertheless necessary 

to fruitfully engage with course materials and actively participate in class discussions.     

Therefore, for this course, attendance and active participation in classroom discussions are key. Students are expected to come to 

class well prepared and will be asked on a voluntary basis to prepare short oral presentations. 

This course is given fully online in real time as a media class. 

This course is furthermore aimed at providing students with basic knowledge for those who are willing to take part in moot courts 

such as the Willem C. Vis Moot Court Competition. 
２.授業内容 

All classes are delivered in real time. 

第１回：Course Introduction 

第２回：Company Law I (Applicable law and business vehicles overview) 

第３回：Company Law II (Organisation of companies) 

第４回：Company Law III (Conduct of business operations: branches, subsidiaries and Joint Ventures) 

第５回：Company Law IV (Agency) 

第６回：Company Law V (Transfer of seat, mergers and acquisitions) 

第７回：Company Law VI (Insolvency) 

第８回：Antitrust Law (Concentrations, Cartels, Abuse of dominant position, State aids) 

第９回：Financial Law I (Equity and debt securities) 

第 10回：Financial Law II (Trade financing no. 1) 

第 11回：Financial Law III (Trade financing no. 2) 

第 12回：Financial Law IV (Credit facilities) 

第 13回：Review class 

第 14回：(a) Examination and (b) Wrap-up 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

The course is operated as a media class (Real-time delivery type). 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

This course will be taught entirely in English. No specific prior knowledge in any of the areas of law touched upon in this course 

is required, but students must be able to read, understand and discuss materials in English. 

Attendance to the (International) Business Law in English I course is not required but strongly incentivised. 

５.教科書 

There is no specific textbook. All necessary material will be provided or will be easily accessible on the Internet.  

Students are also encouraged to look for any other relevant material to make arguments during class discussions. 

６.参考書 

Students are encouraged to use a good English-to-Japanese dictionary. It is also recommended to refer to specific legal English 

textbooks. Bibliography suggestions will be given during the introductory lecture. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Students will receive feedback on their voluntary presentations directly during class discussions. Students are also strongly 

encouraged to ask questions during class or via email after class. 

８.成績評価の方法 
Grades are based on class participation (30%) and a final examination (70%). 

９.その他 
＊当科目は英語により授業を実施する。 

355



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（物権） 亀田 浩一郎 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

＜授業の到達目標＞ 

 物権法分野における諸概念・制度および法理論等の基礎知識の習得に加え、民法の体系的な理解をめざす。とくに不動産取引における所有権移転

と登記にかかわる問題が中心となる。 

＜授業の概要＞ 

 われわれの生活関係を規律する一般法である民法は、財産的関係を処理するにあたり、物権（所有権・抵当権といった物に対する権利）と債権

（売買代金債権・貸金債権といった人に対する権利）という２種類の権利を用いている。本講義は、このうち物権を道具として財産的関係を処理し

ようとする分野について、基本的な法理論を学習しようとするものである。物権法の前半部分（民法 175～294 条）にあたる物権法総論、占有権、所

有権および用益物権を対象とする（この部分だけを「物権法」とする教科書が多い）。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション・物権法の位置づけ 

第２回：物権の意義・性質・客体・物権法定主義 

第３回：優先的効力・物権的請求権 

第４回：物権変動序説（意義・原因・公示と公信） 

第５回：物権変動を生ずる法律行為（意思主義と形式主義・物権行為の独自性・物権変動時期） 

第６～10 回：不動産物権変動（不動産登記・対抗の意義・登記を必要とする物権変動・第三者の範囲） 

第 11回：動産物権変動（引渡・即時取得） 

第 12回：占有権（占有の成立・承継・効力） 

第 13回：所有権（相隣関係・所有権の取得・共有） 

第 14回：用益物権（地上権・永小作権・地役権・入会権） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 「六法」は必ず持参すること。 

 講義はただ受け身で聴くのではなく、自分で考えながら積極的な態度で臨んでもらいたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業を受ける前に、あらかじめその回のテーマについて教科書等を読んで予習しておくこと。特に分からない点がどこか事前に知っておくこと

が重要である。 

５.教科書 

 石田＝武川＝占部＝田高＝秋山『民法Ⅱ物権』（有斐閣）または中舎寛樹『物権法』（日本評論社）。ただしこれ以外でも自分が気に入ったものが

あればそれを使用してかまわない。 

 

６.参考書 

 レジュメを配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o! Meiji を通じて配信する。 

８.成績評価の方法 
 定期試験のみによって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（担保物権） 亀田 浩一郎 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

＜授業の到達目標＞ 

 担保物権法分野における諸概念・制度および法理論等の基礎知識の習得に加え、民法の体系的な理解をめざす。とくに抵当権などの物的担保を使

った金融のしくみについて、中心的に学ぶ。 

＜授業の概要＞ 

 われわれの生活関係を規律する一般法である民法は、財産的関係を処理するにあたり、物権（所有権・抵当権といった物に対する権利）と債権

（売買代金債権・貸金債権といった人に対する権利）という２種類の権利を用いている。本講義は、このうち物権を道具として財産的関係を処理し

ようとする分野について、基本的な法理論を学習しようとするものである。物権法の後半部分（民法 295～398 条の 22）にあたる留置権、先取特権、

質権、抵当権という典型担保に、非典型担保（譲渡担保、仮登記担保等）をも含めた「担保物権法」と呼ばれる分野を対象とする。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：債権の効力と担保制度の必要性・担保物権の種類・性質 

第２回：留置権 

第３回：先取特権 

第４回：質権 

第５回：抵当権の設定と被担保債権の範囲 

第６回：抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲・物上代位 

第７回：抵当権の実行 

第８回：抵当権と利用権との調整（法定地上権） 

第９回：抵当不動産と第三取得者の保護（代価弁済・担保権消滅請求） 

第 10回：抵当権の侵害・抵当権の処分 

第 11回：共同抵当 

第 12回：根抵当権 

第 13・14 回：非典型担保（仮登記担保・譲渡担保・所有権留保） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 「六法」は必ず持参すること。 

 講義はただ受け身で聴くのではなく、自分で考えながら積極的な態度で臨んでもらいたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業を受ける前に、あらかじめその回のテーマについて教科書等を読んで予習しておくこと。特に分からない点がどこか事前に知っておくこと

が重要である。 

５.教科書 

 石田＝武川＝占部＝田高＝秋山『民法Ⅱ物権』（有斐閣） または中舎寛樹『物権法』（日本評論社）。ただしこれ以外でも自分が気に入ったもの

があればそれを使用してかまわない。 

 

６.参考書 

 レジュメを配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o! Meiji を通じて配信する。 

８.成績評価の方法 
 定期試験のみによって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（物権） 中山 知己 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

民法典第二編物権の 175 条～294条までを対象とし、物権法の基本的原則、考え方、具体的問題における解決方法を習得し、そのために必要な基礎

知識と法的思考力の獲得を目標とする。 

私法の基礎である民法の体系、その中での物権法の位置、物権法定主義、客体としての物、物権変動論（意思主義、対抗要件）、占有、所有権、用

益物権などについて講義する。 

２.授業内容 

第１回：民法の体系と物権法の関係・物権と権利客体としての「物」の意義 

第２回：物権の効力（優先的効力・物権的請求権） 

第３回：物権法定主義 

第４回：物権変動論 1 意思主義・対抗要件主義 

第５回：物権変動論 2 不動産 取消し・解除と登記 

第６回：物権変動論 3 不動産 時効と登記 

第７回：物権変動論 4 不動産 相続と登記 

第８回：物権変動論 5 不動産 第三者の範囲１ 

第９回：物権変動論 6 不動産 第三者の範囲２ 

第 10回：物権変動論 7 動産取引 

第 11回：占有権 

第 12回：所有権・共有 

第 13回：用益物権 地役権ほか 

第 14回：全体のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがある。 

３.履修上の注意 

小型でよいので「六法」を購入して持参すること。 

スマホで検索するのも悪くはないが、それは緊急のときに使う程度にしたほうがよい。紙をめくる作業をし、印刷文字を見たほうが記憶に残り、定

着するので結局効率的で効果が高い。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習では、教科書の該当部分をあらかじめ読んでおき、その際、理解できる部分とできない部分を明確に意識しておくことが望ましい。 

復習では、講義内容を自分でノートにまとめる作業をするとよい。授業中の筆記はあくまでもメモと考えてほしい。 

５.教科書 

中山知己編著・青木則幸・長谷川貞之・吉井啓子著『コンシェルジュ民法２物権・担保物権法』（北大路書房，2023）を使用する。初学者向けであ

るが、このようなベーシックな書籍から入った方が理解が深まり、伸びることは、これまでの経験から明らかである。 

６.参考書 

中舎寛樹『物権法―物権・担保物権』 （日本評論社・2022）が、一歩進んだ学習に適当である。潮見・道垣内編『民法判例百選Ｉ・総則物権 第

9 版』（有斐閣、2023）。民法の学習に際しては判例はとくに重要であり、参照が望ましい。 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 各回のレジュメにおいて、事例が提示されているので、これが課題に相当する。授業内で具体的に解説され、質問も可能である。これ以外で課題が

提示される場合も授業内で解説するほか、Oh-o!Meiji システムにより補足する。 

８.成績評価の方法 
学期末試験（80％）および適宜行う小テスト（20％）による。 

９.その他 
資料・レジュメ等を Oh-o! Meijiシステムにアップする。授業前に自ら印刷するか、PCまたはタブレットなどに保存・参照すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（担保物権） 中山 知己 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

民法典第二編物権の 295 条～398 条の 22 まで、および譲渡担保などの非典型担保を対象とし、担保物権法の基本的原則、考え方、具体的問題にお

ける解決方法を習得し、そのために必要な基礎知識と法的思考力の獲得を目標とする。 

物権の効力・物権変動論の基礎を踏まえて、抵当権、留置権・先取特権、質権、譲渡担保などの非典型担保について講義する。 

２.授業内容 

第１回：担保物権の意義・性質・効力・種類 

第２回：抵当権 1 意義・性質・被担保債権範囲 

第３回：抵当権 2 抵当権の効力の及ぶ範囲 

第４回：抵当権 3 物上代位 

第５回：抵当権 4 抵当権と利用権・法定地上権 

第６回：抵当権 5 抵当権侵害 

第７回：抵当権 6 抵当権の処分・共同抵当 

第８回：抵当権 7 根抵当権 

第９回：質権・先取特権 

第 10回：留置権 

第 11回：不動産譲渡担保 

第 12回：動産譲渡担保・集合動産譲渡担保 

第 13回：集合債権譲渡担保・所有権留保 

第 14回：全体のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

小型でよいので「六法」を購入して持参すること。 

スマホで検索するのも悪くはないが、それは緊急のときに使う程度にしたほうがよい。紙をめくる作業をし、印刷文字を見たほうが記憶に残り、定

着するので結局効率的で効果が高い。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習では、教科書の該当部分をあらかじめ読んでおくこと。その際、理解できる部分とできない部分を明確に意識しておくことが望ましい。 

復習では、講義内容を自分でノートにまとめる作業をするとよい。授業中の筆記はあくまでもメモである。 

５.教科書 

中山知己編著・青木則幸・長谷川貞之・吉井啓子著『コンシェルジュ民法２物権・担保物権法』（北大路書房，2023）を使用する。初学者向けであ

るが、このようなベーシックな書籍から入った方が理解が深まり、伸びることは、これまでの経験から明らかである。 

６.参考書 

中舎寛樹『物権法―物権・担保物権』 （日本評論社・2022）、後藤・滝沢・片山編『プロセス講義民法Ⅲ担保物権』（信山社、2015）は少し進んだ

学習によい。 

潮見・道垣内編『民法判例百選Ｉ・総則物権 第 9 版』（有斐閣、2023）。民法の学習に際しては判例はとくに重要であり、参照が望ましい。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 各回のレジュメにおいて、事例が提示されているので、これが課題に相当する。授業内で具体的に解説され、質問も可能である。これ以外で課題が

提示される場合も授業内で解説するほか、Oh-o!Meiji システムにより補足する。 

８.成績評価の方法 
学期末試験（80％）および適宜行う小テスト（20％）による。 

９.その他 
資料・レジュメ等を Oh-o! Meijiシステムにアップする。授業前に自ら印刷するか、PCまたはタブレットなどに保存・参照すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（物権） 蓮田 哲也 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

本授業では、民法第二編第一章から第六章に定められている領域を学修する。 

物に対する権利（物権）に関わる基本的な理解を目的とする。 

民法上、物権は「所有権」、「占有権」、「制限物権」とに大別され、制限物権は更に「用益物権」と「担保物権」とに分けられている。本講義では、

主に所有権、占有権、用益物権に関する内容を取り扱う（担保物権は「民法（担保物権）」にて取り扱う）。 

 

【到達目標】 

① 物権の基本的概念を理解し、説明することができる。 

② 所有権、占有権、用益物権の相違を理解し、これらに関連する制度につき説明することができる。 

③ 所有権、占有権、用益物権が問題となる事案につき、適切な法解釈・事案処理が考えられるようになる。 
２.授業内容 

第１回：物権法概説 ―物権とは何か（物権の意義・特徴・種類）について概観し、物権の客体について学ぶ― 

第２回：占有の訴えと物権的請求権① ―占有の訴えと物権的請求権とは何かについて学ぶ― 

第３回：占有の訴えと物権的請求権② ―物権的請求権の内容（費用負担）について学ぶ― 

第４回：物権変動論① ―物権変動とは何か、どのようにして生じるのか、公示の必要性について学ぶ― 

第５回：物権変動論② ―不動産物権変動の基本について学ぶ― 

第６回：物権変動論③ ―不動産物権変動に現れる第三者について学ぶ― 

第７回：物権変動論④ ―動産物権変動の基本と立木について学ぶ― 

第８回：物権変動論⑤ ―即時取得について学ぶ― 

第９回：占有権① ―占有権とは何か、占有権の成立と効力について学ぶ― 

第 10回：占有権② ―占有に基づく本件の取得、占有の消滅、準占有について学ぶ― 

第 11回：所有権① ―所有権とは何か、所有権の取得について学ぶ― 

第 12回：所有権② ―共有について学ぶ― 

第 13回：用益物権① ―用益物権の概観、地上権について学ぶ― 

第 14回：用益物権② ―永小作権、地役権、入会権について学ぶ― 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

これまでに学修した民法総則の内容が前提となっていますので、必要に応じて復習すること。 

ある問題について授業中に自ら考え、確認する時間を設ける予定でいる。 

条文・法制度・法概念について予め学習しておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習】 

教科書などの該当箇所を通読しておくこと。 

【復習】 

教科書などの該当箇所をもう一度読み、レジュメ及び自身のノートをもとに内容の理解を深めること。 

５.教科書 

書名    ： 中舎寛樹 『物権法――物権・担保物権』  

出版社 ： 株式会社日本評論社  

定価   ： 3,700円（税抜）  

ＩＳＢＮ   ： ９７８－４－５３５－５２６２３－５ 

６.参考書 

授業時に紹介する 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!meiji を用いて、復習用の小テストを実施する。 

この小テストは原則として成績評価の対象ではないが、回答が完了すると、解説が表示されることとなっている。 

なお、表示された解説で理解できない場合には、授業前後の時間を用いて質問してもらいたい。 

８.成績評価の方法 
学期末に行う定期試験の成績をもって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（担保物権） 蓮田 哲也 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

本授業では、民法第二編第七章から第十章に定められている領域及び非典型担保について学修する。 

債務者や第三者の所有する物的財産を引き当てに、債務の弁済を確実にする手段である物的担保に関わる基本的な理解を目的とする。物的担保に

は、民法上定められている典型担保と民法には定められていない非典型担保とがある。前者が担保物権であり、後者は担保物権とは異なるが、本講

義では、両者に関する内容を取り扱う（物権は「民法（物権）」にて取り扱う）。 

 

【到達目標】 

① 物的担保の基本的概念を理解し、説明することができる。 

② それぞれの典型担保及び非典型担保の相違を理解し、これらに関連する制度につき説明することができる。 

③ 物的担保が問題となる事案につき、適切な法解釈・事案処理が考えられるようになる。 
２.授業内容 

第１回：担保物権法概説 ―なぜ担保が必要なのかを概観し、担保物権の基礎(種類・効力・通有性)について学ぶ― 

第２回：法定担保物権① 留置権(1) ―留置権の意義、成立、効力について学ぶ― 

第３回：法定担保物権② 留置権(2) 先取特権(1) ―留置権の効力、消滅、先取特権の意義、種類について学ぶ― 

第４回：法定担保物権③ 先取特権(2) ―先取特権の種類、効力について学ぶ― 

第５回：約定担保物権① 質権(1) ―質権の意義、種類、動産質について学ぶ― 

第６回：約定担保物権② 質権(2) ―不動産質、権利質ついて学ぶ― 

第７回：約定担保物権③ 抵当権(1) ―抵当権の基礎（意義、性質、設定）について学ぶ― 

第８回：約定担保物権④ 抵当権(2) ―抵当権の及ぶ範囲について学ぶ― 

第９回：約定担保物権⑤ 抵当権(3) ―抵当権と抵当不動産との関係について学ぶ― 

第 10回：約定担保物権⑥ 抵当権(4) ―抵当権の処分・消滅について学ぶ― 

第 11回：約定担保物権⑦ 抵当権(5) ―共同抵当と根抵当について学ぶ― 

第 12回：非典型担保① 所有権留保 ―所有権留保とは何かについて学ぶ― 

第 13回：非典型担保② 譲渡担保 ―譲渡担保とは何かについて学ぶ― 

第 14回：非典型担保③ 仮登記担保 ―仮登記担保とは何かについて学ぶ― 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

民法総則及び物権の内容が前提となっていますので、必要に応じて復習すること。 

ある問題について授業中に自ら考え、確認する時間を設ける予定でいる。 

条文・法制度・法概念について予め学習しておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習】 

教科書などの該当箇所を通読しておくこと。 

【復習】 

教科書などの該当箇所をもう一度読み、レジュメ及び自身のノートをもとに内容の理解を深めること。 

５.教科書 

書名    ： 中舎寛樹 『物権法――物権・担保物権』  

出版社 ： 株式会社日本評論社  

定価   ： 3,700円（税抜）  

ＩＳＢＮ   ： ９７８－４－５３５－５２６２３－５ 

６.参考書 

授業時に紹介する 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!meiji を用いて、復習用の小テストを実施する。 

この小テストは原則として成績評価の対象ではないが、回答が完了すると、解説が表示されることとなっている。 

なお、表示された解説で理解できない場合には、授業前後の時間を用いて質問してもらいたい。 

８.成績評価の方法 
学期末に行う定期試験の成績をもって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（物権） 芦野 訓和 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【概要】 

 本講義では民法第 2 編「物権」に該当する範囲（条文では 175 条から 398 条の 22 まで）のうち、175 条から 294 条まで（いわゆる物権総則・各

則）について、基礎理論を習得することを目的とします。講義では、総則において学習したこと、債権法で学んでいることとも関連させ、民法学習

のために理解しておくべき一般的な法制度や法概念を説明するとともに、実際に法律上問題となるいわゆる争点について、簡単な設例さらには代表

的な判例をもとに考えることにします。 

 法律学は説得の学問であると言われることがあります。説得するためには対立する判例・学説の背後にある価値観や思想についても理解すると

ともに、法律の立法趣旨や実務の動向について理解する必要があります。また、説得のためには自らが納得する必要があり、そのためには基本的な

事項について理解・記憶しておく必要もあります。 

 そこで、講義においては、法制度や法概念についてなるべく深く掘り下げて説明するとともに、記憶しておくべきキーワードなどについて適宜示

すことにし、理解のための助けとします。 

【到達目標】 

（１）物権法に関する基礎的知識 

（２）物権法に関する法的思考能力を習得する。 

（３）物権法に関する具体的問題について、自説を展開して表現することができる。 
２.授業内容 

第１回：aのみ；イントロダクション 

第２回：物権法序論―物権の意義・性質・種類・客体― 

第３回：物権の効力１―優先的効力― 

第４回：物権の効力２―物権的請求権― 

第５回：物権変動論１―取引の安全と公⽰制度― 

第６回：物権変動論２―物権変動を⽣ずる法律⾏為― 

第７回：不動産物権変動と対抗問題１―対抗の意義― 

第８回：不動産物権変動と対抗問題２―登記を必要とする物権変動１― 

第９回：不動産物権変動と対抗問題３―登記を必要とする物権変動２― 

第 10回：不動産物権変動と対抗問題４―第三者の範囲― 

第 11回：不動産物権変動と対抗問題５―背信的悪意者排除論― 

第 12回：動産物権変動と対抗問題 

第 13回：物権各論概説―各種の物権 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

【授業の形式】 

（１）授業は教科書及びレジュメを用いた講義形式で行います。 

レジュメは Oh-o!Meiji にアップしますので、各自ダウンロードして持参してください。 

（２）六法は必携です。 

（３）講義に臨むに当たっては予習及び復習をきちんとして下さい。 

なお、受講態度が悪い学生は授業途中であっても退席を命ずる場合があります。 

（４）授業中に出席調査、小テストを行うことがあります。 

（５）質問がある人は、講義終了後などを利用して、積極的に質問に来てください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】授業レジュメの末尾で、次回の内容及び教科書の該当箇所について簡単に説明します。それに基づいて各自事前学習をしてきて下さい。 

【復習】毎回の授業の終わりに、その回の復習のポイントについてコメントします。レジュメや教科書を用いて復習して下さい。 

５.教科書 

『物権法 〈物権・担保物権〉』藤原正則（新世社）2022 年  ISBN：978-4-88384-347-3  3,600円＋税  

６.参考書 

【教科書・体系書】  『民法の基礎〈2〉物権』佐久間毅（有斐閣）  『物権法』松井宏興（成文堂）  

『講義 物権・担保物権法（第２版）』安永正昭（有斐閣）  『民法講義Ⅱ 物権法 第４版』近江幸治（成文堂） 

【判例解説】  『民法 判例百選Ⅰ』（有斐閣）  『民法２物権 判例３０！』（有斐閣） など  初回の授業でも紹介します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題を課した場合には、期限後に全体に対して解説コメントを行う。定期試験については、終了後、全体に向けた講評を Oh-o! Meiji に掲示する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 定期試験１００％ 

【成績評価の基準】 

（１）物権法に関する基礎的な知識が身についているか 

（２）物権法に関する基本的な思考能力が身についているか 

（３）物権法に関する具体的問題について、論理展開できるか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（担保物権） 芦野 訓和 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【概要】 

 本講義では民法第 2編「物権」に該当する範囲（条文では 175 条から 398条の 22 まで）のうち、担保物権に関する 295 条から 398条の 22 まで、

さらには民法典に規定のない物権（非典型担保）について、基礎理論を習得することを目的とします。講義では、総則において学習したこと、債権

法で学んでいることとも関連させ、民法学習のために理解しておくべき一般的な法制度や法概念を説明するとともに、実際に法律上問題となるいわ

ゆる争点について、簡単な設例さらには代表的な判例をもとに考えることにします。 

 法律学は説得の学問であると言われることがあります。説得するためには対立する判例・学説の背後にある価値観や思想についても理解すると

ともに、法律の立法趣旨や実務の動向について理解する必要があります。また、説得のためには自らが納得する必要があり、そのためには基本的な

事項について理解・記憶しておく必要もあります。 

 そこで、講義においては、法制度や法概念についてなるべく深く掘り下げて説明するとともに、記憶しておくべきキーワードなどについて適宜示

すことにし、理解のための助けとします。 

【到達目標】 

（１）担保物権法に関する基礎的知識 

（２）担保物権法に関する法的思考能力を習得する。 

（３）担保物権法に関する具体的問題について、自説を展開して表現することができる。 
２.授業内容 

第１回：aのみ；イントロダクション 

第２回：抵当権１性質と成立― 

第３回：抵当権２―効力の及ぶ範囲― 

第４回：抵当権４抵当権の実行・物上代位― 

第５回：抵当権５―法定地上権― 

第６回：抵当権６―共同抵当― 

第７回：抵当権７根抵当 

第８回：非典型担保概説 

第９回：譲渡担保１―法的構成・対内的効力―留置権・先取特権・質権 

第 10回：譲渡担保２―対外的効力―非典型担保概説 

第 11回：質権 

第 12回：先取特権 

第 13回：留置権 

第 14回：担保物権まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

【授業の形式】 

（１）授業は教科書及びレジュメを用いた講義形式で行います。 

レジュメは Oh-o!Meiji にアップしますので、各自ダウンロードして持参してください。 

（２）六法は必携です。 

（３）講義に臨むに当たっては予習及び復習をきちんとして下さい。 

なお、受講態度が悪い学生は授業途中であっても退席を命ずる場合があります。 

（４）授業中に出席調査、小テストを行うことがあります。 

（５）質問がある人は、講義終了後などを利用して、積極的に質問に来てください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】授業レジュメの末尾で、次回の内容及び教科書の該当箇所について簡単に説明します。それに基づいて各自事前学習をしてきて下さい。 

【復習】毎回の授業の終わりに、その回の復習のポイントについてコメントします。レジュメや教科書を用いて復習して下さい。 

５.教科書 

『物権法 〈物権・担保物権〉』藤原正則（新世社）2022 年 ISBN：978-4-88384-347-3  3,600 円＋税 

６.参考書 

【教科書・体系書】 『民法の基礎〈３〉 担保物権』佐久間毅（有斐閣）  『担保物権法』松井宏興（成文堂） 

『講義 物権・担保物権法（第２版）』安永正昭（有斐閣）  『民法講義Ⅲ 担保物権 第３版』近江幸治（成文堂） 

【判例解説】 『民法 判例百選Ⅰ』（有斐閣）  『民法２物権 判例 30！』（有斐閣） など  初回の授業でも紹介します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題を課した場合には、期限後に全体に対して解説コメントを行う。定期試験については、終了後、全体に向けた講評を Oh-o! Meiji に掲示する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 定期試験１００％ 

【成績評価の基準】 

（１）担保物権法に関する基礎的な知識が身についているか 

（２）担保物権法に関する基本的な思考能力が身についているか 

（３）担保物権法に関する具体的問題について、論理展開できるか。 

９.その他 

363



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法（契約）Ⅰ 有賀 恵美子 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、２年次の債権の授業で学んだ債権発生原因の一つである契約を扱う。契約の基礎については債権の授業で既に学習済みであろうか

ら、この講義では、具体的な解釈論を中心に話を進めていく。契約Ⅰでは、売買契約を取り上げながら、契約法の一般準則である総論部分を学習す

る予定である。 

【到達目標】 

 単に知識として暗記するのではなく、契約法の基本事項を理解し、法的思考力を身につける。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：債権法の復習 

第３回：契約の意義と種類、契約自由の原則 

第４回：契約の成立① 

第５回：契約の成立② 

第６回：債権の効力外観、同時履行の抗弁権① 

第７回：同時履行の抗弁権②、危険負担 

第８回：契約の解除① 

第９回：契約の解除② 

第 10回：契約の解除③ 

第 11回：第三者のためにする契約、契約上の地位の移転 

第 12回：契約と信義則① 

第 13回：契約と信義則② 

第 14回：消費者契約法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 契約は、債権法の一部であり、また、法律行為の一種でもあるから、契約法を学ぶには、債権法と民法総則の理解が不可欠である。本講義は、履

修者がこれらを一通り理解しているという前提で進めていく。１・２年次に習得した事項との相互関係を意識して勉強することにより、健全な思考

力と応用力を身につけて欲しい。 

 その他、具体的な講義の進め方などについては初回の授業で説明するので、履修希望者は必ず出席すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習よりも復習に時間を割いてほしい。講義では、教科書に直接記載されていない事項についても数多く言及するので、講義と教科書の内容を関

連づけながら、自分の言葉でその内容を説明できるように復習に励んでほしい。 

５.教科書 

 藤岡康宏・磯村保・浦川道太郎・松本恒雄著『民法Ⅳ―債権各論〔第 5 版〕』（有斐閣，2023年） 

６.参考書 

 別冊ジュリスト『民法判例百選Ⅱ債権［第 9 版］』（有斐閣） 

 板書の補充として簡潔なレジュメを配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  講義の中で対応するほか、定期試験の講評については採点終了後に Oh-o! Meiji のクラスウェブに掲載する。 

８.成績評価の方法 
 中間確認テスト（２０％）と学期末試験（８０％）で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法（契約）Ⅱ 有賀 恵美子 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、２年次の債権の授業で学んだ債権発生原因の一つである契約を扱う。契約の基礎については既に学習済みであろうから、この講義で

は、具体的な解釈論を中心に話を進めていく。契約Ⅱでは、各種の契約類型に関する各論部分を中心に学習する予定である。 

【到達目標】 

 単に知識として暗記するのではなく、契約法の基本事項を理解し、法的思考力を身につける。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：契約各論概観、贈与 

第３回：売買① 

第４回：売買② 

第５回：売買③ 

第６回：売買④ 

第７回：消費貸借、使用貸借、賃貸借① 

第８回：賃貸借② 

第９回：賃貸借③ 

第 10回：賃貸借④ 

第 11回：雇用、請負① 

第 12回：請負② 

第 13回：委任、寄託 

第 14回：特種な売買 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 具体的な講義の進め方などについては、契約Ⅰと同様である。契約Ⅱは、債権法や民法総則はもちろんのこと、契約Ⅰの内容についても習得済み

であることを前提とする。したがって、この科目を履修する場合は、「民法（契約）Ⅰ」を是非履修しておいてほしい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習よりも復習に時間を割いてほしい。講義では、教科書に直接記載されていない事項についても数多く言及するので、講義と教科書の内容を関

連づけながら、自分の言葉でその内容を説明できるように復習に励んでほしい。 

５.教科書 

 藤岡康宏・磯村保・浦川道太郎・松本恒雄著『民法Ⅳ―債権各論〔第 5 版〕』（有斐閣，2023年） 

６.参考書 

 別冊ジュリスト『民法判例百選Ⅱ債権［第 9 版］』（有斐閣） 

 板書の補充として簡潔なレジュメを配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  講義の中で対応するほか、定期試験の講評については採点終了後に Oh-o! Meiji のクラスウェブに掲載する。 

８.成績評価の方法 
 学期末試験のみで評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法（契約）Ⅰ 都筑 満雄 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業では、債権各論中の契約の章、いわゆる契約法を学ぶ。契約は民法の最も重要な構成要素であり、この授業ではこの契約の中心的なルール

を学習することになる。また、この契約法は２０２０年より施行されている民法（債権関係）改正によって大きく改正された領域である。この授業

では改正された契約法の契約総論と契約各論中の売買について講義をする。 

改正された契約法の基本的な仕組みと、可能であれば、発展的な議論を理解してもらうことがこの講義の目的である。 

２.授業内容 

第１回：契約法の位置づけ・契約の種類 

第２回：契約自由の原則・定型約款 

第３回：契約の成立（1）・契約の効力（1） 

第４回：契約の効力（2） 

第５回：契約の効力（3） 

第６回：契約の効力（4） 

第７回：契約の解除（1） 

第８回：契約の解除（2） 

第９回：契約の解除（3） 

第 10回：売買（1） 

第 11回：売買（2） 

第 12回：売買（3） 

第 13回：売買（4）・贈与 

第 14回：消費貸借 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法と教科書を持参する。 

毎回の授業の前日までに ohomeiji システム上にレジュメをアップするので、これをプリントアウトするなどして授業に持参されたい。 

レジュメを基に授業を行うが、予習または復習として教科書を読んで欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業前に教科書を読む。 

授業後にレジュメおよび参考書を読んで理解を深める。 

５.教科書 

松井和彦・岡本裕樹・都筑満雄『NBS契約法』（日本評論社） 

６.参考書 

『民法判例百選Ⅱ債権〔第 8版〕』（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験等の後、ohomeiji システムを通じて解説を配布する。 

８.成績評価の方法 
定期試験の成績で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法（契約）Ⅱ 都筑 満雄 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業では、債権各論中の契約の章、いわゆる契約法を学ぶ。契約は民法の最も重要な構成要素であり、この授業ではこの契約の中心的なルール

を学習することになる。また、この契約法は２０２０年から施行されている民法（債権関係）改正によって大きく改正された領域である。この授業

では改正された契約法の売買を除く契約各論の規程について講義をする。 

改正された契約法の基本的な仕組みと、可能であれば、発展的な議論を理解してもらうことがこの講義の目的である。 

２.授業内容 

第１回：消費貸借（2） 

第２回：複合契約 

第３回：賃貸借（1） 

第４回：賃貸借（2） 

第５回：賃貸借（3） 

第６回：賃貸借（4） 

第７回：賃貸借（5） 

第８回：賃貸借（6） 

第９回：使用貸借・役務提供型契約 

第 10回：請負 

第 11回：委任 

第 12回：雇用 

第 13回：寄託 

第 14回：組合・和解 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参する。 

毎回の授業の前日までに ohomeiji システム上にレジュメをアップするので、これをプリントアウトするなどして授業に持参されたい。 

レジュメを基に授業を行うが、予習または復習として教科書を読んで欲しい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業前に教科書を読む。 

授業後にレジュメおよび参考書を読んで理解を深める。 

５.教科書 

松井和彦・岡本裕樹・都筑満雄『NBS契約法』（日本評論社） 

６.参考書 

『民法判例百選Ⅱ債権〔第 8版〕』（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験等の後、ohomeiji システムを通じて解説を配布する。 

８.成績評価の方法 
定期試験の成績で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法（損害賠償） 亀田 浩一郎 

2単位 駿河台キャンパス 春学期・秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の到達目標及びテーマ≫ 

 契約違反や事故等によって損害が発生した場合に、加害者（契約違反者）は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。このような損害賠償

に関して、民法は、契約関係がある場合の債務不履行制度と契約関係がない場合の不法行為制度を用意している。本講義は、これら民法（特別法も

含む）上の損害賠償制度につき、各制度についての基礎知識を習得するとともに、損害賠償に関する民法の全体像を理解してもらうことを目的とす

る。 

 

≪授業の概要≫ 

 範囲は、①民法の債権法のうち事務管理、不当利得、不法行為および債務不履行に基づく損害賠償の部分、ならびに②主要な不法行為特別法を対

象とする。講義の大半を占める不法行為については、判例を随時紹介しながら、民法における基礎理論を中心に講義を行う。特別法については、立

法趣旨を含めた民法との違いを重点に置き講義を行う。 
２.授業内容 

第１回：bのみ：イントロダクション（損害賠償法の意義・民法における位置づけ） 

第２回：不法行為制度の目的 

第３回：一般的不法行為の要件①（故意・過失） 

第４回：一般的不法行為の要件②（違法性） 

第５回：一般的不法行為の要件③（因果関係ほか） 

第６回：不法行為の効果①（損害賠償・差止ほか） 

第７回：不法行為の効果②（損害賠償の範囲・算定ほか） 

第８回：不法行為の効果③（損害賠償請求権の法律関係） 

第９回：特殊的不法行為①（責任無能力者の監督者の責任、使用者責任） 

第 10回：特殊的不法行為②（公権力行使責任、運行供用者責任、注文者の責任、動物占有者の責任） 

第 11回：特殊的不法行為③（工作物責任、営造物責任、製造物責任） 

第 12回：特殊的不法行為④（共同不法行為） 

第 13回：契約責任と不法行為責任 

第 14回：事務管理・不当利得 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 『六法』（最新のもの）は必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業を受ける前に、あらかじめその回のテーマについて教科書等を読んで予習しておくこと。特に分からない点がどこか事前に知っておくこと

が重要である。 

５.教科書 

 特に指定はしない。自分が気に入ったものがあればそれを使用してかまわない。推薦図書として、中原＝根本＝山本『民法６』（有斐閣）、吉村良

一『不法行為法』（有斐閣）、近江幸治『民法講義Ⅵ』（成文堂）を挙げておく。 

６.参考書 

 授業中にその都度紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o! Meiji を通じて配信する。 

８.成績評価の方法 
 定期試験のみで評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（親族）Ⅰ 星野 茂 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 家族法に関する基礎的な知識を修得してもらうと同時にリーガルマインドを身に着けてもらうことを目標とする。 

 本講座では、親族法に関する総論、夫婦に関する法律、親子に関する法律を中心に概観する。 

 夫婦に関する法律では、婚約、婚姻(婚姻の成立要件、婚姻の一般的効果、婚姻の財産的効果)、離婚(離婚の成立要件、離婚の一般的効果、離婚

の財産的効果)、内縁・事実婚等について勉強していくつもりである。なお、同棲カップルの婚姻についても言及する予定である。 

 また、親子に関する法律では、親子法総論、嫡出親子関係等について勉強することとし、残りの部分については秋学期の授業で勉強することとす

る。 

２.授業内容 

 春学期における授業内容は以下の通りであるが、これはあくまでも予定であるので、場合によっては変更の可能性もある。 

 

 (１)  イントロダクション (本講座について。家族法とは。家族法の構成とその特徴) 

 (２)  親族法総論 (親族とは) 

 (３)  婚約 (婚約とは。婚約の成立。婚約の効果。婚約の不当破棄。結納) 

 (４)  婚姻総論、婚姻の成立要件(その１)。 

 (５)  婚姻の成立要件(その２) 

 (６)  婚姻の一般的効果 

 (７)  婚姻の財産的効果(その１) 

 (８)  婚姻の財産的効果(その２) 

 (９)  離婚総論、離婚の歴史。  

 (１０)  離婚の種類と成立 

 (１１)  離婚の一般的効果(その１) 

 (1２)  離婚の一般的効果(その２) 

 (1３)  離婚の財産的効果(その１) 

 (14)  離婚の財産的効果(その２) 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

 講義当日は、基本書のほか六方とノートを持参すること。 

 なお、授業中におけるスマートフォンの使用、私語は禁止する。また、授業中に飲食することも禁止する。 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 基本書を中心に講義を行う予定の個所を勉強してくること。 

５.教科書 

 特に指定しないが、自分の気に入ったものを購入してよい。 

 ただ、授業の際に基本書について解説する。 

６.参考書 

 授業の際に指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  講義内容(板書を含む)をテキストで復習しておくこと。 

８.成績評価の方法 
 平常点 30％、期末試験の成績 70%で成績を評価する。 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

民法（親族）Ⅱ 星野 茂 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

家族は、社会の単位として最も身近で、最も基本的なものである。そうした家族については、その自律性が尊重される。そのため、国家はできるか

ぎり家族への介入を控えることになる（いわゆる「法は家庭に入らず」）。しかし、その一方で、当事者だけでは解決できないような問題が生じるこ

とも否定できない。このような問題に対しては、国家はむしろ積極的に介入し、当事者間の平等・弱者保護を基本に問題解決を図ろうとする。家族

法（親族）は、こうした問題解決の基本的な指針となるものである。本講座では、家族法の基本的な知識を修得しながら、様々な法律問題について

検討するものである。 

秋学期 II では、親子、親権・後見をめぐる問題や扶養をめぐる問題についてとりあげる。特に、今日問題となっている、生殖補助医療や成年後見

制度をめぐる法的諸問題について講義する。 

２.授業内容 

第１回：親子（１）―実親子関係[1] 親子法序説― 

第２回：親子（２）―実親子関係[2] 嫡出親子関係（生来の嫡出子）― 

第３回：親子（３）―実親子関係[3] 嫡出親子関係（推定の及ばない子、準正嫡出子）― 

第４回：親子（４）―実親子関係[4] 非嫡出親子関係（親子関係の発生） 

第５回：親子（５）―実親子関係[5] 非嫡出親子関係（認知をめぐる問題） 

第６回：親子（６）―実親子関係[6] 生殖補助医療と親子関係― 

第７回：親子（７）―養親子関係[1] 普通養子― 

第８回：親子（８）―養親子関係[2] 特別養子― 

第９回：親権（１）―親権に服する子、親権の行使― 

第 10回：親権（２）―親権の内容（身上監護）― 

第 11回：親権（３）―親権の内容（財産管理と代表、親権の喪失）― 

第 12回：後見（１）―未成年後見― 

第 13回：後見（２）―成年後見― 

第 14回：扶養 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

授業にただ出席するということではなく、十分な予習と復習をしたうえで授業に出席してほしい。法学部を卒業して社会に出たときに役に立つよ

うな事柄（？）が多いので、しっかりと学習してほしい。授業に出席する際には、六法と教科書を必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業を受ける場合、あらかじめ教科書等で該当する項目について予習しておくこと。 

５.教科書 

 特に指定しないが、自分の使いやすいものを使用してよい。 

 ただ、授業のはじめに基本書について解説する。 

６.参考書 

特に指定しないが、各自必要と思われるものを読んでおくこと（『民法判例百選Ⅲ（親族・相続）』（有斐閣）などは具体的な問題の理解に役立つも

のと思われる）。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  授業中における講義内容(板書を含む)について、テキスト等で復習しておくこと。 

８.成績評価の方法 
 平常点を 30％、期末試験の成績を 70％の割合で成績を評価する。 

９.その他 

370



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法（相続） 星野 茂 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 家族は、社会の単位として最も身近で、最も基本的なものである。そうした家族については、その自律性が尊重される。そのため、国家はできる

かぎり家族への介入を控えることになる（いわゆる「法は家庭に入らず」）。しかし、その一方で、当事者だけでは解決できないような問題が生じる

ことも否定できない。このような問題に対しては、国家はむしろ積極的に介入し、当事者間の平等・弱者保護を基本に問題解決を図ろうとする。家

族法（相続法）は、こうした問題解決の基本的な指針となるものである。本講座では、家族法の基本的な知識を修得しながら、様々な法律問題につ

いて検討するものである。 

 本講座では、決定相続の制度のほか、これから注目されるであろう遺言の制度について講義する。 

２.授業内容 

第１回：相続法序説 

第２回：相続人（１） 

第３回：相続人（２）―相続欠格と相続人の廃除― 

第４回：相続財産（１）―相続できない財産― 

第５回：相続財産（２）―動産と不動産― 

第６回：相続財産（３）―債権・債務の相続― 

第７回：相続財産（４）―無権代理と共同相続その他― 

第８回：相続分（１）―法定相続分と指定相続分― 

第９回：相続分（２）―特別受益と寄与分― 

第 10回：相続の承認と放棄・相続回復請求権 

第 11回：遺産分割・相続人の不存在 

第 12回：遺言（１） 

第 13回：遺言（２） 

第 14回：遺留分 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

 授業にただ出席するということではなく、十分な予習と復習をしたうえで授業に出席してほしい。法学部を卒業して社会に出たときに役に立つ

ような事柄（？）が多いので、しっかりと学習してほしい。なお、授業に出席する際には、六法と教科書を必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業を受ける場合、あらかじめ教科書等で該当する項目について予習しておくこと。 

５.教科書 

 『親族・相続法（第 3 版）』犬伏由子・石井美智子他（弘文堂） 

６.参考書 

 特に指定しないが、各自必要と思われるものを読んでおくこと（『民法判例百選Ⅲ（親族・相続）』（有斐閣）などは具体的な問題の理解に役立つ

ものと思われる）。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  授業の内容(板書を含む)およびノートを基本に、テキスト等を参考にして学習した個所を復習しておくこと。 

 不明な点については次回の授業の際に質問してください。 

８.成績評価の方法 
 定期試験の成績等をみて評価する予定。 

 平常点も 30％考慮する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法（家族法）Ⅰ 星野 茂 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講座は、法務研究科を受験する学生のために設置されているものである。従って、それ以外の一般の学生諸君は本講座を受講することはできな

いので注意すること。 

 本講座では、1年間で親族法および相続法の概略を説明し、法律上の問題点について解説する。 

 法務研究科の既修者コースでは家族法(親族法・相続法)を 1 年間で履修することになるため、これに合わせたカリキュラム設定になっている。そ

のため、通常、法務研究科の既修者コースで 1 年間で学ぶべき家族法の基本的な知識と論点の理解を本講座でも同様に学習してもらうことになる。 

２.授業内容 

 春学期における授業内容は概ね以下のとおりである。 

 (１) 家族法の概要。親族とは。 

 (２) 婚約と婚約の不当破棄。結納。 

 (３) 婚姻総論。婚姻の成立。 

 (４) 婚姻の一般的効果。 

 (５) 婚姻の財産的効果。 

 (６) 離婚総論。離婚の成立。 

 (７) 離婚の一般的効果。 

 (８） 離婚の財産的効果。 

 (９) 内縁・事実婚。 

 (10) 親子法総論。嫡出親子関係。 

 (11) 非嫡出子親子関係。 

 (12) 養親子関係(普通養子縁組)。 

 (13) 養親子関係(特別養子縁組)。 

 (14) 生殖補助医療と親子関係。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

 本講義では、時間的な制約から詳細な説明を省略するところも出てくることから、事前にテキストや参考書等で十分な予習をしてくることが望

ましい。 

 受講する際には、六法のほかテキスト等を必ず持参すること。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習に関しては、テキストや参考書等を利用して、次回の授業でテーマになる個所を事前に学習しておくこと。 

 また、復習に関しては、授業で学習した内容(板書を含む)について、当該箇所をテキストや参考書等で補足しておくこと。 

５.教科書 

 特に指定しないが、自分の使いやすいものを使用してよい。 

 ただ、このはじめに基本書について解説する。 

６.参考書 

 授業の際に指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
   授業の際に板書した内容について(板書等を含む)、基本書を参考に復習しておくこと。 

８.成績評価の方法 
 平常点を 30％、期末試験の成績を 70%として成績を評価する。 

９.その他 

372



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法（家族法）Ⅱ 星野 茂 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講座は、法務研究科(法科大学院)を受験する学生のために用意された科目である。法務研究科では家族法は必修とされているが、既修者コース

ではこの家族法が免除されている。そこで、法務研究科を受験する受験する学生用に、法務研究科既修者コースにおいて 1年間で履修する家族法を

この講座で学習してもらい、既修者コースへの推薦にそなえてもらうことにするものである。そのため、本来、親族法・相続法で 1 年半かかるとこ

ろを、本講座では 1 年間で親族法・相続法の双方を学習するようにできている。 

 本講座において家族法に関する知識を十分学習し、法務研究科の既修者コースへの推薦を得るよう心掛けてもらいたい。 

２.授業内容 

 第 1 回  親権総論および親権の内容 

 第 2 回  未成年後見および成年後見 

 第 3 回  扶養 

 第 4 回  相続法総論、相続人 

 第 5 回  相続の効力(１) ―相続の一般的効力― 

 第 6 回  相続の効力(２) ―動産の相続、債権債務の相続― 

 第 7 回  相続の効力(３) ―相続分― 

 第 8 回  特別受益、寄与分、特別寄与料制度 

 第 9 回  遺産分割 

 第 10 回 配偶者居住権 

 第 11 回 相続回復請求権 

 第 12 回 遺言(１) ―遺言総論、遺言の種類― 

 第 13 回 遺言(２) ―遺言の効力、遺贈― 

 第 14 回 遺留分 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

 本講座を受講する際には、予習及び復習を必ず行ってくること。また、授業では六法、テキスト及びノートを持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業で学習する内容についてテキストや参考書等で予め基本的な知識や論点等について学習しておくこと。 

 また、授業終了後は、授業で学習した内容について(板書を含む)、テキストや参考書等で確認しておくこと。 

５.教科書 

 基本的には指定しないが、自分の使いやすいものを使用してよい。 

 ただ、講義のはじめに基本書について解説する。 

６.参考書 

 授業の際に指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  授業の際に学んだこと(板書を含む)を基本書を参考に復習しておくこと。 

８.成績評価の方法 
 平常点を 30％、期末試験の成績を 70%として成績の評価を行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

行政法ＡⅠ 下川 環 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 高度情報化社会の急速な発展、地球的規模での環境問題の深刻化、少子高齢社会の到来、格差社会の進行、高度な生命科学の発達、エネルギーの

原発依存など、これまで予想もできなかったような複雑かつ深刻な現代的問題が次々と生起している。このため、行政機関は、広範な専門技術的裁

量権を行使してこのような新たな問題に迅速に対応する必要性に迫られている 行政法の核心は、行政権の行使が「国民の厳粛な信託によるもの」

（憲法前文）であるという憲法原理を基本として、現代社会における行政の役割の重大性の認識の下に、行政機関による裁量権の適正な行使を確保

し、民主的かつ公正・透明で国民に対して責任のとれる行政を実現するためには行政の過程をどのように統制すべきか、その統制の法理論を探究す

ることにあると考える。 

 かかる観点に立って、行政法 AⅠは、第１部「憲法理念と行政・行政法」のテーマの下に、権力分立制と行政権、憲法理念の転換と現代行政の特

質、行政裁判法制の歴史と公法・私法、行政事件と民事事件、憲法理念と行政法の基本原則などについて、具体的な事例と関連づけながらその基本

的な仕組みを理解したうえで、その争点に関する(最高裁判例を中心とする）判例及び学説の検討を通じて、行政法の基礎理論及び行政法上の問題を

解決する能力の修得を到達目標とする。 
２.授業内容 

第 01回：a：イントロダクション 

       ｂ：「憲法は滅び、行政法は存続する」？ 

 【第１部】 憲法理念と行政法 

第 02回：憲法理念と行政 

第 03回：憲法理念と行政法―明治憲法下の行政国家と行政法（１） 

第 04回：憲法理念と行政法―明治憲法下の行政国家と行政法（２） 

第 05回：憲法理念と行政法―日本国憲法下の司法国家と行政法（１） 

第 06回：憲法理念と行政法―日本国憲法下の司法国家と行政法（２） 

第 07回：憲法理念と行政法―日本国憲法下の司法国家と行政法（３） 

第 08回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（１） 

第 09回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（２） 

第 10回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（３） 

第 11回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（４） 

第 12回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（５） 

第 13回：憲法理念と行政法―行政法の憲法的価値への回帰（１） 

第 14回：憲法理念と行政法―行政法の憲法的価値への回帰（２） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 （１）開講前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、スケジュール、講義の概要、履修上のマナー・ルールを公開しておきますので、必ず見て

おいて下さい。また、事前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、プリント（講義ノート・資料）を公開しますので、プリント・アウトし、できる

限り予習したうえで受講して下さい。 

 （２）行政法Ａ、行政法Ｂ、地方自治・公務員法をセットで履修していただきたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、講義の範囲と内容についてお知らせしておきますので、できる限り予習をしたうえで受講して下さ

い。また、記憶が新鮮なうちに、ノート整理等を行って体系的理解に努めて下さい。 

５.教科書 

 一般的な教科書は特に指定しませんが、高橋滋ほか編著『行政法 Visual Materials（第２版）』（有斐閣、２０２０年）、判例集としては、斎藤誠・

山本隆司編『行政判例百Ⅰ・Ⅱ（第８版）』（有斐閣、２０２２年）を使用します。 

６.参考書 

 特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験後に、全体的な評価をした上で正解率の低い問題については解説します。 

８.成績評価の方法 
 （１）定期試験１００点満点（正誤式３０問６０点、記述式２問４０点）で評価します。定期試験では、「（１００％）自製の手書きノート」のみ

の持込みを許可します。 

 （２）記述式については、１０点未満を欠格点とします。欠格点がある場合には、たとえ得点が６０点以上であっても評価は「Ｆ（不合格）」と

なりますので、注意して下さい。 

９.その他 
 公務員、法科大学院進学を志望する方は、行政法を必ず修得しておく必要がありますので、是非履修していただきたい。 

374



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW221J 

行政法ＡⅡ 下川 環 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 高度情報化社会の急速な発展、地球的規模での環境問題の深刻化、少子高齢社会の到来、格差社会の進行、高度な生命科学の発達、エネルギーの

原発依存など、これまで予想もできなかったような複雑かつ深刻な現代的問題が次々と生起している。このため、行政機関は、広範な専門技術的裁

量権を行使してこのような新たな問題に迅速に対応する必要性に迫られている。行政法の核心は、行政権の行使が「国民の厳粛な信託によるもの」

（憲法前文）であるという憲法原理を基本として、現代社会における行政の役割の重大性の認識の下に、行政機関による裁量権の適正な行使を確保

し、民主的かつ公正・透明で国民に対して責任のとれる行政を実現するためには行政の過程をどのように統制すべきか、その統制の法理論を探究す

ることにあると考える。 

 かかる観点に立って、行政法 AⅡは、第２部「民主的責任行政の法的過程と透明性・アカウンタビリティ」のテーマの下に、行政組織、情報公開・

公文書管理、行政立法、行政計画、行政行為などについて、具体的な事例と関連づけながらその基本的な仕組みを理解したうえで、その争点に関す

る（最高裁判例を中心とする）判例及び学説の検討を通じて、行政法の基礎理論及び行政法上の問題を解決する能力の修得を到達目標とする。 

２.授業内容 

【第２部】 民主的責任行政の法的過程 

第 01回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と組織（１） 

第 02回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と組織（２） 

第 03回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と情報：情報公開・公文書管理（１） 

第 04回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と情報：情報公開・公文書管理（２） 

第 05回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と情報：情報公開・公文書管理（３） 

第 06回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と立法：行政立法（１） 

第 07回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と立法：行政立法（２） 

第 08回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と立法：行政立法（３） 

第 09回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と立法：【補論】行政規則 

第 10回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と計画策定：行政計画（１） 

第 11回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と計画策定：行政計画（２） 

第 12回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：総論 

第 13回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政行為（１） 

第 14回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政行為（２） 

                                            （行政法Ｂへ続く） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 （１）開講前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、スケジュール、講義の概要、履修上のルールを公開しておきますので、必ず見ておいて下

さい。また、事前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、プリント（講義ノート・資料）を公開しますので、プリント・アウトし、できる限り予習

したうえで受講して下さい。 

 （２）行政法Ａ、行政法Ｂ、地方自治・公務員法をセットで履修していただきたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、講義の範囲と内容についてお知らせしておきますので、できる限り予習をしたうえで受講して下さ

い。また、記憶が新鮮なうちに、ノート整理等を行って体系的理解に努めて下さい。 

５.教科書 

 一般的な教科書は特に指定しませんが、高橋滋ほか編著『行政法 Visual Materials（第２版）』（有斐閣、２０２０年）、判例集としては、斎藤誠・

山本隆司編『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ（第８版）』（有斐閣、２０２２年）を使用します。 

６.参考書 

 特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験後に、全体的な評価をした上で正解率の低い問題については解説します。 

８.成績評価の方法 
 （１）定期試験１００点（正誤式３０問６０点、記述式２問４０点）で評価します。定期試験では、「（１００％）自製の手書きノート」のみの持

込みを許可します 

 （２）記述式については、１０点未満を欠格点とします。欠格点がある場合には、たとえ得点が６０点以上であっても評価は「Ｆ（不合格）」と

なりますので、注意して下さい。 

９.その他 
 公務員、法科大学院進学を志望する者は、行政法を必ず修得しておく必要がありますので、是非履修していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

行政法ＡⅠ 横田 明美 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

安心して暮らせる社会秩序を保つために、法律によって行政機関に様々な権限が与えられている。多種多様な行政活動とそれを根拠付ける法律の

背景にある考え方をまとめた「行政法総論」を講義する。 

 

【到達目標】 

行政機関が私たちに対し行う働きかけについて、どのような基本原則があるのかを理解する。行政と市民とのフェアな関係を構築するルールや社

会問題を解決するための制度設計の方法を考える力をつける。行政法の基本概念を理解し、その相互関係についても説明できるようになる。 

 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（行政法学の出発点） 

第２回：行政法の基本構造 

第３回：行政法の一般原則 

第４回：ルールのいろいろ・法令の調べ方 

第５回：行政組織（１）国と地方の行政組織 

第６回：行政組織（２）組織内の関係 

第７回：行政作用法の概観と行政救済法との関係 

第８回：行政行為（１）定義、種類 

第９回：行政行為（２）行政裁量とは 

第 10回：行政行為（３）行政行為の効力、瑕疵 

第 11回：行政指導・行政契約 

第 12回：行政指導をめぐる判例 

第 13回：行政基準 

第 14回：行政計画・講義のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

憲法を履修済みか、同時受講することが望ましい。 

民法の契約法についても同様である。 

 

行政法ＡⅡと連続受講することを強く推奨する。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

行政法では、一つの学習項目と他の学習項目との関連性が強いため、ひとつの教科書を「何周も」巡るような段階的な学習が不可欠となる。そのた

め、本講義では、概略から詳細へ、段階的に学べるように工夫している。「概観」を経てから本論に入るというかたちで同じキーワードが出てくるの

はそのためである。 

講義の予習としては第 1 回講義資料において指定する教科書対応箇所の通読と、毎回事前配布されるレジュメのダウンロード（必要に応じ印刷）が

必要となる。復習としては、授業自体の復習だけでなく、適切な「まとめノート」の作成により、段階的学習で得た知見を自らの知識として活用で

きる形にすることが求められる。 

 

５.教科書 

『行政法Ⅰ（第 4 版）』大橋洋一（有斐閣） 

『行政判例百選Ⅰ（第 8 版）』齋藤誠・山本隆司（編）（有斐閣） 

 

なお、学修用六法も毎回持参すること。 

６.参考書 

『カフェパウゼで法学を』横田明美（弘文堂） 

『法学学習 Q&A』横田明美・小谷昌子・堀田周吾（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 随時行うミニテストについては、教室内で講評を行うほか、個別の質問を受け付ける。 

期末試験については、採点後～学期終了までの間に講評を配布し、そのうえで個別の質問を受け付ける。 

８.成績評価の方法 
期末試験（100％）による。期末試験の形式については、遅くとも第 3 回までに例示とともに説明する。 

９.その他 
講義資料の配布や当日の突発的な連絡等は教員の Twitter アカウント（＠akmykt）でも告知する。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

行政法ＡⅡ 横田 明美 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

安心して暮らせる社会秩序を保つために、法律によって行政機関に様々な権限が与えられている。行政法ＡⅠに引き続き、多種多様な行政活動とそ

れを根拠付ける法律の背景にある考え方をまとめた「行政法総論」を講義する。 

 

【到達目標】 

行政機関が私たちに対し行う働きかけについて、どのような基本原則があるのかを理解する。行政と市民とのフェアな関係を構築するルールや社

会問題を解決するための制度設計の方法を考える力をつける。行政法の基本概念を理解し、その相互関係についても説明できるようになる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：行政の行為形式論復習（行政法ＡＩの期末試験講評に対する質疑を含む） 

第２回：行政手続（１）処分の手続 

第３回：行政手続（２）命令策定過程 

第４回：行政手続（３）行政基準・行政手続に関する判例 

第５回：行政の義務履行確保と制裁（概論） 

第６回：行政の義務履行確保 

第７回：行政上の制裁・「新しい手法」 

第８回：行政情報法（１）行政情報の取得・管理 

第９回：行政情報法（２）情報公開法制 

第 10回：行政情報法（３）個人情報保護法制 

第 11回：市民社会と行政法（１）民衆参加 

第 12回：市民社会と行政法（２）行政法各論のいろいろ 

第 13回：市民社会と行政法（３）コロナ危機と立法・行政 

第 14回：講義のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

憲法を履修済みか、同時受講することが望ましい。 

民法の契約法についても同様である。 

 

行政法ＡＩと連続受講することを前提とする。もし未履修の場合は、行政法の入門書で適宜自学することが求められる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

行政法では、一つの学習項目と他の学習項目との関連性が強いため、ひとつの教科書を「何周も」巡るような段階的な学習が不可欠となる。そのた

め、本講義では、概略から詳細へ、段階的に学べるように工夫している。「概観」を経てから本論に入るというかたちで同じキーワードが出てくるの

はそのためである。 

講義の予習としては第 1 回講義資料において指定する教科書対応箇所の通読と、毎回事前配布されるレジュメのダウンロード（必要に応じ印刷）が

必要となる。復習としては、授業自体の復習だけでなく、適切な「まとめノート」の作成により、段階的学習で得た知見を自らの知識として活用で

きる形にすることが求められる。 

５.教科書 

『行政法Ⅰ（第 4 版）』大橋洋一（有斐閣） 

『行政判例百選Ⅰ（第 8 版）』齋藤誠・山本隆司（編）（有斐閣） 

 

なお、学修用六法も毎回持参すること。 

６.参考書 

『カフェパウゼで法学を』横田明美（弘文堂） 

『法学学習 Q&A』横田明美・小谷昌子・堀田周吾（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 随時行うミニテストについては、教室内で講評を行うほか、個別の質問を受け付ける。 

期末試験については、採点後～学期終了までの間に講評を配布し、そのうえで個別の質問を受け付ける。 

８.成績評価の方法 
期末試験（100％）による。期末試験の形式については、第 1回講義で説明する。 

９.その他 
講義資料の配布や当日の突発的な連絡等は教員の Twitter アカウント（＠akmykt）でも告知する。 

初回講義は行政法 AⅠの期末試験講評を含むため、行政法 AⅠ受講者は、期末試験問題と講評を持参すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

行政法ＡⅠ 下川 環 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 高度情報化社会の急速な発展、地球的規模での環境問題の深刻化、少子高齢社会の到来、格差社会の進行、高度な生命科学の発達、エネルギーの

原発依存など、これまで予想もできなかったような複雑かつ深刻な現代的問題が次々と生起している。このため、行政機関は、広範な専門技術的裁

量権を行使してこのような新たな問題に迅速に対応する必要性に迫られている 行政法の核心は、行政権の行使が「国民の厳粛な信託によるもの」

（憲法前文）であるという憲法原理を基本として、現代社会における行政の役割の重大性の認識の下に、行政機関による裁量権の適正な行使を確保

し、民主的かつ公正・透明で国民に対して責任のとれる行政を実現するためには行政の過程をどのように統制すべきか、その統制の法理論を探究す

ることにあると考える。 

 かかる観点に立って、行政法 AⅠは、第１部「憲法理念と行政・行政法」のテーマの下に、権力分立制と行政権、憲法理念の転換と現代行政の特

質、行政裁判法制の歴史と公法・私法、行政事件と民事事件、憲法理念と行政法の基本原則などについて、具体的な事例と関連づけながらその基本

的な仕組みを理解したうえで、その争点に関する(最高裁判例を中心とする）判例及び学説の検討を通じて、行政法の基礎理論及び行政法上の問題を

解決する能力の修得を到達目標とする。 
２.授業内容 

第 01回：a：イントロダクション 

       ｂ：「憲法は滅び、行政法は存続する」？ 

 【第１部】 憲法理念と行政法 

第 02回：憲法理念と行政 

第 03回：憲法理念と行政法―明治憲法下の行政国家と行政法（１） 

第 04回：憲法理念と行政法―明治憲法下の行政国家と行政法（２） 

第 05回：憲法理念と行政法―日本国憲法下の司法国家と行政法（１） 

第 06回：憲法理念と行政法―日本国憲法下の司法国家と行政法（２） 

第 07回：憲法理念と行政法―日本国憲法下の司法国家と行政法（３） 

第 08回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（１） 

第 09回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（２） 

第 10回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（３） 

第 11回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（４） 

第 12回：憲法理念と行政法―行政事件と民事事件（５） 

第 13回：憲法理念と行政法―行政法の憲法的価値への回帰（１） 

第 14回：憲法理念と行政法―行政法の憲法的価値への回帰（２） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 （１）開講前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、スケジュール、講義の概要、履修上のマナー・ルールを公開しておきますので、必ず見て

おいて下さい。また、事前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、プリント（講義ノート・資料）を公開しますので、プリント・アウトし、できる

限り予習したうえで受講して下さい。 

 （２）行政法Ａ、行政法Ｂ、地方自治・公務員法をセットで履修していただきたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、講義の範囲と内容についてお知らせしておきますので、できる限り予習をしたうえで受講して下さ

い。また、記憶が新鮮なうちに、ノート整理等を行って体系的理解に努めて下さい。 

５.教科書 

 一般的な教科書は特に指定しませんが、高橋滋ほか編著『行政法 Visual Materials（第２版）』（有斐閣，２０２０年）、判例集としては、斎藤誠・

山本隆司編『行政判例百Ⅰ・Ⅱ（第８版）』（有斐閣，２０２２年）を使用します。 

６.参考書 

 特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験後に、全体的な評価をした上で正解率の低い問題については解説します。 

８.成績評価の方法 
 （１）定期試験１００点満点（正誤式３０問６０点、記述式２問４０点）で評価します。定期試験では、「（１００％）自製の手書きノート」のみ

の持込みを許可します。 

 （２）記述式については、１０点未満を欠格点とします。欠格点がある場合には、たとえ得点が６０点以上であっても評価は「Ｆ（不合格）」と

なりますので、注意して下さい。 

９.その他 
 公務員、法科大学院進学を志望する方は、行政法を必ず修得しておく必要がありますので、是非履修していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

行政法ＡⅡ 下川 環 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 高度情報化社会の急速な発展、地球的規模での環境問題の深刻化、少子高齢社会の到来、格差社会の進行、高度な生命科学の発達、エネルギーの

原発依存など、これまで予想もできなかったような複雑かつ深刻な現代的問題が次々と生起している。このため、行政機関は、広範な専門技術的裁

量権を行使してこのような新たな問題に迅速に対応する必要性に迫られている。行政法の核心は、行政権の行使が「国民の厳粛な信託によるもの」

（憲法前文）であるという憲法原理を基本として、現代社会における行政の役割の重大性の認識の下に、行政機関による裁量権の適正な行使を確保

し、民主的かつ公正・透明で国民に対して責任のとれる行政を実現するためには行政の過程をどのように統制すべきか、その統制の法理論を探究す

ることにあると考える。 

 かかる観点に立って、行政法 AⅡは、第２部「民主的責任行政の法的過程と透明性・アカウンタビリティ」のテーマの下に、行政組織、情報公開・

公文書管理、行政立法、行政計画、行政行為などについて、具体的な事例と関連づけながらその基本的な仕組みを理解したうえで、その争点に関す

る（最高裁判例を中心とする）判例及び学説の検討を通じて、行政法の基礎理論及び行政法上の問題を解決する能力の修得を到達目標とする。 

２.授業内容 

【第２部】 民主的責任行政の法的過程 

第 01回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と組織（１） 

第 02回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と組織（２） 

第 03回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と情報：情報公開・公文書管理（１） 

第 04回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と情報：情報公開・公文書管理（２） 

第 05回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と情報：情報公開・公文書管理（３） 

第 06回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と立法：行政立法（１） 

第 07回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と立法：行政立法（２） 

第 08回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と立法：行政立法（３） 

第 09回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と立法：【補論】行政規則 

第 10回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と計画策定：行政計画（１） 

第 11回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と計画策定：行政計画（２） 

第 12回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：総論 

第 13回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政行為（１） 

第 14回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政行為（２） 

                                            （行政法Ｂへ続く） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 （１）開講前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、スケジュール、講義の概要、履修上のマナー・ルールを公開しておきますので、必ず見て

おいて下さい。また、事前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、プリント（講義ノート・資料）を公開しますので、プリント・アウトし、できる

限り予習したうえで受講して下さい。 

 （２）行政法Ａ、行政法Ｂ、地方自治・公務員法をセットで履修していただきたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、講義の範囲と内容についてお知らせしておきますので、できる限り予習をしたうえで受講して下さ

い。また、記憶が新鮮なうちに、ノート整理等を行って体系的理解に努めて下さい。 

５.教科書 

 一般的な教科書は特に指定しませんが、高橋滋ほか編著『行政法 Visual Materials（第２版）』（有斐閣，２０２０年）、判例集としては、斎藤誠・

山本隆司編『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ（第８版）』（有斐閣，２０２２年）を使用します。 

６.参考書 

 特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験後に、全体的な評価をした上で正解率の低い問題については解説します。 

８.成績評価の方法 
 （１）定期試験１００点（正誤式３０問６０点、記述式２問４０点）で評価します。定期試験では、「（１００％）自製の手書きノート」のみの持

込みを許可します 

 （２）記述式については、１０点未満を欠格点とします。欠格点がある場合には、たとえ得点が６０点以上であっても評価は「Ｆ（不合格）」と

なりますので、注意して下さい。 

９.その他 
 公務員、法科大学院進学を志望する者は、行政法を必ず修得しておく必要がありますので、是非履修していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW221J 

行政法（総論） 岩崎 政明 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 行政法は統一法典をもたず、無数の個別法で構成されていますが、このうち、行政法総論は、行政作用法とグルーピングされるものについて、行

政組織法にも一部触れつつ、講義します。行政作用法に関する講義とは、国又は公共団体が、どのような行政活動をしているのか、その根拠となる

法令とその法的効果はどのようなものかについて解説するものです。 講義用レジュメを事前に配布しますので、予習をしておいてください。 

【到達目標】 

 この講義は、行政法総論の基礎知識と基本判例の理解を確実にすることを到達目標とします。「行政救済法」を履修するためには、「行政法総論」

の理解が前提となります。行政法を理解するためのロードマップは、「行政法総論」→「行政救済法」の順となります。まずは、行政法総論の講義を

履修することにより、行政法について考える力を習得するスタートをきってください。 

２.授業内容 

授業内容は、法科大学院における「共通的な到達目標モデル（第二次案修正案）：行政法」に準拠しています。同到達目標は、司法試験の出題範囲

に対応するものです。括弧内に表示したものは、同到達目標モデルの項目番号です。 

第１回：行政・行政法・行政法理論  国又は公共団体による「行政」の意義、これに関する法令及び法理論の特色を解説する。 

第２回：行政の内部関係（1-5-1、1-5-2）  行政組織・行政機関の法関係・行政主体間の法関係を解説する。 

第３回：法律による行政の原理（2-3-1、2-3-2）  行政に係る憲法原理である「法律による行政の原理」の意義、その例外ないし限界を解説する。 

第４回：行政裁量論（1-2-2、2-2-1、2-2-2）  「法律による行政の原理」の例外としての「行政裁量論」を解説する。行政裁量の必要性とこれ

に対する裁判審査の在り方についてもふれる。 

第㈤回：行政手続（1-4-1、1-4-2、3-1、3-1-2）  行政の意思形成過程に関する「行政手続」について解説する。 

第６回：行政行為の意義と分類（1-2-1）  行政活動の内、法的効果を持つ「行政行為」の意義・類型について解説する。 

第７回：行政行為の効力（1-2-1）  行政行為の効力、行政行為の権力性について解説する。 

第８回：行政行為の瑕疵（2-1-1、2-1-2）  瑕疵ある行政行為とその法的効果、行政行為の撤回について解説する。 

第９回：行政立法（行政基準）（1-2-2、2-3-1、2-3-2）  行政立法ないし行政基準の意義・種別、その法的統制について解説する。 

第 10回：行政計画（1-3-4）  行政計画の意義・種別、その法的統制について解説する。 

第 11回：行政の非権力的活動形式：行政契約（1-2-3）・行政指導（1-3-2）  厳格に法に拘束される権力的活動に対して、行政需要に柔軟に対応

しうる非権力的活動形式の有用性と問題点について解説する。 

第 12回：行政上の義務履行確保の制度（1-3-5、1-3-6）  行政目的の確実な実現を担保する諸手段を解説する。 

第 13回：行政調査（1-3-3、1-4-3）・行政情報管理（1-5-4）  行政調査の実効性と法治主義の要請の在り方について解説し、かつ、行政機関の

保有する情報の公開制度、個人情報の保護制度の仕組みを解説する。 

第 14回：行政情報管理  行政機関情報公開法及び個人情報保護法について解説する。  ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（1） 授業中に出席調査を行うことがあります。 

（2） 六法を持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 講義用の教材レジュメをクラスウェブに添付しますので、各回の授業の前に予習してください。 

【復習すべき内容】 授業を履修した後、毎回のレジュメ及びそこで引用されている教科書、判例百選掲載の判例を復習して、理解を確実なものに

してください。 

５.教科書 

クラスウェブに添付されている教材レジュメ 

宇賀克也『行政法概説Ⅰ 行政法総論(第 7 版)』(有斐閣，2020年) 

６.参考書 

斎藤誠・山本隆司編『行政判例百選Ⅰ(第 8 版)』（2022 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験については、試験終了後に解答例を配付する予定です。復習用にご利用ください。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 定期試験 100%  

【成績評価の基準】 

(1) 行政作用法における基本的な概念を理解しているか。 

(2) 司法試験の出題範囲に対応する「共通的な到達目標モデル(第二次修正案)：行政法」に即して、必要とされる行政法に関する法令、判例を理

解しているか。 

(３) 問題解決に必要な法令を六法から適格に探し出すことができるか。 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW321J 

行政法ＢⅠ 下川 環 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 高度情報化社会の急速な発展、地球的規模での環境問題の深刻化、少子高齢社会の到来、格差社会の進行、高度な生命科学の発達、エネルギーの

原発事故など、これまで予想もできなかったような複雑かつ深刻な現代的問題が次々と生起している。このため、行政機関は、広範な専門技術的裁

量権を行使してこのような新たな問題に迅速に対応する必要性に迫られている。行政法の核心は、行政権の行使が「国民の厳粛な信託によるもの」

（憲法前文）であるという憲法原理を基本として、現代社会における行政の役割の重大性の認識の下に、行政機関による裁量権の適正な行使を確保

し、民主的かつ公正・透明で国民に対して責任のとれる行政を実現するためには行政の過程をどのように統制すべきか、その統制の法理論を探究す

ることにあると考える。 

 かかる観点に立って、行政法 BⅠは、引き続き第２部「民主的責任行政の法的過程と透明性・アカウンタビリティ」のテーマの下に、行政行為（行

政法 A の続き）、即時強制、行政調査、行政上の強制執行、行政上の制裁、行政指導などについて、具体的な事例と関連づけながらその基本的な仕組

みを理解したうえで、その争点に関する（最高裁判例を中心とする）判例及び学説の検討を通じて、行政法の基礎理論及び行政法上の問題を解決す

る能力の修得を到達目標とする。 
２.授業内容 

【第２部】 民主的責任行政の法的過程（行政法 A の続き） 

第 01回：イントロダクション 

         ：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政行為（１） 

第 02回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政行為（２） 

第 23回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政行為（３） 

第 04回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政行為（４） 

第 05回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：即時強制 

第 06回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政調査（１） 

第 07回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政調査（２） 

第 08回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政指導（１） 

第 09回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政における法的仕組み：行政指導（２）・行政契約 

第 10回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と実効性の確保：行政上の強制執行（１） 

第 11回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と実効性の確保：行政上の強制執行（２） 

第 12回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と実効性の確保：行政上の強制執行（３） 

第 13回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と実効性の確保：行政罰（１） 

第 14回：民主的責任行政の法的過程―民主的責任行政と実効性の確保：行政罰（２）・その他の制裁 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 （１）開講前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、スケジュール、講義の概要、履修上のルールを公開しておきますので、必ず見ておいて下

さい。また、事前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、プリント（講義ノート・資料）を公開しますので、プリント・アウトし、できる限り予習

したうえで受講して下さい。 

 （２）行政法Ａ、行政法Ｂ、地方自治・公務員法をセットで履修していただきたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、講義の範囲と内容についてお知らせしておきますので、できる限り予習をしたうえで受講して下さ

い。また、記憶が新鮮なうちに、ノート整理等を行って体系的理解に努めて下さい。 

５.教科書 

 一般的な教科書は特に指定しませんが、行政法Ａに引き続き、高橋滋ほか編著『行政法 Visual Materials（第２版）』（有斐閣、２０２０年）、判

例集としては、斎藤誠・山本隆司編『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ（第８版）』（有斐閣、２０２２年）を使用します。 

６.参考書 

 特に定めません。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験後に、全体的な評価をした上で正解率の低い問題については解説します。 

８.成績評価の方法 
【Ａ】法科大学院の特別選抜入試の受験希望者がいない場合 

 （１）成績評価は、定期試験１００点（正誤式３０問６０点、記述式２問４０点）で行います。定期試験では、「（１００％）自製の手書きノート」

のみの持込みを許可します。 

 （２）記述式については、１０点未満を欠格点とします。欠格点がある場合には、たとえ得点が６０点以上であっても評価は「Ｆ（不合格）」と

なりますので、注意して下さい。 

【Ｂ】法科大学院の特別選抜入試の受験希望者がいる場合 

 （１）履修者全員に対して５月下旬に中間テストを実施することとされています。中間テストは、制限時間３０分、５０点（正誤式１５問３０点、

記述式１問２０点）とします。中間テストでは、「（１００％）自製の手書きノート」のみの持込みを許可します。記述式については欠格点は設けま

せん。 

 （２）定期試験については、【Ａ】（１）・（２）と同じです。試験範囲は、全範囲とします。 

 （３）成績評価は、中間テスト５０点と定期試験１００点の合計１５０点で行います。定期試験の記述式について欠格点がある場合には、たとえ

合計点が９０点（１５０点×６０％）以上であっても評価は「Ｆ（不合格）」となりますので、注意して下さい。 

９.その他 
 公務員、法科大学院進学などを志望する者は、行政法を必ず修得しておく必要がありますので、是非履修していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW321J 

行政法ＢⅡ 下川 環 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 高度情報化社会の急速な発展、地球的規模での環境問題の深刻化、少子高齢社会の到来、格差社会の進行、高度な生命科学の発達、エネルギーの

原発依存など、これまで予想もできなかったような複雑かつ深刻な現代的問題が次々と生起している。このため、行政機関は、広範な専門技術的裁

量権を行使してこのような新たな問題に迅速に対応する必要性に迫られている。行政法の核心は、行政権の行使が「国民の厳粛な信託によるもの」

（憲法前文）であるという憲法原理を基本として、現代社会における行政の役割の重大性の認識の下に、行政機関による裁量権の適正な行使を確保

し、民主的かつ公正・透明で国民に対して責任のとれる行政を実現するためには行政の過程をどのように統制すべきか、その統制の法理論を探究す

ることにあると考える。 

 かかる観点に立って、行政法 BⅡは、第３部「裁量行政の法的統制」のテーマの下に、行政裁量、行政手続（行政処分手続、行政不服審査手続）、

行政訴訟(行政法 Aで講義した範囲を除く）、国家補償（国家賠償、損失補償、国家補償の谷間）などについて、具体的な事例と関連づけながらその

基本的な仕組みを理解したうえで、その争点に関する（最高裁判例を中心とする）判例及び学説の検討を通じて、行政法の基礎理論及び行政法上の

問題を解決する能力の修得を到達目標とする。 
２.授業内容 

【第３部】 民主的責任行政と裁量統制 

第 01回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政における裁量（１） 

第 02回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政における裁量（２） 

第 03回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政の手続：行政処分手続（１） 

第 04回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政の手続：行政処分手続（２） 

第 05回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政の手続：行政処分手続（３） 

第 06回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政の手続：行政処分手続（４） 

第 07回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政の手続：行政不服審査手続（１） 

第 08回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政の手続：行政不服審査手続（２） 

第 09回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政の手続：行政不服審査手続（３） 

第 10回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政と司法審査：行政訴訟（１） 

第 11回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政と司法審査：行政訴訟（２） 

第 12回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政と司法審査：国家補償（１） 

第 13回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政と司法審査：国家補償（２） 

第 14回：民主的責任行政と裁量統制―民主的責任行政と司法審査：国家補償（３） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 （１）開講前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、スケジュール、講義の概要、履修上のルールを公開しておきますので、必ず見ておいて下

さい。また、事前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、プリント（講義ノート・資料）を公開しますので、プリント・アウトし、できる限り予習

をしたうえで受講して下さい。 

 （２）行政法Ａ、行政法Ｂ、地方自治・公務員法をセットで履修していただきたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、講義の範囲と内容についてお知らせしておきますので、できる限り予習をしたうえで受講して下さ

い。また、記憶が新鮮なうちに、ノート整理等を行って体系的理解に努めて下さい。 

５.教科書 

 一般的な教科書は特に指定しませんが、行政法Ａに引き続き、高橋滋ほか編著『行政法 Visual Materials（第２版）』（有斐閣、2020年）、判例集

としては、宇賀克也・交告尚史・山本隆司編『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ（第７版）』（有斐閣、2017年）を使用します。 

６.参考書 

 特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験後に、全体的な評価をした上で正解率の低い問題については解説します。 

８.成績評価の方法 
 （１）定期試験１００点（正誤式３０問６０点、記述式２問４０点）で評価します。定期試験では、「（１００％）手書きノート」のみの持込みを

許可します。 

 （２）記述式については、１０点未満を欠格点とします。欠格点がある場合には、たとえ得点が６０点以上であっても評価は「Ｆ（不合格）」と

なりますので、注意して下さい。 

９.その他 
 公務員、法科大学院進学などを志望する者は、行政法を必ず修得しておく必要がありますので、是非履修していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW321J 

行政法ＢⅠ 横田 明美 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

安心して暮らせる社会秩序を保つために、法律によって行政機関に様々な権限が与えられている。行政法 A で学習した行政法総論の知識を踏まえ、

そこで論じきれなかった残りの部分及び「行政情報法」に関連する法制度を学んだうえで、紛争解決についての「行政救済法」のうち、金銭による

救済・調整を目指す「国家補償」について講義する。 

【到達目標】 

行政法の基本概念を理解し、その相互関係についても説明できるようになること、および、行政に関する基本的な法律問題に対し、具体例と理論枠

組みを念頭に置きながらどのように解決されるべきかを論じられるようになることである。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（行政法総論についての復習） 

第２回：行政手続（１） 

第３回：行政手続（２） 

第４回：a 行政法総論の小テスト（中間試験） 

    b 行政上の執行、概観 

第５回：行政上の義務履行確保（１）行政上の執行 

第６回：行政上の義務履行確保（２）制裁 

第７回：行政情報法（１）行政調査・情報公開 

第８回：行政情報法（２）個人情報保護・情報法制の紛争解決 

第９回：行政法総論まとめ・行政救済法概観 

第 10回：国家補償法・国家賠償（１）国賠法 1条 

第 11回：国家賠償（２）国賠法 2 条 

第 12回：国家賠償（３）国賠の判例 

第 13回：損失補償 

第 14回：国家補償の谷間 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

行政法ＡⅠ・Ⅱにおいて、行政法総論の 7割（行政法の基本概念、行為類型論まで）を履修・習得済みであることを前提とする。 

また、国家補償の回以降、民法の不法行為に関する知識が必須となるため、本講義のほかに民法（損害賠償）を同時受講することが望ましい（カリ

キュラム上同時受講が困難な場合は、最低限の箇所を自習し、秋学期に補うことが望ましい。詳しくは初回講義で説明する）。 

行政法ＢⅡを継続して受講することが望ましい。なおその場合、行政法ＢⅡでは民事訴訟法の知識が必須となることに注意されたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

行政法では、一つの学習項目と他の学習項目との関連性が強いため、ひとつの教科書を「何周も」巡るような段階的な学習が不可欠となる。そのた

め、本講義では、概略から詳細へ、段階的に学べるように工夫している。「概観」を経てから本論に入るというかたちで同じキーワードが出てくるの

はそのためである。 

講義の予習としてはシラバスファイルにおいて指定する教科書対応箇所の通読と、毎回事前配布されるレジュメのダウンロード（必要に応じ印刷）

が必要となる。復習としては、授業自体の復習だけでなく、適切な「まとめノート」の作成により、段階的学習で得た知見を自らの知識として活用

できる形にすることが求められる。 

５.教科書 

今年度は授業担当者交代を踏まえ、昨年の行政法 AI・IIにおいて指定されていた『行政法［第６版］』櫻井敬子・橋本博之（弘文堂）を継続して指

定する。 

加えて、『行政判例百選Ⅰ（第 8版）』齋藤誠・山本隆司（編）（有斐閣）、『行政判例百選Ⅱ（第 8 版）』齋藤誠・山本隆司（編）（有斐閣）を指定す

る。 

なお、学修用六法も毎回持参すること。 

６.参考書 

『カフェパウゼで法学を』横田明美（弘文堂） 

『法学学習 Q&A』横田明美・小谷昌子・堀田周吾（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 中間試験の講評を第 7 回～第 9回の間に、期末試験の講評は試験採点後～学期終了までに配布する。そのうえで、個別に質問があれば受け付ける。

なお、期末試験については行政法 BⅡの初回においても質疑を受け付ける。 

８.成績評価の方法 
中間試験（20％）と期末試験（80％）による。中間試験及び期末試験の形式は第 1回に告知する。 

９.その他 
講義資料の配布や当日の突発的な連絡等は教員の Twitter アカウント（＠akmykt）でも告知する。 

【以下、2023年度限り】 

講義担当者交代が学生に不利益になることがないよう、シラバスの内容と教科書を指定する際に 2022 年度（猪股先生担当）行政法ＡⅠ・Ⅱ受講者

を想定して内容を決めている。 

この対応は今年度限りである（2024 年度は、2023 年行政法ＡⅠ・Ⅱ（横田担当）を履修した者向けの内容となる。具体的には、行政手続・行政上

の義務履行確保・行政情報法については行政法ＡⅠ・Ⅱで履修済みとして扱う予定なので注意すること）。 
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科目ナンバー : (LA)LAW321J 

行政法ＢⅡ 横田 明美 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

行政機関が私たちに対し行う働きかけについて、どのような基本原則があるのか、具体的に紛争解決のためにいかなる方法があるのかを理解する

ことと、行政と市民とのフェアな関係を構築するルールや社会問題を解決するための制度設計の方法を考える力をつけること目的とする。 

内容としては、行政法 AⅠ・Ⅱと行政法 BⅠで学んだ行政法総論を踏まえ、問題発生時に行政処分の効力や公法上の法律関係そのものについて争う

「行政争訟」について学ぶ。 

【到達目標】 

行政に関する基本的な法律問題に対し、具体例と理論枠組みを念頭に置きながらどのように解決されるべきかを論じられるようになることである。 

２.授業内容 

第１回：aのみ 行政法 BⅠの復習（期末試験講評への質疑を含む）・行政争訟の概観 

第２回：行政不服審査 

第３回：行政訴訟概観（訴訟類型論） 

第４回：取消訴訟（１）処分性・原告適格・訴えの利益 

第５回：取消訴訟（２）判例分析 

第６回：その他の抗告訴訟（１）訴訟類型ごとの概観 

第７回：当事者訴訟（１）概観と H16年改正の影響 

第８回：その他の抗告訴訟（２）・当事者訴訟（２）：判例 

第９回： 仮の救済 

第 10回：民衆訴訟（特に住民訴訟）・機関訴訟 

第 11回：事例演習（１）：訴訟類型の選択 

第 12回：事例演習（２）：国家賠償と行政訴訟 

第 13回：市民参加 

第 14回：行政法全体のまとめ・他科目との関係 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

行政法総論をすべて履修していること、行政救済法のうち国家補償を履修していることを前提に講義を行う。 

そのため、行政法ＡⅠ・Ⅱ、行政法ＢⅠと連続受講が望ましい。 

また、行政争訟の多くを規律する行政事件訴訟法は民事訴訟法の特則である（行政事件訴訟法 7条参照）。そのため、民事訴訟法Ⅰ・Ⅱを履修済み

か、同時履修であることが望ましい（履修していない場合は、適宜の入門書で自学すること）。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

行政法では、一つの学習項目と他の学習項目との関連性が強いため、ひとつの教科書を「何周も」巡るような段階的な学習が不可欠となる。そのた

め、本講義では、概略から詳細へ、段階的に学べるように工夫している。「概観」を経てから本論に入るというかたちで同じキーワードが出てくるの

はそのためである。 

講義の予習としてはシラバスファイルにおいて指定する教科書対応箇所の通読と、毎回事前配布されるレジュメのダウンロード（必要に応じ印刷）

が必要となる。復習としては、授業自体の復習だけでなく、適切な「まとめノート」の作成により、段階的学習で得た知見を自らの知識として活用

できる形にすることが求められる。 

５.教科書 

今年度は授業担当者交代を踏まえ、昨年の行政法 AI・IIにおいて指定されていた『行政法［第６版］』櫻井敬子・橋本博之（弘文堂）を継続して指

定する。 

加えて、『行政判例百選Ⅰ（第 8版）』齋藤誠・山本隆司（編）（有斐閣）、『行政判例百選Ⅱ（第 8 版）』齋藤誠・山本隆司（編）（有斐閣）を指定す

る。 

なお、学修用六法も毎回持参すること。 

６.参考書 

学習方法の参考書として、『カフェパウゼで法学を』横田明美（弘文堂）、『法学学習 Q&A』横田明美・小谷昌子・堀田周吾（有斐閣）を勧める。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験の講評は試験採点後～学期終了までに配布する。そのうえで、個別に質問があれば受け付ける。 

８.成績評価の方法 
期末試験による（100％）。定期試験の形式については、第 1 回講義において例示を示しつつ説明する予定である。 

９.その他 
講義資料の配布や当日の突発的な連絡等は教員の Twitter アカウント（＠akmykt）でも告知する。 

初回講義は行政法 BⅠの期末試験講評を含むため、行政法 BⅠ受講者は、期末試験問題と講評を持参すること。 

【以下、2023年度限り】 

講義担当者交代が学生に不利益になることがないよう、シラバスの内容と教科書を指定する際に 2022 年度（猪股先生担当）行政法ＡⅠ・Ⅱ受講者

を想定して内容を決めている。 

この対応は今年度限りである（2024 年度は、2023 年行政法ＡⅠ・Ⅱ（横田担当）を履修した者向けの内容となる。具体的には、行政手続・行政上

の義務履行確保・行政情報法については行政法ＡⅠ・Ⅱで履修済みとして扱う予定なので注意すること）。 
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科目ナンバー : (LA)LAW321J 

行政法（救済法） 橋本 博之 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

法科大学院への進学、各種国家試験の準備として行政法を学びたいという学生を対象に、行政救済法を講義します。 

本授業は、法律家としての実践的な能力の養成を目指し、行政判例ノート（第 5 版）を用いた双方向の授業を行います。学生が事前に予習をしてい

ることを前提に、教員と学生の「対話」により、実定法解釈の理解を深めることを目指します。 

到達目標 

本授業は、既存の知識・ルールの射程と限界を正確に理解した上で、新たな答えを探す、批判的・創造的な法的思考力の養成を目指します。 

２.授業内容 

第 1 回 行政救済法の全体像 

第 2 回 取消訴訟の対象（１） 

第 3 回 取消訴訟の対象（２） 

第 4 回 取消訴訟の原告適格 

第 5 回 訴えの客観的利益 

第 6 回 中間テスト 

第 7 回 取消訴訟の判決 

第 8 回 その他の抗告訴訟 

第 9 回 当事者訴訟 

第 10回 仮の救済 

第 11回 国家賠償法 1 条 

第 12回 国家賠償法２条・損失補償 

第 13回 授業内試験（事例問題） 

第 14回 授業内試験の検討会 

 

 ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

教科書である『行政判例ノート〔5 版〕』（弘文堂・2023）が手許にあることを前提に授業が進められます。各自、準備しておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業ごとに、予習範囲の判例に目を通しておいてください。参書書として掲げた教科書・テキストについても、あわせて予習しておくことが推奨さ

れます。 

５.教科書 

橋本博之『行政判例ノート〔第 5版〕』（弘文堂・2023） 

６.参考書 

櫻井敬子・橋本博之『行政法〔第 6 版〕』（弘文堂）、村上裕章『スタンダード行政法』（有斐閣）、宇賀克也『行政法〔第 2 版〕』（有斐閣）など、行

政法の標準的テキストのうちいずれかを参考書として使うことを推奨します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 中間テストについて、事後的に、解答の指針や発展学習の方法を記載した資料を配布します。授業内試験について、内容の解説を含む検討会を実施

します。 

８.成績評価の方法 
（1）授業参加度・中間テストを含む（４0%）、（2）授業内試験（６0%）で評価します。 

９.その他 
特になし。 
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科目ナンバー : (LA)LAW321J 

租税法Ⅰ 小林 宏之 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 この授業では、租税法の基礎的な思考方式を理解した上で、租税法全般の基本的な論点を理解することを具体的な到達目標としています。 

 今日、新聞やテレビのニュースで、「租税」について報道されない日はないといっていいほど、「租税」は我々の日常生活と密接な関わり合いを持

っています。本講義では、その「租税」について規定した租税法の基礎的な知識を習得することを目的としています。 

２.授業内容 

第１回：租税法とは 

第２回：租税政策と租税法 

第３回：現代国家と租税制度 

第４回：租税立法原則 

第５回：租税政策上の原則 

第６回：租税法の法源 

第７回：課税要件 

第８回：租税法律関係の特徴 

第９回：租税確定手続 

第 10回：租税徴収手続 

第 11回：附帯税 

第 12回：租税行政組織 

第 13回：税理士制度 

第 14回：租税法令の解釈 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 予習、復習に励んでください。また、当然のことですが、講義中の私語は厳禁です。なお、授業内容については、受講者の関心、到達レベルによ

って適宜変更する可能性があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に、水野忠恒ほか『テキストブック 租税法 第 3 版』（中央経済社、2022 年）、三木義一ほか『よくわかる税法入門 第 17 版』（有斐閣、

2023 年）、佐藤英明『プレップ租税法 第 4 版』（弘文堂、2021年）等により準備学習することをお勧めします。 

５.教科書 

 中里 実ほか編『租税法概説 第 4 版』（有斐閣，2021年） 

 中里 実ほか編『租税判例百選 第 7 版』（有斐閣，2021 年） 

６.参考書 

 水野忠恒『大系 租税法 第 4版』（中央経済社，2023年） 

 金子  宏『租税法 第 24版』（弘文堂，2021 年） 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  学期中に「レポート」を課す場合がありますが、その場合は、採点後、講評を付して受講者にフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
 原則として、定期試験の成績により評価します。 

９.その他 
 使用教材（教科書・参考書等）については、第 1 回授業の際に、説明しますので、購入については、その説明を聞いてからご検討ください。した

がって、第 1 回授業の際には、使用教材を持参されなくて結構です。 
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科目ナンバー : (LA)LAW321J 

租税法Ⅱ 小林 宏之 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 この授業では、租税法の基礎的な思考方式を理解した上で、租税法全般の基本的な論点を理解することを具体的な到達目標としています。 

 今日、新聞やテレビのニュースで、「租税」について報道されない日はないといっていいほど、「租税」は我々の日常生活と密接な関わり合いを持

っています。本講義では、その「租税」について規定した租税法の基礎的な知識を習得することを目的としています。 

２.授業内容 

第１回：租税法と私法 

第２回：借用概念 

第３回：私法取引と租税法 

第４回：租税回避の否認 

第５回：納税者の租税回避目的と事実認定 

第６回：信義則 

第７回：租税争訟制度 

第８回：異議申立手続 

第９回：審査請求手続 

第 10回：租税訴訟 

第 11回：主張・立証責任の分配 

第 12回：推計課税 

第 13回：租税争訟の現状 

第 14回：租税法務と租税訴訟の現状 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 予習、復習に励んでください。また、当然のことですが、講義中の私語は厳禁です。なお、授業内容については、受講者の関心、到達レベルによ

って適宜変更する可能性があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に、水野忠恒ほか『テキストブック 租税法 第 3 版』（中央経済社、2022 年）、三木義一ほか『よくわかる税法入門 第 17 版』（有斐閣、

2023 年）、佐藤英明『プレップ租税法 第 4 版』（弘文堂、2021年）等により準備学習することをお勧めします。 

５.教科書 

 中里 実ほか編『租税法概説 第 4 版』（有斐閣，2021年） 

 中里 実ほか編『租税判例百選 第 7 版』（有斐閣，2021 年） 

６.参考書 

 水野忠恒『大系 租税法 第 4版』（中央経済社，2023年） 

 金子  宏『租税法 第 24版』（弘文堂，2021 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  学期中に「レポート」を課す場合がありますが、その場合は、採点後、講評を付して受講者にフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
 原則として、定期試験の成績により評価します。 

９.その他 
 使用教材（教科書・参考書等）については、第 1 回授業の際に、説明しますので、購入については、その説明を聞いてからご検討ください。した

がって、第 1 回授業の際には、使用教材を持参されなくて結構です。 
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科目ナンバー : (LA)LAW321J 

地方自治・公務員法 下川 環 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 日本国憲法は、地方自治について一章を設け、地方自治を制度的に保障している。この地方自治制度は、地方自治法をはじめとして、地方財政

法、地方税法、地方公務員法などの国の法令のほか、地方自治体の条例、規則などによって具体化されている。本講義では、最近の地方自治をめぐ

る改革の動向に着目しつつ、新聞等におけるトピックをできる限り取り上げながら、地方自治・公務員法に関する基礎的な制度及び理論の理解を深

めることを目標とする。 

 本講義では、地方自治体の種別、権能（自治組織権、自治立法権、自治行政権、自治財政権）、住民の自治権、公務員法制（公務員の勤務関係、

権利・義務・倫理）などについて講義する。 

２.授業内容 

第 01回：a：イントロダクション 

      ｂ：地方自治法の基礎（１） 

第 02回：地方自治法の基礎（２） 

第 03回：地方公共団体の種別 

第 04回：地方自治体の権能―自治組織権（１） 

第 05回：地方自治体の権能―自治組織権（２） 

第 06回：地方自治体の権能―自治立法権（１） 

第 07回：地方自治体の権能―自治立法権（２） 

第 08回：地方自治体の権能―自治行政権（１） 

第 09回：地方自治体の権能―自治行政権（２） 

第 10回：地方自治体の権能―自治行政権（３） 

第 11回：地方自治体の権能―自治行政権（４） 

第 12回：地方自治体の権能―自治行政権（５）、自治財政権 

第 13回：地方自治体の権能―住民の自治権 

第 14回：公務員法制 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 （１）開講前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、スケジュール、講義の概要、履修上のマナー・ルールを公開しておきますので、必ず見て

おいて下さい。また、事前に Oh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、プリント（講義ノート・資料）を公開しますので、プリント・アウトし、できる

限り予習したうえで受講して下さい。 

 （２）行政法Ａ、行政法Ｂ、地方自治・公務員法をセットで履修していただきたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に Oh-o!Meiji クラスウエッブにおいて、講義の範囲と内容についてお知らせしておきますので、できる限り予習をしてうえで受講して下さ

い。また、記憶が新鮮なうちに、ノート整理等を行って体系的理解に努めて下さい。 

５.教科書 

 一般的な教科書は、特に指定しませんが、判例集としては、磯部力・小幡純子・斉藤誠編『地方自治判例百選（第４版）』（有斐閣・２０１３年）

を使用します。 

６.参考書 

 特に定めません。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験後に、全体的な評価をした上で正解率の低い問題については解説します。 

８.成績評価の方法 
 （１）定期試験１００点満点（正誤式３０問６０点、記述式２問４０点）で評価します。定期試験では、「（１００％）自製の手書きノート」のみ

の持込みを許可します 

 （２）記述式については、１０点未満を欠格点とします。欠格点がある場合には、たとえ得点が６０点以上であっても評価は「F（不合格）」とな

りますので、注意して下さい。 

９.その他 
 公務員を志望する方は、地方自治・公務員法を必ず修得しておく必要がありますので、是非履修していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

環境法Ⅰ 横田 明美 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】環境問題は経済成長と市民の生活利便性向上とともに様々に変化している。その変化と特質に対応して生み出された環境法の基本

理念、環境法制の仕組み、および政策手法の流れを概観し、被害の予防と紛争解決の道筋を考えるための基礎（環境法総論）を説明する。 

 

【到達目標】環境問題の歴史と環境法の基本的考え方を理解し、環境法制の仕組みと政策手法の特性を学ぶ。 

関連科目で学んだ法的思考と、環境問題の特性に応じて編み出された理論や手法がどのように関係するのかを理解し、環境問題への対応策を自分

の頭で考えられるようになる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（環境法とは何か） 

第２回：環境法の歴史（１）公害への対応 

第３回：環境法の歴史（２）環境省・環境法制の形成過程 

第４回：環境法の基本原則（１）予防原則、汚染者負担原則など 

第５回：環境法の基本原則（２）環境基本法の基本理念、「環境権」論、環境公益 

第６回：環境法の担い手 

第７回：環境法の手法（１）規制手法の利点と限界 

第８回：環境法の手法（２）誘導の仕組み 

第９回： 環境アセスメント（１）アセスメントとは 

第 10回：環境アセスメント（２）環境影響評価法 

第 11回：環境法と他の法学科目の関係（紛争解決編序論） 

第 12回：ディスカッションとディベート（１）：ディベートとは何か 

第 13回：ディスカッションとディベート（２）：実践回 

第 14回：講義のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

環境法Ⅱとの連続受講を推奨するが、Ⅰのみでも一応完結する内容になる予定である（Ⅱは、前提となる知識が多いため）。 

 

行政法ＡＩ及びＡⅡ、行政法ＢＩ（のうち、「行政法総論」に属する範囲）の基礎知識があることが前提となるため、これらの科目が履修済みある

いは同時履修であることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

環境法は法学の「使い方」を考える講義でもある。そこで、各回の対応する箇所について、教科書による予習・復習を行うことに加えて、日頃から

環境法に関連するニュース等を集めることが望ましい（履修前からしておくとよい）。 

また、毎回のコメントシートおよび期末試験では短い時間に文章を書き上げる構成力も問うことになるので、答案の書き方や構成の仕方について

の自学もしておくと望ましい。詳しくは参考書『カフェパウゼで法学を』参照。 

５.教科書 

『環境法入門（第 4 版）〔有斐閣アルマ〕』交告尚史・臼杵知史・前田陽一・黒川哲志（有斐閣） 

 

なお、環境法は学習用六法に載っていない法令も扱うため、各自のデバイスで検索できることが望ましい（もし持っていない場合は、『環境六法』

（第一法規）を購入すること）。 

６.参考書 

『環境法（ストゥディアシリーズ）第 2 版』北村喜宣（有斐閣） 

『カフェパウゼで法学を』横田明美（弘文堂） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 ほぼ毎回コメントシート課題を課し、それに対してはその次の回の冒頭で取り上げる。 

期末試験については、採点後～学期終了までの間に講評を配布し、そのうえで個別の質問を受け付ける。 

８.成績評価の方法 
期末試験（100％）による。 

（コメントシート課題及びディベートそれ自体は評価対象としないが、期末試験の内容の一部はこれらを前提としている）。 

９.その他 
前任校において初回が台風で休講になったため、Twitter 上でバーチャルな第１回講義を試みたことがある（2014 年 10 月）。そのまま環境法Ⅰの第

1 回講義の再現になっているので、講義の内容等について関心がある方は、ご参照いただきたい。 

http://togetter.com/li/728255 

 

なお、Twitter を使って講義資料の配布状況や突発的連絡を行うことがある。教員のアカウントは ＠akmykt である。 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

環境法Ⅱ 横田 明美 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】環境法Ｉで学んだ内容をもとに、分野ごとの法制度（環境法各論）を学ぶとともに、環境にまつわる法的紛争の解決方法を学ぶ。ま

た、多様な利害対立が生じる環境法政策分野を考えるために必要な思考力を身に着けることも目標とする。 

 

【到達目標】環境問題の歴史と環境法の基本的考え方を理解し、環境法制の仕組みと政策手法の特性を学ぶ。 

関連科目で学んだ法的思考と、環境問題の特性に応じて編み出された理論や手法がどのように関係するのかを理解し、環境問題への対応策を自分

の頭で考えられるようになる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：環境法総論と環境法各論の関係 

第２回：廃棄物とリサイクル（１）：制度論 

第３回：廃棄物とリサイクル（２）：判例 

第４回：法律と条例の関係 

第５回：大気汚染防止法・水質汚濁防止法 

第６回：水をめぐる条例規制 

第７回：自然環境の保護 

第８回：都市環境の保護 

第９回： 原子力規制 

第 10回：環境法における紛争解決（１）：補償の仕組み、民事訴訟 

第 11回：環境法における紛争解決（２） ：行政訴訟 

第 12回：事例研究：産廃最終処分場をめぐる紛争 

第 13回：地球環境問題 

第 14回：講義のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

環境法Ⅰとの連続受講を推奨する。 

 

行政法ＡＩ及びＡⅡ、行政法ＢＩ（「行政法総論」）・行政法 BⅡ（行政救済法）、民法（特に損害賠償）、民事訴訟法Ⅰ・Ⅱの基礎知識があることが前

提となるため、これらの科目が履修済みあるいは同時履修であることが望ましい。もし欠けている知識がある場合は、適宜の入門書での自学を勧め

るので、初回講義で申し出ること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

環境法は法学の「使い方」を考える講義でもある。そこで、教科書による予習復習に加えて、日頃から環境法に関連するニュース等を集めることが

望ましい（履修前からしておくとよい）。 

また、毎回のコメントシートおよび期末試験では短い時間に文章を書き上げる構成力も問うことになるので、答案の書き方や構成の仕方について

の自学もしておくと望ましい。詳しくは参考書『カフェパウゼで法学を』参照。 

５.教科書 

『環境法入門（第 4 版）〔有斐閣アルマ〕』交告尚史・臼杵知史・前田陽一・黒川哲志（有斐閣） 

なお、環境法は学習用六法に載っていない法令も扱うため、各自のデバイスで検索できることが望ましい（もし持っていない場合は、『環境六法』

（第一法規）を購入すること）。 

６.参考書 

『環境法（ストゥディアシリーズ）第 2 版』北村喜宣（有斐閣） 

『カフェパウゼで法学を』横田明美（弘文堂） 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 ほぼ毎回コメントシート課題を課し、それに対してはその次の回の冒頭で取り上げる。 

期末試験については、採点後～学期終了までの間に講評を配布し、そのうえで個別の質問を受け付ける。 

８.成績評価の方法 
期末試験（100％）による。 

（コメントシート課題自体は評価対象としないが、期末試験の内容の一部はこれらを前提としている）。 

９.その他 
前任校において初回が台風で休講になったため、Twitter 上でバーチャルな第１回講義を試みたことがある（2014 年 10 月）。そのまま環境法Ⅰの第

1 回講義の再現になっているので、講義の内容等について関心がある方は、ご参照いただきたい。 

http://togetter.com/li/728255 

 

なお、Twitter を使って講義資料の配布状況や突発的連絡を行うことがある。教員のアカウントは ＠akmykt である。 

390



 

   

 

科目ナンバー : 未設定 

教育法Ⅰ 斎藤 一久 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

教育法入門として教育法の全体像を把握できるよう授業を展開する。主として教育法学における諸論点を扱うが、法解釈学だけではなく、法政策的

な議論にも言及することになる。 

【到達目標】 

教育法に関係する基本的な争点について理解している。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（教育法とは）  

第２回：教育と法 

第３回：教育を受ける権利 

第４回：教育を支える法体系（１）  

第５回：教育を支える法体系（２）  

第６回：学校における主役としての子ども（１）  

第７回：学校における主役としての子ども（２）  

第８回：子どもの教育を支える人々 

第９回：子どもの教育を支える機関 

第 10回：学校の教育内容は誰が決めるのか？  

第 11回：学校事故 

第 12回：教育と思想良心の自由 

第 13回：宗教と教育 

第 14回：学校における情報公開・個人情報保護 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

参考書等の該当箇所を予習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で指示するほか、関連する判例がある場合には、データベースなどで検索し、読んでおくこと。 

５.教科書 

とくに指定しない。 

６.参考書 

『ガイドブック教育法〔新訂版〕』姉崎洋一ほか（三省堂） 

『コンメンタール教育基本法』日本教育法学会編（学陽書房） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
試験９０％、平常点（授業での積極的な発言など）１０％ 

９.その他 
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科目ナンバー : 未設定 

教育法Ⅱ 斎藤 一久 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

教育法Ⅰで得た知識を前提に、教育判例を中心として、教育法について多角的に検討する。 

【到達目標】 

教育法に関する基本的な判例について理解している。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（教育判例とは） 

第２回：旭川学力テスト判決（１） 

第３回：旭川学力テスト判決（２） 

第４回：教科書裁判（１） 

第５回：教科書裁判（２） 

第６回：東京都公立学校国旗国歌訴訟事件（１） 

第７回：東京都公立学校国旗国歌訴訟事件（２） 

第８回：エホバの証人剣道拒否事件 

第９回：入学義務付け訴訟 

第 10回：天草市小学校体罰事件、大田区小学校児童指導要録公開請求事件 

第 11回：学校事故と学校の責任（１） 

第 12回：学校事故と学校の責任（２） 

第 13回：法教育 

第 14回：外国の教育判例 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

教科書、参考書等の該当箇所を予習しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で指示するほか、関連する判例がある場合には、データベースなどで検索し、読んでおくこと。 

５.教科書 

『重要教育判例集』斎藤一久編（東京学芸大学出版会）※改定予定あり。 

６.参考書 

『ガイドブック教育法〔新訂版〕』姉崎洋一ほか（三省堂） 

『コンメンタール教育基本法』日本教育法学会編（学陽書房） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
試験９０％、平常点（授業での積極的な発言など）１０％ 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

不動産法Ⅰ 三林 宏 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業では、「財産法」に関する民法のルールのうち、「不動産」に関する民法ルールに焦点をあて、不動産に関する主要な法律問題を解決するた

めの基礎的法律知識を修得することを、その目的とする。具体的には、不動産に関する具体的な法律問題を解決するためには、第一に、その法律問

題を解決するのに必要な関連する法令を抽出し（第一の作業）、第二に、その法令を解釈して問題解決のための具体的なルールを確定し（第二の作

業）、最後に、このルールをその法律問題に適用してその法律問題の解決を図る（第三の作業）という、基本的な枠組みを修得することが必要である

が、その前提として、不動産に関する具体的な法律問題を解決するための民法上のルールそれ自体を正確に理解することが必要になることから、第

一・第二の作業に授業の力点が置かれることになる。 

「不動産」に関する主要な法律問題のうち、登記簿の仕組み・見方に関する問題群、物権変動のルールに関する問題群、所有権法（マンション法を

含む）のルールに関する問題群、不動産担保の中の抵当権のルールに関する問題群を学習する。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション・不動産法の全体像 レジュメ＋講義 

第２回：物権変動（その１）：登記簿の仕組み・見方 レジュメ＋講義 

第３回：物権変動（その２）：時効と登記 レジュメ＋講義 

第４回：物権変動（その３）：取消・解除と登記 レジュメ＋講義 

第５回：物権変動（その４）：相続と登記 レジュメ＋講義 

第６回：所有権（その１）：相隣関係（隣地通行権） レジュメ＋講義 

第７回：所有権（その２）：共有 レジュメ＋講義 

第８回：所有権（その３）：建物区分所有法（マンション法） レジュメ＋講義 

第９回：不動産の物的担保の全体像と抵当権 レジュメ＋講義 

第 10回：抵当権（その１）：付加物規制 レジュメ＋講義 

第 11回：抵当権（その２）：物上代位 レジュメ＋講義 

第 12回：抵当権（その３）：抵当権の処分 レジュメ＋講義 

第 13回：抵当権（その４）：法定地上権 レジュメ＋講義 

第 14回：抵当権（その５）：根抵当権 レジュメ＋講義 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

不動産に関する主要な法律問題の全体を理解するために、不動産法 II も履修することが望ましい。 

授業時には、六法（判例付のものが望ましい）は毎回必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・事前に各回の教科書の該当する部分を予習して授業にのぞむこと。 

・各自が持っているテキスト（教科書）を利用して、特に、復習をしっかりすること。 

５.教科書 

各自が持っている、物権法、担保物権法のテキスト 

６.参考書 

安永正昭・鎌田薫・山野目章夫『不動産取引判例百選〔第３版〕』 

（有斐閣・2008 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji を通して、その解答例をお知らせ致します。 

８.成績評価の方法 
授業への出席（３分の２以上）が当然の前提となる。 

・定期試験の結果によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

不動産法Ⅱ 三林 宏 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業では、「財産法」に関する民法のルールのうち、「不動産」に関する民法ルールに焦点をあて、不動産に関する主要な法律問題を解決するた

めの基礎的法律知識を修得することを、その目的とする。具体的には、不動産に関する具体的な法律問題を解決するためには、第一に、その法律問

題を解決するのに必要な関連する法令を抽出し（第一の作業）、第二に、その法令を解釈して問題解決のための具体的なルールを確定し（第二の作

業）、最後に、このルールをその法律問題に適用してその法律問題の解決を図る（第三の作業）という、基本的な枠組みを修得することが必要である

が、その前提として、不動産に関する具体的な法律問題を解決するための民法上のルールそれ自体を正確に理解することが必要になることから、第

一・第二の作業に授業の力点が置かれることになる。 

「不動産」に関する主要な法律問題のうち、抵当権以外の不動産担保のルールに関する問題群、不動産「売買」のルールに関する問題群、不動産「請

負」（建築請負）のルールに関する問題群、不動産の利用権の規制ルールに関する問題群、土地工作物責任・営造物責任のルールに関する問題群を学

習する。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション・不動産譲渡担保 

第２回：仮登記担保 

第３回：留置権 

第４回：先取特権 

第５回：質権 

第６回：不動産利用権規制（物権的利用権・債権的利用権）の全体像 

第７回：借地権（その１）：対抗力と継続性 

第８回：借地権（その２）：譲渡性・増改築規制・賃料規制など 

第９回：借家権 

第 10回：不動産の売買規制 

第 11回：不動産の請負規制（その１）：全体像と所有権の帰属問題 

第 12回：不動産の請負規制（その２）：瑕疵担保規制など 

第 13回：土地工作物責任 

第 14回：営造物責任 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

不動産に関する主要な法律問題の全体を理解するために、不動産法 I も履修することが望ましい。 

授業時には、六法（判例付のものが望ましい）は毎回必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・事前に各回の教科書の該当する部分を予習して授業にのぞむこと。 

・各自が持っているテキスト（教科書）を利用して、特に、復習をしっかりすること。 

５.教科書 

各自が持っている、担保物権法、債権各論のテキスト 

６.参考書 

安永正昭・鎌田薫・山野目章夫編『不動産取引判例百選［第３版］』 

（別冊ジュリスト No.192、有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji を通して、その解答例をお知らせ致します。 

８.成績評価の方法 
授業への出席（３分の２以上）が当然の前提になる。 

・定期試験の結果によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

登記・供託法 加藤 政也 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

＜授業の概要＞ 

 登記制度と実務について、主に不動産登記を中心に、商業登記と供託法についても学びます。授業では、日本の登記制度の特徴を意識しながら解

説するとともに、実体法との関係も学びます。 

＜授業の到達目標＞ 

 実社会で機能する法律を学ぶには、実体的な理論や法の理念とともに法律実務について知ることが重要です。 

 法律実務では、実体法と実社会とを結びつけるためのツールとして、民事手続法（民事訴訟法、不動産登記法、商業登記法、供託法など）を捉え

る必要があります。 

 今は、伝統的な法理念にとらわれず、実社会の問題に即した立法がなされたり、実務対応が求められることが少なくありません。しかし、実社会

の要求に追随するだけの実体法の解釈や適用は正しいことではありません。法の背後にある価値観を理解し、法の役割を考えながら実務を行うこと

も大切です。実務と実体法との間にある手続法は、実務に即した法的解決を実現するとともに、手続法をとおして実体法の価値観を実務に反映させ

ることになります。 

 不動産登記法、商業登記法及び供託法は、私人間の紛争を予防する制度であるとともに、生じてしまった紛争を解決するための制度でもありま

す。登記・供託手続きの知識や考え方を習得することは、将来、法律実務に携わる者ばかりでなく、社会生活においても役立つものと考えます。 

 以上のような視点のもとに、登記・供託制度の本質を理解し、法的紛争の予防や解決に寄与する登記・供託手続きと知識の習得を到達目標としま

す。 
２.授業内容 

１．不動産登記法 

第１回：登記とは何か  登記が、様々な取引や社会生活とどのように関わっているのか、できるだけ具体的な事例で実体法と登記法を考えます。 

第２～10 回：不動産登記法の制度趣旨と基本構造・機能、歴史的沿革 

      不動産登記制度の存在理由を考え、日本の不動産登記制度の変遷を、海外の制度と比較しながら解説します。 

      不動産取引事例を見ながら、対抗要件としての登記について解説します。 

２．商業登記法 

第 11～13 回：商業登記制度と会社法制との関係  会社実務事例を中心に、商業登記法の機能と商法会社法・商取引との関係を考えます。 

３．供託法 

第 14回：供託制度の構造と役割  供託制度の基本的な構造を中心に、供託実務で用いられる弁済供託の法的役割と供託制度の意味を考えます。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

⑴ 適宜法律を参照するので、必ず六法などの法令集を持参してください。 

⑵ 授業中に出席調査を行うことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習・復習の内容は、授業でその都度、説明します。 

５.教科書 

 特に指定しません。 

 現在市販されている登記法・供託法の多くが資格試験のためのテキストか、実務のための専門書であるので、授業時に配付するレジュメや資料で

教科書に代えることとします。 

 ただし、参考書として指定したものは、授業の補完や、より深く学ぶために必要に応じて利用すると良いでしょう。 

６.参考書 

以下の参考書は、授業で直接使用するわけではありませんが、不動産登記法の学習に役立つものです。 

斎藤隆夫著「集中講義不動産登記法」第３版補訂版（成文堂） 

 不動産登記法をコンパクトに解説したもので、申請書類や登記記録の例も豊富です。試験実施の際には、本書を持ち込みを可とする予定です。 

山野目章夫著「不動産登記法概論 登記先例のプロムナード」（有斐閣） 

 発刊時期は少し前ですが、事例が多く平易な説明ながら、不動産登記制度の本質的な部分についても解説されているので、初学者はもとより、不

動産登記法をある程度理解している者にも役に立つと思います。 

七戸克彦著「不動産登記法不動産登記法案内 (勁草法学案内シリーズ)」（勁草書房） 

 入門書としての位置づけですが、不動産登記法に対する正確な理解の積み重ねが重要であることが分かるものです。これも発刊時期は少し前で

すが、初学者には有用と考えます。 

いずれの参考書も、２０２３年４月以降に施行される改正民法や改正不動産登記法には対応していませんので、注意してください。これらの改正法

については、授業の中で触れます。 
７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
成績評価の方法 レポートの内容で判断します。 

成績評価の基準 不動産登記・商業登記制度の趣旨、目的や原則的な手続の方法を理解しているか。 

９.その他 

395



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW261J 

商法概論・総則 高木 正則 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講義では、「商法」と呼ばれる法分野の概論および商法総則に関する講義を行う。 

 商法とは、一般に、企業生活に特有の法律関係を規律する法であると解されている。これには、商法総則、商行為法、会社法、手形法、小切手法、

保険法等が含まれるが、本講義では、商法に関する概論的説明（商法概論）および「商法」という法典における総則規定（商法総則）に関する解説

を行う。本講義の到達目標は、商法概論・商法総則に関する基本的な知識を習得することである。 

 本講義は、2年次の秋学期に開講される「会社法Ⅰ」と連続する位置づけとなっているが、商法概論の一部を別とすれば、本講義と会社法の講義

との直接的関連性はあまりないと思われる（会社法を学ぶ上での前提知識を提供するものではない）。ただし、商法総則と会社法における総則規定

（会社法総則）の内容はほぼ同一である。そこで、本講義における商法総則に関する解説をもって、会社法総則に関する解説に代えることができる

ことになろう。 

２.授業内容 

第１回：開講にあたって：テキストや参考書の紹介、授業の進め方などについて 

第２回：商法概論(1)：商法とは何か。商法の意義・歴史 

第３回：商法概論(2)：商法と他の法分野、商法の各分野（民法、経済法、労働法、会社法、手形・小切手法、保険法など） 

第４回：商法概論(3)：商法の法源、商法の特色 

第５回：商法総則(1)：商人と商行為(1) 

第６回：商法総則(2)：商人と商行為(2) 

第７回：商法総則(3)：商号 

第８回：商法総則(4)：代理商 

第９回：商法総則(5)：商業使用人(1) 

第 10回：商法総則(6)：商業使用人(2) 

第 11回：商法総則(7)：営業と営業譲渡(1) 

第 12回：商法総則(8)：営業と営業譲渡(2) 

第 13回：商法総則(9)：商業登記(1) 

第 14回：商法総則(10)：商業登記(2)・商業帳簿 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・授業はレジュメの順番にしたがって行う。 

・レジュメは授業で配布する予定である。 

・受講の際には、必ず令和 5年版の六法を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習に関しては、次の授業で扱われる内容について、六法で条文を確認しながら教科書等に目を通しておくことを勧める。復習に関しては、授業

で解説したことを配布したレジュメに沿って把握し、判例百選等の参考書も読みながら理解を深めていただきたい。 

５.教科書 

近藤光男『商法総則・商行為法第 9 版』（有斐閣，2023 年） 

６.参考書 

神作裕之・藤田友敬編『商法判例百選』（有斐閣、2019 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業期間中に適宜、知識確認のための簡単なアンケートを Oh-o! Meiji を使って実施し、その結果について授業内で簡潔に講評を含めてコメント

することを考えている。 

試験結果については全体的な講評を、成績開示後に行うことを考えている（方法は未定である）。 

８.成績評価の方法 
・成績は定期試験により評価する。 

・定期試験は論述式で行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

商法概論・総則 陳 亮 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業では、商法と呼ばれる法分野の概論及び商法総則に関する解説を行う。 

商法とは、一般に、企業生活に特有の法律関係を規律する法であると解されている。これには、商法総則、商行為法、会社法、手形法、小切手法、

保険法、海商法等が含まれるが、この授業では、商法に関する概論的説明（商法概論）及び商法という法典における総則規定（商法総則）に関する

解説を行う。 

なお、この授業は、２年次の秋学期に開講される「会社法Ⅰ」と連続する位置づけとなっているが、商法概論の一部を別とすれば、本講義と会社法

との直接的関連性はあまりない（会社法を学ぶ上での前提知識を提供するものではない。）。ただし、商法総則と会社法における総則規定（会社法総

則）の内容はほぼ同一である。そこで、この授業における商法総則に関する解説をもって、会社法総則に関する解説に代えることにする。 

【到達目標】 

この授業は、商法概論・商法総則に関する基本的な知識を習得することを到達目標とする。 
２.授業内容 

第１回（aモジュールのみ）：イントロダクション：この授業に関する FAQ 

第２回：商法概論(1)：商法とは何か？商法の意義・歴史 

第３回：商法概論(2)：商法と他の法分野、商法の各分野（商法総則・商行為法、会社法、手形・小切手法、保険・海商法など） 

第４回：商法概論(3)：商法の法源、商法の特色 

第５回：商法総則(1)：商人と商行為(1) 

第６回：商法総則(1)：商人と商行為(2) 

第７回：商法総則(2)：商号 

第８回：商法総則(3)：商業使用人(1) 

第９回：商法総則(3)：商業使用人(2)・代理商 

第 10回：商法総則(4)：商業登記(1) 

第 11回：商法総則(4)：商業登記(2) 

第 12回：商法総則(5)：商業帳簿 

第 13回：商法総則(6)：営業と営業譲渡(1) 

第 14回：商法総則(6)：営業と営業譲渡(2)・まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・授業は、担当教員が用意するレジュメ等を使用して行う。 

・レジュメ等は事前に Oh-o!Meiji の【クラスウェブ】内の【授業内容・資料】にアップロードしておく。 

・受講生は予め当該授業の際に使用するレジュメ等をダウンロードし、それに目を通した上で毎回の授業の際に持参すること。 

・受講の際には、必ず六法（現行の民商法が収録されているもの）を持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

事前にダウンロードしたレジュメ等をもとに授業の範囲・内容を把握し、六法で条文の中身を確認しながら教科書等に目を通しておくこと。 

【復習すべき内容】 

授業で扱った内容を正確に理解し、説明できるようにしておくこと。 

５.教科書 

・テキストは特に指定しない。 

・定評がありかつ比較的アップ・ツウ・デートな体系書ないし概説書として、①落合誠一ほか著『商法Ⅰ－総則・商行為〔第６版〕』（有斐閣、2019

（本体 2,100 円））、②近藤光男著『商法総則・商行為法［第８版］』（有斐閣、2019 年（本体 2,800円））、③弥永真生著『リーガルマインド商法総則・

商行為法［第３版］』（有斐閣、2019（本体 2,000 円））のうちどれか１冊を用意するのが望ましい。 

６.参考書 

特に使用しない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji の【クラスウェブ】内の【授業内容・資料】を通じて解説を行う。 

８.成績評価の方法 
成績は原則として定期試験（100％）により評価する。ただし、授業態度や授業での発言等も考慮する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

商行為法（商取引法） 根本 伸一 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講義では、商行為法について講義する。 

 まず、商行為法とは商取引法の一種である。すなわち、商取引法とは企業取引に関するルールであり、これには企業同士の取引および企業と非企

業（例えば消費者）との間の取引の両方が含まれる。これに対して、商行為法とは、「商法第二編 商行為」に定められた取引ルールのことである。

商取引法と商行為法は同じ意味で使われることもあるが、本来は前者の方が後者よりも広い。商行為法は、商取引に関するルールのうち、ごく限ら

れた規定を置いているに過ぎない。 

 本講義では、主として「商法第二編 商行為」に置かれた各規定の解説を行う。これらの規定は、従来、「商行為法」の一部として「商法総則」

とセットで講義されてきたものである。その内容は、会社法よりもむしろ民法、特に債権法との関わりが深い。上述のように商行為法は商取引法の

一部をカバーしているに過ぎないが、運送取引など、現代の経済社会における重要な法的ルールを含んでいる。そのため、現代の商取引に関するル

ールを知るためには、このような「商行為法」に関する知識は必要不可欠である。つまり、商行為法を学ぶだけでは現代の企業取引に関する取引ル

ールを知るには必ずしも十分ではないが、そのようなルールを知るためには商行為法について学ぶ必要があるということである。 もちろん、現在

の商行為法の制度設計には問題もあるが、この点については授業の中で適宜触れていきたい。 

 本講義の到達目標は、このような商取引に関するルールについて、受講生が基礎的な知識を身につけることである。 
２.授業内容 

第１回：ガイダンス 

第２回：商行為法総論 1 

第３回：商行為法総論 2 

第４回：商人間の売買 1 

第５回：商人間の売買 2 

第６回：交互計算 

第７回：匿名組合 

第８回：仲立営業 

第９回：問屋営業 

第 10回：運送営業 

第 11回：場屋営業 

第 12回：倉庫営業 

第 13回：商取引法の将来 

第 14回：総括 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

関連科目（商法概論・商法総則、民法総則、債権法）を履修していることが望ましいといえるが、授業の中で必要に応じて民法等の説明もするので

あまり気にしなくて良い。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、授業の終了時に、次回の範囲、参照文献および注意事項等を告知する。 

５.教科書 

教科書は指定しない。 

代わりに、オンラインでレジュメ等を配布する。 

６.参考書 

『商法総則・商行為法（第 8版）』近藤光男(有斐閣，2019 年） 

『商法判例百選（別冊ジュリスト 243）』神作裕之ほか（有斐閣，2019年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポートや試験の実施後に Oh-o! Meiji上で解答例を掲載するとともに、Oh-o! Meiji のアンケート機能を使って質問を受け付ける。 

８.成績評価の方法 
成績評価は期末試験の結果だけで決める。 

なお、期末試験終了時に、解答例を配布する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

会社法Ⅰ（法曹コース用） 松井 英樹 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 企業活動全般の総則的な規律である商法総則、企業活動法の基礎を構成する商行為法、および企業組織法としての会社法の前半を取扱います。会

社法分野においては、株式会社に関する法規制を中心に講義を進めます。会社法の体系についての基本的理解を踏まえたうえで、会社法が抱える現

代的な課題、法改正の方向性について検討するとともに、近時の判例の動向についても必要に応じて紹介します。 

  

【到達目標】 

 法的思考力の向上を目指しつつ、受講生が会社法等の基礎的知識、および体系的・論理的な思考方法を修得し、会社法をめぐる紛争について的確

な争点の整理、法規範の定立、事実の評価および的確な紛争解決を図る能力を身につけることを到達目標とします。 

 

 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション（商法・会社法の体系） 

第２回：企業法としての商法・会社法、商人と商行為との関係 

第３回：商号・商業登記・企業補助者 

第４回：商行為法総則・商法が規律する各種の営業 

第５回：会社法総論 

第６回：会社の設立 

第７回：株式(1) 

第８回：株式(2) 

第９回：株式会社の機関総論 

第 10回：株主総会（１） 

第 11回：株主総会（２） 

第 12回：株式会社の業務執行機関 

第 13回：監査役、会計監査人、会計参与 

第 14回：指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・本授業は、事前に Oh-o!Meijiにおいて配信する講義資料をもとに進行します。受講生は、授業の前に講義資料をダウンロード・プリントアウト

する等して、授業に際してこれを持参してください。また、授業に際しては、教科書および学習用六法を持参することが求められます。 

・なお、この科目を履修する場合は、併せて「会社法Ⅱ」を履修することが望ましいです。 

・疑問点があれば、授業の前後または Oh-o!Meiji を通して積極的に質問して理解を深めるように努めてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学修の内容】 

・授業に参加するに際しては予習が必要不可欠です。受講生は、各授業の前に配信された講義資料の内容を確認するとともに、教科書の該当箇所・

条文・関連判例をよく読み、あわせて会社法上の専門用語等を調べておいてください。 

【復習すべき内容】 

・復習については、授業で扱った分野について教科書を精読するとともに、関連する判例につき、その事実の概要および判旨を確認することが求め

られます。 

５.教科書 

・伊藤靖史=大杉謙一=田中亘=松井秀征『会社法〔第５版〕』（＝リーガルクエスト）（有斐閣・2021年） 

６.参考書 

・江頭憲治郎『株式会社法〔第８版〕』（有斐閣・2021年） 

・田中亘『会社法〔第３版〕』（東京大学出版会・2021年） 

・髙橋美加他『会社法〔第３版〕』（弘文堂・2020 年） 

・神作裕之他編『会社法判例百選〔第４版〕』（有斐閣・2021年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内容の理解度を確認するための小テストを数回実施します。 

実施期間終了後に、自動採点されるとともに、クラス Web を通して、解説が公表されます。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

学期末に実施する論述式の定期試験７０％、平常点（授業への参加度＋小テスト）３０％ 

【成績評価の基準】 

（１）会社法・手形法における初歩的な概念を理解しているか 

（２）会社法・手形法の条文を正確に適用するとともに、条文の読み方を理解しているか、 

（３）事例を正確に分析し、法的三段論法を用いて、適切な紛争解決手段を提示することができるか、等を基準とします。 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

会社法Ⅱ（法曹コース用） 松井 英樹 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 企業組織法としての会社法の後半、および企業取引の決済手段である有価証券としての手形・小切手法を取扱います。会社法分野においては、株

式会社に関する法規制を中心に講義を進めます。会社法の体系についての基本的理解を踏まえたうえで、会社法が抱える現代的な課題、法改正の方

向性について検討するとともに、近時の判例の動向についても必要に応じて紹介します。  

【到達目標】 

 法的思考力の向上を目指しつつ、受講生が会社法等の基礎的知識、および体系的・論理的な思考方法を修得し、会社法をめぐる紛争について的確

な争点の整理、法規範の定立、事実の評価および的確な紛争解決を図る能力を身につけることを到達目標とします。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（会社法の体系・有価証券法の現況） 

第２回：取締役の義務、競業取引・利益相反取引規制 

第３回：取締役の報酬規制 

第４回：役員等の会社に対する責任 

第５回：役員等の第三者に対する責任 

第６回：株主代表訴訟 

第７回：会社の計算 

第８回：募集株式の発行等(1) 募集株式の発行手続 

第９回：募集株式の発行等(2) 募集株式の発行と既存株主の利益保護 

第 10回：新株予約権、社債の発行 

第 11回：組織再編：事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付 

第 12回：決済手段としての手形・小切手の仕組み 

第 13回：手形行為についての法理論 

第 14回：人的抗弁の切断と善意取得 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・本授業は、事前に Oh-o!Meijiにおいて配信する講義資料をもとに進行します。受講生は、授業の前に講義資料をダウンロード・プリントアウト

する等して、授業に際してこれを持参してください。また、授業に際しては、教科書および学習用六法を持参することが求められます。 

・なお、この科目を履修する場合は、併せて「会社法Ⅰ」を履修することが望ましいです。 

・疑問点があれば、授業の前後または Oh-o!Meiji を通して積極的に質問して理解を深めるように努めてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学修の内容】 

・授業に参加するに際しては予習が必要不可欠です。受講生は、各授業の前に配信された講義資料の内容を確認するとともに、教科書の該当箇所・

条文・関連判例をよく読み、あわせて会社法上の専門用語等を調べておいてください。 

【復習すべき内容】 

・復習については、授業で扱った分野について教科書を精読するとともに、関連する判例につき、その事実の概要および判旨を確認することが求め

られます。 

５.教科書 

・伊藤靖史=大杉謙一=田中亘=松井秀征『会社法〔第５版〕』（＝リーガルクエスト）（有斐閣・2021年） 

６.参考書 

・江頭憲治郎『株式会社法〔第８版〕』（有斐閣・2021年） 

・田中亘『会社法〔第３版〕』（東京大学出版会・2021年） 

・髙橋美加他『会社法〔第３版〕』（弘文堂・2020 年） 

・神作裕之他編『会社法判例百選〔第４版〕』（有斐閣・2021年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内容の理解度を確認するための小テストを数回実施します。 

実施期間終了後に、自動採点されるとともに、クラス Web を通して、解説が公表されます。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

学期末に実施する論述式の定期試験７０％、平常点（授業への参加度＋小テスト）３０％ 

【成績評価の基準】 

（１）会社法・手形法における初歩的な概念を理解しているか 

（２）会社法・手形法の条文を正確に適用するとともに、条文の読み方を理解しているか、 

（３）事例を正確に分析し、法的三段論法を用いて、適切な紛争解決手段を提示することができるか、 等を基準とします。 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

会社法Ⅰ 柿崎 環 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

本講義では、会社法に関する講義を行う。 

会社法は、会社という企業の組織・運営に関する法律である。会社法は、会社を通じた経済活動のインフラを提供するというかたちで、国民経済に

とって極めて重要な役割を果たしている。会社法のあり方が、その国の経済社会のあり方を規定するといっても過言ではない。そのため、会社法の

役割は、たんに会社をめぐる関係者の私的利害を調整することにとどまるものではない。 

本講義では、基本的に株式会社に関する法規制を中心とした講義を行いながら、受講生が会社法に関する基本的な知識を習得することを到達目標

とする。 

本講義は、2 年次の春学期に開講される「商法概論・商法総則」と連続する位置づけとなっているが、「商法概論・商法総則」は会社法を学ぶ上で

の前提知識を提供するものではない。ただし、「商法概論・商法総則」中の商法総則と会社法における総則規定（会社法総則）の内容はほぼ同一であ

る。そこで、「商法概論・商法総則」における商法総則に関する解説をもって、会社法総則に関する解説に代えることにする。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：会社法総論(1) 

第３回：会社法総論(2) 

第４回：会社の設立(1) 

第５回：会社の設立(2) 

第６回：株式(1) 

第７回：株式(2) 

第８回：株式(3) 

第９回：株主総会(1) 

第 10回：株主総会(2) 

第 11回：取締役、取締役会 

第 12回：代表取締役 

第 13回：監査役、会計監査人、会計参与 

第 14回：委員会設置会社 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・授業はレジュメを使用して行う。 

・レジュメは事前に Oh-o! Meijiシステムまたは担当者のホームページにアップロードしておく。 

・受講生はあらかじめ当該授業の際に使用するレジュメをダウンロードし、それに目を通した上で、毎回の授業の際に持参すること。 

・受講の際には、必ず六法を持参すること。 

・出欠は取らない。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習としては、アップグレードされたレジュメを読み疑問点を把握しておくこと。復習としては、教科書の該当箇所を読み、関連判例も確認してお

くことが望ましい。 

５.教科書 

三枝一雄ほか「最新 基本会社法」（中央経済社 2021 年） 

６.参考書 

・授業の際に、適宜指示する。 

・レジュメ以外の参考資料を配付することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の総評を「授業のお知らせ」機能を使って配信する。 

８.成績評価の方法 
・成績は定期試験により評価する。 

・定期試験は論述式で行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

会社法Ⅱ 柿崎 環 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

本講義では、会社法に関する講義を行う。 

会社法は、会社という企業の組織・運営に関する法律である。会社法は、会社を通じた経済活動のインフラを提供するというかたちで、国民経済に

とって極めて重要な役割を果たしている。会社法のあり方が、その国の経済社会のあり方を規定するといっても過言ではない。そのため、会社法の

役割は、たんに会社をめぐる関係者の私的利害を調整することにとどまるものではない。 

本講義では、基本的に株式会社に関する法規制を中心とした講義を行いながら、受講生が会社法に関する基本的な知識を習得することを到達目標

とする。 

本講義は、2 年次の春学期に開講される「商法概論・商法総則」と連続する位置づけとなっているが、「商法概論・商法総則」は会社法を学ぶ上で

の前提知識を提供するものではない。ただし、「商法概論・商法総則」中の商法総則と会社法における総則規定（会社法総則）の内容はほぼ同一であ

る。そこで、「商法概論・商法総則」における商法総則に関する解説をもって、会社法総則に関する解説に代えることにする。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：競業取引、利益相反取引 

第３回：取締役の報酬規制 

第４回：役員等の会社に対する責任 

第５回：役員等の第三者に対する責任 

第６回：株主代表訴訟 

第７回：会社の計算(1) 

第８回：会社の計算(2) 

第９回：募集株式の発行(1) 

第 10回：募集株式の発行(2) 

第 11回：新株予約権 

第 12回：組織再編(1)：事業譲渡、合併 

第 13回：組織再編(2)：会社分割、株式交換・株式移転 

第 14回：社債 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・授業はレジュメを使用して行う。 

・レジュメは事前に Oh-o! Meijiシステムまたは担当者のホームページにアップロードしておく。 

・受講生はあらかじめ当該授業の際に使用するレジュメをダウンロードし、それに目を通した上で、毎回の授業の際に持参すること。 

・受講の際には、必ず六法を持参すること。 

・出欠は取らない。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前に次回の授業で扱う該当箇所について読み込んで疑問点を明らかにしておくことが必要である。また、該当箇所に関連する判例についても、確

認しておくことが望ましい。 

５.教科書 

三枝一雄ほか「最新 基本会社法」（中央経済社 2021 年） 

６.参考書 

・授業の際に、適宜指示する。 

・レジュメ以外の参考資料を配付することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の総評を「授業のお知らせ」機能を使って配信する。 

８.成績評価の方法 
・成績は定期試験により評価する。 

・定期試験は論述式で行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

会社法Ⅰ 根本 伸一 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講義では、会社法について講義する。会社法とは、株式会社や合同会社などの会社の組織・運営に関するルールである。現代社会において、会

社は経済活動のインフラとして重要な役割を果たしている。例えば、われわれは日々会社から様々な商品・サービスの提供を受け、また会社に従業

員として雇われ、給料を受け取っている。さらに、起業をする際に自分で会社を作ってそれを使って事業を行うこともできる。会社法とは、このよ

うな会社が、社会において活動するための基本的なルールである。それゆえ、会社法を学ぶということは、最終的には一国の経済社会のあり方とし

てどのようなものが望ましいかというテーマにアプローチすることでもある。そこで本講義では、会社法の基本的な仕組みを説き起こすことを通し

て、経済活動のインフラとしての会社の仕組みを明らかにしたい。 

 また、本講義では、以下のことを心がける。 

１．最初の数回を除き、株式会社に関する説明を中心とし、他の会社については株式会社と対比する程度の説明にとどめる。 

２．できるだけ会社法の全範囲を網羅したいと考えているので、その分、それぞれの制度の説明はコンパクトになる。 

３．判例・学説の細かい説明は最小限にし、むしろ関連のある制度間のつながりについて説明する。 

 本講義の到達目標は、受講生が会社法の基本的な仕組みとその使われ方について理解できるようになることである。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：企業と会社 

第３回：会社の法的性質 

第４回：会社の設立 1 

第５回：会社の設立 2 

第６回：株式 1 

第７回：株式 2 

第８回：機関総論、株主総会 1 

第９回：株主総会 2 

第 10回：取締役、取締役会、代表取締役 

第 11回：監査役、会計監査人、会計参与 

第 12回：指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社 

第 13回：業務執行の適性確保 

第 14回：総括 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

特に他の法律科目を履修しておくべきということはない。 

むしろ企業活動に関する関心や会計学や経営学の知識があった方が、理解が進むと思われる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、授業の終了時に、次回の範囲、参照文献および注意事項等を告知する。 

５.教科書 

三枝一雄ほか『最新 基本会社法（第 2 版）』（中央経済社、2021 年） 

また、オンラインでレジュメ等を配布する。 

６.参考書 

田中亘『会社法[第 3 版]』（東京大学出版会，2021 年） 

伊藤靖史ほか『会社法[第 5 版]（LEGAL QUEST）』（有斐閣，2021年） 

神作裕之ほか編『会社法判例百選〔第 4 版〕』（有斐閣，2021年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポートや試験の実施後に Oh-o! Meiji上で解答例を掲載するとともに、Oh-o! Meiji のアンケート機能を使って質問を受け付ける。 

８.成績評価の方法 
成績評価は期末試験の結果だけで決める。 

なお、期末試験終了時に、解答例を配布する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

会社法Ⅱ 根本 伸一 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講義では、会社法について講義する。会社法とは、株式会社や合同会社などの会社の組織・運営に関するルールである。現代社会において、会

社は経済活動のインフラとして重要な役割を果たしている。例えば、われわれは日々会社から様々な商品・サービスの提供を受け、また会社に従業

員として雇われ、給料を受け取っている。さらに、起業をする際に自分で会社を作ってそれを使って事業を行うこともできる。会社法とは、このよ

うな会社が、社会において活動するための基本的なルールである。それゆえ、会社法を学ぶということは、最終的には一国の経済社会のあり方とし

てどのようなものが望ましいかというテーマにアプローチすることでもある。そこで本講義では、会社法の基本的な仕組みを説き起こすことを通し

て、経済活動のインフラとしての会社の仕組みを明らかにしたい。 

 また、本講義では、以下のことを心がける。 

１．最初の数回を除き、株式会社に関する説明を中心とし、他の会社については株式会社と対比する程度の説明にとどめる。 

２．できるだけ会社法の全範囲を網羅したいと考えているので、その分、それぞれの制度の説明はコンパクトになる。 

３．判例・学説の細かい説明は最小限にし、むしろ関連のある制度間のつながりについて説明する。 

 本講義の到達目標は、受講生が会社法の基本的な仕組みとその使われ方について理解できるようになることである。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：役員等の損害賠償責任 1 

第３回：役員等の損害賠償責任 2 

第４回：株主の監督是正権 

第５回：会社の計算 1 

第６回：会社の計算 2 

第７回：企業の資金調達、募集株式の発行等 1 

第８回：募集株式の発行等 2 

第９回：新株予約権 

第 10回：社債 

第 11回：事業譲渡、合併 

第 12回：株式交換、株式移転 

第 13回：会社分割、株式交付 

第 14回：総括 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

特に他の法律科目を履修しておくべきということはない。 

むしろ企業活動に関する関心や会計学や経営学の知識があった方が、理解が進むと思われる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、授業の終了時に、次回の範囲、参照文献および注意事項等を告知する。 

５.教科書 

『最新 基本会社法（第 2版）』三枝一雄ほか（中央経済社、2021 年） 

また、オンラインでレジュメ等を配布する。 

６.参考書 

『会社法[第 3 版]』田中亘（東京大学出版会，2021 年） 

『会社法[第 5 版]（LEGAL QUEST）』伊藤靖史ほか（有斐閣，2021 年） 

『会社法判例百選 第 3 版』岩原紳作ほか編（有斐閣，2016年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポートや試験の実施後に Oh-o! Meiji上で解答例を掲載するとともに、Oh-o! Meiji のアンケート機能を使って質問を受け付ける。 

８.成績評価の方法 
成績評価は期末試験の結果だけで決める。 

なお、期末試験終了時に、解答例を配布する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW261J 

会社法Ⅰ 南保 勝美 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

本講義では、会社法に関する講義を行う。 

会社法は、会社という企業の組織・運営に関する法律である。会社法は、会社を通じた経済活動のインフラを提供するというかたちで、国民経済に

とって極めて重要な役割を果たしている。会社法のあり方が、その国の経済社会のあり方を規定するといっても過言ではない。そのため、会社法の

役割は、たんに会社をめぐる関係者の私的利害を調整することにとどまるものではない。 

本講義では、基本的に株式会社に関する法規制を中心とした講義を行いながら、これらの基本的な理解を得るとともに、会社法の現代的な課題を法

的観点から考察する能力を獲得し、さらには問題解決能力を養うことを到達目標とする。 

2 年次の春学期に開講される「商法概論・商法総則」は会社法を学ぶ上での前提知識を提供するものではない。ただし、「商法概論・商法総則」中

の商法総則と会社法における総則規定（会社法総則）の内容はほぼ同一である。そこで、「商法概論・商法総則」における商法総則に関する解説をも

って、会社法総則に関する解説に代えることにする。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション：本講義に関する FAQ 

第２回：会社法総論(1)：会社制度の意義と会社法改正について 

第３回：会社法総論(2)：会社の営利性・社団法人性 

第４回：会社法総論(3)：会社の種類等・株式会社の意義と特色 

第５回：株式会社の設立(1)：設立手続きの概要 

第６回：株式会社の設立(2)：設立をめぐる責任等 

第７回：株式(1)：株式の意義・株主の権利義務・株主平等の原則等 

第８回：株式(2)：種類株式・反対株主の株式買取請求権・種類株主総会等 

第９回：株式(3)：株式の譲渡 

第 10回：株式(4)：自己株式の取得・株主名簿制度 

第 11回：株式会社の機関 

第 12回：株主総会(1)：意義・権限・議決権 

第 13回：株主総会(2)：総会および決議をめぐる諸問題 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・授業はレジュメ（講義メモ）を使用して行う。 

・レジュメは事前に Oh-o!Meijiシステムにアップロードしておく。 

・受講生はあらかじめ当該授業の際に使用するレジュメをダウンロードし、それに目を通した上で、毎回の授業の際に持参すること。 

・受講の際には、必ず六法を持参すること。 

・なお、この科目を履修する場合は、併せて「会社法 II」および「会社法Ⅲ」も履修することが望ましい。 

・レジュメ以外の参考資料を配布することがある。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・各回の授業については、事前にダウンロードしたレジュメの該当箇所について目を通し、あわせて教科書等で調べておくこと。 

・また、復習については、授業で扱った問題について整理し、疑問点があれば授業の前後で質問して理解を深めるように努めてほしい。 

５.教科書 

『最新基本会社法（第 2 版）』三枝一雄・南保勝美・柿﨑環・根本伸一（中央経済社・2021 年）。 

６.参考書 

・参考書は指定しない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 ・定期試験についての講評を Oho!Meijiの機能を利用して行う。 

８.成績評価の方法 
・成績は定期試験により評価する。 

・定期試験は論述式で行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

会社法Ⅱ 南保 勝美 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

企業は、経済活動の主要な担い手であり、現代社会においては、会社形態をとる企業が中心的役割を果たしている。本講議は、そうした「会社」の

組織・活動を定める基本私法である「会社法」を対象とし、株式会社法を中心に、会社制度・会社法上の諸原則の趣旨、仕組み、機能、問題点を明

らかにすることを目的とする。到達目標としては、これらの基本的な理解を得るとともに、会社法の現代的な課題を法的観点から考察する能力を獲

得し、さらには問題解決能力を養うことである。 

本講議では、「会社法Ⅰ」に引き続いて、株式会社の経営機構、会社の計算、募集株式の発行等を中心に会社法の規制の解説を行い、個別問題を探

っていく。理解を深めるために、できる限り判例・裁判例などの具体的素材を取りあげたい。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：経営機構とは（イントロダクションを兼ねる） 

第２回：取締役・取締役会・代表取締役（1）それぞれの意義と役割 

第３回：取締役・取締役会・代表取締役（2）それぞれの権限と解釈上の問題など 

第４回：監査役・会計監査人・会計参与 

第５回：監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社 

第６回：競業取引・利益相反取引・役員の報酬 

第７回：役員等の会社に対する責任・代表訴訟 

第８回：役員等の第三者に対する責任 

第９回：責任の免除、責任限定等 

第 10回：会社の計算 

第 11回：募集株式の発行等（1）資金調達の態様と募集株式の発行等の位置付け 

第 12回：募集株式の発行等（2）募集株式の発行等の態様 

第 13回：新株予約権・社債 

第 14回：組織再編とまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・授業は、レジュメ（講義メモ）を使用して行う。レジュメは、事前に Oh-o!Meiji にアップロードしておく。受講生は、授業の前に使用するレジ

ュメをダウンロードし、これに目を通すとともに、該当する条文に当たることが肝要である。レジュメは毎回の授業の際に持参すること。六法は最

新年度版を用意・携帯することが推奨される。 

・また、新聞等で報道される会社法関連の事件にも関心をもち、日ごろから問題点をじっくり考える習慣を身につけることを期待する。 

・なお、この科目を履修する場合は、併せて「会社法 I」・「会社法Ⅲ」も履修することが望ましい。 

・レジュメ以外の参考資料を配布することがある。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

・各回の授業については、事前にダウンロードしたレジュメの該当箇所について目を通し、あわせて教科書等で調べておくこと。 

・また、復習については、授業で扱った問題について整理し、疑問点があれば授業の前後で質問して理解を深めるように努めてほしい。 

５.教科書 

『最新基本会社法（第 2 版）』三枝一雄・南保勝美・柿﨑環・根本伸一（中央経済社・2021 年）。 

６.参考書 

・参考書は指定しない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 ・定期試験についての講評を Oho!Meijiの機能を利用して行う。 

８.成績評価の方法 
成績評価は期末の定期試験で行う。 

試験は論述式で行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

会社法Ⅲ 柿崎 環 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

本講義では、会社法Ⅰ・Ⅱの履修を前提にしたややアドバンストな講義を行う。 

 

会社法は、会社という企業の組織・運営に関する法律であり、会社を通じた経済活動のインフラを提供するというかたちで、国民経済にとって極め

て重要な役割を果たしている。今日、会社法のあり方が、その国の経済社会のあり方を左右するといっても過言ではない。そのため、会社法の役割

は、単に会社をめぐる関係者の私的利害を調整することにとどまるものではなく、企業社会における公器としての株式会社の在り方そのものに変容

を迫っている。 

  

本講義では、株式会社に関する法規制の基礎的理解を前提として、さらに実践的な問題に取り組むことにより、受講生が会社法に関する問題解決能

力を習得することを到達目標とする。本講義は、事例問題を解説する形をとり、双方型で授業を進める。そのため、受講生には、事前に指定された

課題を解いたうえで講義に臨むことが求められる。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：設立に関する実践問題 

第３回：株主権に関する実践問題 

第４回：株式の発行・移転に関する実践問題 

第５回：株主総会に関する実践問題 

第６回：コーポレート・ガバナンスに関する議論 

第７回：取締役の利益相反取引・競業避止義務に関する実践問題 

第８回：役員等の会社および第三者に対する責任に関する実践問題 

第９回：違法行為差止請求・株主代表訴訟に関する実践問題 

第 10回：募集株式の発行に関する実践問題(1) 

第 11回：募集株式の発行に関する実践問題(2) 

第 12回：新株予約権に関する実践問題 

第 13回：組織再編(1)：事業譲渡、合併に関する実践問題 

第 14回：組織再編(2)：会社分割、株式交換・株式移転に関する実践問題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・事前に課題を解いて、講義に臨むことが求められる。 

・講義はレジュメを使用して行う。 

・レジュメは事前に Oh-o! Meijiシステムまたは担当者のホームページにアップロードしておく。 

・受講生はあらかじめ当該授業の際に使用するレジュメをダウンロードし、それに目を通した上で、毎回の授業の際に持参すること。 

・受講の際には、必ず六法を持参すること。 

・出欠は取らない。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前に次回の授業で扱う該当箇所について読み込んで疑問点を明らかにしておくことが必要である。また、該当箇所に関連する判例についても、確

認しておくことが望ましい。 

５.教科書 

三枝一雄ほか「最新 基本会社法」（中央経済社 2021 年） 

６.参考書 

・授業の際に、適宜指示する。 

・レジュメ以外の参考資料を配付することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の総評を「授業のお知らせ」機能を使って配信する。 

８.成績評価の方法 
・成績は定期試験により評価する。 

・定期試験は論述式で行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

手形・小切手法Ⅰ 高木 正則 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】  

 手形・小切手は、商取引において支払の用具、信用の用具、送金・取立の用具として大きな役割を担ってきたが、近時においては電子決済システ

ム（具体的には電子記録債権）への移行の動きなどから利用が減少している。しかし、手形・小切手法を学ぶことは、たとえば電子記録債権法の理

解のためには大変重要である。同法の中には、善意取得（同法 19条）、人的抗弁の切断（同法 20条）など、手形法あるいは小切手法上の規定をその

ままに生かしている規定も存在するからである。そこで、本講義ではまずは手形・小切手法に関する基本的な理解を得ることを目標にし、そのため

に必要な論点を取り扱うことにする。なお、現在使われている手形の多くが約束手形であることに鑑み、本講義では約束手形についての基本的な法

律関係を明らかにし、為替手形および小切手については約束手形と異なる部分について触れるにとどめる。この手形・小切手法 I では、実社会にお

ける手形・小切手の意義と特徴から始めて、手形債務の発生の段階の諸問題までを取り扱うことにする。もちろん、適宜電子記録債権法の内容にも

触れる予定である。 

 本講義では教科書を指定する一方、担当者が作成したプリントを配布し、講義はそのプリントに沿って進行する（ただしプリントの説明だけでは

理解は困難であることも多い）。また、対立のある個々の問題点についてできるだけ担当者の見解を明らかにするよう努める。なお、法律学において

重要なのは自説を導く過程、すなわち論理であるので、受講者は担当者の見解を無批判に鵜呑みにすることなく他の見解をも意欲的に参照し、自説

を導く能力の涵養に努めていただきたい。 

 なお、銀行等金融機関への就職を志す人にとっても手形・小切手法の知識は有用というよりむしろ必須である。 

【授業の到達目標】 

 （1）手形法・小切手法特有の規定群について、それれがどのような趣旨に基づいて設けられているものであるのかを理解することができるよう

になること。 

 （2）法律学にとっては論理が肝要であるので、、一歩一歩論理的な思考力を身につけられるようにすること。すなわち、見解がわかれている論点

について、いかなる理由でいかなる見解が適切であると考えるか、説得することができる能力を身につけてもらうこと。 
２.授業内容 

 概ね、下記の順序で講義を進める予定である。 

第１回：aのみ：イントロダクション、手形・小切手の意義と機能（1）約束手形の意義と機能 

第２回：手形・小切手の意義と機能（2）為替手形・小切手の意義と機能、手形・小切手と銀行実務（3）電子記録債権 

第３回：手形行為の意義と特色、有価証券概念（民法上の規定も含め） 

第４回：手形の記載事項（1）絶対的記載事項（手形要件） 

第５回：手形の記載事項（2）有益的記載事項等（3）電子記録債権の場合 

第６回：手形行為の成立時期（手形理論）、補論・電子記録債権の場合 

第７回：手形行為と意思の欠缺・意思表示の瑕疵（1）民法 93-96条の規定と手形行為、諸学説 

第８回：手形行為と意思の欠缺・意思表示の瑕疵（2）諸学説の検討（3）電子記録債権の場合 

第９回：他人による手形行為（代理方式と代行方式） 

第１０回：手形行為と無権代理・表見代理 

第１１回：手形行為と利益相反行為 

第１２回：手形の偽造 

第１３回：手形の変造 

第１４回：手形とその原因関係、補論・電子記録債権の場合 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本科目ではその性質上、民法の財産法（総則・物権・債権）との比較を行うことが多いので、履修しようとする者は財産法の講義をすでに履修し

ていることが望ましい。また、手形・小切手法 II も併せて履修するのが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習の段階では六法を参照しながらテキストに目を通しておくこと、復習の段階では、授業で配布したプリントをよく読みながら、授業の説明や

判例百選などの参考書を参考にしながらノートにまとめることをすすめる。 

５.教科書 

 弥永真生著『リーガルマインド手形法・小切手法〔第 3 版〕』（有斐閣，2018 年）。ただし、同書が品薄との情報もあるので、入手できなかった場

合に代替できるテキストは追って指示する。 

６.参考書 

 神田秀樹・神作裕之編『手形小切手判例百選〔第 7版〕』（有斐閣、2014 年）。このほか、電子記録債権法を含む支払決済制度について概説したも

のとして、小塚荘一郎・森田果共著『支払決済法〔第 3版〕』（商事法務、2018 年）がある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業期間中に適宜、知識確認のための簡単なアンケートを Oh-o! Meiji を使って実施し、その結果について授業内で簡潔に講評を含めてコメント

することを考えている。 

試験結果については全体的な講評を、成績開示後に行うことを考えている（方法は未定である）。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（論述式）によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

手形・小切手法Ⅱ 高木 正則 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】  

 手形・小切手は、商取引において支払の用具、信用の用具、送金・取立の用具として大きな役割を担ってきたが、近時においては電子決済システ

ム（具体的には電子記録債権）への移行の動きなどから利用が減少している。しかし、手形・小切手法を学ぶことは、たとえば電子記録債権法の理

解のためには大変重要である。同法の中には、善意取得（同法 19条）、人的抗弁の切断（同法 20条）など、手形法あるいは小切手法上の規定をその

ままに生かしている規定も存在するからである。そこで、本講義ではまずは手形・小切手法に関する基本的な理解を得ることを目標にし、そのため

に必要な論点を取り扱うことにする。なお、現在使われている手形の多くが約束手形であることに鑑み、本講義では約束手形についての基本的な法

律関係を明らかにし、為替手形および小切手については約束手形と異なる部分について触れるにとどめる。この手形・小切手法Ⅱでは、形の流通に

関わる問題、支払段階の問題、さらに白地手形の問題などを取り扱うことにする。もちろん、適宜電子記録債権法の内容にも触れる予定である。 

 本講義では教科書を指定する一方、担当者が作成したプリントを配布し、講義はそのプリントに沿って進行する（ただしプリントの説明だけでは

理解は困難であることも多い）。また、対立のある個々の問題点についてできるだけ担当者の見解を明らかにするよう努める。なお、法律学において

重要なのは自説を導く過程、すなわち論理であるので、受講者は担当者の見解を無批判に鵜呑みにすることなく他の見解をも意欲的に参照し、自説

を導く能力の涵養に努めていただきたい。 

 なお、銀行等金融機関への就職を志す人にとっても手形・小切手法の知識は有用というよりむしろ必須である。 

【授業の到達目標】 

 （1）手形法・小切手法特有の規定群について、それれがどのような趣旨に基づいて設けられているものであるのかを理解することができるよう

になること。 

 （2）法律学にとっては論理が肝要であるので、、一歩一歩論理的な思考力を身につけられるようにすること。すなわち、見解がわかれている論点

について、いかなる理由でいかなる見解が適切であると考えるか、説得することができる能力を身につけてもらうこと。 
２.授業内容 

 概ね、下記の順序で講義を進める予定である。 

第１回：aのみ：イントロダクション、手形の流通と支払いの段階における重要ポイント 

第２回：手形の裏書（1）通常の譲渡裏書、裏書の連続の意義 

第３回：手形の裏書（2）裏書の連続の機能、特殊の譲渡裏書 

第４回：手形の裏書（3）特殊の裏書（4）電子記録債権の譲渡 

第５回：手形の善意取得、補論・電子記録債権の場合 

第６回：手形抗弁と人的抗弁の制限（1）手形抗弁 

第７回：手形抗弁と人的抗弁の制限（2）人的抗弁の切断の原則と悪意の抗弁 

第８回：手形抗弁と人的抗弁の制限（3）人的抗弁の切断の原則に関する個別的問題（4）電子記録債権法における人的抗弁の切断 

第９回：手形行為独立の原則 

第１０回：手形の支払と遡求、補論・電子記録債権の場合 

第１１回：白地手形（1）白地手形の意義と機能 

第１２回：白地手形（2）白地手形に関する個別的問題 

第１３回：手形保証 

第１４回：手形上の権利の消滅と所持人の救済、為替手形、小切手 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本科目ではその性質上、民法の財産法（総則・物権・債権）との比較を行うことが多いので、履修しようとする者は財産法の講義をすでに履修し

ていることが望ましい。また、手形・小切手法 Iをすでに履修していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習の段階では六法を参照しながらテキストに目を通しておくこと、復習の段階では、授業で配布したプリントをよく読みながら授業の説明や判

例百選などの参考書を参考にしながらノートにまとめることをすすめる。 

５.教科書 

 弥永真生著『リーガルマインド手形法・小切手法〔第 3 版〕』（有斐閣，2018 年）。ただし、同書が品薄との情報もあるので、入手できなかった場

合に代替できるテキストは追って指示する。 

６.参考書 

 神田秀樹・神作裕之編『手形小切手判例百選〔第 7版〕』（有斐閣、2014 年）。このほか、電子記録債権法を含む支払決済制度について概説したも

のとして、小塚荘一郎・森田果共著『支払決済法〔第 3版〕』（商事法務、2018 年）がある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業期間中に適宜、知識確認のための簡単なアンケートを Oh-o! Meiji を使って実施し、その結果について授業内で簡潔に講評を含めてコメント

することを考えている。 

試験結果については全体的な講評を、成績開示後に行うことを考えている（方法は未定である）。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（論述式）によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

保険・海商法Ⅰ 陳 亮 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

火災や交通事故など、様々な危険にさらされながら日々の生活を営まなければならない現代人にとって保険はなくてはならない存在であり、それ

を支えるための法制度としての保険法を知ることはきわめて有益である。他方、海上企業、ことに海上運送企業は日本及び世界の経済活動を根底か

ら支えているものであり、それに特有の組織及び活動の両面にわたって規律している海商法（商法第三編）を学ぶ意義は決して小さくない。この授

業では、保険法及び海商法に関する解説を行うが、本年度では保険法に重点を置き、海商法についてはその概要を説明するにとどめることとする。 

なお、I では、保険法、保険契約及び損害保険契約の総論的な問題について、重要な判例・学説に触れながら解説する。 

【到達目標】 

この授業は、保険及び海商に関する法的な基礎知識と思考方法の習得を到達目標とする。 

２.授業内容 

第１回（aモジュールのみ）：イントロダクション：保険とは何か 

第２回：保険法総論：保険制度と保険法 

第３回：保険契約総論(1)：保険契約の意義・性質 

第４回：保険契約総論(2)：保険契約の当事者と関係者(1) 

第５回：保険契約総論(2)：保険契約の当事者と関係者(2) 

第６回：保険契約総論(3)：保険契約の成立(1) 

第７回：保険契約総論(3)：保険契約の成立(2) 

第８回：保険契約総論(4)：保険契約の内容 

第９回：保険契約総論(5)：保険契約の効果(1) 

第 10回：保険契約総論(5)：保険契約の効果(2) 

第 11回：保険契約総論(6)：保険契約の終了 

第 12回：損害保険契約総論(1)：損害保険契約の意義・種類 

第 13回：損害保険契約総論(2)：損害保険契約の内容(1) 

第 14回：損害保険契約総論(2)：損害保険契約の内容(2)・春学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・受講の際には、必ず教科書及び六法を持参すること 

・授業中のマナーを守ること 

・この科目を履修する場合は、併せて「保険・海商法 II」も履修することが望ましい 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

受講前に教科書及び条文に目を通しておくこと 

【復習すべき内容】 

授業で扱った内容を正確に理解し、説明できるようにしておくこと 

５.教科書 

坂口光男著＝陳亮補訂『保険法（補訂版）』（文眞堂，2012 年） 

６.参考書 

特に使用しない。ただし、必要に応じてレジュメや資料を配布することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji の【クラスウェブ】内の【授業内容・資料】を通じて解説を行う。 

８.成績評価の方法 
成績は原則として定期試験（100％）により評価する。ただし、授業態度や授業での発言等も考慮する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

保険・海商法Ⅱ 陳 亮 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

火災や交通事故など、様々な危険にさらされながら日々の生活を営まなければならない現代人にとって保険はなくてはならない存在であり、それ

を支えるための法制度としての保険法を知ることはきわめて有益である。他方、海上企業、ことに海上運送企業は日本及び世界の経済活動を根底か

ら支えているものであり、それに特有の組織及び活動の両面にわたって規律している海商法（商法第三編）を学ぶ意義は決して小さくない。この授

業では、保険法及び海商法に関する解説を行うが、本年度では保険法に重点を置き、海商法についてはその概要を説明するにとどめることとする。 

なお、II では、各種の損害保険契約及び定額保険契約（生命保険契約・傷害疾病定額保険契約）に関する種々の法律問題について、重要な判例・

学説に触れながら解説するとともに、海商法については、その概要を説明する。 

【到達目標】 

この授業は、保険及び海商に関する法的な基礎知識と思考方法の習得を到達目標とする。 

２.授業内容 

第１回（aモジュールのみ）：イントロダクション 

第２回：損害保険契約各論(1)：火災保険契約 

第３回：損害保険契約各論(2)：傷害疾病損害保険契約 

第４回：損害保険契約各論(3)：責任保険契約 

第５回：生命保険契約(1)：生命保険契約の意義・種類・内容 

第６回：生命保険契約(2)：他人の死亡の保険契約・第三者のためにする生命保険契約 

第７回：生命保険契約(3)：生命保険契約の締結 

第８回：生命保険契約(4)：生命保険契約の効果 

第９回：生命保険契約(5)：生命保険特有の法律問題 

第 10回：傷害疾病定額保険契約(1)傷害保険契約 

第 11回：傷害疾病定額保険契約(2)疾病保険契約 

第 12回：海商法(1)：海商法総説 

第 13回：海商法(2)：海上企業組織・海上企業活動 

第 14回：海商法(3)：海上危険とその克服・秋学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・「保険・海商法 I」を履修済であること 

・受講の際には、必ず教科書及び六法を持参すること 

・授業中のマナーを守ること 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

受講前に教科書及び条文に目を通しておくこと 

【復習すべき内容】 

授業で扱った内容を正確に理解し、説明できるようにしておくこと 

５.教科書 

坂口光男著＝陳亮補訂『保険法（補訂版）』（文眞堂，2012 年） 

６.参考書 

特に使用しない。ただし、必要に応じてレジュメや資料を配布することがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji の【クラスウェブ】内の【授業内容・資料】を通じて解説を行う。 

８.成績評価の方法 
成績は原則として定期試験（100％）により評価する。ただし、授業態度や授業での発言等も考慮する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

金融商品取引法 越知 保見 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講座では、商事法の理解に不可欠な金融商品取引法について、実務と会社法との関連性を意識した講義を行う。上場会社においては、金融商品

取引法の規範と会社法の規範が複合して、M&A やガバナンスについての規範を形成しているので、商事法の理解においては、金融商品取引法の知識

が必須である。また、株式・社債などの有価証券により資金を調達する場合には、金融商品取引法の開示規制こそが、最も重要な制度の枠組みであ

る。金融商品の被害に関しても、金融商品取引法の知識がなければ、どのような救済が可能かについての助言を行うことは難しい。会社法について

の深い理解のためには、金融商品取引法の知識は不可欠のものなのである。本講義では、まず会社の理解に欠かせないにもかかわらず、会社法で十

分取り上げらない傾向のある資本政策(会社法の計算)から講義をはじめ、金商法が、M&A、企業金融、企業統治、金融商品の組成・被害救済という広

範な分野に関連していることがわかるよう会社法と金商法の関連性・総合的理解に重点を置いた講義を行う。金商法は、学生にとって優しい科目で

はないが、商事法の理解にとっては不可欠な科目であり、多くの学生が本講座を受講されることを期待する(金商法の難しさは、評価においても考慮

する)。 

２.授業内容 

 全 14 回のテーマは以下のとおりである。 

第 1 回 会社の資本政策・バランスシートの意味・会社法と金商法の関係 

第 2 回 金融商品取引法の開示規制の全体構造・流通開示規制・インサイダー取引規制 

第 3 回 公開買付規制・自己株式の取得・自社株 TOB とインサイダー取引 

第 4 回 公開買い付けの強圧性・敵対的買収を巡る判例の展開 

第 5 回 敵対的買収の防衛策・ライツプランと委任状勧誘 

第 6 回 株式買取請求と公開買い付けを利用したキャッシュアウト 

第 7 回 発開示規制：募集と私募・売出し・社債・株式の発行・有価証券概念 

第 8 回 金商法と会社法の開示・監査・内部統制の関係・金商法の内部統制規制 

第 9 回 不実開示の責任 

第 10回 2 項有価証券の規制と様々な金融商品(デリバティブ・投資信託・集団投資スキムなど) 

第 11回 金融商品取引業者と投資勧誘の規制(説明義務・適合性原則)・金融商品販売法による規制 

第 12回 不公正取引規制と不公正ファイナンス問題・ライツオファリング・増資インサイダー 

第 13回 金融商品取引業・金融商品取引所・金融商品市場(プロアマ規制)・通報保護と通報妨害 

第 14回 総合または教場試験 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 金融商品取引法の基礎的な知識は、本テーマの理解に役立つが、教科書(公開会社法入門)を読めば、概略はわかるように解説されている。教科書

(公開会社法入門)は、シラバスについてのレジュメのように考えてほしい。そして、教科書で言及された黒沼・金融商品取引法、江頭・会社法の該

当箇所に目を通すと、金融商品取引法と会社法を深く総合的に理解することができる。 

５.教科書 

『公開会社法入門』 越知保見 (成文堂) 

６.参考書 

『金融商品取引法』黒沼悦郎、『株式会社法』江頭憲治郎 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
教場試験、授業への取り組み(平常点)を総合評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民事訴訟法Ⅰ（法曹コース用） 柳川 鋭士 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の内容】 

 本授業では、裁判所における紛争解決を規律する手続法である民事訴訟法について解説します。特に、民事訴訟手続の基本構造、基本構造を支配

する理論と各理論間の相互の関連性に重点を置きます。 

【授業の到達目標】 

 民事訴訟法は、その技術的性格から複雑で理解が困難であると思われる傾向にあります。しかし、司法試験等の資格試験のレベルに限定すれば、

民事訴訟手続の基本構造、基本構造を支配する理論と各理論間の相互の関連性の修得が肝要であって、その修得自体は必ずしも困難ではなく、一旦

修得してしまえば、民法等の実体法の理解も飛躍的に高まります。そこで、本講義では、民事訴訟法Ⅱとあわせて、民事訴訟手続の基本構造と基本

構造を支配する理論と各理論間の相互の関連性を体系的に理解し基本的知識を修得することを目的とします。民事訴訟法Ⅰでは、二当事者対立構造

における訴訟審理過程を中心として、訴訟物と要件事実、弁論主義、証拠（証拠の概念、証拠調べの手続等）及び証拠法を支配する基本理論（自由

心証主義と証明責任等）、訴えの 3 類型、訴えの適法性、訴訟要件等、当事者と訴訟代理人等について、訴訟実務との架橋を踏まえた、解釈運用、展

開する能力を涵養します。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション（民事訴訟法へのいざない、学習の心得等、民事訴訟の基本構造） 

第２回：訴訟物と要件事実（民法等の実体法と民事訴訟法との関係） 

第３回：口頭弁論及びその準備 

第４回：弁論主義（１）（根拠と機能、主要事実・間接事実・補助事実の区分等） 

第５回：弁論主義（２）（根拠と機能、主要事実・間接事実・補助事実の区分等） 

第６回：弁論主義（３）（釈明権、その他弁論主義に係る諸問題） 

第７回：証拠（１）（証拠の概念、自白） 

第８回：証拠（２）（証拠調べの手続等） 

第９回：証拠（３）（自由心証主義と証明責任―その１―） 

第 10回：証拠（４）（自由心証主義と証明責任―その２―） 

第 11回：訴えの 3類型 

第 12回：訴えの適法性、訴訟要件、訴訟判決 

第 13回：当事者概念、当事者の確定・変更・能力、訴訟能力 

第 14回：訴訟上の代理人、当事者適格、法定訴訟担当、任意的訴訟担当 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本授業は、法曹コース所属学生を対象としたものです。履修者は、「民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）」も必ず履修して下さい。また、「民事訴訟法

Ⅰ（法曹コース用）」及び「民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）」は春学期集中で開講されます。そのため、両科目併せて１日に２コマずつ授業を行い、

春学期前半で「民事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）」相当部分を、春学期後半に「民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）」相当部分を実施します。 

 「民事執行・保全法」、「倒産処理法」の履修を予定している者は、本講義を履修することが望まれます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

Oh-o! Meiji のクラスウェブにて、事前にレジュメをアップしますので、当該レジュメ及び教科書の該当箇所を読んでおいてください。 

【復習すべき内容】 

レジュメを参照し、授業において理解ができなかった箇所や難解であった箇所につき教科書や参考書で確認して下さい。 

５.教科書 

 高橋宏志『民事訴訟法概論』（有斐閣、2016 年） 

６.参考書 

 納谷廣美『演習民事訴訟法』（創成社，2005 年） 

 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（上）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2013年） 

 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（下）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2014年） 

 伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣，第 7 版，2020 年） 

 高橋宏志ほか『民事訴訟法判例百選』（有斐閣，第 5 判，2015年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて、適宜該当箇所のレジュメ（場合によっては補講動画のアップ等）の指摘、授業内講義での補足等にてフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
 中間テスト 30％、期末試験 70％によって評価します。 

 なお、中間テストは、法曹コース「一貫教育プログラム」（いわゆる法曹コース 3＋2）の特別選抜による法科大学院進学を目指す受講生は、当該

中間テストの成績が選抜の判断対象となることがありますので、当該特別選抜による進学を予定している学生は進学を目指す法科大学院の資料等を

確認してください。 

９.その他 
 イントロダクション時にも説明しますが、民事訴訟法の学習のコツは、民事訴訟法が円環的構造を有するため、理解できない概念や内容に直面し

ても、一旦それをわからないまま留保し、とにかく先に進んで勉強し、全体を一気に勉強して終わらせてしまうことです。 

＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用） 柳川 鋭士 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の内容】 

 本授業では、裁判所における紛争解決を規律する手続法である民事訴訟法について解説します。特に、民事訴訟手続の基本構造、基本構造を支配

する理論と各理論間の相互の関連性に重点を置きます。 

【授業の到達目標】 

 民事訴訟法は、その技術的性格から複雑で理解が困難であると思われる傾向にあります。しかし、司法試験等の資格試験のレベルに限定すれば、

民事訴訟手続の基本構造、基本構造を支配する理論と各理論間の相互の関連性の修得が肝要であって、その修得自体は必ずしも困難ではなく、一旦

修得してしまえば、民法等の実体法の理解も飛躍的に高まります。そこで、民事訴訟法Ⅰに続いて、民事訴訟手続の基本構造と基本構造を支配する

理論と各理論間の相互の関連性を体系的に理解し基本的知識を修得することを目的とします。民事訴訟法Ⅱでは、（1）判決の効力及び判決後の一連

の手続にかかわるものとして、処分権主義、判決の効力、既判力、上訴・再審による判決の取消等を対象とし、（2）二当事者対立構造の応用形態と

して、複数請求及び多数当事者訴訟等を対象として、基本的知識と基礎理論に基づき、訴訟実務との架橋を踏まえた、解釈運用、展開する能力を涵

養します。さらに、（3）人事訴訟等、仲裁・ADR について基礎的知識を修得し、紛争に応じた多様な紛争解決手続を実際に活用できるようにする基

盤の獲得に努めます。 
２.授業内容 

第１回：処分権主義（１）（訴えの取下げ、和解、請求権の放棄・認諾） 

第２回：処分権主義（２）（申立事項と判決事項） 

第３回：確定判決の効力、既判力の作用、既判力の時的限界 

第４回：既判力の客観的範囲、理由中の拘束力 

第５回：既判力の主観的範囲 

第６回：判決の効力に係るその他の問題（１）（二重起訴、既判力の排除、執行力、形成力等） 

第７回：判決の効力に係るその他の問題（２）（二重起訴、既判力の排除、執行力、形成力等） 

第８回：請求の複数（訴えの併合、訴えの変更、反訴、中間確認の訴え） 

第９回：当事者の複数（１）（共同訴訟、通常共同訴訟、必要的共同訴訟等） 

第 10回：当事者の複数（２）（補助参加等） 

第 11回：当事者の複数（３）（当事者参加、当事者変更） 

第 12回：当事者の複数（４）（訴訟承継等） 

第 13回：上訴（控訴、上告、抗告）、再審等 

第 14回：民事紛争と ADR・非訟手続 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本授業は、法曹コース所属学生を対象としたものです。履修者は、「民事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）」も必ず履修して下さい。また、「民事訴訟法

Ⅰ（法曹コース用）」及び「民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）」は春学期集中で開講されます。そのため、両科目併せて１日に２コマずつ授業を行い、

春学期前半で「民事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）」相当部分を、春学期後半に「民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）」相当部分を実施します。 

 「民事執行・保全法」、「倒産処理法」の履修を予定している者は、本講義を履修することが望まれます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

Oh-o! Meiji のクラスウェブにて、事前にレジュメをアップしますので、当該レジュメ及び教科書の該当箇所を読んでおいてください。 

【復習すべき内容】 

レジュメを参照し、授業において理解ができなかった箇所や難解であった箇所につき教科書や参考書で確認して下さい。 

５.教科書 

 高橋宏志『民事訴訟法概論』（有斐閣、2016 年） 

６.参考書 

 納谷廣美『演習民事訴訟法』（創成社，2005 年） 

 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（上）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2013年） 

 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（下）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2014年） 

 伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣，第 7 版，2020 年） 

 高橋宏志ほか『民事訴訟法判例百選』（有斐閣，第 5 判，2015年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて、適宜該当箇所のレジュメ（場合によっては補講動画のアップ等）の指摘、授業内講義での補足等にてフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
  中間テスト 30％、期末試験 70％によって評価します。 

 なお、中間テストは、法曹コース「一貫教育プログラム」（いわゆる法曹コース 3＋2）の特別選抜による法科大学院進学を目指す受講生は、当該

中間テストの成績が選抜の判断対象となることがありますので、当該特別選抜による進学を予定している学生は進学を目指す法科大学院の資料等を

確認してください。 

９.その他 
 イントロダクション時にも説明しますが、民事訴訟法の学習のコツは、民事訴訟法が円環的構造を有するため、理解できない概念や内容に直面し

ても、一旦それをわからないまま留保し、とにかく先に進んで勉強し、全体を一気に勉強して終わらせてしまうことです。 

＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民事訴訟法Ⅰ 岡田 洋一 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 私人間における売買や賃貸借などの法律関係をめぐって利害が衝突し、紛争が起こることがある。この場合、かかる関係を規律する実体私法では

私的自治の原則が妥当することから、紛争当事者が自主的に解決することも可能である。しかし、これが功を奏しないときには、民事訴訟によらな

ければならない。紛争未解決という状態は、その解決が実現できないという事態にとどまらず、権利の保護や私法秩序の維持という法治国家の基本

問題にもかかわってくるからである。  

 そこで本講義では、民事訴訟手続の基本構造と基礎理論を修得することを目的とする。 

 

２.授業内容 

第１回：aのみ：民事訴訟の基本構造 

第２回：民事紛争解決手段の多様化 

第３回：裁判所 

第４回：当事者の確定 

第５回：当事者能力・訴訟能力 

第６回：代理 

第７回：当事者適格 

第８回：訴え提起 

第９回：訴訟物 

第 10回：処分権主義 

第 11回：訴訟要件 

第 12回：必要的口頭弁論 

第 13回：口頭弁論の準備 

第 14回：弁論主義・釈明権 

 

 

３.履修上の注意 

「民事訴訟法Ⅱ」と合わせて履修することが望ましい。 

「民事執行・保全法」、「倒産処理法」、「国際民事訴訟法」の履修を予定している者は、本講義を履修しておくことが望ましい。  

令和 4 年に民事訴訟法の改正があったため、改正法に対応した六法を用意すること。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習】 

講義予定の教科書を読むこと 

 

【復習すべき内容】 

教科書に加え、該当する裁判例について判例集を読むこと 

５.教科書 

三木浩一ほか『民事訴訟法〔第４版〕』（有斐閣） 

高橋宏志ほか編『民事訴訟法判例百選〔第５版〕』有斐閣 

６.参考書 

伊藤眞『民事訴訟法〔第７版〕』（有斐閣） 

新堂幸司『新民事訴訟法〔第６版〕』（弘文堂） 

高橋宏志『重点講義民事訴訟法【上】〔第２版補訂版〕』（有斐閣） 

高橋宏志『重点講義民事訴訟法【下】〔第２版補訂版〕』（有斐閣） 

中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義〔第３版〕』（有斐閣）、など 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
期末試験による。 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民事訴訟法Ⅱ 岡田 洋一 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 私人間における売買や賃貸借などの法律関係をめぐって利害が衝突し、紛争が起こることがある。この場合、かかる関係を規律する実体私法では

私的自治の原則が妥当することから、紛争当事者が自主的に解決することも可能である。しかし、これが功を奏しないときには、民事訴訟によらな

ければならない。紛争未解決という状態は、その解決が実現できないという事態にとどまらず、権利の保護や私法秩序の維持という法治国家の基本

問題にもかかわってくるからである。  

そこで本講義では、民事訴訟手続の基本構造と基礎理論を修得することを目的とする。 

 

２.授業内容 

第１回 ： a のみ：民事訴訟法Ⅰの復習 

第２回 ： 証拠 

第３回 ： 自由心証主義 

第４回 ： 証明責任 

第５回 ： 既判力の意義、時的限界 

第６回 ： 既判力の客観的範囲 

第７回 ： 既判力の主観的範囲 

第８回 ： 当事者の行為による訴訟の終了 

第９回 ： 上訴 

第１０回 ： 複数請求訴訟 

第１１回 ： 複数当事者訴訟 

第１２回 ： 訴訟参加 

第１３回 ： 当事者の変更 

第１４回 ： 再審・特別訴訟 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「民事訴訟法Ⅱ」と合わせて履修することが望ましい。 

「民事執行・保全法」、「倒産処理法」、「国際民事訴訟法」の履修を予定している者は、本講義を履修しておくことが望ましい。  

令和 4 年に民事訴訟法の改正があったため、改正法に対応した六法を用意すること。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習】 

講義予定の教科書を読むこと 

 

【復習すべき内容】 

教科書に加え、該当する裁判例について判例集を読むこと 

５.教科書 

三木浩一ほか『民事訴訟法〔第４版〕』（有斐閣） 

高田裕成ほか編『民事訴訟法判例百選〔第６版〕』（有斐閣） 

 

６.参考書 

伊藤眞『民事訴訟法〔第７版〕』（有斐閣） 

新堂幸司『新民事訴訟法〔第６版〕』（弘文堂） 

高橋宏志『重点講義民事訴訟法【上】〔第２版補訂版〕』（有斐閣） 

高橋宏志『重点講義民事訴訟法【下】〔第２版補訂版〕』（有斐閣） 

中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義〔第３版〕』（有斐閣）、など 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
期末試験による。 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民事執行・保全法Ⅰ 柳川 鋭士 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 民事訴訟法では、裁判所において、当事者間の権利・法律関係（例えば原告の被告に対する売買契約に基づく 100万円の代金請求権）の有無をい

わば観念的に確定する過程を学びますが、原告が裁判所において勝訴し確定判決を得たとしても、原告の権利関係が現実に実現されなければ（例え

ば敗訴した被告から勝訴した原告が 100 万円を実際に回収できない）、原告が勝訴判決を得たとしても、それは絵に描いた餅にすぎません。そこで民

事執行・保全法では、権利関係が公権力によって実際にどのように実現されるか、如何にしてその実現を予め確保するか、民事執行法及び民事保全

法という法律によるその規制手段・方法等について学びます。 

【授業の到達目標】 

 民事執行・保全法の授業では、民事執行法及び民事保全法の基本的な仕組みを理解するだけではなく、判例を素材として、実際の事件との関係で

法的問題がどのように生ずるのか、どのような論理で解決すべきなのか自分の頭で考えられるよう法的思考力の涵養も目指します。 

２.授業内容 

第１回：民事執行法の概要及び強制執行総論①（序説、債務名義 part1） 

第２回：強制執行総論②（債務名義 part2） 

第３回：強制執行総論③（債務名義 part3） 

第４回：強制執行総論④（請求異議の訴え part1） 

第５回：強制執行総論⑤（請求異議の訴え part2） 

第６回：強制執行総論⑥（執行文 part1） 

第７回：強制執行総論⑦（執行文 part2） 

第 8 回：強制執行総論⑧（執行機関、強制執行開始要件、強制執行の停止・取消し、執行異議と執行抗告） 

第９回：強制執行総論⑨（第三者異議の訴え、違法執行と不当執行 part1） 

第 10回：強制執行総論⑩（第三者異議の訴え、違法執行と不当執行 part2） 

第 11回：強制執行各論①（金銭執行序説） 

第 12回：強制執行各論①（不動産執行 Par1） 

第 13回：強制執行各論②（不動産執行 par2） 

第 14回：強制執行各論③（不動産執行 part3） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

民事執行法の理解を深めるため、民法（特に債権総論、担保物権）の復習をしてください。 

民事執行・保全法 II と併せて履修して下さい。 

民事訴訟法の理解を前提とするため、民事訴訟法を履修するか、または各自で予め理解を深めておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

Oh-o!Meiji のクラスウェブにて、事前にレジュメをアップしますので、当該レジュメ及び教科書の該当箇所を読んでおいてください。 

【復習すべき内容】 

レジュメを参照し、授業において理解ができなかった箇所や難解であった箇所につき教科書で確認して下さい。 

５.教科書 

和田吉弘『基礎からわかる民事執行法 民事保全法』（弘文堂、第 3版、2021） 

６.参考書 

平野哲郎『実践 民事執行法 民事保全法』（日本評論社、第 3 版、2018） 

中野貞一郎『民事執行・保全入門』（有斐閣、補訂版、2013） 

上原敏夫ほか編『民事執行・保全判例百選』（有斐閣、第 3版、2020） その他、授業において適宜指示します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて、適宜該当箇所のレジュメ（場合によっては補講動画のアップ等）の指摘、授業内講義での補足等にてフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
中間小テスト 30％、期末試験 70％によって評価します。 

９.その他 
特に法曹を目指す方は、民事執行・保全法の理解は必須であり、実務に就いてからは勉強する時間の確保が難しくなりますので、これを機会にしっ

かり勉強してください。 

＊履修希望者が 300 名以上の場合は抽選を行う。 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民事執行・保全法Ⅱ 柳川 鋭士 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 民事訴訟法では、裁判所において、当事者間の権利・法律関係（例えば原告の被告に対する売買契約に基づく 100万円の代金請求権）の有無をい

わば観念的に確定する過程を学びますが、原告が裁判所において勝訴し確定判決を得たとしても、原告の権利関係が現実に実現されなければ（例え

ば敗訴した被告から勝訴した原告が 100 万円を実際に回収できない）、原告が勝訴判決を得たとしても、それは絵に描いた餅にすぎません。そこで民

事執行・保全法では、権利関係が公権力によって実際にどのように実現されるか、如何にしてその実現を予め確保するか、民事執行法及び民事保全

法という法律によるその規制手段・方法等について学びます。 

 

【授業の到達目標】 

 民事執行・保全法の授業では、民事執行法及び民事保全法の基本的な仕組みを理解するだけではなく、判例を素材として、実際の事件との関係で

法的問題がどのように生ずるのか、どのような論理で解決すべきなのか自分の頭で考えられるよう法的思考力の涵養も目指します。 

 
２.授業内容 

第１回：強制執行各論④（不動産執行 part4） 

第２回：強制執行各論⑤（不動産執行 part5） 

第３回：強制執行各論⑥（動産執行、船舶執行） 

第４回：強制執行各論⑦（債権執行 Part1） 

第５回：強制執行各論⑧（債権執行 Part2） 

第６回：強制執行各論⑨（債権執行 Part3） 

第７回：強制執行各論⑩（債権執行 Part4） 

第８回：強制執行各論⑪（債権執行 Part5） 

第９回：強制執行各論⑫（非金銭執行） 

第 10回：担保権の実行としての競売等 part1 

第 11回：担保権の実行としての競売等 part2、財産開示手続 

第 12回：民事保全法の概要（序説、保全命令手続） 

第 13回：保全執行手続（仮差押え） 

第 14回：保全執行手続（仮処分） 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

民事執行・保全法 I と併せて履修して下さい。 

 

民事執行法の理解を深めるため、民法（特に債権総論、担保物権）の復習をしてください。 

民事訴訟法の理解を前提とするため、民事訴訟法を履修するか、または各自で予め理解を深めておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

Oh-o!Meiji のクラスウェブにて、事前にレジュメをアップしますので、当該レジュメ及び教科書の該当箇所を読んでおいてください。 

 

【復習すべき内容】 

レジュメを参照し、授業において理解ができなかった箇所や難解であった箇所につき教科書で確認して下さい。 

５.教科書 

和田吉弘『基礎からわかる民事執行法 民事保全法』（弘文堂、第 3版、2021） 

６.参考書 

平野哲郎『実践 民事執行法 民事保全法』（日本評論社、第 3 版、2018） 

中野貞一郎『民事執行・保全入門』（有斐閣、補訂版、2013） 

上原敏夫ほか編『民事執行・保全判例百選』（有斐閣、第 3版、2020） 

その他、授業において適宜指摘します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて、適宜該当箇所のレジュメ（場合によっては補講動画のアップ等）の指摘、授業内講義での補足等にてフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
中間小テスト 30％、期末試験 70％によって評価します。 

９.その他 
特に法曹を目指す方は、民事執行・保全法の理解は必須であり、実務に就いてからは勉強する時間の確保が難しくなりますので、これを機会にしっ

かり勉強してください。 

＊履修希望者が 300 名以上の場合は抽選を行う。 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

倒産処理法Ⅰ 岡田 洋一 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 近時、誰もが知っている「一流」と呼ばれた企業が倒産することは、めずらしくない時代になっている。また、多重債務に陥った消費者が破産す

ることも日常茶飯事である。さらに、最近ではコロナ禍がこれに追い打ちをかけている。かかる状態に陥った場合には、倒産処理手続を経て清算し

たり、再建しなければならない。破産者の経済的更生を図り、また連鎖倒産などの弊害を招くおそれがあるからである。そこで本講義は、倒産処理

手続についての基本構造を学ぶことを目的とする。まず、破たんした者の清算手続であり、他の倒産手続の基礎となっている破産手続について理解

し、これを前提として民事再生手続および会社更生手続等について概観することとする。 

２.授業内容 

第 1 回 aのみ：イントロダクション 

第 2 回 倒産処理制度の概要 

第 3 回 私的整理と倒産ＡＤＲ 

第 4 回 破産手続の開始 

第 5 回 破産手続の機関と利害関係人 

第 6 回 破産財団と破産債権 

第 7 回 破産財団をめぐる財産関係① 

第 8 回 破産財団をめぐる財産関係② 

第 9 回 破産財団をめぐる財産関係③ 

第 10回 取戻権 

第 11回 別除権 

第 12回 相殺権 

第 13回 否認権① 

第 14回 否認権② 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「倒産処理法Ⅱ」を合わせて履修することが望ましい。 

民法や民事訴訟法の授業を履修していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 倒産法は、大きく倒産実体法と倒産手続法に区分することができる。いうまでもなく実体法の一般法は民法であり、手続法の一般法は民事訴訟法

であり、これらの特別法が倒産法である。したがって、倒産法を学ぶうえではこれらの基礎知識が必要であり、倒産法の学習と並行して民法や民事

訴訟法等の復習が必要不可欠となる。 

５.教科書 

山本和彦『倒産処理法入門〔第５版〕』（有斐閣） 

６.参考書 

松下淳一ほか『倒産判例百選〔第 5 版〕』（有斐閣） 

伊藤眞『破産法・民事再生法〔第５版〕』（有斐閣） 

伊藤眞『会社更生法・特別清算法』（有斐閣） 

山本和彦ほか『倒産法概説〔第３版〕』（弘文堂） 

松下淳一『民事再生法入門〔第 2版〕』（有斐閣） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
期末試験による。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

倒産処理法Ⅱ 岡田 洋一 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 近時、誰もが知っている「一流」と呼ばれた企業が倒産することは、めずらしくない時代になっている。また、多重債務に陥った消費者が破産す

ることも日常茶飯事である。さらに、最近ではコロナ禍がこれに追い打ちをかけている。かかる状態に陥った場合には、倒産処理手続を経て清算し

たり、再建しなければならない。破産者の経済的更生を図り、また連鎖倒産などの弊害を招くおそれがあるからである。そこで本講義は、倒産処理

手続についての基本構造を学ぶことを目的とする。まず、破たんした者の清算手続であり、他の倒産手続の基礎となっている破産手続について理解

し、これを前提として民事再生手続および会社更生手続等について概観することとする。 

２.授業内容 

第 1 回 「倒産処理法Ⅰ」の復習 

第 2 回 破産手続の進行① 

第 3 回 破産手続の進行② 

第 4 回 免責・復権 

第 5 回 民事再生手続の開始 

第 6 回 再生手続の機関及び利害関係人 

第 7 回 再生債務者財産と再生債権 

第 8 回 再生債務者をめぐる財産関係の整理 

第 9 回 再生債務者財産の法律変動 

第 10回 再生手続の進行 

第 11回 再生計画① 

第 12回 再生計画② 

第 13回 個人再生 

第 14回 会社更生手続 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 「倒産処理法Ⅰ」を履修していること 

 民法や民事訴訟法を履修していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 倒産法は、大きく倒産実体法と倒産手続法に区分することができる。いうまでもなく実体法の一般法は民法であり、手続法の一般法は民事訴訟法

であり、これらの特別法が倒産法である。したがって、倒産法を学ぶうえではこれらの基礎知識が必要不可欠であり、倒産法の学習と並行して民法

や民事訴訟法等の復習が必要不可欠となる。 

５.教科書 

山本和彦『倒産処理法入門〔第５版〕』（有斐閣） 

６.参考書 

松下淳一ほか編『倒産判例百選〔第 5 版〕』（有斐閣） 

伊藤眞『破産法・民事再生法〔第５版〕』（有斐閣） 

伊藤眞『会社更生法・特別清算法』（有斐閣） 

山本和彦ほか『倒産法概説〔第３版〕』（弘文堂） 

松下淳一『民事再生法入門〔第 2版〕』（有斐閣） 

 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。 

８.成績評価の方法 
期末試験による。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

刑事訴訟法Ⅰ（法曹コース用） 黒澤 睦 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 憲法 31 条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定していま

す。これを受けて、刑事訴訟法 1条は、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を

明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」と規定しています。刑事訴訟法 I では、この理念が刑事手続の各場面（捜

査等）でどのように実現されているのか、あるいはどのように実現されるべきなのか、を講義します。 

 刑事手続を実際のシステムとして理解するためには、判例・実務の運用を把握することが必須です。したがって、それらに特に留意して講義を進

めます。また、重要な争点については、判例・学説やその対立の説明にとどまらず、そうした対立がどうして生じてくるのか、それぞれどのような

考え方に基づくのか、といったところまで踏み込んで解説します。その際、解釈論の限界を踏まえたうえで、立法政策論にも触れます。刑事訴訟法

I では、主として、起訴前の手続を取り扱います。 

【到達目標】 

 本授業は、刑事手続を構成する各制度の趣旨・目的や基礎的概念の正確な理解、基本的な重要判例についてその判例法理および射程についての正

確な理解という基礎力を確実に身に付けることを目的としています。 

 本授業の到達目標は、刑事訴訟法の基本原則・制度趣旨や判例法理等に関わる基本的事項の正確な理解を修得すること、さらに法適用にとって不

可欠となる具体的事実の分析・評価および具体的帰結に至る論理的思考能力を涵養することです。具体的には、「共通的な到達目標モデル（第二次案

修正案）：刑事訴訟法」のうち、法科大学院未修１年次配当の本授業科目に相当する授業科目で求められている到達度と同等以上の到達度に達するこ

とが必要です。 
２.授業内容 

刑事訴訟法Ⅱ（法曹コース用）とあわせ、秋学期集中で、１日に２コマずつ講義します。 

第１・２回：刑事手続の流れ、刑事訴訟法の基本原理 

第３・４回：刑事手続の関与者 

第５・６回：捜査の諸原則、強制捜査と任意捜査 

第７・８回：捜査の端緒（職務質問、所持品検査等） 

第９・10 回：身体の拘束（逮捕、勾留） 

第 11・12 回：証拠の収集・保全（捜索・差押え、検証、通信傍受、鑑定等） 

第 13・14回 a：取調べ、被疑者等の防御（黙秘権、接見交通権等） 

第 14回 b：小テスト 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本授業は、法曹コースの学生向けに開講されます。法科大学院入試で「特別選抜（５年一貫型）」または「特別選抜（開放型）」を受験する場合、

法曹コース以外向けの授業ではなく、必ずこの「法曹コース用」授業を履修して下さい。 

 本科目を履修するにあたって、「憲法（人権）」、「刑法（総論）」を単位修得済であることが必要です。 

 「刑事訴訟法 II（法曹コース用）」とセットで受講して下さい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 本科目の 2 単位を修得するためには、他の授業と同様に、授業にすべて出席する（30時間相当）ほか、標準 60時間の学修（予習・復習等）が必

要になります。 

 各自の教科書の該当箇所を必ず一読したうえで授業に臨んでください。 

５.教科書 

 特に指定しません。 

 初回授業で市販されている主な教科書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので、自分に合ったものを選んで下さい。 

 Oh-o! Meiji システムで事前にレジュメを配布し、それに従って授業を進行します。 

６.参考書 

 最新の六法。 

 初回授業で市販されている主な参考書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので、自分に合ったものを選んで下さい。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  小テストと期末テストの採点講評を Oh-o!Meiji で配信します。 

８.成績評価の方法 
 小テスト（正誤判定・簡易説明問題、約 30％）と期末定期試験（説明・論述問題、約 70％）とを総合して判定します。 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

刑事訴訟法Ⅱ（法曹コース用） 黒澤 睦 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 憲法 31 条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定していま

す。これを受けて、刑事訴訟法 1条は、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を

明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」と規定しています。刑事訴訟法 II では、この理念が刑事手続の各場面（公

訴提起、公判等）でどのように実現されているのか、あるいはどのように実現されるべきなのか、を講義します。 

 刑事手続を実際のシステムとして理解するためには、判例・実務の運用を把握することが必須です。したがって、それらに特に留意して講義を進

めます。また、重要な争点については、判例・学説やその対立の説明にとどまらず、そうした対立がどうして生じてくるのか、それぞれどのような

考え方に基づくのか、といったところまで踏み込んで解説します。その際、解釈論の限界を踏まえたうえで、立法政策論にも触れます。刑事訴訟法

II では、主として、起訴後の手続を取り扱います。 

【到達目標】 

 本授業は、刑事手続を構成する各制度の趣旨・目的や基礎的概念の正確な理解、基本的な重要判例についてその判例法理および射程についての正

確な理解という基礎力を確実に身に付けることを目的としています。 

 本授業の到達目標は、刑事訴訟法の基本原則・制度趣旨や判例法理等に関わる基本的事項の正確な理解を修得すること、さらに法適用にとって不

可欠となる具体的事実の分析・評価および具体的帰結に至る論理的思考能力を涵養することです。具体的には、「共通的な到達目標モデル（第二次案

修正案）：刑事訴訟法」のうち、法科大学院未修１年次配当の本授業科目に相当する授業科目で求められている到達度と同等以上の到達度に達するこ

とが必要です。 
２.授業内容 

刑事訴訟法Ⅰ（法曹コース用）とあわせ、秋学期集中で、１日に２コマずつ講義します。 

第１・２回：公訴の提起（起訴便宜主義、起訴状一本主義）、審判対象論 

第３・４回：訴因の特定・変更、訴訟条件 

第５・６回：公判の諸原則、公判の準備（公判前整理手続、証拠開示） 

第７・８回：公判期日の手続、裁判員制度、被害者参加制度、証拠裁判主義 

第９・10 回：自由心証主義、証拠能力と証明力、違法収集証拠排除法則 

第 11・12 回：自白法則、伝聞法則（１） 

第 13・14回 a：伝聞法則（２）、刑事免責・合意制度、裁判、上訴、再審 

第 14回 b：小テスト 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本授業は、法曹コースの学生向けに開講されます。法科大学院入試で「特別選抜（５年一貫型）」または「特別選抜（開放型）」を受験する場合、

法曹コース以外向けの授業ではなく、必ずこの「法曹コース用」授業を履修して下さい。 

 本科目を履修するにあたって、「憲法（人権）」、「刑法（総論）」を単位修得済であることが必要です。 

 「刑事訴訟法 I（法曹コース用）」とセットで受講して下さい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 本科目の 2 単位を修得するためには、他の授業と同様に、授業にすべて出席する（30時間相当）ほか、標準 60時間の学修（予習・復習等）が必

要になります。 

 各自の教科書の該当箇所を必ず一読したうえで授業に臨んでください。 

５.教科書 

 特に指定しません。 

 初回授業で市販されている主な教科書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので、自分に合ったものを選んで下さい。 

 Oh-o! Meiji システムで事前にレジュメを配布し、それに従って授業を進行します。 

６.参考書 

 最新の六法。 

 初回授業で市販されている主な参考書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので、自分に合ったものを選んで下さい。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  小テストと期末テストの採点講評を Oh-o!Meiji で配信します。 

８.成績評価の方法 
 小テスト（正誤判定・簡易説明問題、約 30％）と期末定期試験（説明・論述問題、約 70％）とを総合して判定します。 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

刑事訴訟法Ⅰ 石田 倫識 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

英米では、「刑事司法」のことを Criminal Justice と表現することがあります。刑事司法とは、文字通り、Justice＝「正義」を実現する場と考え

られているのかもしれません。しかし、何をもって Justice（正義）と考えるのかは、必ずしも容易ではありません。とりわけ、「真相の解明」が重

視される犯罪捜査の領域においては、どこまでが許容される捜査であり、どこからが「違法」な捜査とされるのか、しばしば適法性の限界が問題と

なります。本講義では、犯罪捜査に関する判例を主たる題材としながら、様々な捜査手法について、その適法性の限界を検討していきます。 

【到達目標】 

（１）日本の刑事手続の全体像およびその特徴を理解している。 

（２）捜査法の領域における判例法（の射程）を正確に理解している。 

（３）各種の捜査活動の適法性について、判例の立場を踏まえたうえで判断することができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（刑事手続の全体像） 

第２回：日本の刑事手続の特徴（精密司法） 

第３回：刑事訴訟の目的（無辜の不処罰と再審制度） 

第４回：捜査法概説、捜査の端緒 

第５回：任意処分と強制処分（１）：写真撮影など 

第６回：任意処分と強制処分（２）：おとり捜査など 

第７回：起訴前身体拘束（１）：逮捕 

第８回：起訴前身体拘束（２）：勾留 

第９回：被疑者取調べ 

第 10回：証拠の収集・保全（１）：捜索差押等 

第 11回：証拠の収集・保全（２）：その他の強制処分 

第 12回：被疑者の防御権（１）：黙秘権 

第 13回：被疑者の防御権（２）：接見交通権 

第 14回：a：試験、b：試験の解説 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

①講義の中で、受講生同士でのディスカッションの機会を設けます。 

②ディスカッション後、受講生からの質問・発言の機会を設けます。 

③授業中に出席調査を行うことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】教科書の関連項目及び関連判例（の事案・判旨）を一読しておくこと。 

【復習】授業で触れた項目について、改めて教科書の関連項目を熟読し、授業で紹介した関連文献（・判例）等にも目を通すこと。 

５.教科書 

特定の教科書は指定しません（レジュメを配布します）。ただし、予習・復習用として、次の基本書から、いずれか（ないし複数）を選んで活用し

てください。 

①田淵浩二『基礎刑事訴訟法』（2022年） 

②白取祐司『刑事訴訟法〔第 10版〕』（2021 年） 

③上口裕『刑事訴訟法〔第 5版〕』（2021年） 

④酒巻匡『刑事訴訟法〔第 2版〕』（2020年） 

⑤田中開ほか『刑事訴訟法〔第 6版〕』（2020 年） 

⑥宇藤崇ほか『刑事訴訟法〔第 2版〕』（2018 年） 

６.参考書 

判例集として、以下のものを参照してください。 

①葛野尋之ほか（編）『判例学習・刑事訴訟法（第 3 版）』（2021 年） 

②川出敏裕『判例講座 刑事訴訟法（捜査・証拠篇）〔第 2版〕』（2021年） 

③井上正仁ほか（編）『刑事訴訟法判例百選〔第 10版〕』（2017年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 ①授業の中で質疑応答の機会を設けます。 

②授業の中で、適宜、演習問題（課題）に対する解説・講評を行います。 

③定期試験前には過去問を利用した模擬試験を行います。各受講者が答案を作成し、受講者同士でのディスカッションを行ったうえで、解説・講評

を行います。 

④定期試験終了後、試験問題についての解説を行います。採点後、クラスウェブを通じて採点結果や成績分布等について、お知らせします。 

８.成績評価の方法 
期末試験（事例問題）による（100％）。 

９.その他 
授業内容および授業運営等に関するご質問・ご批判・意見交換等はいつでも歓迎します。 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

刑事訴訟法Ⅱ 石田 倫識 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 刑事裁判において、最も重要な課題は、正しい事実を認定することです。裁判官（裁判員）が、誤った事実認定をしないように、刑事裁判におけ

る証拠の取り扱いについては、様々なルールが存在します。 

 この授業では、主要な判例・裁判例を題材に、主として証拠法（自白法則、違法収集証拠排除法則、伝聞法則等）について学びます。 

【到達目標】 

（１）自白の証拠能力について、判例の判断枠組みに則り、判断することができる。 

（２）違法に収集された証拠の証拠能力について、判例の判断枠組みに則り、判断することができる。 

（３）伝聞証拠の証拠能力について、正確に判断することができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：公訴（１）：公訴の提起 

第３回：公訴（２）：審判対象論、訴因の特定、訴因変更 

第４回：公判（１）：公判の基本原則、公判準備 

第５回：公判（２）：公判期日の手続、裁判員裁判 

第６回：証拠法総説、証拠の関連性 

第７回：自白法則（１）：不任意自白 

第８回：自白法則（２）：派生証拠の証拠能力 

第９回：違法収集証拠排除法則（１）：排除法則の基礎 

第 10回：違法収集証拠排除法則（２）：違法承継論・毒樹の果実論 

第 11回：伝聞法則（１）：伝聞とは何か？ 

第 12回：伝聞法則（２）：伝聞例外規定 

第 13回：伝聞法則（３）：犯行メモ・再伝聞など 

第 14回：a：試験、b：試験の解説 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

①春学期に「刑事訴訟法Ⅰ」を受講済みであることが望まれます。 

②講義の中で、受講生同士でのディスカッションの機会を設けます。 

③ディスカッション後、受講生からの質問・発言の機会を設けます。 

④授業中に出席調査を行うことがあります。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】教科書の関連項目及び関連判例（の事案・判旨）を一読しておくこと。 

【復習】授業で触れた項目について、改めて教科書の関連項目を熟読し、授業で紹介した関連文献にも目を通すこと。 

５.教科書 

特定の教科書は指定しません（レジュメを配布します）。ただし、予習・復習用として、次の基本書から、いずれか（ないし複数）を選んで活用し

てください。 

①田淵浩二『基礎刑事訴訟法』（2022年） 

②白取祐司『刑事訴訟法〔第 10版〕』（2021 年） 

③上口裕『刑事訴訟法〔第 5版〕』（2021年） 

④酒巻匡『刑事訴訟法〔第 2版〕』（2020年） 

⑤田中開ほか『刑事訴訟法〔第 6版〕』（2020 年） 

⑥宇藤崇ほか『刑事訴訟法〔第 2版〕』（2018 年） 

６.参考書 

判例集として、以下のものを参照してください。 

①葛野尋之ほか（編）『判例学習・刑事訴訟法（第 3 版）』（2021 年） 

②川出敏裕『判例講座 刑事訴訟法（捜査・証拠篇）〔第 2版〕』（2021年） 

③井上正仁ほか（編）『刑事訴訟法判例百選〔第 10版〕』（2017年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 ①授業の中で質疑応答の機会を設けます。 

②授業の中で、適宜、演習問題（課題）に対する解説・講評を行います。 

③定期試験前には過去問を利用した模擬試験を行います。各受講者が答案を作成し、受講者同士でのディスカッションを行ったうえで、解説・講評

を行います。 

④定期試験終了後、試験問題についての解説を行います。採点後、クラスウェブを通じて採点結果や成績分布等について、お知らせします。 

８.成績評価の方法 
期末試験（事例問題）による（100％）。 

９.その他 
授業内容および授業運営に関するご質問・ご批判・意見交換等はいつでも歓迎します。 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

刑事訴訟法Ⅰ 黒澤 睦 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 憲法 31 条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定していま

す。これを受けて、刑事訴訟法 1条は、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を

明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」と規定しています。刑事訴訟法 I では、この理念が刑事手続の各場面（捜

査等）でどのように実現されているのか、あるいはどのように実現されるべきなのか、を講義します。 

 刑事手続を実際のシステムとして理解するためには、判例・実務の運用を把握することが必須です。したがって、それらに特に留意して講義を進

めます。また、重要な争点については、判例・学説やその対立の説明にとどまらず、そうした対立がどうして生じてくるのか、それぞれどのような

考え方に基づくのか、といったところまで踏み込んで解説します。その際、解釈論の限界を踏まえたうえで、立法政策論にも触れます。刑事訴訟法

I では、主として、起訴前の手続を取り扱います。 

【到達目標】 

 受講生の皆さんが本授業を通して到達すべき目標は、（1）刑事訴訟法の基本理念と刑事手続の全体像を把握し、（2）刑事手続の各段階に関する法

規定とそれらをめぐる判例・実務および学説についての基礎的知識を身につけ、（3）刑事手続をめぐる基本的な争点および課題を法的に考察できる

ようになることです。 

 本授業は法曹コース以外の学生向けの授業ですので、社会人として最低限身につけてほしい知識や理解に重点を置いて授業を進めますが、より

学問的な問題提起もしますので、ともに考えていきましょう。 
２.授業内容 

第１回：刑事手続の流れ、刑事訴訟法の基本原理 

第２回：刑事手続の関与者（１） 

第３回：刑事手続の関与者（２） 

第４回：捜査の諸原則 

第５回：強制捜査と任意捜査 

第６回：捜査の端緒（職務質問、所持品検査等） 

第７回：身体の拘束（１）逮捕、勾留 

第８回：身体の拘束（２）逮捕、勾留の諸問題 

第９回：証拠の収集・保全（１）捜索・差押え等 

第 10回：証拠の収集・保全（２）検証・通信傍受・鑑定等 

第 11回：証拠の収集・保全（３）応用問題 

第 12回：取調べ 

第 13回：被疑者等の防御（黙秘権、接見交通権等） 

第 14回：まとめ 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本授業は、法曹コース以外の学生向けに開講されます。法曹コースの学生が本科目を履修すると、法科大学院入試で「特別選抜（５年一貫型）」

と「特別選抜（開放型）」を受験できなくなります。 

 本科目を履修するにあたって、「憲法（人権）」、「刑法（総論）」および「刑法（各論）」を単位修得済であることが望まれます。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 本科目の 2 単位を修得するためには、他の授業と同様に、授業にすべて出席する（30時間相当）ほか、標準 60時間の学修（予習・復習等）が必

要になります。 

 各自の教科書の該当箇所を必ず一読したうえで授業に臨んでください。 

５.教科書 

 特に指定しません。 

 初回授業で市販されている主な教科書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので、自分に合ったものを選んで下さい。 

 Oh-o! Meiji システムで事前にレジュメを配布し、それに従って授業を進行します。 

６.参考書 

 最新の六法。 

 初回授業で市販されている主な参考書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので、自分に合ったものを選んで下さい。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  小テストと期末テストの採点講評を Oh-o!Meiji で配信します。 

８.成績評価の方法 
 授業中に実施する小テスト（正誤判定問題、約 40％）と期末定期試験（説明・論述問題、約 60％）とを総合して判定します。 

 なお、「刑事訴訟法 I・II（法曹コース用）」での成績評価と不公平にならないよう成績評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

刑事訴訟法Ⅱ 黒澤 睦 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 憲法 31 条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定していま

す。これを受けて、刑事訴訟法 1条は、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を

明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」と規定しています。刑事訴訟法 II では、この理念が刑事手続の各場面（公

訴提起、公判等）でどのように実現されているのか、あるいはどのように実現されるべきなのか、を講義します。 

 刑事手続を実際のシステムとして理解するためには、判例・実務の運用を把握することが必須です。したがって、それらに特に留意して講義を進

めます。また、重要な争点については、判例・学説やその対立の説明にとどまらず、そうした対立がどうして生じてくるのか、それぞれどのような

考え方に基づくのか、といったところまで踏み込んで解説します。その際、解釈論の限界を踏まえたうえで、立法政策論にも触れます。刑事訴訟法

II では、主として、起訴後の手続を取り扱います。 

【到達目標】 

 受講生の皆さんが本授業を通して到達すべき目標は、（1）刑事訴訟法の基本理念と刑事手続の全体像を把握し、（2）刑事手続の各段階に関する法

規定とそれらをめぐる判例・実務および学説についての基礎的知識を身につけ、（3）刑事手続をめぐる基本的な争点および課題を法的に考察できる

ようになることです。 

 本授業は法曹コース以外の学生向けの授業ですので、社会人として最低限身につけてほしい知識や理解に重点を置いて授業を進めますが、より

学問的な問題提起もしますので、ともに考えていきましょう。 
２.授業内容 

第１回：公訴提起の諸原則（１）起訴便宜主義 

第２回：公訴提起の諸原則（２）起訴状一本主義、訴因の特定 

第３回：訴因の変更 

第４回：訴訟条件 

第５回：公判の諸原則 

第６回：公判の準備（公判前整理手続、証拠開示） 

第７回：公判の手続（裁判員制度、被害者参加制度を含む） 

第８回：証拠裁判主義、自由心証主義 

第９回：証拠能力と証明力、違法収集証拠排除法則 

第 10回：自白法則 

第 11回：伝聞法則（１） 

第 12回：伝聞法則（２） 

第 13回：刑事免責・合意制度 

第 14回：裁判、上訴、再審、まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本授業は、法曹コース以外の学生向けに開講されます。法曹コースの学生が本科目を履修すると、法科大学院入試で「特別選抜（５年一貫型）」

と「特別選抜（開放型）」を受験できなくなります。 

 本科目を履修するにあたって、「憲法（人権）」、「刑法（総論）」、「刑法（各論）」、「刑事訴訟法 I」を単位修得済であることが望まれます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 本科目の 2 単位を修得するためには、他の授業と同様に、授業にすべて出席する（30時間相当）ほか、標準 60時間の学修（予習・復習等）が必

要になります。 

 各自の教科書の該当箇所を必ず一読したうえで授業に臨んでください。 

５.教科書 

 特に指定しません。 

 初回授業で市販されている主な教科書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので、自分に合ったものを選んで下さい。 

 Oh-o! Meiji システムで事前にレジュメを配布し、それに従って授業を進行します。 

６.参考書 

 最新の六法。 

 初回授業で市販されている主な参考書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので、自分に合ったものを選んで下さい。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  小テストと期末テストの採点講評を Oh-o!Meiji で配信します。 

８.成績評価の方法 
 授業中に実施する小テスト（正誤判定問題、約 40％）と期末定期試験（説明・論述問題、約 60％）とを総合して判定します。 

 なお、「刑事訴訟法 I・II（法曹コース用）」での成績評価と不公平にならないよう成績評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

経済刑法 内田 幸隆 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 経済刑法の分野では、経済にまつわる犯罪の成立要件とその制裁のあり方が問われている。ただ、本来的に経済活動は自由になされるものであっ

て、制限をかけるべきではないとも指摘されている。それにもかかわらず、なぜ刑罰権を行使してまで経済活動を規制すべきと考えられているので

あろうか。この講義では、そうした根本的な問題に立ち入りつつ、経済犯罪の成立の是非を検討する。そこで、まず経済刑法の領域を概観した上で、

刑法総論における問題を意識しつつ、具体的な事例を取り上げて個々の犯罪の成立要件を検討する。主に取り扱うのは経済犯罪に対する制裁のあり

方や、企業犯罪、金融犯罪の一部である。 

【到達目標】 

 受講生においては、犯罪成立の是非を検討するだけでなく、個々の経済犯罪が規定された根拠にさかのぼって考察することが求められる。最終的

には、高度に複雑な経済事件について、独自に解決に導くことができることが目標となる。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：経済刑法の領域 

第３回：経済刑法における法益概念 

第４回 法人処罰の根拠 

第５・６回：行政処分と刑罰との関係 

第７・８回：企業犯罪における不作為責任 

第９・10 回：営業秘密の侵害 

第 11・12 回：不良融資と借り手の刑事責任 

第 13回：クレジットカードの不正使用 

第 14回：金融商品取引における相場操縦・風説の流布 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 経済に関する記事・ニュースに日ごろから関心をもつこと。授業には必ず最新の六法を持参すること。また、発言を求めることがあるので、積極

的に授業に参加して欲しい。 

 なお、この科目を履修する場合は、「刑法（総論）Ⅰ・Ⅱ」、「刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ」を既に履修していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 準備学習として、指定した教科書の該当ページをよく読んでおくこと。 

 復習として、教科書の該当ページを再度読むこと。また、授業時に提示した応用問題についても各自で再度検討すること。復習した際に生まれた

疑問点をまとめて、次回の授業時に質問するための準備をすること。 

 準備学習、復習ともに所要時間については、１時間以上が見込まれる。 

５.教科書 

 『新経済刑法入門』〔第３版〕斉藤豊治ほか編（成文堂、2020） 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業期間内に実施する課題や定期試験については、全体に対する講評を採点後に掲示する。 

８.成績評価の方法 
 定期試験（100％）によって評価する。なお、レポート課題ないしは授業中の発言内容を別途評価する場合がある。その場合は、レポート課題な

いしは授業中の発言内容に対する評価の割合を最大で 30％とし、残りを定期試験に割り当てる。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW341J 

労働法ＡⅠ 小西 康之 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

「労働法」という法分野については、様々な類型化が可能であるが、その一つとして、労働市場を規律する「労働市場」に関する法的ルール、個々

の労働者と使用者との関係を規律する「個別的労働関係」に関する法的ルール、労働者の団結体と使用者との関係を規律する「集団的労使関係」に

関する法的ルールとに区分することが可能である。 

本講義は、これらのうち、個別的労働関係に関する法的ルールについて正確に理解してもらうことを第一義的な目標としている。しかしそれにとど

まらず、労働法の「考え方」を身につけてもらい、労働法全体を体系的に把握するきっかけとしてもらうことも本講義の重要な目的である。 

本講義は、主として「個別的労働関係」に関する法的ルールについて概説した上で、労働を取り巻く現在の状況はいかに把握されるべきかを検討す

る。公共法務コースにおいては、労働法における個別の解釈問題にとどまらず、政策的な問題にも一層着目して、議論を行う。 

 

【到達目標】 

（１）労働法における基本的な知識を理解している。 

（２）労働法に関する条文・裁判例を参照・引用することができる。 

（３）労働法政策を考える上での基本的な視野を有する。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：総説（個別的労働関係法の意義、規整システム）１ 労働法の歴史 

第３回：総説（個別的労働関係法の意義、規整システム）２ 労働者性、使用者性 

第４回：総説（個別的労働関係法の意義、規整システム）３ 労働法の規整構造 

第５回：総説（個別的労働関係法の意義、規整システム）４ 就業規則 

第６回：労働憲章 

第７回：雇用平等 

第８回：募集・採用 

第９回：採用内定、試用期間 

第 10回：労働関係の展開（労働契約上の権利義務、人事）１ 配転、出向 

第 11回：労働関係の展開（労働契約上の権利義務、人事）２ 転籍その他 

第 12回：賃金（賃金の意義、賃金請求権） 

第 13回：賃金（賃金の支払方法、休業手当） 

第 14回：賃金（休業手当、最低賃金法、賃金支払確保） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

労働法全体を把握するためには、本講義のほか、「労働法ＡII」、「労働法ＢI」および「労働法ＢII」を受講するのが望ましい。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前にレジュメが配布されている場合には、具体的問題関心をもってそれに目を通してくること。 

５.教科書 

森戸英幸・水町勇一郎・両角道代・梶川敦子・小西康之『LEGAL QUEST 労働法』（第 4版）（有斐閣） 

村中孝史・荒木尚志編『労働判例百選』（第 10 版）（有斐閣） 

六法は必ず持参のこと。 

 

６.参考書 

森戸英幸・小西康之『労働法トークライブ』（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては授業内で、講義終了後の筆記試験については 0h-meiji で行う。 

８.成績評価の方法 
成績評価は、講義終了後の筆記試験（95％程度）、および、授業の終わりに不定期に行う予定である小テストの結果（５％程度）により行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW341J 

労働法ＡⅡ 小西 康之 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

「労働法」という法分野については、様々な類型化が可能であるが、その一つとして、労働市場を規律する「労働市場」に関する法的ルール、個々

の労働者と使用者との関係を規律する「個別的労働関係」に関する法的ルール、労働者の団結体と使用者との関係を規律する「集団的労使関係」に

関する法的ルールとに区分することが可能である。 

本講義は、これらのうち、個別的労働関係に関する法的ルールについて正確に理解してもらうことを第一義的な目標としている。しかしそれにとど

まらず、労働法の「考え方」を身につけてもらい、労働法全体を体系的に把握するきっかけとしてもらうことも本講義の重要な目的である。 

本講義は、主として「個別的労働関係」に関する法的ルールについて概説した上で、労働を取り巻く現在の状況はいかに把握されるべきかを検討す

る。公共法務コースにおいては、労働法における個別の解釈問題にとどまらず、政策的な問題にも一層着目して、議論を行う。 

 

【到達目標】 

（１）労働法における基本的な知識を理解している。 

（２）労働法に関する条文・裁判例を参照・引用することができる。 

（３）労働法政策を考える上での基本的な視野を有する。 
２.授業内容 

第１回：非正規雇用 １ （有期労働、パートタイム労働） 

第２回：非正規雇用 ２ （労働者派遣等） 

第３回：労働時間（労働時間規制の原則、労働時間の計算） 

第４回：休憩・休日、時間外・休日労働 

第５回：労働時間制度の展開 

第６回：年次有給休暇等 

第７回：年少者・女性の保護 

第８回：職場規律と懲戒 

第９回：安全衛生 

第 10回：労災補償 

第 11回：労働関係の終了（辞職、合意解約、定年）、高齢者雇用 

第 12回：労働契約の終了（解雇以外）、高齢者雇用 

第 13回：解雇 

第 14回：労働法における将来的課題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

労働法全体を把握するためには、本講義のほか、「労働法ＡI」、「労働法ＢI」および「労働法ＢII」を受講するのが望ましい。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前にレジュメが配布されている場合には、具体的問題関心をもってそれに目を通してくること。 

５.教科書 

森戸英幸・水町勇一郎・両角道代・梶川敦子・小西康之『LEGAL QUEST 労働法』（第 4版）（有斐閣） 

村中孝史・荒木尚志編『労働判例百選』（第 10 版）（有斐閣） 

六法は必ず持参のこと。 

詳細は開講時に説明する。 

６.参考書 

森戸英幸・小西康之『労働法トークライブ』（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては授業内で、講義終了後の筆記試験については 0h-meiji で行う。 

８.成績評価の方法 
成績評価は、講義終了後の筆記試験（95％程度）、および、授業の終わりに不定期に行う予定である小テストの結果（５％程度）により行う。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW341J 

労働法ＢⅠ 山川 隆一 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

労働者と使用者の他に労働組合が登場する集団的労働関係（労使関係）について、総論的な事項を把握したうえ、労使関係の当事者、労働組合の内

部問題、団体交渉、労働協約、及び団体行動をめぐる法的規律等を学ぶ。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：労使関係法総論 

第３回：労使関係の当事者 1（労働者） 

第４回：労使関係の当事者 2（労働組合・使用者） 

第５回：労働組合 1（労働組合の組織と運営） 

第６回：労働組合 2（労働組合の統制、組織変動等） 

第７回：団体交渉 

第８回：労働協約 1（協約の意義・当事者成立等） 

第９回：労働協約 2（協約の効力・終了等） 

第 10回：小テスト 

第 11回：団体行動総論・争議行為 1（総論・正当性） 

第 12回：争議行為 2（争議行為と賃金等) 

第 13回：組合活動 

第 14回：日本型雇用・労使関係と労働法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

労働法Ａを履修済みであることが望ましい。六法持参のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

下記教科書の各回該当部分を予習して授業に臨むこと。 

５.教科書 

『プラクティス労働法(第 3 版)』(信山社、2022 年) 

６.参考書 

荒木尚志＝村中孝史編『労働判例百選』（有斐閣、2022 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テスト及び定期試験につき、必要に応じてコメントを付した解答のポイントを配付する。 

８.成績評価の方法 
定期試験 90％、平常点 10％（小テスト、授業への参加度） 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW341J 

労働法ＢⅡ 山川 隆一 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

集団的労働関係（労使関係）をめぐる法的規律について、労働法 IIA に引き続き、不当労働行為にかかわる領域を学ぶ。次いで、労働紛争の解決に

ついての基礎的な事項についても取り上げる。 

２.授業内容 

第１回：不当労働行為 1（総論） 

第２回：不当労働行為 2（不当労働行為における使用者） 

第３回：不当労働行為 3（不利益取扱い） 

第４回：不当労働行為 4（団交拒否） 

第５回：不当労働行為 5（支配介入） 

第６回：不当労働行為 6（複合的不当労働行為） 

第７回：小テスト 

第８回：労働紛争の解決 1（総論） 

第９回：労働紛争の解決 2（行政上の解決システム等） 

第 10回：労働紛争の解決 3（労働委員会による不当労働行為救済手続） 

第 11回：労働紛争の解決 4（司法上の解決システム） 

第 12回：労使関係法の課題 

第 13回：総合問題 1（集団的労働関係） 

第 14回：総合問題 2（個別的・集団的労働関係） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

労働法Ａ及び労働法ＢIを履修済みであることが望ましい。六法持参のこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

下記教科書の各回該当部分を予習して授業に臨むこと。 

５.教科書 

『プラクティス労働法(第 3 版)』(信山社、2022 年) 

６.参考書 

荒木尚志＝村中孝史編『労働判例百選』（有斐閣、2022 年）、山川隆一『労働紛争処理法（第 2 版）』(弘文堂、2023年) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テスト及び定期試験につき、必要に応じてコメントを付した解答のポイントを配付する。 

８.成績評価の方法 
定期試験 90％、平常点 10％（小テスト、授業への参加度） 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW341J 

社会保障法Ⅰ 小西 啓文 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

生存権に対する理解を深め、社会保障制度一般についての見識を広げることを目標とし、講義を通じて人々の「自律」と「連帯」のあり方というテ

ーマに取り組んでもらうことにしたい。 

具体的には、社会保障法Ⅰでは、社会保障をめぐる、とりわけ労働者の権利・義務の所在を検討することにする。すなわち、社会保障の現状とその

歴史的経緯をまず確認し、社会保障の権利性が争われた最高裁判例の検討を経た上で、主として、労災保険・雇用保険の法解釈・法政策学上の論点

につき検討する。 

２.授業内容 

１ 総論 

第１回：a：社会保障をめぐる状況（１）社会保障を取り巻く状況の推移 

第２回：社会保障をめぐる状況（２）わが国社会保障制度の展開 

第３・４回：社会保障の権利性（１）生活保護制度と朝日訴訟 

第５・６回：社会保障の権利性（２）児童扶養手当制度と堀木訴訟 

第７・８回：社会保障の権利性（３）外国人の社会保障権と塩見訴訟 

２ 労働者と社会保険 

第９回：労災保険（１）労働災害の概念化 

第 10回：労災保険（２）労災保険法の仕組み 

第 11回：労災保険（３）過労死・過労自殺への対応 

第 12回：労災保険（４）通勤災害制度 

第 13回：雇用保険（１）雇用保険法の概要 

第 14回：雇用保険（２）失業認定手続 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Ⅰだけ、またはⅡだけでも履修は可能であるが、講義の体系上、社会保障法Ⅰ・Ⅱを連続受講することが望ましい。 

資料を多く配布する予定であるので、その収集・整理を怠らないようにお願いしたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義に臨むに当たり、事前に該当のテキスト・参考文献や配布資料に目を通すことを心がけること。 

５.教科書 

小西啓文『社会保障法講義』（信山社） 

６.参考書 

本澤巳代子・新田秀樹編『トピック社会保障法 第 17 版（予定）』（不磨書房） 

久塚純一・山田省三編『社会保障法解体新書 第４版』（法律文化社） 

大曽根寛・金川めぐみ・森田慎二郎編『社会保障法のプロブレマティーク―対立軸と展望』（法律文化社） 

岩村正彦・菊池馨実・嵩さやか『目で見る社会保障法教材 第４版』（有斐閣） 

西村健一郎・岩村正彦編『社会保障判例百選 第 5 版』（有斐閣） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回、出席をとるに際してアンケートもとり、その結果を次回講義でフィードバック（回答）するように心がけている。 

８.成績評価の方法 
学期末試験 50％、学期中に１回課すレポート 20％及び平常点 30％（出席調査の際コメントを求める）により評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW341J 

社会保障法Ⅱ 小西 啓文 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

生存権に対する理解を深め、社会保障制度一般についての見識を広げることを目標とし、講義を通じて人々の「自律」と「連帯」のあり方というテ

ーマに取り組んでもらうことにしたい。 

具体的には、社会保障法Ⅱでは、社会保障をめぐる国民・住民の権利・義務の所在を、とりわけ「要介護性」と「障害」に焦点を当てて検討する。

すなわち、いわゆる「福祉国家」の態様とその高齢社会への対応を確認した後、主として、医療保険・介護保険・年金保険の法解釈・法政策学上の

論点につき検討する。 

２.授業内容 

第１回：a：比較福祉国家論（１）比較のための視座 

第２回：比較福祉国家論（２）福祉国家比較 

第３回：比較福祉国家論（３）21世紀の福祉国家観 

第４回：医療保険（１）医療保険制度の沿革 

第５回：医療保険（２）健康保険法 

第６回：医療保険（３）国民健康保険法 

第７回：医療保険（４）高齢者医療制度 

第８回：介護保険（１）制定の背景 

第９回：介護保険（２）保険給付の構造 

第 10回：介護保険（３）保険者機能と住民福祉 

第 11回：年金保険（１）年金制度の概要 

第 12回：年金保険（２）国民年金法と厚生年金保険法 

第 13回：年金保険（３）いわゆる消えた年金問題について 

第 14回：年金保険（４）学生無年金障害者事件について 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Ⅰだけ、またはⅡだけでも履修は可能であるが、講義の体系上、社会保障法Ⅰ・Ⅱを連続受講することが望ましい。 

資料を多く配布する予定であるので、その収集・整理を怠らないようにお願いしたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義に臨むに当たり、事前に該当のテキスト・参考文献や配布資料に目を通すことを心がけること。 

５.教科書 

小西啓文『社会保障法講義』（信山社） 

６.参考書 

本澤巳代子・新田秀樹編『トピック社会保障法 第 17 版（予定）』（不磨書房） 

久塚純一・山田省三編『社会保障法解体新書 第４版』（法律文化社） 

大曽根寛・金川めぐみ・森田慎二郎編『社会保障法のプロブレマティーク―対立軸と展望』（法律文化社） 

岩村正彦・菊池馨実・嵩さやか『目で見る社会保障法教材 第４版』（有斐閣） 

西村健一郎・岩村正彦編『社会保障判例百選 第 5 版』（有斐閣） 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回、出席をとるに際してアンケートもとり、その結果を次回講義でフィードバック（回答）するように心がけている。 

８.成績評価の方法 
学期末試験 50％、学期中に１回課すレポート 20％及び平常点 30％（出席調査の際コメントを求める）により評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW231J 

国際法Ⅰ 水田 周平 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要： 

 世界では、戦争、核実験、領土紛争、海賊、テロリズム、地球環境問題、難民の大量発生など、様々な問題が絶え間なく起こっています。国際社

会で発生するこれらの問題について、いかなる法的解決を与えるのか？これを考えるのが、国際法という学問です。また、個人や企業の活動のグロ

ーバル化が進展した今日では、国内法の理解においても、国際法の知識が必要不可欠なものとなっています。なぜならば、国際法の履行確保は多く

の場合、国内法を通じて行われるからです。国際法は、国内法を通じて、我々の日常生活にも、大きな影響を与えているのです。この講義では、国

際裁判・国内裁判の判決や、日本で現実に起こった国際問題などを素材にして、国際法の考え方・用い方を実践的に学びます。 

到達目標： 

（1）国際法の基本的事項を理解し、さまざまな国際問題について、国際法上の論点を特定し、事案を分析する。 

（2）諸事例の分析・検討を通じて、国際社会における国際法の歴史的意義や国際法制度の機能的限界を理解する。 

（3）国際法の判決・条約等を英語である程度読めるようになる。 
２.授業内容 

第 1 回 イントロダクション   第 2 回 国際法の基本枠組み   第 3回 法源・条約法   第 4 回 法源・条約法 

第 5 回 法源・条約法   第 6回 領域   第 7 回 領域    第 8回 国家   第 9回 国家   第 10 回 国家管轄権・免除 

第 11回 国家管轄権・免除  第 12回 海洋  第 13 回 海洋  第 14 回 海洋   ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・講義には事前配布資料、条約集、判例集（後述）を持参すること。 

・授業中でも積極的に質問・発言してほしい（→成績評価の項目参照）。 

・世界史・日本史の知識に自信がない人は、手元に高校用教科書があるとよい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

（1）参考書等の指定箇所を読んでおく（予習）。 

（2）授業後、オーメイジでアンケート（授業の内容に関する質問（事例問題・事前課題・復習問題等）を含む）に回答する（予習 and/or 復習）。 

（3）普段の学習では、図書館、Maruzen eBook Library、授業録画を積極的に活用してほしい。 

５.教科書 

（1）植木俊哉他編『国際法条約集』（有斐閣）：最新のものが良いが，少しぐらい古くても構わない。 

（2）森川幸一他編『国際法判例百選［第 3 版］』（有斐閣，2021 年）：松井芳郎他『判例国際法［第 3 版］』（東信堂，2019 年）でも良い。 

６.参考書 

入門  大沼保昭『国際法』（筑摩書房，2018 年）   松井芳郎『国際法から世界を見る 市民のための国際法入門［第 3 版］』（東信堂，2011 年） 

杉原高嶺『基本国際法［第 3 版］』（有斐閣，2014 年）（第 2 版が Maruzen eBook Libraray にあり） 植木俊哉編『ブリッジブック国際法［第 3 版］』（信山社，2016 年） 

玉田大他『国際法［第 2 版］』（有斐閣，2022 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

加藤信行他 『ビジュアルテキスト国際法［第 3 版］』（有斐閣，2022 年）：写真，図が豊富  佐藤義明他『ここからはじめる国際法』（有斐閣，2022 年） 

森川幸一他編『国際法で世界がわかる―ニュースを読み解く 32 講』（岩波書店，2016 年）：具体的事例に即した解説（ただし網羅的ではない。） 

水田周平・根本和幸『日本と世界の領土』（帝国書院，2016 年）：元々は中学社会科の参考図書として書かれたものである。領土・海洋問題について，基礎から丁寧に解

説。 

中級・上級：公務員試験等を受験する場合   中谷和弘・植木俊哉他『国際法［第 4 版］』（有斐閣，2022 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

山形英郎編『国際法入門 逆から学ぶ［第 3 版］』（法律文化社，2022 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

柳原正治・森川幸一他『プラクティス国際法講義 ［第 4 版］』（信山社，2023 年）   浅田正彦編著『国際法［第 5 版］』（東信堂，2022 年） 

山本草二『国際法（新版）』（有斐閣，1994 年）2004 年第 18 刷補訂（Maruzen eBook Libraray にあり） 

酒井啓亘他『国際法』（有斐閣，2011 年）2014 年第 2 刷（補訂）   杉原高嶺『国際法学講義［第 2 版］』（有斐閣，2013 年） 

小松一郎『実践国際法［第 3 版］』（信山社，2022 年）   岩沢雄司『国際法』（東京大学出版会，2020 年）2022 年第 2 刷（補訂）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

条約集   浅田正彦他編『ベーシック条約集』（東信堂）   植木俊哉他編『国際条約集』（有斐閣）松井芳郎他編『国際人権条約・宣言集〔第 3 版〕』（東信堂・2005） 

 小原喜雄他編『国際経済条約・法令集〔第 2 版〕』（東信堂・2002）   小寺彰他編『基本経済条約集〔第 2 版〕』（有斐閣・2014）  

松井芳郎他編『国際環境条約・資料集』（東信堂・2014）   藤田久一他編『軍縮条約・資科集〔第 3 版〕』（有信堂・2009） 

 香西茂他編『国際機構条約・資料集〔第 2 版〕』（東信堂・2002）   『条約データ検索』（外務省）https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/ 

判例集   森川幸一他編『国際法判例百選［第 3 版］』（有斐閣，2021 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

小寺彰他編『国際法判例百選（第 2 版）』（有斐閣，2011 年）（Maruzen eBook Libraray にあり）   松井芳郎他『判例国際法［第 3 版］』（東信堂，2019 年） 

杉原高嶺・酒井啓亘『国際法基本判例 50 ［第 2 版］』（三省堂，2014 年） 

演習   柳原正治・森川幸一他『《演習》プラクティス国際法』（信山社，2013 年） 

その他有用な文献（より深い学習のために）  小寺彰『パラダイム国際法』（有斐閣，2004 年）   奥脇直也他『現代国際法の指標』（有斐閣，1994 年） 

村瀬信也『国際立法』（東信堂，2002 年）   森肇志他『サブテクスト国際法 』（日本評論社，2020 年） 

寺谷広司他『国際法の現在』（日本評論社，2020 年）   森肇志他『分野別 国際条約ハンドブック』（有斐閣，2020 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 アンケートに対する全体講評を授業内で行う。 

８.成績評価の方法 
定期試験またはレポート（定期試験が実施されない場合）（60％）、授業内での発言・授業後アンケートへの回答（40％）。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW231J 

国際法Ⅱ 水田 周平 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要： 

 世界では、戦争、核実験、領土紛争、海賊、テロリズム、地球環境問題、難民の大量発生など、様々な問題が絶え間なく起こっています。国際社

会で発生するこれらの問題について、いかなる法的解決を与えるのか？これを考えるのが、国際法という学問です。また、個人や企業の活動のグロ

ーバル化が進展した今日では、国内法の理解においても、国際法の知識が必要不可欠なものとなっています。なぜならば、国際法の履行確保は多く

の場合、国内法を通じて行われるからです。国際法は、国内法を通じて、我々の日常生活にも、大きな影響を与えているのです。この講義では、国

際裁判・国内裁判の判決や、日本で現実に起こった国際問題などを素材にして、国際法の考え方・用い方を実践的に学びます。 

到達目標： 

（1）国際法の基本的事項を理解し、さまざまな国際問題について、国際法上の論点を特定し、事案を分析する。 

（2）諸事例の分析・検討を通じて、国際社会における国際法の歴史的意義や国際法制度の機能的限界を理解する。 

（3）国際法の判決・条約等を英語である程度読めるようになる。 
２.授業内容 

第 1 回 イントロダクション   第 2 回 国際環境法   第 3回 国際環境法   第 4 回 個人・人権   第 5 回 個人・人権 

第 6 回 国際刑事法   第 7 回 国際刑事法   第 8 回 国際法の国内的実施   第 9 回 国際法の国内的実施 

第 10回  国際法の国内的実施   第 11 回 国際法の国際的実施   第 12 回 国際法の国際的実施 

第 13回 国際法の国際的実施   第 14 回 国際法の国際的実施     ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

・講義には事前配布資料、条約集、判例集（後述）を持参すること。 

・授業中でも積極的に質問・発言してほしい（→成績評価の項目参照）。 

・世界史・日本史の知識に自信がない人は、手元に高校用教科書があるとよい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

（1）参考書等の指定箇所を読んでおく（予習）。 

（2）授業後、オーメイジでアンケート（授業の内容に関する質問（事例問題・事前課題・復習問題等）を含む）に回答する（予習 and/or 復習）。 

（3）普段の学習では、図書館、Maruzen eBook Library、授業録画を積極的に活用してほしい。 

５.教科書 

（1）植木俊哉他編『国際法条約集』（有斐閣）：最新のものが良いが，少しぐらい古くても構わない。 

（2）森川幸一他編『国際法判例百選［第 3 版］』（有斐閣，2021 年）：松井芳郎他『判例国際法［第 3 版］』（東信堂，2019 年）でも良い。 

６.参考書 

入門  大沼保昭『国際法』（筑摩書房，2018 年）   松井芳郎『国際法から世界を見る 市民のための国際法入門［第 3 版］』（東信堂，2011 年） 

杉原高嶺『基本国際法［第 3 版］』（有斐閣，2014 年）（第 2 版が Maruzen eBook Libraray にあり） 

植木俊哉編『ブリッジブック国際法［第 3 版］』（信山社，2016 年）   玉田大他『国際法［第 2 版］』（有斐閣，2022 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

加藤信行他 『ビジュアルテキスト国際法［第 3 版］』（有斐閣，2022 年）：写真，図が豊富   佐藤義明他『ここからはじめる国際法』（有斐閣，2022 年） 

森川幸一他編『国際法で世界がわかる―ニュースを読み解く 32 講』（岩波書店，2016 年）：具体的事例に即した解説（ただし網羅的ではない。） 

水田周平・根本和幸『日本と世界の領土』（帝国書院，2016 年）：元々は中学社会科の参考図書として書かれたものである。領土・海洋問題について，基礎から丁寧に解

説。 

中級・上級：公務員試験等を受験する場合  中谷和弘・植木俊哉他『国際法［第 4 版］』（有斐閣，2022 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

山形英郎編『国際法入門 逆から学ぶ［第 3 版］』（法律文化社，2022 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

柳原正治・森川幸一他『プラクティス国際法講義 ［第 4 版］』（信山社，2023 年）   浅田正彦編著『国際法［第 5 版］』（東信堂，2022 年） 

山本草二『国際法（新版）』（有斐閣，1994 年）2004 年第 18 刷補訂（Maruzen eBook Libraray にあり） 

酒井啓亘他『国際法』（有斐閣，2011 年）2014 年第 2 刷（補訂）   杉原高嶺『国際法学講義［第 2 版］』（有斐閣，2013 年） 

小松一郎『実践国際法［第 3 版］』（信山社，2022 年）  岩沢雄司『国際法』（東京大学出版会，2020 年）2022 年第 2 刷（補訂）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

条約集  浅田正彦他編『ベーシック条約集』（東信堂）    植木俊哉他編『国際条約集』（有斐閣） 

松井芳郎他編『国際人権条約・宣言集〔第 3 版〕』（東信堂・2005）    小原喜雄他編『国際経済条約・法令集〔第 2 版〕』（東信堂・2002） 

小寺彰他編『基本経済条約集〔第 2 版〕』（有斐閣・2014）    松井芳郎他編『国際環境条約・資料集』（東信堂・2014）  

藤田久一他編『軍縮条約・資科集〔第 3 版〕』（有信堂・2009）    香西茂他編『国際機構条約・資料集〔第 2 版〕』（東信堂・2002） 

『条約データ検索』（外務省）https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/ 

判例集  森川幸一他編『国際法判例百選［第 3 版］』（有斐閣，2021 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

小寺彰他編『国際法判例百選（第 2 版）』（有斐閣，2011 年）（Maruzen eBook Libraray にあり） 

松井芳郎他『判例国際法［第 3 版］』（東信堂，2019 年）   杉原高嶺・酒井啓亘『国際法基本判例 50 ［第 2 版］』（三省堂，2014 年） 

演習  柳原正治・森川幸一他『《演習》プラクティス国際法』（信山社，2013 年） 

その他有用な文献（より深い学習のために）  小寺彰『パラダイム国際法』（有斐閣，2004 年）   奥脇直也他『現代国際法の指標』（有斐閣，1994 年） 

村瀬信也『国際立法』（東信堂，2002 年）  森肇志他『サブテクスト国際法 』（日本評論社，2020 年）  寺谷広司他『国際法の現在』（日本評論社，2020 年） 

森肇志他『分野別 国際条約ハンドブック』（有斐閣，2020 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 アンケートに対する全体講評を授業内で行う。 

８.成績評価の方法 
定期試験またはレポート（定期試験が実施されない場合）（60％）、授業内での発言・授業後アンケートへの回答（40％）。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW231J 

国際法Ⅱ 西元 宏治 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 近年、国際法が規律する領域は急速に拡大し、その内容・手続は多様化の一途を辿っています。その結果として安全保障などの伝統的な外交分野

だけでなく、人権・経済・環境など様々な国内政策においても国際的な規律の影響のもとで政策形成がなされています。本講義では、特に個々の法

分野において、主権国家を構成単位とする国際社会の中で、国際法がどのように生成・発展してきたのかを概観し、事例・判例・学説などを通じて

国際法の基本的な構造と機能に対する理解を深めたいと思います。 

【到達目標】 

 国際法についての基礎的な事項（国際法の基本的特徴、法源、存在形式、国内法との関係など、）、国際法の主要な主体である国家にかかわる国際

法の基本構造と手続とともに、現代の国際関係における法や制度が果たす機能と限界を理解することを目的とします。 

２.授業内容 

第１回：国際法における個人：国籍、外国人の地位、難民   第２回：人権の国際的保障  

第３回：刑事国際協力：犯罪人引き渡し、国際犯罪   第４回：国際経済法（１）貿易、通貨・金融 

第５回：国際経済法（２）国際投資   第６回：国際環境法   第７回：国家の国際責任 

第８回：紛争の平和的処理（１）紛争処理の諸手段   第９回：紛争の平和的処理（２）司法的解決 

第 10回：平和と安全の維持（１）戦争・武力行使の違法化   第 11回：平和と安全の維持（２）集団安全保障・PKO 活動 

第 12回：平和と安全の維持（３）自衛権   第 13 回：武力紛争法   第 14 回：中立法 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

定期試験以外の特別な措置は考えていないので、卒業を控えている人はその点をふまえて受講し、必ず定期試験を受験して下さい。レジュメの配布

やその他の講義に関する連絡はポータルサイトで行いますので、各自の責任で確認するようにして下さい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前に配布されたレジュメを読み、重要語句・概念を確認しておくこと。レジュメに挙げられている参考文献の該当箇所や授業内で配布する新聞記

事や資料も一読しておくこと。 

授業内容は、当日のうちにノートとして整理すること。 

これらの作業には、それぞれ概ね 60 分程度はかかると思われる。 

５.教科書 

特定の教科書は使用しない。講義はレジュメ方式で進める。 

６.参考書 

主要な概説書として、浅田正彦他編著『国際法 第 3 版』東信堂（2016 年）、岩沢雄司著『国際法』東大出版会（2021 年）、杉原高嶺他編著『現代国

際法講義 第 5 版』有斐閣（2015年）、松井芳郎他編著『国際法〔第 5 版〕』（Ｓシリーズ）有斐閣（2007 年）を挙げておきます。 

また、『国際条約集』（有斐閣）や『国際法判例百選（第 3 版）』（有斐閣 2021 年）・杉原高嶺・酒井啓亘編『国際法基本判例 50〔第２版〕』三省堂

（2014 年）、『ケースブック国際環境法』東信堂（2020）などの該当箇所は、授業内で指示しますので各自で入手するようにしてください。 

国際法を概観することが出来る優れた入門書のものがあります。出来るだけ早い時期に通読するようにして下さい。 

松井芳郎著『国際法から世界を見る : 市民のための国際法入門（第 3 版）』（東信堂；2011 年） 

大沼保昭著『国際法』（ちくま新書、2018 年). 

森肇志他著『分野別 国際条約ハンドブック』有斐閣（2020）  

また、国際関係における法の役割を考えるための参考文献として下記のものを挙げておきます。 

服部龍二著『日中国交正常化 : 田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦』(中公新書 ; 2011 年). 

大沼保昭著『「歴史認識」とは何か : 対立の構図を超えて』(中公新書 ; 2015 年) 

高坂正堯著『古典外交の成熟と崩壊 1、 2.』（中公クラシックス；2012 年） 

E.H.カー著 ; 原彬久訳『危機の二十年 : 理想と現実』(岩波文庫 ; 2011 年) 

中井愛子『国際法の誕生：ヨーロッパ国際法からの転換』京都大学学術出版会（2020） 

寺谷広司編『国際法の現在：変転する現代世界で法の可能性を問い直す』日本評論社（2020） 

日本平和学会編『戦争と平和を考える NHKドキュメンタリー』 法律文化社（2020）  

柳原 正治『帝国日本と不戦条約』（NHK 出版、2022 年）  

西村 智朗『気候変動問題と国際法』（東信堂、2022 年） 

浅田 正彦『化学兵器の使用と国際法』（東信堂、2022 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーによる質問やコメントへの回答や試験の講評は、適宜授業の中で行ないます。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

試験 85％、平常点（リアクションペーパーなど）15% 

【成績評価の基準】 

・国際法の基本的事項を理解しているか 

・国際法の基本構造と手続を理解しているか 

・個別分野における法や制度の機能と限界を理解しているか 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW231J 

国際法Ⅰ 西元 宏治 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 近年、国際法が規律する領域は急速に拡大し、その内容・手続は多様化の一途を辿っています。その結果として安全保障などの伝統的な外交分野

だけでなく、人権・経済・環境など様々な国内政策においても国際的な規律の影響のもとで政策形成がなされています。本講義では、主権国家を構

成単位とする国際社会の中で、国際法がどのように生成・発展してきたのかを概観し、事例・判例・学説などを通じて国際法の基本的な構造と機能

に対する理解を深めたいと思います。 

【到達目標】 

 国際法についての基礎的な事項（国際法の基本的特徴、法源、存在形式、国内法との関係など、）、国際法の主要な主体である国家にかかわる国際

法の基本構造と手続とともに、現代の国際関係における法や制度が果たす機能と限界を理解することを目的とします。 

２.授業内容 

第１回：本講義の概要説明と諸注意   第２回：国際社会と法    第３回：国際法の歴史   第４回：国際法の法源（１） 

第５回：国際法の法源（２）   第６回：国際法と国内法   第７回：国際法の主体   第８回：国家の成立 

第９回：国家の代表機関    第 10回：国家管轄権の構造   第 11 回：空間秩序の基本構造   第 12回：海洋法（１） 

第 13回：海洋法（２）   第 14 回：空・宇宙・その他の空間の法        ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

定期試験以外の特別な措置は考えていないので、卒業を控えている人はその点をふまえて受講し、必ず定期試験を受験して下さい。レジュメの配布

やその他の講義に関する連絡はポータルサイトで行いますので、各自の責任で確認するようにして下さい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前に配布されたレジュメを読み、重要語句・概念を確認しておくこと。レジュメに挙げられている参考文献の該当箇所や授業内で配布する新聞記

事や資料も一読しておくこと。 

授業内容は、当日のうちにノートとして整理すること。 

これらの作業には、それぞれ概ね 60 分程度はかかると思われる。 

５.教科書 

特定の教科書は使用しない。講義はレジュメ方式で進める。 

６.参考書 

主要な概説書として、浅田正彦他編著『国際法 第 5 版』東信堂（2022 年）、岩沢雄司著『国際法』東大出版会（2021 年）、松井芳郎他編著『国際法

〔第 5 版〕』（Ｓシリーズ）有斐閣（2007年）を挙げておきます。 

また、『国際条約集』（有斐閣）や『国際法判例百選（第 3 版）』（有斐閣 2021 年）・杉原高嶺・酒井啓亘編『国際法基本判例 50〔第２版〕』三省堂

（2014 年）、『ケースブック国際環境法』東信堂（2020）などの該当箇所は、授業内で指示しますので各自で入手するようにしてください。 

国際法を概観することが出来る優れた入門書のものがあります。出来るだけ早い時期に通読するようにして下さい。 

松井芳郎著『国際法から世界を見る : 市民のための国際法入門（第 3 版）』（東信堂；2011 年） 

大沼保昭著『国際法』（ちくま新書；2018 年). 

森肇志他著『分野別 国際条約ハンドブック』有斐閣（2020）  

また、国際関係における法の役割を考えるための参考文献として下記のものを挙げておきます。 

服部龍二著『日中国交正常化 : 田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦』(中公新書 ; 2011 年). 

大沼保昭著『「歴史認識」とは何か : 対立の構図を超えて』(中公新書 ; 2015 年) 

高坂正堯著『古典外交の成熟と崩壊 1、 2.』（中公クラシックス；2012 年） 

E.H.カー著 ; 原彬久訳『危機の二十年 : 理想と現実』(岩波文庫 ; 2011 年) 

中井愛子『国際法の誕生：ヨーロッパ国際法からの転換』京都大学学術出版会（2020） 

寺谷広司編『国際法の現在：変転する現代世界で法の可能性を問い直す』日本評論社（2020） 

日本平和学会編『戦争と平和を考える NHKドキュメンタリー』 法律文化社（2020）  

柳原 正治『帝国日本と不戦条約』（NHK 出版、2022 年）  

西村 智朗『気候変動問題と国際法』（東信堂、2022 年） 

浅田 正彦『化学兵器の使用と国際法』（東信堂、2022 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーによる質問やコメントへの回答や試験の講評は、適宜授業の中で行ないます。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

試験 85％、平常点（リアクションペーパーなど）15% 

【成績評価の基準】 

・国際法の基本的事項を理解しているか 

・国際法の基本構造と手続を理解しているか 

・現代の国際関係における法や制度の機能と限界を理解しているか 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW231J 

国際人権法 原 由利子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業概要 

国際人権法は、国際的な人権諸条約や宣言に加え、それらを実施するための国際的・国内的な制度や手続きの体系です。人類は二度の世界大戦とホロコーストを通して、

平和の維持には国際的な人権保障システムが不可欠であることを学び、国連の設立とともに国際人権法を発展させてきました。日本社会にも適用されている普遍的ルー

ルであり世界基準です。まず総論では国際人権法が国内にどう取り入れられることになっているのか、国連を舞台にどんな人権保障システムがつくられているのか、そ

れを国内に浸透させるしくみは、世界の大陸ごとの地域人権保障システムはどうなっているのか、を俯瞰します。 

次に国際人権法の実践活用編として、日本が締約国となっている主要な国際人権条約に照らして日本の人権状況と課題を学びます。この授業では、国際人権 NGO で元事

務局長だった授業担当者の特性を活かし、実際に日本の市民社会、とりわけマイノリティ（被差別部落の人びと・先住民族アイヌ・沖縄・在日コリアン・難民・移住者、

加えて女性）が条約審査などを活用し、日本の差別や人権課題を可視化し事態の改善につなげてきた事例などに即して学びます。そして最後に国際人権法の課題と展望

を考察します。 

到達目標 

１．国際人権法の基本的かつ実践的理解ができる。 

２．報道などの 2 次資料ではなく、条約や国連文書、政府文書など、一次資料にあたる習慣ができる。 

３．予習をもとに数人で話をするため、国際人権に関して自分の言葉で話せるようになる。 

４．国際人権法の視点から世の中の事象を見ることができるため、授業を離れても、思わすその視点でみるとどうなるかを考えることができるようになる。 
２.授業内容 

【総論】「知る」 

第１回：授業に関する全般的な説明と国際人権法への誘い    第２回：世界大戦を教訓として誕生した国際人権法―経緯と概要（25 分ビデオ視聴） 

第３回：国際人権法の国内的実施：条約の国内法上の地位と立法・司法・行政の役割   第４回：国際人権法の国際的実施：国連機関の人権システム 

第５回：国内人権機関と個人通報制度   第６回：欧州・北南米・アフリカ・アジアの地域的人権保障 

【実践活用編：国際人権法を活用し豊かにする挑戦】「考える」「活かす」 

第７回：冤罪・代用監獄・死刑制度など市民的政治的権利を考える：国連自由権規約委員会日本審査から 

第８回：アイヌ民族の歴史と挑戦から先住民族の権利を考える（ビデオ視聴、萱野茂さん）(変更の可能性あり） 

第９回：国連特別報告者制度の実践活用：レイシズムで問われる近現代世界と日本   第 10 回：日本の人種・民族・出自差別の課題：人種差別撤廃条約に照らして 

第 11 回：世界と日本の難民、国内避難民、移住者の権利を考える   第 12 回：人身売買受け入れ大国日本の課題―国際人権の視点から 

第 13 回：女性差別撤廃委員会からの山積みの勧告：変わらぬジェンダー格差、クォータ制を考える 

【課題と展望】「変えていく」出発点  第 14 回：国際人権法の課題と展望、全授業を振り返って 

＊第１回目の授業の際に授業内容に関する希望をとり若干変更します。        ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

履修者数の都合上、基本は講義形式ですが、一部に参加型を取り入れています。そのため、授業までに少しでも予習し考えてくることが履修条件となります(予習をして

いると少人数の意見交換でお互い発見が多いため)。授業中 10 分程度、数人で意見交換する時間をとりますが、対面コミュニケーションに不安がある方は事前にお知ら

せください。 

国連は日本に対して法曹関係者への国際人権法教育の必要性を繰り返し勧告しています。法曹を志す方には特に学んで頂きたい科目です。また、関心の有無に関わらず、

誰もが差別や人権課題の当事者であることを知るきっかけとなる科目です。法学の予備知識がなくても理解できる内容です。法学部以外の皆さんの受講も歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、授業の最後に予習内容にとべる Google Form の URL をポータルサイトから配信しますので、Google form で指定した資料などに目を通し、設問に答え、授業の前

日までに(Google form で)送信してください。授業ではそれをもとに少人数のグループで話す時間をとります（2021 年度、2022 年度履修者によれば、「予習→授業で話

す」形は続けた方がよい、他の人の話がきけてよかった、最初はきつかったが結果的に楽しかったとの意見多数。1 割は予習が多いとのこと）。予習時間は個人差があり

ますが、平均 1 時間程度です。予習の負担がある分予習の評価を高くし、最終試験の負担(評価)を軽くしています。 

５.教科書  授業では教科書のかわりに、授業内容をまとめた授業レジュメを配布します。 

６.参考書 

岩沢雄司編『国際人権条約集』有斐閣(2018 年度版位の中古が安価でウェブ販売されています) 

原由利子『日本にレイシズムがあることを知っていますか？人種・民族・出自差別をなくすために私たちができること』(合同出版)、2022 年 

阿部浩己『国際人権を生きる』(信山社)2014 年 

【国際人権法を網羅的に学びたい人のために(授業では網羅できないため)】芹田健太郎・薬師寺公夫・坂元茂樹『ブリッジブック国際人権法』第 2 版（信山社）2017 年 

ヴォルフガング・べネディック『ワークアウト国際人権法―人権を理解するために』（東信堂）2010 年 

【国際人権法を裁判事例で学びたい人のために(授業ではとりあげないため)】大谷美紀子他『国際人権法実践ハンドブック』（現代人分社）2007 年 

（以下は本講担当者による単共著・編著） 

日本女性差別撤廃条約 NGO ネットワーク編『女性差別撤廃条約と NGO』（明石書店）2003 年 

小島優・原由利子『世界中から人身売買がなくならないのはなぜ』（合同出版）2010 年 

IMADR-JC 編『講座人身売買 さまざまな形態と解決への道筋』（解放出版社）2010 年 

IMADR-JC 編『立ち上がりつながるマイノリティ女性―アイヌ女性・部落女性・在日朝鮮人女性によるアンケート調査報告と提言』（解放出版社）2007 年 

IMADR 編『日本と沖縄 常識をこえて公正な社会をつくるために』（解放出版社）2016 年 
７.課題に対するフィードバックの方法   予習(課題）をもとに、授業の際に少人数で話す時間をとります。 

８.成績評価の方法 
予習(Google Form）、授業への積極的参加など平常点：70％、試験 30％ 

【成績評価の基準】 

・予習を通して、条約や国連文書などの一次資料、現場やエキスパートの見解などにあたって考えることができているか。 

・予習を通して当該テーマについて、自分の言葉で書き、授業で人に話すことができるか。 

・期末試験：国際人権法の基本的な概要および日本での主な実践課題を理解しているか。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW331J 

国際経済法Ⅰ 西元 宏治 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 近年、国際法が規律する領域は急速に拡大し、その内容・手続は多様化の一途を辿っています。なかでも国際経済法は、最も様々な規範、利害、

そしてアクターが交錯するとともに、法の発展や制度化の進展が著しい分野です。本講義では、国際経済法の生成・発展、WTO や FTA などの国際経

済法の基本原則と例外、そして各分野における規律の概要、紛争解決手続を概観するとともに、新聞・ニュースなどで取り上げられている今日的な

問題などについて解説します。 

【到達目標】 

 本講義では、通商と投資に関連する分野を中心に国際経済法がどのように生成・発展してきたのかを概観し、事例・判例・学説などを通じてその

基本的な構造と機能に対する理解を深めることを目的とします。国際経済法のうち、国際貿易を規律する WTO 法（WTO 諸協定とその派生法の体系）

を中心に取り上げ、今日の自由貿易体制の基本的な法構造を習得することを目的とします。 

２.授業内容 

第１回：本講義の概要説明と諸注意 

第２回：国際経済法とは何か 

第３回：国際経済法の歴史と現状 

第４回：WTO 体制の成立 

第５回：WTO 法の基本原則（１）最恵国待遇 

第６回：WTO 法の基本原則（２）内国民待遇 

第７回：WTO 法の基本原則（３）数量制限の禁止 

第８回：基本原則の例外 

第９回：WTO 法における通商救済制度（１）セーフガード 

第 10回：WTO法における通商救済制度（２）アンチダンピング 

第 11回：WTO法における通商救済制度（３）補助金相殺措置 

第 12回：国際経済法と公正貿易 

第 13回：WTO協定の各論（１－１）農業協定の概要 

第 14回：WTO協定の各論（１－２）農業協定に関する事例 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

定期試験以外の特別な措置は考えていないので、卒業を控えている人はその点をふまえて受講し、必ず定期試験を受験して下さい。レジュメの配布

やその他の講義に関する連絡はポータルサイトで行いますので、各自の責任で確認するようにして下さい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前に配布されたレジュメを読み、重要語句・概念を確認しておくこと。レジュメに挙げられている参考文献の該当箇所や授業内で配布する新聞記

事や資料も一読しておくこと。特に下記の『不公正貿易報告書』は該当箇所を通読するようにしてください。 

授業内容は、当日のうちにノートとして整理すること。 

これらの作業には、それぞれ概ね 60 分程度はかかると思われる。 

５.教科書 

 主要なテキストとして、中川・清水・平編著『国際経済法（第 3 版）』（有斐閣・2019 年）と経済産業省通商政策局『不公正貿易報告書』経済産

業調査会（毎年 6 月頃刊行・ネットで入手可能）を挙げておきます。 

 また、上記と併読する概説書としては、小林友彦他編著『WTO・FTA 法入門』(法律文化社・2016年)、柳赫秀編著『講義 国際経済法』（東信堂・

2018 年）、飯野文著『WTO FTA CPTPP-国際貿易・投資のルールを比較で学ぶ』（弘文堂・2019 年）、邵洪範『貿易自由化と規制権限-WTO法における均

衡点』東京大学出版会（2019）などを参考にしてください。 

６.参考書 

 この分野の通史や概要を知る入門書として佐々木隆雄『アメリカの通商政策』（岩波新書）及び中川淳司著『WTO：貿易自由化を超えて』（岩波新

書・2013 年）、関根豪政著『国際貿易法入門』ちくま新書（2021）がありますので、講義の大枠を把握するためにも早い時期に読んでおいてくださ

い。 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーによる質問やコメントへの回答や試験の講評は、適宜授業の中で行ないます。 

 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

試験 85％、平常点（リアクションペーパーなど）15% 

【成績評価の基準】 

・国際経済法の基本的事項を理解しているか 

・国際経済法の基本構造と手続を理解しているか 

・現代の国際経済関係における法や制度の機能と限界を理解しているか 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW331J 

国際経済法Ⅱ 西元 宏治 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 近年、国際法が規律する領域は急速に拡大し、その内容・手続は多様化の一途を辿っています。なかでも国際経済法は、最も様々な規範、利害、

そしてアクター が交錯するとともに、法の発展や制度化の進展が著しい分野です。本講義では、国際経済法の生成・発展、WTOや FTA などの国際経

済法の基本原則と例外、そして各分野における規律の概要、紛争解決手続を概観するとともに、新聞・ニュースなどで取り上げられている今日的な

問題などについて解説します。 

【到達目標】 

 本講義では、通商と投資に関連する分野を中心に国際経済法がどのように生成・発展してきたのかを概観し、事例・判例・学説などを通じてその

基本的な構造と機能に対する理解を深めることを目的とします。国際経済法のうち、国際貿易を規律する WTO 法（WTO 諸協定とその派生法の体系）

を中心に取り上げ、今日の自由貿易体制の基本的な法構造を習得することを目的とします。 

２.授業内容 

第１回：WTO 協定の各論（２）TBT/SPS 協定 

第２回：WTO 協定の各論（３－１）サービス貿易協定の概要 

第３回：WTO 協定の各論（３－２）サービス貿易協定の事例 

第４回：WTO 協定の各論（４－１）TRIPS 協定の概要 

第５回：WTO 協定の各論（４－２）TRIPS 協定の事例 

第６回：WTO 協定の各論（５）政府調達 

第７回：WTO 紛争解決手続（１）制度の概要 

第８回：WTO 紛争解決手続（２）パネル・上級委員会手続 

第９回：WTO 紛争解決手続（３）実施段階 

第 10回：WTO体制と地域主義 

第 11回：WTO体制と非貿易的価値（１）貿易と健康、貿易と文化 

第 12回：WTO体制と非貿易的価値（２）貿易と労働、貿易と環境 

第 13回：国際投資に関する法の歴史と現状 

第 14回：国際投資に関する法と政策 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

定期試験以外の特別な措置は考えていないので、卒業を控えている人はその点をふまえて受講し、必ず定期試験を受験して下さい。レジュメの配布

やその他の講義に関する連絡はポータルサイトで行いますので、各自の責任で確認するようにして下さい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に配布されたレジュメを読み、重要語句・概念を確認しておくこと。レジュメに挙げられている参考文献の該当箇所や授業内で配布する新聞

記事や資料も一読しておくこと。特に下記の『不公正貿易報告書』は該当箇所を通読するようにしてください。 

 授業内容は、当日のうちにノートとして整理すること。 

 これらの作業には、それぞれ概ね 60分程度はかかると思われる。 

５.教科書 

 主要なテキストとして、中川・清水・平編著『国際経済法（第 3 版）』（有斐閣・2019 年）と経済産業省通商政策局『不公正貿易報告書』経済産

業調査会（毎年 6 月頃刊行・ネットで入手可能）を挙げておきます。 

 また、上記と併読する概説書としては、小林友彦他編著『WTO・FTA 法入門』(法律文化社・2016年)、柳赫秀編著『講義 国際経済法』（東信堂・

2018 年）、飯野文著『WTO FTA CPTPP-国際貿易・投資のルールを比較で学ぶ』（弘文堂・2019 年）、邵洪範『貿易自由化と規制権限-WTO法における均

衡点』東京大学出版会（2019）などを参考にしてください。 

６.参考書 

 この分野の通史や概要を知る入門書として佐々木隆雄『アメリカの通商政策』（岩波新書）及び中川淳司著『WTO：貿易自由化を超えて』（岩波新

書・2013 年）、関根豪政著『国際貿易法入門』ちくま新書（2021）がありますので、講義の大枠を把握するためにも早い時期に読んでおいてくださ

い。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーによる質問やコメントへの回答や試験の講評は、適宜授業の中で行ないます。 

 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

試験 85％、平常点（リアクションペーパーなど）15% 

【成績評価の基準】 

・国際経済法の基本的事項を理解しているか 

・国際経済法の基本構造と手続を理解しているか 

・現代の国際経済関係における法や制度の機能と限界を理解しているか 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW331J 

国際私法Ⅰ 福井 清貴 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 国際私法とは、国際結婚や国際契約といった国境を越えて発生する私人間の法律問題を規律する法である。国際的私的紛争が生じるときには、①

どの国の裁判所で訴えを提起することができるのか、②本案にどの国の法が適用されるのか、③外国で下された判決は、どのようにして日本におい

て承認および執行されるのかといった、主として 3 つの問題が生じる。 

 本講義では、①と③についても簡単に概説した後、②を主に規律する「法の適用に関する通則法」の 4 条以下の解釈をめぐる基礎理論を解説す

る。本講義では、あくまで総論を扱うが、具体的な事例にも、適宜触れるようにする。 

 本講義の目標は、国際私法における総論上の主要な問題を理解し、その基礎的な考え方を身につけることである。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション、国際私法の必要性 

第２回：国際私法と国際民事訴訟法の関係、国際私法と隣接する法 

第３回：国際裁判管轄、外国判決の承認・執行の概説 

第４回：国際私法の歴史、方法論 

第５回：現代国際私法の法源、構造 

第６回：法律関係の性質決定 

第７回：連結点と連結政策 

第８回：連結点（属人法） 

第９回：不統一法国および分裂国の法指定 

第 10回：反致 

第 11回：反致 

第 12回：外国法の適用と証明 

第 13回：公序、法律回避論 

第 14回：先決問題、適応問題、まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「六法」を持参すること。 

可能な限り、秋学期に開講される「国際私法Ⅱ」も併せて履修してください。 

講義においては出席確認をすることがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習としては、予め公表するレジュメに目を通しておくことをお勧めします。このレジュメや講義で触れられなかった点および不十分な点は、復習

も兼ねて教科書で補っていただければと思います。質問等は講義後に適宜受け付けます。 

５.教科書 

『国際私法 第 3 版』中西康ほか（有斐閣， 2022 年） 

６.参考書 

道垣内・中西編『国際私法判例百選 [第 3版]』（有斐閣， 2021年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 学期末テストの講評を行う。 

８.成績評価の方法 
学期末試験の成績によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW331J 

国際私法Ⅱ 福井 清貴 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 国際私法とは、国際結婚や国際契約といった国境を越えて発生する私人間の法律問題を規律する法である。国際的私的紛争が起きたときには、①

どの国の裁判所で訴えを提起することができるのか、②本案にどの国の法が適用されるのか、③外国で下された判決は、どのようにして日本におい

て承認および執行されるのかといった、主として 3 つの問題が生じる。 

 本講義では、そのうち②を主に規律する「法の適用に関する通則法」の 4 条以下の解釈をめぐる各論的問題を解説する。国際的な契約、不法行

為、婚姻、養子縁組等の渉外事案において、どのようにして法が選択・適用されるのか、具体的事例に触れつつ、説明する。 

 本講義の目標は、国際私法における各論上の論点を理解し、国際私法を活用するために必要となる思考方法を身につけることである。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション、国際私法総論の概説 

第２回：自然人、法人 

第３回：代理、方式 

第４回：物権、担保物権 

第５回：契約 

第６回：契約 

第７回：消費者および労働者の保護 

第８回：一般不法行為 

第９回：生産物責任、名誉毀損、知財権侵害、不当利得、事務管理 

第 10回：債権質、債権譲渡、相殺 

第 11回：婚姻、離婚 

第 12回：親子関係、後見 

第 13回：相続、遺言 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「六法」を持参すること。 

国際私法各論を理解するためには、総論の知識が必要となります。そのため、可能な限り、春学期に開講される「国際私法Ⅰ」も併せて履修してく

ださい。 

講義においては出席確認を行うことがあります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習としては、予め公表するレジュメに目を通しておくことをお勧めします。このレジュメや講義で触れられなかった点および不十分な点は、復習

も兼ねて教科書で補っていただければと思います。質問等は講義後に適宜受け付けます。 

５.教科書 

『国際私法 第 3 版』中西康ほか（有斐閣， 2022 年） 

６.参考書 

道垣内・中西編『国際私法判例百選 [第 3版]』（有斐閣， 2021年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 学期末テストの講評を行う。 

８.成績評価の方法 
学期末試験の成績によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

国際民事訴訟法 柳川 鋭士 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本授業では、国際的な民事紛争における担当教員の実務経験に基づき、実務と理論の架橋を目指しつつ、国際的な民事紛争に適用される手続法を

扱います。グローバル化した社会では、個人や企業が国境を越えた取引を行い、国際的な紛争に巻き込まれることも多く、現代社会においては国際

民事訴訟法の知識が必要不可欠と言えます。例えば日本企業と外国企業との間で紛争が生じた場合、一体どこの国の法律が適用されるのか（準拠法

の問題）、どこの国の裁判所において紛争が解決されるのか（国際裁判管轄の問題）、裁判ではなく仲裁で解決されることはないのか（国際仲裁の問

題）等様々な問題に直面します。また、国際民事訴訟法は実際に紛争が生じた場合だけではなく、紛争が生じる以前の段階、すなわち外国企業との

契約の段階でも問題となり、国際民事訴訟法の知識を駆使して自社に有利な契約を締結することにより紛争を予め回避することも可能になります。

本授業では、国際民事訴訟法の基本概念（準拠法、国際裁判管轄等）及び国際民事訴訟法に関する初歩的な契約ドラフティングを講義します。 

 

【授業の到達目標】 

 国際民事訴訟法の基本的な知識を修得し、更に実際の実務において適用可能な思考力を涵養することを目標とします。 
２.授業内容 

第１回：国際民事訴訟法の概要 

第２回：外国法の適用（準拠法に係る問題）（１） 

第３回：外国法の適用（準拠法に係る問題）（２） 

第４回：国際裁判管轄（１） 

第５回：国際裁判管轄（２） 

第６回：国際裁判管轄（３） 

第７回：国際二重起訴・訴訟物、当事者 

第８回：司法共助（送達、証拠収集） 

第９回：外国判決の承認・執行（１） 

第 10回：外国判決の承認・執行（２） 

第 11回：国際仲裁（１） 

第 12回：国際仲裁（２） 

第 13回：民事裁判権の免除 

第 14回：国際民事保全・倒産 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 民事訴訟法の理解を前提とする事項が多いため、民事訴訟法をよく復習しておいて下さい。民事訴訟法を履修していない人は、基本的な概説書

（例えば中野貞一郎『民事裁判入門』（有斐閣、第 3 版補訂版、2012 年）、古田啓昌『国際民事訴訟法入門』（日本評論社、2012年））を履修前に必ず

読んで下さい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 Oh-o! Meiji システムのクラスウェブ上に事前にレジュメをアップしますので、当該レジュメ及び教科書の該当範囲を読んでおいてください。 

 

【復習すべき内容】 

 授業後、特に理解が難しかった箇所を中心に再度教科書、判例を読み直してください。 

５.教科書 

小林秀之＝村上正子『新版 国際民事訴訟法』（弘文堂、2020 年） 

６.参考書 

 本間靖規ほか『国際民事手続法』（有斐閣，第 2 版，2012 年） 

 古田啓昌『国際民事訴訟法入門』（日本評論社，2012） 

 道垣内正人『国際契約実務のための予防法学』（商事法務，2012年） 

 櫻田嘉章ほか『国際私法判例百選』（有斐閣，第 2版，2012 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji を通じて、適宜該当箇所のレジュメ（場合によっては補講動画のアップ等）の指摘、授業内講義での補足等にてフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
 中間小テスト 30％、期末試験 70％によって評価します。 

９.その他 
 実際の国際民事訴訟の分野では、英語が必要不可欠ですので、英語もしっかり勉強して下さい。特に将来海外のロースクール等に留学を希望する

ものは、TOEFL テストの得点（iBT100点が一応の目安）が必要ですので、学生のうちに少しずつ勉強しておくと留学の準備において有利になります。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法社会学Ⅰ 太田 勝造 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 法は、社会のニーズに応じて形成され、社会を制御するためのシステムである。法社会学（Law & Social Science）は、多様な社会科学の方法、

理論、知見を応用して、法の形成と作動にアプローチする研究分野である。法律はもとより、行政やビジネスの分野で将来活躍したい学生諸君に意

義のある学問である。 

 法社会学Ⅰでは、種々の社会科学について、その基礎を概観し、法の形成と作動に対してどのような示唆を受けることができるかを見てゆく。 

２.授業内容 

第１回：法社会学（法と社会科学）とは？ 

第２回：法と社会選択論(1) 

第３回：法と社会選択論(2) 

第４回：法とゲーム理論(1) 

第５回：法とゲーム理論(2) 

第６回：法と経済学(1) 

第７回：法と経済学(2) 

第８回：法と行動経済学(1) 

第９回：法と行動経済学(2) 

第 10回：所有権法の法社会学 

第 11回：契約法の法社会学 

第 12回：損害賠償法の法社会学 

第 13回：家族法の法社会学 

第 14回：総括――法と社会の相互作用 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

履修上の注意は特にありません。法について法解釈学の方法にとらわれず、多様な視点から勉強したい学生を歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業に関連する参考資料はホームページにアップする予定です。授業の予習や復習に役立ててください。 

５.教科書 

特に指定しません。 

６.参考書 

授業の際に適宜指示します。あくまで参考資料で、必須ではありませんが、授業の理解を深めるために活用してください。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業の際、電子メールなど． 

８.成績評価の方法 
期末試験の成績 80％、平常点（授業への参加度）20％として評価します。 

９.その他 
法社会学Ⅱとセットで履修することが望ましいと考えています。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法社会学Ⅱ 太田 勝造 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 法は、社会のニーズに応じて形成され、社会を制御するためのシステムである。法社会学（Law & Social Science）は、多様な社会科学の方法、

理論、知見を応用して、法の形成と作動にアプローチする研究分野である。法律はもとより、行政やビジネスの分野で将来活躍したい学生諸君に意

義のある学問である。 

 法社会学Ⅱでは、種々の法分野や司法システムについて、経験科学法社会学から新たな光を当ててゆく。また、行動経済学の成果にも光を当て

る．さらに、法社会学の研究方法（調査、実験、統計分析など）について具体的に見てゆく。 

２.授業内容 

第１回：経験科学の方法としての法社会学 

第２回：法と行動経済学・認知脳科学(1) 

第３回：法と行動経済学・認知脳科学(2) 

第４回：法と社会調査・統計分析(1) 

第５回：法と社会調査・統計分析(2) 

第６回：法と社会心理学(1) 

第７回：法と社会心理学(2) 

第８回：民事訴訟・ＡＤＲの法社会学(1) 

第９回：民事訴訟・ＡＤＲの法社会学(2) 

第 10回：刑事訴訟の法社会学(1) 

第 11回：刑事訴訟の法社会学(2) 

第 12回：法専門家の法社会学 

第 13回：社会規範の法社会学 

第 14回：総括――社会的決定としての法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

履修上の注意は特にありません。法について法解釈学の方法にとらわれず、多様な視点から勉強したい学生を歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業に関連する参考資料はホームページにアップします。授業の予習や復習に役立ててください。 

５.教科書 

特に指定しません。 

６.参考書 

授業の際に適宜指示します。あくまで参考資料で、必須ではありませんが、授業の理解を深めるために活用してください。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業の際、電子メールなど． 

８.成績評価の方法 
期末試験の成績 80％、平常点（授業への参加度）20％として評価します。 

９.その他 
法社会学Ⅰとセットで履修することが望ましいと考えています。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法哲学Ⅰ 山田 八千子 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業概要 

現代の法哲学の代表的な議論のうち正義論を中心に講義をおこなう。法を原理的・哲学的に考えることで私たちは今存在している法を絶対視する

ことなく相対化する観点を手にすることができる。20 世紀は「法とは何か」「法はどうあるべきか」「法律家とはどのような存在か」という哲学的な

問いが、様々な歴史的事件に触発されるかたちで盛んに議論された時代であった。その代表的理論を紹介しながら、21 世紀を迎えた現代の法哲学の

考え方を講じる。 

 

到達目標 

代表的な法哲学における正義論の理論を理解しそれらの特徴と意義を説明できる。法哲学の理論が登場した歴史的背景とその主張および根拠を理

解し、そこから一貫性のある論理的思考ができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：功利主義(1) イントロダクション、功利主義の主張 

第３回：功利主義(2) 功利主義への批判と功利主義からの反論 

第４回：ロールズの正義論(1) ロールズの主張 

第５回：ロールズの正義論(2) ロールズへの批判とロールズの応答 

第６回：リバタリアニズム(1) リバタリアニズムの意義と分類 

第７回：リバタリアニズム(2) リバタリアニズムの主張と批判 

第８回：共同体論(1) 共同体論の意義と分類 

第９回：共同体論(2) 共同体論の主張と批判 

第 10回：平等主義的自由主義(1) 平等主義的自由主義の主張 

第 11回：平等主義的自由主義(2) 平等主義的自由主義批判と応答 

第 12回：正義論をめぐる現代的トピック(1) 多文化主義・ケア 

第 13回：正義論をめぐる現代的トピック(2) グローバル正義論 

第 14回：正義論をめぐる現代的トピック(3) 専門知 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

質問は随時受け付けるので分からないことがある場合には積極的に訊ねること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前配布の資料を一読すること。 

５.教科書 

法哲学の教科書は多数刊行されているので特定の図書を指定しない。 

参考書欄に掲げた書籍でもその他のものでもよいが、それぞれに特色があるので初回授業で具体的に説明する。 

６.参考書 

平野仁彦・亀本洋・服部高宏『法哲学』有斐閣アルマ、2002年 

酒匂一郎『法哲学講義』成文堂、2019 年 

森村進『法哲学講義』筑摩書房、2015 年 

瀧川裕英、宇佐美誠、大屋雄裕『法哲学』有斐閣、2014 年 

田中成明『現代法理学』有斐閣、2011 年 

亀本洋『法哲学』成文堂、2011 年 

中山竜一『二十世紀の法思想』岩波書店、2000 年 

嶋津格『問いとしての〈正しさ〉 法哲学の挑戦』NTT 出版、2011年 

山田八千子『自由の契約法理論』弘文堂、2008 年 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji システムにて行う。 

８.成績評価の方法 
期末試験による。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法哲学Ⅱ 山田 八千子 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業概要 

現代の法哲学の代表的な議論のうち法概念論、法的思考論を中心に講義をおこなう。法を原理的・哲学的に考えることで私たちは今存在している法

を絶対視することなく相対化する観点を手にすることができる。20世紀は「法とは何か」「法はどうあるべきか」「法律家とはどのような存在か」と

いう哲学的な問いが、様々な歴史的事件に触発されるかたちで盛んに議論された時代であった。その代表的理論を紹介しながら、21 世紀を迎えた現

代の法哲学の考え方を講じる。 

 

到達目標 

代表的な法哲学の理論のうち法概念論、法的思考論を理解しそれらの特徴と意義を説明できる。法哲学の理論が登場した歴史的背景とその主張お

よび根拠を理解し、そこから一貫性のある論理的思考ができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：法概念論 1 法概念論の意義 

第３回：法概念論 2 自然法論と法実証主義 

第４回：法概念論 3 法の妥当根拠  

第５回：法概念論 4 法システム 

第６回：法概念論 5 法の支配 

第７回：法概念論 6 法と道徳 

第８回：法概念論 7 パターナリズム 

第９回：法的思考論 1 法的思考の特徴・問題 

第 10回：法的思考論 2 法解釈の手法と意義 

第 11回：法的思考論 3 法解釈論の歴史 

第 12回：法的思考論 4 ハートの司法裁量論 

第 13回：法的思考論 5 ドゥオーキンの構成的解釈理論 

第 14回：法的思考論 3 構成的解釈理論 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

質問は随時受け付けるので分からないことがある場合には積極的に訊ねること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前配布の資料を一読すること。 

５.教科書 

法哲学の教科書は多数刊行されているので特定の図書を指定しない。 

参考書欄に掲げた書籍でもその他のものでもよい。 

６.参考書 

平野仁彦・亀本洋・服部高宏『法哲学』有斐閣アルマ、2002年 

酒匂一郎『法哲学講義』成文堂、2019 年 

森村進『法哲学講義』筑摩書房、2015 年 

瀧川裕英、宇佐美誠、大屋雄裕『法哲学』有斐閣、2014 年 

田中成明『現代法理学』有斐閣、2011 年 

亀本洋『法哲学』成文堂、2011 年 

中山竜一『二十世紀の法思想』岩波書店、2000 年 

嶋津格『問いとしての〈正しさ〉 法哲学の挑戦』NTT 出版、2011年 

山田八千子『自由の契約法理論』弘文堂、2008 年 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji システムにて行う。 

８.成績評価の方法 
期末試験による。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法文化論Ⅰ 中原 拓也 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

法について考えるとき、それが形作られる際に影響を与えたと思われる「文化的背景」がひとつの重要な要素となるでしょう。こうした「法以前」

の文化状況を考察することで、現行法とその改廃、また新たに期待される法を捉え直す視点を獲得できるのではないかと思われます。また、法その

ものが持つ文化、いわば「司法文化」というものも考えられるでしょう。法律の作成、裁判制度、法学教育、法曹倫理といった、法に関わる対象が

独自に持つ文化というものを意識せずに法を考えることはできないでしょう。さらには、法がその外部にある他のジャンルの文化へ影響を与えてい

くということもあるでしょう。こうした、「法の背景にある文化」と、「文化としての法」、そして「法からの文化への影響」といった複数の視点を基

礎に、さまざまな法現象を考察していきたいと思います。 

 

【到達目標】 

春学期の前半では、正義論の様々な形を確認することで、紛争解決の制度しての法が立ち上がってくる以前に存在する価値観や哲学的思考方法に

ついての理解を深めます。後半では、生命と法に関するいろいろな場面に関わる文化（生命観）を各々の立場から探り当てることを目指します。 

 
２.授業内容 

第 1 回：aのみ：イントロダクション 

第 2 回：正義論（1）古典的正義論（路面電車と救命ボート：義務論と功利主義） 

第 3 回：正義論（2）現代正義論その 1（格差を是正する：リベラリズム） 

第 4 回：正義論（3）現代正義論その 2（課税と奴隷制:リバタリアニズム） 

第 5 回：正義論（4）現代正義論その 3（ゴルフカート使用問題:共同体主義） 

第 6 回：生命と法（1）移植その 1（脳死と臓器移植） 

第 7 回：生命と法（2）移植その 2（生体移植と異種移植） 

第 8 回：中間まとめと中間レポート課題 

第 9 回：生命と法（3）生殖医療その 1（親を知る権利） 

第 10回：生命と法（4）生殖医療その 2（デザイナーベビー） 

第 11回：生命と法（5）エンハンスメントその 1（アンチエイジング） 

第 12回：生命と法（6）エンハンスメントその 2（ドーピング） 

第 13回：生命と法（7）エンハンスメントその 3（優生思想） 

第 14回：後半まとめと期末レポート課題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎回、リアクションペーパーを書いてもらいますが、出席点ではありません。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

（予習）事前に参考書に目を通しておき、講義で扱うテーマや用語に慣れておくとよいでしょう。 

（復習）講義で扱ったテーマに関するニュースを積極的にフォローすることで理解をより深めて下さい。 

５.教科書 

とくに定めません。 

６.参考書 

サンデル「これからの「正義」の話をしよう」（ハヤカワ文庫） 

サンデル「ハーバード白熱教室講義録」（ハヤカワ文庫） 

サンデル「それをお金で買いますか」（ハヤカワ文庫） 

サンデル「完全な人間を目指さなくてもよい理由 遺伝子操作とエンハンスメントの倫理」（ナカニシヤ出版） 

サンデル「実力も運のうち 能力主義は正義か？」（早川書房） 

瀧川裕英編「問いかける法哲学」（法律文化社） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポートのコメント欄やポートフォリオにて行います。 

８.成績評価の方法 
中間と期末の 2回のレポートの成績の合計で評価します。 

両方提出することが成績評価の対象となるための条件です。 

どちらか、あるいは両方を未提出の場合、評価は T（欠席）ではなく F（不合格）となりますので、その点をご承知おきください。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法文化論Ⅱ 中原 拓也 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】法について考えるとき、それが形作られる際に影響を与えたと思われる「文化的背景」がひとつの重要な要素となるでしょう。こう

した「法以前」の文化状況を考察することで、現行法とその改廃、また新たに期待される法を捉え直す視点を獲得できるのではないかと思われます。

また、法そのものが持つ文化、いわば「司法文化」というものも考えられるでしょう。法律の作成、裁判制度、法学教育、法曹倫理といった、法に

関わる対象が独自に持つ文化というものを意識せずに法を考えることはできないでしょう。さらには、法がその外部にある他のジャンルの文化へ影

響を与えていくということもあるでしょう。こうした、「法の背景にある文化」と、「文化としての法」、そして「法からの文化への影響」といった複

数の視点を基礎に、さまざまな法現象を考察していきたいと思います。 

 

【到達目標】 

秋学期の前半では、安楽死（尊厳死）を中心に取り上げ、法と文化（死生観）が深く関係している状況を各々の価値観から見つめ直すことを目指し

ます。後半では、人間と生物の間に起こる事例について、法と文化（人々の生物に対する態度のあり方）の結びつきの複雑さを解きほぐして認識す

ることを目指します。 

 
２.授業内容 

第 1 回：aのみ：イントロダクション 

第 2 回：安楽死（1）：総論 

第 3 回：安楽死（2）：日本その 1 

第 4 回：安楽死（3）：日本その 2 

第 5 回：安楽死（4）：アメリカその 1 

第 6 回：安楽死（5）：アメリカその 2 

第 7 回：安楽死（6）：オランダ 

第 8 回：中間まとめ 

第 9 回：生物に対する態度（1）外来種 

第 10回：生物に対する態度（2）遺伝子操作 

第 11回：生物に対する態度（3）動物実験 

第 12回：生物に対する態度（4）捕鯨 

第 13回：生物に対する態度（5）温暖化と作物 

第 14回：後半まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

毎回、リアクションペーパーを書いてもらいますが、出席点ではありません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

（予習）事前に参考書に目を通しておき、講義で扱うテーマや用語に慣れておくとよいでしょう。 

（復習）講義で扱ったテーマに関するニュースを積極的にフォローすることで理解をより深めて下さい。 

 

５.教科書 

とくに定めません。 

６.参考書 

瀧川裕英編「問いかける法哲学」（法律文化社） 

 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポートのコメント欄やポートフォリオにて行います。 

８.成績評価の方法 
中間と期末の 2回のレポートの成績の合計で評価します。 

両方提出することが成績評価の対象となるための条件です。 

どちらか、あるいは両方を未提出の場合、評価は T（欠席）ではなく F（不合格）となります。 

その点、ご承知おきください。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法思想史（西洋）Ⅰ 亀本 洋 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

法律関係論、権利論、国家論および「法と経済学」の歴史的展開について、近代ないし現代に重点をおいて解説する。 

【授業の到達目標】 

上記項目についての歴史的展開を知ることで、現代法学の背景にある基礎的観念を習得すること。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：法思想史と法哲学 

第３回：法律関係論の歴史：ホーフェルド 

第４回：権利論史：H.L.A.ハート 

第５回：人権宣言史と自然権 

第６回：ノージックの国家論（１）：支配的保護機関の生成 

第７回：ノージックの国家論（２）：超最小国家への移行 

第８回：ノージックの国家論（３）：最小国家と賠償原理 

第９回：最小国家論の含意 

第 10回：ロックナー事件 

第 11回：警察国家と福祉国家、社会主義 

第 12回：「法と経済学」の歴史（１）：市場と競争 

第 13回：「法と経済学」の歴史（２）：メンガーの経済学 

第 14回：「法と経済学」の歴史（３）：コースの経済学 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

下記教科書は資料集も兼ねているので、少なくとも、下記教科書で字を小さくして引用してある原典テキスト部分はよく読んでおくこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

次回の授業範囲について事前に、教科書、特に原典からの引用部分を綿密に読んでおくこと。 

５.教科書 

『法哲学』亀本洋（成文堂，2011年）。 

６.参考書 

特に定めない。参考文献については上記教科書の脚注および文献表を参照されたい。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji クラスウェブのレポート欄またはディスカッション欄を通じて行う。 

８.成績評価の方法 
期末試験による。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法思想史（西洋）Ⅱ 亀本 洋 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

正義論、自由論および法概念論の歴史的展開を古代ギリシア、西洋近代ないし現代に重点をおいて解説する。 

【授業の到達目標】 

正義論、自由論および法概念論の歴史的展開を知ることで、現代の法思想の背景にある基礎的観念を習得すること。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：プラトン、アリストテレスの倫理学 

第３回：アリストテレスの正義論（１）：矯正的正義と配分的正義 

第４回：アリストテレスの正義論（２）：応報的正義、法と衡平 

第５回：法における手続的正義の歴史 

第６回：行為の正義論の歴史（１）：ヒューム 

第７回：行為の正義論の歴史（２）：ハイエク、ノージック、ロールズ 

第８回：分配の正義論の歴史（１）：デザートと社会的正義 

第９回：分配の正義論の歴史（２）：デイヴィッド・ミラーの正義論 

第 10回：分配の正義論の歴史（３）： ロールズの格差原理 

第 11回：ミルの自由論 

第 12回：リベラリズムの歴史 

第 13回：ハイエクの自由論 

第 14回：ハイエクの法概念 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

下記教科書は資料集も兼ねているので、少なくとも、下記教科書で字を小さくして引用してある原典テキスト部分はよく読んでおくこと。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

次回の授業範囲について事前に、教科書、特に原典からの引用部分を綿密に読んでおくこと。 

５.教科書 

『法哲学』亀本洋（成文堂，2011年）。 

６.参考書 

特に定めない。参考文献については上記教科書の脚注および文献表を参照されたい。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji クラスウェブのレポート欄またはディスカッション欄を通じて行う。 

８.成績評価の方法 
期末試験による。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法史学（東洋）Ⅰ 高見澤 磨 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

中国法制史を研究する意義について検討し、現在の中国の地に人々が集居するようになってから今日までの法の歴史を概観し、その上で、唐代前半

までに律令制が確立するまでの秩序と法とについて、法源や法典を中心に考察します。 

【到達目標】 

（1）古代以来日本にとって中国法を研究することは統治の重要な要素であるとともに学術にとっても重要な要素であったことを理解する。 

（2）長い中国史について時代区分を用いて概観することが可能であることを理解する。 

（3）秦による統一以前の上代や秦漢帝国から唐代前半までの法源と法典とについて基礎的な知識を持つ。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション（法史学及び中国法史研究の意義） 

第２回：研究史（参考文献紹介） 

第３回：時代区分 

第４回：上代概観 

第５回：周の「封建制」 

第６回：統一帝国への過程 

第７回：法思想（呪術から礼へ） 

第８回：「盟」と「誓」 

第９回： 国家による「法」の定立と「刑」 

第 10回：儒家の徳治と法家の法治 

第 11回：その他の法思想 

第 12回：漢代における官僚と儒家 

第 13回：帝制期の法源・法典概観及び戦国から漢 

第 14回：魏晋南北朝から隋・唐（律令制の確立） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

中国法史においては、日本では通常使われない漢字が用いられることがあります。パソコンを用いてノートをとる場合には、紙のノートの併用をお

勧めします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書を指定しないので、復習を主として、わからない点があれば翌週に質問して下さい。 

５.教科書 

なし。講義と板書とを中心に行います。必要に応じてプリントを配布します。 

６.参考書 

『中国法制史論集 法典と刑罰』滋賀秀三（創文社） 

『中国法制史 基本資料の研究』滋賀秀三編（東京大学出版会） 

『資料からみる中国法史』石岡浩ほか（法律文化社） 

『清代中国の法と裁判』滋賀秀三（創文社） 

『続・清代中国の法と裁判』滋賀秀三（創文社）  

『現代中国法入門』（第一章）髙見澤ほか（有斐閣） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji を通じて行います。 

８.成績評価の方法 
試験 80％、平常点 20％としますが、感染状況によっては、試験 100％となる場合があります。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法史学（東洋）Ⅱ 高見澤 磨 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

唐代前半に確立された律令制が唐代後半以後副次法典を発達させて清代に至るまでの法の歴史を概観し、また、元の特殊性について考察する。さら

に清末から 1949 年までの近代法史を概観する。その後、清代を中心に、司法制度、家族法、土地法について検討する。 

【到達目標】 

（1）唐代後半から宋代にかけての変革期において、律や令のほかにそれを補う副次法典を発展させたことを理解する。 

（2）モンゴル王朝たる元においては、（1）とは異なる秩序形成があったことを理解する。 

（3）近代法史についての基礎知識を得て、日本との比較、台湾現行法理解、中華人民共和国法の歴史上の定位についての考察するための基礎を得

る。 

（4）司法制度、家族法、土地法など人々の暮らしと法とについて基本的な知識を得る。 

 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション（貨幣商品経済の発達と法） 

第２回：唐後半から清（副次法典の発展。征服王朝の法） 

第３回：清代の刑罰 

第４回：中国近代法史 

第５回：清代司法制度（裁きの人と場所） 

第６回：裁判 

第７回：民間での紛争解決 

第８回：家族法（宗） 

第９回： 同居共財・同姓不婚・異姓不養 

第 10回：相続 

第 11回：婚姻 

第 12回：土地法（土地・税・「業」） 

第 13回：不動産取引 

第 14回：不動産担保 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

中国法史においては、日本では通常使われない漢字が用いられることがあります。パソコンを用いてノートをとる場合には、紙のノートの併用をお

勧めします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書を指定しないので、復習を主として、わからない点があれば翌週に質問して下さい。 

５.教科書 

なし。講義と板書とを中心に行います。必要に応じてプリントを配布します。 

６.参考書 

『中国家族法の原理』滋賀秀三（創文社） 

『中国法制史』寺田浩明（東京大学出版会） 

『中国法制史論集 法典と刑罰』滋賀秀三（創文社） 

『中国法制史 基本資料の研究』滋賀秀三編（東京大学出版会） 

『清代中国の法と裁判』滋賀秀三（創文社） 

『続・清代中国の法と裁判』滋賀秀三（創文社） 

『資料からみる中国法史』石岡浩ほか（法律文化社） 

『現代中国法入門』（第一章）髙見澤ほか（有斐閣） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o!Meiji を通じて行います。 

８.成績評価の方法 
試験 80％、平常点 20％としますが、感染状況によっては、試験 100％となる場合があります。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法史学（西洋）Ⅰ 小室 輝久 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業では、ヨーロッパの法の歴史における重要な問題についての講義と議論を通じて、ヨーロッパ大陸法とイングランド法の各々の特徴を学

びます。 

【授業の到達目標】 

ヨーロッパ大陸法とイングランド法の特徴を、歴史的および比較的な観点から説明できる。 

２.授業内容 

テーマ１：ヨーロッパ各国法のなかの多様な要素 

第１回：ヨーロッパの法の歴史の概観 

第２回：12 世紀イングランドにおける王権の伸張と法 

第３回：12 世紀イングランドの王権による権利保護とコモン・ローの成立 

第４回：フランス法の歴史；ゲルマン法、封建法、ナポレオン法典 

第５回：近世ドイツにおけるローマ法の継受、日本における西洋法の継受 

第６回：ヨーロッパ大陸法史の断絶、イングランド法史の連続性 

第７回：中世ヨーロッパにおける超国家的な法；中世ローマ法とカノン法 

第８回：イングランドにおけるコモン・ローの生成・発展と法曹養成教育 

第９回：イングランドにおけるエクイティとローマ法 

テーマ２：ヨーロッパ大陸法（シヴィル・ロー）の歴史と現代ヨーロッパにおける法の統一 

第 10回：古代・中世における法の細分化 

第 11回：中世ローマ法学；註釈学派と註解学派の方法論 

第 12回：現代におけるヨーロッパの法の統一の可能性；歴史的な視点 

第 13回：政治的統合と法の統一における法学の役割 

第 14回：古典ローマ法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

法史学（西洋）ⅠおよびⅡは、Ⅰ→Ⅱの順で履修するほうが望ましいですが、履修の順序は問いません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Oh-o! Meiji クラスウェブ上で指定する教科書の指定箇所および授業プレゼンテーションを学習して、授業中の質疑応答とディスカッションの準備

をしておいてください。 

５.教科書 

European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity over Two Millennia ， R. C. van Caenegem， (Cambridge University Press， 

2002) [ISBN 978-0521006484，又は Kindle 版(電子書籍）] 

６.参考書 

『概説西洋法制史』、勝田有恒・森征一・山内進編著、 （ミネルヴァ書房，2004 年） 

『裁判官・立法者・大学教授』、R・C・ヴァン・カネヘム（小山貞夫訳）、（ミネルヴァ書房，1990 年） 

『イギリス法史入門 第 4 版 第 I 部〔総論〕』、J・H・ベイカー（深尾裕造訳）、（関西学院大学出版会，2014 年） 

『イングランド憲法史』、F・W・メイトランド（小山貞夫訳）、（創文社，1981 年） 

『イングランド法の形成と近代的変容』、小山貞夫、（創文社，1983年） 

『絶対王政期イングランド法制史抄説』、小山貞夫、（創文社，1992年） 

『英米法「約因論」と大陸法「カウサ理論」の歴史的交錯』、菊池肇哉、（国際書院，2013年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 ミニッツ・ペーパーに対しては、Oh-o!Meiji上および次回の授業中にコメントします。 

レスポンス・ペーパーおよびリサーチペーパーに対しては、Oh-o!Meiji 上でコメントします。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

平常点（70％）、レスポンス・ペーパー[1、000 字程度]（10％）、リサーチ・ペーパー[2、000 字程度]（20％） 

【成績評価の基準】 

[平常点] 授業中の質疑応答、ディスカッションおよびミニッツ・ペーパーの提出を通じた、教科書および授業内容の理解度を基準とします。 

[レスポンス・ペーパー]課題の理解度、文章構成の適切さおよび主張の明確さを基準とします。 

[リサーチ・ペーパー] 授業およびリーディング・アサインメントを通じて習得した概念を応用して、ヨーロッパ大陸法とイングランド法の特徴を

歴史的および比較的な観点から説明できているかを基準とします。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法史学（西洋）Ⅱ 小室 輝久 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業では、西洋の法の歴史における重要な問題についての講義と議論を通じて、イングランド法、アメリカ法およびヨーロッパ大陸法の各々の

特徴を学びます。 

【授業の到達目標】 

イングランド法、アメリカ法およびヨーロッパ大陸法の特徴を、歴史的および比較的な観点から説明できる。 

２.授業内容 

テーマ１：コモン・ローとシヴィル・ローの対比 

第１回：イングランドにおける法典化の試み 

第２回：フランス、ドイツ、アメリカにおける公法・私法の分化 

第３回：英米における裁判官の著名性、裁判官の個別意見の公表  

第４回：英独における法曹養成、日本の法曹養成との比較 

第５回：ローマ法とコモン・ローとゲルマン法における手続法 

第６回：ヨーロッパの法史における当事者主義と職権主義 

テーマ２：法解釈の方法 

第７回：「法の聖なる書物」、人文主義法学 

第８回：アメリカ合衆国憲法解釈における二つの基準 

第９回：フランス革命期の法典編纂と釈義学派 

テーマ３：中世ヨーロッパ大陸における法学の発展の前提 

第 10回：ローマ法の再生と発展の要因、皇帝権・王権の伸張と法 

第 11回：12 世紀ルネサンス、商業の発達と法 

テーマ４：法は政治である 

第 12回：法と政治、19世紀のドイツ法の歴史の概観 

第 13回：ドイツ民法典の編纂過程 

第 14回：ナチス的法秩序とドイツ民法典 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

法史学（西洋）ⅠおよびⅡは、Ⅰ→Ⅱの順で履修するほうが望ましいですが、履修の順序は問いません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Oh-o! Meiji クラスウェブ上で指定する教科書の指定箇所および授業プレゼンテーションを学習して、授業中の質疑応答とディスカッションの準備

をしておいてください。 

５.教科書 

European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity over Two Millennia ， R. C. van Caenegem， (Cambridge University Press， 

2002) [ISBN 978-0521006484，又は Kindle 版（電子書籍）] 

６.参考書 

『概説西洋法制史』、勝田有恒・森征一・山内進編著、（ミネルヴァ書房，2004年） 

『裁判官・立法者・大学教授』、R・C・ヴァン・カネヘム、（小山貞夫訳（ミネルヴァ書房，1990 年） 

『近代民事訴訟法史・ドイツ』、鈴木正裕、（信山社，2011 年） 

『近代英米法思想の展開』、戒能通弘、（ミネルヴァ書房，2013年） 

『概説フランス法（上）』、山口俊夫、（東京大学出版会，1978 年） 

『英米法総論（上）（下）』、田中英夫、（東京大学出版会，1980年） 

『現代アメリカ法の歴史』、モートン・J・ホーウィッツ、（樋口範雄訳）、（弘文堂，1996 年） 

『現代アメリカの司法』、浅香吉幹、（東京大学出版会，1999 年） 

『アメリカ憲法入門 第 8 版』、松井茂記、（有斐閣，2018 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 ミニッツ・ペーパーに対しては、Oh-o!Meiji上および次回の授業中にコメントします。 

レスポンス・ペーパーおよびリサーチペーパーに対しては、Oh-o!Meiji 上でコメントします。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

平常点（70％）、レスポンス・ペーパー[1、000 字程度]（10％）、リサーチ・ペーパー[2、000 字程度]（20％） 

【成績評価の基準】 

[平常点] 授業中の質疑応答、ディスカッションおよびミニッツ・ペーパーの提出を通じた、教科書および授業内容の理解度を基準とします。 

[レスポンス・ペーパー]課題の理解度、文章構成の適切さおよび主張の明確さを基準とします。 

[リサーチ・ペーパー] 授業およびリーディング・アサインメントを通じて習得した概念を応用して、西洋の法の特徴を歴史的および比較的な観点

から説明できているかを基準とします。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法史学（日本）Ⅰ 村上 一博 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講義は、前近代日本における法の生成発展の過程を捉えることを目的とする。各時代における法の構造と機能を明らかにすることにより、日本

法に固有な特徴と外国法の影響について明らかにする。検討の対象は、国家組織に関する法にはじまり、刑法や民商法などの法典を含むすべての立

法およびその解釈運用に係る規範はもちろん、それに携わった人々（法律専門家から一般民衆に至る）の法思想・法意識など、広範な事象に及ぶこ

とになる。本講義を通して、受講生が日本法に固有の特徴について基本的な知識を習得することが目標とされる。 

新型コロナの感染状況にもよるが、可能な限り、対面で行う予定である。 

２.授業内容 

第１回：この講義で何を学ぶのか(イントロダクション) 

第２回：各時代における法の存在形態と裁判の諸相 

第３回：律令法とは何であったか 

第４回：律令の解釈と明法家 

第５回：御成敗式目と中世法 

第６回：中世における法の世界 

第７回：江戸幕府法と藩法 

第８回：公事師・公事宿から弁護士へ 

第９回：盟神探湯から湯起請へ 

第 10回：中世における訴陳三番 

第 11回：中世における和与 

第 12回：村落の相論と公権力 

第 13回：出入物と吟味物 

第 14回：内済から勧解・調停へ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

日本史について基礎的な知識を習得していることが望ましい。毎時間、教科書の記述を補うため、資料を配布する。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予め講義で予告する教科書の該当箇所を読んで、講義に臨むこと。また、講義後は、各自で講義内容を確認すること。 

５.教科書 

村上一博・西村安博編『【新版】史料で読む日本法史』（法律文化社，2016 年刊）を使用する。 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  最終授業日に半年間のゼミを総括し、試験結果も含めて、全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
平常点と中間レポート（４０点）および期末試験（６０点）で評価する。 

９.その他 
特になし。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法史学（日本）Ⅱ 村上 一博 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本講義は、前近代日本における法の生成発展の過程を捉えることを目的とする。各時代における法の構造と機能を明らかにすることにより、日本

法に固有な特徴と外国法の影響について明らかにする。検討の対象は、国家組織に関する法にはじまり、刑法や民商法などの法典を含むすべての立

法およびその解釈運用に係る規範はもちろん、それに携わった人々（法律専門家から一般民衆に至る）の法思想・法意識など、広範な事象に及ぶこ

とになる。本講義を通して、受講生が日本法に固有の特徴について基本的な知識を習得することが目標とされる。 

新型コロナの感染状況にもよるが、可能な限り、対面で行う予定である。 

２.授業内容 

第１回：この講義で何を学ぶのか 

第２回：近代に生き続ける律令 

第３回：密通をめぐる法 

第４回：喧嘩両成敗と戦国大名法 

第５回：御定書にみる犯罪と刑罰 

第６回：公地公民制と墾田永年私財法 

第７回：永仁の徳政令 

第８回：中世における売券 

第９回：江戸時代の借金 

第 10回：田端永代売買の禁止 

第 11回：古代の相続 

第 12回：中世武家法における女性の再婚と相続 

第 13回：近世町人の遺言相続 

第 14回：総括と試験 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

日本史について基礎的な知識を習得していることが望ましい。毎時間、教科書の記述を補うため、資料を配布するので、必ず出席すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予め講義で予告する教科書の該当箇所を読んで、講義に臨むこと。また、講義後は、各自で講義内容を確認すること。 

５.教科書 

村上一博・西村安博編『【新版】史料で読む日本法史』（法律文化社，2016 年刊）を使用する。 

 

６.参考書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  最終授業日に半年間のゼミを総括し、試験結果も含めて、全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
平常点（出席状況とレポート）40％、学期末試験 60％で評価する。 

９.その他 
特になし。 
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科目ナンバー : (LA)LAW111J 

日本近代法史Ⅰ 長沼 秀明 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この科目は法学部の「基礎法科目」の一つとして、日本近代法史について講義するものです。 

この講義では、明治維新にはじまる日本近代法の形成・展開過程を考察しながら、日本近代法史の理解を深めていくことを目標とします。 

２.授業内容 

日本近代法の形成過程を明治維新史との関連において講義します。その際、明治法律学校および同校創立者たちの動向に着目します。また、史料を

講読しながら講義を進めます。 

 

第１回（ａのみ）：この講義のねらいと概要 

第２回：明治法律学校の誕生 

第３回：岸本辰雄と民法・商法 

第４回：宮城浩蔵と刑法 

第５回：矢代操と帝国議会 

第６回：ボワソナード（その１） 

第７回：ボワソナード（その２） 

第８回：ブスケとアペール 

第９回：法典論争 

第 10回：井上正一と熊野敏三 

第 11回：磯部四郎と井上操 

第 12回：西園寺公望と光明寺三郎 

第 13回：一瀬勇三郎と横田秀雄 

第 14回：布施辰治と山崎今朝弥 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

１）講義時間は最大限に使います。 

２）この科目を履修する場合は、あわせて「日本近代法史 II」も履修することが望ましいと考えています。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

１）各回の講義前に、教科書の指定箇所を熟読しておいてください。 

２）講義後には、紹介した文献や史料をぜひ読んでください。 

５.教科書 

村上一博『権利自由の揺籃―明治法律学校の建学の精神―』（DTP 出版，２０２０年）（本体価格１９００円） 

６.参考書 

毎回の講義のなかで紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内に伝えます。 

８.成績評価の方法 
試験期間中に実施する学期末試験（論述式試験問題）の得点により、厳正に行ないます。 

９.その他 
１）この講義をつうじて日本近代法史を学ぶことの楽しさと大切さとを感じてくれることを強く願っています。 

２）「Oh-o! Meiji システム」の積極的な活用をはかります。 
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科目ナンバー : (LA)LAW111J 

日本近代法史Ⅱ 長沼 秀明 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

この科目は法学部の「基礎法科目」の一つとして、日本近代法史について講義するものです。 

この講義では、明治維新にはじまる日本近代法の形成・展開過程を考察しながら、日本近代法史の理解を深めていくことを目標とします。 

２.授業内容 

春学期の授業内容をふまえ、、日本の家族法の歴史を明治時代に遡って考察し、日本近代法史についての理解を深めます。 

 

第１回（ａのみ）：この講義のねらいと概要 

第２回：婚姻 

第３回：親族 

第４回：親権 

第５回：妾 

第６回：離婚 

第７回：相続 

第８回：ボワソナード 

第９回：岸本辰雄 

第 10回：横田秀雄 

第 11回：穂積陳重 

第 12回：穂積八束 

第 13回：梅謙次郎 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

１）講義時間は最大限に使います。 

２）この科目を履修する場合は、あわせて「日本近代法史Ⅰ」も履修することが望ましいと考えています。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

１）各回の講義前に、教科書の指定箇所を熟読しておいてください。 

２）講義後には、紹介した文献や史料をぜひ読んでください。 

５.教科書 

村上一博『日本近代家族法史論』（法律文化社，２０２０年）（本体価格２９００円） 

６.参考書 

毎回の講義のなかで紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内に伝えます。 

８.成績評価の方法 
試験期間中に実施する学期末試験（論述式試験問題）の得点により、厳正に行ないます。 

９.その他 
１）この講義をつうじて日本近代法史を学ぶことの楽しさと大切さとを感じてくれることを強く願っています。 

２）「Oh-o! Meiji システム」の積極的な活用をはかります。 
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科目ナンバー : (LA)LAW111J 

日本近代法史Ⅰ 村上 一博 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 【到達目標】 

この講義では、明治法律学校を軸に、近代日本法の生成と発展を検討することにより、現代日本法の特質を明確にすることを目指す。 

 【授業の概要】 

 明治維新後、日本は、世界史上例のないほど急激な「近代」資本主義化に「成功」し、法的な側面から見れば、旧幕藩体制期とはまったく異質な

西欧近代的な法制度が全面的かつ急激に整備されていったと言われてきた。本講義では、明治法律学校が近代日本法の形成と発展にどのように寄与

したかを中心に考察することを通して、現代日本法の特質とその功罪について考えてみたい。 

 新型コロナの感染状況にもよるが、可能な限り、対面で行う予定である。 

２.授業内容 

第１回：この講義で何を学ぶのか 

第２回：明治法律学校の誕生 

第３回：岸本辰雄と民商法 

第４回：宮城浩蔵ト刑法 

第５回：矢代操と国会 

第６回：ボワソナード（その１） 

第７回：ボワソナード（その２） 

第８回：ブスケとアペール 

第９回：民商法典論争 

第 10回：井上正一と熊野敏三 

第 11回：磯部四郎と井上操 

第 12回：西園寺公望と光明寺三郎 

第 13回：一瀬勇三郎と横田秀雄 

第 14回：布施辰治と山崎今朝弥 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 日本近代史について基礎的な知識を持っていることが望ましい。講義で言及できなかった諸問題については、その都度、参考文献を指示する。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 講義内容はその都度予告するので、教科書の該当箇所を予習すること。また、講義後は、講義内容を復習すること。 

５.教科書 

 村上一博『権利自由の揺籃―明治法律学校の建学の精神―』（DTP出版） 

６.参考書 

 日本近代法史および明治大学史関係の文献全般。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  最終授業日に半年間のゼミを総括し、試験結果も含めて、全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
春学期中に、アンケート・レポートなどを行う（２回を予定）（４０点）。  

学期末には筆記試験を行う（６０点）。 

９.その他 
 特になし。 
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科目ナンバー : (LA)LAW111J 

日本近代法史Ⅱ 村上 一博 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 【到達目標】 

この講義では、近代日本の法制度を素材にして、現代日本法を歴史的側面から検討することにより、現代日本法の特質を明確にすることを目指す。 

 【授業の概要】 

明治維新後、日本は、世界史上例のないほど急激な「近代」資本主義化に「成功」し、法的な側面から見れば、旧幕藩体制期とはまったく異質な西

欧近代的な法制度が全面的かつ急激に整備されていったと言われてきた。本講義では、近代日本法の生成と発展を理解することで、現代日本法の特

質とその功罪について考えてみたい。 

２.授業内容 

第１回：aのみ；イントロダクション 

第２回：婚姻 

第３回：親族 

第４回：親権 

第５回：妾 

第６回：離婚 

第７回：相続 

第８回：ボワソナード 

第９回：岸本辰雄 

第 10回：横田秀雄 

第 11回：穂積陳重 

第 12回：穂積八束 

第 13回：梅謙次郎 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義で言及できなかった諸問題については、その都度、参考文献を指示するので、各自で自習することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 近代日本史の基本的知識を自習しておくこと。講義後は学習内容を復習すること。 

５.教科書 

 村上一博著『日本近代家族法史論』（法律文化社） 

６.参考書 

 村上一博『明治離婚裁判史論』（法律文化社） 

 村上一博『日本近代婚姻法史論』（法律文化社）ほか。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  最終授業日に半年間のゼミを総括し、試験結果も含めて、全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
 秋学期末の筆記試験で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW211E 

比較法学Ⅰ 佐藤 智恵 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本授業では、基礎法学の一分野である比較法学の基本理論及び意義を日本語の教科書を用いて学ぶ。具体的には、比較法学の定義（他の基礎法学

分野との関連性や相違点等）、比較法学の目的、比較法学の手法、比較法学発展の歴史等を学ぶものである。なお、本授業では教科書と併せて毎回の

授業内容に関連する日本語及び英語の資料を用いて、学習内容の理解を深める。 

 本授業の到達目標は、法を比較することの意義と役割を理解すること、及び、比較法学の理論・定義、目的、手法、歴史等について理解を深める

ことである。 

２.授業内容 

第１回：bのみ はじめに（授業で利用する資料の入手方法、予習・復習の方法等） 

第２回：比較法の観念 比較法の概念規定・比較法と隣接諸学 

第３回：比較法に必要とされる知識 

第４回：比較法に必要とされる知識：EU法を例として 

第５回：比較法の効用（1）実務的効用 

第６回：比較法の効用（２）学問的効用 

第７回：比較法の方法（１）対象の選定 

第８回：比較法の方法（２）比較の実施 

第９回：比較法の方法（３）比較の実施：EU 法を例として 

第 10回：比較法の歴史（１）西欧における歴史（1899 年以前） 

第 11回：比較法の歴史（２）西欧における歴史（1900 年以降） 

第 12回：比較法の歴史（３）日本における歴史 

第 13回：比較法による共通法の定立可能性：EU 法を例として 

第 14回：まとめ（グローバリゼーションと比較法の役割） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

公平性の観点から、授業に係る全ての質問等は授業時間中のみ受け付ける。 

授業を理解するためには、授業への出席、予習復習が必須であり、履修生が予習していることを前提として授業を行う。 

英語、世界史、日本史及び１年次で履修する憲法、民法、刑法の基本的な知識を有していることを前提として授業を行う。 

授業テーマによっては、教科書以外の日本語及び英語の資料を使用する。 

定期試験対策として、教科書・資料を読んだ上で授業に出席し、本講義専用のノートを作り、復習のために授業内容を適宜ノートテイクすることが

必須である。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】 

事前に教科書の該当部分、及び、あらかじめ指定した資料をきちんと読む。 

本講義専用のノートを作成し、見開き左側にポイント・初出の専門用語等をメモしながら教科書を読む。 

資料を読む際には、教科書と比較しながら、重要と思われる箇所等をマークする。わからない単語等を辞書で調べる。 

なお、各授業の最後に、翌週の授業範囲及び資料について周知する。 

【復習】 

教科書の該当部分、及び、資料を再読する。 

本講義専用のノートの見開き右側に追記した授業中のメモ内容を確認し、わからなかった点がある場合には、再度教科書・資料を読み直す。 

５.教科書 

滝沢正『比較法』（三省堂，2009年）。 

６.参考書 

例として、 

The Oxford Handbook of Comparative Law (2nd ed)， (Oxford University Press， 2019，E-Bookあり) 

 第 2・3・4・13 回について Gerhard Dannemann， "Comparative Law: Study of Similarities or Differences?"， pp.391-431. 

 第 4・9・13 回について Sir Francis Jacobs， "Comparative Law and European Union Law"， pp.524-561. 

 第 10・11回について Bénédicte Fauvarque-Cosson， "Development of Comparative Law in France"， pp.29-60. 

他の文献については授業回毎に指示する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 公平性の観点から、課題及び授業に係る全ての質問について、授業時間中に履修生全員にフィードバックする。 

そのため、履修生には授業への参加が求められる。 

８.成績評価の方法 
学期中に行う小テスト（2 回）：40％ 

学期末の定期試験：60％ 

成績評価はすべての履修生に公平に行います。 

９.その他 
比較法学は実定法とは違い、とらえどころがないと思われることが多い法分野である。 

そのような法分野を理解する前提として、世界史及び日本史の知識、並びに、1 年次に履修する憲法、民法、刑法及び英語の基本的な知識をきちん

と体得していることが授業を履修する上で不可欠である。 
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科目ナンバー : (LA)LAW211E 

比較法学Ⅱ 佐藤 智恵 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本授業では、世界の法体系を様々な観点から分類する法系論の概要（法系論の意義、法族の意義、法の分類方法等）を学び、それぞれの法系論の

特徴を理解する。その上で、法の形成に対する外国法の影響を理解し、近年の法体系の変動について法の継受・法の統一と共通法の制定・法の変動

に分けて理解する。なお、本授業では教科書と併せて毎回の授業内容に関連する日本語及び英語の資料を用いて、学習内容の理解を深める。 

 本授業の到達目標は、提唱者によって異なる分類がなされている法系論に関し、それぞれの内容・相違及び類似点・特徴を理解するとともに、各

法の特質が法の成立・各国の制度に与えた影響、世界の諸法体系の変動の現状を理解することである。 

２.授業内容 

第１回：bのみ はじめに（授業で使用する資料の入手方法、予習・復習の方法等） 

第２回：法系論序説（１）法系論をめぐる議論・各種の法族論 

第３回：法系論序説（２）各種の法族論と EU法 

第４回：法規範に対する認識による分類（１）法観念と法技術 

第５回：法規範に対する認識による分類（２）法源 

第６回：法制度を支える仕組みによる分類（１）裁判所 

第７回：法制度を支える仕組みによる分類（２）法律家 

第８回：比較法的にみた日本法（１）上代・中代その１ 

第９回：比較法的にみた日本法（２）中代その２ 

第 10回：比較法的にみた日本法（3）近代 

第 11回：世界の諸法体系の変動（１）法の継受 

第 12回：世界の諸法体系の変動（２）法の統一と共通法 

第 13回：世界の諸法体系の変動（３）法の変動 

第 14回：グローバリゼーションと法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

公平性の観点から、授業に係る全ての質問等は、授業時間中のみ受け付ける。 

授業を理解するためには、授業への出席、予習復習が必須である。 

履修生が英語、世界史、日本史及び１年次で履修する憲法、民法、刑法の基本的な知識を有していることを前提として授業を行う。 

授業テーマによっては、教科書以外の日本語及び英語の資料を使用する。 

定期試験対策として、教科書・資料を読んだ上で授業に出席し、本講義専用のノートを作り、復習のために授業内容を適宜ノートテイクすることが

必須である。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【予習】 

事前に教科書の該当部分、及び、あらかじめ指定した資料をきちんと読む。 

本講義専用のノートを作成し、見開き左側にポイント・初出の専門用語等をメモしながら教科書を読む。 

資料を読む際には、教科書と比較しながら、重要と思われる箇所等をマークする。わからない単語等を辞書で調べる。 

なお、各授業の最後に、翌週の授業範囲及び資料について周知する。 

【復習】 

教科書の該当部分、及び、資料を再読する。 

本講義専用のノートの見開き右側に追記した授業中のメモ内容を確認し、わからなかった点がある場合には、再度教科書・資料を読み直す。 

５.教科書 

滝沢正『比較法』（三省堂，2009年）。 

６.参考書 

例として、 

The Oxford Handbook of Comparative Law (2nd edn)， (Oxford University Press， 2019， E-Book あり) 

 第 2 回について H. Patrick Glenn， "Comparative Legal Families and Comparative Legal Traditions"， pp.422-425. 

 第 4・5 回について Stefan Vogenauer， "Sources Of Law and Legal Method in Comparative Law"， pp.877-907. 

木下毅「東西法文化と法系論」（1992年） 

他の文献については授業回毎に指示する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 公平性の観点から、課題及び授業に係る全ての質問について、授業時間中に履修生全員にフィードバックする。 

そのため、履修生には授業への参加が求められる。 

８.成績評価の方法 
学期中に行う小テスト（2 回）：40％ 

学期末の定期試験：60％ 

成績評価はすべての履修生に公平に行う。 

９.その他 
比較法学は実定法とは違い、とらえどころがないと思われることが多い法分野である。 

そのような法分野を理解する前提として、世界史及び日本史の知識、並びに、1 年次に履修する憲法、民法、刑法及び英語の基本的な知識をきちん

と体得していることが授業を履修する上で不可欠である。 
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科目ナンバー : (LA)LAW211E 

比較法学Ⅰ メンクハウス 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

In the context of globalization studies of foreign legal systems and the transnational law in which most of them are already embedded 

becomes of utmost importance. This does first of all mean that the language of the country which legal system is going to be dealt 

with, has to be learned. On top of that the foreign legal system has to be studied, ideally in the foreign country itself. To prepare 

oneself for this task, it is necessary to get on overview of the methodical issues that have to be faced when studying a foreign legal 

system. 

The lectures will mainly be dealing with methodological issues. After the basic definitions like sources of law, law and language, 

etc. are introduced, it has to be shown that law in the books might be quite different from the law that is actually governing a 

foreign country or society. The legal comparatist cannot only compare the written law of his home country with the written law of a 

foreign community but has to study its complete cultural environment to be able to present convincing results. 

That leads to the question of the purpose of comparative law studies. It is more than likely that other legal systems are facing the 

same legal problems as the home country of the comparatist. He might therefore want to look for possible solutions to a certain 

problem across the border, or he might simply be interested in a better understanding of the workings of other cultures or he is 

working on a unified legal system. 

The lecture also involves the study of different legal systems in existence on the globe. Doing this in Japan and knowing that the 

Japanese legal system was influenced by the German law in the Meiji era and after the end of the Second World War by the legal system 

of the United States of America, the introduction of foreign legal systems will be mainly restricted to the countries mentioned. 
２.授業内容 

第１回：Reasons for doing Comparative Law  第２回：History of Comparative Law in Japan  第３回：Law in the Books 

第４回：Law and other Rules  第５回：Law and Morals   第６回：Law and Ethics    第７回：Law and Customs 

第８回：Law and Literacy   第９回：Law and Geography   第 10 回：Law and Religion   第 11 回：Law and History 

第 12回：Law and Politics   第 13 回：Law and Economics   第 14 回：Law and Psychology  

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

To follow the lectures it is of course necessary to have a basic knowledge of the English language, its roman characters and arabic 

figures. Furthermore a basic knowledge of the home country law of the participant is recommendable. It is very much appreciated to 

have participants from as many countries as possible to realize a comparative approach already in the classroom itself. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

As example for all theoretical approaches actual cases will be discussed. The case studies will be based on cases featured in very 

recent newspaper articles. 

５.教科書 

There are several textbooks on comparative law in all relevant languages, as can be seen form the list provided in the next paragraph. 

For the purpose of this lecture, all this textbooks are too voluminous. If necessary, copies of certain texts will be provided to the 

participants. 

６.参考書 

German: 

Großfeld, Bernhard: Kernfragen der Rechtsvergleichung. Mohr Siebeck: Tübingen 1996 

Zweigert, Konrad/Kötz, Hein: Einführung in die Rechtsvergleichung. Mohr Siebeck: Tübingen 3. Aufl. 1996 

Kischel, Uwe: Rechtsvergleichung. C.H. Beck: München 2015 

English: 

Zweigert, Konrad/Kötz,Hein:  An Introduction to Comparative Law, Oxford University Press: Oxford 1998 (English translation of the 

German version named above) 

Grosswald Curran, Vivian: Comparative Law: An Introduction. Carolina Academic Press: Durham NC 2002 

Grossfeld, Bernhard: Core Questions of Comparative Law. Carolina Academic Press: Durham NC 2005 (English translation of the German 

version named above) 

De Cruz, Peter: Comparative Law in a Changing World, Routledge: Cavendish 3. ed.: 2008 

Husa, Jaakko: A New Introduction to Comparative Law. Hart Publishing: Oxford 2015 

Siems, Mathias, Comparative Law, Cambridge University Press: Cambridge 2. ed. 2018 

Kischel, Uwe: Comparative Law. Oxford University Press: Oxford 2019 (English translation of the german version named above) 

Japanese: 

グロスフェルト・ベルンハード（著）『比較法文化論』 中央大学出版部,東京 2004 年 (Japanese Translation of the German version named above) 

滝沢 正（著）『比較法』 三省堂,東京 2009 年  五十嵐 清（著）『比較法ハンドブック〔第 2 版〕』 勁草書房,東京 2012 年 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 It is of course possible to contact the teacher immediately after the lesson, but as time between lessons is short, this will not 

always be possible. The preferred method therefore is to write an e-mail to the teacher. If necessary a personal talk with the teacher 

on the Surugadai Campus of the university can be arranged via e-mail.   

８.成績評価の方法 
The evaluation is equally grounded on active participation (e.g. asking and answering questions) and the final written test, 

respectively presentation. 

９.その他 
＊当科目は英語により授業を実施する。 
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科目ナンバー : (LA)LAW211E 

比較法学Ⅱ メンクハウス 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

In the context of globalization studies of foreign legal systems and the transnational law in which most of them are already embedded 

becomes of utmost importance. This does first of all mean that the language of the country which legal system is going to be dealt 

with, has to be learned. On top of that the foreign legal system has to be studied, ideally in the foreign country itself. To prepare 

oneself for this task, it is necessary to get on overview of the methodical issues that have to be faced when studying a foreign legal 

system. 

The lectures will mainly be dealing with methodological issues. After the basic definitions like sources of law, law and language, 

etc. are introduced, it has to be shown that law in the books might be quite different from the law that is actually governing a 

foreign country or society. The legal comparatist cannot only compare the written law of his home country with the written law of a 

foreign community but has to study its complete cultural environment to be able to present convincing results. 

That leads to the question of the purpose of comparative law studies. It is more than likely that other legal systems are facing the 

same legal problems as the home country of the comparatist. He might therefore want to look for possible solutions to a certain 

problem across the border, or he might simply be interested in a better understanding of the workings of other cultures or he is 

working on a unified legal system. 

The lecture also involves the study of different legal systems in existence on the globe. Doing this in Japan and knowing that the 

Japanese legal system was influenced by the German law in the Meiji era and after the end of the Second World War by the legal system 

of the United States of America, the introduction of foreign legal systems will be mainly restricted to the countries mentioned. 
２.授業内容 

第１回：Foreign Legal Systems  第２回：Continental Legal Systems  第３回：Common Law Systems  第４回：National Law 

第５回：International Law  第６回：Public International Law  第７回：Conflict of Laws in Public Law 

第８回：Private International Law  第９回：Transnational Law  第 10回：Supranational Law 

第 11回：Non legal regulatory measures  第 12回：Lex Mercatoria  第 13回：Soft Law  第 14回：Summary 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

To follow the lectures it is of course necessary to have a basic knowledge of the English language, its romaji characters and arabic 

figures. Furthermore a basic knowledge of the home country law of the participant is recommendable. It is very much appreciated to 

have participants from as many countries as possible to realize a comparative approach already in the classroom itself. 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

As example for all theoretical approaches actual cases will be discussed. The case studies will be based on very recent cases using 

newspaper articles. 

５.教科書 

There are several textbooks on comparative law in all relevant languages, as can be seen form the list provided in the next paragraph. 

For the purpose of this lecture, all this textbooks are too voluminous. If necessary, copies of certain texts will be provided to the 

participants. 

６.参考書 

German: 

Großfeld, Bernhard: Kernfragen der Rechtsvergleichung. Mohr Siebeck: Tübingen 1996 

Zweigert, Konrad/Kötz, Hein: Einführung in die Rechtsvergleichung. Mohr Siebeck: Tübingen 3. Aufl. 1996 

Kischel, Uwe: Rechtsvergleichung. C.H. Beck: München 2015 

English: 

Zweigert, Konrad/Kötz,Hein:  An Introduction to Comparative Law, Oxford University Press: Oxford 1998 (English translation of the 

German version named above) 

Grosswald Curran, Vivian: Comparative Law: An Introduction. Carolina Academic Press: Durham NC 2002 

Grossfeld, Bernhard: Core Questions of Comparative Law. Carolina Academic Press: Durham NC 2005 (English translation of the German 

version named above) 

De Cruz, Peter: Comparative Law in a Changing World, Routledge: Cavendish 3. ed.: 2008 

Husa, Jaakko: A New Introduction to Comparative Law. Hart Publishing: Oxford 2015 

Siems, Mathias: Comparative Law. Cambridge University Press: Cambridge 2. ed 2018 

Kischel, Uwe: Comparative Law. Oxford University Press: Oxford 2019 (English translation of the german version named above) 

Japanese: 

グロスフェルト・ベルンハード（著）『比較法文化論』 中央大学出版部,東京 2004 年 (Japanese Translation of the German version named above) 

滝沢 正（著）『比較法』 三省堂,東京 2009 年   五十嵐 清（著）『比較法ハンドブック〔第 2 版〕』 勁草書房,東京 2012 年 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 It is of course possible to contact the teacher immediately after the lesson, but as time between lessons is short, this will not 

always be possible. The preferred method therefore is to write an e-mail to the teacher. If necessary a personal talk with the teacher 

on the Surugadai Campus of the university can be arranged via e-mail.   

８.成績評価の方法 
The evaluation is equally grounded on active participation (e.g. asking and answering questions) and the final written test, 

respectively presentation. 

９.その他 
＊当科目は英語により授業を実施する。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

比較憲法Ⅰ 大津 浩 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 比較憲法史の観点からイギリスとフランスにおける近代立憲主義、民衆型立憲主義、現代立憲主義の基本を学ぶ。特に、フランスの憲法史は比較

憲法史の中心的な題材なので、その成立と展開を詳しく学ぶことにする。イギリスについては比較憲法史の視点をより明確にするために現代立憲主

義の変容と欧州統合の関係についても本授業で学ぶこととする。比較憲法は、日本国憲法の基本理念・原理・制度をより良く理解するうえで不可欠

のものである。 

【到達目標】 

 受講生は講義並びに授業中の質疑討論を通じて、近代立憲主義と現代立憲主義の基本理念・原理・制度をより良く理解し、日本国憲法自体のより

良い理解を得られるようになることが目標である。加えて、秋学期に学ぶドイツとアメリカの立憲主義との比較のための視座を身に着け、また同じ

く秋学期で扱う比較憲法判例や立憲主義のグローバル化についての知識や基本視座を身に着けることも目標となる。 

２.授業内容 

 毎回レジュメと資料を配り、講義形式で授業を行う。必要に応じて、個別のテーマについて質疑討論を行うことがある。講義予定は以下の通りで

ある。 

 

第１回：a：イントロダクション 

第２回：比較憲法の方法論 

第３回：イギリスにおける近代立憲主義の成立 

第４回：イギリスにおける近代立憲主義の確立１ 

第５回：イギリスにおける近代立憲主義の確立２ 

第６回：イギリスにおける現代立憲主義の成立 

第７回：イギリスにおける現代立憲主義の変容と欧州統合・EU 離脱問題 

第８回：フランスにおける近代立憲主義の成立１ 

第９回：フランスにおける近代立憲主義の成立２ 

第１０回：フランスにおける近代立憲主義の展開１ 

第１１回：フランスにおける近代立憲主義の展開２ 

第１２回：フランスにおける現代立憲主義の成立 

第１３回：フランスにおける現代立憲主義の展開１ 

第１４回：フランスにおける現代立憲主義の展開２ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 必須条件ではないが、憲法（人権）Ⅰ、Ⅱ、憲法（統治）Ⅰ、Ⅱを単位修得しておくことが望ましい。 

 受講生は配布されるレジュメを、講義を聞きつつ充実させ、後から読み返しても十分に理解できるようにすること。授業内容が不明な場合には積

極的に質問すること。また適宜行う個別テーマに関する討論にも積極的に参加すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業後はレジュメに沿って必ず復習すること。 

 イギリスとフランスの憲法史の詳しい内容については、教師が文章化したものを Oh-o! Meiji に適宜アップロードする予定なので、授業の解説

だけでは十分にわからない受講生は、予習・復習としてこの文章化された授業内容も読了すること。 

５.教科書 

 初宿正典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集』（第 5 版，三省堂，2020 年） ※すでに 2017 年出版の「第 4 版」を持っている者はそれでも構わ

ない。 

６.参考書 

 辻村みよ子『比較憲法』（第 3版，岩波書店，2018年） 

 辻村みよ子・糠塚康江『フランス憲法入門』（三省堂，2012 年） 

 杉原泰雄『憲法の歴史』（岩波書店，1996 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 復習のために Oh-o! Meiji で小テストを実施し、解答締切後は正解を示すだけでなく、毎回、詳しい解説をフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
定期試験（80％）、小テストないし課題（15%）、その他の授業参加の積極度（5％）により評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

比較憲法Ⅱ 大津 浩 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 ドイツとアメリカの比較憲法史を題材に、近代立憲主義、外見的立憲主義、現代立憲主義の対抗と展開について学んだあと、春学期の授業内容を

踏まえてフランス、ドイツ、アメリカの 3か国に焦点を当て、現代の成文憲法の分析を通じて現代立憲主義の特質とグローバル化の下でのその変容

を学ぶ。特に違憲立法審査制の発展に基づく 3 か国の憲法判例の展開を概観することで、現代のグローバル化した立憲主義が提起する諸課題を考察

する。 

【到達目標】 

 受講生は講義並びに授業中の質疑討論を通じて、ドイツとアメリカの憲法史並びに現行憲法の特徴を理解するとともに、西洋各国の現代憲法の

原理・制度・憲法判例をより良く理解し、日本国憲法の現代的変化についてもより良い理解を得られるようになることが目標である。加えて、現代

立憲主義とグローバル立憲主義の展開状況と憲法判例の展開方向を十分に理解できる力を身につけることを目指す。 

２.授業内容 

 レジュメと資料を配布し、講義形式で授業を行う。必要に応じて、個別テーマに関する質疑討論を行うことがある。講義予定は次の通りである。 

 

第１回：a) 授業ガイダンス、ドイツにおける近代立憲主義の試みと挫折 

第２回：ドイツにおける外見的立憲主義の成立 

第３回：ドイツにおける外見的立憲主義の展開 

第４回：ドイツにおける現代立憲主義の成立と挫折 

第５回：ドイツにおける現代立憲主義の再確立と展開 

第６回：アメリカ近代憲法の成立の意義 

第７回：アメリカ近代憲法の展開 

第８回：アメリカ現代憲法の展開 

第９回：アメリカの立憲主義の諸特徴 

第１０回：現代憲法判例分析１（公職における男女平等、積極的差別是正措置） 

第１１回：現代憲法判例分析２（欧州統合と憲法改正１） 

第１２回：現代憲法判例分析３（欧州統合と憲法改正２） 

第１３回：現代憲法判例分析４（基本権保護義務と私人間効力） 

第１４回：現代憲法判例分析５（信教の自由、表現の自由保障に見る憲法の多様性） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 必須条件ではないが、憲法（人権）Ⅰ、Ⅱ、憲法（統治）Ⅰ、Ⅱを単位修得、比較憲法Ⅰを履修しておくことが望ましい。 

 受講生は配布されるレジュメを、講義を聞きつつ充実させ、後から読み返しても十分に理解できるようにすること。授業内容が不明な場合には積

極的に質問すること。また適宜行う個別テーマに関する討論にも積極的に参加すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 授業後はレジュメに沿って必ず復習すること。また、可能な範囲で参考書で予習しておくこと。 

 ドイツとアメリカの憲法史の詳しい内容については、教師が文章化したものを Oh-o! Meiji に適宜アップロードする予定なので、授業の解説だ

けでは十分にわからない受講生は、予習・復習としてこの文章化された授業内容も読了すること。 

５.教科書 

 初宿正典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集』（第 5 版，三省堂，2020 年） ※すでに 2017 年出版の「第 4 版」を持っている者はそれでも構わ

ない。 

６.参考書 

 憲法訴訟研究会編『続・アメリカ憲法判例』（有斐閣，2014 年） 

 樋口範雄他編『アメリカ法判例百選』（別冊ジュリスト 213，有斐閣，2012 年） 

 フランス憲法判例研究会編『フランスの憲法判例』（信山社，2002 年），『フランスの憲法判例Ⅱ』（信山社，2013年） 

 ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例』（信山社，1996年），『ドイツの憲法判例１』（第 2 版，信山社，2003 年），『ドイツの憲法判例Ⅱ』

（第 2 版，信山社，2006 年），『ドイツの憲法判例Ⅲ』（信山社，2008 年），『ドイツの憲法判例Ⅳ』（信山社，2018 年） 

 辻村みよ子『比較憲法』（第 3版，岩波書店，2018年） 

 辻村みよ子・糠塚康江『フランス憲法入門』（三省堂，2012 年） 

 松井茂記『アメリカ憲法入門』（第 8 版，有斐閣，2018 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 復習のために Oh-o! Meiji で小テストを実施し、解答締切後は正解を示すだけでなく、毎回、詳しい解説をフィードバックする。 

８.成績評価の方法 
定期試験（80％）、小テストないし課題（15%）、その他の授業参加の積極度（5％）により評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

アメリカ法Ⅰ 佐々木 秀智 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

アメリカ法思想の理解 

この講義では、現代アメリカ法の思想的な背景について解説する。 

アメリカ法の特徴の１つに歴史的継続性というものがある。最近の実際のアメリカ法の判決文においても、アメリカの法制史に関する知識が前提

とされている場合が多く、ただ現在の状況だけを理解するだけでは、不十分である。 

この講義は、現代のアメリカ法の前提となっている法思想、歴史的背景を理解できるようになることを目的とする。 

２.授業内容 

第１回：わが国におけるアメリカ法の継受（1） 

第２回：わが国におけるアメリカ法の継受（2） 

第３回：アメリカ法研究の意義とその方法 

第４回：      〃 

第５回：アメリカ法の歴史（アメリカの独立） 

第６回：    〃    （南北戦争以前の状況） 

第７回：    〃    （産業革命とアメリカ法の確立） 

第８回：    〃    （法現実主義の時代） 

第９回：アメリカ法の思想的背景（個人主義）（1） 

第 10回：      〃           （2） 

第 11回：      〃     （関係の法理） 

第 12回：      〃     （ピューリタンの思想） 

第 13回：      〃     （開拓者精神） 

第 14回：      〃     （その他） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

レジュメ・プリント配布等は、Oh-o! Meijiシステムを通して行う。また、出席はとらない。 

憲法・民法・刑法の基本知識を前提とした授業を行う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

指定教科書の該当箇所を読んでおいてください。 

 

【復習すべき内容】 

授業で提示した問題について、授業で紹介した文献・サイト等にアクセスして調べてください。 

５.教科書 

『アメリカ法入門（第５版）』伊藤正己・木下毅（2012 年，日本評論社） 

『アメリカ法判例百選』樋口他編（2012年，有斐閣） 

６.参考書 

授業中適宜指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験を実施した後、全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
試験による（100％）。なお、積極的な授業態度の学生に対しては、別途評価する。 

９.その他 
この講義では、アメリカ法への関心の強さと努力を惜しまない姿勢だけが必要である。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

アメリカ法Ⅱ 佐々木 秀智 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

アメリカ法の基本枠組みの理解 

本講義は、アメリカ法に関する基本的枠組みを解説する。ここで「アメリカ法」といっているが、わが国の憲法、民法、刑法のように、すべての分

野で全米統一的な法典があるわけではない。したがって、アメリカの法制度全てをフォローすることはできない。個々の法制度に関しては、各自で

調べてもらうほかはない。 

本講義は、このような各自の試みに、基本的な方向性を示すことを目的とする。 

２.授業内容 

第１回：アメリカ法の法源（総論） 

第２回：アメリカ法の法源（判例法主義１） 

第３回：アメリカ法の法源（判例法主義２） 

第４回：アメリカ法の法源（制定法、その他） 

第５回：司法審査制（１） 

第６回：司法審査制（２） 

第７回：陪審制度（１） 

第８回：陪審制度（２） 

第９回：当事者主義的訴訟構造（民事訴訟１） 

第 10回：当事者主義的訴訟構造（民事訴訟２） 

第 11回：当事者主義的訴訟構造（刑事訴訟１） 

第 12回：当事者主義的訴訟構造（刑事訴訟２） 

第 13回：連邦法と州法 

第 14回：アメリカの法律家 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

レジュメ・プリント配布等は、Oh-o! Meijiシステムを通して行う。また、出席はとらない。 

憲法・民法・刑法の基本知識を前提とした授業を行う。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

指定教科書の該当箇所を読んでおいてください。 

 

【復習すべき内容】 

授業で提示した問題について、授業で紹介した文献・サイト等にアクセスして調べてください。 

５.教科書 

『アメリカ法入門（第５版）』伊藤正己・木下毅（2012 年，日本評論社） 

『アメリカ法判例百選』樋口他編（2012年，有斐閣） 

６.参考書 

授業中適宜指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験を実施した後、全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
試験による（100％）。なお、積極的な授業態度の学生に対しては、別途評価する。 

９.その他 
この講義では、アメリカ法への関心の強さと努力を惜しまない姿勢だけが必要である。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

イギリス法Ⅰ 菊池 肇哉 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

概要：世界の様々な法系の中で大陸法と並び二大法系と並び称されるコモン・ローについて、英国法を中心としてその発達の経緯及び特徴を解説し

ます。Ⅰでは主に、英米法の基本的特徴を扱います。 

到達目標：全く違った思考経路による英米法の詳細を学ぶことにより、三、四年になるまで培ってきた主に大陸法をベースとする自国の法の理解と

見識を広げる。学部法学教育の仕上げとして若干の比較法的視点と国際的視野を涵養する。 

２.授業内容 

第１回：英国法を学ぶ意味    世界の法系と英米法    法系 Legal Family という言葉の意味 

    特にローマ法、ゲルマン法、ゲルマン法の一部としてのコモン・ロー   世界を二分する西洋文明法の二大潮流としての大陸法、英米法 

第２回：明治以降の日本に於ける外国法受容の状況：明治 14 年の政変の意味    英法学校    仏、英法の衰退とドイツ法学の導入 

第３回：コモン・ローとは何か？    Curia regis、 Witanagemoot、ゲルマン法における三権の融合と 

    モンテスキューの近代的三権分立理論    慣習法とは何か？共同体裁判 communal justice 法発見   コモン・ローの成立と沿革 

第４回：コモン・ロー法系の世界への伝播    混合法域 スコットランド、南アフリカ 

第５回：コモン・ローの様々な特質について 

第６回：訴訟法を中心としたコモン・ロー体系の発展 メイトランド『コモン・ローにおける訴訟方式』  

なぜ、forms of action が重要なのか？    訴訟法的権利保護の体系 

第７回：判例法 Case Law とは何か？判例法は慣習か？    学識法としてのローマ法と実務法としてのコモン・ロー    １Ratio decidendi と obiter dicta、     

先例拘束性、古い原理か新しい原理か？    法解釈と法創造の虚実皮肉：裁判官におかる法形成機能を認めるか。 

    Candler v. Crane、 Chrismas & Co.、 [1951]のデニング判事による反対意見    法技術としての擬制 fictio legis と fraus legis 法の詐欺・脱法 

    クック「In fictione legis semper est aequitas.法的擬制には常に衡平が存在する」 

第８回：判例法とは何か？2 イギリスにおける判例法の調べ方    実習を含む 

第９回：制定法：18 世紀におけるベンサム功利主義とコモン・ロー制定法化運動    ベンサムによるブラックストン『英法釈義』批判 

    主権者命令説からの Judge made Law への批判    大陸法と英米法における制定法の解釈原則の違い 

    英米法においては、判例法・慣習法が主体であり、制定法は例外であった。    英米法の制定法 Statutes の制限的文理解釈の基本原則 

    議会主権の一部としての「後法優位の原則」 

第 10 回：ベンサム的理念の開花: 19 世紀英国における制定法改革 

第 11 回：コモン・ローの今一つの法源、各種権威的典籍 authorities について 

第 12 回：Common Law と Equity 総論 メイトランド『エクイティ』    Lord Chancellor 大法官の機能と沿革 大法官府と writ と bill 

    本来は国王の礼拝堂を司る内向きの役職    カンタベリー大司教に次ぐ、第二位    僧職者としての大法官 カノン法、道徳神学の影響 

    クラレンドン第二法    「2005 年憲法改革法」（Constitutional Reform Act 2005）による大法官の司法権能の喪失 

第 13 回：Common Law と Equity 各論 特に契約保護と信託の沿革について 

第 14 回：現在のイギリスの司法制度      ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 英語のビデオ映像なども多用するつもりです。適宜、通訳するので、英語が聞き取れる必要はありません。私の授業では歩留まりを考え、脳が疲れてきたら少し休み、

水や糖分・食べ物を補給して構いません。古いもので構いませんので英米法辞典と英語の大辞典が入った電子辞書が手元にありますと良いです。ローマ法や中世近世の

ローマ法学について、コモン・ローとの対比で話す場合も多いです。 

 リラックスして受けて頂いて構いませんが、他人の受講の迷惑になる授業中の私語とスマートフォンの使用は禁止いたします。 

 レジュメ及び参考資料は比較的に多く配布するつもりですが、人数が多いですので、資料の WEB からのダウンロードを考えております。その場合、授業前に各自自分

の責任でプリントアウトして用意してきていただくことになります。授業内容は学生さんの理解を見ながら調整いたします。文科省通達にのっとり、5 回以上（5 回含む）

の欠席で「失格」となり、考査を受けられなくなるので注意してください。「失格」の場合は、再試験の対象となりません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教材がアップデートされている場合は、あらかじめ Oh-o!Meiji システムからプリントをダウンロードし、それを読んでおく。 配られた、プリントは、ファイルし

て管理しておく。 枚数が多いので、プリントを先に配って 2－3 回後の授業で、言及することも多いので授業を休まないようにしてください。 

５.教科書 

加藤紘捷『概説イギリス憲法 第 2 版: 由来・展開そして EU 法との相克』(2015)  

矢頭敏也他『英米法序説』 適宜、関連プリント、レジュメなども配布する。 

田中和男『英米法概論』は有斐閣オンデマンドで購入できます。興味のある方は是非購入して下さい。 

６.参考書 

 田中和男『英米法概論』 田中英夫『英米法総論』上下 東京大学出版会『英米法辞典』  幡新大実『イギリスの司法制度』  

田中英夫他『外国法の調べ方―法令集・判例集を中心に』『英米の裁判所と法律家―田島裕著作集 3』 

フィリップ S.ジェームズ矢頭敏也他訳『イギリス法（上）公法』『イギリス法（下）私法』J・ベイカー小山貞夫訳『イングランド法制史概説』 

J・ベイカー深尾祐造訳『イギリス法史入門』1&2。 
７.課題に対するフィードバックの方法  
小テスト、考査等に対する論評を行う。 

８.成績評価の方法 
 平常点（授業態度・小テスト等）10％ 試験 90％  5 回以上の欠席で、考査を受けても失格扱いになりますので、注意してください。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

イギリス法Ⅱ 菊池 肇哉 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

概要：世界の様々な法系の中で大陸法と並び二大法系と並び称されるコモン・ローについて、英国法を中心としてその発達の経緯及び特徴を解説す

る。Ⅱでは、司法制度を含め少し各論的内容に踏み込むが、コモン・ロー固有の特質も継続的に扱う。 

到達目標：全く違った思考経路による英米法の詳細を学ぶことにより、三、四年になるまで培ってきた主に大陸法をベースとする自国の法の理解と

見識を広げる。学部法学教育の仕上げとして若干の比較法的視点と国際的視野を涵養する。 

２.授業内容 

第１回：中世王権と法の優越 

第２回：マグナ・カルタ 

第３回：法の支配 1 

    英国固有の概念か？ 

    旧約聖書における王権論『列王伝』がブラクトンに於ける法の支配に与えたコンテクスト 

    ブラクストンによるアゾ標準注釈の使用 

第４回：法の支配 2 

    スチュアート朝でのクックとジェームズ 1 世の争い 

    王禁止令状 Prohibition de Roy事件 

    「国王は神と法の下には服さねばならない」の「法」は本当にコモン・ローか？ 

第５回：法の支配 3 

    ダイシー理論による法の支配、議会主権とのリンク 

第６回：法の支配の動揺とホイッグ史観 個人主義から集散主義へ 

第７回：福祉国家概念と委任立法、行政裁判所 

第８回：5人の騎士事件とボナム医師事件 

第９回：アメリカにおける違憲立法審査権 実体的デュー・プロセスと憲法革命 

第 10回：イギリスにおける法の支配と議会主権 

第 11回：委任立法と行政審判所 

第 12回：ドノモア委員会とフランクス委員会 権限愉悦と自然的正義 

第 13回：各行政審判所の実態 

第 14回：議会主権の原則と EU 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 英語のビデオ映像なども多用するつもりです。適宜、通訳するので、英語が聞き取れる必要はありません。私の授業では歩留まりを考え、脳が疲

れてきたら少し休み、水や糖分・食べ物を補給して構いません。古いもので構いませんので英米法辞典と英語の大辞典が入った電子辞書が手元にあ

りますと良いです。ローマ法や中世近世のローマ法学について、コモン・ローとの対比で話す場合も多いです。 

 リラックスして受けて頂いて構いませんが、他人の受講の迷惑になる授業中の私語とスマートフォンの使用は禁止いたします。 

 レジュメ及び参考資料は比較的に多く配布するつもりですが、人数が多いですので、資料の WEB からのダウンロードを考えております。その場

合、授業前に各自自分の責任でプリントアウトして用意してきていただくことになります。授業内容は学生さんの理解を見ながら調整いたします。

5 回以上（5回含む）の欠席は「失格」扱いとなり、考査を受けられないので注意してください。「失格」ですと再試験の受験ができません。秋学期

は理解を積み上げていくので、最初の 5 講への出席が重要です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教材がアップデートされている場合は、あらかじめ Oh-o!Meijiシステムからプリントをダウンロードし、それを読んでおく。 

 プリントは、ファイルして管理しておく。 

 枚数が多いので、プリントを先に配って 2－3 回後の授業で、言及することも多いので授業を休まないようにしてください。 

５.教科書 

 加藤紘捷『概説イギリス憲法 第 2 版: 由来・展開そして EU 法との相克』(2015) 

６.参考書 

 田中和男『英米法概論』 田中英夫『英米法総論』上下 東京大学出版会『英米法辞典』 

 幡新大実『イギリスの司法制度』 田中英夫他『外国法の調べ方―法令集・判例集を中心に』『英米の裁判所と法律家―田島裕著作集 3』フィリ

ップ S.ジェームズ矢頭敏也他訳『イギリス法（上）公法』『イギリス法（下）私法』J・ベイカー小山貞夫訳『イングランド法制史概説』J・ベイカ

ー深尾祐造訳『イギリス法史入門』1&2。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テスト、考査等に対する論評を行う。v 

８.成績評価の方法 
 平常点（授業態度・小テスト等）10％ 試験 90％ 

5 回以上の欠席で、考査を受けても失格扱いになりますので、注意してください。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

フランス法Ⅰ 吉井 啓子 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の概要≫ 

 ナポレオン法典成立までのフランス法の歴史、フランスの裁判制度の特徴大学での法学教育と法曹養成制度、フランス法の法源について学ぶ。毎

回講義テーマに関連するトピックを取り上げ、できるだけ具体的・多角的にフランス法のイメージをつかんでもらうよう心がける。 

 その日の授業テーマに関する小レポートを毎回実施することで、授業内容を理解できているかをチェックする。小レポートは Oh-o! Meiji を通

じて提出してもらう。翌週の授業で全体講評をするほか、希望する受講生には個別コメントを返信する（希望者のみ、3 年生・4 年生交互に実施）。

全体講評・個別コメントをふまえて、修正版を提出することも可能とする。 

≪授業の到達目標≫ 

 フランス法の基本的な構造および歴史的な発展過程を理解する。 

２.授業内容 

第１回：フランス法の基本文献、フランス法の基本構造 

第２回：フランス法の歴史（１）－古法時代～中間法時代 

第３回：フランス法の歴史（２）－近代法時代、民法典の成立<1> 

第４回：フランス法の歴史（３）－民法典の成立<2> 

第５回：裁判制度（１）－特徴 

第６回：裁判制度（２）－司法裁判所 

第７回：裁判制度（３）－行政裁判所 

第８回：裁判制度（４）－特殊な裁判所 

第９回：裁判制度（５）－法律家の役割 

第 10回：法学教育と法曹の養成（１）－高等教育機関における法学教育 

第 11回：法学教育と法曹の養成（２）－法曹二元 

第 12回：法源（１）－制定法 

第 13回：法源（２）－フランスにおける法典（Code）の意義、判例、その他の法源、学説の役割 

第 14回：春学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 小レポートは Oh-o! Meiji を通じて提出してもらう。全体講評・個別コメント（希望者のみ、3年生・4 年生交互に実施）をふまえて修正版を提

出することも可能である。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 ≪準備学習の内容≫ 

 あらかじめ Oh-o! Meiji にアップされたレジュメを読んでおくこと。各回のテーマにつき、第 1 回授業時に紹介する参考文献・レジュメに書か

れた参考文献などを手がかりに、簡単な下調べをしておくこと。 

 ≪復習の内容≫ 

 毎回実施する小レポートを書いてみて自分が理解できていないと感じた事柄について、十分に復習しておくこと。 

５.教科書 

 特に指定しない。レジュメを毎回配布する。 

６.参考書 

 滝沢正『フランス法』（三省堂）。その他のフランス法に関する基本文献については、第１回授業時にリストを配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回実施する小レポートについて全体講評および Oh-o!Meijiを通じた個別コメント返信（希望者のみ、3年生・4年生交互に実施）を行う。 

８.成績評価の方法 
 授業内小レポートが 40％、期末試験が 60％。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

フランス法Ⅱ 吉井 啓子 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の概要≫ 

 本講義では、フランス法Ⅰで学ぶフランス法の基本構造・歴史をふまえて、フランスの私法分野における現代的な問題につき検討する。毎回講義

テーマに関連するトピックを取り上げ、できるだけ具体的・多角的にフランス法のイメージをつかんでもらうよう心がける。 

 その日の授業テーマに関する小レポートを毎回実施することで、授業内容を理解できているかをチェックする。小レポートは Oh-o!Meiji を通じ

て提出してもらう。翌週の授業で全体講評をするほか、希望する受講生には個別コメントを返信する（3年生・4年生交互に実施）。 

≪授業の到達目標≫ 

 フランスの私法分野における現代的な問題の検討を通じて、フランス私法の特質を理解する。  

 

２.授業内容 

第１回：家族をめぐる問題①－氏と名前 

第２回：家族をめぐる問題②－婚姻と PACS 

第３回：家族をめぐる問題③－離婚 

第４回：家族をめぐる問題④－相続における生存配偶者の権利 

第５回：財産をめぐる問題①－所有権の支分権その１ 

第６回：財産をめぐる問題②－所有権の支分権その２ 

第７回：財産をめぐる問題③－区分所有その１ 

第８回：財産をめぐる問題④－区分所有その２ 

第９回：財産をめぐる問題⑤－動物法その１ 

第 10回：財産をめぐる問題⑥－動物法その２ 

第 11回：契約をめぐる問題－2016 年債務法改正と枠契約 

第 12回：担保をめぐる問題①－物的担保 

第 13回：担保をめぐる問題②－人的担保 

第 14回：秋学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 フランス法 Iを受講していることが望ましい。受講していない場合は、あらかじめ滝沢正『フランス法』（三省堂）などでフランス法の基本構造

を勉強したうえで参加してほしい。 

 小レポートは Oh-o! Meijiを通じて提出してもらう。全体講評・個別コメント（希望者のみ）をふまえて修正版を提出することも可能である。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 ≪準備学習の内容≫ 

 あらかじめ Oh-o! Meiji にアップされたレジュメを読んでおくこと。余力のある受講生は、各回のテーマにつき、第 1 回授業時に紹介する参考

文献・レジュメに書かれた参考文献などを手がかりに、簡単な下調べをしておいてほしい。 

 ≪復習の内容≫ 

 毎回実施する小レポートを書いてみて自分が理解できていないと感じた事柄について、十分に復習しておくこと。 

５.教科書 

 特に指定しない。レジュメを毎回配布する。 

６.参考書 

 フランス法に関する基本文献については、第１回授業時にリストを配布する。テーマごとの参考文献はレジュメに記載する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回実施する小レポートについて全体講評および Oh-o!Meijiを通じた個別コメント返信（希望者のみ、3年生・4年生交互に実施）を行う。 

８.成績評価の方法 
 毎回の授業で提出してもらう小レポートによる（100％）。期末試験は実施しない。 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

ドイツ法Ⅰ メンクハウス 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

日本におけるドイツ法の意義は主に次の 3 点に明確に表れる。第１に明治時代のドイツ法の継受以来、その後もドイツ法の変遷は日本で綿密に研

究された。第２に現代ドイツと日本の顕著な共通点―経済大国、技術大国、少子高齢化が進むことなどを踏まえ両国相互間の幅広い学習が可能であ

る。第３に、ドイツが EU 創立加盟国であることからドイツ法観点によって EU法の発展の研究への寄与が可能。講義ではドイツ法の概要しか紹介で

きないが、日本法との比較によって理解しやすくなっている。 

２.授業内容 

第１回： 基本法Ⅰ：  憲法の歴史的背景 

第２回： 基本法Ⅱ：  憲法学の内容 

第３回： 基本法Ⅲ：  国家の構成予見とその憲法定め 

第４回： 基本法Ⅳ：  国家紋章とその憲法定め 

第５回： 基本法Ⅴ：  国家形態 VIII 

第６回： 基本法Ⅵ：  国家目的 

第７回： 基本法Ⅶ： 基本権 

第８回： 基本法 VIII:  基本権の機能 

第９回： 基本法 IX:   基本権の制限 

第 10回：基本法 X:   国家統治 

第 11回：基本法 XI:  三権分立の意義 

第 12回：基本法 XII:  行政権 

第 13回：基本法 XIII: 立法権 

第 14回：基本法 XIV: 司法権 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

ドイツ法に興味を持って、高等学校または大学一年、二年生でドイツ語を第一または第二外国語として勉強していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

ドイツ法は日本法との比較で説明されています。そのために日本の六法全書と各ドイツ法律の日本語訳が必要です。 

５.教科書 

授業の初めに適当な文献を紹介する。 

 

 

６.参考書 

ドイツ各法律の日本語訳、必要な時に授業で紹介する。 

ドイツ連邦共和国外務省（編）『ドイツの実情』SOZIETÄTSVERLAG: 2018 年 

村上淳一/守矢健一/マルチュケ・ハンス ぺータ（著）『ドイツ法入門』改訂第９版 有斐閣 2018 年 

名雪健二（著）『ドイツ憲法入門』八チ代出版 2008年 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業の後に次の授業の前の時間帯で声をかけてもらってもよろしいがあまり時間がない可能性が高いのでメールで連絡してもらうのは一番良い方

法です。もし必要であればメールでのやり取りのうえで時間帯を決めって対面で駿河台校舎内で話ができます。 

８.成績評価の方法 
主に授業中での質疑応答と筆記試験。 

９.その他 
特にない 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

ドイツ法Ⅱ メンクハウス 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

日本におけるドイツ法の意義は主に次の 3 点に明確に表れる。第１に明治時代のドイツ法の継受以来、その後もドイツ法の変遷は日本で綿密に研

究された。第２に現代ドイツと日本の顕著な共通点―経済大国、技術大国、少子高齢化が進むことなどを踏まえ両国相互間の幅広い学習が可能であ

る。第３に、ドイツが EU 創立加盟国であることからドイツ法観点によって EU法の発展の研究への寄与が可能。講義ではドイツ法の概要しか紹介で

きないが、日本法との比較によって理解しやすくなっている。 

２.授業内容 

第１回：民法総則 I  民事法の歴史的拝見 

第２回：民法総則 II  ドイツ民法典史 

第３回：民法総則 III 権利と義務 

第４回：民法総則 IV  権利主体 

第５回：民法総則 V  権利能力 

第６回：民事総則 VI  行為能力 

第７回：民法創作 VII  法律行為 

第８回：民法総則 VIII  意思表示 

第９回：民法総則 IX  無因主義 

第 10回：民法総則 X  要式 

第 11回：民法総則 XI  物 

第 12回：民法総則 XII  代理 

第 13回：民法総則 XIII 権利と義務の消滅 

第 14回：民法総則 XIV  時効消滅 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

ドイツ法に興味を持って、高等学校または大学一年、二年生でドイツ語を第一または第二外国語として勉強していることが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

ドイツ法は日本法との比較で説明されています。そのために日本の六法全書と各ドイツ法律の日本語訳が必要です。 

５.教科書 

授業の初めに適当な文献を紹介する。 

６.参考書 

ドイツ各法律の日本語訳、必要な時に授業で紹介する。 

ドイツ連邦共和国外務省（編）『ドイツの実情』SOZIETÄTSVERLAG 201８年 

村上淳一/守矢健一/マルチュケ・ハンス ぺータ（著）『ドイツ法入門』改訂第９版、有斐閣 2018 年 

円谷峻（訳）『ドイツ民法総論』成文堂 2008 年 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業の後に次の授業の前の時間帯で声をかけてもらってもよろしいがあまり時間がない可能性が高いのでメールで連絡してもらうのは一番良い方

法です。もし必要であればメールでのやり取りのうえで時間帯を決めって対面で駿河台校舎内で話ができます。 

８.成績評価の方法 
主に授業中での質疑応答と筆記試験。 

９.その他 
特にない 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

中国法Ⅰ 鈴木 賢 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

現代中国法（中華人民共和国成立後の法をこう呼ぶ）の歴史と特徴的制度およびその運用について概説する。現代の日本法を含む西洋近代型法を相

対化し、世界には多元的な法が存在することを了解し、法についての複眼的視野の獲得を目指す。また、世界の超大国となり、大きな影響を与えて

いる中国について法の視角から理解を深める。また、一部に台湾法の歴史と現状についての内容を含める。受講生の法に対する批判的な目を養い、

自らが立っている位置の「特殊性」を認識させることを目標とする。Ⅰでは歴史、台湾法、憲法を扱う。 

 

到達目標 

・中国法の歴史的発展の特徴を知る 

・中国法の置かれた特殊な政治的環境を理解する 

・中国憲法の特徴を知る 

・法における党の位置づけについて理解する 

・台湾法の歴史的な流れと現状について知る 
２.授業内容 

第１回：中国法を学ぶ意義 

第２回：固有法概説 

第３回：近代法概説 

第４回：台湾法の歴史的展開 

第５回：台湾の同性婚法 

第６回：中華人民共和国法史Ⅰ 建国と民国法からの移行 

第７回：中華人民共和国法史Ⅱ ソビエト法からの学説継受期 

第８回：中華人民共和国法史Ⅲ ソビエト法からの法典継受期 

第９回：中華人民共和国法史Ⅳ 大陸法への回帰と法のグローバル化 

第 10回：憲法Ⅰ 基本原理 

第 11回：憲法Ⅱ 国家機構 

第 12回：憲法Ⅲ 基本的権利義務（人権） 

第 13回：憲法Ⅳ 憲法保障制度と憲法の司法化 

第 14回：中国法の法源、中国法と共産党 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

秋学期の中国法Ⅱとセットで受講することを勧める。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業には、教科書を予め読んで出席して下さい。 

５.教科書 

鈴木賢・高見澤磨・宇田川幸則・徐行著『現代中国法入門［第９版］』（有斐閣外国法入門双書，2022年） 

６.参考書 

高見澤磨・鈴木賢『中国にとって法とは何か』（岩波書店，2010年） 

高見澤磨・鈴木賢編『要説 中国法』（東京大学出版会，2017 年） 

「中国」中村睦男ほか編『世界の人権保障』（三省堂，2017 年） 

初宿ほか編『新解説 世界憲法集』第 5 版（三省堂，2020 年） 

鈴木賢『台湾同性婚法の誕生』（日本評論社，2022 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 模範解答例を公表する。 

８.成績評価の方法 
リアクションペーパー30 点、定期試験（70 点）により評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

中国法Ⅱ 鈴木 賢 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

現代中国法（中華人民共和国成立後の法をこう呼ぶ）の歴史と特徴的制度およびその運用について概説する。中国はいいまや世界の超大国であり、

日本とも密接な関係にある。その法をブラックボックスに入れておくわけにはいかないという意味でも、中国法を知る意義は大きい。また。現代の

日本法を含む西洋近代型法を相対化し、世界には多元的な法が存在することを了解し、法についての複眼的視野の獲得を目指す。受講生の法に対す

る批判的な目を養い、自らが立っている位置の「特殊性」を認識させることを目標とする。Ⅱでは行政法、民法、企業活動と法、市民生活と法、民

事訴訟法、司法制度を扱う。 

 

到達目標 

・中国における法による行政の問題点を知る 

・中国労働法、社会保障法、民法、商事法、司法制度の特徴を理解する 

・中国市民にとっての法の位置づけを理解する 

・中国法が実効性を欠く原因を理解する 
２.授業内容 

第１回：中国法の歴史的位相 

第２回：行政法Ⅰ 行政行為法 

第３回：行政法Ⅱ 行政救済法・行政組織法 

第４回：民法Ⅰ 民法形成史 

第５回：民法Ⅱ 総則、物権 

第６回：民法Ⅲ 契約、不法行為 

第７回：民法Ⅳ 知的財産権、人格権 

第８回：企業活動と法Ⅰ 会社法・企業法 

第９回：企業活動と法Ⅱ その他の商事法、競争法 

第 10回：市民生活と法Ⅰ 婚姻法 

第 11回：市民生活と法Ⅱ 相続法 

第 12回：市民生活と法Ⅲ 労働法 

第 13回：市民生活と法Ⅳ 社会保障法 

第 14回：司法制度 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

春学期に開講する中国法Ⅰとセットで履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業には、教科書を予め読んで出席して下さい。 

５.教科書 

鈴木賢・高見澤磨・宇田川幸則・徐行著『現代中国法入門［第９版］』（有斐閣外国法入門双書，2022年） 

６.参考書 

高見澤磨・鈴木賢『中国にとって法とは何か』（岩波書店，2010年） 

高見澤磨・鈴木賢編著『要説 中国法』（東京大学出版会，2017年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 試験の模範解答例を公表する。 

８.成績評価の方法 
リアクションペーパー30 点、定期試験 70 点により評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

ＥＵ法Ⅰ 佐藤 智恵 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 EU はドイツ、フランス、オランダ、デンマーク等ヨーロッパの 27 ヶ国によって構成される国家の集まりであるとともに、巨大な域内市場を抱え

る経済的にも重要なアクターです。EU 域内には多くの日本企業が拠点を設けており、また、多くの日本製品（工業製品・農産品等）が EU に輸出さ

れている等、EU は日本にとって重要なパートナーです。環境問題をはじめとする地球規模の課題についても、日・EU 首脳会議や実務者レベルでの対

話を通じて協力を進めています。 

 2019年 2 月には日・EU間で経済連携協定（EPA）が発効し、物品貿易、知的財産権の保護、投資の促進等において日本と EU の関係は緊密なもの

となっています。EU に参加する 27 ヶ国は、国境のない一つの市場を形成しており、そこでは人・もの・サービス・資本の自由移動が実現されてい

ます。EUは EU 法を共通法として制定しており、EU 域内に日本製品を輸出する場合や、EU 域内の企業とビジネスを行うに当たっては、EU 法の知識が

不可欠となっています。 

 この授業では、EU法の基本原則、理論、法制度等を理解することを目標にします。 

 この授業では、2009 年 12 月に発効したリスボン条約を踏まえ、EU 法に関する基本的知識を教授します。具体的には、EU 法秩序（EU 法の種類、

位階制）、EU の組織法、EU 法の基本原則、EU 法の履行確保制度等について関連する判例も参照しながら説明します。EU が抱える現代的な問題（環

境・エネルギー政策等）にも適宜ふれながら講義を行います。 
２.授業内容 

第１回：ヨーロッパ統合と EU の歴史 

第２回：EU 法の法源 

第３回：EU の権限 

第４回：EU の組織（１） 

第５回：EU の組織（２） 

第６回：EU の司法制度 

第７回：EU 法の直接効果（１）総論 

第８回：EU 法の直接効果（２）各論 

第９回：EU 法の優越性 

第 10回：EU 法の履行確保制度 

第 11回：EU 法に基づく人権保護 

第 12回：EU 法上の権利の救済（１）総論 

第 13回：EU 法上の権利の救済（２）各論 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この授業は対面授業です。また、公平性の観点から、授業に係る全ての質問等は授業時間中のみ受け付け、履修生全員で共有します。 

小テストの日程を公表するので、最初の授業は必ず出席すること。 

授業を理解する上で、「国際法」、「国際組織法」の講義を履修することが望ましい。履修していない場合には、各自で勉強すること。 

講義を理解するためには、授業に出席するとともに、各自、予習・復習することが必須です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習について： 

１．本講義専用のノートを作ること。 

２．教科書の該当箇所を読み、引用されている条文を条約集で確認すること。 

３．ノートの見開き左側にポイントを書くこと。 

復習について： 

１．予習時のノートの見開き右側に授業のポイントを加筆すること。 

２．自分で作成したノートを参照しながら、教科書・条約集等で確認すること。 

５.教科書 

①『ベーシック条約集 2023 年版』（東信堂，2023 年）。 

  ＊授業で扱う EU 条約・EU運営条約の全文が掲載されているので，必ず，持参のこと。 

②中西優美子『EU 法』（新世社，2012年）。 

③中西優美子編『EU政策法講義』（信山社，2022 年）。 

６.参考書 

中村民雄他『EU 法基本判例集 第３版』（日本評論社，2019 年）。 

中村民雄『EUとは何か 第 3 版』（信山社，2019 年）。 

庄司克宏『はじめての EU法』（有斐閣，2015 年）。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 この授業は対面授業であり、また、公平性の観点から、課題・その他質問に対するフィードバックは授業中のみ全員に対して行います。 

８.成績評価の方法 
下記（１）及び（２）の合計点で行います。 

（１）学期中に行う小テスト（２回）・・・５０%  

（２）学期末試験・・・５０％ 

成績評価は全履修生に公平に行います。 

９.その他 
授業を理解する上で、「国際法」、「国際組織法」の講義を履修することが望ましい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

ＥＵ法Ⅱ 佐藤 智恵 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 EU はドイツ、フランス、オランダ、デンマーク等ヨーロッパの 27 ヶ国によって構成される国家の集まりであり、総人口は約４．５億人です。EU

域内には多くの日本企業が拠点を設けており、また、多くの日本製品（工業製品・農産品等）が EU に輸出されている等、EU は日本にとって重要な

パートナーです。環境問題をはじめとする地球規模の課題についても、日・EU 首脳会議や実務者レベルでの対話を通じて協力を進めています。 

 2019年 2 月には日・EU間で経済連携協定（EPA）が発効し、物品貿易、知的財産権の保護、投資の促進等において日本と EU の関係は緊密なもの

となっています。EU に参加する 27 ヶ国は、国境のない一つの市場を形成しており、そこでは人・もの・サービス・資本の自由移動が実現されてい

ます。EUは EU 法を共通法として制定しており、EU 域内に日本製品を輸出する場合や、EU 域内の企業とビジネスを行うに当たっては、EU 法の知識が

不可欠となっています。 

 この授業では、卒業後に役立つ EU 法の専門知識の基礎を理解することを目標にします。 

 この授業では、「EU法 I」の授業で学んだことを基礎に、実体法としての EU法について事例を挙げながら説明します。具体的には、2009 年 12月

に発効したリスボン条約を踏まえ、EU がどのように共通法としての EU 法を形成しているのかについて、域内市場（人・もの・サービス・資本の自

由移動に関する法）、競争法（日本の独占禁止法に当たる法）、環境法を中心に講義を行います。 
２.授業内容 

第１回：EU 域内市場とは何か 

第２回：物の自由移動（１）関税 

第３回：物の自由移動（２）数量制限 

第４回：人の自由移動（１）総論 

第５回：人の自由移動（２）人の自由移動の効果 

第６回：サービス・資本の自由移動 

第７回：自由・安全・司法の領域（１）総論 

第８回：自由・安全・司法の領域（２）対外政策との関係 

第９回：EU 競争法（１）総論 

第 10回：EU 競争法（２）手続・履行確保 

第 11回：EU 環境法（１）EU環境法発展の歴史と EU環境法の基本原則 

第 12回：EU 環境法（２）海洋環境の保護とエネルギー政策 

第 13回：EU 環境法（３）海洋環境と生物資源の保護 

第 14回：まとめ                                ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この授業は対面授業です。また、公平性の観点から、授業に係る全ての質問等は授業時間中のみ受け付け、履修生全員で共有します。 

小テストの日程を公表するので、最初の授業は必ず出席すること。 

「EU法 I」を履修していることを前提に授業を行います。履修していない場合には各自で勉強すること。 

授業を理解する上で、「国際法」「国際組織法」「国際経済法」の授業を履修していることが望ましい。履修していない場合には各自で勉強すること。 

講義を理解するためには、授業に出席するとともに、各自、予習・復習することが必須です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

夏休み中に「EU 法 I」の授業内容を復習すること。 

予習について： 

１．本講義専用のノートを作ること。 

２．講義該当箇所の教科書を読み、引用されている条文を条約集で確認すること。 

３．ノートの見開き左側にポイントを書くこと。 

復習について： 

１．予習時のノートの見開き右側に授業のポイントを加筆すること。 

２．自分で作成したノートを参照しながら、教科書・判例集・条約集で確認すること。 

５.教科書 

①『ベーシック条約集 2023 年版』（東信堂，2023 年）。 

  ＊授業で扱う EU 条約・EU運営条約の全文が掲載されているので，必ず，持参のこと。 

②中西優美子編『EU政策法講義』（信山社，2022 年）。 

６.参考書 

中村民雄他『EU 法基本判例集 第３版』（日本評論社，2019 年）。 

中村民雄『EUとは何か 第 3 版』（信山社，2019 年）。 

庄司克宏『はじめての EU法』（有斐閣，2015 年）。 

庄司克宏『新 EU 法 政策篇』（岩波書店，2014 年）。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 この授業は対面授業であり、また、公平性の観点から、すべての課題・その他質問に対するフィードバックは授業中のみ全員に対して行います。 

８.成績評価の方法 
下記（１）及び（２）の合計点で行います。 

（１）学期中に行う小テスト（２回）・・・５０% 

（２）期末試験・・・５０% 

成績評価は、全履修生に公平に行います。 

９.その他 
「EU法 I」を履修していることを前提に授業を行います。 

授業を理解する上で、「国際法」「国際組織法」「国際経済法」の授業を履修していることが望ましい。 
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科目ナンバー : (LA)LAW341J 

経済法Ⅰ 山部 俊文 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 授業では、先ず、経済法の総論部分（経済法の意義、経済活動に対する国家の介入の態様、経済法における独占禁止法の位置付け等）を解説した

後、経済法の中心となる独占禁止法の規制のうち、 

(a) 独占禁止法の目的論、 

(b) 独占禁止法の基本概念、 

(c)独占禁止法の措置・手続、 

(d) 私的独占の規制、 

(e) 不当な取引制限の規制、 

(f) 事業者団体の規制、 

について、その解釈論等を解説します。 

 経済法・独占禁止法の理論と解釈論の修得が、この授業の目標となります。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション・経済法総論（１） 

第２回：経済法総論（２）・独占禁止法の目的論 

第３回：独占禁止法の基本概念（１）（事業者等・一定の取引分野等） 

第５回：独占禁止法の基本概念（２）（競争の実質的制限等） 

第６回：独占禁止法の措置・手続（１）（行政的規制） 

第７回：独占禁止法の措置・手続（２）（行政的規制・民事的規制・刑事的規制） 

第８回：私的独占の規制（１） 

第９回：私的独占の規制（２） 

第 10回：私的独占の規制（３）・不当な取引制限の規制（１） 

第 11回：不当な取引制限の規制（２） 

第 12回：不当な取引制限の規制（３） 

第 13回：不当な取引制限の規制（４）・事業者団体規制（１） 

第 14回：事業者団体規制（２） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（１）秋学期に経済法 II を履修することを前提としています（その方が望ましい）。 

（２）行政法、民事法、刑事法の知識（基礎的なものでよい）があるのが望ましいのですが、この講義の理解に必要な知識は、授業において、適宜、

解説します。 

（３）経済学の知識（これも基礎的なものでよい）があるのが望ましいのですが、この講義の理解に必要な知識は、授業において、適宜、解説しま

す。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 講義の該当部分について、予め教科書あるいは他の経済法・独禁法の概説書等を読んでおいて下さい。 

５.教科書 

（１）金井貴嗣ほか編著『独占禁止法〔第 6 版〕』（弘文堂・2018 年） 

＊2023年に第 3 刷が刊行されますので、できるだけ第 3刷を入手するようにして下さい。 

＊この書籍は、2020 年 2月に、令和元年までの法改正の概要を示した補遺が付された第 6版の第 2 刷が刊行されています。入手する場合は、必ず、

本の奥付を見て、2020 年 2 月刊行の（第 6 版の）『第 2 刷』、あるいは、上記の通り今年刊行の『第 3 刷』であること（『補遺』の冊子が付いている

こと）を確認して下さい。 

（２）他の文献については、上記の書籍を含め、初回の授業において紹介・解説しますが、以下のものが令和元年までの法改正を反映しています。 

＊岸井大太郎ほか『経済法（第 9版』（有斐閣・2020 年）（※入手する場合は、必ず、『第９版』であることを確認して下さい） 

＊川濵昇ほか『ベーシック経済法（第 5 版）』（有斐閣・2020年）（※入手する場合は、必ず、『第５版』であることを確認して下さい） 

＊泉水文雄『独占禁止法』（有斐閣・2022 年） 

６.参考書 

金井貴嗣ほか編『経済法審決・判例百選〔第 2 版〕』（有斐閣・2017年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  適宜、Oh-o!Meiji を利用する等して実施する。 

８.成績評価の方法 
 期末試験（筆記試験）を実施します。 

９.その他 
 特にありません。 
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科目ナンバー : (LA)LAW341J 

経済法Ⅱ 山部 俊文 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 独占禁止法の規制のうち、 

(a)企業結合規制、 

(b)不公正な取引方法の規制 

の解釈を解説します。 

 また、 

(c)国際取引の規制、 

(d)独占禁止法の適用除外（知的財産権の行使、協同組合の行為等）、 

(e)独占禁止法と事業法との関係等 

について解説します。 

 その他、春学期の経済法 I で取り上げた内容を踏まえ、必要に応じて、独占禁止法の措置・手続について解説します。 

 経済法・独占禁止法の理論と解釈論を修得することが、この授業の目標となります。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション（講義の概要説明）・企業結合規制（１）（総論） 

第２回：企業結合規制（２）（一般集中規制・結合関係） 

第３回：企業結合規制（３）（水平的企業結合） 

第４回：企業結合規制（４）（垂直的企業結合・コングロマリット企業結合） 

第５回：不公正な取引方法の規制（１）（総論・共同の取引拒絶等） 

第６回：不公正な取引方法の規制（２）（差別対価等） 

第７回：不公正な取引方法の規制（３）（不当廉売等） 

第８回：不公正な取引方法の規制（４）（再販売価格の拘束） 

第９回：不公正な取引方法の規制（５）（排他条件付取引・拘束条件付取引） 

第 10回：不公正な取引方法の規制（６）（優越的地位の濫用） 

第 11回：不公正な取引方法の規制（７）（抱き合わせ販売等） 

第 12回：不公正な取引方法の規制（８）（取引妨害等） 

第 13回：国際取引の規制・適用除外（知的財産権の行使・協同組合の行為）等 

第 14回：独占禁止法の措置・手続 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（１）春学期の経済法 I の履修を前提とします。 

（２）行政法、民事法、刑事法の知識（基礎的なものでよい）があるのが望ましいのですが、講義の理解に必要な知識は、授業において、適宜、解

説します。 

（３）経済学の知識（これも基礎的なものでよい）があるのが望ましいのですが、講義の理解に必要な知識は、授業において、適宜、解説します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 講義の該当部分について、予め教科書あるいは他の経済法・独禁法の概説書等を読んでおいて下さい。 

５.教科書 

金井貴嗣ほか編著『独占禁止法〔第 6 版〕』（弘文堂・2018 年）。 

＊2020 年 2 月に、令和元年の法改正を解説した『補遺』の付いた『第 2 刷』が刊行されています。入手する場合は、必ず、本の奥付を見て、2020

年 2 月刊行の第 6 版・第 2 刷、あるいは、2023 年刊行の第 6版・第 3 刷であること（そして『補遺』が付いていること）を確認して下さい。 

＊他の文献については、上記の本を含め、初回の授業において紹介・解説します。 

６.参考書 

金井貴嗣ほか編『経済法審決・判例百選〔第 2 版〕』（有斐閣・2017年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  適宜、Oh-o!Meiji を利用する等して実施します。 

８.成績評価の方法 
期末試験（筆記試験）を実施します。 

９.その他 
特にありません。 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

消費者法Ⅰ 池本 誠司 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 現代社会において多発する消費者被害の主な問題場面である訪問販売・電話勧誘被害、インターネット取引被害、投資取引被害などを素材とし

て、被害多発の要因と特徴、被害救済及び未然防止を目的とした消費者関連特別法の概要を学びます。 

 消費者法Ⅰは、消費者契約を巡る不当勧誘行為、不当契約条項、取引型不法行為などを巡り、消費者契約法、特定商取引法、利殖商法・金融商品

関連法などを中心に取り上げます。 

 

【到達目標】 

⑴ 民法総則の意思表示の瑕疵による取消権と消費者契約における不当勧誘行為による取消権との要件の違いを理解している。 

⑵ 書面交付義務とクーリング・オフ制度の意義、適用対象と要件、書面の記載不備の場合の効果を理解している。 

⑶ 民事規定による被害救済と行政規制による被害防止の組み合わせの主な規定を把握している。 

⑷ 主な消費者法制度を一般消費者に分かりやすく説明することができる。 

 
２.授業内容 

第１回：消費者被害の実態と消費者法の役割 

第２回：不当勧誘行為による契約と意思表示の取消権（消費者契約法①） 

第３回：訪問販売・電話勧誘販売被害とクーリング・オフ制度、過量販売解除権（特定商取引法①） 

第４回：訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入に対する法規制と被害防止対策（特定商取引法②） 

第５回：インターネット取引被害の防止策（特定商取引法③・情報通信関連特別法） 

第６回：インターネット取引被害の救済策（特定商取引法④） 

第７回：エステティック、学習指導等の継続的役務提供契約の被害と契約条項規制（特定商取引法⑤） 

第８回：消費者契約における不当契約条項の規制と改正民法の定型約款規定（消費者契約法②） 

第９回：マルチ商法、ねずみ講、内職商法等の利殖商法被害と法制度（特定商取引法⑥） 

第 10回：商品預託商法と出資法・預託等取引法による対応 

第 11回：投資勧誘取引被害と不法行為法理による救済 

第 12回：金融商品被害と金融商品取引法・金融商品販売法 

第 13回：消費者取引における過失相殺 

第 14回：a：期末試験、b：講義全体の振り返りと試験の解説 

 

＊授業内容は消費者問題の発生状況・消費者関連法の改正動向などにより変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 消費者法Ⅱを併せて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 毎回の講義のレジュメをクラス Webに事前に掲載するので、目を通しておくことを求めます。 

 特に、民法の関連法制度を確認しておき、消費者法制度の特徴点を知る観点で、事前に検討してください。 

【復習・情報収集】 

 授業のポイントについて、簡潔な授業確認レポートの課題を提示し、レポートの提出を求めます。 

 消費者被害事件の発生や消費者特別法の改正等の動向について随時紹介するので、国民生活センター・消費者庁等のホームページを検索するな

どして自ら情報収集に心掛けてほしい。 

５.教科書 

 日本弁護士連合会編「消費者法講義（第５版）」（日本評論社、2018 年刊） 

６.参考書 

 「消費法判例百選（第二版）」（別冊ジュリスト２４９号、有斐閣、２０２０年刊） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業確認レポートについては、次回の授業の中でコメントします。 

期末試験については、講評レジュメを配布します。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

 筆記試験８０％、授業ごとのレポート課題２０％ 

【成績評価の基準】 

（1）消費者法の主な規定・制度を理解しているか 

（2）消費者被害事例に消費者法の規定を適用することができるか 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

消費者法Ⅱ 池本 誠司 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】  

 消費者法Ⅰ（春学期）と同じ問題意識から、消費者法Ⅱでは、クレジット決済その他のキャッシュレス決済をめぐる課題と法制度、消費者金融な

どの消費者信用を巡る問題、製品の安全確保・被害拡大防止の法制度と欠陥商品被害の救済、広告表示を巡る法制度の展開など多様な消費者被害分

野を取り上げつつ、被害救済と防止に向けた消費者特別法の展開を検討します。 

 各分野の具体的な問題事例を出発点として、割賦販売法、貸金業法、製造物責任法、景品表示法、消費者安全法、消費者基本法等の特別法の概要

と、近年の法改正の動向と課題を学びます。 

 さらに、消費者庁や地方公共団体の消費者行政の実情と整備の動向、消費者団体訴訟制度・集団的被害回復制度、事業者の自主的法令遵守（コン

プライアンス）など、消費者政策の展開を検討します。 

【到達目標】 

⑴ 各分野の消費者被害事例に対する民事規定と行政規制の適用のポイントを理解している。 

⑵ 個別被害の解決手段とともに、各分野の被害防止に資する法制度のポイントと改正の動向を理解している。 

⑶ 各分野の法制度のポイントを一般消費者に分かりやすく説明できる。 

 
２.授業内容 

第１回：クレジット契約、電子マネーなど、多様なキャッシュレス決済の規律（割賦販売法①、資金決済法） 

第２回：クレジット契約被害と抗弁対抗・契約取消権（割賦販売法②） 

第３回：クレジットカード取引を巡るトラブルと法規制（割賦販売法③） 

第４回：消費者金融と多重債務防止対策（利息制限法、出資法、貸金業法） 

第５回：多重債務の整理における破産、個人再生、任意整理の活用 

第６回：製品の安全確保とリコール制度、事故情報の収集・公表 

第７回：欠陥商品被害の救済と製造物責任法 

第８回：不当表示の規制を巡る近年の動向（景品表示法、食品表示法） 

第９回：インターネット社会における個人情報の保護（個人情報保護法） 

第 10回：国の消費者行政と消費者庁・消費者委員会（消費者基本法、消費者安全法） 

第 11回：地方消費者行政の展開と課題 

第 12回：消費者団体訴訟制度と集団的被害回復制度（消費者契約法、消費者裁判特例法） 

第 13回：事業者のコンプライアンスの推進と公益通報者保護法 

第 14回：a：筆記試験 b：講義全体の振り返りと試験の解説 

 

＊授業内容は消費者問題の発生状況や消費者法の改正動向により変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 消費者法Ⅰを併せて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 毎回の講義のレジュメを、クラス Web に事前掲載するので、目を通して事前学習を期待します。 

【復習と情報収集】 

 授業のポイントについて授業確認レポート課題を提示し、簡潔なレポート提出を求めます。 

 消費者被害事件の発生や消費者関連法制度改正の動きについて随時紹介するので、国民生活センター・消費者庁等のホームページを検索するな

どして自ら情報収集に心掛けてほしい。 

５.教科書 

 日本弁護士連合会編「消費者法講義（第５版）」（日本評論社、2018 年刊） 

６.参考書 

「消費者法判例百選８第二版）」（別冊ジュリスト２４８、有斐閣、２０２０年刊） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業確認レポートについては次の授業の際、コメントします。 

期末試験については、講評レジュメを配布します。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

 筆記試験８０％、授業のレポート課題２０％ 

【成績評価の基準】 

⑴ 消費者被害の防止・救済に関する法制度の特徴と改正の動向を理解しているか 

⑵ 消費者法制度の主なキーワードの適用場面を正しく理解しているか 

⑶ 消費者被害事例について関連法制度を適切に適用できるか 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

知的財産法ＡⅠ 金子 敏哉 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

〔授業の概要〕 

 本講義では知的財産法を構成する各法のうち、著作権法の概要といくつかの重要な論点について、制度趣旨と問題の所在を中心に扱う。 

 本講義は、メディア授業実施科目として行われる。すなわち、(1)メディア授業（講義動画の配信によるオンデマンド型）による実施回（第１・

３・５・７・１１・１３回）と、（2）教室での対面形式の授業により実施をする回（第２・４・６・８・１０・１２・１４回）の組み合わせにより

実施をする。 

 メディア授業回では、オンデマンドによる講義動画の配信と理解度確認のための小テストを実施する。教室での授業では、前週のメディア授業の

内容を踏まえて、メディア授業回で寄せられた質問への応答や、裁判例や設例等を題材として双方向での議論を通じた学習を行う。  

〔授業の到達目標〕 

 著作権法の基本的な考え方を理解し、著作権法に関する諸問題に直面した際に、自ら調べ、考えられるだけの力を身に付けていただきたい。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：知的財産法とは？ 著作物性(1)〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第２回：裁判例・設例を用いた検討① 

第３回：著作物性 (2) 著作者 〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第４回：裁判例・設例を用いた検討② 

第５回：著作者人格権  〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第６回：裁判例・設例を用いた検討③ 

第７回：著作権の内容  〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第８回：裁判例・設例を用いた検討④ 

第９回：著作権の制限  〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第 10回：裁判例・設例を用いた検討⑤ 

第 11回：著作権の取引・著作隣接権、著作権侵害の要件と保護範囲  〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第 12回：裁判例・設例を用いた検討⑥ 

第 13回：著作権の侵害に対する救済手段 〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第 14回：裁判例・設例を用いた検討⑦                   ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この授業はメディア授業実施科目として開講される。 

メディア授業の回（第 1・3・5・7・9・11・13 回）については、講義動画は原則として本来の授業実施日（各週の火曜日）に Oh o! Meiji システ

ムを通じて配信し、授業動画は当該学期中の視聴を可能とする。講義動画とあわせて小テスト（第 3回以降実施。回答期限は次回の授業の前日まで）

を実施し、理解度の確認を行う。受講生との意見交換のため Oh-o！Meiji のアンケート機能を用いて講義動画等に関する質問を受け付けるほか、メ

ールアドレスを開示して質問・相談を受け付ける。 

対面授業の回については、教員との双方向での議論や学生同士の意見交換を通じての学習を中心とするため、受講生に対して積極的な発言や他の

手段での意見の表明を求めるものである（指名によって回答を求める場合もある）。 

本講義は知的財産法の未修者を対象とする。民法（物権、契約、特に不法行為）、民事訴訟法の基本的な知識があること、あるいは並行して学習す

ることが望ましい。講義には、著作権法が掲載された六法を持参すること。また、特許法を対象とする知的財産法 AII と合わせて履修することが望

ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

〔メディア授業回〕 教科書・参考書の該当範囲を踏まえた上で、講義動画を視聴し、小テストの受験を通じて理解を確認すること。講義内容等に

ついての疑問点があれば Oh-o！Meijiのアンケートの該当箇所に記入をすること。 

〔対面授業回〕 前週のメディア授業の内容を確認した上で、授業に臨むこと。事前に示された課題についてはあらかじめ検討をしたうえで授業に

参加し、授業内で自分の意見・考えを明らかにできるよう準備しておくこと。 

 授業終了後は授業内容をまとめ、教科書・参考書の記述と照らして理解を深めること。 

５.教科書 

愛知靖之ほか『知的財産法（ＬＥＧＡＬ ＱＵＥＳＴ）〔第 2 版〕』（有斐閣、2023 年） 

６.参考書 

中山信弘『著作権法』（有斐閣、第三版、2020 年）、または島並良、上野達弘、横山久芳『著作権法入門』（有斐閣、第 3 版、2021年）、前田健ほか

『図録知的財産法』（弘文堂、2021 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては採点結果を伝えるとともに対面授業又は動画による解説を行う。期末試験についてもおおよその採点結果（平均点、成績分布）

等についての解説を Oh-o！Meijiに掲載する予定である 

８.成績評価の方法 
メディア授業回での小テストの得点に基づく評価が 60％、期末定期試験に基づく評価を 40%とする。 

ただし単位取得については、全ての小テストについて期限内に回答することを必要条件とする。 

また教室での授業の実施の際、Oh-o！Meiji！のアンケート機能等を用いた投票等により出席確認をする場合がある。この出席確認を行った場合に

おいて、該当講義につき 3 回以上正当な理由なく欠席していた（又は一度でも不正な方法で出席確認を行った）と認められた場合には、単位取得の

要件を満たさないものとする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

知的財産法ＡⅡ 金子 敏哉 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

〔授業の概要〕 

 本講義では知的財産法を構成する各法のうち、特許法の概要といくつかの重要な論点について、制度趣旨と問題の所在を中心に扱う。 

 本講義は、メディア授業実施科目として行われる。すなわち、(1)メディア授業（講義動画の配信によるオンデマンド型）による実施回（第１・

３・５・７・１１・１３回）と、（2）教室での対面形式の授業により実施をする回（第２・４・６・８・１０・１２・１４回）の組み合わせにより

実施をする。 

 メディア授業回では、オンデマンドによる講義動画の配信と理解度確認のための小テストを実施する。教室での授業では、前週のメディア授業の

内容を踏まえて、小テストに関する検討を行ったうえで、裁判例や設例等を題材として双方向での議論を通じた学習を行う。  

〔授業の到達目標〕 

 特許法の基本的な考え方を理解し、著作権法に関する諸問題に直面した際に、自ら調べ、考えられるだけの力を身に付けていただきたい。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：特許法の概要 出願手続の概要、特許請求の範囲と明細書  〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第２回：裁判例・設例を用いた検討① 

第３回：特許要件 1 〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第４回：裁判例・設例を用いた検討② 

第５回：特許要件 2 権利の主体〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第６回：裁判例・設例を用いた検討③ 

第７回：審判・審決取消訴訟、クレーム解釈、均等論  〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第８回：裁判例・設例を用いた検討④ 

第９回：無効の抗弁、特許権の取引 〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第 10回：裁判例・設例を用いた検討⑤ 

第 11回：特許権の効力と制限 〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第 12回：裁判例・設例を用いた検討⑥ 

第 13回：特許権の侵害に対する救済 

第 14回：裁判例・設例を用いた検討⑦                     ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この授業はメディア授業実施科目として開講される。 

メディア授業の回（（第１・３・５・７・１１・１３回）については、講義動画は原則として本来の授業実施日（各週の火曜日）に Oh o! Meiji シ

ステムを通じて配信し、授業動画は当該学期中の視聴を可能とする。講義動画とあわせて小テスト（回答期限は次回の授業の前日まで）を実施し、

理解度の確認を行う。受講生との意見交換のため Oh-o！Meijiのアンケート機能を用いて講義動画等に関する質問を受け付けるほか、メールアドレ

スを開示して質問・相談を受け付ける。 

対面授業の回については、教員との双方向での議論や学生同士の意見交換を通じての学習を中心とするため、受講生に対して積極的な発言や他の

手段での意見の表明を求めるものである（指名によって回答を求める場合もある）。 

民法（物権、契約、特に不法行為）、民事訴訟法、行政法の基本的な知識があること、あるいは並行して学習することが望ましい。講義には、特許

法が掲載された六法を持参すること。また、著作権法を対象とする知的財産法 AⅠと合わせて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

〔メディア授業回〕 教科書・参考書の該当範囲を踏まえた上で、講義動画を視聴し、小テストの受験を通じて理解を確認すること。講義内容等に

ついての疑問点があれば Oh-o！Meijiのアンケートの該当箇所に記入をすること。 

〔対面授業回〕 前週のメディア授業の内容を確認した上で、授業に臨むこと。事前に示された課題についてはあらかじめ検討をしたうえで授業に

参加し、授業内で自分の意見・考えを明らかにできるよう準備しておくこと。 

 授業終了後は授業内容をまとめ、教科書・参考書の記述と照らして理解を深めること。 

５.教科書 

愛知靖之ほか『Legal Quest 知的財産法〔第 2版〕』（有斐閣、2023 年） 

６.参考書 

中山信弘『特許法』（弘文堂、第四版、2019 年）、または島並良、上野達弘、横山久芳『著作権法入門』（有斐閣、第３版、2021 年）、前田健ほか『図

録知的財産法』（弘文堂、2021年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては採点結果を伝えるとともに対面授業又は動画による解説を行う。期末試験についてもおおよその採点結果（平均点、成績分布）

等についての解説を Oh-o！Meijiに掲載する予定である。 

８.成績評価の方法 
メディア授業会での小テストの得点に基づく評価が 60％、期末定期試験に基づく評価を 40%とする。 

ただし単位取得については、全ての小テストについて期限内に回答することを必要条件とする。 

また教室での授業の実施の際、Oh-o！Meiji！のアンケート機能等を用いた投票等により出席確認をする場合がある。この出席確認を行った場合に

おいて、該当講義につき 3 回以上正当な理由なく欠席していた（又は一度でも不正な方法で出席確認を行った）と認められた場合には、単位取得の

要件を満たさないものとする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

知的財産法Ｂ 金子 敏哉 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の概要≫ 知的財産法を構成する各法のうち、商標法及び不正競争防止法（不競法）及びパブリシティ権の概要といくつかの重要な論点につ

いて、制度趣旨と問題の所在を中心に講義する。 

 本講義は、メディア授業実施科目として行われる。すなわち、(1)メディア授業（講義動画の配信によるオンデマンド型）による実施回（第１・

３・５・７・１１・１３回）と、（2）教室での対面形式の授業により実施をする回（第２・４・６・８・１０・１２・１４回）の組み合わせにより

実施をする。 

 メディア授業回では、オンデマンドによる講義動画の配信と理解度確認のための小テストを実施する。教室での授業では、前週のメディア授業の

内容を踏まえて、メディア授業回で寄せられた質問への応答や、裁判例や設例等を題材として双方向での議論を通じた学習を行う。 

≪授業の到達目標及びテーマ≫ 知的財産法は、著作権・特許・商標等の財産的情報の保護に関する法である。現在の情報化社会のもとで、産業活

動においても、また普段の生活の上でも知的財産法の重要性は増している。 

本講義では、いわゆるブランドに係る商標法及び、不正競争防止法による商品等表示の不正利用、商品形態の模倣、営業秘密の不正利用等の規制、

パブリシティ権の保護について扱う。 

本講義の目標は、知的財産法の基本的な考え方を伝えることにある。今後、知的財産権に関する諸問題に直面した際に、自ら調べ、考えられるだけ

の力を身に付けていただきたい。 
２.授業内容 

第１回：aのみ 商標法・不正競争防止法の概要 商標法の役割・目的 〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第２回：裁判例・設例を用いた検討① 

第３回：商標法における登録要件 〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第４回：裁判例・設例を用いた検討② 

第５回：商標法における類似性、商標に関する手続き  〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第６回：裁判例・設例を用いた検討③ 

第７回：商標権の効力とその制限 〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第８回：裁判例・設例を用いた検討④ 

第９回：商標権の侵害と救済 不競法の概要〔メディア授業（オンデマンド型）〕 

第 10回：裁判例・設例を用いた検討⑤ 

第 11回：不競法による商品等表示の不当利用規制 

第 12回：裁判例・設例を用いた検討⑥ 

第 13回：商品形態を模倣した商品の流通、営業秘密の不正利用・不正取得、不法行為による知的財産の保護、パブリシティ権 

第 14回：裁判例・設例を用いた検討⑦                    ＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この授業はメディア授業実施科目として開講される。 

メディア授業の回（第 1・3・5・7・9・11・13 回）については、講義動画は原則として本来の授業実施日（各週の火曜日）に Oh o! Meiji システ

ムを通じて配信し、授業動画は当該学期中の視聴を可能とする。講義動画とあわせて小テスト（第 3回以降実施。回答期限は次回の授業の前日まで）

を実施し、理解度の確認を行う。受講生との意見交換のため Oh-o！Meiji のアンケート機能を用いて講義動画等に関する質問を受け付けるほか、メ

ールアドレスを開示して質問・相談を受け付ける。 

対面授業の回については、教員との双方向での議論や学生同士の意見交換を通じての学習を中心とするため、受講生に対して積極的な発言や他の

手段での意見の表明を求めるものである（指名によって回答を求める場合もある）。 

民法、行政法（特に取消訴訟）、民事訴訟法の基本的な知識があること、あるいは並行して学習することが望ましい著作権法・特許法等を対象とす

る知的財産法 Aとあわせて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

〔メディア授業回〕 教科書・参考書の該当範囲を踏まえた上で、講義動画を視聴し、小テストの受験を通じて理解を確認すること。講義内容等に

ついての疑問点があれば Oh-o！Meijiのアンケートの該当箇所に記入をすること。 

〔対面授業回〕 前週のメディア授業の内容を確認した上で、授業に臨むこと。事前に示された課題についてはあらかじめ検討をしたうえで授業に

参加し、授業内で自分の意見・考えを明らかにできるよう準備しておくこと。 

 授業終了後は授業内容をまとめ、教科書・参考書の記述と照らして理解を深めること。 

５.教科書 

愛知靖之ほか『知的財産法（ＬＥＧＡＬ ＱＵＥＳＴ）〔第 2 版〕』（有斐閣、2023 年） 

６.参考書 

前田健ほか『図録知的財産法』（弘文堂、2021 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストについては採点結果を伝えるとともに対面授業又は動画による解説を行う。期末試験についてもおおよその採点結果（平均点、成績分布）

等についての解説を Oh-o！Meijiに掲載する予定である 

８.成績評価の方法 
メディア授業回での小テストの得点に基づく評価が 60％、期末定期試験に基づく評価を 40%とする。 

ただし単位取得については、全ての小テストについて期限内に回答することを必要条件とする。 

また教室での授業の実施の際、Oh-o！Meiji！のアンケート機能等を用いた投票等により出席確認をする場合がある。この出席確認を行った場合に

おいて、該当講義につき 3 回以上正当な理由なく欠席していた（又は一度でも不正な方法で出席確認を行った）と認められた場合には、単位取得の

要件を満たさないものとする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW356J 

犯罪学Ⅰ〔Ｍ〕 上野 正雄 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

｢到達目標｣ 

 犯罪とは一体何なのか、犯罪者とはどのような人間なのか、犯罪を減らすためにはどうしたら良いのか。社会的存在である人類永遠のテーマとも

いえる、これらについて考えるのが、犯罪学であり、これがこの授業のテーマです。 

 この授業をとおして、受講生には犯罪が必ずしも「犯罪者」という特別の人によって行われるものではないということ、したがってまた、「犯罪

者」を社会から排除しさえすればそれで社会の安全が確保されるわけではないということを学んでもらいたい。これをもってこの授業の到達目標と

します。 

 

｢授業の概要｣ 

 上記目標に到達するため、この授業では、犯罪の現状とその評価及び犯罪学理論について検討します。 

２.授業内容 

第 １回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学の意義 

第 ２回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 古典派犯罪学と生来性犯罪人説 

第 ３回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 フランス環境学派 

第 ４回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 シカゴ学派 

第 ５回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 社会構造アプローチ(1) 

第 ６回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 社会構造アプローチ(2) 

第 ７回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 社会構造アプローチ(3) 

第 ８回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 社会過程アプローチ(1) 

第 ９回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪額理論 社会過程アプローチ(2) 

第 10回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 社会過程アプローチ(3) 

第 11回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 社会葛藤アプローチ(1) 

第 12回：【メディア授業(オンデマンド型)】 罪学理論 社会葛藤アプローチ(2) 

第 13回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 非行漂流理論、ラベリング理論 

第 14回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 コントロール理論 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 受講者においては、犯罪をめぐる諸事象に対して、常に健全な(憲法的な)人権感覚に基づいて、問題意識を持って、自覚的に考えるようにしてく

ださい。それがこの授業の理解を深めるために大きな意味があると考えます。 

 また、必須とはしませんが、関連する講義科目(刑事訴訟法、犯罪者処遇法、少年法等)の履修も望まれます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に教科書の該当箇所に目を通すなど、準備学習として最低限の予習をしてから授業に臨んでください。 

 また、受講後、疑問を持ったことなどは、そのままにしないで、自分で調べる、Oh-o! Meiji に設ける「意見交換箱」「質問箱」を利用するなど

して、解決するための努力をしてください。 

５.教科書 

 『犯罪学』菊田幸一著（成文堂）最新版 

６.参考書 

 使用しません。 

 参考図書については授業内で紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  期末のレポート課題についての講評を定期試験期間経過後、Oh-o! Meiji 上で公表します。 

 

８.成績評価の方法 
 期末の課題レポートによって評価します。 

 対面形式での定期試験は実施しません。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW356J 

犯罪学Ⅱ〔Ｍ〕 上野 正雄 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

｢到達目標｣ 

 この授業では、「犯罪学Ⅰ」で学んだ犯罪学理論についての理解を前提として、現実に発生している犯罪及び犯罪者と被害者に目を向け、社会に

おける犯罪をめぐる諸現象を全体として理解するための検討をします。 

 これらによって、社会は、犯罪、犯罪者、被害者とどのように関わっていくべきなのかについて、各自が知識と理念に裏打ちされた自分の意見を

持てるようになってもらいたい。これをもってこの授業の到達目標とします。 

 

｢授業の概要｣ 

 上記目標に到達するため、この授業では、犯罪の要因、各種犯罪の分析とその対策、犯罪被害者について検討します。 

２.授業内容 

第 １回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 社会的紐帯理論 

第 ２回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 合理的選択理論 

第 ３回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪学理論 環境犯罪学 

第 ４回：【メディア授業(オンデマンド型)】 現代犯罪学の課題 非犯罪化 

第 ５回：【メディア授業(オンデマンド型)】 現代犯罪学の課題 刑罰の正当化理由 

第 ６回：【メディア授業(オンデマンド型)】 現代犯罪学の課題 被害者なき犯罪 

第 ７回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪被害者 被害者の地位 

第 ８回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪被害者 被害者の置かれてきた歴史 

第 ９回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪被害者 犯罪被害者保護法制(1) 

第 10回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪被害者 犯罪被害者保護法制(2) 

第 11回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪被害者 修復的司法 

第 12回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪の要因 遺伝と犯罪、精神障害と犯罪 

第 13回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪の要因 知能と犯罪、性別と犯罪 

第 14回：【メディア授業(オンデマンド型)】 犯罪の要因 年齢と犯罪、家庭環境と犯罪 

 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 受講者においては、犯罪をめぐる諸事象に対して、常に健全な(憲法的な)人権感覚に基づいて、問題意識を持って、自覚的に考えるようにしてく

ださい。それがこの授業の理解を深めるために大きな意味があると考えます。 

 また、必須とはしませんが、関連する講義科目(刑事訴訟法、犯罪者処遇法、少年法等)の履修も望まれます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に教科書の該当箇所に目を通すなど、準備学習として最低限の予習をしてから授業に臨んでください。 

 また、受講後、疑問を持ったことなどは、そのままにしないで、自分で調べる、Oh-o! Meiji に設ける「意見交換箱」「質問箱」を利用するなど

して、解決するための努力をしてください。 

５.教科書 

 『犯罪学』菊田幸一著（成文堂）最新版 

６.参考書 

 使用しません。 

 参考図書については授業内で紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  期末のレポート課題についての講評を定期試験期間経過後、Oh-o! Meiji 上で公表します。 

８.成績評価の方法 
 期末の課題レポートによって評価します。 

 対面形式での定期試験は実施しません。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

犯罪者処遇法Ⅰ 辻本 衣佐 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 犯罪者処遇法は、犯罪者のとりあつかいに関する法律の総称で、現代社会においては、犯罪者を社会から排除するのではなく、社会の構成員の一

人として、どのように処遇すべきかが課題となります。この授業では、犯罪者処遇システムを概観したうえで、現行法上の刑罰や処分の現状、問題

点、代替策について検討します。 

【到達目標】 

 人権尊重、犯罪者側・被害者側からのアプローチ、現行制度や社会との調和を配慮しながら、犯罪者処遇システムを通して、刑罰や処分のあり方

などを検証し、よりよい社会づくりを考えてみることです。 

２.授業内容 

第１回：犯罪者処遇制度のあらまし 

第２回：犯罪者処遇法の概要 

第３回：犯罪者処遇の理念と基本原則 

第４回：刑罰・処分の意義と機能 

第５回：死刑（１）日本の死刑① 

第６回：死刑（２）日本の死刑② 

第７回：死刑（３）世界の死刑 

第８回：死刑（４）存廃論 

第９回：死刑（５）改善策・代替策 

第 10回：自由刑 

第 11回：財産刑 

第 12回：資格制限と前科抹消 

第 13回：恩赦 

第 14回：今後の課題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 犯罪者処遇法は、社会や犯罪の動向に応じて、現行の刑事司法制度との調和を図りながら、法改正や新法制定などが行われます。刑法、刑事訴訟

法といった刑事法はもちろんのこと、憲法、社会保障法などの関連法規についての理解が必要とされます。 

なお、この科目を履修する場合は、併せて「犯罪者処遇法 II」も履修することが望ましいです。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 法務省、警察庁、日本弁護士連合会等のＨＰを閲覧し、犯罪者処遇に関する最新の情報に目を通しておくようにして下さい。 

５.教科書 

 菊田幸一『犯罪学（９訂版）』（成文堂） 

６.参考書 

 菊田幸一・辻本衣佐『ホーンブック犯罪学（新３版）』北樹出版 

 犯罪白書、警察白書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o!Meiji を利用して配信します。 

８.成績評価の方法 
 定期試験にて評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

犯罪者処遇法Ⅱ 辻本 衣佐 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 犯罪者処遇法は、犯罪者のとりあつかいに関する法律の総称で、現代社会においては、犯罪者を社会から排除するのではなく、社会の構成員の一

人として、どのように処遇すべきかが課題となります。この授業では、犯罪者処遇の各段階別に、処遇の現状と問題点を検討し、犯罪者、被害者、

社会にとってよりよい刑事政策のあり方を探究します。 

【到達目標】 

 人権尊重、犯罪者側・被害者側からのアプローチ、現行制度や社会との調和を配慮しながら、犯罪者処遇システムを通して、刑罰や処分のあり方

などを検証し、よりよい社会づくりを考えてみることです。 

２.授業内容 

第１回：犯罪者処遇制度のあらまし 

第２回：犯罪者処遇法の変遷 

第３回：司法的処遇（１）警察 

第４回：司法的処遇（２）検察 

第５回：司法的処遇（３）未決拘禁と代用刑事施設 

第６回：司法的処遇（４）裁判所 

第７回：施設内処遇（１）被収容者の法的地位と権利 

第８回：施設内処遇（２）矯正処遇 

第９回：施設内処遇（３）刑事収容施設 

第 10回：施設内処遇（４）問題点と改善策 

第 11回：仮釈放と満期釈放 

第 12回：社会内処遇（１）更生保護 

第 13回：社会内処遇（２）保護観察 

第 14回：今後の課題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 犯罪者処遇法は、社会や犯罪の動向に応じて、現行の刑事司法制度との調和を図りながら、法改正や新法制定などが行われます。刑法、刑事訴訟

法といった刑事法はもちろんのこと、憲法、社会保障法などの関連法規についての理解が必要とされます。 

なお、この科目を履修する場合は、併せて「犯罪者処遇法 I」も履修することが望ましいです。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 法務省、警察庁、日本弁護士連合会等のＨＰを閲覧し、犯罪者処遇に関する最新の情報に目を通しておくようにして下さい。 

５.教科書 

 菊田幸一『犯罪学（９訂版）』（成文堂） 

６.参考書 

 菊田幸一・辻本衣佐『ホーンブック犯罪学（新３版）』北樹出版 

 犯罪白書、警察白書、犯罪被害者白書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  Oh-o!Meiji を利用して配信します。 

８.成績評価の方法 
 定期試験にて評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW356J 

少年法Ⅰ〔Ｍ〕 上野 正雄 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

｢到達目標｣ 

 少年法は、刑法・刑事訴訟法とともに広い意味で刑事司法の一翼を担う法律である。しかし、刑法が基本的には行為責任に応じた応報としての刑

罰を科すことによって社会を犯罪から守ろうとするのに対し、少年法は強制的な再教育によって非行少年を立ち直らせ、その結果として社会を犯罪

から守ろうとする。これが「保護主義」と言われる少年法の基本理念である。 

 少年法Ⅰでは、この「保護主義」を中心にして、主として基礎的、理論的な部分について講義することによって、少年法の基本理念についての理

解を深めることをもって、授業の到達目標とする。 

 

｢授業の概要｣ 

 上記目標に到達するため、本講義では、少年保護事件における理論と構造及び少年保護手続に関与する人々について、保護主義を基軸として講義

する予定である。 

 具体的には教科書を利用しながら授業を進めていく。その際には少年事件に裁判官として関与してきた担当者の経験も活用したい。 
２.授業内容 

第 １回：【メディア授業(オンデマンド型)】 イントロダクション 

第 ２回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年法の目的、少年法における非行少年観 

第 ３回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年の健全育成(1) 

第 ４回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年の健全育成(2) 

第 ５回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年非行の現状 

第 ６回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年審判の対象(1) 

第 ７回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年審判の対象(2) 

第 ８回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年審判の対象(3) 

第 ９回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年審判の対象(4) 

第 10回：【メディア授業(オンデマンド型)】 審判に付すべき少年 

第 11回：【メディア授業(オンデマンド型)】 虞犯事件の審判の対象 

第 12回：【メディア授業(オンデマンド型)】 非行少年の発見 

第 13回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年事件の捜査 

第 14回：【メディア授業(オンデマンド型)】 触法事件 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 現在、少年事件や非行少年の処遇に対する、さらには少年法そのものに対する社会の関心が非常に高まっており、関連する様々な報道がなされて

います。また改正も頻繁に行われています。これら社会の動きを敏感に受け止めながら受講されたい。 

 また、必須とはしませんが、関連する講義科目(刑事訴訟法、犯罪学、犯罪者処遇法等)の履修も望まれます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に教科書の該当箇所に目を通すなど、準備学習として最低限の予習をしてから授業に臨んでいただきたい。 

 また、受講後、疑問を持ったことなどは、そのままにしないで、自分で調べる、Oh-o! Meiji に設ける「意見交換箱」「質問箱」を利用するなど

して、解決するための努力をしてください。 

５.教科書 

 『ビギナーズ少年法』 （成文堂）最新版 

６.参考書 

 使用しません。 

 参考図書については授業内で紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  期末のレポート課題についての講評を定期試験期間経過後、Oh-o! Meiji 上で公表します。 

 

８.成績評価の方法 
 期末の課題レポートによって評価します。 

 対面形式での定期試験は実施しません。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW356J 

少年法Ⅱ〔Ｍ〕 上野 正雄 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

｢到達目標｣ 

 少年法は、刑法・刑事訴訟法とともに広い意味で刑事司法の一翼を担う法律である。しかし、刑法が基本的には行為責任に応じた応報としての刑

罰を科すことによって社会を犯罪から守ろうとするのに対し、少年法は強制的な再教育によって非行少年を立ち直らせ、その結果として社会を犯罪

から守ろうとする。これが「保護主義」と言われる少年法の基本理念である。 

 少年法Ⅱでは、この「保護主義」が少年審判・処遇の諸段階のなかで具体的にどのように実現されているのかを中心に講義することによって、少

年法の現状について理解を深め、そのうえで、あるべき少年法制について受講者各自において考えてもらうことをもって、授業の到達目標とする。 

 

｢授業の概要｣ 

 上記目標に到達するため、本講義では、少年保護事件における実務運用の現状とその問題点等について、保護主義を基軸として講義する予定であ

る。 

 具体的には教科書を利用しながら授業を進めていく。その際には少年事件に裁判官として関与してきた担当者の経験も活用したい。 
２.授業内容 

第 １回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年審判の関係者（裁判官、家庭裁判所調査官） 

第 ２回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年審判の関係者（付添人、その他） 

第 ３回：【メディア授業(オンデマンド型)】 家庭裁判所の役割 

第 ４回：【メディア授業(オンデマンド型)】 社会調査(1) 

第 ５回：【メディア授業(オンデマンド型)】 社会調査(2) 

第 ６回：【メディア授業(オンデマンド型)】 社会調査(3) 

第 ７回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年審判の原理 

第 ８回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年審判の機能、諸原則、手続０ 

第 ９回：【メディア授業(オンデマンド型)】 審判不開始決定、不処分決定 

第 10回：【メディア授業(オンデマンド型)】 保護処分決定 

第 11回：【メディア授業(オンデマンド型)】 検察官送致決定 

第 12回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年の刑事事件 

第 13回：【メディア授業(オンデマンド型)】 非行少年の処遇 

第 14回：【メディア授業(オンデマンド型)】 少年事件と報道、少年事件と犯罪被害者 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 現在、少年事件や非行少年の処遇に対する、さらには少年法そのものに対する社会の関心が非常に高まっており、関連する様々な報道がなされて

います。また改正も頻繁に行われています。これら社会の動きを敏感に受け止めながら受講されたい。 

 また、必須とはしませんが、関連する講義科目(刑事訴訟法、犯罪学、犯罪者処遇法等)の履修も望まれます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に教科書の該当箇所に目を通すなど、準備学習として最低限の予習をしてから授業に臨んでいただきたい。 

 また、受講後、疑問を持ったことなどは、そのままにしないで、自分で調べる、Oh-o! Meiji に設ける「意見交換箱」「質問箱」を利用するなど

して、解決するための努力をしてください。 

５.教科書 

 『ビギナーズ少年法』 （成文堂）最新版 

６.参考書 

 使用しません。 

 参考図書については授業内で紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  期末のレポート課題についての講評を定期試験期間経過後、Oh-o! Meiji 上で公表します。 

 

８.成績評価の方法 
 期末の課題レポートによって評価します。 

 対面形式での定期試験は実施しません。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

立法学 中野 芳崇 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

本講義では、法令の条文の基本的な理解（「書かれていることを書かれているままに理解すること」）のためのノウハウや法律が出来上がるまでのプ

ロセスについて行政官の実務を紹介しながら学びます。「法律がどのように作られるのか」、具体的には、立法がどのように行われるのか、立法作業

において具体的に何が問題になり、それがどのように解決されるかといった点を実例を交えながら紹介し、ダイナミックな「生き物」としての法律

に光を当てていきます。 

【到達目標】 

(1)法令の立案者は、条文上の「又は」と「若しくは」、「その他」と「その他の」といった日常の日本語では同じ意味で用いている用語を使い分け

て立案している。このような立案者の視点から、法令案の読み方、そして書き方を学ぶことを第一の目標とする。 

(2)国の唯一の立法機関である国会が政治の場である以上、立法と政治は切っても切り離せない関係にあり、この政治的側面と法律ができるプロセ

ス、その内容がどのように関係し得るかという点を学ぶことを第二の目標とする。 

 

 
２.授業内容 

第 1 回：序論：立法とは何か、我が国における立法の現状 

第 2 回：総論（１）：法令の種類 

第 3 回：総論（２）：法令の形式 

第 4 回：総論（３）：法律案の立案 

第 5 回：立法技術論（１）：用字・法令用語 

第 6 回：立法技術論（２）：総則、定義、適用・準用・読替、政省令委任 

第 7 回：立法技術論（３）：担保措置 

第 8 回：立法技術論（４）：附則及び経過措置 

第 9 回：立法技術論（５）：一部改正法令、その他 

第 10回：立法過程論（１）：内閣提出法案の国会提出まで① 

第 11回：立法過程論（２）：内閣提出法案の国会提出まで② 

第 12回：立法過程論（３）：法律案の国会審議① 

第 13回：立法過程論（４）：法律案の国会審議② 

第 14回：立法過程論（５）：法律の定立過程の変化 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業は講義形式中心で進めることとしますが、講師は現職の行政官（国家公務員）であり、可能な限り具体的な事例やエピソードの紹介に努め、ま

た、質疑応答の形式を用いながら、学生の皆さんと双方向で議論しながら進める授業を目指したいと考えています。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

学習に当たっての最大の材料は、現に国会で行われている議論の状況等、現在進行形の出来事です。より理解を深めるため、レジュメを事前に読む

ことに加えて、講義で紹介した現在進行形の政策や国会情勢に関する報道等にも問題意識を持ちながら目を配ることを心がけるようにしてもらえれ

ばと思います。 

５.教科書 

特に指定しません。 

６.参考書 

特に指定しません、参照すべき文献、ウェブサイト等については、レジュメの中で紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiシステム等を利用して提出されたレポートに対する講評を行います。 

８.成績評価の方法 
レポート 80％、平常点 20％（出席状況、授業への積極的参加等を勘案） 

９.その他 

493



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW371J 

情報法Ⅰ 丸橋 透 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

電子商取引関連の法制について概説する。 

経済産業省『電子商取引及び情報財取引等に関する準則』（経済産業省のサイトからダウンロードして入手可能）に記載してある程度の内容を理解

し、どの分野・業界（特に電子商取引関連）においても社会人として必須となる基礎的素養を習得することを目標とする。 

特に、B2C 取引における、企業の法務責任者としての担当教員の実務経験を紹介するので、企業としての課題解決に向けた思考・戦略と、一般消費

者が企業に期待する対応のギャップ（の有無）を各受講生が検討・考察できるように講義を進める。 

２.授業内容 

第１回：(a のみ)イントロダクション 

第２回：オンライン契約の申込みと承諾 

第３回：オンライン契約の内容 

第４回：なりすましと本人確認・電子署名 

第５回：未成年者による意思表示 

第６回：インターネット通販における返品 

第７回：オークション・フリマのユーザ間取引 

第８回：シェアリングエコノミー 

第９回：オンライン懸賞とコンプガチャ 

第 10回：共同購入クーポン 

第 11回：ウェブ上の広告規制 

第 12回：電子マネーと他の決済手段 

第 13回：Bitcoin 等の仮想通貨 

第 14回：まとめ 

各回で紹介した企業実務に関して、受講者からの参考事例や感想を募り、優先的に次回に議論・解説する。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Oh-o! Meiji システム上で授業の感想文やアンケートの回答を求めることがあるので、受講者は必ず提出すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Oh-o! Meiji システムを通じて適宜連絡する。 

５.教科書 

経済産業省『電子商取引及び情報財取引等に関する準則』 

６.参考書 

岡村久道編『インターネットの法律問題』（新日本法規） 

夏井高人『ネットワーク社会の文化と法』（日本評論社） 

夏井高人監修・著『IT ビジネス法入門―デジタルネットワーク社会の法と制度』（TAC 出版） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 アンケートや感想文、ディスカッションコーナーでの発言については、Oh-o!Meiji システム上で適宜コメント、講評する他、主要な論点につき次

回講義の冒頭で解説する。 

８.成績評価の方法 
授業中の質疑応答等の参加状況 15％、Oh-o! Meiji システム上の感想文及びアンケ－トへの回答 15％、中間レポ－ト 25％、期末試験 45%で評価す

る。 

９.その他 
企業実務に関する質疑応答、議論への参加を特に重視する。 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

情報法Ⅱ 丸橋 透 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

コンテンツやプログラム等の情報財の取引に関する法制について概説する。経済産業省『電子商取引及び情報財取引等に関する準則』（経済産業省

のサイトからダウンロードして入手可能）に記載してある程度の内容を理解し、どの分野・業界（特にソフトウェアやコンテンツ関連）においても

社会人として必須となる基礎的素養を習得することを目標とする。 

特に、企業の法務責任者としての知的財産に関連する担当教員の実務経験を紹介するので、各受講生が、知的財産のユーザ企業又は消費者エンドユ

ーザーとしての立場、自ら又は会社が知的財産の保有者として権利行使をする立場のそれぞれの視点を理解しつつ、課題を検討・考察できるように

講義を進める。 

２.授業内容 

第１回：(a のみ)イントロダクション 

第２回：知的財産（権）の侵害態様（著作権・商標権） 

第３回：知的財産（権）の侵害態様（特許・営業秘密） 

第４回：ライセンス契約とは 

第５回：ライセンス契約の無効、取消と返品等 

第６回：ソフトウェアダウンロード販売者の契約不適合責任/クラウド等の SLA 

第７回：ライセンス契約の効力 

第８回：ソフトウェア特許権者の権利濫用 

第９回：ID･パスワード等のインターネット上の提供 

第 10回：体験版プログラム等の機能制限の解除 

第 11回：ビッグデータの利用行為 

第 12回：コンテンツの利用許諾 

第 13回：コンテンツの提供終了と継続利用 

第 14回：まとめ 

各回で紹介した企業実務に関して、受講者の事例や感想を募り、優先的に次回で議論・解説する。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Oh-o! Meiji システム上で授業の感想文やアンケートの回答を求めることがあるので、受講者は必ず提出すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Oh-o! Meiji システムを通じて適宜連絡する。 

５.教科書 

経済産業省『電子商取引及び情報財取引等に関する準則』 

６.参考書 

岡村久道編『インターネットの法律問題』（新日本法規） 

夏井高人『ネットワーク社会の文化と法』（日本評論社） 

夏井高人監修・著『IT ビジネス法入門―デジタルネットワーク社会の法と制度』（TAC 出版） 

愛知靖之、前田健、金子敏哉、青木大也著『LEGAL QUEST 知的財産法（有斐閣）』 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 アンケートや感想文、ディスカッションコーナーでの発言については、Oh-o!Meiji システム上で適宜コメント、講評する他、主要な論点につき次

回講義の冒頭で解説する。 

８.成績評価の方法 
授業中の質疑応答等の参加状況 15％、Oh-o! Meiji システム上の感想文及びアンケ－トへの回答 15％、中間レポ－ト 25％、期末試験 45%で評価す

る。 

９.その他 
企業実務に関する質疑応答、議論への参加を特に重視する。 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

サイバー法Ａ 丸橋 透 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

名誉毀損・プライバシー侵害、著作権侵害等、ネット上の権利侵害とその救済手段について主に民事的側面から概説する。 

情報社会においては、個人や ICTと関係が薄い企業も権利侵害のターゲットとなり得るため、個人あるいは組織として権利侵害に対峙し、対処する

ための基礎的素養を習得することを目標とする。 

２.授業内容 

第１回：(a のみ)イントロダクション 

第２回：ネット上の権利侵害の態様と救済手段 

第３回：人格権侵害（名誉毀損・プライバシー侵害）とプロバイダの民事責任 

第４回：いわゆる「忘れられる権利」の行使 

第５回：著作権侵害とプロバイダに対する差止め 

第６回：プロバイダの損害賠償責任制限とソフトロー 

第７回：ネット事業者と通信の秘密 

第８回：発信者情報開示請求とソフトロー 

第９回：ネット事業者の権利侵害防止技術導入義務 

第 10回：ネット上への商品情報の掲示と商標権侵害 

第 11回：ドメイン名の不正取得等と紛争解決 

第 12回：P2Pファイル共有ソフトウェアの提供 

第 13回：オークション・モール運営者の責任 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Oh-o! Meiji システム上で授業の感想文やアンケートの回答を求めることがあるので、受講者は必ず提出すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Oh-o! Meiji システムを通じて適宜連絡する。 

５.教科書 

夏井高人監修・著『IT ビジネス法入門―デジタルネットワーク社会の法と制度』（TAC 出版） 

６.参考書 

岡村久道編『インターネットの法律問題』（新日本法規） 

夏井高人『ネットワーク社会の文化と法』（日本評論社） 

松井茂紀・鈴木秀美・山口いつ子編『インターネット法』（有斐閣） 

曽我部真裕・林秀弥・栗田昌裕『情報法概説』(弘文堂） 

宍戸常寿編『新・判例ハンドブック情報法』（日本評論社） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 アンケートや感想文、ディスカッションコーナーでの発言については、Oh-o!Meiji システム上で適宜コメント、講評する他、主要な論点につき次

回講義の冒頭で解説する。 

８.成績評価の方法 
授業中の質疑応答等の参加状況 25％、Oh-o! Meiji システム上の感想文及びアンケ－トへの回答 25％、期末レポ－ト 50％で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

サイバー法Ｂ 丸橋 透 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

情報やシステムに対する攻撃の処罰を含む刑事的統制や情報セキュリティに関する法制を概説する。 

シグナルあるいはコンテンツとしての情報の取り扱いにおいて、社会人として超えてはいけない一線を理解するとともに、個人あるいは組織とし

てサイバー犯罪に対峙し、対処するための基礎的素養を習得することを目標とする。 

２.授業内容 

第１回：(a のみ)イントロダクション 

第２回：電磁的記録の保護 

第３回：支払用カードの保護 

第４回：ウイルス(不正指令電磁的記録)  

第５回：電磁的記録の破壊 

第６回：電子計算機損壊等業務妨害 

第７回：情報の窃盗、詐欺、電子計算機使用詐欺 

第８回：不正アクセス・フィッシング 

第９回：通信の秘密 

第 10回：名誉毀損、侮辱 

第 11回：ネット上のわいせつ罪と児童ポルノ 

第 12回：サイバー犯罪と刑事手続 

第 13回：情報セキュリティマネジメントシステム 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

Oh-o! Meiji システム上で授業の感想文やアンケートの回答を求めることがあるので、受講者は必ず提出すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Oh-o! Meiji システムを通じて適宜連絡する。 

５.教科書 

夏井高人監修・著『IT ビジネス法入門―デジタルネットワーク社会の法と制度』（TAC 出版） 

６.参考書 

岡村久道編『インターネットの法律問題』（新日本法規） 

夏井高人『ネットワーク社会の文化と法』（日本評論社） 

松井茂紀・鈴木秀美・山口いつ子編『インターネット法』（有斐閣） 

曽我部真裕・林秀弥・栗田昌裕『情報法概説』(弘文堂） 

宍戸常寿編『新・判例ハンドブック情報法』（日本評論社） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 アンケートや感想文、ディスカッションコーナーでの発言については、Oh-o!Meiji システム上で適宜コメント、講評する他、主要な論点につき次

回講義の冒頭で解説する。 

８.成績評価の方法 
授業中の質疑応答等の参加状況 25％、Oh-o! Meiji システム上の感想文及びアンケ－トへの回答 25％、期末レポ－ト 50％で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

サイバー法Ｃ 佐々木 秀智 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

 IT 社会において個人情報の保護と利用のあり方が重要な論点となっている。2003 年に個人情報保護法が制定されたが、その後、本来利用が認め

られている場面においても個人情報の利用を躊躇する、いわゆる「過剰反応」現象が発生した。そのことから 2015 年の同法改正では、同法第 1条の

目的規定において利用の重要性について詳細に規定し、また個人情報等の定義の明確化等の措置が講じられている。 

 この講義では、個人情報保護法を中心に、IT 社会におけるプライバシー・個人情報保護の法的議論状況を概観し、IT 社会における個人情報の保

護と利用のあり方について考えていく。 

 

到達目標 

・プライバシー・個人情報保護に関する法的枠組の理解 

・IT 社会における法的分析方法の習得 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：サイバー社会への法的対応（１） 

第３回：サイバー社会への法的対応（２） 

第４回：プライバシー権の歴史的展開 

第５回：憲法上のプライバシー 

第６回：民法上のプライバシー（１） 

第７回：民法上のプライバシー（２） 

第８回：個人情報の法的保護の歴史的展開 

第９回：個人情報保護法の構造（１） 

第 10回：個人情報保護法の構造（２） 

第 11回：個人情報保護法の構造（３） 

第 12回：個人情報保護法の構造（４） 

第 13回：個人情報の法的保護に関する国際的動向（１） 

第 14回：個人情報の法的保護に関する国際的動向（２） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 この科目は、単に教科書などに書いてあることを暗記するだけの科目ではない。自分の頭で考えることが必要である。また憲・民・刑の基本法律

科目を履修済みであることを前提として、授業を行う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

指定教科書の該当箇所を読んでおいてください。 

 

【復習すべき内容】 

授業で提示した問題について、授業で紹介したサイト等にアクセスして調べてください。 

５.教科書 

岡村久道『個人情報保護法の知識<第 5版> (日経文庫) 新書』（2021 年） 

６.参考書 

 開講時に指示する。 

 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験を実施した後、全体講評を Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
 期末試験による（100％）。また、授業への積極的参加を行った者は、期末試験に代えて別途評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW176J 

デジタルコンテンツＡ〔Ｍ〕 高見澤 秀幸 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

IT 産業を支える技術としてのデジタルメディアやコンテンツは、その規模や多様性という面においても増加の一途をたどっています。この講義で

は法学部学生が受講することを考慮し、デジタル技術の数式的な理解よりも、情報教室を使った演習や、「しくみ」の説明を重視してデジタルコンテ

ンツの取扱いや作成について学習します。これらにより、授業を受講することによって、画像や動画などの簡単な編集や作成、初歩的なプログラミ

ング、デジタルメディアに関するその他周辺知識の習得を行うことを到達目標とします。 

Facebook や Youtube などのソーシャルメディアの活用においても、質の高い写真や動画などのコンテンツを提供することのできる能力を身に着け

ることは重要です。法学部学生のデジタルコンテンツへの興味とチャレンジを期待します。 

２.授業内容 

第１回：デジタルメディアとコンテンツ 

第２回：アナログ情報とデジタル情報 

第３回：画像のデジタル化とデジタルカメラ 

第４回：デジタルカメラとレンズ 

第５回：ライティング技術と撮影技術演習   ・ポートレート写真を撮ろう（撮影技術を駆使して自分の顔写真を撮影します） 

第６回：画像編集とコンテンツ配信 

第７回：デジタル透かしとコンテンツマネジメント 

第８回：情報セキュリティと知的財産権 

第９回：デジタルコンテンツ制作（１）   ・Primal Draw (フリーソフトウェア）を使って基本図形を描きます。 

第 10回：デジタルコンテンツ制作（２）   ・第９回で作成した図形をプログラミング言語を用いて動かします。 

第 11回：画像の取り扱いと編集   ・画像ファイルの簡単な加工をしてみよう：Photoshop CC/Photoshop Elements 体験版） 

第 12回：動画の取扱いと編集（１）   ・動画編集はどのように行うのか：Premiere CC/Open Shot VideoEditer 

第 13回：動画の取扱いと編集（２）   ・特殊効果をやってみよう（エフェクトとトランジション） 

第 14回：a：動画の取り扱いと編集（３）、b：小テスト 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この科目を履修する場合は、ICTベーシックⅠを習得済みであることが望ましい。基本的なパソコンの操作や演習室でのログオン操作に不安のある

者は、準備学習として講習会等に参加すること。 

第５回には履修者によりポートレート写真の撮影を行う。 

※担当教員（高見澤秀幸）の ICTメディア編集 I/IIとは一部内容の重複があります。デジタルテクノロジについてより深く勉強したい場合は、デ

ジタルコンテンツ A ではなく ICTメディア編集Ⅰ/Ⅱを履修することを推奨します。 

【メディア授業（オンデマンド型）】 

動画の視聴・課題の提出・掲示板やメール等による意見交換・指導によって実施される授業です。キャンパスで行われる対面授業ではありませんの

で注意して下さい。 

受講に必要な環境 

・パソコン（Windows または Mac OS） 

 パソコンが必要となります。ソフトウェアは Windows/Mac の両対応のものを選びますが、資料や OS に起因するトラブルに対するアドバイスは、

Windows のみとなります。PCには、メモリ 4GB 以上、ディスク空き領域 30GB 程度が必要です。比較的低いスペックの PC でも問題ありませんが、デ

ィスクの空き領域には注意して下さい。 

・インターネット回線 

 動画の視聴や、提出などの取り扱いを行うため十分な速度・容量のインターネット回線も必要です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

画像や動画の編集においては、事前に元となる素材を準備したり、学習した内容を元に自分のデジカメやスマホを使って復習をすると、より効果的

です。 

５.教科書 

Oh-o! Meiji からプリントを配布します。 

６.参考書 

なし 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 提出された課題に問題があったり、課題に対する正しい回答になっていない場合、Oh-o Meiji によってコメントを付記します。また要所要所で、

今後の授業進行に問題が生じる場合、すべての課題に対するコメント返信を行います。 

８.成績評価の方法 
平常点（授業態度等）およびレポート・小テストの総合評価（50%づつ）で成績評価を行います。欠席が 1/3を超えた場合、成績評価は行いません。

毎回の小テスト（または課題）の提出をもって出席とし、その出来栄えに累積によって成績評価を行います。 

 

９.その他 
＊履修登録の詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 

499



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW171J 

デジタルコンテンツＢ 栗山 健 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

PC 初心者を対象に、デジタルコンテンツの理解、コンピュータリテラシーの獲得を目的とする演習中心の講座です。いろいろなデジタルコンテン

ツを通してコンピュータの特性を理解しようとする講座です。 

デジタルコンテンツには、コンピュータ処理の対象となるデータやプログラムそのものも含まれます。それぞれに直接触れることが大切なのです。

想像でなく体験は理解を助けるだけでなく、 応用などの拡張をも期待させるものです。各種デジタルコンテンツをできるだけ多く体験してもらう

ため、 広く浅くの講座となります。また、これらコンテンツに関係する用語説明程度の簡単な講義を混ぜることがあります。 

学習（到達）目標： 

本講座を受講することで、デジタルコンテンツの概要、制作過程を理解し、簡易的なコンテンツの制作ができるようになることを目指します。ま

た、それに伴いコンピュータリテラシーも身につきます。 

２.授業内容 

第１回：導入    ・デジタルコンテンツ概論    ・アナログとデジタル    ・著作権 

第２回：生活とコンピュータ    ・標準化と普及 

第３回：デジタル教材    ・電子書籍、デジタル教科書    ・デジタル図鑑、辞典、事典 

第４回：デジタルコンテンツの流通    ・IT 産業    ・教育の情報化 

第５回：プログラミング    ・ゲーム制作実践    ・ゲーミフィケーション    ・アルゴリズム 

第６回：映像制作と映像教材    ・映像制作実践 

第７回：検索と AI    ・検索技術    ・AI 概論 

第８回：デジタル教材制作-1-    ・設計・デザインと工程管理    ・インタラクションとナビゲーション 

第９回：デジタル教材制作-2-    ・プロトタイプ制作 

第 10回：デジタル教材制作-3-    ・制作とデバック 

第 11回：デジタル教材制作-4-    ・流通と活用 

第 12回：デジタル教材プレゼン-1-    ・プレゼン資料と技術    ・プレゼン実践 

第 13回：デジタル教材プレゼン-2-    ・プレゼン実践 

第 14回：評価    ・評価のポイント    ・ポートフォリオ 

必要に応じて実践家を招くともあります。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

インターネットを利用するため、後半までには「MIND利用講習会」を受講してください。 

演習が主体の講座です。前回の受講を前提にした講義が多数あります。一回の講義内では各演習(経験)には順番があります。つまり、欠席や遅刻は

講義理解にとって大きな障害となります。 

また、集合学習ですが、理解の速度には個人差があります。「進行が速すぎる」「再度の説明」などをその場で声を掛けてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

適宜指示します。 

 

５.教科書 

特に定めない。 

６.参考書 

特に定めない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題に対するフィードバックは基本的に次回以降の授業内で行います。 

 

８.成績評価の方法 
定期試験は行いません。 

毎回、講義の中で実施した演習または課題への処理結果が提出物となり、評価対象となります。 

 

９.その他 
＊履修登録の詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW171J 

情報通信技術Ａ ※分担 佐々木 秀智 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

情報通信技術（ICT）の基本とそれに関連する重要な事項（特に情報セキュリティの基本）を学びます。 

情報通信の基礎的事項を解説し、それを踏まえて、情報セキュリティ及び基本法制の基礎について解説します。 

この授業では、ICTの運用業務やセキュリティ業務などの実務経験と専門知識を豊富に有する優れた専門家が、明治大学の教員と共同して法学部の

学生にも分かりやすく講義します。 

春学期の「情報通信技術 A」では主に基礎的な事項について概説し、秋学期の「情報通信技術 B」では主に応用的な事項について概説します。 

情報通信技術の基本構造、重要性、関連する様々な問題等を理解し、問題発生の予防・解決のために必要な知識を習得することを目標とします。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：情報通信技術（ICT）の概念 

第３回：電気通信事業者の仕事 

第４回：サービスプロバイダの役割 

第５回：プライバシー、表現の自由 

第６回：通信回線の仕組み 

第７回：インターネットの仕組み 

第８回：Web の仕組み（１） 

第９回：Web の仕組み（２） 

第 10回：Webの仕組み（３） 

第 11回：基本法制（１） 通信の秘密と関連する基本法制 

第 12回：基本法制（２） サイバー犯罪と関連する基本法制 

第 13回：情報セキュリティ 

第 14回：ユニバーサルアクセス、中立性 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

講義内容は理系向けの高度な技術的事項を含んでいませんが、教科書やプリントなどをきちんと読み、疑問点については積極的に質問をするなど

して能動的に理解を深めることを期待します。 

授業に関する連絡等は Oh-o! Meiji システム上で行うので、見落としなどがないように気を付けてください。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Oh-o!Meiji システムを通じて適宜連絡します。 

５.教科書 

担当講師が授業用のプリントを配布するほか、授業中に適宜参考書等を紹介します。 

６.参考書 

星名定雄『情報と通信の文化史』（法政大学出版局） 

佐々木良一編『デジタル・フォレンジックの基礎と実践』東京電機大学出版局(2017) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパー・小レポートの全体講評を直後の授業又は Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
第１回において詳しく説明しますが、分担授業になっているため、夏井教授（25 パーセント）、佐々木教授（25パーセント）、丸橋教授（25 パーセ

ント）及び外部講師（25 パーセント）の割合による評価点の総合点により成績評価をします。 

具体的な評価方法は、講師により異なり、授業日内に実施される理解度確認テストまたはレポート提出によります。 

９.その他 
理解度確認テストは、授業中に実施します。 

レポート提出は、Oh-o! Meijiのシステム上でファイル送信して提出するのを原則とします。 
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科目ナンバー : (LA)LAW171J 

情報通信技術Ｂ ※分担 佐々木 秀智 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

情報通信技術（ICT）の基本とそれに関連する重要な事項（特に情報セキュリティの基本）を学びます。 

情報通信の基礎的事項を解説し、それを踏まえて、情報セキュリティ及び基本法制の基礎について解説します。 

この授業では、ICTの運用業務やセキュリティ業務などの実務経験と専門知識を豊富に有する優れた専門家が、明治大学の教員と共同して法学部の

学生にも分かりやすく講義します。 

春学期の「情報通信技術 A」では主に基礎的な事項について概説し、秋学期の「情報通信技術 B」では主に応用的な事項について概説します。 

情報通信技術の基本構造、重要性、関連する様々な問題等を理解し、問題発生の予防・解決のために必要な知識を習得することを目標とします。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：電子認証（１） 

第３回：電子認証（２） 

第４回：クラウドコンピューティング 

第５回：ネット上の誹謗中傷・名誉毀損 

第６回：知的財産権の保護 

第７回：発信者情報開示 

第８回：サイバー攻撃と防御（１） 

第９回：サイバー攻撃と防御（２） 

第 10回：サイバー攻撃と防御（３） 

第 11回：サイバー攻撃と防御（４） 

第 12回：サイバー攻撃と防御（５） 

第 13回：緊急時の対応 

第 14回：被害者の救済手段 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

講義内容は理系向けの高度な技術的事項を含んでいませんが、教科書やプリントなどをきちんと読み、疑問点については積極的に質問をするなど

して能動的に理解を深めることを期待します。 

授業に関する連絡等は Oh-o! Meiji システム上で行うので、見落としなどがないように気を付けてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

Oh-o!Meiji システムを通じて適宜連絡する。 

５.教科書 

担当講師が授業用プリントを配布するほか、適宜参考書等を紹介します。 

６.参考書 

佐々木良一編『デジタル・フォレンジックの基礎と実践』東京電機大学出版局(2017) 

中尾康二編『ISO/IEC 27001:2013(JIS Q 27001:2014)情報セキュリティマネジメントシステム要求事項の解説』日本規格協会 (2014) 

中尾康二監修『ISO/IEC 27017 クラウドセキュリティ管理策と実践の徹底解説』日科技連出版社 (2017) 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパー・小レポートの全体講評を直後の授業又は Oh-o! Meiji で公開する。 

８.成績評価の方法 
第１回において詳しく説明しますが、分担授業になっているため、夏井教授（25 パーセント）、佐々木教授（25パーセント）、丸橋教授（25 パーセ

ント）及び外部講師（25 パーセント）の割合による評価点の総合点により成績評価をします。 

具体的な評価方法は、講師により異なり、授業日内に実施される理解度確認テストまたはレポート提出によります。 

９.その他 
理解度確認テストは、授業中に実施します。 

レポート提出は、Oh-o! Meijiのシステム上でファイル送信して提出するのを原則とします。 
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科目ナンバー : (LA)LAW171J 

法・情報・社会Ａ 小倉 秀夫 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

「情報」について、その収集、加工、提供・伝達、保管、利用の各場面について、どのような法制度が採用されているのかを体系的に学んでいく。 

２.授業内容 

第１回：情報の法的な位置づけ 

第２回：情報の収集と法（１）─「情報」の入手に関する法規制 

第３回：情報の収集と法（２）─「情報」の記録に関する法規制 

第４回：情報の収集と法（３）─「情報」の収集のための諸権利 

第５回：情報の加工と法（１）─ 二次的創作に関する法規制 

第６回：情報の加工と法（２）─「ニセモノ」に関する法規制 

第７回：情報の提供・伝達と法（１）─ 媒体の流通に関する法規制 

第８回：情報の提供・伝達と法（２）─ ネットでの情報発信に関する法規制 

第９回：情報の提供・伝達と法（３）─ ネットでの情報媒介に関する法規制 

第 10回：情報の提供・伝達と法（４）─ 情報の SHIFT に関する法規制 

第 11回：情報の提供・伝達と法（５）─ 情報流通の自由化と法 

第 12回：情報の提供・伝達と法（６）─ 広告に関する法規制 

第 13回：情報の保管と法 

第 14回：a：情報の利用と法 b：試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

MIND 利用講習会を受講してください。 

授業は、オリジナルのスライドを見ながら進めていきます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義の中で言及された裁判例及び作品については、事後的に目を通して復習しておくことが望ましい。 

５.教科書 

特に指定しない。授業中に使用するスライドで対処する。 

６.参考書 

特に指定しない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験についてどんなことを書けば良かったかを Oh!maiji 上で受講者向けに公開する。 

８.成績評価の方法 
定期試験 100％ 

９.その他 
＊履修登録の詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW171J 

法・情報・社会Ｂ 小倉 秀夫 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 「情報」について、前期に学んだことを前提に、特定のトピックを掘り下げて学んでいく。 

 

 「情報」についての法制度がどうなっているのかを理解することも重要だが、「情報」がどのように利用され、「情報」により誰がどのような利益

を得、誰がどのような不利益を被っているのか等を理解することも重要である。「情報法」ではなく、「法・情報・社会」という科目名になっている

以上、情報を巡る社会の今と近未来にも焦点を当てていく予定である。 

 

 なお、情報と法に関して知っておくべき問題が、授業期間中に生起される場合がありうるので、その場合は、シラバスに記載したテーマではなく

そちらを取り上げる可能性がある。２０１８年度は、急遽、海賊版サイトのブロッキング問題を取り上げることとした。 

２.授業内容 

第１回：IT 社会の発展史 

第２回：フェアユース 

第３回：利用規約 

第４回：CLOUD 

第５回：フリーソフトウェア 

第６回：大学と情報法 

第７回：ヴォーカロイド 

第８回：ポイント・仮想通貨 

第９回：海賊版サイトをめぐる攻防 

第 10回：政治と選挙と情報法 

第 11回：発信者情報開示請求 

第 12回：風評被害 

第 13回：IT 犯罪 

第 14回：a：展覧会と政治的中立性 b：試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

MIND 利用講習会を受講してください。 

授業は、オリジナルのスライドを見ながら進めていきます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義の中で言及された裁判例及び作品については、事後的に目を通して復習しておくことが望ましい。 

５.教科書 

特に指定しない。授業中に提示するスライドで対処する。 

６.参考書 

特に指定しない。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験問題についてどんなことを書けば良かったかの説明を Oh!meijiにて受講者向けに公開する 

８.成績評価の方法 
定期試験 100％ 

９.その他 
＊履修登録の詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW171J 

情報組織論Ⅰ 栗山 健 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 みなさんは社会に一歩出た途端に何らかの組織に所属します。その組織というものにたいしてみなさんはどんなイメージをもっているのでしょ

うか。そして、みなさんにとって組織とはどんなものなのでしょうか。このことを結晶化ワールドカフェというワークショップ手法によって探りだ

します。そして、テキストをもとに組織にはびこる理不尽のメカニズムを明らかにします。こうして、理想の組織のあり方を深く考えぬくことで組

織というものへの理解を深め、想定外の状況にも機能不全を起こさない健全な組織のあり方という概念を明らかにして行きましょう。この健全な組

織の理解を到達目標として、みなさんの頭のなかにある組織というものの素朴理論を探るアジャイルな授業展開によって、組織の統合的な理解を深

めていきます。 

【授業の到達目標】 

 想定外の状況にも機能不全を起こさない健全な組織のあり方を理解し、理想の組織にむけて組織の原理を考えぬくことです。このプロセスを通

して、組織にどんな不合理性があるかを理解すること、その不合理さの裏にはある種の合理性があること、組織の成長と発展においてどんな組織上

の問題があらわになるかを理解すること、これらの組織上の問題を通してイノベーションやマネジメントが果たす役割と組織につきつける問題を理

解すること、組織の致命的な失敗事例を説明すること、毎回の授業内容から得られた知識を適確な文章として要約することができること、毎回の授

業内容から得られた知識の意味を見出すことができること等の獲得を目指します。 
２.授業内容 

第１回：「組織論と組織イノベーション」への誘い 

第２回：なぜ社会の変化は激しいのか？ 

第３回：われわれは世界の情報を正しく認識しているか？ 

第４回：ムーブメントからイノベーションを考える 

第５回：リーダーシップとイノベーション 

第６回：新事業の普及における変化の特徴 

第７回：フィードバックと経験学習 

第８回：企業の組織文化の創発メカニズム 

第９回：戦略行動の創発メカニズム 

第 10回：後知恵バイアスが隠蔽する創造性 

第 11回：「ボケ」と「ノリ」が連鎖する「場」 

第 12回：なぜ成果は努力に応じて現れないのか？ 

第 13回：失敗する行動を潰さない包摂 

第 14回：授業で得た知識と能力を振り返る 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

本授業は公開を原則としていますので、社会人等の参加や動画収録、ウェブでの公開をともなう場合があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習として、事前アンケート（アンケート名称の冒頭に pre とついたもの）を提出してもらうことがあります。これは毎回設定されているとは限り

ません。基本的には前日の夜に設定しておきますので、授業の前までに回答してから授業に参加してください。 

 そのほか、授業時間内での回答を期待するアンケートが設定されることもあります。 

 復習として、毎回授業後に授業サマリ（授業内容についての振り返り）をレポートとして提出することと、事後アンケート（アンケート名称の冒

頭に post とついたもの）、アンケート方式のクイズ等への回答を求めることがあります。いずれも授業後１週間以内に提出してください。 

５.教科書 

特定の教科書は指定しませんが、適宜参考文献を指示します。 

６.参考書 

参考文献は必要に応じて授業の中で提示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題へのフィードバックは基本的に次回以降の授業で共有します。 

８.成績評価の方法 
定期試験は行いません。出席は毎回とりますが点数には換算せず、欠席が 4回を超えると単位を与えません。成績は次のものを評価します。 

(1) レポート「授業サマリ」（60%） 

(2) アンケート（30%） 

(3) ディスカッション（5%） 

(4) 小テスト（5%） 

【成績評価の基準】 

(1) 「授業サマリ」は 400 字以上 

(2) アンケートは回答内容にかかわりなく回答数だけ 

(3) ディスカッションは投稿内容にかかわりなく投稿数だけ 

(4) 小テストは授業内容に沿った解答を正解とする 

９.その他 
特にありません。 
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科目ナンバー : (LA)LAW171J 

情報組織論Ⅱ 栗山 健 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 知性とは、軋轢や矛盾に真っ向から対峙し、自らの頭脳を使い倒して知恵を絞って乗り越えようと決意した人や組織だけが獲得できる能力です。

この能力を獲得するには、過去の成功体験や既存の価値観がもたらす束縛や、諦めや不安から脱却し自由になるという前提条件が必要です。この既

存の価値観から脱却する原理はすでに明らかにされています。このイノベーションプロセスの理解を到達目標として、みなさんの頭のなかにあるイ

ノベーションの素朴理論を探るアジャイルな授業展開によってイノベーションの統合的な理解を深めていきます。 

【授業の到達目標】 

 イノベーションプロセスを理解するために、各界で活躍している社会人の方々をお呼びし、イノベーション論を実践的に学んでいきます。このプ

ロセスを通して、閉塞状況をもたらす原理を探りだす能力、持続的イノベーションや破壊的イノベーションを論じる能力、パラダイム破壊型イノベ

ーションを論じる能力、イノベーションにおけるまぐれの役割を論じる能力、獲得した能力を使うに当たって社会的ジレンマに陥る状況を想定して

倫理を考え抜く能力等の獲得を目指します。 
２.授業内容 

第１回：「社会人から学ぶ実践的イノベーション論」への誘い 

第２回：イノベーション概論 

第３回：イノベーションの定理 

第４回：イノベーションの論理 

第５回：自分のキャリア・アンカーを知る 

第６回：アフォーダンスとやわらかなイノベーション 

第７回：個人主義と集団主義 

第８回：認知バイアス概論 

第９回：社会人から学ぶ実践的イノベーション論(1) 

第 10回：社会人から学ぶ実践的イノベーション論(2) 

第 11回：社会人から学ぶ実践的イノベーション論(3) 

第 12回：社会人から学ぶ実践的イノベーション論(4) 

第 13回：社会人から学ぶ実践的イノベーション論(5) 

第 14回：授業から学んだ知識と能力を考える 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

本授業は公開を原則としていますので、社会人等の参加や動画収録、ウェブでの公開をともなう場合があります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習として、事前アンケート（アンケート名称の冒頭に preとついたもの）を提出してもらうことがあります。これは毎回設定されているとは限

りません。基本的には前日の夜に設定しておきますので、授業の前までに回答してから授業に参加してください。 

 そのほか、授業時間内での回答を期待するアンケートが設定されることもあります。 

 復習として、毎回授業後に授業サマリ（授業内容についての振り返り）をレポートとして提出することと、事後アンケート（アンケート名称の冒

頭に post とついたもの）、アンケート方式のクイズ等への回答を求めることがあります。 

５.教科書 

特定の教科書は指定しませんが、適宜参考文献を指示します。 

 

６.参考書 

参考文献は必要に応じて授業の中で提示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題へのフィードバックは基本的に次回以降の授業内で共有します。 

８.成績評価の方法 
定期試験は行いません。出席は毎回とりますが点数には換算せず、欠席が 4回を超えると単位を与えません。成績は次のものを評価します。 

(1) レポート「授業サマリ」（60%） 

(2) アンケート（30%） 

(3) ディスカッション（5%） 

(4) 小テスト（5%） 

【成績評価の基準】 

(1) 「授業サマリ」は 400 字以上 

(2) アンケートは回答内容にかかわりなく回答数だけ 

(3) ディスカッションは投稿内容にかかわりなく投稿数だけ 

(4) 小テストは授業内容に沿った解答を正解とする 

９.その他 
特にありません。 
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科目ナンバー : (LA)LAW376J 

法情報学Ⅰ〔Ｍ〕 夏井 高人 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

法情報学Ⅰにおいては、法情報へのアクセスをテーマとする講義を実施する。講義の素材として、EU の法へのアクセス報告書に示されている内容

及び事項に準拠するが、この報告書の解説を目的とする授業ではない。 

1 年次の必修科目である法学リテラシで習得する基本的な法情報検索等の手法や文献の引用方法等に関する講義は行わない。一般的な情報リテラシ

に関する講義も同様である。 

法情報学Ⅰにおいては、オープンデータ政策を含め、国家としての法情報の提供のあり方の基本を理解し、考えること、日本国における現実の法情

報提供の実態を認識し、考えること、そして、大学や公的機関からの提供される様々な法情報サービスを認識し、その特徴や利用上の留意点を知る

ことを目標とする。 

２.授業内容 

すべての授業回を、Oh-o! Meiji のディスカッション機能により、リアルタイムで行う。 

 

第１回：イントロダクション 

第２回：基本的な権利としての法へのアクセスの権利 

第３回：日本国政府及び公的機関による法情報の提供の実際 

第４回：法へのアクセスと関連する法情報学の歩み 

第５回：オープンデータ（１） 

第６回：オープンデータ（２） 

第７回：オープンデータ（３） 

第８回：知的財産権との関係 

第９回：プライバシー保護との関係 

第 10回：法情報の翻訳（１） 

第 11回：法情報の翻訳（２） 

第 12回：判例データベース 

第 13回：法律データベース 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

新型コロナの問題とは全く無関係に、オンライン授業により実施する。 

授業は、日本語で行う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

英語の実力のある受講生は、予め、Report on access to law（2015/C 97/03）（OJ C 97、 24.3.2015、 p.2–10）の原文を読んでおくことが望まし

い。この報告書は、Eur-lexの Web サイト上で入手できる。 

５.教科書 

特に指定しない。 

授業中に必要な資料を配布する。 

６.参考書 

指宿信『法情報学の世界』第一法規株式会社(2010) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji システムを利用して行う。 

８.成績評価の方法 
理解度テストの結果の総合計点により成績評価する。 

理解度テストは、5 回～10 回程度、その提出を求める。 

理解度テストは、Oh-o! Meijiのシステムにより連絡し、Oh-o! Meijiシステム上でファイル送信の方法により提出するものとする。 

 

９.その他 
高校段階で科目として配置されている理科（化学、物理、生物、情報処理等）及び社会（日本史、世界史、地理、公民等）並びに国語（現代国語、

古典、漢文）を、法情報学の履修登録時点で、全て完全にマスターしていない場合、この科目の授業内容を理解することが不可能または非常に困難

である。マスターしていない受講希望者は、授業開始までに独学でマスターしておかなければならない。 
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科目ナンバー : (LA)LAW376J 

法情報学Ⅱ〔Ｍ〕 夏井 高人 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

法情報学Ⅱにおいては、法情報の管理をテーマとする講義を実施する。 

1 年次の必修科目である法学リテラシで習得する基本的なレベルの法情報検索等の手法や文献の引用方法等に関する講義は行わない。一般的な情報

リテラシに関する講義も同様である。 

法情報学Ⅱにおいては、機密文書の管理を含め、情報管理者としての判断基準の概要を理解すること、情報へのアクセスを求める権利とその実行方

法の概要を理解すること、そして、純粋な法情報ではないけれども具体的な法の適用を知るための関連情報の重要性とその入手方法の概要を知るこ

とを目標とする。 

２.授業内容 

すべての授業回を、Oh-o! Meiji のディスカッション機能により、リアルタイムで行う。 

 

第１回：イントロダクション 

第２回：基本的な権利としての情報へのアクセスの権利 

第３回：機密性の概念、機密の区分 

第４回：アクセスコントロールの概要 

第５回：情報及びデータの安全性確保（マネジメント） 

第６回：情報及びデータの安全性確保（刑事法制等） 

第７回：法適用の実際を知るための関連情報 

第８回：実例による解説（１） 

第９回：実例による解説（２） 

第 10回：実例による解説（３） 

第 11回：実例による解説（４） 

第 12回：法情報の本質（１） 

第 13回：法情報の本質（２） 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

法情報学Ⅰを履修済みであることを前提に授業を実施する。 

新型コロナの問題とは全く無関係に、オンライン授業により実施する。 

授業は、日本語で行う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

特になし。 

５.教科書 

特に指定しない。 

授業中に必要な資料を配布する。 

６.参考書 

指宿信『法情報学の世界』第一法規株式会社(2010) 

森田明『論点解説 情報公開・個人情報保護審査会 答申例』日本評論社(2016) 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meiji システムを利用して行う。 

８.成績評価の方法 
理解度テストの結果の総合計点により成績評価する。 

理解度テストは、5 回～10 回程度、その提出を求める。 

理解度テストは、Oh-o! Meijiのシステムにより連絡し、Oh-o! Meijiシステム上でファイル送信の方法により提出するものとする。 

 

９.その他 
高校段階で科目として配置されている理科（化学、物理、生物、情報処理等）及び社会（日本史、世界史、地理、公民等）並びに国語（現代国語、

古典、漢文）を、法情報学の履修登録時点で、全て完全にマスターしていない場合、この科目の授業内容を理解することが不可能または非常に困難

である。マスターしていない受講希望者は、授業開始までに独学でマスターしておかなければならない。 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法特講Ⅰ 芦野 訓和 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業では、民法財産法に関する理論的な問題について、総則、物権、債権と縦断的に学んできたことを基礎として、それらを関連させながら横

断的に民法財産法を学ぶ。 

民法を体系的に理解し、民法財産法に関する応用力を養い、自ら考察できるようになることを目標とする。 

授業は民法に関する基礎的知識を習得済みであることを前提として、具体的な問題について、受講者と議論をしながら進めていく。 

受講生に報告を割り当て、それをもとに全員で議論しながら理解を深めていく。 

民法特講Ⅰでは、民法総則・物権に関する発展的問題を中心的に取り扱う（債権法の内容が関連する場合もある）。 

【到達目標】 

(1) 民法財産法に関する基礎的な理論を理解している。 

(2) 民法財産法に関する解釈上の論点について、重要な判例及び学説を理解している。 

(3) 上記(1)(2)を踏まえながら、自ら考え、自説を展開できる。 
２.授業内容 

第１回：bのみ：イントロダクション「民法の体系」 

第２回：民法における能力をめぐる問題 

第３回：公序良俗違反をめぐる問題 

第４回：表見法理をめぐる問題 

第５回：他人の行為に関する責任 

第６回：消滅時効をめぐる問題 

第７回：取得時効をめぐる問題 

第８回：物権的請求権をめぐる問題 

第９回：不動産物権変動をめぐる問題 

第１０回：動産物権変動をめぐる問題 

第１１回：抵当権をめぐる問題１－物上代位 

第１２回：抵当権をめぐる問題２－効力の及ぶ範囲 

第１３回：抵当権をめぐる問題３－法定地上権 

第１４回：譲渡担保をめぐる問題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがある。 

３.履修上の注意 

授業は民法に関する基礎知識を習得済みであることが前提となる。 

民法総則のほかに、物権、債権、契約、損害賠償法を履修している（履修中）か、自ら学習することが望まれる。 

受講生は受動的ではなく能動的に授業に参加することが望まれる。 

レポート課題を複数回(4、5 回程度）課すが、回数については、授業の進行具合で決定する。 

民法特講Ⅰと民法特講Ⅱの内容は関連している。両方とも履修することが望まれる。 

六法は必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

自身が所有する教科書・体系書などの該当箇所を通読し、関連する判例にも目を通したうえで、自ら考えて来ること。 

【復習の内容】 

授業で学んだ点について、もう一度復習し、知識が定着し、それをアウトプットできるかを確認する。 

５.教科書 

教科書は特に指定しない。 

授業で使用する問題、レジュメ、資料等は Oh-o!Meiji を通じて配付する。 

６.参考書 

『民法①総則 判例３０！』（有斐閣）  『民法②物権 判例３０！』（有斐閣）  『民法③債権総論 判例３０！』（有斐閣） 

『民法④債権各論 判例３０！』（有斐閣）  『民法判例百選Ⅰ 総則・物権 第８版』（有斐閣） 

『民法判例百選Ⅱ 債権 第８版』（有斐閣）  『民法判例百選Ⅲ 親族・相続 第２版』（有斐閣）  第１回目の授業でも説明する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポート課題については、提出期限後に、全体に向けて出題意図・問題点・ポイントなどについて講評する。 

定期試験については、終了後、全体に向けた講評を Oh-o! Meiji に掲示する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

定期試験およびレポートで評価する。定期試験 60％＋レポート 40％ 

【成績評価の基準】 

（１）民法財産法に関する基礎的な知識を習得しているか 

（２）判例・学説を含む他者の意見を的確に理解しそれに対して対応できるか 

（３）自ら考えそれを外部に発信できるか       を基準とする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

民法特講Ⅱ 芦野 訓和 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業では、民法財産法に関する理論的な問題について、総則、物権、債権と縦断的に学んできたことを基礎として、それらを関連させながら横

断的に民法財産法を学ぶ。 

民法を体系的に理解し、民法財産法に関する応用力を養い、自ら考察できるようになることを目標とする。 

授業は民法に関する基礎的知識を習得済みであることを前提として、具体的な問題について、受講者と議論をしながら進めていく。 

受講生に報告を割り当て、それをもとに全員で議論しながら理解を深めていく。 

民法特講Ⅱでは、債権総論・債権各論に関する発展的問題を中心的に取り扱う（債権法の内容が関連する場合もある）。 

【到達目標】 

(1) 民法財産法に関する基礎的な理論を理解している。 

(2) 民法財産法に関する解釈上の論点について、重要な判例及び学説を理解している。 

(3) 上記(1)(2)を踏まえながら、自ら考え、自説を展開できる。 
２.授業内容 

第１回：bのみ：イントロダクション「民法の体系」 

第２回：定型約款・契約の拘束力 

第３回：安全配慮義務 

第４回：契約の拘束力 

第５回：安全配慮義務 

第６回：人的担保をめぐる問題 

第７回：契約不適合をめぐる問題 

第８回：代位制度 

第９回：弁済をめぐる問題 

第１０回：賃貸借をめぐる問題 

第１１回：役務提供契約の終了と対価の支払 

第１２回：不当利得をめぐる問題 

第１３回：不法行為をめぐる問題 

第１４回：特殊不法行為をめぐる問題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがある。 

３.履修上の注意 

授業は民法に関する基礎知識を習得済みであることが前提となる。 

民法総則のほかに、物権、債権、契約、損害賠償法を履修している（履修中）か、自ら学習することが望まれる。 

受講生は受動的ではなく能動的に授業に参加することが望まれる。 

レポート課題を複数回(4、5 回程度）課すが、回数については、授業の進行具合で決定する。 

民法特講Ⅰと民法特講Ⅱの内容は関連している。両方とも履修することが望まれる。 

六法は必ず持参すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習の内容】 

自身が所有する教科書・体系書などの該当箇所を通読し、関連する判例にも目を通したうえで、自ら考えて来ること。 

【復習の内容】 

授業で学んだ点について、もう一度復習し、知識が定着し、それをアウトプットできるかを確認する。 

５.教科書 

教科書は特に指定しない。 

授業で使用する問題、レジュメ、資料等は Oh-o!Meiji を通じて配付する。 

６.参考書 

『民法①総則 判例３０！』（有斐閣）  『民法②物権 判例３０！』（有斐閣）  『民法③債権総論 判例３０！』（有斐閣） 

『民法④債権各論 判例３０！』（有斐閣）  『民法判例百選Ⅰ 総則・物権 第８版』（有斐閣） 

『民法判例百選Ⅱ 債権 第８版』（有斐閣）  『民法判例百選Ⅲ 親族・相続 第２版』（有斐閣）  第１回目の授業でも説明する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 レポート課題については、提出期限後に、全体に向けて出題意図・問題点・ポイントなどについて講評する。 

定期試験については、終了後、全体に向けた講評を Oh-o! Meiji に掲示する。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

定期試験およびレポートで評価する。定期試験 60％＋レポート 40％ 

【成績評価の基準】 

（１）民法財産法に関する基礎的な知識を習得しているか 

（２）判例・学説を含む他者の意見を的確に理解しそれに対して対応できるか 

（３）自ら考えそれを外部に発信できるか        を基準とする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

刑法特講Ⅰ 内山 良雄 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、共犯論および因果関係論を取り扱います。共犯論は、多数の重要な論点を内包しており、刑法総論の講義を履修しただけでは消化不

良に陥りがちな分野です。ところが、各種資格試験や法科大学院入試では頻出する分野でもあります。また、因果関係論は、とくに行為後の介在事

情に関する処理をめぐり最高裁判例が集積されてきた分野であり、判例は、いわゆる「危険の現実化」公式を採用するに至っていますが、その判断

構造を正確に理解するには困難を伴います。 

 そこで、刑法総論に関する基礎的な知識・理解を得ている学生が履修することを前提に、共犯論および因果関係論に関して、理解しておく必要が

ある重要事項を再確認し、さらに理解を深めることに主眼をおいて講義を行います。そして、事例を素材に、修得した理解を駆使して一定の結論を

導き出すことができるようになるため、解釈学上の重要論点、新たに議論がなされるようになってきた論点を、丹念に検討してゆきます。法科大学

院の入学試験、司法試験予備試験等を受験する学生が受講することも想定しています（受験しなくても履修可能です）。 

【到達目標】 

 刑法理論に関する基礎的な理解を一層充実させ、応用力を養い、事例問題に対処できるようになることを目標とします。共犯論および因果関係論

における解釈論上の主要論点について、重要な判例および学説を正しく理解し、それを踏まえながら自説を展開・論述できるようになり、法科大学

院の入学試験、司法試験予備試験の問題にも対応できるようになることが目標です。 
２.授業内容 

第１回：ａのみ：イントロダクション（「共犯論の基礎①正犯と共犯」）   第２回：共犯論の基礎②共犯の諸形態 

第３回：共犯の従属性①（実行従属性、要素従属性）   第４回：共犯の従属性②(罪名従属性)   第５回：共犯の処罰根拠 

第６回：共同正犯の正犯性（一部行為全部責任の根拠）と共謀共同正犯   第７回：共謀の射程   第８回：共犯の錯誤 

第９回：共犯からの離脱と共犯の中止   第 10 回：承継的共同正犯   第 11 回：共犯と身分 

第 12回：因果関係の意義と機能、条件関係論   第 13回：相当因果関係説と危険の現実化公式の判断構造 

第 14回：行為後の介在事情と危険の現実化公式に基づく判断方法 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

刑法総論の「復習」「補習」をする科目ではありません。 

六法は、必ず持参してください。 

※対面で授業を実施することを前提としますが、担当教員に新型コロナウイルス感染重症化リスクを伴う基礎疾患があるため、新型コロナウイル

スの感染状況によっては、「オンデマンド型」または「ライブ配信型」に変更して授業を実施する場合があります。実施形態を変更する場合は、Oh-

o! Meiji システム「シラバスの補足」を利用して、事前に周知します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

１年次で履修した刑法総論で使用した教科書の該当箇所を通読する。 

【復習の内容】 

授業中に扱われた内容について、精確に理解し、その内容を知らない人に理解してもらえるように説明できるかをチェックする。 

授業で取り扱った重要判例について、要旨だけでなく、判決全文に目を通す。主要判例は、裁判所ホームページ内「裁判例検索」

（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1）で閲覧可能です。 

５.教科書 

指定教科書は、ありません。担当教員が作成するレジュメを配布します。 

６.参考書 

各自が１年生の時に履修した刑法総論で使用した教科書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 対面授業の場合は、原則として課題は課さないですが、授業形態の変更等により課題を課すこととなった場合は、Oh-o! Meiji システムを利用して

配信します。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】期末試験１００％ 

※「オンデマンド型」または「ライブ配信型」で授業を実施した場合は（上記「履修上の注意」参照）、「各テーマごとに課される事後課題４０％、

期末試験に代わるレポート６０％」 

【成績評価の基準】 

 行為者の罪責を検討する事例問題について、答案に問題の所在を明示しているか（検討すべき「論点」を「発見」できるか）、事例に示されてい

る事実の中から検討すべき事実を抽出できているか、抽出した事実が結論を導き出す上で有している意味を評価しながら検討すべき要件への当ては

めができているか、判例・学説を正しく理解したうえ他説を批判しながら自分の考えを説得力ある論旨で論理的に主張できているか、を基準としま

す。 

９.その他 
分からないことは、恥ずかしいことではありません。分からないときは、遠慮せずに質問して、疑問を解消して次のステップに進みましょう。授業

で扱わない問題に関する質問も、受け付けます。 
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科目ナンバー : (LA)LAW351J 

刑法特講Ⅱ 内山 良雄 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本講義では、刑法総論の重要論点を取り扱います。刑法総論の基礎的な知識・理解を修得している学生が履修することを前提に、解釈論上の重要

論点に関して、さらに理解を深めることに主眼をおいて講義を行います。複数の論点が交錯する問題や、教科書で言及されていない論点に対処する

ためには、本質論に立ち返って基本的な考え方から掘り起こして検討する必要があります。その際、「なぜ、そのように考えるのか」という理解に裏

づけられた論理的に一貫した思考が要求されるのです。そのような観点から、本講義では、刑法総論の解釈学上の重要論点、新たに議論がなされる

ようになってきた論点について、事例処理を念頭に置いて丹念に検討してゆきます（「共犯論」および「因果関係論」は、春学期の「刑法特講Ⅰ」で

取り扱います）。法科大学院の入学試験、司法試験予備試験等を受験する学生が履修することも想定しています（受験しなくても履修可能です）。 

【到達目標】 

 刑法理論に関する基礎的な理解を一層充実させて応用力を養い、犯罪論を体系的に把握できるようになること、事例問題に対処できるようにな

ることを目標とします。刑法総論における解釈論上の主要論点について、重要な判例および学説を正しく理解し、それを踏まえながら自説を展開・

論述できるようになり、法科大学院の入学試験、司法試験予備試験の問題にも対応できるようになることが目標です。 
２.授業内容 

第１回：ａのみ：不作為犯総論（作為と不作為、作為犯と不作為犯、真正不作為犯と不真正不作為犯） 

第２回：不真正不作為犯に関する解釈論上の課題   第３回：不真正不作為犯の成立要件、作為義務の発生根拠 

第４回：未遂犯の処罰根拠   第５回：実行の着手   第６回：早すぎた構成要件の実現 

第７回：積極的加害意思と侵害の急迫性・防衛の意思   第８回：偶然防衛 

第９回：過剰防衛（質的過剰と量的過剰）   第 10 回：故意と具体的事実の錯誤 

第 11回：故意と抽象的事実の錯誤   第 12 回：違法性の意識(可能性)の要否・体系的地位 

第 13回：違法性の錯誤、事実の錯誤と違法性の錯誤の区別   第 14回：正当化事情の錯誤 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。進度が速くて余裕がある場合は、最後に「過失犯」も扱います。 

３.履修上の注意 

刑法総論の「復習」「補習」をする科目ではありません。 

六法は、必ず持参してください。 

 

※対面で授業を実施することを前提としますが、担当教員に新型コロナウイルス感染重症化リスクを伴う基礎疾患があるため、新型コロナウイル

スの感染状況によっては、「オンデマンド型」または「ライブ配信型」に変更して授業を実施する場合があります。実施形態を変更する場合は、Oh-

o! Meiji システム「シラバスの補足」を利用して、事前に周知します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

１年次で履修した刑法総論で使用した教科書の該当箇所を通読する。 

【復習の内容】 

授業中に扱われた内容について、精確に理解し、その内容を知らない人に理解してもらえるように説明できるかをチェックする。 

授業で取り扱った重要判例について、要旨だけでなく、判決全文に目を通す。主要判例は、裁判所ホームページ内「裁判例検索」

（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1）で閲覧可能です。 

５.教科書 

指定教科書は、ありません。担当教員が作成するレジュメを配布します。 

６.参考書 

各自が１年生のときに履修した刑法総論で使用した教科書 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 対面授業の場合は、原則として課題は課さないですが、授業形態の変更等により課題を課すこととなった場合は、Oh-o! Meiji システムを利用して

配信します。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】期末試験１００％ 

※「オンデマンド方式」または「ライブ配信型」で授業を実施した場合は（上記「履修上の注意」参照）、「各テーマごとに課される事後課題４０％、

期末試験に代わるレポート６０％」 

【成績評価の基準】 

 行為者の罪責を検討する事例問題について、答案に問題の所在を明示しているか（検討すべき「論点」を「発見」できるか）、事例に示されてい

る事実の中から検討すべき事実を抽出できているか、抽出した事実が結論を導き出す上で有している意味を評価しながら検討すべき要件への当ては

めができているか、判例・学説を正しく理解したうえ他説を批判しながら自分の考えを説得力ある論旨で論理的に主張できているか、を基準としま

す。 

９.その他 
分からないことは、恥ずかしいことではありません。分からないときは、遠慮せずに質問して、疑問を解消して次のステップに進みましょう。授業

で扱わない問題に関する質問も、受け付けます。 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

医事法Ⅰ 小西 知世 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の到達目標及びテーマ】 

○講義テーマ 

 医療 AI をめぐる諸問題──病理領域を中心として── 

○講義目標 

 私達が普段何気なく過ごしている社会にはさまざまな矛盾や問題があることを抽象的にではなく具体的に理解し、そのうえで、それらをどのよ

うにすれば解決することができるのか、受講者各人が──解決方法が見つからなくとも──考えをめぐらせることができるようになること（＝学問

ができるようになること）を目標とします。 

 そのための材料として「医療」をとりあげ、道具として「法」を用います。 

【授業の概要】 

 医事法という新しい学問分野で検討しなければならない課題は山積しています（たとえば、脳死・臓器移植をめぐる問題、生殖医療、救急医療、

医療保険制度をめぐる問題など）。それらの課題は、それぞれが非常に難しい問題をいくつも抱えているため、全ての課題を網羅的に 1年で検討する

……ということはできません。そこで、今年度の医事法 Ⅰ の講義は、医療 AI に関する問題について、さまざまな角度から検討を加えていくことに

します。 
２.授業内容 

 近年の医学界で最先端の話題の 1 つとなっていたものが医療 AI です。医療の現場、とくに画像診断が行われる領域では、AI を導入するかしない

かの段階ではなく、有効で確かな AI をどのように開発し（あるいは数ある AI の中から選別し）導入していくかという段階に至っています。その中

で、医療 AI という技術がどのようなトラブルをもたらすのか、医師はもちろん臨床検査技師など医療専門職が医療 AIとどのように向き合えばいい

のか──たとえば、病理医も臨床検査技師も不要になるのではないか、病理医や臨床検査技師の役割はどこにあるのか──などが新たな問題として

認識されてきています。 

 そこでこの講義では、医療 AIというこの新しいツールが医療の場にどのような問題をもたらしつつあるのか、主に病理領域に焦点をあてる形で

考えてみたいと思います。 

 

第 １回：ガイダンス・医事法のイントロダクション   第 ２回：医事法のイントロダクション 

第 ３回：医療 AI をめぐる社会的動向   第 ４回：医療 AIをめぐる社会的動向 

第 ５回：医療 AI をめぐる法的枠組   第 ６回：医療 AI をめぐる法的枠組 

第 ７回：医療 AI をめぐる法的枠組   第 ８回：医療 AI をめぐる法的諸問題 

第 ９回：医療 AI をめぐる法的諸問題   第 10 回：医療 AIをめぐる法的諸問題 

第 11回：医療 AI をめぐる法的諸問題   第 12 回：医療 AIをめぐる法的諸問題 

第 13回：医療 AI をめぐる法的諸問題   第 14 回：講義を振り返って 

 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義はレジュメを中心にすすめていきます。その他の詳細については初回の講義で説明します。 

 なお、本講義で扱う法律は、いわゆる普通の六法にはほとんど掲載されていません（たとえば医師法、臨床検査技師法など）。また、現場の状況

を知るために通知等を参照する必要があります。そのため、準備学習として厚生労働省のホームページ上の関係の法令・通知等をしばしば参照して

もらうことになります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 この講義では、皆さんがすでに学んできた憲法や民法・刑法などの法律を総合的に活用することになります。各回の講義を受講する前に、それら

の復習をしておくことをお勧めします。 

５.教科書 

 特に指定しません。 

６.参考書 

 講義の際に、随時紹介します。 

 さしあたり、以下の 2 冊を参考書として紹介しておきます。 

  松尾豊『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』（KADOKAWA，2015年） 

  恵三朗（漫画）・草水敏（原作）『フラジャイル 病理医 岸京一郎の所見 1～23 巻』（講談社） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  任意の中間レポートに対しては講義期間中に講評します。 

 期末試験については、試験終了後、評価基準などを記した全体講評を Oh-o! Meiji 等を用いて公開します。 

８.成績評価の方法 
 任意の中間レポートと期末試験で評価します。 

９.その他 
 受講に際して医学的な知識は必要ありません。 
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科目ナンバー : (LA)LAW371J 

医事法Ⅱ 小西 知世 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の到達目標及びテーマ】 

○講義テーマ 

 医療事故をめぐる諸問題──責任論と安全論── 

○講義目標 

 私達が普段何気なく過ごしている社会にはさまざまな矛盾や問題があることを抽象的にではなく具体的に理解し、そのうえで、それらをどのよ

うにすれば解決することができるのか、受講者各人が──解決方法が見つからなくとも──考えをめぐらせることができるようになること（＝学問

ができるようになること）を目標とします。 

 そのための材料として「医療」をとりあげ、道具として「法」を用います。 

【授業の概要】 

 医事法という新しい学問分野で検討しなければならない課題は山積しています（たとえば、脳死・臓器移植をめぐる問題、生殖医療、救急医療、

医療保険制度をめぐる問題など）。それらの課題は、それぞれが非常に難しい問題をいくつも抱えているため、全ての課題を網羅的に 1年で検討する

……ということはできません。そこで、今年度の医事法 Ⅱ の講義は、医事法学を学ぶ際の基本領域の 1 つといえる医療事故訴訟をめぐる問題につ

いて、責任論と安全論の角度から検討を加えていくことにします。 

 
２.授業内容 

 哀しいことに医療事故は必ず起こります。自動車事故同様、この世から無くすことができない社会現象です。そして、この社会現象は、医療事故

訴訟という社会現象をももたらします。もっとも、被害者本人やその家族（遺族）は、賠償金を取得することを目的として訴訟を提起するのではな

く、主に医療関係者側に“なぜこのような事故が生じたのか”その原因の真相を公的にそして客観的に究明して欲しいとの願いから訴訟を提起する

といわれていています（もっとも、このような願いは、被害者側だけではなく医療関係者側にとってもまた例外ではありません）。しかしながら、医

療事故訴訟によって事故原因の真相は解明されるのでしょうか？ 

 また、1999 年に発生した横浜市大附属病院患者取違え事件・東京都立広尾病院医薬品取違え事件以降、医療事故に対する議論は、事故防止対策

を中心とする議論（安全論）にその中心がシフトし、2014 年以降、医療事故報告・調査制度が設けられています。この報告・調査制度を用いれば、

医療事故関係者の願いである事故原因の真相は解明されるのでしょうか？ 

 本講義では、このような疑問を出発点として、医療事故をめぐる様々な問題点やそれに関する様々な議論を整理しつつ、訴訟の目的と限界、ある

べき医療の姿、さらには医と法の関係などについて検討を加えていきます。 

 

第 １回：ガイダンス・講義の進め方   第 ２回：医療事故訴訟をめぐる社会的状況   第 ３回：医療事故訴訟をめぐる社会的状況 

第 ４回：医療事故訴訟の法的枠組   第 ５回：医療事故訴訟における過失   第 ６回：医療事故訴訟における過失 

第 ７回：医療事故訴訟における因果関係   第 ８回：医療事故訴訟における因果関係 

第 ９回：医療事故訴訟における違法性と損害   第 10回：医療事故訴訟と説明義務・インフォームドコンセント 

第 11回：医療安全論概論   第 12回：医療事故調査制度   第 13 回：医療事故調査制度   第 14 回：講義を振り返って 

 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義はレジュメを中心にすすめていきます。その他の詳細については初回の講義で説明します。 

 なお、本講義で扱う法律は、普通の六法には掲載されていない法律も扱います（たとえば医療法など）。また、現場の状況を知るために通知等を

参照する必要があります。そのため、準備学習として厚生労働省のホームページ上の関係の法令・通知等をしばしば参照してもらうことになります。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 この講義では、皆さんがすでに学んできた憲法や民法・刑法・民事訴訟法などの法律を総合的に活用することになります。各回の講義を受講する

前に、それらの復習をしておくことをお勧めします。 

５.教科書 

 特に指定しません。 

６.参考書 

 講義の際に、随時紹介します。 

 さしあたり、以下の 3 冊を参考書として紹介しておきます。 

  甲斐克則（編）『医事法講座第 11巻 医療安全と医事法』（信山社，2021 年） 

  平林勝政ほか（編）『看護をめぐる法と制度』（メディカ出版，第 3 版，2022 年） 

  和田仁孝・前田正一『医療紛争  メディカル・コンフリクト・マネジメントの提案』（医学書院，2001 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  任意の中間レポートに対しては講義期間中に講評します。 

 期末試験については、試験終了後、評価基準などを記した全体講評を Oh-o! Meiji 等を用いて公開します。 

８.成績評価の方法 
 任意の中間レポートと期末試験で評価します。 

９.その他 
 受講に際して医学的な知識は必要ありません。 
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科目ナンバー : (LA)LAW271J 

ジェンダーと法Ⅰ 堀口 悦子 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 伝統的な法律学をジェンダーの視点から見直すのが｢ジェンダーと法｣である。ジェンダーに中立な法律とは、現実にありうるのだろうか。「ジェ

ンダーに中立」とは何かを考えながら、各法律分野を見直してみると、今まで気づかなかった問題が見えて来るであろう。それは、日本の問題に限

らず、世界の問題でもある。法として、「法律」を超えた幅広い「法」を見て行く。 

 「平等」を、考えてみよう。形式的平等と事実上の平等があることを、知ってほしい。 

 「差別」にも、関心を持ってほしい。差別には、直接差別と間接差別がある。交差差別（インターセクショナリティ）も視野に入れて、ダイバー

シティ（多様性）も考えて行こう。ジェンダーとともに、セクシュアリティ・障害・人種・民族・年齢などのダイバーシティに留意して、法を複眼

的に見て行く。 

 本講義を通じて、ジェンダーの視点から、日本と世界の法律問題を具体的に把握できるようにする。A では、とくに国際人権法を国連の組織を理

解するとともに学んで行こう。法律を批判的に研究することを通して、「リーガル・リテラシー」の実践を行い、このことがアクティブ・ラーニング

につながるはずである。 

 「ジェンダーと法」は、日々、新しい情報があり、刷新している。シラバスと異なる場合もあるが、それは最新情報を伝えたいからである。 
２.授業内容 

各回のテーマは次のとおりである。 

第１回 a:イントロダクション、 b:国連とジェンダー～国連女性機関（UN ウィメン）・ILO・ユネスコなどについて～ 

第２回 国際人権法（1） 女性差別撤廃条約 

第３回 国際人権法（2） 女性差別撤廃条約一般勧告 

第４回 国際人権法（3） 選択議定書 個人通報制度・調査制度 

第５回 国際人権法（4） 選択議定書 事例紹介 

第６回 ジェンダーギャップ指数ー日本は何位か？～女性議員をどう増やすか～候補者男女均等法 

第７回 労働とジェンダー⑴ 男女雇用機会均等法 

第８回 労働とジェンダー⑵ ILO 条約と国内法 

第９回 家族法⑴ 夫婦別姓と婚姻 

第 10回 家族法⑵ 戸籍と家族 

第 11回 家族法⑶ 離婚・子どもー失われた所得補償・扶養定期金・養育費 

第 12回 社会保障とジェンダー～第 3 号被保険者・配偶者控除～ 

第 13回 「性的同意」その他  

第 14回 まとめ及び質疑応答等 

＊講義内容は、必要に応じて変更することがある。 

３.履修上の注意 

 「リアクション・ペーパー」は、授業終了時に、毎回、提出すること。「自授業への参加度」の基準となる。授業に対する質問・疑問・意見・批

判などを自由に書いてほしい。批判などを書いても、不利に評価をしないので、真摯に、自由に書いて大丈夫である。「リアクション・ペーパー」は、

本授業をより良くするためのものである。教員と学生の「双方向の授業」のための、ツールである。 

 毎回の授業のテーマに沿った「レポート」を 400字程度で書いてもらう。これは、毎回のテーマをどれくらい理解しているかだけではなく、その

テーマについて自分の考えをまとめるための機会でもある。また、「書く力」を毎回の授業を通して、身に付けてほしい。 

 常に、テレビ等のニュース、新聞、雑誌記事、オンラインのニュースなどに、フェイクに留意しながら関心を持つこと。例えば、「フェアトレー

ド」という言葉を知っていると思うが、その実践例や具体的な問題について知ろう。具体例を挙げれば、チョコレートの原料であるカカオ豆である。 

 内閣府男女共同参画局、法務省、厚生労働省および国連（UN）などのサイトに随時アクセスすることが望ましい。 

 ゲスト講師を招聘する授業を、予定している。リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて産婦人科医渥美治世氏。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習としては、上記の「履修上の注意」にも記載したが、メディアのニュースに関心を持って接してほしい。毎回、授業の最初に、メディアのジ

ェンダー関連のニュース等を扱う。 

 復習として、授業時に配付した資料等を、学期中に、きちんと読んでおくこと。 

 授業時に紹介した、小説や映画などに、積極的に触れること。一例を挙げると、アメリカ映画『ボーダータウン 報道されない殺人者』がある。

この作品は、女性差別撤廃条約・選択議定書の調査制度の第 1号の公表ケースである、メキシコ・ケースを、映画化したものである。時間のあると

きに観ておくことを、お勧めする。その他、アメリカ映画『ボーダーライン１・２』なども見てほしい。 

５.教科書 

 特に、教科書は定めないが、随時必要な資料は、配付あるいは収集等のための指示をする。 

 『ルポ 貧困女子』 飯島裕子 岩波新書（期末レポートの課題図書） 

６.参考書 

 授業内で、随時、配付予定。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回の「レポート」については、随時、Oh-o!Meiji の「授業のお知らせ管理」などで述べる。第 14 回のまとめで、全体的に、課題に対するフィ

ードバックを行う。 

８.成績評価の方法 
 授業への参加度 20％、毎回のレポート 20％、中間レポートと期末レポート 40％、期末試験２0％ 

９.その他 
 ジェンダーと法 A のみの履修を可とする。 
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科目ナンバー : (LA)LAW271J 

ジェンダーと法Ⅱ 堀口 悦子 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 伝統的な法律学をジェンダーの視点から見直すのが｢ジェンダーと法｣である。ジェンダーに中立な法律とは、現実にありうるのだろうか。「ジェ

ンダーに中立」とは何かを考えながら、各法律分野を見直してみると、今まで気づかなかった問題が見えて来るであろう。それは、日本の問題に限

らず、世界の問題でもある。法として、「法律」を超えた幅広い「法」を見て行く。 

 「平等」を、考えてみよう。形式的平等と事実上の平等があることを、知ってほしい。 

 「差別」にも、関心を持ってほしい。差別には、直接差別と間接差別がある。交差差別（インターセクショナリティ）も視野に入れて、ダイバー

シティ（多様性）も考えて行こう。ジェンダーとともに、セクシュアリティ・障害・人種・民族・年齢などのダイバーシティに留意して、法を複眼

的に見て行く。 

 本講義を通じて、ジェンダーの視点から、日本と世界の法律問題を具体的に把握できるようにする。A では、とくに国際人権法を国連の組織を理

解するとともに学んで行こう。法律を批判的に研究することを通して、「リーガル・リテラシー」の実践を行い、このことがアクティブ・ラーニング

につながるはずである。 

 「ジェンダーと法」は、日々、新しい情報があり、刷新している。シラバスと異なる場合もあるが、それは最新情報を伝えたいからである。 
２.授業内容 

各回のテーマは次のとおりである。 

第１回 a:イントロダクション、 b:国連とジェンダー～国連女性機関（UN ウィメン）・ILO・ユネスコなどについて～ 

第２回 国際人権法（1） 女性差別撤廃条約 

第３回 国際人権法（2） 女性差別撤廃条約一般勧告 

第４回 国際人権法（3） 選択議定書 個人通報制度・調査制度 

第５回 国際人権法（4） 選択議定書 事例紹介 

第６回 ジェンダーギャップ指数ー日本は何位か？～女性議員をどう増やすか～候補者男女均等法 

第７回 労働とジェンダー⑴ 男女雇用機会均等法 

第８回 労働とジェンダー⑵ ILO 条約と国内法 

第９回 家族法⑴ 夫婦別姓と婚姻 

第 10回 家族法⑵ 戸籍と家族 

第 11回 家族法⑶ 離婚・子どもー失われた所得補償・扶養定期金・養育費 

第 12回 社会保障とジェンダー～第 3 号被保険者・配偶者控除～ 

第 13回 「性的同意」その他  

第 14回 まとめ及び質疑応答等 

＊講義内容は、必要に応じて変更することがある。 

３.履修上の注意 

 「リアクション・ペーパー」は、授業終了時に、毎回、提出すること。「自授業への参加度」の基準となる。授業に対する質問・疑問・意見・批

判などを自由に書いてほしい。批判などを書いても、不利に評価をしないので、真摯に、自由に書いて大丈夫である。「リアクション・ペーパー」は、

本授業をより良くするためのものである。教員と学生の「双方向の授業」のための、ツールである。 

 毎回の授業のテーマに沿った「レポート」を 400字程度で書いてもらう。これは、毎回のテーマをどれくらい理解しているかだけではなく、その

テーマについて自分の考えをまとめるための機会でもある。また、「書く力」を毎回の授業を通して、身に付けてほしい。 

 常に、テレビ等のニュース、新聞、雑誌記事、オンラインのニュースなどに、フェイクに留意しながら関心を持つこと。例えば、「フェアトレー

ド」という言葉を知っていると思うが、その実践例や具体的な問題について知ろう。具体例を挙げれば、チョコレートの原料であるカカオ豆である。 

 内閣府男女共同参画局、法務省、厚生労働省および国連（UN）などのサイトに随時アクセスすることが望ましい。 

 ゲスト講師を招聘する授業を、予定している。リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて産婦人科医渥美治世氏。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習としては、上記の「履修上の注意」にも記載したが、メディアのニュースに関心を持って接してほしい。毎回、授業の最初に、メディアのジ

ェンダー関連のニュース等を扱う。 

 復習として、授業時に配付した資料等を、学期中に、きちんと読んでおくこと。 

 授業時に紹介した、小説や映画などに、積極的に触れること。一例を挙げると、アメリカ映画『ボーダータウン 報道されない殺人者』がある。

この作品は、女性差別撤廃条約・選択議定書の調査制度の第 1号の公表ケースである、メキシコ・ケースを、映画化したものである。時間のあると

きに観ておくことを、お勧めする。その他、アメリカ映画『ボーダーライン１・２』なども見てほしい。 

５.教科書 

 特に、教科書は定めないが、随時必要な資料は、配付あるいは収集等のための指示をする。 

 『ルポ 貧困女子』 飯島裕子 岩波新書（期末レポートの課題図書） 

６.参考書 

 授業内で、随時、配付予定。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回の「レポート」については、随時、Oh-o!Meiji の「授業のお知らせ管理」などで述べる。第 14 回のまとめで、全体的に、課題に対するフィ

ードバックを行う。 

８.成績評価の方法 
 授業への参加度 20％、毎回のレポート 20％、中間レポートと期末レポート 40％、期末試験２0％ 

９.その他 
 ジェンダーと法 A のみの履修を可とする。 
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科目ナンバー : (LA)POL321J 

行政学Ⅰ 牛山 久仁彦 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 今日の社会においては、政府の役割が多様、複雑化している。政府が担う行政機能は、人々の生活に大きな影響を与えているといえよう。本講義

では、そうした状況をふまえつつ、行政学の基本的な考え方を学ぶことを目的とし、行政が果たすべき役割とその機能について考えることとし、行

政学の基礎について学び、理解することを到達目標とする。 

２.授業内容 

第１回：講義の概要と進め方  

第２回：立法国家と行政国家  

第３回：行政機能の肥大化と福祉国家  

第４回：官僚制をめぐる論点（１）  

第５回：官僚制をめぐる論点（２）  

第６回：政治と行政  

第７回：政治と経済  

第８回：行政と議会  

第９回：公務員制度（１）  

第 10回：公務員制度（２）  

第 11回：行政をめぐる諸研究（１）  

第 12回：行政をめぐる諸研究（２）  

第 13回：行政と財政  

第 14回：政府と市民 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義中の私語等は厳禁とする。目に余る場合は、退室を命じることがある。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 新聞等で政治・行政の動向に関心を払うこと。 

５.教科書 

 『国家と社会の政治・行政学』牛山久仁彦・外山公美（芦書房） 

６.参考書 

 講義において適宜指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
 学期末に行う筆記試験により評価する。ただし、出席状況やレポート提出など、受講生の努力に報いられるよう、配慮する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)POL321J 

行政学Ⅱ 牛山 久仁彦 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 行政学Ⅰでは、主に行政学で学ぶべき基本的な事柄を講義するが、この行政学Ⅱでは、それらをふまえつつ、具体的な政府の動態や行政の課題に

ついて検討し、理解することを目的とする。また、今日の社会においては、政府と民衆の関係も複雑化しており、政府の役割も変化してきている。

そうした点にも着目し、公共政策や地方自治、さらには住民と行政の協働等についても講義を展開していく。 

２.授業内容 

第１回：講義の進め方について  

第２回：日本の行政システム  

第３回：55 年体制の形成と政官関係  

第４回：55 年体制の崩壊と変貌する行政  

第５回：官民関係の変化と政治主導  

第６回：日本の中央－地方関係  

第７回：自治体行政と地方分権改革  

第８回：自治体の政策法務と条例  

第９回：中央政府の意思決定と予算過程  

第 10回：補助金行政と自治体  

第 11回：行政の統制と参加型行政  

第 12回：行政の広報と情報共有  

第 13回：コミュニティ政策と地域内分権  

第 14回：住民と行政の協働 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義中の私語は厳禁とする。目に余る場合は、退室を命じることがある。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 新聞等で政治・行政の動向に関心を払うこと。 

５.教科書 

 『国家と社会の政治・行政学』牛山久仁彦・外山公美（芦書房） 

６.参考書 

 講義の中で適宜指示する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
 学期末に行う筆記試験により評価する。ただし、出席状況やレポート提出など、受講生の努力に報いられるよう、配慮する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)POL331J 

国際関係論Ⅰ 上村 威 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

 具体的な事象や事例について振り返りながら、国際関係における重要な理論的枠組みについて理解を深めます。 

 

到達目標 

 1. 国際関係諸理論における基本的な概念と理論的枠組みを理解している。 

 2. 国際社会における様々なできごとについて、国際関係理論の視点から初歩的に考察することができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 国際関係論では何を学ぶか 

第２回：国際関係論の歴史と応用 

第３回：リアリズム 理論 

第４回：リアリズム 応用 

第５回：交渉シミュレーション 

第６回：リベラリズム 理論 

第７回：リベラリズム 応用 

第８回：構成主義（コンストラクティビズム） 理論 

第９回：構成主義（コンストラクティビズム） 応用 

第 10回：戦略文化論 理論 

第 11回：戦略文化論 応用 

第 12回：外交政策分析 理論 

第 13回：外交政策分析 応用 

第 14回：プレゼンテーション 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 普段の授業での討論、交渉シミュレーションや期末ペーパーなど、グループメンバーとの協力が重要です。 

授業回数の３分の２以上出席した者のみを評価対象とする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 前もって ClassWeb 上にある資料を精読することが、授業参加の前提条件です。 

５.教科書 

ClassWeb 上にて担当教員が準備する 

６.参考書 

ClassWeb 上にて担当教員が準備する 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 中間と期末のペーパーは Oh-o Meiji上で個別にフィードバックします。 

また、授業中に取り扱う課題はその場で行います。 

 

８.成績評価の方法 
ディスカッション参加  20% 

中間ペーパー  20% 

期末ペーパー  40% 

ピア評価  20% 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)POL331J 

国際関係論Ⅱ 上村 威 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

 国際関係論における複数の理論的な視点を同時に応用しながら、具体的な事象や事例を分析します。 

 

到達目標 

 国際関係諸理論における様々な概念を駆使し、具体的な事象や事例に関して体系的にとらえることができる。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション パワーの根源とメカニズム 

第２回：バンドワゴンと力の均衡 

第３回：バンドワゴンと力の均衡 事例 

第４回：国際社会における制度設計（集団行為における諸問題） 

第５回：安全保障における諸要因 （競合理論） 

第６回：安全保障における諸要因 事例 

第７回：脅威の均衡と関係性の均衡 

第８回：脅威の均衡と関係性の均衡 事例 交渉シミュレーション 

第９回：交渉シミュレーションリフレクション 

第 10回：インタラクション、相互認識、規範 

第 11回：インタラクション、相互認識、規範 事例 

第 12回：アイデンティティと利益の追求 

第 13回：アイデンティティと利益の追求 事例 

第 14回：プレゼンテーション 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 普段の授業での討論、交渉シミュレーションや期末ペーパーなど、グループメンバーとの協力が重要です。 

授業回数の３分の２以上出席した者のみを評価対象とする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 前もって ClassWeb 上にある資料を精読することが、授業参加の前提条件です。 

５.教科書 

ClassWeb 上にて担当教員が準備する 

６.参考書 

ClassWeb 上にて担当教員が準備する 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 中間と期末のペーパーは Oh-o Meiji上で個別にフィードバックします。 

また、授業中に取り扱う課題はその場で行います。 

 

８.成績評価の方法 
ディスカッション参加  20% 

中間ペーパー  20% 

期末ペーパー  40% 

ピア評価  20% 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（商法）・法曹コース用 受川 環大 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本演習は、会社法の体系（教科書）の前半部分について、基礎的事項を確認しつつ、判例の検討を行います。 

  春学期において、受講生は「会社法Ⅰ」(２年次秋学期開講)の講義を受講していないため、会社法の前半部分の講義をしながら、判例の検討を行

います。 

 会社法の重要判例を選定して、順次、各受講生に報告を割り当てます。各受講生には、担当判例について、報告レジュメを作成し、事実と判旨を

報告してもらいます。各受講生の報告に基づいて、双方向・多方向型の演習を行います。 

【到達目標】 

（１）会社法の規定及び制度に関する基礎的な知識を習得する。 

（２）会社法の判例の読み方を習得する。 

 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション、会社法総論 

第２回：株式会社の設立(1) 

第３回：株式会社の設立(2)  

第４回：株式会社の設立(3) 

第５回：株式(1) 

第６回：株式(2) 

第７回：株式(3) 

第８回：株式会社の機関、株主総会(1) 

第９回：株主総会(2) 

第 10回：株主総会(3) 

第 11回：株主総会(4) 

第 12回：取締役・取締役会(1) 

第 13回：取締役・取締役会(2) 

第 14回：取締役・取締役会(3) 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

教科書、六法は必ず持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

報告者は判例の原文をコピーして読んでおいてください。 

すべての履修者は、教科書の該当箇所、選定した判例について『会社法判例百選』の「事実と判旨」、「解説」をよく読んでおいてください。 

 

【復習すべき内容】 

授業中に扱った内容について、正確に理解し、説明できるようにしてください。 

５.教科書 

伊藤靖史=大杉謙一=田中亘=松井秀征『会社法〔第５版〕』（有斐閣、2021年）。 

神作裕之=藤田友敬=加藤貴仁編『会社法判例百選〔第４版〕』（有斐閣、2021 年） 

６.参考書 

特に定めません。 

レジュメを配布します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 司法試験論文式問題（商法）から抜粋した問題をレポート課題とします。 

レポートは添削の上、返却します。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

 レポート３０％、平常点７０％（判例報告の内容および授業への参加度等） 

【成績評価の基準】 

（１）会社法の規定及び制度についての基礎的な知識を習得しているか。 

（２）割り当てられた判例について、十分に準備して報告しているか。 

（３）授業に積極的に参加し、質問について適切な解答をすることができるか 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 

521



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（商法）・法曹コース用 受川 環大 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本演習は、会社法の体系（教科書）の後半部分について、基礎的事項を確認しつつ、判例の検討を行います。 

  会社法の後半部分の講義をしながら、判例の検討を行います。 

 会社法の重要判例を選定して、適宜、各受講生に報告を割り当てます。各受講生には、担当判例について、報告レジュメを作成し、事実と判旨を

報告してもらいます。各受講生の報告に基づいて、双方向・多方向型の演習を行います。 

【到達目標】 

（１）会社法の規定及び制度に関する基礎的な知識を習得する。 

（２）会社法の判例の読み方を習得する。 

 

２.授業内容 

第１回：取締役・取締役会(1) 

第２回：取締役・取締役会(2) 

第３回：取締役・取締役会(3) 

第４回：取締役・取締役会(4) 

第５回：取締役・取締役会(5) 

第６回：取締役・取締役会(6) 

第７回：取締役・取締役会(7) 

第８回：募集株式の発行・新株予約権の発行(1) 

第９回：募集株式の発行・新株予約権の発行(2) 

第 10回：募集株式の発行・新株予約権の発行(3) 

第 11回：募集株式の発行・新株予約権の発行(4) 

第 12回：企業買収・支配権争奪(1) 

第 13回：企業買収・支配権争奪(2) 

第 14回：企業買収・支配権争奪(3) 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

３.履修上の注意 

教科書、六法は必ず持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習】 

報告者は判例の原文をコピーして読んでおいてください。 

すべての履修者は、教科書の該当箇所、選定した判例について『会社法判例百選』の［事実と判旨］、［解説］をよく読んでおいてください。 

 

【復習すべき内容】 

授業中に扱った内容について、正確に理解し、説明できるようにしてください。 

５.教科書 

伊藤靖史=大杉謙一=田中亘=松井秀征『会社法〔第５版〕』（有斐閣、2021年）。 

神作裕之=藤田友敬=加藤貴仁編『会社法判例百選〔第４版〕』（有斐閣、2021 年） 

 

６.参考書 

特に定めません。 

レジュメを配布します。 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 司法試験論文式問題（商法）から抜粋した問題をレポート課題とします。 

レポートは添削の上、返却します。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

 レポート３０％、平常点７０％（判例報告の内容および授業への参加度等） 

【成績評価の基準】 

（１）会社法の規定及び制度についての基礎的な知識を習得しているか。 

（２）割り当てられた判例について、十分に準備して報告しているか。 

（３）授業に積極的に参加し、質問について適切な解答をすることができるか。 

 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（憲法）・法曹コース用 安西 文雄 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 憲法学の基本的な諸問題について、多くの基本判例の読解および議論を通じて、理解を深めることを課題としています。判例にあらわれた憲法の

生きた姿を理解し、それを基礎にして憲法に関連する諸問題につき発展的に考察する能力の育成も企図しています。 

 

【到達目標】 

（１）憲法の重要判例を理解する。 

（２）憲法の重要判例の理解を基礎にして、考察を展開することができるようにする。 

２.授業内容 

第１回：aのみ イントロダクション 

第２回：外国人の人権 

第３回：私人間効力 

第４回：法人・団体と人権 

第５回：公務員関係における人権など 

第６回：幸福追求権 

第７回：平等（１） 平等の基本問題 

第８回：平等（２） 救済のあり方など 

第９回：思想・良心の自由 

第 10回：表現の自由（１） 内容規制・内容中立規制など 

第 11回：表現の自由（２） 犯罪扇動表現、性表現、営利的表現 

第 12回：表現の自由（３） 事前抑制、検閲、名誉・プライヴァシー 

第 13回：表現の自由（４） 集会の自由 

第 14回：表現の自由（５） 取材・報道との関係 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（１）熱心に学ぶ努力を惜しまない学生であってほしいと願っています。 

（２）六法を持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】  

 毎回、事前に授業の進行予定表を配布しますので、判例百選や各自の基本書を読解するとともに、進行予定表に沿って綿密に予習をしてきてくだ

さい。 

 

【復習すべき内容】 

 授業中に扱われた内容に関し、正確に理解し、説明できるようにしておいてください。 

５.教科書 

『憲法判例百選 Ⅰ 〔第７版〕』長谷部恭男=石川健治=宍戸常寿編（有斐閣） 

６.参考書 

『憲法〔第７版〕』芦部信喜=高橋和之補訂（岩波書店） 

『憲法学読本〔第３版〕』安西文雄=巻美矢紀=宍戸常寿（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 必要に応じて、Oh-o!Meiji にアップする。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

平常点（授業態度や授業における発言等）。なお、5 回以上欠席した場合は単位認定対象外となるので、注意してください。 

 

【成績評価の基準】 

（１）憲法学の基本を理解しているか 

（２）重要判例の読み取りが適確か 

（３）憲法学に関する法的思考力があるか 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（憲法）・法曹コース用 安西 文雄 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 憲法学の基本的な諸問題について、多くの基本判例の読解および議論を通じて、理解を深めることを課題としています。判例にあらわれた憲法の

生きた姿を理解し、それを基礎にして憲法に関連する諸問題につき発展的に考察する能力の育成も企図しています。 

 

【到達目標】 

（１）憲法の重要判例を理解する。 

（２）憲法の重要判例の理解を基礎にして、考察を展開することができるようにする。 

２.授業内容 

第１回：aのみ イントロダクション 

第２回：信教の自由（１） 狭義の信教の自由 

第３回：信教の自由（２） 政教分離 

第４回：経済活動の自由 

第５回：財産権 

第６回：デュー・プロセス 

第７回：国務請求権 

第８回：生存権 

第９回：教育を受ける権利 

第 10回：参政権・選挙制度 

第 11回：国会 

第 12回：内閣 

第 13回：裁判所 

第 14回：憲法訴訟 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

（１）熱心に学ぶ努力を惜しまない学生であってほしいと願っています。 

（２）六法を持参してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 毎回、事前に授業の進行予定表を配布しますので、判例百選や各自の基本書を読解するとともに、進行予定表に沿って綿密に予習をしてきてくだ

さい。 

 

【復習すべき内容】 

 授業中に扱われた内容に関し、正確に理解し、説明できるようにしておいてください。 

５.教科書 

『憲法判例百選 Ⅰ 〔第７版〕』、および『憲法判例百選 Ⅱ 〔第７版〕』長谷部恭男=石川健治=宍戸常寿編（有斐閣） 

６.参考書 

『憲法〔第７版〕』芦部信喜=高橋和之補訂（岩波書店） 

『憲法学読本〔第３版〕』安西文雄=巻美矢紀=宍戸常寿（有斐閣） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 必要に応じて、Oh-o!Meiji にアップする。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】 

平常点（授業態度や授業における発言等）。なお、５回以上欠席した場合は単位認定対象外となるので、注意してください。 

 

【成績評価の基準】 

（１）憲法学の基本を理解しているか 

（２）重要判例の読み取りが適確か 

（３）憲法学に関する法的思考力があるか 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（刑法）・法曹コース用 阿部 力也 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 法科大学院への進学（当然に予備試験も視野に入れて）を目指すみなさんを対象とする演習科目という性質上、刑法の基本的な知識とその思考方

法の修得を目指すことを目標として設定したいと思います。さらに、解釈論上の重要な論点に関して、「何が問題となっているのか」を発見し、それ

を解決することで「一定の解答」を導くことができる能力を身に着けることができれば、目標を十二分に達成したことになるでしょう。ただし、履

修されるみなさんの理解度に差異があることは当然ですので、みなさんの理解度に応じて個別的な指導・対応をしていくとにします。 

 基本的に、司法演習Ⅰにおいては、刑法総論を中心に「解釈論上の重要な論点」をいくつか取り上げます。その際、①何が問題とされているのか、

②判例はどのように対応しているのか、③学説、とくに通説の枠組みはどうのようになっているのか、④自分が採用する説（いわゆる自説）の立ち

位置はどの辺にあるのか、という諸点に留意して検討して欲しいと思います。そして、それらをふまえて、みなさんが授業において一定の解答を得

ることが出来れば、一応、その回の目標は達成されることとなります。 

 みなさんが個別的に予習したことが授業において展開されることで一定の解答を導くことになる、たとえていえば、演習とは「相互利用補充関

係」に主眼か置かれることになるのではないでしょうか。そうですね、「共同正犯関係」に似ていると思います。もちろん、ここでの立場は「共同意

思主体説」ではありません（笑） 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション；春学期に取り上げる各テーマの持つ意味について概説する。時間があれば基本的な事例を検討する。 

第２回：刑法における因果関係の意義 

第３回：因果関係に介在事情が存在した場合の検討 

第４回：実行行為概念の再検討 

第５回：作為義務の発生根拠についての再検討 

第６回：故意の体系的な位置づけの再確認 

第７回：過失犯論における予見可能性の重要性 

第８回：正当防衛の客観的成立要件について 

第９回：正当防衛論と共同正犯論との交錯 

第 10回：違法性の認識ないしその可能性について 

第 11回：共謀共同正犯と承継的共同正犯 

第 12回：窃盗・強盗罪について事例から考える 

第 13回：詐欺罪について事例から考える 

第 14回：横領罪と背任罪、盗品等に関する罪について事例から考える 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 イントロダクションの回に、取り扱う事案（テーマごとのもの）を配布します。それは、判例が扱った事例の場合もあれば、教室設例的なもので

ある場合もあります。また基本的なものから応用・発展的なものにレベルアップすることが予想されます。みなさんには、各事例を各回に向けて検

討して欲しいと思います。もちろん、いきなり結論付けろとはいってません。解らなくてもかまわないのです。ただし「何が、どの点が解らないの

か」だけは明確にしておいて欲しいと思います。むしろ、その疑問がその回におけるみなさんの「勉強の出発点」ということになるのですから。わ

たくしが一人で頑張っても意味はありませんよね。みなさんの理解度に応じて指導・対応していくためには、みなさんが、各回で取り上げるテーマ

について、基本書・参考書を読み、問題を整理・検討し、理解できたところ、理解できなかったところを明確にすることが重要なのです。みなさん

の「やる気」に期待しています。 

 なお、この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則としますが、指針の「レベル」に変更があった場合にはシラバスの補足によ

って対応するので、履修者の皆さんは、適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 各回のテーマに応じて配布された事例を検討して授業に臨んでください。問われている基本・重要事項については説明できるようにしておいて

欲しいと思います。 

【復習すべき内容】 

 各自で事例に対する解答を作成して欲しいと思います（可能であれば）。 

５.教科書  わたくしが作成した事例集を配布します。 

６.参考書  とりあえずは、みなさんが使用している基本書・参考書を使用してください。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  演習（ゼミナール）形式の利点として、各回の課題に対するみなさんからの質問・疑問点に対しては、そのつど丁寧に回答したいと考えていま

す。 

８.成績評価の方法 
 レポート 50％、平常点 50％（授業回数の３分の２以上の出席者のみを評価の対象とし、授業態度、授業での発言などによって評価します。） 

９.その他 
 法科大学院を修了後（あるいは予備試験合格後）、司法試験に合格し、すでに法曹界で活躍している先輩、現役の法科大学院生と交流できる機会

を設けます。司法試験に向けた「心構え」みたいなものを今のうちから十分に認識することが大事だと思います。 

 また、わたくしは現役の法科大学院生と夏季休暇時には「起案合宿」を実施しています。希望者がいれば、そちらのほうに合流することも計画し

ています。ぜひ、早期の司法試験合格を目指し、今のうちから頑張ってみませんか。 

＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（刑法）・法曹コース用 阿部 力也 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 法科大学院への進学（予備試験も視野に入れて）を目指すみなさんを対象とする演習科目という性質上、刑法の基本的な知識とその思考方法の修

得を目指すことを目標として設定したいと思います。さらに、解釈論上の重要な論点に関して、「何が問題となっているのか」を発見し、それを解決

することで「一定の解答」を導くことができる能力を身に着けることができれば、目標を十二分に達成したことになるでしょう。ただし、履修され

るみなさんの理解度に差異があることは当然ですので、みなさんの理解度に応じて個別的な指導・対応をしていくことにします。 

 基本的に、司法演習Ⅱにおいては、刑法各論を中心に「解釈論上の重要な論点」をいくつか取り上げます。論点の分析・検討にあたっては、司法

演習Ⅰのところで申し上げたように、①何が問題とされているのか、②判例はどのように対応しているのか、③学説、とくに通説の枠組みはどのよ

うになっているのか、④自分が採用する説（いわゆる自説）の立ち位置はどの辺にあるのか、という諸点に留意して欲しいと思います。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション；各回のテーマの持つ意味を概説する。時間があれば簡単な事例を検討する。 

第２回：住居侵入罪、暴行・傷害罪、遺棄罪について事例から考える 

第３回：逮捕・監禁罪、拐取罪について事例から考える 

第４回：名誉棄損罪について事例から考える 

第５回：殺人罪と自殺関与罪について事例から考える 

第６回：事後強盗罪の事例を検討する 

第７回：詐欺罪における処分意思の要否について検討する 

第８回：横領罪と背任罪について事例から考える 

第９回：盗品等罪について事例から考える 

第 10回：放火罪について事例から考える 

第 11回：公務妨害罪について事例から考える 

第 12回：賄賂罪について事例から考える 

第 13回：財産犯論と正犯・共犯論との交錯① 

第 14回：財産犯論と正犯・共犯論との交錯② 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 イントロダクションの回に、取り扱う事案（テーマごとのもの）を配布します。それは、判例が扱った事例の場合もあれば、教室設例的なもので

ある場合もあります。また基本的なものから応用・発展的なものにレベルアップすることが予想されます。みなさんには、各事例を各回に向けて検

討して欲しいと思います。もちろん、いきなり結論付けろとはいってません。解らなくてもかまわないのです。ただし「何が、どの点が解らないの

か」だけは明確にしておいて欲しいと思います。むしろ、その疑問がその回におけるみなさんの「勉強の出発点」ということになるのですから。わ

たくしが一人で頑張っても意味はありませんよね。みなさんの理解度に応じて指導・対応していくためには、みなさんが、各回で取り上げるテーマ

について、基本書・参考書を読み、問題を整理・検討し、理解できたところ、理解できなかったところを明確にすることが重要なのです。みなさん

の「やる気」に期待しています。 

 なお、この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則としますが、指針の「レベル」に変更があった場合にはシラバスの補足によ

って対応するので、履修者の皆さんは、適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 各テーマに応じた事例について、事前に基本・重要事項を確認し、毎回の授業に臨んでください。 

【復習すべき内容】 

 各回で取り上げた事例について、解答を作成して欲しいと思います（可能であれば）。 

５.教科書   

わたくしが作成した事例集を配布します。 

６.参考書   

とりあえずは、みなさんが使用している基本書・参考書を使用してください。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  演習（ゼミナール）形式の利点として、各回の課題に対するみなさんからの質問・疑問点に対しては、そのつど丁寧に回答したいと考えていま

す。 

８.成績評価の方法 
 レポート 50％、平常点 50％（授業回数の３分の２以上の出席者のみを評価の対象とし、授業態度、授業での発言などによって評価します。） 

９.その他 
 司法演習Ⅰの項を参照してください。 

＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（行政法）・法曹コース用 岩崎 政明 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 行政法総論及び行政救済法の基礎知識を有する者を対象として、行政法の事例問題に対する問題分析・解答能力の強化と深化をはかるよう、具体

的な事例問題の分析・検討をとおして、実定行政法の解釈と適用能力を涵養し、論述を展開することができるようにすることを到達目標とする。 

 授業の進め方としては、各回で取り上げる事例問題に関する行政法総論・行政救済法の重要論点について、受講者が各自解答案を作成し、受講者

相互の討議・質疑応答等の方法により、理解を深めつつ、上記の到達目標まで能力を高めるように指導する。 

 事例問題を必ず予習し、自分なりの解答案を作成した上で受講すること。これは必須です。 

 

２.授業内容 

 受講者が事例問題をあらかじめ検討し、これを前提として、相互討論方式で進行する。 

第 1 回 『事例研究』第 1 部問題 1：予備校設置認可をめぐる紛争及び問題 2：特商法の業務停止処分をめぐる紛争 

第 2 回 『事例研究』第 1 部問題 3：地方公務員の懲戒処分をめぐる紛争及び問題 4：ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争 

第 3 回 『事例研究』第 1 部問題 5：住民票の記載をめぐる紛争及び問題 6：開発許可をめぐる紛争 

第 4 回 『事例研究』第 1 部問題 7：砂利採取計画の認可をめぐる紛争及び問題 8：食品の回収命令をめぐる紛争 

第 5 回 『事例研究』第１部問題 9：太陽光発電脂質の設置をめぐる紛争及び問題 10：廃棄物処理施設の規制をめぐる紛争 

第 6 回 『事例研究』第１部問題 11：飲食店における食中毒をめぐる紛争及び問題 12：学校での事故・生徒間トラブルをめぐる紛争 

第 7 回 『事例研究』第１部問題 13：指定ゴミ袋の規格変更をめぐる紛争及び第 2部問題１:土地買収価格をめぐる紛争 

第 8 回 『事例研究』第 2 部問題 2：耐震偽装マンションをめぐる紛争及び問題 3：公共施設管理者の不同意をめぐる紛争 

第 9 回 『事例研究』第 2 部問題 4：道路位置指定の廃止をめぐる紛争及び問題 5：条例によるパチンコ店の規制をめぐる紛争 

第 10回 『事例研究』第 2 部問題 6：フェリー運航の事業停止命令をめぐる紛争及び問題 7：タクシー運賃変更命令をめぐる紛争 

第 11回 『事例研究』第 2 部問題 8：不当表示をめぐる紛争及び問題 9:と畜場の使用をめぐる紛争 

第 12回 『事例研究』第 2 部問題 10：生活保護をめぐる紛争及び問題 11:林道使用の不許可をめぐる紛争 

第 13回 『事例研究』第 2 部問題 12：河川占用許可をめぐる紛争及び問題 13：廃棄物収集有料化をめぐる紛争 

第 14回 『事例研究』第 2 部問題 14：温泉掘削許可をめぐる紛争及び問題 15：保安林指定解除をめぐる紛争 

３.履修上の注意 

受講者各自が基本書として使用している、行政法総論及び行政救済法の教科書及び『行政判例百選〔第 8 版〕Ⅰ･Ⅱ』を読んでおくこと。 

なお、演習科目なので、履修者数に上限を設ける。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

受講者各自が基本書として使用している、行政法総論及び行政救済法の教科書及び『行政判例百選〔第 8 版〕Ⅰ･Ⅱ』を読んでおくこと。 

 行政法総論及び行政救済法の基礎知識、実定行政法規の解釈･適用、そして三段論法による法律文書の作成の仕方を何回も反覆すること。 

５.教科書 

曽和俊文ほか編著『事例研究行政法〔第 4版〕』（日本評論社･2021年）を購入し、必ず授業の際に持参すること。 

６.参考書 

各自の基本書とする行政法総論及び行政救済法の教科書。『行政判例百選〔第 8 版〕Ⅰ･Ⅱ. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回の授業で取り上げる事例問題については、教科書の説明に加えて、解説を行う。また、自宅で回答する事例問題の小テストについては、解答例

を OH-Meijiのクラスウェブに開示する。 

８.成績評価の方法 
自宅で回答する事例問題の小テスト 30％、期末試験 70％により評価する。欠席が 5 回以上の場合には、単位認定対象としない。 

９.その他 
特になし。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（行政法）・法曹コース用 橋本 博之 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

司法演習Ⅱ（行政法）は、法科大学院の進学や、各種の国家試験の準備を考えている学生の方向けに、判例を中心とした演習形式の授業を行いま

す。 

本授業では、行政判例ノート（第 5 版）を使い、学生が事前に十分な予習をしていることを前提に、教員と学生の「対話」により、実定法解釈の理

解を深めるソクラテスメソッドを用いることとします。また、事例問題に関する論述表現能力を高めるため、中間試験および授業内試験とその検討

会を実施します。 

到達目標 

本授業は、既存の知識・ルールの射程と限界を正確に理解した上で、新たな答えを探す、批判的・創造的な法的思考力の養成を目指します。 

２.授業内容 

第 1 回 導入：授業の進め方、予習の仕方、課題の分担等 

第 2 回 取消訴訟の対象・その 1 

第 3 回 取消訴訟の対象・その 2 

第 4 回 取消訴訟の原告適格・その 1 

第 5 回 取消訴訟の原告適格・その 2 

第 6 回 訴えの利益 

第 7 回 中間試験 

第 8 回 その他の抗告訴訟 

第 9 回 当事者訴訟 

第 10回 仮の救済 

第 11回 国家賠償・その１ 

第 12回 国家賠償・その２ 

第 13回 授業内試験（事例問題） 

第 14回 授業内試験の検討 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

 

 

 

 

 

３.履修上の注意 

教科書である『行政判例ノート〔第５版〕』（弘文堂・2023）が手許にあることを前提に授業が進められるので、教科書は必ず準備してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前に、授業範囲内の判例について、十分に目を通しておいてください。また、各自が使っている基本書・テキストについても、予習することを推

奨します。 

５.教科書 

『行政判例ノート〔第５版〕』（弘文堂・2023） 

６.参考書 

櫻井敬子・橋本博之『行政法〔第 6 版〕』（弘文堂）、村上裕章『スタンダード行政法』（有斐閣）、宇賀克也『行政法〔第 2 版〕』（有斐閣）など、行

政法の標準的テキストのうちいずれかを参考書として使うことを推奨します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 中間試験について、解説と発展学習を記した資料を配布します。授業内試験については、解説を含めた検討会を実施します。 

８.成績評価の方法 
（1）授業参加度・中間テストを含む（40%）、（2）授業内試験（60%）で評価します。 

 

９.その他 
特になし。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（刑事訴訟法）・法曹コース用 清水 真 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

法科大学院に既修者として進学し、本格的な刑事訴訟法学修をするに十分な学力を習得するため、春学期の 14 回で刑事訴訟法の主要分野を網羅し、

長文事例問題に対する解法を学ぶ。初回から本格的な内容となるので、Oh-o!Meiji において事前配信される教材を読んで出席すること。 

２.授業内容 

第 1 回：行政警察活動と捜査における任意と強制 

第 2 回：逮捕・勾留 

第 3 回：別件逮捕勾留と余罪取調 

第 4 回：令状による捜索・差押 

第 5 回：無令状の捜索・差押 

第 6 回：接見指定 

第 7 回：訴因の特定・明示 

第 8 回：訴因変更の要否 

第 9 回：訴因変更の可否と許否 

第 10回：類似証拠による立証 

第 11回：自白法則 

第 12回：排除法則 

第 13回：伝聞証拠と非伝聞証拠 

第 14回：伝聞法則の例外 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

科目の性質上、十分な予習を怠りないように。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、事前に配信される教材を読んだ上で、提示された事例問題について各自、一応の解答メモを作成し、出席すること。 

５.教科書 

教科書は指定しないが、毎回、予習用教材を配信する。 

６.参考書 

川出敏裕著『判例講座刑事訴訟法[捜査・証拠篇]・第 2版』(立花書房) 

川出敏裕著『判例講座刑事訴訟法[公訴提起・公判・裁判篇]』(立花書房) 

後藤昭著『伝聞法則に強くなる』(日本評論社) 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 解説を毎回配布する。各提出物の問題点等を個別に指摘する。 

８.成績評価の方法 
事例形式の成績評価課題の提出を 2 度、求める。 

９.その他 
他大学法学部において長年、在学中に司法試験の予備試験・本試験に合格し、あるいは難関校の法科大学院進学する者を多数、指導して来た経験を

踏まえ、法律家となろうとする受講生の希望を叶えるために全力を尽くしたい。 

 

＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（刑事訴訟法）・法曹コース用 清水 真 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

春学期開講の司法演習Ⅰで扱わなかった刑事訴訟法の主要論点についての理解を深め、事例問題に対する答案作成能力を養成する。 

２.授業内容 

第 1 回：行政警察活動・捜査の事例問題演習 

第 2 回：逮捕・勾留の事例問題演習 

第 3 回：別件逮捕勾留・余罪取調の事例問題演習 

第 4 回：令状による捜索差押の事例問題演習 

第 5 回：無令状捜索・差押の事例問題演習 

第 6 回：接見指定の事例問題演習 

第 7 回：強制採尿・強制採血・内視鏡挿管の事例問題演習 

第 8 回：訴因の特定・明示の事例問題演習 

第 9 回：訴因変更の要否・争点外認定の事例問題演習 

第 10回：訴因変更の可否・許否の事例問題演習 

第 11回：自白法則の事例問題演習 

第 12回：排除法則の事例問題演習 

第 13回：伝聞・非伝聞の事例問題演習 

第 14回：伝聞法則の例外の事例問題演習 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

真剣に予習をした上で出席すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回、配布される事例問題について各自、解答指針を記した書面(答案構成メモ)を作成し、質疑に参加すること。初回は、担当者を決めずに討論す

るが、2 回目以降は、毎回、1 名を答案作成者とし、その作成した答案を素材に討論する。 

５.教科書 

教科書は用いずに、毎回、法科大学院入学試験と同水準の事例問題を作成し、配布する。必要に応じて解説も配布する。 

６.参考書 

川出敏裕著『判例講座刑事訴訟法[捜査・証拠篇]・第 2版』(立花書房) 

川出敏裕著『判例講座刑事訴訟法[公訴提起・公判・裁判篇]』(立花書房) 

後藤昭著『伝聞法則に強くなる』(日本評論社) 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 各課題の解説を配布する。また、各提出物の問題点について指摘する。 

８.成績評価の方法 
在宅起案による課題提出を 2度求める。 

９.その他 
他大学法学部で、長年、在学中に司法試験の予備試験・本試験に合格する者、難関校の法科大学院に進学する者を多数指導して来た経験を踏まえ、

法律家を目指す諸君の指導に尽力したい。 

 

＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（民法）・法曹コース用 長坂 純 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 民法、特に財産法（総則・物権・債権）上の基本的論点・展開的論点に関して、問題の所在、適用条文、判例・学説の展開を理解し、それを論理

的に表現できる能力を養うことを目標とします。司法試験のほか、各種資格試験対策に対応した授業をします。 

２.授業内容 

 第１回：イントロダクション 

 第 2 回：民法の意義・性質 

 第 3 回：財産法上の事例分析・検討（総則①） 

 第 4 回：財産法上の事例分析・検討（物権①） 

 第 5 回：財産法上の事例分析・検討（債権①） 

 第 6 回：財産法上の事例分析・検討（総則②） 

 第 7 回：財産法上の事例分析・検討（物権②） 

 第 8 回：財産法上の事例分析・検討（債権②） 

 第 9 回：財産法上の事例分析・検討（総則③） 

 第 10 回：財産法上の事例分析・検討（物権③） 

 第 11 回：財産法上の事例分析・検討（債権③） 

 第 12 回：財産法上の事例分析・検討（総則④） 

 第 13 回：財産法上の事例分析・検討（物権④） 

 第 14 回：財産法上の事例分析・検討（債権④） 

 第 15 回：まとめ 

３.履修上の注意 

 参加者は、積極的に報告・参加してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 参加者は、事前に問題について、予習（判例・学説の動向）をしてください。 

５.教科書 

 授業の中で適宜提示します。 

６.参考書 

 授業の中で適宜提示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  授業の中で適宜提示します。 

８.成績評価の方法 
 報告・討論、レポートから評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（民法）・法曹コース用 長坂 純 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 民法、特に財産法（総則・物権・債権）上の基本的論点・展開的論点に関して、問題の所在、適用条文、判例・学説の展開を理解し、それを論理

的に表現できる能力を養うことを目標とします。司法試験のほか、各種資格試験対策に対応した授業をします。 

２.授業内容 

 第１回：イントロダクション 

 第 2 回：民法の意義・性質 

 第 3 回：財産法上の事例分析・検討（総則①） 

 第 4 回：財産法上の事例分析・検討（物権①） 

 第 5 回：財産法上の事例分析・検討（債権①） 

 第 6 回：財産法上の事例分析・検討（総則②） 

 第 7 回：財産法上の事例分析・検討（物権②） 

 第 8 回：財産法上の事例分析・検討（債権②） 

 第 9 回：財産法上の事例分析・検討（総則③） 

 第 10 回：財産法上の事例分析・検討（物権③） 

 第 11 回：財産法上の事例分析・検討（債権③） 

 第 12 回：財産法上の事例分析・検討（総則④） 

 第 13 回：財産法上の事例分析・検討（物権④） 

 第 14 回：財産法上の事例分析・検討（債権④） 

 第 15 回：まとめ 

３.履修上の注意 

 参加者は、積極的に報告・参加してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 参加者は、事前に問題について、予習（判例・学説の動向）をしてください。 

５.教科書 

 授業の中で適宜提示します。 

６.参考書 

 授業の中で適宜提示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  授業の中で適宜提示します。 

８.成績評価の方法 
 報告・討論、レポートから評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（民事訴訟法）・法曹コース用 柳川 鋭士 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本演習は、法曹を志望する学生を主要な対象とし、民事訴訟法の基本概念（処分権主義、弁論主義、証明責任等）に関する演習（答案構成、答案

作成、口頭発表）を行います。本演習では、演習書の演習問題について、各自準備のうえ、全ての受講生参加型のソクラテスメソッド方式でディス

カッションを行いながら授業を進めます。 

【授業の到達目標】 

 原理・原則を踏まえた的確な分析を行い、当該問題を解決することができる能力（単に論点を抽出するだけでなく、その問題に対する解決方法を

提案し、それを説得的かつ的確に表現する能力）を修得することを目標とします。 

２.授業内容 

第１回：間接事実と主張原則（弁論主義第 1 原則） 

第２回：要件事実論からみた弁論主義（１） 

第３回：要件事実論からみた弁論主義（２） 

第４回：権利自白・間接事実の自白 

第５回：証明責任の分配 

第６回：事案解明義務 

第７回：文書提出義務 

第８回：文書成立の推定 

第９回：将来給付の訴え 

第 10回：確認の利益 

第 11回：当事者適格 

第 12回：当事者の確定 

第 13回：当事者能力と当事者適格との関係（権利能力のない社団） 

第 14回：申立事項と処分権主義 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本演習は、法曹コース所属学生を対象としたものです。民事訴訟法を一通り学んでいることを前提に、演習中心で進めます。そのため、基本的な

概念の説明は最低限しか行いませんので、必ず民事訴訟法を履修し勉強するか、又は各自で教科書等をしっかり読みこんでください。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】  

法曹志望者を中心とする演習内容とし、演習を繰り返すことによって、実力の向上を図ります。指定演習書の該当回の問題を各自で事前に必ず検討

し、しっかり準備してください。毎回、答案を提出をすることが前提となります。 

５.教科書 

 【演習書】越山和広『ロジカル演習 民事訴訟法』（弘文堂、2019） 

 【教科書】高橋宏志『民事訴訟法概論』（有斐閣、2016） 

      高橋宏志ほか『民事訴訟法判例百選』（有斐閣、第 5版、2015 年） 

６.参考書 

＜文章力及び論理力に関する参考書＞ 

 木下是雄『理科系の作文技術』（中公新書，１981 年） 

 野矢茂樹『新版論理トレーニング』（産業図書，2006 年）  

＜民事訴訟法に関する参考書＞ 

 納谷廣美『演習民事訴訟法』（創成社、2005 年） 

 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（上）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2013年） 

 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（下）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2014年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 期限内に提出された答案（主に受講生の参考となる答案を中心とする）について、授業内にてコメントし、期限内提出答案につき Oh-o! Meiji を通

じてコメントしフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
 平常点５０％（演習回数の 3 分の 2 以上の出席者のみを評価対象とし、答案提出状況、演習における態度や発言等によって評価します。）、演習問

題の解答内容５０％によって評価します。なお、成績評価は上記に従って厳格に行います。 

９.その他 
 多くの問題を解き文章を作成し、ディスカッションをすることによって実力が向上します。失敗をおそれず議論に参加して下さい。 

 

＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（民事訴訟法）・法曹コース用 柳川 鋭士 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本演習は、法曹を志望する学生を主要な対象とし、民事訴訟法の基本概念（処分権主義、弁論主義、証明責任等）に関する演習（答案構成、答案

作成、口頭発表）を行います。本演習では、演習書の演習問題について、各自準備のうえ、全ての受講生参加型のソクラテスメソッド方式でディス

カッションを行いながら授業を進めます。 

【授業の到達目標】 

 原理・原則を踏まえた的確な分析を行い、当該問題を解決することができる能力（単に論点を抽出するだけでなく、その問題に対する解決方法を

提案し、それを説得的かつ的確に表現する能力）を修得することを目標とします。 

２.授業内容 

第１回：既判力の客体と作用（１） 

第２回：既判力の客体と作用（２） 

第３回：一部請求後の残額請求 

第４回：口頭弁論終結後の承継人 

第５回：確定判決の反射的効力 

第６回：相殺の抗弁と二重起訴の禁止 

第７回：通常共同訴訟（共同訴訟人独立の原則） 

第８回：固有必要的共同訴訟の成立要件（１） 

第９回：固有必要的共同訴訟の成立要件（２） 

第 10回：補助参加 

第 11回：訴訟告知 

第 12回：独立当事者参加 

第 13回：訴訟承継 

第 14回：上訴総合 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本演習は、法曹コース所属学生を対象としたものです。民事訴訟法を一通り学んでいることを前提に、演習中心で進めます。そのため、基本的な

概念の説明は最低限しか行いませんので、必ず民事訴訟法を履修し勉強するか、又は各自で教科書等をしっかり読みこんでください。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】  

 法曹志望者を中心とする演習内容とし、演習を繰り返すことによって、実力の向上を図ります。指定演習書の該当回の問題を各自で事前に必ず検

討し、しっかり準備してください。毎回、答案を提出をすることが前提となります。 

 

５.教科書 

 【演習書】越山和広『ロジカル演習 民事訴訟法』（弘文堂、2019） 

 【教科書】高橋宏志『民事訴訟法概論』（有斐閣、2016） 

      高橋宏志ほか『民事訴訟法判例百選』（有斐閣、第 5版、2015 年） 

６.参考書 

＜文章力及び論理力に関する参考書＞ 

 木下是雄『理科系の作文技術』（中公新書，１981 年） 

 野矢茂樹『新版論理トレーニング』（産業図書，2006 年）  

＜民事訴訟法に関する参考書＞ 

 納谷廣美『演習民事訴訟法』（創成社、2005 年） 

 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（上）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2013年） 

 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（下）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2014年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 期限内に提出された答案（主に受講生の参考となる答案を中心とする）について、授業内にてコメントし、期限内提出答案につき Oh-o! Meiji を通

じてコメントしフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
 平常点５０％（演習回数の 3 分の 2 以上の出席者のみを評価対象とし、答案提出状況、演習における態度や発言等によって評価します。）、演習問

題の解答内容５０％によって評価します。なお、成績評価は上記に従って厳格に行います。 

９.その他 
 多くの問題を解き文章を作成し、ディスカッションをすることによって実力が向上します。失敗をおそれず議論に参加して下さい。 

 

＊当科目は法曹コース選択者のみが履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（刑法） 菊地 一樹 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 せっかく蓄えた刑法の知識も、実際に使いこなせなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。そこで、本演習では、主として刑法総論の重要論点

に関する具体的な事例を素材に、その妥当な解決について討論することで、刑法理論が事案の解決にどのように活用されるのかを学び、実践的な「使

える知識」へと磨き上げていくことを目標とします。 

 進行方法としては、事前に配布した事例について、担当者（グループ）に検討の結果を報告してもらい、その後、教員や他の受講生からの質問を

通じて、当該事例に含まれる「悩みどころ」を明らかにしたうえで、事案の妥当な解決のあり方について、全体で議論を行います。基本的に、１つ

の事例について２週をかけて、様々な角度から徹底的に議論を行う予定です。また、こうした事例の検討とは別に、学期中に１回、刑法に関する重

要なトピックについて全員で議論を行う「テーマ討議」の機会を設けます。ここでは、受講生の関心や希望に応じて、刑罰論（何のために刑罰は存

在するか）といった古典的問題から、「新型コロナウィルスと刑法」、「性犯罪規定の改正」などの現代的テーマまで幅広く検討の対象とします。 

 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：事例検討（1）刑罰法規の解釈 

第３回：全体での議論・解説 

第４回：事例検討（2）因果関係、不作為犯 

第５回：全体での議論・解説 

第６回：事例検討（3）違法性阻却事由 

第７回：全体での議論・解説 

第８回：テーマ討議 

第９回： 事例検討（4）故意、錯誤論 

第 10回：全体での議論・解説 

第 11回：事例検討（5）共犯論 

第 12回：全体での議論・解説 

第 13回：事例検討（6）共犯の諸問題 

第 14回：全体での議論・解説 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本演習は、受講生の一人一人が、刑法の知識を実際に何度も「使ってみる」ことを中心に進んでいきます。事前に十分に予習をしたうえで、積極

的・主体的に討論に参加してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 報告にあたっては、担当する事例、関連文献を十分読んで検討・整理し、報告内容をまとめ、レジュメを作成することが求められます。また、報

告者以外の参加者も、あらかじめ事例に目を通し、何が争点になるのかを考え、その争点に関する教科書の説明を読んでおくことが期待されます。 

５.教科書 

特に指定しません。 

６.参考書 

 特に指定しません。各自が普段使用している基本書・体系書を参照してください。基本書をどれにすればよいか悩んでいる人には、個別にアドバ

イスするので、気軽に相談してください。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  発表用に作成された報告レジュメに対しては、毎授業の際に、改善点や工夫できる点などについて講評を加えます。 

８.成績評価の方法 
平常点 70%（授業への参加度）、発表内容 30%の合計点で評価します。 

９.その他 
 単なる知識の確認にとどまらず、実践的な思考と表現の訓練の場にしたいと思います。本演習で培われる思考力と表現力は、法律専門職はもとよ

り、どのような職業に就くにしても有力な武器になるでしょう。刑法の「悩ましさ」と「面白さ」を体感したい人の履修を歓迎します。 

 

＊当科目は法曹コース選択者以外が履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（刑法） 菊地 一樹 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 せっかく蓄えた刑法の知識も、実際に使いこなせなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。そこで、本演習では、主として刑法各論の重要論点

に関する具体的な事例を素材に、その妥当な解決について討論することで、刑法理論が事案の解決にどのように活用されるのかを学び、実践的な「使

える知識」へと磨き上げていくことを目標とします。 

 進行方法としては、事前に配布した事例について、担当者（グループ）に検討の結果を報告してもらい、その後、教員や他の受講生からの質問を

通じて、当該事例に含まれる「悩みどころ」を明らかにしたうえで、事案の妥当な解決のあり方について、全体で議論を行います。基本的に、１つ

の事例について２週をかけて、様々な角度から徹底的に議論を行う予定です。また、こうした事例の検討とは別に、学期中に１回、刑法に関する重

要なトピックについて全員で議論を行う「テーマ討議」の機会を設けます。ここでは、受講生の関心や希望に応じて、刑罰論（何のために刑罰は存

在するか）といった古典的問題から、「新型コロナウィルスと刑法」、「性犯罪規定の改正」などの現代的テーマまで幅広く検討の対象とします。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：事例検討（1）生命・身体に対する罪 

第３回：全体での議論・解説 

第４回：事例検討（2）自由に対する罪 

第５回：全体での議論・解説 

第６回：事例検討（3）名誉に対する罪 

第７回：全体での議論・解説 

第８回：テーマ討議 

第９回： 事例検討（4）窃盗罪、強盗罪 

第 10回：全体での議論・解説 

第 11回：事例検討（5）詐欺罪、恐喝罪 

第 12回：全体での議論・解説 

第 13回：事例検討（6）現代社会と刑法各論 

第 14回：全体での議論・解説 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本演習は、受講生の一人一人が、刑法の知識を実際に何度も「使ってみる」ことを中心に進んでいきます。事前に十分に予習をしたうえで、積極

的・主体的に討論に参加してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 報告にあたっては、担当する事例、関連文献を十分読んで検討・整理し、報告内容をまとめ、レジュメを作成することが求められます。また、報

告者以外の参加者も、あらかじめ事例に目を通し、何が争点になるのかを考え、その争点に関する教科書の説明を読んでおくことが期待されます。 

５.教科書 

特に指定しません。 

６.参考書 

 特に指定しません。各自が普段使用している基本書・体系書を参照してください。基本書をどれにすればよいか悩んでいる人には、個別にアドバ

イスするので、気軽に相談してください。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  発表用に作成された報告レジュメに対しては、毎授業の際に、改善点や工夫できる点などについて講評を加えます。 

８.成績評価の方法 
平常点 70%（授業への参加度）、発表内容 30%の合計点で評価します。 

９.その他 
 単なる知識の確認にとどまらず、実践的な思考と表現の訓練の場にしたいと思います。本演習で培われる思考力と表現力は、法律専門職はもとよ

り、どのような職業に就くにしても有力な武器になるでしょう。刑法の「悩ましさ」と「面白さ」を体感したい人の履修を歓迎します。 

 

＊当科目は法曹コース選択者以外が履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（公務員・資格対策） 辻 雄一郎 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

公務員（国家・地方）、警察官、消防官または資格試験に関心のある学生向けの科目。まず基礎的な知識の定着を図る。次に、その知識を具体的な

問題に対応できる力を養成する。最初の数回は教員が講義し、その後、学生が問題に対する報告を担当する。 

【到達目標】 

学説・判例を通して、日本国憲法に関する基礎理論を学び、人権や統治をめぐる諸問題について、判断枠組みを構築できる力、個別的・具体的に検

討する力を磨くことを目指す。人権の内容、特質、人権の制約に関する重要判例を素材にして、判断枠組みと事実評価・認定の妥当性を検討できる

基礎的な力を獲得させるとともに、最先端の問題、応用問題を正確に読み取る読解力や理論的に検討する思考力を高めることを到達目標にする。 

２.授業内容 

第１回：基本的な学習（１）（教員）芦部「憲法」（統治）+『スーパー過去問ゼミ 憲法』 

第２回：基本的な学習（２）（教員）BBCや CNN を聞く 

第３回：基本的な学習（３）（教員） 

第４回：基本的な学習（４）（教員） 

第５回：問題を解決するための実践的な練習（１） 

第６回：問題を解決するための実践的な練習（２） 

第７回：問題を解決するための実践的な練習（３） 

第８回：問題を解決するための実践的な練習（４） 

第９回：問題を解決するための実践的な練習（５） 

第 10回：問題を解決するための実践的な練習（６） 

第 11回：問題を解決するための実践的な練習（７）中原「基本行政法」+『スーパー過去問ゼミ行政法』 

第 12回：問題を解決するための実践的な練習（８） 

第 13回：問題を解決するための実践的な練習（９）「自治体現場で活かす法学」法学教室 10 月№481 の報告 

第 14回：問題を解決するための実践的な練習（10） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

最初の数回は教員が担当する。出席するだけでは単位は認められない。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

指定された問題集や基本書を読み込んでおく。また毎週、実施される課題演習に解答して提出すること。 

自分が目指す国家、地方自治体、警察官や消防官他の試験の科目、内容、時期を各自で調べておく。 

５.教科書 

コンパクトサイズの六法（出版社は指定しない） 

本秀紀『憲法講義（最新版）』（日本評論社）  中原『基本行政法（最新版）』（日本評論社）  芦部『憲法（最新版）』（岩波書店） 

筑紫・北村編『自治体環境行政の基礎』（有斐閣）  『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』 

『行政法判例百選Ⅰ・Ⅱ』  『スーパー過去問ゼミ 憲法・行政法』（実務教育出版）（最新版） 

６.参考書 

最新年度の重要判例解説（ジュリスト増刊）  宍戸編『憲法演習サブノート 210』（弘文堂）  曽和『行政法総論を学ぶ』（有斐閣） 

北村編『事例から行政法を考える』（有斐閣）  北村喜宣『環境法』（弘文堂）  宍戸常寿『憲法解釈論の応用と展開』（日本評論社） 

小山剛『憲法上の権利の作法』（尚学社）  辻『情報化社会の表現の自由』（日本評論社）  辻『シェブロン法理の考察』（日本評論社） 

辻他訳『アメリカ環境法』（勁草書房） 辻・牛嶋他編『アメリカ気候変動法と政策』（勁草書房） 辻・黒川他『判例アメリカ環境法』（勁草書房） 

『公務員試験専門記述式 憲法 答案完成ゼミ、同民法行政法』（実務教育出版） 

『トピックからはじめる統治制度－憲法を考える』笹田編（有斐閣）   （最新版、改訂版が出ていればそちらを指定する） 

----- 

『奇子』手塚治虫  『まんが日本国憲法』石ノ森章太郎（浦田賢治監修）  『コミック昭和史』水木しげる（講談社文庫） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 該当する範囲の問題集から出題されるミニテストを定期的にオンラインで受ける。 

８.成績評価の方法 
随時、実施する問題演習に答案を提出し、学生報告に主体的に従事すること。 

９.その他 
毎回、学生は BBC のニュースを聞き、社会に関するニュースや事件に関する問題を各自で解く。 

行政法を同時に履修することが望ましい。 

民法の科目をできるだけ多く履修して、自ら学習していくことが望ましい。 

学生の主体的な学習が実現すれば、この演習はよりよく理解できるだろう。 

 

＊当科目は法曹コース選択者以外が履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（公務員・資格対策） 辻 雄一郎 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

公務員（国家・地方）、警察官、消防官または資格試験に関心のある学生向けの科目。まず基礎的な知識の定着を図る。次に、その知識を具体的な

問題に対応できる力を養成する。最初の数回は教員が講義し、その後、学生が問題に対する報告を担当する。 

【到達目標】 

学説・判例を通して、日本国憲法に関する基礎理論を学び、人権や統治をめぐる諸問題について、判断枠組みを構築できる力、個別的・具体的に検

討する力を磨くことを目指す。人権の内容、特質、人権の制約に関する重要判例を素材にして、判断枠組みと事実評価・認定の妥当性を検討できる

基礎的な力を獲得させるとともに、最先端の問題、応用問題を正確に読み取る読解力や理論的に検討する思考力を高めることを到達目標にする。 

２.授業内容 

第１回：基本的な学習（１）（教員）『スーパー過去問ゼミ 行政法』 

第２回：基本的な学習（２）（教員） 

第３回：基本的な学習（３）（教員） 

第４回：問題を解決するための実践的な練習（１） 

第５回：問題を解決するための実践的な練習（２） 

第６回：問題を解決するための実践的な練習（３） 

第７回：問題を解決するための実践的な練習（４） 

第８回：問題を解決するための実践的な練習（５） 

第９回：問題を解決するための実践的な練習（６） 

第 10回：問題を解決するための実践的な練習（７） 

第 11回：問題を解決するための実践的な練習（８） 

第 12回：問題を解決するための実践的な練習（９） 

第 13回：問題を解決するための実践的な練習（10） 

第 14回：問題を解決するための実践的な練習（11） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

最初の数回は教員が担当する。出席するだけでは単位は認められない。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

指定された問題集や基本書を読み込んでおく。また毎週、実施される課題演習に解答して提出すること。 

５.教科書 

コンパクトサイズの六法（出版社は指定しない） 

本秀紀『憲法講義（最新版）』（日本評論社）  中原『基本行政法（最新版）』（日本評論社）  芦部『憲法（最新版）』（岩波書店） 

筑紫・北村編『自治体環境行政の基礎』（有斐閣）  『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』 

『行政法判例百選Ⅰ・Ⅱ』  『スーパー過去問ゼミ 憲法・行政法』（実務教育出版）（最新版） 

６.参考書 

最新年度の重要判例解説（ジュリスト増刊）  宍戸編『憲法演習サブノート 210』（弘文堂）  曽和『行政法総論を学ぶ』（有斐閣） 

北村編『事例から行政法を考える』（有斐閣）  北村喜宣『環境法』（弘文堂）  宍戸常寿『憲法解釈論の応用と展開』（日本評論社） 

小山剛『憲法上の権利の作法』（尚学社）  辻『情報化社会の表現の自由』（日本評論社）  辻『シェブロン法理の考察』（日本評論社） 

辻他訳『アメリカ環境法』（勁草書房） 辻・牛嶋他編『アメリカ気候変動法と政策』（勁草書房） 辻・黒川他『判例アメリカ環境法』（勁草書房） 

『公務員試験専門記述式 憲法 答案完成ゼミ、同民法行政法』（実務教育出版） 

『トピックからはじめる統治制度－憲法を考える』笹田編（有斐閣）  （最新版、改訂版が出ていればそちらを指定する） 

----- 

『奇子』手塚治虫  『まんが日本国憲法』石ノ森章太郎（浦田賢治監修）  『コミック昭和史』水木しげる（講談社文庫） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 該当する範囲の問題集から出題されるミニテストを定期的にオンラインで受ける。 

論述試験の問題を解き、随時、教員に添削をお願いする。 

８.成績評価の方法 
随時、実施する問題演習に答案を提出し、学生報告に主体的に従事すること。 

９.その他 
学生の主体的な学習が実現すれば、この演習はよりよく理解できるだろう。 

学生は行政法を同時に履修することが望ましい。 

民法の科目をできるだけ多く履修して、自ら学習していくことが望ましい。 

 

＊当科目は法曹コース選択者以外が履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（民法［財産法］） 蓮田 哲也 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

本演習では、自ら調べ、報告し、聞き、答えることを通じて、これまで修得してきた法的知識を確認しその理解を深めるとともに、新たな法的知識

を修得することを目的とする。 

教員から履修学生に対して一方的に講義を行うことはなく、履修学生による活動によって本演習が行われる。 

 

【到達目標】 

① 民法（財産法）領域と呼ばれる、民法総則、物権、担保物権、債権総論、債権各論の 5 つの領域の内、民法総則と物権の典型的論点について理

解することができる 

② 指定された法制度について、自ら調べ、報告することができる 

③ 他人の報告を聞き、その内容を精査することができる 
２.授業内容 

第 1 回：ガイダンスと教員による手本 

第 2 回～第 14 回：民法総則または物権の典型的論点についての報告、問題演習及び解説 

３.履修上の注意 

本演習は、教員が指定する特定の論点について、学生が調べ報告することによって進められていく。 

イメージとしては、特定の論点に限定して履修学生が講義を行うというものである。 

特定の論点について履修学生が調べ、報告するという作業は非常に多くの労力を伴うものである。 

しかし、最も身につく学習法とは、他人に教えることであるといえよう。 

最後までやりきり、しっかりと学びたいと考える学生に履修してもらいたい。 

 

なお、報告については、履修者数に応じて各回「1人」とするか、「複数人グループ」とするか決めることとする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習】 

教員によって指定された論点について、自ら調べ、資料を作成し、報告に向けて準備を行う。 

なお、報告が予定されていない履修学生も当該論点について事前調査することが必要である。 

 

【復習】 

報告のあった論点について、改めて整理する。 

実施された問題演習について、改めて取り組み、その解説ができるようにする。 

５.教科書 

教科書は指定しない。 

６.参考書 

初回時に紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 報告に対しては、報告後にコメントを付すことでフィードバックを行う。 

問題演習に対しては、その解説を通じてフィードバックを行う。 

８.成績評価の方法 
日頃の受講態度及び毎回の問題演習の成果によって評価する。 

履修学生による活動によって行われる演習であるので、無断欠席・遅刻によって成績評価を減じる。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（民法［財産法］） 蓮田 哲也 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

本演習では、自ら調べ、報告し、聞き、答えることを通じて、これまで修得してきた法的知識を確認しその理解を深めるとともに、新たな法的知識

を修得することを目的とする。 

教員から履修学生に対して一方的に講義を行うことはなく、履修学生による活動によって本演習が行われる。 

 

【到達目標】 

① 民法（財産法）領域と呼ばれる、民法総則、物権、担保物権、債権総論、債権各論の 5 つの領域の内、担保物権、債権総論と債権各論の典型的

論点について理解することができる 

② 指定された法制度について、自ら調べ、報告することができる 

③ 他人の報告を聞き、その内容を精査することができる 
２.授業内容 

第 1 回：ガイダンスと教員による手本 

第 2 回～第 14 回：担保物権、債権総論及び債権各論の典型的論点についての報告、問題演習及び解説 

３.履修上の注意 

本演習は、教員が指定する特定の論点について、学生が調べ報告することによって進められていく。 

イメージとしては、特定の論点に限定して履修学生が講義を行うというものである。 

特定の論点について履修学生が調べ、報告するという作業は非常に多くの労力を伴うものである。 

しかし、最も身につく学習法とは、他人に教えることであるといえよう。 

最後までやりきり、しっかりと学びたいと考える学生に履修してもらいたい。 

 

なお、報告については、履修者数に応じて各回「1人」とするか、「複数人グループ」とするか決めることとする。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【事前学習】 

教員によって指定された論点について、自ら調べ、資料を作成し、報告に向けて準備を行う。 

なお、報告が予定されていない履修学生も当該論点について事前調査することが必要である。 

 

【復習】 

報告のあった論点について、改めて整理する。 

実施された問題演習について、改めて取り組み、その解説ができるようにする。 

５.教科書 

教科書は指定しない。 

６.参考書 

初回時に紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 報告に対しては、報告後にコメントを付すことでフィードバックを行う。 

問題演習に対しては、その解説を通じてフィードバックを行う。 

８.成績評価の方法 
日頃の受講態度及び毎回の問題演習の成果によって評価する。 

履修学生による活動によって行われる演習であるので、無断欠席・遅刻によって成績評価を減じる。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅰ（公法） 横田 明美 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

本演習では、法学の知識習得だけではなく「使いこなす」ことができるようになることを目指す学生を対象として、アウトプットの訓練を積み、法

的思考力と表現力を身に着けることを目的とする。法政策論の基礎としての法令・判例の形成過程を学び、それらを探索できるように訓練する。そ

して、「調べる必要性」を自ら見出すことができるようになるためにも、受講者には、テーマを探索し、発表資料を作成し、報告し、討議において適

切な質問を行えるように訓練を行う。 

内容としては教員の専門（行政法・環境法・情報法）に関する科目が同時開講ないし先の科目となるため、まずは一年生科目（法律リテラシー・憲

法・民法・刑法）での学習を前提とする。 

【到達目標】 

法律の「使い方」を自覚的に考え、身に着けることができるようになることを目標とする。 

２.授業内容 

第１回：「学び方」を自分で作る、とは（イントロダクション） 

第２回：「教科書」の読み方を深めよう：鳥の目と虫の目とは 

第３回：答案の作り方を学ぶ（１）一行問題・事例問題とは 

第４回：答案の作り方を学ぶ（２）実践練習（過去の問題を解きなおしてみよう） 

第５回：「法令」の作り方・作られ方（１）：法律の構造、条文の読み方、法令検索実習 

第６回：「法令」の作り方・作られ方（２）：政策と法令の関係、新法の立案過程を学ぶ 

第７回：「判例」の作り方・作られ方を学ぶ（１）：判決の構造を学び調査する 

第８回：「判例」の作り方・作られ方を学ぶ（２）：判例評釈のいろいろ 

第９回：判決文を読んでみよう（１）：最高裁判例を下級審から読んでみる 

第 10回： 判決文を読んでみよう（２）：当事者の主張、法廷意見（多数意見）・少数意見の論理を整理する 

第 11回：テーマ報告１：学生 1人～3 人での班による報告 

第 12回：テーマ報告２：学生 1人～3 人での班による報告 

第 13回：行政法とほかの科目のつながり（参加者数が 10人を超えた場合はテーマ報告３） 

第 14回：演習全体を振り返って（まとめ） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

他の司法演習とは異なり、特定分野の知識やアウトプットの練習というよりは、法学一般に役にたつ能動的学習を行う場として内容が形成されて

いる点注意すること（公法の知見だけでなく、他の法学分野の知見も問うことがある）。 

「学び方」を自ら開発し、他の受講生と意見交換ができることが受講生には求められる。 

行政法ＡＩ及びⅡを受講中・受講予定であることが望ましい（行政法ＡＩの進行状況と内容がリンクする予定である）。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

第 2 回以降は、事前に指定した課題（レジュメ・教科書の指定箇所を読んだうえでのペーパー作成など）に取り組み、次の回でその成果を発表する

ことが求められる。そのとき「すべてできていること」は求められない。むしろ、「何をどのような手順でどこまでやったが、ここまでしかわからな

かった（できなかった）」ということを整理して、授業中に報告することが求められる（フリーライダーは欠席とみなす可能性がある）。 

また、後半の「テーマ報告」は、１～３名までのチームを組み、判例評釈や新法解説など、法律家としてのリサーチを行い、その結果を報告するこ

とがもとめられる。また、報告担当ではない回においても、適切な質問をするための予習が必要となる。 

５.教科書 

『カフェパウゼで法学を 対話で見つける〈学び方〉』横田明美（弘文堂） 

『リーガル・リサーチ＆リポート 法学部の学び方 第 2 版』田髙寛貴・原田昌和・秋山靖浩（有斐閣） 

６.参考書 

『現代実定法入門（第 3 版）』原田大樹（弘文堂） 

『法学学習 Q＆A』横田明美・小谷昌子・堀田周吾（有斐閣） 

『法学入門』稲正樹・寺田麻佑・松田浩道・吉良貴之・成原慧・山田哲史・松尾剛行（北樹出版） 

『法学テキストの読み方』大橋洋一（有斐閣） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 各回の事前学習課題については、講義時間内にコメントする。テーマ報告については、発表資料（必須）及びレポート（任意）に対して、コメント

を付して返却する。 

８.成績評価の方法 
各回の課題の達成状況（30％）、授業時間内の発言による貢献度（30％）、テーマ報告による発表（40％）で評価する。 

演習科目であり、一人の欠席が他の学生の学びの機会を失わせる性質があるため、無断欠席及び遅刻は減点対象となる。 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者以外が履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW252J 

司法演習Ⅱ（公法） 横田 明美 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

本演習では、法学の知識習得だけではなく「使いこなす」ことができるようになることを目指す学生を対象として、アウトプットの訓練を積み、法

的思考力と表現力を身に着けることを目的とする。 

「調べる必要性」を自ら見出すことができるようになるためにも、受講者には、テーマを探索し、発表資料を作成し、報告し、討議において適切な

質問を行えるように訓練を行う。 

内容としては教員の専門（行政法・環境法・情報法）に関する科目が同時進行ないし先の科目となるため、夏学期開講の行政法ＡⅠの内容を前提と

しつつ、適宜、関連科目の内容を織り込んで議論する。そのため、司法演習（公法）I で指定した教材に加えて、行政法研究者が法学全分野につい

て解説した教科書を素材に討論を行う。 

【到達目標】 

公法に属する科目相互間の関係や、それらと公法以外の法分野との関係を理解し、法政策において法がどのように用いられているかを説明できる

ようになる。 

法学を学習した者がレポートを書く際の基本的な事項を身に着け、実践し、相互に指摘ができるようになる。 
２.授業内容 

第１回：行政法総論と他分野のつながり（イントロダクション） 

第２回：法学のレポートを書いてみる（１）：他の分野と法学研究の違い、法学文献の記載方法 

第３回：法学のレポートを書いてみる（２）：レポート課題の種類と考え方 

第４回：現代実定法入門（１）：公法からみた民事法・刑事法とのつながり 

第５回：現代実定法入門（２）：規制行政、給付行政と法 

第６回：現代実定法入門（３）：権利の実現と執行 

第７回：現代実定法入門（４）：グローバル化と法 

第８回：中間まとめ：行政法からみたほかの法分野の位置づけ 

第９回：テーマ報告１：学生 1 人あるいは 2 人で報告 

第 10回：テーマ報告２（同上） 

第 11回：テーマ報告３（同上） 

第 12回：レポート中間進捗報告 

第 13回：ピアレビュー（他の学生が書いたレポートを見てコメントをする回） 

第 14回：レポート完成報告（完成したレポートを全員で討議する） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「学び方」を自ら開発し、他の受講生と意見交換ができることが受講生には求められる。 

広範な法制度を概観するため、法律必修科目（憲法・民法・刑法の各科目）の知識も必要となる。 

行政法 AⅡを並行して受講することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

講義前半は教科書（原田大樹（著））の指定箇所を事前に読んだうえで、講義中の質疑応答にもこたえられるように、これまで学んできた法学科目

での知識も総動員しながら予習することが求められる。 

講義後半は、１人あるいは 2 人での報告をするため、その準備と、そこで得られた知見を基にしたレポート執筆が求められる。これは、3 年次・4

年次に開講される専門演習（科目を問わない）における基礎を 2 年次のうちに身に着けたい学生にとって必須の技能を学ぶためのものである。テー

マは、法政策に関係していればどのような内容でもよいため、行政法以外の他の分野に関心がある学生も歓迎する。 

５.教科書 

原田大樹『現代実定法入門（第 3版）』（弘文堂） 

レポートの書き方の参考として、司法演習 I（公法）の指定教科書もそのまま用いる。 

横田明美『カフェパウゼで法学を 対話で見つける〈学び方〉』（弘文堂） 

田髙寛貴・原田昌和・秋山靖浩『リーガル・リサーチ＆リポート 法学部の学び方 第 2 版』（有斐閣） 

６.参考書 

特に指定しない。必要に応じ、他科目（憲法、民法、行政法、民事訴訟法、国際法など）で使用している教科書を持参してもらうことがある。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 各回の事前学習課題については、講義時間内にコメントする。テーマ報告については、発表資料及びレポートに対して、コメントを付して返却す

る。 

８.成績評価の方法 
各回の課題の達成状況と講義内での発言による貢献度（40％）、テーマ報告の内容（20％）、最終レポートの内容とその報告内容（40％）で評価する。 

最終レポートは第 14 回直前が提出期限となる（それに対する講評を第 14 回で全員で行うため）。 

９.その他 
＊当科目は法曹コース選択者以外が履修できる。 

＊当科目の定員は「15 名」の「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は、GPA に基づき選抜を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資

料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW291J 

法律英語Ⅰ 柳川 鋭士 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本授業は、国際的な企業間取引等に関する担当教員の実務経験に基づき、国際ビジネスにおいて必要となる基本的な法律英語とその法律英語に

係る基本的な法律の概要を扱います。国際機関や外資系企業だけでなく国内企業法務等のビジネスに係る業務においても英語は必須と言えるでしょ

う。もっとも、実社会において英語はコミュニケーション手段にすぎず、英語を使って”何を”することができるのかということがこれからは問わ

れることになるでしょう。そこで、本授業では、単に法律英語の単語を覚えるのではなく、その背景にある基本的な法律概念についても学びます。 

 

【授業の到達目標】 

 英文契約書の基本的用語及びその背景にある法律概念を理解し、国際ビジネス交渉で必要な最低限のコミュニケーション能力を獲得することを

目標とします。 

２.授業内容 

第１回：契約書の英語①（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 1 

第２回：契約書の英語②（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 1 

第３回：契約書の英語③（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 1 

第４回：契約書の英語④（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 2 

第５回：契約書の英語⑤（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 2 

第６回：契約書の英語⑥（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 2 

第７回：契約書の英語⑦（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 3 

第８回：契約書の英語⑧（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 3 

第９回：契約書の英語⑨（売買契約の交渉、Sales Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 3 

第 10回：契約書の英語⑩（売買契約の交渉、Sales Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 4 

第 11回：契約書の英語⑪（売買契約の交渉、Sales Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 4 

第 12回：契約書の英語⑫（売買契約の交渉、Sales Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 4 

第 13回：契約書の英語⑬（売買契約の交渉、Sales Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 5 

第 14回：契約書の英語⑭（売買契約の交渉、Sales Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 5 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

本授業は原則として日本語で行います（なお、授業の前半 20 分～30 分は裁判及び交渉に係わるリスニングを行う予定です）。また本授業はあくま

で基本的な法律英語の修得を目的とするため、法律英語に係る法律知識については一般的な基本事項のみ講義することになります。民法、会社法を

はじめとする各法律の専門的な内容を修得するためには、各専門科目を履修してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

シラバスに従い、該当する授業内容に沿ってレジュメ及び教科書を一読してください。 

 

【復習すべき内容】 

授業では教科書に書かれていない法律概念等を説明しますので、その説明を踏まえて教科書に記載されている英文の意味をよく考えてください。 

５.教科書 

鳥飼慎一郎＝溜箭将之『Legal Minds 15 Journeys in Law』（金星堂、2014） 

６.参考書 

授業内にて適宜紹介しますが、英文契約の基本に関しては以下のものが参考になります（授業履修に際し購入する必要はありません）。 

 

中村秀雄『英文契約書作成のキーポイント』（商事法務研究会、 ２００６） 

Charles M. Fox "Working With Contracts: What Law School Doesn't Teach You" (Practising Law Inst. 2008) 

岩崎洋一郎＝仲谷栄一郎『交渉の英語 2 相手を説得する技術』（日興企画、１９９９） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストに関しては翌週授業内にて解説します。その他適宜、Oh-o! Meijiを通じて、該当箇所のレジュメ（場合によっては補講動画のアップ等）

の指摘等にてフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
授業内の小テスト（30％）、期末試験（70％）によって評価します。 

９.その他 
将来留学を考えている人、国際機関等で働くことを考えている人は、積極的に TOEFL テストを受験し高得点の取得を目指してください。また本授業

履修後又は並行して上級の講座（例えば英語にて授業を行う講座）を積極的に履修してください。 

 

＊当科目の定員は「60 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW291J 

法律英語Ⅱ 柳川 鋭士 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 本授業は、国際的な企業間取引等に関する担当教員の実務経験に基づき、国際ビジネスにおいて必要となる基本的な法律英語とその法律英語に

係る基本的な法律の概要を扱います。国際機関や外資系企業だけでなく国内企業法務等のビジネスに係る業務においても英語は必須と言えるでしょ

う。もっとも、実社会において英語はコミュニケーション手段にすぎず、英語を使って”何を”することができるのかということがこれからは問わ

れることになるでしょう。そこで、本授業では、単に法律英語の単語を覚えるのではなく、その背景にある基本的な法律概念についても学びます。 

 

【授業の到達目標】 

 英文契約書の基本的用語及びその背景にある法律概念を理解し、国際ビジネス交渉で必要な最低限のコミュニケーション能力を獲得することを

目標とします。 

２.授業内容 

第１回：契約書の英語①（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 5 

第２回：契約書の英語②（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 6 

第３回：契約書の英語③（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 6 

第４回：契約書の英語④（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 6 

第５回：契約書の英語⑤（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 7 

第６回：契約書の英語⑥（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 7 

第７回：契約書の英語⑦（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 7 

第８回：契約書の英語⑧（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 13 

第９回：契約書の英語⑨（ライセンス契約の交渉、License Agreementの各条項の解説）、Legal Minds Case 13 

第 10回：契約書の英語⑩（ライセンス契約の交渉、License Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 13 

第 11回：契約書の英語⑪（ライセンス契約の交渉、License Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 14 

第 12回：契約書の英語⑫（ライセンス契約の交渉、License Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 14 

第 13回：契約書の英語⑬（ライセンス契約の交渉、License Agreement の各条項の解説）、Legal Minds Case 14 

第 14回：契約書の英語⑭（ライセンス契約の交渉、License Agreement の各条項の解説） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

本授業は原則として日本語で行います（なお、授業の前半 20 分～30 分は裁判及び交渉に係わるリスニングを行う予定です）。また本授業はあくま

で基本的な法律英語の修得を目的とするため、法律英語に係る法律知識については一般的な基本事項のみ講義することになります。民法、会社法を

はじめとする各法律の専門的な内容を修得するためには、各専門科目を履修してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

シラバスに従い、該当する授業内容に沿って教科書を一読してください。 

 

【復習すべき内容】 

授業では教科書に書かれていない法律概念等を説明しますので、その説明を踏まえて教科書に記載されている英文の意味をよく考えてください。 

５.教科書 

鳥飼慎一郎＝溜箭将之『Legal Minds 15 Journeys in Law』（金星堂、2014） 

６.参考書 

授業内にて適宜紹介しますが、英文契約の基本に関しては以下のものが参考になります（授業履修に際し購入する必要はありません）。 

 

中村秀雄『英文契約書作成のキーポイント』（商事法務研究会、 ２００６） 

Charles M. Fox "Working With Contracts: What Law School Doesn't Teach You" (Practising Law Inst. 2008) 

岩崎洋一郎＝仲谷栄一郎『交渉の英語 2 相手を説得する技術』（日興企画、１９９９） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 小テストに関しては翌週授業内にて解説します。その他適宜、Oh-o! Meijiを通じて、該当箇所のレジュメ（場合によっては補講動画のアップ等）

の指摘等にてフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
授業内の小テスト（30％）、期末試験（70％）によって評価します。 

 

９.その他 
将来留学を考えている人、国際機関等で働くことを考えている人は、積極的に TOEFL テストを受験し高得点の取得を目指してください。また本授業

履修後又は並行して上級の講座（例えば英語にて授業を行う講座）を積極的に履修してください。 

 

＊当科目の定員は「60 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅰ（英米法） 金子 敏哉 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

〔授業の概要〕 

 本授業では、アメリカの著作権制度の経済分析に関する古典ともいうべき論文である William Landes & Richard Posner、 "An Economic 

Analysis of Copyright Law"についての講読を行う。 

 テキストとしては、Landes & Posner の上記論文の他、必要に応じて関連する文献を使用することを予定しているが、参加者の関心・著作権制度

の理解に応じて変更する可能性がある。 

〔到達目標〕 

 著作権制度の経済学的な視点からの評価、及び、アメリカの著作権制度に関する基本的な制度を理解し、著作権をめぐる現代的な課題について考

察する基本的な知識を得ることを目標とする。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：文献の翻訳と検討（１） 

第３回：文献の翻訳と検討（２） 

第４回：文献の翻訳と検討（３） 

第５回：文献の翻訳と検討（４） 

第６回：文献の翻訳と検討（５） 

第７回：文献の翻訳と検討（６） 

第８回：文献の翻訳と検討（７） 

第９回：文献の翻訳と検討（８） 

第 10回：文献の翻訳と検討（９） 

第 11回：文献の翻訳と検討（10） 

第 12回：文献の翻訳と検討（11） 

第 13回：文献の翻訳と検討（12） 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

各自翻訳及び報告を担当してもらう。日本の著作権法についての講義（知的財産法 AⅠ)を履修済みであることが望ましいが必須ではない。高度の

経済学・数学的な知識は必要としないが、法制度に対する経済学的な分析についての問題関心を持って臨んでほしい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

各回の授業に臨む前に、指定個所の翻訳及び検討をあらかじめ行っておくこと。本授業では、翻訳とともに、論文の内容を理解し、その妥当性につ

いて検討することが必要となる。 

【復習すべき内容】 

授業での検討内容を確認し、関連する問題について自分で調べること。 

５.教科書 

William M. Landes; Richard A. Posner, An Economic Analysis of Copyright Law, The Journal of Legal Studies, Vol.18 No.2 (1989) pp.325-

363 

(詳細については開講時に指示する) 

６.参考書 

特になし 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内で翻訳についてのコメント等によりフィードバックを行う。 

８.成績評価の方法 
翻訳及び報告(60% )と授業への参加態度(40%)。なお正当な理由なしに 3 回以上の欠席・遅刻をした場合には、単位取得の条件を満たさないものと

して扱う。 

９.その他 
＊当科目の定員は「15 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅱ（英米法） 佐々木 秀智 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業では、Twitter、 Instagram、 Youtube 等の SNS(Social Networking Service)に関する規制が言論・プレスの自由を保障するアメリカ合衆

国憲法修正第 1条との関係でどのように議論されているのかについて考えていきます。 

我が国ではほとんど議論されませんでしたが、電話等の通信事業者は表現の自由を享有するのかとの問題がありました。わが国の現状認識能力の

乏しい憲法・情報法学者は、総論では法人の基本権享有主体性を肯定しますが、各論になると沈黙します。それはこれらの法学者が法的現実を直視

せずに、机上の空論でもって表現の自由を論じているからです。これらの法分野の研究者は民法、刑法や訴訟法の議論をほぼ無視します。あるいは

研究者、伝統的なメディア（新聞・放送など）といったインテリ層のみが表現の自由を享有し、「情弱」な国民を啓蒙する必要性があると考えている

とも言えます。 

放送の社会的地位は低下しており、皆さんもテレビ視聴より、YouTube視聴の方が多いかと思います。またあなたの SNS投稿が削除されたり、警告

が表示されたりしたことがあるかもしれません。これまで SNSは通信であり、表現の自由より、通信の秘密を保障しなければならないので、通信内

容を検閲することは憲法上禁止されてきました。ですが、実際削除等されています。これは憲法上どのように考えるべきでしょうか。 

アメリカの法学者は現実を直視しようと努めます（当然のことです）。日米の近問題関する議論を見るとアメリカが実際の判例を前提とし、判例で

採用されるため、裁判官を説得するために全力を尽くして理論構築を試みます（判例に採用されなくても、平気で批判をする我が国の研究者とは大

違いです）。また国民はそれほど情弱ではありません。インテリ層の驕りを見抜いています。そこでは、実証的な根拠と理論性が最優先されなければ

なりません。 

本来、法学というものは現実に即したものでなければなりません。これは、法曹・公務員に進もうとする学生のみならず、民間企業などで組織の運

営方針を決定する際に重要なものとなります。この授業では、この点を重視しながら、アメリカの法理論の構築のあり方について考えていきたいと

思います。 

【授業の到達目標】 

アメリカのメディア法制度に関する十分な理解 法学における実践的研究および理論的研究の意義に関する理解 
２.授業内容 

第１回：各自の担当範囲の決定、メディア法の基本枠組み 

第２回：アメリカ法入門 

第３回：アメリカの法律情報の調べ方 

第４回：文献の翻訳と検討（１） 

第５回：文献の翻訳と検討（２） 

第６回：文献の翻訳と検討（３） 

第７回：文献の翻訳と検討（４） 

第８回：文献の翻訳と検討（５） 

第９回：文献の翻訳と検討（６） 

第 10回：文献の翻訳と検討（７） 

第 11回：文献の翻訳と検討（８） 

第 12回：文献の翻訳と検討（９） 

第 13回：文献の翻訳と検討（10） 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 各自翻訳を担当してもらいます。 

 また合理的な理由（病気、冠婚葬祭等）のない欠席を２回した場合、履修放棄とみなします。 

3 回以上遅刻（教員より遅く入室）した場合も、履修放棄とみなします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】指定教科書の該当箇所を読んでおいてください。 

【復習すべき内容】授業で提示した問題について、授業で紹介した文献・サイト等にアクセスして調べてください。 

５.教科書 

Eugene Volokh, Treating Social Media Platforms Like Common Carriers? 1Journal of Free Speech Law 377 (2021) 

６.参考書 

 開講時に指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 提出された課題（報告資料）に関して、直後の授業において解説の時間を設ける。 

８.成績評価の方法 
 各自に割り当てられた部分の翻訳（30%）及び報告（40％）と授業への参加態度（30％） 

９.その他 
 この授業はハードなので、安易な気持ちで履修しないこと。 

 この授業は、「語学」の授業ではなく、「法学」の授業です。法学に全く関心のない学生は履修しないこと。 

 

＊当科目の定員は「15 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅰ（フランス法） 江藤 英樹 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

この授業では、フランス憲法史および現在の第 5共和制下の諸制度に関する文献を原文で読むことにチャレンジします。 

受講生の多くが大学入学後にフランス語の学習を始めた初学者であると思われるので、テキスト選びや授業の進め方は柔軟に対応します。 

 

【到達目標】 

フランス語で書かれた法律の文献を少しでも多く読めるようになることを目ざします。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：フランス憲法史 1 

第３回：フランス憲法史 2 

第４回：フランス憲法史 3 

第５回：フランス憲法史 4 

第６回：フランス憲法史 5 

第７回：第 5 共和制下の諸制度―大統領制 1 

第８回：第 5 共和制下の諸制度―大統領制 2 

第９回：第 5 共和制下の諸制度―大統領制 3 

第 10回：第 5 共和制下の諸制度―大統領制 4 

第 11回：第 5 共和制下の諸制度―議会 1 

第 12回：第 5 共和制下の諸制度―議会 2 

第 13回：第 5 共和制下の諸制度―議会 3 

第 14回：第 5 共和制下の諸制度―議会 4 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

学部 1・2年次にフランス語を履修していることが望ましい。1・2年次に履修はしなかったが、フランス語の文法を独自に学習している場合も履修

を可とします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回担当範囲を決め、各担当者から報告してもらう形で授業は進めます。各自の担当範囲を必ず翻訳して授業に出席すること。また、自分の担当で

ない部分についても必ず訳出すること。 

５.教科書 

授業で使用するテキストやその他の資料は、授業中に配布します。 

６.参考書 

『フランス法 第 4 版』滝沢正（三省堂、2010 年） 

『フランス憲法入門』辻村みよ子・糠塚康江（三省堂、2012年） 

『新解説 世界憲法集 第５版』初宿正典・辻村みよ子編（三省堂、2020年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o! Meijiを通じて配信するので、各自確認のこと。 

８.成績評価の方法 
平常点で評価します。 

９.その他 
＊当科目の定員は「15 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅱ（フランス法） 吉井 啓子 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

≪授業の概要≫ 

 フランス民法の入門書である P.Bihr et M.-H.Bihr、 Droit civil général、 Dalloz、 19e éd.、 2019 の「親子関係」および「制限行為能力

者」に関する章を、受講者で分担して読み進める。日本の民法と比較しながら、フランスの民法の特徴を考察する。 

 

≪授業の到達目標≫ 

 法律に関するフランス語文献を正確に読む力を身につける。民法に関するフランス語文献の翻訳を通じてフランス民法の特徴をつかむ。 

２.授業内容 

 受講者のフランス語のレベルにもよるが、毎回１～２頁のペースで読み進める予定である。各回につきあらかじめ担当者を決め、その担当者に翻

訳をしてもらう。 

 

第１回：フランス法に関する基本文献の紹介、フランス家族法の基本構造、フランス語能力チェック 

第２回：実親子関係－成立 

第３回：実親子関係－母子関係 

第４回：実親子関係－父子関係 

第５回：実親子関係－人工生殖 

第６回：養親子関係－完全養子 

第７回：養親子関係－単純養子 

第８回：親子関係－効果 

第９回：親子関係－親権（1） 

第 10回：親子関係－親権（2） 

第 11回：制限行為能力者－未成年者（1） 

第 12回：制限行為能力者－未成年者（2） 

第 13回：制限行為能力者－成年後見制度（1） 

第 14回：制限行為能力者－成年後見制度（2） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 第１回の授業時に各自のフランス語レベルにつき尋ねる。現在はフランス語力が十分でないとしても、向上を目指して努力する覚悟のある受講

生の参加を望む。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 自分が翻訳を担当した箇所につき、授業での検討の後、翻訳を完成させて提出してもらう。 

５.教科書 

 特に指定しない。第 1 回授業時に、授業で読む文献のコピーを配布する。 

６.参考書 

 滝沢正『フランス法』（三省堂）。その他のフランス法に関する基本文献（法律用語辞典など）については、第１回授業時にリストを配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  受講者が翻訳を担当した箇所につき、授業での検討の後、翻訳を完成させて提出してもらうが、提出された翻訳についてはコメントをつけて返却

する。 

８.成績評価の方法 
 発言・質問等授業への参加度が 30％、担当箇所の翻訳（授業での発表、提出してもらう完成翻訳）が 70％。 

９.その他 
 遅刻・無断欠席には厳しく対応する。 

 

＊当科目の定員は「15 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅰ（ドイツ法） 福井 清貴 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 法学においては、しばしば日常用語とは異なる意味であったり日常では見られない特異な語彙が用いられる。これはドイツ法学においても異な

らない。本講義では、「国際私法」に関するドイツ語の教科書を受講生と共に輪読する。これによって、ドイツ法学に特有な法律用語や文章の知識の

習得ならびに未知の外国専門用語への対処の仕方を学ぶ。それに付随してドイツ語の読解力の向上をはかることを目指したい。 

 講読する文献は、基本的には受講生と相談のうえで決めたいとは考えているが、特に希望がなければドイツにおいて定評のある国際私法の教科

書''Rauscher、 Internationales Privatrecht 5. Aufl.、、の総論部分を読み進める予定である。「国際私法」は学生の多くにとって未知の法分野と

思われるため、教員側からドイツ（ならびに EU）の国際私法に関する解説もしばしば差し挟むつもりである。 

 受講生は、担当として割り振られた部分を予め翻訳しておき、講義当日に担当部分を音読したうえで自分の用意した翻訳を発表する。それに対

し、教員が種々の角度から質問と指摘をしていくという形で講義を進めていく予定である。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：翻訳と検討（１） 

第３回：翻訳と検討（２） 

第４回：翻訳と検討（３） 

第５回：翻訳と検討（４） 

第６回：翻訳と検討（５） 

第７回：翻訳と検討（６） 

第８回：翻訳と検討（７） 

第９回：翻訳と検討（８） 

第 10回：翻訳と検討（９） 

第 11回：翻訳と検討（10） 

第 12回：翻訳と検討（11） 

第 13回：翻訳と検討（12） 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 ドイツ語の基本的知識があるか、1、2 年次にドイツ語の講義の単位を取得していることが望ましい。が、これからドイツ語を学ぼうとしている

意欲のある学生であれば、初学者でも歓迎する。最低限、独和辞典（※形態は、書籍でも、電子辞書でも、アプリでも何でもよい）の持参は必須で

ある。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に割り振られた担当部分を、講義日の前に翻訳しておき、わからない用語等があれば自分なりに調査しておく必要がある。また、音読の練習

もしておくことが望ましい。 

５.教科書 

 特になし。題材となる文献は初回にコピーして配布する。 

６.参考書 

Rauscher、 Internationales Privatrecht 5.Aufl. 

ベルンド・ゲッツェ『独和法律用語辞典[第 2版]』（成文堂，2010年） 

山田晟『ドイツ法律用語辞典 改訂増補版』（大学書林，2001 年） 

山田晟『ドイツ法概論Ⅱ[第 3 版]』（有斐閣，2001年） 

櫻田嘉章『国際私法[第 7版]』（有斐閣，2020 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  講義時に受講生の翻訳に対し各種指摘を行う。 

８.成績評価の方法 
 平常点（60％）、翻訳と報告（40％）で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅱ（ドイツ法） 福井 清貴 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 法学においては、しばしば日常用語とは異なる意味であったり日常では見られない特異な語彙が用いられる。これはドイツ法学においても異な

らない。本講義では、「国際私法」に関するドイツ語の教科書を受講生と共に輪読する。これによって、ドイツ法学に特有な法律用語や文章の知識の

習得ならびに未知の外国専門用語への対処の仕方を学ぶ。それに付随してドイツ語の読解力の向上をはかることを目指したい。 

 講読する文献は、基本的には受講生と相談のうえで決めたいとは考えているが、特に希望がなければ、前期に引き続きドイツにおいて定評のある

国際私法の教科書''Rauscher、 Internationales Privatrecht 5. Aufl.、、の各論部分を読み進める予定である。「国際私法」は、学生の多くにとっ

て未知の法分野と思われるため、教員側からドイツ（ならびに EU）の国際私法に関する解説もしばしば差し挟むつもりである。 

 受講生は、担当として割り振られた部分を予め翻訳しておき、講義当日に担当部分を音読したうえで自分の用意した翻訳を発表する。それに対

し、教員が種々の角度から質問や指摘をしていくという形で講義を進めていく予定である。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：翻訳と検討（１） 

第３回：翻訳と検討（２） 

第４回：翻訳と検討（３） 

第５回：翻訳と検討（４） 

第６回：翻訳と検討（５） 

第７回：翻訳と検討（６） 

第８回：翻訳と検討（７） 

第９回：翻訳と検討（８） 

第 10回：翻訳と検討（９） 

第 11回：翻訳と検討（10） 

第 12回：翻訳と検討（11） 

第 13回：翻訳と検討（12） 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 ドイツ語の基本的知識があるか、1、2 年次にドイツ語の講義の単位を取得していることが望ましい。が、これからドイツ語を学ぼうとしている

意欲のある学生であれば、初学者でも歓迎する。最低限、独和辞典（※形態は、書籍でも、電子辞書でも、アプリでも何でもよい）の持参は必須で

ある。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に割り振られた担当部分を、講義日の前に翻訳し、わからない用語等があれば自分なりに調査しておく必要がある。さらに、音読の練習もし

ておくことが望ましい。 

５.教科書 

 特になし。題材となる文献は初回にコピーして配布する。 

６.参考書 

Rauscher、 Internationales Privatrecht 5.Aufl. 

ベルンド・ゲッツェ『独和法律用語辞典[第 2版]』（成文堂，2010年） 

山田晟『ドイツ法律用語辞典 改訂増補版』（大学書林，2001 年） 

山田晟『ドイツ法概論Ⅱ[第 3 版]』（有斐閣，2001年） 

櫻田嘉章『国際私法[第 7版]』（有斐閣，2020 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  講義時に受講生の翻訳に対し各種指摘を行う。 

８.成績評価の方法 
 平常点（60％）、翻訳と報告（40％）で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅰ（中国法） 鈴木 賢 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 中国語の継続学習の機会を提供し、使える中国語力の養成を目指す。具体的には受講者の希望やレベルに応じて、内容や教材は工夫する。会話の

練習を中心とする。法学部における中国語道場のような場にしたい。中国や台湾への留学希望者を歓迎する。 

 

到達目標 

 １ 正確な中国語の発音を身につける 

 ２ 基本的な中国語の文法に習熟する 

 ３ 簡単な中国語文献の読解力養成 

 ４ 中国・台湾の社会、政治、法の特殊な環境に親しむ 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：中国語の発音（１） 

第３回：中国語の発音（２） 

第４回：短文の講読と発音練習（１） 

第５回：短文の講読と発音練習（２） 

第６回：短文の講読と発音練習（３） 

第７回：短文の講読と発音練習（４） 

第８回：短文の講読と発音練習（５） 

第９回：短文の講読と発音練習（６） 

第 10回：短文の講読と発音練習（７） 

第 11回：短文の講読と発音練習（８） 

第 12回：短文の講読と発音練習（９） 

第 13回：短文の講読と発音練習（10） 

第 14回：短文の講読と発音練習（11） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

最低限 1年は基礎中国語を学び、ピンインは読めるレベルをクリアしていることが履修条件です。 

また合理的な理由のない欠席を２回した場合、履修放棄とみなします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

とにかく欠席せずについてくること。中国語を楽しめるようになることを求めます。 

５.教科書 

具体的に何を使うかについては、参加者のレベルを勘案して決めます。 

ネット教材を使用する可能性もあります。 

６.参考書 

日中辞書は必携。その他、1 年次の中国語教科書。  

 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回指名して発音してもらいます。 

８.成績評価の方法 
毎回の予習の状況、発音や解釈の能力向上度合い、授業への参加の姿勢などを総合的に考慮して評価する。 

９.その他 
中国語に情熱のある意欲的な人を歓迎します。 

＊当科目の定員は「15 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅱ（中国法） 鈴木 賢 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 中国語の継続学習の機会を提供し、使える中国語力の養成を目指す。具体的には受講者の希望やレベルに応じて、内容や教材は工夫する。さしあ

たり以下の教材の使用を予定するが、最終的には受講者の学力を見て決める。法学部における中国語道場のような場にしたい。中国、台湾への留学

希望者をとくに歓迎する。 

 

劉燕子・及川淳子編『「〇八憲章」で学ぶ教養中国語』（集広社、2019年）本体 1600 円+税 

 

到達目標 

 １ 正確な中国語の発音を身につける 

 ２ 基本的な中国語の文法に習熟する 

 ３ 社会科学の中国語文献の読解力養成 

 ４ 中国・台湾の社会、政治、法の特殊な環境に親しむ 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：中国語の発音（１） 

第３回：中国語の発音（２） 

第４回：文献の翻訳と検討（１） 

第５回：文献の翻訳と検討（２） 

第６回：文献の翻訳と検討（３） 

第７回：文献の翻訳と検討（４） 

第８回：文献の翻訳と検討（５） 

第９回：文献の翻訳と検討（６） 

第 10回：文献の翻訳と検討（７） 

第 11回：文献の翻訳と検討（８） 

第 12回：文献の翻訳と検討（９） 

第 13回：文献の翻訳と検討（10） 

第 14回：文献の翻訳と検討（11） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

最低限 1年は基礎中国語を学び、ピンインは読めるレベルをクリアしていることが履修条件です。 

また合理的な理由のない欠席を２回した場合、履修放棄とみなします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

とにかく欠席せずについてくること。中国語を楽しめるようになることを求めます。 

５.教科書 

具体的に何を使うかについては、参加者のレベルを勘案して決めます。 

６.参考書 

日中辞書は必携。その他、1 年次の中国語教科書。  

 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回指名して発音してもらいます。 

８.成績評価の方法 
毎回の予習の状況、発音や解釈の能力向上度合い、授業への参加の姿勢などを総合的に考慮して評価する。 

９.その他 
中国語に情熱のある意欲的な人を歓迎します。 

＊当科目の定員は「15 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅰ（ＥＵ法） 佐藤 智恵 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 EU はドイツ、フランス、オランダ、デンマーク等ヨーロッパの 27 ヶ国によって構成される国家の集まりであり、総人口は約４．５億人です。EU

域内には多くの日本企業が拠点を設けており、また、多くの日本製品（工業製品・農産品等）が EU に輸出されている等、EU は日本にとって重要な

パートナーです。環境問題をはじめとする地球規模の課題についても、日・EU 首脳会議や実務者レベルでの対話を通じて協力を進めています。 

 2019年 2 月には日・EU間で経済連携協定（EPA）が発効し、物品貿易、知的財産権の保護、投資の促進等において日本と EU の関係は緊密なもの

となっています。EU に参加する 27 ヶ国は、国境のない一つの市場を形成しており、そこでは人・もの・サービス・資本の自由移動が実現されてい

ます。EUは EU 法を共通法として制定しており、EU 域内に日本製品を輸出する場合や、EU 域内の企業とビジネスを行うに当たっては、EU 法の知識が

不可欠となっています。 

 この授業では、EU法に関する英語の基本的な教科書を用いて、EU法の特徴（基本原則、EUの権限等）、EU の司法及び行政システムの特徴につい

て理解します。 

 この授業は英語の教科書を読むことによって、EU 法の基本的な理論を理解することを目標にします。 
２.授業内容 

第１回：bのみ はじめに EU の概要（現状）説明・翻訳分担 

第２回：文献の翻訳と報告（EU における三権分立：諸機関の役割） 

第３回：文献の翻訳と報告 同上 

第４回：文献の翻訳と報告（EU 法の性質：憲法的な側面に関する） 

第５回：文献の翻訳と報告 同上 

第６回：文献の翻訳と報告 同上 

第７回：文献の翻訳と報告 同上 

第８回：文献の翻訳と報告（EU 法と EUの司法制度に関する） 

第９回：文献の翻訳と報告 同上 

第 10回：文献の翻訳と報告 同上 

第 11回：文献の翻訳と報告 同上 

第 12回：文献の翻訳と報告（EUにおける行政システムに関する） 

第 13回：文献の翻訳と報告 同上 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「EU法 I」、「国際法」「国際組織法」などの授業を履修することが望ましい。履修していない場合は、各自勉強すること。 

EU 法の基礎知識があることを前提に翻訳を進めます。 

単位認定には、授業への 10 回以上の出席及び 4回以上の翻訳を必要とします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習： 

１．該当箇所に関する日本語の参考文献及び辞書を使って、和訳すること。 

２．EUに関する新聞及び雑誌の報道、EUの公式ホームページ（例：欧州委員会のホームページ）や EU の日本語インターネットマガジン（EUMAG）、

駐日欧州連合代表部（東京都港区にある EU の大使館）の日本語サイトを閲覧し、該当箇所に関する EU の最新動向を理解すること。 

３．該当箇所に関する自分の考え、評価をまとめる。 

復習： 

他の履修者の翻訳及び報告と自己の翻訳及び報告を比較検討し、該当箇所の理解を深める。 

５.教科書 

P. Craig/G. De Burca, The Evolution of EU Law, 2021.10 (Kindle 版あり）. 

６.参考書 

中西優美子『EU 法』（新世社、2012 年）。 

中西優美子『EU 司法裁判所概説』（信山社、2022 年）。 

中西優美子編『EU 政策法講義』（信山社、2022 年）。 

庄司克宏『はじめての EU法』（有斐閣、2015 年）。  他はその都度、講義中に指示する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 この授業は対面授業であり、また、公平性の観点から、授業に関するすべての質問・課題には、授業時間中にフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
１．10回以上の出席及び 4回以上の翻訳を単位認定の条件とします。 

２．授業への参加態度（他の履修生の質問への解答、自己の意見などの発言を必ず行う）。 

３．翻訳・報告内容の正確性。 

９.その他 
 出席及び授業への参加態度を重視します。 

 講義を理解する上で、「EU 法Ⅰ・Ⅱ」「国際法」「国際組織法」も履修することが望ましいです。 

 

＊当科目の定員は「15 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW311J 

法律外書講読Ⅱ（ＥＵ法） 佐藤 智恵 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 EU はドイツ、フランス、オランダ、デンマーク等ヨーロッパの 27 ヶ国によって構成される国家の集まりであり、総人口は約４．５億人です。EU

域内には多くの日本企業が拠点を設けており、また、多くの日本製品（工業製品・農産品等）が EU に輸出されている等、EU は日本にとって重要な

パートナーです。環境問題をはじめとする地球規模の課題についても、日・EU 首脳会議や実務者レベルでの対話を通じて協力を進めています。 

 2019年 2 月には日・EU間で経済連携協定（EPA）が発効し、物品貿易、知的財産権の保護、投資の促進等において日本と EU の関係は緊密なもの

となっています。EU に参加する 27 ヶ国は、国境のない一つの市場を形成しており、そこでは人・もの・サービス・資本の自由移動が実現されてい

ます。EUは EU 法を共通法として制定しており、EU 域内に日本製品を輸出する場合や、EU 域内の企業とビジネスを行うに当たっては、EU 法の知識が

不可欠となっています。 

 この授業では、近年の EU の政策（BREXIT、人権保護と避難民、対外関係と貿易政策、環境保護等）に関する EU 法の概要を理解します。 

 この授業は、EU が直面する現代的な問題に関する EU の政策及び法についてその概要を理解することに重点を置きます。 

２.授業内容 

第１回：bのみ はじめに 授業内容の概要と分担 

第２回：文献の翻訳と報告（EU からの脱退に関する翻訳） 

第３回：文献の翻訳と報告 同上 

第４回：文献の翻訳と報告 同上 

第５回：文献の翻訳と報告（EU 法に基づく人権保護に関する翻訳） 

第６回：文献の翻訳と報告 同上 

第７回：文献の翻訳と報告 同上 

第８回：文献の翻訳と報告（EU の避難民政策と EU 法の規定に関する翻訳） 

第９回：文献の翻訳と報告 同上 

第 10回：文献の翻訳と報告 同上 

第 11回：文献の翻訳と報告（EUの環境政策の国際的な影響に関する翻訳） 

第 12回：文献の翻訳と報告 同上 

第 13回：文献の翻訳と報告 （EU の対外関係と貿易政策に関する翻訳） 

第 14回：まとめ 日本への示唆 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「EU法 I」、「国際法」「国際組織法」などの授業を履修することが望ましい。 

EU 法の基礎知識があることを前提に翻訳を進めます。 

単位認定には、授業への 10 回以上の出席及び 4回以上の翻訳を必要とします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

予習： 

１．該当箇所に関する日本語の参考文献及び辞書を使って、和訳すること。 

２．EUに関する新聞及び雑誌の報道、EUの公式ホームページ（例：欧州委員会のホームページ）や EU の日本語インターネットマガジン（EUMAG）、

駐日欧州連合代表部（東京都港区にある EU の大使館）の日本語サイトを閲覧し、該当箇所に関する EU の最新動向を理解すること。 

３．該当箇所に関する自分の考え、評価をまとめる。 

復習： 

他の履修者の翻訳及び報告と自己の翻訳及び報告を比較検討し、該当箇所の理解を深める。 

５.教科書 

P. Craig/G. De Burca, The Evolution of EU Law, 2021.10 (Kindle 版あり）. 

６.参考書 

中西優美子『EU 法』（新世社、2012 年）。 

中西優美子『EU 司法裁判所概説』（信山社、2022 年）。 

中西優美子編『EU 政策法講義』（信山社、2022 年）。 

庄司克宏『はじめての EU法』（有斐閣、2015 年）。他はその都度、講義中に指示する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 この授業は対面授業であり、また、公平性の観点から、授業に関するすべての質問・課題には、授業時間中にフィードバックします。 

８.成績評価の方法 
１．10回以上の出席及び 4回以上の翻訳を単位認定の条件とします。 

２．授業への参加態度（他の履修生の質問への解答、自己の意見などの発言を必ず行う）。 

３．翻訳・報告内容の正確性。 

９.その他 
 出席及び授業への参加態度を重視します。 

 講義を理解する上で、「EU 法Ⅰ・Ⅱ」「国際法」「国際組織法」も履修することが望ましいです。 

 

＊当科目の定員は「15 名」である。履修に際しては、履修登録期間に登録し、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度配布の履修関

連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)LAW361J 

銀行取引法Ⅰ 大野 正文 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 銀行取引法Ⅰでは、銀行取引のうち、主として預金取引・為替取引を取り上げます。 

 銀行取引は、社会経済の中で重要な役割を果たしています。そして、他の経済取引と同様に、銀行取引もさまざまな法律やルールによって支えら

れています。特に、抽象的な金銭という価値やサービスを取引の対象とする銀行取引では、法・ルールは重要な役割を果たしています。本講義では、

銀行取引の中でも比較的身近な預金や振込といった取引を取り上げて、銀行取引の基本的な知識を解説するとともに、そうした取引が実際の社会の

中でどのような法・ルールにもとづき行われているかを解説します。預金取引や為替取引は、支払決済取引の中心である一方、近年、キャッシュレ

ス支払や Fintech なども進展しており、こうした近時の金融取引や決済分野の話題も可能な範囲で取り上げたいと思います。 

 できる限り具体的な紛争事例を示し、事例の解決にどのような法律があるのか、銀行実務ではどのように取り扱われているのかを講義します。ま

た、受講生が履修した（履修している）民法や商法は銀行取引を支える基本的な法律なので、その理解を確認しながら進めたいと考えています。 

【授業の到達目標】 

(1) 預金取引、為替取引の社会経済的な意義を理解している。 

(2) 預金取引、為替取引を支える民法等の基本法に関する概念を理解している。 

(3) 預金取引、為替取引において民法等がどのように機能しているかを理解している。 
２.授業内容 

第１回：銀行取引における法律・ルールの意義 

第２回：銀行制度と法 

第３回：預金取引とは 

第４回：預金者は誰か？① 

第５回：預金者は誰か？②‐保険代理店預金など 

第６回：預金の払戻し①－窓口における預金の払戻し 

第７回：預金の払戻し②－ATM取引 

第８回：預金の払戻し③－預金者保護法、インターネットバンキング 

第９回：預金の相続 

第 10回：預金と時効 

第 11回：振込取引と内国為替制度 

第 12回：誤った振込と振り込め詐欺の問題 

第 13回：手形・小切手と手形交換 

第 14回：ａ：手形の電子化―電子記録債権、b：試験 

以上に掲げる内容のほかに、近時の金融トピック（銀行以外の金融取引（保険、証券）、Fintech、金融 ADR 制度等）を取り上げる予定です。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本講義では、できる限り各回におけるテーマに関連する事例を最初に提示し、その事例を検討しながら進めます。事例検討において、受講者の積

極的な発言や質問を期待します。 

 また、前述のとおり、銀行取引は、民法や商法といった基本的な法律によって支えられています。こうした基本的な法律はほかの授業において履

修しているものと考えますが、銀行取引においてそうした法律がどのように適用されているのかを確認しながら進めていきますので、そうした基本

法の理解の復習の意味も含めて受講してください。 

 秋学期には「銀行取引法Ⅱ」が置かれていますが、可能な限り両講座を受講することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 次回取り上げる事例をあらかじめ提示するので、当該事例を読んで、自分なりの考えを整理しておいてください。 

【復習すべき内容】 

 事例の分析のために掲げた法律、社会経済的な意義について、授業後に Oh-o! Meijiシステム上にアップするレジュメを参考に、理解度を確認し

てください。 

５.教科書 

堀総合法律事務所編『スタンダード営業店の金融法務』（経済法令研究会） 

 本講義のすべてを網羅するテキストは存在しないので、基本的な知識の習得に便利であるということも含意して本テキストを掲げています。授

業では、レジュメ、資料等を Oh-o! Meiji システム上にアップないし配付します。 

６.参考書 

松本貞夫著『改訂 銀行取引法概論』（経済法令研究会） 

神田秀樹ほか編著『金融法概説』（有斐閣） 

以上のほか、授業内容に関連する参考文献は、授業の際に適宜紹介します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験終了後、Oh-o! Meiji システム上で講評、問題解説等を行います。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】期末試験 70％、平常点 30％ 

【成績評価の基準】(1)期末試験では、事例問題を提示し、講義で説明した法律概念、経済的な背景などを理解し、論理的に整理できているかを採

点の基準とします。(2)平常点は、授業への参加状況（質問や意見表明など）により評価します。 

９.その他 
 受講生が関心のある銀行取引上の問題も可能な範囲で取り上げたいと考えています。銀行以外の金融取引（証券、保険）についても、ゲストスピ

ーカーを招いてお話を聞くことも予定しています。 

555



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW361J 

銀行取引法Ⅱ 大野 正文 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 銀行取引法Ⅱでは、銀行取引のうち、主として貸付取引、銀行取引における利用者保護を取り上げます。 

 本講義では、銀行取引法Ⅰと同様に、銀行取引がどのような法・ルールによって支えられているかを理解することを目的とします。具体的には、

銀行取引の中の貸付取引について、実際の社会の中でどのような法・ルールにもとづき行われているかを解説します。あわせて、保証や担保といっ

た貸付実行後の回収・管理の問題も取り上げます。さらに、銀行取引における利用者保護についても講義します。 

 銀行取引法Ⅰと同じく、できる限り具体的な紛争事例を示しながら、銀行実務の視点を交え、講義します。また、銀行取引に適用される基本的な

民法や商法の理解を確認しながら進めたいと考えています。 

【授業の到達目標】 

(1) 貸付取引や銀行取引における利用者保護の社会経済的な意義を理解している。 

(2) 貸付取引や銀行取引における利用者保護を支える民法等の基本法に関する概念を理解している。 

(3) 貸付取引や銀行取引における利用者保護において民法等がどのように機能しているかを理解している。 
２.授業内容 

第１回：銀行取引における貸付（与信）業務とは 

第２回：企業の資金調達と銀行取引 

第３回：貸付取引と法①－貸付取引の法的性質 

第４回：貸付取引と法②－コミットメントライン取引、金利等 

第５回：貸付取引における契約①－銀行取引約定書とは(対象取引、手形を利用した貸付取引等） 

第６回：貸付取引における契約②－銀行取引約定書における債権保全（商事留置権） 

第７回：貸付委取引③－銀行取引約定書における債権保全（相殺） 

第８回：手形を利用しない貸付取引‐債権譲渡、電子記録債権 

第９回：シンジケート・ローン 

第 10回：保証 

第 11回：担保－抵当権など 

第 12回：銀行取引と利用者保護①－銀行の説明義務、消費者契約法 

第 13回：銀行取引と利用者保護②－ADR 制度 

第 14回：a：銀行取引と利用者保護③－実例、b：試験 

以上に掲げる内容のほかに、近時の金融トピック（証券化、デジタル金融等）を取り上げる予定です。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 本講義では、できる限り各回におけるテーマに関連する事例を最初に提示し、その事例を検討しながら進めます。事例検討において、受講者の積

極的な発言や質問を期待します。 

 また、前述のとおり、銀行取引は、民法や商法といった基本的な法律によって支えられています。こうした基本的な法律はほかの授業において履

修しているものと考えますが、銀行取引においてそうした法律がどのように適用されているのかを確認しながら進めていきますので、復習の意味も

含めて受講してください。 

 春学期には「銀行取引法Ⅰ」が置かれていますが、可能な限り両講座を受講することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

 次回取り上げる事例をあらかじめ提示するので、当該事例を読んで、自分なりの考えを整理しておいてください。 

【復習すべき内容】 

 事例の分析のために掲げた法律、社会経済的な意義について、授業後に Oh-o! Meijiシステム上にアップするレジュメを参考に、理解度を確認し

てください。 

５.教科書 

堀総合法律事務所編『スタンダード営業店の金融法務』（経済法令研究会） 

 本講義のすべてを網羅するテキストは存在しないので、基本的な知識の習得に便利であるということも含意して本テキストを掲げています。授

業では、レジュメ、資料等を Oh-o! Meiji システム上にアップないし配付します。 

６.参考書 

松本貞夫著『改訂 銀行取引法概論』（経済法令研究会） 

神田秀樹ほか編著『金融法概説』（有斐閣） 

以上のほか、授業内容に関連する参考文献は、授業の際に適宜紹介します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 期末試験終了後、Oh-o! Meiji システム上で講評、問題解説等を行います。 

８.成績評価の方法 
【成績評価の方法】期末試験 70％、平常点 30％ 

【成績評価の基準】(1)期末試験では、事例問題を提示し、講義で説明した法律概念、経済的な背景などを理解し、論理的に整理できているかを採

点の基準とします。(2)平常点は、授業への参加状況（質問や意見表明など）により評価します。 

９.その他 
 受講生が関心のある銀行取引上の問題も可能な範囲で取り上げたいと考えています。これまでも、信託制度、不動産証券化、Fintech などについ

て、ゲストスピーカーを招いてお話をうかがいました。 
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科目ナンバー : (LA)LAW331J 

国際組織法Ⅰ 山田 寿則 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 現在の国際社会においては、安全保障、経済、人権、環境、交通、通信、保健・衛生、人道援助など様々な分野に国際組織が存在し、重要な役割

を演じている。私たちの日常生活は、これらの組織の存在を前提として営まれている。この「国際組織法Ⅰ」では、国際組織法の一般理論と歴史を

踏まえた上で、それぞれの分野で活躍する国際組織をいくつか取り上げ、各分野における関係国際組織の活動と法的問題を解説する。 

【授業の到達目標】 

 この授業では、国際組織法および国際組織についての理解を深めることにより、私たちが所属している国際社会の実像を正確に理解することを

到達目標とする。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：国際組織と国際組織法Ⅰ 

第３回：国際組織と国際組織法Ⅱ 

第４回：国際組織の歴史的発展Ⅰ 

第５回：国際組織の歴史的発展Ⅱ 

第６回：国際連合システムと機能主義Ⅰ 

第７回：国際連合システムと機能主義Ⅱ 

第８回：国際組織と国際人道法Ⅰ 

第９回：国際組織と国際人道法Ⅱ 

第 10回：国際連合と軍縮Ⅰ  

第 11回：国際連合と軍縮Ⅱ 

第 12回：国際連合と軍縮Ⅲ 

第 13回：国際連合と軍縮Ⅳ 

第 14回：国際連合と市民社会（NGO/CSO） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

事前に「国際法」を履修していることが望ましい。また、国際組織法に関する理解を深めるためにも、Ｉ・IIを併せて履修することを希望します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で取り扱った問題について、授業の前後で、他の文献やインターネット等で調べておくこと。 

５.教科書 

レジュメ（パワーポイント資料）を配布します。 

６.参考書 

『国際組織法』佐藤哲夫（有斐閣） 

『国際機構条約・資料集（第 2 版）』香西茂・安藤仁介編（有信堂） 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 質問への回答および定期試験の解説は、授業中または Oh-o! Meiji を通じて行います。 

８.成績評価の方法 
定期試験８０％、質問による授業への貢献（２０％） 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)LAW331J 

国際組織法Ⅱ 山田 寿則 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

 現在の国際社会においては、安全保障、経済、人権、環境、交通、通信、保健・衛生、人道援助など様々な分野に国際組織が存在し、重要な役割

を演じている。私たちの日常生活は、これらの組織の存在を前提として営まれている。この「国際組織法Ⅱ」では、国際組織法の一般理論、および

最も重要な国際組織である「国連」を中心に論じていく。その際、国際社会にとって最も重要なテーマである「国際の平和と安全」という観点から、

国連の実際の機能や活動状況について具体的な事例（朝鮮戦争、スエズ動乱、湾岸戦争、イラク戦争など）に則して説明していく。 

【授業の到達目標】 

 この授業では、国際組織法および国際組織についての理解を深めることにより、私たちが所属している国際社会の実像を正確に理解することを

到達目標とする。 

２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：国際組織の決議の法的効果Ⅰ 

第３回：国際組織の決議の法的効果Ⅱ 

第４回：国際紛争の平和的解決Ⅰ 

第５回：国際紛争の平和的解決Ⅱ 

第６回：集団的安全保障制度Ⅰ 

第７回：集団的安全保障制度Ⅱ 

第８回：集団的安全保障制度Ⅲ 

第９回：国連憲章上の自衛権 

第 10回：国連の平和維持活動（PKO）Ⅰ 

第 11回：国連の平和維持活動（PKO）Ⅱ 

第 12回：冷戦解消後における PKO の発展 

第 13回：冷戦解消後における集団的安全保障制度の創造的展開Ⅰ 

第 14回：冷戦解消後における集団的安全保障制度の創造的展開Ⅱ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

事前に「国際法」を履修していることが望ましい。また、国際組織法に関する理解を深めるためにも、Ｉ・IIを併せて履修することを希望します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で取り扱う問題について、授業の前後において、他の文献やインターネット等で調べておくこと。 

５.教科書 

レジュメ（パワーポイント資料）を配布します。 

６.参考書 

『国際組織法』佐藤哲夫（有斐閣） 

『国連安全保障理事会と憲章第 7章』佐藤哲夫（有斐閣） 

『国際機構条約・資料集（第２版）』香西茂・安藤仁介 編（東信堂） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 質問への回答および定期試験の解説は、授業中または Oh-o! Meiji を通じて行います。 

８.成績評価の方法 
定期試験８０％、質問による授業への貢献（２０％） 

９.その他 

558



 

   

 

科目ナンバー : (LA)LAW331J 

国際取引法Ⅰ 阿部 博友 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

国際取引法は多面的な国際取引に適用される法および法的課題について、横断的かつ総合的に検討する学問であるが、その研究対象とする「国際取

引」は日々進化を遂げており、現在では国際事業投資や M&A、そしてライセンス事業などを含む広範な「ビジネス」に発展している。その背景には、

世界的な規制緩和の流れに呼応する形で、国家や産業間の垣根が次第に低くなり、経済のグローバル化やボーダーレス化が加速している現実がある。

国際取引法Ⅰにおいては、国際取引の基本的な枠組みを理解し、どのような法的課題が存在するのか、主体的に考える実践力を養成する。 

２.授業内容 

第 1 回：契約締結上の過失理論 [国際合弁契約交渉からの離脱事件] 

第 2 回：予備的合意書の法的効力 [MOU によるライセンス条件確認事件] 

第 3 回：口頭証拠排除原則と完全合意条項 [国際ライセンス契約の最恵待遇違反事件] 

第 4 回：書式の闘いと基本合意書 [紛争解決条項を巡る書式の闘い] 

第 5 回：買主の代金支払い義務 [信用状の開設拒否事件] 

第 6 回：信用状の開設・条件変更と売主の船積み義務 [信用状条件変更通知の遅延に対する損害賠償請求事件] 

第 7 回：契約不適合と買主の救済 [食肉ダイオキシン汚染事件] 

第 8 回：継続的契約の解除 [独占的販売代理店契約の更新拒絶事件] 

第 9 回：港湾運送事業者の責任 [港湾荷役不備による損害賠償事件] 

第 10回：定期傭船契約と運送契約の責任主体 [穀類運送契約不履行を理由とする損害賠償請求事件] 

第 11回：国際航空貨物運送と法 [航空貨物紛失事件] 

第 12回：製造物責任と集団訴訟 [新薬製造物責任訴訟事件] 

第 13回：国際裁判管轄 [売買代金債務不払い事件] 

第 14回：国際商事仲裁  [国際業務提携契約の破棄事件] 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

具体的な事例をもとに個々の法律問題を分析します。自分で考え、問題に対する意見（解）を持つことで考える力（分析力や問題解決力）が鍛えら

れます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

テキストの該当部分をよく読んで授業に参加すること。分からない用語についてもテキストで復習して理解を深めることが重要です。 

５.教科書 

阿部博友『国際ビジネス法概論』（中央経済社）2022年 3 月に発刊。 

６.参考書 

国際商取引学会編 『国際ビジネス用語事典』（中央経済社、2021年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーの全体講評を（次回の）授業において発表する。また、質問事項についても、同様に（次回の）授業で解説する。 

８.成績評価の方法 
期末レポート課題（80％）。授業への積極的な参加を 20％の割合で評価します。 

９.その他 
何でも分からないことは遠慮せずに質問してください。そういった姿勢も授業への主体的参加の表れと評価します。また毎回授業アンケートをと

るので、学んだことや授業への感想などを記載して提出してください。 
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科目ナンバー : (LA)LAW331J 

国際取引法Ⅱ 阿部 博友 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

国際取引法Ⅱにおいては、国際取引における不公正な活動の法規制の課題をとりあげ、国際ビジネスに関わる企業や人の行動におけるコンプライ

アンスの重要性に焦点を当てる。また、国際ビジネス法の現代的課題と題して、SDGs に向けた人権や環境と言った社会的課題に関わる法的枠組みを

解説する。つまり、国際取引のいわば裏舞台や公正取引・社会貢献といった理念に焦点を当てて授業を進める。現代の国際社会において、どのよう

な問題が生じているのか考え、その対応策を検討してゆきたい。 

２.授業内容 

第 1 回：国際カルテル [リジンカルテル事件]  

第 2 回：独禁法の域外適用 [マリンホース市場分割カルテル事件]  

第 3 回：外国公務員等贈賄 [ベトナム高官への贈賄事件]  

第 4 回：外国公務員等贈賄 [ナイジェリア高官への贈賄事件]  

第 5 回：安全保障貿易管理 [イラン向けジェットミル不正輸出事件]  

第 6 回：資金洗浄規制 [犯罪収益法違反事実の開示義務違反事件]  

第 7 回：多国籍企業の租税回避措置 [スターバックスに対する追加徴税命令事件]  

第 8 回：EU 一般データ保護規則 [顧客情報漏洩事件]  

第 9 回：紛争鉱物輸入規制 [アップル製品不買運動事件]   

第 10回：国際的人権の保護 [タイ産養殖エビ輸入差し止め事件]  

第 11回：知的財産権保護と国家の非常事態 [違法コピー薬輸入差し止め事件]  

第 12回：EU 環境規制 [飼料添加物使用禁止事件]  

第 13回：海洋汚染事故 [タンカー座礁事故による油濁事件]  

第 14回：有害物不法廃棄と自然破壊 [石油採掘事業による自然破壊事件]  

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

具体的な事例をもとに法律問題を分析します。事例をあらかじめ十分理解し、自分なりの考えをもって授業に臨むことが重要です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

テキストで該当部分をよく読んで授業に参加すること。また、分からない用語はテキストでよく調べて理解しておくこと。 

５.教科書 

阿部博友『国際ビジネス法概論』（中央経済社）2022年 3 月に刊行。 

６.参考書 

国際商取引学会編 『国際ビジネス用語事典』（中央経済社、2021年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーの全体講評を（次回の）授業において発表する。また、質問事項についても、同様に（次回の）授業で解説する。 

８.成績評価の方法 
期末課題（レポート）で 80％相当を評価します。また授業への積極的な参加も 20％相当評価します。 

９.その他 
何でも分からないことは質問してください。そうした積極的な姿勢も評価の対象です。また毎回授業アンケートをとりますので授業の感想や質問

などを記載してください。 
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科目ナンバー : (LA)ARS321J 

ヨーロッパ文化ＢⅠ 前田 智 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要：ドイツ語圏の音楽作品を学びます。ドイツ語圏全般の音楽史における芸術性の高い作品の作曲家、作詞家、舞台芸術などを学んでいき

ます。また、扱う作品をめぐる文化や思想も紹介する予定です。 

尚、ドイツ語や音楽全般の知識は問わない講座になりますので安心して受講してください。講義資料として配布する独日対訳を観ながら、曲や映像

を鑑賞してドイツ語の美しい響きにも親しんでいただけたらと思います。 

 

到達目標：ドイツ語圏の音楽作品とドイツ語を通じて文化、伝統、思想等に触れることでさらなる人間形成の養成を目標とします。 

２.授業内容 

第 1 回：授業の進め方と授業全般の説明 

第 2 回：『青髯』（J. オッフェンバック）1 

第 3 回：『青髯』（J. オッフェンバック）2 

第 4 回：『青髯』（J. オッフェンバック）3 

第 5 回：『後宮からの誘拐』（W.A.モーツアルト）1 

第 6 回：『後宮からの誘拐』（W.A.モーツアルト）2 

第 7 回：『後宮からの誘拐』（W.A.モーツアルト）3 

第 8 回：『フィデリオ』（L.v.ベートーヴェン）1 

第 9 回：『フィデリオ』（L.v.ベートーヴェン）2 

第 10回：『フィデリオ』（L.v.ベートーヴェン）3 

第 11回：『白馬亭にて』（R.ベナッキー）1 

第 12回：『白馬亭にて』（R.ベナッキー）2 

第 13回：『白馬亭にて』（R.ベナッキー）3 

第 14回：総括と意見交換 

３.履修上の注意 

授業は配布予定の講義資料に基づいて授業を進めます。また、授業に関したテーマについての意見交換を行います。尚、配付資料は教室内での配

布、又はクラスウェブ経由を予定しています。その場合は必ずプリントアウトした資料を持参して受講してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前・事後学習として、授業内容の確認と課題提出への取り組みが必要になります。授業で扱う作品に関係する資料や情報は、必要に応じてクラス

ウェブでお知らせします。MANABAの「コースコンテンツ」経由でお知らせします。受講後はノート整理をしてください。学期末レポートは授業内で

扱った内容から出題されます。 

 

 

５.教科書 

配布資料をプリントアウトして持参してください。 

６.参考書 

『オペレッタ名曲百科』 永竹 由幸著 1999 年 6月 20日第 1刷 音楽之友社 

『モーツアルト事典』 海老澤 敏、吉田 泰輔監修 1991年 11月 7 日初版 東京書籍 

 

その他は必要に応じて講義時に紹介します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 クラスウェブ経由、或いはリアクションペーパーの返却を通してフィードバックを行います。 

８.成績評価の方法 
授業中の指示したテーマ別課題（5 回程度）70%、学期末レポート 30% 

９.その他 
特に無し。 
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科目ナンバー : (LA)ARS321J 

ヨーロッパ文化ＢⅡ 前田 智 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要：ドイツ語圏の音楽作品を学びます。ドイツ語圏全般の音楽史における芸術性の高い作品の作曲家、作詞家、舞台芸術などを学んでいき

ます。また、扱う作品をめぐる文化や思想も紹介する予定です。 

尚、ドイツ語や音楽全般の知識は問わない講座になりますので安心して受講してください。講義資料として配布する独日対訳を観ながら、曲や映像

を鑑賞してドイツ語の美しい響きにも親しんでいただけたらと思います。 

 

到達目標：ドイツ語圏の音楽作品とドイツ語を通じて文化、伝統、思想等に触れることでさらなる人間形成の養成を目標とします。 

２.授業内容 

第 1 回：授業の進め方と授業全般の説明 

第 2 回：『魔笛』（W.A.モーツアルト）1 

第 3 回：『魔笛』（W.A.モーツアルト）2 

第 4 回：『魔笛』（W.A.モーツアルト）3 

第 5 回：『ローエングリン』（R.ヴァーグナー）1 

第 6 回：『ローエングリン』（R.ヴァーグナー）2 

第 7 回：『ローエングリン』（R.ヴァーグナー）3 

第 8 回：『マリッツア伯爵夫人』（E.カールマン）1 

第 9 回：『マリッツア伯爵夫人』（E.カールマン）2 

第 10回：『マリッツア伯爵夫人』（E.カールマン）3 

第 11回：『ルクセンブルク伯爵』（F.レハール）1 

第 12回：『ルクセンブルク伯爵』（F.レハール）2 

第 13回：『ルクセンブルク伯爵』（F.レハール）3 

第 14回：総括と意見交換 

３.履修上の注意 

授業は配布予定の講義資料に基づいて授業を進めます。また、授業に関したテーマについての意見交換を行います。尚、配付資料は教室内での配

布、又はクラスウェブ経由を予定しています。その場合は必ずプリントアウトした資料を持参して受講してください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

事前・事後学習として、授業内容の確認と課題提出への取り組みが必要になります。授業で扱う作品に関係する資料や情報は、必要に応じてクラス

ウェブでお知らせします。MANABAの「コースコンテンツ」経由でお知らせします。受講後はノート整理をしてください。学期末レポートは授業内で

扱った内容から出題されます。 

 

 

５.教科書 

配布資料をプリントアウトして持参してください。 

 

 

６.参考書 

『オペレッタ名曲百科』 永竹 由幸著 1999 年 6月 20日第 1刷 音楽之友社 

『モーツアルト事典』 海老澤 敏、吉田 泰輔監修 1991年 11月 7 日初版 東京書籍 

 

その他は必要に応じて講義時に紹介します。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 クラスウェブ経由、或いはリアクションペーパーの返却を通してフィードバックを行います。 

８.成績評価の方法 
授業中の指示したテーマ別課題（5 回程度）70%、学期末レポート 30% 

９.その他 
特に無し。 
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科目ナンバー : (LA)ARS321J 

ヨーロッパ文化ＢⅠ 山口 真人 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 「戦後ドイツの東西分断とベルリンの壁」をテーマとします。 

 ヨーロッパで遅れた近代国家であったドイツは、明治以降の日本とある意味、きわめてよく似た歴史の歩みを辿ってきました。両国とも歴史に鮮

明に刻印されるのは戦争の記憶ですが、特に第二次大戦において、両国は相互に軍事同盟を結び、ともに全体主義体制のもと、最後は壊滅的な敗戦

を迎えるに至ります。そして戦後は、瓦礫の山から出発し、ともに「奇蹟の経済復興」と呼ばれる社会的繁栄を築き上げた国でもあります。その相

似とともに、相違は何でしょうか。 

 授業では、第二次大戦後のドイツが、不幸にも分断国家となったこと、さらに東西ドイツ分断の象徴として存在した「ベルリンの壁」を中心テー

マとして掲げ、「壁」崩壊、そして再統一から 30 年を経た現在までを、ドキュメント・フィルムや映画作品からのシーン、配布資料や受講生による

調べ学習など通じて、確認しながらたどります。その結果、ドイツのみならず、戦後の世界を二分した東西冷戦についての知見も深まることでしょ

う。加えて、国家のなかで生きる個人のあり方や、市民的権利としての自由といった視点から、人権感覚と批判的思考力を養うことの大切さを、主

体的に学びとってほしいと思います。 

 ドイツ語で「歴史」（Geschichite）という言葉は、同時に「物語」という意味も合わせもちます。このことからも分かるように、元来「歴史」と

は、物語られる「お話し」でした。入試の勉強に見られる、年号や事項の暗記といった「冷たい」学習から脱却し、人間の喜怒哀楽を感じ取れる歴

史の「熱い」追体験を行い、主体的関心を持って理解を深めてもらいたいと思います。 

 なお授業内では、受講生から選んだ担当者に与えた小テーマで調べ学習を委託し、発表してもらいます。発表のため作成されたファイルは、配布

して共有します。 

<到達目標> 

 20 世紀のドイツをめぐる大きな問題を、関連文献や各種資料を通じて詳しく知ることで、世界で「常識」とされる事柄を理解する。その結果、

ドイツを知ることで日本を知る、日本を考えることで世界を考える契機とする。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション：1945 年以降の「ドイツの戦後」を大きなテーマとして設定。そして「敗戦とドイツ占領統治、東西ドイツ分断と独

立」、「ベルリンの壁建設」、「閉ざされた国 東ドイツ」、「ベルリンの壁開放とドイツ再統一」、「統一後のドイツが抱える諸問題」といったテーマ別

に、各何回かの授業をあてる方向付けをしていきます。 

第２回：テーマ１の１：ドイツ敗戦と占領政策、鉄のカーテン構築からドイツ分断へ。 

第３回：テーマ１の２：２つのドイツの成立。国家・社会体制の違いを理解する。 

第４回：テーマ２の１：「ベルリンの壁」とは。 

第５回：テーマ２の２：「壁」はどのような理由で建設されたか。 

第６回：テーマ２の３：国民が逃亡したくなる国家とは。 

第７回：テーマ３の１：東西ドイツにおける社会生活と市民的自由を対照して比較する。 

第８回：テーマ３の２： 映画「善き人のためのソナタ」から考える（１） 

第９回：テーマ３の３： 映画「善き人のためのソナタ」から考える（２） 

第 10回：テーマ４の１： ペレストロイカ政策により「ベルリンの壁」と東ドイツ体制が崩壊するまで。 

第 11回：テーマ４の２： 死亡者なしの名誉革命だった「壁」崩壊。 

第 12回：テーマ５の１： ドイツ再統一後に生じた格差、差別をめぐる、様々な諸問題。 

第 13回：テーマ５の２： 映画「グッバイ、レーニン！」を参考に、統合の実態について知る。 

第 14回 ａのみ：まとめ 

 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

特定の外国語の知識は授業内では必要としません。広く文化、歴史に関心ある学生諸君の受講を望みます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教員の事前の指示に従い参考事項を下調べしておくと、授業がより興味深くなると思います。またテーマが複数回にわたる場合、前回までの流れを

つかむ準備を怠らないように願います。 

５.教科書 

プリント、参考資料を適宜、配布します。 

６.参考書 

必要に応じて授業内にて指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業後に毎回提出を求めるリアクションペーパーについては、内容をできるだけ共有し、さらなる解説および質問への返答を授業内で行っていき

ます。 

８.成績評価の方法 
レポート: 30％  課題テーマに即して、内容・構成・体裁などの観点から総合的に判定します。  

平常点評価: 70％ 毎授業ごとのリアクションペーパー記述、個別に担当した発表の内容などを総合します。 授業は、映像その他さまざまな資料に

直接触れてもらう場です。そのため、発表など授業への積極的参加を重要視します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS321J 

ヨーロッパ文化ＢⅡ 山口 真人 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業概要   「ヒトラーとナチス、ホロコースト」をテーマとして 

 ヨーロッパにおいて遅れてきた近代国家であったドイツは、明治以降のわが国とある意味、きわめてよく似た歴史の歩みを辿ってきました。両国

とも歴史に鮮明に刻印されるのは戦争の記憶といえますが、特に第二次大戦において双方は互いに軍事同盟を結び、全体主義体制のもと、壊滅的な

敗戦を迎えるに至りました。そして戦後は瓦礫の山から出発し、ともに「奇蹟の復興」と呼ばれる経済的繁栄を築き上げてきた国でもあります。そ

の相似とともに、相違は何でしょうか。 

 秋学期は、1930～40 年代の、ヒトラー政権下のドイツをテーマとします。かの時代、ドイツではゲルマン民族を至高とする人種差別主義的な国

家運営が進められ、ヒトラーは世界征服の野望をもって第二次世界大戦を引き起こし、数千万の人命が戦争の惨禍で失われました。悪名高い「ホロ

コースト」（ユダヤ人大虐殺）もまた、国家の政策として計画され、実行に移されたのです。政治指導者の一国至上主義的、人種差別的言動が、最終

的にいかなる取り返しのつかない事態を引き起こしうるか。歴史から学び取る大事な機会として下さい。 

 ドイツ語で「歴史」（Geschichite）という言葉は、同時に「物語」という意味ももっています。このことからも分かるように、元来「歴史」とは

物語られる「お話し」でした。入試の勉強に見られる、事項としての歴史事象の暗記といった「冷たい」学習から脱却して、人々の喜怒哀楽を感じ

取る歴史の「熱い」追体験を行い、歴史の理解を深めてもらいたいと思います。     

 なお授業内では、受講生から選んだ担当者に与えた小テーマで調べ学習を委託し、発表してもらいます。発表のため作成されたファイルは、配布

して共有します。 

授業の到達目標  20世紀のドイツをめぐる大きな問題を、関連文献や資料を通じて詳しく知ることで、世界で「常識」とされる事柄を理解する。

その結果、ドイツを知ることで日本を知る、日本を考えることで世界を考える契機とする。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：テーマ１の１：独裁者アドルフ・ヒトラーとは。 

第３回：テーマ１の２：ヒトラーについてのドキュメント・フィルムで生涯を辿る。 

第４回：テーマ２の１：ナチス党とは。運動としてのナチズムと人種差別主義思想について。 

第５回：テーマ２の２：ナチス体制下の日常生活。映画「やさしい本泥棒」を参考に（１） 

第６回：テーマ２の３：ナチス体制下の日常生活。映画「やさしい本泥棒」を参考に（２） 

第７回：テーマ３の１：ホロコースト。ナチスが差別・虐殺の対象とした「ユダヤ人」とは。 

第８回：テーマ３の２：ドキュメント・フィルム「アウシュヴィッツ絶滅収容所」を見て考える。 

第９回：テーマ３の３：ユダヤ人以外の、全体主義ドイツから排斥された少数者たち。 

第 10回：テーマ３の４：杉原千畝と「生命のビザ」。  

第 11回：テーマ４の１：ナチス・ドイツの崩壊とヒトラーの死。 

第 12回：テーマ４の２：記憶と継承。日本とドイツの取り組みの違い。 

第 13回：テーマ４の３：「退廃芸術」と美術に見る表現の自由。 

第 14回：a のみ 各テーマの総括、 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

特定の外国語の知識は授業内では必要としません。広く文化、歴史に関心のある人の受講を望みます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教員の事前の指示に従い参考事項を下調べしておくと、より授業が興味深くなると思います。またテーマが複数回にわたるような場合、資料を読み

なおすなどして前回までの流れをつかむ準備を怠らないように願います。 

５.教科書 

プリント、参考資料を適宜、配布します。 

６.参考書 

必要に応じて授業内にて指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業後に毎回提出を求めるリアクションペーパーについては、内容をできるだけ共有し、さらなる解説および質問への返答を授業内で行っていき

ます。 

８.成績評価の方法 
レポート: 30％  課題テーマに即して、内容・構成・体裁などの観点から総合的に判定します。  

平常点評価: 70％ 毎授業ごとのリアクションペーパー記述、個別に担当した発表の内容などを総合します。 授業は、映像その他さまざまな資料に

直接触れてもらう場です。そのため発表など授業への積極的参加を重要視します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS321J 

ヨーロッパ文化ＢⅠ 渡辺 響子 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標  

 授業の概要 

 この授業では、記憶・歴史・証言について考えます。 

 『記憶の場」の編者であるピエール・ノラは、「記憶は、いつでも現在的な現象であり、永遠に現在形で生きられる絆である。それに対して、歴

史とは、過去の再現である」と書いています。記憶は感情的で呪術的、歴史は知性にもとづいた、聖性を奪う作業で、分析と批判的言説を必要とす

るとも。 

 この考え方を出発点として、フランスあるいはフランス人にとって特権的な「記憶の場」と、出来事を、具体的に考察して生きます。 

 到達目標 

 集合的記憶を表彰する場を分析し、フランス的国民意識のあり方を探ること。ある事件の記憶の行方、それがどのようにシンボルとなり、再利用

され神話化されるのかをつかむこと。 

２.授業内容 

第１回：bのみ：イントロダクション 

第２回：エッフェル塔 

第３回：パリのノートルダム大聖堂 

第４回：ランス大聖堂 

第５回：『アステリクスとオベリクス』 

第６回：ジャンヌ・ダルクとナショナリズム 

第７回：宮廷と国家統一（１）建築 

第８回：宮廷と国家統一（２）文化 

第９回：バスチーユ 

第 10回：『最後の授業』とアルザス 

第 11回：パンテオン 

第 12回：ナポレオンとアンヴァリッド、凱旋門 

第 13回：ツール・ド・フランスと地理 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 履修者の人数にもよりますが、一方的に教師が話すのではなく、履修者にも意見を求めます。 

 状況が許せば、途中からは学生の発表も交えながら進めていく予定です。 

 映像を用いる回もあります。教室を暗くして鑑賞しているときに携帯の光があると非常に邪魔になります。作品に敬意を持つことができない振

る舞いに出る人には退出してもらいます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 前の週に、次の週にやるテーマを予告しますから、各自で調べたり自分なりに考えた上で教室にきてください。 

５.教科書 

 特に定めず、プリントなどを用います。 

６.参考書  

 ピエール・ノラ編、谷川稔監訳、『記憶の場』全３巻、岩波書店 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  クラスウェブのディスカッション、提出物については、そのコメント欄を利用します。 

８.成績評価の方法 
 発表を含む平常点 40％、期末レポート 60％ 

 発表が実施できない場合は普段の発言とリアクションペーパーを平常点の対象とします。 

 単純な出席点ではありません。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS321J 

ヨーロッパ文化ＢⅡ 渡辺 響子 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

授業の概要 

 この授業では、記憶・歴史・証言について考えます。 

 『記憶の場」の編者であるピエール・ノラは、「記憶は、いつでも現在的な現象であり、永遠に現在形で生きられる絆である。それに対して、歴

史とは、過去の再現である」と書いています。記憶は感情的で呪術的、歴史は知性にもとづいた、聖性を奪う作業で、分析と批判的言説を必要とす

るとも。 

 この考え方を出発点として、フランスあるいはフランス人にとって特権的な「記憶の場」と、出来事を、具体的に考察して生きます。 

 到達目標 

 集合的記憶を表彰する場を分析し、フランス的国民意識のあり方を探ること。ある事件の記憶の行方、それがどのようにシンボルとなり、再利用

され神話化されるのかをつかむこと。 

２.授業内容 

第１回：bのみ：（イントロダクション） 

第２回：ラ・マルセイエーズとトリコロール 

第３回：７月１４日 

第４回：ソルボンヌとコレージュ・ド・フランス 

第５回：６月１８日広場 

第６回：コンコルド広場 

第７回：パリ市庁舎（グレーヴ広場） 

第８回：サクレ＝クール寺院とパリ＝コミューン 

第９回：ルーヴル（宮殿から美術館へ） 

第 10回：国立図書館（リシュリュー、アルスナル、フランソワ・ミッテラン） 

第 11回：万国博覧会・小ミンチ博覧会 

第 12回：内と外 パッサージュ 

第 13回：マレー地区 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 この授業で目指すことは春学期と同じで、担当教員としては秋学期の授業は春の授業の延長線上に置いています。 

 けれども、第１回のイントロダクションで、春学期に学んだことの概要を話しますから、秋学期のみの履修でも困らないはずです。 

 履修者の人数にもよりますが、この授業は一方通行の講義ではなく、発表など、履修者の積極的な参加を基礎として成立するものです。 

 あらかじめ当てられて担当するときはもちろん、それ以外の日でも発言を待っています。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 前の週にあらかじめ、次の回の資料を配布する予定なので、それに目を通してから授業に参加するよう心がけてください。 

５.教科書 

 特に定めません。プリントの配布や Oh-o Meiji に載せる資料を用います。 

６.参考書 

  

 ピエール・ノラ編、谷川稔監訳、『記憶の場』全３巻、岩波書店 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  クラスウェブのディスカッション。 

 リアクションペーパーなどの提出物に関しては、そのコメント欄を利用します。 

８.成績評価の方法 
 発表や普段の発言による平常点（単なる出席点ではありません）40％、学期末レポート 60％ 

 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS311J 

アジア文化ＢⅠ 魯 大鳴 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業は、中国の演劇を通して、中国文化の紹介を目的とする。 

世界には、「三大古典劇」と呼ばれる演劇がある。ギリシャ古典劇、インド古典劇と並んで、中国の古典劇もその一つに数えられる。ギリシャ古典

劇は、紀元前５世紀初め頃に現れたもので、インド古典劇も紀元 100 年頃にさかのぼる。中国の古典劇は、紀元６世紀にできあがったと言われてい

る。その後、長い歴史のなかで、発展し、豊かな演劇伝統が築かれた。現在、京劇をはじめ、全国各地に 300を越える地方劇がある。 

２.授業内容 

第１回：     授業紹介を聞きながらテキストの確認 

第２回：     テキストの第一章 中国演劇の起源 各時代の文化背景など 

第３回：     昆曲 地方劇など 

第４回：     京劇の誕生など 

第５回：     テキストの第二章 多様な芸術表現 文学、音楽、舞踏、美術、武術など 

第６回：     役者訓練の総合性 唱 

第７回：                  念 

第８回：                  做 

第９回：                  打 

第 10回：     テキストの第三章 京劇の舞台要素 戯曲 

第 11回：                             役者 

第 12回：                             劇場 

第 13回：                             観客 

第 14回：     まとめ、レポートの説明 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

外国語の能力は必要としません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎日、学習したことを思い出すこと、日本の演劇との違いを考えること。 

５.教科書 

「京劇役者が語る京劇入門」魯 大鳴著（駿河台出版社）（1800＋税） 

６.参考書 

「京劇」加藤 徹 著 中央公論新社刊（1850＋税） 

「中国京劇小辞典」魯 大鳴 著 駿河台出版社刊（1800+税） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中及び体験することを通して、把握するようにします。 

８.成績評価の方法 
授業への参加度、レポートの内容などで評価する。 

９.その他 

567



 

   

 

科目ナンバー : (LA)ARS311J 

アジア文化ＢⅡ 魯 大鳴 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

この授業は、中国の演劇を通して、中国文化の紹介を目的とする。 

世界には、「三大古典劇」と呼ばれる演劇がある。ギリシャ古典劇、インド古典劇と並んで、中国の古典劇もその一つに数えられる。ギリシャ古典

劇は、紀元前５世紀初め頃に現れたもので、インド古典劇も紀元 100 年頃にさかのぼる。中国の古典劇は、紀元６世紀にできあがったと言われてい

る。その後、長い歴史のなかで、発展し、豊かな演劇伝統が築かれた。現在、京劇をはじめ、全国各地に 300を越える地方劇がある。 

２.授業内容 

第１回：     春学期の復習 

第２回：     テキスト第三章 京劇舞台の約束事 小道具、動作など 

第３回：     テキスト第四章 京劇の行当 生 

第４回：                        旦 

第５回：                        浄 

第６回：                        丑 

第７回：     京劇舞台の龍套など 

第８回：     テキスト第五章 京劇の化粧 俊扮 

第９回：                        臉譜 

第 10回：     京劇化粧の描き方 京劇化粧の体験 

第 11回：     頭飾 大頭、古装頭、旗装頭など 京劇化粧の体験 

第 12回：     京劇舞台の髭など 

第 13回：     テキスト第六章 京劇の服装など 

第 14回：     まとめ、レポートの説明 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

外国語の能力は必要としません。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎日、練習したことを思い出すこと、授業前に予習すること。 

５.教科書 

「京劇役者が語る京劇入門」魯 大鳴著（駿河台出版社）（1800＋税） 

６.参考書 

「京劇」加藤 徹 著 中央公論新社刊（1850＋税） 

「中国京劇小辞典」魯 大鳴 著 駿河台出版社刊（1800+税） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中及び体験することを通して、把握するようにします。 

８.成績評価の方法 
平常点 50％（授業への参加度 30％、勉強への熱意、発言 20％）テスト 50％、総合的に評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS311J 

北米文化ＢⅠ 斎藤 英治 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

20 世紀以降のアメリカ文化を代表するメディアの１つが映画です。 

1895 年に映画は誕生しましたが、第１次世界大戦以降は、アメリカがこのメディアにおいて世界の覇権を握ってきました。 

春学期の授業では、サイレント映画と、黄金時代のアメリカ映画の繁栄を支えた「スタジオ・システム」を主に分析したいと思います。 

それと共に、20世紀初頭から 1940 年代までのアメリカ社会のダイナミックな変化を考察します。最終的にはレポートを作成してもらい、参考文献

の精読等を通してより深い理解に到達してもらうのが目標です。 

２.授業内容 

第１回：はじめに 

第２回：映画の誕生 

第３回：サイレント映画 

第４回：チャップリンと偉大なコメディアンたち 

第５回：1920年代のアメリカ社会 ― ジャズ・エイジ 

第６回：禁酒法と女性の選挙権 

第７回：サイレント映画の完成 

第８回：サイレントからトーキーへ 

第９回：スタジオ・システムとは？ 

第 10回：大不況時代とスターの輝き 

第 11回：ミュージカル映画の全盛期 

第 12回：ミュージカル映画の変遷 

第 13回：ハリウッドによるアメリカの神話作り 

第 14回：戦争に協力するハリウッド 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

ほぼ毎回、プリントを配布する予定なので、出席して受け取るようにしてください。また、毎回、授業のテーマについてコメントを書いてもらいま

す。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で言及した文献や映画作品をあらかじめ（または後で）図書館や AVライブラリー等を利用してチェックすること。 

５.教科書 

こちらで、プリントを用意しますが、北野圭介『ハリウッド 100 年史講義』（平凡社新書）を併せて教科書に使う可能性もあります。詳しくは、初

回に指示します。 

６.参考書 

ロバート・スクラー『アメリカ映画の文化史（上・下）』（講談社学術文庫） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回、授業の最後に「リアクション・ペーパー」を書いてもらいますが、そこで質問や疑問を受けています。また、簡易レポートを課した際は、

そこに全体的に見られた問題点について、教室で改善策を示します。期末レポートについては、メールで質問してもらえれば、個別にお答えしてい

きます。 

８.成績評価の方法 
平常点と、期末レポート（受講者数が非常に多ければ試験）を総合して評価する。なお、2022年度の評価の割合は、平常点が 50 パーセント、レポ

ートが 50 パーセント。なお、平常点は、授業の際の「リアクション・ペーパー」を考もとに判断している。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS311J 

北米文化ＢⅡ 斎藤 英治 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

アメリカ映画は、その内容をめぐって、社会の厳しい批判にさらされてきました。そこで、ハリウッドは自主規制のシステムを作り上げ、「表現の

自由」と「メディアの責任」の微妙なバランスを保ってきました。 

秋学期は、アメリカ映画の黄金期だった 1930 年代から、それが衰退していった 1960年代後半、そしてさらに現代のハリウッドまでを、主に表現の

自由と検閲、そして人種問題などの観点から振り返ります。特に黒人差別と公民権運動については焦点があてられるでしょう。アメリカの映画や文

化の変化を学ぶことはもちろん、いかに映画が社会の風潮や法規制に影響されるかを知ることも目標の一つになります。 

２.授業内容 

第１回：はじめに 

第２回：自主規制が始まった理由 

第３回：プロダクション・コードとは？ 

第４回：1950年代ーー豊かな社会と若者の台頭 

第５回：赤狩り、テレビの脅威、核戦争の不安 

第６回：人種差別と公民権運動 

第７回：激動の 1960 年代とは？ 

第８回：時代遅れになるコード 

第９回：アメリカの分断と革命期のアメリカ映画 

第 10回：1970 年代ーーエコロジーとフェミニズム 

第 11回：新たなアメリカの神話作り 

第 12回：多文化主義と新しい黒人スターたち 

第 13回：ミュージカル映画の復権 

第 14回：カルチャー・ウォーズ―アメリカ社会の分裂 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

ほぼ毎回、プリントを配布する予定なので、出席して受け取るようにしてください。また、毎回、授業のテーマについてコメントを書いてもらいま

す。なお、レポートを書く際には、plagiarism に気をつけてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業で言及した文献や映画作品をあらかじめ（または後で）図書館や AVライブラリー等を利用してチェックすること。 

５.教科書 

こちらで、プリントを用意しますが、北野圭介『ハリウッド 100 年史講義』（平凡社新書）を併せて教科書に使う可能性もあります。詳しくは、初

回に指示します。 

６.参考書 

ロバート・スクラー『アメリカ映画の文化史（上・下）』（講談社学術文庫）、ジェームス・バーダマン『黒人差別とアメリカ公民権運動』（集英社新

書）。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回、授業の最後にコメントを書いてもらいますが、そこで質問や疑問があれば書いてください。簡易レポートなどで全体的に問題点が見られる

場合は、授業でその改善策を示します。また。期末レポートに関しては、メールで質問してもらえれば、個別にお答えしていきます。 

８.成績評価の方法 
平常点と、期末レポート（受講者数が非常に多ければ試験）を総合して評価する。なお、2022年度の評価の割合は、平常点が 50 パーセント、レポ

ートが 50 パーセント。平常点は、授業で毎回書いてもらうコメント（リアクション・ペーパー）をもとにしています。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS391J 

イスラーム文化ＢⅠ 北原 圭一 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 西暦７世紀に誕生したイスラームは、現代においてもその強靭な生命力を失うことなく、宗教・政治・経済・文化など様々な分野で世界に向けて

エネルギーを発し続けている。特に米国同時多発テロ事件とその後のアフガニスタン空爆・イラク戦争、さらには「アラブの春」を経て、IS等の過

激派と各地で頻発するテロ事件、シリア問題、トルコ内政の不安定化、イランとイスラエル及びアメリカとの関係など、イスラーム諸国の政治・社

会状況は目まぐるしく変化している。また、それに伴い、国際社会もこうした問題への対応を迫られていることは周知の通りである。このような中

で、私たち日本人もイスラーム世界に関する正しい認識を持たなければならない状況を迎えている。 

 こうした現状を踏まえ、本講では、イスラームが関連する現代の国際問題とその歴史的背景及び文化のあり方を、イスラーム教徒が多数を占めな

がら世俗主義を国是としているトルコと、シーア派の十二イマーム派を国教とし「イスラーム共和制」を国家体制としているイランの事例を中心に、

DVD や映画等の視聴覚教材を活用して具体的な主題に即して考察してゆく。そして、これらの考察を通して現代イスラーム社会の実像への理解を深

めることを目標とする。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（現代イスラーム世界を知るための序論） 

第２回：現代トルコの社会と文化 

第３回：現代トルコとイスラーム（１）：歴史的背景としてのオスマン帝国とイスタンブル 

第４回：現代トルコとイスラーム（２）：政教分離と民主主義 

第５回：現代トルコとイスラーム（３）：スカーフ論争とトルコ女性のファッション 

第６回：イスラーム社会とヴェール 

第７回：現代トルコ政治とイスラーム運動 

第８回：イラン社会の現状 

第９回：現代イランの文化 

第 10回：映画からみるイランの文化と社会 

第 11回：現代イランの政治体制とイスラーム 

第 12回：現代イランの政治・外交問題の背景（１）：イランの歴史と歴史意識 

第 13回：現代イランの政治・外交問題の背景（２）：近代イランと欧米世界 

第 14回：現代イランの政治・外交問題の背景（３）：イラン革命と現代 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 現代のイスラームをとりまく国際状況とその背景や社会の現状などを積極的に学ぶ意欲のある者は歓迎する。学習効果を高めるために、指定さ

れた参考書に事前に目を通すなど最低限の準備をして授業に臨まれたい。なお、本科目の履修を希望する場合は、「イスラーム文化ＢII」も併せて履

修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回事前に配布される資料に目を通し、知らない専門用語等を調べた上で問題意識をもって授業に臨むこと。 

５.教科書 

特に定めない。毎回授業前に Oh-o! Meiji システムを通じてレジュメや資料を配布する。 

６.参考書 

・板垣雄三編『対テロ戦争とイスラム世界』（岩波新書）2002 年。 

・岡田恵美子・北原圭一他編『イランを知るための 65 章』（明石書店）2004 年。 

・内藤正典『トルコ 中東情勢のカギをにぎる国』（集英社）2016年。 

・高橋和夫『中東から世界が崩れる―イランの復活、サウジアラビアの変貌』NHK 出版新書、2016 年。 

※他は授業時に適宜紹介する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーの全体講評を Oh-o! Meiji で毎週公開する。 

８.成績評価の方法 
授業参加状況と授業内に書くレスポンス・シートの内容（40％）及び期末レポート（60％）による。 

９.その他 
モスク見学会や中東料理食事会、大使館イベント等を行う場合もある。その場合は積極的に参加していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)ARS391J 

イスラーム文化ＢⅡ 北原 圭一 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 西暦７世紀に誕生したイスラームは、現代においてもその強靭な生命力を失うことなく、宗教・政治・経済・文化など様々な分野で世界に向けて

エネルギーを発し続けている。特に米国同時多発テロ事件とその後のアフガニスタン空爆・イラク戦争を経て、「アラブの春」、イラクの混迷とシリ

ア内戦、IS等の過激派の台頭と各地で頻発するテロ事件の発生など、イスラーム諸国の政治・社会状況は目まぐるしく変化している一方で、パレス

ティナ問題は依然として解決していない。こうした状況の中、国際社会もイスラームが絡むこれら諸問題への対応を迫られている。もはや私たち日

本人もイスラーム世界に関する正しい認識を持たなければならない状況を迎えている。 

 こうした現状を踏まえ、本講では、現代イスラーム社会が抱えている「イスラーム主義過激派」「女性の地位と教育」「情報とメディア」といった

諸問題と、それらに関してイスラーム社会内部に見られる様々な言説や現象を、CD・DVD・VHS・映画等の視聴覚教材を活用しつつ、具体的な事例に

即して考察してゆく。そして、これらの考察を通して現代の中東の諸問題と国際関係、及びその歴史的背景を整理しながら、現代イスラーム社会の

実像への理解を深めることを目標とする。 

２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション（現代イスラーム社会と国際関係－イスラーム主義過激派の問題） 

第２回：イスラーム主義過激派登場の背景とその思想・・・ターリバーンを中心に 

第３回：アフガニスタン問題と映画 

第４回：イェルサレムとイスラーム文化 

第５回：パレスティナ問題―歴史と背景 

第６回：音楽からみるパレスティナ問題 

第７回：映画からみるパレスティナ問題 

第８回：レバノンにおける宗教対立と共存 

第９回：レバノン文化・・・音楽と映画を中心に 

第 10回：サウジアラビアの社会とワッハーブ主義 

第 11回：サウジアラビアにおける女性と映画 

第 12回：イスラーム社会と教育─女子教育と社会進出 

第 13回：現代東南アジアのイスラーム社会と教育 

第 14回：現代エジプトにおけるイスラームと諸問題 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 イスラーム世界の社会と文化の現状とそれをとりまく国際状況、及びその背景などを積極的に学ぶ意欲のある者は歓迎する。学習効果を高める

ために、指定された参考書に事前に目を通すなど最低限の準備をして授業に臨まれたい。なお、本科目の履修を希望する場合は、「イスラーム文化Ｂ

I」も併せて履修することが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

毎回事前に配布される資料に目を通し、知らない専門用語等を調べた上で問題意識をもって授業に臨むこと。 

５.教科書 

特に定めない。毎回授業前に Oh-o! Meiji システムを通じてレジュメや資料を配布する。 

６.参考書 

・高橋和夫『アラブとイスラエル パレスチナ問題の構図』（講談社現代新書）1992 年。 

・高橋和夫『中東から世界が崩れる：イランの復活、サウジアラビアの変貌』（NHK 出版新書）2016年。 

・保坂修司『サウジアラビア 変わりゆく石油王国』（岩波新書）2005年。 

・国枝昌樹『シリア アサド政権の 40年史』（平凡社新書）2012 年。 

・黒木英充『シリア・レバノンを知るための 64 章』（明石書店）2013 年。 

※他は授業内に適宜紹介する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 リアクションペーパーの全体講評を Oh-o! Meiji で毎週公開する。 

８.成績評価の方法 
授業参加状況と授業内に書くレスポンス・シートの内容（40％）及び期末レポート（60％）による。 

９.その他 
モスク見学会や中東料理食事会、大使館イベント等を行う場合もある。その場合は積極的に参加していただきたい。 
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科目ナンバー : (LA)ARS391J 

超域文化ＢⅠ 相原 剣 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

音楽と映画を中心に、アートやファッション、スポーツ、アニメ、ゲーム、演劇、建築、思想等、様々な領域に自由に逸脱しながら、様々な文化領

「域」・学問領「域」を再検証していきたいと思います。映像・音楽等によってこの体験は行われますが、配付資料等とのリンケージによってより立

体的で自由な空間を創り出していきたいと思います。 

【到達目標】 

この授業では音楽・映画をはじめとする様々な芸術表現から日常的な文化事象まで、「同時代の文化」諸々をテーマとしています。対象文化の属す

る「領域」と一旦考えられるものは、当然のごとく、他と隔絶した領域ではあり得ません。対象地域やジャンルの「越境」は、既に文化事象の考察

において必須であり、この授業で扱う範囲も自ずと多岐にわたります。しかし、予め約束され前提とされるような「越境」は「越境」たり得ず、「域」

の超越は、同時に「域」の再認識であると考えます。 

まずはドイツをはじめとするヨーロッパの同時代文化を一つの軸として取り上げていき、受講する皆さんの興味ある様々な分野との相互の「越境」

を目指します。 
２.授業内容 

第１回：内容説明と具体例の予告提示及びイントロダクション 

第２回：「超域文化」に関する方法論と具体的試みの例示 

第３回 個々の事象の体験・分析（聖と俗） 

第４回 個々の事象の体験・分析（人形アニメとガールズムービー） 

第５回 個々の事象の体験・分析（時計じかけのオレンジと薔薇の葬列） 

第６回 個々の事象の体験・分析（ドラキュラとバウハウス） 

第７回 個々の事象の体験・分析（ドイツ製の悪魔の楽器とアルゼンチン・タンゴ） 

第８回 個々の事象の体験・分析（シャンソンとフレンチ・ポップ） 

第９回 個々の事象の体験・分析（音楽は世界を救えるか？） 

第１０回 個々の事象の体験・分析（音楽と植民地） 

第１１回 個々の事象の体験・分析（老いと死） 

第 12回：個々の事象の体験・分析（キャバレーとバーレスク） 

第 13回：個々の事象の体験・分析（Games Without Frontiers） 

第 14回：a：講義とまとめ、b：試験 

 

扱う事象は多岐にわたり、その都度アップデートされる文化事象を、事前に固定させることは敢えてしませんが、同時代の文化事象とその背景を映

像等の資料を通して実際に体験し、考察を加えていきます。 

内容の一例としては、ヨーロッパにおける吸血鬼・ドラキュラの形象からゴス・ビジュアルへの系譜を探ってみたり、ティム・バートンやタランテ

ィーノといった有名映画監督の作品における引用・サンプリングを手引きに様々な文化に触れてみたり、ポルトガルのファドやスペインのフラメン

コといった、それぞれの土地に特徴的な文化・音楽を概観しつつ、ジプシー（ロマ）の文化を考えてみたり、アニメ『まどマギ』やガーリーな日本

のポップ・カルチャーの源泉を、チェコのヤン・シュヴァンクマイエルやヴェラ・ヒティロヴァへと辿ってみたり、といったことが挙げられます。 

これらは単に世界の様々な文化事象を教員の趣味に応じて恣意的につまみ食いするといった事を意味しません。皆さん自身が思考する様々な領域

に関する膨大なる関連事項をひとつひとつ丁寧に体験していく事で、我々の目的である「文化」への思考は一層豊になると考えます。 

受講する皆さん一人一人の興味とシーンの動向によって、このシラバスが書かれた時点では想像も出来ない内容になる事を期待しています。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この科目を履修する場合には、併せて「超域文化 BⅡ」も履修することが望ましいです。特定言語や事前の知識は特に必要ありません。対象を棚上

げすることなく、好奇心と想像力をもって思考し、発信し続ける事を厭わない勇気ある方々との一年間を楽しみにしています。 

まずは、授業開始時のイントロダクション及び初回授業に必ず出席するよう、お願いいたします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

様々な分野に日々関心を持ち、分からないことを恐れず、分からない事柄があれば、まず「検索」をしましょう。 

【復習すべき内容】 

関連の文化事象について、さらに興味の幅を広げていきましょう。 

５.教科書 

特に教科書は使用しません。 

６.参考書 

特に定めません。関連のものを随時。例えば、小沼純一『あたらしい教科書８：音楽』プチグラパブリッシング 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間内に随時、個別の講評及び各自の発信の共有を行います。Oh-o! Meiji システムを利用しての補足等も行います。最終授業日には全体講評

及び個別講評も行います。 

８.成績評価の方法 
平常点・授業内の取り組み（個別の事象に対する自らの思考の積み重ねと発信及び他者の思考のフィードバック）８０％、試験・課題（必須）２０％  

何よりも１回１回の授業内での取り組みを重視します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS391J 

超域文化ＢⅡ 相原 剣 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

音楽と映画を中心に、アートやファッション、スポーツ、アニメ、ゲーム、演劇、建築、思想等、様々な領域に自由に逸脱しながら、様々な文化領

「域」・学問領「域」を再検証していきたいと思います。映像・音楽等によってこの体験は行われますが、配付資料等とのリンケージによってより立

体的で自由な空間を創り出していきたいと思います。 

【到達目標】 

この授業では音楽・映画をはじめとする様々な芸術表現から日常的な文化事象まで、「同時代の文化」諸々をテーマとしています。対象文化の属す

る「領域」と一旦考えられるものは、当然のごとく、他と隔絶した領域ではあり得ません。対象地域やジャンルの「越境」は、既に文化事象の考察

において必須であり、この授業で扱う範囲も自ずと多岐にわたります。しかし、予め約束され前提とされるような「越境」は「越境」たり得ず、「域」

の超越は、同時に「域」の再認識であると考えます。 

メジャーだ、マイナーだ、クラシックだ、ロックだ、ロックじゃない、ヒップヒップだ、アンダーグラウンドだ、カルトだ、ポップだ、売れ線だ、

セルアウトだ、アヴァンギャルドだ、陳腐だ、難解だ、子供っぽい、怖い、カワイイ、楽しい、興味がある、苦手だ、興味がない、好き、嫌いとい

った自らの事前のカテゴライズを一旦捨て去る勇気を持ち、世界のあらゆる文化事象に思考を巡らせて行くことを目的とします。 
２.授業内容 

第１回：内容説明と具体例の予告提示 

第２回：「超域文化」に関する方法論と具体的試みの例示 

第３回：個々の事象の体験・分析（レニ・リーフェンシュタールとデペッシュ・モード） 

第４回：個々の事象の体験・分析（ジョニー・キャッシュとカート・ヴォネガット） 

第５回：個々の事象の体験・分析（ミュージカル映画とジョン・ウォーターズ） 

第６回：言語圏・国境等の「域」の再認識（アイルランドと沖縄） 

第７回：言語圏・国境等の「域」の再認識（スペインとサロメ） 

第８回：言語圏・国境等の「域」の再認識（ブラジルとハイチ） 

第９回：言語圏・国境等の「域」の再認識（ロマの文化） 

第 10回：「域」を越える事象の再検証（オズの魔法使いと LGBTQ） 

第 11回：「域」を越える事象の再検証（ダニエル・ジョンストンとヘンリー・ダーガー） 

第 12回：「域」を越える事象の再検証（ジョン・ケージとシュトックハウゼン） 

第 13回：「域」を越える事象の再検証（パラジャーノフとルー・リード） 

第 14回：a：講義とまとめ、b：試験 

例えばラムシュタインというドイツのバンドの音楽について考えるということは、ただドイツ語圏の音楽シーンに注力すれば事足りるものではあ

りません。その影響関係は当然、所謂「ドイツ」などという枠組みに留まるものではないし、歴史・思想への考察も必要となるでしょう。 

ドイツの映画監督であるヴィム・ヴェンダースの映画を考える為には、当然そこで扱われる様々な国や時代の文化にむかいあう必要があると思い

ます。ヴェンダースの映画ひとつとっても、キューバ音楽やブルース、アイルランドの U2、アメリカのルーツ・ミュージックを探求するライ・クー

ダー、ドイツの方言ロック、小津安二郎やヨウジヤマモトまで、多種多様な文化への視点が必要になると思います。もちろん、ピナ・バウシュも。

そうすれば「必然的」に、ブラジルのカエターノ・ヴェローゾ、スペインのペドロ・アルモドバルに出会うことになるでしょう。 

宮崎駿や大友克洋を考える為には、『ミツバチのささやき』もメビウス（ジャン・ジロー）のバンド・デシネ（漫画）もアレハンドロ・ホドロフス

キーもベルイマンも当然必要になるだろうと思います。 

それらひとつひとつを棚上げすることなく、愚直に体験していくなかでうまれる皆さん自身の様々な発想が、すなわちこの授業の要諦です。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この科目を履修する場合には、併せて「超域文化 BⅠ」も履修することが望ましいです。特定言語や事前の知識は特に必要ありません。対象を棚上

げすることなく、好奇心と想像力をもって思考し、発信し続ける事を厭わない勇気ある方々との一年間を楽しみにしています。 

初回授業に必ず出席するよう、お願いいたします。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

準備学習の内容 

【準備学習の内容】 

様々な分野に日々関心を持ち、分からないことを恐れず、分からない事柄があれば、まず「検索」をしましょう。 

【復習すべき内容】 

関連の文化事象について、さらに興味の幅を広げていきましょう。 

５.教科書 

特に教科書は使用しません。 

６.参考書 

特に定めません。関連のものを随時。例えば、小沼純一『あたらしい教科書８：音楽』プチグラパブリッシング 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間内に随時、個別の講評及び各自の発信の共有を行います。Oh-o! Meiji システムを利用しての補足等も行います。最終授業日には全体講評

及び個別講評も行います。 

８.成績評価の方法 
平常点・授業内の取り組み（個別の事象に対する自らの思考の積み重ねと発信及び他者の思考のフィードバック）８０％、試験・課題（必須）２０％  

何よりも１回１回の授業内での取り組みを重視します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS391J 

超域文化ＢⅠ 鈴木 哲也 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 春学期の目標はメディア・コミュニケーションテクノロジーの発達史を概観することです。 

かつて主流であったテレビの視聴者が減少し、コンピュータ・テクノロジーの台頭によって、様々なコミュニケーションツールを手にしている私た

ちは、メディアには社会を大きく変える影響力があるということを体験的に知っています。現状を正しく認識するためには、そうした技術の発達が

どのような影響を社会にもたらしたかに関する歴史的知識が不可欠です。春学期は、この知識を獲得することを目指します。 

２.授業内容 

第１回：メディアとは何か－1：問題設定 

第２回：メディアとは何か－2：課題 

第３回：口承文化と文字文化：文字文化と人間の思考 

第４回：印刷技術の成立－1：グーテンベルクとその文化史的意義 

第５回：印刷技術の成立－2：発展課題 

第６回：新聞の登場－1：歴史 

第７回：新聞の登場－2：歴史 

第８回：新聞の登場と社会構造：ハーバーマスの「公共性」の概念 

第９回：電話の発達 

第 10回：ラジオの登場と生活的時間の変容 

第 11回：映画技術とハリウッドの成立：アメリカの発明家とメディア 

第 12回：広告とイメージ：「物語マーケティング」について 

第 13回：情報と社会：メディアの多元化の問題について 

第 14回：春学期のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この授業では、個人対個人のコミュニケーションは扱いません。また、取りあげる事例はほぼ西洋のものです。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

特に必要ありません。 

５.教科書 

使用しません。毎時間、資料を配付します。 

６.参考書 

随時、紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題などへのフィードバックは、原則として、Oh-o、 Meiji!上で行います。 

８.成績評価の方法 
学期中に課す短いレポート数点と、学期末レポート、これらをもとに評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS391J 

超域文化ＢⅡ 鈴木 哲也 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 情報社会論と物語論の観点から、現代社会に流通するさまざまな表現様式について考察します。 

 私たちは「情報」の共有、つまりコミュニケーションによって、共同体意識を形成します。また、さまざまなメディア上にあらわれた「物語」に

触れることによって、あるいは、自己イメージを表現することでアイデンティティを形成します。では、新しいメディアが生まれることで、従来に

はない社会像や自己像は生まれるでしょうか？この問いを探求してゆきたいと思います。 

２.授業内容 

第１回：秋学期の目標設定と概要の説明 

第２回：物語論：イニシエーションの儀式について 

第３回：物語論：ハリウッド映画のストーリー構造について 

第４回：アメリカのアクション映画について－１ 

第５回：アメリカのアクション映画について－２ 

第６回：映像とことば 

第６回：J-pop における桜の表象 

第７回：PR について 

第８回：PR と広告 

第９回：アメリカにおける世論操作 

第 10回：報道とコミュニケーション 

第 11回：小泉元首相のメディア戦略について。 

第 12回：オバマ大統領のメディア戦略について 

第 13回：表象という概念について：ことばと文化の相関性 

第 14回：表象という概念について：ことば・映像・音 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

特になし。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

特に必要ありません。 

５.教科書 

使用しません。毎時間資料を配付します。 

６.参考書 

随時、紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題などへのフィードバックは、原則として、Oh-o、 Meiji!上で行います。 

８.成績評価の方法 
学期中に課す短いレポートと学期末レポートを基礎資料として評価します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS391J 

超域文化ＢⅠ 渡辺 幸子 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 ≪授業の到達目標≫ 

想像力とは、人間に特有の能力であるといわれます。その想像力が発揮される場のひとつに、現実には存在しないものをあえて語るファンタジーや

メルヘンというジャンルがあります。このうちメルヘンというと、西洋にのみ特化されたイメージがあるかもしれませんが、あらゆる物語の原型と

されるメルヘン（＝民間説話）には、国や地域を問わず長短さまざまなものがあります。これらはそれぞれの国特有の古来の世界観や人生観、また

逆に国を問わず共有されている考え方を見いだすための手がかりともなります。そうしたメルヘンについて、多面的に掘り下げます。 

 ≪授業の概要≫ 

メルヘンを出発点として、近接ジャンルについての解説を交えながら、具体的な昔話や小説、またその映像化された作品などを紹介し、それらを分

析することを通じて、主としてヨーロッパにおける社会通念や道徳観が、現代までどのような変遷を経てきたのかを考えます。これにより、国や時

代など、さまざまな角度からの検討が可能となります。おなじみの昔話のほか、近年の創作メルヘンや現代の都市伝説などもあわせて取り上げます。 

２.授業内容 

第１回：概説・メルヘンとは何か 

第２回：メルヘンとその周辺ジャンル 

第３回：メルヘンの各国受容 

第４回：グリム以前――メルヘンの歴史 

第５回：メルヘン研究の方法（1） 口承文芸学的アプローチ（前） 分類方法 

第６回：メルヘン研究の方法（2） 口承文芸学的アプローチ（後） 類話の比較 

第７回：メルヘン研究の方法（3） 心理学的アプローチ 

第８回：メルヘン研究の方法（4） 社会学的アプローチとその背景 

第９回：メルヘン研究の方法（5） 社会学的アプローチとその成果 

第 10回：メルヘンの変遷（1） 女性像と子ども観 

第 11回：メルヘンの変遷（2） 近代から現代まで 

第 12回：アンチ・メルヘンと１９世紀 

第 13回：現代のメルヘンとパロディ 

第 14回：都市伝説への変貌 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この科目だけを履修しても差し支えありませんが、あわせて「超域文化ＢII」を履修するとより理解が深まります。 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

資料は多くが抜粋ですが、授業中にすべてを取り上げられないことがあります。授業後に全て目を通すようにしてください。また、関連する文献は

随時紹介、もしくはリストを配布しますので、それをもとに、関心を持ったテーマの本を自分でも読んで、感想や考えたことなどをまとめたり、掘

り下げたりしておきましょう。 

５.教科書 

教科書は使用しません。毎回レジュメと資料を配布します。 

６.参考書 

授業で随時紹介するほか、春学期の参考文献リストを作成し配布します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回のリアクションペーパーに対しては、授業冒頭でコメントしたり、質問に回答する時間を設けます。また、３回に１度程度のペースで、手書き

コメントをつけてスキャンシステムで返却します。試験については、実施後に Meiji Web のクラスページを通じて講評を配信します。 

８.成績評価の方法 
リアクションペーパー（60％）＋期末テスト（40％） 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS391J 

超域文化ＢⅡ 渡辺 幸子 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 ≪授業の到達目標≫ 

想像力とは、人間に特有の能力であるといわれます。その想像力が発揮される場のひとつに、現実には存在しないものをあえて語るメルヘンやファ

ンタジーというジャンルがあります。このうちファンタジーは、本来はＳＦやホラーまで包括するジャンルで、その根幹にはメルヘンや神話といっ

た口承文芸があります。近年はファンタジーの往年の名作が次々に映像化され、一種のブームのような様相を呈したあとに、映像作品のジャンルと

してもすっかり定着しています。しかしその一方で、かえって題材の幅が狭まり、豊かな想像の世界というより、魔法といったステレオタイプなも

のばかりがファンタジーだと思われているようです。メルヘンよりもはるかに歴史の浅いファンタジーですが、国によって、また時代によって、フ

ァンタジーにもさまざまな特徴があります。そうしたファンタジーについて多面的に掘り下げます。 

 ≪授業の概要≫ 

春学期に取り上げたメルヘンをふまえ、さまざまな国のファンタジー小説の特徴を考察し、具体的に作品を紹介しながらその発展をたどっていき

ます。それに引き続き、日本のメルヘンやファンタジーにはどのような特徴があるのかを考え、主として日本とヨーロッパを比較検討していきます。

またその上で、想像力が今日においてもつ意義やその有効性を考えます。 
２.授業内容 

第１回：再度、メルヘンとファンタジーとは 

第２回：メルヘンからファンタジーへ（1） 近代ドイツ 

第３回：メルヘンからファンタジーへ（2） 現代ドイツ 

第４回：ファンタジーの系譜（1） フランス 

第５回：ファンタジーの系譜（2） イギリス・アイルランド 

第６回：ファンタジーの系譜（3） アメリカ 

第７回：日本のファンタジー（1） 古代～近世 

第８回：日本のファンタジー（2） 近代～現代 

第９回：日本のファンタジー（3） 鬼と信仰 

第 10回：日本のファンタジー（4） 異類婚姻譚 

第 11回：日本のファンタジー（5） 妖怪／妖精 

第 12回：日本のファンタジー（6） 魔法／妖術 

第 13回：もうひとつのファンタジー――空想旅行記の世界 

第 14回：ディストピアとファンタジー 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

この科目を履修する場合は、あわせて「超域文化ＢI」を履修することが望ましい。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

資料は多くが抜粋ですが、授業中にすべてを取り上げられないことがあります。授業後に全て目を通すようにしてください。また、関連する文献は

随時紹介、もしくはリストを配布しますので、それをもとに、関心を持ったテーマの本を自分でも読んで、感想や考えたことなどをまとめたり、掘

り下げたりしておきましょう。 

５.教科書 

教科書は使用しません。毎回レジュメと資料を配布します。 

６.参考書 

授業で随時紹介するほか、秋学期の参考文献リストを作成し配布します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回のリアクションペーパーに対しては、授業冒頭でコメントしたり、質問に回答する時間を設けます。また、３回に１度のペースで、手書きコメ

ントをつけてスキャンシステムで返却します。試験については、実施後に Meiji Web のクラスページを通じて講評を配信します。 

８.成績評価の方法 
リアクションペーパー（60％）＋期末テスト（40％） 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS361J 

比較文化ＢⅠ 乾 昌幸 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【概要】 

俳句という日本の固有文化が、どのようにして世界文化となるかを把握し、日本の国際文化戦略の基礎を探る。この比較文化ＢⅠでは、19 世紀後

半から 20 世紀初頭までの、西洋への俳句の紹介と翻訳に焦点をあてる。 

 

19 世紀後半から、欧米に紹介された俳句は、いまや全世界に普及している。各国でさまざまな言語によって創作されている俳句を通して、日本文

化のなかにある普遍性、そして米国中心のグロバリゼーションではない、文化のボーダーを越えた広がりについて学び、日本が世界に対して何が貢

献できるかを探る。 

 

入手しにくい資料が大多数なので、コピーして配布。外国語が苦手な受講生にも理解できるよう授業を進める。担当者は、筆名夏石番矢。世界俳句

協会共同創立者で、日本の国語教科書にも代表句が掲載されている。また、海外での出版物も多い。 

 

【到達目標】 

俳句の世界化の歴史とその意義の理解。 

日本語と外国語の俳句の読解力習得。 
２.授業内容 

第１回：イントロダクション 

第２回：俳句について日本人は何を知っているか？ 

第３回：俳句創作の世界的広がり 

第４回：前衛俳句としての芭蕉の俳句 

第５回：俳句翻訳のはじまり 

第６回：俳句翻訳 日本語教科書 

第７回：俳句翻訳 長い訳 

第８回：俳句翻訳 ２行訳 

第９回：俳句翻訳 日本文学史 

第 10回：俳句翻訳と時代状況 

第 11回：ハーンの俳句理解 

第 12回：チェンバレンの俳句理解 

第 13回：俳句翻訳 ３行訳の成立と定着 

第 14回：俳句翻訳の歴史 フランス語圏 

オンライン授業の場合は、別のプログラムを組む。 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

試験は行わないが、レポートを必ず提出すること。ⅠとⅡを併せての履修が望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

とくになし。 

５.教科書 

夏石番矢・世界俳句協会編『世界俳句 2023 第 19 号』（吟遊社，2023 年）。この本が、春学期最終レポート、秋学期最終レポートの基礎資料となる。 

この他、授業中に適宜、資料のコピーを配布。 

 

６.参考書 

夏石番矢『世界俳句入門』（沖積舎，2003 年） 

夏石番矢・鎌倉佐弓『俳句縦横無尽』（沖積舎，2010 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中の意見発表は、その都度講評する。 

次の学期のレポート口頭発表時に講評する。 

場合によっては、レーポートについてのコメントを、クラスウェブで行なう。 

８.成績評価の方法 
出席日数と授業中の態度 30％ 、レポート 70％ 

 

 

９.その他 
俳句を全く知らない受講生も大歓迎です。 
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科目ナンバー : (LA)ARS361J 

比較文化ＢⅡ 乾 昌幸 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【概要】 

俳句という日本の固有文化が、どのようにして世界文化となるかを把握し、日本の国際文化戦略の基礎を探る。この比較文化ＢⅡでは、20 世紀初

頭の前衛短詩誕生から現在にいたるまでの、世界各国の俳句創作に焦点をあてる。 

 

21 世紀には、すでに俳句は日本固有の短詩ではなくなっている。 

 

19 世紀後半から、欧米に紹介された俳句は、いまや全世界に普及している。各国でさまざまな言語によって創作されている俳句を通して、日本文

化のなかにある普遍性、そして米国中心のグロバリゼーションではない、文化のボーダーを越えた広がりについて学び、日本が世界に対して何が貢

献できるかを探る。 

 

入手しにくい資料が大多数なので、コピーして配布。外国語が苦手な受講生にも理解できるよう授業を進める。担当者は、筆名夏石番矢。世界俳句

協会共同創立者で、日本の国語教科書にも代表句が掲載されている。また、海外での出版物も多い。 

 

【到達目標】 

俳句の世界化の歴史とその意義の理解。 

日本語と外国語の俳句の読解力習得。 
２.授業内容 

第１回：レポート発表 

第２回：国際詩祭での俳句 

第３回：現在の海外俳句創作紹介 

第４回：海外での俳句創作のはじまり 

第５回：戦争と俳句 

第６回：俳句と俳画 

第７回：20 世紀思想の転換 

第８回：非連続の詩学 

第９回：エズラ・パウンド 

第 10回：フランス・ハイカイ 

第 11回：ポール・エリュアール 

第 12回：海外詩人の俳句１ 

第 13回：海外詩人の俳句２ 

第 14回：近・現代日本の俳句 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

試験は行わないが、レポートを必ず提出すること。ⅠとⅡを併せての履修が望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

とくになし。 

５.教科書 

夏石番矢・世界俳句協会編『世界俳句 2023  第 19号』（吟遊社，2023 年）。この本が、春学期・秋学期のレポートの基礎資料となる。 

この他、授業中に適宜、資料のコピーを配布。 

６.参考書 

夏石番矢『世界俳句入門』（沖積舎，2003 年） 

夏石番矢・鎌倉佐弓『俳句縦横無尽』（沖積舎，2010 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業中の意見発表は、その都度講評する。 

次の学期のレポート口頭発表時に講評する。 

場合によっては、レーポートについてのコメントを、クラスウェブで行なう。 

８.成績評価の方法 
出席日数と授業中の態度 30％ 、レポート 70％ 

 

 

９.その他 
俳句を全く知らない受講生も大歓迎です。 
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科目ナンバー : (LA)ARS361J 

比較文化ＢⅠ 須藤 直子 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

本講座では主に西欧の文化・社会と日本のそれとの比較を行ってゆきます。 

前後期を通じての大枠のテーマとしては、キリスト教を基盤に形成された西欧の一神教的な文化・社会と、そうでない我々の文化・社会の相違を意

識化することで、双方を適切に認識し理解を深めることが目指されます。 

（ただし逐一対比しながら考察を進めるのではなく、まずはそれぞれの文化の事象に個別に立ち入って確認し、その上で相違点などの比較考察を

試みたいと考えています） 

前期授業では以下の 2点について比較考察を行います: 

1)それぞれの文化で「悪」を象徴する形象としてまず思い浮かぶ、鬼と悪魔がそれぞれどのような存在として扱われてきたか 

2)近世になると人間自身が悪を担うようになってゆくが、その分岐点にいるのがモーツァルトのオペラで知られたドン・ジョヴァンニというキャ

ラクターだといえる。この稀代の色事師のオペラを授業で扱うと評価が非常に割れるのだが、そこには女性の地位の時代による変化が反映している

だろう。18 世紀末西欧での女性の地位を背景に成立したオペラは、今の時代からどのように評価・批判することが可能だろうか? 

本授業ではリアクションペーパーの活用（および可能であればディスカッション）を通じて、できるだけ一緒に考えてゆくかたちをとりたいと考え

ています。また到達目標としては多角的な思考力の涵養が目指されます。 
２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：龍とドラゴン（龍神信仰とドラゴン退治） 

第３回：鬼とは何か(1)桃太郎の鬼 

第４回：   〃   (2)古代の鬼   

第５回：   〃   (3)中世前期の鬼  

第６回：   〃   (4)中世後期～近世の鬼 

第７回：悪魔とは何か(1)悪魔という訳語／民間説話の悪魔 

第８回：   〃     (2)古代の悪魔 

第９回：   〃     (3)中世の悪魔  

第 10回：   〃     (4)近世の悪魔／ファウスト伝説 

第 11回：ファウストからドン・ジョヴァンニへの系譜 

第 12回：ドン・ジョヴァンニ鑑賞(1) 

第 13回：      〃             (2) 

第 14回：考察（ドン・ジョヴァンニ受容と女性観の変化） 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

ほぼ毎回資料を配布します。基本的には pdf での作成・配布を考えていますが、（希望に応じて）紙による配布も同時に行う予定です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業資料を頻繁に配ることになりますが、時間的な問題もあり、授業中に資料の全てを読むのは難しいことが少なくありません。問題の全体像をつ

かむためにも、授業で扱えなかった残りの部分も含めて配布資料は各自で目を通しておいてください。 

５.教科書 

資料はこちらで用意します。 

６.参考書 

『ドラゴン 反社会の怪獣』ウーヴェ・シュテッフェン（青土社） 

『龍の起源』荒川紘(紀伊国屋書店) 

『悪魔の歴史』ポール・ケーラス（青土社） 

『悪魔の起源』エレーヌ・ペイゲルス（青土社） 

『中世の聖と俗―信仰と日常の交錯する空間』ハンス=ヴェルナー ゲッツ（八坂書房）   

『メフィストフェレス 近代世界の悪魔』J.B.ラッセル（教文館） 

『モーツァルト ドン・ジョヴァンニ』(名作オペラブックス)アッティラ・チャンパイ（音楽之友社） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 できるだけ授業中に問題を共有するかたちで対応したいと考えています。（課題の不備などはもちろん個別にフィードバックします） 

８.成績評価の方法 
平常点（リアクションペーパー等による授業参加）50％、学期中の短いレポート 15％、期末レポート 35％ 

 

※原則的に欠席の多い登録者の期末レポート提出は、下記の事例を除き認めていません。 

※就職活動を理由とする欠席には一定の配慮をしますので、ポートフォリオ経由で欠席した日付と具体的な事由を早めに連絡してください。その

上で授業資料にきちんと目を通し「代替リアクションペーパー」を提出すれば、出席相当として扱います。 

９.その他 
不明な点や質問がある場合には、ポートフォリオに書き込んでください。 

ただしすぐに返答できない場合があることと、個別に返答せずに授業お知らせ等で対応する可能性もあることを含みおきください。 
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科目ナンバー : (LA)ARS361J 

比較文化ＢⅡ 須藤 直子 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

本講座では主に西欧の文化・社会と日本のそれとの比較を行ってゆきます。 

前後期を通じての大枠のテーマとしては、キリスト教を基盤に形成された西欧の一神教的な文化・社会と、そうでない我々の文化・社会の相違を意

識化することで、双方を適切に認識し理解を深めることが目指されます。 

（ただし逐一対比しながら考察を進めるのではなく、まずはそれぞれの文化の事象に個別に立ち入って確認し、その上で相違点などの比較考察を

試みたいと考えています） 

後期授業では以下の 2点について比較考察を行います: 

1)16-17 世紀の西欧は自然災害や戦乱など災厄に見舞われた厳しい時代だったが、そのなかで人々はスケープゴートを求めるかのように数万人もの

隣人たちを"魔女"として告発し、魔女裁判にかけて火刑にした。もちろん魔女など存在せず皆無実の罪で告発されたのだが、宗教的・共同体的な正

義観に基づく理不尽な断罪から逃れるのはとても難しかったことが資料からは分かる。何故この時代にあのような事態に至ってしまったのか? 

2)魔女迫害について学ぶと、時代的・宗教的背景は異なるにもかかわらず、全くの他人事だとは思えなくなる受講者が少なくない。日本人の間に確

かに見られるある種の迫害エネルギー、不寛容というもの。これは何故なのか。日本では宗教の存在感が薄いなか、所属の多数派集団そのものが"正

義"であり、そこから外れた者を"悪"であるかのように扱う、集団主義の問題性も指摘される。日本人の正義の根拠は何処にあるのか。 

1)と 2)を恣意的でなく比較対照させるのは本当は難しいのかもしれませんが、魔女迫害・魔女裁判というテーマ自体取り組むと学びが多く、そし

て比較考察によっても何かしら見えてくることはあると思われます。 

本授業ではリアクションペーパーの活用（および可能であればディスカッション）を通じて、できるだけ一緒に考えてゆくかたちをとりたいと考え

ています。また到達目標としては多角的な思考力の涵養が目指されます。 
２.授業内容 

第１回：aのみ：イントロダクション 

第２回：キリスト教以前の"魔女"像 

第３回：魔女迫害をめぐって(1) 魔女についてのメルヒェン・説話 

第４回：     〃      (2) 魔女迫害の実態＋映像作品 

第５回：       〃      (3)      〃       

第６回：       〃      (4) 魔女裁判の実態 

第７回：       〃      (5) 魔女迫害の原因と批判 

第８回：比較として：山姥・山女 

第９回：考察・ディスカッション 

第 10回：関東大震災後の朝鮮人逆説をめぐって 

第 11回：オウム事件をめぐって 

第 12回：考察・ディスカッション 

第 13回：別様の可能性 

第 14回：まとめの考察 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

ほぼ毎回資料を配布します。基本的には pdf での作成・配布を考えていますが、（希望に応じて）紙による配布も同時に行う予定です。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業資料を頻繁に配ることになりますが、時間的な問題もあり、授業中に資料の全てを読むのは難しいことが少なくありません。問題の全体像をつ

かむためにも、授業で扱えなかった残りの部分も含めて配布資料は各自で目を通しておいてください。 

５.教科書 

資料はこちらで用意します。 

６.参考書 

『魔女とキリスト教 ヨーロッパ学再考』上山安敏（講談社学術文庫） 

『魔女裁判 魔術と民衆のドイツ史』牟田和夫（吉川弘文館） 

『歪んだ正義 「普通」の人がなぜ過激化するのか』大治朋子（毎日新聞出版） 

『異人論序説』赤坂憲雄（ちくま学芸文庫） 

『「世間」への旅 西洋中世から日本社会へ』阿部謹也（筑摩書房） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 できるだけ授業中に問題を共有するかたちで対応したいと考えています。（課題の不備などはもちろん個別にフィードバックします） 

８.成績評価の方法 
平常点（リアクションペーパー等による授業参加）50％、学期中の短いレポート 15％、期末レポート 35％ 

 

※原則的に欠席の多い登録者の期末レポート提出は、下記の事例を除き認めていません。 

※就職活動を理由とする欠席には一定の配慮をしますので、ポートフォリオ経由で欠席した日付と具体的な事由を早めに連絡してください。その

上で授業資料にきちんと目を通し「代替リアクションペーパー」を提出すれば、出席相当として扱います。 

９.その他 
不明な点や質問がある場合には、ポートフォリオに書き込んでください。 

ただしすぐに返答できない場合があることと、個別に返答せずに授業お知らせ等で対応する可能性もあることを含みおきください。 

582



 

   

 

科目ナンバー : (LA)ARS361J 

比較文化ＢⅠ 関根 裕子 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

クラシック音楽作品における歴史・社会的事件（革命・戦争・偉人）や自然・気候の描かれ方、表現方法を時代、国別、ジャンル（オペラ、歌曲、

管弦楽曲、ピアノ、バレエ、ミュージカル）別に紹介し、比較考察します。 

最初の 2回で、各ジャンルの歴史を概観し、5 月から個別テ―マに入ります。映画音楽や日本の音楽文化との比較も行います。 

それによって同じヨーロッパ内でも地域・民族の歴史・気候による違いによって、対象の表現方法が違うことがわかるでしょう。 

歴史的背景が音楽作品に反映されていることも学んでいただきたいと思います。 

 

【到達目標】 

社会人として知っておきたいクラシック音楽の素養・知識を身につける。 

歴史・社会と無関係の芸術は存在しないことを学ぶ。 

日本と違う気候・風土・歴史を持つヨーロッパのクラシック音楽文化について学び、日本の表現様式との違いを知る。 
２.授業内容 

第１回：今後の授業の進め方についてのガイダンス、扱う作品紹介 

第２回：オペラ・合唱・歌曲の歴史概観  

第３回：ピアノ・管弦楽曲・オーケストラの歴史概観 

第４回：「春」の描かれ方（１） ヴィヴァルディ「四季」より「春」、ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ「春」 

第５回：「春」の描かれ方（２） シューマン「詩人の恋」より「美しき五月に」、メンデルスゾーン「春の歌」、シュトラウス「春の声」 

第６回：花の描かれ方  シューマン「ミルテの花」、シューベルト「野ばら」、「すみれの花咲くころ」翻訳の妙 

第７回：雨の描かれ方（１） ショパン「雨だれ」の前奏曲、ドビュッシー「雨の庭」、ブラームス「雨の歌」 

第８回：雨の描かれ方（２）20 世紀ミュージカルと日本の合唱曲：ミュージカル「雨に唄えば」、高田三郎「水のいのち」より「雨」「水たまり」 

第９回：雨の描かれ方（３）日本の歌謡曲、J ポップ 

第 10回：革命、戦争の描かれ方（１）ショパンとポーランド分割 練習曲「革命」 

第 11回：革命、戦争の描かれ方（２）ショスタコーヴィッチの皮肉 交響曲第 5番「革命」 

第 12回：川の描かれ方：シュトラウス「美しく青きドナウ」、スメタナ「わが祖国」より「モルダウ」、イワノヴィっち「ダニューブ川のさざ波」、

ショパン「舟歌、、メンデルスゾーン「ヴェニスの舟歌」 

第 13回：死の描かれ方：レクイエムの歴史（１）モーツァルト 

第 14回：死の描かれ方：レクイエムの歴史（２）ブラームス、フォーレ、ヴェルディ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

音楽やヨーロッパの歴史・社会、気候変動に関心の高い学生を望みます。 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

日ごろから音楽文化に親しみましょう。 

５.教科書 

授業中に資料を配付します。 

６.参考書 

テーマ別に指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回のリアクションペーパーについては、次の授業で解説します。 

 

８.成績評価の方法 
毎回の課題（70％）と学期末のレポート（30％）で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ARS361J 

比較文化ＢⅡ 関根 裕子 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

春学期に続き、自然現象や社会現象をテーマとしたクラシック音楽や舞台作品、映画の比較考察をします。 

今学期は、自然現象に加えて、家族や祖国愛、民話のモチーフを多く取り入れます。 

 

【到達目標】 

時代・国によって、ものの考えた方、捉え方、表現方法がどのように違い、音楽作品に反映されているかを学ぶ。 

２.授業内容 

第１回： 授業の進め方、秋学期に扱う作品とテーマの紹介 

第２回： 秋の描かれ方（１） ヴィヴァルディ「四季」より「秋」、メンデルスゾーン「秋の歌」、ブラームス「秋の想い」 

第３回： 秋の描かれ方（２） シャンソン「枯葉」、実りの秋か枯れる秋か？ 

第４回： 水の精の描かれ方（１） ウンディーヌ伝説の変遷 、人魚姫、ウンディーヌ 

第５回： 水の精の描かれ方（２） ウンディーヌ伝説の変遷 、ラベル「オンディーヌ」 

第６回： 水の精の描かれ方（３） ウンディーヌ伝説の変遷 、ドヴォルザーク「ルサルカ」に現れたチェコの状況 

第７回： 仮面舞踏会：ミュージカル「オペラ座の怪人」、ヴェルディ『仮面舞踏会』、ハチャトリアン「仮面舞踏会」 

第８回： 別れの描かれ方： ショパン「別れのワルツ」、「別れの曲」、ベートーヴェン「告別」 

第９回： 母の描かれ方： ドヴォルザーク「母が教えたまえし歌」、ヒステリックな母親モーツァルト『魔笛』「夜の女王」 

第 10回： 父の描かれ方：映画『アマデウス』、ミュージカル『モーツァルト』の父レオポルド 

第 11回： 冬の描かれ方： ヴィヴァルディ「四季」より「冬」 

第 12回： クリスマスソング比較：「聖しこの夜」「ジングルベル」その他に現れた文化の違い 

第 13回： 祖国への想い ショパンの場合（１）ポロネーズとマズルカ 

第 14回： 祖国への想い ショパンの場合（２） 「幻想ポロネーズ」に現れた絶望的な憧れ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

音楽に関する専門的知識や経験は必要としませんが、音楽に高い関心を持つ学生を歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

日ごろから音楽作品や舞台作品に親しみましょう。 

５.教科書 

授業中に資料を配付します。 

６.参考書 

授業中に指示します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 毎回のリアクションペーパーにおける課題については、次の授業で解説します。 

 

 

８.成績評価の方法 
毎回のリアクションペーパー（70%）とレポート（30%） 

９.その他 
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８ 自由選択科目群 
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科目ナンバー : (LA)ECN341J 

経済政策Ⅰ 藤永 修一 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

日本経済はしばらくの間デフレに悩まされていたが、最近はインフレが問題となり、世界経済もインフレによって厳しい経済状況にある。その問題

に対する処方箋が経済政策と呼ばれるものである。したがって、極めて実践的な学問といえる。このため、この授業では理論的な分析だけでなく、

歴史的な分析をも踏まえながら進めていく。なお、随時、話題となっている経済問題についても併せて解説を行う。 

【授業の目標】 

私たちは日々経済活動を行っているため、経済について何らかの考えをもっている。しかし、経済学の観点からみて、誤った俗説が少なくない。世

間に流布している俗説に惑わされることのないような素養を身につけることを、この授業の目標とする。 

２.授業内容 

第１回：a：イントロダクション b：経済学と経済政策の役割 

第２回：経済政策とは何か 

第３回：日本経済と世界経済の現状 

第４回：経済政策の目標と手段 

第５回：市場の役割と政府の役割 

第６回：財政政策 

第７回：金融政策 

第８回：重商主義の経済政策 

第９回：古典派経済学の経済政策 

第 10回：1930 年代の経済政策：大不況とニューディール 

第 11回：1960 年代の経済政策：ニューエコノミックス 

第 12回：1980 年代の経済政策：レーガノミックス 

第 13回：市場の役割と政府の役割：再考 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

法学部の学生にとって、この科目を履修することで初めて経済学を学ぶことになるかもしれない。できるだけ具体例をあげながら授業を行うので、

関心をもって授業に望んでもらいたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業の最後で指摘する「重要なポイント」について、理解しておいてください。なお、次回の授業のためのガイドとして、授業の予習として、経済

学のアンケートや実験を行ってもらいます。 

５.教科書 

特に指定しない。なお、授業でレジュメを配布する。 

６.参考書 

特に指定しない。なお、参考資料をプリントで配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題についての説明は、課題提出後の授業で説明を行う。同時に全体講評も行う。 

８.成績評価の方法 
成績評価は試験（70％）、平常点（授業への参加度：：30％）で行います。 

平常点とは、授業態度、授業での発言、授業内での提出物等によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ECN341J 

経済政策Ⅱ 藤永 修一 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

日本経済はしばらくの間デフレに悩まされていたが、最近はインフレが問題となり、世界経済もインフレによって厳しい経済状況にある。その問題

に対する処方箋が経済政策と呼ばれるものである。したがって、極めて実践的な学問といえる。このため、この授業では理論的な分析だけでなく、

歴史的な分析をも踏まえながら進めていく。なお、随時、話題となっている経済問題についても併せて解説を行う。 

【授業の目標】 

私たちは日々経済活動を行っているため、経済について何らかの考えをもっている。しかし、経済学の観点からみて、誤った俗説が少なくない。世

間に流布している俗説に惑わされることのないような素養を身につけることを、この授業の目標とする。 

２.授業内容 

第１回：a：イントロダクション b：余剰分析（１）規制 

第２回：余剰分析（２）関税、輸入数量制限 

第３回：財政政策：乗数理論（１） 

第４回：財政政策：乗数理論（２） 

第５回：デフレーションとインフレーション（１） 

第６回：デフレーションとインフレーション（２） 

第７回：経済政策の有効性（１）ケインズ政策 

第８回：経済政策の有効性（２）反ケインズ政策 

第９回：日本経済（１）バブル経済 

第 10回：日本経済（２）バブル崩壊以降 

第 11回：日本経済（３）現在 

第 12回：世界経済（１）戦後の世界経済と経済システム 

第 12回：世界経済（２）リーマン・ショック以降 

第 13回：グローバリゼーション 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

法学部の学生にとって、この科目を履修することで初めて経済学を学ぶことになるかもしれない。できるだけ具体例をあげながら授業を行うので、

関心をもって授業に望んでもらいたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業の最後で指摘する「重要なポイント」について、理解しておいてください。なお、次回の授業のためのガイドとして、授業の予習として、経済

学のアンケートや実験を行ってもらいます。 

５.教科書 

特に指定しない。なお、授業でレジュメを配布する。 

６.参考書 

特に指定しない。なお、参考資料をプリントで配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題についての説明は、課題提出後の授業で説明を行う。同時に全体講評も行う。 

８.成績評価の方法 
成績評価は試験（70％）、平常点（授業への参加度：：30％）で行います。 

平常点とは、授業態度、授業での発言、授業内での提出物等によって評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ACC331J 

会計学Ⅰ 渡邉 雅雄 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

企業の財務諸表は、企業の経済活動を総合的に理解するうえで重要な情報である。会計学Ｉ・II を通じて、企業の財務諸表の作成と報告を規制す

る企業会計制度と、それを支える会計理論を理解することを目的としている。会計学 I では、特に企業会計を支える技術である簿記を学ぶ。 

【到達目標】 

1. 基本的な商業簿記を修得し、初歩的な会計実務に対応できる。 

2. 企業の経済活動を理解する。 

２.授業内容 

第１回：簿記のしくみ、仕訳と勘定 

第２回：商品売買 

第３回：現金、預金および手形 

第４回：有形固定資産、債権債務 

第５回：株式会社の資本、損益取引、訂正仕訳 

第６回：商品有高帳、試算表、決算：売上原価の算定、精算表 

第７回：決算：貸倒れの見積り、減価償却、費用・収益の決算整理 

第８回：決算：現金過不足、当座借越、貯蔵品、消費税、法人税等 

第９回：決算：帳簿の締切り、貸借対照表・損益計算書の作成 

第 10回：会計の役割 

第 11回：財務会計の基本原則 

第 12回：企業の設立、資金調達と会計 

第 13回：生産活動と会計(1) 

第 14回：生産活動と会計(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

３.履修上の注意 

特になし。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

次回の講義で学習する教科書の該当範囲を事前に読んでおく。 

【復習すべき内容】 

教科書等の練習問題を利用して、学習した内容を理解し、定着させる。 

５.教科書 

『大原で合格る日商簿記 3 級＜第 3 版＞』資格の大原（大原出版，2021年）（第 1回から第 9 回まで） 

『財務会計・入門〔第 16版〕』桜井久勝・須田一幸著（中央経済社，2023年）（第 10 回から第 14回まで） 

６.参考書 

講義では使用しないが、理解を深める上で下記の文献が参考になる。 

『簿記の考え方・学び方［五訂版］』中村忠著（税務経理協会，2006 年） 

『財務会計入門（第 6版）』田中建二著 (中央経済社，2021年) 

『企業会計入門〔補訂版〕』斎藤静樹著 (有斐閣，2018 年) 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の総評を Oh-o! Meiji システムを通じて配信する。 

８.成績評価の方法 
定期試験 100％ 

会計に関する資格試験合格に基づく成績評価は行わない。 

９.その他 
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科目ナンバー : (LA)ACC331J 

会計学Ⅱ 渡邉 雅雄 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

【授業の概要】 

企業の財務諸表は、企業の経済活動を総合的に理解するうえで重要な情報である。本講義では、企業の財務諸表の作成と報告を規制する企業会計制

度と、それを支える会計理論を学ぶ。学生が実際の経済事象を意識しながら会計学を学習できるように、実際の企業の財務データ等を講義で適宜取

り上げる。 

【到達目標】 

1. 財務諸表が経済社会において果たす役割を理解する。 

2. 高度な簿記処理を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できる。 

２.授業内容 

第１回：財務会計の基本原則 

第２回：販売活動と会計(1) 

第３回：販売活動と会計(2) 

第４回：設備投資と会計(1) 

第５回：設備投資と会計(2) 

第６回：研究開発活動と会計 

第７回：資金の管理・運用と会計(1) 

第８回：資金の管理・運用と会計(2) 

第９回：税金と配当(1) 

第 10回：税金と配当(2) 

第 11回：財務諸表の作成と公開 

第 12回：企業集団の財務報告(1) 

第 13回：企業集団の財務報告(2) 

第 14回：財務諸表による経営分析：収益性の分析、安全性の分析 

３.履修上の注意 

本講義を履修するためには、会計学Ⅰを履修しているか、あるいは日本商工会議所簿記検定試験 3 級レベルの学習を終えている必要がある。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

【準備学習の内容】 

次回の講義の学習範囲について、教科書を事前に読んでおく。 

【復習すべき内容】 

教科書を読みなおし、キーワードを整理するとともに、授業内で取り上げた設例を確認する。 

５.教科書 

『財務会計・入門〔第 16版〕』桜井久勝・須田一幸著 (有斐閣，2023 年) 

『大原で合格る日商簿記 2 級』資格の大原（大原出版，2022年） 

＊開講時に出版されている最新版を使用する。 

６.参考書 

講義では使用しないが、理解を深める上で下記の文献が参考になる。 

『財務会計入門（第 6版）』田中建二著 (中央経済社，2021年) 

『企業会計入門 - 考えて学ぶ 補訂版』齋藤静樹著（有斐閣，2016年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 定期試験の総評を Oh-o! Meiji システムを通じて配信する。 

８.成績評価の方法 
定期試験 100％ 

会計に関する資格試験合格に基づく成績評価は行わない。 

９.その他 
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９ 留学関係科目群 
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科目ナンバー : (LA)ABR111E 

留学基礎講座ＡⅠ グリフィス，ディビッド 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

This course prepares students for the study of law overseas, with a particular focus on the summer Law Course at the University of 

Cambridge.   

 

 Goals: 

1. Introduce students to key concepts of Common Law legal systems. 

2. Examine key concepts and cases related to various areas of law.  

3. Build students' ability to listen to, read, write and talk about various aspects of the law in English. 

4. Train legal reasoning and problem-solving abilities. 

 

This class is interactive with lots of group activities. Students should expect to participate actively. Regular attendance is 

required. 

 

There is no textbook for this class. The instructor will provide all materials by email and on Oh-o! Meiji portal. 
２.授業内容 

第１回：Introduction; Getting to Know You; course goals 

第２回：Unit 0: Speaking empowerment exercises; legal arguing & disagreeing 

第３回：Unit 0: Case discussion: the olive case 

第４回：Unit 0: Case discussion: the dangerous song case 

第５回：Unit 0: Case discussion: non-smoking prisoner case 

第６回：Unit 1: YouTube news item: government use of force in international affairs 

第７回：Unit 1: YouTube news item: use of torture in war and in domestic contexts 

第８回：Unit 1: YouTube news item: pacifism: Article 9 

第９回：Unit 1: YouTube news item: coronation issue: separation of Church and State in Japan 

第 10回：Unit 3: Law in Japan: discussing laws that should be made or changed 

第 11回：Unit 3: Legal opinion preparation; choose an area of the law you think should change 

第 12回：Unit 3: Legal opinion preparation: continued 

第 13回：Unit 3: Legal opinion presentation day: students present views on law changes 

第 14回：Wrap-up class: students submit written report; feedback. 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

当科目は、所定の要件を満たす者のみ履修できる。詳細は新学期に法学部から配布される履修関連資料を参照すること。(This course is available 

only for students who meet certain entry requirements. Refer to the registration document from the School of Law Office in April.) 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

This course requires 1-2 hours preparation time per week. 

５.教科書 

No textbook is required. Lecturer will provide all materials online. 

６.参考書 

Instructor will alert students to Internet resources. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Instructor will provide feedback on the Oh-o! Meiji class portal system and also face-to-face in the classroom. 

８.成績評価の方法 
Participation  in classes (20%)、 Small tests (20%)、 Presentations and Assignments (60%). 

９.その他 
Students interested in taking the Cambridge ILEC exam in the future will find this course helpful. 

＊当科目は英語により授業を実施する。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)ABR111E 

留学基礎講座ＡⅠ グリフィス，ディビッド 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

This course prepares students for the study of law overseas, with a particular focus on the summer Law Course at the University of 

Cambridge.  

 

Goals: 

1. Introduce students to key concepts of Common Law legal systems. 

2. Examine key concepts and cases related to various areas of law.  

3. Build students' ability to listen to, read, write and talk about various aspects of the law in English. 

4. Train legal reasoning and problem-solving abilities. 

 

This class is interactive with lots of group activities. Students should expect to participate actively. Regular attendance is 

required. 

 

There is no textbook for this class. The instructor will provide all materials by email and on Oh-o! Meiji portal. 

 

 
２.授業内容 

第１回：Introduction; Getting to Know You; course goals 

第２回：Unit 0: Speaking empowerment exercises; legal arguing & disagreeing 

第３回：Unit 0: Case discussion: the olive case 

第４回：Unit 0: Case discussion: the dangerous song case 

第５回：Unit 0: Case discussion: non-smoking prisoner case 

第６回：Unit 1: YouTube news item: government use of force in international affairs 

第７回：Unit 1: YouTube news item: use of torture in war and in domestic contexts 

第８回：Unit 1: YouTube news item: pacifism: Article 9 

第９回：Unit 1: YouTube news item: coronation issue: separation of Church and State in Japan 

第 10回：Unit 3: Law in Japan: discussing laws that should be made or changed 

第 11回：Unit 3: Legal opinion preparation; choose an area of the law you think should change 

第 12回：Unit 3: Legal opinion preparation: continued 

第 13回：Unit 3: Legal opinion presentation day: students present views on law changes 

第 14回：Wrap-up class: students submit written report; feedback 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

当科目は、所定の要件を満たす者のみ履修できる。詳細は新学期に法学部から配布される履修関連資料を参照すること。(This course is available 

only for students who meet certain entry requirements. Refer to the registration document from the School of Law Office in April.) 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

This course requires 1-2 hours preparation time per week. 

５.教科書 

No textbook is required. Lecturer will provide all materials online. 

６.参考書 

Instructor will alert students to Internet resources. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Instructor will provide feedback on the Oh-o! Meiji class portal system and also face-to-face in the classroom. 

８.成績評価の方法 
Active articipation (20%)、 Small tests (20%)、 Online Presentations and Assignments (60%). 

９.その他 
Students interested in taking the Cambridge ILEC exam in the future will find this course helpful. 

＊当科目は英語により授業を実施する。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)ABR111E 

留学基礎講座ＡⅡ グリフィス，ディビッド 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

This course continues from 留学基礎講座 AI. It is also suitable for students potentially interested in pursuing an international 

legal career or studying law overseas, with a particular focus on the Cambridge Law Course and other legal study abroad programmes. 

 

Goals: 

1. Introduce key cases and concepts in civil and common law countries.  

2. Further development of reading, writing, listening and speaking skills in legal English. 

3. Train vocabulary with regular quizzes of key terms and collocations. 

4. Introduction to law of contract. 

 

 
２.授業内容 

第１回：Introduction to course goals and review of first semester 

第２回：Unit 4: Introduction to international legal English:: civil vs common law 

第３回：Unit 4: Introduction to international legal English: law-making bodies 

第４回：Unit 4: Introduction to international legal English: describing statutes 

第５回：Unit 4: Introduction to international legal English: courts systems 

第６回：Unit 5: YouTube video: war and forgiveness 

第７回：Unit 5 YouTube video: continued: discussion: law & morality 

第８回：Unit 6: Introduction to contract law: exemption clauses 

第９回：Unit 6: Introduction to contract law: exemption clauses 

第 10回：Unit 7 (English for Contract Law): Consideration 

第 11回：Unit 7 (English for Contract Law): Breach of Contract/Remedies 

第 12回：Unit 7 (English for Contract Law): Conditions and Warranties 

第 13回：Contract Law Case Analysis: GC v Deep Blue Pools 

第 14回：Contract Law Case Report submission & class wrap-up 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

当科目は、所定の要件を満たす者のみ履修できる。詳細は新学期に法学部から配布される履修関連資料を参照すること。(This course is available 

only for students who meet certain entry requirements. Refer to the registration document from the School of Law Office in April.) 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

This course requires 1-2 hours preparation time per week. 

５.教科書 

There is no set textbook. Instructor will provide all materials. 

６.参考書 

Instructor will alert students to resources on the Internet and in the library. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Instructor will provide feedback on the Oh-o! Meiji class portal system and also face-to-face in the classroom. 

８.成績評価の方法 
Participation (40%)、 Assignments (60%). 

９.その他 
＊当科目は英語により授業を実施する。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)ABR111E 

留学基礎講座ＡⅡ グリフィス，ディビッド 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

This course continues from 留学基礎講座 AI. It is also suitable for students potentially interested in pursuing an international 

legal career or studying law overseas, with a particular focus on the Cambridge Law Course and other legal study abroad programmes. 

 

Goals: 

1. Introduce key cases and concepts in civil and common law countries.  

2. Further development of reading, writing, listening and speaking skills in legal English. 

3. Train vocabulary with regular quizzes of key terms and collocations. 

4. Introduction to law of contract. 

２.授業内容 

第１回：Introduction to course goals and review of first semester 

第２回：Unit 4: Introduction to international legal English:: civil vs common law 

第３回：Unit 4: Introduction to international legal English: law-making bodies 

第４回：Unit 4: Introduction to international legal English: describing statutes 

第５回：Unit 4: Introduction to international legal English: courts systems 

第６回：Unit 5: YouTube video: war and forgiveness 

第７回：Unit 5 YouTube video: continued: discussion: law & morality 

第８回：Unit 6: Introduction to contract law: exemption clauses 

第９回：Unit 6: Introduction to contract law: exemption clauses 

第 10回：Unit 7 (English for Contract Law): Consideration 

第 11回：Unit 7 (English for Contract Law): Breach of Contract/Remedies 

第 12回：Unit 7 (English for Contract Law): Conditions and Warranties 

第 13回：Contract Law Case Analysis: GC v Deep Blue Pools 

第 14回：Contract Law Case Report submission & class wrap-up 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

当科目は、所定の要件を満たす者のみ履修できる。詳細は新学期に法学部から配布される履修関連資料を参照すること。(This course is available 

only for students who meet certain entry requirements. Refer to the registration document from the School of Law Office in April.) 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

This course requires 1-2 hours preparation time per week. 

５.教科書 

There is no set textbook. Instructor will provide all materials. 

６.参考書 

Instructor will alert students to resources on the Internet and in the library. 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Instructor will provide feedback on the Oh-o! Meiji class portal system and also face-to-face in the classroom. 

８.成績評価の方法 
Active participation (40%)、 Assignments (60%). 

９.その他 
＊当科目は英語により授業を実施する。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。 
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科目ナンバー : (LA)ABR211J 

留学基礎講座ＣⅠ 佐藤 智恵 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 この授業では、初心者向けの平易な英語のテキストを用いて、イギリス法・EU 法の概要を日本語で学ぶとともに、英語の法律専門用語を学びま

す。 

 この授業の目標は、イギリス・EU の法制度を理解するとともに、英語の法律専門用語を覚え、使えること、及び、将来の就職や留学(例として、

明治大学法学部主催のケンブリッジ大学夏季法学研修等)のための準備を目指します。 

２.授業内容 

第１回：はじめに 講義の目的・報告分担 

第２回：コモン・ローとは何か     （教科書①第 3 章） 

第３回：イギリスの統治制度     （教科書①第 4章。ただし、p.51以降は除く） 

第４回：イギリスの議会        （教科書①第 5 章） 

第５回：イギリスの弁護士      （教科書①第 7章・8 章） 

第６回：イギリスの弁護士      （教科書①第 9章・10 章） 

第７回：イギリスの裁判所制度   （教科書①第 1 章・11章） 

第８回：イギリスの裁判官      （教科書①第 13 章） 

第９回：刑事裁判制度        （教科書①第 12 章。p.161まで） 

第１０回：イギリスの刑事裁判制度の発展    （教科書①第 16 章・18章） 

第１１回：イギリスの警察       （教科書①第 6 章） 

第 1２回：民事裁判制度        （教科書①第 12章。p.161 以降） 

第 13回：イギリス法と EU 法の関係について    （教科書①第 21 章） 

第 14回：まとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業は日本語で行います。 

授業への出席及び議論への積極的な参加が求められます。 

日本法以外の法を知ることにより、就職や留学などに際して視野を広げるよう、新たな知識の習得を目指します。 

1 年次で学ぶ日本法の知識をもとに、外国法、EU 法、国際法に興味を広げてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

教科書の該当箇所を読むこと。 

教科書に記載の専門用語を覚えること。 

５.教科書 

①First Steps in the Law、 7th ed.、 Geoffrey Rivlin、 (Oxford University Press、 2015） 

*Kindle 版あり 

 

②ジョン・ラシーン/中西貴行『Vocabulary for Law -- 学問別 重要英単語：法学』（南雲堂、2016 年） 

６.参考書 

戒能通厚『イギリス憲法第 2版』（信山社、2018 年） 

中西優美子『EU 法』（新世社、2011 年） 

田中英夫（編）『BASIC 英米法辞典』（東京大学出版会、1993 年） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 この授業は対面授業であり、すべての課題に対し、授業中、直接フィードバックします。 

８.成績評価の方法 
教科書①及び②に記載の英語単語小テスト（５０％） 

 

授業での報告内容及び議論への参加度（４０％） 

 

授業時間中のレポート（１０％） 

 

公平な成績評価のため、10回以上の出席を単位認定の条件とします。 

９.その他 
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１０ 資格課程関係科目群 
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科目ナンバー : (CC)HIS111J 

日本史概論（卒単含む） 綱川 歩美 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

《授業の概要》 

分からない言葉や物事に出会ったとき、皆さんはどのように解決しますか？瞬時に答えを返してくれるインターネットでしょうか。現代において

は、それも一つの解決策ですが、今ほど便利でなかった時代から、百科事典を引くという手段があると思います。P.バークは「百科事典とその諸カ

テゴリーは、ある知識観を、さらにはある世界観を、表現あるいは具象化したものだと」（『知識の社会史』2004 年）言います。百科事典は、人々を

取り巻くあらゆる物事を解説すると同時に、そこに集められた知識のカテゴリーそのものが、時代や社会の知の諸相を表しているといえるのです。 

 日本の近世には、『和漢三才図会』をはじめとするいくつかの百科事典が編纂されています。現代の「科学的」な視点からすれば、荒唐無稽な内

容も含んでいますが、その時代の人々の感性や認識の枠組みを伝える格好の素材でもあります。なぜならば、私たちがそこに感じる違和感の正体を

紐解いていくことで、当時の文化事象や社会のあり方を知ることができるからです。 

 授業では、事典に取り上げられている具体的な項目が持つ歴史的な意味を、背景となる政治や社会制度と関連させながら考えていきたいと思い

ます。 

《到達目標》 

日本近世の歴史的特質を理解するとともに、政治や社会制度と人々の生活実態を重ね合わせてみることで、多彩かつ具体的な近世史像を結べるよ

うになることを目標とします。 
２.授業内容 

第 1 回 オリエンテーション 

第 2 回 百科事典の歴史 

第 3 回 『和漢三才図会』の時代 

第 4 回 空間と時間―この世界のとらえ方－ 

第 5 回 人倫の秩序 

第 6 回  身体と医術 

第 7 回  人々と動物 

第 8 回  人々と食①－「豊かな」食生活 

第 9 回  人々と食②－食べられない現実 

第 10回  人々と衣類①－木綿の近世－ 

第 11回 人々と衣類②－産業と文化－ 

第 12回 人々と自然との関わり 

第 13回 国と日本そして異国 

第 14回 全体のまとめ 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

授業内での資料読解やそれを踏まえたリアクションペーパーの作成を求めることがあります。一方的に聴くのではなく積極的な姿勢でのぞむこと

を期待します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

復習中心となる。毎回配布するレジュメをしっかりと読み返し、必要であればノート等にまとめ、知識の定着につとめるようにしてください。 

５.教科書 

特に指定しない。毎回レジュメを配布し、それにしたがって授業を進めます。 

６.参考書 

『大学の日本史』３（近世）、山川出版社、2016 年。 

苅部直、片岡龍編『日本思想史ハンドブック』新書館、2008年。 

そのほか、適宜、授業中に提示します 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業へのコメントは次回授業で紹介し解説を補足します。また授業前後の時間に質問にも応じます。 

８.成績評価の方法 
リアクションペーパー（40％）と記述式の期末試験（60％）を実施します。 

９.その他 
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科目ナンバー : (CC)HIS111J 

日本史概論（卒単含む） 伊勢 弘志 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

《概要》 

 現在の日本社会の前提になっている近現代の国際環境・社会環境を講義する。 

 私たちの社会が世界の潮流と密接であることを理解するために、歴史学と国際政治学の両分野の視角から、近代～現代とはどのような時代であ

ったのかを学習する。 

 現在の日本社会における社会問題・教育問題や価値観を自ら分析できるように日本近現代史を学習する。 

 

《到達目標》 

1.近現代とはどのような時代であるのかを知り、その理解の上に現在の日本社会や東アジア情勢の前提が理解できる。 

2.現在の教育問題・歴史認識問題などについて多面的な分析ができる。 

3.「道具としての知識」を実社会や教育の現場で活用するために、「考える力」を訓練する。その上で、「なぜ勉強をするのか？」 

 について自身の応えをもてる。 

4.2022年度より全国の高校で開始された「歴史総合」の課題と意義・留意点を理解できる。 

 
２.授業内容 

第１回：なぜ歴史を学ぶのか？‐黒船来航から考える 

第２回：近代を迎える日本とアジア ‐岩倉使節団は何を見たのか？ 

第３回：日清戦争とアジア情勢 ‐日清戦争が世界に与えた影響とは何か？ 

第４回：世界史の中の日露戦争 ‐日本が変えた世界史とは何か？ 

第５回：第一次世界大戦と国際連盟 ‐「総力戦」から世界は何を学んだか？ 

第６回：「ワシントン体制」とは何か？ ‐「戦争違法化」の世界 

第７回：満州事変と連盟脱退 世界秩序への挑戦 

第８回：日本はなぜ侵略国になったのか？ 

第９回：なぜ原爆は 2発落とされたのか？ ‐敗戦と聖断 

第 10回：東京裁判は何を裁いたか？ ‐日本社会の戦争観 

第 11回：「戦後帝国主義」の登場 ‐「55 年体制」と「日米安保」とは何か？ 

第 12回：「近代化論」とは何か？ ‐歴史小説で勉強してはダメなのか？ 

第 13回：新自由主義の世界‐自己責任論とは何か？ 

第 14回：日本の社会と教育 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

知識（内容知）を獲得するだけでなく、知るための調べ方・自身の関心や疑問を自ら解決するための知識（方法知）を獲得し、 

さらに「考える力」を訓練できるよう留意すること。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

＊ 教科書を必ず用意すること。 

 

 なぜ勉強をするのか？必死に考えること。 

 

５.教科書 

伊勢弘志『明日のための近代史‐世界史と日本史が織りなす史実』〔増補新版〕（芙蓉書房出版、2023 年）。 

 

 

６.参考書 

伊勢弘志『明日のための現代史』〔上・下巻〕（芙蓉書房出版、2021～2022 年）。 

 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業時間の前後に教室で対応する。 

８.成績評価の方法 
レポート１００％（およびプラスアルファとしてのリアクションペーパーによる平常点） 

９.その他 
 初回の授業時に成績評定や単位認定についての詳細を説明します。必ずその内容を把握の上で履修すること。 
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科目ナンバー : (CC)HIS111J 

日本史概論（卒単含む） 長沼 秀明 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

《授業の概要》 

 教職課程「教科に関する科目」（「共通講座」）として、日本史を教えるために必要な基礎的知識を実践的に学びます。 

《授業の到達目標およびテーマ》 

 高等学校で「日本史Ａ」の授業を担当することを想定し、ある学校の授業例を参考にしつつ、日本の歴史に関する基礎的な知識を学びます。「歴

史総合」「日本史探究」および中学「社会」の授業を担当する際にも大いに役立つ内容です。 

２.授業内容 

 第１回 ガイダンス、「日本史Ａ」の目標および内容 

 第２回 動揺する江戸幕府―内憂外患への対応― 

 第３回 開国 

 第４回 明治維新 

 第５回 自由民権運動、大日本帝国憲法（その１） 

 第６回 自由民権運動、大日本帝国憲法（その２） 

 第７回 条約改正、日清戦争（その１） 

 第８回 条約改正、日清戦争（その２） 

 第９回 日露戦争 

 第 10 回 第一次世界大戦 

 第 11 回 大正・昭和初期の経済と対外関係 

 第 12 回 昭和恐慌から二・二六事件へ、戦争の時代 

 第 13 回 敗戦と占領・戦後改革、講和から高度経済成長時代へ 

 第 14 回 ａ．まとめ  ｂ．試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 １）教職課程認定科目であることを十分に認識してください。 

 ２）いわゆる出席点はありません。 

 ３）授業時間は最大限に使います。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 毎回、事前に指示した課題に真剣に取り組み、積極的に参加してください。 

５.教科書 

 つぎの二冊が教科書です。二冊ともに毎回の授業で使用します。 

 （1）文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 地理歴史編』 

 （2）『日本史Ａ―現代からの歴史―』（高等学校地理歴史科用文部科学省検定済教科書 ２―東書―日 A308）（東京書籍、2017 年）（本体価格 610

円） 

 ※ 詳細は初回の授業で指示します。 

６.参考書 

 毎回の授業のなかで紹介します。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  授業内に授業の一環として伝えます。 

８.成績評価の方法 
 定期試験の得点および毎回の授業で提出してもらう「解答票」を総合的に判定し、厳正に行ないます。具体的な割合は、試験の得点 55％、毎回

の授業の成果 45％を原則とします。 

９.その他 
 「Oh-o! Meijiシステム」の積極的な活用をはかります。 
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科目ナンバー : (CC)HIS121J 

東洋史概論（卒単含む） 鈴木 直美 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

《授業内容》 

 新石器時代から 20 世紀までの中国史の流れを概観し、東アジア・北アジア・をはじめとする世界史のかかわりから中国の政治・経済・社会の動

向をとらえる。 

《到達目標》 

 １．中学・高校での授業を行うに十分な知識と教養を習得する。 

 ２．中国社会のあり方を歴史的背景から理解する。 

 ３．歴史学の思考方法を身につけ、様々な歴史的事象について多角的な視点から考察できる。 

２.授業内容 

各回の授業予定は以下の通り。 

 １．ガイダンス ／ ｢中国」とは何か 

 ２．新石器時代～初期王朝（二里頭文化・殷・西周） 

 ３．春秋・戦国～統一秦 

 ４．漢 

 ５．魏晋南北朝 

 ６．隋～唐 ／ 小テスト  

 ７．五代～南宋 

 ８．元～明 

 ９．清の建国～乾隆帝の時代 

 10．アヘン戦争～日清戦争 

 11．日清戦争後～辛亥革命 

 12．五四運動～国共合作 

 13．抗日戦争～中華人民共和国成立 

 14．a.社会主義体制建設期／b.試験 

 

授業の進行状況によって内容を変更する場合がある。 

３.履修上の注意 

 高校時代の世界史の内容を復習しておくこと。 

 世界史を履修していない、もしくは現代史など学習していない範囲がある場合は下記書籍を読んでおくのが望ましい。 

 「世界の歴史」編集委員会『もういちど読む山川世界史』（山川出版社、2009年） 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

クラスウェブから資料を配布するので、内容を予習・復習すること。 

５.教科書 

クラスウェブから資料（PDF）を配布する。 

６.参考書 

岸本美緒『中国の歴史』（ちくま学芸文庫、筑摩書房、2015年） 

愛宕元・冨谷至編『新版 中国の歴史』上・下（昭和堂、2009 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 必要時応じてクラスウェブのコメント機能を使用する。 

８.成績評価の方法 
１．小テスト（30％）・期末試験（70％）による。 

 （１）第 6 回授業で選択式の小テストを行う。 

 （２）期末試験は記述式で行う。単語の羅列や意味の不明な文章は解答とみなさず、単位を認定しない。 

２．出席回数が７割未満の場合、単位を認定しない。 

９.その他 
１．クラスウェブの出欠確認機能と小テスト機能を使用するので、スマートフォン・パソコンなどを持参のこと。 

２．授業で使用する資料は事前にクラスウェブから PDFで配付する。感染防止のため授業時に紙媒体での配布をしないので、授業前に自分でダウン

ロードや印刷をしておくこと。 

３．著しい遅刻や私語がある場合にはその回の受講を認めないことがある。 
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科目ナンバー : (CC)HIS121J 

東洋史概論（卒単含む） 石野 智大 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 本授業では、時間的・空間的な広がりをもつ中国の政治と社会について、周辺地域との関係も視野に入れながら概観する。また、それらを通し

て、受講生各自が中国史に関する基本的な知識を習得することを目的とする。 

 長きにわたる中国の歴史を理解する際には、その大きな流れを捉えることが重要な意味を持つ。そのため、教職課程科目である本授業において

も、その部分に力点をおいて講義を進める。ただし、時間の関係で中国史の全時代を取り上げることはできず、本授業では中国文明の誕生から唐宋

変革期までの歴史的推移を追う。また授業の後半では、中国史の時代区分の問題などについても考えてみたい。 

２.授業内容 

 第１回：イントロダクション 

 第２回：中国文明の誕生 

 第３回：初期王朝の形成 

 第４回：春秋戦国時代の政治と文化 

 第５回：秦漢統一帝国の成立と崩壊（その１） 秦～前漢前半 

 第６回：秦漢統一帝国の成立と崩壊（その２） 前漢後半～後漢 

 第７回：魏晋南北朝時代の政治と諸民族の動向 

 第８回：隋唐王朝の形成と変容（その１） 隋 

 第９回：隋唐王朝の形成と変容（その２） 唐 

 第 10 回：五代・北宋の展開 

 第 11 回：南宋時代の政治と文化 

 第 12 回：唐宋変革論と中国史の時代区分 

 第 13 回：中高の歴史（世界史）授業とその変化 

 第 14 回ａ：期末試験 

     ｂ：試験問題の解説 

  ※授業内容は必要に応じて一部変更することがあります。 

３.履修上の注意 

高校で「世界史」（とくに前近代部分）を履修しなかった方も歓迎します。 

授業では歴史用語や年代の暗記よりも、中国史の大きな流れを理解するように心がけてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

履修前の事前学習としては、高校世界史教科書の中国史関連部分を一読しておくのがよいと思います。 

授業開始後は、下記の「参考書」を積極的に読まれることを希望します。 

５.教科書 

特に指定しません。 

 授業時に適宜プリントを配布します。 

６.参考書 

『教養の中国史』津田資久・井ノ口哲也編、（ミネルヴァ書房、2018 年） 

『概説中国史』上・下、冨谷至・森田憲司編、（昭和堂、2016 年） 

  

より専門的な理解を深めるには、以下の概説書をおすすめします。 

『世界歴史大系 中国史』1～5（山川出版社、1997 年～2003 年） 

『中国の歴史』全 12 巻（講談社、2004年～2005 年 ※講談社学術文庫版あり） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 必要に応じて、授業時間内に解説や講評などのフィードバックを行います。 

８.成績評価の方法 
平常点（リアクションペーパー、授業への取り組みなど）30％、期末試験 70％ 

９.その他 
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科目ナンバー : (CC)HIS131J 

西洋史概論（卒単含む） 渡辺 知 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 15 世紀のポルトガル、スペインのヨーロッパ外への進出に始まる世界の一体化の過程を世界システム論の観点から概観し、ヨーロッパ近代の歩

みが世界の諸地域に与えた影響について考えてみたいと思います。ただ、過去の事実の確認にとどまらず、それがなぜ起きたのか、また、過去の出

来事が現在の社会といかに関係するのか、あるいは、一地域の動向が世界のその他の地域の動向といかに密接に結びついているのかといった点に力

点を置きつつ、歴史学における多様なものの捉え方をあわせて提示できればと希望します。 

２.授業内容 

 以下の通り授業を進める予定ですが、進行具合によって若干の変更を加えることもあります。 

第１回 世界の一体化  この講義のテーマについて説明します。   

第２回 大航海時代以前のヨーロッパ １ 11〜13 世紀のヨーロッパの経済、社会について説明します。 

第３回 大航海時代以前のヨーロッパ ２ 14世紀以降ヨーロッパで危機的状況が深まっていく過程を説明します。 

第４回 ポルトガルとアジア  ポルトガルがアフリカ、アジアに進出していく過程とその影響について説明します。 

第５回 スペインとアメリカ １ スペインのアメリカ進出の過程とアメリカに与えた影響について説明します。 

第６回 スペインとアメリカ ２ スペインのアメリカ進出がスペインと世界の一体化に与えた影響について説明します。 

第７回 17 世紀のヨーロッパ 「17 世紀の危機」論争を紹介しつつ、西ヨーロッパ諸国の台頭を説明します。 

第８回 第一次イギリス帝国の形成 イギリスがオランダ、フランスと対立しながらその帝国を形成する過程を説明します。 

第９回 イギリス商業革命 イギリスの帝国形成がイギリスの経済、社会に与えた影響について説明します。 

第 10回 西インド諸島と砂糖 イギリスの植民地支配が西インド諸島に与えた影響について説明します。 

第 11回 アフリカと大西洋奴隷貿易 イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国による大西洋奴隷貿易の展開とその影響について説明します。 

第 12回 フランス革命と環大西洋革命 １ フランス革命の展開について説明します。 

第 13回 フランス革命と環大西洋革命 ２ フランス革命をその時期大西洋の両岸で起きた出来事と関連付けながらその意義を説明します。 

第 14回 a まとめ  b 試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 西洋の歴史に興味のある方はもちろん、これまで歴史になじみがなかった方の受講も歓迎します。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

  授業で紹介した問題について参考文献等で調べてください。授業前に前回の授業ノート、参考文献を見返し、まとめておいてください。 

５.教科書 

 特に定めません。 

６.参考書 

 参考文献として以下の文献を紹介しておきます。授業で随時、紹介してきます。 

 川北稔『世界システム論講義：ヨーロッパと近代世界』（ちくま学芸文庫、2016 年） 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業でコメントします。 

８.成績評価の方法 
 授業の区切りに授業内容のまとめや感想を書いて頂き、これを平常点とします。学期末には試験を行い、成績はこれらの総合評価とします（学期

末試験 80％、平常点 20％）。 

９.その他 
オフィスアワーは最初の授業でお知らせします。 
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科目ナンバー : (CC)HIS131J 

西洋史概論（卒単含む） 小野寺 利行 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 ヨーロッパの中世・近世の歴史を概観する。前近代ヨーロッパ史の流れや基本的な事項を、商業を中心とする経済史の視点を通して学ぶことを目

的とする。商業によってヨーロッパ内外の地域がどのように結びついていたのかをみていくことで、工業化や世界の一体化を実現する以前のヨーロ

ッパの姿を理解したり、ヨーロッパ世界の歴史的な変化を考えたりするための手がかりつかむことを目指したい。 

２.授業内容 

 以下のように授業を進めていく予定だが、状況に応じて変更することもある。 

 

1. イントロダクション 

2. 中世社会の成立 

3. 中世前期の都市と商業 

4. 中世社会の発達 

5. 中世中期の都市 

6. 中世中期の商業 

7. 中世社会の変容 

8. 近世社会 

9. 近世の国家と商業 

10. 近世のヨーロッパ貿易 

11. 近世の植民地貿易（1）ヨーロッパとアメリカ 

12. 近世の植民地貿易（2）ヨーロッパとアジア 

13. 産業革命 

14. (a) まとめ／(b)テスト 

 
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 高校世界史の教科書や参考書、後掲の参考書などに目を通して、ヨーロッパの中世・近世の大まかな流れをおさえておくことが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習では、参考文献に目を通して次回授業の内容を大まかにつかみ、自分なりの疑問点・課題をもって授業に臨むこと。復習では、授業で配付し

た資料や参考文献を利用してノートのまとめ・整理・補足などを行ない、授業内容をまとめる課題や質問などを作成すること。 

５.教科書 

 特定の教科書は使用せず、資料を Oh-o! Meiji で配付する。 

６.参考書 

 授業中に随時紹介するが、さしあたり基本的な文献を挙げておく。 

 

・『もういちど読む山川世界史 PLUS ヨーロッパ・アメリカ編』木村靖二ほか（山川出版社） 

・『大学で学ぶ西洋史［古代・中世］』服部良久ほか（ミネルヴァ書房） 

・『大学で学ぶ西洋史［近現代］』小山哲ほか（ミネルヴァ書房） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  課題に対するフィードバックは後日授業中に行なう。 

８.成績評価の方法 
・学期末試験（70%） 

・課題（30%） 

９.その他 
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科目ナンバー : (CC)HIS131J 

西洋史概論（卒単含む） 小野寺 利行 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 ヨーロッパの中世・近世の歴史を概観する。前近代ヨーロッパ史の流れや基本的な事項を、経済史の視点を通して学ぶことを目的とする。農業・

手工業・商業がどのように展開していったのか、そしてそれによってヨーロッパ内外のさまざまな地域の結びつきがどのように変化していったのか

をみていくことで、工業化や世界の一体化を実現する以前のヨーロッパの姿を理解したり、ヨーロッパ世界の歴史的な変化を考えたりするための手

がかりつかむことを目指したい。 

２.授業内容 

 以下のように授業を進めていく予定だが、状況に応じて変更することもある。 

 

1. イントロダクション 

2. 中世の社会と国家 

3. 中世の農業 

4. 中世の手工業 

5. 中世の商業  

6. 中世から近世へ 

7. 近世の社会と国家 

8. 近世の農業 

9. 近世の手工業 

10. 近世の商業 

11. 近世のヨーロッパ経済 

12. 近世の世界経済（1）ポルトガルとスペイン 

13. 近世の世界経済（2）オランダとイギリス 

14. （a）まとめ／（b）テスト 

 
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 高校世界史の教科書や参考書、後掲の参考書などに目を通して、ヨーロッパの中世・近世の大まかな流れをおさえておくことが望ましい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 予習では、参考文献に目を通して次回授業の内容を大まかにつかみ、自分なりの疑問点・課題をもって授業に臨むこと。復習では、授業で配付し

た資料や参考文献を利用してノートのまとめ・整理・補足などを行ない、授業内容をまとめる課題や質問などを作成すること。 

５.教科書 

 特定の教科書は使用せず、資料を Oh-o! Meiji で配付する。 

６.参考書 

 授業中に随時紹介するが、さしあたり基本的な文献を挙げておく。 

 

・『もういちど読む山川世界史 PLUS ヨーロッパ・アメリカ編』木村靖二ほか（山川出版社） 

・『大学で学ぶ西洋史［古代・中世］』服部良久ほか（ミネルヴァ書房） 

・『大学で学ぶ西洋史［近現代］』小山哲ほか（ミネルヴァ書房） 
７.課題に対するフィードバックの方法 
  課題に対するフィードバックは後日授業中に行なう。 

８.成績評価の方法 
・学期末試験（70％） 

・課題（30％） 

９.その他 
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科目ナンバー : (CC)GEO111J 

人文地理学概論（卒単含む） 谷川 尚哉 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 教職課程におかれている「人文地理学概論」であることをふまえて、人文地理学の基礎・基本を述べるとともに、地理教育論にも適宜ふれていき

たい。 

 高等学校で「地理ＡまたはＢ」を選択しなかった人にとっては、中学校の「社会科地理的分野」以来の地理となろうが、地理あるいは人文地理学

の楽しさ、面白さを理解してもらえればありがたい。 

 ただし、半期の講義であるため、文字どおり「概論」とならざるをえない面がある。毎回の講義は、あくまでも「窓を開ける」ことであり、その

窓から何を見るかは受講生に委ねられている。 

２.授業内容 

 （１）人文地理学とはどういう学問か。地理学の構成から考える（a）。 

 （２）人文地理学とはどういう学問か。地理学の構成から考える（b）。 

 （３）人文地理学とはどういう学問か。地理学の手法から考える（c）。 

 （４）人文地理学とはどういう学問か。地理学の手法から考える（d）。 

 （５）地理学とはどういう学問か。地理学史から考える（a）。海の向こうに何がある？ 山の向こうに何がある？ 

 （６）地理学とはどういう学問か。地理学史から考える（b）。地球の形は、どんな形？ 

 （７）地理学とはどういう学問か。地理学史から考える（c）。大航海時代は地理的発見の時代 

 （８）社会科・地理教育を考える（a）。「地理総合」と「歴史総合」. 

  （９）社会科・地理教育を考える（ｂ）。「世界国尽」 

 （10）社会科・地理教育を考える（ｃ）。「どうころんでも社会科」 

 （11）景観の変貌から地域の再編成を考える（a）。高度 1000 フィートから見た日本 

 （12）景観の変貌から地域の再編成を考える（b）。山が地図から消えた？ 地形図を読む 

 （13）景観の変貌から地域の再編成を考える（c）。島が島でなくなった？ 

 （14）景観の変貌から地域の再編成を考える（d）。瀬戸内海の島の変貌 

 
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 １．受講生は、教室内でのマナーを守る事。 

 ２．毎回、「感想」を書いてもらう。 

 ３．第１回目から本論に入るので、そのつもりで受講するように。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 １．復習が最重要である。 

 ２．毎回の講義で何を学んだのかを確実に理解すること。 

 ３．ノートの整理が肝要である。 

 ４．事前に配布した資料等は、必ず熟読して講義に臨むこと。 

５.教科書 

 使用しない。映像資料やプリントを教科書代わりに使用する。 

６.参考書 

 随時、紹介する。 

７.課題に対するフィードバックの方法 
 Oh-o！Meijiを使用。 

８.成績評価の方法 
 １．原則として、出席は絶対条件。講義の３分の１を休んだ者には単位は与えられない。 

 ２．学期末の試験で 100％評価する。レポート提出で代替することはできない。 

９.その他 
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科目ナンバー : (CC)GEO121J 

自然地理学概論（卒単含む） 若松 伸彦 

2単位 駿河台キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

 自然地理学はその地域の気候、地形、水文、植生等の自然環境を総合的に捉える学問分野である。地理というと、社会科の一科目であり、事象の

暗記科目と思われがちである。しかし自然地理学は、実際には私たちの身のまわりにある自然環境がどのようなものかを理解し、その仕組みや因果

関係を学ぶことが非常に大切である。本講義は、自然環境に関する基礎的な知識を身に着け、総合的に自然環境を捉える能力を身に着けることが目

標である。このような能力を身に着けることで、自然災害や地球環境問題に対しての正しい対処が可能にもなる。 

２.授業内容 

 第１回ａ：自然地理学の見方・考え方（ガイダンス） 

    ｂ：自然地理学の基本 

 第２回：惑星としての地球 

 第３回：大地形と火山 

 第４回：岩石と日本列島のでき方 

 第５回：世界と日本の大地形 

 第６回：平野の地形 

 第７回：山地の地形 

 第８回：河川の地形 

 第９回：海岸の地形 

 第 10 回：地球のエネルギー収支と大気大循環 

 第 11 回：世界の気候と植生 

 第 12 回：日本の気候と植生 

 第 13 回：様々な環境問題 

 第 14 回ａ：講義のまとめ 

    ｂ：試験 

 
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

積極的な授業の参加を望む。授業内容はいわゆる理系の地学の領域を含むが、文系学生でも理解できる内容である。 

自然地理の基本的な知識から最新の環境問題まで、講義では幅広く扱う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 事前に web システムによってプリントを配布するので、必ず印刷をして持参すること。 

 プリントは図表及び板書を補助するためのプリントであり、復習や授業後の整理を行うことが望ましい。 

５.教科書 

 『新詳高等地図』（帝国書院）2019年 

 高校時代に地図帳を購入している者は代用しても良い。 

 他に教科書は定めないが、参考書があると授業の理解が進む。 

６.参考書 

『みわたす・つなげる自然地理学』 小野映介・吉田圭一郎 編（古今書院）2021 年 

『自然地理学概論』高橋日出男・小泉武栄編著（朝倉書店）2008 年 

 『上高地の自然誌』上高地自然史研究会編（東海大学出版会）2016 年 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける 

８.成績評価の方法 
 講義態度 10％、期末試験 90％で評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (CC)GEO131J 

地誌学概論（卒単含む） 内藤 芳宏 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 教職課程におかれている「地誌学概論」であることを考慮し、中学・高等学校の教員に求められる地誌学の基礎・基本から専門領域に加えて、既

存の概念から応用する授業事例も触れていきたい。地理は知らない土地の知らない人たちや自然に対する好奇心から成り立っている。とくに地誌学

は特定地域における自然と人文の諸事象とその関係を考察し、地域的な特徴を究明すること、すなわち地域を知ることが目的とされる。地誌学の楽

しみを得ることで、将来のあなたの教え子たちに還元するための糸口になることを目指したい。なお 2022 年度より高等学校で必修化される「地理総

合」では地誌を扱わないが地図学習は入るため、それを意識した内容とした。また続く科目の「地理探究」で地誌的内容を扱うことを意識したい。 

２.授業内容 

 第１回：オリエンテーション 地誌学を学ぶということ 

 第２回：地誌学の基礎①学校教育の地誌とは 

 第３回：地誌学の基礎②日本を扱う（都市近郊） 

 第４回：地誌学の基礎③日本を扱う（農山村部） 

 第５回：地誌学の展開①専門性を活かした地誌 地形図の活用（段彩図） 

 第６回：地誌学の展開②専門性を活かした地誌 地形図の活用（谷と尾根） 

 第７回：地誌学の展開③専門性を活かした地誌 地形図の活用（土地利用図） 

 第８回：地誌学の展開④専門性を活かした地誌 統計地図の活用 

 第９回：地誌学の展開⑤専門性を活かした地誌 フィールドワーク・校外学習 

 第 10 回：地誌の授業実践①旅をつくる 

 第 11 回：地誌の授業実践②ヒマラヤ山脈の暮らし 

 第 12 回：地誌の授業実践③アルプス山脈の暮らし 

 第 13 回：地誌の授業実践④小さな国の環境大国 

 第 14 回：学期末試験 

※第 5 回～第 7 回は地形図を利用するため、原則として対面授業時に行うことを前提とした授業構成を組んでいる。したがって新型コロナ感染症

の状況によって、順番を入れ替わる場合がことを予め承知しておかれたい。 

 
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 授業にきちんと出席し、学ぶ姿勢を示すこと。また毎回授業に関する「感想」の提出を求める。対面授業が出来ない場合は、Oh-o!Meiji による

オンデマンド型(配信型)になる。その際は下記の成績に関する指示に従うこと。対面授業時のマナーは誠実であること。受講者は教員を目指すから

には、揺るぎない自らに負けない真剣な姿勢を求めたい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 復習を大切にすること。とくに地誌は地理的位置関係および付随する情報が講義で扱われる。今日の授業で何を学んだのか、確実に理解するこ

と。そのためにはノートの整理が肝要である。 

５.教科書 

 教科書はとくに指定しない。映像資料やプリントを教科書代わりに使用する。ただし地理は地名や位置をその都度確認するためにも、高校時代に

地理の授業で使用した地図帳を用意しておくこと（高校時代に地理の授業を受けていない者は同等のものを用意しておくこと）。また 5 回目の講義

から国土地理院発行の地形図(国土地理院発行 1/25000 地形図「赤穂」を各自で購入)を用いた作業も行う。作業の際は 12色の色鉛筆(小中高時代に

買ったもので十分)を一緒に用意すること。 

 

※コロナ禍であるが地形図は予め各自で購入しておくこと。授業内容の部分で説明しているように、コロナ禍で授業の順番を変えざるを得ない場

合も想定して、第 3 回の授業までに用意することが望ましい。なお各自で国土地理院サイトから最寄りの国土地理院発行地形図の販売書店を探し、

時間的ゆとりをもって購入しておくこと。すぐに入手できるとは限らない。買い求めた地形図は折らずに、筒状にして輪ゴムなどで留めて持参する

ように。 

６.参考書 

地理・地誌に関わる入門書として以下を紹介する。 

大野新・竹内裕一編『世界をつなぐ地理総合の授業』 

地理教育研究会編『知るほど面白くなる日本地理』日本実業出版社 

地理教育研究会編『授業のための世界地理・第 5版』古今書院 

今尾恵介『地図帳深読み』帝国書院 

富田啓介『はじめての地理学』ベレ出版 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 授業内に指示する簡単な課題(例えば、自身の出身地を中高生の地理の授業で扱う場合のキーワード等)をその後の授業で紹介し、受講している学

生諸君同士の参考にすべくフィードバックする。また地形図作業は終了後提出したものを評価し返却する。 

８.成績評価の方法 
 毎回出席をとる。３分の１を休んだ者には単位は与えられない。成績評価は学期末試験 60％、平常点（提出物および授業への貢献度）40％等を

総合的に判断する。 

※コロナ禍におけるオンライン授業の場合、Oh-o!Meiji のクラスウェブ上のアンケート機能を使って、毎回の課題を答えることで出席扱いとし、

またその内容を平常点とする。 

９.その他 
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科目ナンバー : (CC)SOC111J 

社会学概論 石川 雅信 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 現代の家族問題や社会問題について考察することを目的としている。また、その過程で社会学の基本的な分析概念や理論を紹介し、社会学的な思

考方法と研究方法の一端が理解できるよう講義本講義は社会学の一領域である家族社会学の立場から、さまざまな様相を示すを進める予定である。 

２.授業内容 

講義は以下のとおり１項目あたり１時限の予定で進める。各項目には講義内容のキーワードが示してある。 

1 社会学とは―コント、実証主義、デュルケーム、社会学主義、ヴェーバー、理解社会学 

2 社会調査の方法―定性分析、定量分析、マリノフスキー、参与観察法、シカゴ学派、社会問題、柳田國男、宮本常一 

3 社会制度としての家族―嫡出の原理、定位家族、生殖家族、制度家族、友愛家族、核家族、マードック、パーソンズ 

4 家族の変化―少子高齢化、未婚化、核家族化、「ホテル家族」、家族機能の外部化、ライフスタイルの多様化 

5 結婚の変化―ロマンティックラブ、恋愛結婚至上主義、事実婚、晩婚化、非婚化、夫婦別姓、パラサイトシングル 

6 ジェンダー研究の成立―フェミニズム、性別役割分業、性の二重基準、貧困の女性化、性的少数者、ジェンダーフリー 

7 深刻化する家族問題―親密性、「隠された暴力」、児童虐待、DV、高齢者虐待、「家庭内暴力」、共依存 

8 家族問題への支援―シェルター、児童相談所、児童養護施設、里親・里子、児童虐待・DV・高齢者虐待防止法、加害者の治療 

9 学校と教育―メリトクラシ―、脱学校社会、イリイチ、不登校、ひきこもり、フリースクール 

10 人口の高齢化―高齢化の速度、人口減少、限界集落、定年、隠居、「老年文化」  

11 高齢者問題―エイジズム、寝かせきり、高齢者の孤独・孤立、無縁死、「振り込めサギ」、「婚活サギ」、高齢者の交通事故 

12 高齢者支援―離脱理論、活動理論、在宅ケア、ノーマリゼイション、「居場所づくり」、地域回想法、自分史 

13 新たな社会現象と社会学の課題―少子高齢化、IT技術の変化、環境問題、生殖補助技術の変化 

14 まとめと試験―ａ 講義の復習 ｂ 試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 社会学、人類学、民俗学、ジェンダー研究に関連する講義をすでに履修していることが望ましいが、この講義は入門的な性格を持つため、初学者

にもわかりやすく解説する予定である。 

 

 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 それぞれの講義について 100 分程度の時間をかけ、指定した教科書と参考書の関連する箇所を精読し、疑問点、問題点をまとめる予習をおこなう

こと。 

５.教科書 

 特に指定せず。授業の進行にしたがって、必要な参考文献、資料を紹介する。 

６.参考書 

Ａ・ギデンズ著 『社会学』 第 5 版 （而立書房） 

今田高俊他著 『社会学の基礎』 （有斐閣）  

岩上真珠著 『ライフコースとジェンダーで読む家族』 （有斐閣） 

上野千鶴子著 『おひとりさまの老後』 （法研） 

NHK「無縁社会プロジェクト」取材班編 『無縁社会―“無縁死”三万二千人の衝撃―』 （文芸春秋） 

天童荒太著 『永遠の仔』 （幻冬舎）  

山崎朋子著 『サンダカン八番娼館』 （文芸春秋） 

山田昌弘著 『家族難民―生涯未婚率 25 パーセントの衝撃―』 （朝日新聞出版） 

 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 オーメイジシステム、レポート機能のコメント欄を使って行なう。 

８.成績評価の方法 
学期末におこなう筆記試験、またはレポート（80 パーセント）および授業中におこなう小レポート（20 パーセント）によって評価する。 

 

 

９.その他 
現代の家族や社会に疑問や問題意識をもつ学生の履修を期待している。 
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科目ナンバー : (CC)SOC111J 

社会学概論 パッハー，アリス Ｌ 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

基礎概念を紹介しつつ、「多様性」「グローバリゼーション」をテーマに考えていきたい。 

文化・生活様式も含めての現代日本社会と他社会との異なる箇所を把握することで、相対的に自分が置かれている文化・社会の把握にもなる。 

 本講義では、各テーマについて代表的な社会学者の理論を紹介した上で、当該テーマでの日本と他国の事例を紹介する。 

２.授業内容 

第１回：授業説明、社会学とは何か 

第２回：社会的相互行為と日常生活 

第３回：社会的組織・個人化・環境 

第４回：文化と再生産  

第５回：技術と環境 

第６回：社会運動 

第７回：「ハーフ」「ダブル」の社会学 

第８回：教育・格差・階層化 

第９回：性教育 

第 10回：家族とライフコース  

第 11回：恋愛・ジェンダー・セクシャリティ 

第 12回：恋愛・セクシャリティ 

第 13回：メディアとコミュニケーション 

第 14回 a：全体のまとめ 

第 14回 b：期末試験 

 

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

「社会学概論」は講義形式で行うが、小グループに分かれてディスカッションをすることもある。 

また、授業で利用するパワーポイントをよく理解してほしい。講義の資料は講義の前日に oh-o!meiji にアップロードする。 

毎回、講義に対してのコメントシートの提出を求め、出席確認と理解度確認を行う。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

常日頃の出来事から社会学に関心を持ち、考えていくこと。 

５.教科書 

特定の教科書は定めない。 

６.参考書 

長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、『新版 社会学 Sociology: Modernity、 Self and Reflexivity、 2nd ed.』、有斐閣、2019年。 

筒井淳也・前田泰樹『社会学入門−社会とのかかわり方』、有斐閣、2019 年。 

田中正人・香月孝史、『社会学用語図鑑』、プレシデント、2019年。 

アンソニー・ギデンズ『社会学 第 5 版』、而立書房、2019 年。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 コメントシートの全体講評を各講義で紹介する。 

８.成績評価の方法 
定期試験により評価を行う（受講人数により、定期試験（70％）＋コメントシート（30％）により評価を行う場合もある）。各講義の課題を未提出

の者、期末試験を受けなかった者は、いずれも不可とする。 

９.その他 
英語の文献を用いることもある。受講者の関心によって内容を変える場合もある。 
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科目ナンバー : (CC)ECN111J 

経済学概論 楠本 眞司 

2単位 駿河台キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標 

 家計や企業などの個別主体がどのように経済的な意思決定を行うのかについて、ならびに経済的取引を行う場である市場の役割と限界について

講義する。到達目標は、ミクロ経済学の基礎理論を習得すること、ミクロ経済学的な視点で現実の経済活動を理解できるようになることである。 

２.授業内容 

第１回 ミクロ経済学とは？ 

第２回 インセンティブ 

第３回 完全競争 

第４回 需要と供給 

第５回 需要・供給と弾力性 

第６回 余剰分析 

第７回 市場均衡と効率性 

第８回 政府介入と死荷重損失 

第９回 市場の失敗 

第 10回 外部性 

第 11回 公共財 

第 12回 不完全情報 

第 13回 不完全競争 

第 14回 ゲーム理論 

 
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

前提となる知識は特にない。ミクロ経済学の知識を現実に当てはめるために、消費者行動や企業行動など、身の回りの経済活動に絶えず気を配って

ほしい。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

授業内で紹介した文献や資料に目を通し、授業内容の復習としてほしい。 

５.教科書 

授業進行に特定の教科書は用いず、講義用パワーポイント解説と添付の講義ビデオで進めるが、現状の考察トレーニングを行うために、 

 

推薦良書★「ウンチの経済学」水野 勝之、 赤石 秀之 、 南部 和香 、 土居拓務（著者に印税は発生しません） 八千代出版 １９８０円をあげ

ておきますので必ず読んでおいてください。 

感想文を中間試験レポートとして出題することがあります。 

 

また、推薦小説★「ソフト経済小説で読む超高齢化社会」晃洋書房（水之夢端他 著者に印税は発生しません ）をあげておきます。 

 

 

６.参考書 

担当者によって異なるが、標準的なものは下記のとおりである。 

N・グレゴリー・マンキュー（2019）『マンキュー入門経済学（第３版）』東洋経済新報社． 

N・グレゴリー・マンキュー（2019）『マンキュー経済学Ⅰ ミクロ編（第４版）』東洋経済新報社． 

安藤至大（2013）『ミクロ経済学の第一歩』有斐閣ストゥディア． 
７.課題に対するフィードバックの方法 

８.成績評価の方法 
期末試験 50%、授業内課題・提出物 50%を目安に総合的に評価する。 

９.その他 
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科目ナンバー : (CC)ECN111J 

経済学概論 深澤 竜人 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

《授業の到達目標及びテーマ》 

 経済の有名な理論を解りやすく、初心者であっても理解できていくように解説していく。講義終了時には、経済学の一応の概論・基礎は了解さ

れ、自身でもそれなりの書物が読み進めていけるような段階になれるように傾けていく。 

《授業の概要》 

 現代にも通じる代表的また有名な経済学派の経済理論、これらを歴史的に追いかけながら説明していく。また現実の日本経済、そして統計的な資

料、日用使う経済項目、これらを用いて実用的な側面も取り入れていく。 

２.授業内容 

 第１回：重商主義の経済学 富とは何か 豊かな国とは そのために国の政策はどうあるべきか 

 第２回：古典学派・新古典学派の経済学１ 価格メカニズムの働きと重要視と限界 国家の政策介入の必要性 

 第３回：古典学派・新古典学派の経済学２ 比較生産費説 貿易の有効性を考える 

 第４回：古典学派・新古典学派の経済学３ 上記の問題点を検討する 

 第５回：古典学派・新古典学派の経済学４ 不況や失業に対する考え・理論 別な経済学派の登場 

 第６回：マルクス学派の経済学１ 商品論と貨幣論 

 第７回：マルクス学派の経済学２ 剰余価値理論と資本循環論  

 第８回：株式会社論１ 株式会社とは何か 

 第９回：株式会社論２ 株式取引の理論と実際 

 第１０回：ケインズ学派の経済学 有効需要政策 

 第１１回：ケインズ政策のその後の展開 反ケインズ経済学派・新自由主義学派の経済学①（マネタリズム学派の主張） 

 第１２回：反ケインズ経済学派・新自由主義学派の経済学②（サプライサイド学派の主張） 1980年代の経済政策の転換  

 第１３回：現在の日本経済① バブルの発生 （ケインズ理論の成功例として） 

 第１４回：現在の日本経済② 日本における新自由主義派の登壇 構造改革の論理と新たな問題 格差の拡大 貧困化 

 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 講義はオンラインでなければ、通常板書で行っていきます。板書内容をノートに取っておいてください。そうしないとレポートの作成に支障をき

たし、試験に望めなくなります。 

 講義が一方通行にならないように、また理解度を確認するため、通常は皆さんにかなり質問し、マイクを持って答えてもらうことにしておりま

す。感染対応でこの点どうなるか解りませんが、一応この点を了解しておいてください。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 教科書や板書の内容を再確認するなり、自主的に講義内容を予習・復習しておくとよいです。 

５.教科書 

 深澤竜人『経済学簡易入門』丸善雄松堂、２０２３年（電子書籍）。 

 深澤竜人『マルクス経済学簡易入門―主流派経済学の批判的考察を含めて―』（丸善雄松堂、２０２０年（電子書籍）。 

６.参考書 

 同上 

７.課題に対するフィードバックの方法 
  毎回簡単なレポートを出してもらいまして、それで質問には答え、間違った理解などには修正して返信していました。 

８.成績評価の方法 
 実際の受講人数等々を見た後に決めていくとして、今時点では授業でのレポート（40％）および期末レポート（60％）としておきます。 

９.その他 
 講義が一方通行にならないように、また理解度を確認するため、通常は皆さんにかなり質問し、マイクを持って答えてもらうことにしておりま

す。感染対応でこの点どうなるか解りませんが、一応この点を了解しておいてください。 
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科目ナンバー : (CC)PHL111J 

哲学概論 宇田川 尚人 

2単位 和泉キャンパス 秋学期 

１.授業の概要・到達目標 

《授業の概要》 

 「私」「他者」「心」「現実」。多くの場合、日常生活を支えているこれら最も重要な概念は、その意味の妥当性・正当性・根拠等があえて問われる

ことはない。だが、哲学という学問は、この通常「当たり前」と思っている事柄、「当然のこと」としてあまり深く考えずにすましている事柄に対し

て、徹底的に「なぜ」と問いかけ、それらの問いや自分自身についての理解を深めてゆく学問である。「常識」の中で手垢がつき鮮度が失われた「日

常性」を越えて、「思考」を研ぎ澄まし「論理」を積み上げてゆくことで開かれてくる哲学の世界を示したい。 

《到達目標》 

 最終目標は、１）受講者一人一人が、氾濫する情報と多様化する価値観の中で、（単なるトレンドに終わることのない）真の時代の要請や社会の

ニーズをみずから読み解く能力を獲得すること、および２）いかなる状況においても、自己と世界との関係を冷徹に分析する論理能力を習得するこ

とにある。ただし、半期という時間の制約があるので、実質的な目標は、講義で紹介される思想の論理構造の解明やその有効射程距離の検証を各自

が追体験・追思考すること、またそうした思考訓練を通して、具体的な状況の中で「自己」と「社会」との関係を論理的に分析し考察する、いわば

思索の〈コツ〉を身につけることとしたい。 
２.授業内容 

第１回目 哲学とは何か? --- 現代思想の問題提起  Heideggerの自我論 

第２回目 交換可能な私？（私なんて、いてもいなくても世界は変わらない？） 

第３回目 私 ―その非本来的自己と本来的自己― 

第４回目 私の「唯一性」を保障するのは時間性か？  Binswanger と精神分析 

第５回目 時間性と心の病 

第６回目 「自明性」の喪失（当たり前ってどういうこと、なぜ当たり前なの？）  Levinasの他者論 

第７回目 「同」の暴力（皆と同じ、皆に合わせなくっちゃ！って、息ができない！） 

第８回目 感情移入と同型性に基づく他者理解の限界 

第９回目 自―他の「非対称性」と真の他者への責任  Lacan の欲望論 

第 10回目 欲望とは他者の欲望である？（私はみんなが欲しいものが欲しい！） 

第 11回目 言葉は「もの」の殺害者である。「もの」の喪失と欲望における「対象 a」の発生 

第 12回目 心の在処を求めて…（すべては脳から始まるが、心は脳に還元できない？） 

第 13回目 無意識の欲望、欲望の「プロトタイプ」と文化（まだ足りない、もっと、もっと、もっと！） 

第 14回目 まとめ   論理の限界が世界の限界？ それでも「私」と「世界」は・・ 

 
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意 

 毎回出席し、集中して聴いていないとついてゆけなくなる可能性があるので、その旨注意すること。 

その他の注意点は初回に述べる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容 

 配付資料はざっと読んだだけではわからないかもしれない。それでも必ず目を通し、 

   １）自分の理解が正しいか自信のない箇所や、 

   ２）理解できていないと思われる箇所をあらかじめチェクしておくこと。 また、 

 ３）配付資料には書かれていないが授業内で理解の為に「重要」と説明された「概念」や「キーワード」は必ずメモを取り、 

 ４）それらの「論理関係」を手掛かりとして、もう一度配布資料を復習の際に読み込むこと。 

５.教科書 

 プリントを必要に応じて配布または Web（Oh-o! Meiji）上に UPする。 

６.参考書 

 竹田青嗣 著「ハイデガー入門」講談社選書メチエ 

 熊野純彦 著「レヴィナス入門」ちくま新書 

 斎藤環 著「生き延びるためのラカン」ちくま文庫 

 新宮一成 書「ラカンの精神分析」講談社現代新書 等 

 その他の参考文献は授業の中で紹介する。 
７.課題に対するフィードバックの方法 
 課題に対するフィードバック（質問への回答、間違いの指摘、優秀な考察例の紹介等）は、原則として翌週の授業内で行う。 

８.成績評価の方法 
 人数が多い場合は、毎回の質疑応答（または MS Forms での課題）（40％）と期末レポート（60％）で成績を評価する。 

   但し、駿河台校舎での授業は少人数を前提としている為、学生との話し合いによって平常点のみで評価する可能性が高い。 

 和泉校舎での授業も、人数が少ない場合は、上記に準ずる。 

詳細は初回の授業で報告する。 

９.その他 
 特になし。 
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科目ナンバー : (CC)PHL121J 

倫理学概論 宇田川 尚人 

2単位 和泉キャンパス 春学期 

１.授業の概要・到達目標
《授業の概要》 

この授業では、主に基礎倫理学の立場から、 

１）まず「道徳」と「倫理」との違いを明らかにした上で「悪」と「ナルシシズム」との関係を考察する。

２）そこから、人と人が社会の中で生きてゆく際の重要な基本概念（例えば、共感可能性・他者の自由の尊重・責任等）

   が「何故、今、旧来の形ではもはや機能しなくなりつつあるのか？」という問題を提起し、 

３）「登校拒否」「引きこもり」等に見られる傷つきやすい現代の若者のナルシスト的側面と、「いじめ」「ストーカー」 

から「ナチスのホロコースト」「ユニラテラリズム」に至る「同型性に基づかない他者」への過激な「排除の論理」を 

分析し、それらに共通する「時代の病巣的特性」を明らかにする。 

４）その上で、（悪へと開かれていながらも）善を選び取る人間の良心とその尊厳とは何か？ という問いと、他者への真

の責任とは何か？ という問いに、（カント、レヴィナス等の倫理思想を参照にしつつ）答えてゆこうと考えている。

《到達目標》 

 この授業で学習した倫理的視点に基づき、今日の社会で起こっている様々な問題のいずれに対しても、自分なりの見解を持てるようになること。

また授業での思考訓練を通して、具体的な状況の中で「自己」と「社会」との関係を倫理的に分析し考察する能力を身につけること。

２.授業内容
１） 問題提起 ---〈道徳〉はあるが〈倫理〉のない日本？  倫理的〈対話〉の 12 原則 

２） 「やさしさ」vs 真のやさしさ？

３） 社会に蔓延する「思いやり」という名の「思考停止」システムについて

４）「いじめ」と排除の論理

５） 自分は関係ない・中立だと思っている「傍観者」に潜む「悪」について

６） 情報化社会が突きつける諸問題

７） 同型性に基づく他者理解とその限界---あるいは「同調圧力」と「承認欲求」

８）「いいね」（評価）を必死で求めて、本当の自己を失ってゆく人々

９） ネットの中で、SNS で、増殖する「バーチャルな私」と欲望によって「侵食される自己」

10） 新たな教育論の現場から

11） 理解像の外に位置する「他者そのもの」と私の「内部性＝心」

12） ネット社会における Critical thinking の崩壊と Critical emotion

13） 同情と Sympathy と Mitleid(共苦)の差異

14） SNS 時代における新しい「倫理」の役割と教育

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。 

３.履修上の注意
毎回出席し、集中して聴いていないとついてゆけなくなる可能性があるので、その旨注意すること。

その他の注意点は初回に述べる。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容
配付資料はざっと読んだだけではわからないかもしれない。それでも必ず目を通し、

１）自分の理解が正しいか自信のない箇所や、

２）理解できていないと思われる箇所をあらかじめチェクしておくこと。 また、

３）配付資料には書かれていないが授業内で理解の為に「重要」と説明された「概念」や「キーワード」は必ずメモを取り、

４）それらの「論理関係」を手掛かりとして、もう一度配布資料を復習の際に読み込むこと。

５.教科書
プリントを必要に応じて、配布または Web（Oh-o! Meiji）上に UP する。

６.参考書
PHP 新書 中島義道「対話のない社会」

勁草書房 中島義道「悪への自由―カント倫理学の深層文法」

勁草書房 佐藤義之「レヴィナスの倫理」等

その他の参考文献は授業の中で紹介する。

７.課題に対するフィードバックの方法
 課題に対するフィードバック（質問への回答、間違いの指摘、優秀な考察例の紹介等）は、原則として翌週の授業内で行う。学期末レポートの返却

は希望者に対してのみ行う。

８.成績評価の方法
毎回の質疑応答（または MS Forms での課題）（40%）と学期末のレポート（60%）で成績を評価する。

また最低三分の二以上の出席をレポート提出の条件とする。

（但し、駿河台校舎での授業は少人数を前提としている為、学生との話し合いによって平常点のみで評価する可能性が高い）

詳細は初回の授業で報告する。 

９.その他
特になし
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